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凡 

例 

 
 

 

本
論
考
に
お
い
て
は
、
年
月
日
は
原
則
と
し
て
西
暦
（
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
）
を
用
い
て
論
述
を
進
め
る
。

た
だ
し
、
日
本
側
史
料
を
主
体
に
論
述
を
進
め
る
場
合
に
は
、
和
暦
（
旧
暦
）
で
本
文
を
論
述
す
る
。

日
本
及
び
外
国
（
イ
ギ
リ
ス
及
び
ド
イ
ツ
）
の
一
次
史
料
を
重
層
的
に
用
い
る
本
論
考
の
性
格
か
ら
、

煩
瑣
を
厭
う
こ
と
な
く
、
西
暦
・
旧
暦
を
括
弧
書
き
に
よ
り
併
記
す
る
。 

 

日
本
語
史
料
の
原
文
引
用
に
関
し
て
は
、
刊
本
、
本
論
筆
者
に
よ
る
一
次
史
料
の
翻
刻
と
も
に
、
原

則
と
し
て
、
原
文
の
旧
字
体
を
常
用
漢
字
に
改
め
、
変
体
仮
名
は
ひ
ら
が
な
と
し
、
読
点
を
適
宜
付
す
。 

 

外
国
語
（
英
語
及
び
ド
イ
ツ
語
）
か
ら
の
翻
訳
・
概
要
訳
は
、
す
べ
て
拙
訳
で
あ
る
。 
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序
章 

開
港
新
潟
を
眺
め
る
視
角 

 
新
潟
港
は
、
時
代
の
推
移
に
伴
っ
て
特
徴
的
な
い
く
つ
か
の
機
能
を
担
っ
て
き
た
。 

こ
の
港
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
近
世
初
め
以
来
、
関
西
か
ら
蝦
夷
地
に
至
る
日
本
海
を
介
し
た
物
流
に

お
け
る
重
要
な
中
継
地
で
あ
っ
た
。
新
潟
の
町
の
歴
史
は
、
ま
さ
に
港
と
と
も
に
始
ま
っ
た
。
海
を
通
じ

川
を
通
じ
、
和
船
に
よ
っ
て
遠
方
あ
る
い
は
近
隣
が
結
ば
れ
る
、
と
い
う
、
近
代
に
入
っ
て
も
し
ば
ら
く

継
続
し
た
輸
送
の
あ
り
方
の
中
で
、
新
潟
は
そ
の
拠
点
で
あ
り
続
け
た
。
そ
こ
に
、
明
治
に
入
っ
て
か
ら

は
外
国
貿
易
港
と
し
て
の
機
能
が
付
加
さ
れ
た
。
一
躍
、
我
が
国
の
近
代
化
を
担
う
役
割
が
与
え
ら
れ
た

の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
明
治
後
半
か
ら
大
正
・
昭
和
初
期
に
か
け
て
は
、
港
は
北
洋
漁
業
の
基
地
を
な
し

た
。
地
元
新
潟
の
み
な
ら
ず
日
本
海
側
の
広
い
地
方
の
漁
民
・
事
業
者
が
北
方
の
海
域
で
漁
業
活
動
を
営

む
た
め
の
発
着
点
と
し
て
、
こ
の
港
は
長
い
あ
い
だ
機
能
し
た
。
更
に
新
潟
港
は
、
我
が
国
の
大
陸
進
出

と
絡
ん
で
、朝
鮮
半
島
・
中
国
東
北
部
へ
の
物
と
人
の
流
れ
を
担
う
重
要
な
中
継
点
と
位
置
付
け
ら
れ
た
。

戦
後
の
高
度
成
長
期
か
ら
は
、
本
州
日
本
海
側
唯
一
の
特
定
重
要
港
湾
に
指
定
さ
れ
る
と
と
も
に
、
エ
ネ

ル
ギ
ー
基
地
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
て
き
た
。
対
岸
諸
国
と
の
交
流
の
窓
口
と
し
て
の
機
能
も
果
た
し
て

き
た
。
そ
し
て
現
在
は
、
日
本
海
側
唯
一
の
中
核
国
際
港
湾
で
あ
り
、
ま
た
、
日
本
海
側
の
総
合
的
拠
点

港
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。 

本
論
考
で
は
、
こ
う
し
た
新
潟
港
の
変
遷
の
な
か
で
、
こ
の
港
が
開
港
五
港
の
一
つ
と
し
て
の
機
能
を

顕
現
し
て
い
た
時
期
の
港
都
新
潟
を
、
近
代
初
頭
に
お
け
る
我
が
国
の
対
外
関
係
史
の
脈
絡
に
包
摂
し
て

通
観
す
る
。 

 （
１
）
研
究
史
・
叙
述
史
と
本
論
考
の
射
程 

考
察
を
進
め
る
に
あ
た
り
、
本
論
考
が
い
か
な
る
領
域
を
対
象
に
収
め
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
ま
た
、

本
論
考
が
そ
の
領
域
を
い
か
な
る
視
点
か
ら
検
討
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、

以
下
三
つ
の
視
点
か
ら
明
ら
か
に
し
た
い
。 

 ① 
 

我
が
国
の
幕
末
・
近
代
史
と
本
論
考 

ま
ず
、
我
が
国
の
政
治
史
・
経
済
史
の
視
点
か
ら
、
こ
れ
ま
で
開
港
新
潟
が
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て

き
た
か
を
確
認
し
た
い
。 

日
本
近
代
史
の
文
脈
に
お
い
て
、
開
港
た
る
新
潟
が
重
要
な
要
素
と
し
て
意
識
さ
れ
た
こ
と
は
極
め
て

少
な
か
っ
た
、
と
言
え
よ
う
。
こ
れ
は
、
開
港
後
の
新
潟
が
貿
易
港
と
し
て
は
著
し
く
低
迷
し
、
や
が
て

開
港
五
港
の
一
つ
と
し
て
の
性
格
を
喪
失
し
て
い
っ
た
、
と
い
う
こ
と
の
当
然
の
帰
結
と
も
言
え
る
。
新

潟
で
営
ま
れ
た
貿
易
は
、
我
が
国
の
総
体
か
ら
見
れ
ば
実
に
微
々
た
る
も
の
で
あ
っ
た

（

1
）

。
貿
易
額
が
皆

無
で
あ
っ
た
年
も
珍
し
く
な
か
っ
た
。
ま
た
、
居
留
し
た
外
国
人
数
も
、
他
の
開
港
開
市
と
比
較
し
て
各

段
に
少
な
か
っ
た
。
ま
さ
に
、
当
時
す
で
に
新
潟
に
対
し
て
使
わ
れ
て
い
た
「
有
名
無
実
の
開
港
場
」（

2
）

と
い
う
表
現
に
ふ
さ
わ
し
い
状
況
だ
っ
た
の
で
あ
る
。 

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
開
港
た
る
新
潟
が
研
究
の
俎
上
に
の
る
こ
と
は
多
く
な
い
。
我
が
国
の
近
代
海
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運
の
発
展
の
軌
跡
を
追
っ
た
研
究
群
に
お
い
て
は
、
新
潟
は
、
統
計
に
組
み
入
れ
ら
れ
、
あ
る
い
は
通
覧

上
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
そ
こ
に
殊
更
に
重
要
な
含
意
を
伴
っ
て
扱
わ
れ
た
例

は
見
出
し
づ
ら
い

（

3
）

。 

し
か
し
な
が
ら
、
当
時
開
港
で
生
起
し
て
い
た
事
象
は
外
交
に
直
結
す
る
可
能
性
を
常
に
孕
ん
だ
も
の

で
あ
り
、
本
来
的
に
国
と
し
て
の
関
心
事
で
あ
っ
た
。
本
論
考
は
、
開
港
地
た
る
明
治
期
の
新
潟
は
、
我

が
国
に
と
っ
て
外
国
と
の
数
少
な
い
窓
口
の
一
つ
で
あ
っ
た
、
と
い
う
事
実
を
改
め
て
見
つ
め
直
し
、
開

港
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
生
じ
た
新
潟
で
の
諸
現
象
を
、
単
な
る
地
方
的
な
出
来
事
と
は
み
な
さ
ず
、
広
く

全
国
的
な
同
時
代
の
対
外
関
係
史
の
な
か
に
位
置
づ
け
る
こ
と
を
目
指
す
。
明
治
政
府
中
央
の
為
政
者
・

省
庁
、
諸
外
国
の
公
使
ら
、
あ
る
い
は
居
留
外
国
人
ら
を
主
要
な
プ
レ
ー
ヤ
ー
と
し
て
捉
え
て
、
開
港
新

潟
が
た
ど
っ
た
展
開
を
立
体
的
に
明
ら
か
に
し
た
い
。 

国
際
取
極
上
、
新
潟
は
明
治
初
年
か
ら
一
貫
し
て
開
港
で
あ
っ
た
。
税
関
等
、
貿
易
港
と
し
て
の
施
設
・

機
能
は
維
持
さ
れ
、
居
留
外
国
人
が
活
動
し
た
。
そ
の
環
境
は
、
明
治
末
に
不
平
等
条
約
の
改
正
が
実
現

し
、
他
の
多
く
の
港
に
先
行
し
て
貿
易
に
開
か
れ
た
こ
と
の
意
味
が
喪
失
す
る
時
期
ま
で
続
い
て
い
た
の

で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
先
に
述
べ
た
、
明
治
政
府
や
諸
外
国
、
居
留
外
国
人
を
プ
レ
ー
ヤ
ー
と
し
た
営
み

が
継
続
さ
れ
て
い
た
。
規
模
が
小
さ
か
っ
た
こ
と
が
、
開
港
と
し
て
の
新
潟
を
研
究
す
る
価
値
を
減
ず
る

も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
新
潟
が
、
諸
外
国
と
の
当
初
の
条
約
に
定
め
ら
れ
た
五
港
の
中
で
唯
一
、
江

戸
幕
府
で
は
な
く
明
治
政
府
の
手
に
よ
っ
て
開
港
を
果
た
し
た
港
で
あ
っ
た
こ
と
、ま
た
、
新
潟
が
唯
一
、

外
国
人
専
用
の
居
留
地
が
存
在
し
な
い
港
で
あ
っ
た
こ
と
、
と
い
っ
た
独
自
性
は
、
こ
の
時
期
の
我
が
国

の
対
外
関
係
を
考
え
る
た
め
の
、
他
の
開
港
に
は
な
い
研
究
素
材
を
提
供
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。 

更
に
言
え
ば
、
新
潟
が
本
州
日
本
海
側
に
位
置
す
る
開
港
で
あ
っ
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
明
治
中
頃
以

降
、
太
平
洋
側
の
地
域
に
一
方
的
に
資
源
や
人
材
を
収
奪
さ
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
「
裏
日
本
」
と
呼
ば
れ
て

い
く
道
を
た
ど
る
地
域
の
開
港
で
あ
っ
た
こ
と

（

4
）

を
背
景
と
し
て
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
開
港

の
あ
り
よ
う
を
確
認
す
る
こ
と
は
、
我
が
国
近
代
の
政
治
・
経
済
史
を
考
え
る
う
え
で
有
益
な
材
料
を
提

供
し
得
る
の
で
は
な
い
か
。
本
論
考
は
そ
う
し
た
視
点
に
立
つ
。 

新
潟
が
我
が
国
の
対
外
関
係
史
の
脈
絡
に
お
い
て
重
要
地
点
と
し
て
扱
わ
れ
た
事
例
と
し
て
は
、
戊
辰

戦
争
期
の
新
潟
開
港
を
め
ぐ
る
動
き
が
あ
る
。
新
潟
は
一
八
六
九
年
一
月
一
日
（
明
治
元
年
十
一
月
十
一

日
）
に
正
式
に
開
港
し
た
、
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
前
年
に
は
し
ば
ら
く
「
事
実
上
の
開
港
」
と

言
わ
れ
る
状
態
と
な
り
、
港
に
外
国
船
や
外
国
商
人
ら
が
往
来
し
た
。
そ
う
し
た
事
情
は
、
戊
辰
戦
争
の

進
展
と
絡
み
な
が
ら
、
外
交
上
の
争
点
に
も
な
っ
た
。
こ
れ
ら
は
、
か
つ
て
石
井
孝
が
詳
し
く
明
ら
か
に

し
、
戊
辰
戦
争
史
の
な
か
に
位
置
づ
け
た

（

5
）

。
石
井
は
ま
た
、
そ
う
し
た
状
況
下
で
新
潟
港
を
中
心
と
し

て
活
動
し
た
外
国
商
人
が
戦
局
の
推
移
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
も
詳
し
く
描
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
石

井
の
研
究
は
、
一
八
六
八
年
秋
、
新
潟
の
港
と
町
が
薩
摩
・
長
州
ら
天
皇
政
府
軍
に
占
領
さ
れ
、
や
が
て

新
潟
の
正
式
開
港
が
確
定
す
る
時
点
ま
で
に
と
ど
ま
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
我
が
国
の
対
外
関
係
史
の
中

で
、
全
国
的
な
視
野
か
ら
新
潟
港
が
描
か
れ
た
の
は
右
の
局
面
ま
で
、
と
述
べ
て
よ
か
ろ
う
。
開
港
し
て

か
ら
の
諸
現
象
へ
の
研
究
的
関
心
は
、
一
般
的
に
希
薄
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
か
く
し
て
、
開
港
新
潟

を
め
ぐ
っ
て
は
広
大
な
未
研
究
の
領
域
が
残
さ
れ
て
い
る
。
本
論
考
は
こ
の
領
域
に
踏
み
込
む
。 
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 ② 
開
港
を
扱
っ
た
地
方
通
史
と
本
論
考 

次
に
、
地
方
史
の
領
域
に
お
い
て
、
新
潟
開
港
を
め
ぐ
る
知
見
が
ど
の
よ
う
に
集
積
さ
れ
て
き
た
か
を

確
認
し
、
そ
の
上
で
本
論
考
を
位
置
づ
け
た
い
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
、
本
論
考
で
用
い
る
一
次
史
料

の
確
認
を
か
ね
て
、
ま
ず
地
方
通
史
の
編
纂
の
流
れ
を
追
っ
て
い
き
た
い
。 

新
潟
市
は
、
一
九
三
四
（
昭
和
九
）
年
に
『
新
潟
市
史
』 

を
刊
行
し
た

（

6
）

。
こ
の
画
期
的
な
初
の
市

史
は
、
全
体
を
市
井
の
変
遷
発
展
・
港
湾
（
前
編
・
後
編
）・
政
治
・
神
社
宗
教
・
教
育
及
び
文
学
・
産
業

な
ど
十
編
の
項
目
立
て
と
し
、
町
の
様
々
な
分
野
の
歴
史
的
変
遷
の
様
子
を
編
年
体
で
網
羅
的
に
記
録
し

た
。
新
潟
開
港
に
つ
い
て
は
、
港
湾
後
編
の
な
か
で
、
前
段
と
し
て
開
港
に
至
る
ま
で
の
経
緯
に
触
れ
、

更
に
「
開
港
場
と
し
て
の
諸
施
設
」
の
一
章
を
設
け
て
、
税
関
・
倉
庫
上
屋
等
の
施
設
整
備
の
状
況
、
領

事
館
と
領
事
、
居
留
民
関
係
な
ど
の
事
項
を
掲
載
し
た
。
ま
た
、
産
業
編
で
は
開
港
後
の
貿
易
の
状
況
を

年
次
統
計
に
沿
っ
て
解
説
し
た
。 

一
般
に
、
新
潟
市
に
関
す
る
史
料
の
残
存
状
況
は
芳
し
く
な
い
と
さ
れ
る

（

7
）

。
そ
の
状
況
下
で
、
こ
の

旧
市
史
で
は
港
に
直
接
関
係
す
る
事
項
、
す
な
わ
ち
税
関
等
施
設
や
貿
易
状
況
に
関
し
て
は
、
明
治
末
に

国
の
横
浜
税
関
が
編
纂
し
た
『
新
潟
税
関
沿
革
史
』 

を
主
な
典
拠
史
料
と
し
た

（

8
）

。
ま
た
、
外
国
領
事

館
の
設
置
状
況
な
ど
に
関
し
て
は
、
明
治
前
半
の
『
新
潟
縣
史
料
』 
に
基
づ
い
て
記
載
し
た

（

9
）

。
な
お
、

開
港
に
伴
っ
て
推
進
さ
れ
た
文
化
・
教
育
、
社
会
面
で
の
近
代
化
に
関
す
る
外
国
人
の
貢
献
や
活
躍
に
関

す
る
記
述
は
、
編
纂
・
刊
行
の
時
代
を
反
映
し
て
、
極
め
て
少
な
い
。 

一
九
六
九
（
昭
和
四
十
四
）
年
に
は
『
新
潟
開
港
百
年
史
』
が
ま
と
め
ら
れ
た
。
こ
の
出
色
の
史
誌
は
、

題
名
の
と
お
り
開
港
か
ら
百
年
を
迎
え
た
こ
と
を
記
念
し
て
、
地
元
で
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
港
の

成
り
立
ち
か
ら
同
書
刊
行
当
時
ま
で
を
通
観
し
、
な
か
で
も
、
開
港
前
後
の
動
向
が
重
点
的
に
描
か
れ
て

い
る
。
新
潟
が
開
港
地
に
指
定
さ
れ
て
か
ら
戊
辰
戦
争
を
経
て
実
際
に
開
か
れ
る
ま
で
の
時
期
に
関
し
て

は
、
江
戸
幕
府
に
よ
る
基
礎
史
料
、
及
び
『
大
日
本
外
交
文
書
』
の
ほ
か
、
す
で
に
県
内
外
で
蓄
積
が
あ

っ
た
北
越
戊
辰
戦
争
関
連
の
刊
行
史
料
及
び
研
究
成
果
を
十
分
に
活
用
し
た
。ま
た
開
港
後
に
関
し
て
は
、

『
新
潟
税
関
沿
革
史
』
を
典
拠
の
中
心
と
し
つ
つ
、
新
潟
市
に
残
る
「
新
潟
町
会
所
文
書
」
な
ど
を
十
分

に
生
か
す
と
と
も
に
、
地
元
史
家
や
関
係
機
関
か
ら
独
自
に
収
集
し
て
得
た
史
資
料
ほ
か
情
報
を
反
映
さ

せ
た
。
港
湾
施
設
や
貿
易
と
並
ん
で
、
居
留
外
国
人
に
関
し
て
も
詳
し
く
記
述
し
た
。 

一
九
八
〇
年
代
に
は
『
新
潟
県
史
』 

の
編
纂
が
進
め
ら
れ
た
。
県
政
か
ら
文
化
・
習
俗
に
至
る
広
大
な

分
野
、
そ
し
て
地
域
性
豊
か
で
広
い
県
土
を
叙
述
の
対
象
と
す
る
県
史
に
お
い
て
、
新
潟
開
港
前
後
に
関

す
る
直
接
的
な
叙
述
は
、
紙
幅
と
し
て
も
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
、
開
港
を
背
景
と

し
た
経
済
・
教
育
・
社
会
の
近
代
化
の
歩
み
を
含
め
て
幅
広
く
扱
わ
れ
た
。
典
拠
史
料
に
関
し
て
は
、
開

港
に
限
ら
ず
こ
の
時
代
全
般
の
叙
述
に
お
い
て
、
『
稿
本
新
潟
縣
史
』（

10
）

を
重
要
な
材
料
と
し
て
加
え
た
。

ま
た
、
外
務
省
外
交
史
料
館
が
所
蔵
す
る
、
新
潟
開
港
に
関
連
す
る
主
要
な
一
次
史
料
群
が
資
料
編
に
お

い
て
翻
刻
・
抄
出
さ
れ
た
こ
と

（

11
）

は
、
新
潟
開
港
研
究
へ
の
新
た
な
道
づ
け
を
行
っ
た
と
言
え
る
。 

更
に
一
九
九
〇
年
代
に
は
新
し
い
『
新
潟
市
史
』 

が
刊
行
さ
れ
た
。
こ
こ
で
は
、
市
の
歴
史
の
う
え
で

重
要
な
画
期
を
成
す
開
港
と
そ
こ
か
ら
派
生
し
た
事
項
が
、
こ
こ
ま
で
掲
出
し
た
諸
史
料
の
再
整
理
及
び
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市
役
所
に
残
る
文
書
の
再
活
用
に
よ
っ
て
、
豊
富
に
描
か
れ
た
。
と
り
わ
け
新
潟
に
居
留
し
た
外
国
人
の

動
向
に
つ
い
て
は
詳
し
い
記
述
を
施
し
た
。 

以
上
が
、
新
潟
開
港
に
関
す
る
叙
述
か
ら
見
た
地
方
史
編
纂
の
大
き
な
流
れ
で
あ
る
。 

さ
て
、
こ
れ
ら
が
一
般
に
、
開
港
以
前
の
経
緯
に
詳
し
く
、
実
際
に
開
港
し
て
か
ら
の
記
述
に
苦
心
が

見
受
け
ら
れ
る
の
は
、
前
者
が
江
戸
幕
府
に
よ
る
信
頼
性
の
高
い
史
料
が
十
分
に
残
さ
れ
て
い
る
の
に
対

し
、
後
者
を
裏
付
け
る
史
料
状
況
が
や
や
心
も
と
な
い
こ
と
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
新
潟
の
開
港
は
政

治
的
・
経
済
的
に
ま
さ
に
混
乱
の
時
期
と
重
な
っ
た
。
後
年
の
編
纂
と
は
い
え
信
頼
度
の
高
い
『
新
潟
税

関
沿
革
史
』
や
『
新
潟
縣
史
』
を
典
拠
史
料
の
中
心
に
据
え
る
と
す
る
こ
と
は
よ
い
と
し
て
も
、
明
治
政

府
の
手
に
よ
る
そ
う
し
た
公
式
記
録
に
、
巧
み
に
膨
ら
み
や
陰
影
を
添
加
す
る
は
ず
の
、
地
域
社
会
に
お

け
る
指
導
者
・
民
衆
の
営
み
を
記
す
史
料
に
乏
し
く
、
あ
る
い
は
残
存
し
て
い
て
も
活
用
が
難
し
い
状
態

が
長
く
続
い
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
関
係
者
に
よ
る
長
年
の
努
力
に
よ
っ
て
、
開
港
後
に
関
す

る
史
料
と
知
見
の
蓄
積
も
か
な
り
進
ん
だ
。 

一
般
に
、
地
方
通
史
は
そ
の
地
域
内
で
完
結
す
る
歴
史
像
を
描
こ
う
と
す
る
傾
向
を
脱
し
得
な
い
。
こ

れ
を
本
論
考
の
テ
ー
マ
に
な
ぞ
ら
え
た
場
合
、
新
潟
に
お
け
る
各
々
の
政
策
展
開
に
臨
ん
だ
明
治
政
府
中

央
の
意
図
・
背
景
や
政
府
内
の
調
整
過
程
、
あ
る
い
は
明
治
政
府
と
諸
外
国
と
の
折
衝
経
過
、
な
ど
の
追

求
は
一
定
に
と
ど
め
置
か
れ
、
時
に
は
敢
え
て
捨
象
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、

本
来
的
に
国
レ
ベ
ル
の
事
項
で
あ
る
開
港
新
潟
を
め
ぐ
る
諸
事
象
の
全
体
的
理
解
に
は
、
こ
う
し
た
領
域

を
真
正
面
か
ら
捉
え
る
こ
と
が
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。
本
論
考
は
、
地
方
史
編
纂
の
成
果
を
踏
ま
え
、
ま

た
そ
の
過
程
で
発
掘
さ
れ
紹
介
さ
れ
た
一
次
史
料
群
を
貴
重
な
道
し
る
べ
と
し
て
、
地
方
史
が
捉
え
る
領

域
を
大
き
く
超
越
す
る
。 

 ③ 
 

開
港
か
ら
波
及
し
た
分
野
に
お
け
る
研
究
と
本
論
考 

最
後
に
、
も
う
一
つ
別
の
角
度
か
ら
本
論
考
の
射
程
を
捉
え
て
み
る
。 

言
う
ま
で
も
な
く
、
幕
末
の
い
わ
ゆ
る
開
国
は
、
列
強
諸
国
が
我
が
国
と
の
貿
易
を
求
め
た
結
果
で
あ

っ
た
。
開
港
場
は
、
文
字
通
り
、
ま
ず
何
よ
り
も
貿
易
の
場
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
近
代
国
家
と
し
て
の

歩
み
を
始
め
た
日
本
に
と
っ
て
、
開
港
場
は
、
貿
易
・
経
済
に
限
ら
ず
新
し
い
知
識
・
文
化
を
い
ち
早
く

摂
取
す
る
窓
口
で
も
あ
り
得
た
。
横
浜
・
神
戸
は
じ
め
各
々
の
開
港
に
お
け
る
こ
う
し
た
西
洋
知
識
の
導

入
や
文
化
の
流
入
に
つ
い
て
も
、
様
々
に
研
究
が
進
め
ら
れ
て
き
た
。 

こ
の
観
点
に
お
い
て
、
新
潟
に
関
し
て
代
表
的
な
も
の
は
、
西
洋
医
学
の
導
入
で
あ
ろ
う
。
新
潟
の
場

合
、
一
八
七
三
（
明
治
六
）
年
に
創
設
さ
れ
た
官
立
新
潟
医
学
校
へ
外
国
人
教
師
四
名
が
順
次
派
遣
さ
れ
、

先
進
的
な
西
洋
医
学
の
伝
授
に
あ
た
っ
た

（

12
）

。
ま
た
、
同
じ
頃
、
医
療
宣
教
師
が
市
中
で
活
躍
し
、
広
く

地
元
の
人
々
に
当
時
先
進
的
な
医
療
を
施
し
た
。
彼
ら
に
学
び
、
あ
る
い
は
彼
ら
に
協
力
し
た
日
本
人
医

師
の
活
躍
も
記
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
事
績
は
、
す
で
に
三
十
年
以
上
も
前
か
ら
、
地
元
の
熱
心
な

研
究
者
、
医
療
関
係
者
に
よ
っ
て
詳
ら
か
に
さ
れ
て
き
た

（

13
）

。 

ま
た
、
医
学
以
外
の
分
野
で
も
御
雇
い
外
国
人
の
活
躍
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
新
潟
で
の
御
雇
い
外
国

人
の
主
な
活
動
分
野
は
、
医
学
と
並
ん
で
語
学
教
育
で
あ
っ
た
。
開
港
を
契
機
と
し
て
英
語
教
育
の
場
が
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設
け
ら
れ
、
や
が
て
官
立
の
英
語
学
校
が
設
置
さ
れ
た

（

14
）

。
そ
こ
で
活
躍
し
た
外
国
人
教
師
ら
の
こ
と
は
、

概
ね
彼
ら
の
雇
用
関
係
や
教
育
課
程
な
ど
に
関
す
る
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
確
実
に
把
握

さ
れ
、
教
育
関
係
者
に
よ
っ
て
地
方
教
育
史
の
な
か
に
刻
ま
れ
て
い
る

（

15
）

。 

更
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
布
教
活
動
も
、
開
国
と
と
も
に
新
た
な
展
開
を
見
せ
た
事
柄
で
あ
る
。
外
国

人
の
居
住
が
認
め
ら
れ
た
新
潟
で
は
、
一
八
七
三
（
明
治
六
）
年
の
キ
リ
ス
ト
教
の
事
実
上
解
禁
を
待
た

ず
に
布
教
が
着
手
さ
れ
、
そ
の
後
も
外
国
人
宣
教
師
の
活
動
が
長
ら
く
継
続
的
に
行
わ
れ
た
。
新
潟
で
の

こ
う
し
た
初
期
の
布
教
活
動
の
様
子
に
つ
い
て
も
、
教
団
・
教
会
に
残
さ
れ
て
い
る
記
録
に
基
づ
い
て
克

明
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
全
国
的
な
位
置
づ
け
も
与
え
ら
れ
て
い
る

（

16
）

。 

さ
て
、
こ
う
し
て
開
港
か
ら
波
及
し
た
個
別
分
野
に
関
す
る
研
究
の
整
理
が
進
め
ば
進
む
ほ
ど
、
残
さ

れ
た
感
を
強
く
す
る
の
が
貿
易
に
関
し
て
で
あ
る
。
確
か
に
、
日
々
の
欲
求
を
満
た
す
経
済
活
動
は
学
問
・

文
化
的
事
象
と
は
性
格
が
異
な
る
。
ま
た
、
日
本
人
へ
の
教
育
や
布
教
を
目
的
と
し
た
活
動
と
は
違
い
、

個
々
の
貿
易
商
人
が
接
触
す
る
日
本
人
は
港
に
関
わ
る
一
部
の
人
々
に
限
ら
れ
る
た
め
、
記
録
に
残
る
こ

と
は
比
較
的
少
な
い
。
し
か
も
、
開
港
時
の
記
憶
は
現
在
の
新
潟
港
と
大
き
く
断
絶
さ
れ
て
お
り
、
現
在
、

歴
史
の
な
か
の
「
新
潟
港
」
と
い
え
ば
、
一
般
に
、「
開
港
五
港
の
一
つ
」
と
い
う
こ
と
よ
り
も
「
北
前
船

の
寄
港
地
」
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
が
は
る
か
に
強
い
。
そ
の
た
め
、
開
港
新
潟
を
め
ぐ
る
研
究
の
対
象
と

し
て
本
丸
で
あ
る
は
ず
の
領
域
が
、
お
よ
そ
五
十
年
前
の
『
新
潟
開
港
百
年
史
』
の
刊
行
以
降
、
や
や
お

ざ
な
り
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
感
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。 

本
論
考
は
、
そ
う
し
た
認
識
を
下
敷
き
と
し
て
、
新
潟
開
港
を
め
ぐ
る
研
究
の
照
準
を
「
港
と
そ
の
周

辺
」
へ
と
改
め
て
引
き
戻
す
こ
と
を
目
指
す
も
の
で
も
あ
る
。 

 （
２
）
課
題
設
定 

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
考
察
の
射
程
を
定
め
た
う
え
で
、
そ
れ
で
は
開
港
を
め
ぐ
る
諸
事
象
を
ど
の
よ
う

な
問
題
意
識
を
持
っ
て
掘
り
下
げ
て
い
く
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
手
始
め
と
し
て
、
新
潟
で
の

貿
易
実
績
に
即
し
て
具
体
的
に
示
し
て
み
よ
う
。 

『
新
潟
税
関
沿
革
史
』
に
は
、
開
港
以
来
の
外
国
船
の
出
入
港
数
及
び
貿
易
額
の
年
次
統
計
が
掲
げ
ら

れ
て
い
る
。
こ
の
統
計
記
録
は
、
明
治
期
の
新
潟
で
営
ま
れ
た
貿
易
を
眺
め
渡
そ
う
と
す
る
時
、
通
常
こ

れ
ま
で
用
い
ら
れ
て
き
て
い
る
基
本
的
な
も
の
で
あ
り
、
か
つ
我
が
国
唯
一
の
統
計
と
言
っ
て
よ
い
。
図

１
及
び
表
１
で
図
表
化
し
た
。『
新
潟
税
関
沿
革
史
』
に
基
づ
く
新
潟
港
で
の
貿
易
の
推
移
は
、
以
下
の
よ

う
に
概
括
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

開
港
し
た
一
八
六
九
年
と
そ
の
翌
年
の
二
年
間
、
新
潟
港
に
は
各
々
二
十
隻
ほ
ど
の
外
国
船
が
新
潟
港

と
他
の
港
と
を
往
復
し
、
こ
の
新
し
い
貿
易
港
で
の
活
動
が
開
始
さ
れ
た
。
し
か
し
、
以
降
の
新
潟
港
は

低
迷
を
続
け
た
。
新
潟
港
と
海
外
港
と
を
直
接
航
行
す
る
船
は
わ
ず
か
で
あ
り
、
一
八
七
七
（
明
治
十
）

年
か
ら
の
三
年
間
だ
け
に
限
ら
れ
た
。
一
八
七
八
年
に
は
中
国
（
清
）
で
飢
饉
が
発
生
し
た
影
響
で
米
の

特
需
が
あ
っ
た
が
、
活
況
は
こ
の
一
年
だ
け
に
と
ど
ま
っ
た
。
一
八
八
〇
年
頃
か
ら
は
、
一
時
期
、
新
潟

港
で
の
貿
易
は
皆
無
に
近
い
状
況
と
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
、
港
は
北
洋
漁
業
の
基
地
と
し
て
活

用
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
貿
易
額
は
飛
躍
し
た
。
新
潟
港
は
、
日
本
人
が
漁
業
の
た
め
に
使
う
港
と
し
て 
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出典：『新潟税関沿革史』 
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活
路
を
見
出
し
て
い
っ
た
。 

以
上
の
よ
う
に
、
新
潟
港
は
、
開
港
五
港
の
一
つ
と
し
て
近
代
国
家
建
設
を
担
う
た
め
の
、
先
進
国
と

の
結
節
点
と
し
て
の
役
割
を
期
待
さ
れ
な
が
ら
、
そ
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
地
域
的
利

益
を
充
足
さ
せ
る
た
め
の
港
へ
と
移
行
し
た
。
貿
易
統
計
に
基
づ
く
分
析
か
ら
は
、
当
然
な
が
ら
、
こ
の

港
が
明
治
前
半
期
を
通
じ
て
不
振
を
極
め
た
、
と
結
論
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
統
計
が
示
す
品
目
別

の
輸
出
入
実
績
の
分
析
を
敢
え
て
進
め
、
近
隣
地
域
の
産
業
状
況
か
ら
は
本
来
期
待
で
き
た
は
ず
の
生
糸

の
輸
出
が
振
る
わ
な
か
っ
た
こ
と
、
年
に
よ
っ
て
は
米
の
輸
出
が
盛
況
で
あ
っ
た
こ
と
、
な
ど
に
解
説
が

加
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。 

し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
示
し
た
右
の
統
計
に
更
に
考
慮
を
加
え
る
な
ら
ば
、
次
の
二
つ
の
着
目
点
を

指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。 

一
つ
は
、
開
港
一
、
二
年
目
の
外
国
船
出
入
港
数
と
貿
易
額
と
の
乖
離
で
あ
る
。
外
国
船
の
出
入
り
が

そ
れ
な
り
に
あ
り
な
が
ら
貿
易
額
が
ほ
と
ん
ど
記
録
さ
れ
て
い
な
い
の
は
、
そ
れ
ら
の
船
が
す
べ
て
国
内

の
他
の
開
港
と
の
行
き
来
で
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
の
貨
物
の
通
関
は
そ
れ
ら
他
港
で
行
わ
れ
た
こ
と
が
理
由

で
あ
っ
た
。 

『
新
潟
税
関
沿
革
史
』
と
は
別
に
、
当
時
、
新
潟
に
駐
在
し
た
イ
ギ
リ
ス
領
事
が
同
国
公
使
館
へ
報
告

し
た
港
湾
統
計
が
あ
る
（
表
２
）
。
こ
れ
は
、
税
関
に
加
え
て
個
々
の
居
留
商
人
か
ら
の
助
力
に
よ
り
情
報

を
収
集
し
、
彼
ら
諸
外
国
の
側
の
関
心
に
沿
っ
て
、（
船
籍
に
関
わ
ら
ず
）
西
洋
形
大
型
船
の
出
入
港
状
況

や
、
外
国
商
人
が
扱
う
積
載
貨
物
全
般
を
捕
捉
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た

（

17
）

。
そ
の
統
計
か
ら
は
、

開
港
一
、
二
年
目
に
関
し
て
、
新
潟
で
の
通
関
額
を
は
る
か
に
上
回
る
額
の
貨
物
を
外
国
船
が
輸
送
し
て

い
た
実
態
が
明
ら
か
と
な
る
。
こ
の
こ
と
は
開
港
三
年
目
以
降
も
変
わ
ら
な
い
。
付
け
加
え
れ
ば
、
外
国

船
の
出
入
り
が
頻
繁
で
な
い
新
潟
で
は
、
日
本
船
を
利
用
し
た
外
国
商
扱
い
貨
物
も
相
当
程
度
あ
っ
た
と

推
測
さ
れ
る
。
イ
ギ
リ
ス
領
事
に
よ
る
統
計
は
、
こ
れ
を
も
捕
捉
し
よ
う
と
し
た
。 

つ
ま
り
、
新
潟
に
居
留
す
る
外
国
商
人
ら
の
主
な
役
割
は
、
彼
ら
の
直
接
の
カ
ウ
ン
タ
ー
パ
ー
ト
で
あ

る
横
浜
そ
の
他
に
本
拠
を
置
く
外
国
商
会
と
、
新
潟
を
中
心
と
し
た
広
大
な
国
内
輸
送
網
・
商
圏
と
を
結

び
つ
け
る
、
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
当
時
の
新
潟
が
現
在
と
は
比
較
で
き
な
い
ほ
ど
の
国

内
輸
送
の
重
要
拠
点
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
背
景
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、『
新
潟
税
関
沿
革
史
』
の

統
計
は
貿
易
実
績
と
し
て
は
正
し
く
と
も
、
こ
の
統
計
か
ら
は
、
新
潟
に
対
す
る
諸
外
国
の
関
心
の
度
合

い
や
、
新
潟
で
活
動
し
た
貿
易
商
人
の
実
態
は
見
え
て
こ
な
い
の
で
あ
る
。
本
論
考
で
は
、
そ
う
し
た
、

い
わ
ば
水
面
下
で
繰
り
広
げ
ら
れ
た
港
で
の
活
動
や
、
そ
の
活
動
を
取
り
巻
い
た
日
本
側
と
外
国
側
と
の

折
衝
、
駆
け
引
き
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、
と
い
う
こ
と
に
関
心
を
払
っ
て
い
く
。 

貿
易
統
計
か
ら
着
目
す
べ
き
も
う
一
つ
は
、
一
八
七
八
（
明
治
十
一
）
年
に
記
録
さ
れ
て
い
る
、
突
出

し
た
外
国
船
出
入
数
・
貿
易
額
で
あ
る
。
こ
の
年
は
、
前
年
か
ら
の
中
国
（
清
）
で
の
飢
饉
の
た
め
、
新

潟
か
ら
大
陸
方
面
へ
大
量
の
米
が
直
接
輸
出
さ
れ
た
。
港
湾
別
の
年
次
貿
易
額
で
は
、
大
阪
を
含
め
幕
末
・

明
治
初
年
に
開
港
し
た
六
港
の
な
か
で
、
新
潟
が
最
下
位
を
脱
し
た
の
は
、
わ
ず
か
に
こ
の
年
の
一
度
だ

け
で
あ
っ
た
。 
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入港数
輸移入額

　　　　(ドル)
輸移出額
　　(ドル)

輸移出入計
　　　　(ドル)

入港数
輸移入額

　　　　(ドル)
輸移出額
　　(ドル)

輸移出入計
　　　　(ドル)

1869年
（明治２年）

18 542,471 177,501 719,972 4 - 0 -
明治２年
（1869年） 18 2,124 12,379 14,503

【輸入】蝋燭、石鹸、毛織製品、ライフル
【輸出】蚕卵紙(11,894)、水菓子、種人参

1870年
（明治３年）

25 405,075 227,448 632,523 8 5,444 30,440 35,884
明治３年
（1870年） 20 15,904 6,128 22,032

【輸入】支那油(8,100)、豆(4,725)、石炭(2,200)
【輸出】蚕卵紙(4,943)、茶、干鮑

1871年
（明治４年）

3 105,234 3,448 108,682 9 28,386 38,886 67,272
明治４年
（1871年） 4 3,388 0 3,388

【輸入】赤砂糖(3,388)

1872年
（明治５年）

1 50,108 8,918 59,026 2 3,114 18,110 21,224
明治５年
（1872年） 1 0 3,359 3,359 【輸出】蚕卵紙(4,943)、茶、干鮑

1873年
（明治６年）

3 85,292 2,714 88,006 3 29,786 33,476 63,262
明治６年
（1873年） 3 0 452 452 【輸出】乾鮑、漆器

1874年
（明治７年）

6 161,740 43,035 204,775 2 33,492 54,722 88,214
明治７年
（1874年） 5 8,850 49 8,899

【輸入】繰綿(8,850)

1875年
（明治８年）

2 60,968 14,558 75,526 9 91,200 126,806 218,006
明治８年
（1875年） 2 20,260 404 20,664

【輸入】赤砂糖(20,260)

1876年
（明治９年）

0 0 0 0 15 94,090 58,850 152,940
明治９年
（1876年） 0 1,470 0 1,470

【輸入】生金巾(1,250)

1877年
（明治10年）

3 39,085 30,000 69,085 - - - -
明治10年
（1877年） 3 62 6,000 6,062  【輸出】米(6,000)

1878年
（明治11年）

16 44,313 524,167 568,480 19 253,976 153,985 407,961
明治11年
（1878年） 16 7,810 583,960 591,770

【輸入】窓硝子(3,000)、白砂糖(2,500)、釘(1,300)
【輸出】白米(582,599)

1879年
（明治12年）

1 9,170 47,422 56,592 36 674,085 672,880 1,346,965
明治12年
（1879年） 1 601 47,675 48,276

（※輸入：居留外国人の私用品のみ）
【輸出】米(47,302)

 　 　 　 　 　 　 　 　  
明治13年
（1880年） 0 339 63 402

（※輸入：居留外国人の私用品のみ）

 　 　 　 　 　 　 　 　
明治14年
（1881年） 0 891 0 891  

 　 　 　 　 　 　 　 　
明治15年
（1882年） 0 0 568 568 （※輸出：居留外国人の私用品のみ）

 　 　 　 　 　 　 　 　
明治16年
（1883年） 1 1,400 106 1,506

【輸入】鯨肉(1,124)
（※輸出：居留外国人の私用品のみ）

 　 　 　 　 　 　 　 　　
明治17年
（1884年） 2 0 69,847 69,847 【輸出】米(69,743)

 明治18年
（1885年） 0 0 0 0  

出典：『新潟税関沿革史』

表１：新潟港の船舶出入港及び輸出入額表２：新潟港の船舶出入港及び輸移出入額

　　　　　（新潟税関統計から）　　　　　（イギリス領事商業報告から）

入港数
輸入額

　　　　(円)
輸出額
　　(円)

輸出入計
　　　　(円)

 

外国船 日本船（国外建造船・三菱汽船）
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と
こ
ろ
で
、
新
潟
が
外
国
貿
易
港
と
し
て
振
る
わ
な
か
っ
た
要
因
が
語
ら
れ
る
時
、
従
来
か
ら
、
ま
ず
何

よ
り
も
、
貿
易
に
は
不
向
き
な
港
の
形
状
の
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
の
が
常
套
で
あ
る
。
新
潟
港
は
信
濃
川

の
河
口
に
位
置
し
、
そ
の
河
口
に
は
内
陸
か
ら
の
大
量
の
土
砂
が
運
び
込
ま
れ
る
。
そ
の
た
め
港
は
水
深

が
浅
く
、
し
た
が
っ
て
喫
水
の
深
い
大
型
の
外
国
船
の
出
入
り
に
は
不
向
き
で
あ
っ
た
。
加
え
て
、
港
と

そ
の
周
辺
に
は
適
当
な
碇
泊
地
を
欠
い
て
い
た
。
こ
う
し
た
条
件
は
、
基
本
的
に
は
明
治
時
代
を
通
じ
て

変
わ
ら
な
い

（

18
）

。 

し
か
し
、
港
の
不
振
の
要
因
が
そ
れ
だ
け
で
片
付
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
な
ら
ば
、
こ
の
一
八
七

八
年
の
貿
易
隆
盛
の
瞬
き
を
ど
う
理
解
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
年
は
、
右
の
宿
命
的
な
ハ
ン

デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
を
、
旺
盛
な
輸
出
需
要
の
膨
圧
が
押
し
や
っ
た
。
す
る
と
、
貿
易
不
振
は
本
当
に
開
港
当

初
か
ら
の
逃
れ
ざ
る
宿
命
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。 

本
論
考
で
は
、
港
の
形
状
か
ら
生
じ
た
宿
命
の
み
を
説
く
従
来
か
ら
の
語
り
口
を
ひ
と
ま
ず
捨
象
し
、

何
ら
か
の
条
件
が
整
え
ば
、
場
合
に
よ
っ
て
は
貿
易
港
と
し
て
の
新
潟
に
、
現
実
と
は
別
の
可
能
性
が
開

け
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
意
識
を
持
ち
な
が
ら
、
一
次
史
料
と
虚
心
に
向
き
合
う
。 

 （
３
）
本
論
考
の
構
成 

本
論
考
の
構
成
に
つ
い
て
述
べ
る
。 

第
Ⅰ
部
で
は
、
正
式
開
港
直
前
の
一
八
六
八
（
慶
応
四
・
明
治
元
）
年
か
ら
一
八
七
〇
（
明
治
三
）
年

に
至
る
ま
で
、
お
よ
そ
二
年
近
く
の
間
の
新
潟
港
を
め
ぐ
る
外
交
と
貿
易
を
扱
う
。
貿
易
が
開
始
さ
れ
た

新
潟
港
に
、
少
な
か
ら
ず
注
目
が
集
ま
っ
た
時
期
で
あ
る
。 

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
本
論
考
が
射
程
と
し
て
捉
え
る
の
は
、
こ
れ
ま
で
我
が
国
の
政
治
史
・
経
済

史
に
お
い
て
ほ
ぼ
等
閑
視
さ
れ
て
き
た
、「
新
潟
開
港
問
題
」
以
降
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
ペ
リ
ー

来
航
・
開
国
か
ら
戊
辰
戦
争
ま
で
に
至
る
流
れ
に
つ
い
て
は
、
そ
の
前
史
と
し
て
概
略
を
記
す
に
と
ど
め

る
。「
新
潟
開
港
問
題
」
に
関
し
て
は
、
本
論
筆
者
の
観
点
を
加
味
し
つ
つ
概
観
す
る
。
そ
の
上
で
、
本
論

考
が
中
心
に
据
え
る
時
期
へ
と
到
達
す
る
。
ま
さ
に
こ
の
時
点
か
ら
は
、
そ
れ
ま
で
の
遅
延
か
ら
一
転
し

て
、
開
港
の
体
裁
を
整
え
る
こ
と
が
一
刻
も
急
が
れ
た
。
例
え
ば
、
開
港
宣
言
日
（
六
八
年
十
二
月
二
十

四
日
）
か
ら
実
際
の
開
港
日
（
六
九
年
一
月
一
日
）
ま
で
の
日
数
の
間
隔
は
極
め
て
短
か
っ
た
。
そ
し
て

ま
た
、
イ
ギ
リ
ス
領
事
は
厳
冬
期
の
陸
路
を
新
潟
へ
と
急
い
だ
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
開

港
か
ら
四
ヶ
月
以
上
、
新
潟
港
に
は
外
国
商
船
が
一
隻
も
現
れ
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
動
き
の
背
景
を
、

外
交
と
商
業
者
の
両
方
の
視
点
か
ら
探
る
。
と
り
わ
け
新
潟
で
諸
外
国
が
展
開
し
た
具
体
的
な
商
業
活
動

に
つ
い
て
は
、
戊
辰
戦
争
期
に
列
藩
同
盟
側
へ
武
器
を
供
給
し
た
商
人
ス
ネ
ル
へ
の
関
心
が
、
こ
れ
ま
で

突
出
し
て
い
る
。
そ
れ
以
外
の
研
究
は
、
よ
う
や
く
ご
く
近
年
に
な
っ
て
端
緒
に
就
い
た
ば
か
り
で
あ
る
。

本
論
考
で
は
、
そ
う
し
た
外
国
商
会
・
商
人
の
活
動
に
関
し
て
得
ら
れ
た
現
在
ま
で
の
知
見
を
示
す
。
以

上
が
第
一
章
で
あ
る
。 

第
二
章
で
は
新
潟
通
商
司
を
扱
う
。
正
式
開
港
し
た
新
潟
で
は
あ
っ
た
が
、
税
関
や
港
内
作
業
船
は
じ

め
、
国
際
取
極
が
定
め
た
貿
易
の
た
め
の
諸
施
設
の
整
備
は
進
ん
で
お
ら
ず
、
し
か
も
内
戦
の
影
響
で
政

治
経
済
は
混
乱
し
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
中
で
も
、
一
八
七
〇
（
明
治
三
）
年
前
半
の
新
潟
通
商
司
を
め
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ぐ
る
経
緯
は
、
開
港
か
ら
間
も
な
い
時
期
の
港
の
混
乱
の
頂
点
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
新
潟
通
商

司
の
経
緯
に
関
し
て
得
ら
れ
て
い
た
知
見
は
、
こ
れ
ま
で
わ
ず
か
で
あ
っ
た
が
、
本
章
で
は
イ
ギ
リ
ス
外

交
文
書
の
記
録
を
大
き
な
支
え
と
し
て
事
実
の
解
明
を
目
指
す
。
明
治
政
府
が
全
国
の
流
通
掌
握
を
企
図

し
て
展
開
し
た
こ
の
政
策
は
、
新
潟
に
お
い
て
は
開
港
二
年
目
の
重
要
な
時
期
と
重
な
り
、
ま
も
な
く
諸

外
国
、
と
り
わ
け
イ
ギ
リ
ス
と
の
大
き
な
争
点
の
的
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
新
潟
港
が
諸
外
国
に
よ
っ
て

試
用
さ
れ
る
段
階
か
ら
低
迷
期
へ
と
移
行
す
る
、
重
要
な
画
期
と
な
っ
た
。 

続
く
第
Ⅱ
部
で
は
、
新
潟
に
駐
在
し
た
外
国
領
事
ら
の
視
角
か
ら
新
潟
港
を
論
じ
る
。
開
港
後
、
新
潟

に
実
際
に
領
事
館
を
開
い
た
外
国
は
、
イ
ギ
リ
ス
・
ド
イ
ツ
（
北
ド
イ
ツ
連
邦
）・
オ
ラ
ン
ダ
・
ア
メ
リ
カ

の
四
ヶ
国
で
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
、
長
期
に
わ
た
っ
て
維
持
さ
れ
、
開
港
新
潟
の
動
向
に
実
質
的
な
影
響

を
与
え
た
の
は
イ
ギ
リ
ス
及
び
ド
イ
ツ
の
二
ヶ
国
の
領
事
館
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
る

こ
と
の
な
か
っ
た
、
こ
の
二
つ
の
領
事
館
の
実
態
及
び
そ
の
活
動
に
つ
い
て
、
各
々
第
三
章
、
第
四
章
で

考
察
す
る
。
こ
こ
で
と
り
わ
け
配
意
す
る
こ
と
は
、
叙
述
に
あ
た
っ
て
領
事
館
及
び
そ
こ
に
駐
在
し
た
領

事
ら
の
側
に
主
体
の
立
場
を
与
え
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
開
港
直
後
の
様
々
な
困
難
を
は
じ
め
、
彼

ら
が
遭
遇
し
た
新
潟
で
の
出
来
事
も
ま
た
、
主
に
彼
ら
の
視
点
か
ら
描
写
す
る
。
こ
れ
ま
で
客
体
と
さ
れ

て
い
た
側
か
ら
の
視
点
を
把
握
す
る
こ
と
で
、
開
港
新
潟
の
姿
を
よ
り
重
層
的
に
捉
え
る
材
料
と
す
る
。 

第
Ⅲ
部
は
、
新
潟
に
お
け
る
外
国
人
居
住
の
問
題
を
論
じ
る
。
新
潟
で
は
、
一
八
六
七
（
慶
応
三
）
年

に
合
意
さ
れ
た
国
際
取
極
に
よ
っ
て
、
他
の
開
港
開
市
に
あ
る
よ
う
な
専
用
の
外
国
人
居
留
地
は
設
定
し

な
い
こ
と
と
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
従
来
か
ら
周
知
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
こ
に
何
か
重
要
な

問
題
が
包
含
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
意
識
さ
れ
る
こ
と
は
皆
無
で
あ
っ
た
、
と
言
っ
て
よ
い
。
と
こ
ろ

が
、
こ
の
こ
と
こ
そ
が
、
明
治
政
府
と
諸
外
国
と
が
、
明
治
前
半
期
を
通
じ
て
最
も
継
続
的
に
、
最
も
激

し
く
折
衝
を
繰
り
返
し
た
、
根
の
深
い
問
題
点
な
の
で
あ
っ
た
。
江
戸
幕
府
と
諸
外
国
と
が
合
意
し
、
明

治
に
入
っ
て
そ
の
矛
盾
が
露
呈
し
た
新
潟
で
の
外
国
人
の
居
住
の
あ
り
方
を
め
ぐ
っ
て
は
、
そ
の
後
、
解

決
に
向
け
た
努
力
が
延
々
と
続
け
ら
れ
た
も
の
の
、
結
局
そ
の
努
力
は
実
ら
な
か
っ
た
。
一
方
、
現
実
に

新
潟
に
居
住
し
た
外
国
人
は
、
そ
う
し
た
矛
盾
の
も
と
で
不
自
由
と
不
利
益
を
強
い
ら
れ
た
。
第
五
章
か

ら
第
七
章
ま
で
に
お
い
て
、
時
系
列
に
沿
っ
て
そ
の
経
過
を
綿
密
に
明
ら
か
に
す
る
。 

終
章
で
は
、
一
八
八
五
（
明
治
十
八
）
年
以
降
の
開
港
新
潟
の
様
子
を
確
認
す
る
。
こ
の
年
、
外
国
人

居
住
の
問
題
は
放
擲
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
加
え
て
、
居
留
し
て
い
た
西
洋
人
商
人
が
最
終
的
に
去
っ
て

い
っ
た
。
新
潟
か
ら
は
開
港
と
し
て
の
要
素
が
極
め
て
希
薄
と
な
り
、
一
八
九
九
（
明
治
三
十
二
）
年
、

諸
外
国
と
の
条
約
改
正
の
発
効
に
よ
り
、
新
潟
は
「
開
港
五
港
の
一
つ
」
と
い
う
地
位
を
名
実
と
も
に
喪

失
し
た
。
そ
こ
に
至
る
ま
で
の
時
期
の
港
と
居
留
外
国
人
の
姿
を
た
ど
る
。 

そ
し
て
、
む
す
び
に
本
論
考
を
総
括
す
る
。 

 （
４
）
典
拠
史
料
と
考
察
手
法 

本
論
考
の
典
拠
史
料
に
つ
い
て
、
全
般
的
事
項
を
述
べ
る
。 

対
外
関
係
史
の
客
観
的
な
考
察
及
び
重
層
的
な
叙
述
を
担
保
す
る
の
は
、
関
係
す
る
多
様
な
主
体
の
視

点
を
摂
取
す
る
こ
と
で
あ
る
。
本
論
考
で
は
、
そ
の
観
点
か
ら
、
外
国
語
史
料
を
活
用
す
る
。
と
り
わ
け
、
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本
論
考
の
大
部
分
に
わ
た
っ
て
イ
ギ
リ
ス
の
外
務
省
文
書
を
事
実
確
認
と
考
察
の
素
材
と
す
る
。
幕
末
・

維
新
期
の
日
本
に
圧
倒
的
な
影
響
力
を
及
ぼ
し
た
同
国
の
対
日
関
係
外
交
文
書
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後

の
早
い
時
期
か
ら
我
が
国
に
よ
る
網
羅
的
な
収
集
の
対
象
と
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
研
究
者
が
比
較
的
容

易
に
活
用
で
き
る
状
況
に
あ
り

（

19
）

、
我
が
国
の
対
外
関
係
を
解
き
明
か
す
に
あ
た
っ
て
頻
繁
に
用
い
ら
れ
、

数
多
く
の
研
究
成
果
を
導
い
て
き
た

（

20
）

。
本
論
考
は
、
新
潟
に
関
し
て
も
極
め
て
有
用
な
こ
の
史
料
の
全

面
的
な
活
用
を
図
る
も
の
で
あ
る
。 

ま
た
、
ド
イ
ツ
の
外
交
文
書
等
を
合
わ
せ
て
活
用
す
る
。
現
在
、
ベ
ル
リ
ン
に
所
在
す
る
複
数
の
公
文

書
館
が
開
港
前
後
の
新
潟
に
つ
い
て
の
関
係
文
書
を
所
蔵
し
て
い
る

（

21
）

。
新
潟
開
港
を
め
ぐ
る
主
た
る
対

外
関
係
は
イ
ギ
リ
ス
及
び
ド
イ
ツ
と
の
あ
い
だ
で
生
じ
て
お
り
、
本
論
考
に
お
い
て
イ
ギ
リ
ス
と
並
ん
で

ド
イ
ツ
の
関
連
一
次
史
料
を
紐
解
く
意
義
は
大
き
い
。 

他
に
も
、
横
浜
及
び
神
戸
で
発
刊
さ
れ
て
い
た
居
留
民
向
け
の
新
聞
記
事
等
も
活
用
す
る
。 

こ
う
し
た
、
複
数
の
文
書
館
が
所
蔵
す
る
様
々
な
言
語
か
ら
な
る
史
料
を
用
い
て
歴
史
的
事
象
を
明
ら

か
に
し
て
い
く
マ
ル
チ
リ
ン
ガ
ル
な
研
究
手
法
は
、
日
本
史
研
究
の
新
た
な
地
平
を
開
く
も
の
と
し
て
、

近
年
、
注
目
度
も
高
い

（

22
）

。
本
論
考
は
、
新
潟
を
研
究
対
象
と
し
て
こ
の
研
究
手
法
を
全
面
的
に
実
践
す

る
も
の
、
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

こ
れ
ら
外
国
語
史
料
と
相
対
す
る
日
本
側
の
典
拠
に
関
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
地
方
史
編
纂
が
発
掘
し
活

用
可
能
と
し
た
諸
史
料
が
中
心
で
あ
る
。
し
か
し
先
述
の
と
お
り
、
こ
れ
ら
史
料
は
往
々
に
し
て
、
地
方

通
史
の
叙
述
の
範
囲
内
で
敢
え
て
抑
制
的
に
用
い
ら
れ
て
き
て
お
り
、
史
料
本
来
の
価
値
が
十
分
に
発
揮

さ
れ
て
い
な
い
も
の
も
多
い
。
そ
れ
ら
史
料
を
、
よ
り
広
い
歴
史
考
察
の
脈
絡
の
な
か
に
解
き
放
ち
、
外

国
語
史
料
と
の
相
加
・
相
乗
を
図
る
。 
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第
Ⅰ
部 
開
港
前
後
の
外
交
と
貿
易 

   

第
一
章 

戊
辰
戦
争
と
新
潟
開
港 

 

 

第
一
節 

「
正
式
」
開
港
へ 

 

（
１
）
「
新
潟
開
港
問
題
」
ま
で 

一
八
五
四
（
安
政
元
）
年
、
江
戸
幕
府
は
、
艦
隊
を
率
い
た
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
ペ
リ
ー
の
威
圧
の
前

に
、
日
米
和
親
条
約
を
調
印
し
、
開
国
へ
の
一
歩
を
踏
み
出
し
た
。
続
く
一
八
五
八
（
安
政
五
）
年
の
七

月
か
ら
十
月
に
か
け
て
、
ア
メ
リ
カ
・
オ
ラ
ン
ダ
・
ロ
シ
ア
・
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ラ
ン
ス
の
五
ヶ
国
と
の
あ

い
だ
に
相
次
い
で
修
好
通
商
条
約
が
結
ば
れ
た
。
そ
し
て
翌
一
八
五
九
（
安
政
六
）
年
、
横
浜
・
長
崎
・

箱
館
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
諸
国
と
の
自
由
貿
易
が
開
始
さ
れ
た
。 

新
潟
は
、
こ
の
修
好
通
商
条
約
で
幕
府
が
開
港
を
約
束
し
た
港
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
よ
り
正
確
に
は
、

ア
メ
リ
カ
な
ど
各
国
は
交
易
地
と
し
て
日
本
に
西
海
岸
（
日
本
海
側
）
の
一
港
を
開
く
こ
と
を
要
求
し
、

「
新
潟
」
の
名
を
挙
げ
つ
つ
も
、「
も
し
新
潟
港
を
開
き
難
き
事
あ
ら
ば
、
そ
の
代
わ
り
と
し
て
一
港
を
別

に
開
く
べ
し
」
と
し
た
の
で
あ
っ
た

（

23
）

。
オ
ラ
ン
ダ
・
ロ
シ
ア
の
二
ヶ
国
と
の
条
約
に
至
っ
て
は
、
「
西

海
岸
の
一
港
」
と
あ
る
だ
け
で
、
新
潟
の
名
が
記
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
大

名
領
の
良
港
を
開
く
こ
と
が
現
実
に
困
難
な
状
況
に
お
い
て
、
幕
府
側
の
基
本
方
針
は
、
直
轄
領
の
港
を

開
く
こ
と
で
あ
っ
た
。
す
る
と
、
日
本
海
側
の
開
港
場
と
し
て
は
、
新
潟
が
最
も
妥
当
な
選
択
肢
だ
っ
た

の
で
あ
る
。 

開
港
日
と
定
め
ら
れ
て
い
た
一
八
六
〇
年
一
月
一
日
を
前
に
、
そ
の
前
年
の
春
か
ら
、
ロ
シ
ア
・
オ
ラ

ン
ダ
・
イ
ギ
リ
ス
と
い
っ
た
国
の
測
量
船
が
新
潟
に
来
港
す
る
よ
う
に
な
っ
た

（

24
）

。
そ
れ
ら
に
よ
る
実
地

調
査
の
結
果
、
新
潟
が
開
港
場
と
し
て
不
適
当
と
い
う
判
断
に
傾
い
た
諸
外
国
は
、
代
港
を
開
く
こ
と
も

視
野
に
入
れ
て
、
幕
府
と
の
再
協
議
を
希
望
し
、
期
日
ど
お
り
の
開
港
は
見
送
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。 

折
し
も
、
一
八
六
〇
（
万
延
元
）
年
春
に
は
桜
田
門
外
の
変
が
起
こ
り
、
そ
の
後
猛
然
と
尊
皇
攘
夷
の

気
運
が
高
ま
る
な
か
、
一
八
六
二
（
文
久
二
）
年
、
幕
府
と
イ
ギ
リ
ス
は
、
新
潟
（
ま
た
は
そ
の
代
港
）

の
開
港
を
、
兵
庫
開
港
及
び
江
戸
・
大
坂
の
開
市
と
と
も
に
、
一
八
六
八
年
一
月
一
日
ま
で
延
期
す
る
こ

と
で
正
式
に
合
意
し
た
。
他
の
諸
国
も
こ
れ
に
倣
っ
た
。 

新
た
な
開
港
期
日
が
迫
っ
た
一
八
六
七
（
慶
応
三
）
年
春
、
再
び
日
本
海
沿
岸
の
開
港
場
選
定
及
び
諸

港
調
査
の
動
き
が
活
発
と
な
っ
た

（

25
）

。
フ
ラ
ン
ス
、
ア
メ
リ
カ
と
並
ん
で
現
地
海
域
の
調
査
を
行
っ
た
イ

ギ
リ
ス
の
場
合
、
同
年
七
月
か
ら
八
月
、
軍
艦
サ
ー
ペ
ン
ト
号
、
バ
ジ
リ
ス
ク
号
に
よ
り
新
潟
沖
や
信
濃
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川
、
佐
渡
沿
岸
の
測
量
調
査
を
行
う
と
と
も
に
、
公
使
ハ
リ
ー
・
パ
ー
ク
ス
（H

a
rry

 P
a

rk
e
s

）
が
新
潟

に
来
航
し
、
新
潟
奉
行
と
意
見
交
換
し
、
市
内
を
視
察
し
た
。 

新
潟
を
含
め
た
日
本
海
側
各
港
の
調
査
後
、
パ
ー
ク
ス
は
「
新
潟
は
便
利
な
土
地
だ
が
、
船
繋
ぎ
場
が

な
い
」
と
し
て
、
代
わ
り
に
七
尾
を
日
本
海
側
の
開
港
場
と
す
る
こ
と
を
要
求
し
た
。
も
っ
と
も
、
パ
ー

ク
ス
に
よ
る
、
商
業
地
と
し
て
の
新
潟
の
評
価
は
、
他
を
圧
倒
し
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
は
確
認
し
て
お

か
ね
ば
な
ら
な
い
。
新
潟
は
繁
栄
し
た
商
業
地
だ
が
港
が
な
い
、
七
尾
は
良
港
だ
が
寂
し
い
町
、
敦
賀
は

我
々
が
開
港
地
と
考
え
て
い
る
方
面
で
は
な
い
、と
い
う
の
が
、
各
港
調
査
の
パ
ー
ク
ス
の
総
括
だ
っ
た
。

パ
ー
ク
ス
に
と
っ
て
最
良
の
選
択
肢
は
、
新
潟
を
開
港
と
し
て
七
尾
を
そ
の
補
助
港
と
す
る
こ
と
で
あ
っ

た
。
し
か
し
、
本
港
か
ら
一
二
〇
マ
イ
ル
も
隔
た
っ
た
補
助
港
は
、
い
か
に
も
不
便
で
あ
っ
た

（

26
）

。
開
港

地
の
選
定
は
、
当
時
の
英
字
新
聞
の
表
現
を
借
り
れ
ば
、
「
日
本
西
海
岸
に
は
、
港
が
あ
れ
ば
町
が
な
い
、

町
が
あ
れ
ば
港
が
な
い

（

27
）

」
と
い
う
状
況
の
な
か
で
の
作
業
で
あ
っ
た
。 

し
か
し
な
が
ら
、
幕
末
の
政
局
が
激
動
の
度
合
い
を
増
す
な
か
で
、
結
局
、
一
八
六
七
年
十
一
月
二
十

四
日
（
慶
応
三
年
十
月
二
十
九
日
）
、
新
潟
佐
州
夷
港
外
国
人
居
留
取
極
の
締
結
に
よ
り
、
新
潟
の
開
港
が

正
式
決
定
し
た
。
補
助
港
は
佐
渡
夷
港
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
同
時
に
そ
の
開
港
は
、
東
京
開
市
と
と
も
に
、

予
定
さ
れ
て
い
た
六
八
年
一
月
一
日
（
慶
応
三
年
十
二
月
七
日
）
か
ら
三
ヶ
月
延
期
し
、
同
年
四
月
一
日

（
慶
応
三
年
三
月
九
日
）
と
す
る
、
と
さ
れ
た
。
あ
ま
り
に
時
間
が
切
迫
し
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
こ

の
時
期
、
列
強
諸
国
の
関
心
は
兵
庫
（
神
戸
）
に
集
中
し
、
一
方
新
潟
に
関
し
て
は
、
い
ず
れ
に
し
て
も

冬
場
の
交
易
活
動
が
期
待
で
き
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
三
ヶ
月
の
延
期
に
は
実
質
的
な
不
利
益
は
な
い
、

と
の
判
断
も
あ
っ
た

（

28
）

。 

し
か
し
我
が
国
の
政
情
は
急
展
開
し
、
こ
の
間
、
大
政
奉
還
か
ら
王
政
復
古
の
ク
ー
デ
タ
ー
、
更
に
は

鳥
羽
伏
見
の
戦
い
を
端
緒
と
し
た
戊
辰
の
内
戦
へ
と
事
態
は
進
ん
で
い
っ
た
。
六
八
年
二
月
十
八
日
、
列

強
各
国
は
日
本
の
内
戦
に
関
し
て
局
外
中
立
を
宣
言
し
た
。 

新
た
な
開
港
予
定
日
で
あ
る
六
八
年
四
月
一
日
が
近
づ
い
て
き
た
が
、
新
潟
は
依
然
と
し
て
天
皇
政
府

の
支
配
下
に
は
な
か
っ
た
。
三
月
二
十
八
日
、
列
強
諸
国
は
天
皇
政
府
と
協
議
の
う
え
新
潟
へ
の
進
出
を

暫
時
見
合
わ
せ
た

（

29
）

。
こ
の
協
議
を
受
け
て
、
イ
ギ
リ
ス
公
使
パ
ー
ク
ス
は
、
次
の
告
知
を
居
留
地
に
向

け
て
発
し
て
、
自
国
民
の
新
潟
行
き
を
制
し
た

（

30
）

。 

「
現
在
、
日
本
政
府
の
形
勢
に
変
革
が
起
こ
っ
て
お
り
、
江
戸
及
び
新
潟
の
一
般
的
治
安
に
も
影
響

し
か
ね
な
い
状
況
で
あ
る
。
駐
日
全
権
公
使
た
る
本
官
は
、
状
況
が
鎮
静
化
す
る
ま
で
我
が
国
民
が

こ
れ
ら
府
港
に
行
く
こ
と
は
安
全
で
な
い
、
と
の
考
え
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
我
が
国
民
が
四
月
一
日

か
ら
こ
れ
ら
都
港
で
商
業
活
動
を
行
う
た
め
の
調
整
を
暫
時
見
合
わ
せ
て
い
る
こ
と
を
告
知
す
る
。

同
地
の
居
住
と
商
業
活
動
を
安
全
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
判
断
し
た
時
点
で
、
す
み
や
か
に
追
報

す
る
」 

こ
の
暫
時
見
合
わ
せ
は
、
正
式
な
国
際
取
極
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
時
点
で
、
列
強
は
ど
の
国
も
天
皇

政
府
を
我
が
国
唯
一
の
政
府
と
見
な
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
に
し
て
も
、
天
皇
に
信

任
状
を
奉
呈
し
て
そ
の
政
府
を
承
認
し
た
の
は
、
そ
の
後
の
六
八
年
五
月
二
十
二
日
で
あ
っ
た
。 

 

こ
う
し
て
暫
時
見
合
わ
せ
に
は
な
っ
た
も
の
の
、
早
期
の
新
潟
開
港
を
望
む
国
も
あ
っ
た
。
特
に
、
自
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国
の
主
要
産
業
で
あ
る
絹
産
業
が
日
本
か
ら
の
蚕
種
（
蚕
卵
紙
）
の
供
給
に
大
き
く
依
存
し
て
い
た
イ
タ

リ
ア
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
輸
出
港
で
あ
る
横
浜
へ
の
商
品
集
積
が
関
東
一
円
で
の
騒
擾
に
よ
っ
て

困
難
と
な
る
こ
と
を
憂
慮
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
の
代
港
と
し
て
の
新
潟
に
注
目
し
て
い
た
。 

六
月
六
日
、
各
国
代
表
と
天
皇
政
府
の
神
奈
川
裁
判
所
総
裁
東
久
世
通
禧

み

ち

と

み

ら
と
の
協
議
が
行
わ
れ
た
。

日
本
の
正
統
政
府
で
あ
る
こ
と
の
承
認
を
条
約
の
履
行
を
通
じ
て
得
る
必
要
が
あ
っ
た
天
皇
政
府
の
東
久

世
は
、
種
々
議
論
の
な
か
で
、「
国
際
取
極
上
、
新
潟
の
開
港
は
拒
み
得
る
も
の
で
は
な
い
」
と
の
言
質
を

与
え
た

（

31
）

。
六
月
二
十
四
日
、
各
国
代
表
に
よ
る
会
議
が
開
催
さ
れ
、
新
潟
開
港
問
題
に
対
す
る
意
見
調

整
が
試
み
ら
れ
た
が
、
結
局
意
見
は
ま
と
ま
ら
ず
、
各
国
は
各
々
の
公
使
が
正
し
い
と
判
断
し
た
指
示
を

自
国
民
に
与
え
る
こ
と
と
な
っ
た

（

32
）

。
同
日
、
プ
ロ
イ
セ
ン
公
使
フ
ォ
ン
・
ブ
ラ
ン
ト
（M

a
x
im

ilia
n

 v
o
n

 

B
ra

n
d

t

）
及
び
イ
タ
リ
ア
公
使
ド
・
ラ
・
ト
ゥ
ー
ル
（V

itto
rio

 d
e
 la

 T
o
u

r

）
は
、
七
月
十
五
日
以
降

に
新
潟
で
貿
易
を
行
う
こ
と
を
認
め
る
、
と
自
国
民
に
告
知
す
る
こ
と
と
し
た
。
そ
の
う
ち
、
フ
ォ
ン
・

ブ
ラ
ン
ト
が
自
国
の
箱
館
領
事
ラ
イ
ス
に
伝
え
た
六
月
二
十
四
日
付
の
指
示
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る

（

33
）

。 

「
今
年
三
月
の
通
知
は
撤
回
す
る
の
で
、
貴
官
管
轄
下
の
我
が
国
民
に
対
し
て
そ
の
旨
を
告
知
さ
れ

た
い
。
三
月
に
述
べ
た
同
地
の
危
険
は
な
く
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
蚕
種
買
付
け
の
た
め
に
あ

ら
ゆ
る
可
能
な
手
段
を
我
が
国
民
に
提
供
す
る
こ
と
が
よ
り
大
き
な
利
益
で
あ
る
、
と
思
料
す
る
も

の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
告
知
に
お
い
て
は
、
新
潟
へ
の
進
出
は
一
定
の
危
険
を
伴
う
も
の
で
あ
り
、

同
地
進
出
を
企
て
る
者
に
は
、
他
の
開
港
と
同
程
度
の
安
全
は
保
障
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
併
せ
て

通
知
さ
れ
た
い
」 

一
方
、
パ
ー
ク
ス
は
六
月
二
十
五
日
、
自
国
イ
ギ
リ
ス
居
留
民
に
対
し
て
、
三
月
に
通
知
し
た
方
針
を
変

更
す
る
意
思
が
な
い
こ
と
を
改
め
て
明
ら
か
に
し
、
両
国
の
動
き
を
牽
制
し
た

（

34
）

。 

「
箱
館
港
の
イ
タ
リ
ア
及
び
プ
ロ
イ
セ
ン
領
事
よ
り
、
来
月
十
五
日
以
降
は
公
使
の
許
可
を
得
て
新

潟
に
進
出
し
、
条
約
で
認
め
ら
れ
た
商
業
活
動
を
一
定
の
リ
ス
ク
の
も
と
で
行
っ
て
も
よ
い
、
と
各
々

の
国
民
に
対
し
て
告
知
さ
れ
た
と
聞
く
。
ミ
カ
ド
政
府
か
ら
は
本
官
に
対
し
て
、
新
潟
で
は
現
在
ミ

カ
ド
政
府
と
会
津
藩
と
の
あ
い
だ
で
内
戦
が
行
わ
れ
て
い
る
、
と
公
式
に
通
知
を
受
け
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
り
、
本
官
と
し
て
は
、
三
月
の
告
知
で
表
明
し
た
、
新
潟
は
危
険
で
あ
り
同
地
に
は
進
出
す

べ
き
で
は
な
い
、
と
の
見
解
を
改
め
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
」 

こ
う
し
て
各
国
公
使
の
見
解
の
不
一
致
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
た
頃
、
越
後
に
は
本
格
的
な
戦
乱
が
迫

っ
て
い
た
。
先
の
六
月
二
十
四
日
の
各
国
代
表
に
よ
る
会
議
の
三
日
前
、
す
な
わ
ち
同
月
二
十
一
日
、
小

千
谷
の
慈
眼
寺
に
お
い
て
、
長
岡
藩
の
実
権
を
握
る
河
井
継
之
助
と
、
天
皇
政
府
軍
の
東
山
道
先
鋒
総
督

府
軍
監
で
あ
る
岩
村
精
一
郎
と
の
談
判
が
行
わ
れ
た
。
談
判
は
決
裂
し
、
や
が
て
両
軍
の
戦
闘
が
開
始
さ

れ
た
。
七
月
八
日
、
政
府
軍
は
長
岡
城
を
陥
落
さ
せ
た
。 

こ
の
長
岡
城
陥
落
と
ほ
ぼ
同
じ
頃
、
天
皇
政
府
は
列
強
六
ヶ
国
に
対
し
て
、「
新
潟
近
傍
は
戦
地
と
な
っ

て
い
る
。
多
く
の
軍
兵
が
集
結
し
て
い
る
が
、
未
だ
平
定
さ
れ
て
い
な
い
。
外
国
人
の
保
護
は
十
分
に
で

き
な
い
の
で
開
港
は
し
ば
ら
く
延
期
し
た
い
」
と
申
し
入
れ
た
（
イ
ギ
リ
ス
・
ア
メ
リ
カ
・
プ
ロ
イ
セ
ン
・

オ
ラ
ン
ダ
へ
は
七
月
七
日
、
フ
ラ
ン
ス
・
イ
タ
リ
ア
へ
は
七
月
九
日
）（

35
）

。
し
か
し
こ
の
時
点
で
各
国
か

ら
の
同
調
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
七
月
二
十
三
日
、
プ
ロ
イ
セ
ン
の
フ
ォ
ン
・
ブ
ラ
ン
ト
は
天
皇
政
府
に
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対
し
て
「
正
式
な
国
際
取
極
で
あ
る
新
潟
の
四
月
一
日
開
港
は
明
確
に
否
定
さ
れ
て
い
な
い
。
新
潟
近
傍

が
不
穏
と
い
う
な
ら
ば
、
横
浜
近
傍
と
て
同
じ
く
不
穏
で
あ
り
、
そ
れ
が
新
潟
で
の
蚕
種
そ
の
他
の
取
引

を
妨
げ
る
理
由
に
は
な
ら
な
い
」
と
伝
え
、
新
潟
を
開
港
し
た
と
み
な
す
自
ら
の
立
場
を
改
め
て
正
当
化

し
た

（

36
）

。
オ
ラ
ン
ダ
も
翌
二
十
四
日
、
同
じ
立
場
を
表
明
し
た

（

37
）

。
四
月
一
日
の
開
港
を
取
り
極
め
た
大

君
政
府
と
の
約
束
が
そ
の
後
破
棄
さ
れ
て
い
な
い
以
上
、
こ
の
取
極
は
今
で
も
有
効
で
あ
る
、
と
い
う
の

が
、
こ
れ
ら
の
国
の
論
理
で
あ
っ
た
。 

こ
う
し
た
戊
辰
戦
争
の
流
れ
の
な
か
で
、
新
潟
の
「
事
実
上
の
開
港
」
と
言
わ
れ
る
状
況
が
生
ま
れ
た
。

七
月
初
め
以
降
、
オ
ラ
ン
ダ
の
庇
護
を
受
け
た
商
人
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ス
ネ
ル
（E

d
w

a
rd

 S
ch

n
e
ll

）
及
び

イ
タ
リ
ア
の
蚕
種
商
人
一
行
が
新
潟
に
進
出
し
て
商
業
活
動
を
行
っ
た
。
ス
ネ
ル
は
列
藩
同
盟
へ
の
軍
需

品
補
給
の
役
割
を
担
っ
た
。
同
月
中
旬
以
降
、
北
越
戦
線
は
停
滞
し
た
。
膠
着
状
態
は
そ
の
後
二
ヶ
月
近

く
続
い
た
。
新
潟
港
か
ら
の
武
器
補
給
が
得
ら
れ
る
同
盟
軍
は
、
む
し
ろ
戦
況
を
優
位
に
進
め
る
こ
と
が

で
き
る
状
況
で
さ
え
あ
っ
た

（

38
）

。 

九
月
三
日
、
天
皇
政
府
は
、「
奥
州
・
出
羽
・
越
後
の
海
岸
で
外
国
船
が
し
き
り
に
貿
易
を
行
っ
て
い
る

よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
を
中
止
す
る
よ
う
自
国
民
へ
通
知
し
て
い
た
だ
き
た
い
」
と
各
国
に
申
し
入
れ
を
行

っ
た

（

39
）

。 

天
皇
政
府
か
ら
の
申
入
れ
に
対
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
公
使
ウ
ー
ト
レ
ー
（A

n
g
e
-M

a
x
im

e
 O

u
tre

y

）
は

九
月
二
十
四
日
付
の
返
答
で
「
こ
う
し
た
布
告
は
、
日
本
の
一
部
の
み
で
は
な
く
、
全
国
に
施
行
す
べ
き

で
は
な
い
の
か
」
と
疑
問
を
投
げ
か
け
た

（

40
）

。
オ
ラ
ン
ダ
公
使
フ
ァ
ン
・
ポ
ル
ス
ブ
ル
ッ
ク
（D

irk
 
d

e
 

G
ra

e
ff v

a
n

 P
o
lsb

ro
e
k

）
は
そ
の
翌
日
付
で
、「
密
貿
易
の
禁
止
は
、
三
州
以
外
の
未
開
港
場
で
あ
る
鹿

児
島
、
下
関
、
御
手
洗
、
江
戸
な
ど
に
つ
い
て
も
行
う
べ
き
で
あ
る
」
と
返
答
し
た

（

41
）

。
い
ず
れ
も
、
西

南
諸
港
な
ど
で
イ
ギ
リ
ス
商
人
ら
が
天
皇
政
府
側
と
軍
需
品
を
活
発
に
取
引
し
て
い
る
実
態
を
示
唆
し
た
。 

こ
れ
に
対
し
て
、
一
八
六
八
年
九
月
十
二
日
、
列
強
各
国
の
な
か
で
唯
一
イ
ギ
リ
ス
だ
け
が
、
天
皇
政

府
か
ら
の
申
入
れ
に
沿
っ
た
次
の
告
知
を
自
国
民
に
対
し
て
行
っ
た

（

42
）

。 

「
新
潟
が
開
港
す
る
よ
り
も
前
に
外
国
人
ま
た
は
外
国
商
船
が
同
港
へ
赴
く
こ
と
に
対
し
、
こ
の
度

日
本
政
府
か
ら
抗
議
の
申
入
れ
が
あ
っ
た
。
新
潟
は
い
ま
だ
貿
易
に
開
か
れ
て
い
な
い
。
同
港
に
進

出
す
る
我
が
国
民
は
、
そ
の
企
て
を
自
ら
の
リ
ス
ク
で
行
っ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
我
が
政
府
か
ら

保
護
を
受
け
る
こ
と
を
期
待
で
き
な
い
」 

イ
ギ
リ
ス
の
天
皇
政
府
寄
り
の
姿
勢
は
際
立
っ
て
い
た
。
イ
ギ
リ
ス
商
船
は
内
戦
時
を
通
じ
て
天
皇
政

府
の
軍
兵
の
西
南
か
ら
東
北
へ
の
海
上
輸
送
に
傭
船
さ
れ
て
い
た
。
パ
ー
ク
ス
は
こ
れ
を
黙
認
し
な
が
ら
、

同
盟
軍
支
配
下
の
新
潟
港
で
の
商
業
活
動
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
厳
し
く
制
止
し
続
け
て
い
た
の
で
あ
る
。 

九
月
十
一
日
、
天
皇
政
府
軍
は
北
越
戦
線
の
打
開
を
目
指
し
て
新
潟
北
方
沖
か
ら
精
鋭
部
隊
を
上
陸
さ

せ
、
同
月
十
五
日
、
新
潟
を
占
領
し
た
。
同
盟
軍
は
新
潟
港
を
通
じ
た
物
資
補
給
路
を
断
た
れ
た
。
商
人

ス
ネ
ル
も
新
潟
か
ら
逃
れ
た
。
天
皇
政
府
軍
は
、
新
潟
占
領
と
同
日
、
そ
の
四
日
前
に
一
度
は
奪
還
さ
れ

た
長
岡
城
を
奪
い
返
し
、
同
盟
軍
を
会
津
方
面
へ
と
潰
走
さ
せ
た
。
天
皇
政
府
軍
に
と
っ
て
、
東
北
で
の

戦
争
を
決
す
る
視
界
が
開
け
て
き
た
。 
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（
２
）
外
国
商
船
と
イ
ギ
リ
ス
人
居
留
民
の
動
向 

さ
て
、
以
上
ま
と
め
た
「
新
潟
開
港
問
題
」
に
続
く
考
察
を
、「
事
実
上
の
開
港
」
と
さ
れ
る
時
期
を
含

む
こ
の
一
八
六
八
年
の
新
潟
港
で
の
外
国
船
の
往
来
が
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
か
、
そ
の
実
態
を
探
る
こ
と

か
ら
始
め
て
い
き
た
い
。 

幕
末
か
ら
明
治
期
の
外
国
商
船
の
動
き
に
関
し
て
は
、
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
領
事
に
よ
る
報
告
記
録
が
よ

く
用
い
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
年
の
新
潟
に
つ
い
て
は
、
同
史
料
に
基
づ
い
て
網
羅
的
に
外
国
船
の
動

き
を
補
足
す
る
こ
と
が
難
し
い
。
箱
館
駐
在
イ
ギ
リ
ス
領
事
ユ
ー
ス
デ
ン
（R

ich
a

rd
 E

u
sd

e
n

）
が
公
使

館
に
報
告
し
た
一
八
六
八
年
の
記
録
（
表
３
）
は
、
自
国
イ
ギ
リ
ス
船
の
出
入
港
だ
け
で
あ
り
、
通
常
一

緒
に
報
告
さ
れ
る
他
の
外
国
船
の
も
の
は
な
い

（

43
）

。
ユ
ー
ス
デ
ン
は
報
告
に
際
し
て
、
「
箱
館
居
留
の
多

く
の
商
人
は
、
一
年
間
の
う
ち
の
相
当
な
期
間
を
西
海
岸
に
出
向
い
て
い
た
た
め
に
、
当
地
を
不
在
が
ち

で
あ
り
、
し
か
も
彼
ら
の
記
録
に
は
少
な
か
ら
ず
混
乱
が
見
ら
れ
る
」
と
し
た
。
更
に
は
、「
統
計
で
示
し

た
よ
り
も
は
る
か
に
多
く
の
船
が
、
当
地
を
経
由
し
て
武
器
・
弾
薬
を
運
ん
で
西
海
岸
に
向
か
っ
た
も
の

の
、
こ
れ
ら
の
船
は
往
々
に
し
て
当
地
に
わ
ず
か
な
時
間
だ
け
寄
港
し
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
」
と
し
、
つ

ま
り
は
、
自
ら
の
報
告
の
不
完
全

さ
を
認
め
て
い
る
。
箱
館
の
こ
の

六
八
年
の
統
計
は
、
そ
の
後
、
他

港
領
事
か
ら
の
数
字
と
の
突
合
に

よ
り
補
正
が
試
み
ら
れ
た
。
し
か

し
、
結
局
は
こ
れ
が
断
念
さ
れ
た

（

44
）

。
内
戦
の
混
乱
期
ゆ
え
の
情
報

錯
綜
に
よ
り
、
他
港
か
ら
新
潟
に

至
る
場
合
に
寄
港
す
る
可
能
性
が

高
い
箱
館
出
入
港
の
動
向
把
握
さ

え
、
こ
の
年
に
限
っ
て
は
難
し
か

っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
ユ
ー
ス

デ
ン
の
報
告
は
、
パ
ー
ク
ス
が
こ

の
年
を
通
じ
て
外
国
貿
易
港
と
認

め
て
い
な
か
っ
た
新
潟
へ
の
自
国

商
船
の
出
入
り
を
認
め
る
性
格
の

も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
結

局
本
国
へ
は
報
告
さ
れ
ず
、
こ
の

年
の
箱
館
の
海
運
統
計
は
、
日
本

全
体
に
関
す
る
イ
ギ
リ
ス
海
運
統

計
か
ら
例
外
的
に
抹
消
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る

（

45
）

。 

六
八
年
の
新
潟
港
で
の
外
国
船

表３：イギリス商船による日本国内開港間の運航実績（1868 年） 

箱
館
へ
の
入
港 

出発港 
船舶数 積載量（トン） 

船員数 
貨物価額 

(ドル) 貨物あり 貨物なし 合計 貨物あり 貨物なし 合計 

兵庫 1 2 3 309 856 1,165 115 8,630.08  

長崎 0 1 1   134 134 19 3,583.78  

新潟 2 0 2 663 0 663 77 不明 

神奈川 5 3 8 1,203 804 2,007 167 35,334.36  

合計  8  6 14     3,969 378   

 

         
          

箱
館
か
ら
の
出
港 

到着港 
船舶数 積載量（トン） 

船員数 貨物価額 
貨物あり 貨物なし 合計 貨物あり 貨物なし 合計 

新潟 1 1 2 316 327 643 77 不明 

江戸 2   2 607   607 24 8,345 

神奈川 8 4 12 2,299 1,141 3,440 310 45,365 

合計  11  5 16     4,690 411   
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往
来
を
把
握
す
る
に
は
、
他
に
、
横
浜
及
び
神
戸
の
居
留
民
向
け
新
聞
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
船
舶
出
入
港

記
録
（
シ
ッ
ピ
ン
グ
・
リ
ス
ト
）
か
ら
、
新
潟
港
に
立
ち
寄
っ
た
、
あ
る
い
は
立
ち
寄
る
予
定
で
あ
っ
た

商
船
を
拾
い
上
げ
る
、
と
い
う
方
法
も
考
え
ら
れ
る
。
本
論
筆
者
が
こ
れ
を
試
み
た
の
が
表
４
で
あ
る

（

46
）

。

し
か
し
、
こ
ち
ら
も
ま
た
記
録
は
混
乱
し
て
お
り
、
全
体
像
と
は
ほ
ど
遠
い
。
紙
上
の
シ
ッ
ピ
ン
グ
・
リ

ス
ト
に
は
、
出
発
港
・
行
先
港
の
欄
が
個
別
の
港
名
で
は
な
く
「
国
内
へ
（In

la
n

d

）」「
北
方
へ
（N

o
rth

）
」

あ
る
い
は
「
各
地
巡
航
（cru

isin
g

）
」
な
ど
と
さ
れ
て
い
る
も
の
が
多
々
あ
る
。
ま
た
横
浜
に
関
し
て
は
、

箱
館
と
の
往
来
と
さ
れ
て
い
る
船
の
う
ち
の
少
な
く
と
も
一
部
は
更
に
先
の
箱
館
・
新
潟
間
を
往
来
し
た

と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
確
認
で
き
な
い
。
更
に
は
、
横
浜
、
神
戸
と
も
に
、
現
存
し
な
い
新

聞
発
行
日
も
多
い
。 

こ
の
よ
う
に
、一
八
六
八
年
の
新
潟
を
め
ぐ
る
商
船
動
向
の
正
確
な
把
握
に
は
困
難
が
伴
う
。し
か
し
、

こ
う
し
た
当
時
の
記
録
か
ら
は
、
一
つ
の
着
目
点
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
そ
れ
は
、
イ
ギ
リ
ス
商
船

の
動
向
で
あ
る
。
ど
う
や
ら
、
自
国
公
使
か
ら
制
止
の
指
示
を
受
け
て
い
た
彼
ら
と
て
、
そ
れ
な
り
に
新

潟
港
を
往
来
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。「
新
潟
開
港
問
題
」
に
絡
む
ス
ネ
ル
や
イ
タ
リ
ア
蚕
種
商
人
の
動

表４：1868 年に新潟港を出入りしたと推測される外国商船 

  船   名 
船籍・種別 

/トン数 
掲載内容その他 

1 クーリエ（Currier） 露/汽/480 横浜発 4 月 8 日で、行先港「新潟」とある。 

2 
ツヴァイ・ゲブリューダー

（Zwei Gebrüder） 
独/？/139  横浜発 5 月 11 日で、行先港「新潟」とある。 

3 ヴルカーン（Vulkan） 独/汽/493 横浜着 5 月 18 日で、出発港「新潟」とある。 

4 
カガノカミ（Kaga no 

Kami） 
米/  /300 

横浜発 6 月 25 日で、行先港「新潟」とある。スネルが

乗船した。 

～～ 7.15  イタリア、ドイツが通知した新潟開港日 ～～ 

5 アルビオン（Albion） 英/帆/800 

横浜港 7 月 17 日、新潟着 7 月 24 日。新潟発 8 月 25

日、横浜着 8月 30日。往復ともイタリア蚕種商人が乗

船した。 

6 アダ（Ada） 英/汽/398 横浜港 7 月 19 日で、行先港「新潟」とある。 

7 オーサカ（Osaka） 英/汽 /？ 
9 月 15 日の天皇政府による新潟上陸攻撃時に新潟

に碇泊していた。スネルと思われる人物が傭船した。 

8 ヒューロン 英/？ /？  同 上 

9 ビスマルク（Bismark） 独/？/149  横浜着 9 月 22 日で、出発港「新潟」とある。 

10 ホンキュー（Honque） 米/汽/360 
神戸発 10 月 8 日で、行先港「新潟」とある。傭船者は

アドリアン商会 

【出典】1～6、9 は The Japan Times' Overland Mail（横浜）、10 は The Hiogo and Osaka Herald（神戸）、7,8 は『大日

本外交文書 第一巻 第一冊』による。  

【注】横浜港、神戸港のシッピング・リストを用いてこの年に新潟港を往来した外国商船の把握を試みる場合、以下

のような制約がある。 

・リストには、出発港・行先港の具体名がなく Inland（国内へ）、North（北方へ）、West Coast（西海岸へ）あるいは

cruise（各地巡航）などとだけ表示されている船があり、これらの中に新潟に出入港した船が含まれることも考え

られる。 

・横浜港のリストで横浜港・箱館港間の往来とされている船のうちの少なくとも一部は、更に先の箱館・新潟間を往

来したとも考えられるが、このことは確認できない。 

・現存史料として欠けている新聞発行日（横浜：2 月 13 日、11 月 4 日、11 月 18 日、神戸：6 月 13 日、7 月 22 日、9

月 30 日～11 月 7 日、11 月 11 日）の掲載リストは確認できない。 
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き
に
お
い
て
も
、
彼
ら
が
傭
船
し
た
の
は
イ
ギ
リ
ス
船
で
あ
っ
た
。
パ
ー
ク
ス
の
意
向
は
、
必
ず
し
も
そ

の
ま
ま
居
留
者
の
行
動
と
し
て
反
映
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
よ
う
な
疑
念
が
生
じ
る

の
で
あ
る
。 

当
時
の
イ
ギ
リ
ス
居
留
民
の
あ
い
だ
に
漂
っ
て
い
た
雰
囲
気
は
、
次
の
横
浜
居
留
地
の
新
聞
に
よ
っ
て

窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。 

六
八
年
九
月
十
二
日
に
パ
ー
ク
ス
が
「
イ
ギ
リ
ス
政
府
は
新
潟
へ
赴
く
あ
な
た
が
た
を
保
護
し
な
い
」

と
告
知
し
た
こ
と
を
受
け
て
、
同
月
二
十
六
日
、
ジ
ャ
パ
ン
・
タ
イ
ム
ズ
の
一
面
に
は
「
新
潟
は
開
港
し

た
の
か
否
か
（N

ie
g
a

ta
- O

p
e
n

 o
r sh

u
t?

）
」
と
の
見
出
し
が
載
っ
た

（

47
）

。
同
紙
の
編
集
者
は
イ
ギ
リ

ス
人
リ
カ
ビ
ー
（C

h
a

rle
s
 R

ick
e
rb

y
）
で
あ
る
。「
居
留
民
の
貿
易
上
の
利
益
擁
護
を
基
本
方
針
と
し
て

い
る
本
紙
と
し
て
は
、
こ
の
際
、
新
潟
開
港
を
め
ぐ
る
各
国
代
表
の
意
見
不
一
致
と
い
う
問
題
に
つ
い
て

の
議
論
を
避
け
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
」と
い
う
前
置
き
に
続
く
論
説
記
事
は
、相
当
な
長
文
で
あ
る
が
、

概
ね
次
の
よ
う
に
要
約
で
き
る
。 

「
パ
ー
ク
ス
卿
の
告
知
は
イ
ギ
リ
ス
の
通
商
に
極
め
て
深
刻
な
打
撃
を
あ
た
え
か
ね
な
い
。
新
潟
は

危
険
と
い
う
が
、
も
と
も
と
多
少
な
り
と
も
危
険
な
こ
と
を
承
知
で
日
本
で
の
商
業
活
動
を
行
う
者

は
多
い
。
し
か
し
、
公
使
か
ら
「
新
潟
は
未
だ
外
国
貿
易
に
開
か
れ
て
い
な
い
」
な
ど
と
い
う
不
正

確
で
紛
ら
わ
し
い
言
辞
を
受
け
取
っ
て
は
、
こ
の
こ
と
自
体
が
商
業
者
に
と
っ
て
明
確
な
リ
ス
ク
と

な
る
。
と
い
う
の
も
、
イ
ギ
リ
ス
国
民
は
居
留
地
内
で
有
効
な
布
令

（

48
）

に
よ
り
「
両
国
条
約
で
定
め

ら
れ
た
港
以
外
で
行
わ
れ
る
商
業
活
動
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
違
法
と
み
な
す
」
と
さ
れ
、「
そ
の
よ

う
な
商
業
活
動
に
従
事
し
た
商
会
、
船
主
、
船
長
及
び
上
級
船
員
は
違
法
者
と
み
な
さ
れ
、
処
分
の

対
象
と
な
る
。
有
罪
が
確
定
す
れ
ば
二
年
以
下
の
禁
固
ま
た
は
懲
役
、
あ
る
い
は
十
万
ド
ル
以
下
の

罰
金
に
処
す
る
」
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
今
回
の
告
知
で
は
、
こ
う
し
た
罰
則
を
適
用
す
る
意
思
が

公
使
に
あ
る
の
か
ど
う
か
不
明
だ
。
公
的
機
関
た
る
公
使
が
こ
の
よ
う
な
告
知
で
居
留
民
の
当
惑
を

誘
う
の
は
残
念
な
こ
と
だ
。 

公
使
は
「
新
潟
が
未
だ
外
国
貿
易
に
開
か
れ
て
い
な
い
」
と
告
知
し
た
が
、
正
確
に
は
「
イ
ギ
リ

ス
に
よ
る
通
商
に
開
か
れ
て
い
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。「
外
国
貿
易
に
」
と
す
る
の
は
プ

ロ
イ
セ
ン
及
び
イ
タ
リ
ア
の
公
使
に
対
す
る
あ
て
つ
け
で
あ
る
。
両
国
公
使
は
イ
ギ
リ
ス
公
使
に
対

し
て
、
こ
の
言
葉
に
何
ら
か
含
意
が
あ
る
の
か
否
か
を
尋
ね
る
権
利
が
あ
る
。 

新
潟
開
港
が
条
約
国
の
権
利
で
あ
る
こ
と
に
は
、
疑
問
の
余
地
は
な
い
。
国
際
取
極
に
よ
り
新
潟

は
四
月
一
日
に
開
か
れ
る
と
定
め
ら
れ
た
。
一
月
一
日
に
兵
庫
を
開
港
さ
せ
た
際
、「
開
港
は
危
険
で

あ
る
」
と
告
げ
た
慶
喜
将
軍
を
、
我
が
国
公
使
や
フ
ラ
ン
ス
公
使
の
ロ
ッ
シ
ュ
氏
（L

è
o
n

 R
o
ch

e
s

）
、

ア
メ
リ
カ
公
使
の
ヴ
ァ
ン
・
ヴ
ァ
ル
ケ
ン
バ
ー
グ
氏
（R

o
b

e
rt v

a
n

 V
a

lk
e
n

b
u

rg

）
が
軍
艦
の
威

圧
を
も
っ
て
無
視
し
た
よ
う
に
、
フ
ォ
ン
・
ブ
ラ
ン
ト
氏
と
ド
・
ラ
・
ト
ゥ
ー
ル
氏
は
、「
武
力
」
で

な
く
「
権
利
」
の
主
張
に
よ
っ
て
同
じ
こ
と
を
実
行
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
プ

ロ
イ
セ
ン
と
イ
タ
リ
ア
が
、
自
国
の
貿
易
に
資
す
る
、
と
し
て
自
国
と
日
本
と
の
条
約
に
基
づ
い
て

す
で
に
開
か
れ
た
と
認
め
た
港
に
お
い
て
、
イ
ギ
リ
ス
人
が
条
約
上
の
最
恵
国
待
遇
を
援
用
し
て
通

商
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
体
、
何
が
危
険
に
晒
さ
れ
る
、
と
我
が
国
公
使
は
言
っ
て
い
る
の
で
あ
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ろ
う
か
。 

遺
憾
な
が
ら
、
パ
ー
ク
ス
卿
に
対
し
て
は
、
今
回
の
告
知
の
直
接
的
な
影
響
と
し
て
、
貿
易
商
会

の
い
く
つ
か
が
イ
ギ
リ
ス
船
の
所
有
者
に
対
し
て
別
の
国
旗
を
掲
げ
て
航
行
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
、

と
い
う
こ
と
を
申
し
上
げ
ね
ば
な
ら
な
い
。
次
回
の
通
商
統
計
で
、
イ
ギ
リ
ス
船
に
よ
る
実
績
が
プ

ロ
イ
セ
ン
や
イ
タ
リ
ア
に
よ
る
取
引
額
と
し
て
計
上
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
残
念
な
こ
と
で
あ

ろ
う
。
外
交
官
は
、
通
商
が
事
態
の
変
化
に
極
め
て
敏
感
に
反
応
す
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
忘
れ

が
ち
で
あ
る
。
市
場
の
利
益
擁
護
が
目
的
で
日
本
に
派
遣
さ
れ
て
い
る
外
交
官
が
こ
う
し
た
こ
と
を

忘
れ
る
よ
う
で
は
、
こ
れ
は
深
刻
な
落
ち
度
で
あ
る
。 

パ
ー
ク
ス
卿
は
、
先
般
の
告
知
を
撤
回
す
べ
き
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
そ
の
告
知
が
意
味
す
る

と
こ
ろ
を
、
彼
が
擁
護
す
べ
き
国
民
に
対
し
て
明
確
に
説
明
す
る
義
務
が
あ
る
」 

こ
の
よ
う
に
、
右
の
論
説
で
は
、
パ
ー
ク
ス
の
告
知
が
厳
し
く
批
判
さ
れ
た
。
そ
し
て
ま
た
、
そ
れ
だ

け
で
な
く
、
イ
ギ
リ
ス
商
人
・
商
船
が
、
実
際
に
は
す
で
に
新
潟
へ
の
航
行
を
企
て
て
い
る
、
と
い
う
こ

と
が
強
く
示
唆
さ
れ
て
い
た
。
同
国
居
留
民
の
あ
い
だ
に
は
、
公
使
パ
ー
ク
ス
の
制
止
に
よ
っ
て
他
国
商

業
者
に
新
潟
で
の
取
引
を
先
ん
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
へ
の
不
満
と
焦
燥
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
他
の

列
強
諸
国
公
使
ら
と
は
距
離
を
置
く
パ
ー
ク
ス
の
独
自
の
姿
勢
に
は
、
少
な
か
ら
ぬ
自
国
居
留
民
か
ら
、

厳
し
い
視
線
が
注
が
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

 （
３
）
六
九
年
元
日
開
港
に
向
け
て 

一
方
、
パ
ー
ク
ス
と
て
、
自
国
の
商
業
者
に
た
だ
辛
抱
を
強
い
る
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
彼
は
、
内
戦

下
の
新
潟
を
め
ぐ
る
状
況
を
見
極
め
る
材
料
の
収
集
に
腐
心
し
て
い
た
。 

パ
ー
ク
ス
の
布
告
よ
り
四
日
先
立
つ
一
八
六
九
年
九
月
八
日
、
公
使
館
書
記
官
の
ア
ダ
ム
ス
（F

ra
n

cis 

O
ttw

e
il A

d
a

m
s

）
及
び
日
本
語
通
訳
官
サ
ト
ウ
（E

rn
e
st S

a
to

w

）
の
二
名
は
、
軍
艦
ラ
ト
ラ
ー
で

横
浜
を
出
港
し
北
方
へ
と
向
か
っ
た
。
パ
ー
ク
ス
が
ア
ダ
ム
ス
ら
に
命
じ
た
任
務
は
二
つ
あ
っ
た
。
一
つ

は
、
当
時
、
ロ
シ
ア
が
国
後
島
を
占
拠
し
た
ら
し
い
、
と
い
う
情
報
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
蝦
夷
北
部
を

探
索
し
て
こ
の
情
報
の
真
偽
を
確
か
め
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
も
う
一
つ
は
、
新
潟
周
辺
の
状
況

把
握
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
点
で
、
越
後
に
お
い
て
は
、
長
岡
藩
を
中
心
と
す
る
列
藩
同
盟
側
と
天
皇
政
府

軍
と
が
長
い
戦
線
の
両
側
で
対
峙
し
て
い
た
。
事
態
は
膠
着
状
態
に
あ
っ
た
。
パ
ー
ク
ス
は
ア
ダ
ム
ス
に

対
し
て
、
状
況
に
よ
っ
て
蝦
夷
北
部
と
新
潟
周
辺
の
ど
ち
ら
を
優
先
さ
せ
て
も
か
ま
わ
な
い
、
と
指
令
し

て
い
た

（

49
）

。 

ラ
ト
ラ
ー
の
出
航
に
際
し
て
、
パ
ー
ク
ス
が
ア
ダ
ム
ス
ら
へ
発
し
た
新
潟
視
察
に
関
す
る
具
体
的
指
示

は
、
多
岐
に
わ
た
る
。
そ
れ
ら
の
う
ち
主
な
も
の
を
列
挙
す
る
と
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
こ
う
し
た

指
示
に
は
、
新
潟
を
め
ぐ
る
情
勢
に
関
す
る
パ
ー
ク
ス
の
ス
タ
ン
ス
が
如
実
に
示
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ

う
。 ・

列
藩
同
盟
に
参
集
し
た
勢
力
の
範
囲
、
及
び
彼
ら
の
軍
事
目
的
な
ど
に
関
し
て
、
可
能
な
限
り
の
情

報
を
収
集
す
る
こ
と
。 

・
正
式
開
港
前
に
新
潟
を
訪
れ
る
外
国
人
に
対
し
て
、
列
藩
同
盟
が
ど
の
よ
う
な
姿
勢
で
臨
も
う
と
し
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て
い
る
か
を
見
極
め
る
こ
と
。 

・
新
潟
に
到
着
し
た
時
点
で
同
地
を
支
配
し
て
い
る
勢
力
に
対
し
て
、
我
が
国
は
日
本
の
内
戦
に
関
し

て
中
立
の
立
場
で
あ
り
、
両
国
の
条
約
が
順
守
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
、
我
が
国
は
日
本
に
友
好
的

で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
納
得
さ
せ
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
。 

・
新
潟
で
イ
ギ
リ
ス
人
ま
た
は
イ
ギ
リ
ス
船
を
見
か
け
た
場
合
に
は
、
決
し
て
彼
ら
の
挙
動
を
黙
許
し

な
い
こ
と
。
そ
し
て
、
自
ら
の
行
動
に
は
自
ら
が
責
任
を
負
っ
て
お
り
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
の
保
護
は

期
待
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
告
げ
る
こ
と
。 

・
イ
ギ
リ
ス
人
そ
の
他
の
外
国
人
の
こ
れ
ま
で
の
新
潟
で
の
挙
動
や
商
業
活
動
に
関
す
る
情
報
を
収
集

す
る
こ
と
。 

・
商
業
地
と
し
て
の
新
潟
の
可
能
性
に
関
す
る
情
報
を
収
集
す
る
こ
と
。 

こ
の
よ
う
な
指
示
を
受
け
た
ア
ダ
ム
ス
ら
で
あ
っ
た
が
、
実
際
に
は
、
こ
の
パ
ー
ク
ス
か
ら
の
指
示
が

実
行
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
箱
館
に
着
い
た
ア
ダ
ム
ス
は
、
パ
ー
ク
ス
か
ら
の
二
つ

の
指
示
の
う
ち
、
蝦
夷
北
部
へ
向
け
た
航
行
を
優
先
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
探
索
の
途
中
で

ラ
ト
ラ
ー
は
座
礁
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
た
め
、
結
局
は
そ
の
後
、
日
本
海
を
本
州
方
面
へ
と
赴
く
こ
と

が
な
い
ま
ま
、
情
報
収
集
活
動
を
終
え
た
。
フ
ラ
ン
ス
軍
艦
の
助
け
を
借
り
て
横
浜
に
帰
着
し
た
の
は
、

十
月
十
七
日
で
あ
っ
た

（

50
）

。
す
な
わ
ち
、
ア
ダ
ム
ス
ら
に
よ
る
新
潟
訪
問
は
未
遂
に
終
わ
っ
た
の
で
あ
っ

た
。 パ

ー
ク
ス
が
新
潟
に
関
す
る
情
報
を
直
接
得
る
た
め
に
講
じ
た
手
立
て
は
も
う
一
つ
あ
っ
た
。
ア
ダ
ム

ス
と
サ
ト
ウ
が
北
方
の
海
域
で
無
為
な
時
間
を
費
や
し
て
い
た
頃
、
す
で
に
江
戸
を
発
っ
て
新
潟
へ
と
向

か
っ
て
い
た
別
の
公
使
館
員
が
い
た
。
医
官
ウ
ィ
リ
ス
（W

illia
m

 
W

illis

）
で
あ
る
。
ウ
ィ
リ
ス
は
、

天
皇
政
府
か
ら
イ
ギ
リ
ス
公
使
館
へ
の
要
請
を
受
け
て
、
戦
地
の
負
傷
兵
に
対
す
る
医
療
活
動
の
た
め
に
、

陸
路
で
北
越
か
ら
会
津
へ
と
赴
い
た
、
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
ウ
ィ
リ
ス
の
旅
先
か
ら
パ
ー
ク
ス
へ
の
報

告
を
確
認
す
る
と
、
そ
の
半
分
は
確
か
に
彼
の
医
療
活
動
そ
の
も
の
に
つ
い
て
で
は
あ
る
が
、
残
る
半
分

は
、
天
皇
政
府
側
の
支
配
下
に
入
っ
た
地
域
で
、
そ
の
支
配
が
ど
れ
ほ
ど
確
立
し
て
い
る
か
、
と
い
う
こ

と
、
あ
る
い
は
、
彼
が
訪
れ
た
地
方
の
気
候
・
風
土
・
産
物
な
ど
の
一
般
情
報
な
ど
で
あ
っ
た
、
と
い
う

こ
と
が
わ
か
る
。
パ
ー
ク
ス
が
ウ
ィ
リ
ス
を
派
遣
し
た
動
機
の
中
に
は
、
他
の
方
法
で
は
得
難
い
、
こ
う

し
た
精
度
の
高
い
情
報
を
享
受
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。 

そ
の
ウ
ィ
リ
ス
は
、
十
月
五
日
に
江
戸
を
発
ち
、
十
一
月
五
日
か
ら
同
月
十
三
日
ま
で
新
潟
に
滞
在
し

た
。
天
皇
政
府
が
同
地
を
占
領
し
て
お
よ
そ
一
ヶ
月
半
を
経
過
し
た
時
点
で
の
状
況
に
つ
い
て
、
ウ
ィ
リ

ス
は
詳
細
に
パ
ー
ク
ス
に
報
告
し
て
い
る

（

51
）

。
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

・
新
潟
と
そ
の
周
辺
地
域
で
は
、
天
皇
政
府
の
権
威
が
十
分
に
確
立
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
天
皇

政
府
で
は
、
二
名
の
長
州
藩
士
と
一
名
の
薩
摩
藩
士
が
新
潟
の
統
治
に
あ
た
っ
て
お
り
、
新
潟
の
秩

序
は
十
分
に
保
た
れ
て
い
る
。 

・
新
潟
は
、
私
が
江
戸
を
出
立
し
て
以
来
訪
れ
た
な
か
で
、
間
違
い
な
く
も
っ
と
も
り
っ
ぱ
な
町
で
あ

る
。
人
々
は
一
見
し
て
豊
か
で
あ
る
。
内
陸
の
広
大
な
土
地
を
流
れ
る
信
濃
川
の
河
口
に
位
置
す
る

こ
と
か
ら
、
外
国
貿
易
を
行
う
場
所
と
し
て
西
海
岸
で
も
っ
と
も
重
要
で
あ
る
に
違
い
な
い
。 



25 

 

・
今
年
三
月
の
大
火
で
約
六
〇
〇
戸
が
、
ま
た
九
月
に
天
皇
政
府
軍
が
上
陸
し
た
際
の
大
火
事
で
約
三

〇
〇
戸
が
、
各
々
焼
失
し
た
。
こ
れ
ら
の
家
々
は
現
在
再
建
中
で
あ
り
、
一
年
も
す
れ
ば
町
は
そ
れ

以
前
の
様
子
を
取
り
戻
す
で
あ
ろ
う
。 

・
外
国
製
の
綿
製
品
・
毛
織
物
を
並
べ
る
店
を
非
常
に
た
く
さ
ん
見
か
け
た
。
厳
し
い
気
候
か
ら
す
る

と
、
毛
織
物
の
需
要
が
増
す
の
で
は
な
い
か
。
魚
や
野
菜
も
豊
富
で
あ
り
、
江
戸
や
横
浜
よ
り
格
段

に
安
価
で
あ
る
。 

・
気
候
に
関
し
て
は
、
風
が
強
く
、
一
日
た
り
と
も
そ
の
風
が
や
む
こ
と
が
な
か
っ
た
。
冬
期
に
こ
の

海
域
に
出
よ
う
と
す
る
船
は
ご
く
わ
ず
か
で
あ
ろ
う
。
一
ヶ
月
前
に
は
日
本
の
蒸
気
船
が
砂
州
近
く

に
乗
り
上
げ
た
し
、
日
本
人
が
所
有
す
る
別
の
西
洋
船
は
、
砂
州
の
北
側
二
里
ほ
ど
の
場
所
で
破
船

し
て
し
ま
っ
た
、
と
の
こ
と
で
あ
る
。 

 

こ
う
し
た
ウ
ィ
リ
ス
か
ら
の
情
報
は
、
パ
ー
ク
ス
に
と
っ
て
極
め
て
貴
重
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
頃

は
パ
ー
ク
ス
に
と
っ
て
、
は
た
し
て
新
潟
の
開
港
を
認
め
る
か
、
そ
し
て
領
事
派
遣
の
準
備
に
着
手
す
る

か
、
そ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
慎
重
に
見
定
め
て
い
る
時
期
で
あ
っ
た
。 

  

時
を
若
干
さ
か
の
ぼ
り
戊
辰
戦
争
の
経
過
を
追
う
。 

一
八
六
八
年
九
月
中
旬
、
天
皇
政
府
軍
は
新
潟
港
を
接
収
し
、
長
岡
か
ら
も
列
藩
同
盟
軍
を
退
け
た
。

そ
し
て
十
月
初
旬
、
若
松
城
下
に
攻
め
入
っ
た
。
頑
強
な
籠
城
戦
が
一
ヶ
月
近
く
続
い
た
後
、
十
一
月
六

日
、
会
津
藩
は
降
伏
を
決
断
し
た
。
そ
の
前
後
、
同
盟
藩
の
降
伏
が
相
次
い
だ
。
厳
し
い
冬
の
到
来
を
目

前
に
、
戊
辰
戦
争
の
形
勢
は
決
定
的
と
な
っ
た
。 

十
一
月
十
一
日
、
新
潟
開
港
を
め
ぐ
る
極
め
て
重
要
な
会
談
が
設
け
ら
れ
た
。
そ
の
様
子
を
イ
ギ
リ
ス

外
務
省
文
書
に
よ
っ
て
確
認
し
よ
う
。
こ
の
日
、
外
国
官
副
知
事
の
東
久
世
通
禧
は
イ
ギ
リ
ス
公
使
館
を

訪
っ
た
。
会
談
で
東
久
世
は
、
パ
ー
ク
ス
に
対
し
て
彼
の
戦
況
判
断
を
次
の
よ
う
に
率
直
に
語
っ
た

（

52
）

。

「
こ
こ
数
日
間
、
若
松
が
陥
落
し
た
と
の
報
が
出
回
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
確
か
で
は
な
い
。
北
方
の
冬

は
厳
し
く
、
や
が
て
戦
闘
は
中
断
せ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
戦
い
が
来
年
春
ま
で
持
ち
越
さ
れ

る
か
、
そ
れ
と
も
本
格
的
な
冬
の
到
来
前
に
決
着
す
る
か
ど
う
か
は
、
ま
も
な
く
決
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
」 

東
久
世
が
こ
の
よ
う
に
発
言
し
た
右
の
会
談
は
、
会
津
藩
降
伏
の
五
日
後
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

情
報
伝
達
の
時
間
差
と
、
そ
の
情
報
の
真
偽
の
見
極
め
、
と
い
っ
た
事
情
か
ら
、
東
久
世
は
会
津
降
伏
を

確
信
し
て
は
い
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
戦
い
が
長
期
戦
へ
と
持
ち
越
さ
れ
る
可
能
性
も
高
い
、

と
い
う
の
が
東
久
世
の
見
解
で
あ
っ
た
。 

東
久
世
の
こ
の
日
の
訪
問
目
的
は
、
東
京
開
市
を
翌
六
九
年
一
月
一
日
と
す
る
旨
の
天
皇
政
府
の
決
定

に
関
し
て
、
パ
ー
ク
ス
か
ら
内
々
の
了
解
を
得
て
お
く
こ
と
で
あ
っ
た
。
東
京
開
市
の
準
備
は
整
い
つ
つ

あ
っ
た
の
で
、
両
者
の
協
議
は
難
な
く
ま
と
ま
っ
た
。
両
者
が
新
潟
に
つ
い
て
話
題
と
し
た
の
は
、
こ
の

後
と
考
え
ら
れ
る

（

53
）

。
新
潟
に
関
す
る
や
り
取
り
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。 

パ
ー
ク
ス
は
、
天
皇
政
府
が
東
京
開
市
に
具
体
的
な
日
限
を
設
定
し
た
こ
と
に
お
そ
ら
く
は
関
連
さ
せ

て
、
「
新
潟
は
ど
う
す
る
お
つ
も
り
か
」
と
東
久
世
に
話
し
を
向
け
た
。
そ
し
て
、
「
新
潟
開
港
は
、
西
海

岸
に
お
い
て
天
皇
政
府
の
権
威
が
確
立
し
た
こ
と
を
国
内
に
広
く
示
す
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
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れ
に
、
私
と
し
て
は
、
秩
序
が
回
復
さ
れ
る
ま
で
の
や
む
を
え
ぬ
期
間
以
上
に
、
イ
ギ
リ
ス
国
民
が
同
港

で
活
動
す
る
こ
と
を
禁
じ
る
気
は
な
い
」
と
述
べ
た
。
新
潟
の
早
期
開
港
に
向
け
て
、
天
皇
政
府
の
決
断

を
迫
っ
た
の
で
あ
る
。
パ
ー
ク
ス
は
更
に
、「
開
港
の
遅
れ
は
無
節
操
な
商
人
を
儲
け
さ
せ
る
だ
け
で
、
政

府
も
そ
う
だ
が
正
直
な
商
人
が
も
っ
と
犠
牲
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
」
と
続
け
た
。 

こ
れ
に
対
し
て
東
久
世
は
「
新
潟
の
件
は
外
国
官
で
も
慎
重
に
検
討
し
て
い
る
」
と
応
じ
た
。
そ
し
て
、

こ
の
こ
と
を
納
得
さ
せ
る
た
め
、
あ
る
文
書
を
パ
ー
ク
ス
に
手
渡
し
た
。
そ
れ
は
、
天
皇
政
府
と
し
て
新

潟
開
港
を
決
す
べ
き
、
と
外
国
官
が
論
じ
た
政
府
内
部
文
書
の
写
し
で
あ
っ
た
。
そ
の
内
容
は
次
の
と
お

り
で
あ
っ
た
。 

「
各
国
と
合
意
さ
れ
て
い
た
今
年
初
め
の
新
潟
の
開
港
は
、
そ
の
後
、
外
交
代
表
か
ら
延
期
を
受
け

入
れ
て
も
ら
え
た
も
の
の
、
今
や
反
徒
ら
が
越
後
か
ら
駆
逐
さ
れ
た
。
外
国
官
と
し
て
は
、
外
国
人

居
留
地
や
税
関
を
設
け
る
な
ど
同
港
の
開
港
準
備
に
す
み
や
か
に
着
手
す
る
と
と
も
に
、
列
強
各
国

に
対
し
て
同
港
で
貿
易
を
開
始
し
て
よ
い
旨
を
通
告
す
べ
き
と
考
え
る
。 

新
潟
開
港
に
は
、
貿
易
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
利
益
の
ほ
か
に
、
以
下
の
利
点
が
あ
る
。 

一
、
プ
ロ
イ
セ
ン
及
び
イ
タ
リ
ア
の
蚕
種
買
付
け
商
人
た
ち
に
と
っ
て
は
、
開
港
に
よ
っ
て
天
皇
政

府
と
密
接
な
関
係
を
結
ば
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
ら
か
ら
北
方
の
反
徒

ら
と
の
関
係
及
び
不
正
な
利
益
を
断
ち
切
ら
せ
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
。 

二
、
北
方
の
反
徒
ら
に
と
っ
て
は
、
横
浜
・
新
潟
間
の
海
上
航
路
が
開
か
れ
れ
ば
、
こ
の
海
域
沿
岸

に
お
い
て
外
国
商
人
ら
と
不
正
な
商
取
引
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
更
に
、
ロ
シ
ア
・
プ

ロ
イ
セ
ン
・
ア
メ
リ
カ
の
商
人
ら
が
他
国
商
人
を
不
利
に
陥
れ
つ
つ
反
徒
ら
と
秘
密
裏
に
商
取
引

を
行
う
こ
と
に
対
し
て
、
こ
れ
を
防
止
す
る
措
置
を
取
る
こ
と
が
で
き
る
。 

三
、
外
国
側
が
動
き
を
見
せ
る
前
に
、
我
が
方
が
主
体
的
に
開
港
を
宣
言
す
る
こ
と
は
、
我
が
国
の

信
用
を
高
め
る
こ
と
に
な
る
。 

外
国
官
と
し
て
は
こ
の
よ
う
に
開
港
す
る
こ
と
の
優
越
を
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
政
府
と
し
て

断
然
そ
の
よ
う
に
決
し
、
す
み
や
か
に
新
潟
開
港
の
準
備
に
取
り
掛
か
る
べ
き
で
あ
る
」 

こ
の
文
書
を
手
渡
し
た
後
、
東
久
世
は
パ
ー
ク
ス
に
対
し
て
「
も
し
新
潟
を
来
年
一
月
一
日
に
開
港
す

る
こ
と
が
貴
官
の
意
に
か
な
う
の
で
あ
れ
ば
、
本
官
と
し
て
は
、
そ
の
準
備
が
こ
の
日
ま
で
に
完
了
す
る

こ
と
を
疑
わ
な
い
」
と
付
け
加
え
た
。
パ
ー
ク
ス
は
こ
れ
に
対
し
て
、「
そ
の
日
限
で
あ
れ
ば
十
分
で
あ
ろ

う
」
と
応
じ
た
。 

以
上
が
、
イ
ギ
リ
ス
外
務
省
文
書
で
確
認
で
き
る
両
者
に
よ
る
密
談
で
あ
る
。
こ
う
し
て
十
一
月
十
一

日
、
東
久
世
は
、
新
潟
を
翌
年
元
日
に
開
港
す
る
目
論
見
に
は
イ
ギ
リ
ス
の
後
押
し
が
得
ら
れ
る
、
と
心

得
た
わ
け
で
あ
る
。 

こ
の
密
談
に
関
し
て
更
に
解
説
を
加
え
る
と
す
れ
ば
、
以
下
の
よ
う
に
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
す
な

わ
ち
、
新
潟
は
、
横
浜
か
ら
は
太
平
洋
沿
岸
、
津
軽
海
峡
、
更
に
は
日
本
海
沿
岸
を
越
え
て
、
遙
か
に
遠

望
す
る
港
で
あ
っ
た
。
そ
の
途
中
経
路
の
海
域
は
、
現
在
、
天
皇
政
府
の
敵
方
が
優
勢
を
誇
っ
て
い
た
。

天
皇
政
府
へ
の
無
条
件
恭
順
に
抗
う
榎
本
武
揚
が
率
い
る
旧
幕
府
艦
隊
は
、
十
月
四
日
、
江
戸
湾
を
離
れ

て
仙
台
藩
領
に
向
か
い
、
こ
の
十
一
月
半
ば
の
時
点
で
も
ま
だ
そ
こ
に
居
座
っ
て
い
た
。
そ
の
海
域
に
イ



27 

 

ギ
リ
ス
商
船
が
新
た
な
開
港
へ
の
通
商
路
を
設
定
す
る
こ
と
で
、
天
皇
政
府
は
、
外
国
商
人
か
ら
列
藩
同

盟
や
榎
本
ら
へ
の
武
器
等
供
給
を
強
く
牽
制
で
き
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
時
点
で
の
天
皇
政
府
の
意
図
と
し

て
は
、
戊
辰
の
内
戦
が
収
束
、
、
に、
向、
か
い
つ
つ
あ
っ
た
の
で

、
、
、
、
、
、
、
、
、
新
潟
を
開
港
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
く
、
内

戦
を
収
束
、
、
さ
せ
る
た
め
に

、
、
、
、
、
、
開
港
を
目
ざ
し
た
の
で
あ
る
。 

一
方
、
パ
ー
ク
ス
は
十
一
月
十
三
日
の
時
点
で
、
榎
本
艦
隊
が
確
保
し
た
仙
台
の
港
は
、
列
藩
同
盟
側

に
と
っ
て
、す
で
に
失
っ
た
新
潟
港
を
十
分
に
補
い
う
る
も
の
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
考
え
て
い
た
。

こ
の
こ
と
も
確
認
で
き
る

（

54
）

。
す
な
わ
ち
、
パ
ー
ク
ス
に
と
っ
て
は
、
列
藩
同
盟
・
旧
幕
府
の
勢
力
は
侮

れ
る
も
の
で
は
な
く
、
北
方
海
域
は
引
き
続
き
危
険
、
と
認
識
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
一
方
で
は
、
新
潟

の
早
期
開
港
を
要
求
す
る
自
国
居
留
民
の
世
論
も
背
後
に
抱
え
て
い
た
。
そ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
東
京
開

市
と
同
日
で
の
新
潟
開
港
が
窮
余
の
選
択
と
さ
れ
た
。
イ
ギ
リ
ス
外
務
省
文
書
を
丹
念
に
た
ど
っ
て
い
け

ば
、
そ
の
よ
う
な
パ
ー
ク
ス
の
認
識
及
び
判
断
が
明
ら
か
と
な
る
。 

 

（
４
）
天
皇
政
府
に
よ
る
開
港
宣
言
と
そ
の
後 

列
藩
同
盟
各
藩
の
降
伏
に
よ
っ
て
終
結
す
る
と
見
ら
れ
て
い
た
戦
乱
は
、
榎
本
武
揚
ら
旧
幕
府
軍
の
一

団
に
よ
っ
て
な
お
も
継
続
さ
れ
る
様
相
が
次
第
に
明
ら
か
と
な
っ
て
き
た
。
一
八
六
九
年
十
二
月
に
入
る

と
、
旧
幕
府
艦
隊
は
天
皇
政
府
に
降
伏
し
た
仙
台
藩
の
港
を
離
れ
て
蝦
夷
地
を
目
指
し
た
。
同
月
三
日
、

艦
隊
は
蝦
夷
・
内
浦
湾
内
の
鷲
ノ
木
沖
に
上
陸
し
た
。
そ
し
て
、
箱
館
府
・
松
前
藩
・
津
軽
藩
な
ど
か
ら

な
る
天
皇
政
府
側
と
戦
闘
を
重
ね
な
が
ら
南
下
し
、
同
月
九
日
に
は
箱
館
五
稜
郭
を
占
拠
し
た
。
箱
館
府

知
事
の
清
水
谷
公
考
は
早
々
に
蝦
夷
を
離
れ
て
青
森
へ
退
去
し
た
。
箱
館
に
拠
点
を
得
た
旧
幕
府
軍
は
、

以
降
、
松
前
藩
と
戦
い
な
が
ら
蝦
夷
地
平
定
に
着
手
し
て
い
く
。 

北
方
の
戦
乱
が
こ
う
し
た
経
過
を
た
ど
る
頃
は
、
パ
ー
ク
ス
に
と
っ
て
は
、
や
が
て
開
か
れ
る
新
潟
の

領
事
に
、
自
ら
が
擁
す
る
外
交
ス
タ
ッ
フ
の
う
ち
の
誰
を
据
え
る
べ
き
か
を
決
す
べ
き
時
期
で
も
あ
っ
た

は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
イ
ギ
リ
ス
外
務
省
文
書
か
ら
は
、
意
外
に
も
こ
の
こ
と
に
関
す
る
彼
の
逡
巡
が
明

ら
か
に
見
て
と
れ
る
。 

時
を
遡
る
が
同
年
五
月
二
日
、
こ
の
こ
と
に
関
し
て
パ
ー
ク
ス
は
本
省
に
対
し
て
、「
新
潟
は
開
港
に
向

け
た
状
況
が
は
っ
き
り
し
な
い
。
大
阪
の
ラ
ウ
ダ
ー
か
ら
は
「
ど
こ
か
領
事
ポ
ス
ト
に
空
き
が
で
き
た
な

ら
ば
、
私
が
拝
命
し
た
い
」
と
い
う
希
望
も
出
て
い
る
が
、
状
況
が
見
通
せ
る
よ
う
に
な
る
ま
で
領
事
の

選
任
は
保
留
し
た
い
」
と
い
う
考
え
を
す
で
に
伝
え
て
い
た

（

55
）

。
七
月
六
日
、
本
省
は
パ
ー
ク
ス
に
対
し

て
「
貴
官
の
意
向
は
承
知
し
た
。
新
潟
領
事
を
暫
定
的
に
任
命
す
る
判
断
は
貴
官
に
委
ね
る
」
と
回
答
し

た
（

56
）

。
流
動
的
な
情
勢
を
鑑
み
て
、
パ
ー
ク
ス
が
本
省
の
事
前
了
解
を
得
ず
に
領
事
を
選
任
す
る
こ
と
を

認
め
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
十
月
と
な
り
、
長
崎
に
赴
任
し
て
い
る
別
の
者
か
ら
新
潟
領
事
拝
命
へ

の
希
望
が
パ
ー
ク
ス
の
も
と
に
届
い
た

（

57
）

。
新
潟
領
事
の
候
補
者
は
複
数
と
な
っ
た
が
、
パ
ー
ク
ス
は
ま

だ
具
体
的
人
選
を
進
め
な
か
っ
た
。
十
一
月
十
一
日
の
東
久
世
と
の
会
談
で
新
潟
の
六
九
年
元
日
開
港
が

視
野
に
入
っ
て
以
降
も
、
彼
の
姿
勢
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
十
二
月
二
日
に
至
っ
て
も
な
お
、

「
戦
況
が
よ
り
明
ら
か
に
な
る
ま
で
、
新
潟
の
領
事
職
選
任
は
今
し
ば
ら
く
の
猶
予
を
い
た
だ
き
た
い
」

と
本
省
に
報
告
し
て
い
る
の
で
あ
る

（

58
）

。 
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結
局
パ
ー
ク
ス
は
、
天
皇
政
府
に
よ
る
新
潟
開
港
宣
言
よ
り
も
前
に
は
領
事
選
任
を
本
省
に
伝
え
て
い

な
い
。
つ
ま
り
、
パ
ー
ク
ス
に
と
っ
て
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
北
方
の
戦
乱
は
予
断
を
許
さ
な
か
っ
た
。 

そ
う
し
た
北
方
の
状
況
下
で
、
よ
う
や
く
十
二
月
二
十
三
日
、
東
久
世
が
以
前
パ
ー
ク
ス
に
渡
し
た
政

府
内
部
文
書
で
言
及
さ
れ
て
い
た
「
列
強
各
国
へ
の
通
告
」
が
発
せ
ら
れ
た
。
外
国
官
知
事
伊
達
宗
城
及

び
同
副
知
事
東
久
世
通
禧
の
名
で
英
・
仏
・
米
・
蘭
・
普
・
伊
の
六
か
国
公
使
に
宛
て
た
通
知
は
次
の
と

お
り
で
あ
っ
た

（

59
）

。 

「
北
越
新
潟
之
儀
、
此
節
全
く
平
定
い
た
し
候
間
、
来
ル
本
月
十
九
日
よ
り
開
港
可
致
積
ニ
付
、
御

異
存
無
之
候
ハ
ヽ
右
之
都
合
相
整
え
可
申
候
」 

列
強
各
国
に
異
存
が
な
け
れ
ば
新
潟
を
六
九
年
一
月
一
日
に
開
港
し
た
い
、
と
し
た
右
の
通
知
は
、
そ

の
開
港
予
定
日
の
わ
ず
か
九
日
前
に
発
せ
ら
れ
た
。 

そ
れ
に
し
て
も
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
切
迫
し
た
タ
イ
ミ
ン
グ
で
の
開
港
宣
言
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
こ
と
は
、
東
京
開
市
の
経
過
と
対
比
し
な
が
ら
で
な
け
れ
ば
理
解
が
難
し
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
東
京

も
ま
た
六
八
年
四
月
一
日
に
開
か
れ
る
と
さ
れ
て
い
た
が
、
実
際
の
開
市
は
六
九
年
元
日
と
な
っ
た
。
期

日
的
に
は
新
潟
と
同
じ
経
過
と
な
っ
た
が
、
東
京
の
内
情
は
新
潟
と
大
い
に
異
な
っ
て
い
た
。
六
八
年
四

月
一
日
以
後
の
状
況
回
復
は
相
対
的
に
早
か
っ
た
の
で
あ
る
。 

そ
も
そ
も
東
京
の
場
合
に
は

（

60
）

、
幕
府
支
配
下
の
六
七
年
六
月
、
兵
庫
開
港
の
勅
許
が
下
さ
れ
、
残
る

二
都
二
港
の
開
港
開
市
へ
の
視
野
が
開
か
れ
た
時
点
で
、
築
地
周
辺
を
外
国
人
居
留
地
と
す
る
こ
と
が
市

中
に
布
告
さ
れ
、
そ
の
地
に
あ
っ
た
町
人
屋
敷
・
武
家
屋
敷
の
移
転
が
具
体
的
に
検
討
さ
れ
始
め
て
い
た
。

築
地
鉄
砲
洲
に
は
運
上
所
も
設
け
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
日
本
国
内
の
政
情
変
化
に
伴
っ
て
開
市
が
六
八
年

四
月
一
日
へ
と
延
期
さ
れ
、
更
に
は
こ
の
日
の
開
市
も
見
送
ら
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
五
月
の
江
戸
開

城
、
七
月
の
上
野
戦
争
を
経
て
、
関
東
地
方
に
お
け
る
旧
幕
府
勢
力
は
大
き
く
後
退
し
、
治
安
は
一
応
の

回
復
を
み
た
。
東
京
を
早
期
に
開
く
こ
と
に
は
、
新
政
府
・
諸
外
国
と
も
大
き
な
異
論
は
な
か
っ
た
。
や

が
て
一
旦
は
九
月
三
十
日
の
開
市
が
布
告
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
時
期
尚
早
と
し
て
延
期
さ
れ
た
。
そ
れ
で

も
、
居
留
地
関
門
の
管
理
規
則
や
具
体
的
な
鑑
札
の
あ
り
方
、
外
国
人
警
護
と
い
っ
た
事
柄
が
、
諸
外
国

と
の
協
議
を
経
な
が
ら
定
め
ら
れ
て
い
っ
た
。
先
に
触
れ
た
十
一
月
十
一
日
の
東
久
世
・
パ
ー
ク
ス
会
談

は
こ
う
し
た
流
れ
の
な
か
で
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
会
談
で
天
皇
政
府
は
、
東
京
開
市
を
翌

年
元
日
と
す
る
こ
と
で
パ
ー
ク
ス
の
内
諾
を
得
た
。
そ
し
て
翌
十
二
日
、
列
強
各
国
に
対
し
て
開
市
に
つ

い
て
協
議
す
る
会
議
の
開
催
を
持
ち
か
け
た
。
同
月
十
七
日
、
天
皇
政
府
は
各
国
に
対
し
て
、
近
日
中
に

東
京
開
市
の
日
取
り
を
定
め
る
、
と
さ
え
伝
え
て
い
た
。
同
月
二
十
六
日
に
は
天
皇
が
東
上
し
た
が
、
懸

念
さ
れ
た
治
安
の
問
題
は
生
じ
て
い
な
か
っ
た
。
十
二
月
に
入
り
、
天
皇
政
府
は
居
留
に
関
す
る
取
極
の

一
部
改
正
を
提
案
し
、
こ
れ
に
各
国
の
承
諾
が
得
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
最
終
的
に
六
九
年
元
日
の
開
市
を

通
知
し
た
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
通
知
ま
で
に
は
具
体
的
な
準
備
、
十
分
な
前
触
れ
、
列
強
諸
国
と
の

事
前
協
議
な
ど
、
綿
密
な
プ
ロ
セ
ス
が
あ
っ
た
。 

と
こ
ろ
が
新
潟
に
関
し
て
は
、
そ
う
し
た
プ
ロ
セ
ス
の
一
切
が
な
い
。
そ
れ
で
い
て
、
六
九
年
元
日
に

東
京
と
同
日
で
開
港
、
と
い
う
期
日
的
な
方
針
だ
け
が
パ
ー
ク
ス
と
の
間
で
了
解
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
タ

イ
ミ
ン
グ
を
見
送
る
選
択
肢
は
考
え
づ
ら
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。 
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そ
し
て
ま
た
こ
の
頃
、
天
皇
政
府
に
と
っ
て
は
、
列
強
各
国
に
よ
る
局
外
中
立
を
解
除
さ
せ
る
、
と
い

う
課
題
が
視
野
に
入
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
各
国
と
の
条
約
が
定
め
た
五
港
二
都
の
開
港
開
市
は
、
新

潟
を
最
後
に
完
遂
す
る
。
東
京
開
市
に
加
え
て
新
潟
開
港
を
自
ら
の
手
で
実
現
す
る
こ
と
は
、
天
皇
政
府

の
正
統
性
確
立
と
と
も
に
、
局
外
中
立
解
除
へ
の
道
を
開
く
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。 

こ
う
し
て
六
八
年
十
二
月
二
十
三
日
、
東
京
と
同
日
と
は
い
え
、
新
潟
に
関
し
て
は
、
お
そ
ら
く
イ
ギ

リ
ス
以
外
の
各
国
に
と
っ
て
は
唐
突
に
開
港
宣
言
が
発
せ
ら
れ
た
。
準
備
万
端
で
あ
っ
た
東
京
に
、
た
だ

日
程
的
な
帳
尻
だ
け
が
揃
え
ら
れ
た
、
と
い
う
の
が
実
際
の
と
こ
ろ
で
は
な
い
か
。 

も
っ
と
も
、
新
潟
に
関
し
て
は
、
列
強
各
国
と
十
分
に
意
思
疎
通
を
図
っ
て
か
ら
の
開
港
宣
言
、
な
ど

と
い
う
の
は
も
と
も
と
困
難
で
あ
っ
た
。
プ
ロ
イ
セ
ン
及
び
イ
タ
リ
ア
は
す
で
に
新
潟
は
開
港
済
み
と
い

う
立
場
で
あ
っ
た
し
、
オ
ラ
ン
ダ
も
そ
の
よ
う
な
見
解
を
一
度
は
天
皇
政
府
に
伝
え
て
い
た
。
こ
れ
ら
の

国
に
と
っ
て
は
天
皇
政
府
に
よ
る
前
触
れ
や
事
前
協
議
を
受
け
入
れ
る
余
地
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
東

京
と
は
違
い
新
潟
の
場
合
、
天
皇
政
府
に
よ
る
「
正
式
」
な
開
港
な
る
も
の
に
対
し
て
、
各
国
の
協
調
が

望
め
る
事
情
に
は
な
か
っ
た
。 

 

列
強
各
国
の
協
調
欠
如
は
、
天
皇
政
府
に
よ
る
開
港
宣
言
以
降
も
続
い
た
。 

一
八
六
八
年
十
二
月
二
十
三
日
の
通
知
に
対
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
パ
ー
ク
ス
は
翌
日
の
う
ち
に
「
新
潟

開
港
に
異
存
は
な
い
。
現
在
大
坂
・
兵
庫
領
事
代
理
に
あ
る
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ラ
ウ
ダ
ー
を
新
潟
領
事
代

理
に
任
命
し
た
」
と
回
答
し
た

（

61
）

。 

他
の
国
で
は
、
十
二
月
二
十
六
日
付
で
プ
ロ
イ
セ
ン
の
フ
ォ
ン
・
ブ
ラ
ン
ト
が
「
こ
れ
ま
で
の
書
翰
を

御
覧
い
た
だ
き
た
い
」
と
、
ま
た
十
二
月
二
十
八
日
付
で
イ
タ
リ
ア
の
ド
・
ラ
・
ト
ゥ
ー
ル
が
「
六
月
二

十
四
日
及
び
七
月
二
十
三
日
の
書
翰
を
御
覧
い
た
だ
き
た
い
」
と
各
々
返
答
し
、「
新
潟
は
す
で
に
開
港
済

み
」
と
の
立
場
を
堅
持
し
た
。 

ま
た
、
続
い
て
六
九
年
一
月
十
八
日
、
東
久
世
は
各
国
公
使
ら
に
対
し
て
、「
新
政
府
と
し
て
は
、
新
潟

へ
外
国
官
を
派
遣
し
、
居
留
地
及
び
港
則
に
つ
い
て
協
議
し
た
い
。
つ
い
て
は
現
地
へ
領
事
を
派
遣
し
て

い
た
だ
き
た
い
」
と
要
請
し
た

（

62
）

。
イ
ギ
リ
ス
は
こ
れ
に
対
し
て
、
同
年
一
月
二
十
五
日
付
で
「
す
で
に

領
事
に
任
命
し
た
ラ
ウ
ダ
ー
が
貴
国
官
員
の
同
道
を
得
て
一
月
十
日
ま
で
に
は
当
地
〔
東
京
〕
を
出
立
す

る
予
定
で
あ
っ
た
が
、
貴
国
官
員
が
ま
だ
出
立
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
ラ
ウ
ダ
ー
は
今
で
も
東

京
に
滞
在
し
て
い
る
」
と
し
、
任
命
済
み
の
領
事
が
天
皇
政
府
に
よ
る
護
衛
が
得
ら
れ
な
い
た
め
に
赴
任

で
き
な
い
こ
と
へ
の
不
満
を
伝
え
た
。
そ
れ
ま
で
領
事
選
任
で
は
逡
巡
を
重
ね
た
か
の
よ
う
な
パ
ー
ク
ス

で
あ
っ
た
が
、
天
皇
政
府
に
よ
る
宣
言
の
後
は
、
一
転
し
て
そ
の
宣
言
へ
の
対
応
を
急
い
だ
の
で
あ
る
。 

一
月
十
八
日
の
領
事
派
遣
要
請
に
対
す
る
イ
ギ
リ
ス
以
外
の
反
応
と
し
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
ウ
ー
ト
レ

ー
だ
け
が
一
月
三
十
日
付
で
「
新
潟
で
の
我
が
国
民
の
利
益
に
関
し
て
は
、
イ
ギ
リ
ス
領
事
に
委
任
す
る
」

と
回
答
し
た
。
プ
ロ
イ
セ
ン
・
イ
タ
リ
ア
・
ア
メ
リ
カ
か
ら
の
回
答
は
記
録
さ
れ
て
い
な
い
。
な
お
、
プ

ロ
イ
セ
ン
の
フ
ォ
ン
・
ブ
ラ
ン
ト
は
天
皇
政
府
に
よ
る
新
潟
の
六
九
年
元
日
開
港
に
つ
い
て
、
本
国
に
宛

て
て
「
新
潟
が
イ、
ギ、
リ
ス
、
、
船、
に、
対、
し、
て、
開
か
れ
た
」（
傍
点
は
筆
者
）
と
報
告
し
て
い
る

（

63
）

。
ま
た
、
ア

メ
リ
カ
の
場
合
に
は
、
局
外
中
立
解
除
前
の
こ
の
時
点
で
は
、
厳
格
に
そ
の
中
立
を
維
持
し
た
も
の
と
考
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え
ら
れ
る
。 

こ
の
よ
う
に
、
前
年
の
「
新
潟
開
港
問
題
」
に
お
い
て
各
国
の
見
解
が
不
一
致
で
あ
っ
た
こ
と
や
、
そ

こ
か
ら
生
じ
た「
事
実
上
の
開
港
」
と
い
う
事
態
を
天
皇
政
府
が
国
際
取
極
を
度
外
視
し
て
上
書
き
し
た
、

と
い
う
事
情
を
反
映
し
て
、
新
潟
「
正
式
」
開
港
に
対
す
る
列
強
各
国
の
足
並
み
は
乱
れ
た
。 

 

さ
て
、
イ
ギ
リ
ス
外
務
省
文
書
を
確
認
す
る
限
り
、
パ
ー
ク
ス
が
大
阪
の
ラ
ウ
ダ
ー
に
対
し
て
「
新
潟

に
赴
任
せ
よ
」
と
正
式
に
指
示
し
た
の
は
十
二
月
三
十
日
で
あ
っ
た

（

64
）

。
し
か
し
、
天
皇
政
府
へ
は
す
で

に
同
月
二
十
四
日
に
ラ
ウ
ダ
ー
の
領
事
任
命
を
伝
え
て
い
る
の
で
、
非
公
式
に
は
ラ
ウ
ダ
ー
本
人
へ
の
伝

達
は
も
っ
と
早
く
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
筆
者
は
推
測
す
る
。
そ
の
ラ
ウ
ダ
ー
は
、
翌
六
九
年
一

月
八
日
に
神
戸
で
イ
ギ
リ
ス
汽
船
ア
ゾ
フ
に
乗
り
込
み

（

65
）

、
同
月
十
日
に
横
浜
に
着
い
た

（

66
）

。
先
述
の
一

月
十
八
日
の
天
皇
政
府
か
ら
の
照
会
へ
の
回
答
か
ら
す
る
と
、
パ
ー
ク
ス
は
そ
れ
か
ら
即
刻
に
で
も
ラ
ウ

ダ
ー
を
新
潟
に
送
り
込
み
た
か
っ
た
ら
し
い
。
横
浜
か
ら
新
潟
へ
は
陸
路
を
予
定
し
た
。
パ
ー
ク
ス
は
「
厳

し
い
季
節
に
不
馴
れ
な
海
域
へ
我
が
軍
艦
を
差
向
け
る
費
用
と
危
険
を
回
避
す
る
た
め
」
と
本
省
に
説
明

し
て
い
る

（

67
）

。 

し
か
し
な
が
ら
、
外
国
官
権
判
事
三
澤
揆
一
郎
及
び
水
野
千
波
に
よ
る
同
道
の
準
備
は
、
一
月
十
日
ど

こ
ろ
か
、
そ
の
後
改
め
て
約
束
さ
れ
た
同
月
二
十
二
日
に
な
っ
て
も
間
に
合
わ
ず
、
更
に
五
日
延
期
さ
れ

た
。
パ
ー
ク
ス
は
「
貴
方
の
準
備
が
整
わ
な
い
の
で
あ
れ
ば
当
方
だ
け
で
も
出
立
す
る
」
と
迫
っ
た

（

68
）

。

開
港
し
た
と
宣
言
し
て
い
な
が
ら
足
取
り
が
重
い
天
皇
政
府
と
は
対
照
的
に
、
イ
ギ
リ
ス
は
一
日
も
早
い

新
潟
で
の
プ
レ
ゼ
ン
ス
を
渇
望
し
た
。
そ
こ
で
は
、
不
満
を
積
も
ら
せ
た
イ
ギ
リ
ス
居
留
民
の
欲
求
を
満

た
す
こ
と
と
と
も
に
、
天
皇
政
府
の
手
に
よ
る
新
潟
開
港
を
既
成
事
実
化
し
、
他
の
列
強
各
国
を
局
外
中

立
解
除
に
ま
と
め
あ
げ
る
、
と
い
う
目
前
に
迫
っ
た
課
題
を
パ
ー
ク
ス
が
意
識
し
て
い
た
、
と
い
っ
た
事

情
が
推
測
で
き
よ
う
。
結
局
、
一
行
は
同
月
二
十
七
日
に
よ
う
や
く
板
橋
を
出
立
し
た

（

69
）

。 

一
行
が
信
州
路
経
由
の
旅
を
終
え
て
二
月
十
日
に
新
潟
に
着
い
た
時
、
越
後
は
ま
だ
混
乱
し
て
い
た
。

貿
易
港
新
潟
を
含
め
た
統
治
を
任
さ
れ
た
は
ず
の
新
潟
府
は
実
態
が
な
く
、
北
陸
道
鎮
撫
総
督
府
の
流
れ

を
汲
む
越
後
府
が
存
在
し
て
い
て
、
そ
の
知
事
を
称
す
る
四
条
隆
平
が
長
岡
で
戦
後
統
治
に
あ
た
っ
て
い

た
。
新
潟
で
は
、
開
港
に
向
け
た
準
備
が
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
唐
突
な
開
港
の
こ
と
は
一

般
住
民
に
も
知
ら
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ラ
ウ
ダ
ー
は
赴
任
か
ら
八
日
後
の
同
月
十
八
日
付

の
公
使
館
へ
の
報
告
で
「
新
潟
が
開
港
し
た
こ
と
は
ま
だ
一
般
に
告
知
さ
れ
て
お
ら
ず
、
私
が
こ
こ
に
い

る
の
は
、
私
の
興
味
の
た
め
か
、
あ
る
い
は
日
本
政
府
の
好
意
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
て
い
る
」
と
嘆
い

た
（

70
）

。
そ
う
し
た
ラ
ウ
ダ
ー
着
任
後
の
様
子
は
、
後
段
（
第
三
章
）
で
改
め
て
詳
し
く
解
き
明
か
し
た
い
。 

  

第
二
節 

開
港
初
年
の
貿
易 

 （
１
）
箱
館
戦
争
の
局
面
推
移
と
商
船 

一
八
六
八
年
十
二
月
初
め
に
蝦
夷
地
に
上
陸
し
た
榎
本
武
揚
ら
旧
幕
府
軍
は
、
そ
の
後
も
軍
を
進
め
、

翌
六
九
年
一
月
中
旬
に
は
蝦
夷
地
全
島
の
領
有
を
宣
言
し
た
。
新
潟
開
港
と
時
期
的
に
重
な
る
展
開
で
あ
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っ
た
。
厳
冬
期
を
迎
え
、
や
が
て
戦
線
は
膠
着
し
た
。 

国
内
の
戦
乱
と
し
て
は
こ
う
し
て
継
続
し
た
戊
辰
戦
争
だ
が
、
外
交
的
見
地
で
は
や
が
て
内
戦
は
決
着

済
み
と
見
な
さ
れ
て
い
た
。
列
強
各
国
は
前
年
六
八
年
の
二
月
以
来
、
局
外
中
立
を
宣
言
し
て
い
た
が
、

天
皇
政
府
か
ら
の
度
重
な
る
要
請
を
受
け
、
六
九
年
二
月
九
日
に
こ
れ
を
撤
廃
し
た
。
国
際
法
上
は
対
等

な
交
戦
団
体
で
あ
っ
た
列
藩
同
盟
と
異
な
り
、
蝦
夷
地
の
旧
幕
府
軍
は
も
は
や
日
本
の
正
統
な
新
政
府
に

対
す
る
反
徒
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
た
だ
、
北
方
に
は
相
変
わ
ら
ず
大
勢
の
軍
兵
と
不
穏
な
海
域
が
存
在
し

て
お
り
、
そ
こ
は
我
が
国
の
貿
易
の
中
心
を
担
う
横
浜
港
か
ら
新
潟
港
へ
と
至
る
航
路
上
に
あ
っ
た
。 

と
こ
ろ
で
、
内
戦
の
こ
う
し
た
成
り
ゆ
き
が
国
内
に
膨
大
な
船
舶
需
要
を
生
み
出
し
た
こ
と
は
、
本
論

考
に
と
っ
て
見
逃
す
こ
と
の
で
き
な
い
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。
例
え
ば
、
時
を
少
し
遡
る
が
、
六
八

年
十
一
月
中
旬
、
旧
幕
府
艦
隊
が
江
戸
湾
を
出
て
北
上
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
新
政
府
は
、
こ
れ
に
対

抗
す
る
た
め
、
ま
ず
福
山
藩
（
備
後
）
及
び
越
前
大
野
藩
の
藩
兵
を
急
遽
動
員
し
た
。
両
藩
の
本
領
か
ら

の
兵
員
輸
送
は
、
イ
ギ
リ
ス
汽
船
モ
ー
ナ
を
チ
ャ
ー
タ
ー
し
て
の
も
の
で
あ
っ
た

（

71
）

。
ま
た
、
同
月
八
日

か
ら
の
清
水
谷
府
知
事
、
松
前
藩
兵
ら
の
青
森
へ
の
退
去
に
は
、
や
は
り
外
国
商
船
が
利
用
さ
れ
た
。
更

に
は
十
二
月
二
十
日
、
津
藩
・
岡
山
藩
・
久
留
米
藩
の
兵
は
、
イ
ギ
リ
ス
汽
船
ア
ゾ
フ
及
び
プ
ロ
イ
セ
ン

汽
船
ハ
ヤ
マ
ル
に
分
乗
し
て
横
浜
か
ら
戦
地
を
目
ざ
し
、
青
森
と
そ
の
近
傍
に
駐
留
し
た

（

72
）

。
箱
館
戦
争

に
お
け
る
初
期
の
応
戦
や
青
森
へ
の
退
避
及
び
国
内
各
地
か
ら
の
兵
力
集
結
に
お
い
て
、
外
国
商
船
は
新

政
府
に
大
い
に
頼
ら
れ
た
。
し
か
も
傭
船
料
は
莫
大
で
あ
っ
た
、
と
の
記
録
も
存
在
す
る

（

73
）

。 

当
然
な
が
ら
外
国
商
船
に
は
、
商
船
本
来
の
活
動
が
あ
っ
た
。
旧
幕
府
軍
は
箱
館
を
占
領
し
た
後
、
数

日
間
の
閉
鎖
を
経
て
運
上
所
を
再
開
し
、
同
地
で
の
貿
易
を
管
理
下
に
置
い
た
。
箱
館
は
貿
易
港
と
し
て

機
能
し
続
け
た
。
一
方
、
明
治
新
政
府
の
兵
員
等
が
集
ま
っ
た
青
森
で
は
、
当
座
の
生
活
物
資
の
需
要
が

急
速
に
高
ま
っ
た
。
こ
の
頃
、
外
国
船
は
青
森
港
に
頻
繁
に
入
津
し
、
青
森
と
そ
の
周
辺
に
は
様
々
な
外

国
製
品
が
出
回
っ
て
い
た
、
と
い
う

（

74
）

。 

さ
て
、
箱
館
戦
争
に
伴
う
北
方
で
の
こ
う
し
た
特
異
な
情
勢
は
、
外
国
商
船
・
商
人
ら
の
観
点
か
ら
は

ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
彼
ら
に
と
っ
て
は
、
こ
の
状
況
は
、
敢
え
て
津
軽
海
峡
を
越
え

て
日
本
海
に
乗
り
出
さ
ず
と
も
、
商
売
上
の
利
益
が
十
分
に
見
込
め
る
、
と
い
う
好
都
合
を
意
味
し
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
し
て
や
季
節
は
真
冬
で
あ
る
。
新
潟
開
港
に
対
す
る
横
浜
居
留
地
の
関
心
は
北

方
の
特
需
に
か
き
消
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。 

と
こ
ろ
が
史
料
を
探
っ
て
い
く
と
、
一
般
的
状
況
は
そ
う
で
あ
っ
て
も
、
な
か
に
は
新
潟
に
関
心
を
持

つ
外
国
商
人
が
い
た
よ
う
で
あ
る
。 

イ
ギ
リ
ス
外
務
省
文
書
か
ら
は
、
箱
館
領
事
ユ
ー
ス
デ
ン
（R

ich
a

rd
 E

u
s
d

e
n

）
が
六
九
年
を
通
じ
て

同
港
の
様
子
を
日
ご
と
に
端
的
に
綴
り
、
そ
れ
を
公
使
館
に
報
告
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
ユ
ー
ス

デ
ン
に
よ
る
こ
の
六
九
年
の
「
日
誌
報
告
」
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
に
は
、
特
に
西
洋
形
船
舶
の
箱
館
港

出
入
り
が
克
明
に
、
漏
ら
さ
ぬ
よ
う
に
記
録
さ
れ
て
い
る

（

75
）

。
こ
れ
が
本
論
考
に
よ
る
考
察
に
は
大
き
な

助
け
と
な
る
。 

そ
の
「
日
誌
報
告
（J

o
u

rn
a

l

）」
に
よ
れ
ば
、
六
九
年
元
日
以
降
に
も
何
隻
か
の
船
が
箱
館
か
ら
日
本

海
方
面
へ
と
出
港
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
拾
い
上
げ
た
の
は
表
５
で
あ
る
、
そ
の
な
か
で
、
最
初
に
新
潟
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を
目
ざ
し
た
船
と
し
て
記
録
さ
れ
て
い
る
の
は
、
ロ
シ
ア
の
蒸
気
船
シ
ャ
フ
ツ
ベ
リ
ー
で
あ
っ
た
。
一
月

二
十
八
日
、
箱
館
を
出
港
し
た
シ
ャ
フ
ツ
ベ
リ
ー
は
新
潟
へ
と
向
か
い
、
二
月
四
日
、
し
か
し
そ
の
新
潟

に
到
達
す
る
こ
と
な
く
箱
館
へ
と
帰
港
し
た
、
と
あ
る
。
こ
れ
に
次
い
だ
の
は
、
北
ド
イ
ツ
連
邦

（

76
）

の
帆

船
ゾ
フ
ィ
ー
（S

o
p

h
ie

）
で
あ
っ
た
。
横
浜
か
ら
箱
館
に
三
月
十
五
日
に
来
港
し
た
ゾ
フ
ィ
ー
は
、
同
月

二
十
一
日
に
同
港
を
発
っ
て
新
潟
に
向
か
っ
た
。
お
そ
ら
く
は
こ
の
ゾ
フ
ィ
ー
こ
そ
、
六
九
年
元
日
以
降

で
最
初
と
な
る
貿
易
商
品
を
新
潟
へ
と
運
ん
だ
最
初
の
外
国
船
で
あ
っ
た
。
ゾ
フ
ィ
ー
に
つ
い
て
は
後
段

で
改
め
て
触
れ
る
。 

 

箱
館
で
の
局
面
推
移
に
戻
ろ
う
。 

戦
争
勃
発
か
ら
一
ヶ
月
余
を
経
て
、
現
地
は
一
時
的

に
小
康
状
態
に
入
っ
て
い
た
。
新
政
府
は
厳
冬
期
に
お

け
る
蝦
夷
地
再
奪
取
は
試
み
ず
、
兵
員
は
引
き
続
き
青

森
と
そ
の
近
傍
に
駐
留
し
た
。
旧
幕
府
勢
力
は
蝦
夷
地

経
営
を
進
め
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
気
候
が
和
ら
ぐ
の

に
合
わ
せ
て
、
新
政
府
軍
は
旧
幕
府
勢
力
征
伐
の
準
備

を
整
え
て
い
っ
た
。 

六
九
年
四
月
十
日
以
降
、
品
川
沖
か
ら
出
撃
を
開
始

し
た
新
政
府
艦
隊
は
、
甲
鉄
（
ス
ト
ー
ン
ウ
ォ
ー
ル
）

な
ど
軍
艦
六
隻
が
主
体
で
あ
っ
た
が
、
輸
送
船
と
し
て

外
国
商
船
（
オ
ー
サ
カ
、
ア
ル
ビ
オ
ン
な
ど
）
が
チ
ャ

ー
タ
ー
さ
れ
て
い
た

（

77
）

。
艦
隊
は
五
月
上
旬
、
順
次
青

森
に
入
り
、
五
月
十
七
日
、
二
十
二
日
、
更
に
は
二
十

六
日
と
三
回
に
分
け
て
蝦
夷
地
上
陸
を
企
図
し
た
。
こ

こ
で
も
右
の
商
船
が
活
躍
し
た
。
他
に
も
箱
館
戦
争
に

よ
る
外
国
商
船
の
特
需
が
続
い
た
。 

一
方
の
箱
館
港
で
の
商
業
活
動
は
当
然
影
響
を
受
け
た
。
五
月
中
旬
以
降
の
新
政
府
軍
に
よ
る
蝦
夷
地

反
攻
作
戦
は
、
江
差
や
松
前
（
福
山
）
周
辺
で
の
海
上
砲
撃
を
伴
っ
た
。
戦
線
は
漸
進
し
、
六
月
上
旬
、

新
政
府
は
旧
幕
府
軍
を
箱
館
湾
に
包
囲
し
た
。
こ
の
五
月
中
旬
頃
か
ら
六
月
上
旬
頃
ま
で
の
間
が
、
商
業

目
的
で
の
津
軽
海
峡
横
断
が
も
っ
と
も
困
難
な
時
期
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
後
の
戦
闘
は
箱
館
湾

に
収
斂
さ
れ
、
津
軽
海
峡
の
大
部
分
は
も
は
や
戦
域
で
は
な
く
な
っ
た
。箱
館
居
留
の
外
国
人
の
多
く
は
、

新
政
府
軍
に
よ
る
箱
館
総
攻
撃
を
前
に
、
む
し
ろ
海
上
の
船
舶
に
待
避
し
た
。
そ
の
総
攻
撃
は
六
月
二
十

日
に
開
始
さ
れ
、
一
週
間
後
の
同
月
二
十
七
日
、
旧
幕
府
軍
は
降
伏
し
た
。
こ
こ
に
お
い
て
、
約
一
年
半

に
及
ん
だ
戊
辰
戦
争
は
つ
い
に
終
局
を
見
た
。 

さ
て
、
こ
う
し
た
箱
館
戦
争
後
半
期
の
経
過
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
こ
の
開
港
初
年
の
新
潟
を
め
ぐ

る
外
国
商
船
の
動
向
を
、
ま
ず
は
概
観
し
て
お
き
た
い
。 

表
６
は
、
こ
の
一
八
六
九
年
に
新
潟
に
出
入
港
し
た
外
国
船
の
一
覧
表
で
あ
る
。 

表５：1869年１月以降の西海岸での外国商船航行状況

（イギリス箱館領事による記録）

3月28日

1月7日

1月20日

1月26日

 新潟に到達せず戻ってきた

 新潟に向けて出航した

 西海岸から到着した

1月28日

2月4日

3月21日

3月21日

船　　名 記 録 内 容

 巡航から戻ってきた

 オーガスタ（米）

 ハヤマル（普）

 フォン・ブラント(普）

 シャフツベリー（露）

 シャフツベリー（露）

 ゾフィー（普）

 アーヌス（デンマーク)

 ゾフィー（普）

 西海岸に向けて出航した

 西海岸に向けて出航した

 西海岸から到着した

 新潟に向けて出航した
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こ
の
年
、
先
述
の
ゾ
フ
ィ
ー
を
除
け
ば
、
イ
ギ
リ
ス
帆
船
ス
タ
ッ
グ
が
ま
ず
新
潟
港
に
現
れ
た
。
こ
の

ス
タ
ッ
グ
が
、
新
潟
開
港
後
に
無
事
入
港
し
た
外
国
船
と
し
て
は
初
め
て
の
も
の
と
な
っ
た
。
同
じ
く
イ

ギ
リ
ス
の
帆
船
で
あ
る
ヘ
ン
リ
エ
ッ
タ
及
び
ク
ラ
ウ
ン
が
続
い
た
。
い
ず
れ
も
、
神
戸
か
ら
新
潟
へ
の
往

復
で
あ
り
、
神
戸
の
居
留
地
新
聞
の
シ
ッ
ピ
ン
グ
・
リ
ス
ト
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
系
貿
易
商
会
の
名
が
運
航

会
社
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。 

こ
れ
ら
神
戸
か
ら
の
商
船
三
隻
が
新
潟
に
入
港
し
た
時
期
（
五
月
中
旬
頃
か
ら
六
月
上
旬
頃
ま
で
）は
、

新
政
府
軍
の
大
艦
隊
が
蝦
夷
地
反
攻
を
目
ざ
し
て
北
上
し
て
い
た
時
期
と
重
な
る
。
こ
の
時
期
は
、
海
戦

を
伴
っ
た
戦
い
の
た
め
に
、
津
軽
海
峡
を
抜
け
る
商
船
の
航
行
に
は
大
き
な
危
険
が
伴
っ
た
で
あ
ろ
う
。

そ
の
時
期
に
、
神
戸
か
ら
出
航
し
た
外
国
商
船
が
新
潟
に
寄
港
し
て
い
た
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
例
え

ば
、
最
初
に
新
潟
に
着
港
し
た
ス
タ
ッ
グ
の
航
行
実
績
を
確
認
す
る
と
、
こ
の
時
期
、
ス
タ
ッ
グ
は
主
に

神
戸
・
横
浜
間
の
チ
ャ
ー
タ
ー
運
航
に
あ
た
っ
て
い
た
も
の
を
、
ア
ス
ピ
ナ
ル
・
コ
ー
ン
ズ
商
会
（A

sp
in

a
ll, 

C
o
rn

e
s
 &

 C
o
.

）
が
横
浜
か
ら
神
戸
へ
と
回
航
し
、
神
戸
か
ら
新
潟
へ
の
航
行
に
用
い
た
、
と
い
っ
た
事

情
が
判
明
す
る
（
図
２
）
。
横
浜
か
ら
津
軽
海
峡
を
通
過
し
て
新
潟
へ
至
る
ル
ー
ト
を
敢
え
て
回
避
し
た
、

表６：1869年における外国商船の新潟港出入状況

入港 出港

-
ゾフィー
  Sophie

独/帆/215
箱館

→ 3.28
 ウェーバー〈独〉

1
スタッグ
  Stag

英/帆/258 5.18 6.2  アスピナル・コーンズ〈英〉

2
ヘンリエッタ
  Henrietta

英/帆/181 5.25 6.12  キルビー 〈英〉

3
クラウン
  Crown

英/帆/298 5.29 6.12  レーマン・ハルトマン〈英〉

4
レティシア
  Letitia

米/帆/250 6.17 7.10  クニフラー〈独〉

5
ケバン・ドレム
  Keban Dolem

蘭/汽/250 6.20 ？ 　？

6
ケーダー
  Kedar

英/帆/500 6.21 7.22  ドゥ・コ-ニン・ベルネード〈蘭〉

7.7 7.11
7.20 8.5

8
モーナ
  Mona

英/汽/564 7.13 8.5  ウォッシュ・ホール〈米〉

9
オーサカ
  Osaca

英/汽/330 8.24 9.1 　？

10
ホンキュー
  Honque

米/汽/450 9.14 ？  ウォッシュ・ホール〈米〉

11
ラニーミード
  Runnymede

英/帆/180 9.14 9.21
箱館

→ 9/30
 　？

12
オーシャン・クイーン
  Ocean Queen

英/汽/376 9.15 9.22  ファーブル・ブラント〈瑞〉

13
オーサカ
  Osaka

英/汽/417 10.8 ？ 　？

14
オーシャン・クイーン
  Ocean Queen

英/汽/376 10.14 10.31
箱館

→ 11.3
  ファーブル・ブラント 〈瑞〉

15
ラニーミード
  Runnymede

英/帆/140 10.18 ？
箱館

→ 11.20
 　？

16
C. J. テクストール
  C.J.Textor

英/汽/418 10.30 ？ テクストール〈独〉

17
オーシャン・クイーン
  Ocean Queen

英/汽/376 11.16 11.28 　？

船　　　名
船籍/種別
/トン数

出発港（・経由港）
新潟出入港日

（経由港・）到着港 運航会社

　　　神戸
　　　4.27 →

神戸
→ 6.23

　　　神戸
　　　5.4 →

神戸
→ 7.3

　　　神戸
　　　5.3 →

神戸
→ 6.30

横浜   箱館
    → 3.15/3.21 →

入港できず
（小木港出入）

横浜
 ？→       →

横浜
　　　　→　　　　→ 8.5

横浜
 ？→       →

横浜
　　　　→　　　　→ ？

横浜
 6.8 →      →

箱館           横浜
→ 7.28通過 → 8.10

7
オタゴ
  Otago

英/汽/457
横浜    箱館
？ →   7.3通過 →

箱館           横浜
→ 8.9/8.10   → 8.12

横浜    箱館
10.22→10.26/10.28→

箱館           横浜
→ 11.26/12.3 → 12.7

 テクストール〈独〉

横浜
7.8 →　　　→

箱館           横浜
→ 8.7/8.8     → 8.11

          箱館
          8.18 →

箱館          横浜
→ 9.4/9.4      → 9.9

          箱館
          8.12 →

横浜   箱館
9.6 → 9.9/9.12 →

箱館          横浜
→ 9.17/9.20 → 9.25

横浜   箱館
9.8 → 9.12/9.13 →

箱館          横浜
→ 9.24/9.25 → 9.28

　　長崎
　 　？ →

新潟税関統計（『新潟開港百年史』所載）、横浜・神戸の新聞掲載シッピングリスト（注　参照）、ユースデン「日誌報告」（本文参
照）に基づいて作表した。トン数にバラツキがあるが原史料のままとした。複数の史料の相互に不整合がある場合には作表者
の判断により一部整理している。

・「帆」=帆船、「汽」=蒸気船、「瑞」=スイス、「独」=ここでは北ドイツ連邦、傭船者は商会名
・7オタゴの「新潟出入港日」欄は、一度新潟を出港して再び入港したため二段書きとなっている（原史料のまま）

           箱館
           11.8 →

  →酒田沖で難破

長崎
 → ？

横浜     箱館
10..5 → 10.8/10.10 →

　　　　箱館
　　　　10.10 →
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と
い
う
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
箱
館
戦
争
の
影
響

に
よ
っ
て
、
開
港
後
の
外
国
商
船
の
新
潟
進
出
は
、

神
戸
か
ら
の
経
路
が
先
ん
じ
た
。 

当
時
、
外
国
商
会
の
活
動
の
中
心
は
圧
倒
的
に

横
浜
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
横
浜
・
箱
館
間
は
、
外

国
船
と
す
れ
ば
す
で
に
多
く
の
航
行
実
績
が
あ
っ

た
。
し
か
も
、
神
戸
は
前
年
初
め
に
開
港
し
た
ば

か
り
で
あ
る
。
普
通
に
考
え
て
、
開
い
た
ば
か
り

の
新
潟
港
で
の
取
引
を
外
国
商
会
が
企
図
す
る
の

で
あ
れ
ば
、
横
浜
か
ら
箱
館
、
新
潟
へ
と
い
う
東

回
り
の
ル
ー
ト
が
設
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、
実

際
に
、
そ
の
後
に
新
潟
港
を
発
着
す
る
外
国
船
の

ほ
と
ん
ど
が
横
浜
又
は
箱
館
と
の
往
復
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
神
戸
か
ら
の

往
復
、
と
い
う
新
潟
開
港
の
出
だ
し
は
、
や
は
り
、

か
な
り
変
則
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

加
え
て
、
こ
れ
ら
の
商
船
が
す
べ
て
帆
船
で
あ
っ

た
の
は
、
蒸
気
船
は
戦
時
輸
送
の
た
め
に
好
ん
で

傭
船
さ
れ
た
、
と
い
う
事
情
も
あ
ろ
う
。 

神
戸
か
ら
の
三
隻
に
続
い
て
は
、
六
月
の
三
隻
、

す
な
わ
ち
レ
テ
ィ
シ
ア
（
ア
メ
リ
カ
帆
船
）
、
ケ
バ

ン
・
ド
レ
ム
（
オ
ラ
ン
ダ
蒸
気
船
）
、
及
び
ケ
ダ
ー
（
イ
ギ
リ
ス
帆
船
）
が
新
潟
に
入
港
し
た
。
こ
の
時
期

は
、
箱
館
総
攻
撃
か
ら
旧
幕
府
軍
降
伏
ま
で
の
時
期
と
重
な
る
。
こ
れ
ら
三
隻
の
箱
館
寄
港
は
、
ユ
ー
ス

デ
ン
の
「
日
誌
報
告
」
に
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
津
軽
海
峡
を
抜
け
る
航
行
は
可
能
だ
っ
た
が
箱
館
へ

の
寄
港
は
避
け
た
、
と
推
察
さ
れ
る
。
表
６
か
ら
理
解
で
き
る
よ
う
に
、
横
浜
・
新
潟
の
間
を
往
来
す
る

船
が
途
中
の
箱
館
に
寄
港
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
よ
う
や
く
八
月
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。 

 （
２
）
新
潟
へ
の
先
駆 

こ
こ
で
は
少
し
時
を
戻
し
て
、
先
述
し
た
ゾ
フ
ィ
ー
、
及
び
ゾ
フ
ィ
ー
に
乗
り
込
ん
で
新
潟
へ
の
先
駆

を
果
た
し
た
ド
イ
ツ
商
人
ウ
ェ
ー
バ
ー
（A

rth
u

r R
ich

a
rd

 W
e
b

e
r

）
に
つ
い
て
、
詳
し
く
確
認
し
て
お

き
た
い
。 

ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
一
八
六
三
年
に
来
日
し
、
長
崎
及
び
横
浜
に
お
い
て
ク
ニ
フ
ラ
ー
商
会

（

78
）

の
社
員
と

し
て
経
験
を
積
ん
だ
。
長
崎
の
外
国
人
名
調
べ
の
記
録

（

79
）

に
よ
れ
ば
、
慶
応
二
年
三
月
年
以
降
は
、
彼
の

居
留
が
確
認
で
き
る
。
そ
の
居
留
記
録
は
、
慶
応
三
年
十
二
月
が
最
後
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
は
、
六
十
八

年
元
日
に
開
港
し
た
ば
か
り
の
神
戸
に
移
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
六
八
年
十
一
月
二
十
四
日
、
ウ
ェ
ー

バ
ー
は
神
戸
か
ら
ド
イ
ツ
公
使
フ
ォ
ン
・
ブ
ラ
ン
ト
に
対
し
て
、
新
潟
が
内
戦
の
影
響
を
脱
し
て
無
事
に

図２：イギリス帆船「スタッグ」の航行実績（1869年）

　 神戸 着 1.19 ← 1.? 発 横浜

　 神戸 発 1.25 → 1.28 着 横浜

　 神戸 着 ？ ← 3.11 発 横浜

　 神戸 発 ？ → 3.28 着 横浜

   神戸 着 4.22 ← 4.17 発 横浜

新潟 着 5.16 ← 4.27 発 神戸

新潟 発 6.2 → 6.23 着 神戸

　 神戸 発 7.14 → 7.20 着 横浜

※　数字は月日 →

　

    傭　船　者

？

橫浜碇泊

　　横浜 発　10.20

The Japan Times' Overland Mail（横浜）、The Hiogo and Osaka Herald（神戸）に基づき本論
考筆者が作表した。

　テクストール[バラスト]

アスピナル・コーンズ [バラスト]

サイゴンへ

　　　 　　　 [一般貨物]

　　 　 　 　 [一般貨物]

　　　 　　　　 [バラスト]

テクストール[石炭]
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貿
易
活
動
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
状
況
で
あ
る
か
ど
う
か
、
と
照
会
を
行
っ
た

（

80
）

。
し
か
し
そ
の
返
事
を

得
な
い
ま
ま
、
神
戸
か
ら
横
浜
へ
と
移
っ
た
。
神
戸
か
ら
横
浜
へ
の
移
動
は
、
奇
し
く
も
、
先
述
し
た
イ

ギ
リ
ス
の
初
代
新
潟
領
事
と
同
じ
六
九
年
一
月
八
日
、
同
じ
蒸
気
船
ア
ゾ
フ
に
乗
船
し
て
で
あ
っ
た

（

81
）

。

同
月
十
日
に
横
浜
に
着
い
た

（

82
）

ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
ゾ
フ
ィ
ー
が
新
潟
に
向
け
て
横
浜
を
発
つ
三
月
上
旬
ま

で
、
お
そ
ら
く
は
ク
ニ
フ
ラ
ー
商
会
の
支
援
を
受
け
な
が
ら
新
潟
進
出
に
向
け
て
の
準
備
を
行
っ
て
い
た

こ
と
だ
ろ
う
。
新
潟
で
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
当
初
か
ら
独
立
し
て
ウ
ェ
ー
バ
ー
商
会
（W

e
b

e
r &

 C
o
.

）
を
営

む
が
、
ク
ニ
フ
ラ
ー
商
会
と
の
取
引
を
保
っ
て
い
る
。 

さ
て
、
六
九
年
二
月
十
日
に
江
戸
か
ら
の
陸
路
で
す
で
に
新
潟
に
赴
任
し
て
い
た
ラ
ウ
ダ
ー
の
報
告

（

83
）

に
は
、
季
節
外
れ
に
新
潟
を
目
指
し
て
や
っ
て
き
た
あ
る
船
は
、
佐
渡
ま
で
し
か
近
づ
け
ず
、
結
局
新
潟

港
に
は
入
れ
な
か
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
貨
物
は
佐
渡
か
ら
小
舟
で
新
潟
へ
と
運
搬
さ
れ
、
途
中
で
水
没
し

た
一
部
を
除
き
新
潟
で
の
商
取
引
の
対
象
と
な
っ
た
、
と
あ
る
。
ま
た
、
イ
ギ
リ
ス
に
よ
る
六
九
年
の
貿

易
統
計
で
は
、
こ
の
年
、
北
ド
イ
ツ
連
邦
の
帆
船
一
隻
が
積
み
荷
を
佐
渡
・
小
木
経
由
で
新
潟
に
運
ん
で

お
り
、
そ
の
貨
物
を
新
潟
手
前
ま
で
運
ん
で
き
た
外
国
船
自
体
は
新
潟
に
入
港
し
な
か
っ
た
も
の
の
、
貨

物
は
統
計
実
績
に
含
め
て
い
る

（

84
）

。
本
節
の
最
後
に
掲
げ
た
表
７
（
７‐

１
）
で
こ
れ
が
確
認
で
き
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
も
、
正
式
開
港
後
の
新
潟
で
の
貿
易
は
、
こ
れ
ま
で
『
新
潟
開
港
百
年
史
』
な
ど
を
通
じ

て
周
知
さ
れ
て
き
た
同
年
五
月
の
ス
タ
ッ
グ
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
四
月
上
旬
に
新
潟
近
海
に
現
れ
た
ゾ

フ
ィ
ー
の
積
荷
と
推
測
さ
れ
る
商
品
と
、
そ
の
商
品
を
運
ん
で
き
た
新
潟
に
進
出
し
た
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
よ

っ
て
開
始
さ
れ
た
、
と
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。 

ウ
ェ
ー
バ
ー
が
運
ん
で
き
た
商
品
の
少
な
く
と
も
一
部
は
、
オ
ラ
ン
ダ
貿
易
会
社
（N

e
d

e
rla

n
sch

e
 

H
a

n
d

e
l M

a
a

tsch
a

p
p

ij

）
か
ら
の
受
託
商
品
で
あ
っ
た

（

85
）

。
と
い
う
の
も
、
四
月
十
三
日
、
ウ
ェ
ー
バ

ー
は
同
社
の
横
浜
代
理
店
を
つ
と
め
る
フ
ァ
ン
・
デ
ア
・
タ
ッ
ク
（I. v

a
n

 d
e
r T

a
k

）
に
宛
て
て
、
自
身

の
新
潟
到
着
の
様
子
を
次
の
よ
う
に
伝
え
て
い
た

（

86
）

。 

「
幸
運
に
も
当
地
に
四
日
前
に
着
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
残
念
な
が
ら
、
私
が
受
託
し
た
貨
物
の
一

部
で
あ
る
捺
染
布
一
箱
（
五
〇
点
）
及
び
ラ
ス
テ
ィ
ン
グ
一
箱
（
二
〇
点
）
が
艀
の
事
故
に
遭
っ
た

こ
と
を
ご
報
告
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
う
ち
捺
染
布
一
箱
は
海
か
ら
引
き
揚
げ
ま
し
た
が
、

ラ
ス
テ
ィ
ン
グ
は
海
で
散
乱
し
、
箱
の
中
に
残
っ
て
い
た
九
点
だ
け
を
引
き
揚
げ
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。
そ
の
艀
は
破
壊
さ
れ
た
の
で
、
保
険
会
社
へ
は
全
損
と
し
て
届
出
を
行
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

損
害
は
す
べ
て
補
填
で
き
る
も
の
と
望
ん
で
お
り
ま
す
。
事
故
に
関
す
る
書
類
は
横
浜
プ
ロ
イ
セ
ン

領
事
館
に
送
り
ま
し
た
の
で
、
ど
う
ぞ
閲
覧
く
だ
さ
い
」 

新
潟
港
は
河
口
に
堆
積
す
る
土
砂
に
よ
っ
て
水
深
が
浅
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
大
型
の
船
は
沖
合
に
碇

泊
し
、
そ
こ
か
ら
信
濃
川
左
岸
の
岸
ま
で
は
小
型
の
港
内
運
搬
船
（
艀
船
）
を
使
用
し
て
積
み
荷
を
往
来

さ
せ
た
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、
そ
の
艀
の
作
業
中
に
水
損
事
故
が
起
こ
っ
た
。 

な
お
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
後
年
と
な
っ
て
自
叙
伝
的
小
説

（

87
）

を
著
し
て
い
る
が
、
そ
の
小
説
の
中
で
、
明

治
新
政
府
が
開
港
を
宣
言
し
た
こ
と
を
受
け
て
彼
が
新
潟
進
出
を
決
意
し
た
こ
と
に
関
し
て
、
次
の
よ
う

に
記
し
て
い
る
。 

「
ミ
カ
ド
の
政
府
が
新
潟
の
開
港
を
宣
言
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
万
一
私
が
暴
力
に
よ
っ
て
生
命
や
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財
産
を
失
う
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
財
産
の
ほ
う
は
、
日
本
政
府
に
は
こ
れ
を
補
償
す
る
責
任

が
生
じ
た
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
あ
ら
ゆ
る
海
難
事
故
に
対
し
て
は
、
保
険
会
社
が
そ
の
補
償
に
応

ず
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
委
託
者
に
と
っ
て
は
べ
つ
に
何
の
危
険
も
な
い
」 

新
潟
へ
の
航
海
途
上
で
戦
乱
に
よ
る
被
害
を
受
け
た
場
合
、
開
港
宣
言
の
お
か
げ
で
新
政
府
か
ら
の
補

償
が
期
待
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
し
か
も
海
上
で
の
自
然
災
害
な
ど
に
よ
る
被
害
は
海
上
保
険
会
社
の
保

険
の
対
象
に
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
る
右
の
文
章
で

は
、
先
の
「
正
式
」
開
港
宣
言
が
商
業
者
ら
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
実
際
的
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
っ

た
か
、
と
い
う
こ
と
が
如
実
に
語
ら
れ
て
い
る
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
こ
う
し
た
条
件
を
確
認
し
た
う
え
で
新

潟
へ
の
委
託
貨
物
を
集
め
た
の
で
あ
っ
た
。
冬
の
日
本
海
へ
の
果
敢
な
航
海
に
よ
っ
て
、
誰
よ
り
も
先
に

新
潟
で
の
商
業
活
動
に
臨
ん
だ
ウ
ェ
ー
バ
ー
で
あ
っ
た
が
、
前
年
新
潟
で
活
動
し
た
ス
ネ
ル
の
よ
う
な
冒

険
商
人
と
は
本
質
的
に
異
な
っ
て
い
た
、
と
言
え
よ
う
。 

と
こ
ろ
が
、
こ
こ
で
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
述
べ
た
海
難
事
故
が
現
実
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
領
事

ラ
ウ
ダ
ー
は
、
七
月
末
の
先
の
報
告

（

88
）

の
な
か
で
、
こ
の
艀
の
事
故
に
つ
い
て
「
六
隻
中
四
隻
が
難
破
し

た
た
め
商
品
は
ひ
ど
い
損
害
を
受
け
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
商
品
は
か
な
り
有
利
な
価
格
で
取
引
さ
れ
た

よ
う
で
あ
る
。
こ
の
事
故
は
、
開
港
の
ま
さ
に
最
初
に
起
こ
っ
た
だ
け
に
不
運
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
新
潟

に
対
す
る
悪
い
印
象
を
遠
方
の
商
人
に
与
え
た
だ
け
で
な
く
、
小
舟
に
よ
る
運
送
リ
ス
ク
を
横
浜
の
保
険

会
社
が
引
き
受
け
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
記
し
て
い
る
。 

海
上
保
険
に
お
け
る
新
潟
港
の
極
め
て
低
い
評
価
に
つ
い
て
は
、
複
数
の
史
料
で
確
認
で
き
る
。
例
え

ば
、
同
じ
く
イ
ギ
リ
ス
の
領
事
代
理
と
し
て
後
年
新
潟
に
駐
在
し
た
エ
ン
ス
リ
ー
も
、
七
二
年
八
月
に
公

使
館
へ
提
出
し
た
報
告

（

89
）

の
な
か
で
、
新
潟
港
へ
の
船
舶
に
対
す
る
保
険
の
割
増
料
金
が
極
め
て
高
い
こ

と
、
明
治
政
府
が
六
七
年
の
国
際
取
極
に
基
づ
い
て
供
用
し
た
新
潟
・
夷
間
の
小
蒸
気
船

（

90
）

に
積
載
さ
れ

る
貨
物
に
対
し
て
保
険
会
社
が
付
保
し
な
い
こ
と
、
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
（
エ
ン
ス
リ
ー
に
よ
る
同
報
告

は
第
三
章
第
二
節
で
抄
出
）
。
ま
た
、
日
本
で
初
の
本
格
的
な
損
害
保
険
会
社
で
あ
る
東
京
海
上
保
険
会
社

の
創
業
計
画
時
（
一
八
七
六
年
）
に
お
い
て
も
、
新
潟
港
を
航
行
す
る
船
舶
に
対
し
て
は
高
い
保
険
料
率

が
設
定
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
港
内
運
搬
船
に
よ
る
作
業
か
ら
生
じ
た
損
害
（「
端
舟
ノ
危
険
」
）
は
免
責

事
項
と
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る

（

91
）

。
こ
れ
ら
は
、
先
の
ラ
ウ
ダ
ー
の
報
告
に
ま
さ
し

く
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。 

や
や
先
走
る
よ
う
で
あ
る
が
、
新
潟
港
を
訪
れ
る
外
国
船
は
、
開
港
三
年
目
か
ら
は
大
き
く
減
少
す
る
。

潜
在
的
な
物
流
の
需
要
自
体
が
突
如
減
少
し
た
と
は
考
え
づ
ら
い
新
潟
が
外
国
船
か
ら
敬
遠
さ
れ
た
背
景

に
は
、
そ
の
有
力
な
要
因
と
し
て
、
海
上
輸
送
保
険
に
お
け
る
圧
倒
的
に
不
利
な
取
扱
い
が
あ
っ
た
、
と

筆
者
は
推
測
す
る
。 

 

さ
て
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
新
潟
で
活
動
を
始
め
た
後
、
一
ヶ
月
余
り
を
経
て
港
に
現
れ
た
の
は
、
先
述
の

と
お
り
ス
タ
ッ
グ
・
ヘ
ン
リ
エ
ッ
タ
、
ク
ラ
ウ
ン
で
あ
り
、
神
戸
の
居
留
地
新
聞
の
シ
ッ
ピ
ン
グ
・
リ
ス

ト
は
、
こ
の
三
隻
の
運
航
は
い
ず
れ
も
イ
ギ
リ
ス
系
商
社
に
よ
る
も
の
と
記
録
す
る
。
し
か
し
、
オ
ラ
ン

ダ
貿
易
会
社
の
史
料
に
含
ま
れ
る
先
述
の
ウ
ェ
ー
バ
ー
か
ら
オ
ラ
ン
ダ
貿
易
会
社
へ
の
書
翰
に
お
い
て
は
、
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こ
れ
ら
の
外
国
船
が
新
潟
か
ら
の
米
の
運
び
出
し
を
目
的
と
し
て
日
本
商
人
に
よ
っ
て
チ
ャ
ー
タ
ー
さ
れ

た
も
の
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る

（

92
）

。
言
う
ま
で
も
な
く
、
新
潟
と
関
西
を
結
ぶ
航

路
は
近
世
以
来
の
重
要
な
物
流
の
動
脈
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
ら
三
隻
の
航
行
は
、
従
来
の
国
内
物

流
の
脈
絡
で
捉
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
と
は
い
え
、
神
戸
か
ら
新
潟
へ
の
往
路
に
お
い

て
は
通
常
外
国
商
人
が
扱
う
貨
物
を
積
ん
で
い
た
。
更
に
は
、
こ
の
年
新
潟
に
来
港
し
た
外
国
船
の
な
か

で
、
こ
れ
ら
三
隻
に
限
っ
て
は
、
ど
う
や
ら
新
政
府
の
官
員
が
同
乗
し
て
い
た
ら
し
い
。『
新
潟
開
港
百
年

史
』
が
掲
載
す
る
当
時
の
税
関
記
録
に
は
、
三
隻
に
関
す
る
記
録
に
、
す
べ
て
「
大
坂
出
張
所
箱
館
会
所

雇
上
ヶ
役
人
」
が
乗
り
組
ん
だ
こ
と
な
ど
が
載
っ
て
い
る

（

93
）

。
外
国
商
船
へ
の
日
本
政
府
官
員
の
同
船
は
、

一
体
何
を
意
味
す
る
の
か
。「
雇
上
げ
役
人
」
と
は
、
実
際
に
は
こ
の
海
域
を
熟
知
し
た
日
本
商
人
と
理
解

す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
ス
タ
ッ
グ
は
じ
め
神
戸
か
ら
の
三
隻
は
、
新
潟
開
港
に
あ
た
っ
て
の
新
政
府
と

イ
ギ
リ
ス
と
の
特
別
な
関
係
と
も
絡
ん
だ
、
お
そ
ら
く
は
年
貢
米
の
運
搬
に
供
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と

も
考
え
ら
れ
る
の
だ
が
、
一
方
で
、
こ
れ
ら
の
運
航
に
明
治
新
政
府
の
整
然
と
し
た
意
思
を
感
じ
取
る
こ

と
も
で
き
な
い
。
と
い
う
の
も
、
こ
れ
ら
三
隻
が
目
論
ん
だ
新
潟
か
ら
の
米
の
運
び
出
し
は
、
結
局
達
成

で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
後
述
す
る
。
な
お
、
オ
ラ
ン
ダ
貿
易
会
社
の
史
料
か
ら
判
明

す
る
と
こ
ろ
で
は
、
同
社
な
い
し
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
こ
れ
ら
三
隻
の
積
荷
に
は
関
わ
っ
て
い
な
い
。 

更
に
一
ヶ
月
を
経
た
六
月
下
旬
に
は
、
レ
テ
ィ
シ
ア
、
ケ
バ
ン
・
ド
レ
ム
、
ケ
ダ
ル
の
三
隻
が
相
次
い

で
着
港
す
る
。
新
潟
で
の
商
売
が
成
算
あ
り
と
み
た
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
オ
ラ
ン
ダ
貿
易
会
社
史
料
に
よ
れ

ば
、
自
ら
レ
テ
ィ
シ
ア
を
チ
ャ
ー
タ
ー
し
た
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
帰
り
荷
と
し
て
近
隣
の
諸
侯
か
ら
米
の

輸
送
を
引
き
受
け
て
い
た
。
横
浜
の
シ
ッ
ピ
ン
グ
・
リ
ス
ト
に
は
、
レ
テ
ィ
シ
ア
の
運
航
に
関
し
て
ク
ニ

フ
ラ
ー
商
会
の
名
が
挙
が
っ
て
い
る
の
で
、
こ
の
チ
ャ
ー
タ
ー
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
彼
自
身
が
直
前
ま
で

勤
め
て
い
た
同
社
か
ら
の
協
力
を
得
て
実
行
し
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。 

一
方
、
オ
ラ
ン
ダ
貿
易
会
社
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
対
し
て
、
ケ
ダ
ル
を
チ
ャ
ー
タ
ー
し
た
こ
と
を
伝
え
、

行
き
荷
で
あ
る
繊
維
品
の
新
潟
で
の
販
売
や
、
帰
り
荷
と
す
る
つ
も
り
の
米
の
積
み
込
み
に
関
し
て
ウ
ェ

ー
バ
ー
か
ら
の
協
力
を
要
請
し
た
。
ケ
ダ
ル
に
は
同
社
の
社
員
で
あ
る
ブ
ル
ー
ム
が
乗
船
し
て
新
潟
で
の

売
買
の
任
を
負
っ
て
い
た
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
ブ
ル
ー
ム
へ
の
協
力
を
約
束
し
た
。
も
う
一
隻
、
オ
ラ
ン
ダ

蒸
気
船
ケ
バ
ン
・
ド
レ
ム
は
、
船
自
体
の
売
却
を
目
論
ん
で
新
潟
に
回
航
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ウ
ェ
ー

バ
ー
は
こ
の
売
却
に
も
尽
力
す
る

（

94
）

。
な
お
、
オ
ラ
ン
ダ
貿
易
会
社
か
ら
の
書
翰
で
は
、
ケ
バ
ン
・
ド
レ

ム
は
「
青
森
経
由
で
新
潟
に
向
か
う
」
と
あ
る
。
レ
テ
ィ
シ
ア
、
ケ
バ
ン
・
ド
レ
ム
、
ケ
ダ
ル
の
新
潟
へ

の
航
行
は
、
六
月
二
十
日
に
新
政
府
軍
が
箱
館
へ
の
総
攻
撃
を
開
始
す
る
以
前
に
津
軽
海
峡
を
抜
け
た
、

と
い
う
タ
イ
ミ
ン
グ
で
あ
っ
た
。 

以
上
、
開
港
初
年
前
半
の
外
国
商
船
の
動
き
に
関
し
て
は
、
オ
ラ
ン
ダ
貿
易
会
社
史
料
を
加
え
る
こ
と

に
よ
り
、
か
な
り
詳
し
く
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ら
を
ま
と
め
る
と
、
ド
イ
ツ
商
人
ウ
ェ
ー
バ

ー
が
い
ち
早
く
新
潟
に
拠
点
を
構
え
、
こ
の
ウ
ェ
ー
バ
ー
を
支
点
と
し
て
、
ク
ニ
フ
ラ
ー
商
会
、
オ
ラ
ン

ダ
貿
易
会
社
と
い
う
ド
イ
ツ
、
オ
ラ
ン
ダ
の
商
社
が
先
駆
け
た
、
と
い
っ
た
様
相
が
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
見

え
て
く
る
。 

続
く
七
月
に
は
、
い
ず
れ
も
イ
ギ
リ
ス
の
蒸
気
船
で
あ
る
オ
タ
ゴ
及
び
モ
ー
ナ
が
来
港
し
た
。
こ
の
二
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隻
以
降
、
新
潟
を
訪
れ
る
外
国
船
は
帆
船
か
ら
蒸
気
船
へ
と
移
行
し
て
い
く
。
長
ら
く
箱
館
戦
争
に
徴
用

さ
れ
て
い
た
モ
ー
ナ
が
商
船
本
来
の
輸
送
に
復
帰
し
た
こ
と
を
考
え
て
も
、
兵
員
帰
還
を
含
め
た
戦
時
輸

送
が
一
段
落
し
た
状
況
を
こ
こ
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。 

 

（
３
）
貿
易
活
動
の
本
格
化 

四
月
上
旬
に
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
新
潟
に
先
駆
し
た
後
し
ば
ら
く
は
、
彼
に
続
い
て
新
潟
で
の
居
留
を
試
み

る
商
人
は
現
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
領
事
ラ
ウ
ダ
ー
が
七
月
末
の
時
点
で
、「
今
年
初
め
の

開
港
以
来
、
新
潟
で
居
を
構
え
た
商
人
は
一
人
の
み
で
あ
る
」
と
報
告
し
て
い
る

（

95
）

と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
、

ス
タ
ッ
グ
を
は
じ
め
と
し
た
商
船
に
は
、
そ
の
ま
ま
新
潟
に
と
ど
ま
る
外
国
商
人
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ

ろ
う
。
こ
う
し
た
状
況
は
、
戦
乱
に
伴
う
北
方
海
域
の
特
殊
事
情
が
霧
消
し
た
時
点
で
よ
う
や
く
変
化
を

見
せ
た
。 

新
潟
に
向
け
て
徐
々
に
外
国
商
人
が
押
し
寄
せ
て
き
た
の
は
、
九
月
中
旬
に
ホ
ン
キ
ュ
ー
、
ラ
ニ
ー
ミ

ー
ド
、
オ
ー
シ
ャ
ン
・
ク
イ
ー
ン
の
三
隻
が
立
て
続
け
に
入
港
し
た
頃
で
あ
っ
た
。
ラ
ウ
ダ
ー
に
代
わ
っ

て
八
月
初
め
か
ら
新
潟
に
駐
在
し
た
イ
ギ
リ
ス
領
事
代
理
の
ト
ゥ
ル
ー
プ
は
、
九
月
二
十
二
日
の
時
点
で

「
こ
こ
十
日
間
で
ド
イ
ツ
・
オ
ラ
ン
ダ
・
ス
イ
ス
の
商
人
が
何
人
か
や
っ
て
き
た
。
こ
れ
で
当
地
の
居
留

商
人
は
全
部
で
十
五
名
ほ
ど
に
な
っ
た
」
と
報
告
し
て
い
る

（

96
）

。
具
体
的
な
名
が
確
認
で
き
る
商
人
と
し

て
は
、
ま
ず
、
ホ
ン
キ
ュ
ー
で
新
潟
に
乗
り
込
ん
だ
ア
ト
リ
ア
ン
（T

h
e
o
d

o
r A

d
ria

n

）
及
び
フ
ァ
ン
・

カ
ス
テ
ー
ル
（v

a
n

 K
a

s
te

e
l

）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
と
も
に
オ
ラ
ン
ダ
人
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
は
神
戸
に
お

図３：箱館戦争期における新潟への商船の動き（概念図）
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り
、
新
潟
で
二
人
は
共
同
し
て
商
会
（A

d
ria

n
 J

r., v
a

n
 K

a
s
te

e
l &

 C
o
.

）
を
営
ん
だ

（

97
）

。
ま
た
、
オ

ー
シ
ャ
ン
・
ク
イ
ー
ン
で
ラ
イ
ス
ナ
ー
（A

d
o
lp

h
 L

e
y
sn

e
r

）
が
新
潟
に
着
い
た
。
北
ド
イ
ツ
連
邦
の
領

事
を
兼
ね
た
人
物
で
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
と
共
同
で
ウ
ェ
ー
バ
ー
・
ラ
イ
ス
ナ
ー
商
会
（W

e
b

e
r, L

e
y
sn

e
r &

 

C
o
.

）
を
営
む
こ
と
に
な
っ
た
（
ラ
イ
ス
ナ
ー
に
関
し
て
は
第
四
章
で
詳
述
す
る
）
。
更
に
は
オ
ラ
ン
ダ
の

フ
ァ
ン
・
デ
ン
・
ブ
ル
ー
ク
（I. v

a
n

 d
e
n

 B
ro

e
k

）
が
九
月
半
ば
ま
で
に
は
新
潟
を
拠
点
と
し
た
活
動

を
開
始
し
て
い
る

（

98
）

。
他
に
も
、
や
は
り
い
ず
れ
も
オ
ラ
ン
ダ
の
フ
ァ
ン
・
ボ
ー
フ
ェ
ン
・
フ
ァ
ッ
ハ
（v

a
n

 

B
o
v
e
n

 F
a

g
g

）
、
ア
ー
ノ
ル
ド
（A

rn
o
ld

）
が
す
で
に
新
潟
に
現
れ
て
い
た
記
録
が
残
る

（

99
）

。 

十
一
月
半
ば
に
入
港
し
た
オ
ー
シ
ャ
ン
・
ク
イ
ー
ン
に
は
、
オ
ラ
ン
ダ
貿
易
会
社
の
社
員
で
あ
る
メ
ー

ス
（R

u
d

o
lf A

d
ria

n
 M

e
e
s

）
が
乗
船
し
て
い
た
。
そ
れ
ま
で
ウ
ェ
ー
バ
ー
を
代
理
店
と
し
て
い
た
オ
ラ

ン
ダ
貿
易
会
社
は
、
こ
の
時
点
で
、
自
社
社
員
を
新
潟
に
送
り
込
ん
で
活
動
す
る
こ
と
と
し
、
ウ
ェ
ー
バ

ー
（
こ
の
時
点
で
は
ウ
ェ
ー
バ
ー
・
ラ
イ
ス
ナ
ー
商
会
）
と
の
代
理
店
関
係
を
解
消
し
た
の
で
あ
っ
た
。 

振
り
返
っ
て
み
れ
ば
、
こ
の
六
九
年
秋
以
降
、
冬
の
訪
れ
と
と
も
に
港
の
活
動
が
休
止
す
る
ま
で
の
時

期
が
、
す
で
に
開
港
新
潟
の
ピ
ー
ク
で
あ
っ
た
と
言
え
る

（

100
）

。
夏
か
ら
秋
に
か
け
て
新
潟
で
居
留
を
始
め

た
商
人
ら
は
、
そ
の
大
方
が
こ
の
冬
を
新
潟
で
過
ご
し
た
。
そ
し
て
翌
七
〇
年
の
春
先
に
彼
ら
を
待
ち
受

け
て
い
た
の
は
、
新
潟
の
町
と
港
を
襲
っ
た
商
業
上
の
大
き
な
困
難
で
あ
っ
た
。
こ
の
件
に
つ
い
て
は
、

次
の
第
二
章
で
詳
し
く
追
う
こ
と
に
な
る
。 

 

以
上
追
っ
て
き
た
外
国
商
人
と
外
国
船
の
活
動
を
ま
と
め
て
お
こ
う
。 

開
港
後
、
初
め
て
港
に
商
品
を
運
ん
で
き
た
の
は
、
ド
イ
ツ
商
人
ウ
ェ
ー
バ
ー
で
あ
っ
た
。
横
浜
か
ら

箱
館
経
由
で
商
品
を
運
搬
し
た
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
そ
の
船
で
は
新
潟
に
入
港
で
き
ず
、
や
む
な
く
小
木
港

に
い
っ
た
ん
退
避
し
、
艀
を
使
っ
て
新
潟
に
商
品
を
運
ん
だ
。
商
品
の
一
部
は
水
損
し
た
も
の
の
、
運
ば

れ
た
商
品
は
新
潟
で
取
引
さ
れ
た
。
正
式
開
港
後
の
新
潟
に
お
け
る
、
外
国
商
人
・
外
国
船
に
よ
る
貿
易

活
動
の
開
始
で
あ
っ
た
。 

そ
の
後
、
榎
本
軍
と
新
政
府
軍
と
が
戦
闘
を
開
始
し
、
津
軽
海
峡
を
通
過
す
る
ル
ー
ト
で
の
新
潟
進
出

は
阻
ま
れ
た
。
代
わ
り
に
、
神
戸
か
ら
外
国
商
品
を
積
ん
だ
帆
船
が
三
隻
現
れ
、
こ
れ
ら
が
、
実
際
に
新

潟
港
に
出
入
し
た
初
め
て
の
外
国
船
と
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
船
は
、
新
政
府
が
新
潟
港
か
ら
の
米
の
運
び

出
し
を
目
論
ん
だ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
現
地
当
局
は
こ
の
運
び
出
し
を
拒
ん
だ
。
以
降
も
、
横
浜
や

箱
館
で
チ
ャ
ー
タ
ー
さ
れ
た
船
が
新
潟
か
ら
の
米
の
運
送
を
目
指
し
た
が
、
そ
の
多
く
は
難
航
し
た
。 

一
方
、
外
国
か
ら
の
輸
入
製
品
の
新
潟
で
の
販
売
は
、
か
な
り
好
調
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
特
に
繊
維

品
の
取
引
は
好
調
で
あ
っ
た
。
他
に
も
、
砂
糖
・
鉄
な
ど
が
輸
入
さ
れ
た
。
そ
れ
ら
の
商
品
の
多
く
は
、

す
で
に
国
内
他
港
で
通
関
を
済
ま
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
輸
入
商
品
の
消
費
地
と
し

て
の
新
潟
は
ま
ず
ま
す
の
評
判
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
こ
に
は
陸
路
と
の
競
争
が
あ
っ
た
。

横
浜
か
ら
新
潟
へ
商
品
を
持
ち
込
む
場
合
、
地
図
で
確
認
す
る
ま
で
も
な
く
、
陸
路
の
ほ
う
が
圧
倒
的
に

距
離
が
短
い
。
コ
ス
ト
面
を
含
め
て
、
日
本
商
人
と
太
刀
打
ち
で
き
る
か
ど
う
か
。
そ
れ
が
今
後
の
取
引

の
成
り
ゆ
き
を
決
す
る
ポ
イ
ン
ト
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
通
貨
の
混
乱
、
米
取
引
の
混

乱
を
は
じ
め
、
内
戦
直
後
ゆ
え
の
政
治
経
済
上
の
困
難
が
早
期
に
終
息
さ
れ
る
こ
と
、
更
に
は
、
港
施
設
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の
整
備
が
進
む
こ
と
、
な
ど
が
期
待
さ
れ
た
。 

こ
う
し
た
開
港
初
年
の
様
子
に
つ
い
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
初
代
領
事
ラ
ウ
ダ
ー
は
、
彼
が
離
任
す
る
直
前

の
六
九
年
七
月
三
十
一
日
付
で
、
公
使
館
に
対
し
て
報
告
書
を
作
成
し
た

（

101
）

。
こ
の
報
告
書
は
、
内
容
的

に
は
、
彼
の
約
半
年
の
新
潟
駐
在
を
総
括
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
報
告
書
で
ラ
ウ
ダ
ー
は
、
最
初
に

新
潟
に
乗
り
込
ん
だ
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
様
子
や
、
そ
の
時
点
で
す
で
に
活
発
に
行
わ
れ
て
い
た
輸
入
繊
維
品

の
活
発
な
取
引
の
様
子
を
伝
え
た
。
そ
し
て
ま
た
、
彼
が
貿
易
地
と
し
て
の
新
潟
の
可
能
性
を
極
め
て
高

く
評
価
し
た
こ
と
を
、
次
の
よ
う
な
言
葉
で
伝
え
て
い
た
。 

 

「
新
潟
町
は
交
易
と
い
う
目
的
に
適
し
た
位
置
に
あ
る
。
内
陸
部
と
は
水
路
に
よ
る
行
き
来
が
容
易

で
、
奥
州
、
出
羽
の
養
蚕
地
域
、
越
後
の
茶
栽
培
地
域
、
及
び
会
津
の
豊
富
な
銅
山
に
と
っ
て
の
天

然
の
積
出
し
地
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
加
賀
、
越
前
か
ら
も
通
航
が
最
も
容
易
な
港
と
言
え
る
。

劣
悪
な
通
貨
や
、
こ
の
地
域
で
語
ら
れ
る
こ
と
の
多
い
先
年
来
の
革
命
に
よ
る
悪
影
響
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
す
で
に
輸
入
は
開
始
さ
れ
て
お
り
、
今
後
の
交
易
の
見
通
し
は
明
る
い
。
そ
れ
に
、
現
在
日

本
か
ら
輸
出
さ
れ
て
い
る
産
品
の
い
ず
れ
も
、
こ
こ
で
は
需
要
に
見
合
う
十
分
な
量
を
調
達
で
き
る

で
あ
ろ
う
。
確
か
に
今
の
と
こ
ろ
、
地
元
商
人
は
自
分
の
商
品
に
法
外
な
値
段
を
要
求
し
て
く
る
し
、

輸
入
品
に
対
し
て
最
初
は
驚
く
ほ
ど
低
い
値
段
を
提
示
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
理
由
は
外
国
商
人
ど

う
し
の
競
争
が
な
い
た
め
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
当
地
の
日
本
人
に
は
、
外
国
と
の
取
引
を
行
う
上
で

大
き
な
意
味
を
持
つ
市
場
価
格
、
両
替
、
様
々
な
手
数
料
に
関
す
る
知
識
が
な
く
、
し
た
が
っ
て
自

分
た
ち
の
計
算
で
は
外
国
人
が
提
示
す
る
値
段
が
適
当
か
ど
う
か
判
断
で
き
な
い
。
値
段
が
適
当
で

あ
る
か
を
納
得
す
る
唯
一
の
方
法
は
、
実
際
に
取
引
の
感
覚
を
つ
か
む
こ
と
で
あ
る
。
新
潟
で
こ
の

感
覚
を
つ
か
ん
で
い
く
方
法
は
な
い
の
で
、
横
浜
に
自
ら
赴
く
か
、
あ
る
い
は
人
を
遣
っ
て
情
報
を

集
め
て
い
る
者
も
い
る
。
外
国
人
居
留
商
人
が
次
第
に
増
え
、
外
国
商
品
の
市
場
価
格
に
関
す
る
知

識
が
新
潟
で
得
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
外
国
交
易
の
や
り
方
を
会
得
し
さ
え
す
れ
ば
、
新
潟
が
日
本

の
主
要
な
交
易
地
の
一
つ
と
な
ら
な
い
理
由
な
ど
私
に
は
思
い
当
た
ら
な
い
。
新
潟
港
は
、
日
本
の

少
な
く
と
も
四
分
の
一
の
地
域
の
輸
出
入
を
担
い
う
る
港
で
あ
る
。 

新
潟
に
と
っ
て
の
大
き
な
障
害
は
、
そ
の
港
施
設
の
不
備
で
あ
る
。
こ
の
不
備
が
補
わ
れ
な
い
限

り
、
交
易
を
十
分
に
発
展
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
外
国
商
人
は
、
市
場
が
若
干
有
望

だ
か
ら
と
い
っ
て
、
敢
え
て
新
潟
に
投
資
す
る
リ
ス
ク
を
冒
さ
な
い
で
あ
ろ
う
。
輸
出
も
輸
入
も
、

高
く
て
回
り
道
だ
と
し
て
も
危
険
の
少
な
い
ル
ー
ト
を
選
ん
で
市
場
を
探
す
で
あ
ろ
う
。
新
潟
の
当

局
も
こ
う
し
た
不
都
合
を
十
分
認
識
し
て
お
り
、
し
ば
ら
く
前
か
ら
中
央
政
府
と
交
渉
を
行
っ
て
、

新
潟
町
が
あ
る
信
濃
川
河
口
に
港
を
建
設
す
る
た
め
の
工
事
を
即
刻
開
始
す
る
許
可
を
得
よ
う
と
し

て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
許
可
取
得
の
見
通
し
に
関
し
て
は
楽
観
で
き
る
こ
と
を
付
け
加
え
て
お
く
」 

 

ま
た
、
イ
ギ
リ
ス
領
事
館
は
、
開
港
初
年
の
様
子
に
つ
い
て
、
別
の
ま
と
ま
っ
た
報
告
も
残
し
て
い
る
。

領
事
代
理
ト
ゥ
ル
ー
プ
が
ま
と
め
た
一
八
六
九
年
の
正
式
な
年
次
報
告
書
で
あ
る
。 

そ
の
ト
ゥ
ル
ー
プ
に
よ
る
年
次
報
告
書
は
、
全
体
と
し
て
、
新
潟
港
の
潜
在
力
に
対
す
る
明
る
い
期
待
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を
表
明
し
て
い
る
点
で
は
、
右
の
ラ
ウ
ダ
ー
の
報
告
と
相
通
じ
る
。
報
告
書
全
文
は
付
録
と
し
て
本
論
考

末
に
原
文
と
と
も
に
掲
出
す
る
が
、
こ
こ
で
は
、
こ
の
報
告
書
の
な
か
の
以
下
の
一
節
を
抄
出
し
て
お
き

た
い
。 

「
新
潟
港
が
集
積
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
は
広
大
な
地
域
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
出
羽
、
岩
代
と
呼
ば
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
旧
会
津
領
と
そ
の
近
隣
、
越
後
、
上
州
の
一
部
、
信
州
、
越
中
、
能
登
、
加
賀
、
飛
騨
、

そ
れ
に
佐
渡
島
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
地
域
の
産
品
が
集
積
し
、
ま
た
こ
れ
ら
の
地
域
へ
輸
入
品
を
送
り
出

す
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
の
は
、
や
は
り
他
の
開
港
場
で
は
な
く
新
潟
港
で
あ
る
。
信
濃
川
と
阿
賀
野
川
に

よ
っ
て
、
そ
し
て
こ
の
二
つ
の
川
と
交
差
す
る
河
川
、
支
流
、
入
り
江
、
運
河
な
ど
無
数
の
水
路
に
よ
っ

て
新
潟
と
越
後
各
地
や
会
津
そ
の
他
の
地
域
と
が
結
び
つ
い
て
い
る
内
陸
交
通
網
に
は
、
実
に
目
を
見
張

る
べ
き
も
の
が
あ
る
」 

右
の
年
次
報
告
書
に
は
年
間
の
貿
易
実
績
が
統
計
と
し
て
付
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
ト
ゥ
ル
ー
プ
が

徹
底
し
た
情
報
収
集
を
試
み
、
新
潟
港
を
め
ぐ
る
流
通
の
全
体
像
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。 

例
え
ば
、
ト
ゥ
ル
ー
プ
自
身
が
報
告
書
の
中
で
述
べ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
開
設
さ
れ
た
ば
か
り
の
運

上
所
（
税
関
）
に
頼
っ
て
い
て
は
統
計
数
字
の
信
頼
性
に
欠
け
る
、
と
し
て
、
ト
ゥ
ル
ー
プ
は
、
外
国
商

人
ら
か
ら
自
分
た
ち
が
扱
っ
た
輸
移
出
入
商
品
の
取
引
実
績
の
提
供
を
求
め
て
情
報
を
補
な
っ
た
。ま
た
、

新
潟
港
が
国
内
輸
送
の
拠
点
で
あ
る
こ
と
を
鑑
み
て
、
日
本
側
に
特
に
依
頼
を
し
て
、
日
本
船
舶
（
和
船
）

に
よ
る
移
出
入
の
統
計
を
作
成
し
て
も
ら
い
、
こ
れ
を
入
手
し
た
。
更
に
は
、
横
浜
か
ら
陸
路
を
経
由
し

て
新
潟
港
周
辺
の
地
域
に
送
ら
れ
て
き
た
輸
入
品
の
推
計
量
も
把
握
し
た
。
近
郊
内
陸
地
域
か
ら
川
船
で

新
潟
に
運
ば
れ
る
産
品
の
量
及
び
価
格
ま
で
彼
の
作
成
し
た
統
計
に
加
え
た
。
要
す
る
に
、
ト
ゥ
ル
ー
プ

は
、
新
潟
港
が
担
っ
て
い
る
物
流
全
体
の
実
態
を
、
そ
の
潜
在
的
な
も
の
を
含
め
て
把
握
し
よ
う
と
試
み

た
の
で
あ
っ
た
。
若
干
の
整
理
を
加
え
て
表
７
及
び
表
８
に
ま
と
め
た
。 

こ
の
開
港
初
年
の
年
次
報
告
は
、
横
浜
の
居
留
地
新
聞
に
も
掲
載
さ
れ
、
高
い
評
価
を
受
け
た

（

102
）

。 

こ
う
し
た
イ
ギ
リ
ス
領
事
の
報
告
を
眺
め
れ
ば
、
開
港
初
年
、
新
潟
港
に
は
様
々
な
困
難
が
あ
っ
た
も

の
の
、
一
方
で
は
、
こ
の
港
は
外
国
貿
易
港
と
し
て
十
分
に
有
望
で
あ
る
こ
と
を
窺
わ
せ
る
も
の
で
あ
っ

た
。
彼
ら
に
よ
る
報
告
に
は
、
新
潟
の
現
実
的
困
難
と
将
来
的
期
待
と
の
交
錯
が
如
実
に
示
さ
れ
て
い
る
。 
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表７：1869年の新潟港輸送実績（外国船）

　

英国船 入港 326
出港 321 綿製品  

合計 647 　装飾布 ﾋﾟｰｽ 700 2,800
他外国船 入港 75 　木綿糸 ﾋﾟｸﾙ 383 383 24,226

出港 75 　雲斎布 ﾋﾟｰｽ 500 1,200 500 2,200 12,700
合計 150 　ギンガム 〃 500 500 1,200

合計 入港 401 　モスリン 〃 166 1,444
出港 396 　捺染布 〃 800 2,550

合計 797 　金巾（生地） 〃 10,650 10,650 34,985
　襦袢・股引 ﾀﾞｰｽ 1,550 8,900
　唐桟 ﾋﾟｰｽ 500 8,600 1,500 10,600 32,850
　天竺布 〃 1,220 1,220 5,100
　緋金巾（生地） 〃 100 200 350 650 2,200
　緋金巾（捺染布）・更紗 〃 600 800 1,400 4,700
　天鵞絨 〃 200 300 600 1,100 10,850
交織製品  
　綿及び毛 〃 100 2,750 2,850 25,950
　綿及び絹 〃 450 1,800

神奈川 6 2,680 2,680 174 84,706 　毛及び絹 〃 300 3,500
兵庫 1 181 737 36 1,350 毛製品  
函館 1,110 82 　バラシーズ 〃 100 500
長崎 1 417 417 34 16,875 　毛布 組 500 5,360 5,860 27,600

合計 8 3,278 4,944 326 102,931 　キャムレット ﾋﾟｰｽ 1,170 420 1,590 24,644
　キャムレット糸 〃 200 200 800
　布地 〃 14 300 314 11,950
　フランネル 〃 600 3,600
　ラスティング 〃 200 300 500 7,600
　羅脊板 〃 300 　 300 2,800
　Lustre 〃 　  200 500

神奈川 5 2,232 2,232 138 27,833 　オルレアン、黒 〃 1,750 14,400
兵庫   737 36  　装飾布 〃 1,600 900 2,500 28,000
函館 4 1,377 1,558 113 9,855 金属  
長崎   417 34  　鉄（釘材） ﾋﾟｸﾙ 1,500 1,500 5,250

合計 9 3,609 4,944 321 37,688 弾薬  10,000
武器  71,762
繰綿 ﾋﾟｸﾙ 1,448 1,448 57,030
氷砂糖 〃 2,986 2,986 20,100
水飴 〃 50 400
その他 79,780

ﾋﾟｸﾙ
枚

　 　
　

　ポンド換算
(1ﾄﾞﾙ=4.6シリング)

数量

7-2）外国船の入港 内訳

7-1）外国船の船籍別の出入港

7-3）外国船の出港 内訳

7-4）外国船による輸移入貨物内訳

542,471

122,056

品目名 

　米 35,245
30,553　蚕卵紙

　その他

合計

価額
（ドル）

積載量（トン）
貨物
あり

新潟から
の出港

積載量（トン）

貨物
なし

7-5）外国船による輸移入貨物内訳

18
36

新潟への
入港

品目名 単位
数量

貨物価額
(ﾎﾟﾝﾄﾞ)

船員数出発港

到着港

貨物
なし

貨物
あり

21,375
122,056

14
14
28
*4

4,944
4,944

8
18

1,096

102,931
37,688

140,619
19,125
2,250

9,888

1,096

39,938
161,994

4

注）他外国船の入港船舶数「*４隻」の内訳はアメリカ２隻、北ドイツ連邦１隻、オラ ンダ１隻。このうち北ドイツ連邦は300トン
のブリグ型帆船だが、新潟港やその補助港の夷 港には入港せず、佐渡の小木港の投錨地に到着した。しかし、この船は新
潟を目指していたものであり、またその貨物は佐渡から艀船で新潟へ運ばれたことから、新潟港の出入港 に含めることとす
る。

合計

ポンド換算
(1ﾄﾞﾙ=4.6シリング)

12,080
6,040

2,192
6,040

船舶数 

177,501

39,938

417
1,335

貨物
あり

139,773
29,676
8,052

単位
価額
（ドル）

船舶数

船舶数

合計

合計
貨物
あり

貨物
なし

合計
船員数

貨物価額
(ﾎﾟﾝﾄﾞ)

737
181

貨物
なし

556
1,110

1,666

合計

2
4

6

6
3
4
1

3
1
1
5

5
3
5
1

14

英国産
英国産
以外

産地
不明

合計

貨物価額
(ﾎﾟﾝﾄﾞ)

船員数
積載量
（トン）

14
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表８：1869年の新潟港輸送実績（日本船・その他）

 8-2）日本船の船籍地方別の入港数

品目名 数量 単位
移入額a
（ドル）

数量 単位
移出額b
（ドル）

船の属する地方 船舶数
積載量
（トン）

　竹 407,065 ﾋﾟｰｽ 20,365 160,908 ﾋﾟｰｽ 7,955 　伯耆 2 119
　竹製品 977 包 977 812 包 1,502 　因幡 2 149
　蝋燭 0 43 ﾋﾟｸﾙ 1,290 　豊後 1 45
　木炭 100,357 ﾋﾟｸﾙ 82,860 23,505 〃 20,135 　伊予 1 134
　石炭 39,432 〃 24,707 31,882 〃 20,546 　備後 1 89
　繰綿 1,790 〃 94,415 866 〃 53,468 　備中 1 45
　綿製品（日本製） 4,840 包 24,157 2,149 包 89,079 　日向 1 89
　刃物・金物 1,200 〃 9,600 890 〃 7,320 　筑前 1 134
　染料（紺） 436 ﾋﾟｸﾙ 14,968 19 ﾋﾟｸﾙ 285 　阿波 3 223
　薪用材木 6,928 束 12,124 336 束 672 　薩摩 2 298
　薪 76,340 〃 9,106    0 　大阪 84 5,461
　干魚（肥料用） 0 4,833 ﾋﾟｸﾙ 12,273 　播磨 1 89
　干魚（各種） 913 ﾋﾟｸﾙ 18,245 474 〃 9,300 　出雲 24 1,577
　干魚（にしん） 59,394 包 44,493 53,922 包 43,916 　石見 40 2,009
　塩漬魚 17,373 ﾋﾟｸﾙ 73,680 10,033 ﾋﾟｸﾙ 80,132 　若狭 14 387
　穀物類（米を除く） 0 58,400 〃 147,800 　安芸 3 238
　帽子・傘 2,570 包 15,330 2,458 包 11,096 　讃岐 5 253
　鉄・鋼 18,536 〃 60,184 10,935 〃 35,582 　隠岐 10 536
　漆器 321 〃 3,210 4,228 〃 41,390 　長門 12 565
　莚 8,502 〃 29,762 7,762 〃 15,590 　周防 12 878
　医薬 1,710 〃 8,600 1,400 〃 6,777 　加賀 124 5,163
　味噌 0 1,500 ﾋﾟｸﾙ 4,080 　能登 166 6,458
　油（植物油ほか） 2,349 ﾋﾟｸﾙ 38,237 1,552 〃 25,400 　越中 278 8,184
　紙 7,668 包 230,040 6,633 包 188,990 　越前 62 3,869
　陶器・磁器 10,928 〃 32,784 10,228 〃 31,267 　丹後 19 937
　米 0 104,646 ﾋﾟｸﾙ 313,938 　但馬 47 2,425
　酒 4,500 ﾋﾟｸﾙ 60,400 25,434 〃 132,960 　南部 23 1,146
　塩 148,849 〃 206,490 129,696 〃 264,049 　津軽 14 491
　海草 9,676 〃 15,482 6,291 〃 10,150 　松前 25 1,235
　干貝（アワビ他） 238 〃 4,542 202 〃 3,906 　出羽 203 2,693
　焼酎 0 2,554 〃 18,239 1,156 24,612
　醤油 0 2,442 〃 8,380
　石製品 0 240 ﾋﾟｰｽ 300 　佐渡 329 5,312
　砂糖・蜜糖 21,360 ﾋﾟｸﾙ 186,940 8,259 ﾋﾟｸﾙ 71,660
　茶 1,265 〃 80,960 1,037 〃 10,370
　材木 226,214 ﾋﾟｰｽ 76,814 27,048 ﾋﾟｰｽ 34,540
　煙草 671 ﾋﾟｸﾙ 2,625 2,145 ﾋﾟｸﾙ 8,580 　新潟 203 6,964
　素麺 15,358 包 7,679 13,500 包 6,750
　酢 0 6.5 ﾋﾟｸﾙ 40 　　 　 　
　木蝋 5,443 ﾋﾟｸﾙ 77,816 3,252 〃 46,000
　その他 1,848 包 9,200 1,808 包 7,590     

　合　　　計 1,576,792 1,793,297

ポンド換算
(1ﾄﾞﾙ=4.6シリング)

354,778 403,267 　

　 　

合計 2,666 75,843

 8-1）日本船による国内他港と移出入貨物内訳

　越後
　（新潟港以外）
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表８つづき：1869年の新潟港輸送実績（日本船・その他）

8-3）長岡・三条などから新潟港に到着した川舟 8-5）新潟港に出入港した全船舶数と積載量・推計

出発地 船数 　 　
貨物価額
(ﾎﾟﾝﾄﾞ)

長岡 580 　 　 140,619
会津 560 　 　 21,375
三条 800 　 　
真野、葛塚、新発田ほか 750 　

合計 2,690 　　
　 　 　

　 　 　 　

* の各数値は推計

木炭 15,215 ﾋﾟｸﾙ 10,145
綿製品（日本製） 67,569 ﾔｰﾄﾞ 5,215
刃物・金物 402 包 3,216
染料、紺（上質品） 1,223 ﾋﾟｸﾙ 42,080 　
染料、紺（低質品） 44 〃 660 綿製品 　 　
薪用材木 4,226 束 8,452 　木綿糸 3,600 ﾋﾟｸﾙ 　
穀物類（米を除く） 73,759 ﾋﾟｸﾙ 194,397 　金巾 35,000 ﾋﾟｰｽ 　
漆器 317 包 3,250 　天鵞絨 2,000 〃 　
医薬 658 〃 3,300 毛製品　 　 　
味噌 2,980 ﾋﾟｸﾙ 8,578 　キャムレット 5,000 ﾋﾟｰｽ 　
油（植物油各種） 311 〃 5,050 　布地 300 〃 　
紙 530 包 15,880 　オルレアン 5,000 〃 　
陶器・磁器 1,700 〃 5,100 繰綿 2,000 ﾋﾟｸﾙ 　
米 162,025 ﾋﾟｸﾙ 486,075 その他  　
酒 70,177 〃 385,410 　
干貝（沿岸から陸路で川へ） 22,092 〃 24,346 　
焼酎 2,450 〃 17,543 　
醤油 5,164 〃 19,134
茶（一般品） 722 〃 7,225
煙草 267 〃 1,336
材木 5,963 ﾋﾟｰｽ 20,535
酢 290 ﾋﾟｸﾙ 1,700

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　

758,045

合計 　 1,268,627

8-6）横浜から越後各地への陸路による輸入製品・推計

8-4）長岡・三条などから川舟で新潟港に輸送された産品
合計 5,774

8
2,666
2,666

203
203

2,192
75,843
75,843
6,964
6,964

70,000

216,000

75,000
12,000
40,000

　

　

　

船舶数
積載量
（トン）

単位
価額
（ドル）

イギリス船舶の出入港
他の外国船舶の出入港

9,888

品目名 数量 単位
価額
（ドル）

品目名

28

同　出港*
新潟港船籍の出港
同　入港*

数量

20,000

国内他港船籍の入港

ポンド換算
(1ﾄﾞﾙ=4.6シリング)

177,300

250,000

105,000

285,441
ポンド換算

(1ﾄﾞﾙ=4.6シリング)

177,694 920,039

合計 　 788,000
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第
二
章 

新
潟
通
商
司
の
経
緯 

 

第
一
節 
イ
ギ
リ
ス
が
捉
え
た
経
緯 

 

（
１
）
通
商
司
政
策
と
新
潟 

明
治
新
政
府
の
一
部
署
で
あ
る
通
商
司
が
展
開
し
た
政
策
は
、
新
政
府
に
よ
る
国
内
支
配
力
の
強
化
を

通
じ
て
、
我
が
国
が
近
代
国
家
形
成
を
目
ざ
し
た
取
組
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
通
商
司
政
策
は
、

廃
藩
置
県
以
前
の
国
内
各
地
に
残
存
す
る
半
ば
独
立
的
な
経
済
領
域
に
分
け
入
り
、
同
時
に
圧
倒
的
な
資

本
力
に
よ
っ
て
我
が
国
の
貿
易
を
独
占
す
る
諸
外
国
に
対
抗
す
る
こ
と
を
企
図
し
た
。
通
商
司
は
本
司
を

東
京
に
、
支
署
を
開
港
場
及
び
主
要
商
業
地
に
そ
れ
ぞ
れ
置
い
た
。
当
初
、
通
商
司
の
所
掌
事
項
は
外
国

貿
易
の
管
理
と
さ
れ
た
が
、
や
が
て
流
通
・
金
融
・
産
業
育
成
な
ど
広
範
な
分
野
で
の
役
割
を
担
う
こ
と

と
な
っ
た

（

103
）

。
ま
た
、
官
庁
で
あ
る
通
商
司
に
加
え
て
、
民
間
の
組
合
的
結
社
で
あ
る
通
商
会
社
・
為
替

会
社
が
設
置
さ
れ
て
、
政
策
の
実
質
的
な
推
進
役
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
三
井
組
、
小
野
組
、
島
田
組

と
い
っ
た
東
京
・
大
阪
な
ど
の
特
権
的
な
大
商
人
が
中
心
的
な
担
い
手
を
つ
と
め
、
こ
の
政
策
の
地
方
へ

の
浸
透
を
図
っ
た
。
し
か
し
、
一
八
六
九
年
四
月
（
明
治
二
年
二
月
）
に
着
手
さ
れ
た
通
商
司
政
策
は
、

早
々
に
失
敗
が
明
ら
か
と
な
り
、
七
一
年
八
月
（
明
治
四
年
七
月
）
に
は
通
商
司
が
廃
止
さ
れ
た
。
通
商
・

為
替
両
会
社
も
ま
た
資
金
的
に
行
き
詰
り
、
七
二
年
十
一
月
に
は
大
幅
な
改
革
を
迫
ら
れ
た
。
そ
し
て
、

や
が
て
実
質
的
な
整
理
段
階
に
入
り
、
清
算
・
解
散
へ
と
進
ん
で
い
っ
た
。 

さ
て
、
そ
の
よ
う
に
全
国
的
に
展
開
さ
れ
た
通
商
司
政
策
で
あ
っ
た
が
、
新
潟
の
場
合
に
は
、
そ
の
展

開
が
、
ま
さ
に
開
港
か
ら
二
年
目
の
年
と
重
な
っ
た
。
真
冬
の
新
潟
で
は
船
の
往
来
は
困
難
で
あ
り
、
居

留
外
国
商
人
の
多
く
は
、
年
の
変
わ
り
目
を
新
潟
で
過
ご
し
た
。
翌
年
の
貿
易
シ
ー
ズ
ン
到
来
を
期
待
し

て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
ら
を
待
ち
受
け
て
い
た
の
は
、
通
商
司
が
惹
起
し
た
、
新

潟
の
商
業
全
体
を
混
乱
に
陥
ら
せ
る
騒
動
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
本
章
で
は
、
こ
の
通
商
司
政
策
の
新

潟
で
の
展
開
を
詳
し
く
追
う
。 

新
潟
に
お
け
る
通
商
司
の
成
り
ゆ
き
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
極
め
て
限
ら
れ
て

い
た
。
と
い
う
の
も
、
そ
の
分
析
に
用
い
ら
れ
て
き
た
主
要
史
料

（

104
）

、
す
な
わ
ち
外
交
史
料
館
所
蔵
「
新

潟
通
商
司
ノ
処
置
貿
易
ヲ
妨
害
ス
ル
旨
英
国
公
使
ヨ
リ
抗
議
一
件
」
（
以
下
、
「
日
本
側
通
商
司
史
料
」
と

す
る
）
に
は
、
一
義
的
な
解
釈
を
躊
躇
さ
せ
る
、
曖
昧
か
つ
断
片
的
な
表
現
が
散
見
さ
れ
る
の
で
あ
る
。 

新
潟
の
事
例
を
扱
っ
た
通
商
司
研
究
と
し
て
は
、
い
く
つ
か
が
挙
げ
ら
れ
る
。
岩
崎

（

105
）

は
、
東
京
商
社

に
つ
い
て
そ
の
前
後
の
時
期
を
含
め
て
通
観
す
る
中
で
、
同
商
社
の
傘
下
に
あ
る
地
方
商
社
の
一
つ
と
し

て
の
新
潟
商
社
の
動
き
を
概
観
し
た
。
間
宮

（

106
）

は
、
通
商
司
政
策
に
よ
り
貿
易
独
占
を
企
図
す
る
日
本
政

府
と
、
こ
れ
を
察
知
し
た
イ
ギ
リ
ス
と
の
対
立
を
扱
う
な
か
で
、
右
の
「
日
本
側
通
商
司
史
料
」
を
活
用

し
て
、
明
治
政
府
内
の
齟
齬
と
い
う
問
題
点
を
扱
っ
た
。
ま
た
崎
島

（

107
）

は
、
こ
の
政
策
が
本
来
新
た
な
商

律
（
商
業
の
規
律
）
形
成
を
標
榜
し
な
が
ら
、
政
策
実
行
者
が
こ
れ
を
正
し
く
理
解
せ
ず
、
こ
の
こ
と
が

通
商
司
政
策
を
自
滅
に
導
い
た
、
と
い
う
政
策
内
在
的
な
側
面
を
重
点
的
に
検
討
し
た
が
、
そ
の
分
析
に
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お
い
て
は
、
や
は
り
「
日
本
側
通
商
司
史
料
」
を
主
な
材
料
と
し
て
用
い
た
。
こ
の
ほ
か
、
自
治
体
通
史

で
あ
る
新
潟
県
史

（

108
）

や
新
潟
市
史

（

109
）

に
お
い
て
も
関
連
の
記
述
及
び
史
料
紹
介
が
あ
る
。 

し
か
し
な
が
ら
、「
日
本
側
通
商
司
史
料
」
を
解
釈
し
て
、
整
然
た
る
一
つ
の
像
を
描
こ
う
と
す
る
試

み
は
、
悉
く
失
敗
に
帰
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
史
料
の
曖
昧
さ
に
足
を
す
く
わ
れ
、
し
ば
し
ば
広
範
な

憶
測
を
含
む
解
釈
が
提
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る

（

110
）

。 

と
こ
ろ
が
、
ど
う
や
ら
私
た
ち
は
、
こ
の
騒
動
の
あ
ら
ま
し
に
つ
い
て
一
貫
性
と
豊
富
な
具
体
性
を
も

っ
て
語
っ
て
く
れ
る
重
要
な
史
料
を
長
年
に
わ
た
っ
て
見
逃
し
て
き
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
史
料
と
は
、

本
論
考
が
中
心
的
史
料
の
一
つ
と
す
る
イ
ギ
リ
ス
外
務
省
の
記
録
文
書
で
あ
る
。
そ
こ
に
含
ま
れ
る
通
商

司
関
連
の
一
群
の
文
書
類
（
以
下
、
本
章
に
お
い
て
は
「
英
国
側
通
商
司
史
料
」
と
す
る
）
に
は
、
新
潟

通
商
司
の
経
過
に
関
す
る
イ
ギ
リ
ス
の
行
動
や
見
解
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
通
商
司
政
策
に
対
す
る
新
潟

商
人
の
反
応
、
あ
る
い
は
明
治
政
府
側
の
手
に
よ
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
日
本
側
史
料
に
は
残
さ
れ
て
い

な
い
文
書
類
な
ど
が
克
明
に
記
録
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

そ
こ
で
、
新
潟
通
商
司
を
め
ぐ
る
経
過
を
確
認
す
る
に
あ
た
り
、
本
節
で
は
、「
英
国
側
通
商
司
史
料
」

を
最
大
限
に
活
用
す
る
。
具
体
的
に
は
、
本
節
に
お
い
て
、
ま
ず
、
イ
ギ
リ
ス
側
の
視
点
を
定
点
と
し
て

通
商
司
政
策
の
推
移
を
順
を
追
っ
て
描
写
す
る
。
そ
の
た
め
、
本
節
で
の
考
察
は
、
以
下
の
二
つ
を
典
拠

と
す
る
。 

① 

「
英
国
側
通
商
司
史
料
」（
表
９
） 

② 

「
日
本
側
通
商
司
史
料
」
に
含
ま
れ
る
日
英
両
国
に
よ
る
会
談
記
録
（
表
10
） 

 「
英
国
側
通
商
司
史
料
」
は
、
パ
ー
ク
ス
は
じ
め
英
国
の
在
日
外
交
官
ら
が
相
互
に
交
わ
し
た
十
四
通

の
往
復
書
翰
、
及
び
そ
れ
ら
書
翰
に
添
え
ら
れ
た
附
属
文
書
か
ら
な
る
。
往
復
書
翰
の
中
に
は
、
通
商
司

政
策
が
展
開
さ
れ
た
現
地
新
潟
に
駐
在
す
る
領
事
代
理
ト
ゥ
ル
ー
プ
が
パ
ー
ク
ス
に
宛
て
て
、
現
地
で
の

事
態
と
そ
れ
に
対
す
る
彼
の
見
解
及
び
行
動
を
伝
え
た
七
通
の
報
告
が
含
ま
れ
る
。
ま
た
パ
ー
ク
ス
か
ら

は
、
ト
ゥ
ル
ー
プ
に
宛
て
て
、
東
京
で
の
日
本
側
と
の
折
衝
状
況
及
び
ト
ゥ
ル
ー
プ
に
対
す
る
指
示
が
伝

え
ら
れ
て
い
る
と
と
も
に
、
ロ
ン
ド
ン
の
外
務
省
本
省
に
宛
て
て
は
、
状
況
が
煮
詰
ま
っ
た
段
階
で
四
回

の
報
告
が
行
わ
れ
て
い
る
。 

ま
た
、
本
節
に
お
い
て
は
、
こ
の
「
英
国
側
通
商
司
史
料
」
を
補
完
す
る
材
料
と
し
て
「
日
本
側
通
商

司
史
料
」
の
一
部
（
右
の
②
）
を
用
い
る
。
こ
れ
は
、
同
史
料
の
う
ち
の
両
国
の
会
談
記
録
で
あ
れ
ば
、

イ
ギ
リ
ス
側
は
当
然
そ
の
内
容
を
知
り
得
て
い
た
、
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。「
日
本
側
通
商
司
史
料
」

全
体
は
、
こ
れ
ら
を
含
め
、
明
治
政
府
内
の
外
務
省
・
民
部
大
蔵
省
・
新
潟
県
庁
な
ど
の
文
書
上
の
や
り

取
り
を
ま
と
め
た
一
件
史
料
で
あ
る
が
、
両
国
会
談
の
ほ
か
は
、
ま
ず
一
度
捨
象
す
る
。 

な
お
、
「
日
本
側
通
商
司
史
料
」
と
は
別
の
日
本
側
史
料
か
ら
も
、
日
英
両
国
の
一
回
の
接
触
が
確
認

で
き
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
考
察
の
材
料
と
す
る
。
表
10
に
示
し
た
。 

本
節
で
は
、
こ
う
し
た
手
法
に
よ
り
、
新
潟
通
商
司
を
め
ぐ
る
経
過
の
骨
格
を
把
握
す
る
。
だ
が
、
そ

れ
は
当
然
と
し
て
、
ま
だ
経
過
の
全
体
像
で
は
な
い
。
改
め
て
「
日
本
側
通
商
司
史
料
」
全
体
を
再
検
討

し
、
新
潟
通
商
司
の
全
体
像
に
確
認
す
る
作
業
は
、
次
の
第
二
節
で
行
う
。 
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表９（１）：イギリス外交文書における新潟通商司関連の文書群（「英国側通商司史料」）

往復書翰の大意

1

新潟において我が国の通商上の権利を妨害する事態が生じている。添付の文書で詳細を報告する。新潟では通商司と商社が結託
して流通の独占を図っているようだ。現地でトゥループが抗議するとともに、私は数度に亘り日本の外務省・民部大蔵省の首脳と会談
した。彼らは現地官員の措置に反対である。現地ではなおも中央政府の意向に反した行動をとっていたが、中央政府は通商司支署
を新潟から引き揚げさせ、県知事を辞任させる方針である。もっとも、まだ注意は必要である。

2 4月22日

今年2月以来、通商司・商社の活動が見られる。これらと県庁による布告文書類を送る。当地での我が国の通商を阻害するものと思
われる。引き続き注視する。

　 〈2月〉 1月 有 史料一

　 〈2月〉 1月 有 史料二

　 〈4月13日〉
3月13日 有 史料五

3 5月16日

新潟での布告類をさらに送る。商社の性格がさらに明らかになってきた。我が国との取極に反する。新潟での商品取引は4月27日か
ら休止状態に陥った。県知事へ書面で抗議を行い回答を得たが、その内容は不十分である。

 〈3月〉 2月 有 史料三

 〈3月〉 2月 無 史料四

 〈4月29日〉 3月29日 無 史料八

 〈4月〉 3月 無 史料七

 4月27日 〈3月27日〉 有 　

 〈4月30日〉 3月30日 有 史料十

4 5月18日

5月16日に報告した、新潟商人の陳情とその回答を送る。

 〈4月〉 3月 無 史料六

 〈5月〉 4月 無 史料九

 4月20日頃か 有 史料十四

5 6月2日

4月22日、5月16日、5月18日の報告を承知した。新潟のほか大阪以外ではこのような通商司・商社の活動はない。日本政府へ申入
れを行った。原口氏派遣との由。新潟の状況を関心を持って注視する。追報されたい。

　 〈7月24日〉

〈4月16日〉

　

 

〈4月18日〉

 

〈3月22日〉

 

〈5月20日頃か〉

　嘆願書に対する県庁の回答【英訳】

　「触書・覚」「掟」「願」を批判する注釈書き（「書面ヘ下ケ札」）【英訳】

　北海道産物の取扱規則書【英訳】

　地元商人から県庁への嘆願書【英訳】

　「触書・覚」の実施に関する急告【英訳】

　トゥループ領事から三条西知事への書翰

パークス公使からトゥループ領事への書翰  

　三条西知事・本野大参事からトゥループ領事への書翰

〈5月4日〉

本論考での
史料番号

　

トゥループ領事からパークス公使ヘの書翰

 

　新潟商社規則（「掟」）【英訳】

パークス公使からグランヴィル外務卿への書翰〔公信第114号〕

「日本側通商司史料」
での史料の
存在の有無

和暦日付
（明治3年）

　商社への報奨金に関する告知【英訳】

　北海道産物に関する布告【英訳】＊

トゥループ領事からパークス公使ヘの書翰

トゥループ領事からパークス公使ヘの書翰

8月20日

　港流通商品に対する一律徴収金の告知及び料率表（「触書・覚」）
　【英訳】

西  暦
(1870年)

 附属文書日付

 書翰日付

　商社加入願書雛形（「願」）【英訳】

往復書翰の発出元・発信先　または　附属文書の内容
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表９（２）：イギリス外交文書における新潟通商司関連の文書群（「英国側通商司史料」）

往復書翰の大意

6 5月30日

商業活動休止状態は、その後一部解消した。しかし今度は多くの和船が沼垂へ向かった。新潟の商人らは商店を閉鎖して抗議の意
思を表明した。私は県知事に改めて書面で抗議した。まもなく通商司・商社の措置を見直す布告が発出された。町は安堵。

 5月24日 〈4月24日〉 有

 〈5月28日〉 4月28日 有 史料十一

 〈5月28日〉 4月28日 有 史料十二

7 7月2日

新潟に着いたところ、県の布告を打ち消す告知を商社が行っていた。本日の談判で詰問した。県庁は中央政府からの指示を明確に
は知らないという。厳格な処置を取るよう約束させた。

8 7月5日

アダムスの当地出立後も県庁・通商司を追及するため、本日彼らと面談した。中央政府の意向はすでに早い時点で通商司本司の原
口氏が新潟に伝えてあったようだが、現地官員の説明はあいまいである。

 〈5月30日〉 5月1日 有 史料十六

 〈7月2日〉 6月4日 有

 〈7月2日〉 6月4日 有 史料十八

9 7月22日

原口氏が新潟を訪問した際のことについて、関連文書を入手した。通商司・商社が現れてからの布告類は撤回されているようだ。通
商司官員は東京へ引き揚げることを望んでいるが、まだ確かではない。商社は財務的な困難に陥っている。

 〈5月14日〉 4月14日 無 史料十九

 〈5月〉 4月 無

10 8月22日

 
8月11日付けで澤卿へ書翰を発出した。私自身の新潟訪問の意向を告げた。日本政府も処置に動いているが、新潟での通商司・商
社の行動はまだ信用できない。

本論考での
史料番号 書翰日付

 附属文書日付

〈7月26日〉

　

　

〈6月24日〉  

 〈6月7日〉

　県庁から検断への告知【英訳】【日本語原文写し（F.O.262のみ）＊】　…　「見直し布告」

西  暦
(1870年)

往復書翰の発出元・発信先　または　附属文書の内容

 〈5月1日〉

 〈6月4日〉

　三条西知事からトゥループ領事への書翰【英訳】

トゥループ領事からパークス公使ヘの書翰

　トゥループ領事から三条西知事への書翰

アダムス書記官からパークス公使ヘの書翰（新潟から発出）

和暦日付
（明治3年）

「日本側通商司史料」
での史料の
存在の有無

　三条西知事からトゥループ領事への書翰【英訳】

トゥループ領事からパークス公使ヘの書翰

トゥループ領事からパークス公使ヘの書翰

　通商司本司から新潟通商司への書翰【英訳】

　民部大蔵省大隈・伊藤から原口少佑への「委任状」【英訳】【日本語原文写し（F.O.262のみ）＊】

　「商社門前の掲札」【英訳】【日本語原文写し（F.O.262のみ）＊】　…　「上書き告知」

　県庁から検断への布告【英訳】【日本語原文写し（F.O.262のみ）＊】　…　「取消し布告」

パークス公使からグランヴィル外務卿への書翰〔公信第119号〕
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表９（３）：イギリス外交文書における新潟通商司関連の文書群（「英国側通商司史料」）

往復書翰の大意

11 8月29日

通商司が新潟から撤退した旨、トゥループから報告があった。

12 8月16日

中島通商正が新潟を訪問し、通商司官員は引き払った。商社の活動も正常化した。

13 8月26日 〈7月30日〉

8月16日の報告を受け取った。満足すべきことである。貴君の尽力を多とする。本省へも一切を報告した。

14 9月5日

8月11日付けの私から澤卿への書翰に対する回答は満足できるものであった。どうやら日本政府は真剣に対処している。新潟県知
事に任命された平松氏も私を訪れ善処を約束した。

 〈9月3日〉 8月8日 有 史料二十二

表10：「新潟通商司ノ処置貿易ヲ妨害スル旨英国公使ヨリ抗議ノ一件」（「日本側通商司史料」）のうち日英両国の会談記録

4月18日

1 （両国談判・第一） 4月22日 史料十三

2 （両国談判・第二） 5月3日 史料十五

3 （両国談判・第三） 5月22日 史料十七

4 7月2日

5 （両国談判・第四）　 7月10日 史料二十

6 7月26日

7 （両国談判・第五）　 8月3日 史料二十一

8 9月25日

9 閏10月28日

10 閏10月28日

11 11月1日

　

西  暦
(1870年)

往復書翰の発出元・発信先　または　附属文書の内容
和暦日付
（明治3年）

「日本側通商司史料」
での史料の
存在の有無

本論考での
史料番号 書翰日付

 附属文書日付

　外務省：澤卿、水野少丞　　／　　英国：パークス公使

　外務省：寺島大輔　　／　　英国：シーボルト日本語書記官

　外務省：寺島大輔　　／　　英国：パークス公使

　外務省：澤卿　民部大蔵省：伊達卿、大隈大輔 　　／　　 英国：パークス公使

　外務省：澤卿、町田大丞　大蔵省：大隈大輔　民部省：大木大輔、吉井少輔 　　／　　英国：パークス公使

　外務省：澤卿　新潟県知事拝命：平松　　／　　英国：パークス公使

　外務省：澤卿、寺島大輔　　／　　英国：パークス公使

　外務省：（不明）  　　／　　英国：シーボルト日本語書記官

　外務省：寺島大輔　民部大蔵省：伊藤少輔　　／　　英国：アダムス書記官

　外務省：澤卿、寺島大輔　民部大蔵省：大隈大輔、伊藤少輔　　／　　英国：パークス公使　…　「頂上談判」

　澤外務卿・寺島外務大輔からパークス公使への書翰【英訳】

 

本論考での
史料番号

日　　付
（明治3年）

〈7月20日〉

〈8月10日〉

英国外交文書General Correspondence, Japan(F.O.46/126,127)に残る Despatches from Harry S. Parkes to the Foreign Office 1870, No.114, No.119, No.130, No.133 を基とし、同じくEmbassy and Consular Archives, Japan : Correspondence
（F.O.262)に残る文書でF.O.46にはないものを補足（＊を付した文書）して作表した。

〈8月3日〉パークス公使からグランヴィル外務卿への書翰〔公信第130号〕

5月18日

5月22日

8月29日

日　　付
(西暦1870年)

パークス公使からグランヴィル外務卿への書翰〔公信第133号〕

トゥループ領事からパークス公使ヘの書翰

パークス公使からトゥループ領事への書翰

参　　会　　者

6月1日

6月20日

8月6日

1)最上段の1870年5月18日は「新潟港米穀津留一件」による。以下の欄外に1から11の番号を付したものは「日本側通商司史料」（「新潟通商司ノ処置貿易ヲ妨害スル旨英国公使ヨリ抗議ノ一件」）による。
2)1870年8月18日（明治3年7月10日）、それまで実質的に一体であった民部省と大蔵省が分離された（民蔵分離）。両省には専任の輔・丞を置くこととされ、大隈重信（大輔）、伊藤博文（少輔）は大蔵省専任となった。

12月22日

8月22日

7月29日

10月19日

12月20日

12月20日

　外務省：水野少丞　　／　　英国：パークス公使、サトウ書記官

　外務省：水野少丞　　／　　英国：パークス公使、サトウ書記官
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本
節
の
具
体
的
な
論
述
方
法
と
し
て
は
、
①
公
使
パ
ー
ク
ス
や
領
事
ト
ゥ
ル
ー
プ
な
ど
が
書
翰
に
記
し

た
文
言
を
直
接
引
用
す
る
か
た
ち
で
用
い
、
論
述
の
流
れ
の
骨
格
と
し
、
②
「
英
国
側
通
商
司
史
料
」
に

含
ま
れ
る
附
属
文
書
の
う
ち
の
主
要
な
も
の
を
掲
出
史
料
扱
い
と
し
、
併
せ
て
「
日
本
側
通
商
司
史
料
」

の
会
談
記
録
も
原
文
史
料
の
ま
ま
掲
載
す
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
典
拠
史
料
の
特
性
を
踏
ま
え
て
事
態

推
移
を
叙
述
的
に
記
し
て
い
く
。 

な
お
、「
英
国
側
通
商
司
史
料
」
内
の
附
属
文
書
で
本
節
に
掲
載
す
る
も
の
は
、
日
本
側
の
作
成
に
な
る

文
書
で
あ
る
が
、
同
史
料
で
は
一
部
を
除
き
そ
れ
ら
の
英
語
訳
の
み
が
添
付
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ

こ
で
は
可
能
な
限
り
（
す
な
わ
ち
、「
日
本
側
通
商
司
史
料
」
の
中
に
「
英
国
側
通
商
司
史
料
」
内
の
も
の

と
同
一
の
文
書
が
確
認
で
き
る
場
合
は
）、
そ
の
原
文
た
る
日
本
語
で
掲
載
す
る
。
こ
れ
は
原
文
書
に
即
し

て
、
よ
り
正
確
な
理
解
を
期
す
る
た
め
で
あ
る
。
そ
し
て
、
日
本
語
の
原
文
が
見
出
せ
な
い
場
合
（
す
な

わ
ち
、「
日
本
側
通
商
司
史
料
」
の
中
に
原
文
が
な
い
場
合
）
の
み
、
日
本
語
訳
で
掲
載
す
る
。
ま
た
、
通

商
会
社
は
商
社
、
貿
易
商
社
、
通
商
会
社
、
商
社
会
所
な
ど
様
々
に
呼
称
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
新
潟

に
関
す
る
限
り
、
こ
れ
ら
は
ま
っ
た
く
同
一
と
理
解
し
て
よ
い
。
こ
こ
で
は
、
原
文
史
料
の
掲
載
を
除
き
、

商
社
ま
た
は
通
商
会
社
と
記
す
。 

 

（
２
）
新
潟
に
お
け
る
始
動 

英
国
側
が
新
潟
通
商
司
と
そ
の
配
下
に
あ
る
新
潟
商
社
の
動
き
を
察
知
し
た
の
は
、
一
八
七
〇
年
二
月

で
あ
っ
た
。
新
潟
領
事
ト
ゥ
ル
ー
プ
は
、
一
八
七
〇
年
四
月
二
十
二
日
付
で
、
公
使
館
に
向
け
て
本
件
に

関
す
る
最
初
の
報
告
を
送
っ
た
。
そ
の
報
告
は
以
下
の
文
言
か
ら
始
ま
る
。 

「
当
地
新
潟
に
お
い
て
、
通
商
政
策
の
所
管
官
庁
で
あ
る
通
商
司
、
及
び
為
替
業
務
に
携
わ
る
為
替

会
社
と
交
易
業
務
に
携
わ
る
通
商
会
社
（
ま
た
は
商
社
）
と
い
う
組
織
が
設
置
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い

て
、
こ
こ
に
報
告
す
る
。
当
地
で
は
、
一
年
前
に
も
、
あ
る
官
員
の
監
督
の
も
と
で
同
じ
よ
う
な
組

織
が
作
ら
れ
た
。
し
か
し
そ
の
際
は
、
数
人
の
さ
ほ
ど
影
響
力
の
な
い
商
人
が
集
ま
っ
た
だ
け
で
あ

り
、
政
府
か
ら
委
任
さ
れ
た
通
貨
検
査
を
除
け
ば
、
取
る
に
足
り
な
い
業
務
を
行
っ
た
だ
け
で
あ
っ

た
。
し
た
が
っ
て
、
交
易
に
影
響
を
与
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
た
び
は
、
そ
の
時
と
同
じ

よ
う
に
す
べ
て
の
開
港
場
及
び
主
要
な
都
市
に
お
い
て
支
署
が
設
置
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
設
置
の

表
向
き
の
目
的
は
、
通
商
関
連
法
令
に
基
づ
い
た
施
政
を
行
い
、
交
易
を
促
進
す
る
、
と
い
う
も
の

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
組
織
は
二
月
に
新
潟
に
姿
を
現
わ
し
た
」（
ト
ゥ
ル
ー
プ
か
ら
パ
ー
ク
ス
へ 

一

八
七
〇
年
四
月
二
十
二
日
） 

ト
ゥ
ル
ー
プ
に
よ
れ
ば
、
新
た
な
通
商
政
策
（
商
法
）
に
関
す
る
最
初
の
動
き
は
日
本
政
府
か
ら
出
さ

れ
た
二
通
の
文
書
で
あ
っ
た
。
一
つ
は
「
掟
」
と
さ
れ
た
文
書
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
新
潟
で
の
新
た
な
「
商

法
」
の
基
本
が
示
さ
れ
て
い
た
。 

 

【
史
料
一 

新
潟
商
社
規
則
（「
掟
」
） 

一
八
七
〇
年
二
月
】 

 
 

掟 

今
般
為
替
会
社
・
貿
易
商
社
御
取
建
、
商
法
御
改
正
之
御
主
意
厚
相
心
得
、
商
業
盛
大
御
国
内
普
通

表２　英国外務省史料における新潟通商司関連文書群（「英国史料」）

往復書翰の大意

1

新潟において我が国の通商上の権利を妨害する事態が生じている。添付
の文書で詳細を報告する。新潟では通商司と商社が結託して流通の独
占を図っているようだ。現地でトゥループが抗議するとともに、私は数度に
亘り日本の外務省・民部大蔵省の首脳と会談した。彼らは現地官員の措
置に反対である。現地ではなおも中央政府の意向に反した行動をとって
いたが、中央政府は通商司支署を新潟から引き揚げさせ、県知事を辞任
させる方針である。もっとも、まだ注意は必要である。

2 4月22日

今年2月以来、通商司・商社の活動が見られる。これらと県庁による布告
文書類を送る。当地での我が国の通商を阻害するものと思われる。引き続
き注視する。

　 〈2月〉 1月 有 史料1

　 〈2月〉 1月 有 史料2

　 〈4月13日〉
3月13日 有 史料4

3 5月16日

新潟での布告類をさらに送る。商社の性格がさらに明らかになってきた。
我が国との取極に反する。新潟での商品取引は4月27日から休止状態に
陥った。県知事へ書面で抗議を行い回答を得たが、その内容は不十分で
ある。

 〈3月〉 2月 有 史料3-1

 〈3月〉 2月 無 史料3-2

 〈4月29日〉 3月29日 無 史料7

 〈4月〉 3月 無 史料6

 4月27日 〈3月27日〉 有 　

 〈4月30日〉 3月30日 有 史料9

4 5月18日

5月16日に報告した、新潟商人の陳情とその回答を送る。

 〈4月〉 3月 無 史料5

 〈5月〉 4月 無 史料8

 4月20日頃か 有 史料13-1,2,3

5 6月2日

4月22日、5月16日、5月18日の報告を承知した。新潟のほか大阪以外で
はこのような通商司・商社の活動はない。日本政府へ申入れを行った。原
口氏派遣との由。新潟の状況を関心を持って注視する。追報されたい。

8月20日

　港流通商品に対する一律徴収金の告知及び料率表（「触書・覚」）
　【英訳】

西  暦
(1870年)

 附属文書日付

 書翰日付

　商社加入願書雛形（「願」）【英訳】

　新潟商社規則（「掟」）【英訳】

パークス公使からグランヴィル外務卿への書翰〔公信第114号〕

往復書翰の発出元・発信先　または　附属文書の内容
『抗議一件』で
の史料の存在
の有無

和暦日付
（明治3年）

　商社への報奨金に関する告知【英訳】

　北海道産物に関する布告【英訳】＊

トゥループ領事からパークス公使ヘの書翰

トゥループ領事からパークス公使ヘの書翰

　地元商人から県庁への嘆願書【英訳】

本稿史料番号

　

トゥループ領事からパークス公使ヘの書翰

 

　三条西知事・本野大参事からトゥループ領事への書翰

　「触書・覚」の実施に関する急告【英訳】

　トゥループ領事から三条西知事への書翰

パークス公使からトゥループ領事への書翰  

 

〈5月20日頃か〉

　嘆願書に対する県庁の回答【英訳】

　「触書・覚」「掟」「願」を批判する注釈書き（「書面ヘ下ケ札」）【英訳】

　北海道産物の取扱規則書【英訳】

〈5月4日〉

　 〈7月24日〉

〈4月16日〉

　

 

〈4月18日〉

 

〈3月22日〉

6 5月30日

商業活動休止状態は、その後一部解消した。しかし今度は多くの和船が
沼垂へ向かった。新潟の商人らは商店を閉鎖して抗議の意思を表明し
た。私は県知事に改めて書面で抗議した。まもなく通商司・商社の措置を
見直す布告が発出された。町は安堵。

 5月24日 〈4月24日〉 有

 〈5月28日〉 4月28日 有 史料10

 〈5月28日〉 4月28日 有 史料11

7 7月2日

新潟に着いたところ、県の布告を打ち消す告知を商社が行っていた。本
日の談判で詰問した。県庁は中央政府からの指示を明確には知らないと
いう。厳格な処置を取るよう約束させた。

8 7月5日

アダムスの当地出立後も県庁・通商司を追及するため、本日彼らと面談し
た。中央政府の意向はすでに早い時点で通商司本司の原口氏が新潟に
伝えてあったようだが、現地官員の説明はあいまいである。

 〈5月30日〉 5月1日 有 史料15

 〈7月2日〉 6月4日 有

 〈7月2日〉 6月4日 有 史料17

9 7月22日

原口氏が新潟を訪問した際のことについて、関連文書を入手した。通商
司・商社が現れてからの布告類は撤回されているようだ。通商司官員は
東京へ引き揚げることを望んでいるが、まだ確かではない。商社は財務的
な困難に陥っている。

 〈5月14日〉
4月14日 無 史料18

 〈5月〉 4月 無

10 8月22日

 
8月11日付けで澤卿へ書翰を発出した。私自身の新潟訪問の意向を告げ
た。日本政府も処置に動いているが、新潟での通商司・商社の行動はま
だ信用できない。

11 8月29日

通商司が新潟から撤退した旨、トゥループから報告があった。

12 8月16日

中島通商正が新潟を訪問し、通商司官員は引き払った。商社の活動も正
常化した。

13 8月26日 〈7月30日〉

8月16日の報告を受け取った。満足すべきことである。貴君の尽力を多と
する。本省へも一切を報告した。

14 9月5日

8月11日付けの私から澤卿への書翰に対する回答は満足できるもので
あった。どうやら日本政府は真剣に対処している。新潟県知事に任命され
た平松氏も私を訪れ善処を約束した。

 〈9月3日〉 8月8日 有 史料21

パークス公使からグランヴィル外務卿への書翰〔公信第133号〕

トゥループ領事からパークス公使ヘの書翰

パークス公使からトゥループ領事への書翰

〈8月10日〉

トゥループ領事からパークス公使ヘの書翰

トゥループ領事からパークス公使ヘの書翰

　通商司本司から新潟通商司への書翰【英訳】

　民部大蔵省大隈・伊藤から原口少佑への「委任状」【英訳】【日本語原文写し
　（F.O.262のみ）＊】

　「商社門前の掲札」【英訳】【日本語原文写し（F.O.262のみ）＊】

　県庁から検断への布告【英訳】【日本語原文写し（F.O.262のみ）＊】

パークス公使からグランヴィル外務卿への書翰〔公信第119号〕

　三条西知事からトゥループ領事への書翰【英訳】

アダムス書記官からパークス公使ヘの書翰（新潟から発出） 〈6月4日〉

　三条西知事からトゥループ領事への書翰【英訳】

トゥループ領事からパークス公使ヘの書翰

　トゥループ領事から三条西知事への書翰

　県庁から検断への告知【英訳】【日本語原文写し（F.O.262のみ）＊】

〈6月7日〉

 〈5月1日〉

 

 

 

　

パークス公使からグランヴィル外務卿への書翰〔公信第130号〕 〈8月3日〉

〈7月26日〉

　

〈7月20日〉

〈6月24日〉

英国外務省史料General Correspondence, Japan(F.O.46)に残る Despatches from Harry S. Parkes to the Foreign Office 1870,
No.114, No.119, No.130, No.133 （横浜開港資料館複製本の分冊番号351～354に所収）を基とし、同じくEmbassy and Consular
Archives, Japan : Correspondence（F.O.262)に残る文書でF.O.46にはないものを補足（＊を付した文書）して作表した。

　澤外務卿・寺島外務大輔からパークス公使への書翰【英訳】

 

表３　『新潟通商司ノ処置貿易ヲ妨害スル旨英国公使ヨリ抗議ノ一件』（『抗議一件』）のうち日英両国の会談記録ほか

4月18日

1 4月22日 史料12

2 5月3日 史料14

3 5月22日 史料16

4 7月2日

5 7月10日 史料19

6 7月26日

7 8月3日 史料20

8 9月25日

9 閏10月28日

10 閏10月28日

11 11月1日

　

　

1)最上段の1870年5月18日は日本外務省所蔵『新潟港米穀津留一件』による。以下の欄外に1から11の番号を付したものは『抗議一
件』による。

2)1870年8月18日（明治3年7月22日）、民部省と大蔵省は各々専任の輔・丞を置き権限を分かった（民蔵分離）。大隈重信、伊藤博文
は大蔵省専任の大輔・少輔に任じた。

12月22日

8月22日

　外務省：寺島大輔
　英国：パークス公使

　外務省：澤卿、町田大丞　大蔵省：大隈大輔　民部省：大木大輔、吉井少輔
　英国：パークス公使

7月29日

10月19日

12月20日

12月20日

　外務省：澤卿、寺島大輔
　英国：パークス公使

　外務省：水野少丞
　英国：パークス公使、サトウ書記官

　外務省：水野少丞
　英国：パークス公使、サトウ書記官

　外務省：澤卿、水野少丞
　英国：パークス公使

参　　会　　者

6月1日

6月20日

8月6日

　外務省：寺島大輔　民部大蔵省：伊藤少輔
　英国：アダムズ書記官　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（両国談判・第一）

　外務省：澤卿、寺島大輔　民部大蔵省：大隈大輔、伊藤少輔
　英国：パークス公使 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（両国談判・第二）

5月22日

　外務省：澤卿　新潟県知事拝命：平松
　英国：パークス公使　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（両国談判・第五）

8月29日

日　　付
(西暦1870年)

5月18日
　外務省：（不明）
　英国：シーボルト日本語書記官

　外務省：澤卿　民部大蔵省：伊達卿、大隈大輔
　英国：パークス公使　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（両国談判・第四）

　外務省：寺島大輔
　英国：シーボルト日本語書記官　　　　　　　　　　　　　　　（両国談判・第三）

本稿史料番号
日　　付

（明治3年）
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下
役 

福
田
徳
之
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こ
う
し
て
地
元
商
人
の
加
入
を
募
り
つ
つ
着
手
さ
れ
た
会
社
設
立
の
動
き
を
察
知
し
た
ト
ゥ
ル
ー
プ
は
、

当
初
段
階
で
こ
の
会
社
組
織
の
性
格
を
次
の
よ
う
に
分
析
し
た
。 

「
こ
の
組
織
は
、
西
洋
的
な
意
味
で
の
一
般
の
株
式
会
社
を
目
ざ
し
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し

ろ
銀
行
の
よ
う
な
業
務
を
行
う
こ
と
が
意
図
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
加
入
者
に
は
預
託
金
の
支

払
い
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
金
に
は
月
に
定
率
一
％
の
利
子
が
つ
く
。
預
託
者
が
こ
の
金
を
自

分
の
商
売
に
使
用
し
た
い
の
で
あ
れ
ば
、
月
一
・
五
％
の
利
子
を
支
払
え
ば
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れ
を
受
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取
る
こ
と

が
で
き
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。
こ
う
し
た
や
り
と
り
で
は
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だ
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を
す
る
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え
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が
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に
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特
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損
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い
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ろ
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」（
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ー
プ
か
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パ
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一
八
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〇
年
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二
十
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「
商
社
は
商
品
を
担
保
と
し
て
こ
の
金
を
預
託
者
な
ど
に
貸
し
付
け
る
。
こ
う
し
た
措
置
の
表
向
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の
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と
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は
、
こ
の
よ
う
な
貸
付
金
に
よ
っ
て
、
と
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け
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。
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す
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わ
っ
て
商
品
を
売
り
さ
ば
く
の
か
、
と
い
う
点
は
不
明
で
あ
る
」（
ト
ゥ
ル
ー
プ
か
ら

パ
ー
ク
ス
へ 

一
八
七
〇
年
四
月
二
十
二
日
） 

ま
た
、
商
社
が
実
際
に
地
元
商
人
へ
の
勧
誘
を
進
め
て
い
く
様
子
に
つ
い
て
、
ト
ゥ
ル
ー
プ
は
次
の
よ

う
に
伝
え
た
。 

「
こ
の
願
書
に
よ
る
加
入
申
請
は
任
意
の
も
の
で
は
な
い
。
商
社
の
者
が
当
地
の
有
力
商
人
ら
を
呼

び
寄
せ
て
、
こ
の
組
合
結
社
に
加
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
伝
え
た
の
で
あ
る
。
呼
び
出
し
を

受
け
た
町
で
最
も
富
裕
な
商
人
ら
は
、
加
入
し
な
け
れ
ば
今
後
商
売
を
禁
じ
ら
れ
る
こ
と
を
恐
れ
て

組
織
に
加
わ
っ
た
。
加
入
を
拒
ん
だ
何
人
か
の
商
人
は
そ
の
意
向
を
受
け
入
れ
て
も
ら
え
ず
、
通
商

司
の
官
員
か
ら
加
入
を
強
制
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
新
潟
町
と
そ
の
周
辺
の
商
人
お
よ
そ
百
名
が
組
合

結
社
に
加
入
し
た
。
交
易
に
携
わ
る
者
で
ま
だ
加
入
を
辞
退
し
つ
づ
け
て
い
る
の
は
、
ほ
ん
の
わ
ず

か
で
あ
る
」（
ト
ゥ
ル
ー
プ
か
ら
パ
ー
ク
ス
へ 

一
八
七
〇
年
四
月
二
十
二
日
） 

次
に
、「
英
国
側
通
商
司
史
料
」
は
、
新
潟
で
の
商
業
統
制
が
具
体
的
に
進
め
ら
れ
て
い
く
状
況
も
記
録

し
て
い
る
。
翌
三
月
に
は
、
新
潟
港
の
主
力
産
品
の
一
つ
で
あ
る
北
海
道
産
物
の
取
扱
に
通
商
司
・
商
社

が
今
後
強
く
関
与
す
る
こ
と
が
布
告
さ
れ
た
。 
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【
史
料
三 

北
海
道
産
物
に
関
す
る
布
告 

一
八
七
〇
年
三
月
十
三
日
】 

北
海
道
産
物
之
儀
は
、
以
来
商
社
ニ
て
取
扱
、
歩
合
金
取
立
相
成
候
条
、
入
津
之
節
は
送
り
状
又
は

船
腹
書
付
を
以
通
商
司
へ
相
届
可
申
、
自
然
ニ
自
儘
ニ
水
揚
い
た
し
抜
荷
其
他
不
正
之
取
計
い
た
し

候
も
の
有
之
節
は
、
取
糺
之
上
、
其
荷
物
取
上
ケ
可
申
間
、
心
得
違
無
之
様
可
相
守
事 

 

但
、
産
物
取
扱
方
規
則
抜
書
一
冊
相
渡
候
条
、
不
洩
様
可
相
心
得
事 

一
、
当
港
へ
入
津
之
諸
廻
船
、
其
時
々
積
荷
書
付
商
社
へ
可
差
出
事 

右
之
通
相
達
候
条
、
得
其
意
心
得
違
無
之
様
、
其
筋
取
扱
之
者
共
へ
不
洩
様
、
急
度
可
触
示
も
の
也 

 
 

庚
午
二
月
十
三
日 

 
 
 

 
 

新
潟
局 

 

「
英
国
側
通
商
司
史
料
」
に
は
、
こ
の
史
料
三
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
北
海
道
産
物
の
「
取
扱
方
規
則
抜

書
」
に
符
合
す
る
と
推
測
さ
れ
る
も
の
が
見
出
せ
る
。
こ
の
規
則
抜
書
は
「
日
本
側
通
商
司
史
料
」
に
は

見
当
た
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
日
本
語
の
原
文
が
確
認
で
き
な
い
。 

 

【
史
料
四 

北
海
道
産
物
の
取
扱
規
則 

一
八
七
〇
年
三
月
】 

 

北
海
道
産
物
の
取
扱
に
つ
い
て 

北
海
道
産
物
へ
の
手
数
料
は
こ
れ
ま
で
様
々
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
た
び
法
律
が
改
正
さ
れ
、
今
後

は
産
物
の
区
別
な
く
売
価
に
対
し
て
す
べ
て
一
律
に
徴
収
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。 

北
海
道
産
物
を
積
載
し
た
船
が
入
港
し
た
場
合
、
そ
の
船
を
扱
う
者
は
積
荷
書
を
持
参
し
て
す
み

や
か
に
通
商
司
へ
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
船
荷
積
卸
し
の
際
に
は
、
通
商
司
が
船
へ
立
ち
入

り
、
そ
の
積
荷
書
を
も
と
に
検
査
を
行
う
。
検
査
の
後
、
商
品
の
売
買
は
す
ぐ
に
相
対
で
行
う
か
、

ま
た
は
通
商
司
を
通
じ
て
競
売
に
付
す
か
、
い
ず
れ
か
有
利
な
方
法
で
行
う
。
相
対
売
買
の
場
合
に

は
、
そ
の
売
買
の
場
に
官
員
が
立
ち
会
い
、
期
限
を
定
め
て
支
払
い
を
命
じ
る
。
そ
の
際
に
は
保
証

金
を
徴
収
す
る
。
支
払
期
限
は
、
遅
く
と
も
取
引
合
意
か
ら
二
十
日
以
内
と
す
る
。
売
買
の
際
に
は

税
金
及
び
商
品
代
金
を
明
記
し
た
書
類
を
作
成
し
、
そ
の
書
類
に
基
い
て
通
商
司
が
取
引
内
容
を
記

帳
す
る
。
書
類
は
記
帳
後
、
押
印
の
う
え
返
却
さ
れ
る
。
但
し
、
す
で
に
他
港
に
お
い
て
納
税
済
の

商
品
で
そ
の
証
明
書
が
あ
る
場
合
に
は
、
税
金
の
支
払
は
不
要
で
あ
る
。 

こ
れ
ら
の
手
続
き
が
遵
守
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
、
ま
た
は
そ
の
他
不
正
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
取

調
べ
の
後
、
商
品
を
没
収
す
る
。
ま
た
、
不
審
行
為
を
発
見
し
て
届
け
出
た
者
に
は
、
相
応
の
報
奨

金
を
与
え
る
。 

没
収
し
た
商
品
は
売
り
払
う
こ
と
と
し
、
通
商
司
が
こ
れ
に
よ
り
得
た
代
金
は
、
貧
窮
者
に
対
し

て
与
え
る
。 

   

一
八
七
〇
年
三
月 

 こ
う
し
た
措
置
に
よ
り
、
政
府
官
員
に
よ
る
取
引
現
場
の
徹
底
し
た
管
理
、
及
び
確
実
な
徴
税
が
目
指

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。 
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な
お
、
通
商
司
・
商
社
が
登
場
し
て
以
来
の
流
通
統
制
は
、
北
海
道
産
物
と
並
ぶ
新
潟
港
の
主
力
商
品

で
あ
る
米
に
も
及
ん
で
お
り
、
こ
の
こ
と
は
す
で
に
イ
ギ
リ
ス
側
も
承
知
し
て
い
た

（

111
）

。
す
な
わ
ち
、
二

月
二
十
四
日
、
新
潟
港
か
ら
の
米
の
移
出
を
二
ヶ
月
後
に
禁
止
す
る
こ
と
が
水
原
県
に
よ
っ
て
宣
言
さ
れ

た
。
水
原
県

（

112
）

は
こ
の
米
禁
輸
の
理
由
を
、
今
年
の
収
穫
状
況
に
よ
り
米
不
足
が
解
消
で
き
る
こ
と
を
見

極
め
る
た
め
、
と
説
明
し
た
。
し
か
し
英
国
側
の
見
立
て
は
、
こ
れ
は
表
向
き
の
理
由
に
過
ぎ
ず
、
実
際

の
と
こ
ろ
は
、
新
潟
で
の
米
穀
流
通
を
政
府
が
掌
握
す
る
こ
と
に
よ
り
、
政
府
が
収
入
を
独
占
す
る
目
的

と
み
て
い
た
。 

北
海
道
産
物
の
統
制
か
ら
一
ヶ
月
後
の
四
月
十
三
日
、
更
に
水
原
県
新
潟
局
か
ら
、
す
べ
て
の
商
品
を

流
通
統
制
の
対
象
と
す
る
旨
の
以
下
の
布
告
が
検
断

（

113
）

に
対
し
て
発
せ
ら
れ
た

（

114
）

。 

 

【
史
料
五 

港
流
通
商
品
に
対
す
る
一
律
徴
収
金
の
布
告
及
び
料
率
表
（
「
触
書
・
覚
」
） 

一
八
七
〇

年
四
月
十
三
日
】 

当
港
輸
出
入
諸
売
買
品
口
銭
或
は
手
数
料
と
唱
へ
、
是
迄
下
方
自
儘
勝
手
に
受
取
之
、
更
に
無
商
律

段
相
聞
ヘ
、
不
埒
之
事
に
候
、
以
後
輸
出
入
諸
品
と
も
、
其
時
々
商
社
会
処
へ
相
届
改
を
請
可
申
、

依
て
は
下
方
相
対
ニ
て
口
銭
・
手
数
料
等
取
受
候
儀
不
相
成
、
向
後
別
紙
之
通
手
数
料
取
受
方
御
改

定
相
成
候
条
、
心
得
違
無
之
様
可
致
事 

右
之
趣
、
小
前
末
々
ま
て
不
洩
様
、
早
々
可
相
触
示
者
な
り 

 
 

庚
午
三
月
十
三
日 

 
 

新
潟
局 

  

覚 

一
、
北
海
道
物
産
類 

 
 

 
 

 
 

壱
割
請
取
之 

 
 

 
 

 

内 

 
 

 
 

四
分 

 
 

 

税
上
納 

 
 

 
 

二
分
五
厘 

 

商
社
積
金 

 
 

 
 

三
分
五
厘 

 

取
扱
人
世
話
料 

右
は
着
荷
物
、
入
札
或
は
相
対
を
以
公
平
之
相
場
に
売
捌
之
上
、
前
書
口
銭
、
荷
主
よ
り
請
取
之
可

申
候
、
尤
税
済
入
津
之
分
は
手
数
料
六
分
請
取
之
事 

一
、
輸
入 

塩
、
繰
綿
、
蝋
、
砂
糖
、
紙
、
木
綿
、
呉
服
、
釼
、
銃
、
水
油
、
傘 

 
 

 
 

四
分
請
取
之 

 

 
 

 
 

 

内 

 
 

 
 

壱
分
五
厘 

 

商
社
積
金 

 
 

 
 

弐
分
五
厘 

 

取
扱
世
話
人
料 

 
 

 
 

（
以
下
略
） 

 こ
の
触
書
で
は
、
取
引
を
行
う
商
品
一
切
の
商
社
へ
の
報
告
、
及
び
そ
れ
ら
商
品
に
対
す
る
徴
収
金
の
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支
払
い
が
義
務
づ
け
ら
れ
た
。
そ
し
て
ま
た
そ
の
触
書
に
続

く
「
覚
」
で
は
、
取
引
品
目
別
の
徴
収
金
が
具
体
的
に
示
さ

れ
て
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
徴
収
金
は
、
上
の
史
料
五
で
掲
載
を

省
略
し
た
箇
所
を
含
め
て
ま
と
め
る
と
表
11
の
と
お
り
で

あ
る
。こ
の
触
書
及
び
覚
に
対
す
る
ト
ゥ
ル
ー
プ
の
見
方
は
、

以
下
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。 

「
こ
の
布
告
に
よ
れ
ば
、
移
入
・
移
出
さ
れ
る
商
品
す

べ
て
を
商
社
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
、

し
か
も
従
来
な
か
っ
た
様
々
な
高
率
の
徴
収
金

（

115
）

が

新
た
に
課
せ
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
政
府
へ
の
税
金
は
、

そ
の
相
当
額
が
商
社
の
資
本
金
に
回
る
。
ま
た
取
扱
人

世
話
料
と
は
、
ど
う
や
ら
船
が
他
港
か
ら
の
国
内
産
品

を
積
ん
で
き
た
際
、
当
地
の
商
人
が
船
主
か
ら
受
け
取

っ
て
い
た
手
数
料
に
取
っ
て
代
わ
る
も
の
の
よ
う
で
あ

る
」（
ト
ゥ
ル
ー
プ
か
ら
パ
ー
ク
ス
へ 

一
八
七
〇
年
四

月
二
十
二
日
） 

「
不
可
解
な
こ
と
に
は
、
こ
れ
ま
で
に
は
な
か
っ
た
高

率
の
徴
収
金
が
北
海
道
産
物
に
対
し
て
課
さ
れ
て
い
る
。

当
地
の
商
人
は
こ
の
点
に
つ
い
て
、
政
府
は
北
海
道
へ

の
植
民
活
動
を
行
う
た
め
に
現
在
多
大
な
経
費
を
費
や

し
て
お
り
、
そ
の
た
め
の
資
金
が
不
足
し
て
い
る
の
だ
、

と
説
明
を
受
け
て
い
る
。
高
額
な
徴
収
金
を
求
め
る
理

由
を
近
代
的
な
植
民
活
動
の
た
め
と
す
る
な
ど
、
実
に

馬
鹿
げ
た
こ
と
で
あ
る
」（
ト
ゥ
ル
ー
プ
か
ら
パ
ー
ク
ス

へ 

一
八
七
〇
年
四
月
二
十
二
日
） 

そ
の
上
で
更
に
、
こ
の
よ
う
な
措
置
が
外
国
交
易
地
と
し
て
の
新
潟
を
不
利
に
追
い
込
む
も
の
で
あ
る
、

と
ト
ゥ
ル
ー
プ
は
考
え
、
そ
の
憂
慮
を
パ
ー
ク
ス
に
伝
え
た
。 

「
移
入
品
へ
の
課
金
は
新
潟
港
で
売
り
捌
か
れ
る
商
品
だ
け
に
課
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
近
隣
の
町
に

比
較
し
て
新
潟
を
不
利
な
状
況
に
置
く
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
措
置
は
外
国
貿
易
に
も
大
き
な
影

響
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。
新
潟
港
か
ら
外
国
へ
の
輸
出
品
の
う
ち
の
少
な
か
ら
ぬ
量
は
、
海
路
で

他
港
か
ら
運
び
込
ま
れ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
」（
ト
ゥ
ル
ー
プ
か
ら
パ
ー
ク
ス
へ 

一
八
七
〇
年
四

月
二
十
二
日
） 

以
上
が
、
ト
ゥ
ル
ー
プ
が
公
使
館
に
伝
え
た
、
通
商
司
・
商
社
が
新
潟
に
設
置
さ
れ
て
以
来
、
新
た
に

講
じ
ら
れ
た
一
連
の
措
置
で
あ
っ
た
。 

  

表 11：新潟港での移出入品に課される徴収金（取引額に対する料率） 

 移  入 移  出 

 北海道物産類 塩、繰綿、蝋、砂糖、

紙、木綿、呉服、釼、

銃、水油、傘 

竹、材木、七島

産、素麺、石炭、

炭、石、莚、笠 

米 油、粕、酒、

干鰯、菜種、

糖 

税上納 

商社積金 

取扱人世話料 

4％ 

2.5％ 

3.5％ 

- 

1.5％ 

2.5％ 

- 

1.5％ 

3.5％ 

1％ 

1％ 

2％ 

1％ 

2％ 

3％ 

計 10％ 4％ 5％ 4％ 6％ 
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（
３
）
現
地
新
潟
の
混
乱 

そ
の
後
の
成
り
ゆ
き
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。「
英
国
側
通
商
司
史
料
」
の
ト
ゥ
ル
ー
プ
は
、
こ
れ
ら
の
措

置
を
め
ぐ
り
政
府
官
員
と
地
元
商
人
と
が
せ
め
ぎ
合
っ
て
い
く
様
子
を
詳
し
く
観
察
し
て
い
る
。
な
お
、

そ
う
し
た
駆
け
引
き
の
記
録
は
、「
日
本
側
通
商
司
史
料
」
に
は
見
出
せ
な
い
。
こ
れ
ら
の
内
容
は
、
後
段

の
ト
ゥ
ル
ー
プ
と
新
潟
県
知
事
ら
と
の
書
翰
の
や
り
取
り
を
除
い
て
は
、「
英
国
側
通
商
司
史
料
」
に
よ
っ

て
初
め
て
知
り
う
る
も
の
で
あ
る
。
以
降
、
そ
う
し
た
駆
け
引
き
の
様
子
を
時
系
列
に
叙
述
し
て
い
く
。 

ま
ず
ト
ゥ
ル
ー
プ
は
、
地
元
商
人
の
意
を
体
し
た
検
断
が
、
新
た
な
措
置
へ
の
抵
抗
を
示
し
た
こ
と
を

観
察
し
て
い
る
。
だ
が
、
そ
の
抵
抗
は
あ
っ
け
な
く
排
除
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
動
き
は
、
報
告
の
文
脈
か

ら
す
る
と
、
三
月
の
北
海
道
物
産
に
関
す
る
布
告
を
受
け
て
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。 

「
こ
の
町
の
三
人
の
検
断
の
う
ち
二
人
ま
で
が
、
新
た
な
措
置
は
当
地
の
商
業
上
の
利
益
を
損
な
う
も
の

だ
と
し
て
布
告
を
住
民
に
伝
え
る
こ
と
を
躊
躇
し
、
不
服
を
申
し
立
て
た
。
町
民
に
代
わ
っ
て
不
服
を
表

明
す
る
こ
と
は
検
断
の
権
利
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
検
断
は
当
地
の
役
所
に
よ
っ
て
即
座
に
解
任
さ
せ
ら

れ
た
。
商
社
が
政
府
の
力
に
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
改
め
て
示
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
」（
ト
ゥ
ル
ー
プ
か

ら
パ
ー
ク
ス
へ 

一
八
七
〇
年
四
月
二
十
二
日
） 

次
に
、
ト
ゥ
ル
ー
プ
は
、
地
元
商
人
が
当
局
に
対
し
て
嘆
願
を
行
っ
て
い
た
こ
と
も
把
握
し
て
い
た
。

こ
の
嘆
願
の
ほ
う
は
、
す
べ
て
の
取
引
商
品
へ
の
一
律
徴
収
が
布
告
さ
れ
た
四
月
中
旬
以
降
の
こ
と
と
考

え
ら
れ
る
。
嘆
願
書
を
入
手
し
た
ト
ゥ
ル
ー
プ
は
、
そ
の
内
容
を
以
下
の
よ
う
に
報
告
し
て
い
る
。 

な
お
、
嘆
願
書
で
商
人
ら
は
、
こ
れ
が
政
府
へ
の
明
ら
か
な
抗
議
と
受
け
取
ら
れ
な
い
よ
う
慎
重
に
文

言
を
選
ん
で
い
た
。
そ
の
た
め
、
ト
ゥ
ル
ー
プ
が
公
使
館
に
報
告
す
る
に
あ
た
っ
て
、
書
面
の
字
句
ど
お

り
で
は
理
解
が
難
し
い
箇
所
が
あ
っ
た
。
ト
ゥ
ル
ー
プ
は
そ
う
し
た
箇
所
に
適
宜
自
ら
の
言
葉
を
挿
入
し

な
が
ら
、
以
下
の
と
お
り
嘆
願
書
を
英
訳
し
た
。 

 

【
史
料
六 

地
元
商
人
に
よ
る
嘆
願
書 

一
八
七
〇
年
四
月
（
下
旬
か
）
】 

     
   

 
  

    
   

  
 
  

     
  

ト
ゥ
ル
ー
プ
が
補
足
し
た
箇
所
は
《 

》
で
示
し
た
。 

 
  

嘆
願
書 

私
ど
も
、
大
川
前
通
の
下
一
之
町
か
ら
横
町
ま
で
の
間
の
九
つ
の
通
り
に
居
住
す
る
六
十
五
名
の
商
人

（

116
）

よ
り
、
謹
ん
で
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

私
ど
も
は
下
他
門
店
に
所
属
し
て
お
り
、
新
潟
港
に
運
ば
れ
て
く
る
様
々
な
商
品
を
買
い
入
れ
る
こ
と

で
生
計
を
営
ん
で
お
り
ま
す
。
こ
の
た
び
《
政
府
ま
た
は
県
庁
に
よ
っ
て
》
商
社
が
設
け
ら
れ
る
と
と
も

に
、《
政
府
ま
た
は
県
庁
に
よ
っ
て
》
北
海
道
物
産
に
関
す
る
規
則
が
定
め
ら
れ
、
今
後
こ
れ
ら
商
品
は
現

金
で
正
価
で
取
引
す
る
も
の
と
定
め
ら
れ
ま
し
た
。
北
海
道
産
物
は
、
塩
と
同
様
、
そ
の
半
分
以
上
を
新

潟
か
ら
上
州
、
信
州
、
奥
州
、
及
び
出
羽
ま
で
運
ん
で
い
っ
て
売
る
の
で
、
一
、
二
ヶ
月
の
あ
い
だ
支
払

い
を
猶
予
す
る
信
用
取
引
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。《
こ
の
新
た
な
規
則
が
施
行
さ
れ
る
と
》
船
か
ら
商
品
を

運
ぶ
た
め
の
経
費
や
、
現
金
を
工
面
す
る
た
め
に
生
じ
る
利
息
を
埋
め
合
わ
せ
る
元
手
が
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
こ
と
は
私
た
ち
に
と
っ
て
商
売
上
の
大
き
な
打
撃
で
す
。
ど
う
か
こ
う
し
た
事
情
を
御
勘
案
い
た
だ
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き
、
何
分
に
も
御
配
慮
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
謹
ん
で
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

《
売
買
の
方
法
が
政
府
ま
た
は
県
庁
に
よ
っ
て
変
更
さ
れ
、
》
す
べ
て
の
移
入
品
は
現
金
を
用
意
し
て
正

価
で
買
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
、
他
人
を
使
っ
て
こ
れ
ら
商
品
を
売
る
こ
と
が
で
き
ず
、
し
た
が
っ

て
商
品
を
流
通
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。 

そ
の
他
に
も
、
材
木
な
ど
の
商
品
は
大
量
に
買
い
入
れ
た
場
合
に
は
小
売
を
通
じ
て
売
り
捌
く
の
で
す

が
、
こ
れ
ら
の
売
上
金
が
全
部
す
ぐ
に
手
に
入
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
問
屋
《
問
屋
お
よ
び

商
社
を
意
味
し
て
い
る
。
新
た
な
措
置
に
関
し
て
特
に
訴
え
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
の
は
後
者
の
ほ
う
だ

が
、
商
社
は
政
府
が
設
立
し
た
組
織
で
あ
り
、
商
人
に
は
こ
れ
に
申
立
て
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
》
に

対
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
商
習
慣
を
認
め
て
、
現
金
払
の
際
の
値
引
き
を
許
し
て
く
れ
る
よ
う
お
願
い
し
ま

し
た
。
し
か
し
問
屋
は
こ
の
提
案
を
聞
こ
う
と
は
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
た
め
、
残
さ
れ
た
方
法
と
し

て
船
主
に
直
に
掛
け
合
っ
た
と
こ
ろ
、
船
主
ら
は
、
現
金
払
の
際
の
値
引
き
に
関
し
て
は
価
格
さ
え
折
り

合
え
れ
ば
こ
れ
ま
で
ど
お
り
で
構
わ
な
い
、
と
の
こ
と
で
し
た
。
そ
こ
で
私
た
ち
は
す
ぐ
に
こ
の
こ
と
を

問
屋
《
直
接
名
指
し
で
き
な
い
商
社
の
こ
と
を
指
す
》
に
伝
え
た
の
で
す
が
、
問
屋
と
し
て
は
、
た
と
え

船
主
が
同
意
し
て
も
当
面
は
こ
う
し
た
値
引
き
を
認
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
、
と
の
こ
と
で
し
た
。 

こ
う
し
た
事
態
に
私
た
ち
は
非
常
に
困
惑
し
て
お
り
ま
す
。
ど
う
か
、
船
主
や
問
屋
、
そ
れ
に
他
門
の

人
々
が
、
自
分
た
ち
で
合
意
し
た
や
り
方
で
こ
れ
ま
で
ど
お
り
取
引
を
行
う
こ
と
を
認
め
る
御
指
示
を
お

出
し
く
だ
さ
る
よ
う
、
謹
ん
で
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

こ
の
た
び
の
《
政
府
ま
た
は
県
庁
か
ら
指
示
の
あ
っ
た
》
税
金
や
商
社
積
金
の
徴
収
に
関
し
て
は
、
御

当
局
の
お
考
え
の
と
お
り
支
払
い
を
い
た
し
ま
す
。 

当
港
に
移
入
さ
れ
る
様
々
な
商
品
の
売
買
取
引
が
こ
れ
ま
で
ど
お
り
の
方
法
で
行
え
る
よ
う
、
何
分
に

も
特
段
の
御
配
慮
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 
 
   

   
    

   
 
  

  

以
下
に
六
十
五
名
の
氏
名
お
よ
び
押
印 

 
 

一
八
七
〇
年
四
月 

 

県
庁
へ 

 
 

 従
来
、
新
潟
港
は
国
内
の
中
継
交
易
地
で
あ
っ
た
。
船
主
か
ら
取
引
仲
介
業
者
へ
、
更
に
は
小
売
商
人

へ
と
売
買
さ
れ
た
商
品
の
代
金
は
、
小
売
商
人
が
遠
方
消
費
地
で
の
売
買
に
よ
っ
て
商
品
を
現
金
化
す
る

ま
で
の
あ
い
だ
、
仲
介
業
者
は
支
払
い
を
猶
予
さ
れ
る
の
が
通
例
で
あ
っ
た
。
そ
の
一
方
で
、
小
売
商
人

が
あ
ら
か
じ
め
現
金
を
支
払
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
そ
の
分
い
く
ら
か
値
引
き
が
入
る
。

こ
う
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
長
年
の
取
引
慣
行
は
無
視
さ
れ
た
。
政
府
官
員
か
ら
の
命
令
は
、
今
後
は
一

切
正
価
で
取
引
し
て
現
金
で
即
時
決
済
せ
よ
、
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。 

こ
う
し
て
情
勢
は
悪
化
し
て
い
き
、
こ
の
月
末
に
は
、
港
で
の
取
引
が
全
面
停
止
す
る
事
態
と
な
っ
た
。

多
く
の
廻
船
が
新
潟
港
を
見
捨
て
よ
う
と
し
て
い
た
。
ト
ゥ
ル
ー
プ
は
そ
の
様
子
を
次
の
よ
う
に
伝
え
て

い
る
。 「

四
月
二
十
七
日
以
来
、
日
本
商
人
ど
う
し
の
商
売
が
完
全
に
休
止
し
て
し
ま
う
、
と
い
う
憂
慮
す

べ
き
事
態
が
生
じ
て
い
る
。
長
年
当
港
で
船
荷
を
降
し
て
き
た
和
船
は
、
商
品
を
積
ん
だ
ま
ま
当
港
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を
離
れ
て
越
後
国
内
の
別
の
港
、
あ
る
い
は
能
登
に
行
っ
て
船
荷
を
降
ろ
さ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に

な
っ
て
い
る
」
（
ト
ゥ
ル
ー
プ
か
ら
パ
ー
ク
ス
へ 

一
八
七
〇
年
五
月
十
六
日
） 

こ
の
よ
う
に
新
潟
港
で
の
流
通
は
滞
っ
て
し
ま
っ
た
。
な
お
、「
英
国
側
通
商
司
史
料
」
イ
ギ
リ
ス
外
務

省
資
料
で
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
取
引
休
止
状
態
は
、
先
述
し
た
米
移
出
禁
止
措
置
も
一
つ
の

原
因
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
予
告
さ
れ
た
米
禁
輸
は
四
月
二
十
六
日
に
実
施
に
移
さ
れ
て
い
た
。 

港
で
表
面
化
し
て
き
た
こ
う
し
た
混
乱
を
、
当
局
は
懐
柔
策
と
強
圧
策
と
を
併
用
す
る
こ
と
で
打
開
し

よ
う
と
し
た
。
「
英
国
側
通
商
司
史
料
」
は
そ
う
し
た
様
子
も
確
実
に
捉
え
て
い
る
。 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

【
史
料
七 

商
社
へ
の
報
奨
金
に
関
す
る
告
知 

一
八
七
〇
年
四
月
二
十
八
日
】 

     
   

   
    

   
   

  
     

 

ト
ゥ
ル
ー
プ
が
補
足
し
た
箇
所
は
《 

》
で
示
し
た
。 

 
 

告 

こ
の
た
び
当
港
の
貿
易
会
社
か
ら
、
運
河
浄
化
や
病
院
整
備
そ
の
他
の
公
共
的
目
的
の
た
め
に
、

同
社
が
得
た
積
金
の
う
ち
年
一
万
両
を
提
供
し
た
い
、
と
の
申
し
出
を
受
け
た
。
こ
れ
は
ま
さ
に
交

易
を
促
進
し
よ
う
と
す
る
精
神
に
根
ざ
し
た
、
誠
に
あ
り
が
た
い
申
し
出
で
あ
る
。
県
庁
で
は
こ
の

申
し
出
に
対
し
て
以
下
の
と
お
り
些
少
の
報
奨
金
を
与
え
た
。 

 

一
八
七
〇
年
四
月
《
四
月
二
十
八
日
に
市
中
に
現
れ
る
》 

 
 

新
潟
県
庁 

 
 

 
 

 

金
二
千
疋
（
＝
五
十
両
）
を
与
え
る 

 
 

 
 

貿
易
会
社 

御
中 

 

ト
ゥ
ル
ー
プ
は
こ
の
告
知
に
つ
い
て
、
懐
疑
的
な
解
説
を
加
え
て
パ
ー
ク
ス
に
報
告
し
た
。 

「
商
社
が
商
社
積
金
か
ら
年
一
万
両
を
政
府
へ
渡
す
と
い
う
や
り
方
が
県
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
恩

恵
が
あ
る
の
か
、
私
に
は
理
解
で
き
な
い
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
寄
附
の
元
手
で
あ
る
積
金
は
商
社

が
自
ら
の
活
動
に
よ
っ
て
得
た
も
の
で
は
な
く
、
当
地
の
交
易
一
般
に
対
し
て
政
府
が
賦
課
し
た
税

金
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
う
し
た
寄
附
は
ま
だ
約
束
に
す
ぎ
な
い
の
で
、
実
際
に
行
わ
れ
る
か

ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
も
う
一
方
の
商
社
へ
の
報
奨
金
の
ほ
う
は
、
少
額
で
あ

る
に
せ
よ
現
実
的
な
も
の
で
あ
り
、
即
座
に
実
行
さ
れ
る
も
の
で
あ
る

（

117
）

。
こ
う
し
た
告
知
を
一
般

町
民
に
向
け
て
行
う
目
的
は
、
お
そ
ら
く
は
商
社
の
評
判
を
高
め
、
そ
の
重
要
性
を
認
知
さ
せ
る
こ

と
で
あ
ろ
う
」
（
ト
ゥ
ル
ー
プ
か
ら
パ
ー
ク
ス
へ 

一
八
七
〇
年
五
月
十
六
日
） 

ト
ゥ
ル
ー
プ
に
と
っ
て
若
干
不
可
解
な
こ
の
告
知
が
県
庁
か
ら
市
中
に
流
布
さ
れ
た
翌
日
、
新
潟
商
社

は
先
に
新
潟
局
（
新
潟
県
）
に
よ
っ
て
布
告
済
み
（
史
料
五
「
触
書
・
覚
」
）
の
一
律
徴
収
を
い
よ
い
よ
実

行
に
移
す
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。 

 
 

【
史
料
八 

「
触
書
・
覚
」
の
実
施
に
関
す
る
急
告 

一
八
七
〇
年
四
月
二
十
九
日
】 

急
告 

今
月
十
四
日
以
降
に
取
引
さ
れ
た
移
出
入
品
に
つ
き
、
明
日
三
十
日
に
確
定
さ
せ
て
取
引
報
告
書

を
五
月
一
日
ま
で
に
必
ず
提
出
す
べ
し
。
明
後
日
五
月
一
日
か
ら
は
、
徴
収
金
受
領
の
た
め
商
社
係
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員
が
商
社
事
務
所
、
下
川
口
番
所
及
び
広
小
路
番
所
に
在
勤
す
る
の
で
、
以
下
の
様
式
に
よ
り
取
引

の
明
細
を
届
け
出
る
べ
し
。 

 
 

 
 

記 

数
量
、
品
名
、
単
価
（
両
）
、
総
価
額
（
両
）
、
税
額
（
両
ま
た
は
分
） 

上
記
の
商
品
を
、
○
○
地
方
の
○
○
（
氏
名
）
に
対
し
て
売
り
ま
し
た
。
御
確
認
く
だ
さ
る
よ
う

お
願
い
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

氏
名
、
月
日
、
商
店
名 

商
社 

御
中 

  

以
上
に
つ
き
、
各
商
店
に
対
し
て
直
ち
に
遺
漏
な
く
伝
達
す
る
こ
と
。 

 
 

一
八
七
〇
年
四
月
二
十
九
日 

 
 

商
社 

 

正
価
・
即
時
の
決
済
を
前
提
に
、
取
引
を
明
日
確
定
さ
せ
、
明
後
日
に
は
そ
の
報
告
を
提
出
し
徴
収
金

を
納
め
よ
、
と
の
商
社
か
ら
の
指
示
で
あ
っ
た
。 

「
先
月
十
四
日
か
ら
三
十
日
ま
で
に
売
買
さ
れ
た
移
出
入
品
を
今
月
一
日
に
報
告
せ
よ
、
と
の
命
令

は
、
当
地
の
商
人
に
よ
っ
て
無
視
さ
れ
、
今
の
と
こ
ろ
実
質
的
に
意
味
の
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
地
元
商
人
は
結
局
こ
の
命
令
に
従
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
は
な
い
か
」（
ト
ゥ
ル
ー
プ
か
ら
パ

ー
ク
ス
へ 

一
八
七
〇
年
五
月
十
六
日
） 

こ
う
し
て
官
員
と
商
人
と
の
軋
轢
が
広
が
る
な
か
、
当
局
の
姿
勢
は
、
そ
の
後
や
や
軟
化
し
た
。
当
局

は
、
先
の
地
元
商
人
ら
の
嘆
願
に
対
し
て
一
定
の
譲
歩
を
示
し
た
。 

 

【
史
料
九 

嘆
願
書
に
対
す
る
県
の
回
答 

一
八
七
〇
年
五
月
】 

 
 

急
告 

こ
の
た
び
の
嘆
願
に
関
し
て
は
、
す
で
に
布
告
済
み
の
と
お
り
、
通
商
司
に
対
し
て
税
金
等
を
支

払
う
べ
し
。
た
だ
し
売
買
代
金
に
関
す
る
指
示
に
つ
い
て
は
解
除
す
る
。 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

新
潟
県 

一
八
七
〇
年
五
月 

 

（
以
下
略
） 

 

公
使
館
へ
の
報
告
の
な
か
で
ト
ゥ
ル
ー
プ
は
、
こ
の
回
答
に
関
し
て
以
下
の
コ
メ
ン
ト
を
付
し
て
い
る
。 

「
県
庁
か
ら
の
回
答
は
嘆
願
書
が
触
れ
て
い
な
い
事
項
に
も
言
及
し
て
お
り
、
嘆
願
書
と
は
正
確
に

対
応
し
て
い
な
い
印
象
を
受
け
る
。
回
答
は
、
ど
う
や
ら
書
面
に
よ
る
嘆
願
に
加
え
て
、
口
頭
で
の

嘆
願
に
も
関
係
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
」（
ト
ゥ
ル
ー
プ
か
ら
パ
ー
ク
ス
へ 

一
八
七
〇
年
五
月

十
八
日
） 

五
月
中
旬
の
時
点
で
は
、
情
勢
は
や
や
好
転
し
て
い
た
。 

「
四
月
二
十
七
日
以
来
、
地
元
商
人
に
よ
る
す
べ
て
の
商
業
活
動
が
停
止
し
て
い
た
が
、
嘆
願
書
へ
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の
回
答
が
あ
っ
た
後
、
す
な
わ
ち
今
月
中
旬
に
は
、
問
屋
そ
の
他
に
よ
る
商
業
活
動
が
多
少
な
り
と

も
再
開
し
た
」
（
ト
ゥ
ル
ー
プ
か
ら
パ
ー
ク
ス
へ 

一
八
七
〇
年
五
月
三
十
日
） 

し
か
し
混
乱
が
こ
れ
で
収
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
新
潟
港
は
こ
の
後

に
混
乱
の
ピ
ー
ク
に
見
舞
わ
れ
た
。
五
月
二
十
四
日
、
商
人
ら
は
精
一
杯
の
全
面
的
な
抗
議
行
動
に
及
ん

だ
。 

「
そ
の
後
、
当
港
に
や
っ
て
来
た
十
五
隻
ほ
ど
の
和
船
が
、
ど
う
や
ら
材
木
、
竹
な
ど
の
船
荷
を
積

ん
だ
ま
ま
信
濃
川
対
岸
に
あ
る
沼
垂
町
に
直
接
行
っ
て
し
ま
っ
た

（

118
）

。
そ
の
際
、
新
潟
港
の
取
引
仲

介
業
者
は
静
観
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
和
船
は
、
通
商
司
や
商
社
に
よ
る
取
引
へ
の
制
限
と
妨
害
の

た
め
、
直
接
沼
垂
に
向
か
い
、
そ
こ
で
船
荷
を
下
ろ
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
数
日
後
の
今
月
二

十
四
日
、
問
屋
や
「
仲
買
」
と
呼
ば
れ
る
取
引
仲
介
業
者
を
は
じ
め
、
す
べ
て
の
商
店
が
ご
く
小
さ

な
小
売
に
至
る
ま
で
一
切
営
業
を
停
止
し
て
し
ま
っ
た
。
私
は
す
ぐ
に
知
事
に
照
会
を
行
い
、
こ
う

し
た
取
引
停
止
状
態
に
つ
い
て
説
明
を
求
め
た
。
回
答
は
そ
の
日
の
午
後
に
来
た
。
こ
れ
ら
の
船
は
、

新
発
田
の
大
名
が
沼
垂
町
に
あ
る
兵
営
と
学
校
を
建
て
る
た
め
の
建
材
を
積
ん
で
い
た
こ
と
か
ら
、

こ
れ
を
前
例
と
し
な
い
と
い
う
条
件
で
沼
垂
町
に
船
を
付
け
る
こ
と
を
認
め
た
、
と
の
こ
と
で
あ
っ

た
。
私
は
そ
の
後
、
少
な
く
と
も
こ
の
う
ち
二
隻
は
役
所
が
許
可
を
与
え
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
の

で
、
新
潟
町
の
商
人
ら
は
当
局
の
許
可
を
得
て
沼
垂
町
へ
渡
っ
て
新
潟
町
に
引
き
戻
し
た
、
と
い
う

こ
と
を
聞
い
た
。
こ
う
し
た
出
来
事
に
直
接
関
係
の
な
い
業
者
は
、
す
ぐ
に
営
業
を
再
開
す
る
よ
う

に
厳
し
く
命
じ
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
多
く
は
二
十
四
日
午
後
に
は
こ
の
命
令
に
従
っ
た
」（
ト
ゥ
ル
ー

プ
か
ら
パ
ー
ク
ス
へ 

一
八
七
〇
年
五
月
三
十
日
） 

さ
て
、
ト
ゥ
ル
ー
プ
は
自
ら
が
観
察
し
た
こ
う
し
た
新
潟
港
の
混
乱
ぶ
り
に
関
し
て
、
以
上
の
よ
う
な

成
り
ゆ
き
を
公
使
館
へ
伝
え
た
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。「
英
国
側
通
商
司
史
料
」
に
よ
れ
ば
、
す
で
に
二
月

時
点
、
す
な
わ
ち
「
掟
」（
史
料
一
）
や
「
願
」
（
史
料
二
）
の
存
在
を
察
知
し
た
時
点
で
、
ト
ゥ
ル
ー
プ

は
現
地
当
局
に
対
し
て
抗
議
の
申
し
入
れ
を
行
う
こ
と
を
考
え
た
。
だ
が
そ
の
一
方
で
、
新
潟
と
似
た
よ

う
事
態
が
他
港
で
も
生
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
若
干
の
躊
躇
を
感
じ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
現
地

判
断
で
す
ぐ
に
抗
議
行
動
を
行
う
こ
と
は
控
え
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
混
乱
が
拡
大
の
一
途
を
た
ど

っ
て
い
た
四
月
二
十
七
日
に
至
っ
て
よ
う
や
く
、
ト
ゥ
ル
ー
プ
は
行
動
に
及
ん
だ
。
す
な
わ
ち
、
ト
ゥ
ル

ー
プ
は
新
潟
県
知
事
三
条
西
公
允
に
宛
て
て
抗
議
の
書
翰
を
発
出
し
た
。
そ
の
書
翰
で
ト
ゥ
ル
ー
プ
は
、

日
本
商
人
が
外
国
商
人
と
取
引
を
行
う
際
の
商
社
へ
の
報
告
義
務
や
、
政
府
官
員
に
よ
る
取
引
へ
の
立
会
、

更
に
は
高
率
の
徴
収
金
の
賦
課
な
ど
の
措
置
を
列
挙
し
、
こ
う
し
た
措
置
は
英
日
通
商
航
海
条
約
第
十
四

条
で
「
英
国
臣
民
は
日
本
人
と
自
由
に
、
い
ず
れ
の
商
品
も
売
買
す
る
こ
と
が
で
き
、
こ
う
し
た
売
買
に

は
日
本
政
府
官
員
の
介
入
を
受
け
る
こ
と
は
な
い
」
と
さ
れ
た
精
神
に
明
ら
か
に
反
す
る
、
と
し
て
、
こ

れ
ら
の
措
置
の
撤
回
を
求
め
た
。 

加
え
て
ト
ゥ
ル
ー
プ
は
、
外
国
交
易
上
の
妨
害
は
布
告
類
で
明
示
さ
れ
た
以
外
に
も
あ
る
、
と
認
識
し

て
い
た
。 

「
県
へ
の
抗
議
に
お
い
て
、
私
は
特
に
日
本
商
人
と
外
国
商
人
と
の
取
引
の
商
社
へ
の
報
告
義
務
を

問
題
と
し
た
。
そ
れ
は
、
公
表
さ
れ
た
規
制
事
項
に
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
報
告
義
務
に
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は
、
お
そ
ら
く
は
外
国
商
人
と
の
取
引
交
渉
が
成
立
す
る
前
の
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
っ

た
。
こ
れ
は
す
な
わ
ち
、
取
引
に
あ
た
っ
て
は
商
社
の
事
前
許
可
が
必
要
に
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

当
地
の
オ
ラ
ン
ダ
副
領
事
は
、
県
知
事
が
彼
に
宛
て
た
公
式
の
書
翰
を
私
に
見
せ
て
く
れ
た
が
、
こ

の
書
翰
に
お
い
て
知
事
は
、
少
な
く
と
も
米
の
取
引
に
お
い
て
は
、
日
本
商
人
が
外
国
商
人
に
売
ろ

う
と
す
る
場
合
に
は
特
別
な
許
可
が
な
け
れ
ば
交
渉
に
入
れ
な
い
、
と
言
明
し
て
い
た
の
で
あ
る
」

（
ト
ゥ
ル
ー
プ
か
ら
パ
ー
ク
ス
へ 

一
八
七
〇
年
五
月
十
六
日
） 

ト
ゥ
ル
ー
プ
か
ら
の
こ
の
最
初
の
抗
議
に
対
す
る
県
か
ら
の
回
答
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。 

 

【
史
料
十 

英
国
領
事
か
ら
の
抗
議
に
対
す
る
県
の
回
答
・
一
回
目 

一
八
七
〇
年
四
月
三
十
日
】 

（
前
略
） 

抑
右
商
社
之
儀
は
、
当
地
之
商
買
、
従
前
不
可
謂
之
習
弊
有
之
、
奸
商
共
競
て
厚
利
を
貧
り
来
り
、

就
中
問
屋
と
唱
ふ
る
は
我
国
内
諸
方
よ
り
輸
入
之
物
品
、
銘
々
倉
庫
ニ
引
受
、
其
手
数
之
償
と
し
て

荷
主
よ
り
多
少
之
歩
合
申
受
、
然
れ
と
も
其
品
位
之
検
査
区
々
、
自
儘
之
商
業
ニ
流
れ
、
往
々
市
勢

衰
微
之
憂
を
察
し
て
、
商
社
を
立
る
之
法
を
許
し
、
有
志
加
入
を
望
む
も
の
を
集
て
公
平
便
利
を
旨

と
せ
し
め
、
上
ニ
通
商
司
之
役
員
を
置
、
其
商
律
を
糺
す
へ
き
之
旨
、
我
政
府
之
命
あ
れ
と
も
、
外

国
貿
易
筋
等
携
る
へ
き
に
あ
ら
す
、
右
通
商
司
之
役
員
は
東
京
民
部
省
之
管
轄
に
し
て
我
配
下
と
云

に
あ
ら
す
、
亦
望
な
き
商
人
を
無
理
ニ
可
致
引
入
筈
も
無
之
、
直
ニ
従
前
問
屋
共
等
之
取
扱
を
商
社

ニ
移
し
、
国
内
之
諸
品
各
区
別
を
立
、
歩
合
を
定
め
て
検
査
之
手
数
料
ニ
充
て
候
は
、
開
港
場
不
開

港
場
之
別
な
く
、
凡
商
社
之
設
ケ
有
る
処
、
集
来
れ
る
諸
品
之
適
宜
を
見
据
、
入
札
或
は
公
平
之
相

場
を
立
、
其
品
ニ
寄
り
、
夫
々
之
手
数
料
、
商
社
ニ
お
ゐ
て
取
立
候
義
ニ
て
、
曾
て
租
税
ニ
て
は
無

之
、
殊
更
蝦
夷
地
産
物
ハ
歩
合
口
銭
取
立
候
は
既
ニ
我
国
内
公
告
ニ
お
よ
ひ
有
之
、
一
般
之
事
ニ
御

座
候
、（
中
略
）
元
条
約
第
十
四
条
并
各
公
使
会
議
之
第
五
条
と
も
素
よ
り
違
背
す
へ
謂
も
無
之
、
商

社
之
根
拠
ハ
却
て
貿
易
之
道
を
も
隆
至
ら
し
む
る
之
意
ニ
有
之
、
是
等
宜
御
諒
察
有
之
度
、
此
段
及

回
答
候
也
、
拝
具 

 
 

庚
午
三
月 

 
 

 
 

 

本
野
大
参
事 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

三
条
西
知
事 

英
国
岡
士 

ツ
ル
ー
プ
貴
下 

 

知
事
及
び
大
参
事
は
、
こ
の
回
答
に
お
い
て
、
新
潟
で
の
従
来
の
商
業
の
あ
り
方
を
「
奸
商
ど
も
が
競

っ
て
厚
利
を
貧
り
、
自
儘
の
商
業
に
流
れ
て
い
た
」
と
痛
烈
に
批
判
し
、
そ
れ
ゆ
え
「
市
勢
衰
微
の
憂
い

を
察
し
て
」
通
商
司
が
商
社
を
設
け
た
も
の
で
あ
る
、
と
し
た
。
更
に
は
、
商
社
は
地
元
商
人
を
無
理
に

加
入
さ
せ
て
は
い
な
い
し
、
外
国
貿
易
に
も
関
係
し
て
い
な
い
、
貴
国
と
の
取
極
に
も
違
反
し
て
い
な
い
、

と
主
張
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
時
点
で
知
事
及
び
大
参
事
は
、
通
商
司
は
県
庁
に
属
す
る
も
の
で
は

な
い
、
と
し
つ
つ
も
、
そ
の
通
商
司
・
商
社
に
よ
る
措
置
を
擁
護
し
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
が
確
認
で
き

る
。 「

英
国
側
通
商
司
史
料
」
に
よ
れ
ば
、
ト
ゥ
ル
ー
プ
は
こ
の
新
潟
県
庁
か
ら
の
返
書
の
内
容
に
は
大
い
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に
不
満
で
あ
っ
た
。
県
庁
か
ら
の
返
書
で
は
、
新
た
な
商
法
の
趣
旨
や
商
社
の
性
格
が
説
明
さ
れ
て
い
る

だ
け
で
あ
り
、
外
国
商
人
と
の
取
引
に
対
す
る
通
商
司
・
商
社
の
介
入
、
及
び
商
社
積
金
等
一
律
賦
課
金

に
つ
い
て
、
両
国
条
約
に
照
ら
し
た
具
体
的
な
言
及
が
な
か
っ
た
。 

そ
れ
か
ら
お
よ
そ
一
ヶ
月
後
の
五
月
二
十
四
日
、
新
潟
港
が
再
び
混
乱
に
陥
る
に
至
り
、
ト
ゥ
ル
ー
プ

は
改
め
て
県
庁
へ
抗
議
書
翰
を
送
っ
た
。
そ
し
て
、
「
触
書
・
覚
」（
史
料
五
）
が
両
国
の
修
好
通
商
条
約

に
反
し
て
い
な
い
か
ど
う
か
、
明
確
な
見
解
を
示
す
よ
う
求
め
た
。 

こ
の
英
国
領
事
か
ら
の
再
度
の
抗
議
書
翰
を
受
け
取
っ
た
新
潟
県
は
、
こ
こ
に
至
っ
て
態
度
を
一
転
さ

せ
た
。 

 

【
史
料
十
一 

英
国
領
事
か
ら
の
抗
議
に
対
す
る
県
の
回
答
・
二
回
目 

一
八
七
〇
年
五
月
二
十
八 

日
】 

通
商
司
并
商
社
之
義
ニ
付
云
々
御
申
越
之
趣
、右
は
本
日
掛
り
役
輩
を
以
委
細
為
及
御
引
合
候
通
り
、

商
律
之
義
ニ
付
、
過
日
我
三
月
十
三
日
市
民
え
布
告
い
た
し
候
触
書
之
内
、
民
部
省
并
外
務
省
お
い

て
猶
懇
切
協
議
い
た
し
居
候
次
第
も
有
之
、
夫
の
為
今
般
別
ニ
通
商
司
役
輩
出
張
い
た
し
候
間
、
右

触
書
は
先
取
消
シ
追
て
右
両
省
評
議
決
定
相
成
候
迄
は
都
て
従
前
之
通
可
相
心
得
旨
、
改
て
市
民
え

布
告
い
た
し
候
、
依
之
為
御
心
得
別
紙
布
告
書
写
壱
通
相
添
、
回
答
旁
此
段
申
進
候
、
拝
具 

 
 

四
月
廿
八
日 

 
 

 
 
 

 
 

三
条
西
知
事

（

119
） 

 

英
岡
士 

ツ
ル
ー
プ
貴
下 

 

県
知
事
か
ら
の
こ
の
回
答
に
よ
り
、
ト
ゥ
ル
ー
プ
は
、
新
潟
で
の
新
た
な
商
法
の
こ
と
は
す
で
に
中
央

政
府
に
伝
わ
っ
て
お
り

（

120
）

、
民
部
大
蔵
省
と
外
務
省
と
で
協
議
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
知
っ
た
。
そ
し

て
ま
た
ト
ゥ
ル
ー
プ
は
、
中
央
か
ら
は
通
商
司
本
司
の
官
員

（

121
）

が
新
潟
に
派
遣
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
受

け
て
、
県
庁
と
し
て
は
先
の
「
触
書
・
覚
」
を
取
り
消
す
、
と
い
う
こ
と
も
伝
え
ら
れ
た
。
県
知
事
か
ら

の
書
翰
に
は
、
同
日
発
せ
ら
れ
た
県
か
ら
検
断
へ
の
次
の
布
告
が
添
え
ら
れ
て
い
た
。 

 

【
史
料
十
二 

県
か
ら
検
断
へ
の
布
告
（「
見
直
し
布
告
」
） 

一
八
七
〇
年
五
月
二
十
八
日
】 

売
買
品
取
扱
方
之
儀
ニ
付
、
当
三
月
中
相
触
置
候
処
、
尚
御
詮
議
之
筋
も
有
之
候
ニ
付
、
右
は
追
て

相
改
可
及
沙
汰
候
条
、
此
段
可
相
心
得
候
事 

右
之
趣
、
小
前
末
々
に
至
迄
可
触
示
も
の
也 

 
 

四
月
廿
八
日 

新
潟
県
庁 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

検
断
へ 

 

「
県
知
事
か
ら
の
回
答
は
、
前
日
午
前
に
町
に
触
れ
出
さ
れ
た
布
告
の
写
し
と
と
も
に
送
付
さ
れ
て

き
た
。
こ
の
書
翰
で
は
四
月
十
三
日
付
の
「
触
書
・
覚
」
は
す
で
に
廃
止
さ
れ
、
新
た
な
規
則
を
検

討
し
て
い
る
あ
い
だ
は
通
商
司
・
商
社
の
活
動
は
休
止
状
態
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
伝
え
ら
れ
た
。

こ
の
こ
と
は
町
に
大
き
な
安
堵
を
も
た
ら
し
た
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
が
十
分
に
信
用
で
き
る
も
の
か

ど
う
か
は
ま
だ
確
実
と
は
言
え
な
い
」
（
ト
ゥ
ル
ー
プ
か
ら
パ
ー
ク
ス
へ 

一
八
七
〇
年
五
月
三
十
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日
） 

確
か
に
、
ト
ゥ
ル
ー
プ
宛
て
の
書
翰
（
史
料
十
一
）
で
県
庁
は
「
布
告
書
は
取
り
消
す
（
右
触
書
ハ
先

取
消
シ
）」
と
伝
え
た
も
の
の
、
布
告
（
史
料
十
二
）
の
文
言
で
は
「
尚
御
詮
議
之
筋
も
有
之
候
ニ
付
、
右

ハ
追
テ
相
改
可
及
沙
汰
候
条
」
と
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
布
告
を
取
り
消
す
、
と
ま
で
は
し
て
い
な
い
。

新
た
な
商
法
の
見
直
し
を
示
唆
し
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
た
。
事
態
の
成
り
ゆ
き
は
ま
だ
不
透
明
、
と
公
使

館
に
報
告
し
た
ト
ゥ
ル
ー
プ
の
懸
念
が
間
違
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
、
後
日
判
明
す
る
。 

そ
う
は
言
い
な
が
ら
も
、
県
庁
に
よ
る
方
針
転
換
の
意
向
表
明
は
、
や
は
り
事
態
の
好
転
に
は
違
い
な

か
っ
た
。
通
商
司
・
商
社
が
現
れ
て
以
来
の
新
た
な
商
法
に
対
し
て
は
、
地
元
商
人
に
よ
る
必
死
の
懇
願

と
抵
抗
が
あ
り
、
ま
た
ト
ゥ
ル
ー
プ
自
ら
も
県
庁
に
抗
議
を
行
っ
た
の
で
あ
る
が
、
ト
ゥ
ル
ー
プ
は
こ
の

時
点
で
、
県
庁
に
「
見
直
し
布
告
」
を
出
す
に
至
ら
し
め
た
も
の
は
、
直
接
的
に
は
中
央
か
ら
県
庁
へ
の

指
示
で
あ
っ
た
こ
と
を
認
識
し
た
。 

 

（
４
）
公
使
館
と
日
本
政
府 

こ
こ
ま
で
の
新
潟
の
状
況
を
確
認
し
た
う
え
で
、
今
度
は
現
地
新
潟
と
並
行
し
た
東
京
で
の
英
国
側
の

動
き
を
た
ど
る
。 

ト
ゥ
ル
ー
プ
か
ら
最
初
の
報
告
（
四
月
二
十
二
日
付
）
を
受
け
た
英
国
公
使
館
は
、
そ
の
ト
ゥ
ル
ー
プ

か
ら
の
報
告
に
添
付
さ
れ
た
「
掟
」（
史
料
一
）
、「
願
」（
史
料
二
）、「
触
書
・
覚
」（
史
料
五
）
を
、
シ
ー

ボ
ル
ト
日
本
語
書
記
官
を
通
じ
て
日
本
外
務
省
に
渡
し
た
。
五
月
十
八
日
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は

「
日
本
側
通
商
司
史
料
」
と
は
別
の
史
料
で
確
認
で
き
る

（

122
）

。
そ
し
て
そ
の
四
日
後
の
五
月
二
十
二
日
、

同
国
公
使
館
の
ア
ダ
ム
ス
書
記
官
が
日
本
外
務
省
に
乗
り
込
み
、
日
本
政
府
側
と
こ
の
件
に
つ
き
面
談
し

た
。
そ
の
記
録
が
「
日
本
側
通
商
司
史
料
」
に
残
っ
て
い
る
。
以
下
の
内
容
で
あ
る
。 

 

【
史
料
十
三 

両
国
談
判
・
第
一 

一
八
七
〇
年
五
月
二
十
二
日
】 

午
四
月
廿
二
日 

於
外
務
省 

寺
島
外
務
大
輔
・
伊
藤
大
蔵
少
輔
・
英
国
書
記
官
ア
タ
ム
ス
え
対
話

書
類 

一
、
新
潟
一
条
御
談
判
已
後
、
御
差
置
之
書
面
民
部
省
ニ
て
夫
々
評
議
い
た
し
候
処
、
書
面
え
下
ヶ

札
之
通
ニ
て
如
何
と
も
不
条
理
ニ
相
当
り
、
右
様
之
義
は
無
之
事
ニ
付
、
事
実
探
索
之
た
め
官
員
さ

し
遣
候
処
、
同
所
よ
り
も
官
員
出
府
候
間
、
尚
相
尋
候
処
、
右
様
之
布
令
致
候
事
は
無
之
趣
ニ
候 

 
 

此
時
書
面
ニ
て
談
判 

右
之
通
り
ニ
付
、
此
書
面
は
伊
藤
書
類
ニ
可
有
之
と
存
候 

 
 

本
書
有
之
候
間
、
取
調
可
申
候 

両
人
之
者
を
対
し
候
旨
之
事
、
是
は
県
之
取
扱
ニ
て
、
外
事
ニ
て
相
対
し
候
事
ニ
て
、
通
商
之
事
ニ

関
係
無
之
候 

 
 

尚
双
方
書
面
ニ
て
談
判
、
此
時
書
面
相
渡 

右
書
面
下
ヶ
札
之
趣
等
ハ
、
御
熟
読
候
ハ
ヽ
委
細
相
分
り
可
申
候 

 
 

熟
読
之
上
ニ
て
尚
御
談
判
可
致
候
、
乍
去
右
出
府
之
役
人
を
御
糺
被
成
候
成 



64 

 

右
之
書
面
ニ
て
相
尋
候
処
、
一
向
不
存
趣
ニ
付
、
致
再
考
候
処
、
書
中
ニ
添
書
な
と
有
之
候
間
、
是

有
覚
書
ニ
て
も
有
之
御
考
を
写
取
御
考
と
被
存
候
、
尤
差
遣
し
候
官
員
へ
も
書
面
之
趣
意
等
を
申
合

い
た
し
遣
候 

 
 

承
知
い
た
し
候
、
何
れ
書
面
熟
読
之
上
御
談
判
可
致
候 

 こ
の
会
談
記
録
を
仔
細
に
確
認
す
る
。
民
部
省
で
は
、
先
に
シ
ー
ボ
ル
ト
が
外
務
省
に
置
い
て
い
っ
た

新
潟
で
の
一
連
の
文
書
類
に
つ
い
て
協
議
し
た
が
、
そ
れ
ら
は
「
如
何
と
も
不
条
理
」
で
あ
っ
て
、
実
際

の
も
の
と
は
思
え
な
い
。
そ
こ
で
事
実
を
確
か
め
る
た
め
に
民
部
省
か
ら
新
潟
へ
官
員
を
派
遣
し
た

（

123
）

。

同
時
に
本
件
に
関
係
す
る
現
地
官
員

（

124
）

が
新
潟
か
ら
出
府
し
て
き
た
の
で
、
こ
の
者
に
本
件
の
真
偽
を
た

だ
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
よ
う
な
布
令
は
行
っ
て
い
な
い
、
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
日
本
側
は
こ
の
談

判
に
お
い
て
、
新
潟
の
文
書
類
の
内
容
を
「
如
何
と
も
不
条
理
」
と
考
え
る
論
拠
を
記
し
た
も
の
を
持
参

し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
こ
れ
ら
布
告
文
書
類
に
下
げ
札
を
貼
付
し
た
体
裁
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
下

げ
札
に
記
し
た
文
面
を
伊
藤
博
文
が
ア
ダ
ム
ス
に
示
し
た
。
す
な
わ
ち
こ
の
伊
藤
が
記
し
た
下
げ
札
は
、

「
掟
」「
願
」
「
触
書
・
覚
」
と
い
っ
た
新
潟
で
の
布
告
文
書
類
に
対
す
る
政
府
と
し
て
の
見
解
表
明
で
あ

り
、
民
部
大
蔵
省
は
こ
の
日
の
談
判
で
そ
の
見
解
を
ア
ダ
ム
ス
に
伝
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し

て
こ
の
談
判
は
、
そ
の
下
げ
札
の
文
言
を
も
と
に
進
め
ら
れ
た
。「
書
面
へ
下
ヶ
札
」
は
相
当
に
長
い
文
書

で
あ
る
た
め
、
ア
ダ
ム
ス
が
そ
の
場
で
十
分
に
理
解
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
下
げ
札

の
趣
旨
は
、
民
部
省
が
新
潟
に
派
遣
し
た
官
員
に
も
伝
え
て
あ
っ
た
。
今
般
新
潟
か
ら
出
府
し
て
き
た
官

員
は
、
ま
だ
そ
の
こ
と
を
知
ら
な
い
と
言
っ
て
い
た
。
結
局
、
ア
ダ
ム
ス
は
「
書
面
へ
下
ヶ
札
」
を
そ
の

場
で
受
け
取
り
、
公
使
館
に
持
ち
帰
っ
て
熟
読
し
て
改
め
て
両
者
で
談
判
を
行
う
こ
と
と
し
た
。 

さ
て
、
そ
れ
で
は
そ
の
下
げ
札
と
は
ど
の
よ
う
な
文
言
で
あ
っ
た
か
。
そ
の
内
容
は
「
日
本
側
通
商
司

史
料
」
及
び
「
英
国
側
通
商
司
史
料
」
の
両
方
で
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
は
長
文
に
わ
た
る

が
、
こ
こ
で
は
「
日
本
側
通
商
司
史
料
」
に
よ
り
そ
の
主
要
部
分
を
確
認
す
る
。 

 

ま
ず
、
「
掟
」（
史
料
一
）
に
関
し
て
で
あ
る
。
下
げ
札
は
、
こ
れ
を
公
権
力
行
使
と
私
的
結
社
の
社
内

規
則
と
が
ま
っ
た
く
渾
然
と
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
、
と
批
判
し
た
。「
両
会
社
法
律
之
儀
」
の
文
言
な

ど
は
そ
の
最
た
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
商
社
へ
の
届
出
が
な
い
取
引
を
「
抜
荷
」
す
な
わ
ち
密
輸
と
称
す

る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
不
正
を
監
視
す
る
の
は
官
員
が
行
う
べ
き
こ
と
で
あ
り
、
商
社
の
手
を
借
り
る
も

の
で
は
な
い
、
と
強
く
否
定
し
た
。
伊
藤
が
記
し
た
逐
条
の
批
判
を
「
掟
」
本
文
と
と
も
に
以
下
に
示
す
。

傍
線
（
筆
者
）
を
付
し
た
部
分
が
、
伊
藤
に
よ
る
下
げ
札
に
あ
た
る
文
言
で
あ
る
。 

 

【
史
料
十
四 

「
掟
」
に
関
す
る
「
書
面
へ
下
ヶ
札
」 

（
一
八
七
〇
年
五
月
中
旬
）
】 

今
般
為
替
会
社
・
貿
易
会
社
御
取
建
、
商
法
御
改
正
之
御
趣
キ
厚
相
心
得
、
商
業
盛
大 

御
国
内
普

通
之
議
、
専
ラ
尽
力
可
致
事 

此
掟
社
中
ニ
テ
定
ム
ル
所
ノ
私
律
カ
、
将
タ
政
府
司
法
官
ノ
禁
令
カ
、
不
言
ニ
シ
テ
弁
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ナ

リ
、
立
文
ノ
体
裁
、
甚
ソ
ノ
当
ヲ
得
サ
ル
ナ
リ 

一
、
両
会
社
法
律
之
儀
、
東
京
規
則
各
壱
通
相
心
得
可
申
事 
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会
社
ニ
テ
定
ム
ル
私
権
ノ
約
束
ヲ
サ
シ
テ
法
律
ト
称
ス
ル
ハ
、
字
面
不
当
ノ
極
ナ
リ
、
僅
々
ノ
辞
弊
、

終
ニ
全
体
ノ
旨
趣
ヲ
誤
ス
ル
ニ
至
ル
、
宜
ク
改
正
ス
可
シ 

一
、
三
都
府
諸
開
港
場
、
為
替
手
形
・
正
金
双
方
無
差
支
引
替
可
申
事 

一
、
北
海
道
産
物
之
議
ハ
、
御
規
則
之
通
取
扱
可
申
事 

 
 

 

北
海
道
ノ
産
物
ハ
開
拓
使
ノ
所
轄
ニ
属
ス
、
故
ニ
此
条
削
去
ス
可
シ 

一
、
外
国
交
易
は
御
条
約
面
之
通
相
守
、
売
買
之
時
ハ
当
社
へ
届
出
可
申
事 

 

但
、
御
制
禁
之
品
売
買
或
ハ
密
商
働
候
も
の
於
有
之
は
、
速
ニ
訴
出
可
申
事 

外
国
交
易
ハ
御
条
約
面
之
通
可
相
守
ノ
義
ヲ
、
社
中
記
臆
ノ
タ
メ
掲
載
ス
ル
ハ
サ
ル
コ
ト
ナ
レ
ト
モ
、

他
ノ
商
買
売
買
ノ
商
品
時
々
商
社
へ
可
届
出
ト
掲
示
ス
ル
ハ
、
其
義
甚
適
当
ナ
ラ
サ
ル
ナ
リ
、
畢
竟

地
方
官
・
海
関
税
務
官
ハ
何
故
ノ
設
ナ
ル
ヤ
、
社
中
輩
、
其
旨
了
解
セ
サ
ル
ハ
恕
ス
可
キ
ナ
レ
ト
モ
、

通
商
司
官
員
ニ
於
テ
ハ
、
此
レ
公
法
正
理
ヲ
錯
誤
シ
、
政
体
ヲ
紊
乱
ス
ル
ノ
義
ニ
テ
、
其
責
頗
ル
大

ナ
リ
ヘ
シ 

 

但
シ
書
ノ
旨
趣
ニ
於
ル
モ
同
義
ナ
リ 

一
、
諸
国
之
産
物
入
船
之
節
荷
数
品
、
訳
を
以
届
出
候
ハ
ヽ
、
売
買
至
当
ニ
取
計
可
申
事 

 

但
、
抜
荷
其
他
不
正
之
取
計
い
た
し
候
ハ
ヽ
、
取
糺
之
上
、
其
品
取
揚
ヶ
可
申
事 

商
買
ノ
商
品
ヲ
売
買
ス
ル
、
素
ヨ
リ
自
由
ノ
私
権
ヲ
有
ス
、
今
其
商
法
ノ
更
ニ
流
通
ヲ
便
ニ
セ
ン
コ

ト
ヲ
謀
リ
、
却
テ
権
束
拘
留
ノ
所
置
ア
ラ
ハ
、
コ
レ
悪
湿
居
卑
ノ
尤
甚
シ
キ
モ
ノ
ナ
リ
、
故
ニ
此
旨

趣
ヲ
改
メ
、
商
人
ノ
望
ニ
任
セ
、
社
中
ニ
テ
売
買
ス
ル
ヲ
得
リ
キ
ノ
意
味
ニ
セ
ハ
可
ナ
ラ
ン
歟 

但
シ
書
ノ
意
味
ハ
、
商
社
へ
届
出
サ
ル
モ
ノ
ヲ
シ
テ
抜
荷
ト
ス
ル
カ
、
コ
レ
権
束
ノ
尤
甚
シ
キ
モ
ノ

也
、
且
不
正
ノ
品
売
買
ヲ
監
視
糺
督
ス
ル
ハ
、
固
ヨ
リ
有
司
存
ス
、
何
ソ
商
社
ノ
手
ヲ
仮
ラ
ン
ヤ 

 

 

次
に
、
「
願
」（
史
料
二
）
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
も
ま
た
、
下
げ
札
は
厳
し
い
批
判
を
加

え
て
い
た
。
例
え
ば
、
商
社
が
徴
す
る
商
社
積
金
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
に
咎
め
た
。 

 

【
史
料
十
四
（
続
き
） 

「
願
」
に
関
す
る
「
書
面
へ
下
ヶ
札
（
抄
）
」 

（
一
八
七
〇
年
五
月
中
旬
）
】 

頭
取
取
締
以
下
肝
煎
等
ノ
社
中
へ
積
金
ス
ル
ハ
臨
時
商
法
原
金
ノ
予
備
ナ
ル
ヘ
シ
、
故
ニ
其
意
、
協
力

義
ヨ
リ
出
ル
ニ
シ
テ
、
決
シ
テ
拘
束
ス
ル
モ
ノ
ナ
ラ
ス
、
然
ル
ヲ
本
文
ノ
如
ク
セ
ハ
、
商
社
ハ
政
府
ノ

一
区
ニ
シ
テ
、
其
商
法
ノ
調
達
金
ヲ
官
ヨ
リ
下
命
ス
ル
筋
ニ
当
リ
公
私
混
雑
、
尤
体
裁
条
理
ヲ
乱
シ
甚

不
相
当
ノ
コ
ト
ナ
リ 

 

更
に
は
、
「
触
書
・
覚
」（
史
料
五
）
に
関
し
て
で
あ
る
。
下
げ
札
は
、
民
間
た
る
商
社
が
法
律
の
制
定

権
や
監
督
権
を
掌
握
し
、
更
に
は
租
税
事
務
を
行
っ
て
い
る
国
家
な
ど
あ
り
え
な
い
、
も
し
通
商
司
が
新

た
な
「
商
法
」
を
必
要
と
考
え
る
の
な
ら
、
現
地
官
員
か
ら
本
省
に
稟
議
を
上
げ
て
定
め
れ
ば
よ
い
、
と

し
て
、
こ
の
布
告
を
厳
し
く
咎
め
た
。 

 

【
史
料
十
四
（
続
き
） 

「
触
書
・
覚
」
に
関
す
る
「
書
面
へ
下
ヶ
札
（
抄
）
」 

（
一
八
七
〇
年
五
月
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中
旬
）
】 

立
国
之
体
裁
各
邦
各
様
ニ
テ
、
或
ハ
君
権
無
限
、
万
機
独
裁
ス
ル
ア
リ
、
或
ハ
制
法
・
行
政
・
司
法
ノ

三
権
ニ
分
チ
、
政
府
ト
国
民
ト
之
ヲ
維
持
ス
ル
ア
リ
、
或
ハ
豪
族
協
合
之
政
治
、
或
ハ
国
君
・
国
民
ノ

際
限
ヲ
定
、
才
能
ヲ
抜
擢
シ
テ
、
之
ヲ
主
宰
セ
シ
ム
ル
ノ
政
治
、
其
他
尚
各
種
ア
ル
ベ
シ
ト
雖
モ
、
未

タ
法
制
禁
令
ノ
要
権
ヲ
シ
テ
、
商
社
ニ
属
ス
体
ア
ル
ヲ
聞
カ
ス
、
決
シ
テ
然
ル
可
ラ
サ
ル
ノ
理
ナ
レ
ハ

ナ
リ
、
苟
モ
其
制
ヲ
誤
ル
、
其
害
実
ニ
大
ナ
ル
可
シ
、
今
此
布
告
ノ
如
キ
ハ
、
則
、
制
法
ト
禁
令
ト
加

フ
ル
ニ
租
務
ヲ
シ
テ
、
併
セ
テ
商
社
ニ
属
ス
ル
ノ
義
ナ
リ
、
何
ソ
錯
誤
倒
錯
ノ
甚
シ
キ
ヤ
、
故
ニ
モ
シ

其
他
ノ
商
法
定
規
ナ
ク
、
商
買
相
共
ニ
自
由
ヲ
得
サ
ル
ノ
弊
ア
リ
テ
、
通
商
司
此
レ
ヲ
修
治
セ
サ
ル
ヲ

得
サ
ル
ト
セ
ハ
、
能
ク
其
由
ヲ
審
ニ
シ
、
本
省
ニ
稟
議
シ
、
コ
レ
ヲ
地
方
官
ニ
令
シ
テ
、
以
テ
調
理
ヲ

得
セ
シ
ム
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
リ 

但
書
ノ
如
キ
ハ
、
尤
モ
不
相
当
ノ
極
ト
云
可
シ 

 

こ
れ
ら
下
げ
札
の
趣
意
を
要
す
る
に
、
新
潟
で
行
わ
れ
て
い
る
商
法
は
中
央
政
府
の
考
え
に
著
し
く
反

す
る
、
よ
っ
て
改
め
る
べ
し
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。 

 

五
月
二
十
二
日
の
談
判
で
の
ア
ダ
ム
ス
・
寺
島
・
伊
藤
に
よ
る
申
合
せ
の
と
お
り
、
や
が
て
こ
れ
に
続

く
談
判
の
場
が
設
け
ら
れ
た
。
十
日
後
の
六
月
一
日
、
今
度
は
公
使
及
び
外
務
卿
と
い
う
、
両
国
の
最
高

外
交
責
任
者
に
よ
る
談
判
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
頂
上
談
判
」
と
で
も
称
し
得
る
談
判
に
関
し
て
も
、「
日
本

側
通
商
司
史
料
」
の
な
か
に
記
録
が
あ
る
。
以
下
の
内
容
で
あ
る
。 

 

【
史
料
十
五 

両
国
談
判
・
第
二 

「
頂
上
談
判
」 

一
八
七
〇
年
六
月
一
日
】 

午
五
月
三
日 

於
外
務
省 

澤
外
務
卿
・
寺
島
外
務
大
輔
・
大
隈
大
蔵
大
輔
・
伊
藤
大
蔵
少
輔
・
内

海
兵
庫
県
大
参
事 

英
国
公
使
へ
対
話
書
類 

新
潟
ニ
て
町
触
ニ
出
し
候
書
面
は
禁
止
之
御
触
御
差
出
し
可
被
成
候
様
存
候 

 
 

素
よ
り
禁
止
之
触
は
差
出
候
積
ニ
候 

 
 

其
触
は
い
つ
れ
よ
り
出
候
哉 

其
土
地
之
官
員
よ
り
差
出
候 

 
 

政
府
よ
り
御
差
出
被
成
候
方
可
然
候 

政
府
よ
り
可
差
出
儀
ニ
は
候
へ
と
も
、
全
く
通
商
司
よ
り
出
し
候
書
面
ニ
候
哉
、
其
虚
実
不
相
分
候

間
、
役
人
差
遣
し
相
糺
し
候
上
、
処
置
い
た
し
候
積
ニ
候 

 
 

過
日
新
潟
よ
り
役
人
出
府
候
様
承
知
い
た
し
候 

其
役
人
相
糺
候
処
、
右
様
之
事
ハ
無
之
、
商
社
之
者
よ
り
差
出
候
趣
ニ
候
、
右
新
潟
へ
差
遣
し
候
役

人
は
十
日
程
已
前
ニ
着
い
た
し
候
、昨
日
も
新
潟
よ
り
参
り
候
者
ニ
面
会
、右
之
触
書
を
見
せ
候
処
、

全
く
商
社
之
も
の
よ
り
差
出
候
書
面
ニ
付
、
厳
敷
叱
り
為
相
止
候
趣
、
是
ハ
右
当
地
遣
し
候
改
役
人

之
到
着
已
前
之
事
之
由
ニ
候 

 
 

一
体
通
商
司
と
商
社
之
別
ハ
如
何
ニ
候
哉 

通
商
司
ハ
民
部
省
中
之
一
官
ニ
て
、
商
人
之
取
締
い
た
し
、
其
商
法
を
立
、
其
収
税
之
法
を
立
得
儀
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な
れ
と
も
、
右
役
名
始
り
暫
時
之
事
ニ
付
、
い
ま
た
夫
迄
之
手
続
ニ
は
至
り
兼
候
、
商
社
は
全
く
商

人
仲
間
ニ
て
組
合
を
立
候
事
ニ
候 

 
 

右
町
触
禁
止
候
御
布
告
之
義
は
、
い
つ
頃
迄
ニ
可
相
分
候
哉 

一
週
日
頃
ニ
は
可
相
分
候 

 
 

通
商
司
ハ
知
事
ニ
随
従
い
た
し
候
も
の
ニ
候
哉 

左
様
ニ
は
無
之
、
通
商
司
は
商
買
上
之
事
ニ
関
係
候
故
、
其
筋
を
取
調
、
知
事
へ
差
出
候
訳
ニ
て
、

布
告
書
は
知
事
よ
り
差
出
候
事
ニ
候 

 
 

 
 

大
坂
之
商
社
ニ
も
紛
紜
差
起
り
居
候
趣
、
兎
角
役
人
不
宜
候
、
夫
故
商
人
共
も
勝
手
次
第
之
事

い
た
し
候
様
ニ
テ
、
更
ニ
法
ハ
立
不
申
候 

法
則
不
相
立
ニ
は
あ
ら
さ
れ
と
も
、
最
初
此
官
を
設
候
節
、
拙
者
共
相
掛
り
候
積
之
処
、
他
人
被
命

候
間
、
拙
者
共
と
ハ
見
込
違
之
廉
も
有
之
、
此
節
右
規
則
改
正
候
積
、
取
調
中
ニ
候
得
共
、
或
ハ
徳

法
と
存
候
事
も
実
地
ニ
行
ひ
、
妨
碍
之
有
無
も
難
計
、
夫
是
斟
酌
い
た
し
候
ニ
付
、
取
調
方
急
速
ニ

は
行
届
兼
候 

 
 

 
 

左
候
ハ
ヽ
御
規
則
御
改
正
迄
、
通
商
司
御
止
メ
被
成
候
方
可
然
、
通
商
司
ハ
貿
易
上
無
差
支
様 

可
為
致
筈
之
処
、
却
て
妨
碍
を
生
し
申
候
、
新
潟
ニ
て
は
、
右
触
書
は
通
商
司
并
知
事
共
、
尤

ニ
存
居
候
由
、
即
チ
此
手
紙
御
読
可
被
成
候 

 
 

 

此
時
新
潟
よ
り
差
越
候
日
本
人
之
手
紙
差
出 

 
 

此
書
面
に
依
れ
は
、
新
潟
は
鎖
港
之
体
ニ
相
見
ヘ
候 

 

こ
の
談
判
で
パ
ー
ク
ス
は
、
先
の
「
書
面
へ
下
ヶ
札
」
で
示
さ
れ
た
考
え
に
基
づ
い
て
現
地
官
員
の
措

置
を
改
め
る
件
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
、
中
央
政
府
が
先
の
新
潟
の
文
書
類
を
廃
す
る
旨
の
布
告
を
出

す
べ
き
で
は
な
い
か
、
と
主
張
し
た
。
更
に
パ
ー
ク
ス
は
、
現
地
官
員
の
行
動
が
不
適
切
な
の
で
新
潟
で

の
貿
易
に
障
害
が
生
じ
て
い
る
、
新
潟
で
は
港
が
閉
鎖
し
た
よ
う
な
状
態
に
陥
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と

も
伝
え
た
。 

こ
れ
に
対
し
て
日
本
側
は
、
前
回
談
判
（
五
月
二
十
二
日
、
史
料
十
三
）
と
同
じ
基
本
姿
勢
を
も
っ
て
、

パ
ー
ク
ス
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
弁
明
に
努
め
た
。
す
な
わ
ち
、
新
潟
で
の
布
告
文
書
類
は
中
央
政
府
と

し
て
廃
止
す
べ
き
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
本
当
に
通
商
司
が
出
し
た
も
の
な
の
か
真
偽
が
明
ら
か

で
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
人
を
派
遣
し
て
調
査
し
た
う
え
で
処
置
す
る
所
存
で
あ
る
。
先
般
新
潟
か
ら
出

府
し
て
き
た
官
員
に
よ
れ
ば
、
商
社
が
出
し
た
も
の
だ
、
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
ま
た
昨
日
ま
で
に
新
潟

か
ら
出
府
し
た
別
の
者
も
、
こ
れ
ら
は
商
社
が
出
し
た
も
の
な
の
で
商
社
を
叱
っ
て
止
め
さ
せ
た
、
と
同

じ
よ
う
に
説
明
し
た
。
日
本
側
は
そ
う
述
べ
た
う
え
で
、
更
に
パ
ー
ク
ス
か
ら
の
追
及
に
応
じ
て
、
本
来

想
定
し
て
い
た
通
商
司
及
び
商
社
の
あ
る
べ
き
役
割
分
担
を
述
べ
る
と
と
も
に
、
当
初
通
商
司
を
設
け
た

際
に
は
自
分
た
ち
が
担
当
す
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
実
際
に
は
他
の
者
が
担
当
し
た
た
め
に
、
通

商
司
は
見
込
み
違
い
の
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
、
こ
れ
は
改
め
る
つ
も
り
で
あ
る
、と
も
打
ち
明
け
た
。 

以
上
の
後
段
の
弁
明
は
、
通
商
司
の
事
情
に
詳
し
い
そ
の
内
容
か
ら
推
察
し
て
、
民
部
大
蔵
省
の
大
隈

重
信
な
い
し
伊
藤
博
文
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。 
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こ
の
談
判
の
翌
日
、
パ
ー
ク
ス
は
新
潟
の
ト
ゥ
ル
ー
プ
に
書
翰
を
発
出
し
た
。
そ
の
六
月
二
日
付
の
書

翰
で
パ
ー
ク
ス
は
、
ト
ゥ
ル
ー
プ
か
ら
の
現
地
報
告
を
受
け
て
、
前
日
に
東
京
で
日
本
政
府
首
脳
と
会
談

を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
政
府
首
脳
ら
は
新
潟
の
官
員
に
よ
る
措
置
の
あ
り
方
を
明
確
に
否
定
し
た
、
と
い
う

こ
と
を
伝
え
た
。
加
え
て
パ
ー
ク
ス
は
、
ト
ゥ
ル
ー
プ
が
当
初
段
階
で
即
座
に
自
ら
行
動
に
及
ぶ
こ
と
を

躊
躇
し
た
理
由
、
す
な
わ
ち
ト
ゥ
ル
ー
プ
の
眼
前
に
現
れ
た
事
態
が
他
の
開
港
地
・
主
要
商
業
地
な
ど
で

も
同
じ
よ
う
に
生
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
懸
念
を
否
定
し
た
。
そ
の
上
で
ト
ゥ
ル
ー
プ
が
新

潟
で
と
っ
た
行
動
を
支
持
し
た
。
以
下
が
そ
の
パ
ー
ク
ス
か
ら
の
書
翰
の
内
容
で
あ
る
。 

「
通
商
司
と
商
社
と
が
結
託
し
て
新
潟
に
お
い
て
巨
大
な
独
占
状
態
を
作
り
上
げ
て
い
る
こ
と
、
そ

し
て
こ
の
独
占
状
態
が
続
け
ば
国
内
・
海
外
と
の
交
易
い
ず
れ
も
極
め
て
重
大
な
制
限
が
加
え
ら
れ

る
こ
と
に
な
る
、
と
の
貴
君
の
報
告
に
つ
い
て
、
詳
細
に
承
知
し
た
。
江
戸
で
は
こ
う
し
た
組
織
は

活
動
し
て
お
ら
ず
、
私
の
知
る
限
り
兵
庫
・
大
阪
以
外
の
開
港
場
で
は
活
動
し
て
い
な
い
。
貴
君
か

ら
の
公
信
を
受
け
て
申
し
入
れ
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
日
本
政
府
は
す
で
に
少
掾
の
職
に
あ
る
原
口
と

い
う
官
員
を
先
月
十
三
日
に
新
潟
へ
派
遣
し
た
、
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
同
氏
は
す
で
に
貴
地
に
到

着
し
て
い
る
と
聞
い
て
い
る
。
ま
た
、
原
口
氏
が
、
新
潟
で
の
布
告
文
書
類
に
対
す
る
大
蔵
省
に
よ

る
注
釈
書
き
の
内
容
に
沿
っ
た
指
示
を
現
地
新
潟
で
申
し
渡
し
た
結
果
と
し
て
、
通
商
司
及
び
商
社

を
廃
止
す
る
旨
の
布
告
が
行
わ
れ
る
と
聞
い
て
い
る
。
江
戸
の
中
央
政
府
は
、
通
商
司
と
商
社
と
の

結
託
に
は
反
対
で
あ
る
、
と
私
に
表
明
し
て
い
る
。
通
商
司
支
署
官
員
、
商
社
、
及
び
新
潟
県
官
員

ら
が
こ
う
し
た
中
央
政
府
の
指
示
に
ど
れ
ほ
ど
従
っ
て
い
る
か
、
今
後
も
報
告
さ
れ
た
い
」（
パ
ー
ク

ス
か
ら
ト
ゥ
ル
ー
プ
へ 

一
八
七
〇
年
六
月
二
日
） 

ト
ゥ
ル
ー
プ
へ
の
こ
の
書
翰
に
よ
れ
ば
、
前
日
の
談
判
に
お
い
て
、
パ
ー
ク
ス
は
、
日
本
側
の
会
談
記

録
（
史
料
十
五
）
に
あ
る
こ
と
以
外
に
、
通
商
司
本
司
の
原
口
少
佑
が
新
潟
官
員
へ
中
央
政
府
の
意
向
を

伝
え
る
た
め
に
す
で
に
東
京
を
出
立
し
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
も
聞
い
て
い
た
。
五
月
十
八
日
に
シ
ー
ボ

ル
ト
が
日
本
外
務
省
に
「
掟
」
「
願
」「
触
書
・
覚
」
に
つ
い
て
情
報
提
供
す
る
以
前
の
こ
と
で
あ
る
。
こ

れ
は
、
日
本
政
府
は
英
国
公
使
館
か
ら
抗
議
を
受
け
る
前
に
す
で
に
事
態
収
拾
に
向
け
て
動
い
た
、
と
い

う
こ
と
を
意
味
す
る
。
注
意
を
要
す
る
。 

さ
て
、
パ
ー
ク
ス
が
六
月
一
日
の
談
判
に
お
い
て
中
央
政
府
の
考
え
を
確
認
し
た
こ
と
に
関
連
し
て
、

彼
が
伊
藤
の
筆
に
よ
る
下
げ
札
に
対
し
て
高
い
評
価
を
与
え
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
も
「
英
国
通
商
司
史

料
」
か
ら
は
確
認
で
き
る
。
パ
ー
ク
ス
が
そ
う
し
た
見
解
を
ロ
ン
ド
ン
の
本
省
に
伝
え
る
の
は
、
新
潟
で

の
事
態
が
収
束
に
向
か
う
八
月
二
十
日
に
な
っ
て
か
ら
な
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
そ
の
長
文
の
報
告
の
中

か
ら
、
彼
が
通
商
司
政
策
を
直
接
的
に
評
し
た
箇
所
を
示
し
て
お
く
。 

「
自
由
な
商
業
取
引
と
い
う
考
え
方
は
、
ど
う
や
ら
日
本
人
に
は
馴
染
み
が
薄
い
よ
う
で
あ
る
。
新

政
府
が
成
立
す
る
以
前
、
こ
の
国
で
商
売
を
始
め
る
た
め
に
は
問
屋
な
ど
の
同
業
組
合
に
加
入
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
ご
く
普
通
の
小
売
店
や
職
人
で
さ
え
、
そ
の
職
業
を
営
む
に
は
「
株
」
と

呼
ば
れ
て
い
る
営
業
権
を
取
得
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。
商
人
た
ち
は
、
こ
う
し
た
規
制
を
維

持
す
る
こ
と
に
対
し
て
地
方
の
役
人
と
同
じ
ほ
ど
積
極
的
で
あ
っ
た
。
一
般
的
に
は
、
商
人
ら
自
身

が
そ
れ
ぞ
れ
の
組
合
員
数
を
決
め
て
、
そ
の
特
権
を
得
る
た
め
の
多
額
の
入
会
料
を
課
す
。
こ
う
し
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た
独
占
状
態
が
で
き
あ
が
る
こ
と
で
、
商
人
ら
が
当
局
に
対
し
て
上
納
金
を
納
め
る
こ
と
が
可
能
と

な
る
。
政
府
と
商
人
と
は
こ
の
シ
ス
テ
ム
を
維
持
し
て
い
く
こ
と
で
利
益
が
一
致
し
て
い
た
。
と
い

う
の
も
、
役
人
に
と
っ
て
は
す
べ
て
の
商
取
引
が
容
易
に
把
握
で
き
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
ら
を
規
制

す
る
こ
と
も
可
能
に
な
る
か
ら
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
行
動
様
式
か
ら
日
本
の
商
業
を
解
き
放
つ

と
い
う
こ
と
は
我
々
の
重
要
な
政
策
課
題
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
方
策
の
実
行
が
新
政
府
に
お
い
て

真
摯
に
企
て
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
う
し
た
新
政
府
の
一
部
の
者
の
自
由
主
義
的
な
考
え
方

は
非
常
に
高
く
評
価
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
自
由
主
義
者
た
ち
は
、
彼
ら
が
儲
け
を
得
さ
せ

よ
う
と
し
て
い
る
、
ま
さ
に
そ
の
階
層
の
人
た
ち
の
反
発
に
遭
遇
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
し
、

ま
た
そ
の
商
人
た
ち
の
儲
け
の
中
か
ら
の
収
入
を
絶
た
れ
て
し
ま
う
役
人
ら
の
不
興
を
買
う
こ
と
に

な
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
措
置
の
成
否
は
、
政
府
が
各
開
港
場
の
現
地
官
員
や
関
係
者
ら
を
ど
れ

だ
け
し
っ
か
り
と
制
御
で
き
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
。
大
阪
と
新
潟
で
得
ら
れ
た
経
験
か
ら
す
る
と
、

こ
う
し
た
制
御
は
不
十
分
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
現
地
の
通
商
司
官
員
は
商
人
ら
と
一
緒
に
な
っ
て
、

彼
ら
の
任
務
で
あ
る
は
ず
の
独
占
状
態
解
消
で
は
な
く
、
更
に
一
段
と
包
括
的
な
独
占
状
態
の
も
と

で
商
業
を
盛
ん
に
す
る
機
会
を
見
出
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。 

 
 

 

今
回
の
場
合
、
政
府
首
脳
ら
は
、
彼
ら
が
新
潟
で
の
措
置
に
つ
い
て
承
知
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、

そ
う
し
た
措
置
は
自
分
ら
の
指
示
に
反
し
て
い
る
こ
と
、
そ
の
た
め
現
地
の
動
き
に
つ
い
て
の
情
報

を
得
る
た
め
に
官
員
を
派
遣
し
た
こ
と
、
な
ど
を
私
に
語
り
、
更
に
は
首
脳
ら
の
指
示
が
入
っ
た
注

釈
書
き
〔
「
大
蔵
省
の
注
釈
書
き
」、
す
な
わ
ち
「
書
面
へ
下
ヶ
札
」
の
こ
と

（

125
）

〕
を
私
に
示
し
て
く

れ
た
。
そ
の
注
釈
書
き
で
は
、
商
社
設
立
に
関
す
る
布
告
文
書
類
の
条
文
に
詳
し
い
検
討
が
加
え
ら

れ
て
い
た
。
首
脳
ら
は
、
通
商
司
の
現
地
官
員
ら
が
自
ら
の
本
分
を
忘
れ
て
商
社
の
商
人
ら
と
結
託

し
て
い
る
こ
と
を
強
い
調
子
で
戒
め
て
い
た
。
ま
た
、
通
商
法
令
の
制
定
と
い
う
本
来
政
府
だ
け
に

認
め
ら
れ
た
権
力
を
商
社
が
行
使
し
て
い
る
こ
と
を
非
難
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
通
商
司
と
商
社
は

極
め
て
忌
む
べ
き
不
正
に
満
ち
た
独
占
シ
ス
テ
ム
を
作
り
上
げ
よ
う
と
し
て
い
る
、
と
し
て
批
判
し

て
い
た
」
（
パ
ー
ク
ス
か
ら
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
外
務
卿
へ 

一
八
七
〇
年
八
月
二
十
日
） 

 
 （

５
）
通
商
司
・
商
社
の
更
な
る
抵
抗 

さ
て
、
こ
こ
ま
で
新
潟
と
東
京
の
動
き
を
た
ど
っ
て
き
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
英
国
側
は
、
日
本
の
中

央
政
府
は
新
潟
で
の
通
商
司
・
商
社
の
措
置
を
厳
し
く
批
判
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
も
の
の
、
そ
の
一

方
で
、
六
月
一
日
の
談
判
（
史
料
十
五
）
で
判
明
し
た
と
お
り
、
中
央
政
府
は
新
潟
で
の
情
勢
を
正
確
に

把
握
で
き
ず
、
そ
の
た
め
事
態
制
御
の
た
め
の
対
応
が
十
分
に
で
き
て
い
な
い
よ
う
で
あ
っ
た
。
そ
う
し

た
中
、「
英
国
側
通
商
司
史
料
」
は
、
新
潟
通
商
司
・
商
社
が
な
お
自
ら
の
措
置
の
貫
徹
を
図
ろ
う
と
し
た

様
子
を
記
録
し
て
い
る
。 

五
月
二
十
八
日
の
県
庁
か
ら
の
「
見
直
し
布
告
」（
史
料
十
二
）
の
二
日
後
、
新
潟
商
社
の
門
前
に
新
た

に
告
知
文
が
掲
示
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
県
庁
に
よ
る
こ
の
布
告
を
上
書
き
す
る
か
の
よ
う
な
内
容
で
あ
っ

た
。 
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【
史
料
十
六 

「
商
社
門
前
の
掲
札
」（
「
上
書
き
告
知
」
） 

 

一
八
七
〇
年
五
月
三
十
日
】 

前
書
之
通
被 

仰
出
候
間
、
以
来
北
海
道
産
物
税
銀
并
輸
出
品
仲
税
之
儀
は
商
社
ニ
お
い
て
一
切
関

係
不
致
候
へ
と
も
、
其
他
商
社
規
則
之
儀
は
先
般
取
極
候
通
取
扱
候
事 

 

五
月
朔
日 

 
 
 

 
 

新
潟
商
社
会
社 

 

徴
収
金
の
う
ち
の
税
上
納
だ
け
は
商
社
と
関
係
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
、
つ
ま
り
、
他
の
徴
収
金
（
商

社
積
金
、
取
扱
人
世
話
料
）
は
こ
れ
ま
で
ど
お
り
商
社
が
取
り
立
て
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
た
。
そ

し
て
ま
た
、
取
引
一
切
の
商
社
へ
の
報
告
義
務
な
ど
を
定
め
た
商
社
規
則
は
ま
だ
有
効
で
あ
る
、
と
告
げ

ら
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
し
た
内
容
の
告
知
文
が
、
県
庁
か
ら
検
断
へ
の
「
見
直
し
布
告
」
と
並

べ
て
、
市
中
に
向
け
て
掲
げ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
新
潟
で
の
新
た
な
商
法
は
、「
見
直
し
布
告
」
以

降
も
ま
だ
継
続
し
て
い
た
。 

と
こ
ろ
が
、「
英
国
側
通
商
司
史
料
」
に
よ
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
公
使
館
は
こ
の
「
商
社
門
前
の
掲
札
」（
「
上

書
き
告
知
」
、
史
料
十
六
）
を
知
る
ま
で
に
か
な
り
の
日
数
を
要
し
た
。
現
地
で
の
成
り
ゆ
き
を
注
視
し
続

け
て
い
た
は
ず
の
ト
ゥ
ル
ー
プ
が
「
商
社
門
前
の
掲
札
」
を
軽
視
し
、
公
使
館
へ
の
報
告
を
怠
っ
た
か
ら

で
あ
っ
た
。公
使
館
が
新
潟
の
あ
る
日
本
人
か
ら
の
知
ら
せ
に
よ
っ
て
こ
の
掲
札
の
こ
と
を
知
っ
た
の
は
、

史
料
十
八
で
判
明
す
る
と
お
り
、
半
月
以
上
を
経
た
六
月
十
八
日
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
六
月
二
〇
日
、

公
使
館
シ
ー
ボ
ル
ト
は
、「
一
昨
日
新
潟
表
よ
り
申
越
」
が
あ
っ
た
、
と
し
て
「
商
社
門
前
の
告
知
」
を
寺

島
へ
渡
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
ト
ゥ
ル
ー
プ
は
、
公
使
館
へ
の
報
告
を
怠
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
現
地

当
局
へ
の
抗
議
も
行
わ
な
か
っ
た
。
ト
ゥ
ル
ー
プ
は
、
彼
自
身
の
後
日
の
釈
明
に
よ
れ
ば
、
知
事
・
大
参

事
と
も
に
し
ば
ら
く
新
潟
町
を
離
れ
て
し
ま
っ
た
た
め
、
抗
議
す
る
適
当
な
相
手
方
官
員
を
見
出
せ
な
か

っ
た
。
そ
し
て
ト
ゥ
ル
ー
プ
は
、
新
潟
港
の
主
要
な
後
背
地
を
な
す
内
陸
地
域
（
会
津
・
米
沢
方
面
）
の

資
源
調
査
を
行
う
た
め
、
六
月
十
六
日
以
降
、
新
潟
を
不
在
に
し
た
。
開
港
二
年
目
を
迎
え
て
い
た
新
潟

港
周
辺
の
鉱
物
・
蚕
糸
・
茶
な
ど
輸
出
有
望
商
品
の
生
産
地
の
状
況
を
調
査
す
る
こ
と
は
、
通
商
司
へ
の

処
置
に
も
劣
ら
ず
重
要
な
自
分
の
任
務
で
あ
る
、
と
ト
ゥ
ル
ー
プ
は
認
識
し
て
い
た
。
そ
う
し
た
自
ら
の

考
え
や
行
動
に
つ
い
て
、
後
日
、
ト
ゥ
ル
ー
プ
は
七
月
五
日
付
の
パ
ー
ク
ス
へ
の
書
翰
で
説
明
し
た
。
こ

う
し
た
こ
と
か
ら
、
東
京
の
パ
ー
ク
ス
は
、
遅
れ
ば
せ
な
が
ら
六
月
十
八
日
に
な
っ
て
「
商
社
門
前
の
掲

札
」
の
存
在
を
把
握
し
た
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。 

新
潟
の
通
商
司
・
商
社
が
な
お
も
中
央
政
府
の
意
向
に
不
服
従
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
パ
ー
ク
ス
は
、

即
座
に
二
つ
の
行
動
に
出
た
。 

そ
の
ま
ず
一
つ
と
し
て
は
、
日
本
外
務
省
に
シ
ー
ボ
ル
ト
を
遣
っ
て
こ
の
掲
札
の
こ
と
を
訊
問
し
た
。

「
日
本
側
通
商
司
史
料
」
に
は
、
六
月
二
十
日
に
行
わ
れ
た
こ
の
面
談
の
内
容
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。 

 
 

 

【
史
料
十
七 

両
国
談
判
・
第
三 

一
八
七
〇
年
六
月
二
十
日
】 

昨
廿
二
日
、
於
外
務
省
、
寺
島
外
務
大
輔
、
英
国
書
記
官
シ
ー
ボ
ル
ト
、
公
使
名
代
と
し
て
罷
越
候

節
、
応
接
、
シ
ー
ボ
ル
ト
云
く 

一 

新
潟
商
社
役
所
之
門
前
へ
布
告
書
張
出
し
有
之
候
趣
、
一
昨
日
新
潟
表
よ
り
申
越
候
、
右
文
大 
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意 

一 

北
海
道
之
産
物
は
勿
論
、
外
国
輸
出
品
之
外
は
、
今
迄
商
社
之
規
則
を
已
来
都
テ
相
守
り
取
行 

ひ
可
申
事 

右
之
通
掲
ヶ
有
之
候
処
、
先
頃
大
蔵
民
部
之
御
官
員
御
申
聞
之
趣
と
今
般
御
布
告
之
趣
旨
と
は
相
違

い
た
し
候
、
右
は
如
何
之
訳
ニ
候
哉
、
既
に
御
承
知
相
成
居
候
哉 

差
乍
一
向
ニ
不
存
候
間
、
早
ニ
民
部
大
蔵
省
ヘ
問
合
セ
、
明
日
迄
ニ
有
無
共
御
挨
拶
い
た
し
可
申
候 

 

シ
ー
ボ
ル
ト
か
ら
尋
ね
ら
れ
た
日
本
外
務
省
は
、「
商
社
門
前
の
掲
札
」
の
こ
と
を
承
知
し
て
い
な
か
っ

た
。
寺
島
は
、
さ
っ
そ
く
民
部
大
蔵
省
に
あ
た
っ
て
明
日
ま
で
に
は
回
答
す
る
、
と
応
じ
る
し
か
な
か
っ

た
。
も
っ
と
も
、「
英
国
側
通
商
司
史
料
」
及
び
「
日
本
側
通
商
司
史
料
」
を
確
認
す
る
限
り
、
日
本
政
府

は
こ
の
掲
札
へ
の
処
置
に
つ
き
、
し
ば
ら
く
イ
ギ
リ
ス
側
へ
何
も
回
答
し
な
か
っ
た
。
や
が
て
、
七
月
二

十
九
日
に
な
っ
て
パ
ー
ク
ス
が
寺
島
に
催
促
し
、
更
に
は
八
月
六
日
に
も
パ
ー
ク
ス
が
外
務
卿
を
前
に
こ

の
件
を
持
ち
出
す
（
両
国
談
判
・
第
四
、
史
料
二
十
）。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
後
述
す
る
。 

パ
ー
ク
ス
が
取
っ
た
も
う
一
つ
の
行
動
は
、
公
使
館
員
ア
ダ
ム
ス
を
通
じ
て
の
現
地
新
潟
官
員
へ
の
直

接
的
働
き
か
け
で
あ
っ
た
。
そ
の
経
緯
は
「
英
国
側
通
商
司
史
料
」
で
確
認
で
き
る
。
結
局
は
こ
の
働
き

か
け
に
よ
り
事
態
打
開
へ
の
早
道
が
開
か
れ
た
。
こ
う
し
た
事
情
を
、
パ
ー
ク
ス
は
本
国
外
務
省
に
対
し

て
以
下
の
よ
う
に
報
告
し
て
い
る
。 

「
こ
の
時
点
に
お
い
て
、
私
は
養
蚕
地
域
の
あ
る
町
を
訪
問
し
て
い
た
ア
ダ
ム
ス

（

126
）

に
対
し
て
、
そ

の
ま
ま
新
潟
ま
で
足
を
延
ば
し
、
事
態
を
観
察
し
て
私
に
報
告
す
る
よ
う
指
示
す
べ
き
と
考
え
た
。

ア
ダ
ム
ス
を
新
潟
に
派
遣
す
る
こ
と
で
、
新
潟
の
地
元
当
局
の
動
き
を
我
が
公
使
館
が
注
視
し
て
い

る
こ
と
や
、
我
が
国
の
領
事
の
行
動
を
公
使
館
が
支
持
し
て
い
る
こ
と
を
明
確
に
示
す
こ
と
が
で
き

る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
」
（
パ
ー
ク
ス
か
ら
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
外
務
卿
へ 

一
八
七
〇
年
八
月
二
十

日
） 

す
で
に
六
月
六
日
に
東
京
を
出
立
し
て
い
た
ア
ダ
ム
ス
は
、
彼
の
七
月
二
日
付
書
翰
に
よ
れ
ば
、
パ
ー

ク
ス
か
ら
の
指
示
を
信
州
上
田
に
滞
在
し
て
い
る
間
（
六
月
二
十
日
か
ら
同
二
十
二
日
ま
で
の
い
ず
れ
か

の
時
点
）
に
受
け
取
っ
た
。
そ
し
て
六
月
二
十
七
日
夕
方
、
新
潟
に
着
い
た
。
一
方
、
六
月
十
六
日
に
新

潟
を
出
立
し
て
会
津
・
米
沢
を
巡
っ
て
い
た
ト
ゥ
ル
ー
プ
は
、
ア
ダ
ム
ス
が
新
潟
に
到
着
し
た
時
点
で
は
、

ま
だ
そ
の
調
査
旅
行
の
途
上
に
あ
っ
た
。ト
ゥ
ル
ー
プ
は
、
七
月
一
日
に
よ
う
や
く
任
地
新
潟
に
戻
っ
た
。

到
着
後
、
ト
ゥ
ル
ー
プ
は
急
ぎ
ア
ダ
ム
ス
と
新
潟
県
庁
と
の
会
談
を
設
定
し
た
。
そ
の
会
談
の
様
子
に
つ

い
て
、
ア
ダ
ム
ス
は
談
判
当
日
（
七
月
二
日
）
の
う
ち
に
記
し
、
現
地
か
ら
公
使
館
に
報
告
し
た
。
そ
こ

か
ら
確
認
で
き
る
談
判
で
の
問
答
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。 

「
冒
頭
、
私
は
知
事
と
大
参
事
に
対
し
て
、
本
官
の
新
潟
町
訪
問
の
目
的
は
す
で
に
我
が
国
公
使
と

江
戸
の
中
央
政
府
と
の
間
で
何
度
か
協
議
が
行
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
通
商
司
及
び
商
社
の
経
過
に

つ
い
て
承
知
す
る
た
め
で
あ
る
、
と
告
げ
た
。
加
え
て
、
近
々
の
う
ち
に
パ
ー
ク
ス
公
使
が
当
地
を

訪
問
す
る
意
向
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
」（
ア
ダ
ム
ス
か
ら
パ
ー
ク
ス
へ 

一
八
七
〇
年
七
月
二
日
） 

「
更
に
私
は
、
先
の
四
月
布
告
を
撤
回
し
た
新
た
な
布
告
の
二
日
後
の
日
付
で
別
の
告
知
文
が
商
社
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の
事
務
所
入
口
の
板
に
掲
示
さ
れ
て
い
た
の
を
見
つ
け
、
私
は
大
い
に
驚
い
た
、
こ
の
商
社
か
ら
の

告
知
文
は
如
何
な
る
意
味
で
あ
る
か
、
と
尋
ね
た
。
知
事
と
大
参
事
は
、
私
と
同
じ
よ
う
な
驚
い
た

様
子
を
見
せ
た
。
自
分
た
ち
は
そ
の
よ
う
な
告
知
文
を
見
た
こ
と
が
な
い
、
と
言
う
の
で
あ
る
」（
ア

ダ
ム
ス
か
ら
パ
ー
ク
ス
へ 

一
八
七
〇
年
七
月
二
日
） 

ア
ダ
ム
ス
は
更
に
続
け
る
。 

「
私
は
、
商
社
の
活
動
に
厳
し
い
批
判
を
加
え
た
注
釈
書
き
〔「
大
蔵
省
の
注
釈
書
き
」
す
な
わ
ち
「
書

面
へ
下
ヶ
札
」
の
こ
と
〕
に
も
言
及
し
、
中
央
政
府
か
ら
こ
の
文
書
を
収
受
し
た
あ
と
新
潟
で
は
ど

う
処
置
し
た
の
か
、
と
尋
ね
た
。
す
る
と
、
ま
た
も
や
驚
い
た
こ
と
に
、
知
事
も
大
参
事
も
、
そ
の

よ
う
な
文
書
は
受
け
取
っ
て
い
な
い
、
と
答
え
た
。
私
は
大
声
で
言
っ
た
。
新
潟
で
の
出
来
事
に
関

し
て
政
府
か
ら
発
せ
ら
れ
た
今
年
の
最
も
重
要
な
文
書
が
、
新
潟
県
で
最
も
権
限
の
あ
る
役
所
に
送

ら
れ
て
い
な
い
と
は
、
一
体
ど
う
い
う
こ
と
か
、
こ
れ
で
は
新
潟
で
の
商
取
引
が
休
止
状
態
と
な
っ

て
し
ま
う
の
も
道
理
で
あ
る
、
開
港
場
で
外
国
交
易
の
所
掌
を
委
ね
ら
れ
て
い
る
役
所
が
こ
う
し
た

文
書
を
逐
一
承
知
し
て
い
な
い
の
で
は
、
適
切
に
業
務
を
遂
行
で
き
る
わ
け
が
な
い
で
は
な
い
か
、

と
」（
ア
ダ
ム
ス
か
ら
パ
ー
ク
ス
へ 

一
八
七
〇
年
七
月
二
日
） 

「
私
は
更
に
、
新
潟
に
い
る
官
員
の
誰
か
が
こ
の
文
書
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
誰

か
が
受
け
取
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
文
書
が
江
戸
の
民
部
省
か
ら
新
潟
の
通
商
司
支
署
に
送
ら
れ
た

の
で
あ
れ
ば
、
新
潟
通
商
司
は
貴
殿
ら
に
こ
の
文
書
を
示
す
べ
き
で
は
な
い
か
、
と
詰
問
し
た
。
す

る
と
こ
の
問
い
に
対
す
る
知
事
と
大
参
事
か
ら
の
返
答
は
、
通
商
司
支
署
は
県
庁
か
ら
は
独
立
し
て

お
り
、
彼
ら
が
県
庁
と
協
議
す
る
ほ
ど
の
重
要
性
を
認
め
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
我
々
と
の
協
議
な
し

で
通
知
を
発
出
で
き
る
の
だ
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
私
は
即
座
に
言
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
重
要

事
項
で
あ
っ
て
も
貴
殿
ら
と
協
議
を
行
わ
な
い
の
で
あ
る
か
、
と
」
（
ア
ダ
ム
ス
か
ら
パ
ー
ク
ス
へ 

一
八
七
〇
年
七
月
二
日
） 

「
談
判
の
末
、
我
々
は
、
本
件
に
つ
い
て
調
査
を
行
う
こ
と
や
、
告
知
文
を
出
し
た
人
物
を
処
罰
す

る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
後
に
す
べ
て
の
経
緯
を
江
戸
の
中
央
政
府
に
報
告
す
る
こ
と
で
合
意
し
た
。

更
に
私
は
、
通
商
司
・
商
社
に
関
わ
る
布
告
類
は
す
べ
て
撤
回
さ
れ
た
、
と
い
う
こ
と
を
新
潟
県
庁

が
即
刻
改
め
て
布
告
す
る
こ
と
を
要
請
し
た
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
が
約
束
さ
れ
た
」（
ア
ダ
ム
ス
か
ら

パ
ー
ク
ス
へ 

一
八
七
〇
年
七
月
二
日
） 

こ
の
ア
ダ
ム
ス
の
要
請
に
基
づ
い
て
新
た
に
発
出
さ
れ
た
布
告
の
写
し
は
、
同
じ
七
月
二
日
の
夕
方
に

新
潟
領
事
館
に
届
け
ら
れ
た
。
こ
の
布
告
は
、
五
月
二
十
八
日
に
県
庁
が
発
し
た
「
見
直
し
布
告
」（
史
料

十
二
）
を
よ
り
厳
格
に
し
た
も
の
で
、
そ
こ
で
は
通
商
司
・
商
社
が
現
れ
て
以
来
の
新
た
な
商
法
が
明
確

に
取
り
消
さ
れ
て
い
た
。 

 
 

 

 

【
史
料
十
八 

県
庁
か
ら
検
断
へ
の
布
告
（「
取
消
し
布
告
」） 

一
八
七
〇
年
七
月
二
日
】 

 

 
 

布
告
写 

売
買
品
取
扱
之
義
ニ
付
、
尚
評
議
之
品
も
有
之
間
、
追
て
相
達
候
迄
ハ
当
三
月
中
達
置
候
布
告
面
は

取
消
之
積
、
四
月
八
日
相
触
候
処
、
未
た
心
得
さ
る
も
の
も
有
之
趣
相
聞
、
甚
た
不
都
合
之
至
ニ
候
、
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依
て
は
、
追
て
改
て
相
達
候
迄
ハ
従
前
之
通
可
相
心
得
事 

右
之
通
不
洩
可
触
示
も
の
也 

 
 

 
 

六
月 

 
 

 
 

新
潟
県
庁 

 
 

 
 

 

検
断
へ 

 

こ
う
し
て
現
地
で
の
措
置
は
と
り
あ
え
ず
是
正
さ
れ
た
。 

そ
の
一
方
で
、
談
判
で
合
意
し
た
も
う
一
つ
の
事
項
、
す
な
わ
ち
中
央
政
府
が
新
潟
に
伝
え
た
は
ず
の

「
書
面
へ
下
ヶ
札
」
に
よ
る
指
示
が
、
そ
の
現
地
新
潟
で
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
に

つ
い
て
の
追
及
は
難
航
し
た
。
七
月
二
日
夕
方
の
時
点
で
の
県
庁
か
ら
の
回
答
は
、「
本
日
先
刻
の
会
談
に

お
い
て
合
意
し
た
と
お
り
、
通
商
司
支
署
に
対
し
て
、
当
港
商
社
が
定
め
た
規
則
に
関
し
て
政
府
が
注
釈

書
き
を
加
え
た
文
書
の
こ
と
を
承
知
し
て
い
る
か
、
と
照
会
し
た
と
こ
ろ
、
同
支
署
か
ら
は
、
こ
の
件
に

関
し
て
江
戸
か
ら
は
何
ら
の
指
示
も
受
け
て
い
な
い
、
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。 

新
潟
で
の
談
判
の
翌
日
、
ア
ダ
ム
ス
は
養
蚕
地
調
査
を
再
開
す
る
た
め
に
上
州
へ
と
向
か
っ
た
。
一
方
ト

ゥ
ル
ー
プ
は
、
七
月
五
日
、
三
条
西
、
本
野
、
及
び
新
潟
通
商
司
の
関
戸
由
義
通
商
少
佑
と
面
談
し
、
改

め
て
「
書
面
へ
下
ヶ
札
」
の
行
方
に
つ
い
て
追
及
し
た
。
こ
の
面
談
で
ト
ゥ
ル
ー
プ
は
、
関
戸
か
ら
、
原

口
は
確
か
に
民
部
大
蔵
省
か
ら
一
種
の
委
任
状
の
よ
う
な
も
の
を
新
潟
に
携
え
て
き
た
が
、
そ
れ
は
「
書

面
へ
下
ヶ
札
」
の
よ
う
な
詳
細
な
指
示
の
書
面
で
は
な
か
っ
た
、
と
説
明
を
受
け
た
。
ま
た
関
戸
は
、
自

分
は
五
月
三
十
日
の
「
商
社
門
前
の
掲
札
」（「
上
書
き
告
知
」
）
の
内
容
を
知
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い

が
、
こ
の
掲
札
は
商
社
の
責
任
で
行
っ
た
も
の
だ
、
と
主
張
し
た
。 

こ
の
面
談
の
数
日
後
、
ト
ゥ
ル
ー
プ
は
、
原
口
が
携
え
て
き
た
民
部
大
蔵
省
か
ら
の
「
一
種
の
委
任
状
」

の
写
し
を
入
手
し
た
。
そ
の
内
容
は
以
下
で
あ
っ
た
。 

 

【
史
料
十
九 

民
部
大
蔵
省
か
ら
原
口
権
大
佑
へ
の
「
委
任
状
」 

一
八
七
〇
年
五
月
十
四
日
】 

 

其
県
為
替
会
社
并
商
社
規
則
之
儀
、
不
都
合
之
条
件
有
之
趣
ニ
付
、
今
般
委
細
申
合
原
口
通
商
少
佑

更
ニ
出
張
申
付
候
間
、
百
事
商
量
之
上
適
宜
之
御
取
計
有
之
度
、
此
段
申
入
候
者
也 

 
 

 
 

 
 
 

午
四
月
十
四
日 

 
 

大
隈
民
部
大
輔 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

伊
藤
大
蔵
少
輔 

 
 

 
 

 

新
潟
県 

 
 

 
 

 
 

名
和
大
参
事
殿 

 
 

 
 

 
 

 
 

本
野
大
参
事
殿 

 
 

 
 

右
四
月
廿
二
日
夜
受
取 

 
 

 
 

 

 

こ
れ
ら
を
含
め
た
新
潟
官
員
ら
の
主
張
を
ま
と
め
る
と
、
原
口
少
佑
は
七
〇
年
五
月
二
十
日
に
新
潟
に

到
着
し
、
同
二
十
二
日
に
は
上
の
「
委
任
状
」
及
び
口
頭
に
よ
り
現
地
官
員
に
対
し
て
是
正
を
指
示
し
た
、

そ
し
て
同
二
十
八
日
に
県
庁
が
「
見
直
し
布
告
」（
史
料
十
二
）
を
発
出
し
た
の
を
見
届
け
て
、
翌
五
月
二

十
九
日
に
新
潟
を
出
立
し
た
、
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。 
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以
上
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
と
し
て
は
当
然
存
在
す
る
と
考
え
て
い
た
と
こ
ろ
の
、
中
央
政

府
か
ら
現
地
新
潟
へ
の
「
大
蔵
省
の
注
釈
書
き
」（
す
な
わ
ち
「
書
面
へ
下
ヶ
札
」
）
に
基
づ
く
明
確
か
つ

詳
細
な
指
示
は
、
実
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
、
と
い
う
可
能
性
も
あ
る
よ
う
だ
っ
た
。 

新
潟
で
の
ト
ゥ
ル
ー
プ
の
追
及
は
こ
こ
ま
で
で
あ
っ
た
。 

 

（
６
）
事
態
の
収
束 

「
英
国
側
通
商
司
史
料
」
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
い
き
さ
つ
を
経
て
、
中
央
政
府
の
意
向
に
沿
っ
た
措

置
が
新
潟
で
よ
う
や
く
実
行
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
。
通
商
司
・
商
社
に
よ
る
過
度
の
介
入
は
排
除
さ
れ

つ
つ
あ
っ
た
。
ア
ダ
ム
ス
に
よ
る
新
潟
で
の
直
談
判
以
降
、
商
業
活
動
が
徐
々
に
通
常
に
戻
っ
て
い
く
様

子
に
つ
い
て
、
ト
ゥ
ル
ー
プ
は
以
下
の
よ
う
に
報
告
し
て
い
る
。 

「
今
月
初
め
以
降
、
当
地
の
交
易
は
す
こ
し
ば
か
り
活
気
を
取
り
戻
し
て
い
る
様
子
が
窺
え
る
。
地

元
商
人
の
話
で
は
、
取
引
に
対
す
る
商
社
か
ら
の
介
入
は
な
く
な
っ
た
、
と
の
こ
と
で
あ
る
」（
ト
ゥ

ル
ー
プ
か
ら
パ
ー
ク
ス
へ 

一
八
七
〇
年
七
月
二
十
二
日
） 

「
本
野
大
参
事
は
、
私
に
、
四
月
に
発
出
さ
れ
た
布
告
は
確
か
に
撤
回
さ
れ
た
、
現
在
、
商
社
の
活

動
は
通
常
の
商
業
的
な
も
の
に
限
定
さ
れ
て
い
る
、
ま
た
通
商
司
の
官
員
は
江
戸
に
引
き
揚
げ
る
こ

と
を
望
ん
で
い
る
、
と
伝
え
て
く
れ
た
」（
ト
ゥ
ル
ー
プ
か
ら
パ
ー
ク
ス
へ 

一
八
七
〇
年
七
月
二
十

二
日
） 

「
商
社
は
す
で
に
財
務
的
な
困
難
に
陥
っ
て
い
る
、
と
の
情
報
を
得
た
。
こ
れ
は
驚
く
こ
と
で
は
な

い
。
商
社
が
行
っ
て
い
る
大
き
な
事
業
の
な
か
に
は
、
損
得
勘
定
を
全
く
顧
み
ず
に
行
っ
て
い
る
も

の
も
あ
る
。
商
社
は
地
元
商
人
の
あ
い
だ
で
は
極
め
て
不
人
気
で
あ
る
。
彼
ら
は
強
制
さ
れ
て
商
社

に
加
入
し
た
も
の
の
、
今
や
商
社
と
関
わ
り
を
持
つ
こ
と
を
拒
ん
で
い
る
。
ま
た
、
商
社
は
外
国
交

易
に
対
し
て
も
非
常
に
悪
い
影
響
を
与
え
て
い
る
。
横
浜
か
ら
当
地
に
運
び
込
ま
れ
る
外
国
商
品
が

商
社
に
よ
っ
て
売
ら
れ
る
価
格
で
は
、
取
引
を
し
て
も
損
失
し
か
出
な
い
」（
ト
ゥ
ル
ー
プ
領
事
か
ら

パ
ー
ク
ス
公
使
へ 

一
八
七
〇
年
七
月
二
十
二
日
） 

一
方
の
東
京
に
お
い
て
は
、
七
月
十
四
日
に
帰
京
し
た
ア
ダ
ム
ス
が
新
潟
で
の
自
ら
の
行
動
に
つ
い
て

復
命
し
た
。「
商
社
門
前
の
掲
札
」
（
史
料
十
六
）
の
い
き
さ
つ
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
六
月
二
十
日
に
シ

ー
ボ
ル
ト
が
外
務
省
の
寺
島
に
尋
問
し
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
が
（
両
国
談
判
・
第
三 

史
料
十
七
）
、

ア
ダ
ム
ス
か
ら
の
報
告
を
受
け
て
、
七
月
二
十
九
日
、今
度
は
パ
ー
ク
ス
が
直
接
寺
島
に
対
し
て
尋
ね
た
。

パ
ー
ク
ス
は
、
こ
の
よ
う
な
掲
札
が
商
社
か
ら
出
る
の
は
県
庁
が
取
締
を
怠
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、

と
迫
っ
た
。 

更
に
八
月
六
日
、
パ
ー
ク
ス
は
民
部
大
蔵
卿
及
び
外
務
卿
を
前
に
し
て
、
こ
の
件
を
持
ち
出
し
た
。 

 

【
史
料
二
十 

両
国
談
判
・
第
四 

一
八
七
〇
年
八
月
六
日
】 

 

庚
午
七
月
十
日 

於
延
遼
館 

伊
達
民
部
卿
・
澤
外
務
卿
・
大
隈
民
部
大
輔
・
英
公
使
、
対
話
之
大

意 

 

公
使
曰 
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新
潟
通
商
司
改
革
之
儀
、
書
面
へ
下
ヶ
札
ニ
て
御
差
越
ニ
付
、
ア
タ
ム
ス
持
参
、
知
事
并
ニ
本
野
大

参
事
へ
引
合
お
よ
び
候
処
、
一
向
不
存
、
通
商
司
門
前
ヘ
張
札
い
た
し
候
を
も
不
存
由
ニ
付
、
談
判

を
止
メ
帰
府
い
た
し
候
由
云
々
申
立 

大
隈
答 

通
商
司
改
革
下
ヶ
札
は
本
野
出
府
之
節
一
応
一
瞥
為
致
候
儀
ニ
て
、
不
存
趣
意
無
之
云
々 

 こ
の
談
判
で
の
「
通
商
司
改
革
下
ヶ
札
ハ
本
野
出
府
之
節
一
応
一
瞥
」
と
の
大
隈
の
言
葉
を
、
パ
ー
ク

ス
は
重
大
な
関
心
を
持
っ
て
聞
き
留
め
た
よ
う
で
あ
る
。
従
来
日
本
側
は
、「
書
面
へ
下
ヶ
札
」
の
新
潟
で

の
行
方
に
関
す
る
追
及
に
対
し
て
、
終
始
曖
昧
な
回
答
で
そ
の
場
を
し
の
い
で
い
た
。
ま
た
、
先
述
の
ト

ゥ
ル
ー
プ
に
よ
る
新
潟
で
の
追
及
か
ら
は
、
結
局
「
書
面
へ
下
ヶ
札
」
に
基
づ
く
明
確
な
指
示
は
存
在
し

な
か
っ
た
よ
う
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
日
の
談
判
で
、
大
隈
は
、
通
商
司
・
商
社
の
動
き
が
始
ま

っ
て
か
ら
し
ば
ら
く
し
て
上
京
し
て
き
た
新
潟
県
の
本
野
大
参
事
に
対
し
て
、
す
で
に
「
書
面
へ
下
ヶ
札
」

の
、
少
な
く
と
も
そ
の
内
容
は
伝
え
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
し
ま
っ
た
。「
英
国
側
通
商

司
史
料
」
に
よ
れ
ば
、
パ
ー
ク
ス
は
こ
の
大
隈
発
言
を
契
機
と
し
て
、
通
商
司
の
み
な
ら
ず
新
潟
県
庁
へ

の
不
信
感
を
強
め
て
い
く
。 

「
ア
ダ
ム
ス
か
ら
の
報
告
を
受
け
て
、
私
は
す
み
や
か
に
江
戸
の
官
員
ら
に
事
実
を
話
す
と
と
も
に
、

新
潟
の
現
地
官
員
ら
の
行
動
を
明
確
に
非
難
し
た
。
彼
ら
の
行
動
に
は
、
明
ら
か
に
裏
表
が
あ
る
か
、

そ
う
で
な
け
れ
ば
職
務
怠
慢
で
あ
る
、
と
告
げ
た
。
日
本
政
府
の
首
脳
ら
は
、
つ
い
に
通
商
司
の
現

地
官
員
た
ち
を
新
潟
か
ら
引
き
揚
げ
る
こ
と
を
私
に
約
束
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
私
は
、
知
事
と
大

参
事
の
誤
っ
た
行
動
や
不
作
為
が
新
潟
県
庁
の
信
用
を
損
な
わ
せ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
、
も
っ

と
注
意
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
更
に
主
張
し
た
」（
パ
ー
ク
ス
か
ら
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
外
務
卿

へ 

一
八
七
〇
年
八
月
二
十
日
） 

八
月
十
一
日
、
パ
ー
ク
ス
は
澤
外
務
卿
に
宛
て
た
書
翰
で
、「
本
官
は
近
々
新
潟
を
訪
問
す
る
つ
も
り
で

あ
る
。
そ
の
際
に
は
本
官
が
何
度
と
な
く
苦
情
を
述
べ
て
い
る
よ
う
な
官
員
ら
で
は
な
く
、
べ
つ
の
有
能

な
人
物
と
会
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
」
と
伝
え
、
自
ら
の
新
潟
訪
問
を
予
告
し
な
が
ら
、
傲
然
と
現
地
官

員
の
刷
新
を
求
め
た
。 

や
が
て
新
潟
通
商
司
撤
退
の
動
き
が
始
ま
っ
た
。
パ
ー
ク
ス
は
そ
の
動
き
に
つ
い
て
、
ま
ず
ト
ゥ
ル
ー

プ
か
ら
知
ら
せ
を
受
け
た
。
残
さ
れ
た
史
料
か
ら
は
正
確
に
特
定
で
き
な
い
も
の
の
、
撤
退
日
は
八
月
中

旬
と
推
測
さ
れ
る
。
お
そ
ら
く
は
ト
ゥ
ル
ー
プ
に
よ
る
以
下
の
八
月
十
六
日
付
の
報
告
と
重
な
る
頃
で
あ

ろ
う
。 「

先
般
、
通
商
司
の
最
高
責
任
者
で
あ
る
中
島
通
商
正
が
当
地
新
潟
を
訪
問
し
た
。
私
は
中
島
氏
と

非
公
式
の
会
談
を
二
回
行
っ
た
。
そ
こ
で
中
島
氏
は
、
自
分
の
新
潟
訪
問
の
目
的
は
通
商
司
支
署
を

当
地
か
ら
引
き
揚
げ
る
こ
と
で
あ
る
、
と
私
に
告
げ
た
。
そ
し
て
、
商
社
規
則
に
定
め
ら
れ
た
よ
う

な
規
制
を
た
と
え
行
う
に
し
て
も
、
今
後
は
江
戸
の
中
央
政
府
の
承
認
を
得
た
の
ち
に
県
庁
名
で
発

出
す
る
こ
と
に
な
る
、
と
述
べ
た
。
更
に
は
、
通
商
司
の
官
員
が
退
去
し
た
こ
と
か
ら
、
商
社
は
県

庁
の
管
轄
下
の
組
合
結
社
と
し
て
存
続
す
る
こ
と
に
な
る
、
商
社
の
活
動
は
商
品
の
一
時
保
管
に
関
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す
る
保
証
金
の
貸
付
、
国
内
他
港
へ
の
為
替
手
形
の
発
行
、
鋳
貨
等
の
真
贋
鑑
定
な
ど
、
地
元
商
人

の
立
場
で
交
易
を
促
進
す
る
た
め
の
も
の
に
限
定
さ
れ
る
、
商
人
へ
の
商
社
加
入
の
強
制
は
も
う
行

わ
れ
な
い
し
、
商
社
が
個
々
の
商
人
か
ら
取
引
内
容
の
報
告
を
受
け
た
り
、
手
数
料
を
徴
収
し
た
り

す
る
権
利
も
も
は
や
与
え
ら
れ
な
い
、
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
」（
ト
ゥ
ル
ー
プ
か
ら
パ
ー
ク
ス
へ 

一

八
七
〇
年
八
月
十
六
日
） 

 

ト
ゥ
ル
ー
プ
か
ら
こ
の
報
告
を
受
け
た
パ
ー
ク
ス
は
、
そ
の
ト
ゥ
ル
ー
プ
に
対
し
て
以
下
の
よ
う
に
返

答
し
た
。 

「
中
島
通
商
正
が
中
央
政
府
に
よ
っ
て
新
潟
へ
派
遣
さ
れ
た
結
果
、
通
商
司
支
署
が
廃
止
さ
れ
、
同

支
署
の
官
員
が
新
潟
か
ら
退
去
し
た
こ
と
、
そ
し
て
商
社
の
活
動
が
合
法
的
な
範
囲
に
限
定
さ
れ
、

適
切
な
監
督
下
に
置
か
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
承
知
し
た
。
満
足
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
」（
パ
ー
ク
ス
か

ら
ト
ゥ
ル
ー
プ
へ 

一
八
七
〇
年
八
月
二
十
六
日
） 

一
方
、
パ
ー
ク
ス
は
本
省
に
対
し
て
以
下
の
よ
う
に
伝
え
た
。 

「
新
潟
で
は
、
今
や
通
商
司
と
商
社
と
の
不
法
・
不
正
な
結
託
が
排
除
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
。
も

っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
ふ
た
た
び
形
を
変
え
て
起
こ
ら
な
い
か
ど
う
か
、
ま
だ
よ
く
目
を
光

ら
せ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
ト
ゥ
ル
ー
プ
か
ら
の
公
信
に
よ
る
と
、
本
野
大
参
事
は
、
不
正
な
告
知

類
は
間
違
い
な
く
廃
止
さ
れ
た
、
通
商
司
の
現
地
官
員
た
ち
は
江
戸
に
戻
っ
た
、
そ
し
て
商
社
の
活

動
が
通
常
の
取
引
に
お
け
る
役
割
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
、
と
彼
に
伝
え
た
と
の
こ
と
で
あ

る
。
ま
た
、
地
元
商
人
が
ト
ゥ
ル
ー
プ
に
伝
え
た
と
こ
ろ
で
も
、
も
は
や
商
社
に
よ
る
妨
害
行
為
は

な
く
な
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
商
社
は
債
務
超
過
に
陥
り
、
資
金
的
に
困
難
な
状
態
に
あ
る
ら
し

い
」（
パ
ー
ク
ス
か
ら
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
外
務
卿
へ 

一
八
七
〇
年
八
月
二
十
日
） 

新
潟
の
騒
動
収
束
が
間
違
い
な
く
不
可
逆
的
で
あ
る
、
と
パ
ー
ク
ス
が
納
得
す
る
に
は
、
日
本
政
府
か

ら
の
更
な
る
行
動
と
確
約
が
必
要
で
あ
っ
た
。 

八
月
二
十
九
日
、
パ
ー
ク
ス
は
公
使
館
で
澤
外
務
卿
と
平
松
時
厚
の
来
訪
を
受
け
た
。
平
松
は
こ
の
時

す
で
に
三
条
西
に
代
わ
る
新
潟
県
知
事
就
任
を
拝
命
し
て
お
り
、
ま
も
な
く
東
京
か
ら
新
潟
に
向
け
て
出

立
す
る
予
定
で
あ
っ
た
。 

  

【
史
料
二
十
一 

両
国
談
判
・
第
五 

一
八
七
〇
年
八
月
二
十
九
日
】 

 

明
治
三
庚
午
八
月
三
日 

英
公
使
館
お
ゐ
て 

澤
外
務
卿
・
平
松
従
四
位
と
英
公
使
パ
ー
ク
ス
応
接 

 
 

 
 

一 

礼
畢 

今
日
ハ
平
松
従
四
位
同
道
罷
出
候
、
同
人
儀
は
新
潟
県
知
事
拝
命
、
不
遠
彼
地
ヘ
出
立
之
積
り
、
就

て
ハ
種
々
御
相
談
申
義
有
之
、
且
御
見
込
も
候
ハ
ヽ
御
腹
蔵
な
く
御
申
聞
被
下
度
候 

（
中
略
） 

以
後
御
懇
親
所
望
ニ
御
座
候
、
是
迄
何
れ
ニ
御
奉
職
被
成
候
哉 

平 

宮
内
省
ニ
て
権
太
丞
之
職
ニ
居
候 

新
潟
之
取
締
ハ
勿
論
商
社
ニ
権
を
奪
れ
候
て
ハ
不
相
成
、
御
自
分
之
権
利
を
固
守
被
成
事
緊
要 

 

と
奉
存
候
、
是
ま
て
之
知
県
事
ハ
名
の
み
ニ
て
実
に
尸
位
也 
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平 

彼
地
ニ
到
着
、
実
地
経
験
之
上
に
て
、
又
々
申
上
候
次
第
も
可
有
之
候 

澤 

通
商
司
ハ
地
方
官
之
命
に
も
従
ざ
る
様
之
事
に
て
不
都
合
故
、
も
早
廃
却
す
る
之
議
有
之
候
、

通
商
司
ハ
知
県
事
ニ
秘
し
て
為
事
も
あ
り
、
地
方
之
事
等
も
司
り
、
兎
角
妨
を
容
れ
候 

 
 

新
潟
コ
ン
シ
ュ
ル
よ
り
、
通
商
司
ハ
既
ニ
廃
せ
し
と
申
来
り
候 

中
島
ハ
通
商
司
之
頭
取
故
、
右
之
者
を
彼
地
ニ
遣
候
、
此
者
之
命
令
な
れ
ハ
、
必
ず
行
れ
候
故
也
、

此
は
廃
却
之
取
計
可
致
候 

 
 

本
野
大
参
事
と
誰
か
交
代
い
た
し
候
や 

其
辺
之
義
ニ
ハ
未
た
運
ひ
不
申
、
先
呼
寄
吟
味
い
た
し
候
積
ニ
候
、
同
人
出
府
之
節
、
通
商
司
之
義

改
べ
く
様
申
つ
け
候
を
、
不
知
と
申
候
ハ
可
疑
事
ニ
候 

 
 

右
之
御
調
ハ
当
地
に
て
被
成
や 

必
す
分
明
ニ
分
り
可
申
、
通
商
司
之
事
ハ
各
国
よ
り
苦
情
申
立
居
候 

御
尤
ニ
候 

大
隈
・
伊
東
殿
之
申
ニ
ハ
、
本
野
ハ
其
儀
承
知
之
事
と
被
申
候 

承
知
な
が
ら
覚
な
し
と
申
候
ニ
は
、
何
か
子
細
有
之
事
と
存
候
、
同
人
出
府
之
上
、
大
蔵
省
之
官
員

と
対
座
之
上
に
て
承
り
糺
候
ハ
は
、
是
非
判
然
ニ
候 

通
商
司
改
候
廉
之
書
付
を
直
ニ
同
人
之
手
ニ
渡
せ
し
に
や
、
或
ハ
後
よ
り
遣
せ
し
に
や 

後
よ
り
送
り
遣
わ
せ
し
と
申
ニ
疑
あ
り
、
全
く
ア
ダ
ム
ス
氏
彼
地
ニ
被
越
候
時
ニ
ハ
、
未
た
手
ニ
入

り
居
ら
ず
哉
も
難
計
候 

民
部
・
大
蔵
分
省
ニ
相
成
候
故
、
早
く
取
調
候
ハ
ず
ハ
面
倒
ニ
相
成
、
一
日
も
早
く
取
調
之
積
り
ニ

候 

驚
き
入
候
、
右
等
之
些
細
之
事
件
ハ
、
一
時
之
間
ニ
も
分
り
候
を
、
四
ヶ
月
も
掛
り
候
ハ
何
事 

ニ
候
哉 

大
隈
・
伊
東
殿
ニ
て
書
付
遣
ハ
セ
し
や
否
ハ
分
り
候
筈 

 
 

（
以
下
略
） 

 

澤
は
、
新
潟
の
通
商
司
は
県
庁
と
打
合
せ
も
せ
ず
命
令
に
も
従
わ
な
い
の
で
、
同
司
の
責
任
者
で
あ
る

中
島
信
行
を
新
潟
に
派
遣
し
て
現
地
か
ら
撤
退
さ
せ
る
つ
も
り
だ
、
と
述
べ
た
。
パ
ー
ク
ス
は
、
通
商
司

支
署
の
閉
鎖
な
ど
す
で
に
我
が
国
領
事
か
ら
聞
い
て
い
る
、
そ
れ
よ
り
本
野
は
交
代
さ
せ
な
い
の
か
、
と

話
を
向
け
た
。
澤
は
、
本
野
は
出
府
し
た
際
に
中
央
政
府
か
ら
の
指
示
を
受
け
た
は
ず
だ
が
、
本
人
が
知

ら
ぬ
と
言
っ
て
い
る
、
何
か
事
情
が
あ
る
や
も
し
れ
な
い
、
い
や
ア
ダ
ム
ス
氏
が
新
潟
を
訪
問
し
た
後
に

指
示
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
、
な
ど
と
曖
昧
に
応
答
し
つ
つ
も
、
最
後
は
、
一
日
も
早
く
取
り
調
べ

る
つ
も
り
だ
、
と
約
束
し
た
。
パ
ー
ク
ス
は
、
そ
ん
な
些
細
な
こ
と
を
知
る
た
め
に
な
ぜ
四
ヶ
月
も
か
か

る
の
か
、
大
隈
や
伊
藤
ら
に
尋
ね
れ
ば
即
時
に
わ
か
る
話
で
は
な
い
か
、
と
な
お
も
執
拗
に
迫
っ
た
。 

以
降
、
パ
ー
ク
ス
の
本
野
へ
の
追
及
は
更
に
厳
し
さ
を
増
し
て
い
く
。「
日
本
側
通
商
司
史
料
」
に
よ
れ

ば
、
こ
の
後
も
パ
ー
ク
ス
は
外
務
省
と
の
会
談
で
四
回
に
わ
た
り
新
潟
通
商
司
の
件
を
持
ち
出
す
が
、
そ

れ
ら
は
も
っ
ぱ
ら
本
野
の
責
任
追
及
で
あ
っ
た
。
パ
ー
ク
ス
は
、
本
野
は
職
務
怠
慢
で
あ
る
、
こ
の
よ
う
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な
官
員
が
開
港
場
の
政
務
を
執
っ
て
い
る
よ
う
で
は
諸
事
円
滑
に
進
む
わ
け
は
な
い
、
と
本
野
を
指
弾
し

た
。
こ
れ
に
対
し
て
外
務
省
は
、
本
野
に
罪
は
な
い
、
大
隈
・
伊
藤
は
や
は
り
本
野
に
は
「
書
面
へ
下
ヶ

札
」
の
こ
と
は
伝
え
て
い
な
か
っ
た
、
と
言
っ
て
い
る
、
な
ど
と
弁
明
に
努
め
た
。
結
局
、
パ
ー
ク
ス
の

本
野
更
迭
要
求
は
う
や
む
や
に
さ
れ
た
。
も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
本
野
を
め
ぐ
る
や
り
取
り
は
、
一
方
の

「
英
国
側
通
商
司
史
料
」
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。 

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
八
月
二
十
九
日
の
会
談
で
パ
ー
ク
ス
は
、
通
商
司
の
新
潟
か
ら
の
撤
退
の
こ
と

を
外
務
卿
か
ら
直
接
聞
い
た
。
ま
た
「
尸
（
か
ば
ね
）」
の
よ
う
な
三
条
西
に
代
わ
っ
て
県
知
事
と
な
る
平

松
に
対
し
て
、
商
社
に
自
分
の
権
限
を
奪
わ
れ
ぬ
よ
う
に
、
な
ど
と
自
ら
の
考
え
を
十
分
に
伝
え
た
。 

こ
の
会
談
の
数
日
後
、
更
に
パ
ー
ク
ス
は
、「
新
潟
通
商
司
騒
動
」
の
収
束
を
図
る
日
本
政
府
の
意
向
を

書
面
で
確
認
し
た
。
八
月
十
一
日
付
で
パ
ー
ク
ス
が
澤
に
宛
て
て
、
自
分
が
近
々
に
新
潟
に
乗
り
込
む
ま

で
に
現
地
官
員
を
刷
新
し
て
お
く
よ
う
に
、
と
脅
し
を
か
け
た
書
翰
に
対
す
る
返
書
で
あ
っ
た
。
澤
は
、

現
地
官
員
を
律
す
べ
き
こ
と
は
平
松
に
よ
く
申
し
渡
し
て
あ
る
、
と
改
め
て
伝
え
た
。 

 

【
史
料
二
十
二 

澤
外
務
卿
、
寺
島
外
務
大
輔
か
ら
パ
ー
ク
ス
へ 

一
八
七
〇
年
九
月
三
日
】 

通
商
司
の
儀
は
引
揚
候
積
に
て
、
大
蔵
省
よ
り
中
島
通
商
正
出
張
い
た
し
候
儀
に
有
之
、（
中
略
）
新

潟
官
員
不
行
届
に
付
、
全
権
の
も
の
差
遣
、
改
革
可
致
、
且
閣
下
御
出
向
の
節
相
当
な
る
官
員
へ
御

面
会
被
成
度
趣
に
候
得
共
、
其
地
方
官
知
事
に
て
可
及
御
談
判
に
付
、
此
節
別
段
官
員
不
差
遣
諸
件

等
閑
な
く
施
行
候
様
、
是
又
平
松
従
四
位
え
得
と
申
諭
差
遣
候
間
、
左
様
御
承
知
可
有
之
候
廉
々
及

回
答
候
、
右
可
得
御
意
如
此
御
座
候 

 

パ
ー
ク
ス
は
こ
の
外
務
卿
か
ら
の
書
翰
を
も
っ
て
一
つ
の
区
切
り
と
捉
え
た
よ
う
で
あ
る
。
彼
の
新
潟

訪
問
の
記
録
は
見
当
た
ら
な
い
。「
英
国
側
通
商
司
史
料
」
で
確
認
す
る
と
こ
ろ
、
新
潟
通
商
司
に
か
か
る

パ
ー
ク
ス
か
ら
本
省
へ
の
報
告
は
、
以
下
の
伝
達
を
も
っ
て
終
わ
る
。 

「
私
が
新
潟
に
お
け
る
様
々
な
問
題
に
つ
い
て
善
処
を
求
め
た
こ
と
に
対
す
る
外
務
卿
か
ら
の
書
翰

は
、
満
足
で
き
る
も
の
で
あ
っ
た
。
日
本
政
府
は
ど
う
や
ら
こ
れ
ら
の
問
題
を
真
剣
に
検
討
し
た
よ

う
で
あ
る
。
新
し
く
任
命
さ
れ
た
ば
か
り
の
新
潟
県
知
事
も
、
私
を
訪
問
し
た
。
そ
し
て
、
新
潟
で

の
交
易
を
活
発
に
し
て
彼
の
地
で
の
日
本
人
と
外
国
人
と
の
友
好
的
関
係
を
涵
養
す
る
た
め
に
全
力

を
尽
く
す
旨
を
私
に
確
約
し
た
」（
パ
ー
ク
ス
か
ら
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
外
務
卿
へ 

一
八
七
〇
年
九
月
五

日
） 

新
潟
通
商
司
を
め
ぐ
る
騒
動
は
、
新
潟
か
ら
の
通
商
司
支
署
の
撤
退
、
及
び
新
潟
県
知
事
の
交
代
を
も

っ
て
一
応
の
収
束
を
見
た
。 

  

以
上
が
、
イ
ギ
リ
ス
が
捉
え
た
新
潟
で
の
通
商
司
政
策
の
成
り
ゆ
き
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
全
体
を
以
下

に
ま
と
め
る
。 

一
八
七
〇
年
二
月
、
新
潟
駐
在
の
イ
ギ
リ
ス
領
事
ト
ゥ
ル
ー
プ
は
、
新
潟
通
商
司
及
び
新
潟
商
社
の
活

動
開
始
に
伴
っ
て
一
連
の
商
業
上
の
新
た
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
く
の
を
認
知
し
た
。
新
潟
商
社
規
則
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（「
掟
」、
史
料
一
）、
商
社
加
入
願
書
雛
形
（
「
願
」、
史
料
二
）
が
通
商
司
・
商
社
の
連
名
で
発
出
さ
れ
、

地
元
商
人
に
対
す
る
商
社
へ
の
加
入
が
強
制
さ
れ
た
。
や
が
て
、
港
の
主
要
取
扱
商
品
に
対
す
る
流
通
の

統
制
が
始
ま
っ
た
。
こ
の
新
た
な
商
法
の
内
容
は
、
四
月
十
三
日
の
「
触
書
・
覚
」（
史
料
五
）
を
も
っ
て

全
面
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
港
を
移
出
入
す
る
全
商
品
に
対
し
て
高
額
で
一
律
の
徴
収
金
が
求
め
ら
れ
、

取
引
は
す
べ
て
正
価
・
現
金
で
、
か
つ
官
員
立
会
の
も
と
で
行
わ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
従
来
の
商
慣
習

を
否
定
さ
れ
た
地
元
町
民
た
ち
は
、
検
断
か
ら
の
申
立
て
や
多
く
の
商
人
か
ら
の
書
面
・
口
頭
に
よ
る
嘆

願
（
史
料
六
）
に
よ
っ
て
抵
抗
を
示
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
現
地
官
員
は
、
懐
柔
策
（
史
料
七
）
を
弄
し
、

か
つ
嘆
願
に
対
し
て
一
定
の
譲
歩
（
史
料
九
）
を
示
し
つ
つ
も
、
新
た
な
商
法
を
強
圧
的
に
推
し
進
め
る

方
針
を
貫
い
た
。
そ
の
た
め
港
は
混
乱
し
た
。
四
月
下
旬
以
降
、
新
潟
の
商
品
流
通
は
断
続
的
休
止
状
態

と
な
り
、
廻
船
の
往
来
も
一
時
は
途
絶
え
た
。
外
国
交
易
へ
の
悪
影
響
を
憂
慮
し
た
ト
ゥ
ル
ー
プ
は
、
新

潟
県
庁
に
対
し
て
抗
議
し
た
。
こ
れ
よ
り
先
に
中
央
政
府
か
ら
の
指
示
を
受
け
て
い
た
県
庁
は
、
五
月
二

十
八
日
、
「
見
直
し
布
告
」
（
史
料
十
二
）
を
発
し
、
こ
の
こ
と
を
ト
ゥ
ル
ー
プ
に
伝
え
た
。
す
な
わ
ち
、

新
た
な
商
法
の
見
直
し
は
中
央
政
府
の
意
思
で
あ
っ
た
。
だ
が
そ
の
布
告
は
不
十
分
で
あ
っ
た
。 

一
方
の
東
京
で
は
、
現
地
領
事
か
ら
の
報
告
を
受
け
た
イ
ギ
リ
ス
公
使
館
は
、
五
月
二
十
二
日
、
中
央

政
府
（
外
務
省
・
民
部
大
蔵
省
）
と
の
直
接
談
判
（
史
料
十
三
）
に
お
い
て
、
現
地
措
置
の
是
正
を
迫
っ

て
い
た
。
談
判
の
場
で
民
部
大
蔵
省
か
ら
「
書
面
へ
下
ヶ
札
」（
史
料
十
四
）
を
示
さ
れ
た
イ
ギ
リ
ス
側
は
、

中
央
政
府
は
現
地
官
員
の
行
動
を
強
く
否
定
す
る
考
え
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
続
く
六
月
一
日
の
談
判

（
史
料
十
五
）
で
は
、
英
国
公
使
パ
ー
ク
ス
は
民
部
大
蔵
省
の
大
隈
重
信
と
伊
藤
博
文
か
ら
、
新
潟
で
の

措
置
は
本
来
通
商
司
政
策
が
目
指
し
た
も
の
と
は
異
な
る
、
と
の
明
言
を
直
接
に
得
た
。 

し
か
し
な
が
ら
中
央
政
府
の
現
地
事
情
把
握
は
不
十
分
で
あ
り
、
新
潟
官
員
へ
の
制
御
は
徹
底
を
欠
い

た
。
新
潟
で
は
、
五
月
三
十
日
の
「
商
社
門
前
の
掲
札
」（
史
料
十
六
）
に
よ
っ
て
通
商
司
・
商
社
が
今
後

も
措
置
の
大
方
を
継
続
す
る
こ
と
を
告
知
し
た
。
す
な
わ
ち
、
五
月
十
八
日
の
新
潟
県
庁
か
ら
の
布
告
は

新
潟
商
社
に
よ
っ
て
上
書
き
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
を
知
っ
た
パ
ー
ク
ス
は
、
六
月
二
十
日
、
館
員
を
通
じ

て
中
央
政
府
に
こ
の
事
実
の
確
認
を
求
め
る
（
史
料
十
七
）
と
と
も
に
、
近
傍
の
日
本
内
地
を
調
査
中
で

あ
っ
た
公
使
館
ア
ダ
ム
ス
書
記
官
を
急
遽
新
潟
に
向
か
わ
せ
た
。
こ
の
現
地
で
の
直
談
判
の
結
果
、
七
月

二
日
、
県
庁
は
新
た
に
「
取
消
し
布
告
」（
史
料
十
八
）
を
発
出
し
、
通
商
司
・
商
社
が
活
動
を
開
始
し
て

以
来
の
措
置
を
明
確
に
取
り
消
し
た
。 

パ
ー
ク
ス
は
、
な
お
も
事
態
の
徹
底
し
た
改
善
を
要
求
す
る
と
と
も
に
、
中
央
政
府
が
「
書
面
へ
下
ヶ

札
」
で
示
し
た
意
向
が
現
地
で
早
期
に
実
現
し
な
か
っ
た
経
緯
の
究
明
を
迫
っ
た
。
八
月
中
旬
、
通
商
司

の
最
高
責
任
者
で
あ
る
中
島
信
行
が
自
ら
新
潟
に
乗
り
込
み
、
新
潟
支
署
の
官
員
を
引
き
揚
げ
さ
せ
た
。

新
潟
商
社
は
通
商
司
の
管
轄
か
ら
離
れ
た
。
パ
ー
ク
ス
は
な
お
も
新
潟
県
庁
幹
部
の
刷
新
を
要
求
し
、
と

り
わ
け
実
質
的
に
政
務
を
握
る
本
野
大
参
事
の
更
迭
を
求
め
た
。
だ
が
、
日
本
政
府
は
知
事
が
三
条
西
公

允
か
ら
平
松
時
厚
に
代
わ
る
こ
と
で
幕
引
き
を
図
っ
た
。
パ
ー
ク
ス
は
こ
れ
を
一
区
切
り
と
見
た
。
新
潟

の
混
乱
は
半
年
余
で
終
結
し
た
。 
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第
二
節 

日
本
側
の
内
幕 

 

（
１
）
東
京
へ
の
伝
達
と
「
書
面
へ
下
ヶ
札
」 

本
節
で
は
、
以
上
イ
ギ
リ
ス
が
捉
え
た
経
緯
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
「
日
本
側
通
商
司
史
料
」
が
記

す
と
こ
ろ
を
全
面
的
に
考
察
の
材
料
に
加
え
、
主
に
明
治
政
府
側
の
政
策
調
整
の
内
情
を
確
認
し
て
い
く
。

な
お
、
こ
こ
で
は
日
本
側
史
料
が
考
察
材
料
の
中
心
と
な
る
の
で
、
旧
暦
を
主
体
と
し
た
叙
述
と
し
、
要

所
に
お
い
て
西
暦
を
併
記
す
る
こ
と
で
前
節
と
容
易
に
照
合
で
き
る
よ
う
図
っ
て
い
く
。 

最
初
に
、
明
治
政
府
側
に
お
い
て
新
潟
の
事
態
が
中
央
政
府
に
伝
達
さ
れ
て
い
く
状
況
と
、
こ
れ
に
対

す
る
中
央
の
初
期
対
応
を
確
認
す
る
。 

ま
ず
、「
日
本
側
通
商
司
史
料
」
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
加
え
て
北
ド
イ
ツ
連
邦
領
事
に
よ
る
通
商
司
へ
の

対
応
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
新
潟
で
の
「
新
た
な
商
法
」
に
対
す
る
当
初
段
階
で
の
外
国
か
ら
の
反
応
は
、

こ
の
両
国
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。 

イ
ギ
リ
ス
領
事
ト
ゥ
ル
ー
プ
は
、
明
治
三
年
一
月
（
一
八
七
〇
年
二
月
）
以
降
、
新
潟
で
事
態
が
推
移

し
て
い
く
様
子
を
注
視
し
て
い
た
が
、「
掟
」「
願
」「
触
書
・
覚
」
を
添
え
て
公
使
館
へ
の
報
告
を
行
っ
た

の
は
、
明
治
三
年
三
月
二
十
二
日
（
七
〇
年
四
月
二
十
二
日
）
以
降
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
明
治
三
年
三
月

二
十
七
日
（
七
〇
年
四
月
二
十
七
日
）
、
三
条
西
県
知
事
・
本
野
県
大
参
事
へ
の
一
回
目
の
抗
議
書
翰
を
発

出
し
た
。
一
方
の
北
ド
イ
ツ
連
邦
の
場
合
に
は
、
こ
の
抗
議
と
同
じ
日
、
新
潟
で
商
会
を
営
む
ウ
ェ
ー
バ

ー
が
領
事
ラ
イ
ス
ナ
ー
に
対
し
て
、
事
態
へ
の
対
処
を
書
面
で
要
請
し
た

（

127
）

。
こ
れ
を
受
け
て
翌
日
、
ラ

表 12：新潟通商司による「新たな商法」に関する布告類 

布 告 類 時 期 発 出 元 

「掟」 

新潟商社規則 

明治 3 年 1 月 

（1870.2） 

新潟通商司・通商

会社・為替会社 

「願」 

新潟商社への加入願書の雛形 

明治 3 年 1 月 

（1870.2） 

新潟通商司・新潟

商社 

北海道産物に関する布告 

船荷商品売買への通商司官員

立会など 

明治 3 年 2 月 

（1870.3） 

水原県新潟局 

北海道産物の取扱規則書 

 

明治 3 年 2 月 

（1870.3） 

新潟通商司 

「触書・覚」 

港流通商品に対する一律徴収

金（税・商社積金・取扱人世話

料）の賦課、及びその品目別料

率表 

明治 3 年 3 月 13 日 

（1870.4.13） 

水原県新潟局 

「触書・覚」の実施に関する急告 

３月末までの取引報告及び徴

収金取立を告知 

明治 3 年 3 月 29 日 

（1870.4.29） 

新潟商社 

 

表 13：現地状況の東京への伝達 

時 期 伝 達 者 事    項 

明治 3 年 3 月 22

日 

（1870.4.22） 

イギリス領事 「掟」「願」「触書・覚」をイギリス

公使館へ発送する。 

明治 3 年 4 月 3 日 

（1870.5.3） 

北ドイツ連邦領事 新潟を出立する。（北ドイツ連邦

公使館へ） 

明治 3 年 4 月 5 日 

（1870.5.5） 

新潟県 「掟」「願」「触書・覚」を外務省へ

発送する。 

明治 3 年 4 月 6 日 

（1870.5.6） 

古谷（新潟通商司） 新潟を出立する。（中央政府へ） 
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イ
ス
ナ
ー
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
か
ら
の
要
請
書
面
を
添
え
て
三
条
西
ら
へ
抗
議
書
翰
を
発
出
し
た
。
し
た
が

っ
て
、
ラ
イ
ス
ナ
ー
の
書
翰
発
出
は
ト
ゥ
ル
ー
プ
よ
り
も
一
日
遅
い
。
し
か
し
、
そ
の
書
翰
の
文
面
は
ほ

ぼ
同
一
で
あ
る
。
ト
ゥ
ル
ー
プ
及
び
ラ
イ
ス
ナ
ー
、
あ
る
い
は
ウ
ェ
ー
バ
ー
を
含
め
た
両
国
の
十
分
な
意

思
疎
通
が
想
定
さ
れ
る
。 

し
か
し
、
そ
の
後
の
ラ
イ
ス
ナ
ー
の
対
応
は
、
ト
ゥ
ル
ー
プ
と
は
異
な
っ
た
。
ラ
イ
ス
ナ
ー
は
、
三
条

西
ら
か
ら
の
反
論
の
返
書
（
ト
ゥ
ル
ー
プ
に
対
す
る
史
料
十
に
相
応
す
る
書
翰
）
を
受
け
る
と
、
直
接
自

ら
東
京
に
出
向
く
こ
と
と
し
た
。
新
潟
の
地
元
当
局
側
に
よ
る
東
京
へ
の
情
報
伝
達
は
、
こ
の
ラ
イ
ス
ナ

ー
の
行
動
が
契
機
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
明
治
三
年
四
月
三
日
（
七
〇
年
五
月
三
日
）
に
ラ
イ
ス
ナ
ー

が
新
潟
を
出
立
す
る
と
、
新
潟
県
庁
及
び
通
商
司
支
署
の
官
員
ら
は
同
地
の
混
乱
が
外
国
公
使
と
の
係
争

に
発
展
す
る
こ
と
を
覚
悟
し
、
中
央
へ
の
情
報
伝
達
の
た
め
に
動
い
た
の
で
あ
る
。 

ま
ず
、
新
潟
県
が
四
月
五
日
（
七
〇
年
五
月
五
日
）
付
で
外
務
省
に
対
し
て
大
部
の
書
翰
を
発
し
た
。

そ
こ
に
は
「
今
般
、
北
ド
イ
ツ
連
邦
の
領
事
が
出
府
す
る
の
で
、
同
国
公
使
か
ら
申
し
入
れ
が
あ
る
は
ず
。

布
告
類
の
内
容
は
出
張
通
商
司
が
協
議
の
う
え
発
し
た
も
の
な
の
で
、
条
約
に
違
背
し
て
は
い
な
い
。
公

使
へ
の
回
答
は
し
ば
ら
く
見
合
わ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
併
せ
て
「
掟
」
「
願
」
「
触

書
・
覚
」
な
ど
の
「
新
た
な
商
法
」
に
関
す
る
布
告
文
書
や
、
県
庁
と
新
潟
通
商
司
と
の
往
復
書
翰
、
更

に
は
外
国
領
事
か
ら
県
庁
へ
の
抗
議
と
そ
れ
ら
へ
の
知
事
か
ら
の
回
答
な
ど
の
文
書
類
、
と
い
っ
た
関
係

文
書
類
が
一
括
し
て
収
め
ら
れ
て
い
た
。 

 

そ
も
そ
も
、
新
潟
県
（
事
態
の
当
初
は
水
原
県
新
潟
局
）
は
、
新
潟
通
商
司
が
設
置
さ
れ
て
か
ら
の
「
新

た
な
商
法
」
の
実
施
に
際
し
て
は
、
同
司
に
従
属
的
な
立
場
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
関
連
す
る
布
告

類
の
発
出
元
は
文
書
に
よ
り
異
な
る
が
、
す
べ
て
新
潟
通
商
司
の
意
思
に
基
づ
く
も
の
と
考
え
て
よ
い
で

あ
ろ
う
。
例
え
ば
、「
触
書
・
覚
」
は
水
原
県
新
潟
局
か
ら
発
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
布
告
に
先
立
っ
て
新
潟

通
商
司
が
水
原
県
新
潟
局
に
対
し
て
、「
当
港
輸
出
入
諸
品
、
於
商
社
改
方
、
幷
手
数
料
取
扱
人
世
話
料
等

之
件
ハ
、
商
社
よ
り
申
立
候
間
、
及
御
相
談
候
、
御
差
支
も
無
之
候
得
は
、
別
紙
之
通
御
布
告
有
之
度
、

御
掛
合
お
よ
ひ
候
也
」
と
要
請
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
三
月
十
三
日
、
新
潟
局
は
こ
れ
に
「
何
等
差
支
筋

無
之
間
、
本
日
布
告
取
計
申
候
」
と
応
じ
て
、
こ
の
布
告
が
市
中
に
な
さ
れ
た
。
特
定
の
政
策
領
域
で
の

任
務
を
帯
び
て
中
央
か
ら
派
遣
さ
れ
て
き
た
官
員
ら
を
前
に
、
地
方
庁
は
そ
の
意
向
に
諾
々
と
追
従
し
た

様
子
が
窺
え
る
。 

一
方
、
東
京
へ
の
情
報
伝
達
に
関
し
て
、
新
潟
通
商
司
は
、
四
月
六
日
（
七
〇
年
五
月
六
日
）
、
出
張

通
商
司
の
官
員
の
な
か
で
最
上
位
職
に
あ
る
古
谷
敏
節
通
商
権
大
佑
が
新
潟
を
発
っ
て
本
司
へ
の
状
況
報

告
に
向
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
先
の
四
月
五
日
付
の
新
潟
県
か
ら
外
務
省
へ
の
書
翰
の
な
か
に
「
明
六
日

よ
り
古
谷
通
商
権
大
佑
出
府
い
た
し
、
着
府
早
々
御
省
へ
出
頭
、
委
細
之
事
柄
可
及
弁
解
」
と
記
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
判
明
す
る
。 

新
潟
県
か
ら
の
文
書
送
付
と
、
新
潟
通
商
司
の
古
谷
に
よ
る
状
況
報
告
と
の
二
つ
を
受
け
て
、
中
央
政

府
は
す
み
や
か
に
対
応
し
た
（
表
15
）。 

ま
ず
一
つ
に
は
、
通
商
司
本
司
か
ら
現
地
新
潟
に
向
け
て
官
員
が
派
遣
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
「
英
国
側

通
商
司
史
料
」
に
は
、
五
月
三
日
（
七
〇
年
六
月
一
日
）
の
頂
上
談
判
の
直
後
に
パ
ー
ク
ス
が
新
潟
領
事
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ト
ゥ
ル
ー
プ
に
宛
て
た
書
翰
の
な
か
に
、「
貴
君
か
ら
の
公
信
を
受
け
て
日
本
政
府
に
申
入
れ
を
行
っ
た
と

こ
ろ
、
日
本
政
府
は
原
口
と
い
う
官
員
を
す
で
に
先
月
十
三
日
に
新
潟
へ
派
遣
し
た
、
と
の
こ
と
で
あ
っ

た
」
と
あ
る
（
一
八
七
〇
年
六
月
二
日
、
前
節
に
掲
出
）
。 

新
潟
か
ら
東
京
へ
の
旅
路
や
書
翰
送
達
に
は
、
当
時
の
標
準
で
最
短
六
日
を
要
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を

考
え
る
な
ら
ば
、
四
月
五
日
に
新
潟
県
が
外
務
省
へ
送
付
し
た
文
書
の
内
容
や
、
四
月
六
日
に
新
潟
を
発

っ
た
古
谷
か
ら
の
弁
明
を
、
民
部
大
蔵
省
な
い
し
通
商
司
本
司
は
、
早
く
と
も
四
月
十
一
日
に
し
か
知
り

得
な
い
計
算
に
な
る
。
十
三
日
に
原
口
千
健
通
商
少
佑
が
新
潟
に
向
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
は
、
原
口
派

遣
の
決
定
は
即
決
に
近
か
っ
た
。
新
潟
で
の
事
態
へ
は
厳
し
い
注
視
を
要
す
る
、
と
の
政
府
と
し
て
の
判

断
に
は
躊
躇
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。 

そ
し
て
ま
た
、
原
口
出
立
と
同
じ
頃
、
民
部
大
蔵
省
で
は
、
伊
藤
博
文
少
輔
が
新
潟
で
の
「
新
た
な
商

法
」
を
逐
一
批
判
す
る
詳
細
な
下
げ
札
（「
書
面
ヘ
下
ヶ
札
」）
を
し
た
た
め
て
い
た
。
四
月
二
十
日
、
外

務
省
は
同
月
五
日
付
の
新
潟
県
か
ら
の
書
翰
に
対
し
て
、「
各
国
公
使
よ
り
も
、
此
程
よ
り
申
立
候
次
第
も

有
之
候
間
、
委
細
之
義
は
追
て
可
申
進
候
」
と
前
置
き
し
な
が
ら
も
、
新
潟
か
ら
送
付
が
あ
っ
た
「
掟
」

「
願
」「
触
書
・
覚
」
に
伊
藤
に
よ
る
「
書
面
ヘ
下
ヶ
札
」
を
付
し
て
返
送
し
、
中
央
政
府
と
し
て
は
そ
れ

ら
布
告
類
を
改
め
る
べ
き
と
考
え
て
い
る
こ
と
を
明
示
し
た
。 

表 14：新潟港の混乱と現地外国領事からの抗議 

事  項 状  況 

（「英国史料による」） 

外国領事から 

の抗議 

抗議に対する新潟県の回答 

混乱の第一の頂点 

明治 3 年 3 月 27 日 

（1870.4.27） 

 

 

「 触 書 ・ 覚 」 布 告

後、多くの廻船が

新潟港を嫌い別の

港へ。新潟の商品

取引は停止状態と

なる。 

・イギリス 

3 月 27 日 

（1870.4.27） 

・北ドイツ連邦 

3 月 28 日 

（1870.4.28） 

3 月 30 日 

（1870.4.30） 

三条西知事「当地の商業に

は従来から悪弊があり、これ

を正すため新たな商法を施

行している。外国貿易には

関係ない」 

混乱の第二の頂点 

明治 3 年 4 月 24 日 

（1870.5.24） 

 

 

 

15隻の廻船が積荷

とともに沼垂に入

港したのをきっかけ

に、新潟の商店が

全面的に営業を休

止させる。 

・北ドイツ連邦 

4 月 19 日 

（1870.5.19） 

・イギリス 

4 月 24 日 

（1870.5.24） 

4 月 28 日 

（1870.5.28） 

三条西知事「触書・覚」をひ

とまず取り消して民部省・外

務省の協議による決定を待

つ。それまではすべて従来

のままとする」 

 

表 15：明治政府（中央）の対応 

時 期 相 手 方 事    項 

明治 3 年 4 月 13 日か 14 日 

（1870.5.13 か 5.14） 

新潟通商司・新潟県 通商司本司の原口少佑を新

潟へ派遣する。 

明治 3 年 4 月中旬 

〔上との前後は不明〕 

 民部大蔵省伊藤少輔が「掟」

「願」「触書・覚」を批判する「書

面ヘ下ケ札」を記載する。 

明治 3 年 4 月 20 日 

（1870.5.20） 

新潟県 「書面ヘ下ヶ札」を新潟県宛て

に送付する。 

明治 3 年 4 月 22 日 

（1870.5.22） 

イギリス公使館 

（アダムス書記官） 

「書面ヘ下ヶ札」をアダムスに

渡す。 
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こ
れ
ら
中
央
政
府
の
反
応
を
総
合
す
る
と
、
新
潟
か
ら
の
情
報
を
四
月
十
日
過
ぎ
に
受
け
た
中
央
は
、

即
座
に
、
新
潟
で
の
「
新
た
な
商
法
」
は
改
め
ら
れ
る
べ
き
、
と
の
認
識
を
抱
き
、
そ
の
意
向
を
伝
え
た

官
員
を
四
月
十
三
日
に
は
東
京
か
ら
出
立
さ
せ
、
四
月
二
十
日
ま
で
に
は
伊
藤
が
詳
細
な
「
書
面
ヘ
下
ヶ

札
」
を
し
た
た
め
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

 

さ
て
、
イ
ギ
リ
ス
領
事
ト
ゥ
ル
ー
プ
は
す
で
に
三
月
下
旬
に
「
掟
」
「
願
」
「
触
書
・
覚
」
を
公
使
館
に

送
付
し
た
。
し
か
し
、
確
認
で
き
る
限
り
、
公
使
館
の
日
本
語
書
記
官
シ
ー
ボ
ル
ト
が
外
務
省
で
こ
れ
ら

文
書
を
渡
し
た
の
は
、
四
月
十
八
日
（
一
八
七
〇
年
五
月
十
八
日
）
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
四
月
二
十
二

日
に
書
記
官
ア
ダ
ム
ス
が
、
五
月
三
日
に
公
使
パ
ー
ク
ス
が
、
順
次
外
務
省
を
訪
ね
て
明
治
政
府
側
と
談

判
を
重
ね
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
新
潟
で
の
事
態
に
対
す
る
明
治
政
府
の
対
応
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
抗
議
を

受
け
て
か
ら
で
は
な
く
、
政
府
中
央
に
よ
る
能
動
的
な
も
の
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
判
明
す
る
。
こ

の
後
、
イ
ギ
リ
ス
が
新
潟
で
の
事
態
に
対
し
て
猛
烈
な
外
圧
を
加
え
て
い
く
こ
と
は
、
す
で
に
前
節
で
詳

細
に
確
認
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
や
や
も
す
る
と
、
そ
の
外
圧
の
強
さ
に
惑
わ
さ
れ
か
ね
な
い
の
で
あ
る

が
、
外
圧
を
加
え
ら
れ
る
よ
り
も
以
前
に
、
明
治
政
府
は
、
新
潟
通
商
司
・
商
社
の
動
向
を
厳
し
く
批
判

し
、
そ
の
自
ら
の
判
断
に
基
づ
い
て
政
策
調
整
に
動
い
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
は
、
こ
こ
で
理
解
し
て
お

く
べ
き
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。 

 

（
２
）
現
地
で
の
政
策
調
整 

中
央
政
府
は
、
伊
藤
が
新
潟
か
ら
の
書
面
に
下
げ
札
を
し
て
し
た
た
め
た
内
容
を
伝
え
る
べ
く
、
一
つ

に
は
外
務
省
を
通
じ
て
新
潟
県
庁
へ
書
翰
を
返
し
、
も
う
一
つ
に
は
原
口
を
新
潟
へ
遣
わ
せ
た
。
こ
の
う

ち
の
原
口
の
動
向
に
関
し
て
は
、「
英
国
側
通
商
司
史
料
」
で
は
、
前
節
で
記
し
た
と
お
り
、
し
ば
ら
く
時

を
経
て
か
ら
イ
ギ
リ
ス
側
が
認
知
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
今
度
は
、
時
系
列
に
合
わ
せ
て
、
こ

こ
で
確
認
し
て
お
こ
う
。 

六
月
四
日
（
一
八
七
〇
年
七
月
二
日
）
の
現
地
談
判
の
後
、
ト
ゥ
ル
ー
プ
に
渡
さ
れ
た
日
本
語
原
文
は

次
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。
す
で
に
一
部
は
前
節
で
史
料
十
九
と
し
て
掲
出
し
た
が
、
こ
こ
で
全
文
を
掲
げ

る
。 

  
 

【
史
料
二
十
三
】
（
一
部
は
史
料
十
九
の
再
掲
） 

新
潟
港
商
社
之
儀
ニ
付
不
都
合
之
条
件
有
之
候
間
、
地
方
官
ト
相
儀
之
上
不
都
合
之
廉
取
直
し
可
申

旨
、
民
部
省
よ
り
命
令
を
請
、
原
口
通
商
少
佑
左
之
通
之
書
状
を
持
参
い
た
し
四
月
廿
日
当
港
ヘ
来

着
せ
り 

 
 

 
 

書
状
写 

新
潟
県
為
替
会
社
并
商
社
規
則
之
儀
ニ
付
不
都
合
之
条
件
有
之
趣
ニ
付
、
今
般
原
口
通
商
少
佑
委
細

申
含
更
ニ
出
張
申
付
候
条
、
諸
般
申
合
不
都
合
無
之
様
取
計
可
為
□
候
也 

 
 

午
四
月 

 
 
 

 
 

 
 

 

通
商
司 

 
 

 

古
谷
権
大
佑
殿 
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関
戸
少
佑
殿 

 
右
書
状
持
参
い
た
し
候
ニ
付
、
相
議
之
上
、
当
三
月
地
方
官
と
協
議
し
て
布
告
あ
り
商
律
改
正
云
々

之
条
件
不
都
合
ニ
付
、
猶
地
方
官
と
相
儀
、
右
布
告
は
取
消
し
之
積
り
を
以
左
之
通
更
ニ
布
告
あ
り

な
り 

 

売
買
品
取
扱
方
之
儀
ニ
付
、
当
三
月
中
相
触
置
候
処
、
尚
御
詮
儀
之
筋
も
有
之
候
ニ
付
、
右
は
追
て

可
及
沙
汰
候
間
、
此
段
相
心
得
可
申
事 

 
 

 

午
四
月
廿
八
日 

 
 

 
新
潟
県 

右
之
通
布
告
あ
り
し
後
、
原
口
少
佑
は
四
月
廿
九
日
当
港
出
立
帰
京
せ
り 

 

其
県
為
替
会
社
并
商
社
規
則
之
儀
、
不
都
合
之
条
件
有
之
趣
ニ
付
、
今
般
委
細
申
合
原
口
通
商
少
佑

更
ニ
出
張
申
付
候
間
、
百
事
商
量
之
上
適
宜
之
御
取
計
有
之
度
、
此
段
申
入
候
者
也 

 
 

午
四
月
十
四
日

（

128
） 

  
 

大
隈
民
部
大
輔 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

伊
藤
大
蔵
少
輔 

 
 

新
潟
県 

 
 

 
 

名
和
大
参
事
殿 

 
 

 
 

本
野
大
参
事
殿 

 

右
四
月
廿
二
日
夜
受
取 

 

こ
の
文
書
に
よ
れ
ば
、
原
口
は
、
民
部
大
蔵
省
か
ら
新
潟
通
商
司
及
び
新
潟
県
に
宛
て
た
各
一
通
の
書

状
を
携
え
て
い
た
。
書
状
の
内
容
は
い
ず
れ
も
、
新
潟
で
の
布
告
類
に
は
不
都
合
が
あ
る
の
で
原
口
と
協

議
し
て
取
り
計
ら
う
よ
う
に
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
原
口
は
四
月
二
十
日
に
新
潟
に
到
着
し
た
。
そ

し
て
二
十
二
日
以
降
に
新
潟
県
と
の
協
議
に
入
っ
た
。
協
議
の
結
果
、
二
十
八
日
、
県
庁
は
先
の
触
書
を

見
直
す
旨
の
新
た
な
布
告
（「
見
直
し
布
告
」
）
を
発
出
し
た
。
こ
の
「
見
直
し
布
告
」
の
発
出
を
見
届
け

た
原
口
は
、
翌
二
十
九
日
に
新
潟
を
去
っ
た
。 

こ
う
し
た
経
緯
か
ら
す
る
と
、
や
は
り
原
口
は
、
伊
藤
に
よ
る
「
書
面
へ
下
ヶ
札
」
は
新
潟
へ
は
持
参

し
て
い
か
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
そ
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
十
分
に
伝
わ
っ
た
こ
と
か
ら
、

新
潟
県
庁
か
ら
の
「
見
直
し
布
告
」
は
発
出
さ
れ
た
。 

と
こ
ろ
が
原
口
が
去
っ
た
翌
日
、
す
な
わ
ち
四
月
三
十
日
（
七
〇
年
五
月
三
十
日
）
、
新
潟
通
商
司
は

中
央
か
ら
伝
え
ら
れ
た
意
思
に
公
然
と
反
旗
を
翻
し
た
。
前
節
で
叙
述
し
た
と
お
り
、
こ
の
日
、
新
潟
商

社
の
門
前
に
、
新
潟
県
か
ら
の
右
の
「
見
直
し
布
告
」
に
並
べ
て
、
そ
の
「
見
直
し
布
告
」
の
内
容
を
上

書
き
す
る
か
の
よ
う
な
「
商
社
門
前
の
掲
札
」
が
掲
げ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。 

一
方
、
外
務
省
か
ら
の
「
書
面
ヘ
下
ヶ
札
」
付
き
の
書
翰
（
四
月
二
十
日
付
）
の
ほ
う
は
、
四
月
二
十

六
日
以
降
、
お
そ
ら
く
は
こ
の
原
口
の
新
潟
滞
在
中
に
県
庁
に
届
い
た
計
算
に
な
る
。
ま
た
「
日
本
側
通
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商
司
史
料
」
及
び
「
英
国
側
通
商
司
史
料
」
の
記
録
に
よ
れ
ば
、
新
潟
県
で
政
務
を
実
質
的
に
掌
握
す
る

本
野
大
参
事
は
、
四
月
下
旬
、
原
口
の
新
潟
滞
在
中
に
東
京
に
向
か
っ
て
出
立
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。
し

た
が
っ
て
、
こ
の
時
点
で
本
野
が
新
潟
で
「
書
面
へ
下
ヶ
札
」
を
じ
か
に
見
た
か
ど
う
か
は
微
妙
で
あ
る

（

129
）

。 

も
っ
と
も
、
本
野
は
東
京
に
い
る
間
に
、
お
そ
ら
く
大
隈
と
も
会
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
も
前
節
で

叙
述
し
た
よ
う
に
、
七
月
十
日
（
七
〇
年
八
月
六
日
）
の
別
件
談
判
の
折
に
、
大
隈
は
、
本
野
は
出
府
の

折
に
「
書
面
へ
下
ヶ
札
」
を
見
て
い
た
の
で
知
ら
ぬ
は
ず
は
な
い
（
「
通
商
司
改
革
下
ヶ
札
ハ
、
本
野
出
府

之
節
一
応
一
瞥
為
致
候
儀
ニ
て
、
不
存
趣
意
無
之
）
」
と
打
ち
明
か
し
た
の
で
あ
る
（
両
国
談
判
・
第
四
、

史
料
二
十
）。 

五
月
初
め
頃
か
ら
東
京
に
滞
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
本
野
は
、
遅
く
と
も
、
新
潟
で
三
条
西
知
事
と
と

も
に
ア
ダ
ム
ス
と
の
談
判
に
臨
む
六
月
四
日
ま
で
に
は
新
潟
に
帰
着
し
て
い
た
。 

 

（
３
）
本
野
は
知
っ
て
い
た
の
か 

そ
の
六
月
四
日
（
七
〇
年
七
月
二
日
）
の
現
地
談
判
に
関
し
て
は
、「
日
本
側
通
商
司
史
料
」
に
も
記

録
が
あ
る
。
新
潟
県
は
、
こ
の
不
意
の
談
判
の
三
日
後
、
外
務
省
へ
書
翰
を
発
し
た
。
そ
の
書
翰
の
内
容

を
確
認
す
る
と
、
そ
こ
に
は
、
事
実
関
係
と
し
て
は
、
ア
ダ
ム
ス
に
よ
る
報
告
と
ほ
ぼ
重
な
る
談
判
の
様

子
が
記
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ア
ダ
ム
ス
は
談
判
に
お
い
て
、
三
月
の
「
触
書
・
覚
」
を
撤
回
す
る

旨
の
明
快
な
布
告
を
出
す
よ
う
求
め
た
。
ま
た
、「
書
面
へ
下
ヶ
札
」
を
収
受
し
た
後
、
新
潟
で
は
ど
う
処

置
し
た
の
か
を
詰
問
し
た
。 

「
日
本
側
通
商
司
史
料
」
に
よ
れ
ば
、
新
潟
県
が
外
務
省
へ
訴
え
た
の
は
、
東
京
か
ら
適
切
な
指
示
が

な
い
な
か
で
ア
ダ
ム
ス
か
ら
の
叱
責
に
晒
さ
れ
た
こ
と
へ
の
強
い
不
満
で
あ
っ
た
。ま
た
、「
取
消
し
布
告
」

や
「
商
社
門
前
の
掲
札
」
の
意
味
合
い
に
つ
い
て
、
県
庁
な
り
の
言
い
分
が
表
明
さ
れ
て
い
た
。
次
の
書

翰
で
あ
る
。 

  

【
史
料
二
十
四
】 

以
書
状
致
啓
上
候
、
然
は
一
昨
四
日

マ

マ

、
英
国
書
記
官
ア
タ
ム
ス
、
岡
士
ツ
ル
ー
プ
共
参
庁
、
通
商
司

商
社
一
条
品
々
及
引
合
候
、
右
は
当
港
商
社
仕
法
向
之
布
告
、
其
外
申
合
等
数
ヶ
条
、
書
取
を
以
、

ツ
ル
ー
プ
よ
り
先
般
同
国
公
使
へ
差
贈
候
処
、
同
人
よ
り
御
省
え
御
談
判
之
上
、
民
部
省
へ
御
打
合

廉
々
、
御
下
ヶ
札
を
以
御
答
相
成
候
由
之
書
面
差
出
、
（
中
略
）
書
面
一
覧
候
処
、
右
は
是
迄
当
地

へ
申
達
は
無
之
、
（
中
略
）
一
体
当
港
商
会
之
事
ニ
付
、
東
京
お
ゐ
て
の
会
議
済
を
御
存
し
無
之
と

申
は
甚
タ
不
審
之
至
、
も
し
く
は
出
張
通
商
司
な
と
の
差
計
ひ
も
可
有
之
杯
、
大
に
疑
惑
を
入
レ
候

ニ
付
、
為
念
通
商
司
え
及
掛
合
候
処
、
別
紙
之
返
書
差
越
、
尤
其
義
は
先
般
原
口
通
商
少
佑
持
参
之

手
扣
ニ
て
一
見
候
迄
ニ
て
、
此
地
ニ
留
候
も
の
無
之
旨
申
聞
、
一
体
外
国
互
市
之
地
お
ゐ
て
商
法
大

関
係
之
御
応
答
向
は
不
洩
心
得
居
不
申
候
て
は
不
都
合
は
申
迄
も
無
之
、
（
中
略
）
素
よ
り
当
県
ニ

於
て
右
下
札
ニ
て
御
弁
解
之
廉
々
豪
も
承
知
不
致
、（
中
略
）
前
書
商
社
一
条
之
応
答
書
類
其
他
、

右
関
係
之
廉
々
民
部
省
御
談
之
上
、
早
々
御
差
送
り
有
之
度
、
此
段
至
急
申
進
候
也 
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庚
午
六
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 

新
潟
県 

外
務
省
御
中 

 

東
京
で
は
イ
ギ
リ
ス
に
書
面
に
下
げ
札
を
し
た
文
書
を
渡
し
て
当
港
に
関
す
る
政
府
の
方
針
を
伝
え

て
い
た
、
と
の
こ
と
で
は
な
い
か
。
そ
の
こ
と
で
ア
ダ
ム
ス
か
ら
厳
し
い
追
及
を
受
け
た
が
、
も
と
よ
り

県
庁
で
は
承
知
し
て
い
な
い
。
そ
の
よ
う
な
重
要
な
こ
と
を
当
地
に
知
ら
せ
て
く
れ
な
い
よ
う
で
は
困
る
。

民
部
省
と
連
絡
を
取
っ
て
そ
の
書
類
を
至
急
当
地
へ
送
っ
て
ほ
し
い
。
県
庁
は
こ
の
書
面
で
そ
の
よ
う
に

訴
え
て
い
た
。 

加
え
て
、
書
翰
の
後
段
で
は
、
ア
ダ
ム
ス
か
ら
「
商
社
門
前
の
掲
札
」
に
つ
き
追
及
を
受
け
た
た
め
「
取

消
し
布
告
」
を
発
出
し
た
こ
と
に
関
し
て
、
先
般
「
見
直
し
布
告
」
で
廃
止
し
た
は
ず
の
「
商
律
」（
新
た

な
商
法
）
が
実
際
に
は
ま
だ
施
行
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
ア
ダ
ム
ス
の
追
及
は
「
全
ク
誤

解
ニ
て
、
前
書
規
則
と
申
は
、
全
ク
社
中
之
申
合
規
則
ニ
て
商
律
を
指
候
わ
け
ニ
無
之
、
且
仕
来
外
之
取

立
も
の
一
切
不
致
義
ニ
付
、
其
段
篤
と
及
弁
解
候
処
、
左
候
ハ
ヽ
猶
一
応
布
告
被
下
度
お
も
む
き
申
聞
候

間
、
承
届
、
別
紙
之
通
相
触
候
義
ニ
有
之
候
」
と
弁
解
し
た
。
も
っ
と
も
、
こ
の
弁
解
を
中
央
政
府
が
取

り
合
わ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
こ
の
後
の
外
務
省
と
民
部
大
蔵
省
の
や
り
と
り
を
確
認
す
れ
ば
わ
か
る
。 

さ
て
、
こ
う
し
て
現
地
談
判
と
そ
の
前
後
の
様
子
を
双
方
の
史
料
で
確
認
し
た
が
、
こ
こ
で
不
可
思
議

な
事
柄
が
一
つ
浮
か
び
上
が
る
。 

新
潟
県
庁
は
、
四
月
下
旬
、
原
口
が
来
県
し
た
折
に
「
書
面
へ
下
ヶ
札
」
の
趣
旨
を
聞
い
た
の
で
は
な

か
っ
た
か
。
外
務
省
か
ら
は
、
四
月
二
十
日
付
の
書
翰
で
「
書
面
ヘ
下
ヶ
札
」
へ
の
中
央
政
府
の
批
判
を

伝
え
ら
れ
て
い
た
は
ず
で
は
な
か
っ
た
か
。
あ
る
い
は
、
と
り
わ
け
県
の
政
務
を
取
り
仕
切
る
本
野
は
、

出
府
の
際
に
大
隈
か
ら
差
し
出
さ
れ
た
「
書
面
ヘ
下
ヶ
札
」
を
一
瞥
し
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
の
か
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
地
談
判
で
こ
の
書
面
を
示
さ
れ
た
三
条
西
・
本
野
は
「
見
た
こ
と
は
な
い
」

と
言
い
張
り
、
外
務
省
へ
も
こ
の
こ
と
を
強
く
訴
え
た
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
の
齟
齬
は
一
体

ど
う
し
た
こ
と
か
。「
新
た
な
商
法
」
を
否
定
す
る
「
書
面
ヘ
下
ヶ
札
」
の
内
容
は
、
何
ら
か
の
行
き
違
い

で
現
地
新
潟
の
官
員
に
伝
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、「
そ
の
よ
う
な
文
書
は
知
ら
ぬ
」

と
い
う
現
地
談
判
で
の
三
条
西
・
本
野
の
振
る
舞
い
は
狂
言
で
あ
り
、
ま
た
外
務
省
へ
の
強
い
訴
え
は
ま

っ
た
く
の
虚
言
で
あ
っ
た
の
か
。 

 

 

現
地
談
判
後
の
六
月
七
日
付
新
潟
県
か
ら
の
訴
え
を
受
け
取
っ
た
外
務
省
は
迅
速
に
反
応
し
た
。
す
な

わ
ち
六
月
十
三
日
、
さ
っ
そ
く
民
部
大
蔵
省
に
次
の
よ
う
に
伝
え
た
。 

 

【
史
料
二
十
五
】 

民
部
省
大
蔵
省
御
中 

 
 

 

外
務
省 

 
 

 
 

新
潟
港
取
建
之
通
商
司
取
扱
向
之
儀
ニ
付
先
達
て
英
公
使
よ
り
申
立
候
趣
、
并
同
県
よ
り
申
立
候
廉

も
有
之
、
御
省
ニ
て
大
少
輔
殿
公
使
え
御
引
合
之
上
取
消
シ
相
成
候
廉
々
下
ヶ
札
ニ
て
御
答
ニ
相
成

候
由
ニ
付
、
英
ノ
方
ニ
て
は
同
所
出
張
之
通
商
司
并
地
方
官
え
も
御
達
し
相
成
候
事
と
心
得
、
今
般
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同
所
ニ
て
英
国
書
記
官
ア
タ
ム
ス
罷
越
し
、
引
合
之
趣
別
紙
の
通
申
越
し
、
同
所
通
商
司
取
扱
方
之

義
ニ
付
不
都
合
之
義
も
有
之
候
間
、
早
速
□
御
答
相
成
候
書
面
写
御
差
廻
し
、
且
廃
止
之
廉
々
施
行

不
致
様
御
厳
達
有
之
度
候
、
別
紙
篤
と
御
熟
考
差
支
不
相
成
様
、
火
急
御
処
分
有
之
度
候
、
此
段
及

御
掛
合
候
也 

 
 

 

六
月
十
三
日 

 

こ
の
書
翰
か
ら
は
、
民
部
大
蔵
省
の
大
隈
・
伊
藤
は
パ
ー
ク
ス
へ
「
書
面
ヘ
下
ヶ
札
」
を
示
し
て
「
新

た
な
商
法
」
を
取
り
消
す
旨
を
伝
え
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
が
改
め
て
確
認
で
き
る
。 

一
方
、
中
央
政
府
は
新
潟
県
に
対
し
て
は
、
四
月
二
十
日
付
の
外
務
省
か
ら
の
書
翰
で
「
書
面
ヘ
下
ヶ

札
」
を
送
付
し
た
も
の
の
、「
追
っ
て
委
細
は
申
進
す
る
」
と
伝
え
た
の
み
で
あ
っ
た
。
六
月
十
三
日
付
の

右
の
書
翰
で
、
外
務
省
は
民
部
省
に
対
し
て
、
「
廃
止
之
廉
々
施
行
不
致
様
（「
見
直
し
布
告
」
の
上
書
き

な
ど
商
社
に
さ
せ
ぬ
よ
う
）
」
厳
達
す
べ
き
で
あ
り
、「
火
急
之
所
分
有
之
度
」
、
と
進
言
し
た
が
、
こ
の
進

言
に
対
し
て
、
民
部
大
蔵
省
が
早
々
に
対
応
策
を
講
じ
た
こ
と
を
伝
え
る
記
録
は
、「
日
本
側
通
商
司
史
料
」

に
は
存
在
し
な
い
。 

民
部
大
蔵
省
に
迅
速
な
対
処
を
進
言
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
返
答
が
得
ら
れ
な
い
外
務
省
は
、
改

め
て
同
月
十
七
日
に
催
促
の
書
翰
を
発
し
た
。 

 

【
史
料
二
十
六
】 

新
潟
県
よ
り
英
国
公
使
館
ア
ダ
ム
ス
出
張
致
し
同
所
通
商
司
之
取
扱
向
之
儀
ニ
付
彼
地
よ
り
申
越

し
候
云
々
、
無
程
書
類
ヲ
以
御
問
合
申
置
候
処
御
回
答
無
之
ニ
付
、
於
当
省
官
員
ヲ
以
御
問
合
申
候

処
、
過
日
本
野
大
参
事
出
府
之
節
惣
て
申
立
之
廉
は
廃
止
之
趣
御
申
談
之
旨
、
少
輔
殿
御
答
之
趣
、

橋
本
少
録
申
聞
候
由
ニ
候
得
共
、
英
ア
タ
ム
ス
彼
地
引
合
ニ
は
御
下
札
ニ
て
御
取
消
し
之
廉
有
之
趣

申
立
之
処
、
地
方
官
ニ
て
ハ
不
存
□
□
出
張
之
通
商
司
官
員
も
不
存
由
ニ
付
、
御
申
聞
と
は
聊
齟
齬

致
し
居
哉
、
何
分
御
口
達
ニ
て
は
発
輝
と
不
致
候
ニ
付
、
無
程
御
廻
し
申
候
書
類
へ
御
附
札
ニ
て

早
々
御
回
答
御
□
□
様
致
し
度
、
此
段
御
掛
合
申
候
也 

 
 

午
六
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

外
務
省 

 
 

 

民
部
省
大
蔵
省
御
中 

 

伊
藤
は
、「
新
た
な
商
法
」
は
廃
す
べ
き
も
の
で
あ
る
、
と
本
野
が
出
府
し
た
折
に
伝
え
て
い
た
。
そ

の
よ
う
に
当
省
の
橋
本
は
承
っ
た
が
、
口
頭
で
は
明
確
で
な
い
。
ま
も
な
く
渡
す
書
面
へ
付
札
を
し
て
事

実
を
明
ら
か
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
外
務
省
は
民
部
省
へ
そ
の
よ
う
に
求
め
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
民

部
省
か
ら
の
返
事
は
な
か
っ
た
。 

「
日
本
側
通
商
司
史
料
」
の
こ
う
し
た
記
録
か
ら
す
る
と
、
本
野
は
、
ひ
と
ま
ず
原
口
来
港
時
や
外
務

省
か
ら
の
書
翰
は
脇
に
置
く
と
し
て
も
、
自
ら
の
出
府
時
に
「
書
面
ヘ
下
ヶ
札
」
の
趣
旨
を
伝
え
ら
れ
て

い
た
、
と
い
う
こ
と
は
確
か
な
よ
う
な
の
で
あ
る
。
伊
藤
や
大
隈
の
言
葉
が
正
し
け
れ
ば
、
六
月
四
日
の
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現
地
談
判
で
、
本
野
は
や
は
り
ア
ダ
ム
ス
に
対
し
て
白
々
し
い
狂
言
を
演
じ
て
い
た
の
か
。 

 
こ
の
頃
か
ら
、
パ
ー
ク
ス
の
関
心
は
、
次
第
に
新
潟
県
庁
へ
、
な
か
ん
ず
く
本
野
へ
と
集
中
し
て
い
っ

た
。
前
節
で
叙
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
や
が
て
新
潟
通
商
司
が
撤
退
し
、
県
知
事
の
三
条
西
が
免
職
さ

れ
て
も
、
パ
ー
ク
ス
の
本
野
問
責
は
止
ま
な
か
っ
た
。
七
月
二
十
六
日
（
七
〇
年
八
月
二
十
二
日
）
の
談

判
で
、
澤
は
、
本
野
を
新
潟
か
ら
呼
び
寄
せ
て
真
偽
を
た
だ
す
、
と
約
束
し
た
。
八
月
三
日
（
七
〇
年
八

月
二
十
九
日
）
、
新
た
な
新
潟
県
知
事
で
現
地
赴
任
前
の
平
松
時
厚
を
パ
ー
ク
ス
に
引
き
合
わ
せ
た
際
も
、

話
題
は
途
中
か
ら
本
野
へ
と
移
っ
た
。
大
隈
・
伊
藤
は
本
野
に
「
書
面
ヘ
下
ヶ
札
」
に
よ
る
指
示
を
与
え

て
い
た
と
い
う
の
に
、
ア
ダ
ム
ス
と
の
現
地
面
談
で
本
野
が
知
ら
ぬ
と
述
べ
た
の
に
は
、
何
か
わ
け
が
あ

る
は
ず
、
な
ど
と
澤
は
本
野
の
擁
護
に
努
め
た
。 

平
松
は
九
月
一
日
に
新
潟
に
着
任
し
た
。
九
月
二
十
五
日
、
東
京
で
は
な
お
も
パ
ー
ク
ス
が
澤
・
寺
島

に
対
し
て
、
本
野
を
な
ぜ
早
く
出
府
さ
せ
な
い
の
か
、
本
野
を
呼
べ
ば
事
は
明
瞭
に
な
る
、
と
迫
っ
て
い

た
。 そ

の
本
野
の
再
び
の
出
府
は
、
「
日
本
側
通
商
司
史
料
」
が
記
す
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
九
月
二
十

五
日
（
七
〇
年
十
月
十
九
日
）
の
談
判
か
ら
、
外
務
省
が
本
件
で
次
に
パ
ー
ク
ス
と
面
談
し
た
閏
十
月
二

十
八
日
（
七
〇
年
十
二
月
二
十
日
）
ま
で
の
あ
い
だ
に
実
現
し
て
い
た
。
そ
の
後
の
外
務
省
と
パ
ー
ク
ス

と
の
面
談
の
流
れ
を
要
す
れ
ば
、
本
野
か
ら
聴
取
を
行
っ
た
伊
藤
は
、
そ
の
後
に
パ
ー
ク
ス
に
対
し
て
、

「
書
面
ヘ
下
ヶ
札
」
で
本
野
に
伝
え
た
と
い
う
の
は
誤
り
だ
っ
た
、
と
説
明
し
た
よ
う
で
あ
る
。
パ
ー
ク

ス
は
こ
れ
に
納
得
せ
ず
、
大
隈
と
の
面
談
を
求
め
た
。
し
か
し
大
隈
は
、
す
で
に
事
は
済
ん
だ
、
と
し
て

結
局
面
談
に
応
じ
な
か
っ
た
。
パ
ー
ク
ス
は
な
お
も
外
務
省
に
対
し
て
、
本
野
は
職
務
怠
慢
な
の
で
転
役

す
る
つ
も
り
で
出
府
さ
せ
た
は
ず
で
は
な
い
か
、
と
迫
っ
た
が
、
澤
は
、
本
野
に
罪
は
な
い
こ
と
は
も
は

や
明
ら
か
だ
、
な
ど
と
し
て
パ
ー
ク
ス
の
要
求
を
か
わ
し
た
。 

 

な
お
、
県
知
事
の
平
松
は
新
潟
着
任
後
、
改
め
て
「
書
面
ヘ
下
ヶ
札
」
に
よ
る
現
地
へ
の
指
示
に
つ
い

て
調
査
し
、そ
の
結
果
を
大
蔵
省
に
報
告
し
た（
日
付
を
欠
く
）。
そ
の
報
告
の
外
務
省
へ
の
同
文
写
し
が
、

史
料
「
日
本
側
通
商
司
史
料
」
の
最
終
葉
で
あ
る
。
調
査
結
果
は
、
そ
れ
ま
で
新
潟
通
商
司
や
新
潟
県
が

説
い
て
き
た
こ
と
と
ほ
ぼ
変
わ
ら
ぬ
、
概
ね
次
の
内
容
で
あ
っ
た
。 

・「
書
面
ヘ
下
ヶ
札
」
の
こ
と
は
知
事
も
大
参
事
も
承
知
し
て
お
ら
ず
、
ア
ダ
ム
ス
か
ら
示
さ
れ
て
初
め
て

知
っ
た
。
新
潟
で
は
民
部
省
か
ら
の
公
式
の
達
を
受
け
取
っ
て
も
い
な
か
っ
た
。 

・
原
口
が
持
参
し
た
も
の
の
な
か
に
下
げ
札
に
書
付
を
し
た
も
の
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
も
は
や

確
認
で
き
な
い
。
推
察
す
る
に
、
原
口
が
東
京
出
立
前
に
何
ら
か
文
書
を
書
写
し
持
参
し
た
と
し
て
も
、

原
口
は
そ
の
内
容
が
公
然
と
達
せ
ら
れ
る
も
の
と
考
え
て
、
自
分
は
短
く
書
き
留
め
た
だ
け
だ
っ
た
の

で
は
な
い
か
。 

・
本
野
が
出
府
し
た
際
に
下
げ
札
の
内
容
を
書
写
し
た
こ
と
は
断
じ
て
な
い
し
、
本
野
は
一
瞥
し
た
こ
と

も
記
憶
し
て
い
な
い
。 

 

以
上
、
本
第
二
節
に
お
い
て
は
、
前
節
で
「
英
国
側
通
商
司
史
料
」
を
用
い
て
骨
格
を
捉
え
た
新
潟
通

商
司
の
経
緯
に
つ
い
て
、
改
め
て
「
日
本
側
通
商
司
史
料
」
を
加
味
し
て
考
察
し
、
主
に
明
治
政
府
内
で
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の
政
策
調
整
の
様
子
を
確
認
し
た
。
こ
の
確
認
に
よ
り
、
更
に
多
く
が
判
明
し
た
。
そ
れ
ら
を
以
下
に
ま

と
め
る
。 

明
治
三
年
一
月
以
降
、
新
潟
通
商
司
・
新
潟
商
社
は
、
「
掟
」
「
願
」「
触
書
・
覚
」
な
ど
の
布
告
類
に

よ
っ
て
「
新
た
な
商
法
」
に
着
手
し
た
。
三
月
下
旬
、
外
国
領
事
か
ら
抗
議
の
声
が
上
が
り
、
現
地
官
員

は
、
騒
動
が
東
京
へ
と
伝
わ
る
こ
と
を
覚
悟
し
た
。 

四
月
前
半
、
新
潟
県
及
び
新
潟
通
商
司
が
各
々
中
央
政
府
に
状
況
を
報
告
す
る
と
、
東
京
で
は
、
民
部

大
蔵
省
の
伊
藤
博
文
が
新
潟
で
の
「
新
た
な
商
法
」
を
厳
し
く
批
判
す
る
「
書
面
ヘ
下
ヶ
札
」
を
し
た
た

め
た
。
そ
の
「
書
面
ヘ
下
ヶ
札
」
に
記
さ
れ
た
方
針
は
、
新
潟
に
派
遣
さ
れ
た
通
商
司
本
司
の
原
口
に
よ

っ
て
現
地
に
伝
え
ら
れ
、ま
た
外
務
省
が
新
潟
県
へ
文
書
送
付
し
た
。
イ
ギ
リ
ス
公
使
館
へ
も
渡
さ
れ
た
。 

四
月
下
旬
、
新
潟
で
は
県
庁
が
原
口
と
の
協
議
を
経
て
「
見
直
し
布
告
」
を
発
し
た
。
し
か
し
新
潟
通

商
司
は
商
社
門
前
に
告
知
を
掲
げ
、
な
お
も
「
新
た
な
商
法
」
を
続
行
す
る
意
思
を
明
ら
か
に
し
た
。 

五
月
中
旬
、
こ
の
こ
と
を
イ
ギ
リ
ス
公
使
館
を
通
じ
て
知
っ
た
外
務
省
は
、
即
座
に
対
処
す
る
よ
う
民

部
大
蔵
省
を
促
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
イ
ギ
リ
ス
側
の
対
応
の
ほ
う
が
迅
速
で
あ
っ
た
。
六
月
初
め
に
は

ア
ダ
ム
ス
が
現
地
を
訪
れ
た
。
そ
こ
で
の
談
判
に
よ
っ
て
、
現
地
で
は
「
新
た
な
商
法
」
は
完
全
な
取
消

し
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
事
態
の
根
本
的
な
収
拾
に
向
け
て
は
、
外
務
省
の
再
三
の
事
実
確
認
及
び
催
促

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
民
蔵
分
離
問
題
に
揺
れ
る
民
部
省
の
動
き
は
鈍
か
っ
た
。
し
か
し
七
月
、
民
部
大
蔵

省
は
新
潟
通
商
司
を
撤
退
さ
せ
た
。
新
潟
県
知
事
の
三
条
西
も
職
を
免
じ
ら
れ
た
。 

事
の
次
第
が
明
ら
か
に
な
る
に
つ
れ
て
、
新
潟
県
大
参
事
で
あ
る
本
野
の
動
向
が
、
明
治
政
府
と
イ
ギ

リ
ス
と
の
議
論
の
俎
上
に
あ
が
っ
た
。
本
野
は
「
書
面
ヘ
下
ヶ
札
」
に
記
さ
れ
た
中
央
政
府
の
意
思
を
早

期
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
新
潟
に
お
い
て
そ
の
意
を
体
し
て
行
動
し
な
か
っ
た
よ
う
な

の
で
あ
る
。
パ
ー
ク
ス
は
、
こ
の
こ
と
が
現
地
で
の
混
乱
を
増
幅
さ
せ
た
元
凶
だ
と
し
て
、
新
潟
通
商
司

の
撤
退
及
び
三
条
西
の
交
代
の
後
も
、
な
お
厳
し
く
本
野
の
非
を
追
及
し
た
。
し
か
し
本
野
は
こ
れ
を
否

定
し
、
明
治
政
府
は
本
野
擁
護
に
徹
し
た
。
結
局
、
パ
ー
ク
ス
に
よ
る
本
野
問
責
は
未
決
着
に
終
わ
っ
た
。 
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括 

 
新
潟
の
開
港
は
、
一
八
六
〇
年
八
月
一
日
か
ら
一
八
六
八
年
一
月
一
日
へ
、
更
に
は
同
年
四
月
一
日
へ
、

と
延
期
が
重
ね
ら
れ
、
つ
い
に
は
戊
辰
戦
争
の
真
只
中
に
放
り
出
さ
れ
た
。
戦
乱
の
中
、
正
式
に
開
港
延

期
の
手
続
き
を
取
る
余
地
は
な
か
っ
た
。
列
強
諸
国
の
駐
日
代
表
の
判
断
は
分
か
れ
た
。
そ
の
結
果
、
列

強
各
国
の
商
船
・
商
業
者
が
往
来
し
、「
事
実
上
の
開
港
」
と
呼
ば
れ
る
状
態
が
現
出
し
た
。
そ
う
し
た
一

部
商
業
者
の
関
与
も
あ
り
、
新
潟
港
は
、
奥
羽
越
列
藩
同
盟
側
の
物
資
補
給
拠
点
の
役
割
を
担
っ
た
。 

イ
ギ
リ
ス
公
使
パ
ー
ク
ス
は
、
自
国
居
留
民
の
新
潟
進
出
を
強
く
制
止
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
指
示
は

必
ず
し
も
遵
守
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
っ
た
。
む
し
ろ
、
イ
ギ
リ
ス
居
留
民
の
あ
い
だ
に
は
、
公
使
の

指
示
に
よ
っ
て
商
業
上
の
好
機
を
他
国
商
業
者
に
奪
わ
れ
て
い
る
、
と
い
う
不
満
が
存
在
し
た
。 

一
方
の
パ
ー
ク
ス
は
、
戊
辰
戦
争
の
勝
敗
の
行
方
が
未
だ
見
定
ま
ら
な
い
中
、
公
使
館
ス
タ
ッ
フ
を
現

地
に
派
遣
す
る
な
ど
し
て
、
事
態
打
開
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
探
っ
た
。
そ
し
て
、
天
皇
政
府
（
明
治
新
政
府
）

と
の
密
談
の
な
か
で
、
一
八
六
九
年
元
日
に
新
潟
を
開
港
さ
せ
る
こ
と
が
、
こ
の
「
新
潟
開
港
問
題
」
の

落
と
し
ど
こ
ろ
、
と
の
考
え
を
表
明
し
た
。
す
で
に
準
備
が
整
っ
た
江
戸
開
市
と
同
時
に
、
新
潟
を
開
港

す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
五
港
二
都
を
諸
外
国
へ
開
く
、
と
い
う
、
か
つ
て

江
戸
幕
府
が
約
束
し
た
こ
と
が
、
新
政
府
の
手
に
よ
っ
て
完
遂
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
我
が
国

統
治
者
と
し
て
の
新
政
府
の
正
統
性
を
大
き
く
高
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
事
態
は
新
政
府
と
イ
ギ
リ
ス
の

主
導
権
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
、
一
八
六
九
年
の
元
日
、「
正
式
開
港
」
が
実
現
し
た
。
す
で
に
新
潟
は
開
港

済
で
あ
る
、
と
し
た
プ
ロ
イ
セ
ン
や
イ
タ
リ
ア
の
見
解
は
、
こ
う
し
た
流
れ
の
中
で
上
書
き
さ
れ
た
。 

そ
の
よ
う
な
政
治
的
含
意
と
は
別
に
、
物
理
的
に
捉
え
れ
ば
、
新
潟
開
港
は
明
ら
か
な
準
備
不
足
で
あ

っ
た
。
税
関
施
設
は
整
っ
て
お
ら
ず
、
居
留
取
極
で
定
め
ら
れ
た
、
補
助
港
た
る
佐
渡
夷
港
と
の
間
の
連

絡
船
の
運
航
や
、
新
潟
港
内
の
艀
の
整
備
な
ど
、
日
本
側
政
府
に
義
務
付
け
ら
れ
て
い
た
措
置
が
、
開
港

に
間
に
合
う
状
況
に
は
な
か
っ
た
。 

し
か
も
、
開
港
は
し
た
も
の
の
、
こ
の
頃
、
北
方
海
域
は
榎
本
率
い
る
旧
幕
府
軍
の
抵
抗
に
よ
る
戦
闘

と
緊
張
が
継
続
し
て
お
り
、
未
だ
通
常
の
商
業
活
動
が
行
え
る
状
況
に
は
な
か
っ
た
。
そ
の
中
を
、
諸
外

国
の
商
業
者
の
一
部
は
、
あ
る
い
は
戦
乱
の
津
軽
海
峡
を
抜
け
て
、
あ
る
い
は
神
戸
か
ら
大
き
く
西
回
り

で
、
新
潟
を
目
指
し
た
。
新
潟
港
で
通
常
の
貿
易
活
動
を
営
む
こ
と
の
で
き
る
環
境
が
整
え
ら
れ
た
の
は
、

開
港
か
ら
半
年
あ
ま
り
、
箱
館
戦
争
の
余
韻
が
鎮
ま
る
一
八
六
九
年
の
夏
頃
で
あ
っ
た
。 

外
国
船
・
外
国
商
人
ら
に
よ
る
本
格
的
な
活
動
が
始
ま
る
と
、
ま
も
な
く
様
々
な
問
題
が
明
ら
か
と
な

っ
て
き
た
。
地
元
当
局
は
、
新
潟
港
に
お
い
て
最
も
有
力
な
船
荷
と
考
え
ら
れ
て
い
た
米
の
輸
送
を
厳
し

く
制
限
し
た
。
内
戦
後
の
混
乱
が
続
く
中
、
越
後
内
の
米
不
足
が
懸
念
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た

制
限
の
た
め
に
外
国
商
人
ら
の
目
算
は
は
ず
れ
、
地
元
と
の
緊
張
関
係
も
生
じ
た
。
ま
た
、
通
貨
を
め
ぐ

る
混
乱
も
、
正
常
な
商
業
活
動
を
阻
害
し
た
。 

こ
う
し
た
状
況
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
新
潟
は
開
港
と
し
て
大
き
な
可
能
性
を
抱
か
せ
る
港
で
あ
っ
た
。

遠
距
離
・
近
距
離
の
海
上
輸
送
網
と
、
川
な
ど
を
通
じ
て
広
大
な
地
域
を
結
ぶ
内
陸
輸
送
網
に
、
着
任
し

た
イ
ギ
リ
ス
領
事
ら
は
目
を
見
張
っ
た
。
そ
こ
で
行
わ
れ
て
い
る
活
発
な
国
内
商
業
活
動
は
、
開
港
直
後
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の
港
を
襲
っ
た
い
く
つ
か
の
困
難
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
港
が
外
国
貿
易
港
と
し
て
も
十
分
に
有
望
で

あ
る
こ
と
を
窺
わ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
開
港
初
年
の
新
潟
に
は
、
こ
う
し
て
現
実
の
困
難
と
将
来
へ
の

期
待
と
が
交
差
し
た
。 

と
こ
ろ
が
、
開
港
二
年
目
の
港
の
シ
ー
ズ
ン
の
初
め
、
居
留
外
国
商
人
ら
が
遭
遇
し
た
の
は
、
そ
の
う

ち
の
困
難
の
ほ
う
を
一
層
悪
化
さ
せ
る
事
態
で
あ
っ
た
。
新
政
府
の
通
商
司
に
よ
る
新
た
な
流
通
統
制
・

商
業
統
制
が
展
開
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
政
府
中
央
の
本
来
の
政
策
意
図
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
り
、
港
を

混
乱
に
陥
れ
る
効
果
し
か
な
か
っ
た
。 

こ
う
し
た
開
港
最
初
期
の
新
潟
の
動
向
は
、
表
16
、
表
17
か
ら
も
如
実
に
看
取
さ
れ
よ
う
。
新
潟
港

に
出
入
り
し
た
外
国
船
は
、
開
港
一
、
二
年
目
、
す
べ
て
国
内
他
港
と
の
行
き
来
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、

二
十
隻
前
後
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
船
は
、
他
港
で
す
で
に
税
済
の
外
国
商
品
を
新
潟
ま
で
運
ぶ
と
同
時

に
、
新
潟
か
ら
は
米
の
積
出
し
を
試
み
る
、
と
い
っ
た
形
で
、
新
潟
港
の
使
い
勝
手
を
見
定
め
よ
う
と
し

た
。
出
入
港
数
は
、
他
港
と
比
較
す
れ
ば
わ
ず
か
と
は
言
い
な
が
ら
も
、
新
た
な
港
と
し
て
は
着
実
な
始

動
で
あ
っ
た
と
も
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
三
年
目
か
ら
は
、
そ
う
し
た
試
用
の
結
果
と
し
て
、
ど
う
や
ら

大
方
の
商
人
か
ら
見
捨
て
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
詳
細
に
見
れ
ば
、
一
年
目
の
出
だ
し
は
や
や
遅
れ
た
が
、

二
年
目
は
早
々
に
船
が
来
港
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
船
は
、
新
潟
通
商
司
が
惹
起
し
た
騒
動
に
遭
遇

し
た
。
二
年
目
の
後
半
か
ら
は
、
船
の
出
入
り
が
減
少
す
る
。
こ
の
う
ち
の
ヤ
ン
シ
ー
号
は
、
旧
会
津
藩

が
藩
士
及
び
そ
の
家
族
ら
を
新
た
な
封
地
で
あ
る
斗
南
へ
運
ぶ
た
め
に
用
船
し
た
も
の
で
あ
る
の
で
、
こ

れ
ら
の
船
の
出
入
り
を
除
け
ば
、
そ
の
傾
向
は
一
層
明
ら
か
に
見
て
と
れ
る
。
ま
た
、
居
留
商
人
に
関
し

表 16：外国船の新潟入港状況（1869 年～1870 年、月別） 

  1869 年 1870 年 1871 年 1872 年 

１月  ● 

  

２月     

３月     

４月 (△)  ● ● ● 

５月 ● ● ● ● ● 

６月 ● ● ● ● ● ● ◎ ● 

７月 ● ● ◎ ● ◎ 

８月 ● ● ● 

９月 ● ● ● ● 

10 月 ● ● ● ● ● 

11 月 ● ◎ ◎ ● 

12 月     

計 １７ ２１ ３ １ 

計は●＋◎   △ = 強風のため小木港に寄港 

◎ = 会津藩士らを斗南へ輸送するためのヤンシー号 

典拠：『新潟開港百年史』ほか 

 
表 17：新潟居留外国人数の推移（1869 年～1870 年） 

1869 年初め 

 （開港間もなくの）季節外れに一人の商人が来港…。 

1869 年９月 

 ここ 10 日間ほどでドイツ、スイス、オランダ商人が来た。 

 居留商人は全部で 15 名ほどになった。 

1869 年末 

 外国人は 17 名、そのうち商人は 10 名から 12 名。ほとんどがドイツ人か 

オランダ人。 

1870 年末 

 西洋人は 10 名ほど。うち 4 名が商業活動を行っている。 

 

〔イギリス領事商業報告から抜粋〕 

 



92 

 

て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
。
一
年
目
の
夏
以
降
に
新
潟
へ
進
出
し
た
外
国
商
人
ら
は
、
ひ
と
冬
を
越
え
た

後
、
ま
さ
に
新
潟
通
商
司
が
港
を
混
乱
に
陥
れ
て
い
る
間
に
、
こ
の
港
を
去
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

一
八
七
〇
年
の
初
め
に
は
十
数
名
は
い
た
と
考
え
ら
れ
る
外
国
商
人
は
、
そ
の
年
の
終
わ
り
に
は
四
名
だ

け
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
一
八
七
一
年
以
降
し
ば
ら
く
は
、
わ
ず
か
に
ウ
ェ
ー
バ
ー
及
び
ラ
イ
ス
ナ
ー
と

い
う
、
二
名
の
ド
イ
ツ
人
だ
け
が
新
潟
に
居
留
を
継
続
す
る
状
況
に
な
る
の
で
あ
る
。 
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第
Ⅱ
部 
外
国
領
事
か
ら
の
視
角 

   

概
観 開

港
場
に
お
い
て
は
、
条
約
国
の
国
民
が
居
留
し
、
商
業
そ
の
他
を
営
む
。
そ
う
し
た
活
動
を
擁
護
す

る
こ
と
が
領
事
の
一
義
的
な
任
務
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
領
事
は
任
地
に
お
い
て
自
国
お
よ
び
自
国
民
に

と
っ
て
の
利
益
を
増
進
し
、
あ
る
い
は
不
利
益
を
回
避
す
る
た
め
に
活
動
す
る
。
そ
の
た
め
、
任
地
の
相

手
方
機
関
に
対
し
て
は
、
自
国
民
の
身
体
・
財
産
の
保
護
を
要
請
し
、
通
商
上
の
権
利
を
主
張
す
る
。
ま

た
、
在
留
・
来
訪
す
る
自
国
民
に
対
し
て
は
、
国
民
と
し
て
の
公
的
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、

相
手
国
と
の
円
滑
な
関
係
維
持
の
た
め
に
、
管
理
や
規
制
を
行
う
こ
と
も
時
と
し
て
必
要
と
な
る
。
更
に

は
、
任
地
の
一
般
情
勢
な
ど
、
公
使
館
や
本
国
に
と
っ
て
外
交
活
動
上
の
政
策
判
断
の
材
料
と
な
る
情
報

の
収
集
に
努
め
る
。 

一
八
六
九
年
元
日
に
開
港
し
た
新
潟
に
お
い
て
、
同
年
一
月
十
八
日
、
外
国
官
副
知
事
の
東
久
世
通
禧

は
、
各
国
公
使
ら
に
対
し
て
、
次
の
と
お
り
開
港

し
た
新
潟
へ
の
領
事
派
遣
を
促
し
た

（

130
）

。 

「
今
般
、
新
潟
表
へ
外
国
官
判
事
差
遣
、
居

留
地
并
港
則
其
外
、
双
方
便
宜
ニ
従
規
則
等

取
設
度
、
就
て
は
、
貴
国
ニ
お
ゐ
て
も
岡
士

御
差
遣
り
、
都
て
実
地
ニ
付
御
相
談
之
上
取

極
候
様
い
た
し
度
候
間
、
御
差
遣
有
之
度
存

候
」 

各
国
が
任
命
す
る
新
潟
領
事
と
の
あ
い
だ
で
、

現
地
に
お
い
て
港
則
に
関
す
る
協
議
を
行
い
た
い
、

と
し
た
こ
の
通
知
に
対
す
る
諸
外
国
の
反
応
は
鈍

か
っ
た
。
わ
ず
か
に
イ
ギ
リ
ス
だ
け
が
、
明
治
政

府
の
意
向
に
応
じ
て
、
即
座
に
領
事
の
任
命
と
現

地
へ
の
派
遣
を
回
答
し
た
。 

そ
の
後
の
各
国
領
事
館
の
設
置
状
況
も
不
安
定

な
も
の
で
あ
っ
た

（

131
）

。
開
港
以
降
、
実
際
に
自
国

領
事
を
任
命
し
、
派
遣
し
た
の
は
、
イ
ギ
リ
ス
、

ド
イ
ツ
（
当
初
は
北
ド
イ
ツ
連
邦
）、
オ
ラ
ン
ダ
、

ア
メ
リ
カ
の
四
ヶ
国
に
と
ど
ま
っ
た
（
表
18
）
。

表18：新潟における外国領事館の開設状況

69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
　 　 　 　 　

               

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

 　 　

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

イギリスの色の薄い部分は、館としては存在したが領事が不在であった期間

〇イギリス　　1869年（明治2年）2月～1872年（明治5年）10月、及び
　　　　　　　1876年（明治9年）7月～1879年（明治12年）10月
〇　ドイツ　　　1869年（明治2年）9月～1882年（明治15年）7月
　（※1872年6月までは北ドイツ連邦）
〇　オランダ　　1869年（明治2年）11月～1870年（明治3年）8月
〇　アメリカ　　1870年（明治3年）10月～1870年（明治3年）11月

アメリカ

イギリス

ド イ ツ

オランダ

西暦18  年

明治・年
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ま
た
、
他
の
い
く
つ
か
の
国
は
、
こ
れ
ら
の
国
に
対
し
て
、
自
国
民
に
対
す
る
領
事
業
務
を
委
任
し
た
。

す
な
わ
ち
、
フ
ラ
ン
ス
は
イ
ギ
リ
ス
へ

（

132
）

、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
＝
ハ
ン
ガ
リ
ー
も
ま
た
イ
ギ
リ
ス
へ

（

133
）

、
ロ

シ
ア
は
北
ド
イ
ツ
連
邦
へ

（

134
）

、
イ
タ
リ
ア
は
オ
ラ
ン
ダ
へ

（

135
）

、
各
々
領
事
業
務
を
委
任
し
た
。 

こ
う
し
た
不
安
定
な
状
況
は
、
第
Ⅰ
部
で
明
ら
か
に
し
た
と
お
り
、
新
潟
開
港
当
初
の
諸
外
国
の
足
並

み
の
乱
れ
が
一
因
で
は
あ
る
が
、
同
時
に
、
新
潟
が
外
国
貿
易
港
と
し
て
の
性
格
を
早
期
に
失
い
、
外
国

商
人
の
関
心
も
や
が
て
萎
え
て
い
く
こ
と
も
反
映
し
て
い
た
。
何
よ
り
も
、
領
事
館
は
一
義
的
に
は
自
国

商
業
者
の
活
動
を
擁
護
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
が
、そ
の
新
潟
で
の
商
業
者
が
わ
ず
か
、
と
あ
っ
て
は
、

領
事
館
と
い
う
諸
外
国
の
公
的
プ
レ
ゼ
ン
ス
が
極
め
て
限
定
的
で
あ
っ
た
こ
と
は
自
然
な
成
り
ゆ
き
と
言

え
よ
う
。 

さ
て
、
実
際
に
領
事
館
を
設
置
し
た
右
の
四
ヶ
国
の
う
ち
、
オ
ラ
ン
ダ
と
ア
メ
リ
カ
は
ご
く
短
期
の
あ

い
だ
の
み
で
あ
っ
た
。
長
期
に
わ
た
っ
て
領
事
を
任
命
し
、
領
事
館
の
活
動
が
継
続
さ
れ
て
い
っ
た
の
は

イ
ギ
リ
ス
及
び
ド
イ
ツ
の
二
ヶ
国
で
あ
っ
た
。
第
Ⅱ
部
で
は
、こ
の
二
つ
の
国
の
新
潟
領
事
館
に
関
し
て
、

領
事
の
任
免
、
領
事
館
施
設
・
ス
タ
ッ
フ
の
変
遷
、
領
事
館
の
具
体
的
な
活
動
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。

と
り
わ
け
、
領
事
ら
が
本
国
政
府
に
宛
て
て
記
し
た
公
式
の
年
次
報
告
書
は
、
事
実
関
係
を
認
識
す
る
た

め
の
基
本
的
か
つ
最
も
重
要
な
一
次
史
料
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
そ
れ
ら
を
十
分
に
分

析
に
活
用
し
て
い
き
た
い
。 

こ
う
し
た
外
国
領
事
館
の
考
察
に
あ
た
っ
て
、
本
論
筆
者
が
有
効
と
考
え
る
の
は
、
領
事
館
の
「
ひ
と
・

も
の
・
こ
と
」
の
三
つ
を
明
確
に
意
識
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。「
ひ
と
」
と
は
、
領
事
館
の
人
員
で
あ
る
。

本
国
政
府
か
ら
任
命
を
受
け
て
派
遣
さ
れ
る
領
事
官
と
、
そ
の
補
助
ス
タ
ッ
フ
か
ら
な
る
。「
も
の
」
と
は

領
事
館
の
敷
地
・
建
物
・
備
品
類
で
あ
る
。
そ
し
て
「
こ
と
」
と
は
、
本
省
冒
頭
に
記
し
た
領
事
館
業
務

で
あ
る
。
基
本
的
に
は
、
こ
う
し
た
業
務
が
一
定
以
上
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
場
合
、
そ
こ
に
「
ひ
と
・
も

の
」
を
実
際
に
配
置
し
て
領
事
館
が
置
か
れ
る
。
業
務
が
一
定
以
下
と
判
断
さ
れ
れ
ば
、
領
事
館
は
不
要

で
あ
る
。
残
さ
れ
た
業
務
は
同
じ
地
に
あ
る
他
国
の
領
事
館
に
委
任
す
る
か
、
あ
る
い
は
自
国
の
他
の
政

府
公
館
が
執
り
行
う
。
後
者
の
場
合
、
公
使
館
が
直
接
管
轄
す
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
他
の
地
に
あ
る
領
事

館
が
兼
轄
す
る
こ
と
も
あ
る
。 

領
事
館
に
お
け
る
「
ひ
と
・
も
の
・
こ
と
」
と
い
う
視
点
は
、
と
り
わ
け
新
潟
の
よ
う
に
、
外
国
領
事

館
が
長
期
に
亘
り
安
定
的
に
維
持
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
場
合
に
、
有
効
性
を
発
揮
す
る
。
以
降
、
イ
ギ

リ
ス
、
ド
イ
ツ
の
順
で
そ
れ
ら
を
詳
し
く
確
認
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。 
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第
三
章 

イ
ギ
リ
ス
領
事
館 

 

第
一
節 
領
事
館
の
概
要
と
基
本
史
料 

 

（
１
）
基
本
的
事
項 

さ
て
、
新
潟
で
の
イ
ギ
リ
ス
領
事
館
に
関
し
て
、
そ
う
し
た
「
ひ
と
・
も
の
・
こ
と
」
は
ど
う
で
あ
っ

た
か
。
そ
れ
ら
は
表
19
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

イ
ギ
リ
ス
の
場
合
、
ま
ず
特
徴
と
し
て
確
認
し
て
お
く
べ
き
は
、
領
事
館
の
中
心
と
な
る
領
事
職
に
あ

る
者
の
任
免
が
頻
繁
に
重
ね
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
本
国
か
ら
任
命
を
受
け
実
際
に
赴
任
し
た
領
事
官
の

変
遷
に
着
目
す
る
と
、
一
見
し
て
、
領
事
館
は
何
度
も
開
設
・
閉
鎖
を
繰
り
返
し
て
い
た
よ
う
に
も
捉
え

う
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
所
在
地
や
現
地
館
員
な
ど
を
加
え
て
広
く
実
態
を
捉
え
れ
ば
、
領
事
館
の
開
設

は
前
半
期
（
一
八
六
九
年
二
月
か
ら
一
八
七
二
年
十
月
ま
で
）
と
後
半
期
（
一
八
七
六
年
七
月
か
ら
一
八

七
九
年
十
月
ま
で
）
の
二
つ
の
時
期
に
分
け
ら
れ
る
べ
き
、
と
い
う
こ
と
が
判
明
す
る
。
そ
の
二
つ
の
時

期
の
中
間
に
は
、「
ひ
と
・
も
の
」
が
存
在
し
な
い
空
白
の
時
期
が
三
年
八
ヶ
月
ほ
ど
あ
っ
た
。
ま
た
、
後

半
期
に
関
し
て
は
、
新
潟
は
領
事
で
は
な
く
副
領
事
の
職
に
あ
る
者
が
率
い
る
公
館
と
な
っ
て
い
た
。
し

駐在領事官 所在地 正式任命者

 
　

12月 味方尚作が書記となる

書記、雑役夫？

警備官(英国人)、書記、雑役夫?

　

　

 エンスリー（副領事代理）
 1878.7.7-1878.10.26

書記、雑役夫、夜警（計３名）

書記のみ

 ウーリー（副領事代理）

 1879.9.21-1879.10.8

　

     

1874年(明治7年)

1878年(明治11年)

現地館員

1875年(明治8年)

警備官(英国人)、書記、雑役夫２、

門番、夜警（計６名）

警備官(英国人)、書記、雑役夫、
夜警（計４名）

勝
楽
寺

(

西
堀
通

)

 ラウダー（領事代理、のち領事）

 1869.2.10-1869.8

1872年(明治5年)

 トゥループ（領事代理）

 1869.8.4-1871.9.28

1869年(明治2年)

1870年(明治3年)

1873年(明治6年)

77.4.1- ウィルキンソン

           （副領事）

73.4.1- トゥループ
           （副領事）

 69.7.6- ラウダー

            （領事）

 エンスリー（領事代理）
 1872.5.27-1872.10

1876年(明治9年)

　

 トゥループ（副領事）
 1876.7.3-1877.10.30

1879年(明治12年)

1871年(明治4年)

1877年(明治10年)

　外交官の駐在だけに着目すると、断続的に開設と閉鎖を繰り返したといえる在新潟イギリス領事館だが、領事館建物の
賃貸借や現地館員の存在を考え合わせると、その開設時期は、前半期（勝楽寺に所在）と後半期（寄居大畑地区の民間
家屋に所在）とに明確に分けることができる。

表19：新潟イギリス領事館の開設状況

 

(

西

)

大
畑
の
民
間
家
屋

　

書記、雑役夫、門番、夜警（計４名）

書記のみ

エンスリーの離任に際して、ドイツ領事に事務を委任して領事館を閉鎖
した。この間、領事館財産は新潟税関に依頼して税関倉庫で保管した。
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た
が
っ
て
、
副
領
事
館
が
正
確
な
名
称
で
あ
る
。
し
か
し
本
論
で
は
、
総
称
と
し
て
の
領
事
館
な
い
し
領

事
（
ま
た
は
領
事
官
）
と
い
う
呼
称
を
便
宜
的
に
併
用
し
て
い
く
。 

領
事
は
、
本
務
領
事
と
名
誉
領
事
と
に
大
き
く
分
け
ら
れ
る
。
本
務
領
事
と
は
、
領
事
を
専
門
の
職
業

と
す
る
者
で
あ
る
。
一
方
、
幕
末
・
維
新
期
の
日
本
に
お
け
る
列
強
各
国
に
関
し
て
は
、
本
国
の
有
力
な

居
留
商
人
が
任
命
を
受
け
る
こ
と
が
稀
で
は
な
か
っ
た

（

136
）

。
そ
れ
ら
領
事
は
名
誉
領
事
と
呼
ば
れ
た
。
新

潟
に
関
し
て
も
、
ド
イ
ツ
・
オ
ラ
ン
ダ
・
ア
メ
リ
カ
は
、
す
べ
て
新
潟
に
居
留
す
る
商
人
が
領
事
を
兼
務

し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
だ
け
は
一
貫
し
て
職
業
的
に
訓
練
を
受
け
た
政
府
雇
用
の
外
交
官
を

領
事
と
し
て
配
置
し
て
い
た
。
こ
れ
は
、
新
潟
に
限
ら
ず
他
の
開
港
開
市
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。 

職
業
外
交
官
で
あ
る
彼
ら
は
、
貿
易
に
従
事
す
る
こ
と
を
厳
し
く
禁
じ
ら
れ
て
い
た
。
以
下
に
示
す
本

国
訓
令
が
こ
の
こ
と
を
明
確
に
示
し
て
い
る
。
初
代
の
新
潟
領
事
ラ
ウ
ダ
ー
が
受
け
取
っ
た
訓
令
で
あ
る

（

137
）

。 

「
女
王
陛
下
に
よ
る
貴
職
の
新
潟
領
事
任
命
に
あ
た
り
、
こ
こ
に
領
事
任
命
状
、
及
び
婚
姻
の
儀
式

を
執
り
行
い
そ
の
登
録
の
権
限
を
有
す
る
こ
と
の
証
明
書
を
交
付
す
る
。
貴
職
の
俸
給
は
年
八
〇
〇

ポ
ン
ド
で
あ
る
。
貴
職
が
貿
易
に
従
事
す
る
こ
と
は
、
直
接
で
あ
れ
代
理
人
と
し
て
で
あ
れ
、
あ
る

い
は
他
の
い
か
な
る
形
態
で
あ
れ
、
厳
に
禁
ず
る
も
の
で
あ
る
。
貴
職
に
は
、
常
に
慎
重
か
つ
穏
当

な
行
動
を
心
が
け
る
こ
と
、
日
本
政
府
及
び
日
本
人
民
と
の
論
争
を
可
能
な
限
り
回
避
す
る
こ
と
、

日
本
政
府
が
求
め
る
徴
収
金
の
支
払
を
怠
ら
な
い
こ
と
、
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
領
事
裁
判
の
執
行

に
あ
た
っ
て
は
、
正
義
の
厳
正
な
る
執
行
と
穏
当
か
つ
思
慮
深
い
寛
大
さ
と
の
双
方
を
兼
ね
備
え
る

よ
う
努
め
ら
れ
た
い
。
領
事
館
か
ら
の
支
出
は
最
も
経
済
的
な
範
囲
内
に
と
ど
め
る
よ
う
努
め
ら
れ

た
い
。
緊
急
の
場
合
を
除
き
、
本
省
か
ら
の
直
接
か
つ
事
前
の
許
可
な
し
に
公
費
の
支
出
を
行
っ
て

は
な
ら
な
い
」 

イ
ギ
リ
ス
の
場
合
、
も
う
一
つ
留
意
す
べ
き
点
と
し
て
、
領
事
・
副
領
事
の
受
任
者
と
実
際
に
赴
任
す

る
代
理
者
と
の
関
係
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
新
潟
領
事
な
い
し
副
領
事
の
職
名
の
任
免
は
、
し
ば
し
ば
現

地
派
遣
の
実
態
と
乖
離
し
て
い
た
。
例
え
ば
、
初
め
て
新
潟
に
赴
任
し
た
ラ
ウ
ダ
ー
は
、
当
初
は
領
事
代

理
で
あ
り
、
離
任
す
る
直
前
に
領
事
の
職
名
を
得
た
。
そ
し
て
新
潟
を
実
際
に
離
れ
た
後
も
、
職
名
と
し

て
は
新
潟
領
事
で
あ
り
つ
づ
け
る
。
ま
た
、
そ
の
後
し
ば
ら
く
し
て
新
潟
に
は
領
事
で
は
な
く
副
領
事
が

任
命
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
最
初
の
副
領
事
と
し
て
任
命
を
受
け
た
ト
ゥ
ル
ー
プ
は
、

受
任
後
三
年
以
上
を
経
て
か
ら
実
際
に
赴
任
し
、そ
の
間
は
副
領
事
職
の
派
遣
が
な
い
空
白
期
と
な
っ
た
。

更
に
は
、
ト
ゥ
ル
ー
プ
に
続
い
て
新
潟
副
領
事
の
職
名
を
得
た
ウ
ィ
ル
キ
ン
ソ
ン
に
至
っ
て
は
、
お
よ
そ

五
年
間
こ
の
職
名
を
維
持
し
な
が
ら
、
一
度
も
新
潟
に
赴
任
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
開
設
か
ら
閉
鎖
ま

で
足
掛
け
で
十
一
年
、
途
中
の
暫
定
閉
鎖
期
を
除
け
ば
実
質
的
に
は
七
年
ほ
ど
の
短
い
期
間
だ
け
の
在
新

潟
イ
ギ
リ
ス
領
事
館
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
正
式
任
命
者
と
実
際
の
新
潟
赴
任
者
と
の
関
係
は
錯
綜
し
て
い

た
。
な
お
、
イ
ギ
リ
ス
に
よ
る
新
潟
へ
の
領
事
官
の
派
遣
は
多
く
と
も
一
名
の
み
に
と
ど
ま
り
、
複
数
の

官
員
が
派
遣
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。 

新
潟
イ
ギ
リ
ス
領
事
館
に
お
け
る
現
地
館
員
の
状
況
も
、
ほ
ぼ
把
握
が
可
能
で
あ
る
。
一
八
六
九
年
に

領
事
館
が
新
設
さ
れ
た
際
、
ラ
ウ
ダ
ー
は
六
名
の
現
地
館
員
を
抱
え
た
。
し
か
し
そ
の
数
は
次
第
に
縮
減
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さ
れ
て
い
っ
た
。
途
中
の
暫
定
閉
鎖
期
に
は
現
地
館
員
の
雇
用
は
打
ち
切
ら
れ
、
一
八
七
六
年
の
再
開
と

と
も
に
四
名
が
改
め
て
雇
わ
れ
た
。
暫
定
閉
鎖
期
を
除
け
ば
、
領
事
の
派
遣
が
一
時
的
に
途
絶
え
て
い
た

期
間
に
お
い
て
も
、
前
半
期
、
後
半
期
を
通
じ
て
一
名
以
上
の
現
地
館
員
が
雇
用
さ
れ
て
い
た
。
な
お
、

こ
れ
ら
現
地
館
員
の
な
か
に
味
方
尚
作
と
い
う
人
物
が
存
在
す
る
。
領
事
館
が
開
設
さ
れ
た
一
八
六
九
年

の
暮
れ
か
ら
、
暫
定
閉
鎖
期
を
除
い
て
一
八
七
九
年
の
領
事
館
閉
鎖
ま
で
、
継
続
し
て
書
記
を
つ
と
め
、

領
事
館
の
活
動
を
陰
な
が
ら
支
え
た
。
本
節
で
は
、
以
降
の
考
察
で
味
方
尚
作
も
対
象
に
加
え
て
い
く
。 

建
物
と
し
て
の
領
事
館
、
す
な
わ
ち
領
事
館
所
在
地
に
関
し
て
は
、
前
半
期
は
西
堀
通
の
勝
楽
寺
、
後

半
期
は
寄
居
・
大
畑
地
区
に
あ
る
民
間
家
屋
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
は
、
各
々
の
賃
借
料
（
建
築
物
の
一
部

な
い
し
全
体
の
借
上
料
）
に
関
す
る
記
述
が
イ
ギ
リ
ス
外
務
省
文
書
で
随
所
に
確
認
で
き
る
。
こ
れ
ま
で
、

イ
ギ
リ
ス
領
事
館
の
所
在
地
に
関
し
て
は
、
ラ
ウ
ダ
ー
が
入
居
し
た
勝
楽
寺
だ
け
が
自
治
体
史
な
ど
に
叙

述
さ
れ
て
い
る
が
、
後
半
期
は
、
す
で
に
勝
楽
寺
で
は
な
く
別
の
場
所
に
所
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。 

 

領
事
館
が
保
護
す
べ
き
居
留
民
に
つ
い
て
も
述
べ
て
お
く
。
こ
こ
で
も
イ
ギ
リ
ス
に
特
徴
的
な
こ
と
が

一
点
あ
る
。
そ
れ
は
、
貿
易
商
人
の
新
潟
居
留
が
皆
無
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
当
時
の
新

潟
に
関
す
る
い
か
な
る
史
料
に
お
い
て
も
、
開
港
後
の
新
潟
に
お
い
て
居
留
し
た
イ
ギ
リ
ス
の
商
人
の
記

録
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
イ
ギ
リ
ス
外
務
省
文
書
に
お
い
て
同
国
領
事
自
身
が
残
し
た
記
録
を
確

認
す
れ
ば
、
例
え
ば
一
八
七
六
年
に
は
ト
ゥ
ル
ー
プ
が
、
開
港
以
来
新
潟
に
は
同
国
商
人
が
一
人
も
居
留

し
て
い
な
い
こ
と
を
記
し
て
い
る

（

138
）

。 

も
と
よ
り
、
イ
ギ
リ
ス
に
と
っ
て
の
貿
易
活
動
は
、
そ
の
港
に
居
留
し
た
商
人
に
よ
る
も
の
が
す
べ
て

で
は
な
い
。
横
浜
や
神
戸
に
拠
点
が
あ
る
イ
ギ
リ
ス
系
商
社

は
、
イ
ギ
リ
ス
以
外
の
国
民
が
新
潟
に
置
く
商
社
を
代
理
店

と
し
て
新
潟
港
で
の
取
引
に
関
与
し
て
い
た
。
ま
た
、
イ
ギ

リ
ス
商
船
は
、
少
な
く
と
も
開
港
当
初
は
頻
繁
に
港
を
訪
れ

て
お
り
、
そ
れ
ら
船
舶
、
あ
る
い
は
他
国
の
船
舶
に
お
い
て

も
、
イ
ギ
リ
ス
商
品
な
い
し
イ
ギ
リ
ス
商
社
扱
い
の
商
品
が

輸
送
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
ら
の
総
体
が
、
開
港
場
新
潟
に
お

け
る
イ
ギ
リ
ス
の
貿
易
面
で
の
関
与
、
と
み
な
す
こ
と
が
で

き
よ
う
。 

領
事
に
は
、
居
留
者
の
保
護
ば
か
り
で
は
な
く
、
一
時
的

に
寄
港
す
る
船
員
・
船
舶
に
関
す
る
業
務
な
ど
も
課
せ
ら
れ

て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
第
一
章
で
確
認
し
た
新
潟
で
の

プ
レ
ゼ
ン
ス
の
渇
望
、
あ
る
い
は
本
章
で
こ
れ
か
ら
確
認
し

て
い
く
よ
う
な
新
潟
港
活
用
に
向
け
た
熱
心
な
取
組
、
と
い

っ
た
イ
ギ
リ
ス
外
交
官
の
動
向
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
新
潟
に

お
け
る
自
国
商
人
の
居
留
が
皆
無
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と

は
、
そ
う
し
た
外
交
官
の
動
向
と
は
好
対
照
を
な
し
て
い
た
、

と
言
え
よ
う
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
新
潟
に
居
留
し
た
イ
ギ
リ

表 20：明治前期の新潟に居留したイギリス人 

氏     名 居留期間 職 業 

キング（Edward H. King） 

モス（Edward J. Moss） 

パーム（Theobald A. Palm） 

ファイソン（Philipp K. Fayson） 

サマーズ（James Summers） 

ターベル（W. E. Tarbell） 

リッドル（Henry Liddel） 

ランバート（Edward B. Lambert） 

1871 

1873～1876 

1875～1883 

1875～1882 

1876～1877 

1876～1877 

1877～1878 

1878～1880 

英語教師 

英語教師 

宣教師 

宣教師 

英語教師 

英語教師 

英語教師 

英語教師 

１）「ジャパン・ディレクトリー」、『御雇外国人』などを参照した。 

２）領事館員は除いた。 
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ス
国
民
は
、
英
語
教
師
で
あ
っ
た
日
本
政
府
雇
用
の
者
、
お
よ
び
宣
教
師
の
数
名
に
と
ど
ま
っ
た
（
表
20
）。 

 
ま
た
、
新
潟
領
事
館
は
、
出
羽
（
現
在
の
秋
田
県
と
山
形
県
）・
越
後
・
佐
渡
・
岩
代
（
同
じ
く
福
島
県

会
津
地
方
）
・
越
中
（
同
じ
く
富
山
県
）
・
能
登
及
び
加
賀
（
同
じ
く
石
川
県
）
を
そ
の
管
轄
範
囲
と
し
て

い
た

（

139
）

。 

 

（
２
）
年
次
報
告
書
に
つ
い
て 

以
上
概
観
し
て
き
た
基
本
的
事
項
の
多
く
は
、
イ
ギ
リ
ス
外
務
省
文
書
を
紐
解
く
こ
と
に
よ
っ
て
詳
細

に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
章
第
一
節
に
お
い
て
は
、
第
Ⅰ
部
で
も
活
用
し
た
、
こ
の
イ
ギ
リ
ス
対

日
外
務
省
文
書
の
う
ち
の
、
新
潟
領
事
館
に
関
連
す
る
も
の
を
主
な
典
拠
史
料
と
し
な
が
ら
、
国
内
・
地

元
に
残
る
諸
史
料
を
考
察
に
加
え
て
、
以
降
、
基
本
的
に
は
時
系
列
に
沿
っ
て
イ
ギ
リ
ス
領
事
館
の
活
動

の
様
子
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。 

具
体
的
な
叙
述
に
入
る
前
に
、
本
節
で
の
考
察
の
材
料
と
し
て
中
心
的
位
置
を
占
め
る
、
領
事
商
業
報

告
（C

o
m

m
e
rcia

l R
e
p

o
rt

）
に
つ
い
て
解
説
を
加
え
て
お
き
た
い
。
一
般
に
は
「
領
事
商
業
報
告
」
と

い
う
訳
語
が
使
わ
れ
る
文
書
で
あ
る
が
、
端
的
に
は
各
領
事
館
の
年
次
報
告
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
も
の

で
あ
る
の
で
、
本
論
考
に
限
っ
て
は
、
ド
イ
ツ
と
の
整
合
性
を
図
る
意
味
か
ら
も
、
以
降
、
文
脈
に
応
じ

て
「
年
次
報
告
」
と
い
う
呼
称
を
併
せ
て
用
い
た
い
。 

イ
ギ
リ
ス
領
事
に
よ
る
年
次
報
告
は
、
該
当
の
暦
年
が
終
了
す
る
と
ま
も
な
く
、
そ
の
当
該
年
の
任
地

に
お
け
る
通
商
・
一
般
商
業
・
海
運
・
港
湾
施
設
の
状
況
・
関
連
法
令
の
変
更
等
、
あ
る
い
は
任
地
の
産

業
・
主
要
な
出
来
事
等
の
一
般
事
情
等
々
に
つ
い
て
、
各
開
港
開
市
の
領
事
館
が
ま
と
め
、
通
商
及
び
海

運
に
関
す
る
年
間
統
計
資
料
と
と
も
に
、
公
使
館
に

提
出
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
公
使
館
は
こ
れ
ら
報
告

を
基
に
日
本
全
体
に
関
す
る
年
次
報
告
を
ま
と
め
て

本
国
に
対
し
て
提
出
し
た
。
イ
ギ
リ
ス
の
対
日
外
交

関
係
に
つ
い
て
の
中
心
的
な
報
告
書
で
あ
る
。
そ
の

報
告
書
の
作
成
・
伝
達
の
流
れ
は
、
例
え
ば
一
八
六

九
年
を
対
象
と
し
た
報
告
で
あ
れ
ば
、
図
４
の
と
お

り
と
な
る
。 

領
事
に
よ
る
年
次
報
告
は
、
当
時
、活
字
化
さ
れ
、

イ
ギ
リ
ス
議
会
に
対
し
て
報
告
書
と
し
て
提
出
さ
れ

た
。
ま
た
そ
れ
以
前
に
、
当
時
の
居
留
地
新
聞
で
も

報
告
書
が
そ
の
ま
ま
掲
載
さ
れ
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら

報
告
書
の
複
写
が
単
独
の
印
刷
物
と
し
て
販
売
さ
れ

て
お
り

（

140
）

、
居
留
地
の
人
々
に
広
く
共
有
さ
れ
た
。

こ
う
し
た
高
い
公
開
度
か
ら
、
ま
た
早
い
時
期
か
ら

の
そ
れ
ら
報
告
書
を
編
集
し
た
刊
行
本
が
研
究
者
用

に
供
さ
れ
た

（

141
）

こ
と
か
ら
、
幕
末
か
ら
明
治
期
に
か

総括

　 　

図４：年次報告書の流れ（イギリス）

外務省（クラレンドン卿）

イギリス議会

長崎（アネスリー）
1870.1.31

横浜（ラウダー）
1870.3.10

公使館（パークス）
1870.3.12,

追加送付1870.5.31

函館（ユースデン）
1870.1.31

新潟（トゥループ）
1870.1.25

兵庫・大阪（ガワー）
1870.1.25
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け
て
の
イ
ギ
リ
ス
の
外

交
活
動
や
、
日
本
を
取

り
巻
く
国
際
関
係
の
研

究
・
分
析
に
あ
た
っ
て

活
用
さ
れ
る
こ
と
が
多

い
史
料
で
あ
る
。
と
り

わ
け
、
通
商
・
海
運
に

関
す
る
統
計
は
、
こ
の

時
期
に
お
け
る
信
頼
度

の
高
い
数
値
史
料
と
し

て
重
宝
さ
れ
て
き
て
い

る
。 新

潟
に
関
し
て
も
、

領
事
館
が
開
設
さ
れ
て

い
た
間
の
年
次
報
告
が

存
在
す
る
。
そ
の
状
況

は
表

21

の
と
お
り
で

あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、

こ
こ
で
も
新
潟
に
関
し

て
顕
著
な
特
徴
を
確
認

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

す
な
わ
ち
、
先
述
の
と

お
り
領
事
官
の
現
地
赴

任
が
断
続
的
で
あ
っ
た

こ
と
に
伴
い
、
本
来
は

暦
年
を
通
じ
た
事
項
を

ま
と
め
あ
げ
る
性
格
の
年
次
報
告
に
、
年
間
十
二
ヶ
月
の
事
項
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
む
し
ろ
稀
で

あ
る
。
暦
年
の
終
了
を
待
っ
て
統
計
を
整
理
し
報
告
書
を
ま
と
め
る
、
と
い
う
整
っ
た
形
式
の
年
次
報
告

は
、
一
八
六
九
年
、
一
八
七
〇
年
、
及
び
一
八
七
六
年
の
三
本
に
と
ど
ま
る
（
表
21
の
「
報
告
年
月
」
欄

に
下
線
を
付
し
た
も
の
）
。
ま
た
一
八
七
四
年
及
び
一
八
七
五
年
に
関
し
て
は
、
領
事
館
は
暫
定
閉
鎖
さ
れ

て
い
た
が
、
公
使
館
が
本
国
に
対
し
て
ま
と
め
た
日
本
全
体
の
報
告
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
年
に
短
期

間
新
潟
を
訪
れ
た
公
使
館
員
の
調
査
報
告
が
添
付
さ
れ
て
い
る
。
通
商
・
海
運
統
計
の
添
付
を
欠
く
も
の
、

あ
る
い
は
標
準
的
な
統
計
と
し
て
の
形
式
を
満
た
し
て
い
な
い
も
の
も
あ
り
、
領
事
商
業
報
告
の
本
来
の

体
裁
か
ら
す
れ
ば
不
十
分
な
も
の
も
多
い
。
新
潟
か
ら
の
報
告
は
、他
の
開
港
の
報
告
書
と
比
較
す
れ
ば
、

形
式
的
に
は
見
劣
り
の
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。 

し
か
し
な
が
ら
こ
の
こ
と
は
、
今
日
か
ら
の
視
点
に
お
い
て
、
報
告
書
と
し
て
の
内
容
的
な
興
味
深
さ

 
表 21：イギリス領事による年次報告(領事商業報告)  

  

        

  対象年 報告者 報告年月 
統計 

添付 
内   容  

  1869 年 トゥループ 新潟領事代理 1870 年１月 あり 交易状況(1869 年)ほか  

  1870 年 トゥループ 新潟領事代理 1871 年１月 あり 交易状況(1870 年)ほか  

  1871 年 （公使館による総括で『新潟では現在交易が行われていない』と短く言及）  

  1872 年 エンスリー 新潟領事代理 1872 年８月 あり 
交易停滞の実情、港改善策提

案 
 

  1873 年 （新潟居留者による報告を転載） 1874 年３月 なし    

  1874 年 ガビンズ 公使館通訳生 1874 年 10 月 なし 

新潟港の交易、新潟町ほかの

様子、佐渡鉱山・大河津分水

工事 

 

  1875 年 ウーリー 公使館通訳生 1875 年 10 月 あり 交易状況、新潟町ほかの様子  

  1876 年 トゥループ 新潟副領事 1877 年２月 あり 
交易状況、新潟町ほか越後の

様子、港改善策提案 
 

  1877 年 トゥループ 新潟副領事 1877 年 10 月 あり 交易状況  

  1878 年 エンスリー 新潟副領事代理 1878 年 10 月 あり 
交易状況、新潟町・越後・佐渡

の様子 
 

  1879 年 ウーリー 新潟副領事代理 1879 年 10 月 あり 
交易状況、新潟町の様子、佐

渡鉱山 
 

               

  
  1880 年 

  ～1884 年 
クウィン 函館副領事 1885 年９月 あり 

４年間の交易状況、新潟県の

状況 
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を
減
ず
る
も
の
で
は
な
い
。
イ
ギ
リ
ス
に
と
っ
て
新
潟
で
の
領
事
館
の
存
続
期
間
は
短
く
か
つ
断
続
的
で

あ
り
、
し
か
も
貿
易
品
の
商
品
別
輸
出
入
量
及
び
船
舶
輸
送
状
況
の
詳
細
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
の
前
年
と

の
比
較
、
と
い
っ
た
、
商
業
報
告
の
中
心
で
あ
る
は
ず
の
記
述
に
は
乏
し
い
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
る
が

ゆ
え
に
、
他
の
様
々
な
事
項
に
報
告
書
の
頁
を
割
く
余
地
が
生
ま
れ
て
い
る
。
新
潟
の
港
を
改
善
し
て
貿

易
に
よ
り
適
す
る
施
設
と
す
る
た
め
の
提
案
、
そ
の
改
善
提
案
の
前
提
を
大
き
く
左
右
す
る
信
濃
川
分
水

工
事
の
進
展
状
況
を
は
じ
め
、
よ
り
一
般
的
な
、
新
潟
町
及
び
近
辺
の
人
口
・
産
業
・
事
件
・
近
代
化
の

進
展
状
況
と
い
っ
た
事
項
に
関
す
る
記
述
を
豊
富
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

イ
ギ
リ
ス
領
事
に
よ
る
報
告
か
ら
は
、
同
国
の
直
接
的
な
通
商
的
利
害
の
範
囲
を
超
え
て
、
同
時
期
の
新

潟
の
動
向
を
広
く
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
章
で
は
、
次
節
以
降
、
こ
れ
ら
新
潟
か
ら
の
年
次
報
告

の
内
容
を
交
え
な
が
ら
、
以
下
、
新
潟
イ
ギ
リ
ス
領
事
館
が
た
ど
っ
た
道
筋
を
踏
み
分
け
て
い
く
。 

  第
二
節 

前
半
期
の
領
事
館 

 

（
１
）
初
代
ラ
ウ
ダ
ー
に
よ
る
領
事
館
開
設 

新
潟
領
事
館
の
初
代
駐
在
は
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ラ
ウ
ダ
ー
（F

re
d

e
ric 

L
o
w

d
e
r

）
で
あ
っ
た
。
イ
ギ

リ
ス
外
務
省
文
書
の
記
録
に
よ
れ
ば
、
ラ
ウ
ダ
ー
は
一
八
六
一
年
、
江
戸
の
イ
ギ
リ
ス
公
使
館
の
通
訳
生

に
採
用
さ
れ
、
新
潟
赴
任
の
前
年
、
一
八
六
八
（
慶
応
四
）
年
の
一
月
に
は
、
新
た
に
開
港
・
開
市
と
な

っ
た
兵
庫
・
大
阪
の
副
領
事
に
任
命
さ
れ
た
。
そ
の
わ
ず
か
一
年
の
後
、
開
港
直
後
の
新
潟
へ
の
赴
任
を

命
ぜ
ら
れ
た
。
そ
の
任
命
及
び
新
潟
着
任
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
前
章
で
若
干
触
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
六

九
年
一
月
八
日
に
任
地
神
戸
を
発
ち
、
同
月
十
日
以
降
は
横
浜
・
東
京
で
待
機
し
た
。
同
月
二
十
七
日
、

よ
う
や
く
東
京
を
発
ち
、
明
治
新
政
府
に
よ
る
護
衛
を
受
け
な
が
ら
、
陸
路
で
新
潟
へ
向
か
っ
た
。 

六
九
年
二
月
十
日
（
明
治
元
年
十
二
月
二
十
八
日
）、
ラ
ウ
ダ
ー
は
新
潟
に
到
着
し
た
。
翌
二
月
十
一
日

に
は
新
潟
か
ら
の
最
初
の
報
告
を
記
し
、
自
ら
の
着
任
を
公
使
館
に
伝
え
た
。
そ
の
報
告
か
ら
は
、
同
道

し
た
外
国
官
権
判
事
の
三
澤
揆
一
郎
及
び
水
野
千
波
が
新
潟
到
着
の
直
前
に
ラ
ウ
ダ
ー
に
先
ん
じ
た
こ
と

が
確
認
で
き
る

（

142
）

。 

「
江
戸
を
一
月
二
十
七
日
に
出
発
し
、
当
港
に
昨
日
午
後
に
着
い
た
。
約
二
六
〇
マ
イ
ル
に
及
ぶ
ほ

ぼ
十
四
日
間
の
行
程
で
あ
っ
た
。
武
蔵
、
上
野
、
信
濃
、
越
後
と
、
四
つ
の
地
方
の
七
つ
の
大
名
の

町
を
通
っ
た
が
、
私
に
は
各
地
で
十
分
な
敬
意
が
払
わ
れ
た
。
外
国
官
権
判
事
の
二
名
は
私
と
同
日

に
江
戸
を
発
っ
た
が
、
ほ
と
ん
ど
顔
を
合
わ
せ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
私
は
、
彼
ら
を
先
に

行
か
せ
る
た
め
に
途
中
高
田
に
一
日
と
ど
ま
る
こ
と
と
し
た
。
一
緒
だ
と
荷
物
を
運
ぶ
た
め
の
様
々

な
手
配
が
難
し
い
か
ら
で
あ
る
。
道
中
、
別
手
組
十
名
が
私
に
十
分
な
敬
意
と
気
遣
い
を
示
し
て
く

れ
た
。
私
は
彼
ら
へ
の
感
謝
を
表
明
す
る
書
翰
を
出
す
こ
と
に
す
る
が
、
公
使
か
ら
も
彼
ら
の
任
務

遂
行
に
対
す
る
満
足
の
意
を
表
明
し
て
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
し
た
い
。
彼
ら
に
は
一
層
の
ね
ぎ
ら

い
に
な
る
も
の
と
考
え
る
」 

　

対象年 報告年月
統計
添付

1869年 トゥループ 新潟領事代理 1870年１月 あり

1870年 トゥループ 新潟領事代理 1871年１月 あり

1871年

1872年 エンスリー 新潟領事代理 1872年８月 あり

1873年 1874年３月 なし

1874年 ガビンズ 公使館通訳生 1874年10月 なし

1875年 ウーリー 公使館通訳生 1875年10月 あり

1876年 トゥループ 新潟副領事 1877年２月 あり

1877年 トゥループ 新潟副領事 1877年10 月 あり

1878年 エンスリー 新潟副領事代理 1878年10 月 あり

1879年 ウーリー 新潟副領事代理 1879年10月 あり

  1880年
　　～1884年 クウィン 函館副領事 1885年９月 あり

報告者

（新潟居留者による報告を転載）

表４　年次報告

（公使館による総括で『新潟では現在交易が行われていな
い』と短く言及）
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ラ
ウ
ダ
ー
の
新
潟
で
の
当
面
の
任
務
は
、
領
事
館
を
立
ち
上
げ
る
こ
と
、
そ
の
こ
と
自
体
で
あ
っ
た
。

開
港
後
一
ヶ
月
あ
ま
り
の
時
点
で
新
潟
に
着
い
た
ラ
ウ
ダ
ー
は
、
こ
の
地
で
最
初
の
外
国
人
で
あ
っ
た
。

居
留
民
は
お
ら
ず
、
し
か
も
ま
だ
厳
寒
期
で
あ
り
、
港
は
休
止
状
態
で
あ
る
。
ラ
ウ
ダ
ー
の
早
期
赴
任
の

背
景
と
し
て
は
、
居
留
民
保
護
・
商
業
活
動
の
支
援
と
い
っ
た
領
事
の
本
来
的
業
務
の
遂
行
よ
り
も
、
明

治
新
政
府
の
意
向
に
沿
っ
た
新
潟
開
港
の
外
形
を
確
固
と
す
る
、
と
い
う
政
治
的
意
図
が
先
行
し
て
い
た

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。 

し
か
し
新
潟
の
現
状
は
混
沌
た
る
も
の
で
あ
っ
た
。
戊
辰
戦
争
収
束
ま
も
な
く
新
潟
の
統
治
体
制
は
安

定
を
欠
い
て
い
た
。
着
任
四
日
目
の
二
月
十
三
日
の
時
点
で
ラ
ウ
ダ
ー
は
、
次
の
よ
う
に
公
使
館
へ
報
告

を
行
っ
て
い
る

（

143
）

。 

 
 

「
水
野
氏
と
面
談
を
行
っ
た
。
当
地
を
管
轄
す
る
政
庁
は
新
発
田
に
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ

で
水
野
氏
か
ら
は
「
同
役
の
三
澤
氏
が
早
速
新
発
田
に
赴
き
、
自
分
た
ち
が
開
港
事
務
責
任
者
と
し

て
政
府
か
ら
任
命
さ
れ
た
こ
と
を
告
げ
る
と
と
も
に
、
開
港
に
関
し
て
こ
れ
ま
で
行
わ
れ
た
こ
と
を

確
認
し
て
く
る
の
で
、
貴
殿
と
の
具
体
的
な
協
議
は
、
三
澤
氏
が
新
発
田
か
ら
戻
っ
て
き
て
か
ら
に

し
た
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。…

越
後
地
方
は
、
実
質
的
に
ま
だ
軍
の
支
配
下
に
あ
り
、
そ
の

責
任
者
の
四
条
氏
は
長
岡
に
い
る
。
一
方
、
三
澤
氏
が
新
発
田
で
会
っ
て
き
た
西
園
寺
氏
は
、
知
府

事
へ
の
就
任
を
拒
ん
で
江
戸
に
行
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
か
ら
水
野
氏
か
三
澤
氏
が
長
岡
に
行
っ
て

四
条
氏
と
協
議
を
行
う
と
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
な
の
で
、
私
は
我
が
国
と
日
本
と
の
取

極
に
基
づ
く
措
置
を
何
ら
進
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
新
潟
が
開
港
し
た
こ
と
さ
え
、

ま
だ
一
般
に
告
知
さ
れ
て
お
ら
ず
、
私
が
こ
こ
に
い
る
の
も
、
私
の
興
味
の
た
め
か
、
あ
る
い
は
日

本
政
府
の
好
意
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
事
態
は
水
野
氏
や
三
澤
氏
の
責
任
で
は

な
く
、
中
央
の
外
務
省
が
十
分
な
指
示
を
出
し
て
い
な
い
か
、
指
示
を
出
し
て
も
当
地
の
役
所
や
関

係
者
が
そ
れ
に
不
服
従
で
あ
る
た
め
か
の
、
い
ず
れ
か
に
よ
る
も
の
で
あ
る
」 

表 22：新潟領事ラウダーから公使館への公信一覧 

発信日 

（1869 年）  
内  容（概要）  

2 月 11 日 新潟着任（前日）の報告 

2 月 13 日 大阪から連れてきた使用人のリスト 

2 月 13 日 領事館設置用務（事務用品に関して） 

13 日 
当地の政庁は新発田にある。水野は新発

田へ行った。何も準備ができていない。 

18 日 
越後は軍が支配している。三澤・水野は

協議のため長岡へ行った。 

23 日 領事館設置用務(国旗掲揚竿の購入) 

24 日 長岡で三澤・水野が四条と協議している。 

3 月 1 日 領事館設置用務（使用人の旅費請求） 

3 日 関屋堀割騒動について報告 

4 日 
越後の政府直轄地の政庁が新潟町に置

かれることとなった。 

6 日 判事が新潟町に着き開港を告げた） 

12 日 関屋堀割騒動について報告（つづき） 

19 日 領事館設置用務（国旗掲揚竿の購入） 

23 日 
領事館設置用務（勝楽寺が領事館へ

の貸与を認めた。） 

4 月 12 日 領事館設置用務（旅費） 

15 日 岩代の産物について報告 

5 月 5 日 新津の油田・天然ガスについて報告 

14 日 壬生が越後の政庁を水原に移す。 

6 月 22 日 新潟町民の様子について報告 

23 日 領事館設置用務（旅費関係） 

7 月 1 日 軍船の来港リスト 

31 日 新潟港の今後の展望について報告 

出典：イギリス外務省文書（F.O. 262/176）  



102 

 

こ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
て
も
、
ラ
ウ
ダ
ー
は
領
事
館
開
設
を
徐
々
に
進
め
て
い
っ
た

（

144
）

。
領
事
館
の

人
員
は
、
ラ
ウ
ダ
ー
本
人
、
イ
ギ
リ
ス
人
警
備
官
に
加
え
て
、
日
本
人
の
事
務
所
使
用
人
と
し
て
書
記
・

雑
役
夫
二
名
・
門
番
の
計
四
名
に
、
新
潟
で
雇
っ
た
夜
警
一
名
と
い
う
、
総
勢
七
名
で
あ
っ
た
。
警
備
官

フ
ィ
ッ
ツ
ジ
ェ
ラ
ル
ド
は
横
浜
で
面
接
の
上
採
用
し
た
。
雇
用
は
、横
浜
で
の
職
業
訓
練
期
間
を
含
め
て
、

一
月
十
五
日
か
ら
と
さ
れ
て
い
る
。
守
衛
を
除
く
日
本
人
四
名
は
、
ラ
ウ
ダ
ー
の
前
任
地
で
あ
る
大
阪
か

ら
連
れ
て
き
た
。
う
ち
三
名
は
武
士
で
あ
っ
た
と
い
う
。
四
名
の
雇
用
期
間
は
、
こ
の
年
の
一
月
初
め
か

ら
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
他
、
家
事
使
用
人
二
名
も
大
阪
か
ら
連
れ
て
き
た
。 

宿
舎
は
、
新
潟
に
到
着
し
た
当
初
か
ら
西
堀
通
の
勝
楽
寺
で
あ
っ
た

（

145
）

。
こ
の
前
々
年
八
月
、
公
使
パ

ー
ク
ス
が
新
潟
を
調
査
の
た
め
に
訪
れ
た
際
、
新
潟
を
開
港
と
し
た
場
合
に
は
イ
ギ
リ
ス
領
事
館
の
仮
住

ま
い
と
す
る
よ
う
、
前
も
っ
て
勝
楽
寺
に
申
し
入
れ
て
い
た
、
と
ラ
ウ
ダ
ー
は
公
使
館
へ
の
報
告
の
な
か

で
触
れ
て
い
る

（

146
）

。
賃
貸
借
契
約
に
関
し
て
は
、
県
庁
が
仲
立
ち
に
入
り
、
三
月
下
旬
に
な
っ
て
、
四
月

以
降
は
領
事
業
務
に
十
分
な
ス
ぺ
ー
ス
を
貸
し
渡
す
こ
と
が
了
解
さ
れ
た
。
賃
借
料
は
月
五
十
ド
ル
で
あ

っ
た
。
ラ
ウ
ダ
ー
は
、「
仮
の
領
事
館
」
と
し
て
確
保
し
た
、
あ
る
寺
の
一
部
の
賃
借
料
と
し
て
、
月
五
十

ド
ル
の
支
出
を
稟
請
し
た
。
同
時
に
ラ
ウ
ダ
ー
は
、
新
潟
到
着
直
後
か
ら
正
式
に
賃
貸
借
す
る
ま
で
二
ヶ

月
近
く
の
間
の
、
当
座
の
仮
住
ま
い
に
対
す
る
代
償
と
し
て
、
こ
れ
と
は
別
に
勝
楽
寺
へ
五
十
ド
ル
を
支

払
い
た
い
旨
、
公
使
館
へ
稟
請
を
行
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
史
料
の
記
述
か
ら
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
と
っ
て

は
、
二
月
十
日
の
段
階
で
勝
楽
寺
は
「
仮
の
仮
」
の
住
ま
い
で
あ
り
、
四
月
に
よ
う
や
く
「
仮
」
の
領
事

館
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
、
と
い
う
こ
と
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
勝
楽
寺
に
お
け
る
こ
の

仮
の
状
態
を
脱
し
て
別
の
物
件
探
し
や
独
自
の
領
事
館
建
築
を
検
討
し
た
様
子
は
、
領
事
館
の
前
半
期
を

通
じ
て
史
料
か
ら
は
窺
え
な
い
。 

そ
の
他
、
こ
れ
ら
と
並
行
し
て
、
執
務
用
の
備
品
等
の
手
配
を
行
い
、
公
使
館
と
の
連
絡
を
、
当
面
は

日
本
政
府
が
東
京
と
の
連
絡
用
と
し
て
設
営
し
た
月
三
回
の
定
期
便
を
利
用
さ
せ
て
も
ら
う
手
配
な
ど
を

整
え

（

147
）

、
領
事
館
の
立
ち
上
げ
が
進
ん
だ
。 

ラ
ウ
ダ
ー
の
活
動
は
、
四
月
以
降
、
こ
う
し
た
「
ひ
と
・
も
の
」
の
整
備
の
も
と
に
次
の
段
階
へ
と
入

っ
て
行
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
彼
が
着
手
し
た
産
業
調
査
の
報
告
が
二
つ
残
っ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
は
、
岩

代
（
現
在
の
福
島
県
会
津
地
方
）
の
産
物
資
源
に
関
す
る
報
告
で
あ
る

（

148
）

（
表
23
）
。
会
津
地
方
は
阿
賀

野
川
を
通
じ
て
新
潟
港
と
つ
な
が
っ
て
お
り
、
港
の
主
要
な
後
背
地
を
な
す
が
、
報
告
は
、
そ
の
会
津
地

方
の
潜
在
的
経
済
力
を
見
通
す
た
め
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
お
そ
ら
く
は
何
ら
か
の
文
献
か

ら
の
引
用
か
、
あ
る
い
は
伝
聞
に
基
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
報
告
は
二
つ
の
表
の
み
で
あ
り
、
ラ
ウ
ダ

ー
に
よ
る
付
記
が
な
い
た
め
、
報
告
の
趣
旨
や
経
緯
は
不
明
で
あ
る
。
や
や
唐
突
で
中
途
半
端
な
感
が
あ

る
。 続

く
調
査
は
、
新
津
（
現
在
の
新
潟
市
秋
葉
区
）
に
存
在
す
る
石
油
・
天
然
ガ
ス
の
視
察
で
あ
る

（

149
）

。

こ
ち
ら
は
彼
の
実
際
の
現
地
踏
査
に
基
づ
く
報
告
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
、
要
約
す
る
と
以
下
の
と
お
り

で
あ
る
。 

新
潟
の
南
東
十
五
マ
イ
ル
ほ
ど
の
新
津
村
に
は
、
な
だ
ら
か
な
丘
陵
の
麓
に
い
く
つ
か
の
油
井
が
あ
る
。

油
井
の
周
辺
は
石
油
の
匂
い
が
し
、
地
面
が
湿
っ
ぽ
く
、
歩
い
て
弾
力
が
感
じ
ら
れ
る
。
ま
た
、
近
辺
の
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小
川
で
は
薄
い
油
膜
が
川
面
を
覆
っ
て
い
る
。
地
区
一
帯
が
石
油
に
浸
っ
て
い
る
感
じ
が
あ
る
。
主
要
な

油
井
は
深
さ
約
百
フ
ィ
ー
ト
で
、
側
面
に
組
み
立
て
ら
れ
た
木
枠
を
梯
子
と
し
て
使
い
、
井
戸
の
底
部
ま

で
降
り
る
こ
と
が
で
き
る
。
石
油
は
誰
が
採
掘
し
て
も
か
ま
わ
ず
、
儲
け
に
対
す
る
課
税
も
な
い
と
い
う

が
、
近
年
新
た
な
井
戸
は
掘
削
さ
れ
て
い
な
い
。
油
井
か
ら
採
取
さ
れ
る
石
油
は
鈍
い
赤
茶
色
で
、
粘
り

気
が
非
常
に
強
い
。
杉
の
葉
で
濾
過
し
、
蒸
留
し
て
使
用
す
る
と
い
う
。
燃
料
と
し
て
の
ほ
か
灯
火
と
し

て
も
利
用
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
と
い
う
が
、
こ
れ
は
危
険
で
あ
り
一
般
的
で
は
な
い
。
油
井
と
は
別
に
、

村
に
は
天
然
ガ
ス
が
噴
き
出
て
い
る
民
家
が
あ
る
と
い
う
の
で
、
こ
の
家
も
見
学
し
た
。
家
屋
下
の
地
面

か
ら
普
通
の
竹
筒
を
約
四
フ
ィ
ー
ト
使
い
、
屋
内
に
引
き
込
む
。
筒
先
は
燃
え
な
い
よ
う
に
鉄
製
に
な
っ

て
い
る
。
こ
の
家
で
は
天
井
か
ら
吊
り
下
げ
た
ヤ
カ
ン
で
湯
を
沸
か
す
た
め
に
用
い
て
い
た
。
ガ
ス
の
噴

き
上
げ
は
一
様
で
安
定
し
て
い
る
。
し
か
し
天
然
ガ
ス
の
使
用
は
村
じ
ゅ
う
で
広
く
行
わ
れ
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。 

以
上
が
、
ラ
ウ
ダ
ー
に
よ
る
新
津
の
報
告
で
あ
る
。 

ラ
ウ
ダ
ー
に
よ
る
報
告
の
な
か
で
最
も
興
味
深
い
も
の
の
一
つ
は
、
新
潟
町
の
市
井
の
人
々
の
印
象
を

記
し
た
も
の
で
あ
る

（

150
）

。
そ
こ
で
は
、
民
衆
の
あ
い
だ
に
共
有
さ
れ
て
い
る
現
在
の
最
大
の
不
満
は
通
貨

の
不
安
定
で
あ
る
、
と
さ
れ
て
い
る
。
政
府
は
紙
幣
（
金
札
）
を
発
行
し
、
こ
れ
を
無
理
に
流
通
さ
せ
よ

う
と
し
て
い
る
。
紙
幣
は
価
値
変
動
が
激
し
く
、
政
府
は
額
面
か
ら
二
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
減
価
し
て
そ
の

流
通
を
強
制
し
、
紙
幣
の
持
ち
主
に
大
き
な
損
失
を
与
え
た
か
と
思
う
と
、
今
度
は
額
面
ど
お
り
流
通
さ

せ
る
よ
う
に
、
と
の
命
令
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
贋
金
も
多
く
流
通
し
て
い
る
。
一
般
に
、
新
潟
で
は
非
常

に
緩
や
か
な
支
配
が
行
わ
れ
て
き
た
。
町
の
女
性
の
数
は
男
性
の
数
を
は
る
か
に
凌
ぎ
、
茶
屋
や
貸
座
敷

は
日
本
の
ど
の
町
よ
り
も
多
い
。
新
潟
は
「
遊
ぶ
な
ら
こ
の
町
」
と
も
言
わ
れ
て
お
り
、
放
蕩
を
許
す
淫

靡
な
町
と
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
ま
で
役
所
は
こ
う
し
た
こ
と
に
は
関
わ
っ
て
こ
な
か
っ
た
の
だ
が
、
天
皇

表 23：会津の産物資源（ラウダーによる報告） 

 

会津の生産力 

銅（南山鉱山） 

〃（その他の鉱山）   

計     

人参  

植物油脂  

漆器     

磁器      

金・銀・鉛 

625,000 ピクル 

81,250 ピクル 

706,250 ピクル 

10,000 ピクル   500,000 両 

625,500 ピクル 

30,000 両 

10,000 両 

不明 

    上記の合計  年間の生産力      3,000,000 両 

 

会津の鉱山 

Akaba 赤羽？ 

Choshiniwa 銚子庭？ 

Iku mayama ？山  

Itategasawa ？ヶ沢 

Kio Kuzure ？崩れ  

Ubasawa 姥沢  

Benisawa 紅沢  

Ogurisawa 小栗沢 

Anaiwa 穴岩  

Iwashita 岩下  

Nakano 中野 

Karuizawa 軽井沢 

Ishigamori 石ヶ森 

銅、金 

銅 

鉛 

鉛 

鉛 

銅 

鉛 

鉛 

銅 

銅 

鉛 

銀 

金 

 

出典：イギリス外務省文書（F.O. 262/176） 
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政
府
は
最
初
の
措
置
と
し
て
混
浴
を
禁
止
し
、
ま
た
貸
座
敷
を
町
の
一
角
に
限
り
、
更
に
遊
女
ら
に
は
税

金
を
課
し
た
。
税
関
〔
番
所
〕
の
規
則
も
非
常
に
厳
し
く
な
っ
た
。
町
を
出
入
り
す
る
商
品
に
は
こ
れ
ま

で
も
税
金
〔
仲
金
〕
が
課
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
規
則
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
比
較
的
容
易
で
あ
っ
た
。
し

か
し
税
関
職
員
に
よ
る
頻
繁
な
不
正
が
収
賄
と
し
て
処
罰
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
こ
れ
ま
で
に
は
な
か
っ

た
厳
格
さ
で
税
金
が
課
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
今
の
政
府
は
人
気
が
な
い
。

新
潟
の
人
々
は
親
切
で
素
直
で
、
そ
の
取
引
や
仕
事
ぶ
り
に
お
い
て
は
正
直
で
あ
る
。
不
親
切
や
思
い
や

り
の
な
さ
を
嫌
う
。
政
府
は
新
し
い
や
り
方
を
も
っ
と
ゆ
っ
く
り
や
れ
ば
う
ま
く
い
く
で
あ
ろ
う
。
寛
容

で
温
和
な
支
配
を
行
っ
て
い
た
前
任
者
の
頃
と
現
在
と
を
、
人
々
が
比
較
し
て
し
ま
う
の
は
自
然
な
こ
と

で
あ
る
。 

ラ
ウ
ダ
ー
は
そ
の
よ
う
に
新
潟
の
市
井
の
様
子
を
伝
え
た
。 

内
戦
及
び
開
港
を
経
た
時
期
の
混
乱
し
た
新
潟
の
様
子
に
つ
い
て
、
現
在
確
認
で
き
る
多
く
の
史
料
は
、

基
本
的
に
は
支
配
者
側
の
立
場
に
立
つ
も
の
で
あ
り
、為
政
者
か
ら
見
た
事
柄
の
推
移
、
布
令
禁
令
な
ど
、

支
配
の
建
前
に
関
す
る
も
の
が
多
い
。
そ
う
し
た
な
か
で
、
外
国
の
、
し
か
も
自
ら
は
貿
易
活
動
さ
え
禁

じ
ら
れ
て
い
る
職
業
外
交
官
で
あ
る
イ
ギ
リ
ス
の
領
事
は
、
日
本
人
で
あ
れ
ば
誰
も
が
逃
れ
が
た
い
出

自
・
立
場
に
由
来
す
る
建
前
や
先
入
観
、
思
い
入
れ
と
は
遊
離
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
領
事
が
、
自
ら
見
聞

し
た
限
り
で
、
被
支
配
者
の
様
子
を
素
直
に
伝
え
、
時
に
は
被
支
配
者
の
側
に
立
つ
か
の
よ
う
な
記
述
を

残
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
当
時
の
新
潟
を
複
眼
的
に
眺
め
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
誠

に
貴
重
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。 

さ
て
、
ラ
ウ
ダ
ー
は
、
明
治
新
政
府
に
よ
る
新
潟
開
港
通
知
を
受
け
て
す
み
や
か
に
公
使
パ
ー
ク
ス
か

ら
新
潟
領
事
代
理
の
任
命
を
受
け
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
パ
ー
ク
ス
が
本
省
か
ら
事
前
に
授
与
さ
れ

た
権
限
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
（
第
一
章
第
一
節
で
記
述
）
。
こ
の
ラ
ウ
ダ
ー
の
領
事
代
理
任
命
は
、
二

月
二
十
六
日
付
で
本
省
か
ら
追
認
さ
れ
た

（

151
）

。
パ
ー
ク
ス
は
四
月
二
十
九
日
に
は
「
ラ
ウ
ダ
ー
の
新
潟
へ

の
派
遣
は
暫
定
的
な
も
の
と
考
え
て
い
た
が
、
本
人
か
ら
新
潟
領
事
へ
の
任
命
の
希
望
が
出
さ
れ
た
」
と

本
省
に
伝
え
た

（

152
）

。
こ
の
申
請
を
受
け
て
七
月
六
日
、
ラ
ウ
ダ
ー
は
本
省
か
ら
正
式
に
領
事
の
任
命
を
受

け
た
。
先
行
す
る
三
つ
の
開
港
場
に
続
い
て
、
ラ
ウ
ダ
ー
が
兵
庫
・
大
阪
、
新
潟
と
立
て
続
け
に
二
つ
の

新
た
な
在
外
公
館
立
ち
上
げ
を
果
た
し
た
こ
と
は
、
彼
の
業
績
と
し
て
領
事
昇
任
を
促
す
も
の
と
し
て
評

価
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

も
っ
と
も
、
正
式
任
命
を
受
け
た
ラ
ウ
ダ
ー
で
あ
る
が
、
そ
れ
か
ら
ま
も
な
く
の
八
月
五
日
、
任
地
新

潟
を
去
っ
た

（

153
）

。
離
任
に
関
す
る
事
情
は
明
ら
か
で
な
い
。
「
ラ
ウ
ダ
ー
の
新
潟
へ
の
派
遣
は
暫
定
的
な

も
の
」
と
し
た
、
先
の
パ
ー
ク
ス
の
四
月
の
言
辞
か
ら
す
れ
ば
、
領
事
館
開
設
か
ら
半
年
で
の
離
任
は
、

あ
る
い
は
予
定
ど
お
り
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
領
事
と
し
て
の
正
式
な
職
名
と
、
実
際
の
赴
任
と

は
、
必
ず
し
も
同
一
で
な
く
と
も
よ
い
、
と
い
う
前
提
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。 

そ
の
離
任
直
前
の
七
月
三
十
一
日
付
で
ラ
ウ
ダ
ー
が
公
使
館
に
提
出
し
た
報
告

（

154
）

は
、
す
で
に
そ
の
一

部
を
第
一
章
第
二
節
で
確
認
し
た
。
こ
の
報
告
は
、
彼
の
お
よ
そ
半
年
の
新
潟
駐
在
期
間
に
お
け
る
、
港

を
め
ぐ
る
情
勢
を
総
括
し
た
も
の
で
あ
り
、
年
次
報
告
そ
の
も
の
で
は
な
い
が
、
同
種
の
性
格
と
内
容
を

有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。 
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新
潟
を
離
れ
た
ラ
ウ
ダ
ー
は
、
そ
の
後
一
年
ほ
ど
横
浜
で
勤
務
し
た
後
、
翌
一
八
七
〇
年
夏
に
は
下
賜

休
暇
に
よ
り
本
国
へ
の
帰
国
の
途
に
つ
い
た
。
そ
し
て
、
こ
の
帰
国
休
暇
は
二
年
近
く
に
及
ん
だ
。
こ
こ

で
留
意
す
べ
き
は
、こ
の
間
、
ラ
ウ
ダ
ー
は
依
然
と
し
て
新
潟
領
事
の
職
名
を
保
持
し
た
ま
ま
で
あ
っ
た
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
後
段
で
改
め
て
触
れ
る
。 

 

（
２
）
ト
ゥ
ル
ー
プ
と
貿
易
港
新
潟
の
盛
衰 

 

在
任
わ
ず
か
半
年
ほ
ど
で
新
潟
か
ら
去
っ
た
ラ
ウ
ダ
ー
に
代
わ
っ
て
こ
の
地
に
着
任
し
た
の
は
、
ジ
ェ

ー
ム
ズ
・
ト
ゥ
ル
ー
プ
で
あ
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
外
務
省
文
書
の
記
録
に
よ
れ
ば
、
ト
ゥ
ル
ー
プ
は
、
一
八

六
三
年
八
月
に
通
訳
生
と
し
て
極
東
領
事
官
の
キ
ャ
リ
ア
を
開
始
し
、
一
八
六
七
年
初
め
に
は
日
本
語
通

訳
官
に
昇
進
し
て
い
た
。
直
前
は
横
浜
に
い
た
。 

 

一
八
六
九
年
七
月
二
十
五
日
、
ト
ゥ
ル
ー
プ
は
英
国
軍
艦
コ
ー
モ
ラ
ン
ト
号
に
乗
船
し
て
横
浜
を
出
航

し
、
途
中
箱
館
を
経
由
し
、
新
潟
に
は
八
月
四
日
に
到
着
し
た
。
軍
艦
へ
の
乗
船
が
許
さ
れ
な
い
日
本
人

使
用
人
二
名
は
、
別
途
陸
路
で
新
潟
に
向
か
っ
た

（

155
）

。 

 

ト
ゥ
ル
ー
プ
が
赴
任
し
た
開
港
初
年
の
夏
は
、
新
潟
港
が
外
国
貿
易
港
と
し
て
本
格
的
に
機
能
し
始
め

た
時
期
と
重
な
る
。
箱
館
戦
争
の
終
結
に
よ
り
、
横
浜
と
新
潟
を
結
ぶ
北
方
海
域
の
危
険
は
去
っ
た
。
加

え
て
お
そ
ら
く
は
、
春
先
以
来
の
新
潟
に
お
け
る
輸
入
商
品
の
好
況
は
、
こ
の
最
後
の
開
港
に
商
機
を
見

出
そ
う
と
す
る
商
人
ら
を
誘
っ
た
で
あ
ろ
う
。
九
月
二
十
二
日
の
時
点
で
、
ト
ゥ
ル
ー
プ
は
、「
こ
こ
十
日

間
で
ド
イ
ツ
・
オ
ラ
ン
ダ
・
ス
イ
ス
の
商
人
が
何
名
か
新
潟
に
進
出
し
、
当
地
の
居
留
商
人
は
全
部
で
十

五
名
ほ
ど
に
な
っ
た
」
と
報
告
し
て
い
る

（

156
）

。 

 

し
か
し
一
方
で
、
港
施
設
の
整
備
は
ほ
と
ん
ど
進
ん
で
お
ら
ず
、
新
潟
港
の
砂
州
や
浅
瀬
の
存
在
、
碇

泊
地
の
欠
如
、
そ
れ
に
夷
港
を
補
助
港
と
す
る
不
便
さ
が
、
港
の
発
展
を
阻
む
も
の
と
し
て
い
よ
い
よ
現

実
に
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。
ラ
ウ
ダ
ー
が
す
で
に
伝
え
て
い
た
、
行
政
体
制
の
一
貫
性
の
欠
如
も
、
開

始
さ
れ
た
ば
か
り
の
外
国
商
人
に
よ
る
商
業
活
動
を
大
き
く
阻
害
し
た
。
行
政
の
不
備
や
港
整
備
の
遅
れ

に
関
し
て
は
、
赴
任
二
ヶ
月
足
ら
ず
の
九
月
二
十
二
日
の
時
点
で
ト
ゥ
ル
ー
プ
が
公
使
館
へ
伝
え
た
、
次

の
報
告
を
ひ
と
ま
ず
確
認
し
て
お
こ
う

（

157
）

。 

 
 

「
少
し
前
、
新
潟
の
当
局
に
対
し
て
、
夷
港
で
は
居
留
取
極
で
定
め
ら
れ
た
貨
物
積
み
下
ろ
し
の
た

め
の
施
設
な
ど
が
ま
っ
た
く
整
備
さ
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
れ
に
対
す
る
当

局
の
返
答
は
、
実
は
新
潟
港
自
体
を
改
善
し
よ
う
と
検
討
し
て
お
り
、
そ
う
な
れ
ば
夷
港
の
整
備
は

不
要
と
考
え
て
い
た
。
だ
が
中
央
政
府
か
ら
は
、
新
潟
港
改
修
工
事
の
経
費
は
工
面
で
き
な
い
、
と

い
う
回
答
が
あ
っ
た
の
で
、
我
々
と
し
て
は
こ
れ
か
ら
夷
港
を
整
備
し
て
い
き
た
い
、
と
い
う
も
の

で
あ
っ
た
。（
中
略
） 

 
 

 

今
月
十
九
日
、
イ
ギ
リ
ス
の
商
船
が
新
潟
に
寄
港
し
た
折
に
夷
港
を
視
察
し
た
。
船
を
受
け
入
れ

る
必
要
な
施
設
が
な
い
だ
け
で
な
く
、
夷
港
の
官
員
は
、
外
国
船
の
寄
港
を
支
援
す
る
の
で
な
く
、

む
し
ろ
妨
害
し
て
い
た
。
そ
こ
で
水
野
外
務
小
丞
に
対
し
て
、
外
国
船
の
寄
港
受
け
入
れ
に
何
が
必

要
か
を
知
っ
て
い
る
官
員
を
派
遣
す
る
よ
う
要
請
し
た
。 

 
 

 

外
国
貿
易
を
進
め
る
な
ら
ば
佐
渡
は
越
後
と
同
じ
行
政
府
と
し
た
方
が
よ
い
し
、
そ
の
行
政
の
中
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心
地
は
新
潟
町
と
し
た
方
が
よ
い
、
と
考
え
る
。
新
潟
は
こ
の
地
方
の
最
も
重
要
な
町
で
あ
る
し
、

政
庁
の
所
在
地
が
水
原
と
い
う
内
陸
の
小
さ
な
町
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
少
な
く
と
も
税
関

及
び
外
国
交
易
に
関
す
る
事
務
は
新
潟
港
と
夷
港
を
同
じ
組
織
の
管
轄
と
し
た
方
が
よ
い
、
と
考
え

る
。
水
原
に
あ
る
役
所
は
外
国
人
と
の
交
渉
を
嫌
っ
て
お
り
、
こ
れ
が
政
庁
を
新
潟
に
置
か
な
い
主

な
理
由
だ
と
思
わ
れ
る
」 

 

さ
て
、
外
国
商
人
に
よ
る
港
で
の
商
取
引
を
具
体
的
に
阻
害
す
る
要
因
と
し
て
、
贋
金
の
お
び
た
だ
し

い
流
通
が
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
、
右
と
同
じ
九
月
二
十
二
日
の
報
告
に
お
い
て
、
ト
ゥ
ル
ー

プ
は
、
地
元
商
人
が
外
国
商
人
へ
の
支
払
い
に
使
用
し
た
贋
金
を
め
ぐ
っ
て
、
そ
れ
ら
地
元
商
人
が
当
局

か
ら
拘
束
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
町
内
で
は
、
そ
れ
ら
地
元
商
人
は
外
国
商
人
と
取
引
し
た
た
め
に
罰
せ
ら

れ
た
、
と
い
う
噂
が
流
れ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。 

 

ま
た
、
同
じ
く
取
引
の
阻
害
要
因
と
し
て
は
、
当
局
に
よ
る
米
流
通
へ
の
介
入
が
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と

に
関
し
て
も
ト
ゥ
ル
ー
プ
は
、
同
じ
報
告
の
な
か
で
、
内
陸
で
米
を
買
い
付
け
て
新
潟
港
へ
運
ぼ
う
と
し

た
日
本
商
人
を
水
原
県
庁
が
拘
束
し
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。 

港
か
ら
の
米
の
移
出
を
め
ぐ
っ
て
の
確
執
は
、
こ
の
年
の
暮
れ
に
は
外
国
商
人
を
標
的
と
し
た
騒
動
へ

と
発
展
し
た
。
ま
た
、
米
禁
輸
の
動
き
は
一
八
七
〇
年
に
入
っ
て
再
開
さ
れ
、
禁
輸
が
再
び
実
施
さ
れ
た

う
え
、
ま
も
な
く
そ
れ
が
撤
回
さ
れ
た

（

158
）

。
し
か
し
こ
れ
と
並
行
し
て
、
今
度
は
、
新
潟
通
商
司
が
港
で

の
取
引
を
含
め
た
地
域
商
業
へ
全
面
的
に
介
入
す
る
、
と
い
う
遥
か
に
大
き
な
騒
動
が
起
こ
っ
た
。
ト
ゥ

ル
ー
プ
が
着
任
し
て
か
ら
の
一
年
間
は
、
港
で
の
取
引
を
焦
点
と
し
て
新
潟
は
大
き
く
揺
れ
動
い
た
。
し

か
し
、
そ
う
し
た
出
来
事
と
こ
れ
に
対
す
る
ト
ゥ
ル
ー
プ
の
活
躍
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
前
章
で
詳
述
し

た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
繰
り
返
し
は
避
け
る
。 

 

こ
う
し
た
経
緯
の
一
方
で
、
ト
ゥ
ル
ー
プ
は
新
潟
の
貿
易
港
と
し
て
の
潜
在
力
を
一
貫
し
て
高
く
評
価

し
て
い
た
。
こ
の
点
も
第
一
章
で
示
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
ト
ゥ
ル
ー
プ
が
、
そ
う
し
た

潜
在
力
を
引
き
出
し
、
新
潟
を
よ
り
活
用
で
き
る
港
と
す
る
た
め
の
、
改
善
策
を
提
案
し
て
い
た
、
と
い

う
こ
と
を
加
え
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。
具
体
的
に
は
、
七
〇
年
三
月
及
び
六
月
、
す
な
わ
ち
新
潟
通
商

司
に
よ
っ
て
港
が
混
乱
の
な
か
に
あ
っ
た
時
期
に
、
改
善
策
を
二
回
に
分
け
て
公
使
館
に
提
示
し
て
い
る
。

以
下
に
、
そ
れ
ら
を
抜
粋
し
て
掲
げ
る

（

159
）

。 

 
 

「
佐
渡
夷
港
を
補
助
港
と
し
、
そ
こ
か
ら
蒸
気
船
や
大
型
の
艀
船
を
用
い
て
新
潟
港
へ
貨
物
運
搬
す

る
取
極
が
未
だ
実
現
し
て
い
な
い
な
か
、
新
潟
港
自
体
を
改
修
し
て
外
国
船
を
信
濃
川
の
中
ま
で
航

行
で
き
る
よ
う
に
す
る
計
画
が
浮
上
し
て
き
た
。
開
港
場
・
新
潟
の
発
展
、
そ
し
て
存
亡
自
体
が
、

港
の
不
備
を
補
う
た
め
の
何
ら
か
の
措
置
を
一
刻
の
猶
予
も
な
く
講
ず
る
こ
と
に
か
か
っ
て
い
る
。

双
方
の
計
画
を
早
急
に
比
較
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。 

日
本
政
府
に
と
っ
て
実
際
的
と
考
え
ら
れ
る
方
策
は
、
信
濃
川
の
水
深
、
河
床
の
変
化
、
水
流
な

ど
あ
ら
ゆ
る
入
手
可
能
な
情
報
を
、
船
員
や
船
先
案
内
人
を
は
じ
め
事
情
に
詳
し
い
関
係
者
か
ら
収

集
す
る
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
情
報
を
有
能
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
技
術
者
に
提
供
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
の
技
術
者
に
は
、
そ
の
上
で
現
地
を
調
査
さ
せ
て
、
船
が
通
年
信
濃
川
に
進
入
可
能
と
な
る
よ
う

な
改
善
の
具
体
策
を
一
つ
二
つ
立
て
さ
せ
、
そ
の
経
費
概
算
の
見
積
を
行
わ
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
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し
て
立
て
ら
れ
る
具
体
策
が
ど
れ
も
支
障
が
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
当
初
の
取
極
ど
お
り
に
、
夷
港
の

補
助
港
と
し
て
の
運
用
が
今
年
十
月
ま
で
に
で
き
る
限
り
軌
道
に
乗
る
よ
う
遅
滞
な
く
進
め
て
い
く

べ
き
で
あ
る
」
（
ト
ゥ
ル
ー
プ
か
ら
パ
ー
ク
ス
へ
の
一
八
七
〇
年
三
月
十
日
の
提
案
） 

 
 

「
残
念
な
こ
と
に
、
一
八
六
七
年
の
取
極
の
条
項
に
関
し
て
、
新
潟
の
役
所
が
こ
れ
を
未
だ
実
行
せ

ず
に
い
る
こ
と
を
お
伝
え
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
貨
物
運
送
船
に
関
し
て
で
あ
る
。 

 
 

 

す
で
に
以
前
の
公
信
で
お
伝
え
し
た
と
お
り
、
昨
年
十
一
月
、
当
地
に
駐
在
す
る
外
国
領
事
ら
と

日
本
側
と
の
間
で
、
日
本
側
が
遅
く
と
も
六
ヶ
月
以
内
に
適
切
な
艀
船
を
建
造
す
る
こ
と
で
合
意
し

た
。
こ
の
六
ヶ
月
と
い
う
期
間
は
、
日
本
側
が
効
率
的
な
艀
船
を
建
造
す
る
猶
予
と
し
て
外
国
領
事

ら
が
受
け
入
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
今
や
そ
の
期
限
も
過
ぎ
た
こ
と
か
ら
、
今
月
一
日
、
県
令
に
こ

の
点
を
伝
え
た
と
こ
ろ
、
す
で
に
取
極
ど
お
り
に
運
送
船
二
隻
が
建
造
さ
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
。
し

か
し
こ
れ
だ
け
で
は
港
施
設
の
不
備
を
補
う
に
は
十
分
で
は
な
い
。
十
分
な
数
の
艀
船
を
用
意
す
る

よ
う
中
央
政
府
か
ら
新
潟
の
当
局
に
対
し
て
指
示
が
な
い
限
り
、
私
の
努
力
は
実
を
結
ぶ
こ
と
な
く

遅
き
に
失
し
て
し
ま
う
と
考
え
る
。 

 
 

 

本
日
に
至
る
ま
で
の
新
潟
港
の
今
年
の
外
国
交
易
は
、
昨
年
よ
り
も
顕
著
な
増
加
を
示
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
今
年
は
こ
れ
ま
で
入
港
時
に
難
破
し
た
一
隻
を
除
い
て
十
二
隻
（
イ
ギ
リ
ス
六
隻
、
フ

ラ
ン
ス
三
隻
、
米
国
一
隻
、
北
ド
イ
ツ
一
隻
、
オ
ラ
ン
ダ
一
隻
）
の
船
が
新
潟
港
か
夷
港
に
入
港
し

て
い
る
。
昨
年
の
こ
の
時
期
ま
で
は
四
隻
で
あ
っ
た
。
残
り
の
シ
ー
ズ
ン
も
、
少
な
く
と
も
こ
の
割

合
で
増
加
傾
向
が
継
続
す
る
と
考
え
て
よ
い
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
考
慮
い
た
だ
き
、

江
戸
の
外
務
省
が
こ
う
し
た
重
要
な
問
題
に
対
し
て
十
分
な
関
心
を
払
う
よ
う
、
閣
下
か
ら
の
取
り

計
ら
い
を
お
願
い
い
た
し
た
い
」（
ト
ゥ
ル
ー
プ
か
ら
パ
ー
ク
ス
へ
の
一
八
七
〇
年
六
月
十
一
日
の
提

案
） 

パ
ー
ク
ス
は
こ
の
ト
ゥ
ル
ー
プ
の
報
告
を
基
に
、
中
央
政
府
へ
の
働
き
掛
け
を
強
め
た
。
や
が
て
ト
ゥ

ル
ー
プ
の
提
案
ど
お
り
、
一
八
七
一
年
六
月
、
イ
ギ
リ
ス
人
技
師
ブ
ラ
ン
ト
ン
（R

ich
a

rd
 

H
e
n

ry
 

B
ru

n
to

n

）
が
新
潟
港
に
派
遣
さ
れ
て
調
査
を
行
っ
た
。
ブ
ラ
ン
ト
ン
は 

河
口
の
流
路
改
修
に

よ
っ
て
土
砂
を
よ
り
遠
方
へ
流
し
去
る
工
法
を
提
案
し
、
そ
の
改
修
経
費
と
し
て
総
工
費
六
〇
万
両
の
見

積
り
を
日
本
政
府
に
提
出
し
た
。
こ
れ
を
基
に
同
年
九
月
、
日
本
政
府
と
ブ
ラ
ン
ト
ン
ら
イ
ギ
リ
ス
公
使

館
の
代
表
ら
と
の
間
で
協
議
の
場
が
持
た
れ
た
。
ブ
ラ
ン
ト
ン
は
、
日
本
政
府
が
当
時
完
成
を
急
い
で
い

た
信
濃
川
分
水
路
工
事
に
つ
い
て
、「
信
濃
川
下
流
の
水
量
を
減
少
さ
せ
、
新
潟
港
に
と
っ
て
破
滅
的
な
結

果
を
も
た
ら
す
」
と
警
告
し
た
の
だ
が
、
日
本
政
府
は
「
完
成
間
近
の
分
水
工
事
を
放
棄
す
る
わ
け
に
は

い
か
な
い
」
と
し
て
、
新
潟
港
改
修
よ
り
も
分
水
路
工
事
を
優
先
す
る
考
え
を
示
し
た

（

160
）

。 

 

さ
て
、
貿
易
及
び
港
整
備
と
は
直
接
的
に
関
連
し
な
い
領
域
に
も
目
を
向
け
て
み
た
い
。
ト
ゥ
ル
ー
プ

に
は
領
事
と
し
て
自
国
民
の
出
生
・
死
亡
・
婚
姻
の
公
的
確
認
と
い
う
基
本
業
務
も
存
在
し
た
。
冬
の
強

い
季
節
風
に
晒
さ
れ
る
新
潟
周
辺
の
日
本
海
で
は
海
難
事
故
が
多
く
、
開
港
初
年
で
あ
る
一
八
六
九
年
の

秋
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
帆
船
ラ
ニ
ー
ミ
ー
ド
及
び
同
蒸
気
船
オ
ー
シ
ャ
ン
・
ク
イ
ー
ン
が
相
次
い
で
座
礁
し

た
。
ま
た
、
同
年
十
一
月
四
日
に
は
、
港
内
で
死
亡
事
故
も
発
生
し
た
。
ラ
ニ
ー
ミ
ー
ド
及
び
イ
ギ
リ
ス

蒸
気
船
テ
ク
ス
ト
ー
ル
号
の
両
方
の
船
長
を
含
む
乗
組
員
が
、
夜
半
に
河
岸
か
ら
碇
泊
地
で
投
錨
中
の
船
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に
小
舟
で
向
か
っ
た
と
こ
ろ
、
そ
の
小
舟
が
途
中
で
転
覆
し
た
の
で
あ
る
。
ト
ゥ
ル
ー
プ
に
よ
る
十
一
月

八
日
付
の
報
告
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る

（

161
）

。 

 
 

「
私
は
事
故
の
知
ら
せ
を
聞
い
て
す
ぐ
に
現
場
に
赴
い
た
。
県
庁
か
ら
派
遣
さ
れ
た
者
の
ほ
か
、
領

事
館
の
職
員
や
外
国
の
友
人
た
ち
も
い
た
。
皆
で
現
場
を
捜
索
し
た
が
、
事
故
の
あ
っ
た
小
舟
が
見

つ
か
っ
た
の
は
よ
う
や
く
夜
が
明
け
て
か
ら
で
あ
っ
た
。
小
舟
は
事
故
の
場
所
よ
り
す
こ
し
南
西
寄

り
の
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
午
前
中
に
テ
ク
ス
ト
ー
ル
の
イ
ギ
リ
ス
人
船
長
ジ
ョ
ー
ジ
・
カ
ー
ン
ス
と

マ
レ
ー
人
水
夫
三
名
の
遺
体
が
見
つ
か
っ
た
。 

 
 

 

私
の
考
え
で
は
、
こ
の
事
故
の
背
景
に
は
カ
ー
ン
ス
船
長
の
過
信
が
あ
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な

い
。
周
囲
の
友
人
た
ち
が
制
止
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
暗
闇
の
な
か
を
投
錨
地
に
向
か
っ
て
舟
を

漕
ぎ
出
し
た
の
で
あ
る
。
ど
う
や
ら
小
舟
は
漁
網
に
絡
ま
っ
た
よ
う
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
助
か
っ
た

マ
レ
ー
人
水
夫
の
証
言
か
ら
は
、
こ
の
こ
と
は
確
認
で
き
て
い
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
私
は
当

局
に
対
し
て
、
船
が
通
る
川
筋
に
は
漁
網
を
張
ら
な
い
よ
う
要
請
す
る
つ
も
り
で
あ
る
」 

 

ト
ゥ
ル
ー
プ
は
こ
の
事
故
に
際
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
国
籍
で
あ
る
三
名
の
死
者
の
審
問
検
死
を
行
っ
た
。

同
月
六
日
の
こ
の
審
問
で
は
フ
ァ
ン
・
デ
ン
・
ブ
ル
ー
ク
や
フ
ァ
ン
・
ボ
ー
フ
ェ
ン
・
フ
ァ
ッ
ハ
と
い
っ

た
居
留
外
国
人
も
証
言
を
行
っ
た
。
翌
七
〇
年
六
月
、
こ
の
事
故
で
溺
死
し
た
遺
骸
が
葬
ら
れ
て
い
た
寄

居
一
番
山
で
、
墓
地
の
墓
が
何
者
か
に
よ
っ
て
倒
さ
れ
る
と
い
う
事
件
が
起
こ
っ
た
。
こ
の
事
件
を
き
っ

か
け
に
、
ト
ゥ
ル
ー
プ
ら
外
国
領
事
と
県
は
「
新
潟
外
国
人
墓
所
約
定
書
」
を
結
び
、
同
墓
地
の
一
角
に

柵
矢
来
を
設
け
て
、
正
式
に
外
国
人
専
用
墓
地
と
し
た

（

162
）

。 

ト
ゥ
ル
ー
プ
は
ラ
ウ
ダ
ー
を
引
き
継
い
で
勝
楽
寺
で
公
務
に
あ
た
っ
て
い
た
。
そ
の
領
事
館
の
館
務
運

営
に
関
し
て
も
、
い
く
つ
か
の
事
項
が
確
認
で
き
る
。 

イ
ギ
リ
ス
外
務
省
文
書
に
は
、
随
所
で
外
交
官
ス
タ
ッ
フ
各
々
の
経
歴
（
勤
務
地
・
役
職
へ
の
任
免
日

等
）
や
、
各
領
事
館
ス
タ
ッ
フ
の
名
簿
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
、
当
時
の
領
事
代
理
の
俸
給

は
年
五
五
〇
ポ
ン
ド
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
ト
ゥ
ル
ー
プ
だ
け
で
な
く
、
領
事
代
理
の
職
に
あ
る

者
に
対
し
て
一
律
で
あ
っ
た
。
領
事
の
俸
給
は
年
八
〇
〇
ポ
ン
ド
だ
っ
た
。
ト
ゥ
ル
ー
プ
の
よ
う
に
、
領

事
が
不
在
の
公
館
で
領
事
代
理
を
務
め
る
者
の
場
合
、
職
務
内
容
は
さ
ほ
ど
変
わ
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る

の
だ
が
、
両
者
の
俸
給
に
は
か
な
り
開
き
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
パ
ー
ク
ス
は
こ
の
頃
、「
私
は
領
事
代

理
と
し
て
の
ト
ゥ
ル
ー
プ
の
業
績
を
評
価
し
て
い
る
。
彼
は
、
日
本
語
に
堪
能
な
領
事
官
が
い
か
に
優
秀

に
任
務
を
果
た
す
か
と
い
う
よ
い
例
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
の
ト
ゥ
ル
ー
プ
が
五
五
〇
ポ
ン
ド
と
い
う
低

い
俸
給
で
は
、
皆
日
本
語
を
熱
心
に
学
ぼ
う
と
い
う
気
が
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
と
懸
念
し
て
い
る
」

と
、
本
省
に
対
し
て
臨
時
的
な
増
額
を
進
言
し
て
い
る

（

163
）

。
パ
ー
ク
ス
は
相
当
に
ト
ゥ
ル
ー
プ
を
評
価
し

て
い
た
。
パ
ー
ク
ス
に
よ
る
ト
ゥ
ル
ー
プ
に
対
す
る
高
い
評
価
は
イ
ギ
リ
ス
外
務
省
文
書
に
散
見
さ
れ
る

が
、
と
り
わ
け
彼
の
日
本
語
能
力
に
関
し
て
は
、
パ
ー
ク
ス
の
一
時
帰
国
時
に
公
使
を
代
理
し
た
ア
ダ
ム

ス
か
ら
も
、「
書
き
言
葉
ま
で
習
熟
し
て
い
る
点
で
は
、
サ
ト
ウ
、
ア
ス
ト
ン
と
並
ぶ
能
力
を
有
す
る
」
と

い
う
評
価
が
与
え
ら
れ
て
い
る

（

164
）

。 

当
初
の
領
事
館
ス
タ
ッ
フ
は
、
ラ
ウ
ダ
ー
が
前
任
地
大
阪
か
ら
連
れ
て
き
た
四
名
（
書
記
・
雑
役
夫
二

名
・
門
番
）
、
着
任
前
に
横
浜
で
雇
い
入
れ
た
イ
ギ
リ
ス
人
警
備
官
一
名
、
お
よ
び
現
地
新
潟
で
雇
っ
た
一
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名
（
夜
警
）
の
計
六
名
で
あ
っ
た
。
し
か
し
七
〇

年
後
半
、
本
省
か
ら
の
指
示
に
よ
り
規
模
縮
小
を

余
儀
な
く
さ
れ
た
。
同
年
十
月
の
時
点
で
は
、
館

員
と
し
て
は
イ
ギ
リ
ス
人
警
備
官
の
ほ
か
、
味
方

尚
作
（
書
記
）
、
真
田
繁
太
郎
（
雑
役
夫
）、
ジ
ス

ケ
（
夜
警
）
の
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る

（

165
）

。
開
設

二
年
弱
の
時
点
で
、
領
事
館
ス
タ
ッ
フ
は
六
名
か

ら
四
名
へ
と
削
減
さ
れ
た
。 

こ
れ
ら
ス
タ
ッ
フ
の
な
か
で
も
、
書
記
の
配
置

に
は
特
別
な
配
慮
が
払
わ
れ
た
。
ト
ゥ
ル
ー
プ
は

七
〇
年
十
月
一
日
付
で
、
本
省
に
対
し
て
「
他
の

日
本
人
ス
タ
ッ
フ
三
名
と
は
別
に
、
書
記
を
雇
用

す
る
経
費
を
認
め
て
い
た
だ
け
る
よ
う
お
願
い
し

た
い
。
当
地
で
は
日
本
語
で
当
局
と
の
業
務
上
の

折
衝
を
行
っ
て
お
り
、
日
本
人
書
記
の
助
力
が
是

非
必
要
で
あ
る
。
何
名
か
試
験
を
行
っ
て
苦
労
の

末
に
現
在
の
有
能
な
書
記
を
見
つ
け
出
し
た
の
で
、

そ
れ
相
当
の
給
与
を
支
払
っ
て
こ
の
書
記
を
確
保

し
、
当
局
と
の
連
絡
・
折
衝
に
当
た
る
こ
と
が
大

い
に
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
も
の
と
考
え
る
。
ど
う
か

承
認
願
い
た
い
」
と
訴
え
て
い
る

（

166
）

。 

ト
ゥ
ル
ー
プ
が
こ
だ
わ
っ
た
日
本
人
書
記
は
、
味
方
尚
作
と
い
う
人
物
で
あ
っ
た
。
一
般
に
、
明
治
初

期
の
外
国
領
事
館
に
奉
職
し
た
日
本
人
ス
タ
ッ
フ
に
注
意
が
払
わ
れ
る
こ
と
は
少
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
味
方
尚
作
の
場
合
に
は
、
地
元
で
重
き
を
置
か
れ
て
い
た
人
物
が
領
事
館
に
お
い
て
、
し
か
も
、
本
国

か
ら
の
領
事
の
片
腕
と
し
て
奉
職
し
た
。
更
に
は
、
そ
の
奉
職
期
間
と
い
う
の
は
、
領
事
館
が
開
設
さ
れ

た
年
か
ら
閉
鎖
さ
れ
た
時
点
に
ま
で
及
ぶ
。
味
方
尚
作
は
、
そ
の
間
の
活
動
を
短
い
記
録
と
し
て
残
し
て

い
る
（「
家
系
本
録
写
」（

167
）

）
こ
れ
は
、
当
該
時
期
の
日
本
に
存
在
し
た
領
事
館
に
お
け
る
現
地
職
員
の
役

割
の
一
例
を
示
す
も
の
と
し
て
貴
重
な
史
料
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
本
章
の
叙
述
を
進
め
る
に
あ
た
っ
て
も
、

イ
ギ
リ
ス
外
務
省
に
あ
る
関
係
文
書
を
補
完
す
る
大
切
な
役
割
を
果
た
し
て
く
れ
る
。
以
降
、
本
章
で
は
、

こ
の
「
家
系
本
録
写
」
を
典
拠
史
料
に
加
え
る
。 

あ
ら
か
じ
め
味
方
の
前
半
生
に
つ
い
て
若
干
触
れ
て
お
く

（

168
）

。
味
方
尚
作
は
幼
名
を
関
右
衛
門
と
い
い
、

古
町
通
に
あ
る
商
人
の
家
に
生
を
受
け
た
。
十
六
歳
に
し
て
父
母
に
請
う
て
新
潟
を
離
れ
、
二
十
歳
で
帰

省
す
る
ま
で
江
戸
で
遊
学
を
続
け
た
。
そ
の
後
は
家
業
を
引
き
継
ぐ
か
た
わ
ら
、
和
歌
を
嗜
み
、
様
々
な

文
士
と
の
交
わ
り
を
深
め
た
。
こ
う
し
た
中
に
は
、
江
戸
の
儒
学
者
で
「
新
潟
繁
昌
記
」
な
ど
を
著
し
た

寺
門
静
軒
や
、
長
州
の
吉
田
松
陰
ら
が
含
ま
れ
る
。
一
八
五
〇
（
嘉
永
三
）
年
に
松
陰
が
越
佐
を
遊
歴
し

た
折
に
、
味
方
は
松
陰
か
ら
一
篇
の
詩
を
与
え
ら
れ
た

（

169
）

。
そ
の
詩
は
、
士
農
工
商
の
別
な
く
学
問
を
通

表 24：味方尚作の略歴 

年 月 西暦 事  項 
年齢

(満) 

文政 6 年 1823 4 月 28 日、商家に生まれる 1 歳 

天保 9 年 1838 江戸に遊学し、以降４年間を過ごす 16 歳 

    

嘉永元年 1848 太物商を興し、綿屋、古手を兼業す 26 歳 

明治元年 1868 観光館において講述数回を行う 46 歳 

明治 2 年 11 月 1869 在新潟イギリス領事館に奉職（１回目） 47 歳 

明治 5 年 10 月 1872 在新潟イギリス領事館の職を免ぜられる 50 歳 

明治 6 年 3 月 1873 小五区小学校句読教師となる（月給８円） 51 歳 

明治 9 年 6 月 1876 西堀校教師を免ぜられる 54 歳 

明治 9 年 7 月 1876 在新潟イギリス領事館に奉職（２回目） 55 歳 

明治 12 年 10 月 1879 在新潟イギリス領事館の職を免ぜられる 57 歳 

明治 34 年 5 月 1901 逝去 79 歳 

出典：味方尚作「家系本録写」 
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じ
て
人
格
を
形
成
し
て
い
く
こ
と
の
尊
さ
を
教
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。 

や
が
て
明
治
維
新
を
迎
え
る
と
、
観
光
館
で
尚
作
は
助
教
に
任
じ
ら
れ
た
。
観
光
館
と
は
、
開
港
後
に

坪
井
良
作
の
建
言
に
よ
り
設
け
ら
れ
、
庶
民
士
族
の
区
別
な
く
教
育
を
授
け
る
場
で
あ
り
、
国
学
・
漢
学

な
ど
の
伝
統
的
な
学
問
を
伝
授
し
た

（

170
）

。
そ
の
観
光
館
で
助
教
に
任
じ
ら
れ
た
味
方
は
、
す
で
に
市
井
の

博
学
者
と
し
て
厚
い
人
望
を
得
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
味
方
は
一
八
六
九
年
十
二
月
十
二
日
（
明

治
二
年
十
一
月
十
日
）
に
イ
ギ
リ
ス
領
事
館
に
奉
職
し
た
。
奉
職
し
た
経
緯
に
つ
い
て
、
味
方
は
「
家
系

本
録
写
」
に
「
東
人
吉
田
食
干
氏
ナ
ル
者
ノ
吹
挙
ニ
依
リ
」
と
記
し
て
い
る
。
時
期
と
し
て
は
、
外
国
商

人
に
よ
る
函
館
へ
の
米
穀
輸
送
を
契
機
と
し
た
居
留
外
国
人
襲
撃
未
遂
の
騒
動
が
発
生
（
同
年
十
一
月
二

十
四
日
）
し
て
か
ら
三
週
間
足
ら
ず
の
時
点
で
あ
る
。
険
悪
な
雰
囲
気
は
、
町
内
に
ま
だ
熱
く
く
す
ぶ
っ

て
い
た
で
あ
ろ
う
。
地
元
住
民
と
居
留
外
国
人
と
の
抜
き
差
し
な
ら
ぬ
緊
迫
が
続
い
て
い
る
状
況
下
で
、

味
方
は
敢
え
て
町
民
と
対
峙
す
る
外
国
公
館
に
身
を
投
じ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
結
局
は
、
新
潟
イ
ギ

リ
ス
領
事
館
が
閉
鎖
さ
れ
る
ま
で
、
味
方
は
同
館
に
奉
職
す
る
こ
と
に
な
る
。 

 

さ
て
、
一
八
六
九
年
八
月
か
ら
一
八
七
一
年
九
月
ま
で
の
二
年
余
に
及
ぶ
こ
の
時
期
の
ト
ゥ
ル
ー
プ
の

新
潟
駐
在
で
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
六
九
年
、
七
〇
年
に
関
し
て
は
、
港
で
の
出
来
事
に
関
連
し
て
こ
れ
ま

で
も
日
本
側
の
史
料
に
残
り
、
そ
れ
ら
が
地
方
史
の
研
究
に
も
活
用
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
七
一
年
の
ト

ゥ
ル
ー
プ
の
活
動
は
ほ
ぼ
不
明
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
以
降
は
、
そ
も
そ
も
イ
ギ
リ
ス
領
事
館
に
つ
い
て
明

ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
自
体
が
わ
ず
か
と
な
る
。
だ
が
イ
ギ
リ
ス
外
務
省
文
書
を
紐
解
け
ば
、
こ
れ
ら

が
明
ら
か
と
な
る
。 

七
一
年
の
ト
ゥ
ル
ー
プ
に
与
え
ら
れ
た
最
初
の
大
き
な
任
務
は
、
富
山
藩
及
び
大
聖
寺
藩
へ
の
出
張
で

あ
っ
た

（

171
）

。
こ
れ
は
一
八
六
七
年
に
長
崎
で
発
覚
し
た
浦
上
四
番
崩
れ
に
関
連
す
る
。
こ
の
年
に
キ
リ
ス

ト
教
へ
の
信
仰
を
明
か
し
た
信
者
ら
へ
の
江
戸
幕
府
に
よ
る
迫
害
は
、
明
治
維
新
の
後
、
新
政
府
に
引
き

継
が
れ
た
。
信
者
ら
は
、
西
日
本
各
地
の
藩
領
へ
分
散
し
て
移
送
さ
れ
た
。
そ
の
う
ち
最
も
遠
方
に
移
送

さ
れ
た
キ
リ
シ
タ
ン
が
富
山
藩
・
大
聖
寺
藩
に
移
さ
れ
た
一
団
だ
っ
た
の
で
あ
る
。 

列
強
各
国
の
公
使
は
、
こ
の
流
罪
の
事
実
、
及
び
そ
れ
に
伴
う
信
者
へ
の
虐
待
・
拷
問
を
非
難
し
て
い

た
。
そ
の
よ
う
な
な
か
、
パ
ー
ク
ス
は
ト
ゥ
ル
ー
プ
に
対
し
て
、
実
際
に
こ
れ
ら
信
者
が
ど
の
よ
う
に
扱

わ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
現
地
へ
赴
い
て
調
査
す
る
よ
う
指
示
し
た
の
で
あ
っ
た
。
七
一
年
四
月
三
日

（
明
治
四
年
二
月
十
四
日
）
に
新
潟
を
発
っ
た
ト
ゥ
ル
ー
プ
は
、
四
月
中
旬
か
ら
下
旬
に
か
け
て
両
藩
で

調
査
を
行
っ
た
。
そ
し
て
、
新
潟
帰
着
後
、
公
使
館
へ
報
告
し
た
。
早
春
の
ま
だ
寒
気
が
漂
う
時
期
の
厳

し
い
用
務
を
伴
う
出
張
は
、
陸
路
に
よ
る
往
復
と
も
相
ま
っ
て
ト
ゥ
ル
ー
プ
の
肉
体
に
相
当
大
き
な
負
荷

を
与
え
た
よ
う
で
あ
る
。
帰
路
、
直
江
津
か
ら
柏
崎
に
至
る
途
中
の
柿
崎
で
、
ト
ゥ
ル
ー
プ
は
病
に
伏
し

た
（

172
）

。
新
潟
県
庁
か
ら
は
、
富
島
貞
一
及
び
通
弁
の
秋
田
政
太
郎
が
、
四
月
下
旬
、
柿
崎
へ
急
派
さ
れ
た
。

や
が
て
ト
ゥ
ル
ー
プ
は
快
方
に
向
か
い
、
五
月
一
日
に
は
柿
崎
を
発
っ
た
。 

そ
の
後
、
新
潟
に
到
着
し
た
ト
ゥ
ル
ー
プ
は
、
出
張
か
ら
戻
っ
て
一
週
間
程
度
を
経
た
五
月
十
一
日
、

今
度
は
私
的
用
務
の
た
め
に
横
浜
に
向
か
っ
た

（

173
）

。
こ
の
事
情
に
つ
い
て
、
パ
ー
ク
ス
が
「
ト
ゥ
ル
ー
プ

は
七
〇
年
に
は
休
暇
を
申
請
し
て
い
た
の
だ
が
、
そ
の
時
点
で
は
入
省
し
て
ま
だ
七
年
で
あ
っ
た
し
、
私
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と
し
て
は
、
彼
が
し
ば
ら
く
日
本
で
勤
務
を
続
け
る
こ
と
を
望
ん
だ
。
彼
は
こ
れ
を
承
知
し
て
く
れ
、
こ

の
機
会
に
、
長
ら
く
婚
約
し
て
い
た
女
性
を
新
潟
に
招
く
こ
と
に
な
っ
た
。
新
潟
か
ら
函
館
に
転
任
す
る

少
し
前
で
あ
っ
た
」
と
記
し
た
翌
七
二
年
六
月
三
日
の
メ
モ
が
残
っ
て
い
る

（

174
）

。
ま
た
、「
家
系
本
録
写
」

で
は
「
明
治
四
年
辛
未
年
四
月
、
又
タ
妻
君
ヲ
為
迎
氏
ト
倶
ニ
横
浜
湊
」
へ
向
か
っ
た
、
と
記
さ
れ
て
い

る
。 そ

し
て
ま
た
、
婚
約
者
を
出
迎
え
た
後
の
ト
ゥ
ル
ー
プ
が
横
浜
か
ら
新
潟
に
戻
る
帰
路
に
あ
っ
た
頃
、

新
潟
で
は
大
き
な
事
件
が
起
こ
っ
て
い
た
。
七
一
年
六
月
十
二
日
（
明
治
四
年
四
月
二
十
五
日
）
午
前
二

時
頃
、
新
潟
英
語
学
校
に
教
師
と
し
て
雇
わ
れ
て
い
た
イ
ギ
リ
ス
人
キ
ン
グ
（E

d
w

a
rd

 H
e
ch

t K
in

g

）

が
宿
舎
の
正
福
寺
で
何
者
か
に
襲
わ
れ
、
刀
で
数
か
所
を
切
り
つ
け
ら
れ
重
傷
を
負
っ
た
。
通
報
を
受
け

た
県
庁
は
、
す
ぐ
に
キ
ン
グ
の
も
と
に
駆
け
つ
け
て
容
態
を
見
舞
う
と
と
も
に
、
市
内
各
所
に
兵
や
役
人

を
緊
急
配
備
し
て
人
々
の
往
来
を
制
限
し
た
。
以
降
、県
内
全
域
で
大
規
模
な
犯
人
捜
査
が
開
始
さ
れ
た
。

キ
ン
グ
の
治
療
に
は
、
当
初
は
地
元
医
師
の
竹
山
屯
ら
が
あ
た
っ
た
が
、
至
急
イ
ギ
リ
ス
公
使
館
付
き
医

師
ウ
ィ
ー
ラ
ー
（E

d
w

in
 W

h
e
e
le

r

）
が
東
京
か
ら
派
遣
さ
れ
て
き
た
。
ト
ゥ
ル
ー
プ
は
、
事
件
発
生
か

ら
三
日
後
の
六
月
十
五
日
に
新
潟
に
帰
着
し
た
。
そ
し
て
、
キ
ン
グ
本
人
か
ら
の
事
情
聴
取
を
行
っ
た
ほ

か
、
犯
人
捜
索
に
関
し
て
、
あ
る
い
は
そ
の
後
の
キ
ン
グ
の
江
戸
へ
の
移
送
な
ど
に
関
し
て
、
日
本
側
と

の
連
絡
に
あ
た
っ
た
。 

日
本
政
府
は
、
新
潟
か
ら
事
件
の
連
絡
を
受
け
た
翌
日
に
は
嵯
峨
大
納
言
、
澤
外
務
卿
、
副
島
参
議
の

三
名
が
公
使
館
を
訪
ね
、
事
件
に
つ
い
て
謝
罪
し
、
併
せ
て
犯
人
の
徹
底
捜
査
を
約
束
し
た
。
実
際
、
中

央
政
府
か
ら
刑
部
省
、
外
務
省
、
更
に
は
太
政
官
の
官
員
ら
が
現
地
新
潟
に
派
遣
さ
れ
、
事
件
調
査
や
捜

査
指
揮
等
を
行
っ
た
。
だ
が
、
巨
額
の
経
費
と
捜
索
人
員
を
費
や
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
結
局
キ
ン
グ

襲
撃
の
犯
人
を
逮
捕
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
事
件
は
迷
宮
入
り
し
た

（

175
）

。
政
府
と
イ
ギ
リ
ス
公
使
館
は
、

当
初
、
こ
の
事
件
の
動
機
が
外
国
人
へ
の
攘
夷
で
あ
る
こ
と
を
念
頭
に
置
い
た
が
、
や
が
て
、
犯
行
に
政

治
思
想
的
背
景
は
な
い
だ
ろ
う
、
と
い
う
判
断
に
傾
い
て
い
っ
た
。
キ
ン
グ
は
新
潟
英
学
校
で
生
徒
に
対

し
て
体
罰
を
加
え
る
な
ど
評
判
が
悪
く
、
日
頃
の
素
行
に
も
問
題
が
あ
っ
た
。 

こ
の
一
八
七
一
年
、
港
で
の
貿
易
は
す
で
に
滞
っ
て
お
り
、
船
舶
の
出
入
り
に
関
す
る
業
務
は
少
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
ト
ゥ
ル
ー
プ
は
、
こ
の
こ
と
と
は
別
に
、
出
張
、
事
件
対
処
に
加
え
て
私
的
事

情
も
重
な
り
、
実
は
多
忙
な
日
々
を
新
潟
で
送
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。 

 
 （

３
）
暫
定
閉
鎖 

 

一
八
七
一
年
九
月
、
ト
ゥ
ル
ー
プ
は
函
館
へ
の
転
任
を
命
ぜ
ら
れ
、
こ
の
こ
と
を
県
庁
に
告
げ
た

（

176
）

。

こ
の
時
点
で
は
、
彼
の
後
任
の
す
ぐ
の
赴
任
は
見
込
め
ず
、
そ
の
交
代
要
員
の
新
潟
着
任
は
、
な
し
崩
し

的
に
遅
れ
た
。
そ
の
事
情
は
、
イ
ギ
リ
ス
外
務
省
文
書
を
紐
解
け
ば
以
下
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。 

 

明
治
新
政
府
が
歩
み
を
始
め
る
頃
、
日
本
駐
在
の
イ
ギ
リ
ス
外
交
官
の
陣
容
は
手
薄
に
な
っ
て
い
た
。

イ
ギ
リ
ス
外
交
官
の
下
賜
休
暇
（
帰
国
休
暇
）
は
在
勤
十
年
が
目
途
と
さ
れ
て
お
り
、
日
本
の
開
港
に
伴

っ
て
充
実
が
図
ら
れ
て
き
た
ス
タ
ッ
フ
は
、
日
本
国
内
の
激
動
が
ひ
と
段
落
し
た
こ
と
と
相
ま
っ
て
、
こ

の
頃
に
休
暇
を
取
得
す
る
者
が
相
次
い
だ
。
公
使
で
あ
る
パ
ー
ク
ス
自
身
、
七
一
年
春
か
ら
、
彼
の
日
本
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在
任
で
初
め
て
の
賜
暇
を
得
て
お
り
、
書
記
官
ア
ダ
ム
ス
が
公
使
代
理
を
つ
と
め
て
い
た
。
ラ
ウ
ダ
ー
ら

も
イ
ギ
リ
ス
で
休
暇
中
で
あ
る
う
え
に
、
同
年
十
月
か
ら
休
暇
に
入
る
者
が
二
名
、
そ
の
他
に
も
健
康
上

の
理
由
で
休
暇
を
申
し
出
て
い
る
者
も
い
た
。
公
使
代
理
ア
ダ
ム
ス
は
、
本
省
と
連
絡
を
取
り
な
が
ら
大

幅
な
人
事
異
動
を
検
討
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。 

 

そ
の
中
で
、
領
事
官
が
一
名
し
か
い
な
い
函
館
に
お
い
て
、
そ
の
領
事
ユ
ー
ス
デ
ン
が
同
年
十
月
か
ら

休
暇
に
入
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
九
月
下
旬
、
ト
ゥ
ル
ー
プ
は
本
省
の
正
式
な
決
定
を
待
た
ず
に
、

新
潟
か
ら
函
館
に
向
か
う
よ
う
公
使
館
か
ら
指
示
を
受
け
た
の
で
あ
っ
た
。
ト
ゥ
ル
ー
プ
は
領
事
館
の
書

類
等
の
保
管
を
県
庁
に
依
頼
し
、
新
潟
を
去
っ
た
。
現
実
に
函
館
を
ま
っ
た
く
不
在
に
は
で
き
な
い
、
と

い
う
の
が
公
使
館
の
判
断
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

し
か
し
、
ト
ゥ
ル
ー
プ
の
後
任
は
す
ぐ
に
は
新
潟
へ
来
な
か
っ
た
。
後
任
人
事
が
手
間
取
っ
て
い
た
か

ら
で
あ
る
。
全
体
の
人
事
異
動
を
決
定
す
る
に
は
ま
だ
時
間
が
か
か
っ
た
。
ア
ダ
ム
ス
は
本
省
と
協
議
を

重
ね
た
。
一
八
七
一
年
十
月
七
日
に
は
本
省
に
対
し
て
「
新
潟
に
は
現
在
誰
も
お
ら
ず
、
後
任
に
は
エ
ン

ス
リ
ー
を
指
名
し
た
も
の
の
、
現
在
彼
が
駐
在
す
る
兵
庫
・
大
阪
は
休
暇
に
入
る
者
も
お
り
手
薄
で
、
す

ぐ
に
は
彼
を
転
任
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
伝
え
た

（

177
）

。
ま
た
、
こ
れ
と
重
な
る
時
期
、
兵
庫
・
大

阪
で
は
、
現
地
の
イ
ギ
リ
ス
人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
よ
っ
て
、
エ
ン
ス
リ
ー
が
同
地
で
引
き
続
き
任
務
に
あ

た
る
よ
う
公
使
館
に
働
き
か
け
て
い
た

（

178
）

。
あ
る
い
は
こ
の
こ
と
も
、
エ
ン
ス
リ
ー
の
転
任
決
定
が
ず
れ

込
ん
だ
理
由
の
一
つ
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。 

 

さ
て
、
十
月
二
十
一
日
、
ア
ダ
ム
ス
は
「
ト
ゥ
ル
ー
プ
に
よ
れ
ば
、
新
潟
で
は
イ
ギ
リ
ス
の
利
害
が
か

ら
む
事
柄
は
少
な
く
、
す
ぐ
に
後
任
者
が
赴
任
せ
ず
と
も
問
題
な
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。
新
潟
領
事
代
理

は
エ
ン
ス
リ
ー
と
す
べ
き
か
、
そ
れ
と
も
他
の
者
に
す
べ
き
か
、
今
年
中
に
は
電
信
で
指
示
願
い
た
い
」

と
本
省
に
伝
え
た

（

179
）

。
こ
れ
を
受
け
て
、
イ
ギ
リ
ス
外
務
省
は
休
暇
中
の
パ
ー
ク
ス
の
意
見
も
求
め
な
が

ら
、
よ
う
や
く
一
八
七
二
年
一
月
、
エ
ン
ス
リ
ー
の
新
潟
転
任
を
最
終
決
定
し
た
。 

 

こ
う
し
た
事
情
か
ら
、
勝
楽
寺
に
あ
る
イ
ギ
リ
ス
領
事
館
は
し
ば
ら
く
本
国
か
ら
の
官
員
が
不
在
と
な

っ
た
。
し
か
し
、
領
事
館
用
ス
ペ
ー
ス
の
賃
借
は
継
続
さ
れ
、
地
元
の
書
記
・
味
方
尚
作
ら
が
そ
の
管
理

に
あ
た
っ
た

（

180
）

。 

エ
ン
ス
リ
ー
の
新
潟
赴
任
は
、
一
八
七
二
年
五
月
二
十
七
日
で
あ
っ
た

（

181
）

。
こ
こ
に
ト
ゥ
ル
ー
プ
離
港

以
来
の
、
ひ
と
冬
の
駐
在
外
交
官
不
在
が
解
消
さ
れ
た
。 

イ
ギ
リ
ス
外
務
省
文
書
の
記
録
に
よ
れ
ば
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
エ
ン
ス
リ
ー
は
一
八
六
一
年
二
月
に
公
使

館
の
オ
ラ
ン
ダ
語
通
訳
と
し
て
採
用
さ
れ
た
。
開
国
ま
も
な
い
頃
、
日
本
で
は
英
語
を
使
え
る
者
は
少
な

く
、
英
語
話
者
と
日
本
人
が
話
し
合
う
際
に
は
、
オ
ラ
ン
ダ
語
を
介
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
英
語‐

オ

ラ
ン
ダ
語
、
そ
し
て
オ
ラ
ン
ダ
語‐

日
本
語
と
二
度
の
通
訳
を
介
し
て
お
互
い
の
意
思
を
通
じ
合
っ
て
い

た
。
や
が
て
そ
う
し
た
時
期
が
去
る
と
、
エ
ン
ス
リ
ー
は
他
の
同
僚
と
同
じ
扱
い
で
の
外
交
官
活
動
に
入

っ
て
い
っ
た
。
一
八
六
六
年
か
ら
は
箱
館
勤
務
を
経
験
し
、
そ
の
後
、
新
潟
赴
任
の
直
前
に
は
兵
庫
・
大

阪
領
事
館
で
副
領
事
代
理
を
つ
と
め
た
。 

 

エ
ン
ス
リ
ー
が
赴
任
し
た
時
期
の
新
潟
港
は
、
す
で
に
外
国
貿
易
が
停
滞
し
て
い
た
。
新
潟
に
イ
ギ
リ

ス
居
留
民
は
お
ら
ず
、
外
国
船
の
入
港
も
わ
ず
か
で
あ
っ
た
。
短
い
赴
任
期
間
の
エ
ン
ス
リ
ー
だ
っ
た
が
、
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彼
の
任
期
は
小
蒸
気
船
「
新
潟
丸
」
の
運
航
が
開
始
さ
れ
る
時
期
と
重
な
っ
た
。
新
潟
丸
は
「
新
潟
佐
州

夷
港
外
国
人
居
留
取
極
」
の
第
三
条
に
基
づ
い
て
、
新
潟
港
と
そ
の
補
助
港
で
あ
る
夷
港
と
の
貨
物
と
旅

客
の
運
送
の
た
め
に
日
本
政
府
が
配
置
し
た
も
の
だ
っ
た

（

182
）

。
赴
任
し
て
約
ひ
と
月
の
七
二
年
七
月
一
日
、

エ
ン
ス
リ
ー
は
、
小
蒸
気
船
「
新
潟
丸
」
の
使
用
規
則
に
関
す
る
ド
イ
ツ
領
事
ラ
イ
ス
ナ
ー
と
平
松
県
令

と
の
交
渉
に
加
わ
っ
た
。
新
潟
丸
の
諸
元
に
つ
い
て
詳
細
を
承
知
し
、
賃
料
な
ど
の
使
用
条
件
を
協
議
す

る
た
め
で
あ
る
。
そ
の
後
、
平
松
県
令
が
ま
も
な
く
転
任
と
な
っ
た
た
め
、
新
た
に
県
令
と
し
て
着
任
し

た
楠
本
正
隆
と
更
に
交
渉
を
重
ね
、
同
年
九
月
七
日
（
明
治
五
年
八
月
五
日
）、「
蒸
気
船
新
潟
丸
運
送
規

則
」
が
合
意
さ
れ
た

（

183
）

。 

イ
ギ
リ
ス
公
使
館
が
一
八
七
二
年
の
各
領
事
か
ら
の
商
業
報
告
を
ま
と
め
た
も
の
の
な
か
に
は
、
新
潟

に
お
い
て
エ
ン
ス
リ
ー
が
七
二
年
八
月
一
日
付
で
公
使
館
に
宛
て
た
報
告
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、

当
該
年
の
半
ば
す
ぎ
に
す
で
に
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
本
来
の
年
次
報
告
で
は
な
い

（

184
）

。
し
か
し
な
が

ら
、
当
時
の
新
潟
港
を
め
ぐ
る
状
況
を
的
確
か
つ
詳
細
に
ま
と
め
た
も
の
と
評
価
で
き
よ
う
。
報
告
は
長

大
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
以
下
、
筆
者
の
要
約
に
よ
り
そ
の
概
要
を
示
す
。 

 

新
潟
町
は
越
後
で
最
大
の
町
で
あ
り
、
行
政
の
中
心
地
で
あ
る
。
し
か
も
出
羽
か
ら
加
賀
に
至
る
豊
か

な
地
域
の
中
央
に
位
置
し
、
内
陸
方
面
に
向
か
っ
て
多
方
面
へ
伸
び
る
水
路
が
発
達
し
て
い
る
。
鉱
物
資

源
の
豊
富
さ
は
資
本
と
才
覚
が
あ
る
者
の
関
心
を
そ
そ
ら
ず
に
は
い
な
い
。
米
の
移
出
量
は
多
大
で
、様
々

な
生
産
地
と
の
距
離
は
横
浜
よ
り
も
近
い
。
会
津
の
鉱
山
、
越
後
の
茶
、
出
羽
・
奥
州
の
生
糸
と
い
っ
た

産
業
は
発
達
し
つ
つ
あ
る
。 

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
は
、
新
潟
が
着
実
に
発
展
の
道
を
歩
ん
で
も
不
思
議
で
は
な
い
の
だ
が
、
実
際
に

は
新
潟
に
お
け
る
外
国
貿
易
は
減
少
し
て
い
る
。
そ
し
て
ま
も
な
く
終
わ
り
を
告
げ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の

原
因
は
、
誰
も
が
容
易
に
指
摘
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
信
濃
川
河
口
の
浅
瀬
で
あ
り
、
港
に
適

当
な
碇
泊
地
が
な
い
こ
と
で
あ
る
。 

港
は
、
外
国
船
に
限
ら
ず
日
本
の
平
底
船
で
さ
え
安
全
が
確
保
で
き
な
い
。
こ
の
こ
と
は
船
主
、
代
理

店
、
保
険
会
社
に
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
外
国
船
の
寄
港
は
昨
年
六
月
が
最
後
で
あ
り
、
船
長
た
ち
は
新

潟
に
入
港
す
る
危
険
を
冒
す
の
を
嫌
っ
て
い
る
。
横
浜
か
ら
新
潟
へ
航
行
し
て
も
よ
い
、
と
意
思
表
示
し

た
船
長
が
い
た
が
、
そ
れ
は
ロ
ン
ド
ン
へ
の
航
行
よ
り
も
高
い
運
送
料
が
条
件
で
あ
っ
た
、
と
い
う
話
し

も
あ
る
。
保
険
会
社
は
新
潟
港
へ
の
航
行
に
対
し
て
厳
し
い
姿
勢
で
臨
ん
で
い
る
。
信
濃
川
の
左
岸
に
土

砂
の
堆
積
が
進
ん
で
い
る
こ
と
は
、
地
元
の
商
人
ら
に
と
っ
て
も
大
き
な
不
安
で
あ
る
。 

ま
た
、
新
潟
港
で
の
船
荷
の
陸
揚
げ
も
危
険
で
経
費
が
嵩
む
。
好
天
で
も
浅
瀬
を
越
え
ら
れ
な
い
こ
と

が
し
ば
し
ば
で
、
荷
船
と
人
夫
に
か
か
る
経
費
は
、
他
の
条
件
の
良
い
港
よ
り
も
高
く
つ
く
。
浅
瀬
の
リ

ス
ク
は
保
険
の
対
象
と
な
ら
な
い
。 

佐
渡
の
夷
港
に
は
運
上
所
の
職
員
が
常
駐
し
て
い
る
が
、
様
々
な
欠
点
が
あ
り
、
補
助
港
の
役
割
を
果

た
す
の
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
新
潟
港
と
の
約
三
十
マ
イ
ル
を
小
船
で
人
や
貨
物
を
運
ぶ
こ
と
は
危
険
で
あ

る
し
、
保
険
も
か
か
ら
な
い
。
取
極
に
基
づ
く
小
蒸
気
船
は
よ
う
や
く
運
用
開
始
と
な
っ
た
が
、
馬
力
は

小
さ
く
浅
瀬
を
越
え
る
に
は
不
安
が
あ
る
。
ま
た
一
隻
で
は
便
が
悪
く
、
や
は
り
保
険
が
か
か
ら
な
い
。
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二
つ
の
港
に
施
設
を
維
持
し
、
あ
る
い
は
船
や
人
夫
の
手
配
を
行
う
に
は
、
そ
の
分
だ
け
経
費
も
時
間
も

余
計
に
か
か
る
。
し
か
も
佐
渡
と
新
潟
は
行
政
管
轄
が
別
で
手
続
き
が
煩
わ
し
い
。
佐
渡
自
体
で
の
輸
出
・

輸
入
は
ま
っ
た
く
期
待
で
き
な
い
。 

新
潟
と
の
間
で
貨
物
を
輸
送
す
る
手
段
と
し
て
は
、
横
浜
で
あ
れ
ば
陸
路
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
道

路
事
情
が
悪
い
う
え
、
経
費
・
遅
延
の
恐
れ
・
リ
ス
ク
と
も
、
海
運
と
比
較
し
て
決
し
て
有
利
と
は
言
え

な
い
。
保
険
も
か
か
ら
な
い
。
陸
路
で
の
輸
送
に
関
し
て
は
、
地
域
事
情
を
知
り
抜
い
て
い
る
日
本
の
商

人
が
圧
倒
的
に
有
利
と
な
る
。
新
潟
と
横
浜
で
は
商
品
の
価
格
差
が
大
き
い
の
で
、
日
本
商
人
の
や
り
方

で
あ
れ
ば
様
々
な
経
費
を
吸
収
し
て
利
益
を
出
す
こ
と
が
可
能
だ
が
、
外
国
商
人
に
は
そ
れ
は
望
め
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
陸
路
・
海
路
と
も
、
価
格
が
低
い
か
ら
と
言
っ
て
外
国
商
人
が
新
潟
で
商
品
買
付
を
行
う

こ
と
は
極
め
て
考
え
づ
ら
い
。
外
国
か
ら
の
輸
入
に
関
し
て
も
事
情
は
同
じ
で
あ
る
。
新
潟
に
は
旺
盛
な

需
要
が
あ
る
が
、
外
国
商
人
に
と
っ
て
は
常
識
的
な
コ
ス
ト
の
輸
送
手
段
が
な
い
。
そ
の
た
め
、
繊
維
品
・

砂
糖
・
釘
鉄
な
ど
の
輸
入
品
は
、
す
で
に
日
本
商
人
が
新
潟
で
大
量
に
扱
っ
て
い
る
。 

さ
て
、
新
潟
の
港
運
と
発
展
に
関
心
が
あ
る
者
は
、
こ
の
よ
う
な
事
情
を
熟
知
し
て
お
り
、
信
濃
川
の

状
況
を
何
と
か
改
善
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
も
流
路
の
改
良
工
事
な
ど
が
試
み
ら
れ
て
き
た

が
成
功
し
て
い
な
い
。
そ
の
一
方
で
、
内
陸
部
の
堤
防
が
貧
弱
な
た
め
、
河
川
の
氾
濫
を
防
ぐ
効
果
的
な

手
段
が
な
い
政
府
は
、
大
規
模
な
分
水
工
事
を
開
始
し
て
い
る
。
信
濃
川
下
流
部
の
川
水
が
大
幅
に
減
少

す
れ
ば
、
河
口
の
土
砂
堆
積
は
当
然
更
に
進
む
こ
と
に
な
り
、
港
は
破
滅
的
な
状
態
に
な
る
で
あ
ろ
う
。 

新
潟
を
「
西
海
岸
の
条
約
港
」
の
名
に
ふ
さ
わ
し
い
港
に
す
る
に
は
、
と
に
か
く
河
口
の
浅
瀬
を
除
去

す
る
こ
と
で
あ
る
。
分
水
工
事
な
ど
は
即
座
に
中
止
し
、
夷
港
は
閉
鎖
し
、
そ
れ
ら
に
つ
ぎ
込
ま
れ
て
い

た
資
金
、
及
び
新
潟
と
そ
の
周
辺
の
住
民
へ
の
少
額
の
課
税
を
元
手
と
し
て
、
浅
瀬
を
除
去
す
る
た
め
の

工
事
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。 

新
潟
港
を
閉
鎖
し
て
他
の
港
を
外
国
貿
易
に
開
い
た
ら
ど
う
か
、
と
い
う
議
論
を
耳
に
す
る
こ
と
が
あ

る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
新
潟
開
港
を
決
定
す
る
際
に
十
分
に
検
討
さ
れ
た
こ
と
で
あ
り
、
専
門
技
術
と

資
金
と
が
少
し
加
わ
れ
ば
、
主
要
港
湾
と
し
て
繁
栄
し
得
る
条
件
を
備
え
て
い
る
の
は
、
や
は
り
新
潟
で

あ
る
。
港
が
現
在
の
状
態
の
ま
ま
で
放
置
さ
れ
、
し
か
も
信
濃
川
分
水
路
が
完
成
し
て
し
ま
え
ば
、
新
潟

港
は
わ
ず
か
数
年
で
破
綻
を
き
た
し
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
交
易
に
ま
っ
た
く
適
さ
な
い
と
見

做
さ
れ
た
新
潟
か
ら
は
、
現
在
居
留
し
て
い
る
わ
ず
か
な
外
国
人
も
皆
立
ち
去
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。 

 

以
上
の
報
告
を
受
け
た
の
は
、
ア
ダ
ム
ス
を
引
き
継
い
で
公
使
代
理
の
任
に
あ
た
っ
て
い
た
書
記
官
ワ

ト
ソ
ン
（W

a
tso

n

）
で
あ
っ
た
。
ワ
ト
ソ
ン
は
、
早
速
、
新
潟
を
訪
問
し
た
。
そ
し
て
、
港
の
現
状
を
確

認
し
、
新
潟
領
事
館
は
現
状
の
体
制
を
維
持
す
る
必
要
は
な
い
、
と
の
結
論
を
出
す
の
で
あ
っ
た
。
以
下

は
、
本
省
に
宛
て
た
七
二
年
九
月
三
日
付
の
、
そ
の
報
告
で
あ
る

（

185
）

。 

「
八
月
二
十
日
午
前
、
英
国
艦
サ
ラ
ミ
ス
号
で
新
潟
に
到
着
し
た
。
し
か
し
浅
瀬
を
横
切
る
こ
と
が
で

き
ず
、
ま
た
、
ま
っ
た
く
の
好
天
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
小
舟
で
浅
瀬
を
越
え
る
こ
と
が
危
険

と
思
わ
れ
た
。
そ
こ
で
、
注
意
を
喚
起
す
る
た
め
銃
を
発
砲
し
た
。
二
時
間
後
に
エ
ン
ス
リ
ー
氏
が

艀
船
で
サ
ラ
ミ
ス
号
に
近
づ
き
、
よ
う
や
く
彼
と
と
も
に
新
潟
に
上
陸
し
た
。
こ
の
よ
う
な
底
の
平
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た
い
艀
船
で
さ
え
入
港
時
に
一
回
、
出
港
時
に
は
二
回
、
浅
瀬
に
乗
り
上
げ
か
け
た
。
エ
ン
ス
リ
ー

氏
が
「
現
在
、
新
潟
で
領
事
と
し
て
果
た
す
べ
き
業
務
は
な
い
し
、
今
後
も
そ
の
よ
う
な
業
務
が
生

じ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
お
伝
え
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
私
は

こ
の
エ
ン
ス
リ
ー
氏
の
言
葉
に
何
も
付
け
加
え
る
こ
と
は
な
い
。
新
潟
領
事
館
の
維
持
の
た
め
に
費

や
し
て
い
る
年
間
一
、
一
三
〇
ポ
ン
ド
は
不
要
で
あ
る
し
、
エ
ン
ス
リ
ー
氏
に
も
別
の
場
所
で
活
躍

し
て
も
ら
っ
た
ほ
う
が
有
益
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。 

新
潟
港
の
発
展
を
阻
む
浅
瀬
の
除
去
を
行
う
か
ど
う
か
は
、
日
本
政
府
の
判
断
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
は
こ
れ
ま
で
何
度
も
指
摘
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
政
府
は
莫
大
な
費
用
が
見
込
ま
れ

る
こ
の
工
事
に
着
手
し
よ
う
と
し
な
い
。
そ
こ
で
、
新
潟
の
領
事
館
は
一
時
的
に
引
き
揚
げ
て
し
ま

い
、
必
要
が
生
じ
た
ら
ま
た
誰
か
を
派
遣
す
る
こ
と
と
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
」 

新
潟
領
事
館
の
処
理
に
あ
た
っ
て
は
、
港
そ
の
も
の
に
対
す
る
判
断
に
加
え
て
、
も
う
一
つ
考
慮
さ
れ

る
べ
き
要
素
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
「
新
潟
領
事
」
ラ
ウ
ダ
ー
の
存
在
で
あ
る
。 

 

ラ
ウ
ダ
ー
は
、
初
代
領
事
と
し
て
新
潟
に
駐
在
し
た
後
、
横
浜
勤
務
を
経
て
二
年
近
く
イ
ギ
リ
ス
で
休

暇
を
取
得
し
て
い
た

（

186
）

。
イ
ギ
リ
ス
外
務
省
文
書
に
沿
っ
て
、
更
に
そ
の
後
の
ラ
ウ
ダ
ー
を
追
う
と
、
七

二
年
五
月
、
妻
と
子
一
人
と
と
も
に
イ
ギ
リ
ス
か
ら
出
航
し
、
同
年
七
月
に
は
再
び
日
本
に
あ
っ
た
。
ラ

ウ
ダ
ー
は
イ
ギ
リ
ス
で
休
暇
中
に
法
廷
弁
護
士
の
資
格
を
取
得
し
、
法
律
を
専
門
と
し
た
キ
ャ
リ
ア
に
意

欲
を
燃
や
し
て
い
た
。
ま
た
、
日
本
に
戻
る
と
、
ラ
ウ
ダ
ー
は
、
明
治
政
府
か
ら
横
浜
税
関
の
顧
問
就
任

と
い
う
オ
フ
ァ
ー
を
受
け
た
。
だ
が
公
使
館
の
意
向
は
、
ラ
ウ
ダ
ー
を
ま
ず
本
来
の
職
務
地
で
あ
る
新
潟

に
戻
す
こ
と
だ
っ
た
。
ラ
ウ
ダ
ー
に
と
っ
て
は
、
も
は
や
新
潟
駐
在
に
戻
る
と
い
う
選
択
肢
は
な
か
っ
た

よ
う
で
あ
る
。
熟
慮
の
末
、
ラ
ウ
ダ
ー
は
九
月
五
日
、
ワ
ト
ソ
ン
に
対
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
外
交
官
の
職
を

辞
す
る
こ
と
を
伝
え
た

（

187
）

。
ラ
ウ
ダ
ー
が
こ
の
よ
う
に
身
を
処
し
た
こ
と
で
、
新
潟
領
事
の
職
名
を
有
す

る
現
職
を
ど
の
よ
う
に
処
遇
す
る
か
、
と
い
う
問
題
が
消
滅
し
た
こ
と
に
な
る
。 

ワ
ト
ソ
ン
は
、
前
述
の
新
潟
訪
問
の
報
告
を
行
っ
て
ま
も
な
く
の
九
月
十
二
日
、
改
め
て
本
省
に
対
し

て
「
新
潟
は
副
領
事
館
に
格
下
げ
し
た
い
。
ど
の
よ
う
に
考
え
て
も
新
潟
に
領
事
ポ
ス
ト
が
必
要
と
は
思

え
な
い
。
当
面
は
、
新
潟
に
は
領
事
官
の
派
遣
は
不
要
で
あ
る
」
と
正
式
に
伝
え
た

（

188
）

。
や
が
て
本
省
は

こ
れ
を
了
解
し
た
。 

 

こ
れ
に
先
立
つ
九
月
六
日
、
ワ
ト
ソ
ン
は
エ
ン
ス
リ
ー
に
対
し
て
「
都
合
が
つ
く
限
り
早
急
に
大
阪
へ

転
任
さ
れ
た
い
。
警
備
官
は
新
潟
に
残
し
て
も
よ
い
し
、
江
戸
へ
行
く
よ
う
貴
君
の
判
断
で
命
じ
て
も
よ

い
。
イ
ギ
リ
ス
の
利
益
に
関
わ
る
こ
と
が
今
後
と
も
新
潟
で
生
じ
う
る
と
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
貴
地
に

滞
在
す
る
西
洋
人
紳
士
二
名
の
う
ち
い
ず
れ
か
に
そ
の
任
務
を
委
ね
る
よ
う
に
」
と
指
示
し
た

（

189
）

。
赴
任

の
際
に
は
新
潟
行
き
を
敬
遠
す
る
様
子
を
見
せ
た
エ
ン
ス
リ
ー
だ
が
、
今
度
は
早
く
も
九
月
十
六
日
に
新

潟
県
庁
へ
離
任
の
通
知
を
行
っ
た

（

190
）

。
こ
の
時
点
で
新
潟
に
滞
在
し
て
い
た
西
洋
人
は
わ
ず
か
で
、
宣
教

師
と
県
雇
用
の
数
名
を
除
け
ば
、
ド
イ
ツ
商
人
の
ラ
イ
ス
ナ
ー
と
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
二
名
で
あ
る
。
エ
ン
ス

リ
ー
は
、
こ
の
二
名
の
う
ち
ド
イ
ツ
領
事
を
兼
任
し
て
い
る
ラ
イ
ス
ナ
ー
に
領
事
事
務
を
委
任
し
た
。
九

月
三
十
日
、
エ
ン
ス
リ
ー
は
、
以
降
イ
ギ
リ
ス
船
が
新
潟
に
入
港
し
た
場
合
に
手
続
き
上
必
要
と
な
る
書

類
・
用
紙
類
、
そ
れ
に
領
事
館
の
公
印
を
ラ
イ
ス
ナ
ー
に
預
け
た

（

191
）

。
エ
ン
ス
リ
ー
は
や
が
て
新
潟
を
去
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っ
て
い
っ
た
。 

以
上
が
、
七
二
年
八
月
の
エ
ン
ス
リ
ー
報
告
及
び
ワ
ト
ソ
ン
の
新
潟
訪
問
以
降
、
足
早
に
進
め
ら
れ
た

新
潟
領
事
館
の
暫
時
閉
鎖
の
経
過
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
エ
ン
ス
リ
ー
及
び
ワ
ト
ソ
ン
の
強
い
意
向
に
よ

っ
て
事
柄
が
運
ば
れ
、
領
事
館
は
一
時
的
に
閉
鎖
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
勝
楽
寺
は
引
き
払
わ
れ
た
。 

  第
三
節 

後
半
期
の
領
事
館 

 

（
１
）
再
開
ま
で 

エ
ン
ス
リ
ー
が
新
潟
を
去
り
、
領
事
は
不
在
と
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
間
イ
ギ
リ
ス
の
新
潟

に
対
す
る
関
心
が
全
く
失
せ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
示
す
動
き
を
、
以
下
に
い

く
つ
か
記
す
。 

一
つ
に
は
、
新
潟
副
領
事
の
任
命
で
あ
る
。
エ
ン
ス
リ
ー
が
新
潟
を
離
れ
た
翌
年
の
一
八
七
三
年
七
月
、

イ
ギ
リ
ス
外
務
省
は
ト
ゥ
ル
ー
プ
を
新
潟
副
領
事
に
任
命
し
た

（

192
）

。
同
年
四
月
一
日
に
遡
っ
て
の
任
命
で

あ
っ
た
。
こ
の
時
函
館
領
事
代
理
を
つ
と
め
て
い
た
ト
ゥ
ル
ー
プ
は
、
し
か
し
、
六
一
年
の
日
本
着
任
以

来
の
賜
暇
を
初
め
て
得
て
、
イ
ギ
リ
ス
へ
帰
国
す
る
意
向
で
あ
っ
た
。
ト
ゥ
ル
ー
プ
は
七
三
年
八
月
六
日

に
日
本
を
離
れ
、
九
月
下
旬
に
イ
ギ
リ
ス
に
到
着
し
た
。
同
年
十
一
月
十
四
日
に
は
、
ト
ゥ
ル
ー
プ
は
彼

の
新
潟
副
領
事
任
命
と
こ
う
し
た
帰
国
休
暇
と
の
関
係
に
つ
い
て
、「
日
本
を
出
発
す
る
前
に
は
、
私
の
新

潟
副
領
事
任
命
が
承
認
さ
れ
る
見
込
み
で
あ
る
こ
と
を
、
公
使
か
ら
教
え
て
い
た
だ
い
て
い
な
か
っ
た
し
、

正
式
な
任
命
の
知
ら
せ
が
江
戸
に
届
い
た
の
も
私
の
出
航
後
で
あ
っ
た
」
と
本
省
に
伝
え
て
い
る

（

193
）

。
休

暇
は
当
初
一
年
間
の
予
定
で
あ
っ
た
。
し
か
し
ト
ゥ
ル
ー
プ
は
こ
の
休
暇
を
延
長
し
た
。
翌
七
四
年
六
月

に
は
、「
予
定
ど
お
り
の
休
暇
期
間
で
七
月
末
又
は
八
月
初
め
に
出
航
す
る
と
、
日
本
に
は
年
末
に
向
か
う

時
期
に
到
着
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
う
な
る
と
真
冬
近
い
季
節
に
家
族
を
任
地
の
新
潟
に
連
れ
て
い
く
こ

と
に
な
る
の
で
、
そ
れ
は
私
に
は
現
実
的
で
な
い
と
思
え
る
。
ま
た
、
も
う
十
年
間
も
味
わ
っ
て
い
な
い
、

母
国
の
夏
と
秋
を
じ
っ
く
り
と
過
ご
す
と
い
う
経
験
は
、
私
の
健
康
に
と
っ
て
も
こ
の
上
な
い
良
い
効
果

が
あ
る
と
思
う
」
と
し
て
、
翌
七
五
年
二
月
ま
で
半
年
の
休
暇
延
長
を
申
し
出
た

（

194
）

。
そ
し
て
こ
れ
が
認

め
ら
れ
た
。
こ
う
し
て
、
新
潟
副
領
事
の
職
名
を
有
す
る
者
の
着
任
は
遅
れ
た
。 

も
う
一
つ
、
領
事
館
空
白
期
の
イ
ギ
リ
ス
の
新
潟
に
対
す
る
関
心
を
示
す
も
の
と
し
て
、
こ
の
間
の
公

使
館
員
の
新
潟
短
期
派
遣
が
あ
る
。
七
三
年
に
は
派
遣
は
な
か
っ
た
が
、
七
四
年
、
七
五
年
に
は
、
各
々

の
新
潟
で
の
交
易
シ
ー
ズ
ン
の
終
わ
り
頃
、
若
手
の
公
使
館
通
訳
生
が
パ
ー
ク
ス
か
ら
の
命
を
受
け
て
、

港
の
状
況
、
町
の
状
況
、
あ
る
い
は
信
濃
川
分
水
工
事
の
進
展
状
況
な
ど
の
調
査
に
赴
い
た
。
そ
れ
ら
の

調
査
の
結
果
報
告
は
、
他
の
開
港
の
年
次
報
告
と
と
も
に
ま
と
め
ら
れ
、
新
潟
に
関
す
る
年
次
報
告
を
代

替
す
る
も
の
と
し
て
本
国
へ
送
ら
れ
た
。 

一
八
七
四
年
の
九
月
に
新
潟
へ
派
遣
さ
れ
た
ガ
ビ
ン
ズ
（J

o
h

n
 G

u
b

b
in

s

）
は
、
到
着
後
、
ド
イ
ツ
領

事
ラ
イ
ス
ナ
ー
と
と
も
に
税
関
倉
庫
へ
赴
き
、
そ
こ
に
領
事
館
財
産
が
無
事
保
管
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確

認
し
た

（

195
）

。
二
年
前
の
十
月
の
暫
定
閉
鎖
に
あ
た
り
、
残
さ
れ
た
事
務
所
備
品
類
は
新
潟
税
関
の
石
庫
に

預
け
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
翌
七
五
年
の
九
月
に
同
じ
く
視
察
を
命
ぜ
ら
れ
た
ウ
ー
リ
ー
（W

illia
m
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W
o
o
le

y

）
も
、
新
潟
税
関
倉
庫
の
領
事
館
財
産
を
確
認
し
た

（

196
）

。
そ
し
て
、
か
つ
て
領
事
館
を
所
在
さ

せ
て
い
た
勝
楽
寺
が
こ
の
年
の
三
月
の
火
事
で
焼
失
し
て
し
ま
い
、
現
在
再
築
中
で
あ
る
こ
と
を
パ
ー
ク

ス
に
報
告
し
た

（

197
）

。
パ
ー
ク
ス
は
ウ
ー
リ
ー
を
新
潟
へ
派
遣
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
十
月
十
八
日
、
本
省

に
対
し
て
「
新
潟
で
の
我
が
国
の
利
害
関
係
は
少
な
い
こ
と
か
ら
、
彼
の
地
の
公
館
は
閉
鎖
さ
れ
た
ま
ま

で
あ
る
が
、
私
と
し
て
は
、
彼
の
地
の
現
地
事
情
を
探
る
た
め
、
今
年
も
館
員
を
派
遣
し
て
お
く
べ
き
と

考
え
た
。
適
当
な
時
期
に
な
れ
ば
公
館
を
い
つ
で
も
再
開
す
る
の
だ
と
い
う
、
我
が
国
の
権
利
を
主
張
し

て
お
く
、
と
い
う
意
味
も
あ
る
」
と
伝
え
た

（

198
）

。
時
宜
が
得
ら
れ
れ
ば
新
潟
で
の
公
館
を
再
開
さ
せ
る
、

と
い
う
の
が
パ
ー
ク
ス
の
意
思
で
あ
っ
た
。 

 

さ
て
、
副
領
事
の
任
命
を
受
け
て
い
た
ト
ゥ
ル
ー
プ
は
、
一
八
七
五
年
二
月
二
十
五
日
、
本
国
で
の
休

暇
を
終
え
て
妻
子
と
使
用
人
を
伴
っ
て
サ
ウ
サ
ン
プ
ト
ン
を
出
航
し
た

（

199
）

。
先
述
し
た
ウ
ー
リ
ー
の
新
潟

視
察
の
半
年
ほ
ど
前
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
横
浜
に
到
着
し
た
ト
ゥ
ル
ー
プ
は
、
す
ぐ
に
新
潟
に
向

か
う
こ
と
は
な
く
、
兵
庫
・
大
阪
で
館
務
に
就
い
た
。
こ
の
時
期
、
兵
庫
・
大
阪
領
事
館
で
は
領
事
が
不

在
と
な
っ
て
お
り
、
ト
ゥ
ル
ー
プ
は
同
年
五
月
か
ら
当
面
一
年
間
、
兵
庫
・
大
阪
で
領
事
館
業
務
の
支
援

に
回
る
よ
う
パ
ー
ク
ス
か
ら
指
示
を
受
け
た
の
で
あ
る

（

200
）

。 

 

そ
の
一
方
で
、
ト
ゥ
ル
ー
プ
が
同
地
で
の
職
務
と
並
行
し
な
が
ら
、
翌
春
に
見
込
ま
れ
る
新
潟
領
事
館

（
副
領
事
館
）
の
再
開
に
向
け
て
準
備
を
進
め
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
そ
の
準
備
と
は
、
一
つ
は
現
地

ス
タ
ッ
フ
の
確
保
、
も
う
一
つ
は
宿
舎
探
し
で
あ
っ
た
。
こ
の
二
つ
を
ほ
ぼ
同
時
に
進
行
さ
せ
た
。 

 

現
地
業
務
で
彼
の
片
腕
と
な
る
書
記
に
関
し
て
は
、
前
回
赴
任
時
に
も
そ
の
職
に
奉
じ
て
い
た
味
方
尚

作
に
打
診
し
た
。
味
方
は
こ
の
頃
、
新
潟
町
の
小
学
校
の
運
営
に
携
わ
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
一
八
七

二
年
に
我
が
国
に
学
制
が
公
布
さ
れ
た
後
、
新
潟
に
お
い
て
五
つ
の
小
学
校
が
設
立
さ
れ
た
が
、
味
方
は

そ
の
う
ち
の
一
つ
の
第
五
小
区
小
学
校
で
句
読
教
師
な
ど
を
つ
と
め
、
併
せ
て
五
校
の
経
費
出
納
を
総
括

す
る
主
計
掛
に
も
任
ぜ
ら
れ
て
い
た

（

201
）

。
ト
ゥ
ル
ー
プ
は
新
潟
居
留
商
人
の
ラ
イ
ス
ナ
ー
（
ド
イ
ツ
領
事
）

や
ウ
ェ
ー
バ
ー
を
通
じ
て
味
方
と
連
絡
を
取
り
、
領
事
館
再
開
の
折
に
は
再
び
書
記
と
し
て
尽
力
し
て
く

れ
る
よ
う
強
く
懇
願
し
た

（

202
）

。 

一
方
、
新
た
な
建
物
探
し
も
必
要
で
あ
っ
た
。
一
八
七
六
年
一
月
十
七
日
、
ト
ゥ
ル
ー
プ
は
神
戸
か
ら

公
使
館
に
対
し
て
、「
今
春
の
新
潟
副
領
事
館
再
開
が
近
づ
い
て
き
た
。
か
つ
て
領
事
館
を
置
い
て
い
た
寺

は
昨
年
春
に
焼
失
し
て
し
ま
っ
た
た
め
、
副
領
事
館
と
な
る
新
た
な
物
件
が
必
要
で
あ
る
が
、
こ
の
件
に

関
し
て
は
私
に
裁
量
権
を
与
え
て
ほ
し
い
」
と
伝
え
た

（

203
）

。
そ
し
て
、
「
新
潟
在
住
の
知
人
が
知
ら
せ
て

き
た
」
と
い
う
三
つ
の
借
家
物
件
を
、
当
面
の
宿
舎
候
補
と
し
て
公
使
館
に
伝
え
た

（

204
）

。
実
際
の
入
居
の

半
年
近
く
前
か
ら
物
件
探
し
に
着
手
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

ト
ゥ
ル
ー
プ
は
同
年
四
月
半
ば
に
は
領
事
館
設
置
に
か
か
る
経
費
見
積
書
を
神
戸
か
ら
公
使
館
に
提
示

し
た

（

205
）

。
そ
こ
に
は
、
書
記
の
ほ
か
雑
役
夫
・
門
番
・
夜
警
の
、
計
四
名
の
現
地
ス
タ
ッ
フ
の
給
与
・
賃

金
が
含
ま
れ
て
い
た
。
五
月
か
ら
は
借
家
の
家
賃
支
払
い
も
始
め
ら
れ
て
い
た

（

206
）

。
早
け
れ
ば
五
月
中
に

も
新
潟
に
着
任
す
る
予
定
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
実
際
の
ト
ゥ
ル
ー
プ
の
新
潟
着
任
は
、
神
戸
で
彼

が
担
当
し
て
い
た
領
事
裁
判
の
決
着
が
つ
い
た
後
、
よ
う
や
く
七
月
三
日
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た

（

207
）

。

ト
ゥ
ル
ー
プ
は
、
先
述
し
た
三
つ
の
物
件
の
う
ち
の
一
つ
に
入
居
し
た

（

208
）

。
間
取
り
は
、
四
部
屋
と
キ
ッ
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チ
ン
、
そ
れ
に
使
用
人
の
部
屋
で
あ
っ
た
。
小
さ
な
小
屋
も
附
属
し
た
。
家
賃
は
月
十
八
ド
ル
で
あ
っ
た
。

こ
れ
と
は
別
に
、
新
潟
着
任
後
、
税
関
倉
庫
に
預
け
て
お
い
た
備
品
類
の
保
管
場
所
と
し
て
、
近
く
の
家

屋
の
一
部
を
借
り
る
こ
と
と
し
た
。
こ
う
し
て
新
潟
の
イ
ギ
リ
ス
政
府
公
館
が
再
び
設
置
さ
れ
た
。 

そ
の
後
半
期
の
新
潟
イ
ギ
リ
ス
領
事
館
の
所
在
地
に
つ
い
て
は
、「
家
系
本
録
写
」
に
は
「
兼
テ
依
頼
ニ

依
リ
テ
、
同
年
四
月
中
ヨ
リ
、
領
事
仮
館
、
寄
居
大
畑
通
壱
番
町
第
千
拾
六
番
地
、
小
田
平
十
郎
屋
家
ヲ

仮
設
ス
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
別
の
日
本
側
史
料

（

209
）

で
は
、
味
方
尚
作
が
家
屋
賃
借
の
解
約
時
に
差
し
出

し
た
書
状
（
明
治
十
二
年
九
月
二
十
七
日
付
）
に
、
領
事
館
の
所
在
地
が
「
寄
居
西
大
畑
通
一
丁
目
千
十

六
番
地
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
双
方
の
表
記
に
若
干
の
違
い
は
あ
る
が
、
一
八
七
六
年
以
降
の
イ
ギ
リ

ス
領
事
館
（
副
領
事
館
）
の
所
在
地
は
旧
寄
居
村
の
大
畑
あ
た
り
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
ろ
う
。
も

っ
と
も
、
こ
の
一
帯
の
町
名
・
地
番
は
そ
の
後
変
更
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
イ
ギ
リ
ス
外
務
省
文
書
か
ら

は
、
領
事
館
の
家
主
が
オ
タ
・
ヘ
イ
ジ
ロ
（O

ta
 H

e
iju

ro

）
で
あ
る
こ
と
、
借
家
に
は
ト
ゥ
ル
ー
プ
が
入

居
す
る
し
ば
ら
く
前
ま
で
、
あ
る
西
洋
人
が
居
住
し
て
い
た
こ
と
、
更
に
は
、
こ
の
建
物
が
沼
地
を
埋
め

立
て
た
ば
か
り
の
土
地
と
隣
接
し
て
い
る
こ
と
、
と
い
っ
た
周
辺
情
報
が
記
さ
れ
て
い
る

（

210
）

も
の
の
、
町

名
・
地
番
の
記
載
は
な
い
。 

 

（
２
）
ト
ゥ
ル
ー
プ
の
二
回
目
の
赴
任 

 

一
八
七
六
年
七
月
三
日
、
ト
ゥ
ル
ー
プ
は
新
潟
に
着
任
し
た

（

211
）

。
領
事
館
閉
鎖
の
前
に
エ
ン
ス
リ
ー
が

ド
イ
ツ
領
事
ラ
イ
ス
ナ
ー
に
預
け
て
い
た
イ
ギ
リ
ス
船
入
港
関
係
の
書
類
や
、
こ
の
間
の
入
港
記
録
な
ど

は
、
七
月
二
十
五
日
に
受
け
取
っ
た

（

212
）

。 

ト
ゥ
ル
ー
プ
の
こ
の
二
回
目
の
新
潟
赴
任
に
関
し
て
、
ま
ず
述
べ
る
べ
き
こ
と
は
、
彼
が
副
領
事
館
の

建
物
新
設
に
向
け
て
積
極
的
に
動
い
た
こ
と
で
あ
る
。
引
き
続
き
イ
ギ
リ
ス
外
務
省
文
書
の
基
づ
き
、
そ

の
経
過
を
足
早
に
た
ど
る
と
以
下
の
と
お
り
と
な
る

（

213
）

。 

ト
ゥ
ル
ー
プ
は
当
面
確
保
し
た
大
畑
の
民
間
家
屋
は
、
領
事
館
活
動
を
行
っ
て
い
く
に
は
手
狭
で
あ
り
、

あ
く
ま
で
も
一
時
的
な
仮
住
ま
い
と
考
え
て
い
た
。
こ
こ
に
定
住
す
る
の
で
あ
れ
ば
大
規
模
な
増
改
築
が

必
要
だ
っ
た
。
し
か
し
現
在
の
建
家
に
中
途
半
端
に
手
を
入
れ
る
よ
り
も
、
新
た
な
土
地
に
領
事
館
を
新

築
す
る
こ
と
を
望
ん
だ
。
す
な
わ
ち
、
入
居
か
ら
二
週
間
も
経
た
な
い
七
月
十
五
日
に
は
、
領
事
館
の
営

繕
を
所
管
す
る
上
海
の
工
務
局
に
対
し
て
「
建
物
を
増
改
築
し
て
も
よ
い
の
だ
が
、
こ
の
場
所
は
す
ぐ
隣

が
沼
を
埋
め
立
て
た
ば
か
り
の
土
地
で
あ
り
、
健
康
的
な
所
で
は
な
い
。
家
自
体
も
新
し
い
も
の
で
は
な

い
し
、
私
の
経
験
か
ら
し
て
日
本
家
屋
を
増
改
築
し
て
も
高
く
つ
き
、
そ
の
割
に
満
足
す
る
結
果
に
は
な

ら
な
い
。
少
な
く
と
も
あ
と
三
部
屋
、
そ
れ
に
新
し
い
台
所
、
倉
庫
も
必
要
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か

ら
、
私
と
し
て
は
別
の
場
所
に
副
領
事
館
の
建
物
を
新
築
す
る
こ
と
を
望
む
」
と
し
て
、
千
坪
の
土
地
に

恒
久
的
な
副
領
事
館
と
な
る
建
物
を
新
築
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
。
こ
の
提
案
に
対
す
る
上
海
か
ら
の
具

体
的
な
回
答
は
、
史
料
で
は
明
確
に
確
認
で
き
な
い
も
の
の
、
ト
ゥ
ル
ー
プ
の
そ
の
後
の
返
答
か
ら
推
測

す
る
と
、
土
地
に
つ
い
て
は
「
実
質
的
に
売
り
渡
し
に
な
る
よ
う
な
長
期
借
地
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
借

地
面
積
は
三
百
坪
程
度
し
か
認
め
な
い
」
と
の
条
件
が
付
け
ら
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
ト
ゥ
ル
ー
プ

が
こ
の
条
件
で
行
っ
た
土
地
所
有
者
と
の
交
渉
は
、
結
局
相
手
方
が
難
色
を
示
し
た
た
め
に
成
立
に
至
ら
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な
か
っ
た
。
ま
た
建
物
に
つ
い
て
も
、
営
繕
担
当
者
の
回
答
は
「
建
築
面
積
を
二
部
屋
分
縮
減
す
る
よ
う

に
」
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
ト
ゥ
ル
ー
プ
は
、
こ
う
し
た
中
途
半
端
な
規
模
縮
小
が
経
費

面
も
含
め
て
結
局
得
策
で
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
。
ま
た
、
新
た
な
領
事
館
の
候
補
地
と
し
て
、
「
他
に
、

砂
丘
地
の
更
に
下
の
、
全
体
で
四
百
五
坪
の
土
地
や
、
あ
る
い
は
川
沿
い
の
三
百
十
五
坪
の
土
地
も
挙
げ

ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
町
中
の
土
地
は
他
の
家
屋
と
隣
接
し
て
い
る
の
で
、
火
災
の
心
配
が
大

き
い
」
こ
と
な
ど
を
伝
え
た
。
ト
ゥ
ル
ー
プ
は
、
冬
が
近
づ
く
と
砂
丘
地
で
の
建
築
工
事
は
難
し
く
な
る
、

と
し
て
、
早
急
な
判
断
を
求
め
た
。
し
か
し
、
上
海
と
の
折
衝
は
二
ヶ
月
近
く
に
及
ん
だ
う
え
、
こ
の
期

に
及
ん
で
「
本
件
は
本
省
と
の
協
議
が
必
要
」
と
の
返
答
が
伝
え
ら
れ
た
。
こ
れ
は
実
質
的
に
判
断
保
留

の
先
送
り
と
い
う
意
味
を
含
ん
で
い
た
と
捉
え
ら
れ
る
。
九
月
半
ば
、
ト
ゥ
ル
ー
プ
は
領
事
館
新
築
を
断

念
し
た
。
そ
し
て
、
現
在
の
借
家
の
修
繕
や
、
物
置
ス
ペ
ー
ス
の
確
保
、
あ
る
い
は
ス
ト
ー
ブ
等
備
品
購

入
な
ど
、
近
づ
く
冬
に
備
え
た
暫
定
措
置
の
了
解
を
取
り
付
け
る
こ
と
で
、
そ
の
ま
ま
小
田
平
十
郎
の
借

家
に
入
居
し
続
け
る
こ
と
を
甘
受
し
た
。 

こ
こ
で
留
意
す
べ
き
は
、
新
潟
イ
ギ
リ
ス
領
事
館
の
現
実
の
所
在
地
と
な
っ
た
建
物
は
、
前
半
期
の
勝

楽
寺
、
後
半
期
の
民
間
家
屋
と
も
、
イ
ギ
リ
ス
と
し
て
は
仮
の
領
事
館
の
位
置
づ
け
で
あ
っ
た
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
大
国
イ
ギ
リ
ス
の
領
事
館
が
、
我
が
国
の
開
国
ま
も
な
く
の
暫
定
的
な
時
期
は

別
と
し
て
、
本
来
的
に
寺
や
民
間
家
屋
の
間
借
り
、
と
い
う
こ
と
は
あ
る
ま
い
。
領
事
館
新
設
へ
の
右
の

ト
ゥ
ル
ー
プ
の
努
力
は
素
直
に
理
解
し
得
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
こ
れ
が
実
現
し
な
か
っ
た

の
は
、
イ
ギ
リ
ス
側
の
事
情
の
他
に
、
新
潟
で
は
そ
の
た
め
の
借
地
が
得
づ
ら
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が

あ
っ
た
と
本
論
筆
者
は
考
え
る
。
上
海
に
あ
る
イ
ギ
リ
ス
の
工
務
局
は
、
領
事
館
の
用
地
は
実
質
的
に
売

渡
し
に
近
い
長
期
借
地
で
あ
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
付
し
た
が
、
そ
の
よ
う
な
借
地
を
新
潟
に
お
い
て
こ

の
時
点
で
確
保
す
る
こ
と
は
至
難
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
、
第
Ⅲ
部
に
お
い
て
状
況

を
詳
し
く
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。 

さ
て
、
ト
ゥ
ル
ー
プ
が
赴
任
し
た
一
八
七
六
年
に
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
外
国
船
は
一
隻
た
り
と
も
新
潟

に
入
港
し
な
か
っ
た
。
開
港
以
降
初
め
て
の
事
態
で
あ
っ
た
。
そ
の
一
方
で
、
新
潟
の
近
代
化
は
進
展
し

て
い
た
。
と
り
わ
け
、
勝
楽
寺
の
領
事
館
が
閉
鎖
さ
れ
た
の
と
同
じ
七
二
年
に
新
潟
に
着
任
し
た
楠
本
正

隆
県
令
に
よ
り
、
産
業
は
じ
め
都
市
環
境
、
教
育
な
ど
の
近
代
化
も
急
速
に
進
め
ら
れ
て
い
た
。
銀
行
も

整
備
さ
れ
、
三
菱
会
社
な
ど
国
内
蒸
気
船
に
よ
る
輸
送
も
開
始
さ
れ
た
。
し
か
し
外
国
貿
易
は
増
進
し
な

か
っ
た
。
ま
た
、
開
港
当
初
は
盛
ん
で
あ
っ
た
外
国
船
に
よ
る
開
港
間
輸
送
も
低
調
と
な
っ
て
い
た
。 

そ
れ
で
も
、
新
潟
の
外
国
貿
易
港
と
し
て
の
潜
在
力
に
つ
い
て
の
ト
ゥ
ル
ー
プ
の
評
価
は
、
前
回
の
赴

任
時
と
変
わ
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
彼
が
記
し
た
一
八
七
六
年
に
関
す
る
年
次
報
告
か
ら
確
認
で

き
る

（

214
）

。
ト
ゥ
ル
ー
プ
は
七
七
年
二
月
十
五
日
付
の
報
告
書
に
お
い
て
、
開
港
以
降
八
年
間
の
港
の
輸
移

出
入
の
概
要
、
地
域
の
産
業
・
天
然
資
源
、
交
通
事
情
や
港
の
整
備
状
況
な
ど
に
詳
し
く
触
れ
、
更
に
は
、

こ
れ
も
ま
た
前
回
の
赴
任
時
と
同
様
に
、
新
潟
を
発
展
さ
せ
る
た
め
の
方
策
を
改
め
て
提
案
し
た
。
そ
の

提
案
と
は
、
新
潟
・
函
館
間
を
軽
量
の
蒸
気
船
で
結
び
、
こ
の
間
を
、
年
間
を
通
し
て
機
動
的
に
輸
送
可

能
と
す
る
こ
と
は
ど
う
か
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
函
館
か
ら
横
浜
ま
で
は
十
分
な
輸
送
手
段
が
確
保

さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
う
し
た
小
型
蒸
気
船
の
運
航
に
よ
っ
て
、
大
型
船
の
出
入
港
に
は
不
向
き
な
新
潟
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港
の
欠
点
を
補
う
こ
と
が
で
き
る
は
ず
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
以
下
は
、
港
の
将
来
展
望
に
つ
い
て
の
ト

ゥ
ル
ー
プ
の
考
え
で
あ
る
。 

 
 

「
新
潟
港
が
開
港
し
て
か
ら
、
外
国
と
の
直
接
交
易
は
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
最
初

の
一
、
二
年
間
ほ
ど
は
、
外
国
船
を
使
っ
て
沿
岸
貿
易
が
ご
く
わ
ず
か
な
が
ら
行
わ
れ
た
こ
と
が
あ

っ
た
が
、
今
は
完
全
に
中
止
状
態
で
あ
る
。
ま
た
、
日
本
の
蒸
気
船
に
よ
る
貿
易
も
わ
ず
か
で
、
昨

年
度
の
貿
易
量
は
、
使
用
さ
れ
た
蒸
気
船
の
数
量
と
の
比
率
か
ら
す
る
と
、
取
る
に
足
ら
な
い
も
の

に
な
っ
て
い
る
。
私
は
こ
れ
ま
で
何
度
か
新
潟
港
の
問
題
点
を
指
摘
し
て
き
た
が
、
そ
れ
は
私
の
指

摘
を
待
た
ず
と
も
自
明
で
あ
る
。
夷
港
を
新
潟
港
の
補
助
港
と
し
て
使
う
こ
と
に
よ
り
そ
の
欠
陥
を

補
お
う
と
す
る
試
み
は
う
ま
く
い
っ
て
い
な
い
し
、
実
際
的
と
思
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
新
潟
港

は
外
国
貿
易
に
適
さ
な
い
と
結
論
づ
け
る
か
、
外
国
貿
易
が
可
能
な
よ
う
に
何
ら
か
の
策
を
講
じ
る

か
、
二
つ
に
一
つ
と
考
え
る
。
現
在
の
と
こ
ろ
、
外
国
貿
易
か
ら
あ
が
る
収
益
は
、
港
湾
機
械
設
備

維
持
の
経
費
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
わ
ず
か
で
あ
る
。 

 
 

 

新
潟
港
を
改
善
す
べ
き
こ
と
は
こ
れ
ま
で
幾
度
と
な
く
述
べ
ら
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
り
、
こ
こ
で

改
め
て
述
べ
る
の
も
躊
躇
す
る
ほ
ど
で
あ
る
が
、
何
ら
か
の
改
善
策
を
講
じ
る
か
、
実
質
的
な
貿
易

港
に
す
る
こ
と
を
断
念
し
て
名
目
だ
け
の
存
在
に
甘
ん
じ
る
か
、
こ
の
う
ち
ど
れ
か
を
選
ぶ
し
か
な

い
。（
中
略
） 

 
 

 

こ
の
地
域
か
ら
あ
が
る
収
益
は
大
き
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
在
の
と
こ
ろ
投
資
は
ご
く
わ
ず
か

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
日
本
政
府
は
こ
の
地
域
全
体
に
よ
い
効
果
を
も
た
ら
す
と
考
え
ら
れ
る
港

施
設
の
整
備
に
投
資
す
る
こ
と
を
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
財
政
的
に
釣
り
合
い
が
と
れ
る
ど

こ
ろ
か
、
必
ず
こ
の
地
域
の
農
業
や
商
業
に
繁
栄
を
も
た
ら
す
と
思
わ
れ
る
」 

パ
ー
ク
ス
は
、
こ
の
七
七
年
三
月
五
日
付
の
報
告
を
受
け
、
自
ら
の
意
見
を
添
え
て
、
本
省
へ
以
下
の

よ
う
に
伝
え
た

（

215
）

。
そ
こ
か
ら
は
、
ト
ゥ
ル
ー
プ
の
新
潟
港
に
対
す
る
評
価
を
、
パ
ー
ク
ス
も
共
有
し
て

い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。 

 
 

「
一
八
七
六
年
の
新
潟
の
交
易
に
関
す
る
ト
ゥ
ル
ー
プ
氏
の
報
告
書
を
送
付
す
る
。
ト
ゥ
ル
ー
プ
氏

は
こ
の
報
告
書
の
作
成
に
あ
た
っ
て
、
一
八
六
九
年
に
開
港
し
て
以
来
の
新
潟
港
の
交
易
を
調
査
し
、、

報
告
書
に
周
辺
地
域
の
資
源
に
つ
い
て
も
記
述
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、
輸
送
に
必
要
な
設

備
さ
え
整
え
ば
、
新
潟
は
交
易
に
必
要
な
自
然
条
件
を
備
え
て
い
る
こ
と
が
十
分
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
私
は
日
本
政
府
に
た
び
た
び
進
言
し
て
き
た
が
、
ト
ゥ
ル
ー
プ
氏
の
簡
潔
明
瞭
な
報
告

を
も
と
に
、
地
域
の
人
々
に
大
き
な
利
益
を
も
た
ら
す
当
地
の
沿
岸
交
易
推
進
に
向
け
て
何
ら
か
の

方
策
を
取
る
よ
う
、
日
本
政
府
に
改
め
て
要
請
す
る
つ
も
り
で
あ
る
」 

ト
ゥ
ル
ー
プ
の
二
回
目
の
赴
任
時
に
お
け
る
具
体
的
な
業
務
に
関
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
外
務
省
文
書
か
ら

確
認
で
き
る
こ
と
は
多
く
な
い
。
わ
ず
か
に
、
イ
ギ
リ
ス
人
宣
教
師
フ
ァ
イ
ソ
ン
に
よ
る
借
地
を
め
ぐ
る

新
潟
県
庁
と
の
折
衝
が
挙
げ
ら
れ
る
。
七
七
年
四
月
、
フ
ァ
イ
ソ
ン
は
新
潟
区
内
で
民
有
地
の
借
地
を
試

み
た
。
そ
し
て
、
新
潟
佐
渡
夷
港
外
国
人
居
留
取
極
に
は
、
外
国
人
が
借
地
す
る
場
合
に
は
県
庁
の
事
前

許
可
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
領
事
館
を
通
じ
て
そ
の
許
可
を
得
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
以
降
そ
の
許
可
を
め
ぐ
っ
て
大
き
な
係
争
が
生
じ
、
ト
ゥ
ル
ー
プ
は
新
潟
県
令
と
の
間
で
数
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度
に
わ
た
る
交
渉
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
。
問
題
は
新
潟
に
お
け
る
外
国
人
の
借
地
一
般
の
あ
り
方
に
遷

移
し
、
領
事
と
県
令
の
協
議
で
は
解
決
せ
ず
、
東
京
で
の
公
使
と
外
務
卿
の
協
議
事
項
と
な
っ
た
。
そ
し

て
、
こ
の
協
議
は
両
者
の
あ
い
だ
で
延
々
と
継
続
さ
れ
て
い
く
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
第
Ⅲ
部
で
改
め

て
問
題
の
全
体
を
詳
述
す
る
。 

七
七
年
の
秋
、
ト
ゥ
ル
ー
プ
は
、
日
本
で
任
務
に
あ
た
る
外
交
官
ス
タ
ッ
フ
全
体
の
人
事
構
想
の
な
か

で
、
長
崎
領
事
へ
の
任
命
を
受
け
て
、
同
年
十
月
三
十
一
日
、
家
族
と
と
も
に
長
崎
へ
向
か
っ
た

（

216
）

。 

一
方
、
新
潟
へ
は
、
彼
の
後
任
が
派
遣
さ
れ
な
か
っ
た
。
公
使
館
は
、
新
潟
は
領
事
不
在
で
も
し
ば
ら

く
は
不
都
合
が
生
じ
な
い
も
の
と
判
断
し
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
新
潟
副
領
事
の
ポ
ス
ト
に
は
、
一
八

七
七
年
四
月
一
日
付
で
新
た
に
ウ
ィ
ル
キ
ン
ソ
ン
（H

ira
m

 W
ilk

in
s
o
n

）
が
任
命
さ
れ
た

（

217
）

。
と
こ
ろ

が
ウ
ィ
ル
キ
ン
ソ
ン
は
、
実
際
に
は
新
潟
に
赴
任
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
彼
は
当
時
、
東
京
の
副
領
事

代
理
を
務
め
て
お
り
、
ま
た
横
浜
イ
ギ
リ
ス
領
事
裁
判
所
の
代
理
職
も
こ
な
し
て
い
た
。
イ
ギ
リ
ス
外
務

省
文
書
か
ら
は
、
法
律
に
詳
し
い
彼
の
能
力
は
高
く
評
価
さ
れ
て
お
り
、
パ
ー
ク
ス
と
し
て
は
、
ウ
ィ
ル

キ
ン
ソ
ン
を
実
際
に
新
潟
に
派
遣
す
る
よ
り
、
東
京
や
横
浜
で
活
躍
さ
せ
る
こ
と
を
望
ん
で
い
た
、
と
い

う
こ
と
が
判
明
す
る

（

218
）

。 

ま
た
、「
家
系
本
録
写
」
か
ら
は
、
ト
ゥ
ル
ー
プ
が
去
っ
た
後
は
、
日
本
人
書
記
・
味
方
尚
作
が
主
人
の

い
な
い
領
事
館
建
物
を
守
衛
し
て
い
た
こ
と
も
わ
か
る

（

219
）

。
こ
の
時
期
に
味
方
が
受
け
取
っ
た
公
使
館
か

ら
の
公
信
等
郵
送
物
も
、
味
方
家
に
は
残
さ
れ
て
い
る
。 

 

（
３
）
特
需
の
港
活
況
に
伴
う
領
事
赴
任 

一
八
七
八
年
、
新
潟
港
は
突
然
の
活
況
を
迎
え
た
。
こ
れ
は
、
前
年
か
ら
の
中
国
で
の
飢
饉
に
よ
り
、

新
潟
港
か
ら
大
量
の
米
が
大
陸
に
向
け
て
直
接
輸
出
さ
れ
た
こ
と
が
要
因
で
あ
っ
た
。
そ
の
輸
出
量
・
輸

出
額
は
開
港
以
来
最
高
を
記
録
し
た
。
す
で
に
四
月
中
旬
に
は
イ
ギ
リ
ス
蒸
気
船
ペ
リ
ー
が
来
港
し

（

220
）

、

そ
の
後
も
入
れ
替
わ
り
に
外
国
船
や
三
菱
会
社
の
大
型
蒸
気
船
、
帆
船
が
新
潟
港
を
訪
れ
た
。
頻
繁
な
船

の
寄
港
に
伴
い
、
領
事
館
を
い
わ
ば
臨
時
開
庁
す
る
必
要
が
生
じ
、領
事
が
派
遣
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

し
か
し
本
来
新
潟
に
赴
く
は
ず
の
副
領
事
ウ
ィ
ル
キ
ン
ソ
ン
が
派
遣
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ウ
ィ
ル

キ
ン
ソ
ン
は
、
七
七
年
末
に
は
東
京
副
領
事
代
理
の
職
を
解
か
れ
て
い
た
が
、
翌
七
八
年
四
月
か
ら
は
、

横
浜
に
お
い
て
そ
れ
ま
で
の
領
事
裁
判
所
業
務
に
加
え
て
領
事
業
務
を
兼
任
し
た

（

221
）

。 

実
際
に
新
潟
へ
派
遣
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
す
で
に
こ
の
地
で
の
駐
在
経
験
が
あ
る
エ
ン
ス
リ

ー
で
あ
っ
た
。
エ
ン
ス
リ
ー
は
こ
の
時
期
、
横
浜
に
在
勤
し
て
い
た
。 

エ
ン
ス
リ
ー
の
新
潟
着
任
は
七
八
年
七
月
七
日
で
あ
っ
た

（

222
）

。
着
任
後
、
彼
は
留
守
役
を
つ
と
め
て
い

た
書
記
・
味
方
尚
作

（

223
）

の
ほ
か
に
、
新
た
に
雑
役
夫
及
び
守
衛
の
二
名
を
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
雇
い
、
前
年

の
ト
ゥ
ル
ー
プ
と
同
じ
く
大
畑
地
区
の
民
間
家
屋
で
領
事
業
務
を
処
理
し
た
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
、
エ

ン
ス
リ
ー
は
公
使
館
か
ら
、「
す
で
に
借
り
上
げ
て
い
る
領
事
館
の
家
屋
に
入
居
さ
れ
た
い
。
別
に
事
務
所

を
設
け
る
必
要
は
な
い
。
六
月
末
ま
で
の
家
賃
と
書
記
の
給
与
は
公
使
館
か
ら
支
払
い
済
で
あ
る
。
ト
ゥ

ル
ー
プ
が
昨
年
十
月
に
解
雇
し
た
ス
タ
ッ
フ
を
雇
っ
て
も
よ
い
」
と
の
指
示
を
受
け
て
い
た

（

224
）

。 

こ
の
後
、
三
ヶ
月
半
に
亘
る
エ
ン
ス
リ
ー
の
新
潟
で
の
業
務
の
中
心
は
、
明
ら
か
に
出
入
港
船
舶
及
び
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輸
出
に
関
す
る
支
援
・
手
続
き
的
業
務
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
で
は
、
前
々
年
・
前
年
の
ト

ゥ
ル
ー
プ
と
は
異
な
っ
て
い
た
。
エ
ン
ス
リ
ー
が
着
任
し
た
七
八
年
は
、
彼
自
身
の
報
告
に
よ
れ
ば

（

225
）

、

イ
ギ
リ
ス
船
の
入
港
が
前
年
の
二
隻
か
ら
九
隻
へ
と
増
加
し
た
。
ま
た
、
イ
ギ
リ
ス
以
外
の
外
国
船
も
前

年
の
一
隻
か
ら
七
隻
（
ド
イ
ツ
三
隻
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
・
フ
ラ
ン
ス
・
ア
メ
リ
カ
・
デ
ン
マ
ー
ク
各
一
隻
）

へ
と
増
加
し
た
。
新
潟
へ
領
事
を
派
遣
し
て
い
な
い
国
、
す
な
わ
ち
ド
イ
ツ
以
外
に
よ
る
船
舶
運
航
の
場

合
、
新
潟
に
唯
一
の
専
任
領
事
官
と
し
て
派
遣
さ
れ
た
エ
ン
ス
リ
ー
へ
出
入
港
関
連
業
務
を
委
任
し
て
い

た
と
い
う
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
更
に
は
、
こ
の
年
に
は
三
菱
蒸
気
船
の
往
来
も
頻
繁
で
あ
り
、
そ
れ
ら

船
に
は
、
例
え
ば
横
浜
の
イ
ギ
リ
ス
商
社
扱
い
の
荷
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
新
潟
で
の
エ
ン
ス
リ
ー

は
、
開
港
場
の
領
事
と
し
て
の
通
常
的
業
務
で
十
分
に
多
忙
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

エ
ン
ス
リ
ー
は
、
ま
た
、
前
回
の
赴
任
時
と
同
様
、
こ
の
年
も
長
大
な
報
告
書
を
作
成
し
て
い
る

（

226
）

。

報
告
事
項
は
港
運
・
商
品
に
関
す
る
こ
と
は
も
と
よ
り
、
新
潟
と
そ
の
周
辺
地
域
の
人
口
・
産
業
一
般
・

学
校
・
病
院
な
ど
広
範
囲
に
及
ぶ
。
特
に
米
商
会
所
に
お
け
る
先
物
取
引
と
、
新
潟
監
獄
に
お
け
る
施
設

及
び
収
監
者
の
様
子
の
記
録
は
微
細
に
至
る
貴
重
な
も
の
と
言
え
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
、
港
周
辺
に
関

す
る
内
容
に
限
っ
て
彼
の
報
告
の
一
部
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。 

 
  

「
地
元
の
商
人
た
ち
は
、
東
京
や
横
浜
に
あ
る
大
き
な
日
本
の
会
社
の
在
庫
品
を
購
入
す
る
ほ
う

が
自
分
た
ち
に
利
益
が
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
通
常
は
新
潟
に
拠
点
を
置
く
外
国

商
人
と
契
約
を
結
ぼ
う
と
は
し
な
い
。
東
京
で
売
り
に
出
さ
れ
て
い
る
様
々
な
商
品
か
ら
こ
の
地

域
の
需
要
に
合
っ
た
品
目
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
な
く
、
彼
ら
の
場
合
、
輸
送
は
い
ざ
と

な
れ
ば
ど
う
に
で
も
な
る
の
で
、
新
潟
ま
で
の
輸
送
に
関
す
る
保
険
料
の
割
増
を
払
わ
ず
に
済
む
。

新
潟
の
外
国
商
と
取
引
を
行
お
う
と
す
る
と
、
ど
う
し
て
も
こ
う
し
た
保
険
料
が
商
品
コ
ス
ト
を

押
し
上
げ
て
し
ま
う
。
南
方
か
ら
茶
、
絹
な
ど
の
地
元
産
品
を
運
ん
で
く
る
荷
馬
の
持
ち
主
に
頼

め
ば
、
ほ
ん
の
少
し
ば
か
り
の
料
金
で
済
み
、
こ
れ
が
横
浜
か
ら
の
商
品
輸
送
の
非
常
に
有
利
な

方
法
と
な
る
。
（
中
略
） 

 
 

 
 

新
潟
港
の
施
設
に
つ
い
て
、
よ
り
正
確
に
は
同
港
の
風
避
け
の
な
い
投
錨
地
の
こ
と
に
つ
い
て

は
、
私
や
他
の
者
の
こ
れ
ま
で
の
報
告
書
で
す
で
に
十
分
お
伝
え
し
て
い
る
の
で
、
非
常
に
悩
ま

し
い
こ
の
問
題
に
つ
い
て
私
が
こ
こ
で
長
々
と
論
ず
る
の
は
退
屈
な
繰
り
返
し
に
な
ろ
う
か
と
考

え
る
。
浅
瀬
は
こ
れ
ま
で
ど
お
り
不
都
合
な
状
態
の
ま
ま
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
当
地
の
切

実
な
要
望
が
よ
う
や
く
十
分
に
認
知
さ
れ
、
二
名
の
外
国
人
技
師
に
よ
っ
て
、
中
央
政
府
で
こ
れ

ま
で
し
ば
ら
く
真
剣
に
検
討
さ
れ
て
い
た
全
面
改
修
計
画
が
、
ま
も
な
く
実
行
に
移
さ
れ
る
も
の

と
期
待
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
急
を
要
す
る
計
画
の
た
め
、
多
大
な
額
が
割
り
当
て
ら
れ
た
。
工
事

が
実
行
さ
れ
れ
ば
、
危
険
き
わ
ま
り
な
い
こ
の
浅
瀬
は
ほ
ど
な
く
過
去
の
も
の
に
な
る
こ
と
が
確

実
に
見
込
ま
れ
る
。
技
術
を
駆
使
す
る
こ
の
事
業
の
結
果
と
し
て
、
信
濃
川
河
口
の
水
深
は
十
八

フ
ィ
ー
ト
に
な
る
（
現
在
は
五
フ
ィ
ー
ト
五
イ
ン
チ
か
ら
九
フ
ィ
ー
ト
し
か
な
い
）。
こ
れ
は
間
違

い
な
く
大
き
な
改
善
で
あ
り
、
通
常
の
大
き
さ
の
航
海
用
船
舶
が
川
に
入
る
こ
と
も
可
能
に
な
る
」 

こ
の
時
期
、
明
治
政
府
は
東
北
開
発
計
画
を
打
ち
出
し
、
そ
の
一
環
と
し
て
の
新
潟
港
の
整
備
が
現
実

味
を
帯
び
て
い
た
。右
の
報
告
に
は
、開
港
初
年
か
ら
一
向
に
改
善
を
み
な
い
港
施
設
の
不
備
と
と
も
に
、
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よ
う
や
く
そ
の
不
備
の
解
消
に
向
け
て
動
き
出
し
た
現
状
が
記
さ
れ
て
い
た
。 

こ
の
報
告
を
受
け
取
っ
た
パ
ー
ク
ス
も
ま
た
、
前
年
と
変
わ
ら
ぬ
彼
自
身
の
新
潟
港
へ
の
期
待
感
を
次

の
よ
う
に
添
え
て
、
本
国
へ
こ
の
報
告
書
を
回
付
し
た

（

227
）

。 

「
喜
ば
し
い
こ
と
に
、
天
皇
巡
幸
に
同
行
し
て
新
潟
を
訪
問
し
先
般
帰
京
し
た
大
蔵
卿
か
ら
、
信
濃

川
河
口
の
浅
瀬
を
除
去
す
る
工
事
が
来
春
に
は
開
始
と
な
り
、
二
年
後
に
は
河
口
の
水
深
は
十
八

フ
ィ
ー
ト
は
確
保
さ
れ
る
だ
ろ
う
、
と
の
情
報
を
得
た
。
良
好
な
港
施
設
が
提
供
さ
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
新
潟
の
外
国
交
易
・
国
内
交
易
の
発
展
が
促
進
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
こ
の
報
告

書
で
エ
ン
ス
リ
ー
氏
は
、
同
港
で
は
灯
台
が
適
切
に
機
能
し
て
い
な
い
こ
と
に
触
れ
て
い
る
が
、

こ
の
点
に
つ
い
て
は
内
務
卿
に
申
し
入
れ
を
行
お
う
と
考
え
て
い
る
」 

七
八
年
十
月
十
九
日
、
パ
ー
ク
ス
は
エ
ン
ス
リ
ー
へ
、
交
易
シ
ー
ズ
ン
が
過
ぎ
た
こ
と
か
ら
新
潟
で
の

業
務
を
終
え
る
よ
う
指
示
し
た

（

228
）

。
エ
ン
ス
リ
ー
は
同
月
二
十
六
日
に
離
任
し
た

（

229
）

。
そ
の
際
、
エ
ン
ス

リ
ー
は
新
潟
に
着
い
て
か
ら
雇
っ
た
雑
役
夫
及
び
夜
警
を
解
雇
し
、
大
畑
地
区
の
副
領
事
館
で
は
、
引
き

続
き
味
方
尚
作
だ
け
が
エ
ン
ス
リ
ー
赴
任
以
前
と
同
様
に
留
守
番
役
を
つ
と
め
た

（

230
）

。 

 

（
４
）
領
事
館
の
閉
鎖 

翌
一
八
七
九
年
九
月
二
十
一
日
、
ウ
ー
リ
ー
が
副
領
事
代
理
と
し
て
新
潟
に
赴
任
し
た

（

231
）

。
こ
の
ウ
ー

リ
ー
が
最
後
の
新
潟
駐
在
領
事
官
と
な
る
。 

ウ
ー
リ
ー
は
、
新
潟
ヘ
赴
任
す
る
に
あ
た
り
、
パ
ー
ク
ス
か
ら
九
年
九
月
十
三
日
で
以
下
の
指
示
を
受

け
て
い
た

（

232
）

。 

「
今
年
の
新
潟
港
の
外
国
・
国
内
交
易
、
及
び
先
般
新
潟
町
と
そ
の
近
郊
で
起
き
た
騒
動
の
原
因
と

そ
の
規
模
に
つ
い
て
、
可
能
な
限
り
の
情
報
を
収
集
さ
れ
た
い
。
越
後
の
米
の
収
穫
は
重
要
な
関
心

事
だ
が
、
今
年
外
国
船
に
よ
る
輸
出
が
少
な
か
っ
た
理
由
、
及
び
こ
の
点
に
つ
い
て
の
今
後
の
見
込

み
に
つ
い
て
調
査
さ
れ
た
い
。
信
濃
川
河
口
の
浅
瀬
を
深
く
す
る
改
修
工
事
と
港
施
設
整
備
の
進
捗

状
況
、
そ
れ
に
、
有
効
な
灯
台
の
設
置
に
向
け
て
何
ら
か
措
置
が
取
ら
れ
た
か
に
つ
い
て
調
査
さ
れ

た
い
。
居
留
外
国
人
の
現
況
及
び
外
国
人
へ
の
土
地
建
物
貸
付
の
現
況
を
報
告
さ
れ
た
い
。
外
国
人

居
留
取
極
の
履
行
状
況
、
及
び
こ
の
取
極
の
変
更
・
改
正
が
必
要
か
ど
う
か
見
極
め
ら
れ
た
い
」 

ウ
ー
リ
ー
は
、
パ
ー
ク
ス
か
ら
の
こ
う
し
た
詳
細
な
指
示
に
従
っ
て
調
査
を
行
い
、
新
潟
か
ら
東
京
へ

向
け
て
の
帰
路
に
出
立
す
る
前
に
、
公
使
館
へ
の
報
告
書
を
作
成
し
た

（

233
）

。
報
告
書
で
は
、
佐
渡
鉱
山
の

操
業
状
況
や
、
こ
の
夏
の
新
潟
を
襲
っ
た
コ
レ
ラ
騒
動
な
ど
に
つ
い
て
も
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
、
港
で
の
交
易
、
及
び
米
の
輸
出
減
少
に
関
す
る
報
告
内
容
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
年

は
、
外
国
船
・
外
国
商
人
に
よ
る
交
易
活
動
が
前
年
か
ら
一
転
し
て
、
著
し
い
低
迷
を
見
せ
て
い
た
。 

「
輸
入
減
少
の
理
由
を
説
明
す
る
の
は
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
当
地
で
の
取
引
は
す
べ
て
紙
弊
に

よ
っ
て
決
済
さ
れ
て
お
り
（
メ
キ
シ
コ
・
ド
ル
や
日
本
の
金
・
銀
貨
は
ほ
と
ん
ど
見
か
け
な
い
）、

他
の
開
港
場
で
は
今
年
は
紙
幣
の
価
値
が
圧
倒
的
に
低
い
こ
と
を
熟
知
し
て
い
な
か
っ
た
当
地
の

地
元
商
人
は
、
通
常
は
ド
ル
で
商
品
を
売
る
輸
入
外
国
商
に
儲
け
を
取
ら
せ
る
ほ
ど
の
高
い
価
格
を

提
示
す
る
の
を
拒
ん
だ
。
そ
こ
で
輸
入
外
国
商
は
、
新
潟
で
米
を
買
い
入
れ
る
チ
ャ
ン
ス
が
な
い
限
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り
、
当
地
で
商
品
を
売
っ
て
受
け
取
っ
た
紙
弊
を
横
浜
へ
送
金
す
る
し
か
な
く
、
そ
の
た
め
の
両
替

に
よ
っ
て
大
き
な
損
失
を
蒙
る
リ
ス
ク
を
負
う
わ
け
で
あ
る
。
外
国
人
の
荷
主
と
し
て
は
、
今
年
は

米
が
高
値
だ
っ
た
た
め
帰
り
荷
と
し
て
米
を
買
い
入
れ
て
も
利
益
は
見
込
め
ず
、
し
た
が
っ
て
横
浜

で
船
を
安
く
チ
ャ
ー
タ
ー
で
き
な
か
っ
た
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
新
潟
で
の
外
国
輸
入
貿
易
は
米
市
場

に
、
す
な
わ
ち
そ
の
商
人
が
米
を
有
利
な
価
格
で
買
う
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
に
大
き
く
依
存
す
る
。

本
国
か
ら
貨
物
を
積
載
し
た
風
帆
船
や
蒸
気
船
が
、
例
え
ば
横
浜
に
寄
港
し
て
か
ら
で
も
新
潟
に
来

る
と
い
う
こ
と
は
こ
れ
ま
で
な
か
っ
た
。
直
接
船
を
チ
ャ
ー
タ
ー
す
る
試
み
も
行
わ
れ
た
が
、
船
長

あ
る
い
は
船
主
が
こ
の
考
え
を
受
け
入
れ
な
か
っ
た
。
県
令
代
理
の
話
で
は
、
政
府
は
来
年
、
新
た

に
安
全
な
碇
泊
地
及
び
防
波
堤
を
建
設
す
る
意
向
と
の
こ
と
だ
が
、
こ
れ
が
完
成
す
れ
ば
、
直
接
貿

易
が
開
始
さ
れ
、
交
易
が
活
発
に
な
っ
て
い
く
可
能
性
は
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
現
在
行
わ
れ
て
い
る

貿
易
は
、
他
の
開
港
場
か
ら
の
再
輸
入
で
あ
る
し
、
外
国
商
は
輸
送
力
の
あ
る
三
菱
会
社
の
蒸
気
船

に
対
抗
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（
中
略
） 

昨
年
は
雨
と
寒
さ
の
た
め
、
米
の
出
来
が
あ
ま
り
良
好
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
も
三
菱
物
産
会
社

及
び
政
府
が
大
量
の
買
い
付
け
を
行
っ
た
た
め
、
米
価
が
高
騰
し
、
外
国
商
は
市
場
に
入
り
込
む
こ

と
を
阻
ま
れ
た
。
し
か
し
、
全
国
的
に
は
米
の
出
来
が
良
か
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
越
後
だ
け
で

な
く
日
本
中
で
米
の
価
格
が
こ
れ
ほ
ど
高
か
っ
た
の
は
異
常
な
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
そ
の
理
由
は
お
そ

ら
く
、
外
国
へ
大
量
の
米
を
輸
出
し
た
こ
と
（
開
国
以
来
最
高
の
四
、
四
六
一
、
六
五
三
ド
ル
を
輸

出
）
、
琉
球
併
合
を
巡
る
対
立
が
原
因
で
中
国
と
日
本
の
関
係
が
険
悪
化
し
た
こ
と
、
そ
れ
に
政
府

が
市
場
へ
買
い
手
と
し
て
参
入
し
た
こ
と
、
が
挙
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
」 

右
の
報
告
書
で
、
ウ
ー
リ
ー
は
、
貿
易
低
迷
の
背
景
と
と
も
に
、
前
年
の
エ
ン
ス
リ
ー
と
同
様
に
港
改

善
へ
の
期
待
を
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
公
使
館
は
日
本
政
府
か
ら
す
で
に
別
の
情
報
を
得
て
い
た
の
で

は
な
い
か
。
こ
の
こ
と
は
、
公
使
館
が
ウ
ー
リ
ー
の
こ
の
報
告
を
本
省
へ
回
付
す
る
際
に
補
足
し
た
、
以

下
の
文
章
か
ら
窺
え
る

（

234
）

。 

「
こ
こ
に
ウ
ー
リ
ー
氏
に
よ
る
新
潟
の
交
易
に
関
す
る
報
告
書
を
送
付
す
る
。
こ
の
報
告
書
は
ウ
ー

リ
ー
氏
が
副
領
事
代
理
と
し
て
新
潟
を
短
期
間
訪
問
し
た
際
の
も
の
で
あ
る
。
ウ
ー
リ
ー
氏
の
報
告

は
新
潟
港
の
交
易
に
関
す
る
詳
細
を
伝
え
て
い
る
が
、
す
で
に
同
港
の
交
易
か
ら
は
外
国
交
易
の
要

素
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
」 

さ
て
、
ウ
ー
リ
ー
の
新
潟
駐
在
は
同
年
十
月
八
日
ま
で
の
わ
ず
か
三
週
間
足
ら
ず
で
あ
り
、
極
端
に
短

い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
彼
が
副
領
事
代
理
の
職
に
任
ぜ
ら
れ
た
の
は
、
明
ら
か
に
、
彼
が
領
事
館
を

正
式
に
閉
鎖
す
る
、
と
い
う
任
務
を
帯
び
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。 

す
な
わ
ち
、
ウ
ー
リ
ー
は
、
報
告
用
務
と
は
別
の
任
務
を
同
時
に
与
え
ら
れ
て
い
た
。
右
の
調
査
指
示

と
同
じ
九
月
十
三
日
、
パ
ー
ク
ス
は
彼
に
対
し
て
「
新
潟
副
領
事
館
と
し
て
使
用
し
て
い
る
小
さ
な
日
本

家
屋
は
も
は
や
必
要
な
い
の
で
、
貸
借
契
約
の
定
め
ど
お
り
に
一
ヶ
月
前
の
解
約
通
告
を
今
月
末
に
は
行

わ
れ
た
い
。
こ
の
家
屋
を
管
理
し
て
い
る
書
記
に
対
し
て
も
、
同
様
に
来
月
末
を
も
っ
て
解
雇
す
る
こ
と

を
通
知
さ
れ
た
い
。
新
潟
を
出
発
す
る
前
に
、
十
月
末
ま
で
の
家
賃
と
書
記
の
給
与
の
支
払
い
を
済
ま
せ

ら
れ
た
い
」
と
い
う
指
示
を
与
え
て
い
た
の
で
あ
る

（

235
）

。
新
潟
到
着
か
ら
六
日
後
の
九
月
二
十
七
日
、
ウ
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ー
リ
ー
は
小
田
平
十
郎
に
宛
て
て
、
同
年
十
月
末
日
を
も
っ
て
建
物
の
賃
貸
借
契
約
を
解
除
す
る
旨
の
通

知
を
行
っ
た

（

236
）

。
十
月
六
日
、
ウ
ー
リ
ー
は
県
庁
に
対
し
て
も
「
当
港
副
領
事
館
は
、
追
っ
て
指
示
が
あ

る
ま
で
閉
館
す
る
」
と
通
告
し

（

237
）

、
ま
た
同
日
付
で
公
使
館
に
対
し
て
「
借
家
解
約
手
続
き
を
終
え
、
家

主
の
「
オ
ー
タ
・
ヘ
ー
ジ
ロ
」
に
六
十
円
を
支
払
っ
た
。
ま
た
書
記
に
も
四
ヶ
月
分
の
給
与
六
十
円
を
支

払
い
、
事
務
所
備
品
等
は
、
税
関
長
の
許
可
を
得
て
税
関
倉
庫
の
一
つ
に
預
け
た
」
と
報
告
し
た

（

238
）

。
そ

の
翌
々
日
、
ウ
ー
リ
ー
は
新
潟
を
去
っ
た

（

239
）

。
こ
う
し
て
在
新
潟
イ
ギ
リ
ス
領
事
館
は
閉
鎖
さ
れ
た
。 

な
お
、
新
潟
副
領
事
職
に
あ
っ
た
ウ
ィ
ル
キ
ン
ソ
ン
は
、
そ
の
後
も
し
ば
ら
く
名
目
上
は
こ
の
ポ
ス
ト

に
と
ど
ま
っ
た
の
だ
が
、
一
八
八
一
年
の
暮
れ
に
な
っ
て
、
彼
が
上
海
の
上
級
領
事
裁
判
所
に
移
る
予
定

と
な
っ
た
こ
と
を
受
け
て
、
同
年
十
一
月
二
十
八
日
、
パ
ー
ク
ス
は
新
潟
副
領
事
館
の
処
置
に
つ
い
て
、

以
下
の
よ
う
に
断
を
下
し
た

（

240
）

。 

「
ウ
ィ
ル
キ
ン
ソ
ン
が
予
定
の
ポ
ス
ト
に
任
命
さ
れ
た
場
合
、
新
潟
副
領
事
の
ポ
ス
ト
は
空
席
と
な

る
。
私
は
、
こ
の
機
会
に
新
潟
副
領
事
館
を
廃
止
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
。
新
潟
で
の
イ
ギ
リ
ス
の

利
害
は
極
め
て
乏
し
く
、
し
ば
ら
く
前
か
ら
領
事
官
は
駐
在
し
て
い
な
い
。
必
要
が
生
じ
れ
ば
、
そ

の
都
度
、
外
交
官
を
派
遣
す
る
こ
と
で
十
分
で
あ
る
。
こ
の
廃
止
に
よ
り
年
間
六
〇
〇
ポ
ン
ド
の
経

費
縮
減
が
可
能
で
あ
る
」 

 

こ
う
し
て
新
潟
副
領
事
ポ
ス
ト
自
体
も
廃
止
さ
れ
、
新
潟
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
の
公
館
は
名
実
と
も
に

消
滅
し
た
。 

  

本
章
末
尾
に
、
こ
の
章
で
活
用
し
た
、
領
事
館
書
記
・
味
方
尚
作
に
よ
る
「
家
系
本
録
写
」
の
う
ち
、

彼
の
領
事
館
奉
職
に
関
す
る
箇
所
を
掲
げ
る
。（
異
体
字
は
改
め
、
基
本
的
に
常
用
漢
字
を
用
い
る
。
適
宜
読

点
を
付
す
。
） 

 

（
前
略
） 

明
治
二
己
巳
年
十
一
月
十
二
日
、
東
人
吉
田
食
干
氏
ナ
ル
者
ノ
吹
挙
ニ
依
リ
、
当
湊
旧
寺
町
勝
楽
寺
、
英

国
仮
岡
士
館
ゼ
ー
ム
ス
ツ
ル
ー
プ
氏
ノ
書
記
官
ニ
奉
任
シ
テ
、
俸
金
若
干
ヲ
受
ク
、
而
シ
テ
氏
ト
倶
ニ
、

奥
羽
能
賀
其
ノ
他
諸
州
ヲ
歴
覧
ス
、
明
治
四
辛
未
年
四
月
、
又
タ
妻
君
ヲ
為
迎
、
氏
ト
倶
ニ
横
浜
湊
英
国

公
使
ゼ
リ
パ
リ
、
エ
ス
、
パ
ー
グ
ス
氏
ニ
聘
迎
ス
、
同
年
八
月
、
渡
嶋
国
函
館
湊
領
事
ニ
転
任
ニ
相
成
リ
、

但
シ
領
事
ハ
岡
士
ノ
事
名
ナ
リ
、
而
シ
テ
同
八
月
、
当
湊
ヲ
辞
シ
、
陸
上
横
浜
湊
ニ
道
シ
、
汽
船
ニ
航
シ

テ
任
所
ニ
赴
カ
ル
、
而
シ
テ
同
氏
家
具
ハ
当
湊
ヨ
リ
和
船
ヲ
雇
ヒ
テ
函
館
ヘ
運
搬
ス
、
其
十
月
、
同
船
羽

後
国
由
利
郡
金
浦
湊
ニ
於
テ
難
破
漂
着
ス
、
予
則
チ
同
湊
ヘ
出
張
、
右
漂
着
家
具
残
品
同
湊
ヨ
リ
函
館
マ

デ
雇
船
シ
、
滞
無
積
入
帰
湊
ノ
処
、
又
々
同
船
ニ
同
国
同
郡
ノ
琴
浦
浜
ノ
海
岸
ニ
於
テ
、
難
破
漂
着
ノ
趣

キ
報
知
ニ
ヨ
リ
、
不
得
止
再
度
同
月
翌
月
ニ
亘
リ
、
明
春
ノ
便
船
ヲ
依
頼
シ
テ
帰
湊
ス
、
留
主
仮
館
ハ
則

チ
予
並
ニ
下
役
真
田
繁
太
郎
ト
倶
ニ
守
衛
ス
、
明
年
四
月
ニ
至
リ
、
交
代
領
事
仮
官
エ
ン
ス
リ
ー
氏
、
下

士
官
某
ト
倶
ニ
来
湊
ニ
相
成
リ
、
又
タ
予
又
タ
同
館
ヘ
奉
任
ス
ル
、
前
ノ
如
シ
、
同
氏
モ
亦
タ
、
其
年
八

月
、
摂
州
大
阪
府
領
事
ニ
転
任
ニ
相
成
ル
ニ
依
リ
、
仮
館
役
庁
官
物
及
同
氏
家
具
ハ
、
暫
時
閉
館
運
上
所

ノ
石
庫
ニ
借
蔵
セ
リ
、
実
ニ
明
治
五
壬
申
年
八
月
三
十
日
ナ
リ
、
而
シ
テ
予
ヤ
、
去
春
中
ヨ
リ
ツ
ル
ー
フ
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氏
ヨ
リ
函
館
ヘ
参
航
致
ス
可
キ
命
ア
リ
、
故
ニ
其
ノ
九
月
中
、
佐
藤
弁
吉
氏
ト
共
ニ
海
ヲ
航
シ
テ
、
十
一

月
朔
日
函
館
湊
ヘ
着
シ
領
事
館
ヘ
到
リ
、
同
氏
夫
妻
君
ニ
相
見
ス
、
然
リ
ト
蚩
モ
、
予
ヤ
参
湊
延
期
ニ
テ
、

既
ニ
東
京
ヨ
リ
相
馬
人
ナ
ル
森
一
鶴
ト
云
フ
者
相
雇
ヘ
、
又
タ
同
人
妻
子
モ
当
事
迎
取
ノ
趣
キ
ニ
依
リ
、

ツ
ル
ー
プ
氏
モ
偖
々
周
旅
来
春
四
月
迄
滞
館
ス
可
キ
旨
被
申
候
処
、
事
終
ニ
不
成
、
同
氏
ヨ
リ
路
費
ヲ
講

述
シ
、
佐
藤
氏
ト
倶
ニ
陸
上
福
山
旧
城
下
ヘ
廻
り
、
同
所
ヨ
リ
航
シ
テ
、
津
軽
小
泊
リ
駅
ヘ
着
シ
、
同
伴

五
六
名
ト
倶
ニ
、
十
一
月
二
十
八
日
、
当
湊
ヘ
到
着
ス 

（
中
略
） 

明
治
九
丙
子
年
六
月
中
、
英
国
領
事
ゼ
ー
ム
ス
、
ツ
ル
ー
プ
氏
ヨ
リ
、
当
湊
ヘ
再
任
セ
ラ
ル
ベ
キ
旨
ニ
テ
、

去
ル
明
治
八
乙
亥
年
十
月
中
、
来
状
依
頼
ノ
趣
キ
、
当
湊
在
留
独
乙
国
領
事
エ
ト
、
ラ
井
ス
子
ー
ル
氏
、

同
ウ
井
バ
ー
氏
ヨ
リ
伝
達
ニ
依
リ
、
又
度
々
書
翰
ニ
ヨ
リ
、
遂
ニ
職
ヲ
県
ニ
辞
シ
、
実
ニ
明
治
九
丙
子
年

六
月
二
十
八
日
ナ
リ
、
兼
テ
依
頼
ニ
依
リ
テ
、
同
年
四
月
中
ヨ
リ
、
領
事
仮
館
、
寄
居
大
畑
通
壱
番
町
第

千
拾
六
番
地
、
小
田
平
十
郎
屋
家
ヲ
仮
設
ス
、
並
ニ
同
通
二
番
町
、
今
泉
荘
七
家
屋
ヲ
切
半
シ
テ
仮
役
所

ト
ス
、
同
氏
ハ
翌
七
月
三
日
、
妻
君
並
ニ
二
男
子
タ
ル
ゼ
ー
メ
ン
氏
及
ビ
ラ
ベ
ン
氏
ト
、
同
乳
母
親
シ
ヤ

レ
ー
ツ
氏
、
小
遣
二
名
、
夫
婦
一
男
家
族
、
都
テ
拾
名
ト
倶
ニ
、
又
家
具
ニ
至
迄
三
菱
郵
便
船
ニ
乗
シ
テ

着
湊
ス
、
内
尤
モ
小
遣
外
ニ
五
名
ハ
、
先
達
陸
上
ヨ
リ
到
着
ス
、
而
シ
テ
予
モ
亦
タ
奉
任
、
前
ニ
同
ジ
、

而
シ
テ
同
明
治
十
丁
丑
年
三
月
中
、
妻
君
亦
タ
一
男
ヲ
産
ム
、
都
テ
一
家
予
ヲ
加
ヘ
テ
拾
六
名
ナ
リ
、
而

シ
テ
同
月
二
十
八
日
、
英
国
軍
艦
着
船
シ
、
同
国
全
権
公
使
セ
リ
ハ
リ
エ
ス
、
パ
ー
グ
ス
氏
、
同
大
書
記

官
ア
ス
ト
ン
氏
、
騎
兵
壱
名
、
小
遣
南
京
人
、
並
ニ
予
ノ
同
寮
タ
ル
佐
久
間
嘉
七
氏
ト
、
一
同
上
陸
ニ
ナ

リ
、
我
カ
主
人
ツ
ル
ー
プ
氏
ハ
、
亦
タ
長
崎
湊
領
事
ニ
転
任
セ
ラ
ル
、
故
ニ
家
族
一
同
及
ビ
家
具
共
ニ
、

同
三
十
日
同
艦
ノ
便
ニ
乗
移
シ
、
晩
景
ニ
発
艦
シ
、
同
十
一
月
二
日
、
一
同
無
恙
任
湊
ヘ
着
艦
シ
タ
ル
趣

キ
、
信
書
ヲ
以
テ
知
レ
リ
、
後
屢
々
信
書
ノ
交
通
ヲ
ナ
ス
、
而
シ
テ
公
使
及
ビ
其
他
ハ
、
同
月
三
十
一
日

払
暁
五
時
、
川
汽
船
魁
丸
ニ
テ
長
岡
町
ニ
発
船
ス
、
其
ヨ
リ
三
国
街
道
ヨ
リ
東
京
ヘ
帰
府
ニ
相
成
リ
シ
ト

云
ウ
、
当
領
事
仮
館
ハ
、
同
君
ノ
命
ヲ
以
テ
、
交
代
領
事
セ
ラ
ム
、
ジ
ヨ
ウ
井
ル
キ
ン
ソ
ン
氏
ノ
着
湊
迄

ハ
、
予
カ
預
リ
守
衛
セ
リ 

（
後
略
） 
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第
四
章 

ド
イ
ツ
領
事
館 

 

第
一
節 
領
事
館
の
概
要
と
基
本
史
料 

 

（
１
）
領
事
館
の
開
設
ま
で 

 

ド
イ
ツ
領
事
館
は
、
開
設
は
イ
ギ
リ
ス
よ
り
も
半
年
ほ
ど
遅
れ
た
も
の
の
、
一
八
八
二
（
明
治
十
五
）

年
ま
で
存
在
し
た
。
明
治
期
の
新
潟
に
お
い
て
最
も
長
く
開
設
さ
れ
て
い
た
外
国
領
事
館
で
あ
っ
た
。
し

か
し
な
が
ら
、
そ
の
実
態
は
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
開
設
・
閉
鎖
の
時
期
に
関
し

て
さ
え
、
近
年
に
至
る
ま
で
、
定
見
が
得
ら
れ
て
い
た
と
は
言
い
難
く
、
し
た
が
っ
て
、
新
潟
に
も
っ
と

も
長
く
開
設
さ
れ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
さ
え
、
明
確
に
認
識
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
言
っ
て
よ
い

（

241
）

。
領
事
館
の
活
動
そ
の
も
の
に
関
し
て
は
、
そ
の
実
態
は
更
に
茫
洋
と
し
て
い
た
。
こ
れ
に
は
、
英
語

を
使
用
す
る
イ
ギ
リ
ス
領
事
館
よ
り
も
、
ド
イ
ツ
領
事
館
の
ほ
う
が
領
事
館
側
の
一
次
史
料
へ
の
ア
ク
セ

ス
の
点
に
お
い
て
困
難
が
あ
っ
た
、
と
い
う
事
情
も
あ
ろ
う
。 

し
か
し
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
本
論
筆
者
に
よ
る
ド
イ
ツ
国
内
の
公
文
書
館
の
調
査
に
よ
り
、
状
況

は
飛
躍
的
に
改
善
し
た
。
と
り
わ
け
、
ベ
ル
リ
ン
に
あ
る
ド
イ
ツ
外
務
省
政
治
文
書
館
に
は
、
日
本
語
と

す
れ
ば
「
新
潟
領
事
館
の
人
事
・
管
理
」
と
で
も
称
す
る
こ
と
の
で
き
る
一
件
綴
り
文
書
が
所
在
す
る

（

242
）

。

そ
こ
に
は
、
領
事
館
の
開
設
・
閉
鎖
に
関
す
る
指
示
書
・
書
翰
文
書
、
及
び
領
事
が
新
潟
か
ら
行
っ
た
年

次
ご
と
の
報
告
類
、
な
ど
が
ま
と
ま
っ
て
保
存
さ
れ
て
い
る
。
本
章
に
お
い
て
は
、
右
の
一
件
綴
り
文
書

（
以
下
、
「
ド
イ
ツ
新
潟
領
事
館
関
係
文
書
」
と
す
る
。）
を
は
じ
め
、
ド
イ
ツ
側
の
一
次
史
料
を
活
用
し

な
が
ら
、
新
潟
ド
イ
ツ
領
事
館
に
つ
い
て
考
察
を
行
う
。 

さ
て
、
新
潟
ド
イ
ツ
領
事
館
に
は
、
一
八
六
九
（
明
治
二
）
年
か
ら
一
八
八
二
（
明
治
十
五
）
年
ま
で

所在地

   

　

  

 
 

 

 

  

  

  

  
  
  
  

1880年(明治13年)

1869年(明治2年)

1873年(明治6年)

1874年(明治7年)

　

1881年(明治14年)

1882年(明治15年)

1875年(明治8年)

1876年(明治9年)

　

本
町
通
七
番
町

1877年(明治10年)

1878年(明治11年)

下
大
川
前
通
三
ノ
町

　　↓　ドイツ帝国領事館

　　↑　北ドイツ連邦領事館 

表25：新潟ドイツ領事館の開設状況

1879年(明治12年)

1870年(明治3年)

1871年(明治4年)

1872年(明治5年)

駐在領事官

 ライスナー（領事）

 1869.9. -1882.7

ウェーバー（領事代理）
1870.5-1870.6

ヘーニンクハウス（領事代理）
1879.9-1880.4

ヘーニンクハウス（領事代理）
1881.9?
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を
通
じ
て
、
領
事
職
は
代
理
者
へ
の
短
期
の
委
任
を
除
き
、
ア
ド
ル
フ
・
ラ
イ
ス
ナ
ー
と
い
う
人
物
が
継

続
し
て
任
ぜ
ら
れ
て
い
た
。
次
節
に
お
い
て
紹
介
す
る
本
国
へ
の
報
告
書
は
、
す
べ
て
ラ
イ
ス
ナ
ー
の
手

に
よ
る
。
ラ
イ
ス
ナ
ー
は
本
来
交
易
を
営
む
商
人
で
あ
り
、
当
時
日
本
国
内
の
開
港
地
に
多
く
駐
在
し
た

名
誉
領
事
（
商
人
が
兼
任
し
た
領
事
）
の
一
人
で
あ
っ
た
。
名
誉
領
事
に
は
属
人
的
要
素
が
濃
い
。
そ
の

た
め
、
ド
イ
ツ
領
事
館
の
場
合
に
は
イ
ギ
リ
ス
と
は
違
っ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
が
必
要
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、

ラ
イ
ス
ナ
ー
と
い
う
特
定
の
人
物
を
照
射
す
る
こ
と
で
、
初
め
て
領
事
館
に
関
す
る
理
解
を
深
め
て
い
く

こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
は
ラ
イ
ス
ナ
ー
の
出
自
か
ら
確
認
し
、
彼
の
新
潟
領
事

着
任
、
す
な
わ
ち
新
潟
領
事
館
の
開
設
ま
で
の
経
緯
を
整
理
し
た
い
。 

 

カ
ー
ル
・
エ
ー
ミ
ー
ル
・
ア
ド
ル
フ
・
ラ
イ
ス
ナ
ー
（C

a
rl E

m
il A

d
o
lp

h
 L

e
y
s
n

e
r

）
は
、
一
八
四

〇
年
八
月
七
日
、
ド
イ
ツ
西
部
の
ク
レ
ー
フ
ェ
ル
ト
市
で
生
ま
れ
た

（

243
）

。
ク
レ
ー
フ
ェ
ル
ト
は
十
七
世
紀

初
頭
に
プ
ロ
イ
セ
ン
に
帰
属
し
た
。
十
八
世
紀
か
ら
は
絹
織
物
工
業
が
勃
興
し
、
ア
ド
ル
フ
・
ラ
イ
ス
ナ

ー
が
生
ま
れ
た
十
九
世
紀
中
ご
ろ
に
は
、
国
内
で
も
有
数
の
富
裕
な
町
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
て
い
た
。
ク

レ
ー
フ
ェ
ル
ト
市
文
書
館
に
は
、
こ
の
町
の
三
十
二
の
有
力
な
一
族
に
つ
い
て
の
綿
密
な
家
系
図
を
整
理

し
た
史
料
が
あ
る

（

244
）

。
そ
こ
に
は
十
八
世
紀
中
頃
を
起
点
と
す
る
ラ
イ
ス
ナ
ー
家
の
家
系
図
も
収
め
ら
れ

て
い
る
。
ラ
イ
ス
ナ
ー
家
は
、
町
の
上
層
階
級
を
形
成
す
る
有
力
商
家
の
一
つ
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ

ろ
が
、
そ
の
一
族
の
な
か
で
、
新
潟
領
事
と
な
る
ラ
イ
ス
ナ
ー
の
父
親
は
官
吏
の
道
を
歩
ん
だ

（

245
）

。
父
ペ

ー
タ
ー
・
グ
ス
タ
フ
・
ラ
イ
ス
ナ
ー
は
ベ
ル
リ
ン
や
ケ
ル
ン
の
裁
判
所
に
勤
め
た
後
、
ク
レ
ー
フ
ェ
ル
ト

市
長
と
な
っ
た
。
市
長
在
籍
は
一
八
四
五
年
ま
で
で
あ
る
か
ら
、
一
八
四
〇
年
生
ま
れ
の
ア
ド
ル
フ
・
ラ

イ
ス
ナ
ー
は
父
親
が
市
長
の
時
に
生
ま
れ
た
こ
と
に
な
る
。
更
に
父
ペ
ー
タ
ー
・
グ
ス
タ
フ
は
一
八
四
五

年
か
ら
逝
去
す
る
一
八
八
〇
年
ま
で
、
実
に
三
十
五
年
の
長
き
に
わ
た
っ
て
ク
レ
ー
フ
ェ
ル
ト
郡
長
（
ク

レ
ー
フ
ェ
ル
ト
市
を
含
む
周
辺
一
帯
の
行
政
の
長
）
を
つ
と
め
た
。
ア
ド
ル
フ
・
ラ
イ
ス
ナ
ー
が
新
潟
領

事
の
任
命
を
受
け
た
具
体
的
な
経
緯
は
、
い
ま
だ
不
明
で
あ
る
が
、
彼
が
絹
織
物
の
盛
ん
な
町
の
有
力
市

民
の
家
系
の
出
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
父
親
が
プ
ロ
イ
セ
ン
王
国
の
上
級
官
吏
の
地
位
に
あ
っ
た
こ
と
、

と
い
う
二
つ
の
背
景
が
有
力
な
要
因
と
し
て
働
い
た
こ
と
が
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
ア
ド
ル
フ
は
、
少
年

期
に
は
同
市
に
お
い
て
一
家
と
と
も
に
暮
ら
し
て
い
た
が
、
一
八
六
三
年
十
二
月
十
四
日
に
単
身
オ
ラ
ン

ダ
に
移
っ
た

（

246
）

。
し
か
し
そ
の
後
し
ば
ら
く
の
足
跡
は
不
明
で
あ
る
。 

来
日
時
期
に
関
し
て
は
、
手
掛
か
り
と
な
る
い
く
つ
か
の
記
録
は
あ
る
が
定
か
で
は
な
い
。
一
八
六
六

年
に
す
で
に
一
度
来
日
し
た
と
の
記
録
が
あ
る
と
い
う
が
、
こ
れ
は
史
料
で
確
認
で
き
て
い
な
い

（

247
）

。
ま

た
、
当
時
の
在
日
外
国
人
に
関
す
る
年
鑑
「
ジ
ャ
パ
ン
・
デ
ィ
レ
ク
ト
リ
ー
」（

248
）

に
は
、
そ
の
一
八
六
八

年
版
に
横
浜
居
留
地
五
十
六
番
地
に
所
在
し
た
ト
ラ
ウ
ト
マ
ン
商
会
（T

ra
u

tm
a

n
n

 &
 C

o
.

）
の
社
員
と

し
て
ラ
イ
ス
ナ
ー
の
名
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る

（

249
）

。
だ
が
こ
の
会
社
は
、
日
本
で
は
こ
の
年
だ

け
横
浜
の
欄
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
ま
た
、「
ジ
ャ
パ
ン
・
デ
ィ
レ
ク
ト

リ
ー
」
一
八
六
九
年
版
の
人
名
索
引
に
ラ
イ
ス
ナ
ー
の
名
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
り

（

250
）

、
そ
の
名

の
横
に
は
テ
ク
ス
ト
ー
ル
商
会
（T

e
x
te

r &
 C

o
.
 

（

251
）

）
と
、
彼
の
所
属
す
る
会
社
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
テ
ク
ス
ト
ー
ル
商
会
の
ほ
う
は
、
日
本
に
お
け
る
ド
イ
ツ
系
商
社
の
草
分
け
的
存
在
と
し
て
各
種
史
料

で
散
見
さ
れ
る
。
だ
が
、「
ジ
ャ
パ
ン
・
デ
ィ
レ
ク
ト
リ
ー
」
に
お
い
て
ラ
イ
ス
ナ
ー
が
こ
の
商
社
と
関
係
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し
て
登
場
す
る
の
は
、
や
は
り
こ
の
一
度
き
り
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
、
そ
れ
だ
け
を
も
っ
て
明
確
な
在
留

記
録
と
す
る
に
は
躊
躇
を
覚
え
ざ
る
を
得
ず
、
ま
た
、
ラ
イ
ス
ナ
ー
が
こ
う
し
た
交
易
会
社
の
一
員
と
し

て
一
時
期
横
浜
で
活
動
し
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
と
彼
の
後
年
の
新
潟
領
事
就
任
と
を
直
接
的
に

結
び
つ
け
る
材
料
に
は
乏
し
い
。 

 

ラ
イ
ス
ナ
ー
の
日
本
で
の
記
録
が
明
確
に
残
っ
て
い
る
の
は
、
一
八
六
八
年
の
戊
辰
戦
争
さ
な
か
の
時

期
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
同
年
八
月
二
十
七
日
（
慶
応
四
年
七
月
七
日
）
、
ラ
イ
ス
ナ
ー
が
仙
台
に
お
い
て

米
沢
・
会
津
の
両
藩
士
と
弾
薬
等
の
供
給
契
約
を
結
ん
だ
文
書
が
あ
り

（

252
）

、
し
か
も
、
そ
の
契
約
の
手
付

金
と
し
て
二
千
両
を
受
け
取
っ
た
受
領
書
に
は
、
ラ
イ
ス
ナ
ー
の
署
名
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
署
名
は

本
論
筆
者
が
す
で
に
様
々
な
史
料
で
親
し
ん
だ
ラ
イ
ス
ナ
ー
本
人
の
も
の
で
間
違
い
な
い
。
こ
の
時
期
の

多
く
の
外
国
商
人
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
ラ
イ
ス
ナ
ー
も
ま
た
内
戦
に
乗
じ
た
商
取
引
に
絡
ん
で
い

た
。
こ
の
契
約
で
は
、
ラ
イ
ス
ナ
ー
が
横
浜
で
一
万
三
千
両
の
弾
薬
等
を
調
達
し
、
テ
ク
ス
ト
ー
ル
商
会

に
よ
っ
て
横
浜
か
ら
仙
台
へ
次
の
船
便
で
運
び
込
ま
れ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
。 

  

新
潟
領
事
の
任
命
は
、
そ
れ
か
ら
三
ヶ
月
半
の
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ま
で
の
プ
ロ
イ
セ
ン
と
の

修
好
通
商
条
約
に
代
わ
る
北
ド
イ
ツ
連
邦
と
の
条
約
は
一
八
六
九
年
二
月
二
十
日
（
明
治
二
年
一
月
十
日
）

に
締
結
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
よ
り
以
前
の
六
八
年
十
二
月
十
二
日（
明
治
元
年
十
月
二
十
九
日
）
、

ベ
ル
リ
ン
で
は
「
商
人
ア
ド
ル
フ
・

ラ
イ
ス
ナ
ー
」
を
そ
の
北
ド
イ
ツ
連

邦
の
新
潟
領
事
に
任
命
す
る
旨
の
ヴ

ィ
ル
ヘ
ル
ム
一
世
に
よ
る
裁
可
が
下

さ
れ
た

（

253
）

。
同
年
十
二
月
二
十
二
日
、

ラ
イ
ス
ナ
ー
本
人
に
対
す
る
領
事
任

命
の
正
式
な
指
令
書
が
発
せ
ら
れ
た

（

254
）

。 一
八
六
九
年
三
月
五
日
（
明
治
二

年
一
月
二
十
三
日
）
、
フ
ォ
ン
・
ブ
ラ

ン
ト
は
明
治
新
政
府
に
対
し
て
、
箱

館
・
長
崎
の
そ
れ
ま
で
の
プ
ロ
イ
セ

ン
領
事
を
そ
の
ま
ま
北
ド
イ
ツ
連
邦

領
事
と
し
て
任
命
す
る
こ
と
に
加
え

て
、
新
た
に
開
港
し
た
新
潟
の
領
事

と
し
て
「
商
人
」
ラ
イ
ス
ナ
ー
が
任

命
さ
れ
た
こ
と
を
通
知
し
た

（

255
）

。 

新
潟
に
お
け
る
北
ド
イ
ツ
連
邦
領

事
館
の
開
設
手
続
き
は
こ
う
し
て
進

ん
だ
が
、
実
際
の
ラ
イ
ス
ナ
ー
の
赴

表 26：新潟ドイツ領事ライスナーの略歴 

西 暦 事    項 年齢 

1840.8.7 ドイツ西部クレーフェルトに生まれる  

1863 オランダへ単身移る 23 歳 

1866.5.19 来日か（横浜着） 25 歳 

1866 トラウトマン商会またはテクストール商会（横浜）に勤務か  

1868.12.12 北ドイツ連邦新潟領事の任命を受ける  

1869.2.20 日本・北ドイツ連邦修好通商条約  

1869.7.24 再来日か（横浜着）  

1869.9.16 新潟に着く（領事着任） 29 歳 

1879.9-1880.4  一時帰国  

1882.7 新潟を去る（領事離任） 41 歳 

1882.9 ドイツ・クレーフェルトに戻る  

1882.11 イギリス・ロンドンへ向かう 42 歳 

1883.4 結婚（以降、３人の子をもうける）  

1885.1 ロンドンからクレーフェルトに戻る 44 歳 

1886.5 染織会社（C.A.ケトゥゲン）の支配人となる 45 歳 

1896 (?) 年金生活に入る (55 歳) 

1926.12.26 逝去 86 歳 
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任
は
少
し
遅
れ
た
。
当
時
の
横
浜
港
の
シ
ッ
ピ
ン
グ
・
リ
ス
ト
に
は
、
一
八
六
九
年
七
月
二
十
七
日
（
明

治
二
年
六
月
十
九
日
）
に
横
浜
に
入
港
し
た
太
平
洋
汽
船
グ
レ
ー
ト
・
リ
パ
ブ
リ
ッ
ク
に
ラ
イ
ス
ナ
ー
が

乗
船
し
て
い
た
記
録
が
あ
る

（

256
）

。
こ
の
ア
メ
リ
カ
蒸
気
船
は
、
同
年
七
月
三
日
に
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
を

出
航
し
て
い
た
。
前
年
夏
の
戊
辰
戦
争
の
さ
な
か
に
は
確
か
に
日
本
に
い
た
は
ず
の
ラ
イ
ス
ナ
ー
な
の
だ

が
、
こ
の
乗
船
名
簿
に
よ
れ
ば
、
ラ
イ
ス
ナ
ー
は
こ
の
時
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
、
あ
る
い
は
い
ず
こ
か
ら
ア

メ
リ
カ
を
経
由
し
て
再
び
来
日
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
い
っ
た
ん
ド
イ
ツ
に
戻
っ
て
い
た
、
と
い
う

こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
当
時
、
日
本
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
は
少
な
く
と
も
一
ヶ
月
半
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
内
の
港

か
ら
陸
路
で
の
移
動
を
含
め
る
と
通
常
は
片
道
で
二
ヶ
月
近
く
の
旅
路
で
あ
る
。
一
八
六
八
年
八
月
末
に

は
確
実
に
日
本
に
い
た
ラ
イ
ス
ナ
ー
が
そ
の
後
ド
イ
ツ
に
行
っ
た
と
す
る
と
、そ
の
ド
イ
ツ
で
の
滞
在
は
、

長
く
見
積
も
っ
て
同
年
十
月
末
か
ら
翌
一
八
六
九
年
五
月
末
ま
で
の
半
年
あ
ま
り
、と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
あ
い
だ
に
は
、
ド
イ
ツ
本
国
に
お
い
て
ラ
イ
ス
ナ
ー
を
新
潟
領
事
に
任
命
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た

一
八
六
八
年
十
二
月
が
収
ま
る
。
す
る
と
、
仮
に
ラ
イ
ス
ナ
ー
が
こ
の
時
期
ド
イ
ツ
に
戻
っ
た
の
で
あ
れ

ば
、
領
事
を
拝
命
す
る
こ
と
が
目
的
だ
っ
た
、
と
い
う
推
測
が
ま
ず
浮
か
ぶ
。
な
お
調
査
が
必
要
で
あ
る
。 

一
八
六
九
年
七
月
二
十
七
日
に
再
来
日
し
た
ラ
イ
ス
ナ
ー
は
、
同
年
九
月
四
日
（
明
治
二
年
七
月
二
十

八
日
）
、
横
浜
の
公
使
館
に
お
い
て
代
理
公
使
ブ
ラ
ン
ト
か
ら
領
事
任
命
書
を
受
け
取
り
、
新
潟
領
事
と
し

て
国
家
の
た
め
に
最
善
を
尽
く
す
こ
と
を
神
に
対
し
て
誓
う
宣
誓
書
を
提
出
し
た

（

257
）

。
翌
九
月
五
日
、
ブ

ラ
ン
ト
は
日
本
政
府
へ
、
近
々
に
ラ
イ
ス
ナ
ー
が
新
潟
に
赴
任
す
る
こ
と
を
伝
え
た

（

258
）

。
九
月
八
日
、
ラ

イ
ス
ナ
ー
は
横
浜
か
ら
イ
ギ
リ
ス
蒸
気
船
オ
ー
シ
ャ
ン
・
ク
イ
ー
ン
に
乗
っ
て
新
潟
に
向
か
い
、
同
月
十

六
日
に
新
潟
に
着
い
た
。
そ
し
て
、
そ
の
日
の
う
ち
に
、
自
ら
の
着
任
を
新
潟
県
庁
に
宛
て
て
「
拙
者
儀
、,

オ
セ
ア
ン
ク
イ
ン
号
ヲ
以
テ
、
本
日
着
港
致
シ
候
間
、
明
朝
十
時
前
ハ
何
時
頃
拝
謁
可
致
哉
、
御
都
合
御

報
知
被
下
度
候
」
と
通
知
し
た

（

259
）

。
ま
た
同
じ
史
料
に
は
、
「
八
月
十
一
日
〔
一
八
六
九
年
九
月
十
六
日

―

筆
者
〕」
、
獨
乙
北
部
連
邦
領
事
館
ヲ
、
本
町
四
之
町
池
田
屋
市
三
郎
貸
家
、
同
国
商
ウ
ェ
ー
ブ
ル
借
用

ノ
部
内
ニ
置
ク
」
と
も
あ
る

（

260
）

。 

以
上
が
、
ラ
イ
ス
ナ
ー
が
新
潟
領
事
と
し
て
駐
在
を
開
始
す
る
ま
で
、
す
な
わ
ち
在
新
潟
ド
イ
ツ
領
事

館
が
開
設
さ
れ
る
ま
で
の
経
緯
で
あ
る
。 

 

（
２
）
領
事
館
の
基
本
的
性
格 

 

こ
う
し
て
開
設
さ
れ
た
ド
イ
ツ
領
事
館
の
基
本
的
性
格
に
つ
い
て
、
ま
ず
は
以
下
の
四
点
を
ま
と
め
て

お
き
た
い
。 

 

第
一
に
は
、
領
事
ラ
イ
ス
ナ
ー
は
一
義
的
に
は
商
人
で
あ
っ
た
。
領
事
と
は
い
え
名
誉
職
で
あ
り
、
本

国
や
公
使
館
か
ら
政
府
公
館
と
呼
び
う
る
よ
う
な
公
的
施
設
が
用
意
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
家
屋
敷
は
自

ら
工
面
し
た
。
一
八
六
九
年
九
月
、
ラ
イ
ス
ナ
ー
が
新
潟
に
赴
任
す
る
際
、
フ
ォ
ン
・
ブ
ラ
ン
ト
は
日
本

政
府
へ
の
事
前
通
告
の
な
か
で
「
我
が
国
の
領
事
が
新
潟
で
の
居
所
を
見
つ
け
る
ま
で
の
宿
舎
と
し
て
、

い
ず
れ
か
の
寺
を
手
配
願
い
た
い
」
と
要
請
し
て
い
る

（

261
）

。
ラ
イ
ス
ナ
ー
は
、
お
そ
ら
く
は
宿
の
あ
て
も

な
く
単
身
で
新
潟
に
乗
り
込
ん
で
き
た
の
で
あ
り
、
本
国
政
府
は
、
本
業
が
商
人
で
あ
る
ラ
イ
ス
ナ
ー
に

宿
舎
を
手
当
て
す
る
意
向
は
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
領
事
と
し
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て
の
報
酬
を
得
て
い
た
形
跡
も
な
い
。
領
事
と
し
て
庇
護
す
べ
き
ド
イ
ツ
人
居
留
者
か
ら
登
録
料
・
手
数

料
を
徴
収
し
て
い
た
記
録
は
あ
る
の
で

（

262
）

、
お
そ
ら
く
は
そ
れ
ら
の
わ
ず
か
な
額
が
彼
の
領
事
と
し
て
の

収
入
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

商
人
と
し
て
の
ラ
イ
ス
ナ
ー
は
、
来
港
当
初
か
ら
同
国
商
人
の
ウ
ェ
ー
バ
ー
と
パ
ー
ト
ナ
ー
を
組
ん
で

ウ
ェ
ー
バ
ー
・
ラ
イ
ス
ナ
ー
商
会
を
営
ん
だ
。
七
四
年
に
は
こ
の
パ
ー
ト
ナ
ー
を
解
消
し
ラ
イ
ス
ナ
ー
商

会
と
し
て
独
立
し
た
。「
デ
ィ
レ
ク
ト
リ
ー
」
で
新
潟
に
つ
い
て
の
記
載
が
始
ま
る
七
四
年
以
降
、
ラ
イ
ス

ナ
ー
の
名
は
公
的
機
関
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
な
か
に
領
事
と
し
て
掲
載
さ
れ
る
と
と
も
に
、
私
人
と
し
て
は

右
記
の
商
会
を
営
む
者
と
し
て
も
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。「
デ
ィ
レ
ク
ト
リ
ー
」
一
八
七
八
年
版
か
ら
は
、
商

人
か
ら
保
険
代
理
業
へ
と
職
業
が
変
更
さ
れ
て
い
る

（

263
）

が
、
後
述
す
る
彼
の
年
次
報
告
か
ら
も
、
ま
た
新

潟
新
聞
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
彼
の
記
事
か
ら
も
、
以
降
、
商
人
と
し
て
の
彼
の
活
動
実
態
が
失
わ
れ
た
と

は
考
え
ら
れ
な
い
。 

 

第
二
に
は
、
ラ
イ
ス
ナ
ー
の
領
事
活
動
・
商
業
活
動
・
生
活
の
場
は
ほ
ぼ
一
体
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
す
な
わ
ち
彼
の
居
所
が
領
事
館
所
在
地
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
領
事
館
と
い
う
言
葉
か
ら
想
像
し
が

ち
な
瀟
洒
な
洋
館
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
外
観
・
造
り
は
基
本
的
に
一
般
日
本
民
家
そ
の
も
の
で
あ

っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
ラ
イ
ス
ナ
ー
の
着
任
は
開
港
初
年
で
あ
っ
た
し
、
外
国
人
居
留
地
が
な
か
っ
た
新

潟
で
は
、
そ
の
後
も
わ
ず
か
な
洋
館
し
か
建
て
ら
れ
な
か
っ
た
。 

 

そ
の
領
事
館
は
、
前
半
期
は
現
在
の
中
央
区
本
町
通
七
番
町
（
当
時
の
呼
称
は
新
町
通
あ
る
い
は
本
町

通
四
之
町
、
の
ち
七
番
町
）
に
あ
っ
た

（

264
）

。
当
初
は
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
借
家
に
同
居
し
、
や
が
て
ウ
ェ
ー
バ

ー
と
は
隣
接
す
る
家
屋
に
別
々
に
住
ん
だ

（

265
）

。 

 

一
八
七
七
（
明
治
十
）
年
一
月
三
日
、
ラ
イ
ス
ナ
ー
は
下
大
川
前
通
三
ノ
町
へ
の
領
事
館
の
移
転
を
新

潟
県
庁
に
通
知
し
た

（

266
）

。
す
な
わ
ち
、
こ
の
下
大
川
前
通
三
ノ
町
二
一
七
七
～
二
一
七
九
番
地
が
領
事
館

の
後
半
期
の
所
在
地
で
あ
る
と
特
定
で
き
る
。
し
か
も
建
物
の
形
状
も
確
認
で
き
る
。
一
八
八
二
年
に
新

潟
を
去
る
際
、
ラ
イ
ス
ナ
ー
は
こ
の
土
地
建
物
を
地
元
商
人
に
売
却
し
た
こ
と
が
「
新
潟
町
会
所
文
書
」

に
記
録
さ
れ
て
お
り

（

267
）

、
加
え
て
そ
の
地
元
商
人
が
ラ
イ
ス
ナ
ー
離
港
と
重
な
る
時
期
に
こ
の
建
物
ら
し

き
貸
家
の
新
聞
広
告
を
掲
載
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る

（

268
）

。
そ
こ
か
ら
は
、
こ
の
貸
家
が
広
い
母
屋
の
ほ
か

に
土
蔵
を
二
つ
備
え
た
、
い
か
に
も
商
家
ら
し
い
造
り
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
立
地
自
体
が
信
濃
川

の
河
岸
で
あ
っ
た
こ
と
と
相
ま
っ
て
、
ラ
イ
ス
ナ
ー
の
後
半
の
本
拠
地
が
ま
さ
に
交
易
商
人
に
ふ
さ
わ
し

い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
容
易
に
想
像
で
き
る
。 

 

第
三
に
は
、
ラ
イ
ス
ナ
ー
は
ほ
ぼ
十
三
年
間
に
わ
た
っ
て
継
続
的
に
新
潟
に
在
住
し
た
。
新
潟
領
事
館

の
管
轄
区
域
は
現
在
の
秋
田
県
・
山
形
県
・
新
潟
県
・
富
山
県
・
石
川
県
で
あ
っ
た
が

（

269
）

、
ラ
イ
ス
ナ
ー

が
こ
の
管
轄
区
域
を
離
れ
た
こ
と
が
史
料
で
確
認
で
き
る
の
は
、
表
27
に
示
し
た
七
回
で
あ
る
。
当
時
、

外
国
人
に
よ
る
国
内
旅
行
に
は
厳
し
い
規
制
が
課
さ
れ
て
お
り
、
外
国
人
遊
歩
区
域
を
越
え
た
内
地
旅
行

に
は
事
前
許
可
が
必
要
だ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
上
記
以
外
に
史
料
に
出
て
こ
な
い
ラ
イ
ス
ナ
ー
の
内
地
旅

行
が
あ
っ
た
と
は
あ
ま
り
考
え
ら
れ
な
い
。
表
27
か
ら
わ
か
る
状
況
を
反
対
解
釈
す
れ
ば
、
ラ
イ
ス
ナ
ー

は
十
三
年
間
の
新
潟
滞
在
中
、
欧
州
へ
の
た
だ
一
回
の
半
年
余
の
休
暇
を
除
け
ば
、
せ
い
ぜ
い
一
、
二
年

に
一
回
の
頻
度
で
し
か
新
潟
を
留
守
に
し
な
か
っ
た
。
し
か
も
こ
れ
ら
の
旅
行
の
多
く
は
、
移
動
が
容
易



132 

 

な
季
節
の
公
使
館
へ
の
連
絡
用
務
で
あ
り
、
当
時
の
交
通
・
通
信
事
情
や
領
事
と
し
て
の
任
務
を
考
え
れ

ば
最
低
限
の
出
張
と
も
言
え
る
。
ラ
イ
ス
ナ
ー
の
新
潟
と
の
密
着
度
は
相
当
に
高
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

第
四
に
、
ラ
イ
ス
ナ
ー
が
領
事
と
し
て
保
護
す
べ
き
ド
イ
ツ
居
留
民
を
確
認
し
て
お
く
。
そ
れ
ら
居
留

民
は
、
短
期
の
滞
在
で
確
認
困
難
な
者
を
除
き
、
ま
た
佐
渡
に
い
た
日
本
政
府
雇
用
の
一
名
を
除
き
、
ラ

イ
ス
ナ
ー
自
身
を
含
め
て
表
28
に
示
す
五
名
で
あ
っ
た
。
こ
の
五
名
は
す
べ
て
交
易
商
人
で
あ
っ
た
。
開

港
後
の
新
潟
に
赴
い
た
外
国
商
人
の
多
く
は
、
早
々
に
新
潟
を
去
っ
て
し
ま
い
、
一
八
八
五
（
明
治
十
八
）

年
に
ド
イ
ツ
人
商
人
コ
ッ
ホ
が
新
潟
を
離
れ
西
洋
人
商
人
の
活
動
が
休
止
す
る
。
彼
ら
西
洋
人
商
人
は
、

開
港
直
後
を
除
け
ば
す
べ
て
ド
イ
ツ
人
で
あ
っ
た
。
他
の
開
港
場
と
比
較
す
れ
ば
人
数
自
体
は
微
々
た
る

も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
新
潟
は
ド
イ
ツ
商
人
の
独
壇
場
で
あ
っ
た
。 

 
 

 

第
二
節 

本
国
へ
の
年
次
報
告
書 

 

新
潟
ド
イ
ツ
領
事
館
の
具
体
的
な
活
動
を
考
察
し
て
い
く
に
あ
た
っ
て
は
、
領
事
ラ
イ
ス
ナ
ー
自
身
が

綴
っ
た
公
使
館
・
本
国
へ
の
報
告
書
が
圧
倒
的
な
根
拠
と
な
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
イ
ギ
リ
ス
の
場
合
と

は
異
な
り
、
現
状
の
史
料
状
況
で
は
、
彼
の
年
次
報
告
に
ほ
ぼ
限
定
さ
れ
る
。
そ
の
年
次
報
告
の
内
容
か

ら
推
測
す
れ
ば
、
ラ
イ
ス
ナ
ー
は
、
イ
ギ
リ
ス
領
事
の
よ
う
に
頻
繁
に
公
使
館
と
文
書
を
往
復
さ
せ
る
こ

と
は
な
か
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
以
降
は
ラ
イ
ス
ナ
ー
が
記
し
た
年
次
報
告
書
を
詳
細
に

氏     名 居留期間 

ウェーバー（Arthur Richard Weber） 

ライスナー（Adolph Leysner） 

コッホ（Heinrich Koch） 

フィッシャー（Visscher van Gaasbeck） 

ヘーニンクハウス（Heinrich Hoeninghaus） 

1869～1876 

1869～1882 

1875/76～1885 

1875/76～1883/84 

1879/80～1883/84 

１）「ディレクトリー」をもとに、筆者の検討結果を加えた。 

２）居留期間の「 / 」（スラッシュ）は、その前後のいずれかの年に

居留を開始・終了したと推測される、との意味。 

３）フィッシャーは、その氏名綴りからは本来オランダ出自と推測さ

れるものの、本稿のライスナーによる報告書はじめ「新潟町会所文

書」などの諸史料では明らかにドイツ人とされている。 

 

 

表 27：ライスナーが在任中に領事館管轄区域を離れた記録 

時  期 内     容 

1870（明治３）年 夏 通商司新潟支署による通商への妨害に対する抗議に

あたって公使の支援を得るために横浜へ赴いた〔本文

史料二十七による。また『稿本新潟県史』にも関連の記

録がある〕。ライスナー不在のあいだウェーバーが領事

職を代理した。 

1872（明治５）年 春 新潟港改善の必要性を公使に訴えるために横浜へ赴

いた〔本文史料二十八による〕。 

1874（明治７）年 春 旅行免状を日本外務省に対して請求した記録が残る。 

1875（明治８）年 秋 内地旅行の規制緩和に向けての支援を公使館に要請

するため東京へ赴いた〔本文史料三十一による〕。 

1876（明治９）年 春 旅行免状を日本外務省に対して請求した記録が残る。 

1879（明治 11）年９月 

～1880（明治 12）年４月 

公使館の許可を得て欧州を訪問した。ライスナー不在

のあいだヘーニンクハウスが領事職を代理した。 

1881（明治 14）年９月 秋 東京への出立を日本外務省に通知した記録が残る。ラ

イスナー不在のあいだヘーニンクハウスが領事職を代

理した。 

『稿本新潟県史 第 15 巻』、外交史料館「在本邦各国領事任免雑件 独国之部 第一

巻」 

 

表 28：明治前期の新潟に居留したドイツ人 

氏     名 居留期間 職 業 

ウェーバー（Arthur Richard Weber） 

ライスナー（Adolph Leysner） 

コッホ（Heinrich Koch） 

フィッシャー（Visscher van Gaasbeck） 

ヘーニンクハウス（Heinrich Hoeninghaus） 

1869～1876 

1869～1882 

1875/76～1885 

1875/76～1883/84 

1879/80～1883/84 

貿易商人 

貿易商人 

貿易商人 

貿易商人 

貿易商人 
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見
て
い
き
た
い
。 

年
次
報
告
書
は
館
務
報
告
及
び
通
商
報
告
と
い
う
、
性
格
の
異
な
る
二
種
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
館
務
報

告
は
ド
イ
ツ
外
務
省
政
治
文
書
館
が
所
蔵
す
る
。
た
だ
、
同
史
料
で
は
一
八
六
九
年
と
一
八
七
一
年
に
関

す
る
報
告
を
欠
く
。
ま
た
、
駐
在
し
た
最
終
年
の
一
八
八
二
年
に
関
し
て
は
、
お
そ
ら
く
報
告
書
を
作
成

せ
ず
に
離
任
し
た
と
思
わ
れ
る
。
一
方
の
通
商
報
告
に
関
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
本
論
筆
者
は
、
領
事
館
後

半
期
、
す
な
わ
ち
一
八
七
七
年
か
ら
一
八
八
一
年
ま
で
の
五
本
の
報
告
の
存
在
だ
け
を
確
認
し
た
。
ド
イ

ツ
連
邦
文
書
館
リ
ヒ
タ
ー
フ
ェ
ル
デ
館
が
所
蔵
す
る
。
も
っ
と
も
、
館
務
報
告
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
前
者

史
料
か
ら
は
、
ラ
イ
ス
ナ
ー
は
駐
在
当
初
か
ら
商
業
報
告
を
提
出
し
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。 

各
々
の
報
告
内
容
と
し
て
は
、
館
務
報
告
は
主
に
領
事
が
遂
行
し
た
実
務
の
概
要
で
あ
る
。
通
商
報
告

は
任
地
新
潟
の
海
運
（
船
舶
の
出
入
港
状
況
）
及
び
通
商
（
商
品
ご
と
の
輸
移
出
入
等
状
況
）
に
関
し
て

で
あ
る
。
関
連
の
統
計
表
を
含
む
。
分
量
的
に
は
、
原
史
料
に
お
い
て
館
務
報
告
は
年
に
よ
り
二
頁
か
ら

七
頁
、
通
商
報
告
は
一
四
頁
か
ら
二
二
頁
で
あ
る
。 

館
務
報
告
及
び
通
商
報
告
は
、
と
も
に
東
京
（
当
初
は
横
浜
）
の
公
使
館

（

270
）

を
経
て
、
本
国
政
府
に
向

館務報告 通商報告 提出宛先 日 付

1869年報告 欠 欠 - - - -

1870年報告 〔6頁〕 欠
北ドイツ連邦首相

ビスマルク
1871.1.1 →1871.3.27 →

首相府が収受し外務
省・商務省へ回付

1871年報告 欠 欠 - - - 　 -

1872年報告 〔5頁〕 欠
ドイツ帝国首相

ビスマルク
1873.1.1 → (不明) →

外務省が収受し首相
府・商務省へ回付

1873年報告 〔4頁〕 欠 同上 1874.1.1 → 1874.3.2 → 　同上

1874年報告 〔3頁〕 欠 同上 1875.1.1 → 1875.3.3 → 　同上

1875年報告 〔7頁〕 欠 同上 1876.1.1 → 1876.3.6 → 　同上

1876年報告 〔4頁〕 欠 同上 1877.1.1 →1877.2.25 → 　同上

1877年報告 〔3頁〕
〔本文16頁〕
〔付表6頁〕

同上 1878.1.1 →1878.2.22 → 　同上

1878年報告 〔6頁〕
〔本文14頁〕
〔付表7頁〕

外務省 1879.1.1 → 1879.3.3 → 　同上

1879年報告 〔3頁〕
〔本文9頁〕
〔付表6頁〕

同上 1880.5.1 →1880.5.26 →
外務省が収受し商務
省へ回付

1880年報告 〔2頁〕
〔本文8頁〕
〔付表6頁〕

同上 1881.1.1 →1881.4.13 → 　同上

1881年報告 〔3頁〕
〔本文11頁〕
〔付表6頁〕

同上 1882.1.1 → 1882.3.8 → 　同上

・ 館務報告はドイツ外務省政治史料館所蔵。通商報告はドイツ連邦文書館リヒターフェルデ館所蔵。「欠」
は原史料の存在が確認できていないもの。〔　〕は原史料における頁数。

表29：ドイツ領事による年次報告書

報告対象年
新潟からの報告書 公使館

送付文
日付

本国での処理
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け
て
送
付
さ
れ
た
。
館
務
報
告
の
初
頁
に
は
、
ラ
イ
ス
ナ
ー
が
提

出
す
る
宛
先
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
宛
先
は
一
八
七
七
年
報

告
ま
で
は
ビ
ス
マ
ル
ク
と
さ
れ
て
い
る
。
実
際
に
は
、
報
告
書
は

公
使
館
か
ら
外
務
省
に
送
付
さ
れ
、
外
務
省
は
こ
れ
を
受
け
取
っ

た
後
す
み
や
か
に
首
相
府
へ
回
付
し
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

一
八
七
八
年
報
告
以
降
は
、
宛
先
が
外
務
省
へ
と
変
更
さ
れ
た
。

そ
し
て
報
告
書
は
や
が
て
首
相
府
に
回
付
さ
れ
な
く
な
っ
た
。
す

な
わ
ち
、
新
潟
か
ら
の
報
告
書
は
格
下
げ
さ
れ
た
扱
い
と
な
っ
て

い
る
。
こ
れ
は
一
八
七
八
年
中
、
管
内
の
事
案
に
関
し
て
領
事
裁

判
を
執
行
す
る
権
限
を
失
う
な
ど
、
新
潟
領
事
館
の
権
限
が
縮
小

さ
れ
た
こ
と
に
関
係
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
新
潟
領
事

が
報
告
書
に
記
し
た
日
付
は
毎
年
一
月
一
日
に
揃
え
ら
れ
て
い
る

（
一
八
七
九
年
報
告
書
を
除
く
）
が
、
実
際
は
も
っ
と
後
に
公
使

館
へ
発
送
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
と
い
う
の
も
、
前
年
末

ま
で
の
統
計
数
字
が
一
月
一
日
に
す
べ
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
、

と
い
う
の
は
考
え
づ
ら
い
し
、
公
使
館
か
ら
本
国
へ
の
送
付
文
に

記
さ
れ
て
い
る
日
付
は
、
い
ず
れ
の
年
も
二
月
下
旬
以
降
と
さ
れ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
報
告
書
の
構
成
と
処
理
の

流
れ
を
表
29
及
び
図
５
に
ま
と
め
た
。 

以
下
は
、
存
在
が
確
認
さ
れ
た
ラ
イ
ス
ナ
ー
に
よ
る
各
年
の
年

次
報
告
書
の
う
ち
、
館
務
報
告
全
文
を
掲
出
す
る
。
本
論
筆
者
が

原
文
ド
イ
ツ
文
字
筆
記
体
（
フ
ラ
ク
ト
ゥ
ア
ー
）
を
独
力
で
解
読
し
、
訳
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、

報
告
書
の
末
尾
に
は
、
本
論
筆
者
に
よ
る
若
干
の
注
釈
を
加
え
た
も
の
も
あ
る
（［
筆
者
補
足
］）
。こ
れ
は
、

報
告
が
扱
っ
て
い
る
事
柄
に
は
一
般
に
知
ら
れ
て
い
な
い
も
の
も
あ
る
こ
と
か
ら
、部
分
的
で
は
あ
る
が
、

そ
れ
ら
に
関
す
る
背
景
知
識
を
補
う
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
本
論
文
の
付
録
２
と
し
て
ド
イ
ツ
語
原
文
の

翻
刻
を
掲
げ
て
あ
る
。
付
録
２
に
は
、
一
八
七
七
・
七
八
年
の
二
ヶ
年
の
通
商
報
告
の
一
部
を
、
原
文
翻

刻
及
び
翻
訳
に
よ
り
併
せ
て
掲
げ
た
。 

 

【
史
料
二
十
七 

一
八
七
〇
年
報
告
】 

 

昨
年
の
私
の
館
務
に
つ
い
て
、
閣
下
に
対
し
て
以
下
の
と
お
り
御
報
告
し
ま
す
。 

 

私
が
最
も
時
間
を
費
や
し
て
当
地
当
局
と
交
渉
し
た
事
項
は
、
当
局
が
米
の
取
引
の
独
占
を
図
り
、
一

八
六
九
年
に
商
人
た
ち
の
激
し
い
抵
抗
の
な
か
で
強
行
し
た
米
禁
輸
を
、
今
度
は
公
式
に
認
め
ら
れ
た
措

置
に
基
づ
い
て
実
行
し
よ
う
と
し
た
こ
と
で
し
た
。
私
が
二
月
二
日
に
当
地
当
局
か
ら
受
け
取
っ
た
書
翰

に
よ
れ
ば
、
米
穀
の
出
来
が
凶
作
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
四
月
二
日
以
降
は
政
府
の
許
可
が
な
い
米
の
移

出
を
禁
ず
る
こ
と
を
関
係
者
に
告
知
し
て
ほ
し
い
、
と
の
こ
と
で
し
た
。
こ
の
よ
う
な
禁
輸
措
置
は
政
府

自
ら
に
自
由
裁
量
を
与
え
る
も
の
で
あ
り
、
私
と
し
て
は
、
北
ド
イ
ツ
連
邦
と
日
本
と
の
条
約
第
八
条
に

館務報告
Amtstätigkeitbericht

館務報告
Amtstätigkeitbericht

　

通商報告
Handels- und

Schifffahrtbericht

　

通商報告
Handels- und

Schifffahrtbericht

図５：年次報告書の流れ（ドイツ）

新潟領事館 駐日公使館 本国政府（ドイツ）

公使(又は代理)からの送付文

　　　　　　　　首相府
　外務省
　　　　　　　　商務省

年次報告書
Jahresbericht

年次報告書
Jahresbericht
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違
背
す
る
も
の
と
し
て
拒
否
せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
も
、
米
の
収
穫
は
良
好
で
あ
っ
た
と
の

情
報
が
あ
り
ま
し
た
。
三
月
二
十
七
日
、
水
原
県
庁
は
米
の
出
来
は
良
好
で
例
年
並
み
と
見
込
ま
れ
る
と

告
げ
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
当
地
の
皆
の
予
想
に
反
し
て
、
四
月
二
十
六
日
に
は
条
約
に
基
づ
く
形
で
の
禁

輸
が
実
行
に
移
さ
れ
ま
し
た
。
五
月
二
十
五
日
に
は
禁
輸
が
解
除
さ
れ
た
も
の
の
、
政
府
が
目
的
を
達
す

る
に
は
こ
れ
で
十
分
で
し
た
。
と
い
う
の
も
、
政
府
及
び
大
名
の
米
は
「G

o
m

a
i[

〔
貢
米
？
〕
」
と
い
う

名
目
で
す
で
に
港
か
ら
運
び
出
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。
四
月
二
十
六
日
、
私
は
こ
の
こ
と
に
抗
議
を
行
い

ま
し
た
。 

 

同
じ
四
月
、
日
本
政
府
が
設
け
た
通
商
・
為
替
会
社
で
あ
る
商
社
、
及
び
通
商
司
の
現
地
支
署
が
設
置

さ
れ
ま
し
た
。
彼
ら
が
講
じ
た
措
置
は
当
地
の
交
易
を
破
滅
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
条
約
に
も
反
す

る
と
見
な
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
私
は
こ
う
し
た
破
滅
的
措
置
へ
の
抗
議
を
行
う
こ
と
が
必
要
と
考
え
ま
し

た
。
し
か
し
そ
の
抗
議
も
効
果
が
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
我
が
国
の
外
交
代
表
の
支
援
を
得
る
た
め
に
横

浜
に
赴
く
こ
と
と
し
ま
し
た
。
や
が
て
夏
頃
に
至
っ
て
商
社
に
よ
る
措
置
は
緩
和
さ
れ
ま
し
た
が
、
し
か

し
そ
の
誤
っ
た
活
動
が
完
全
に
終
止
し
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

三
月
、
私
は
、
当
港
に
お
け
る
船
舶
通
航
の
障
害
を
解
消
す
る
た
め
の
必
要
な
改
善
策
を
意
見
書
と
し

て
公
使
に
送
付
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
公
使
か
ら
御
同
意
い
た
だ
き
、
江
戸
の
日
本
政
府
に
対
し
て
提
出
し

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
、
日
本
政
府
は
財
政
的
な
困
難
を
理
由
と
し

て
何
か
措
置
を
行
お
う
と
す
る
様
子
は
あ
り
ま
せ
ん
。
港
内
輸
送
船
や
港
内
作
業
者
に
関
す
る
手
数
料
規

定
な
ど
、
双
方
の
合
意
事
項
が
ま
っ
た
く
実
行
に
移
さ
れ
な
い
、
と
い
う
由
々
し
き
事
態
に
対
処
す
る
た

め
、
私
は
当
地
当
局
と
頻
繁
に
や
り
取
り
を
行
い
ま
し
た
。 

 

五
月
、
私
は
陸
路
で
越
後
、
信
州
、
上
州
、
武
州
を
経
由
し
、
十
日
を
か
け
て
横
浜
ま
で
旅
行
し
ま
し

た
。
そ
し
て
六
月
初
め
、
三
国
峠
を
経
由
し
て
八
日
を
か
け
て
新
潟
に
戻
り
ま
し
た
。
徒
歩
又
は
駕
籠
で

の
旅
で
し
た
。
往
路
復
路
と
も
、
一
マ
イ
ル
も
隔
て
ず
に
町
や
村
が
あ
り
、
そ
の
ど
こ
で
も
私
は
好
意
的

に
迎
え
ら
れ
ま
し
た
。 

 

当
地
と
横
浜
と
の
海
路
で
の
行
き
来
は
、
一
年
の
う
ち
五
ヶ
月
は
危
険
を
伴
い
不
可
能
で
す
。
場
合
に

よ
っ
て
は
、
交
易
上
、
あ
る
い
は
私
の
健
康
上
の
理
由
で
横
浜
と
す
み
や
か
に
往
来
す
る
こ
と
も
必
要
で

す
の
で
、
そ
う
し
た
際
に
は
陸
路
を
利
用
し
て
新
潟
か
ら
横
浜
に
行
く
こ
と
を
日
本
政
府
が
認
め
て
く
れ

な
い
も
の
か
ど
う
か
、
フ
ォ
ン
・
ブ
ラ
ン
ト
代
理
公
使
に
尋
ね
ま
し
た
。
日
本
政
府
は
私
に
一
時
的
な
許

可
は
与
え
て
く
れ
ま
し
た
が
、
こ
の
許
可
を
通
例
と
す
る
に
は
、
ま
だ
判
断
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
状
況

で
す
。 

 

破
産
し
た
会
社
に
対
す
る
処
置
や
当
地
で
死
亡
し
た
我
が
国
民
の
遺
品
処
置
も
引
き
続
き
私
の
職
務
と

な
り
ま
し
た
。
と
り
わ
け
日
本
商
人
に
よ
る
契
約
違
反
や
不
正
行
為
の
た
め
に
当
地
当
局
と
頻
繁
に
文
書

の
や
り
取
り
や
交
渉
を
行
い
ま
し
た
。
こ
う
し
た
場
合
に
お
け
る
日
本
の
法
律
は
極
め
て
不
十
分
で
す
。 

更
に
は
、
問
題
が
起
こ
っ
た
際
に
当
地
当
局
が
好
意
で
提
供
し
よ
う
と
す
る
助
力
は
、
お
よ
そ
何
の
足
し

に
も
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
申
し
上
げ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
事
柄
の
本
質
が

避
け
ら
れ
、
た
い
て
い
は
空
疎
で
意
味
の
な
い
言
葉
の
や
り
取
り
が
行
わ
れ
る
だ
け
の
こ
と
で
す
。
江
戸

の
中
央
政
府
に
訴
え
て
も
事
は
う
ま
く
運
び
ま
せ
ん
。 
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四
月
二
十
一
日
、
越
後
の
政
庁
は
新
潟
に
移
転
す
る
と
の
通
知
が
知
事
か
ら
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ

り
、
前
年
に
私
が
お
伝
え
し
た
不
都
合
は
解
消
さ
れ
ま
し
た
。 

 

【
史
料
二
十
八 

一
八
七
二
年
報
告
】 

 

昨
年
の
私
の
館
務
に
つ
い
て
、
閣
下
に
対
し
て
謹
ん
で
以
下
の
と
お
り
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

こ
れ
ま
で
と
同
様
に
、
日
本
人
が
ド
イ
ツ
人
に
対
し
て
加
え
る
商
売
上
の
欺
瞞
的
行
為
に
関
す
る
当
地

当
局
と
の
や
り
取
り
に
時
間
を
費
や
し
ま
し
た
。
そ
う
し
た
行
為
は
た
い
て
い
は
処
罰
さ
れ
る
こ
と
と
な

る
の
で
す
が
、
彼
ら
に
は
支
払
い
能
力
が
な
い
こ
と
か
ら
損
害
は
補
償
さ
れ
ず
に
終
わ
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

外
国
人
に
関
す
る
事
案
の
日
本
の
裁
判
で
の
取
扱
い
は
実
に
だ
ら
だ
ら
と
時
間
が
か
か
り
、
た
い
て
い
は

県
令
の
好
意
的
な
判
断
に
頼
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
し
か
も
、
事
柄
の
正
当
性
を
理
解
し
て
も

ら
う
た
め
に
は
骨
の
折
れ
る
書
翰
の
や
り
取
り
や
直
接
の
交
渉
を
何
回
も
行
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

多
く
の
場
合
、
商
業
に
関
す
る
法
令
は
不
備
で
あ
り
、
し
か
も
県
令
の
知
識
は
限
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

日
本
人
へ
の
貸
金
の
た
め
に
何
度
か
土
地
を
担
保
に
取
っ
た
こ
と
が
問
題
と
な
り
ま
し
た
。
当
地
で
は

外
国
人
が
土
地
を
我
が
も
の
と
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
当
局
は
そ
の
土
地
を
強
制
的
に

売
却
さ
せ
ま
し
た
。
し
か
も
そ
の
条
件
が
不
利
で
あ
っ
た
た
め
、
貸
し
た
者
に
損
失
が
出
て
し
ま
い
ま
し

た
。
日
本
人
が
外
国
人
に
対
し
て
土
地
を
抵
当
に
入
れ
る
こ
と
自
体
が
否
定
さ
れ
ま
し
た
。 

 

河
口
で
の
土
砂
堆
積
に
よ
り
冬
の
あ
い
だ
船
が
港
を
通
航
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
何
度
も
あ
り
ま
し
た
。

交
易
の
た
め
の
船
舶
通
航
を
容
易
に
す
る
計
画
は
実
行
さ
れ
て
お
ら
ず
、
あ
る
い
は
形
だ
け
の
お
ざ
な
り

な
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
私
は
四
月
に
陸
路
で
横
浜
に
赴
き
、
公
使
に
実
情
を
直
接
説
明
し
て

改
善
に
向
け
て
の
協
力
を
お
願
い
し
ま
し
た
。
し
か
し
改
善
の
見
込
み
は
立
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。 

 

昨
年
の
船
舶
入
港
は
一
隻
の
み
で
あ
り
、
陸
路
に
よ
る
通
行
が
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
は
切
実
な
課
題

で
す
。
私
は
こ
の
問
題
へ
の
働
き
か
け
を
改
め
て
行
い
ま
し
た
が
、
進
展
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。 

 

私
が
横
浜
に
滞
在
中
で
あ
っ
た
五
月
十
二
日
に
新
潟
で
暴
動
が
発
生
し
た
こ
と
を
、
同
地
の
私
の
代
理

者
か
ら
聞
き
ま
し
た
。
す
ぐ
さ
ま
私
は
公
使
に
面
会
し
て
こ
の
こ
と
を
伝
え
、
こ
う
し
た
暴
動
で
は
生
命

財
産
を
も
っ
と
も
狙
わ
れ
が
ち
な
新
潟
の
外
国
人
を
保
護
す
る
よ
う
日
本
政
府
に
要
請
し
て
ほ
し
い
、
と

依
頼
し
ま
し
た
。
幸
い
、
す
ぐ
に
招
集
さ
れ
た
鎮
圧
部
隊
に
よ
り
暴
動
は
抑
え
込
ま
れ
、
私
が
六
月
に
新

潟
に
戻
っ
た
時
に
は
ま
っ
た
く
平
静
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。 

 

北
ド
イ
ツ
連
邦
領
事
館
が
ド
イ
ツ
帝
国
領
事
館
に
変
更
さ
れ
た
こ
と
に
関
し
て
、
私
が
引
き
続
き
領
事

に
在
職
す
る
通
知
を
五
月
に
受
け
取
っ
た
後
、
当
地
当
局
に
こ
れ
を
通
知
し
ま
し
た
。
そ
し
て
諸
手
続
き

を
指
示
ど
お
り
済
ま
せ
ま
し
た
。 

 

交
易
へ
の
著
し
い
障
害
に
対
し
て
何
ら
か
対
応
策
を
取
る
よ
う
中
央
政
府
に
働
き
か
け
る
こ
と
を
、
私

は
何
度
も
県
令
に
申
し
入
れ
ま
し
た
。
平
松
時
厚
県
令
に
代
わ
っ
た
新
た
な
楠
本
正
隆
県
令
に
よ
っ
て
、

取
組
が
本
格
化
し
て
き
た
よ
う
で
す
。
新
県
令
は
改
善
に
向
け
て
様
々
な
提
案
を
し
て
く
れ
ま
す
。
例
え

ば
、
す
で
に
昨
年
中
、
新
潟
町
と
周
辺
町
村
が
共
同
で
行
う
河
川
蒸
気
船
の
会
社
の
設
立
が
、
政
府
に
申

請
さ
れ
ま
し
た
。
九
月
に
は
、
交
易
促
進
の
た
め
に
政
府
が
調
達
し
た
小
蒸
気
船
「
新
潟
丸
」
に
関
し
て
、

イ
ギ
リ
ス
領
事
及
び
県
令
と
協
議
の
う
え
、
そ
の
使
用
料
規
則
を
定
め
ま
し
た
。
こ
の
蒸
気
船
は
よ
り
安
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全
な
貨
物
の
積
み
下
ろ
し
を
比
較
的
安
価
に
行
う
こ
と
を
可
能
と
す
る
も
の
の
、
当
地
の
条
件
に
適
っ
た

も
の
と
は
到
底
思
え
ま
せ
ん
。
こ
の
馬
力
で
は
よ
ほ
ど
の
好
天
の
時
し
か
河
川
の
流
路
に
あ
る
土
砂
を
越

え
ら
れ
ま
せ
ん
。 

 

八
月
二
十
五
日
に
ド
イ
ツ
船
コ
ル
ヴ
ェ
ッ
ト
艦
ニ
ン
フ
ェ
が
当
地
に
来
港
し
た
折
、
私
は
フ
ォ
ン
・
ブ

レ
イ
ン
船
長
と
と
も
に
県
令
と
面
会
し
ま
し
た
。
当
港
の
船
舶
通
航
が
困
難
で
あ
る
こ
と
が
話
題
と
な
り

ま
し
た
。 

 

一
八
七
二
年
五
月
一
日
付
の
新
た
な
指
令
を
八
月
に
受
け
取
り
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
日
数
が
あ
ま
り
経

っ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
そ
の
実
行
に
関
し
て
報
告
で
き
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

【
史
料
二
十
九 

一
八
七
三
年
報
告
】 

 

昨
年
の
私
の
館
務
に
つ
い
て
、
閣
下
に
対
し
て
御
報
告
す
べ
き
こ
と
は
ご
く
わ
ず
か
で
す
。
入
港
し
た

ド
イ
ツ
船
は
な
く
、
お
伝
え
す
べ
き
こ
と
と
い
え
ば
当
地
で
唯
一
の
商
社
と
日
本
人
と
の
係
争
に
関
わ
る

こ
と
だ
か
ら
で
す
。 

 

も
っ
と
も
、
私
と
し
て
は
、
こ
う
し
た
事
案
の
解
決
が
前
年
よ
り
も
容
易
で
あ
っ
た
こ
と
は
認
め
た
い

と
思
い
ま
す
。
新
た
な
県
令
は
、
彼
の
前
任
者
よ
り
も
事
情
に
通
じ
て
お
り
、
多
く
の
場
合
、
積
極
的
か

つ
精
力
的
に
私
に
助
力
を
差
し
伸
べ
て
く
れ
る
か
ら
で
す
。 

 

三
月
に
は
税
関
の
新
た
な
規
則
が
当
地
に
お
い
て
も
実
施
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
税
関
の
業
務

時
間
短
縮
と
、
祝
休
日
及
び
平
日
時
間
外
の
船
荷
積
み
下
ろ
し
有
料
化
で
す
。
私
は
こ
れ
に
対
し
て
異
議

を
申
し
入
れ
ま
し
た
。
と
い
う
の
も
、
通
常
の
港
は
と
も
か
く
、
当
港
は
安
全
な
碇
泊
地
が
な
い
の
で
す

か
ら
、
碇
泊
時
間
を
極
力
短
く
す
る
必
要
が
あ
り
、
時
間
を
無
駄
に
費
や
す
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
そ

う
で
な
く
と
も
交
易
に
は
費
用
も
困
難
も
多
い
う
え
に
、
更
に
大
き
な
障
害
が
加
わ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
う
し
た
私
の
申
入
れ
は
、
知
事
に
は
規
則
を
改
定
す
る
権
限
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
効
果
が
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
そ
こ
で
私
は
公
使
に
対
し
て
、
こ
の
件
を
適
当
な
時
期
に
中
央
政
府
に
申
し
入
れ
て
も
ら
う

よ
う
要
請
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。 

 

九
月
に
は
、
新
た
に
施
行
さ
れ
る
銃
猟
法
の
内
容
を
当
地
に
知
ら
せ
て
く
れ
る
こ
と
で
県
令
と
合
意
し

ま
し
た
。
江
戸
の
公
使
か
ら
の
指
令
に
基
づ
く
も
の
で
す
。 

 

同
じ
く
九
月
、
船
荷
積
み
下
ろ
し
の
た
め
に
税
関
が
保
有
す
る
小
蒸
気
船
の
使
用
料
規
則
を
改
正
す
る

交
渉
を
県
令
と
行
い
、
今
後
は
使
用
料
が
軽
減
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。 

我
が
国
の
商
人
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
訴
え
に
つ
い
て
は
、
当
地
で
解
決
を
み
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

こ
の
報
告
書
を
記
し
て
い
る
私
は
彼
か
ら
訴
え
ら
れ
て
い
る
本
人
で
す
の
で
、
私
が
こ
の
訴
訟
を
扱
う
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
一
般
的
な
述
べ
方
に
と
ど
め
ま
す
が
、
訴
え
に
は
詳
し
い
事
実
陳
述
お
よ
び

立
証
が
ま
っ
た
く
欠
け
て
お
り
、
ま
ず
は
訴
件
形
成
が
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ま
し
た
。
そ
し

て
、
原
告
に
は
当
地
の
例
外
的
な
事
情
か
ら
生
ず
る
進
め
方
に
し
た
が
う
分
別
を
求
め
ま
し
た
。
訴
件
に

明
確
さ
を
与
え
な
け
れ
ば
裁
判
を
進
め
る
こ
と
な
ど
何
と
も
不
可
能
で
す
。
遺
憾
な
が
ら
原
告
は
、
例
外

的
な
当
地
の
状
況
ゆ
え
の
こ
の
進
め
方
を
是
認
す
る
意
向
な
ど
な
く
、
そ
う
し
た
進
め
方
自
体
も
問
題
と

捉
え
て
い
る
の
だ
、
と
私
に
伝
え
て
き
ま
し
た
。 
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［
筆
者
補
足
］ 

 
 

 
新
潟
港
は
、
一
八
六
九
年
以
来
「
休
日
ハ
勿
論
、
平
日
開
庁
時
間
外
ト
雖
ト
モ
、
輸
出
入
貨
物
ノ

陸
揚
船
積
ニ
関
ス
ル
手
数
料
ヲ
許
容
ス
ル
ノ
特
例
ヲ
開
ケ
」
、「
明
治
六
年
一
月
、
横
浜
税
関
ニ
於
テ
、

臨
時
開
関
規
則
ヲ
制
定
シ
、
各
港
一
般
実
施
ス
ル
コ
ト
ヽ
ナ
レ
リ
、
然
レ
ト
モ
、
本
港
ハ
、
上
述
ノ

如
ク
特
別
ノ
慣
行
ア
リ
テ
、
明
治
二
十
三
年
十
月
末
ニ
至
ル
迄
ハ
、
之
ヲ
継
続
シ
テ
、
手
数
料
ヲ
徴

セ
ス
臨
時
開
関
シ
タ
ル
ヲ
以
テ
、
遂
ニ
該
規
則
ヲ
実
施
セ
ス
シ
テ
已
メ
リ
」
と
さ
れ
る

（

271
）

。
税
関
規

則
の
厳
正
化
に
関
し
て
は
、
一
八
七
六
年
報
告
で
も
言
及
さ
れ
て
い
る
が
、
右
の
報
告
で
は
、
新
潟

港
で
の
例
外
的
な
慣
行
が
長
く
継
続
し
た
背
景
に
は
ラ
イ
ス
ナ
ー
に
よ
る
働
き
か
け
が
あ
っ
た
こ
と

が
わ
か
る
。 

 
 

 

ウ
ェ
ー
バ
ー
か
ら
ラ
イ
ス
ナ
ー
へ
の
訴
え
に
関
し
て
は
、
こ
の
ラ
イ
ス
ナ
ー
に
よ
る
年
次
報
告
を

含
む
同
じ
史
料
に
、
当
事
者
（
ウ
ェ
ー
バ
ー
、
ラ
イ
ス
ナ
ー
、
フ
ォ
ン
・
ブ
ラ
ン
ト
、
本
省
フ
ォ
ン
・

ビ
ュ
ー
ロ
ー
等
）
の
あ
い
だ
で
往
来
さ
れ
た
書
翰
八
通
が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
ウ
ェ

ー
バ
ー
は
、
一
八
七
三
年
十
二
月
八
日
付
で
ベ
ル
リ
ン
の
首
相
ビ
ス
マ
ル
ク
へ
長
文
の
書
翰
を
送
り
、

新
潟
で
の
成
り
ゆ
き
を
伝
え
た
。
す
な
わ
ち
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、
ラ
イ
ス
ナ
ー
に
は
「
私
ウ

ェ
ー
バ
ー
に
対
す
る
誹
謗
行
為
、
会
社
が
ラ
イ
ス
ナ
ー
に
与
え
た
信
用
の
濫
用
、
更
に
は
そ
の
他
の

不
法
行
為
」
が
あ
っ
た
た
め
、
私
（
ウ
ェ
ー
バ
ー
）
が
彼
を
告
訴
し
た
と
こ
ろ
、
ラ
イ
ス
ナ
ー
は
、

こ
の
訴
件
を
調
査
す
る
、
と
し
て
、
私
（
ウ
ェ
ー
バ
ー
）
を
召
喚
し
、
一
八
七
三
年
十
月
六
日
に
告

訴
状
の
予
備
審
理
を
行
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
っ
た
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
続
け
て
、
訴
件
の
当
事
者
が

裁
判
官
と
し
て
振
舞
う
の
は
不
当
で
あ
る
、
審
理
に
は
裁
判
規
則
上
必
要
な
陪
席
者
も
お
ら
ず
、
適

正
な
調
書
も
作
成
さ
れ
ず
、
自
分
の
主
張
は
ね
じ
曲
げ
ら
れ
た
、
近
在
の
別
の
領
事
に
よ
り
裁
判
を

執
行
し
て
ほ
し
い
、
と
訴
え
て
い
た
。
翌
七
四
年
一
月
一
日
付
の
こ
の
年
次
報
告
は
、
こ
う
し
た
ウ

ェ
ー
バ
ー
か
ら
の
非
難
に
対
す
る
、
ラ
イ
ス
ナ
ー
の
反
論
を
含
ん
で
い
た
わ
け
で
あ
る
。 

 
 

 

な
お
、
そ
の
後
、
フ
ォ
ン
・
ブ
ラ
ン
ト
は
七
四
年
四
月
二
十
一
日
付
の
本
国
外
務
省
宛
て
の
書
翰

で
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
を
ラ
イ
ス
ナ
ー
の
「
か
つ
て
の
」
共
同
経
営
者
、
と
記
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
時

点
ま
で
に
は
、
す
で
に
ウ
ェ
ー
バ
ー
・
ラ
イ
ス
ナ
ー
商
会
は
清
算
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。 

 

【
史
料
三
十 

一
八
七
四
年
報
告
】 

 

昨
年
の
私
の
館
務
に
つ
い
て
、
閣
下
に
対
し
以
下
の
と
お
り
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

通
例
的
な
館
務
、
す
な
わ
ち
出
入
貨
物
へ
の
関
税
規
則
の
制
定
及
び
改
定
、
船
舶
運
航
、
旅
券
査
証
、

銃
猟
規
制
、署
名
認
証
、委
任
権
付
与
な
ど
に
関
す
る
事
項
に
は
さ
ほ
ど
の
時
間
を
要
し
ま
せ
ん
で
し
た
。 

 

ド
イ
ツ
人
か
ら
日
本
人
へ
の
訴
訟
事
案
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
日
本
人
か
ら
ド
イ
ツ
人
へ
の
訴
訟
は

二
件
あ
り
、
い
ず
れ
も
解
決
さ
れ
ま
し
た
。 

 

あ
る
ド
イ
ツ
人
を
短
い
あ
い
だ
保
護
し
ま
し
た
。
当
地
で
は
同
人
へ
の
仕
事
が
な
く
、
ま
た
ド
イ
ツ
船

の
来
港
も
な
い
こ
と
か
ら
、
函
館
で
仕
事
を
見
つ
け
る
よ
う
に
日
本
の
蒸
気
船
で
同
地
へ
送
り
出
し
ま
し

た
。 
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船
舶
通
航
と
陸
路
通
行
に
関
し
て
引
き
続
き
県
令
と
交
渉
を
行
い
ま
し
た
。
日
本
政
府
に
よ
る
県
令
へ

の
権
限
付
与
が
十
分
で
な
い
こ
と
か
ら
、
改
善
に
向
け
て
の
解
決
に
は
至
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。 

 

昨
年
秋
に
は
、
我
が
国
政
府
か
ら
の
委
任
に
よ
り
、
ラ
イ
ン
博
士
が
当
地
方
を
訪
れ
ま
し
た
。
そ
の
際

に
、
私
は
当
地
の
当
局
に
対
し
て
、
同
博
士
の
訪
問
目
的
が
達
成
さ
れ
る
よ
う
各
町
村
か
ら
可
能
な
限
り

協
力
い
た
だ
き
た
い
旨
を
要
請
し
ま
し
た
。
県
令
は
こ
の
要
請
に
対
し
て
極
め
て
好
意
的
に
対
応
し
て
く

れ
ま
し
た
。 

 

［
筆
者
補
足
］ 

ラ
イ
ン
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
政
府
に
よ
っ
て
一
八
七
三
（
明
治
六
）
年
か
ら
一
八
七
五
（
明
治
八
）

年
ま
で
日
本
に
派
遣
さ
れ
、
我
が
国
の
地
理
・
産
業
を
つ
ぶ
さ
に
実
地
調
査
し
た
地
理
学
者
で
あ
る
。

新
潟
町
に
は
一
八
七
三
（
明
治
六
）
年
十
一
月
十
六
日
に
到
着
し
、
ラ
イ
ス
ナ
ー
の
も
と
で
一
週
間

を
過
ご
し
た
。
ラ
イ
ン
は
そ
の
滞
在
の
様
子
を
故
郷
の
妻
に
宛
て
て
「
今
月
十
六
日
に
新
潟
に
着
き
、

ラ
イ
ス
ナ
ー
領
事
か
ら
こ
れ
以
上
な
い
ほ
ど
の
温
か
い
歓
待
を
受
け
た
。
そ
れ
か
ら
二
十
二
日
ま
で

の
七
日
間
は
、
心
底
か
ら
く
つ
ろ
ぐ
こ
と
が
で
き
た
ひ
と
時
だ
っ
た
。
雨
や
あ
ら
れ
に
た
た
ら
れ
た

旅
路
の
辛
苦
か
ら
解
放
さ
れ
た
」
と
伝
え
て
い
る

（

272
）

。 

 

【
史
料
三
十
一 

一
八
七
五
年
報
告
】 

 

昨
年
の
私
の
館
務
に
つ
い
て
、
閣
下
に
対
し
て
以
下
の
と
お
り
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

こ
の
間
の
私
の
主
な
職
務
は
、
日
本
人
商
人
に
彼
ら
の
義
務
を
履
行
さ
せ
る
た
め
に
我
が
国
民
が
裁
判

所
に
助
力
を
求
め
る
事
案
に
関
し
て
、
裁
判
所
が
で
き
る
か
ぎ
り
迅
速
に
審
理
す
る
よ
う
仲
介
す
る
こ
と

で
し
た
。
ま
た
、
地
元
の
人
々
と
支
障
な
く
つ
き
合
う
と
い
う
我
が
国
民
の
当
然
の
権
利
を
当
地
当
局
が

侵
害
し
て
い
る
こ
と
に
対
処
す
る
こ
と
も
、
私
の
職
務
と
し
て
必
要
で
し
た
。 

 

こ
の
よ
う
な
日
本
人
へ
の
訴
え
に
対
し
て
は
、
昨
年
六
月
ま
で
は
県
令
に
よ
っ
て
審
判
が
下
さ
れ
て
い

ま
し
た
が
、
そ
れ
以
降
は
、
こ
の
地
に
第
一
審
を
行
う
裁
判
所
（
初
審
裁
判
所
）
が
開
設
さ
れ
た
こ
と
か

ら
、
こ
の
裁
判
所
に
お
い
て
任
命
さ
れ
た
六
等
判
事
が
判
決
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。 

 

県
令
に
よ
る
予
備
審
理
で
は
、
訴
え
た
側
と
訴
え
ら
れ
た
側
と
が
面
と
向
か
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
主
張
を

述
べ
合
う
の
で
は
な
く
、
県
令
と
私
と
が
双
方
の
主
張
に
つ
き
口
頭
ま
た
は
文
書
に
よ
る
取
調
べ
を
行
っ

て
審
判
の
た
め
の
根
拠
を
整
理
し
ま
す
。
そ
の
際
、
訴
え
ら
れ
た
日
本
人
に
刑
を
与
え
る
べ
き
十
分
な
証

拠
が
揃
っ
て
い
る
か
ど
う
か
の
判
断
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
事
柄
に
対
す
る
県
令
の
理
解
と
良
識
と
に
委

ね
ら
れ
ま
す
。 

 

独
立
し
て
設
け
ら
れ
た
裁
判
所
に
訴
件
回
付
を
行
う
こ
と
は
、当
事
者
双
方
に
同
時
に
通
知
さ
れ
ま
す
。

日
本
の
法
律
は
不
十
分
で
、
そ
の
解
釈
も
恣
意
的
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
際
、
往
々
に
し
て
私
は
訴
件

回
付
の
説
明
を
要
求
し
た
り
、
あ
る
い
は
判
事
に
対
し
て
我
が
国
民
の
訴
え
を
正
当
に
扱
う
よ
う
口
頭
で

理
解
を
求
め
た
り
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
裁
判
所
判
事
の
判
断
に
不
服
の
場
合
、
東
京
に
あ
る
第
二

審
の
裁
判
所
に
訴
え
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。 

私
は
県
令
と
と
も
に
我
が
国
民
か
ら
の
三
件
の
訴
え
を
扱
い
ま
し
た
。
そ
の
う
ち
二
件
は
約
束
手
形
を
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履
行
し
な
か
っ
た
日
本
人
商
人
に
対
す
る
も
の
で
し
た
。
も
う
一
件
は
、
日
本
の
運
送
会
社
で
あ
る
陸
運

元
会
社
が
、
荷
物
を
し
っ
か
り
と
固
定
せ
ず
に
行
っ
た
陸
路
で
の
物
品
輸
送
に
対
し
て
、
補
償
を
拒
ん
だ

こ
と
に
関
す
る
も
の
で
し
た
。
こ
れ
ら
事
案
の
う
ち
一
件
が
初
審
裁
判
に
よ
っ
て
よ
う
や
く
解
決
し
ま
し

た
。
受
け
取
っ
た
商
品
に
関
す
る
約
束
手
形
を
実
行
し
な
か
っ
た
日
本
人
を
ド
イ
ツ
人
が
訴
え
た
も
う
一

件
も
同
様
で
し
た
。
他
に
裁
判
に
至
っ
た
も
の
と
し
て
は
、
使
用
人
に
よ
る
物
品
の
横
領
が
一
件
、
ま
た

陸
運
元
会
社
が
陸
路
で
運
ん
だ
茶
に
関
し
て
約
束
し
た
返
金
を
怠
っ
た
こ
と
に
対
す
る
訴
え
が
一
件
で
し

た
。
こ
れ
ら
す
べ
て
の
訴
件
は
ド
イ
ツ
人
側
の
主
張
を
認
め
る
か
た
ち
で
決
着
し
ま
し
た
。
最
後
の
一
件

の
み
が
訴
え
ら
れ
た
日
本
人
に
よ
り
東
京
の
裁
判
所
に
持
ち
込
ま
れ
ま
し
た
。
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
、

訴
え
た
ド
イ
ツ
人
の
利
益
を
守
る
た
め
に
は
日
本
側
の
手
続
き
を
よ
く
監
視
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の

が
通
例
で
す
。
我
が
国
の
保
護
下
に
あ
る
者
に
対
す
る
日
本
人
か
ら
の
訴
え
は
、
昨
年
は
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。 

 

税
関
が
当
港
で
の
船
舶
運
航
を
容
易
に
す
る
義
務
を
怠
っ
た
た
め
に
損
害
を
受
け
た
、
と
の
訴
え
が
あ

る
ド
イ
ツ
人
か
ら
税
関
に
対
し
て
あ
り
ま
し
た
が
、
こ
の
件
は
円
満
な
解
決
を
み
ま
し
た
。 

 

更
に
は
、
日
本
人
か
ら
建
物
を
借
り
よ
う
と
し
た
際
に
新
潟
町
の
役
人
か
ら
干
渉
を
受
け
た
こ
と
に
対

し
て
、
あ
る
ド
イ
ツ
人
か
ら
訴
え
が
あ
り
ま
し
た
。
県
令
は
、
そ
の
ド
イ
ツ
人
の
住
居
に
関
す
る
詳
細
を

承
知
し
た
い
の
は
、
火
事
な
ど
の
際
に
す
み
や
か
に
助
力
で
き
る
よ
う
に
し
て
お
く
た
め
だ
、
と
説
明
し

て
、
こ
れ
を
正
当
化
し
よ
う
と
し
ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
干
渉
の
内
実
は
、
県
令
の
知
ら

な
い
と
こ
ろ
で
事
前
審
査
を
経
ず
に
日
本
人
が
外
国
人
に
建
物
を
売
っ
た
り
貸
し
た
り
し
な
い
よ
う
、
必

要
な
場
合
に
は
圧
力
を
か
け
る
た
め
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
外
国
人
の
当
地
居

留
に
関
す
る
取
極
で
は
、
外
国
人
は
役
所
の
干
渉
を
受
け
る
こ
と
な
く
自
由
に
日
本
人
か
ら
建
物
を
買
っ

て
も
借
り
て
も
よ
い
、
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
私
の
考
え
で
は
、
こ
の
規
定
自
体
が
問
題
を
一
層
複
雑
に

し
て
い
ま
す
。 

 

十
月
、
県
が
策
定
し
た
港
・
河
川
規
則
を
認
め
る
よ
う
県
令
か
ら
要
請
が
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
な
が

ら
、
そ
の
規
則
の
必
要
性
は
十
分
に
納
得
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
取
引
に
対
す
る
不
要
な
監
視

や
間
接
的
な
課
税
を
も
た
ら
す
だ
け
の
も
の
に
な
り
か
ね
な
い
こ
と
か
ら
、
私
と
し
て
は
こ
の
要
請
を
拒

否
せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
で
し
た
。 

 

当
港
と
他
の
開
港
と
の
間
に
は
定
期
航
路
が
な
く
、
船
に
よ
る
人
の
往
来
自
体
が
極
め
て
稀
で
す
。
そ

の
た
め
、
当
地
に
居
留
す
る
外
国
人
に
と
っ
て
は
、
突
然
の
重
大
な
必
要
が
生
じ
た
場
合
に
時
間
を
無
駄

に
す
る
こ
と
な
く
陸
路
で
横
浜
に
行
く
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
が
極
め
て
重
要
で
す
。
こ
う
し
た

通
行
許
可
に
関
す
る
日
本
の
規
則
で
は
、
外
国
人
が
日
本
内
地
を
通
っ
て
旅
行
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
旅

行
の
目
的
と
旅
行
経
路
を
で
き
る
限
り
正
確
に
記
し
て
、
江
戸
に
あ
る
我
が
国
外
交
使
節
を
通
じ
て
日
本

政
府
に
許
可
を
申
請
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
電
信
が
設
け
ら
れ
て
い
な
い
当
地
で
は
、
こ

の
許
可
の
た
め
に
あ
ま
り
に
時
間
が
か
か
り
す
ぎ
ま
す
。
そ
こ
で
私
は
、江
戸
の
我
が
国
公
使
に
対
し
て
、

こ
の
規
則
を
当
地
に
関
し
て
緩
和
す
る
よ
う
日
本
政
府
に
要
請
し
て
ほ
し
い
、と
依
頼
し
ま
し
た
。
九
月
、

私
は
公
使
に
対
し
て
本
件
へ
の
顧
慮
を
直
接
訴
え
る
た
め
に
江
戸
に
赴
き
ま
し
た
。
公
使
不
在
の
あ
い
だ

そ
の
代
理
職
に
あ
っ
た
フ
ォ
ン
・
ホ
ル
レ
ー
ベ
ン
氏
か
ら
は
、
私
の
手
元
に
す
で
に
あ
る
旅
行
許
可
証
を
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使
用
で
き
る
よ
う
日
本
政
府
か
ら
了
解
を
得
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
旅
行
許
可
証
と
は
、
ド

イ
ツ
人
保
護
を
目
的
と
す
る
場
合
に
は
当
地
か
ら
陸
路
で
江
戸
に
赴
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、

日
付
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
も
の
な
の
で
す
が
、
こ
の
許
可
証
に
当
地
の
当
局
限
り
で
旅
行
期
間
を
記
載

す
る
こ
と
が
で
き
る
取
扱
い
と
さ
れ
た
の
で
す
。 

 

署
名
認
証
が
二
件
、
軍
籍
証
の
更
新
手
続
き
の
た
め
の
雇
用
証
明
が
一
件
あ
り
ま
し
た
。
新
た
な
法
令

改
正
の
告
知
、
そ
の
他
の
業
務
は
滞
り
な
く
行
い
ま
し
た
。 

 

一
八
七
四
年
十
二
月
三
十
日
の
通
知
に
基
づ
く
公
金
収
支
報
告
書
及
び
昨
年
取
得
し
た
備
品
（
ド
イ
ツ

帝
国
領
事
館
リ
ス
ト
一
冊
及
び
ド
イ
ツ
領
事
館
執
務
提
要
一
冊
）
の
登
録
証
を
同
封
に
て
提
出
い
た
し
ま

す
。 

 

別
添 

 

備
品
登
録
証 

‐
 

十
月
二
十
日
に
当
館
が
収
受
し
た
一
八
七
五
年
二
月
現
在
の
ド
イ
ツ
帝
国
領
事
館
リ
ス
ト 

 

及
び 

- 

十
一
月
二
十
九
日
に
当
館
が
収
受
し
た
Ｂ
・
Ｗ
・ 
ケ
ー
ニ
ヒ
に
よ
る
ド
イ
ツ
領
事
執
務
提
要 

を
領
事
館
と
備
品
と
し
て
登
録
し
ま
し
た
。
こ
こ
に
証
明
し
ま
す
。 

     
   

  
 
    

   
 
  

  
   

新
潟
、
一
八
七
六
年
二
月
二
十
三
日 

     
   

   
    

 
  

   
  

     
 
  

   

帝
国
領
事 

ア
ド
ル
フ
・
ラ
イ
ス
ナ
ー 

 
 【

史
料
三
十
二 

一
八
七
六
年
報
告
】 

 

昨
年
の
私
の
館
務
に
つ
い
て
、
閣
下
に
対
し
て
以
下
の
と
お
り
謹
ん
で
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。 

当
港
を
開
港
す
る
際
に
、
日
本
政
府
は
船
舶
通
航
及
び
商
業
取
引
を
容
易
に
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず

る
こ
と
に
同
意
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
は
わ
ず
か
し
か
実
行
さ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、

当
港
の
風
除
け
の
な
い
碇
泊
地
に
碇
泊
す
る
船
舶
が
迅
速
に
貨
物
を
積
み
下
ろ
し
で
き
る
よ
う
な
改
善
策

を
講
ず
る
よ
う
、
税
関
に
対
し
て
求
め
る
こ
と
が
必
要
で
し
た
。
そ
こ
で
私
は
、
税
関
が
開
関
時
間
を
か

な
り
短
縮
す
る
規
則
を
設
け
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
再
考
を
求
め
ま
し
た
。
日
本
の
他
の
港
で

あ
れ
ば
積
み
下
ろ
し
は
確
実
に
行
わ
れ
る
の
で
、
そ
の
よ
う
な
開
関
時
間
の
短
縮
は
問
題
に
な
ら
な
い
で

し
ょ
う
。
し
か
し
当
港
で
は
こ
れ
ま
で
改
善
措
置
が
進
ん
で
い
ま
せ
ん
の
で
、
で
き
る
か
ぎ
り
の
譲
歩
を

引
き
出
し
た
い
と
考
え
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
私
の
要
請
が
大
幅
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
特
に
平
日
の
本
来

の
開
庁
時
間
以
外
、
あ
る
い
は
祝
休
日
で
あ
っ
て
も
、
船
荷
を
積
み
下
ろ
し
、
す
み
や
か
に
倉
庫
に
運
び

入
れ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
ま
し
た
。 

 

新
た
な
船
着
き
場
の
使
用
規
則
を
定
め
る
こ
と
へ
の
同
意
を
求
め
ら
れ
ま
し
た
が
、
こ
の
施
設
が
も
と

も
と
合
意
さ
れ
て
い
る
港
改
善
措
置
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
長
ら
く
延
期
さ
れ
て
き
た
単
な

る
暫
定
的
措
置
で
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
ま
で
、
私
と
し
て
は
ま
だ
拒
否
せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
で
し

た
。 

 

あ
る
ド
イ
ツ
人
が
日
本
政
府
に
よ
っ
て
事
前
に
発
行
さ
れ
る
通
行
証
を
持
た
ず
に
取
極
で
定
め
ら
れ
た

境
界
を
越
え
た
こ
と
に
対
し
て
、
日
本
側
当
局
か
ら
苦
情
が
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
こ
れ
は
境
界
杭
が
な
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か
っ
た
の
で
そ
の
こ
と
を
認
識
せ
ず
に
犯
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
ド
イ
ツ
人
は
当
局
か
ら
の

要
請
に
よ
っ
て
境
界
内
に
戻
っ
た
こ
と
を
説
明
し
た
と
こ
ろ
、
こ
の
問
題
は
円
満
に
解
決
し
ま
し
た
。 

 

あ
る
ド
イ
ツ
人
が
、
彼
の
雇
い
人
を
取
り
調
べ
よ
う
と
し
た
県
令
か
ら
の
要
請
を
強
く
拒
否
し
た
こ
と

で
騒
ぎ
が
重
な
り
ま
し
た
。
そ
の
ド
イ
ツ
人
は
、
日
本
の
役
所
が
自
分
の
個
人
的
な
こ
と
を
訊
問
し
よ
う

と
し
て
い
る
、
と
主
張
し
、
日
本
側
が
こ
れ
を
否
定
し
て
も
、
な
お
そ
れ
を
受
け
入
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

私
が
そ
の
ド
イ
ツ
人
を
強
く
た
し
な
め
た
の
で
、
よ
う
や
く
落
ち
着
き
を
取
り
戻
し
た
も
の
の
、
そ
れ
で

も
ま
だ
取
り
調
べ
に
個
人
的
な
抗
議
を
さ
し
は
さ
ん
で
き
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
そ
の
雇
い
人
の
拘
束
は
彼

の
家
の
な
か
で
は
行
わ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
妥
協
を
図
り
ま
し
た
。 

 

そ
の
同
じ
ド
イ
ツ
人
に
対
し
て
横
浜
の
あ
る
商
会
が
委
託
金
支
払
に
関
し
て
訴
え
を
起
こ
し
た
事
案
は
、

横
浜
裁
判
所
に
よ
っ
て
解
決
を
み
ま
し
た
。 

 

そ
の
他
諸
業
務
は
通
常
の
と
お
り
行
わ
れ
ま
し
た
。
特
に
報
告
す
べ
き
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

十
二
月
の
火
災
に
よ
り
五
十
五
世
帯
が
家
を
失
い
ま
し
た
が
、
そ
の
多
く
は
貧
し
い
家
族
で
し
た
。
そ

こ
で
私
は
、イ
ギ
リ
ス
副
領
事
と
と
も
に
当
地
居
留
外
国
人
に
呼
び
か
け
を
行
い
、
寄
附
を
集
め
ま
し
た
。

県
令
は
感
謝
と
と
も
に
こ
れ
を
受
け
取
っ
て
く
れ
ま
し
た
。 

 

ド
イ
ツ
皇
帝
プ
ロ
イ
セ
ン
国
王
陛
下
の
誕
生
日
に
は
、
こ
れ
ま
で
と
同
様
、
県
令
は
じ
め
県
庁
・
裁
判

所
・
税
関
の
高
官
や
当
地
の
ド
イ
ツ
人
を
招
い
て
祝
宴
を
催
し
ま
し
た
。 

 

一
八
七
四
年
十
二
月
三
十
日
の
通
知
に
基
づ
く
公
金
収
支
計
算
書
を
添
付
し
ま
す
。 

 

【
史
料
三
十
三 

一
八
七
七
年
報
告
】 

 

昨
年
の
私
の
館
務
に
つ
い
て
、
閣
下
に
対
し
て
以
下
の
と
お
り
謹
ん
で
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

日
本
政
府
は
一
八
六
七
年
の
取
極
第
二
条
及
び
第
三
条
で
約
束
し
た
船
舶
通
航
を
容
易
に
す
る
措
置
を

実
行
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
小
蒸
気
船
や
船
荷
積
み
下
ろ
し
の
た
め
の
艀
舟
の
整
備
も
良
好
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
そ
こ
で
私
は
税
関
に
対
し
て
働
き
か
け
を
行
い
ま
し
た
が
、
税
関
と
し
て
は
改
善
の
た
め
の
資
金
が

と
て
も
足
り
な
い
と
の
こ
と
で
、
ほ
と
ん
ど
間
に
合
わ
せ
の
措
置
し
か
取
ら
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。 

 

一
月
に
は
、
佐
渡
金
銀
山
に
お
い
て
鉱
山
従
業
員
が
殺
害
さ
れ
、
鉱
山
の
公
金
約
五
、
〇
〇
〇
円
が
盗

ま
れ
る
と
い
う
事
件
が
あ
り
ま
し
た
（
強
盗
殺
人
犯
は
鉱
山
か
ら
解
雇
さ
れ
た
か
つ
て
の
官
員
で
あ
っ
た

と
推
測
さ
れ
て
い
ま
す
）。
そ
の
鉱
山
で
雇
用
さ
れ
て
い
る
ド
イ
ツ
人
技
師
レ
ー
か
ら
私
に
対
し
て
、
身
辺

保
護
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
取
っ
て
ほ
し
い
、
と
の
要
請
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
私
は
佐
渡
も
管
轄
し

て
い
る
当
地
の
県
令
に
対
し
て
、
彼
へ
の
十
分
な
保
護
を
与
え
て
ほ
し
い
と
申
し
入
れ
ま
し
た
。
県
令
は

こ
れ
に
快
く
応
じ
て
く
れ
ま
し
た
。し
か
し
、新
潟
か
ら
佐
渡
に
警
官
が
増
派
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

殺
人
犯
は
ま
だ
捕
え
ら
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。 

 

十
月
に
は
日
本
各
地
で
コ
レ
ラ
の
伝
染
が
広
が
り
ま
し
た
。
私
は
イ
ギ
リ
ス
副
領
事
と
と
も
に
、
当
地

で
の
伝
染
病
発
生
を
極
力
防
止
す
る
よ
う
申
入
れ
を
行
い
ま
し
た
。
同
時
に
、
当
地
で
の
病
気
発
生
に
備

え
て
、
感
染
を
防
ぐ
た
め
の
衛
生
的
な
準
備
を
行
い
ま
し
た
。 

 

日
本
官
員
か
ら
の
公
式
な
宴
席
へ
の
招
待
に
対
し
て
は
、
相
互
の
友
好
促
進
の
た
め
に
こ
れ
に
応
じ
ま

し
た
。 

 

別添: ドイツ帝国新潟領事館 1877 年公金収支計算書                                       

収入 

日付  金額 

円 銭 マルク プフェニ

ヒ. 

1 月 8 日 登録料（H. コッホ） 1 50 6 75 

 同上（A. フィッシャー） 1 50 6 75 

 会社登録料（コッホ商会） 1 50 6 75 

12 月 20 日 署名認証手数料（コッホ商会） 1 50 6 75 

合計 6  27  

         

支出 

日付  金額 

円 銭 マルク プフェニヒ 

12 月 郵送料（年間） 1 14 5 13 

合計 1 14 5 13 
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ド
イ
ツ
船
舶
の
来
港
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ド
イ
ツ
人
に
対
す
る
、
ま
た
は
ド
イ
ツ
人
か
ら
の
訴
訟

事
案
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。 

 

そ
の
他
諸
業
務
は
通
常
ど
お
り
に
行
わ
れ
、
特
に
報
告
す
べ
き
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

      

（
以
下
、
附
属
書
類
と
し
て
領
事
館
の
収
支
報
告
書
が
添
付
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
省
略
す
る
。

本
論
文
付
録
２
の
原
文
翻
刻
で
は
併
せ
て
翻
刻
し
た
。） 

 

［
筆
者
補
足
］ 

 
 

 

外
国
人
居
留
取
極
第
二
条
、第
三
条
と
は
、
新
潟
港
及
び
夷
港
の
各
々
に
お
け
る
港
内
船（
艀
船
）、

及
び
両
港
間
の
運
送
船
を
日
本
政
府
が
配
置
す
る
規
定
で
あ
る
。
日
本
政
府
は
一
八
七
三
（
明
治
六
）

年
に
新
潟
丸
を
配
備
し
た
の
で
あ
る
が
、
七
五
年
頃
に
は
破
損
が
生
じ
修
繕
が
必
要
と
な
っ
て
い
た
。

政
府
は
新
た
な
北
越
丸
を
供
用
し
よ
う
と
し
た
が
、
ラ
イ
ス
ナ
ー
は
こ
の
船
が
運
送
船
の
用
を
な
さ

な
い
、
と
主
張
し
て
い
た

（

273
）

。 

 
 

 

ド
イ
ツ
人
鉱
山
技
師
ア
ド
ル
フ
・
レ
ー
（A

d
o
lp

h
 R

e
h

）
は
七
三
（
明
治
六
）
年
か
ら
七
八
（
明

治
十
一
）
年
ま
で
佐
渡
金
銀
山
に
雇
用
さ
れ
た
開
坑
師
で
あ
っ
た

（

274
）

。 

 

【
史
料
三
十
四 

一
八
七
八
年
報
告
】 

 

昨
年
の
私
の
館
務
に
つ
い
て
、
貴
省
に
対
し
て
以
下
の
と
お
り
謹
ん
で
御
報
告
い
た
し
ま
す
。 

 

河
口
の
土
砂
堆
積
は
ま
す
ま
す
進
ん
で
い
ま
す
。
私
は
当
港
に
お
け
る
碇
泊
船
が
難
渋
し
て
い
る
貨
物

積
み
下
ろ
し
の
軽
減
策
に
つ
い
て
税
関
と
何
回
と
な
く
交
渉
を
行
い
ま
し
た
が
、
そ
の
対
策
は
あ
ま
り
進

展
し
て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
現
在
検
討
さ
れ
て
い
る
港
改
善
計
画
に
良
好
な
船
着
き
場
の
設
置
及
び
河

口
の
流
路
改
良
を
含
め
る
こ
と
は
で
き
ま
し
た
。 

 

四
月
に
は
、
当
領
事
館
管
轄
区
域
は
裁
判
に
関
し
て
は
横
浜
領
事
館
の
管
轄
と
な
っ
た
、
と
の
通
知
を

受
け
取
り
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
当
地
の
通
商
記
録
簿
を
横
浜
領
事
館
へ
送
付
し
ま
し
た
。
こ
の
変
更
は

当
地
に
と
っ
て
は
不
都
合
な
も
の
で
す
。
訴
訟
事
案
が
生
じ
た
場
合
、
当
事
者
は
そ
の
対
処
の
た
め
に
最

低
で
も
六
日
を
費
や
し
て
東
京
へ
の
き
つ
い
陸
路
の
旅
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
船
で
直
行
す
る

便
は
極
め
て
少
な
く
、
そ
の
場
合
で
も
五
日
は
要
し
ま
す
。 

 

五
月
に
は
喜
ば
し
い
出
来
事
が
あ
り
ま
し
た
。
当
地
に
居
留
す
る
ド
イ
ツ
商
人
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
が
堀
に

落
ち
た
日
本
人
の
子
供
を
助
け
た
こ
と
に
対
し
て
、
知
事
か
ら
の
感
謝
を
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
に
伝
え
ま
し
た
。 

 

当
港
を
訪
れ
た
ド
イ
ツ
船
は
蒸
気
船
二
隻
と
バ
ル
ク
型
帆
船
一
隻
で
し
た
が
、
特
に
問
題
は
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
ド
イ
ツ
人
と
日
本
人
と
の
訴
訟
事
案
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。 

 

当
館
の
公
金
収
支
計
算
書
を
添
付
し
ま
す
。 

 

〔
本
論
筆
者
が
閲
覧
し
た
当
該
史
料
に
は
、
公
金
収
支
計
算
書
の
添
付
は
見
当
た
ら
な
い
。
〕 

 

［
筆
者
補
足
］ 

明
治
政
府
は
西
南
戦
争
後
の
殖
産
興
業
政
策
の
一
環
と
し
て
大
規
模
な
公
共
事
業
を
計
画
し
た
。
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こ
の
報
告
書
で
ラ
イ
ス
ナ
ー
が
「
現
在
検
討
さ
れ
て
い
る
港
改
善
計
画
」
と
し
た
の
は
、
そ
の
計
画

の
中
に
含
ま
れ
て
い
た
新
潟
港
修
築
事
業
の
こ
と
と
推
測
さ
れ
る

（

275
）

。 

 
 

 
一
八
七
八
（
明
治
十
一
）
年
四
月
八
日
、
公
使
は
日
本
国
内
に
お
け
る
領
事
裁
判
権
の
集
中
を
図

り
、
新
潟
領
事
の
管
轄
区
域
に
住
む
ド
イ
ツ
人
に
か
か
る
裁
判
権
を
横
浜
領
事
に
委
任
す
る
こ
と
を

我
が
国
の
外
務
卿
に
通
知
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
外
務
卿
は
、
新
潟
に
は
ド
イ
ツ
人
が
い
る
の
で
や

は
り
裁
判
権
を
有
す
る
領
事
を
引
き
続
き
新
潟
に
置
い
て
ほ
し
い
旨
を
要
請
し
た
が
、
結
局
こ
の
要

求
は
受
け
入
れ
ら
れ
ず
、
同
年
五
月
二
十
三
日
、
外
務
卿
は
公
使
か
ら
の
通
知
を
受
理
し
た

（

276
）

。 

 

【
史
料
三
十
五 

一
八
七
九
年
報
告
】 

 

昨
年
の
私
の
館
務
に
つ
い
て
、
貴
省
に
対
し
て
以
下
の
と
お
り
謹
ん
で
御
報
告
い
た
し
ま
す
。 

 

最
初
の
数
ヶ
月
は
通
例
的
業
務
に
携
わ
っ
た
の
み
で
、
特
に
報
告
す
べ
き
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
六
月

に
は
コ
レ
ラ
の
流
行
が
始
ま
っ
た
た
め
、
伝
染
拡
大
の
防
止
策
に
つ
い
て
の
当
局
の
協
議
に
私
も
加
わ
り

ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
対
策
の
効
果
は
極
め
て
乏
し
い
も
の
で
し
た
。
当
局
の
措
置
は
、
た
い
て
い

は
我
流
そ
の
も
の
で
、
不
合
理
か
つ
不
十
分
な
そ
の
や
り
方
で
は
目
的
を
十
分
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
米
の
価
格
高
騰
に
加
え
て
そ
う
し
た
措
置
の
影
響
を
強
く
受
け
た
労
働

者
の
一
部
が
暴
動
を
起
こ
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
暴
動
は
ご
ま
か
し
と
力
づ
く
と
で
よ
う
や
く
抑
え
込
む

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

 

当
地
の
居
留
ド
イ
ツ
人
が
自
由
に
通
行
で
き
る
条
約
上
の
遊
歩
区
域
を
定
め
る
交
渉
は
、
ま
だ
合
意
に

達
し
て
お
り
ま
せ
ん
。
日
本
側
が
示
し
て
い
る
案
は
条
約
第
三
条
の
規
定
を
必
ず
し
も
満
た
し
て
い
な
い

こ
と
か
ら
、
私
と
し
て
は
当
地
の
居
留
ド
イ
ツ
人
の
利
益
を
代
表
し
て
妥
協
案
を
提
示
す
る
こ
と
が
適
当

と
考
え
ま
し
た
。
県
令
は
私
の
案
を
検
討
す
る
と
約
束
し
て
く
れ
ま
し
た
。
こ
の
件
に
つ
い
て
は
後
日
報

告
し
ま
す
。 

 

九
月
、
私
は
欧
州
に
向
け
て
出
立
し
ま
し
た
。
私
が
当
地
を
不
在
に
し
て
い
る
あ
い
だ
、
ヘ
ー
ニ
ン
ク

ハ
ウ
ス
氏
が
館
務
を
代
理
し
ま
し
た
。
昨
年
末
ま
で
特
に
問
題
は
生
じ
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
他
諸
業
務

に
つ
い
て
は
特
に
報
告
す
べ
き
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

ド
イ
ツ
皇
帝
プ
ロ
イ
セ
ン
国
王
陛
下
の
誕
生
日
に
は
、
当
館
に
お
い
て
祝
宴
を
催
し
ま
し
た
。
一
八
七

四
年
十
二
月
三
十
日
の
通
知
に
基
づ
く
昨
年
の
公
金
収
支
計
算
書
を
添
付
し
ま
す
。 

 

〔
本
論
筆
者
が
閲
覧
し
た
当
該
史
料
に
は
、
公
金
収
支
計
算
書
の
添
付
は
見
当
た
ら
な
い
。
〕 

 

［
筆
者
補
足
］ 

 
 

 

ラ
イ
ス
ナ
ー
の
報
告
書
は
こ
の
年
だ
け
日
付
が
五
月
一
日
と
な
っ
て
い
る
。
右
の
報
告
の
な
か
に

あ
る
よ
う
に
、
長
期
休
暇
を
取
得
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
ラ
イ
ス
ナ
ー
は
一
八
七
九
（
明
治
十
二
）

年
九
月
十
三
日
に
欧
州
旅
行
の
た
め
の
休
暇
を
申
請
し
、
公
使
の
許
可
を
得
て
領
事
代
理
に
ヘ
ー
ニ

ン
ク
ハ
ウ
ス
を
指
名
す
る
と
、
本
国
外
務
省
か
ら
の
正
式
な
許
可
を
待
た
ず
に
任
地
新
潟
を
離
れ
た

（

277
）

。
そ
し
て
十
月
十
一
日
、
横
浜
か
ら
リ
バ
プ
ー
ル
に
向
け
て
出
港
し
た
ア
メ
リ
カ
蒸
気
船
シ
テ

ィ
・
オ
ブ
・
ペ
キ
ン
に
乗
船
し
た

（

278
）

。
休
暇
申
請
の
際
、
ラ
イ
ス
ナ
ー
は
「
休
暇
は
商
用
の
た
め
」
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と
記
し
て
い
る
が
、
故
郷
の
父
親
や
家
族
に
会
い
に
行
く
こ
と
も
大
き
な
目
的
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
ラ
イ
ス
ナ
ー
が
一
八
七
九
年
十
一
月
二
十
七
日
に
ク
レ
ー
フ
ェ
ル
ト
の
ラ
イ
ス
ナ
ー
家
に
帰
郷

し
た
時
、
父
ペ
ー
タ
ー
・
グ
ス
タ
フ
・
ラ
イ
ス
ナ
ー
は
す
で
に
死
に
向
か
う
病
床
に
あ
っ
た

（

279
）

。
領

事
ラ
イ
ス
ナ
ー
は
こ
の
年
の
ク
リ
ス
マ
ス
及
び
父
親
の
七
十
五
歳
の
誕
生
日
（
一
八
八
〇
年
一
月
十

七
日
）
を
ク
レ
ー
フ
ェ
ル
ト
で
過
ご
し
、
同
年
一
月
二
十
九
日
に
は
ラ
イ
ス
ナ
ー
家
を
去
っ
た

（

280
）

。

そ
の
後
、
父
ペ
ー
タ
ー
・
グ
ス
タ
フ
は
同
年
四
月
十
一
日
に
死
去
し
た

（

281
）

。 

ラ
イ
ス
ナ
ー
が
帰
国
休
暇
の
あ
い
だ
領
事
を
代
理
し
た
の
は
ド
イ
ツ
商
人
ヘ
ー
ニ
ン
ク
ハ
ウ
ス
で

あ
っ
た
。
彼
は
ラ
イ
ス
ナ
ー
と
同
じ
く
ク
レ
ー
フ
ェ
ル
ト
出
身
で
あ
る
。
先
述
し
た
同
市
の
有
力
一

族
家
系
図
の
中
に
は
へ
ー
ニ
ン
ク
ハ
ウ
ス
家
の
も
の
も
収
め
ら
れ
て
い
る

（

282
）

。
そ
の
家
系
図
に
よ
れ

ば
、
領
事
ラ
イ
ス
ナ
ー
の
母
親
は
そ
の
ヘ
ー
ニ
ン
ク
ハ
ウ
ス
家
の
出
で
あ
り
、
代
理
領
事
ヘ
ー
ニ
ン

ク
ハ
ウ
ス
は
領
事
ラ
イ
ス
ナ
ー
と
は
い
と
こ
の
関
係
に
あ
る
。
更
に
は
、
代
理
領
事
ヘ
ー
ニ
ン
ク
ハ

ウ
ス
の
父
親
も
ま
た
プ
ロ
イ
セ
ン
の
官
吏
で
あ
っ
た
。
新
潟
居
留
の
面
で
は
先
輩
に
あ
た
る
フ
ィ
ッ

シ
ャ
ー
や
コ
ッ
ホ
を
さ
し
お
い
て
ヘ
ー
ニ
ン
ク
ハ
ウ
ス
が
領
事
職
の
代
理
を
担
っ
た
の
は
、
当
然
こ

う
し
た
こ
と
が
背
景
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ヘ
ー
ニ
ン
ク
ハ
ウ
ス
は
一
八
八
一
年
九
月
か
ら
の

ラ
イ
ス
ナ
ー
上
京
時
に
も
ラ
イ
ス
ナ
ー
を
代
理
し
た

（

283
）

。 

 
 

 

ラ
イ
ス
ナ
ー
が
新
潟
を
一
時
離
れ
る
直
前
の
夏
、
新
潟
で
は
コ
レ
ラ
が
猛
威
を
振
る
っ
て
い
た
。

新
潟
町
だ
け
で
罹
患
者
五
〇
〇
人
・
死
亡
者
四
三
九
人
、
県
全
体
で
は
罹
患
者
五
、
〇
八
〇
人
・
死

亡
者
三
、
〇
〇
四
人
で
あ
っ
た

（

284
）

。 

 
 【

史
料
三
十
六 

一
八
八
〇
年
報
告
】 

 

昨
年
の
私
の
館
務
に
つ
い
て
、
貴
省
に
対
し
て
以
下
の
と
お
り
謹
ん
で
御
報
告
い
た
し
ま
す
。 

 

私
は
欧
州
訪
問
か
ら
戻
っ
て
四
月
二
十
四
日
に
当
地
で
の
領
事
館
業
務
に
復
帰
し
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で

の
館
務
は
ヘ
ー
ニ
ン
ク
ハ
ウ
ス
氏
に
よ
り
適
切
に
行
わ
れ
て
お
り
ま
し
た
。 

 

通
常
の
館
務
を
滞
り
な
く
処
理
し
た
こ
と
の
ほ
か
、
特
に
報
告
す
べ
き
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
日
本
政

府
は
、
通
行
に
関
す
る
す
べ
て
の
未
解
決
の
問
題
の
処
理
を
し
ば
ら
く
の
あ
い
だ
暗
黙
の
う
ち
に
先
送
り

に
し
て
い
ま
す
。 

 

八
月
の
大
火
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
ド
イ
ツ
人
た
ち
は
、
ベ
ル
リ
ン
・
ケ
ル
ン
火
災
保
険
に
加
入
し
て

い
た
こ
と
か
ら
、
私
の
助
け
と
被
害
証
明
に
よ
り
補
償
金
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

皇
帝
国
王
陛
下
の
誕
生
日
に
は
領
事
館
で
祝
宴
を
催
し
ま
し
た
。 

一
八
七
四
年
十
二
月
三
十
日
の
通
知
に
基
づ
く
公
金
収
支
計
算
書
を
添
付
し
ま
す
。 

 

〔
本
論
筆
者
が
閲
覧
し
た
当
該
史
料
に
は
、
公
金
収
支
計
算
書
の
添
付
は
見
当
た
ら
な
い
。
〕 

 

［
筆
者
補
足
］ 

 
 

 

ド
イ
ツ
で
の
休
暇
を
終
え
た
ラ
イ
ス
ナ
ー
は
、
一
八
八
〇
年
三
月
二
十
八
日
に
再
来
日
し
た

（

285
）

。

そ
し
て
、
右
の
報
告
に
よ
れ
ば
四
月
二
十
四
日
に
新
潟
に
到
着
し
た
。
任
地
新
潟
を
離
れ
た
の
は
お

よ
そ
六
ヶ
月
半
、
う
ち
欧
州
で
の
滞
在
は
お
そ
ら
く
二
ヶ
月
余
り
で
あ
っ
た
。 
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こ
の
年
の
夏
、
新
潟
町
は
大
火
に
襲
わ
れ
町
の
総
戸
数
の
六
割
以
上
が
被
災
し
た
。
焼
失
し
た
の

は
上
大
川
前
通
・
本
町
通
・
古
町
通
・
西
堀
通
な
ど
の
各
六
番
町
よ
り
下
の
地
域
で
あ
っ
た

（

286
）

。
信

濃
川
の
河
岸
に
近
い
下
大
川
前
通
に
住
む
ラ
イ
ス
ナ
ー
は
罹
災
を
免
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
ラ
イ
ス
ナ

ー
が
代
理
人
を
つ
と
め
る
火
災
保
険
会
社
の
世
話
に
な
っ
た
ド
イ
ツ
人
は
、
当
時
本
町
通
七
番
町
に

住
ん
で
い
た
コ
ッ
ホ
で
あ
ろ
う
。
先
述
の
と
お
り
、
ラ
イ
ス
ナ
ー
は
、
一
八
七
八
年
以
降
の
「
デ
ィ

レ
ク
ト
リ
ー
」
に
保
険
代
理
業
（A

g
e
n

t fo
r B

e
rlin

-C
o
lo

g
n

e
 F

ire
 In

su
ra

n
ce

 J
o
in

t S
to

ck
 C

o
., 

B
e
rlin

）
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る

（

287
）

。
新
潟
新
聞
で
は
、
す
で
に
一
八
七
七
（
明
治
十
）
年
九
月

二
十
五
日
に
彼
が
ベ
ル
リ
ン
・
ケ
ル
ン
火
災
保
険
へ
の
加
入
者
募
集
広
告
を
掲
載
し
て
い
る
の
を
見

出
す
こ
と
が
で
き
る
。 

 

【
史
料
三
十
七 

一
八
八
一
年
報
告
】 

 

昨
年
の
私
の
館
務
に
つ
い
て
、
貴
省
に
対
し
て
以
下
の
と
お
り
謹
ん
で
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

日
本
の
蒸
気
船
に
積
載
さ
れ
た
他
港
通
関
済
み
証
明
書
つ
き
貨
物
の
当
地
入
港
に
際
し
て
、
そ
れ
が
当

地
居
留
ド
イ
ツ
人
の
荷
受
け
で
あ
る
場
合
は
、
当
港
税
関
で
い
つ
も
煩
わ
し
い
検
査
が
行
わ
れ
、
そ
の
た

め
に
費
用
も
嵩
ん
で
し
ま
い
ま
す
。
同
じ
貨
物
で
も
日
本
人
が
荷
受
け
す
る
場
合
に
は
そ
う
し
た
検
査
は

行
わ
れ
な
い
の
で
す
。
そ
こ
で
私
は
、
税
関
長
に
対
し
て
、
こ
う
し
た
不
必
要
な
取
引
上
の
措
置
に
対
す

る
申
し
入
れ
を
行
い
ま
し
た
。
税
関
長
は
、
外
国
人
が
受
け
取
る
船
舶
貨
物
を
す
べ
て
検
査
す
る
こ
と
は

規
則
に
定
め
ら
れ
て
お
り
免
除
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
、
と
述
べ
ま
し
た
。
し
か
し
、
書
面
で
申
請
す

れ
ば
、
三
菱
汽
船
会
社
の
船
着
き
場
に
着
い
た
貨
物
を
そ
こ
か
ら
一
・
五
キ
ロ
離
れ
た
税
関
ま
で
わ
ざ
わ

ざ
貨
物
を
往
復
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
船
着
き
場
で
検
査
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
ま
し
た
。 

 

日
本
側
が
作
成
す
る
証
明
書
類
の
公
的
認
証
を
行
っ
て
ほ
し
い
、
と
当
地
官
員
と
交
渉
し
ま
し
た
が
、

自
分
ら
は
そ
の
権
限
が
な
い
、
と
の
こ
と
で
し
た
。
そ
こ
で
東
京
の
あ
る
会
社
に
依
頼
し
た
と
こ
ろ
、
助

力
を
差
し
伸
べ
て
く
れ
ま
し
た
。 

 

そ
の
他
諸
業
務
は
通
常
ど
お
り
に
行
わ
れ
、
特
に
報
告
す
べ
き
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

皇
帝
国
王
陛
下
の
誕
生
日
に
は
、
例
年
と
同
じ
く
日
本
官
員
の
参
加
を
得
て
領
事
館
に
お
い
て
祝
宴
を

催
し
ま
し
た
。 

 

一
八
七
四
年
十
二
月
三
十
日
の
通
知
に
基
づ
く
公
金
収
支
計
算
書
を
添
付
し
ま
す
。 

〔
本
論
筆
者
が
閲
覧
し
た
当
該
史
料
に
は
、
公
金
収
支
計
算
書
の
添
付
は
見
当
た
ら
な
い
。〕 

 

［
筆
者
補
足
］ 

 
 

 

国
内
海
運
に
勢
力
を
張
り
つ
つ
あ
っ
た
三
菱
会
社
は
、
す
で
に
一
八
七
六
（
明
治
九
）
年
に
日
本

海
沿
岸
航
路
を
開
設
し
、
新
潟
に
も
寄
港
さ
せ
て
い
た
が
、
七
九
（
明
治
十
二
）
年
四
月
に
下
大
川

前
通
三
ノ
町
に
新
潟
支
店
を
設
け
た

（

288
）

。
そ
こ
は
ラ
イ
ス
ナ
ー
が
住
む
領
事
館
と
道
を
隔
て
た
南
隣

（
信
濃
川
上
手
）
で
あ
っ
た
。
こ
の
報
告
か
ら
は
、
こ
の
頃
す
で
に
、
外
国
船
は
、
定
期
航
路
は
お

ろ
か
寄
港
自
体
が
わ
ず
か
で
あ
っ
た
新
潟
で
、
ラ
イ
ス
ナ
ー
を
含
む
ド
イ
ツ
商
人
ら
が
三
菱
汽
船
を

利
用
し
て
い
た
ら
し
い
こ
と
が
判
明
す
る
。 
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第
三
節 

報
告
か
ら
見
る
領
事
館
活
動 

 

（
１
）
基
本
的
事
項 

 

以
上
訳
出
し
た
、
館
務
報
告
に
お
け
る
報
告
事
項
を
通
じ
て
確
認
で
き
る
領
事
館
活
動
に
つ
い
て
、
以

下
、
六
つ
の
共
通
項
に
括
っ
て
ま
と
め
る
。 

第
一
に
、
領
事
ラ
イ
ス
ナ
ー
は
何
よ
り
も
ま
ず
、
新
潟
港
で
の
交
易
活
動
を
促
進
す
る
た
め
の
措
置
を

継
続
的
に
日
本
側
当
局
に
働
き
か
け
て
い
た
。
こ
れ
は
彼
自
身
を
含
め
て
ド
イ
ツ
人
新
潟
居
留
者
が
皆
、

交
易
商
人
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
当
然
と
言
え
る
。
新
潟
港
に
は
強
風
・
波
浪
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
碇

泊
地
が
な
く
、
し
か
も
浅
瀬
・
砂
洲
の
た
め
に
港
内
作
業
が
困
難
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
不
利
を
補
う
措

置
、
す
な
わ
ち
港
内
運
搬
船
（
艀
船
や
新
潟
・
夷
港
を
結
ぶ
蒸
気
船
）
の
確
保
な
ど
を
強
く
求
め
た
。
あ

る
い
は
、
税
関
の
業
務
時
間
短
縮
や
積
み
下
ろ
し
作
業
の
有
料
化
に
反
対
す
る
な
ど
、
新
潟
港
の
特
殊
性

を
踏
ま
え
た
柔
軟
な
取
扱
い
を
求
め
た
（
史
料
二
十
九
、
三
十
二
）
。そ
れ
ら
に
対
す
る
日
本
側
の
対
応
は
、

ラ
イ
ス
ナ
ー
か
ら
す
れ
ば
、
必
ず
し
も
十
分
と
み
な
す
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

ラ
イ
ス
ナ
ー
の
こ
う
し
た
粘
り
強
い
働
き
掛
け
は
、
彼
自
身
を
含
め
た
ド
イ
ツ
商
人
ら
に
よ
る
新
潟
港
に

お
け
る
継
続
的
な
活
動
を
支
え
た
で
あ
ろ
う
。 

第
二
に
、
個
別
の
民
事
係
争
事
案
の
処
理
の
た
め
に
ラ
イ
ス
ナ
ー
は
積
極
的
に
動
い
た
。
そ
れ
ら
係
争

事
案
は
主
に
商
取
引
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ラ
イ
ス
ナ
ー
の
そ
れ
ら
へ
の
関
わ
り
は
、
ド
イ
ツ
商
人

ど
う
し
の
訴
え
や
日
本
人
か
ら
ド
イ
ツ
人
へ
の
訴
え
の
処
理
、
す
な
わ
ち
領
事
裁
判
の
執
行
よ
り
も
、
ド

イ
ツ
人
か
ら
日
本
人
へ
の
訴
え
を
日
本
側
当
局
が
処
理
し
て
い
く
際
、
そ
れ
ら
に
協
力
し
て
解
決
を
探
る

こ
と
の
ほ
う
が
多
か
っ
た
。 

報
告
の
な
か
で
ラ
イ
ス
ナ
ー
は
、「
日
本
人
に
よ
る
商
売
上
の
欺
瞞
的
行
為
は
、
た
い
て
い
は
処
罰
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
彼
ら
に
は
支
払
い
能
力
が
な
い
た
め
、
損
害
は
補
償
さ
れ
ず
に
終
わ
っ
て
し
ま

う
」
と
か
、「
外
国
人
に
対
す
る
事
案
の
日
本
で
の
裁
判
の
取
扱
い
は
実
に
だ
ら
だ
ら
と
時
間
が
か
か
る
。

事
柄
の
正
当
性
を
理
解
し
て
も
ら
う
に
は
、
骨
の
折
れ
る
書
翰
の
や
り
取
り
や
直
接
の
交
渉
を
何
回
も
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
、
事
案
処
理
の
困
難
さ
を
述
べ
て
い
る
（
史
料
二
十
八
）
。
こ
う
し
た
状
況
は
、

楠
本
県
令
の
就
任
に
よ
り
幾
分
か
は
改
善
さ
れ
た
。
前
任
の
平
松
県
知
事
よ
り
事
情
に
通
じ
て
お
り
、
積

極
的
か
つ
精
力
的
に
助
力
を
差
し
伸
べ
て
く
れ
る
、
と
ラ
イ
ス
ナ
ー
は
楠
本
を
評
価
し
て
い
る
（
史
料
二

十
九
）
。
一
八
七
五
年
六
月
に
新
潟
裁
判
所
が
新
た
に
設
置
さ
れ
、
こ
う
し
た
民
事
係
争
の
処
理
に
関
し
て

は
、
県
令
に
よ
る
予
備
審
理
か
ら
裁
判
所
へ
の
訴
件
回
付
へ
、
更
に
上
級
審
へ
、
と
い
う
手
続
き
が
整
え

ら
れ
た
。
そ
れ
で
も
「
日
本
の
法
律
は
不
十
分
で
、
そ
の
解
釈
も
恣
意
的
」（
史
料
三
十
一
）
と
、
ラ
イ
ス

ナ
ー
の
立
場
と
す
れ
ば
不
満
と
苦
労
が
絶
え
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
商
取
引
に
関
す
る
具
体
的
な
係
争

案
件
と
し
て
は
、
手
形
不
履
行
や
商
品
の
損
失
補
償
に
関
す
る
ト
ラ
ブ
ル
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（
史

料
二
十
七
、
三
十
、
三
十
一
）
。 

 

 

第
三
に
、
ラ
イ
ス
ナ
ー
は
内
地
旅
行
の
規
制
緩
和
を
熱
心
に
求
め
た
。
新
潟
港
は
開
港
直
後
を
除
け
ば

外
国
船
の
往
来
が
ま
れ
で
あ
り
、
日
本
の
船
会
社
に
よ
る
他
の
開
港
と
の
定
期
航
路
が
開
か
れ
る
の
も
遅

か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
陸
路
に
よ
る
東
京
・
横
浜
へ
の
通
行
を
確
保
で
き
る
か
ど
う
か
は
、
居
留
外
国
人
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に
と
っ
て
切
実
な
関
心
事
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
や
が
て
領
事
た
る
彼
に
限
っ
て
の
一
定
の
特
例
措
置

が
認
め
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
（
史
料
三
十
一
）。 

第
四
に
、
管
内
で
の
ド
イ
ツ
人
の
安
全
確
保
も
領
事
館
の
大
切
な
責
務
で
あ
っ
た
。
騒
擾
・
事
件
に
際

し
て
は
、
日
本
側
に
対
し
て
居
留
民
の
保
護
を
要
請
し
、
か
つ
自
ら
も
対
策
を
講
じ
た
。
具
体
的
に
は
、

信
濃
川
分
水
騒
動
（
史
料
二
十
八
）
や
佐
渡
鉱
山
で
の
殺
人
事
件
（
史
料
三
十
三
）
、
コ
レ
ラ
発
生
（
史
料

三
十
三
、
三
十
五
）
の
際
の
対
応
な
ど
が
確
認
で
き
る
。
ま
た
、
時
折
来
訪
す
る
ド
イ
ツ
人
に
保
護
を
与

え
て
い
た
こ
と
も
報
告
書
か
ら
確
認
で
き
る
（
史
料
三
十
）
。 

 

第
五
に
、
自
国
国
民
へ
の
基
本
的
な
公
的
サ
ー
ビ
ス
付
与
、
す
な
わ
ち
署
名
認
証
や
法
令
改
正
告
知
な

ど
の
領
事
館
業
務
が
確
認
で
き
る
（
史
料
三
十
、
三
十
一
）
。 

 

第
六
に
、
任
国
・
任
地
と
の
友
好
的
関
係
の
維
持
・
促
進
に
も
努
め
て
い
た
。
報
告
書
か
ら
確
認
で
き

た
災
害
見
舞
い
（
史
料
三
十
二
）
や
地
方
顕
官
ら
と
の
宴
席
（
史
料
三
十
三
）
は
、
そ
う
し
た
活
動
に
含

ま
れ
る
も
の
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
皇
帝
国
王
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
の
誕
生
日
に
地
元
顕
官
や
居
留
民
ら
と
の

宴
席
を
設
け
て
い
た
と
い
う
記
述
が
見
ら
れ
る
（
史
料
三
十
二
、
三
十
三
、
三
十
五
、
三
十
六
、
三
十
七
）
。 

 

（
２
）
領
事
館
の
地
位
変
遷 

な
お
、
ド
イ
ツ
外
務
省
の
新
潟
関
連
文
書
の
中
で
は
、
新
潟
領
事
館
の
地
位
に
関
し
て
開
館
期
間
中
に

大
き
な
二
つ
の
変
遷
が
あ
っ
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
に
記
し
て
お
く
。 

一
つ
は
北
ド
イ
ツ
連
邦
領
事
館
か
ら
ド
イ
ツ
領
事
館
へ
の
変
更
で
あ
る
。
普
仏
戦
争
後
の
ド
イ
ツ
統
一

に
際
し
て
、
ド
イ
ツ
は
名
誉
領
事
の
配
置
に
変
更
を
加
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ラ
イ
ス
ナ
ー
も
ま
た
、

そ
の
ま
ま
新
潟
領
事
に
と
ど
ま
っ
た
。
ラ
イ
ス
ナ
ー
は
、
彼
が
引
き
続
き
領
事
に
在
職
す
る
旨
の
通
知
を

七
二
年
五
月
に
受
け
取
り
（
史
料
二
十
八
）
、
六
月
七
日
付
で
県
令
平
松
時
厚
に
対
し
て
こ
の
変
更
を
通
知

し
た

（

289
）

。
更
に
、
本
国
に
向
け
て
は
、
同
年
六
月
十
五
日
、
ラ
イ
ス
ナ
ー
が
領
事
と
し
て
の
宣
誓
書
を
自

書
し
、
外
務
本
省
へ
改
め
て
提
出
し
た
こ
と
も
記
録
さ
れ
て
い
る

（

290
）

。 

も
う
一
つ
は
、
領
事
館
の
法
的
権
限
の
喪
失
で
あ
る
。
外
務
本
省
は
、
一
八
七
八
年
二
月
十
四
日
付
で

横
浜
領
事
た
る
ツ
ァ
ッ
ペ
に
宛
て
て
、
新
潟
領
事
館
の
管
轄
区
域
に
お
け
る
裁
判
権
及
び
出
生
・
婚
姻
・

死
亡
を
認
定
す
る
権
限
を
横
浜
領
事
に
与
え
る
旨
を
伝
え
た

（

291
）

。
ま
た
、
同
じ
趣
旨
を
伝
え
る
通
知
を
ラ

イ
ス
ナ
ー
が
同
年
四
月
に
受
け
取
っ
た
こ
と
は
、
彼
の
年
次
報
告
か
ら
わ
か
る
（
史
料
三
十
四
）
。
以
降
の

新
潟
領
事
館
は
、
実
質
的
に
は
権
限
の
な
い
、
文
字
ど
お
り
の
名
誉
的
な
位
置
づ
け
に
な
っ
た
。 

 

（
３
）
領
事
館
の
閉
鎖 

 

ラ
イ
ス
ナ
ー
は
、
一
八
八
二
年
三
月
六
日
付
で
本
国
外
務
省
に
対
し
て
、「
こ
の
夏
、
新
潟
を
離
れ
て
帰

国
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
領
事
を
辞
職
し
た
い
。
当
地
に
は
領
事
の
職
務
を
引
き
渡
す
こ
と
を
で
き

る
者
は
い
な
い
。
そ
の
う
え
、
新
潟
は
我
が
国
の
交
易
面
で
の
関
心
に
と
っ
て
直
接
的
な
利
益
を
失
っ
て

い
る
。
当
領
事
館
の
関
係
文
書
類
を
公
使
館
へ
引
き
渡
す
こ
と
に
異
存
は
な
い
。
私
に
こ
れ
ま
で
与
え
て

く
れ
た
栄
誉
と
信
頼
に
心
か
ら
感
謝
す
る
」
と
伝
え
た

（

292
）

。
領
事
館
閉
鎖
の
動
き
は
、
こ
の
文
書
発
出
を

起
点
と
す
る
。
同
年
三
月
十
七
日
、
ア
イ
ゼ
ン
デ
ッ
ヒ
ャ
ー
公
使
は
、
ラ
イ
ス
ナ
ー
か
ら
の
こ
の
申
し
出
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を
本
国
へ
進
達
し
、
ビ
ス
マ
ル
ク
に
対
し
て
「
新
潟
は
我
が
国
の
交
易
に
関
し
て
価
値
を
全
く
失
っ
て
い

る
。
現
在
の
領
事
、
及
び
そ
の
領
事
を
時
に
代
理
し
た
者
が
新
潟
を
離
れ
て
し
ま
え
ば
、
当
地
に
は
た
だ

一
名
の
ド
イ
ツ
人
し
か
残
ら
ず
、
そ
の
者
は
領
事
に
適
す
る
者
で
は
な
い
。
つ
い
て
は
、
領
事
館
の
廃
止

に
つ
い
て
一
任
申
し
上
げ
る
」
と
伝
え
た

（

293
）

。
同
年
五
月
八
日
付
の
返
書
で
ラ
イ
ス
ナ
ー
の
辞
職
が
承
認

さ
れ
、
新
潟
領
事
館
の
閉
鎖
が
同
意
さ
れ
た

（

294
）

。
ア
イ
ゼ
ン
デ
ッ
ヒ
ャ
ー
は
六
月
二
十
日
付
で
、
ラ
イ
ス

ナ
ー
に
対
し
て
彼
の
辞
職
願
が
正
式
に
承
認
さ
れ
た
旨
を
通
知
し
た

（

295
）

。 

 

一
方
、
ア
イ
ゼ
ン
デ
ッ
ヒ
ャ
ー
は
日
本
政
府
に
対
し
て
も
ド
イ
ツ
の
正
式
決
定
を
告
げ
た
。
す
な
わ
ち

七
月
十
一
日
、
井
上
馨
外
務
卿
に
対
し
て
「
ビ
ス
マ
ル
ク
か
ら
の
指
令
に
よ
り
、
新
潟
領
事
館
を
廃
止
す

る
。
以
降
、
同
管
轄
地
域
は
横
浜
領
事
館
の
管
轄
と
な
る
」
と
通
知
し
た

（

296
）

。
七
月
十
五
日
、
井
上
は
こ

れ
を
承
知
す
る
旨
を
同
公
使
へ
告
げ
る
と
と
も
に
、
同
日
、
新
潟
県
令
永
山
盛
輝
に
対
し
て
も
領
事
館
閉

鎖
を
通
知
し
た
。
永
山
は
同
年
七
月
二
十
二
日
付
で
、
こ
れ
を
承
知
し
た
旨
を
井
上
に
返
信
し
た

（

297
）

。 

 

以
上
は
公
的
な
文
書
の
や
り
取
り
で
あ
る
が
、
新
潟
に
い
る
ラ
イ
ス
ナ
ー
の
実
際
の
動
向
は
ど
う
で
あ

っ
た
か
。
新
潟
新
聞
に
は
、
ラ
イ
ス
ナ
ー
が
家
族
を
連
れ
て
横
浜
へ
移
住
す
る
ら
し
い
、
あ
る
い
は
家
屋

敷
を
売
る
ら
し
い
、
と
い
っ
た
憶
測
的
な
記
事
が
同
年
五
月
末
以
降
に
現
れ
る

（

298
）

。
こ
の
頃
か
ら
彼
の
離

港
の
噂
が
巷
間
に
流
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
同
じ
く
新
潟
新
聞
に
は
、
六
月
末
か
ら
ラ
イ
ス
ナ
ー
の
た
め
の

送
別
宴
の
記
事
が
見
ら
れ
る
。
六
月
二
十
七
日（
ラ
イ
ス
ナ
ー
主
催
）
、六
月
二
十
八
日
（
新
潟
税
関
主
催
）
、

六
月
二
十
九
日
（
新
潟
県
庁
主
催
）
に
は
三
夜
連
続
で
宴
席
が
あ
っ
た
。
更
に
、
新
聞
に
見
ら
れ
る
最
後

の
宴
は
、
七
月
一
日
の
県
庁
主
催
で
あ
っ
た
。 

 

「
新
潟
町
会
所
文
書
」
に
は
、
ラ
イ
ス
ナ
ー
が
永
山
県
令
に
対
し
て
提
出
し
た
「
説
明
書
」
な
る
七
月

十
五
日
付
の
文
書
が
残
る

（

299
）

。
こ
の
文
書
は
、
そ
れ
ま
で
ラ
イ
ス
ナ
ー
と
同
居
し
て
い
た
日
本
人
女
性
及

び
そ
の
女
性
と
の
あ
い
だ
で
も
う
け
た
女
児
の
た
め
に
、
彼
が
三
、
〇
〇
〇
円
相
当
の
財
産
を
地
元
商
人

に
託
す
る
こ
と
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
た
。
ラ
イ
ス
ナ
ー
は
こ
の
文
書
に
永
山
か
ら
「
一
見
セ
リ
」
と
い
う

一
筆
を
入
れ
て
も
ら
っ
た
。
新
潟
に
残
し
て
い
く
母
子
の
行
く
末
を
案
じ
て
、
県
令
か
ら
い
わ
ば
保
証
人

と
し
て
の
役
割
を
求
め
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
二
日
後
、
す
な
わ
ち
一
八
八
二
（
明
治
十
五
）
年
七
月
十

七
日
、
ラ
イ
ス
ナ
ー
は
新
潟
を
離
れ
た

（

300
）

。
ラ
イ
ス
ナ
ー
の
離
港
と
と
も
に
新
潟
ド
イ
ツ
領
事
館
は
活
動

を
終
え
た
。 

 

八
月
五
日
、
ア
イ
ゼ
ン
デ
ッ
ヒ
ャ
ー
は
ビ
ス
マ
ル
ク
に
対
し
て
、
ラ
イ
ス
ナ
ー
が
し
ば
ら
く
前
に
当
地

東
京
に
着
き
、
数
日
後
に
ア
メ
リ
カ
経
由
で
帰
国
す
る
予
定
で
あ
る
こ
と
、
日
本
政
府
に
対
し
て
は
こ
れ

ま
で
新
潟
領
事
館
管
轄
下
に
あ
っ
た
地
域
を
今
後
は
横
浜
領
事
館
の
管
轄
と
す
る
と
通
知
し
た
こ
と
、
な

ど
を
伝
え
た

（

301
）

。
翌
八
月
六
日
に
免
職
辞
令
を
受
け
取
っ
た

（

302
）

ラ
イ
ス
ナ
ー
は
、
八
月
十
一
日
、
イ
ギ

リ
ス
蒸
気
船
コ
プ
テ
ィ
ッ
ク
に
乗
り
横
浜
を
出
航
し
た

（

303
）

。
船
は
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
行
き
で
あ
る
が
、

乗
船
名
簿
に
は
ラ
イ
ス
ナ
ー
の
行
先
は
ブ
レ
ー
メ
ン
と
あ
っ
た

（

304
）

。 

ド
イ
ツ
帰
国
後
の
ラ
イ
ス
ナ
ー
に
つ
い
て
も
、
若
干
だ
け
触
れ
て
お
く
。 

 

ラ
イ
ス
ナ
ー
は
一
八
八
二
年
九
月
下
旬
に
は
ド
イ
ツ
・
ク
レ
ー
フ
ェ
ル
ト
に
い
っ
た
ん
戻
っ
た

（

305
）

。
だ

が
そ
の
帰
国
ま
も
な
い
同
年
十
一
月
初
め
に
は
新
た
な
会
社
を
立
ち
上
げ
る
た
め
に
ロ
ン
ド
ン
に
向
か
っ

た
（

306
）

。
一
八
八
三
年
四
月
に
は
ク
レ
ー
フ
ェ
ル
ト
近
郊
の
町
出
身
の
女
性
（H

e
le

n
e
 D

u
h

r

）
と
結
婚
し
、
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そ
の
後
二
人
の
子
を
も
う
け
た

（

307
）

。
一
八
八
五
年
一
月
、
ロ
ン
ド
ン
か
ら
戻
り
ク
レ
ー
フ
ェ
ル
ト
に
住
民

登
録
を
行
っ
た

（

308
）

。
翌
一
八
八
六
年
五
月
、
同
市
で
彼
の
親
戚
が
営
む
染
織
会
社
（C

. A
. K

ö
ttg

e
n

）
の

支
配
人
と
な
っ
た

（

309
）

。
一
八
九
一
年
ま
で
は
同
社
支
配
人
の
記
録
が
あ
る
が
、
そ
の
後
、
遅
く
と
も
一
八

九
六
年
ま
で
に
は
年
金
生
活
に
入
り

（

310
）

、
一
九
二
六
年
十
二
月
二
十
六
日
、
ク
レ
ー
フ
ェ
ル
ト
市
内
で
逝

去
し
た

（

311
）

。 

  

第
四
節 

公
使
館
の
視
点 

 

さ
て
、
新
潟
に
お
い
て
領
事
館
を
長
い
間
維
持
し
た
こ
と
に
関
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
場
合
は
、
公
使
パ

ー
ク
ス
の
意
思
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
は
、
す
で
に
本
論
考
で
随
所
に
確
認
し
て
い
る

と
お
り
で
あ
る
。
で
は
、
ド
イ
ツ
の
場
合
は
、
公
使
館
は
ど
の
よ
う
な
意
向
を
持
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。 

こ
の
こ
と
は
、
先
ほ
ど
の
ラ
イ
ス
ナ
ー
に
よ
る
年
次
報
告
と
同
じ
一
件
史
料
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

先
述
の
と
お
り
、
ラ
イ
ス
ナ
ー
の
新
潟
か
ら
の
報
告
書
を
本
国
へ
回
付
す
る
際
、
公
使
館
は
送
り
文
を
付

け
た
。
そ
の
な
か
に
は
「
新
潟
か
ら
の
報
告
を
受
け
取
っ
た
の
で
回
付
す
る
」
と
だ
け
端
的
に
記
さ
れ
て

い
る
も
の
も
あ
る
が
、
な
か
に
は
、
公
使
ま
た
は
そ
の
代
理
者
が
本
省
に
向
け
て
何
ら
か
の
コ
メ
ン
ト
を

付
し
た
も
の
も
あ
る
。
そ
う
し
た
コ
メ
ン
ト
に
、
公
使
ら
の
新
潟
へ
の
認
識
が
端
的
に
窺
え
る
わ
け
で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
送
り
文
六
通
の
内
容
を
、
以
下
確
認
し
て
み
よ
う
。
こ
こ
ま
で
見
て
き
た
ラ
イ
ス
ナ
ー
に

よ
る
年
次
報
告
書
の
場
合
と
同
じ
く
、
原
文
ド
イ
ツ
文
字
筆
記
体
（
フ
ラ
ク
ト
ゥ
ア
ー
）
か
ら
本
論
筆
者

が
独
力
で
解
読
・
訳
出
し
た
も
の
で
あ
る
。 

 【
史
料
三
十
八 

一
八
七
四
年
報
告
へ
の
送
り
文
（
公
使
館
ツ
ァ
ッ
ペ
か
ら
外
務
大
臣
フ
ォ
ン
・
ビ
ュ
ー

ロ
ー
へ
、
一
八
七
五
年
三
月
一
日
）
】 

我
が
国
新
潟
領
事
館
の
通
商
報
告
が
引
き
続
き
公
使
館
宛
て
に
届
け
ら
れ
た
の
で
、
同
封
に
て
謹
ん
で

貴
官
へ
回
付
し
ま
す
。 

こ
の
報
告
に
謹
ん
で
付
け
加
え
ま
す
が
、
新
潟
は
直
接
の
外
国
交
易
に
関
し
て
、
完
全
に
意
味
を
失
っ

て
い
ま
す
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
港
が
物
資
を
供
給
し
て
い
る
沿
岸
地
方
は
生
活
が
大
変
貧
し
く
、
し
か

も
外
国
の
工
業
製
品
に
対
す
る
需
要
は
横
浜
の
市
場
を
通
じ
て
十
分
に
満
た
さ
れ
て
い
ま
す
。 

新
潟
が
開
港
し
た
時
に
は
、
そ
こ
が
ど
の
よ
う
な
商
業
地
で
あ
る
か
ま
だ
十
分
に
情
報
が
な
く
、
ま
た

船
舶
通
航
に
支
障
が
多
い
港
で
あ
る
こ
と
も
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
碇
泊
地
は
厳
し
い
冬
の
あ
い

だ
強
風
に
晒
さ
れ
る
た
め
に
一
年
の
う
ち
六
ヶ
月
の
あ
い
だ
外
国
船
が
近
づ
く
に
は
実
に
危
険
が
多
く
、

し
か
も
残
り
の
六
ヶ
月
も
河
底
が
浅
い
た
め
に
陸
地
か
ら
離
れ
た
場
所
に
碇
を
下
さ
ざ
る
を
得
ず
、
艀
船

で
積
荷
を
陸
揚
げ
す
る
に
も
河
口
の
砂
州
を
越
え
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い
っ
た
こ
と
は
、
開
港
し

て
か
ら
よ
う
や
く
判
明
し
ま
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
外
国
交
易
に
は
あ
ま
り
に
支
障
が
多
い
同
地
は
、
今

後
も
発
展
は
望
め
な
い
で
し
ょ
う
。 

開
港
時
に
は
四
十
名
か
ら
五
十
名
い
た
新
潟
の
外
国
人
も
、
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
す
ぐ
に
減
っ
て
し
ま
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い
、
現
在
は
十
八
名
し
か
お
り
ま
せ
ん

（

312
）

。
そ
の
う
ち
ド
イ
ツ
人
は
二
名
で
、
他
は
日
本
政
府
雇
用
の
イ

ギ
リ
ス
人
や
ア
メ
リ
カ
人
が
七
名
、
フ
ラ
ン
ス
人
は
宣
教
師
が
二
名
な
ど
で
す
。 

 

【
史
料
三
十
九 

一
八
七
七
年
報
告
へ
の
送
り
文
（
公
使
ア
イ
ゼ
ン
デ
ッ
ヒ
ャ
ー
か
ら
外
務
省
へ
、
一
八

七
八
年
二
月
二
十
二
日
）】 

我
が
国
新
潟
領
事
館
か
ら
昨
年
に
お
け
る
同
地
の
通
商
及
び
現
地
館
務
に
関
す
る
封
緘
便
の
報
告
が
届

け
ら
れ
た
の
で
、
同
封
に
て
貴
省
へ
謹
ん
で
回
付
し
ま
す
。 

ラ
イ
ス
ナ
ー
領
事
に
対
し
て
、
今
後
は
正
し
く
外
務
省
宛
て
に
す
る
こ
と
、
ま
た
通
商
報
告
は
別
途
ま

と
め
て
添
付
文
書
と
し
て
提
出
す
る
こ
と
、
の
二
点
に
つ
い
て
注
意
を
促
し
て
お
き
ま
し
た
。 

昨
年
の
通
商
状
況
か
ら
明
ら
か
な
こ
と
で
す
が
、
新
潟
は
相
変
わ
ら
ず
外
国
交
易
に
と
っ
て
ほ
と
ん
ど

意
味
が
あ
り
ま
せ
ん
。
後
背
地
は
生
産
力
に
富
み
豊
か
な
の
で
す
が
、
仮
に
港
の
整
備
不
足
が
解
消
し
た

と
し
て
も
外
国
と
の
船
舶
航
行
の
拡
大
は
ほ
ぼ
望
め
な
い
で
し
ょ
う
。
現
在
の
日
本
の
外
国
交
易
全
体
が

横
浜
に
集
中
し
て
お
り
、
兵
庫
・
大
阪
で
さ
え
茶
の
取
引
で
わ
ず
か
に
意
味
が
あ
る
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
私

の
考
え
で
は
、
日
本
政
府
が
提
案
し
て
い
る
よ
う
な
こ
の
国
の
他
の
港
の
開
港
に
は
、
関
税
率
の
問
題
で

何
ら
か
の
譲
歩
を
す
る
ほ
ど
の
価
値
は
ま
っ
た
く
見
出
せ
ま
せ
ん
。 

 

【
史
料
四
十 

一
八
七
八
年
報
告
へ
の
送
り
文
（
代
理
公
使
グ
ー
ト
シ
ュ
ミ
ッ
ト
か
ら
外
務
省
へ
、
一
八

七
九
年
三
月
三
日
）
】 

我
が
国
新
潟
領
事
館
か
ら
昨
年
に
お
け
る
同
地
の
館
務
及
び
通
商
・
海
運
に
関
す
る
封
緘
便
の
報
告
が

届
け
ら
れ
た
の
で
、
同
封
に
て
貴
省
へ
謹
ん
で
回
付
し
ま
す
。 

昨
年
の
新
潟
の
交
易
に
関
し
て
は
、
一
昨
年
中
国
北
西
部
を
襲
っ
た
極
め
て
深
刻
な
飢
饉
が
大
き
な
影

響
を
与
え
ま
し
た
。
中
国
政
府
か
ら
の
発
注
に
加
え
て
民
間
の
投
機
的
な
注
文
も
あ
り
、
極
め
て
大
量
の

米
が
中
国
に
輸
出
さ
れ
た
の
で
す
。
突
然
の
大
き
な
需
要
で
は
あ
っ
た
の
で
す
が
、
一
昨
年
の
日
本
北
西

部
で
の
米
の
収
穫
が
豊
富
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
う
し
た
需
要
を
す
べ
て
賄
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

米
の
輸
移
出
額
は
、
一
昨
年
の
二
九
〇
万
マ
ル
ク
に
対
し
て
昨
年
は
五
〇
〇
万
マ
ル
ク
で
し
た
。
輸
移
出

に
は
ド
イ
ツ
船
籍
の
蒸
気
船
二
隻
と
帆
船
一
隻
が
関
わ
り
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
船
は
バ
ラ
ス
ト
で
入
港
し

ま
し
た
。 

 

こ
う
し
た
活
発
な
輸
移
出
取
引
は
輸
移
入
に
も
よ
い
影
響
を
与
え
、
砂
糖
・
鉄
・
木
綿
と
い
っ
た
主
な

輸
移
入
商
品
の
い
く
つ
か
が
昨
年
よ
り
も
相
当
な
高
値
と
な
り
ま
し
た
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
は
ド
イ
ツ

産
品
で
は
な
く
、
ま
た
ド
イ
ツ
商
船
が
扱
っ
た
わ
け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
、
昨
年
後
半
は
日
本
の

紙
幣
の
交
換
率
が
著
し
く
低
か
っ
た
こ
と
が
外
国
人
に
よ
る
取
引
に
影
響
し
、
こ
の
金
札
の
価
値
下
落
を

商
品
値
上
が
り
分
で
埋
め
合
わ
せ
る
こ
と
は
望
む
べ
く
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。 

 

【
史
料
四
十
一 

一
八
七
九
年
報
告
へ
の
送
り
文
（
公
使
ア
イ
ゼ
ン
デ
ッ
ヒ
ャ
ー
か
ら
外
務
省
へ
、
一
八

八
〇
年
五
月
二
十
六
日
）】 

我
が
国
新
潟
領
事
館
か
ら
一
八
七
九
年
に
お
け
る
同
地
の
通
商
及
び
館
務
に
関
す
る
封
緘
便
の
報
告
二
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通
が
届
け
ら
れ
た
の
で
、
同
封
に
て
貴
省
へ
慎
ん
で
回
付
し
ま
す
。 

報
告
に
よ
れ
ば
、
新
潟
の
輸
移
出
入
は
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
日
本
人
に
よ
る
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。
外

国
船
で
昨
年
新
潟
に
入
港
し
た
の
は
イ
ギ
リ
ス
蒸
気
船
一
隻
だ
け
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
一
方
で
、
平

底
船
を
含
め
た
日
本
船
は
四
、
八
〇
〇
隻
以
上
に
も
な
り
ま
す
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
外
国
船
に
よ
る

輸
移
出
入
額
は
新
潟
港
全
体
の
一
、
一
〇
〇
万
マ
ル
ク
（
領
事
は
主
な
商
品
だ
け
を
計
算
し
て
い
ま
す
の

で
、
実
際
の
全
体
額
は
こ
れ
よ
り
か
な
り
多
い
と
思
わ
れ
ま
す
）
の
な
か
の
わ
ず
か
一
六
万
四
〇
〇
〇
マ

ル
ク
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
な
お
、
輸
移
出
品
は
米
・
銅
・
茶
・
漆
を
合
わ
せ
て
約
六
〇
〇
マ
ル
ク
、
輸
移
入

品
は
主
要
品
目
と
さ
れ
て
い
る
木
綿
・
塩
・
砂
糖
・
鉄
・
紙
・
木
蝋
な
ど
合
わ
せ
て
約
五
〇
〇
万
マ
ル
ク

で
す
。 

こ
れ
ら
の
数
字
に
よ
れ
ば
、
新
潟
は
外
国
交
易
及
び
外
国
の
利
害
関
係
に
と
っ
て
の
意
味
が
ほ
と
ん
ど

あ
り
ま
せ
ん
。
外
国
交
易
は
こ
こ
数
年
、
全
体
と
し
て
は
主
要
港
で
あ
る
横
浜
へ
と
、
ま
た
茶
な
ど
い
く

つ
か
の
商
品
は
兵
庫
へ
と
ま
す
ま
す
集
中
が
進
ん
で
い
ま
す
。
新
潟
は
比
較
的
豊
か
な
後
背
地
を
有
し
て

い
ま
す
の
で
、
か
な
り
以
前
か
ら
計
画
さ
れ
て
い
る
港
湾
工
事
が
実
行
に
移
さ
れ
れ
ば
輸
出
取
引
が
期
待

で
き
る
で
し
ょ
う
が
、
残
念
な
が
ら
そ
の
実
行
は
ま
ず
見
込
め
ま
せ
ん
。
北
か
ら
の
（
冬
期
の
）
強
風
は
、

今
も
、
そ
し
て
今
後
も
更
に
、
新
潟
港
を
ほ
ぼ
閉
鎖
状
態
に
し
た
ま
ま
で
し
ょ
う
。 

新
潟
は
コ
レ
ラ
及
び
火
災
に
見
舞
わ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
地
に
あ
る
わ
ず
か
な
外
国
会
社
（
そ

こ
に
は
ド
イ
ツ
人
が
二
名
お
り
ま
す
）
に
は
ま
ず
ま
ず
の
利
益
が
あ
っ
た
と
聞
い
て
い
ま
す
。 

 

【
史
料
四
十
二 

一
八
八
〇
年
報
告
へ
の
送
り
文
（
公
使
ア
イ
ゼ
ン
デ
ッ
ヒ
ャ
ー
か
ら
ビ
ス
マ
ル
ク
首
相

へ
、
一
八
八
一
年
四
月
十
三
日
）】 

我
が
国
新
潟
領
事
館
か
ら
昨
年
に
お
け
る
同
地
の
館
務
及
び
通
商
に
関
す
る
封
緘
便
の
報
告
二
通
が
届

け
ら
れ
た
の
で
、
同
封
に
て
貴
官
へ
謹
ん
で
回
付
し
ま
す
。 

新
潟
は
こ
れ
ま
で
も
外
国
交
易
に
と
っ
て
の
重
要
性
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
昨
年
に
至
り
開
港
と

し
て
の
意
味
を
ほ
ぼ
失
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。 

新
潟
は
豊
か
な
後
背
地
を
持
ち
、
ま
た
何
と
い
っ
て
も
米
と
綿
布
の
重
要
な
取
引
地
で
す
か
ら
、
以
前

か
ら
計
画
さ
れ
て
い
る
港
施
設
工
事
が
実
施
さ
れ
れ
ば
、
も
っ
と
多
く
の
外
国
商
人
・
外
国
商
船
が
参
入

す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
現
在
の
日
本
政
府
の
財
政
状
況
か
ら
す
る
と
、
そ
う
し
た
工
事
は
当
分

望
め
ま
せ
ん
。 

 

【
史
料
四
十
三 

一
八
八
一
年
報
告
へ
の
送
り
文
（
ア
イ
ゼ
ン
デ
ッ
ヒ
ャ
ー
か
ら
ビ
ス
マ
ル
ク
首
相
へ
、

一
八
八
二
年
三
月
八
日
）】 

我
が
国
新
潟
領
事
館
か
ら
今
年
一
月
一
日
付
の
館
務
及
び
通
商
・
海
運
に
関
す
る
報
告
が
届
け
ら
れ
た

こ
と
か
ら
、
同
封
に
て
貴
官
へ
謹
ん
で
回
送
し
ま
す
。 

こ
の
報
告
か
ら
わ
か
る
問
題
は
、
我
が
国
に
と
っ
て
重
要
で
あ
り
、
か
つ
条
約
改
正
交
渉
に
お
い
て
ま

も
な
く
協
議
を
行
う
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。
も
は
や
申
し
上
げ
る
ま
で
も
な
く
明
ら
か
で
あ
る
と
私
は
考

え
る
の
で
す
が
、
た
だ
で
さ
え
わ
ず
か
だ
っ
た
新
潟
の
交
易
が
更
に
減
少
し
た
こ
と
か
ら
も
、
今
以
上
の



153 

 

港
を
開
く
こ
と
は
、
そ
の
周
辺
地
域
な
い
し
日
本
全
体
に
お
い
て
外
国
交
易
が
可
能
と
な
ら
な
い
限
り
、

あ
ま
り
大
き
な
意
味
を
な
さ
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。 

  

以
上
、
公
使
ら
に
よ
る
新
潟
へ
の
認
識
と
は
、
圧
倒
的
に
「
新
潟
は
外
国
交
易
に
と
っ
て
意
味
の
な
い

港
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
ア
イ
ゼ
ン
デ
ッ
ヒ
ャ
ー
が
一
八
七
九
年
報
告
書
（
史
料
四
十
一
）
に
コ
メ

ン
ト
し
た
よ
う
に
「
新
潟
港
の
出
入
り
は
日
本
船
四
、
八
〇
〇
隻
以
上
、
外
国
船
一
隻
」
と
い
う
状
況
で

あ
れ
ば
、
こ
れ
は
現
実
に
即
し
た
、
む
し
ろ
当
然
の
認
識
と
言
え
よ
う
。
ラ
イ
ス
ナ
ー
は
館
務
報
告
の
他

に
も
毎
年
詳
細
な
通
商
報
告
を
ま
と
め
て
お
り
、
そ
の
作
業
に
は
多
大
な
労
力
を
要
し
た
と
察
せ
ら
れ
る

が
、
公
使
館
が
新
潟
港
に
お
け
る
通
商
自
体
の
分
析
に
及
ん
で
い
る
の
は
、
米
の
特
需
が
あ
っ
た
一
八
七

八
年
の
み
で
あ
っ
た
（
史
料
四
十
）
。 

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
一
八
八
二
年
に
ラ
イ
ス
ナ
ー
が
帰
国
の
意
思
を
示
し
た
際
、
公
使
ア
イ
ゼ
ン
デ

ッ
ヒ
ャ
ー
は
、
外
務
本
省
と
と
も
に
、
ラ
イ
ス
ナ
ー
の
離
任
を
留
保
な
く
認
め
、
併
せ
て
領
事
館
の
閉
鎖

を
決
定
し
た
。 
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小
括 

 
開
港
に
お
い
て
は
、
条
約
締
結
相
手
国
の
国
民
に
よ
る
商
業
活
動
及
び
居
住
が
可
能
で
あ
り
、
国
家
と

し
て
そ
こ
に
増
進
す
べ
き
、
あ
る
い
は
擁
護
す
べ
き
利
益
の
存
在
を
認
め
れ
ば
、
政
府
の
公
館
た
る
領
事

館
を
設
置
す
る
。
新
潟
の
場
合
、
そ
う
し
た
利
益
の
存
在
を
長
期
に
わ
た
り
明
確
に
認
め
続
け
た
国
は
、

イ
ギ
リ
ス
及
び
ド
イ
ツ
の
二
ヶ
国
で
あ
っ
た
。 

イ
ギ
リ
ス
は
、
一
八
六
七
年
に
「
西
海
岸
の
開
港
場
」
と
し
て
新
潟
を
選
択
す
る
に
際
し
て
、
そ
の
商

業
地
と
し
て
の
大
き
な
魅
力
と
港
の
立
地
・
形
状
の
悪
さ
と
の
非
対
称
に
逡
巡
を
覚
え
つ
つ
も
、
最
終
的

に
新
潟
を
開
港
と
す
る
こ
と
に
同
意
し
た
。
そ
こ
で
は
、
公
使
パ
ー
ク
ス
に
よ
る
判
断
が
重
き
を
な
し
た
。

パ
ー
ク
ス
は
、
我
が
国
の
政
情
が
不
透
明
さ
の
度
合
い
を
増
す
な
か
、
最
後
の
開
港
の
確
定
を
急
い
だ
。

そ
し
て
、
内
戦
勃
発
後
は
戦
線
の
進
展
を
注
意
深
く
見
定
め
つ
つ
、
天
皇
政
府
の
立
場
に
配
慮
し
て
自
国

商
業
者
に
自
重
を
求
め
、
結
果
と
し
て
、
思
い
描
い
た
形
で
の
新
潟
開
港
を
果
た
し
た
。
新
潟
領
事
館
は
、

パ
ー
ク
ス
の
新
潟
に
関
す
る
政
治
的
意
図
の
延
長
線
上
で
開
か
れ
た
。 

一
八
六
九
年
初
め
に
開
設
さ
れ
た
領
事
館
で
は
、
そ
こ
に
着
任
し
た
ラ
ウ
ダ
ー
及
び
ト
ゥ
ル
ー
プ
は
、

い
ず
れ
も
港
の
準
備
不
足
や
不
安
定
な
政
治
経
済
情
勢
に
悩
ま
さ
れ
な
が
ら
も
、
商
業
地
の
新
潟
を
高
く

評
価
し
、
新
潟
を
国
際
貿
易
港
と
し
て
も
有
望
で
あ
る
と
評
価
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
一
八
七
二
年
に

着
任
し
た
エ
ン
ス
リ
ー
の
場
合
に
は
、
目
の
前
の
港
の
状
況
に
対
す
る
悲
観
が
強
か
っ
た
。
と
は
言
え
、

彼
の
報
告
書
を
読
め
ば
、
繁
栄
し
た
商
業
地
と
し
て
の
評
価
は
彼
の
前
任
者
ら
と
変
わ
る
も
の
で
は
な
く
、

国
際
貿
易
港
と
し
て
の
新
潟
の
将
来
は
、
も
っ
ぱ
ら
港
施
設
の
改
善
如
何
で
あ
る
、
と
考
え
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
。
そ
の
港
改
善
は
、
そ
れ
ま
で
も
ト
ゥ
ル
ー
プ
が
、
ま
た
パ
ー
ク
ス
が
明
治
政
府
に
積
極
的
に

訴
え
て
い
た
。
し
か
し
実
現
し
て
い
な
か
っ
た
。 

一
八
七
六
年
、
再
び
新
潟
に
赴
任
し
た
ト
ゥ
ル
ー
プ
は
、
港
の
現
状
が
開
港
初
年
と
大
き
く
変
化
し
て

い
な
い
こ
と
を
確
認
し
、
新
潟
を
実
質
が
伴
う
開
港
と
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
名
目
だ
け
の
も
の
と
す
る

の
か
を
決
す
る
時
で
は
な
い
か
、
と
パ
ー
ク
ス
に
伝
え
た
。
ト
ゥ
ル
ー
プ
自
身
は
、
新
潟
を
発
展
さ
せ
る

こ
と
に
利
益
が
あ
る
と
考
え
、
改
め
て
港
活
用
の
た
め
の
改
善
策
を
進
言
し
た
。 

そ
う
し
た
あ
い
だ
、
公
使
パ
ー
ク
ス
は
一
貫
し
て
新
潟
に
関
心
と
期
待
を
持
ち
続
け
た
。
右
の
ト
ゥ
ル

ー
プ
の
改
善
策
を
受
け
て
、
明
治
政
府
に
対
し
て
新
潟
港
の
振
興
を
促
し
、
翌
七
七
年
に
至
っ
て
も
、
明

治
政
府
に
よ
る
新
潟
港
改
善
の
意
思
を
確
認
し
つ
つ
、
改
善
が
実
現
す
れ
ば
新
潟
港
の
活
況
が
期
待
で
き

る
、
と
本
国
に
伝
え
た
。
イ
ギ
リ
ス
に
と
っ
て
の
新
潟
は
、
自
国
商
船
の
行
き
来
が
あ
っ
た
と
は
言
え
、

結
局
の
と
こ
ろ
自
国
商
人
は
一
人
た
り
と
も
居
留
し
て
い
な
い
港
で
あ
っ
た
。
そ
の
港
に
対
し
て
、
パ
ー

ク
ス
が
長
い
間
に
亘
っ
て
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
そ
の
潜
在
力
を
認
め
続
け
、
相
手
国
政
府
に
対
し
て
継
続
的

に
改
善
を
働
き
掛
け
続
け
た
、
と
い
う
事
実
は
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
領
事
館
は
、
途
中
の
暫
定
閉

鎖
や
領
事
不
在
期
間
は
あ
る
に
せ
よ
、
開
港
か
ら
お
よ
そ
十
二
年
後
ま
で
維
持
さ
れ
た
。 

一
方
の
ド
イ
ツ
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
日
本
で
の
商
業
活
動
に
お
い
て
、
イ
ギ
リ
ス
に
大
き
く
水
を
あ

け
ら
れ
て
い
た
ド
イ
ツ
（
プ
ロ
イ
セ
ン
、
北
ド
イ
ツ
連
邦
）
は
、
戊
辰
戦
争
期
、
新
潟
が
「
事
実
上
の
開

港
」
と
な
っ
た
こ
と
を
活
用
し
て
、
自
国
商
業
者
の
利
益
増
進
を
図
っ
た
。
こ
の
時
期
に
新
潟
を
商
業
目
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的
で
訪
れ
た
ド
イ
ツ
商
人
は
、
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ス
ネ
ル
に
限
ら
な
い

（

313
）

。
彼
ら
が
頼
り
と
し
た
奥
羽
越
列

藩
同
盟
は
ま
も
な
く
瓦
解
し
た
が
、
正
式
開
港
後
も
ウ
ェ
ー
バ
ー
ら
ド
イ
ツ
商
人
の
新
潟
へ
の
出
足
は
早

か
っ
た
。
そ
の
新
潟
に
領
事
館
を
設
置
す
る
こ
と
は
、
自
国
商
人
の
活
発
な
活
動
が
見
込
ま
れ
る
開
港
に

対
す
る
自
然
な
措
置
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
領
事
に
は
、
ド
イ
ツ
西
部
に
位
置
す
る
絹
織
物
産
業
の
町

ク
レ
ー
フ
ェ
ル
ト
出
身
の
商
人
ラ
イ
ス
ナ
ー
が
任
命
さ
れ
た
。
た
だ
、
領
事
任
命
の
詳
し
い
背
景
は
不
明

で
あ
る
。 

ラ
イ
ス
ナ
ー
は
、
一
義
的
に
は
商
人
で
あ
っ
た
。
そ
の
商
業
活
動
は
、
途
中
に
半
年
ほ
ど
の
一
時
帰
国

は
あ
る
が
、
ほ
ぼ
継
続
し
て
一
八
六
九
年
か
ら
一
八
八
二
年
ま
で
、
お
よ
そ
十
三
年
に
亘
り
営
ま
れ
た
。

そ
し
て
こ
の
期
間
が
新
潟
に
お
け
る
ド
イ
ツ
領
事
館
の
開
設
期
間
と
理
解
で
き
る
。
一
八
七
〇
年
に
は
ウ

ェ
ー
バ
ー
が
、
一
八
七
九
年
か
ら
八
〇
年
、
及
び
一
八
八
一
年
に
は
へ
ー
ニ
ン
ク
ハ
ウ
ス
が
、
各
々
領
事

代
理
と
し
て
指
名
さ
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
が
、
こ
れ
ら
は
イ
ギ
リ
ス
の
場
合
と
は
異
な
り
、
ラ
イ
ス

ナ
ー
が
新
潟
を
不
在
と
す
る
間
の
、
ま
さ
に
臨
時
的
な
職
務
代
理
で
あ
っ
た
。 

商
人
兼
任
で
あ
る
ラ
イ
ス
ナ
ー
の
領
事
と
し
て
の
活
動
は
、
日
本
国
内
の
史
料
か
ら
は
断
片
的
に
し
か

確
認
で
き
な
い

（

314
）

も
の
で
あ
り
、
領
事
館
と
言
え
る
ほ
ど
の
実
態
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
さ
え
確
言
で
き
な

い
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
本
論
筆
者
が
発
見
し
た
ド
イ
ツ
側
の
史
料
に
は
、
自
国
居
留
者
の
係
争
案

件
の
処
理
や
身
辺
保
護
、
自
国
居
留
民
を
代
表
し
て
の
地
元
当
局
と
の
折
衝
な
ど
、
ラ
イ
ス
ナ
ー
に
よ
る

領
事
と
し
て
の
確
実
な
活
動
が
記
録
さ
れ
て
い
た
。 

新
潟
ド
イ
ツ
領
事
の
あ
り
よ
う
は
、
イ
ギ
リ
ス
領
事
と
は
い
く
つ
か
の
点
で
大
き
く
異
な
る
も
の
で
あ

っ
た
。
例
え
ば
、
新
潟
に
赴
任
し
た
イ
ギ
リ
ス
領
事
は
、
職
業
外
交
官
と
し
て
、
こ
の
港
町
の
潜
在
的
可

能
性
を
大
局
か
ら
論
じ
、
そ
の
う
え
で
港
施
設
の
改
善
策
を
提
言
し
た
。
し
か
し
ラ
イ
ス
ナ
ー
の
場
合
に

は
、
港
の
使
い
勝
手
の
良
さ
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
税
関
の
開
関
時
間
の
短
縮
や
積
み
下
ろ
し
の
有

料
化
に
反
対
を
唱
え
る
、
と
い
っ
た
、
ま
さ
に
地
に
足
の
つ
い
た
、
商
業
者
の
実
務
に
直
接
的
に
及
ぶ
も

の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
自
国
民
と
日
本
人
と
の
商
取
引
に
お
け
る
係
争
の
処
理
も
、
イ
ギ
リ
ス
領
事
に
は

確
認
で
き
な
い
ラ
イ
ス
ナ
ー
の
役
割
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
新
潟
に
い
た
外
国
商
人
の
ほ
と
ん

ど
が
ド
イ
ツ
人
で
あ
っ
た
こ
と
に
照
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
ラ
イ
ス
ナ
ー
自
身
が
交
易
商
人
で
あ
る
か
ら

こ
そ
、
本
領
を
発
揮
で
き
る
分
野
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
領
事
ラ
イ
ス
ナ
ー
の
尽
力
が

支
え
と
な
っ
て
、
新
潟
に
お
け
る
ド
イ
ツ
商
人
の
プ
レ
ゼ
ン
ス
が
長
く
維
持
さ
れ
た
。
領
事
館
は
イ
ギ
リ

ス
よ
り
も
長
く
、
一
八
八
二
年
ま
で
開
か
れ
て
お
り
、
ド
イ
ツ
商
人
は
一
八
八
五
年
ま
で
こ
の
地
で
の
居

留
を
続
け
た
。 

 

さ
て
、
ラ
イ
ス
ナ
ー
が
新
潟
で
綴
っ
た
報
告
書
を
本
省
へ
回
付
す
る
際
に
、
公
使
館
が
記
し
た
送
り
文

か
ら
は
、
外
国
貿
易
港
・
新
潟
へ
の
冷
め
た
認
識
が
窺
え
る
の
で
あ
る
が
、
実
は
、
そ
れ
以
上
の
こ
と
に

考
察
を
及
ぼ
す
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
ド
イ
ツ
の
新
潟
へ
の
関
心
喪
失
の
時
期
、
及
び
そ
の

契
機
に
つ
い
て
で
あ
る
。 

ア
イ
ゼ
ン
デ
ッ
ヒ
ャ
ー
ら
は
、
も
と
も
と
新
潟
港
に
は
豊
か
な
後
背
地
が
控
え
て
い
る
、
と
み
な
し
て

い
た
（
史
料
四
十
、
四
十
一
、
四
十
二
）
。
そ
し
て
、
そ
の
港
自
体
が
改
善
さ
れ
れ
ば
外
国
貿
易
の
活
発
化
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が
期
待
で
き
る
も
の
の
、
日
本
政
府
は
そ
の
築
港
工
事
に
手
を
つ
け
る
意
思
は
な
い
、
と
み
た
（
史
料
四

十
一
、
四
十
二
）
。
公
使
館
は
本
省
の
承
認
を
得
て
、
一
八
七
八
年
に
新
潟
領
事
館
か
ら
領
事
裁
判
執
行
な

ど
の
権
限
を
奪
い
、
や
が
て
一
八
八
二
年
の
ラ
イ
ス
ナ
ー
の
帰
国
に
伴
う
辞
任
申
し
出
を
受
け
て
新
潟
領

事
館
を
閉
鎖
し
た
。
す
る
と
ド
イ
ツ
は
、
こ
の
最
後
の
数
年
間
は
現
役
名
誉
領
事
が
現
地
で
の
居
留
を
継

続
し
て
い
た
が
ゆ
え
に
、
領
事
館
を
敢
え
て
閉
鎖
ま
で
は
し
な
か
っ
た
、
と
解
せ
ら
れ
よ
う
。
公
使
館
の

レ
ベ
ル
で
は
、
新
潟
へ
の
関
心
は
、
ア
イ
ゼ
ン
デ
ッ
ヒ
ャ
ー
が
「
昨
年
に
至
り
開
港
と
し
て
の
意
味
を
ほ

ぼ
失
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
本
省
へ
伝
え
た
一
八
八
〇
年
に
、
最
終
的
に
失
わ
れ
た
と
み
な
し
て
よ
か
ろ
う

（
史
料
四
十
二
）。 

こ
の
こ
と
は
、
イ
ギ
リ
ス
領
事
館
の
動
向
と
重
ね
合
わ
せ
る
と
、
よ
り
重
要
な
意
味
を
持
つ
。
す
な
わ

ち
、
ド
イ
ツ
の
新
潟
へ
の
関
心
喪
失
の
時
期
は
、
そ
の
イ
ギ
リ
ス
の
そ
れ
と
ほ
ぼ
重
な
る
の
で
あ
る
。
イ

ギ
リ
ス
・
パ
ー
ク
ス
は
、
一
八
七
八
年
に
至
る
ま
で
、
新
潟
港
整
備
の
必
要
性
を
明
治
政
府
に
訴
え
続
け

て
お
り
、
日
本
側
の
前
向
き
な
措
置
に
期
待
を
か
け
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
一
八
七
九
年
に
な
る
と
、
イ
ギ

リ
ス
は
「
す
で
に
新
潟
港
か
ら
は
外
国
交
易
の
要
素
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
」
と
判
断
し
て
、
い
よ
い
よ

そ
の
領
事
館
を
閉
鎖
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
ア
イ
ゼ
ン
デ
ッ
ヒ
ャ
ー
に
よ
る
「
新
潟
は
開
港
と
し

て
の
意
味
を
失
っ
た
」
と
い
う
判
断
と
、
一
年
の
前
後
は
あ
る
も
の
の
ほ
ぼ
照
応
す
る
。
す
な
わ
ち
、
列

強
諸
国
の
な
か
で
最
後
ま
で
新
潟
へ
の
関
心
を
示
し
続
け
た
ド
イ
ツ
及
び
イ
ギ
リ
ス
は
、
と
も
に
ほ
ぼ
同

じ
時
期
に
、
同
じ
契
機
に
よ
り
新
潟
へ
の
関
心
を
喪
失
し
た
、
と
い
う
視
点
が
こ
こ
で
得
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
そ
の
契
機
と
は
、
明
ら
か
に
、
明
治
政
府
に
よ
る
新
潟
港
築
港
の
断
念
で
あ
ろ
う
。
東
北
開
発
計
画

に
載
せ
ら
れ
て
い
た
新
潟
港
の
整
備
が
断
念
さ
れ
た
こ
と
は
、
こ
の
港
の
将
来
展
望
を
決
定
的
に
後
退
さ

せ
る
も
の
と
し
て
働
き
、
新
潟
に
お
け
る
外
国
領
事
館
は
す
べ
て
閉
鎖
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。 
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第
Ⅲ
部 
外
国
人
居
住
を
め
ぐ
る
問
題 

  

第
五
章 

外
国
人
居
住
問
題
の
所
在
と
展
開 

 

第
一
節 

雑
居
地
新
潟
の
構
造 

 

第
Ⅲ
部
で
は
、
新
潟
に
お
け
る
外
国
人
の
居
住
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
序
章
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
新

潟
に
は
、
当
初
の
国
際
取
極
に
基
づ
き
、
他
の
開
港
開
市
の
よ
う
な
専
用
の
外
国
人
居
留
地
が
設
定
さ
れ

な
か
っ
た
。
こ
の
独
特
の
環
境
は
、
結
果
と
し
て
、
開
港
地
と
し
て
の
新
潟
の
低
迷
を
宿
命
づ
け
た
も
の

で
あ
っ
た
。
第
五
章
か
ら
第
七
章
に
か
け
て
は
、
明
治
政
府
と
諸
外
国
と
が
、
明
治
前
半
期
を
通
じ
て
最

も
継
続
的
に
、
最
も
激
し
く
折
衝
を
繰
り
返
し
た
こ
の
争
点
に
つ
い
て
、
時
系
列
に
沿
っ
て
詳
述
し
て
ゆ

く
。 考

察
に
先
立
っ
て
、
実
際
に
新
潟
に
居
留
し
た
外
国
人
を
あ
ら
か
じ
め
確
認
し
て
お
こ
う
。
表
30
は
、

そ
の
概
観
を
得
る
目
的
で
、
開
港
か
ら
二
十
年
近
く
の
主
な
外
国
人
の
居
留
時
期
を
、
試
み
と
し
て
作
表

し
た
も
の
で
あ
る
。 

開
港
の
年
、
ま
も
な
く
新
潟
に
は
外
国
人
が
来
港
し
た
が
、
そ
の
数
は
、
貿
易
商
人
を
中
心
に
二
十
名

程
度
、
と
い
く
つ
か
の
史
料
で
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
に
記
録
さ
れ
て
い
る

（

315
）

。
し
か
し
、
彼
ら
に
よ
る
商
業
活

動
は
低
迷
し
た
た
め
、
そ
の
多
く
は
ま
も
な
く
新
潟
を
去
っ
て
い
き
、
早
く
も
二
年
後
の
一
八
七
一
（
明

治
四
）
年
に
は
、
居
留
者
の
数
は
佐
渡
を
除
け
ば
十
名
を
切
る
ま
で
に
減
少
し
た
。
そ
し
て
一
八
七
四
（
明

治
七
）
年
頃
か
ら
の
数
年
間
、
新
た
に
居
留
を
始
め
る
者
が
に
わ
か
に
増
え
た
。
こ
れ
は
、
楠
本
県
令
の

着
任
以
降
、
西
洋
知
識
を
導
入
す
る
た
め
の
御
雇
い
外
国
人
の
招
致
が
進
ん
だ
こ
と
、
及
び
キ
リ
ス
ト
教

の
解
禁
に
伴
っ
て
宣
教
師
ら
が
新
潟
で
の
布
教
活
動
を
本
格
化
さ
せ
た
こ
と
に
照
応
す
る
。
し
か
し
、
そ

の
後
の
新
た
な
居
留
者
は
、
基
本
的
に
は
、
こ
う
し
た
御
雇
い
外
国
人
や
宣
教
師
・
居
留
商
人
と
入
れ
替

わ
り
の
者
に
と
ど
ま
っ
た
。
そ
し
て
、
英
語
学
校
・
医
学
学
校
に
勤
め
た
御
雇
い
外
国
人
は
、
一
八
八
一

（
明
治
十
四
）
年
に
は
途
絶
え
、
居
留
商
人
は
一
八
八
五
（
明
治
十
八
）
年
の
コ
ッ
ホ
を
最
後
に
新
潟
か

ら
消
え
た
。
こ
の
頃
以
降
の
新
規
居
留
者
と
し
て
は
、
ギ
ュ
ー
リ
ッ
ク
（O

rra
m

e
l G

u
lick

）
や
デ
イ
ヴ

ィ
ス
（R

o
b

e
rt D

a
v
is

）
ら
ア
メ
リ
カ
ン
・
ボ
ー
ド
の
宣
教
師
が
目
立
つ
程
度
で
あ
っ
た
。
一
八
八
六
（
明

治
十
九
）
年
以
降
、
新
潟
に
居
留
し
続
け
る
外
国
人
は
、
主
に
は
宣
教
師
の
一
団
（
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
・

カ
ト
リ
ッ
ク
）
及
び
西
洋
料
理
店
を
営
む
ミ
オ
ラ
（P

ie
tro

 M
io

la

）
の
み
で
あ
っ
た
。
結
局
の
と
こ
ろ
、

新
潟
に
お
け
る
外
国
人
数
は
明
治
前
半
期
を
通
じ
て
、
一
番
多
い
時
期
で
あ
っ
て
も
、
せ
い
ぜ
い
で
二
十

名
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
新
潟
に
長
期
に
わ
た
っ
て
滞
在
し
た
外
国
人
も
少
な
く
、
例
え
ば
五
年

以
上
住
み
続
け
た
者
を
数
え
上
げ
て
み
て
も
、
わ
ず
か
十
名
程
度
し
か
名
が
挙
が
ら
な
い
。 
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新
潟
居
留
外
国
人
は
、
出
身
国
に
よ
り
職
業
・
居
留
目
的
に
明
ら
か
な
傾
向
が
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と

も
判
明
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
イ
ギ
リ
ス
か
ら
は
職
業
外
交
官
で
あ
る
領
事
及
び
語
学
教
師
が
各
々
短

い
期
間
新
潟
に
滞
在
し
た
ほ
か
、
新
潟
で
の
初
期
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
布
教
を
担
っ
た
パ
ー
ム

（T
h

e
o
b

a
ld
 
P

a
lm

）
及
び
フ
ァ
イ
ソ
ン
（P

h
illip

 F
y
s
o
n

）
が
長
ら
く
新
潟
に
居
留
し
た
。
し
か
し
、

イ
ギ
リ
ス
商
人
は
一
人
も
新
潟
に
居
留
し
な
か
っ
た
。
一
方
、
ド
イ
ツ
か
ら
の
居
留
者
は
も
っ
ぱ
ら
貿
易

商
人
で
あ
る
。
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
は
、
初
期
の
貿
易
商
人
ら
の
他
、
医
学
教
師
が
新
潟
を
訪
れ
た
。
フ
ラ
ン

ス
か
ら
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
宣
教
師
が
交
代
で
赴
任
し
、
新
潟
で
の
布
教
活
動
を
継
続
し
た
。
ア
メ
リ
カ
か

ら
の
居
留
者
は
、
初
期
は
英
語
教
師
な
ど
わ
ず
か
で
あ
っ
た
が
、
明
治
中
期
に
な
っ
て
、
先
述
の
ア
メ
リ

カ
ン
・
ボ
ー
ド
の
宣
教
師
ら
が
新
潟
に
移
り
住
ん
だ
。
イ
タ
リ
ア
か
ら
は
、
ひ
と
り
ミ
オ
ラ
が
長
く
新
潟

に
居
住
し
た
。 

な
お
、
中
国
（
清
）
か
ら
の
居
留
者
が
極
端
に
少
な
い
こ
と
は
新
潟
の
特
徴
で
あ
ろ
う
。
史
料
に
残
る

中
国
人
名
は
わ
ず
か
で
、
ま
た
彼
ら
の
新
潟
滞
在
は
短
期
で
あ
り
、
し
か
も
明
治
中
期
以
降
で
あ
っ
た
。 

さ
て
、
こ
う
し
た
外
国
人
の
新
潟
で
の
居
留
に
関
し
て
、
何
よ
り
も
注
目
す
べ
き
は
、
繰
り
返
す
が
、

　 西暦18・・年

　69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

1  ラウダー（イギリス、領事） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2  ウェーバー（ドイツ、貿易商人）           　 　 　
3  トゥループ（イギリス、領事） 　 　 　 　 　
4  ライスナー（ドイツ、領事・貿易商人）                
5  ファン・ボーフェン・ファッハ（オランダ、貿易商人・操船業）       
6  ファン・デン・ブルーク（オランダ、貿易商人） 　
7  ブラウン（アメリカ、英語教師） 　  　 　
8  メース（オランダ、領事・商人） 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
9  ブラウン（アメリカ、領事・貿易商人）  

10  キング（イギリス、英語教師） 　
11  エヴラール（フランス、宣教師） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
12  エンスリー（イギリス、領事） 　 　 　 　
13  モス（イギリス、英語教師）

14  ヴィダル（フランス、医学教師） 　 　
15  ミオラ（イタリア、料理店経営） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
16  フォーリー（フランス、宣教師）

17  ワイコフ（アメリカ、英語教師）

18  ファン・デア・ハイデン（オランダ、医学教師）

19  パーム（イギリス、宣教師） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
20  ファイソン（イギリス、宣教師） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
21  ドロアール（フランス、宣教師）） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
22  コッホ（ドイツ、貿易商人）           
23  フィッシャー（ドイツ、貿易商人）          　
24  フォック（オランダ、医学教師） 　 　 　 　
25  リッデル（イギリス、英語教師）

26  ツルパン（フランス、宣教師） 　 　 　 　 　 　 　 　
27  ランバート（イギリス、英語教師） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
28  ホルターマン（オランダ、医学教師） 　 　
29  ウーリー（イギリス、領事）

30  ヘーニンクスハウス（ドイツ、貿易商人）

31  ギューリック（アメリカ、宣教師）

32  デーヴィス（アメリカ、宣教師）

33  ル・マレシャル（フランス、宣教師） 　
34  陳承文（清、商人）

 　 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

明治・年

表30：明治前半期における新潟の主な外国人（居留開始順）

人 名 ・国名・ 職 業

１）　上表には、新潟に滞在した外国人のうち比較的長期の滞在者（商人、宣教師など）や公的機関の雇用者など主な者を掲げている。また、特に
滞在の始期・終期に着目したものである。

２）　主な参考資料：新潟県史、新潟市史、稿本新潟縣史、新潟町会所文書、日本外務省諸資料、イギリス外務省諸資料、ディレクトリ（居留外国人
人名録）、資料御雇外国人、新潟県キリスト教史、新潟開港百年史
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表 31：居留地別の外国人数 

（１） 1871（明治４）年初め（国別） 

 横浜 神戸・大阪 長崎 函館 新潟 東京 計 

イギリス 513 134 91 16 6 22 782 

アメリカ 146 41 26 4 - 12 229 

フランス 83 47 13 6 - 9 158 

ドイツ 76 47 22 5 2 12 164 

オランダ 34 32 15 - 2 4 87 

イタリア 29 2 - - - - 31 

デンマーク 11 3 2 2 - - 18 

スウェーデン - 4 3 - - - 7 

オーストリア・ハンガリー 10 10 2 - - - 22 

ロシア - - 2 7 - 3 12 

ベルギー 3 - 1 - - - 4 

スイス 24 3 - - - - 27 

スペイン 3 6 - - - - 9 

ポルトガル 10 5 19 - - 2 36 

計 942 334 196 40 10 64 1,586 

出典はイギリス外務省文書（F.O. 46/138, Parkes to Granville, No.57, April 29, 1871）。 

数字は横浜は女性を除く人数。 

 

（２）1888(明治 21)年 

 横浜 神戸 大阪 長崎 函館 新潟 江戸 計 

 4,494 1,110 280 1,005 93 20 737 7,739 

内務省「本邦各港居留外国人戸数口数取調一件」を基に作成。1888 年末日の数字。ただし

神戸は 1889 年 1 月調査、新潟は 1889 年 1 月 10 日届出。 

表 32：新潟の外国人数の推移（イギリス領事による報告） 

時期 記述内容 報告者 

1869 年 7 月 

（明治 2 年） 

今年初めの開港以来、新潟に居を構えた

商人は 1 名のみ。 

ラウダー 

1869 年 9 月 

（明治 2 年） 

ここ 10 日間でドイツ・スイス・オランダの商

人が何人かやってきた。これで当地の居

留商人は全部で 15 名ほどになった。 

トゥループ 

1869 年末 

（明治 2 年） 

当地に居留する外国人は全部で 17 名。

交易商人は 10 名から 12 名ほどで、ほと

んどがドイツ人かオランダ人。 

トゥループ 

1871 年 1 月 

（明治 4 年） 

新潟の西洋人居留者は 10 名ほどにすぎ

ない。このうち 4 名が商業活動に携わって

いる。 

トゥループ 

1874 年春 

（明治 7 年） 

今春（1874 年）まで外国人は 5 名いた。2

名のドイツ商人、イギリス人教師、オラン

ダ人の船長、フランス人医師だが、最後

の者はその後離港した。 

ガビンズ 

1875 年 9 月 

（明治 8 年） 

現在 13 名の外国人が居留者しており、そ

のうち商人が 2 名、宣教師が 3 名、他は

国や県に雇用された者である。 

ウーリー 

1876 年末 

（明治 9 年） 

現在この領事区域には 21 名（子を除く）

の外国人が住んでおり、うちイギリス人 10

名。新潟に 18 名、佐渡に 3 名。新潟の 18

人のうち 3 名のドイツ人が 2つの会社をつ

くり交易に携わっている。 

トゥループ 

1877 年 10 月 

（明治 10 年） 

外国人 15 名（ドイツ人 4 名、会社数 2）。 トゥループ 

1885 年 9 月 

（明治 18 年） 

居留する外国商人は 1 名もいない。4 名

のアメリカ人宣教師、2 名のフランス人宣

教師、それにイタリア人のホテル経営者 1

名が居留しているだけである。 

クウィン 
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新
潟
に
は
外
国
人
居
留
地
が
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
新
潟
は
開
港
決
定
時
に
定
め
ら
れ
た
国

際
取
極
に
基
づ
い
て
、
全
域
が
日
本
人
と
外
国
人
と
の
雑
居
地
と
さ
れ
、
外
国
人
は
町
の
い
ず
れ
か
の
場

所
で
、
民
有
地
を
相
対
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
直
接
交
渉
に
よ
っ
て
自
由
に
借
地
借
家
す
る
こ
と
が
認
め

ら
れ
た
。
新
潟
は
、
こ
の
点
で
他
の
す
べ
て
の
開
港
開
市
と
異
な
っ
て
い
た
。 

外
国
人
居
留
地
が
な
い
と
い
う
条
件
に
お
い
て
、
明
治
政
府
は
新
潟
の
居
留
外
国
人
を
実
際
に
ど
の
よ

う
に
住
ま
わ
せ
た
の
だ
ろ
う
か
。
諸
史
料
を
検
討
す
る
と
、
こ
れ
ま
で
一
般
に
説
か
れ
る
こ
と
の
な
か
っ

た
実
情
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
当
初
は
大
幅
な
自
由
が
認
め
ら
れ
て
い
た

は
ず
の
外
国
人
の
新
潟
で
の
居
住
は
、
開
港
か
ら
数
年
後
に
は
政
府
に
よ
る
厳
し
い
干
渉
の
対
象
と
な
り
、

そ
の
後
も
そ
う
し
た
干
渉
は
長
ら
く
続
い
た
。
そ
の
た
め
に
、
外
国
人
ら
は
安
定
し
た
居
住
環
境
を
得
る

こ
と
が
で
き
ず
、
苦
心
を
重
ね
る
こ
と
に
な
っ
た
。
一
方
で
日
本
側
も
ま
た
、
全
域
が
雑
居
地
た
る
新
潟

で
の
外
国
人
の
扱
い
に
つ
き
試
行
錯
誤
を
重
ね
た
。 

第
Ⅲ
部
で
は
、
は
じ
め
に
外
国
人
の
居
住
環
境
を
規
定
し
た
制
度
的
条
件
を
確
認
し
た
う
え
で
、
新
潟

に
お
け
る
外
国
人
居
住
が
明
治
政
府
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
た
の
か
、
そ
れ
が
年
代
を
追
っ

て
ど
の
よ
う
に
変
遷
を
重
ね
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
仔
細
に
追
跡
す
る
。 

な
お
、
第
Ⅲ
部
で
中
心
と
な
る
一
次
史
料
は
、
外
務
省
外
交
史
料
館
が
所
蔵
す
る
「
新
潟
居
留
外
国
人

ニ
対
シ
地
所
家
屋
相
対
貸
借
関
係
規
則
協
議
一
件
」
（
以
下
、「
規
則
協
議
一
件
」
と
す
る
）
で
あ
る
。
外

務
省
と
内
務
省
、
外
務
省
と
新
潟
県
、
あ
る
い
は
外
務
省
と
外
国
公
館
と
い
っ
た
、
外
務
省
を
起
点
と
し

た
往
復
文
書
な
ど
合
わ
せ
て
約
五
百
枚
に
及
ぶ
こ
の
一
件
綴
り
の
読
み
解
き
に
加
え
て
、
他
の
日
本
外
務

省
文
書
、
あ
る
い
は
『
稿
本
新
潟
縣
史
』「
新
潟
町
会
所
文
書
」
と
い
っ
た
地
元
史
料
、
更
に
は
イ
ギ
リ
ス

外
務
省
文
書
な
ど
を
材
料
と
し
て
考
察
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
な
る
。 

 

新
潟
に
お
け
る
外
国
人
の
居
住
条
件
は
、
江
戸
幕
府
と
諸
外
国
と
の
あ
い
だ
で
一
八
六
七
年
十
一
月
二

十
四
日
（
慶
応
三
年
十
月
二
十
九
日
）
に
結
ば
れ
た
「
新
潟
佐
州
夷
港
外
国
人
居
留
取
極
」（
以
下
、
「
新

潟
居
留
取
極
」
と
す
る
）
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
第
七
条
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る

（

316
）

。 

 

【
史
料
四
十
四
】 

外
国
人
、
新
潟
并
夷
港
の
市
中
に
於
て
、
日
本
人
と
相
対
に
て
旅
宿
住
居
或
は
倉
庫
を
借
り
、
又
は

買
入
る
ヽ
事
勝
手
た
る
へ
し
、
又
両
所
に
於
て
正
当
な
る
所
用
の
為
、
地
面
を
借
受
る
事
勝
手
次
第

た
る
へ
し
、
尤
別
に
居
留
地
を
定
め
す
、
但
し
新
潟
に
於
て
外
国
人
地
所
を
借
受
ル
る
境
界
は
、
東

北
は
海
岸
并
川
筋
を
限
り
、
西
南
は
当
今
奉
行
所
支
配
所
の
標
杭
あ
る
場
所
と
す
、
田
畑
其
外
政
府

へ
年
貢
を
納
る
地
は
相
対
を
許
さ
す
、
前
広
奉
行
所
へ
申
立
免
許
を
受
へ
し 

 

こ
の
条
文
の
要
点
は
以
下
の
三
つ
に
ま
と
め
ら
れ
よ
う
。 

一 

外
国
人
は
、
日
本
人
の
建
物
所
有
者
と
の
直
接
取
引
に
よ
っ
て
、
そ
の
建
物
を
借
り
受
け
、
ま
た
買

い
入
れ
て
よ
い
。 

二 

外
国
人
は
日
本
人
土
地
所
有
者
と
の
直
接
取
引
に
よ
っ
て
そ
の
土
地
を
借
り
受
け
て
よ
い
。
た
だ
し
、



161 

 

年
貢
を
納
め
る
田
畑
を
借
地
す
る
際
に
は
、
奉
行
所
の
許
可
を
必
要
と
す
る
。 

三 
外
国
人
居
留
地
は
設
け
な
い
。
外
国
人
は
、
新
潟
全
域
に
お
い
て
居
住
が
認
め
ら
れ
る
。 

 

実
際
の
開
港
は
こ
の
取
極
が
結
ば
れ
た
一
年
余
り
後
、
江
戸
幕
府
で
は
な
く
明
治
政
府
の
手
に
よ
っ
て

実
現
さ
れ
た
。
し
か
し
、
外
国
人
居
留
取
極
に
は
変
更
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
そ
の
ま
ま
開
港
後

に
引
き
継
が
れ
た
。
な
お
、
二
に
関
し
て
は
、
そ
う
し
た
政
治
変
動
に
伴
っ
て
、
「
年
貢
を
納
め
る
田
畑
」

が
「
徴
税
対
象
の
土
地
」
に
、
「
奉
行
所
」
が
「
地
方
庁
（
明
治
当
初
を
除
け
ば
新
潟
県
庁
）」
に
、
そ
れ

ぞ
れ
読
み
替
え
ら
れ
て
用
い
ら
れ
た
。 

こ
う
し
た
条
件
が
ど
の
よ
う
に
新
潟
だ
け
に
独
特
の
も
の
で
あ
る
の
か
。
こ
こ
で
は
開
港
開
市
全
体
を

俯
瞰
し
て
改
め
て
整
理
し
て
お
き
た
い
。 

開
国
後
の
日
本
に
開
港
開
市
を
設
け
る
こ
と
は
、
安
政
の
五
ヶ
国
条
約
は
じ
め
諸
外
国
と
の
修
好
通
商

条
約
を
根
拠
と
し
た
。
条
約
上
は
開
港
（
函
館
（
箱
館
）
、
横
浜
（
神
奈
川
）
、
長
崎
、
神
戸
（
兵
庫
）、
新

潟
）
と
開
市
（
大
阪
、
東
京
）
と
に
区
分
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
開
港
開
市
に
お
け
る
居
留
地
と
雑
居
地
の
あ

り
よ
う
は
表
33
の
よ
う
に
整
理
で
き
る

（

317
）

。 

こ
の
う
ち
開
港
に
お
い
て
は
、
条
約
に
基
づ
き
外
国
人
の
居
住
及
び
商
業
活
動
の
た
め
に
一
定
区
域
の

土
地
が
提
供
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
区
域
内
、
す
な

わ
ち
居
留
地
内
に
お
い
て
、
外
国
人
は
土
地
を
賃
借
し
、
あ

る
い
は
住
宅
・
倉
庫
を
建
築
し
、
購
入
し
、
賃
借
す
る
こ
と

が
認
め
ら
れ
た
。 

こ
れ
ら
開
港
に
お
い
て
は
、
本
来
、
日
本
人
と
の
雑
居
は

想
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。と
こ
ろ
が
そ
の
後
の
経
緯
か
ら
、

函
館
、
神
戸
、
新
潟
の
三
ヶ
所
で
雑
居
地
が
成
立
す
る
こ
と

と
な
っ
た
。
そ
の
成
立
の
経
緯
は
三
者
三
様
で
あ
っ
た
。 

函
館
で
は
、
開
港
の
時
点
で
居
留
地
が
整
備
さ
れ
る
に
至

ら
ず
、
実
態
と
し
て
外
国
人
は
市
内
の
寺
院
、
商
家
な
ど
に

雑
居
し
て
し
ま
っ
た
。
後
年
に
な
っ
て
居
留
地
の
設
定
と
そ

こ
へ
の
外
国
人
の
集
住
が
企
図
さ
れ
た
が
、
そ
の
居
留
地
が

実
際
上
不
便
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
が
理
由
で
、
結
局
、
内
外

国
民
が
雑
居
す
る
実
態
が
解
消
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。 

神
戸
で
は
、
居
留
地
が
未
完
成
の
ま
ま
開
港
を
迎
え
た
た

め
、
日
本
は
外
国
側
の
要
求
に
応
じ
、
居
留
地
周
辺
の
一
定

区
域
に
お
い
て
外
国
人
の
居
住
を
認
め
る
こ
と
を
在
留
領
事

に
約
束
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
居
留
地
外
の
地

家
の
相
対
に
よ
る
貸
借
が
認
め
ら
れ
た
。
や
が
て
居
留
地
が

完
成
し
、
函
館
と
は
異
な
り
そ
れ
が
十
分
に
機
能
し
た
も
の

の
、
函
館
同
様
、
す
で
に
生
じ
て
し
ま
っ
て
い
た
雑
居
地
は

表 33：開港開市における居留地と雑居地               単位：坪 

 開港開市の別 居留地 

の有無 

居留地面積 

〔明治 18 年〕 

雑居地 

の有無 

  永代借地面積 

〔明治 32 年〕 

函 館 開 港 有 1,730 有 5,800 

横 浜 開 港 有 348,197 無 326,335 

長 崎 開 港 有 105,787 無 105,041 

神 戸 開 港 有 49,645 有 40,167 

大 阪 開市(のち開港) 有 7,747 有 10,415 

東 京 開 市 有 26,162 有 29,192 

新 潟 開 港 無 0 有 0 

※『旧条約下に於ける開港開市の研究』（大山梓）に基づき作表した。ただし居留地面積は内務省

編〔1988,19〕による。 

     による。 
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解
消
さ
れ
な
か
っ
た
。 

新
潟
に
お
け
る
雑
居
地
成
立
の
経
緯
は
、
こ
れ
ら
二
港
と
は
ま
た
違
う
。
新
潟
の
場
合
に
は
日
本
と
諸

外
国
と
の
国
際
取
極
に
よ
り
公
然
と
雑
居
地
が
定
め
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
一
八
六
七
（
慶
応
三
）
年
十

一
月
の
新
潟
佐
州
夷
港
外
国
人
居
留
取
極
に
お
い
て
、
新
潟
に
は
外
国
人
居
留
地
を
設
け
ず
、
外
国
人
は

新
潟
奉
行
所
の
管
轄
区
域
に
お
い
て
日
本
人
と
雑
居
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。 

一
方
、
開
市
に
つ
い
て
は
、
内
外
国
民
の
雑
居
が
前
提
に
あ
り
、
外
国
人
に
は
一
時
滞
在
の
た
め
に
一

定
区
域
内
で
借
家
す
る
こ
と
だ
け
が
認
め
ら
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
条
約
上
、
開
港
の
よ
う
に
専
用
の
居

留
地
を
設
け
る
規
定
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、
そ
も
そ
も
大
阪
と
東
京
が
開
市
に
指
定
さ
れ

た
の
は
、
神
戸
、
横
浜
と
い
う
開
港
の
存
在
を
念
頭
に
、
そ
れ
ら
開
港
を
本
拠
と
し
た
外
国
人
の
商
業
活

動
を
近
隣
の
主
要
都
市
で
も
可
能
と
し
た
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
よ
る
。
し
か
し

な
が
ら
実
際
の
開
市
に
あ
た
っ
て
は
、
両
市
と
も
に
、
そ
の
雑
居
地
の
な
か
の
一
画
が
、
外
国
人
の
た
め

の
専
用
の
居
留
地
と
し
て
設
け
ら
れ
た
。
な
お
、
大
阪
は
開
市
し
て
ま
も
な
く
開
港
へ
と
移
行
し
た
。 

表
33
に
は
永
代
借
地
の
面
積
を
参
考
と
し
て
付
し
た
。
永
代
借
地
と
は
、
借
地
代
を
支
払
う
限
り
外
国

人
が
無
期
限
に
借
り
続
け
る
こ
と
が
権
利
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
土
地
で
あ
っ
た
。
大
方
は
居
留
地
内

に
あ
る
が
、
函
館
と
神
戸
に
は
居
留
地
外
で
あ
っ
て
も
永
代
借
地
が
認
め
ら
れ
て
い
た
土
地
が
あ
っ
た
。

「
外
国
人
が
期
限
の
定
め
な
く
自
由
に
占
有
し
え
た
土
地
」
と
い
う
も
の
を
把
握
す
る
に
は
、
上
述
の
居

留
地
・
雑
居
地
の
あ
り
よ
う
に
加
え
て
、
こ
の
永
代
借
地
に
も
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。 

こ
の
表
で
確
認
さ
れ
る
の
は
、
新
潟
は
開
港
開
市
の
な
か
で
唯
一
、
居
留
地
が
な
く
、
し
か
も
永
代
借

地
さ
え
も
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
新
潟
で
は
、
開
港
地
の
な
か
の
任
意
の
場
所

に
お
い
て
、
土
地
家
屋
を
時
宜
に
応
じ
て
相
対
取
引
で
確
保
す
る
以
外
に
、
外
国
人
が
そ
の
居
住
地
を
得

る
方
法
が
な
か
っ
た
。 

な
お
、
函
館
は
居
留
地
が
存
在
す
る
も
の
の
そ
の
実
態
に
乏
し
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
同
地
で
は
居

留
地
内
の
み
な
ら
ず
居
留
地
外
に
お
い
て
も
永
代
借
地
が
成
立
し
て
い
た
。
こ
の
点
で
新
潟
と
は
明
ら
か

な
相
違
が
あ
っ
た 

と
こ
ろ
で
、
あ
ら
か
じ
め
付
言
し
て
お
く
べ
き
こ
と
に
「
居
留
地
」
と
い
う
言
葉
の
二
義
性
が
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
紛
ら
わ
し
い
こ
と
に
、
こ
こ
ま
で
説
明
し
た
居
留
地
・
雑
居
地
を
合
わ
せ
た
区
域
を
指
し
て

「
居
留
地
」
と
い
う
言
葉
を
広
義
に
用
い
る
場
合
が
し
ば
し
ば
あ
る
。
す
る
と
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た

の
は
狭
義
の
居
留
地
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
狭
義
の
居
留
地
と
広
義
の
居
留
地
と
い
う
二
つ
の
用
語

は
、
当
時
の
史
料
に
お
い
て
も
往
々
に
し
て
何
ら
断
り
も
な
く
混
在
し
て
い
る
。
以
降
し
ば
ら
く
は
、「
居

留
地
」「
雑
居
地
」
と
い
う
用
語
を
し
ば
し
ば
使
っ
て
新
潟
で
の
外
国
人
の
居
住
を
め
ぐ
る
問
題
を
考
察
し

て
い
く
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
際
に
は
こ
う
し
た
言
葉
の
二
義
性
に
十
分
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。 

  

第
二
節 

明
治
五
年
ま
で
の
状
況 

 

（
１
）
開
港
直
後
の
様
相 
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開
港
ま
も
な
い
時
期
に
、
外
国
人
居
住
に
関
す
る
達
が
発
せ
ら
れ
た

（

318
）

。 

 
 

【
史
料
四
十
五
】
新
潟
府
よ
り
達
（
明
治
二
年
二
月
一
日
） 

外
国
商
人
追
々
渡
来
致
、
土
蔵
并
家
等
借
受
度
旨
申
聞
候
ハ
ヽ
、
家
賃
之
儀
ハ
相
対
ヲ
以
取
引
致
、

勝
手
ニ
貸
渡
不
苦
候
、
尤
其
段
可
届
出
事 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

巳
二
月 

新
潟
府 

 

明
治
政
府
は
新
潟
の
開
港
に
あ
た
り
、
江
戸
幕
府
が
取
り
ま
と
め
た
新
潟
佐
州
夷
港
外
国
人
居
留

取
極
の
規
定
を
そ
の
ま
ま
現
地
に
改
め
て
知
ら
し
め
た
。
そ
の
う
え
で
、
外
国
人
に
居
所
を
提
供
し

た
場
合
に
は
行
政
庁
へ
届
け
出
る
よ
う
命
じ
た
。
明
治
二
年
二
月
一
日
（
一
八
六
九
年
三
月
十
三
日
）

に
こ
の
達
が
新
潟
府
か
ら
発
せ
ら
れ
た
時
点
で
は
、
外
国
船
は
ま
だ
一
隻
も
新
潟
港
を
訪
れ
て
い
な

い
（

319
）

。 

開
港
し
て
半
年
を
過
ぎ
る
と
、
新
潟
に
進
出
す
る
貿
易
商
人
が
増
え
始
め
た
。
こ
の
年
の
暮
れ
に

は
十
五
名
か
ら
二
十
名
ほ
ど
の
者
が
こ
の
地
に
住
ん
で
い
た
。
次
に
示
し
た
の
は
、
史
料
と
し
て
残

る
、
も
っ
と
も
初
期
の
外
国
人
員
調
査
の
記
録
で
あ
る

（

320
）

。 

 

【
史
料
四
十
六
】 

明
治
二
年
十
一
月 

外
国
人
改
め 

 

英
国
コ
ン
シ
ュ
ル 

ツ
ル
プ 

英
国
領
事
館 

宿
所 

勝
楽
寺 

フ
ロ
イ
ス
国
コ
ン
シ
ュ
ル 

ラ
イ
ス
ナ
ー 

フ
ロ
イ
ス
国
商
人 

ウ
ェ
ー
プ
ル 

 

右
両
人
宿
所 

本
町
通
四
ノ
丁 

池
田
屋
市
三
郎
方 

フ
ロ
イ
ス
国
商
人 

エ
ド
ワ
ー
ド
・
ス
ネ
ル 

仏
国
商
人 

ペ
ロ
ン
ジ
ー 

蘭
国
商
人 

フ
ア
グ 

右
三
人
宿
所 

大
川
前
通
四
ノ
町 

加
賀
屋
吉
左
エ
門
方 

オ
ラ
ン
ダ
国
商 

カ
ス
テ
ー
ル 

フ
ロ
イ
ス
国
商
人 

ア
ー
ノ
ル
ド 

右
両
人
宿
所 

毘
沙
門
島 

大
西
屋
勇
吉
方 

亜
米
利
加
国 

ハ
レ 

 
 

 
 

宿
所 

本
町
通
湊
町 

石
山
屋
又
三
郎
方 

亜
米
利
加
国 

語
学
教
師 

フ
ロ
ウ
ン 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

同
人
妻 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

同
人
娘 

一
人 

 
 

 
 

右
三
人
宿
所 

寄
居
村
稲
作
方 

和
蘭
国 

ア
デ
リ
ヤ
ン 

 

付
属
香
田 
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オ
ラ
ン
ダ
国
コ
ン
シ
ュ
ル 

メ
ー
ス 

同
国
商
人 

リ
ン
ド
ル 

 
 

 
 

右
両
人
宿
所 

片
原
五
ノ
町 

湊
屋
吉
左
エ
門
方 

英
国
コ
ン
シ
ュ
ル
附
士
官 

フ
イ
ジ
エ
ル
ト 

 

宿
所 

勝
楽
寺 

ス
ウ
イ
ス
国
商
人 

ロ
レ
ン 

 

宿
所 

若
狭
屋
松
蔵
方 

和
蘭
国 

フ
ァ
ン
デ
ン
フ
ル
ー
ク 

 

宿
所 

勝
楽
寺 

 

右
之
外
当
時
居
留
之
外
国
男
女
之
人
員
無
之
候 

 

こ
の
史
料
か
ら
は
、
十
八
名
そ
れ
ぞ
れ
が
町
内
の
商
家
や
寺
な
ど
に
居
所
を
確
保
し
た
様
子
が
わ

か
る

（

321
）

。 

一
八
七
〇
年
、
年
を
明
け
る
と
次
の
達
が
水
原
県
新
潟
局
か
ら
発
せ
ら
れ
た

（

322
）

。 

 【
史
料
四
十
七
】
水
原
県
新
潟
局
よ
り
達
（
明
治
三
年
二
月
一
日
） 

町
人
共
、
相
対
ヲ
以
テ
、
家
屋
敷
土
蔵
等
、
外
国
人
ヘ
貸
渡
シ
候
儀
、
勝
手
タ
ル
ヘ
ク
候
得
共
、
約

定
之
節
ハ
屹
度
証
人
ヲ
立
、
地
坪
間
数
ハ
勿
論
、
限
リ
之
年
月
賃
料
等
委
細
約
定
書
取
調
、
速
ニ
町

会
所
ヘ
可
届
出
事 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

午
二
月 

新
潟
局  

明
治
三
年
二
月
一
日
（
七
〇
年
三
月
二
日
）
の
こ
の
達
に
よ
れ
ば
、
新
潟
の
行
政
庁
は
、
現
実
に
外
国

人
の
居
住
が
始
ま
る
な
か
、
そ
の
地
家
貸
借
の
実
態
に
つ
い
て
町
会
所
を
通
じ
て
把
握
し
よ
う
と
努
め
て

い
た
。
し
か
し
な
が
ら
貸
借
自
体
に
関
し
て
は
「
家
屋
敷
土
蔵
等
、
外
国
人
ヘ
貸
渡
シ
候
儀
、
勝
手
タ
ル

ヘ
ク
候
」
と
あ
り
、
一
年
前
の
達
と
同
じ
く
、
当
事
者
双
方
に
よ
る
自
由
な
取
引
が
前
提
に
あ
っ
た
。
開

港
直
後
の
出
発
点
に
お
い
て
は
、
国
際
取
極
で
あ
る
新
潟
佐
州
夷
港
外
国
人
居
留
取
極
第
七
条
に
沿
っ
た

取
扱
い
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。 

 （
２
）
外
国
人
へ
の
制
限
導
入
と
「
粗
漏
ノ
約
定
」 

一
八
七
一
年
九
月
（
明
治
四
年
七
月
）
に
廃
藩
置
県
を
断
行
し
た
明
治
政
府
は
、
こ
の
中
央
集
権
の
枠

組
み
整
備
を
契
機
と
し
て
、
近
代
的
な
土
地
所
有
制
と
税
制
へ
の
移
行
を
進
め
た
。
翌
七
二
年
三
月
（
明

治
五
年
二
月
）
、
田
畑
永
代
売
買
の
禁
止
が
解
除
さ
れ
、
土
地
は
人
民
の
も
の
と
し
て
自
由
な
流
通
の
対
象

と
な
っ
た
。 

政
府
は
こ
れ
ら
と
並
行
し
て
、
外
国
人
に
対
す
る
土
地
の
売
渡
し
及
び
質
入
れ
を
国
民
に
対
し
て
禁
じ

た
。
明
治
五
年
四
月
十
四
日
（
一
八
七
二
年
五
月
二
十
日
）
の
太
政
官
布
告
第
百
二
十
四
号
は
次
の
と
お

り
で
あ
る

（

323
）

。 

 【
史
料
四
十
八
】 

御
内
国
一
般
地
所
ノ
儀
、
銘
々
所
持
ノ
分
タ
リ
共
、
外
国
人
ヘ
対
シ
売
渡
候
儀
ハ
勿
論
、
金
銀
取
引
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ノ
為
メ
地
所
又
ハ
地
券
等
書
入
致
候
儀
ハ
決
テ
不
相
成
候
条
、
末
々
ノ
者
ニ
至
ル
迄
心
得
違
無
之
様
、

各
管
内
無
遺
漏
可
触
示
事
」 

 

す
で
に
外
国
人
居
留
地
内
で
外
国
人
の
永
代
借
地
が
認
め
ら
れ
て
い
る
土
地
は
別
と
し
て
、
我
が
国
の

土
地
が
外
国
人
の
自
由
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
を
極
力
排
除
す
る
方
針
を
明
確
に
し
た
わ
け
で
あ
る
。 

こ
の
頃
の
新
潟
に
お
け
る
外
国
人
の
住
ま
い
よ
う
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
表
34
に
ま
と
め
た
。
こ
れ
は

明
治
四
年
十
二
月
（
一
八
七
二
年
一
月
）
の
外
務
省
照
会
、
及
び
明
治
七
（
一
八
七
四
）
年
九
月
の
内
務

省
照
会
に
対
し
て
、
新
潟
県
が
当
地
の
外
国
人
に
よ
る
借
地
借
家
を
取
り
調
べ
て
回
答
し
た
も
の
で
あ
る

（

324
）

。 本
表
を
借
地
に
着
目
し
て
見
る
と
、
明
治
四
年
末
時
点
（
Ａ
）
で
生
じ
て
い
た
借
地
の
う
ち
明
治
七
年

半
ば
の
時
点
（
Ｂ
）
で
は
三
件
が
消
滅
し
て
お
り
、
残
る
借
地
は
、
表
の
右
欄
外
に
「
新
町
通
の
一
角
」

と
「
一
番
山
の
三
筆
」
と
付
し
た
も
の
だ
け
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
ら
の
仮
称
は
私
が
命
名
し

た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
以
降
し
ば
ら
く
は
、
新
潟
で
は
新
た
な
外
国
人
に
よ
る
借
地
が
生
じ
る
こ
と
は
な

く
、
し
か
も
こ
の
残
さ
れ
た
「
新
町
通
の
一
角
」
及
び
「
一
番
山
の
三
筆
」
と
居
留
外
国
人
と
の
関
わ
り

は
、
様
々
な
紆
余
曲
折
を
経
て
長
引
い
て
ゆ
く
。
そ
し
て
ま
た
、
こ
の
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
地
所
は
、
日

本
側
当
局
か
ら
見
れ
ば
、
新
潟
雑
居
地
で
は
自
由
に
地
家
を
貸
借
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
の
弊
害
が
如
実

に
現
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
外
国
人
と
契
約
す
る
こ
と
へ
の
不
慣
れ
や
、
貸
主
借
主
の
意
思

疎
通
が
不
十
分
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
が
お
そ
ら
く
は
原
因
で
、
書
面
上
不
備
の
あ
る
「
粗
漏
ノ
約
定
」（

325
）

坪数等 貸　主 坪　数 住所地番

地 90坪2合5勺 吉川更平、小原半造

家 建家買受所持  

家 土蔵17坪2合5勺 石垣重太郎 　

地 畑地600坪 吉川更平、小原半造 地 600坪 砂山※

地 95坪5合 　

家 建家36坪7合5勺

家 土蔵14坪 家 14坪 本町通七番町464

地 畑地600坪 吉川更平、小原半造 地 600坪 砂山※

地 62坪 　

家 建家41坪 　 　

家 57坪5合 古町通十六番町４

地 畑地775坪 吉川更平、小原半造 地 775坪 砂山※

地 33坪7合5勺 　

家 建家11坪2合5勺 　 　

家 47坪3合 抹川岸通２丁目38

家 13坪5合 寄居村九番組672

→【消滅】

→【消滅】

 

大西屋勇吉

鍋茶屋太三郎

田村宗甫

 

ファン・ボーフェン・ファッハ（貿易商人・船司、オランダ）

ウェーバー(貿易商人、ドイツ)

ライスナー（領事・貿易商人、ドイツ）

エブラール（宣教師、フランス）

表34：新潟における外国人の借地借家（明治初期）

明治４年12月・外務省照会(Ａ) 明治７月９月・内務省照会(Ｂ)

（家　36坪7合5勺　本町通七番町464）

（家　建家所持）

→【消滅】

「
一
番
山
の
三
筆

」

「
新
町
通
の
一
角

」

注１） 「地」は借地、「家」は借家（土蔵含む）を意味する。
注２）　(Ｂ)の「砂山」は、原資料では「寄居道左東西ノ方砂山ノ出張第一ノ山脈」と記載されている。
注３） 表内の括弧書きは青柳が補足したもの。(Ｂ)ライスナー欄の本町通七番町464の建家36坪7合
5勺は、原史料ではウェーバーの欄に掲載されているが、住所からみて実質的にライスナーの借家と
みなした。

ミオラ（西洋料理店経営、イタリア）

地 92坪余 本町通七番町465
   （元池田屋市三郎の土地）
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が
結
ば
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

で
は
、
そ
の
「
粗
漏
ノ
約
定
」
の
内
実
を
順
に
見
て
い
き
た
い
。 

 

ま
ず
一
つ
は
、
ド
イ
ツ
商
人
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
（
本
町
通
四
ノ
町
）
の
地
所
を
抵
当
流
れ
に
よ
っ
て
所
有

せ
ん
と
し
た
こ
と
に
関
す
る
約
定
で
あ
っ
た
。 

表
34
か
ら
見
て
と
れ
る
よ
う
に
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
開
港
当
初
か
ら
本
町
通
四
ノ
丁
（
七
番
町
）
に
居

所
を
確
保
し
た
。
そ
し
て
、
ラ
イ
ス
ナ
ー
と
と
も
に
そ
の
一
角
に
複
数
の
建
家
・
倉
庫
を
得
な
が
ら
商
業

を
営
ん
で
い
っ
た
。
本
町
通
七
番
町
に
は
も
と
も
と
町
会
所
が
あ
り
、
一
八
七
三
（
明
治
六
）
年
に
は
新

潟
郵
便
役
所
が
設
置
さ
れ
る
な
ど
、
町
の
一
等
地
と
い
え
る
場
所
で
あ
っ
た
。
ま
た
本
町
通
は
江
戸
初
期

以
来
、
新
町
通
と
も
呼
ば
れ
て
お
り
、
当
時
の
史
料
に
お
い
て
も
「
新
町
」
と
し
て
た
び
た
び
登
場
す
る
。

そ
こ
で
、
新
潟
居
留
商
人
ら
が
土
地
・
住
家
・
倉
庫
を
占
有
し
た
こ
の
あ
た
り
に
、
本
論
考
で
筆
者
は
「
新

町
通
の
一
角
」
と
い
う
仮
名
を
与
え
て
み
た
。 

そ
の
「
新
町
通
の
一
角
」
に
お
い
て
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
当
初
は
借
家
で
あ
っ
た
池
田
屋
市
三
郎
所
有

の
建
家
を
明
治
四
年
の
時
点
で
は
す
で
に
買
い
取
っ
て
お
り
、
ま
た
池
田
屋
へ
の
借
金
の
担
保
と
し
て
そ

の
地
所
に
抵
当
権
を
設
定
し
よ
う
と
し
て
い
た
。 

明
治
四
年
十
二
月
、
新
潟
県
は
外
務
省
に
対
し
て
「
外
国
人
借
受
中
、
家
主
ノ
者
、
右
外
国
人
ヨ
リ
多

分
ノ
借
財
出
来
、
右
ノ
家
屋
敷
、
借
財
ノ
方
ヘ
差
向
候
積…

」
と
伝
え
た

（

326
）

。
外
国
人
に
家
屋
敷
を
貸
し

与
え
て
い
る
家
主
が
、
そ
の
外
国
人
か
ら
多
額
の
借
金
を
し
て
し
ま
っ
た
の
で
、
そ
の
家
屋
敷
を
活
用
し

て
借
金
を
清
算
し
よ
う
と
し
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
っ
た
。「
新
町
通
の
一
角
」
に
お
け
る
ウ
ェ
ー
バ
ー

の
池
田
屋
か
ら
の
借
地
借
家
を
指
し
て
い
た
。
新
潟
県
は
更
に
、
居
留
取
極
第
七
条
は
「
地
面
を
借
り
受

け
る
こ
と
勝
手
た
る
べ
し
」
と
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
ま
ま
無
期
限
の
貸
付
を
認
め
て
よ
い
か
、
そ
れ
と

も
同
条
但
書
に
「
年
貢
を
納
め
る
地
所
は
相
対
を
許
さ
ず
」
と
し
て
い
る
の
で
、
む
し
ろ
政
府
が
そ
の
土

地
建
物
を
引
き
上
げ
て
入
札
を
行
い
、
そ
の
入
札
で
得
た
金
を
外
国
人
に
与
え
る
こ
と
で
清
算
を
行
う
べ

き
か
、
そ
の
い
ず
れ
と
す
べ
き
か
を
尋
ね
た
。 

こ
れ
に
対
し
て
外
務
省
は
、
明
治
五
年
一
月
、
「
居
留
地
規
則
中
、
外
国
人
等
地
所
買
求
居
留
可
致
ト

ノ
免
許
無
之
候
間
、
其
地
人
民
ニ
於
テ
地
所
引
当
ニ
金
子
借
受
候
共
、
外
国
人
ニ
於
テ
右
規
則
ヲ
乍
存
約

束
致
シ
候
ハ
其
無
念
ニ
付
」
、
政
府
に
お
い
て
そ
の
土
地
を
引
き
上
げ
る
べ
き
と
し
た
。
居
留
取
極
に
は
外

国
人
が
土
地
を
買
い
取
る
規
定
は
な
い
の
で
、
そ

れ
を
知
ら
ず
に
新
潟
の
住
民
が
借
金
を
し
て
そ
の

代
わ
り
に
土
地
を
抵
当
に
入
れ
た
と
し
て
も
無
効

だ
、
と
い
う
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
結
局
は
本
件

を
公
的
に
整
理
す
る
こ
と
と
し
、
池
田
屋
か
ら
土

地
を
引
き
上
げ
て
、
五
百
円
で
新
潟
町
へ
払
い
下

げ
た
。
新
潟
町
は
明
治
五
年
六
月
、
市
長
（
吉
川

更
平
）・
副
市
長
（
小
原
半
造
）
が
改
め
て
ウ
ェ
ー

バ
ー
と
の
貸
借
契
約
を
結
び
直
す
こ
と
と
し
た
。

明
治
五
年
六
月
十
七
日
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
と
そ
の
吉

図６：「新町通の一角」 

本町通（新町通）

464,465番地

 
町の中心に近い新町通（本町通）には、 

外国人が住家・倉庫として占有する一角 

があった。 
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川
更
平
・
小
原
半
造
と
は
以
下
の
土
地
貸
借
に
関
す
る
約
定
書
を
交
わ
し
た

（

327
）

。 

 【
史
料
四
十
九
】 

 

ヱ
、
ア
ル
、
ウ
ヱ
ー
ブ
ル
義
、
吉
川
更
平
、
小
原
半
造
ヨ
リ
新
町
ノ
地
所
壱
ヶ
所
ヲ
壱
ヶ
年
ノ
間
借

受
、
壱
ヶ
年
ニ
付
地
代
金
札
三
百
六
拾
鏌
、
則
九
拾
円
ノ
割
ニ
テ
、
月
々
ニ
其
地
代
金
ヲ
払
ウ
ベ
シ 

ヱ
、
ア
ル
、
ウ
ヱ
ー
ブ
ル
義
ハ
、
右
地
所
内
へ
建
物
イ
タ
シ
又
ハ
井
戸
等
ヲ
堀
リ
候
事
ハ
勝
手
タ
ル

ベ
シ
、
且
壱
ケ
年
ニ
付
地
代
金
九
拾
円
、
則
三
百
六
拾
鏌
相
払
候
内
ハ
、
右
地
所
ヲ
所
用
ニ
宛
テ
候

事
モ
亦
勝
手
タ
ル
ベ
シ 

若
シ
、
ヱ
、
ア
ル
、
ウ
ヱ
ー
ブ
ル
義
、
地
所
内
ニ
取
建
テ
有
之
候
家
作
ヲ
他
人
ニ
売
渡
シ
候
カ
、
又

ハ
他
人
ニ
貸
渡
シ
候
節
ハ
、
ウ
ヱ
ー
ブ
ル
ヨ
リ
買
取
人
又
ハ
借
受
人
ニ
此
約
定
書
ヲ
引
渡
シ
候
義
勝

手
タ
ル
ベ
シ 

都
テ
地
租
并
町
入
用
等
ハ
地
主
方
ニ
テ
引
請
ベ
シ 

（
後
略
） 

 

こ
う
し
て
政
府
は
、
雑
居
地
新
潟
の
中
心
に
あ
る
土
地
が

一
民
間
人
か
ら
外
国
人
の
手
に
わ
た
る
こ
と
を
阻
止
し
、
こ

の
土
地
を
町
有
地
と
し
て
整
理
し
て
改
め
て
ウ
ェ
ー
バ
ー
に

貸
し
付
け
る
こ
と
に
成
功
し
た
。 

し
か
し
な
が
ら
、
新
潟
町
会
所
と
の
右
の
契
約
は
明
ら
か

に
瑕
疵
を
含
む
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
約
定
書

（
史
料
四
十
九
）
に
は
明
確
な
終
期
が
設
定
さ
れ
て
い
な
い
。

ウ
ェ
ー
バ
ー
は
毎
年
借
地
料
を
支
払
え
ば
い
つ
ま
で
で
も
借

地
を
継
続
で
き
る
。
し
か
も
そ
の
借
地
上
で
は
、
建
家
の
建

築
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
建
家
を
売
却
し
よ
う
が
貸
与
し
よ
う

が
ま
っ
た
く
自
由
と
さ
れ
た
。
要
す
る
に
、「
金
さ
え
払
い
続

け
れ
ば
、
あ
と
は
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
勝
手
に
し
て
よ
い
」
と
い

う
内
容
の
も
の
で
あ
っ
た
。
あ
た
か
も
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
市

長
ら
と
直
に
取
り
結
ん
だ
契
約
に
よ
っ
て
、
他
の
開
港
開
市

に
存
在
し
た
永
代
借
地
権
を
正
式
に
得
た
か
の
よ
う
で
あ
っ

た
。 以

上
が
「
粗
漏
の
約
定
」
の
一
つ
、
「
新
町
通
の
一
角
」

に
お
け
る
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
借
家
に
関
す
る
事
情
で
あ
る
。 

も
う
一
つ
の
「
粗
漏
の
約
定
」
は
、
字
浜
浦
に
あ
る
土
地

の
外
国
人
へ
の
貸
与
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。 

江
戸
時
代
の
奉
行
所
、
明
治
に
入
っ
て
初
代
新
潟
県
庁
と

さ
れ
た
あ
た
り
の
遠
く
裏
手
は
、
寄
居
村
の
砂
丘
と
松
林
の

図７：「一番山の三筆」 

5233番地

5234番地

5232番地

字浜浦

 
町から離れた砂丘地の高台にあった町共有地に、外国人が三筆の借地を得ていた。借地年限は５年と 

定められていたが、地方当局はこの借地を取り戻すために多大な苦労を強いられた。 
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一
帯
で
あ
っ
た
。
こ
こ
は
も
と
も
と
町
預
か
り
の
共
有
地
で
あ
っ
た
。
字
浜
浦
の
ほ
か
、
浦
浜
、
砂
山
、

あ
る
い
は
一
番
山
な
ど
、
当
時
様
々
に
呼
称
さ
れ
た
、
そ
の
町
は
ず
れ
の
一
帯
の
う
ち
の
三
筆
が
明
治
に

入
っ
て
外
国
人
三
名
に
貸
与
さ
れ
た
。
借
地
に
関
す
る
書
面
の
取
り
交
わ
し
は
な
か
っ
た
。
本
論
考
で
筆

者
は
、
こ
れ
ら
三
筆
の
借
地
に
「
一
番
山
の
三
筆
」
と
い
う
仮
称
を
与
え
て
み
る
。 

明
治
五
年
三
月
十
七
日
（
一
八
七
二
年
四
月
二
十
四
日
）
、
外
務
省
は
新
潟
県
庁
に
対
し
て
、
こ
の
土
地

の
借
料
な
ど
を
確
認
す
る
た
め
、
約
定
書
な
い
し
官
許
書
の
写
し
を
差
し
出
す
よ
う
求
め
た

（

328
）

。
こ
れ
に

対
し
て
県
は
、
そ
れ
ま
で
書
面
に
頓
着
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
認
め
、
新
た
に
当
時
の
新
潟
町
南
北
会

所
の
市
長
二
名
が
外
国
人
三
名
と
土
地
貸
借
契
約
書
を
交
し
た
。
そ
の
う
ち
の
ラ
イ
ス
ナ
ー
と
の
約
定
書

を
以
下
に
掲
げ
る

（

329
）

。 

 

【
史
料
五
十
】 

於
新
潟
、
明
治
五
壬
申
年
三
月
六
日
、
西
暦
一
千
八
百
七
十
二
年
第
四
月
十
三
日
、
地
所
貸
渡
ス
コ

ト
ヲ
、
市
長
吉
川
更
平
并
渋
木
市
蔵
ト
、
ヱ
テ
ー
ラ
イ
ス
子
ル
氏
ト
ノ
間
ニ
左
ノ
約
定
ヲ
取
極
タ
リ 

第
一 

新
潟
寄
居
道
左
手
、
東
西
之
方
畑
地
、
及
ヒ
南
北
ハ
砂
地
ノ
出
張
リ
第
一
ノ
山
脈
ニ
テ
、
地
所
一
区

ヲ
五
ヶ
年
之
間
、
日
本
坪
数
ニ
テ
六
百
坪
ヲ
借
用
セ
リ 

 

第
二 

借
料
ハ
、
年
々
六
百
坪
ニ
付
拾
六
鏌
則
四
両
ヲ
、
ヱ
デ
ー
ラ
イ
ス
子
ル
氏
ヨ
リ
、
毎
年
前
金
ニ
テ
払

フ
ベ
シ 

第
三 

約
定
期
限
ニ
至
リ
尚
借
用
セ
ン
ト
欲
セ
ハ
、
熟
議
ノ
上
改
テ
約
定
ヲ
取
極
ム
ヘ
シ 

第
四 

此
約
定
期
限
内
ニ
テ
、
右
地
面
返
却
ス
ル
時
ハ
、
其
年
代
料
ハ
払
フ
ヘ
シ 

第
五 

前
文
地
所
ハ
、
ヱ
デ
ー
ラ
イ
ス
子
ル
氏
ヨ
リ
他
ノ
人
ヘ
又
貸
ス
ル
時
ハ
、
是
ヲ
拒
ム
ノ
権
ア
ル
ヘ
シ 

第
六 

右
地
所
耕
作
ノ
積
ニ
テ
他
ノ
用
ヒ
ハ
致
ス
間
敷
、
乍
併
ラ
イ
ス
子
ル
氏
ノ
植
物
ヲ
護
ス
ル
為
メ
同
人

ノ
召
使
或
ハ
他
ノ
番
人
ヲ
置
ヘ
キ
小
屋
ヲ
建
ル
コ
ト
ハ
妨
ケ
ナ
シ 

第
七 

若
シ
ラ
イ
ス
子
ル
氏
前
書
ノ
地
面
ヘ
二
十
坪
ヨ
リ
大
ナ
ル
建
物
ヲ
設
ケ
候
ハ
ヽ
、
其
節
ラ
イ
ス
子
ル

氏
ヨ
リ
地
主
ヘ
増
地
代
十
六
鏌
ヲ
年
々
払
フ
ヘ
シ 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

於
新
潟
一
千
八
百
七
十
二
年 

第
四
月
十
三
日 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ヱ
デ
ー
、
ラ
イ
ス
子
ル
記 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

吉
川
更
平 
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渋
木
市
蔵 

 
三
筆
の
な
か
で
は
ウ
ェ
ー
バ
ー
（
字
浜
浦
５
２
３
４
番
地
、
六
〇

〇
坪
）
と
の
約
定
が
も
っ
と
も
早
く
、
一
八
七
二
年
三
月
十
八
日
（
明

治
五
年
二
月
十
日
）
に
結
ば
れ
た
。
続
い
て
こ
の
史
料
五
十
の
ラ
イ

ス
ナ
ー
（
同
５
２
３
２
番
地
、
六
〇
〇
坪
）
と
の
約
定
が
同
一
八
七

二
年
四
月
十
三
日
（
明
治
五
年
三
月
六
日
）
に
、
更
に
は
フ
ラ
ン
ス

人
宣
教
師
エ
ブ
ラ
ー
ル
（F

e
lix

 E
v
ra

rd

）
（
同
５
２
３
３
番
地
、
、

七
七
五
坪
）
と
の
約
定
が
同
一
八
七
二
年
四
月
二
十
三
日
（
明
治
五

年
三
月
十
六
日
）
に
結
ば
れ
た
。
契
約
書
面
は
氏
名
・
坪
数
・
借
料

を
除
い
て
同
文
で
あ
っ
た
。
ま
た
借
地
期
間
は
い
ず
れ
も
五
年
間
で

あ
っ
た
。 

と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ら
の
約
定
書
で
は
ま
さ
に
粗
漏
と
し
か
表
現
し

よ
う
が
な
い
過
誤
が
犯
さ
れ
て
い
た
。
日
本
語
の
約
定
書
と
英
語
の

そ
れ
と
の
あ
い
だ
に
大
き
な
齟
齬
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。す
な
わ
ち
、

約
定
書
の
第
三
条
、
日
本
語
で
は
「
約
定
期
限
ニ
至
リ
尚
借
用
セ
ン

ト
欲
セ
ハ
、
熟
議
ノ
上
改
テ
約
定
ヲ
取
極
ム
ヘ
シ
」
と
さ
れ
て
い
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
英
文
で
は
「
借
主
が
借
地
の
延
長
を
希
望
す
る

な
ら
契
約
は
無
期
限
に
延
長
で
き
る
」
と
定
め
ら
れ
て
い
た
。
地
元

側
当
事
者
が
こ
の
齟
齬
に
ど
の
時
点
で
気
づ
い
た
の
か
は
不
明
で
あ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ラ
イ
ス
ナ
ー
ら
は
こ
の
英
文
の
約
定
書
を
楯
と
し
て
、
そ
の
後
も
字
浜
浦
の
広
大

な
借
地
を
更
新
し
て
い
っ
た
。
詳
し
く
は
後
述
す
る
。 

以
上
が
「
一
番
山
の
三
筆
」
に
関
す
る
「
粗
漏
の
約
定
」
の
事
情
で
あ
っ
た
。 

一
八
七
四
（
明
治
七
）
年
九
月
三
十
日
、
新
潟
県
庁
は
内
務
省
に
対
し
て
表
34
の
(B)
の
内
容
を
回
答

す
る
と
と
も
に
、「
当
港
ノ
儀
ハ
元
来
関
門
内
ハ
雑
居
御
差
許
ノ
御
条
約
面
ニ
テ…

相
対
ニ
テ
地
面
并
家
屋

貸
渡
、
従
前
ノ
分
粗
漏
ノ
約
定
相
成
居
候
ニ
付
、
先
般
御
達
ノ
草
案
ニ
従
ヒ
更
正
可
致
旨
、
貸
渡
主
共
ヘ

相
達
置
候
」
と
伝
え
た

（

330
）

。
そ
れ
ま
で
の
居
留
外
国
人
と
の
借
地
契
約
書
取
り
交
わ
し
に
あ
た
っ
て
不
備

が
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
、
内
務
省
の
指
示
に
従
っ
て
こ
れ
ら
を
解
消
す
る
よ
う
に
努
め
た
い
、
と
し
た
の

で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
「
粗
漏
の
約
定
」
の
う
ち
、
と
り
わ
け
「
一
番
山
の
三
筆
」
は
容
易
に

は
解
消
に
至
ら
ず
、
そ
の
解
決
は
実
に
一
八
八
五
（
明
治
十
八
）
年
に
な
っ
て
よ
う
や
く
達
せ
ら
れ
る
こ

と
に
な
る
。
そ
う
し
た
事
情
は
、
こ
れ
か
ら
追
々
確
認
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は

ま
ず
、
外
国
人
の
居
住
に
対
処
し
て
い
く
に
あ
た
っ
て
、
日
本
側
当
局
と
す
れ
ば
、
苦
々
し
い
原
体
験
と

も
言
え
る
よ
う
な
、
こ
う
し
た
「
粗
漏
ノ
約
定
」
が
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
に
、
現
実
と
し
て

外
国
人
の
自
由
に
委
ね
ら
れ
て
し
ま
っ
た
懸
案
の
借
地
が
存
在
し
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
を
念
頭
に
置
い

て
お
き
た
い
。 

 

図８：「一番山の三筆」の約定書・第３条の日英の文言比較 

第三 

約定期限ニ至リ尚借用セント欲セハ、熟議ノ上改テ約定ヲ取極ムヘシ 

3)that AR Weber shall have the option, after the expiration of this 

contract, to prolong the same for any further period, but previous 

notice has to be given of this intention to the other contracting 

parties. 

（借主が借地期限の終了後更にその延長を希望する場合、本契約は無期限に延長

できる。ただし前もって貸主にその旨の通知を行うこととする。） 
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第
三
節 
矛
盾
の
露
呈―

「
居
留
地
外
居
住
問
題
」 

 

（
１
）
国
に
よ
る
「
明
治
七
年
の
措
置
」 

一
八
九
九
（
明
治
三
十
二
）
年
に
諸
外
国
と
の
改
正
条
約
が
施
行
さ
れ
る
以
前
に
お
い
て
、
外
国
人
の

居
住
は
原
則
と
し
て
居
留
地
及
び
雑
居
地
の
区
域
内
に
限
定
さ
れ
た
。し
か
し
こ
の
原
則
の
例
外
と
し
て
、

居
留
地
外
で
の
居
住
が
認
め
ら
れ
て
い
た
外
国
人
が
存
在
し
た
。
外
国
公
使
館
の
職
員
、
及
び
御
雇
い
外

国
人
で
あ
る

（

331
）

。 

外
国
公
使
館
員
に
関
し
て
は
、
公
使
館
は
日
本
政
府
官
庁
と
し
ば
し
ば
接
触
す
る
必
要
性
が
あ
る
た
め
、

そ
の
ほ
と
ん
ど
が
東
京
府
内
の
中
心
部
に
設
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
そ
れ
ら
公
使
館
の
館
員
は
実

態
と
し
て
自
国
公
使
館
の
付
近
に
、す
な
わ
ち
東
京
の
築
地
居
留
地
の
区
域
外
に
居
住
し
て
い
た
。
ま
た
、

御
雇
い
外
国
人
に
関
し
て
は
、
彼
ら
に
は
開
港
開
市
に
限
ら
ず
日
本
国
内
各
地
で
の
活
動
が
期
待
さ
れ
て

い
た
。
し
た
が
っ
て
実
際
問
題
と
し
て
居
留
地
外
に
居
住
せ
し
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。 

と
り
わ
け
御
雇
い
外
国
人
は
、
欧
米
諸
国
を
範
と
し
た
日
本
の
近
代
化
へ
の
取
組
が
本
格
化
す
る
に
つ

れ
て
、
そ
の
数
が
増
し
て
い
っ
た
。
官
雇
の
外
国
人
の
数
は
、
殖
産
興
業
が
本
格
化
し
た
一
八
七
五
（
明

治
七
）
年
と
翌
七
六
（
明
治
八
）
年
に
、
そ
の
数
が
約
五
二
〇
名
と
な
り
、
ピ
ー
ク
を
迎
え
た
。
ま
た
、

私
雇
の
御
雇
い
外
国
人
の
人
数
は
、
そ
の
後
も
し
ば
ら
く
増
加
し
た

（

332
）

。
明
治
政
府
は
、
諸
外
国
と
の
条

約
上
に
根
拠
は
な
い
も
の
の
、
一
つ
の
便
法
と
し
て
、
こ
れ
ら
御
雇
い
外
国
人
が
そ
の
所
属
す
る
施
設
（
学

校
等
）
内
か
、
あ
る
い
は
雇
い
主
が
所
有
す
る
家
屋
に
居
住
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
た
。 

外
国
公
使
館
職
員
及
び
御
雇
い
外
国
人
を
居
留
地
制
度
の
例
外
と
す
る
こ
う
し
た
扱
い
は
、
そ
も
そ
も

こ
の
居
留
地
制
度
が
外
国
人
に
よ
る
商
業
活
動
を
居
留
地
内
に
限
定
さ
せ
る
こ
と
に
眼
目
が
あ
っ
た
こ
と

を
考
え
れ
ば
、
理
屈
の
上
で
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
特
に
大
き
な
支
障
の
な
い
、
や
む
を
得
ざ
る
例
外
と

し
て
理
解
し
う
る
。
し
か
し
現
実
に
は
、
こ
う
し
た
取
扱
の
弊
害
が
徐
々
に
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。
そ

れ
は
特
に
東
京
に
お
い
て
顕
著
で
あ
っ
た

（

333
）

。 

帝
都
東
京
に
は
多
く
の
官
雇
な
い
し
私
雇
の
外
国
人
が
居
住
し
て
い
た
。
し
か
し
、
東
京
に
設
け
ら
れ

て
い
た
築
地
居
留
地
は
東
に
偏
っ
て
位
置
し
、
し
か
も
狭
小
で
借
地
料
も
割
高
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、

外
国
人
の
大
半
は
築
地
で
の
居
住
を
嫌
い
、
府
内
各
地
に
住
ま
っ
た
。
一
八
七
七
（
明
治
十
）
年
末
の
時

点
で
、
府
内
の
御
雇
い
外
国
人
は
五
四
〇
名
（
官
雇
一
七
七
名
、
私
雇
三
六
三
名
）
を
数
え
、
そ
の
う
ち

築
地
（
居
留
地
・
雑
居
地
）
に
住
ま
う
御
雇
い
外
国
人
は
十
名
に
も
満
た
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
。
も
は
や

単
な
る
例
外
と
は
み
な
せ
な
い
実
態
だ
っ
た
の
で
あ
る
。 

し
か
も
、
東
京
府
を
更
に
悩
ま
せ
た
の
は
、
こ
う
し
て
府
内
各
地
に
住
ま
う
外
国
人
の
な
か
に
、
ど
う

や
ら
商
業
活
動
を
営
む
者
が
紛
れ
込
ん
で
い
る
ら
し
い
、
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
日
本
人
が

雇
う
外
国
人
に
つ
い
て
は
、
居
留
地
外
で
の
居
住
が
認
め
ら
れ
て
い
る
、と
い
う
こ
と
を
好
都
合
と
し
て
、

東
京
に
お
い
て
は
、
そ
れ
以
外
の
外
国
人
が
、
場
合
に
よ
っ
て
は
雇
主
や
家
主
と
示
し
合
わ
せ
の
う
え
、

交
通
至
便
で
賃
借
料
も
安
価
な
居
留
地
外
の
家
屋
で
生
活
を
営
ん
で
い
る
、
と
疑
わ
れ
る
実
態
が
あ
っ
た
。
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居
留
外
国
人
が
増
加
す
る
に
つ
れ
て
、
一
部
外
国
人
へ
の
例
外
容
認
に
乗
じ
た
こ
の
よ
う
な
不
法
行
為
を

い
か
に
排
除
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
が
日
本
政
府
の
課
題
と
し
て
顕
在
化
し
て
い
っ
た
。 

 

こ
う
し
た
実
態
の
推
移
の
な
か
、
外
国
公
使
館
員
に
関
し
て
は
、
す
で
に
一
八
七
一
（
明
治
四
）
年
十

月
、
東
京
府
が
国
に
対
し
て
居
留
地
外
で
の
居
住
の
特
例
を
認
め
る
よ
う
求
め
て
い
た
。
そ
し
て
、
や
が

て
こ
れ
が
認
め
ら
れ
た
。 

ま
た
御
雇
い
外
国
人
の
扱
い
に
関
し
て
も
、
東
京
府
は
、
実
際
問
題
と
し
て
居
留
地
外
で
の
彼
ら
の
居

住
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
、
と
す
る
一
方
、
こ
う
し
た
例
外
措
置
が
居
留
地
外
で
の
外
国
人
の
商
業
活
動

を
助
長
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
国
に
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
求
め
て
い
た
。
内
務
省
、
外
務
省
、

及
び
東
京
府
の
あ
い
だ
の
種
々
議
論
の
末
、
一
八
七
三
（
明
治
七
）
年
八
月
十
二
日
、
国
は
次
の
布
告
を

発
出
し
た
。
こ
の
太
政
官
布
告
第
八
十
五
号
は
、
国
が
東
京
府
か
ら
の
提
案
を
受
け
て
発
し
た
も
の
で
あ

っ
た

（

334
）

。 

 

【
史
料
五
十
一
】 

外
国
人
ヘ
家
屋
地
所
等
貸
渡
ノ
節
、
約
束
上
軽
忽
疎
漏
ヨ
リ
、
竟
ニ
内
外
人
民
ノ
間
不
都
合
ヲ
生

シ
候
テ
ハ
自
然
交
際
ニ
モ
差
響
候
、
自
今
学
校
其
他
ノ
タ
メ
傭
入
シ
居
留
地
外
ヘ
居
住
ス
ヘ
キ
外

国
人
、
及
公
使
館
附
属
書
記
官
等
ヘ
貸
家
貸
地
ノ
節
ハ
、
先
ツ
約
定
草
案
相
添
、
其
管
轄
庁
ヘ
伺

出
、
許
可
ノ
上
結
約
可
致
、
此
旨
布
告
候
事 

 

但
、
建
物
取
毀
売
払
ノ
分
ハ
幾
日
以
内
取
払
ノ
約
定
取
結
可
売
渡
、
尤
売
渡
ノ
上
ハ
其
旨
管
轄

庁
へ
可
届
出
事 

明
治
七
年
八
月
十
二
日 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

太
政
大
臣 

三
条
実
美 

  

こ
の
布
告
で
は
、
居
留
地
外
に
居
住
し
よ
う
と
す
る
外
国
人
に
対
し
て
貸
家
貸
地
を
行
う
際
は
、
そ
の

日
本
人
貸
主
は
約
定
草
案
（
貸
借
契
約
書
の
案
文
）
を
添
え
て
管
轄
庁
に
伺
い
出
て
、
そ
の
許
可
を
得
て

か
ら
正
式
に
契
約
す
べ
き
こ
と
が
人
民
へ
告
知
さ
れ
た

（

335
）

。 

 

更
に
同
月
、
内
務
省
は
開
港
開
市
を
管
轄
す
る
地
方
庁
（
開
拓
使
、
神
奈
川
県
、
長
崎
県
、
兵
庫
県
、

大
阪
府
、
東
京
府
、
新
潟
県
）
に
対
し
て
内
達
を
発
出
し
た
。
先
の
布
告
の
趣
旨
を
徹
底
さ
せ
る
た
め
の

実
際
的
な
手
続
き
を
指
示
す
る
、
内
務
省
に
よ
る
そ
の
内
々
の
指
令
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
っ
た

（

336
）

。 

 

【
史
料
五
十
二
】 

近
来
、
各
国
公
使
附
属
書
記
官
、
其
他
学
校
技
術
等
伝
習
ト
シ
テ
傭
役
イ
タ
シ
候
外
国
人
共
、
居

留
地
外
住
居
追
々
増
殖
イ
タ
シ
候
処
、
地
所
売
渡
之
儀
ハ
兼
テ
御
布
告
モ
有
之
、
一
切
不
相
成
筈

ニ
候
得
共
、
地
所
家
屋
等
貸
渡
之
節
、
約
定
不
馴
ヨ
リ
軽
易
粗
漏
ニ
取
扱
置
、
将
来
論
議
ノ
端
ヲ

開
キ
、
或
ハ
内
地
人
民
ノ
損
失
ヲ
醸
シ
、
或
ハ
外
国
人
民
ノ
迷
惑
ヲ
生
シ
候
テ
ハ
不
都
合
ニ
付
、

本
年
第
八
拾
五
号
公
布
之
旨
モ
有
之
、
依
之
以
後
公
使
附
属
書
記
官
及
傭
役
之
外
国
人
ヘ
地
所
家
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屋
貸
渡
之
儀
伺
出
候
砌
、
別
紙
約
定
草
案
之
廉
々
必
記
載
候
様
、
各
地
方
庁
ニ
於
テ
調
理
之
上
可

伺
出
、
此
如
相
達
候
事 

 
 

 

明
治
七
年
八
月
廿
二
日 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

内
務
卿 

伊
藤
博
文 

 
 

 
 

新
潟
県
令 

楠
本
正
隆
殿 

 

別
紙 

第
一
条 

家
屋
貸
渡
ノ
期
限
二
ヶ
年
ヲ
過
ク
ヘ
カ
ラ
ス
、
尤
職
務
ヲ
離
ル
ヽ
ト
キ
ハ
、
右
期
限
内

タ
リ
ト
モ
三
十
日
ヲ
不
過
返
却
ス
ヘ
キ
旨
ヲ
契
約
ス
ヘ
キ
事 

第
二
条 

借
用
期
限
中
、
他
ノ
外
国
人
ヲ
住
居
セ
シ
メ
、
又
ハ
他
人
ニ
貸
渡
シ
、
又
ハ
商
業
ヲ
営

ミ
申
間
敷
旨
ヲ
契
約
ス
ヘ
キ
事 

第
三
条 

地
上
ノ
建
物
据
付
ノ
儘
他
ノ
外
国
人
ヘ
譲
渡
ス
ヘ
カ
ラ
サ
ル
旨
ヲ
契
約
ス
ヘ
キ
事 

第
四
条 

借
地
家
代
合
テ
一
ヶ
月
金
若
干
取
極
ノ
事 

 

但
、
地
所
家
屋
ニ
掛
ル
諸
雑
費
、
借
リ
主
ニ
テ
可
払
約
定
取
極
候
ハ
ヽ
、
地
租
、
区
入
費
等
払

方
、
日
本
政
府
ヨ
リ
地
方
ヘ
布
達
ス
ル
規
則
ノ
通
可
聞
旨
契
約
ス
ヘ
キ
事 

第
五
条 

地
所
家
屋
及
ヒ
借
地
税
、
区
入
費
等
ニ
付
起
ル
所
ノ
諸
事
件
ハ
、
都
テ
現
今
将
来
ト
モ
、

日
本
人
民
同
様
、
日
本
政
府
布
達
ス
ル
処
ノ
規
則
ニ
従
ヒ
可
申
旨
ヲ
約
シ
置
可
申
事 

第
六
条 

地
所
或
ハ
家
屋
貸
渡
期
限
中
、
双
方
一
方
ヨ
リ
要
用
ノ
節
ハ
、
互
ニ
六
ヶ
月
前
引
払
ノ

報
知
ヲ
可
為
、
然
ル
ト
キ
ハ
、
仮
令
年
月
ヲ
定
ム
ト
雖
モ
、
互
ニ
故
障
ヲ
申
間
敷
旨
ヲ
約
シ
可
置

事 

第
七
条 

前
条
々
ノ
趣
旨
ヲ
記
載
シ
、
末
文
ハ
左
之
通
記
載
ス
ヘ
シ 

 

右
之
条
々
相
違
ナ
キ
タ
メ
、
爰
ニ
三
通
ヲ
認
メ
、
一
通
ツ
ヽ
双
方
ヘ
留
置
、
一
通
ハ
地
方
庁
ヘ
差

出
置
者
也 

  
 

 
 

 
 
 

 
 

 

府
縣
管
下
何
住
居 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

貸
主 

何
ノ
誰 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

何
国
公
使
附
属
書
記
官 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

借
主 

何
ノ
誰 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

或
ハ
日
本
何
国
何
郡
病
院 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

又
ハ
学
校
諸
技
業
ニ
付
雇 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

何
国
何 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

何
ノ
誰 

 

前
書
之
通
相
違
無
之
者
也 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

其
所 



173 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

戸
長 

 
こ
の
内
達
本
文
に
よ
れ
ば
、
太
政
官
布
告
で
は
、
約
定
の
許
可
を
行
う
の
は
開
港
開
市
を
管
轄
す
る
地

方
庁
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
地
方
庁
の
任
意
裁
量
と
は
せ
ず
、
内
務
省
が
そ
の
約
定
草
案
の
事
前
審

査
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
。
内
達
に
は
更
に
条
文
形
式
の
別
紙
が
添
え
ら
れ
、
そ
の
約
定
草
案
の
望

ま
し
い
記
載
事
項
が
指
針
と
し
て
具
体
的
に
示
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
借
主
が
職
務
を
離
れ
た
際
に

は
す
み
や
か
に
借
家
か
ら
退
去
さ
せ
る
こ
と
（
第
一
条
）
、
借
主
以
外
の
外
国
人
が
同
居
し
商
業
活
動
を
行

う
こ
と
を
禁
ず
る
こ
と
（
第
二
条
）
、
更
に
は
借
主
が
敷
地
内
に
附
属
建
築
物
を
設
け
て
そ
れ
を
他
の
外
国

人
へ
譲
渡
す
る
こ
と
を
禁
ず
る
こ
と
（
第
三
条
）
な
ど
、
先
の
太
政
官
布
告
の
趣
旨
が
確
実
に
反
映
さ
れ

た
契
約
書
を
作
成
す
べ
き
と
さ
れ
た
。 

「
外
国
人
の
居
留
地
外
居
住
問
題
」
に
関
す
る
太
政
官
布
告
第
八
十
五
号
及
び
内
務
省
の
内
達
（
以
下
、

布
告
と
内
達
を
合
わ
せ
て
「
明
治
七
年
の
措
置
」
と
す
る
。
）
は
、
主

と
し
て
東
京
で
の
状
況
に
対
処
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
こ
こ
ま
で
叙
述
し
た
事
前
許
可
制
の
導
入
に
至

る
経
緯
が
物
語
っ
て
い
る
し
、
布
告
及
び
内
達
の
「
各
国
公
使
附
属

書
記
」
と
い
う
文
言
か
ら
し
て
も
自
明
で
あ
ろ
う
。
各
国
公
使
館
は

東
京
以
外
に
は
存
在
し
な
い
。
し
か
し
太
政
官
布
告
第
八
十
五
号
は
、

東
京
に
限
ら
ず
全
国
に
向
け
て
発
せ
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
布
告

の
趣
旨
を
徹
底
さ
せ
る
た
め
の
内
務
省
の
達
は
、
開
港
開
市
を
管
轄

す
る
す
べ
て
の
地
方
庁
に
対
し
て
内
々
に
発
せ
ら
れ
た
。 

先
回
り
を
し
て
述
べ
る
な
ら
ば
、
こ
の
「
明
治
七
年
の
措
置
」
は
、

少
な
く
と
も
新
潟
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
繰
り

返
す
が
、
こ
れ
ら
の
措
置
は
、
外
国
公
使
館
員
や
御
雇
い
外
国
人
に

外
国
人
居
留
地
の
外
で
の
居
住
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
乗
じ
て
、

そ
れ
ら
以
外
の
者
が
居
留
地
外
で
不
法
に
居
住
し
商
業
活
動
を
行
う

こ
と
を
取
り
締
ま
る
た
め
の
措
置
で
あ
っ
た
。
新
潟
に
は
専
用
の
外

国
人
居
留
地
は
な
く
、
外
国
人
居
留
取
極
に
よ
り
外
国
人
の
居
住
と

商
業
活
動
が
全
域
に
わ
た
っ
て
認
め
ら
れ
て
い
た
。
新
潟
の
外
国
人

は
、
住
ま
う
べ
き
「
居
留
地
」
が
あ
り
な
が
ら
「
居
留
地
外
」
で
活

動
し
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
「
明
治
七
年
の
措
置
」

は
、
そ
の
趣
旨
か
ら
し
て
、
新
潟
で
適
用
さ
れ
る
は
ず
の
な
い
措
置

で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
「
明
治
七
年
の
措
置
」

を
根
拠
と
し
て
、
居
留
外
国
人
に
よ
る
借
家
の
一
件
ご
と
の
審
査
が

新
潟
に
お
い
て
始
ま
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

一
八
七
五
（
明
治
八
）
年
、
表
35
で
示
す
四
件
の
新
潟
で
の
外
国

表 35：新潟における「明治七年の措置」の運用状況（1875 年（明治 8 年）） 

 県から国へ伺い 貸 主 借 主 家屋物件 内務省許可 備  考 

１ ４月 30 日 高澤真七郎 パ ー ム 湊町通三丁目 

5 月から 1 年間 

９月 27 日 県(楠本県令)から内務省

へ運用改善を上申(７月 12

日) 

２ ９月 27 日 鍋谷孫太郎 ミ オ ラ 東中通一番町 

9 月から 6 月半 

12 月 23 日  

３ 11 月 30 日 高野 順信 ファイソン 学校町通 

12 月から 2 年間 

12 月 23 日 借主から県に対して抗議 

４ （12 月） 白根 藤吉 ドロアール （不 明） ― 同上（国への伺いなし） 
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人
へ
の
貸
家
案
件
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
前
年
に
導
入
さ
れ
た
国
の
「
明
治
七
年
の
措
置
」
の
新
潟
で
の

運
用
は
、
こ
の
年
の
四
件
を
も
っ
て
早
く
も
頓
挫
す
る
。
以
下
、
そ
の
状
況
を
順
に
追
っ
て
い
く

（

337
）

。 
最
初
の
事
案
は
、
高
澤
真
七
郎
な
る
男
か
ら
、
イ
ギ
リ
ス
人
セ
オ
バ
ル
ト
・
パ
ー
ム

（

338
）

に
対
す
る
貸
家

で
あ
っ
た
。 

七
五
（
明
治
八
）
年
四
月
、
高
澤
は
パ
ー
ム
へ
家
屋
を
貸
し
渡
す
こ
と
を
県
庁
に
申
し
出
た
。
県
庁
は

同
月
三
十
日
、
高
澤
か
ら
届
出
が
あ
っ
た
約
定
書
案
を
添
え
て
、
こ
の
貸
家
願
を
聞
き
届
け
た
い
、
と
し

て
内
務
省
へ
伺
っ
た
。 

 

と
こ
ろ
が
本
伺
い
に
対
す
る
同
年
六
月
三
日
付
の
内
務
卿
大
久
保
利
通
か
ら
の
回
答
に
は
、
申
し
出
の

約
定
書
案
文
に
ほ
ぼ
全
面
的
に
朱
字
が
加
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
回
答
に
は
「
別
紙
の
と
お
り
文

言
を
修
正
さ
せ
、
契
約
後
に
改
め
て
提
出
す
べ
し
」
と
の
指
示
が
付
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
内
務
省
の
文
言

修
正
ぶ
り
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
新
潟
県
庁
が
内
務
省
へ
進
達
し
た
約
定
書
案
を
地
の
文
と
し
、
内

務
省
に
よ
る
削
除
部
分
を
取
消
線
で
、
挿
入
部
分
を
ゴ
シ
ッ
ク
体
で
、
各
々
示
し
た
。 

 

【
史
料
五
十
三
】 

条
約
書 

第
一
条 

当
新
潟
湊
町
通
三
丁
目
建
設
何
番
地
ニ
有
之
候
高
澤
真
七
郎
君
所
持
之
表
口
八
間
奥
行

四
間
三
尺
之
家
屋
二
階
共
、
英
国
人
ド
ク
ト
ル
、
ポ
ア
ル
ム
君
ヘ
当
五
月
ヨ
リ
向
十
二
ヶ
月
ノ
間

貸
渡
候
事
ニ
付
高
澤
真
七
郎
ヲ
甲
ト
シ
、
ポ
ア
ル
ム
ヲ
乙
ト
シ
、
左
ノ
条
約
ヲ
ナ
セ
リ 

第
二
一
条 

借
用
期
限
中
外
回
リ
破
損
并
家
根
普
請
等
ハ
貸
主
ニ
テ
修
理
ヲ
加
フ
ヘ
シ
、
尤
ポ
ア

ル
ム
君
好
ニ
依
リ
内
部
ノ
雑
作
ヲ
ナ
ス
ト
キ
ハ
、
悉
皆
同
君
之
自
費
タ
ル
ヘ
キ
事 

 

但
戸
障
子
并
畳
ハ
ポ
ア
ル
ム
君
ノ
自
費
タ
ル
ヘ
シ 

 

甲
ノ
所
持
ス
ル
家
屋
、
表
口
八
間
奥
行
四
間
三
尺
、
別
紙
地
面
之
通
、
家
屋
二
階
ト
モ
、
一
ヶ

月
ニ
付
貸
家
代
金
八
円
五
拾
銭
ニ
テ
、
当
明
治
八
年
何
月
何
日
ヨ
リ
来
ル
明
治
九
年
何
月
何
日
マ

テ
十
ヶ
月
間
乙
ヘ
貸
渡
セ
リ
、
依
テ
右
貸
家
代
金
ハ
毎
月
前
ノ
月
末
日
迄
ニ
、
乙
ヨ
リ
甲
ヘ
前
払

ス
ヘ
シ
、
万
一
延
滞
ス
ル
ト
キ
ハ
、
右
金
高
ヘ
一
ヶ
月
ニ
付
何
割
何
歩
ノ
利
息
ヲ
加
ヘ
タ
ル
金
高

ノ
割
合
ヲ
以
テ
甲
ヘ
払
渡
ス
ヘ
キ
事 

第
三
二
条 

貸
渡
シ
ハ
ポ
ア
ル
ム
君
ニ
限
ル
ニ
付
、
ポ
ア
ル
ム
君
ヨ
リ
期
限
中
ハ
、
乙
ヨ
リ
私
ニ

他
ノ
外
国
此
家
屋
ヲ
他
人
ヘ
貸
譲
等
ハ
勿
論
、
借
用
期
限
中
他
ノ
外
国
人
ヲ
モ
住
居
致
サ
セ
間
敷

事
渡
シ
、
又
ハ
譲
渡
シ
申
間
敷
事 

第
四
条 

借
用
期
限
後
戸
障
子
并
ニ
畳
ヲ
除
之
分
、
家
屋
ノ
補
理
雑
作
等
之
分
ハ
、
其
儘
据
置
立

退
ヘ
キ
事 

第
三
条 

乙
ヘ
借
用
中
、
家
屋
外
回
リ
ノ
破
損
所
并
屋
根
普
請
ハ
、
甲
ニ
テ
修
理
ヲ
加
フ
ヘ
シ
、

尤
戸
障
子
并
畳
ハ
乙
ノ
自
費
タ
ル
ヘ
シ
、
且
乙
ノ
好
ミ
ニ
依
リ
家
屋
ノ
内
部
ヲ
造
作
シ
模
様
替
ヲ

ナ
サ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
、
甲
ノ
承
諾
ヲ
請
ケ
、
悉
皆
乙
ノ
自
費
ヲ
以
テ
ス
ヘ
キ
事 

第
四
条 

借
用
期
限
後
、
戸
障
子
並
ニ
畳
ヲ
除
之
外
、
家
屋
ノ 

補
理
雑
作
等
之
分
ハ
、
其
儘
据

置
立
退
ヘ
キ
事 
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第
五
条 

家
屋
代
壱
ヶ
月
金
八
円
五
十
銭
ト
定
メ
、
毎
月
前
ノ
内
ニ
納
置
可
申
事 

但
、
家
屋
ニ
掛
ル
諸
貢
税
並
ニ
区
入
費
・
組
合
費
共
、
都
テ
貸
主
ニ
テ
可
払
事 

第
五
条 

家
屋
及
敷
地
ニ
係
ル
貢
税
区
入
費
・
組
入
費
ハ
、
甲
ヨ
リ
可
相
払
ト
雖
モ
、
地
所
家
作

等
ニ
付
起
ル
所
ノ
諸
事
件
ハ
、
乙
ニ
於
テ
、
都
テ
現
今
将
来
ト
モ
、
日
本
人
民
同
様
、
日
本
政

府
ノ
布
達
ス
ル
規
則
ニ
従
フ
ヘ
キ
事 

第
六
条 

家
屋
貸
借
期
限
相
守
ハ
勿
論
タ
リ
ト
モ
、
万
一
期
限
中
、
甲
乙
一
方
ヨ
リ
要
用
之
節
ハ
、

互
ニ
六
ヶ
月
前
引
払
ノ
報
知
ヲ
可
為
、
然
ル
ト
キ
ハ
、
仮
令
年
月
ヲ
定
ム
ト
雖
モ
、
互
ニ
故
障

ヲ
申
間
敷
事 

右
之
条
々
、
相
違
ナ
キ
為
メ
、
爰
ニ
横
和
文
三
通
リ
六
通
ヲ
認
メ
、
弐
通
ツ
ヽ
双
方
ヘ
留
置
、
弐

通
ハ
地
方
庁
ヘ
差
出
置
者
也 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
新
潟
県
平
民 

新
潟
湊
町
通
三
丁
目 

貸
主 

高
澤
真
七
郎 

印 

日
本
明
治
八
年
四
月 

英
国
人
民 

借
主 
ド
ク
ト
ル
・
ポ
ア
ル
ム 

前
書
之
通
相
違
無
之
者
也 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

右
戸
長 

石
附
五
作 

印 

 

内
務
省
に
よ
る
こ
の
修
文
を
受
け
取
っ
た
新
潟
県
令
の
楠
本
正
隆
は
、
同
年
七
月
十
二
日
、
自
ら
の
意

見
を
大
久
保
内
務
卿
に
対
し
て
上
申
し
た
。
す
な
わ
ち
楠
本
は
、「
新
潟
は
も
と
も
と
雑
居
が
許
さ
れ
た
居

留
地
で
あ
り
、
他
の
開
港
場
で
居
留
地
外
に
居
住
す
る
場
合
と
は
違
う
。先
の
内
達
の
と
お
り
と
し
て
は
、

居
留
地
内
で
の
相
対
貸
借
に
官
が
干
渉
す
る
こ
と
に
な
る
（
当
新
潟
港
之
義
ハ
、
元
来
条
約
上
御
差
許
相

成
居
候
雑
居
之
居
留
地
ニ
テ
、
他
ノ
居
留
地
外
ニ
寄
留
ス
ル
類
ニ
無
之
、
御
達
面
之
通
リ
ニ
テ
ハ
、
居
留

地
中
ニ
テ
相
対
之
貸
借
ニ
官
ニ
於
テ
掣
肘
ス
ル
ノ
筋
ニ
相
当
）
」
と
述
べ
た
。
更
に
楠
本
は
、「
こ
う
し
た

措
置
は
必
ず
外
国
の
反
発
を
招
く
こ
と
に
な
る
。
外
国
人
と
の
地
家
貸
借
に
関
し
て
は
、
土
地
売
渡
は
認

め
な
い
こ
と
、
家
屋
貸
借
は
返
還
を
主
張
す
る
権
利
を
失
わ
な
い
よ
う
年
限
を
定
め
て
契
約
す
る
こ
と
、

と
い
っ
た
大
目
だ
け
を
公
然
と
布
達
し
、
そ
の
他
の
細
目
に
関
し
て
は
す
べ
て
人
民
が
相
対
で
取
り
決
め

る
に
任
せ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
自
ら
の
意
見
を
伝
え
、
雑
居
地
新
潟
に
お
け
る
先
の
内
達
の
適
用
を
再
考

す
る
よ
う
求
め
た
。 

こ
う
し
た
や
り
取
り
の
末
、
内
務
卿
が
高
澤
真
七
郎
の
貸
家
伺
い
を
最
終
的
に
許
可
し
た
の
は
、
同
年

九
月
二
十
七
日
で
あ
っ
た
。
許
可
を
下
す
ま
で
、
実
に
五
ヶ
月
近
く
を
要
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
遅
延

に
は
、
内
務
省
と
新
潟
県
と
の
や
り
取
り
の
途
中
、
七
月
は
じ
め
に
内
務
省
が
火
災
に
遭
っ
た
た
め
に
関

係
書
類
が
焼
失
し
て
し
ま
い
、
そ
の
た
め
に
内
務
省
が
新
潟
県
に
そ
れ
ら
書
類
の
再
提
出
を
求
め
た
、
と

い
う
事
情
も
あ
っ
た
。 

ま
た
、
そ
の
最
終
的
な
許
可
下
渡
し
に
お
い
て
、
内
務
卿
は
県
令
に
対
し
て
「
大
目
に
つ
い
て
は
昨
年

八
月
の
達
の
と
お
り
で
あ
る
の
で
、
県
庁
か
ら
区
戸
長
に
対
し
て
も
達
を
発
す
べ
し
（
大
目
之
儀
ハ
、
七
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年
八
月
及
内
達
置
候
箇
条
ニ
拠
リ
、
其
県
於
テ
区
戸
長
迄
相
達
置
可
申
事
）
」
と
付
け
加
え
て
い
た
。
楠
本

県
令
が
「
内
達
に
よ
っ
て
細
か
な
こ
と
に
ま
で
指
示
を
出
す
の
で
は
な
く
、
要
点
の
み
を
公
然
と
布
達
す

べ
き
」
と
上
申
し
た
の
に
対
し
て
、
大
久
保
内
務
卿
は
「
内
達
そ
の
も
の
が
要
点
で
あ
る
」
と
応
じ
、
む

し
ろ
「
区
戸
長
（
大
区
小
区
制
に
お
け
る
小
区
の
長
）
へ
の
指
導
を
徹
底
す
べ
し
」
と
命
じ
た
の
で
あ
る
。 

も
っ
と
も
、
楠
本
県
令
は
す
で
に
同
年
八
月
に
県
令
の
職
を
離
れ
て
お
り
、
し
か
も
新
た
な
県
令
は
ま

だ
着
任
し
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
内
務
卿
の
こ
の
指
示
は
新
潟
県
参
事
の
南
部
信
近
が
実
行
し
た
。

す
な
わ
ち
同
年
十
一
月
五
日
、
南
部
参
事
は
県
令
代
理
と
し
て
新
潟
県
第
一
大
区
（
新
潟
区
）
の
五
つ
の

小
区
の
戸
長
に
対
し
て
「
外
国
人
へ
の
貸
家
は
、
そ
の
都
度
、
必
ず
契
約
書
の
案
文
を
添
え
て
願
い
出
さ

せ
、
そ
れ
に
対
す
る
指
示
を
得
て
か
ら
正
式
に
契
約
を
結
ぶ
よ
う
に
さ
せ
る
べ
し
（
貸
渡
ノ
都
度
ヽ
ヽ
必

条
約
書
草
案
ヲ
以
願
出
、
何
分
之
指
令
ヲ
受
候
上
ニ
テ
結
約
可
致
）
」
と
布
達
し
、
役
所
へ
の
事
前
伺
い
の

趣
旨
を
区
内
に
徹
底
さ
せ
た
。
更
に
、「
当
事
者
ど
う
し
で
勝
手
に
契
約
を
結
ん
だ
場
合
、
そ
の
者
に
は
相

応
の
処
分
を
下
す
こ
と
に
な
る
（
相
対
ニ
テ
自
恣
之
条
約
等
致
候
者…

可
及
相
当
之
処
分
候
）
」
と
厳
し
く

伝
え
た
。 

こ
う
し
て
、
新
潟
の
外
国
人
居
留
取
極
で
は
「
相
対
に
て
住
居
を
借
り
る
こ
と
勝
手
た
る
べ
し
」
と
定

め
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
内
務
省
か
ら
の
内
達
及
び
そ
の
後
の
指
令
に
基
づ
い
て
、
取
極
と
は

真
逆
の
達
が
県
庁
か
ら
新
潟
区
内
に
正
式
に
発
せ
ら
れ
た
。 

 

続
く
二
件
目
の
事
案
は
、
鍋
谷
孫
太
郎
な
る
男
か
ら
イ
タ
リ
ア
人
ピ
エ
ト
ロ
・
ミ
オ
ラ

（

339
）

に
対
す
る
貸

家
で
あ
っ
た
。
七
五
年
（
明
治
八
）
年
九
月
、
鍋
谷
は
ミ
オ
ラ
へ
家
屋
を
貸
し
渡
す
こ
と
を
県
庁
に
申
し

出
た
。
南
部
参
事
（
県
令
代
理
）
は
同
年
九
月
二
十
七
日
、「
こ
の
申
し
出
を
聞
き
届
け
た
い
」
と
内
務
卿

へ
伺
っ
た
。
鍋
谷
と
ミ
オ
ラ
と
の
貸
借
契
約
書
案
文
を
「
規
則
協
議
一
件
」
で
確
認
す
る
と
、
六
月
三
日

の
内
務
省
指
示
に
基
い
て
高
澤
と
パ
ー
ム
と
の
契
約
書
に
大
幅
な
修
文
が
加
え
ら
れ
た
後
の
も
の
（
史
料

五
十
三
の
内
務
省
修
正
済
み
の
も
の
）
に
近
似
し
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
鍋
谷
と
ミ
オ
ラ
と
の
契
約

申
し
出
に
あ
た
っ
て
は
、
県
庁
な
い
し
区
戸
長
が
鍋
谷
に
指
導
し
て
文
言
を
あ
ら
か
じ
め
整
え
た
上
で
、

鍋
谷
か
ら
契
約
書
案
文
を
提
出
さ
せ
、
そ
の
案
文
を
も
っ
て
県
庁
が
内
務
省
に
伺
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が

推
測
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
内
務
省
が
こ
の
伺
い
を
受
け
て
修
正
を
施
し
た
箇
所
は
わ
ず
か
で
あ
っ
た
。

同
年
十
二
月
十
三
日
、
内
務
卿
は
ミ
オ
ラ
の
借
家
が
雑
居
地
の
区
域
内
に
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
う
え
で
、

こ
れ
を
正
式
に
許
可
し
た
。 

 

「
規
則
協
議
一
件
」
で
は
、
こ
こ
ま
で
の
事
案
、
す
な
わ
ち
一
件
目
の
パ
ー
ム
へ
の
貸
家
、
及
び
二
件

目
の
ミ
オ
ラ
へ
の
貸
家
に
関
し
て
は
、
日
本
政
府
の
事
前
審
査
に
対
す
る
外
国
人
か
ら
の
反
発
は
記
録
さ

れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、「
官
に
よ
る
こ
う
し
た
干
渉
は
必
ず
外
国
の
反
発
を
招
く
こ
と
に
な
る
」
と
し
た

楠
本
前
県
令
の
懸
念
は
、
や
が
て
現
実
の
も
の
と
な
っ
た
。
早
く
も
三
件
目
の
事
案
に
お
い
て
外
国
人
借

主
か
ら
の
抗
議
の
声
が
上
が
っ
た
の
で
あ
る
。 

前
件
と
同
じ
七
五
年
十
一
月
、
高
野
順
信
な
る
男
が
イ
ギ
リ
ス
人
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
フ
ァ
イ
ソ
ン

（

340
）

へ
家

屋
を
貸
し
渡
す
こ
と
を
県
庁
に
申
し
出
た
。
南
部
参
事
（
県
令
代
理
）
は
同
月
三
十
日
付
で
、
や
は
り
先

と
同
じ
く
「
申
し
出
を
聞
き
届
け
た
い
」
と
大
久
保
内
務
卿
へ
伺
っ
た
。
内
務
卿
は
、
ミ
オ
ラ
へ
の
許
可
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と
同
じ
同
年
十
二
月
十
三
日
付
で
「
許
可
は
す
る
が
、
ミ
オ
ラ
の
件
と
同
じ
趣
旨
の
修
正
を
契
約
書
案
文

に
加
え
さ
せ
て
、
結
約
後
あ
ら
た
め
て
届
け
出
る
べ
し
」
と
指
示
し
た
。
と
こ
ろ
が
フ
ァ
イ
ソ
ン
は
こ
の

指
示
に
対
し
て
抗
議
の
声
を
挙
げ
た
。
県
か
ら
家
主
を
通
じ
て
の
修
文
指
示
に
対
し
て
「
貸
主
借
主
の
あ

い
だ
で
は
す
で
に
契
約
が
整
っ
て
い
る
の
に
、
居
留
地

．
．
．
内．
に．
お
い
．
．
て．
相
対
で
契
約
す
る
の
を
官
が
干
渉
す

る
の
か
」
と
主
張
し
た
の
で
あ
っ
た
。 

そ
し
て
ま
た
、
こ
れ
と
同
じ
十
二
月
、
フ
ラ
ン
ス
人
宣
教
師
ド
ロ
ア
ー
ル
・
ド
・
レ
ゼ
イ
（D

ru
a

rt d
e
 

L
e
se

y

）（

341
）

が
白
根
藤
吉
な
る
男
か
ら
借
家
を
試
み
た
。
と
こ
ろ
が
ド
ロ
ア
ー
ル
は
「
役
所
が
契
約
書
を

事
前
審
査
し
て
借
家
を
許
可
す
る
か
ど
う
か
判
断
す
る
」
と
の
報
に
接
し
た
。
ド
ロ
ア
ー
ル
は
フ
ァ
イ
ソ

ン
と
と
も
に
県
庁
へ
抗
議
に
及
ん
だ
。
ド
ロ
ア
ー
ル
の
反
応
は
フ
ァ
イ
ソ
ン
よ
り
も
強
硬
で
あ
っ
た
。
す

な
わ
ち
、
ド
ロ
ア
ー
ル
は
借
家
の
伺
い
そ
の
も
の
を
撤
回
し
た
。
そ
し
て
県
庁
に
対
し
て
「
フ
ラ
ン
ス
公

使
を
通
じ
て
直
接
日
本
政
府
に
も
申
し
入
れ
る
つ
も
り
だ
」
と
伝
え
た
。 

こ
う
し
て
、
新
潟
で
の
外
国
人
へ
の
貸
家
に
関
す
る
国
の
「
明
治
七
年
の
措
置
」
の
運
用
は
、
早
く
も

そ
の
前
途
が
怪
し
い
も
の
と
な
っ
た
。 

そ
の
頃
、
新
潟
に
は
新
た
な
県
令
と
し
て
永
山
盛
輝
が
そ
の
任
に
就
い
て
い
た
。
七
六
（
明
治
九
）
年

一
月
十
日
、
永
山
は
着
任
早
々
の
こ
う
し
た
紛
糾
し
た
事
態
を
内
務
卿
に
伝
え
た
。
そ
し
て
自
ら
の
意
見

と
し
て
「
約
定
草
案
を
こ
の
ま
ま
実
施
し
続
け
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
外
国
人
と
の
家
屋
貸
借
に
関
し
て

は
、
す
で
に
昨
年
七
月
に
本
県
か
ら
伺
っ
た
と
お
り
、
大
目
だ
け
を
広
く
布
達
し
そ
の
他
の
細
目
は
す
べ

て
人
民
が
相
対
で
取
り
決
め
る
に
任
せ
る
こ
と
に
す
れ
ば
、
外
国
人
居
留
取
極
に
も
触
れ
な
い
の
で
は
な

い
か
。
県
庁
で
も
厚
く
注
意
す
る
の
で
、
こ
の
件
に
つ
き
今
一
度
検
討
い
た
だ
き
た
い
」
と
述
べ
、「
相
対

に
て
住
居
を
借
り
る
こ
と
勝
手
た
る
べ
し
」
と
定
め
た
新
潟
の
外
国
人
居
留
取
極
を
添
付
し
て
示
し
、
こ

の
原
則
に
改
め
て
注
意
を
促
し
た
。
永
山
新
県
令
は
前
任
の
楠
本
と
ま
っ
た
く
同
じ
考
え
で
あ
っ
た
。 

 

こ
の
よ
う
に
し
て
「
明
治
七
年
の
措
置
」
を
め
ぐ
る
新
潟
で
の
経
緯
を
「
規
則
協
議
一
件
」
に
基
い
て

追
っ
て
い
く
と
、
本
件
に
関
す
る
内
務
省
の
独
善
ぶ
り
が
次
第
に
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
。
内
務
省
は
、

開
港
地
新
潟
が
拠
っ
て
立
つ
国
際
取
極
上
の
条
件
に
顧
慮
を
払
わ
ず
に
、
自
ら
が
定
め
た
方
針
を
国
内
統

一
的
な
も
の
と
し
て
押
し
通
そ
う
と
し
た
。
楠
本
、
更
に
は
永
山
と
い
っ
た
新
潟
県
令
が
繰
り
返
し
再
考

を
上
申
し
て
も
、
内
務
省
の
方
針
は
容
易
に
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
ま
た
、
こ
う
し
た
内
務
省
の

独
善
的
姿
勢
は
、「
外
国
人
の
居
留
地
外
居
留
問
題
」
へ
の
対
処
に
あ
た
っ
て
連
携
す
べ
き
パ
ー
ト
ナ
ー
で

あ
る
は
ず
の
外
務
省
に
対
し
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。
内
務
省
は
、
当
初
か
ら
こ
の
措
置
の
運
用
に
関
し
て

外
務
省
を
極
力
排
除
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。 

新
潟
で
の
初
の
事
案
、
す
な
わ
ち
先
述
の
パ
ー
ム
へ
の
貸
家
伺
い
を
受
け
取
っ
た
際
、
内
務
省
は
こ
の

件
に
つ
い
て
、
新
潟
県
庁
に
対
し
て
大
幅
な
修
文
を
命
じ
る
回
答
を
返
す
前
に
、
外
務
省
へ
の
合
議
を
行

っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
合
議
に
お
い
て
内
務
省
が
外
務
省
へ
示
し
た
契
約
書
案
と
い
う
の
は
、
県

庁
か
ら
伺
い
が
あ
っ
た
案
文
に
内
務
省
が
す
で
に
大
幅
な
修
文
を
加
え
た
後
の
も
の
（
史
料
五
十
三
の
内

務
省
修
文
済
み
の
も
の
）
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
内
務
省
は
、
自
ら
の
方
針
に
沿
っ
て
す
で
に
手
を
加
え

た
後
の
約
定
書
案
を
、
あ
た
か
も
新
潟
県
が
内
務
省
に
伺
っ
て
き
た
案
文
そ
の
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
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外
務
省
へ
提
示
し
た
。
そ
し
て
「
こ
の
新
潟
か
ら
の
案
文
に
問
題
は
な
い
の
で
許
可
す
べ
き
と
考
え
る
。

外
国
人
居
留
地
の
内
外
の
区
分
が
な
い
新
潟
で
は
こ
う
し
た
契
約
に
よ
る
不
都
合
が
生
じ
る
と
は
考
え
ら

れ
な
い
の
で
、
以
降
は
貴
省
へ
の
合
議
は
必
要
な
い
も
の
と
考
え
る
」
と
伝
え
た
。
つ
ま
り
、
新
潟
県
は

じ
め
地
方
庁
に
対
し
て
内
達
を
発
し
て
自
省
へ
の
事
前
経
伺
を
命
じ
て
い
た
内
務
省
で
あ
る
が
、
新
潟
で

の
こ
う
し
た
「
官
に
よ
る
干
渉
」
の
内
情
に
つ
い
て
は
何
も
明
か
さ
な
い
ま
ま
、
外
務
省
が
本
件
に
関
与

す
る
こ
と
を
排
除
し
よ
う
と
図
っ
た
の
で
あ
る
。 

だ
が
内
務
省
の
こ
の
試
み
は
奏
功
し
な
か
っ
た
。
外
務
省
は
内
務
省
に
対
し
、「
新
潟
で
は
諸
外
国
と
の

取
極
に
よ
り
外
国
人
は
自
由
に
借
家
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
外
国
人
と
の
土
地
家
屋
貸
借
に
つ

い
て
は
地
方
規
則
で
定
め
る
べ
き
で
あ
り
、
県
令
に
委
任
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
敢
え

て
貴
省
に
伺
う
か
ら
に
は
、
何
ら
か
事
情
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
必
要
が
あ
れ
ば
今
後
も
当
省
へ
合

議
を
願
い
た
い
」
と
回
答
し
た
か
ら
で
あ
る
。 

こ
う
し
た
経
緯
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
内
務
省
は
な
お
そ
の
後
も
外
務
省
を
蚊
帳
の
外
に
置
こ

う
と
し
た
。
後
述
す
る
が
、
一
八
七
四
（
明
治
七
）
年
の
太
政
官
布
告
第
八
十
五
号
に
関
す
る
内
務
省
の

地
方
庁
へ
の
内
々
の
達
に
つ
い
て
、
あ
る
い
は
、
そ
の
内
達
に
基
い
て
内
務
省
が
居
留
地
外
の
外
国
人
の

借
家
契
約
を
悉
皆
に
事
前
審
査
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
外
務
省
が
そ
の
実
態
を
把
握
す
る
の
は
ず
っ

と
後
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
内
務
省
は
極
力
、
外
務
省
に
対
す
る
情
報
の
秘
匿
を
図
り
、
新

潟
県
も
ま
た
、
そ
の
内
務
省
へ
の
配
慮
か
ら
外
務
省
に
対
し
て
し
ば
し
ば
黙
し
た
。 

 

（
２
）
ド
ロ
ア
ー
ル
借
家
騒
動 

 

早
々
に
行
き
詰
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
「
明
治
七
年
の
措
置
」
を
め
ぐ
る
新
潟
で
の
事
態
は
、
一
八
七
六
（
明

治
九
）
年
に
入
る
と
深
刻
の
度
を
増
し
た
。
永
山
県
令
が
「
先
の
約
定
草
案
を
こ
の
ま
ま
運
用
し
続
け
る

の
は
困
難
で
あ
る
」
と
内
務
省
へ
自
ら
の
意
見
を
上
申
し
た
の
は
、
こ
の
年
の
一
月
十
日
で
あ
っ
た
が
、

そ
の
わ
ず
か
一
週
間
後
に
は
、
以
下
に
詳
し
く
た
ど
る
騒
動
の
火
種
が
す
で
に
生
じ
て
い
た
。
も
っ
と
も

こ
の
時
点
で
は
、
国
は
も
ち
ろ
ん
、
新
潟
県
庁
も
そ
の
火
種
の
こ
と
は
知
ら
な
か
っ
た
。 

先
述
の
と
お
り
、
前
年
末
、
ド
ロ
ア
ー
ル
は
白
根
か
ら
借
家
を
試
み
た
も
の
の
、
契
約
書
の
事
前
審
査

の
こ
と
を
知
っ
て
早
々
に
方
針
転
換
し
た
。
ド
ロ
ア
ー
ル
は
、
も
っ
と
意
を
通
じ
合
え
る
別
の
日
本
人
か

ら
借
家
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
別
の
日
本
人
と
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
親
近
感
を
抱
く
渡
邊
喜

平
と
い
う
名
の
地
元
商
人
で
あ
っ
た

（

342
）

。
ド
ロ
ア
ー
ル
は
、
渡
邊
か
ら
あ
る
家
屋
の
二
階
部
分
を
借
り
受

け
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
家
屋
は
本
来
渡
邊
の
も
の
で
は
な
く
、
別
の
地
元
商
人
か
ら
渡
邊
が
借
り
受
け

た
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
渡
邊
は
自
分
自
身
の
借
家
の
一
部
を
ド
ロ
ア
ー
ル
へ
又
貸
し
し
た
の
で

あ
っ
た
。
七
六
年
（
明
治
九
）
年
一
月
十
七
日
付
の
次
の
約
定
書
が
そ
の
事
情
を
物
語
っ
て
い
る
。 

 

【
史
料
五
十
四
】 

貸
渡
シ
約
定
書 

一 

齊
藤
喜
十
郎
所
持
地
、小
二
区
上
大
川
前
通
七
番
町
第
六
百
六
拾
八
番
地
建
家
并
土
蔵
共
不
残
、

渡
邊
喜
平
借
請
之
内
、
表
二
階
、
見
世
座
敷
四
坪
、
蔵
所
土
蔵
壱
ヶ
所
、
フ
ラ
ン
ス
教
師
ト
ル
ア
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ル
へ
、
明
治
九
年
一
月
十
七
日
ヨ
リ
七
月
三
十
日
迄
、
壱
ヶ
月
金
拾
五
円
ニ
定
貸
渡
申
候
、
只
今

金
三
拾
円
請
取
、
一
月
三
十
日
ヨ
リ
五
月
三
十
日
迄
月
々
金
拾
五
円
ツ
ヽ
請
取
、
六
月
七
月
ハ
只

今
三
十
円
請
取
置
金
子
ト
差
引
勘
定
可
致
定
、
尤
屋
根
替
ハ
地
主
方
ニ
テ
可
致
事 

 
 

 
明
治
九
年
一
月
十
七
日 

 
 

 

渡
邊
喜
平 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

ド
ル
ア
ル 

 

こ
う
し
て
ド
ロ
ア
ー
ル
は
、
事
前
に
県
庁
に
伺
い
を
立
て
ず
、
し
か
も
内
務
省
が
示
し
て
い
た
約
定
草

案
を
無
視
し
た
契
約
書
を
作
成
し
て
借
家
を
得
た
。
官
に
よ
る
干
渉
に
釈
然
と
し
な
い
ド
ロ
ア
ー
ル
は
、

こ
う
し
た
や
り
方
が
日
本
政
府
の
措
置
に
反
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
は
十
分
に
認
識
し
て
い
な
が
ら
、

敢
え
て
行
動
に
及
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。 

以
上
が
「
ド
ロ
ア
ー
ル
借
家
騒
動
」
と
で
も
呼
び
う
る
事
件
の
発
端
で
あ
っ
た
。 

七
六
（
明
治
九
）
年
四
月
、
フ
ラ
ン
ス
公
使
館
か
ら
外
務
省
に
対
し
て
申
入
れ
が
あ
っ
た
。
そ
の
内
容

は
、
新
潟
で
ド
ロ
ア
ー
ル
が
居
留
地
内
に
お
い
て
相
対
で
借
家
を
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
新
潟
県
庁
が

こ
れ
を
許
可
し
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
抗
議
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
受
け
て
外
務
省
は
、
同
月

十
三
日
、
新
潟
県
に
事
情
を
照
会
し
た
。
新
潟
県
は
外
務
省
に
対
し
て
「
確
か
に
昨
年
十
二
月
以
来
、
当

港
居
留
の
フ
ァ
イ
ソ
ン
と
ド
ロ
ア
ー
ル
か
ら
苦
情
を
受
け
て
お
り
、
そ
の
う
ち
の
ド
ロ
ア
ー
ル
は
、
自
国

フ
ラ
ン
ス
の
公
使
か
ら
も
こ
の
こ
と
を
日
本
政
府
へ
申
し
入
れ
て
も
ら
う
、
と
述
べ
て
い
た
。
し
か
し
外

国
人
へ
の
貸
家
に
関
し
て
は
、
内
務
省
か
ら
の
指
示
も
あ
っ
て
区
戸
長
が
町
民
に
注
意
を
促
し
て
お
り
、

県
庁
は
直
接
関
係
し
て
い
な
い
」
と
答
え
た
。
前
年
十
一
月
に
区
戸
長
に
対
し
て
「
事
前
伺
い
を
徹
底
さ

せ
る
べ
し
、
従
わ
ぬ
貸
主
は
処
分
す
る
」
と
し
た
自
ら
の
布
達
に
つ
い
て
、
県
庁
は
黙
し
て
い
た
。 

同
年
五
月
、
外
務
省
は
改
め
て
フ
ラ
ン
ス
公
使
か
ら
抗
議
を
受
け
た
。
そ
の
抗
議
と
は
、
官
庁
に
対
し

て
報
告
を
行
わ
ず
に
家
屋
を
フ
ラ
ン
ス
人
に
貸
し
渡
し
た
こ
と
を
理
由
に
、
そ
の
貸
主
た
る
日
本
人
が
裁

判
所

（

343
）

か
ら
罰
金
三
円
の
処
分
を
受
け
た
、
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
の
も
の
で
あ
っ
た
。 

フ
ラ
ン
ス
公
使
は
、
こ
の
外
務
省
へ
の
申
入
れ
に
際
し
て
以
下
の
四
つ
の
文
書
写
し
を
持
参
し
て
い
た
。 

ま
ず
一
つ
は
、
ド
ロ
ア
ー
ル
か
ら
新
潟
県
庁
へ
の
四
月
一
日
付
の
照
会
に
対
す
る
、
県
庁
か
ら
の
同
日

付
の
回
答
で
あ
っ
た
。
ド
ロ
ア
ー
ル
は
、
外
国
人
に
貸
家
す
る
際
に
は
約
定
前
に
県
庁
の
許
可
を
得
る
べ

し
、
と
の
布
達
が
二
週
間
ほ
ど
前
に
新
潟
で
発
せ
ら
れ
た
、
と
仄
聞
し
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
こ
と
の
真
偽

を
た
だ
し
た
の
で
あ
っ
た
。
ド
ロ
ア
ー
ル
は
「
そ
の
達
文
を
実
際
に
見
せ
て
ほ
し
い
」
と
要
求
し
た
。
県

庁
は
「
そ
の
よ
う
な
布
達
は
な
い
」
と
回
答
し
た
。
こ
こ
で
も
ま
た
、
県
庁
は
前
年
十
一
月
の
区
戸
長
へ

の
布
達
、
す
な
わ
ち
内
務
省
の
指
示
に
基
づ
く
「
官
に
よ
る
干
渉
」
の
こ
と
は
黙
し
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。 

 

【
史
料
五
十
五
】 

外
国
人
へ
家
屋
貸
渡
之
儀
、
自
今
約
定
前
県
庁
ヘ
届
出
許
可
之
上
結
約
候
様
、
三
月
十
八
日
当
新

潟
港
人
民
ヘ
布
達
候
趣
、
御
承
知
ニ
付
、
右
達
書
御
一
覧
相
成
度
、
本
日
附
書
翰
ヲ
以
テ
県
令
ヘ

御
申
越
之
処
、
右
ハ
同
日
ニ
於
テ
右
布
達
候
儀
無
之
候
条
、
此
段
拙
者
ヨ
リ
可
及
回
答
旨
、
参
事

之
命
ニ
依
テ
如
斯
ニ
候
、
以
上 
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新
潟
県
外
務
掛 

新
潟
県
権
中
属 

橋
口
正
弘 

 
 

紀
元
二
千
五
百
三
十
六
年
四
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

仏
国
公
教
師 

ド
ロ
ア
ル 

貴
下 

  

次
の
二
つ
め
の
文
書
に
よ
る
と
、
上
の
文
書
に
あ
る
、
ド
ロ
ア
ー
ル
が
見
た
三
月
十
八
日
の
布
達
と
い

う
の
は
、
ど
う
や
ら
区
戸
長
か
ら
の
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
区
戸
長
の
布
達
」
な
る
も
の
を
、
渡
邊
は

処
分
以
前
に
知
っ
て
い
た
こ
と
を
書
面
で
認
め
さ
せ
ら
れ
て
い
た
。 

 

【
史
料
五
十
六
】 

 

記 

明
治
九
年
三
月
十
八
日
新
潟
県
管
下
第
一
大
区
中
ヘ
布
達
左
之
通 

 

外
国
人
ヘ
家
屋
貸
渡
之
義
、
約
定
前
町
会
所
ヘ
届
出
、
許
可
ヲ
得
テ
約
定
可
致
様
、
各
心
得
違

無
之
様
、
区
戸
長
ヨ
リ
達
シ
相
成
候
処
、
相
違
無
之
候
間
、
私
共
連
印
ヲ
以
申
上
候
也 

 
 

 
 

新
潟
県
管
下
第
一
大
区
二
小
区 

 
 

 
 

 
 

越
後
国
蒲
原
郡
新
潟
上
大
川
前
通
七
番
町 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

渡
邊
喜
平 

 
 
 

明
治
九
年
四
月
十
三
日 

 
 

 
 

  
 

同
県
下
同
大
区
越
後
国
蒲
原
郡
新
潟
東
堀
通
七
番
町 

福
田
喜
作 

印 

 
 

 
 

 
 

同
県
下
同
大
区
四
小
区
同
国
同
郡
新
潟
古
町
通
十
二
番
町 

伊
藤
重
太
郎 

印 

  

更
に
三
つ
め
と
四
つ
め
の
文
書
に
よ
れ
ば
、
渡
邊
は
事
前
に
役
所
に
伺
う
こ
と
な
く
外
国
人
へ
家
を
貸

し
渡
し
た
こ
と
を
理
由
に
、
罰
金
三
円
を
科
せ
ら
れ
、
即
日
そ
の
罰
金
を
納
付
さ
せ
ら
れ
て
い
た
。 

 

【
史
料
五
十
七
】 

 
 

 

申
渡 

 
 

 
 

 

新
潟
県
管
内
第
一
大
区
小
二
区 

 
 

 
 

 
 
 

越
後
国
蒲
原
郡
新
潟
東
堀
通
七
番
町 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

渡
邊
喜
平 

 

其
方
儀
、
齊
藤
喜
十
郎
よ
り
借
受
置
ク
家
屋
を
管
庁
へ
陳
告
セ
ス
外
国
人
ニ
貸
シ
渡
ス
科
、
雑
犯

律
違
令
重
キ
ニ
問
ヒ
、
懲
役
四
十
日
ノ
贖
罪
金
三
円
申
付
ル 

 
 

明
治
九
年
四
月
十
七
日 

 

【
史
料
五
十
八
】 

 
 

 

請
書 

 
 

 
 

 

新
潟
県
管
内
第
一
大
区
小
二
区 

 

 
 

 
 

 
 

 

越
後
国
蒲
原
郡
新
潟
東
堀
通
七
番
町 
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渡
邊
喜
平 

一 

金
三
円
也 

私
儀
、
齊
藤
喜
十
郎
ヨ
リ
借
請
置
ク
家
屋
、
当
庁
へ
陳
告
セ
ズ
外
国
人
ヘ
貸
渡
ス
科
ニ
ヨ
リ
、
前

書
之
金
円
ヲ 

仰
付
奉
畏
、
依
之
本
日
奉
上
納
候
、
以
上 

 
 

 
 

 
 

明
治
九
年
四
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

右 

渡
邊
喜
平 

印 

新
潟
裁
判
所
長 
六
等
判
事
堤
正
巳
代
理 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
七
等
判
事 

安
達
盛
貞
殿 

 

以
上
の
四
つ
の
文
書
を
持
参
し
て
外
務
省
に
赴
い
た
フ
ラ
ン
ス
公
使
の
抗
議
の
内
容
は
、
以
下
の
よ
う

に
集
約
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
も
そ
も
外
国
人
の
借
家
が
自
由
な
は
ず
の
新
潟
に
お
い
て
、「
区
戸
長
の

布
達
」
な
る
も
の
を
根
拠
に
、
ま
し
て
や
ド
ロ
ア
ー
ル
と
渡
邊
と
の
貸
借
契
約
後
に
発
出
さ
れ
た
そ
の
「
布

達
」
を
根
拠
に
、
た
と
え
渡
邊
が
そ
の
「
布
達
」
を
承
知
し
て
い
た
と
し
て
も
、
ド
ロ
ア
ー
ル
に
家
屋
を

貸
し
渡
し
た
渡
邊
を
、
は
た
し
て
裁
判
所
が
処
分
し
う
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。 

 

表 36：国の「明治七年の措置」からドロアール借家騒動の発覚まで（1874 年～76 年） 

 国・県の措置等 新潟での家屋貸借案件 

1874 年 

（明治 7） 

8 月 12 日 居留地外での地家貸借を要事前

許可とすることを太政官が布告

（第 85 号） 

 

8 月 22 日 上の布告に関して内務省が県へ

内達を発出 

・地家貸借の内務省伺いを義務づ

け 

・契約記載事項の指針（「約定草

案」）を示す 

 

1875 年 

（明治 8） 

4 月以降  国・県による一件審査が始まる 

11 月 5 日 県庁から区戸長への布達 

・太政官布告及び内務省内達の

遵守 

・違反者への処分 

 

 

 

12 月  外国人（ファイソン、ドロアー

ル）からの抗議 

1876 年 

（明治 9） 

1 月 17 日  渡邉喜平とドロアールが家屋

貸借契約を結ぶ 

3 月 18 日 区戸長から町民へ告諭（「布達」） 

・太政官布告及び内務省内達の

遵守 

 

4 月 17 日  新潟裁判所が、官庁への届け

出なしに外国人へ貸家したこと

を理由に渡邉喜平を処分（罰

金 3 円） 

5 月  フランス公使が上の処分に対

して外務省へ抗議 
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こ
の
フ
ラ
ン
ス
公
使
か
ら
の
申
入
れ
を
受
け
た
外
務
省
は
、
さ
っ
そ
く
新
潟
県
庁
及
び
新
潟
裁
判
所
へ

の
事
情
聴
取
に
着
手
し
た
。
し
か
し
こ
こ
で
も
ま
た
外
務
省
は
、
実
態
を
容
易
に
は
明
か
す
ま
い
と
す
る

県
庁
・
裁
判
所
の
態
度
に
遭
遇
し
た
。
そ
の
た
め
事
情
聴
取
は
難
航
し
た
。
そ
れ
で
も
数
回
に
わ
た
る
や

り
取
り
の
結
果
、
外
務
省
は
新
潟
で
の
実
態
を
徐
々
に
把
握
し
て
い
っ
た
。
そ
の
経
過
は
以
下
の
と
お
り

で
あ
る
。 

五
月
二
十
四
日
、
外
務
省
は
新
潟
県
庁
に
対
し
て
「
裁
判
所
が
渡
邊
に
処
分
を
下
す
根
拠
と
な
る
よ
う

な
、
何
ら
か
の
公
式
の
達
な
ど
が
県
庁
か
ら
発
せ
ら
れ
て
い
た
の
か
」
と
聴
取
し
た
。
こ
れ
に
対
す
る
五

月
二
十
九
日
及
び
三
十
一
日
付
の
永
山
県
令
か
ら
の
回
答
は
次
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。 

「
四
月
一
日
の
ド
ロ
ア
ー
ル
か
ら
の
照
会
を
受
け
た
際
に
は
私
（
永
山
）
は
上
京
中
で
あ
っ
た
。
そ
こ

で
南
部
参
事
が
担
当
官
を
通
じ
て
町
会
所
へ
確
認
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
町
会
所
か
ら
の
返
答
は
「
昨
年
十

二
月
以
来
、
家
屋
貸
借
に
つ
い
て
外
国
人
か
ら
苦
情
が
あ
り
、
し
か
も
今
年
一
月
に
は
渡
邊
喜
平
が
手
順

を
経
ず
し
て
外
国
人
と
約
定
を
結
ん
だ
。
そ
こ
で
町
会
所
と
し
て
は
、
明
治
七
年
の
太
政
官
布
告
の
趣
旨

も
あ
り
、
外
国
と
の
交
際
に
不
都
合
が
な
い
よ
う
、
区
戸
長
か
ら
区
内
の
者
へ
告
諭
を
行
っ
た
」
と
い
う

も
の
で
あ
っ
た
」 

右
の
と
お
り
、
こ
の
時
点
で
永
山
は
、
前
々
年
八
月
の
内
務
省
内
達
の
こ
と
や
、
前
年
十
一
月
の
県
か

ら
区
戸
長
へ
の
布
達
の
こ
と
に
は
触
れ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
あ
た
か
も
町
会
所
が
太
政
官
布
告
の
意
を

体
し
て
主
体
的
に
区
内
に
働
き
か
け
た
、
と
い
う
か
の
よ
う
な
説
明
ぶ
り
で
あ
っ
た
。 

更
に
外
務
省
は
県
庁
に
対
し
て
「
渡
邊
が
裁
判
所
か
ら
処
分
を
受
け
た
こ
と
に
県
庁
は
関
与
し
て
い
な

か
っ
た
の
か
。
例
え
ば
裁
判
所
か
ら
県
庁
に
対
し
て
事
前
協
議
が
な
か
っ
た
の
か
」
と
尋
ね
た
。
永
山
県

令
は
「
県
庁
は
裁
判
所
に
求
刑
し
た
が
、
そ
れ
は
明
治
七
年
の
太
政
官
布
告
に
基
い
た
も
の
で
あ
る
。
渡

邊
の
処
分
に
あ
た
っ
て
裁
判
所
か
ら
の
事
前
協
議
は
な
か
っ
た
」
と
応
じ
た
。 

永
山
か
ら
の
こ
う
し
た
回
答
を
受
け
た
外
務
省
は
、
六
月
七
日
、
太
政
官
布
告
に
基
い
て
求
刑
し
た
新

潟
県
の
判
断
を
明
確
に
否
定
し
た
。
す
な
わ
ち
、「
本
布
告
は
公
許
の
雑
居
地
の
外
に
住
む
外
国
人
に
は
該

当
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
雑
居
地
の
内
に
住
む
外
国
人
に
つ
い
て
は
、
他
の
開
港
場

に
お
け
る
居
留
地
内
の
外
国
人
と
同
じ
に
扱
う
べ
き
で
あ
る
。
新
潟
雑
居
地
に
お
い
て
事
前
伺
い
な
く
家

屋
を
相
対
貸
借
し
て
も
、
先
の
布
告
に
は
悖
ら
な
い
。
今
回
の
処
分
は
、
む
し
ろ
諸
外
国
と
の
取
極
に
反

す
る
も
の
で
あ
る
」
と
永
山
に
伝
え
た
。
そ
の
上
で
、「
そ
も
そ
も
新
潟
は
居
留
地
の
な
い
開
港
場
で
あ
る

の
に
、
そ
の
新
潟
で
の
公
許
の
雑
居
地
を
他
の
居
留
地
と
異
な
る
扱
い
と
し
た
の
は
何
を
根
拠
と
し
て
い

る
の
か
」
と
更
に
追
及
し
た
。 

こ
う
し
た
や
り
取
り
の
後
、
六
月
十
三
日
、
よ
う
や
く
新
潟
県
は
外
務
省
に
対
し
て
す
べ
て
の
経
緯
を

明
ら
か
に
し
た
。
そ
れ
ま
で
は
、
内
務
省
へ
の
配
慮
か
ら
、
外
務
省
に
対
し
て
一
部
隠
蔽
を
伴
う
申
し
開

き
を
行
っ
て
き
た
新
潟
県
庁
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
に
至
っ
て
そ
う
し
た
配
慮
を
断
念
し
た
。
す
な
わ
ち
、

居
留
地
外
の
地
家
貸
借
に
事
前
伺
い
を
義
務
づ
け
た
明
治
七
年
九
月
の
内
務
省
内
達
や
、
そ
の
新
潟
で
の

運
用
に
関
す
る
新
潟
県
と
内
務
省
と
の
往
復
文
書
一
切
の
写
し
を
、
外
務
省
に
対
し
て
明
ら
か
に
し
た
。

そ
し
て
、「
新
潟
県
と
し
て
は
、
従
前
か
ら
内
務
省
へ
上
申
し
て
い
た
と
お
り
、
外
国
人
へ
の
地
家
貸
渡
し

に
関
し
て
は
注
意
す
べ
き
大
目
だ
け
を
示
し
て
、
他
の
細
目
は
当
事
者
の
相
対
に
委
ね
る
べ
き
で
あ
る
と
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考
え
る
。
内
務
省
と
外
務
省
と
で
協
議
の
う
え
至
急
指
示
を
い
た
だ
き
た
い
」
と
し
た
。
こ
れ
ま
で
本
論

考
た
ど
っ
て
き
た
新
潟
で
の
成
り
ゆ
き
の
全
体
を
外
務
省
が
把
握
で
き
た
の
は
、
実
は
よ
う
や
く
こ
の
時

点
で
あ
っ
た
。 

ま
た
外
務
省
は
、
こ
う
し
た
県
庁
ヘ
の
照
会
と
並
行
し
て
、
新
潟
裁
判
所
へ
も
事
情
を
聴
取
し
て
い
た
。

新
潟
裁
判
所
に
対
し
て
は
「
区
戸
長
か
ら
の
布
達
を
も
っ
て
官
令
と
は
言
え
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
フ

ラ
ン
ス
公
使
が
主
張
し
て
い
る
」
と
伝
え
な
が
ら
、
渡
邊
に
処
分
を
下
し
た
根
拠
を
尋
ね
た
。 

こ
の
五
月
二
十
四
日
付
の
外
務
省
か
ら
の
最
初
の
照
会
を
受
け
た
時
点
で
、
新
潟
裁
判
所
で
は
裁
判
所

長
の
堤
正
巳
が
上
京
の
た
め
不
在
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
本
照
会
に
対
す
る
五
月
三
十
一
日
付
の
同
裁

判
所
か
ら
の
回
答
は
、
所
長
代
理
の
判
事
補
か
ら
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
「
本
件
は
当
裁
判
所
の

第
一
支
庁
が
処
分
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
」
と
し
て
、
そ
の
第
一
支
庁
か
ら
の
次
の
文
書
を
も
っ
て
、
裁

判
所
か
ら
外
務
省
へ
の
回
答
と
し
て
い
た
。 

「
三
月
三
十
一
日
、
新
潟
県
庁
の
警
察
官
か
ら
の
本
件
求
刑
書
を
受
け
取
っ
た
。
そ
こ
で
取
調
べ
を
行

っ
た
結
果
、
明
治
七
年
の
太
政
官
布
告
第
八
十
五
号
に
反
す
る
こ
と
か
ら
、
本
件
の
処
分
を
行
っ
た
。
同

布
告
で
は
、
居
留
地
外
の
外
国
人
へ
貸
家
貸
地
を
す
る
際
に
は
、
ま
ず
約
定
草
案
を
添
え
て
そ
の
管
轄
庁

へ
申
し
出
て
、
そ
の
許
可
を
得
て
か
ら
契
約
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。当
港
は
居
留
地
外
と
み
な
し
た
。
」 

六
月
十
九
日
、
外
務
省
は
こ
の
回
答
に
対
し
て
、
県
庁
に
対
す
る
見
解
と
同
じ
く
、「
明
治
七
年
の
太
政

官
布
告
は
新
潟
の
公
許
の
雑
居
地
内
で
は
適
用
さ
れ
な
い
。
処
分
は
太
政
官
布
告
を
誤
っ
て
適
用
し
た
も

の
で
あ
り
、
国
際
取
極
に
反
す
る
処
分
で
は
な
い
か
」
と
伝
え
た
。
そ
し
て
、
居
留
地
が
存
在
し
な
い
新

潟
で
の
公
許
の
雑
居
地
を
、
他
の
開
港
場
の
居
留
地
と
同
じ
と
み
な
さ
な
か
っ
た
、
そ
の
裁
判
所
の
判
断

の
根
拠
が
何
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
更
に
追
及
し
た
。 

こ
れ
に
対
す
る
六
月
二
十
三
日
付
の
裁
判
所
か
ら
の
改
め
て
の
回
答
は
、
今
度
は
裁
判
所
長
の
堤
か
ら

で
あ
っ
た
。
堤
は
こ
の
回
答
で
、
判
事
補
と
第
一
支
庁
に
よ
る
先
の
回
答
を
一
転
さ
せ
た
。
す
な
わ
ち
、

自
ら
の
裁
判
所
が
下
し
た
渡
邊
喜
平
へ
の
処
分
を
「
ま
っ
た
く
間
違
っ
た
処
分
で
あ
る
（
全
ク
誤
謬
之
処

分
ト
存
候
）
」
と
断
じ
た
。
こ
の
堤
の
判
断
は
、
そ
れ
ま
で
上
京
し
て
い
た
彼
が
新
潟
に
帰
任
し
た
時
点
で

一
連
の
経
緯
を
聴
取
し
て
の
も
の
で
あ
っ
た
。
裁
判
所
で
手
違
い
が
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
誤
っ
た
判
決
が
な

さ
れ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
経
緯
は
次
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。 

そ
も
そ
も
本
件
は
、
本
来
の
家
主
で
あ
る
齊
藤
喜
十
郎
と
、
そ
の
家
屋
を
借
り
受
け
た
渡
邊
喜
平
と
の

訴
訟
で
あ
っ
た
。
家
主
の
齊
藤
は
、
借
主
の
渡
邊
が
家
屋
の
一
部
を
又
貸
し
し
た
こ
と
を
不
当
と
訴
え
、

裁
判
所
本
庁
で
審
理
し
た
。
そ
の
審
理
の
な
か
で
齊
藤
が
「
役
所
に
手
続
き
を
取
ら
ず
に
外
国
人
に
貸
家

し
た
こ
と
は
官
令
に
反
す
る
の
で
は
な
い
か
」
と
主
張
し
た
。
し
か
し
私
（
堤
）
は
、
明
治
七
年
の
布
告

は
新
潟
の
よ
う
な
雑
居
の
居
留
地
に
は
関
係
な
い
、
と
判
断
し
て
、
そ
の
点
は
不
問
と
し
、
渡
邊
の
又
貸

し
と
い
う
行
為
に
つ
い
て
通
常
民
事
の
判
決
を
申
し
渡
し
、
審
理
は
終
了
し
た

（

344
）

。
と
こ
ろ
が
こ
の
裁
判

所
の
判
断
に
納
得
し
な
か
っ
た
齊
藤
が
、
そ
の
後
、「
外
国
人
へ
の
貸
家
は
官
令
に
反
す
る
」
と
し
て
改
め

て
県
庁
へ
告
訴
し
た
。
こ
の
点
は
す
で
に
私
（
堤
）
が
判
断
済
み
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
県
庁
か
ら
訴
件
回

付
を
受
け
た
当
裁
判
所
が
、
本
件
を
本
庁
で
は
な
く
第
一
支
庁
で
扱
っ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
も
私
が
し
ば

ら
く
新
潟
を
不
在
に
し
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
遺
憾
な
が
ら
裁
判
所
と
し
て
首
尾
一
貫
し
な
い
こ
と
と
な
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っ
て
し
ま
っ
た
。 

こ
の
よ
う
に
外
務
省
へ
報
告
し
た
堤
は
、
こ
の
外
務
省
へ
の
報
告
に
先
立
つ
六
月
十
四
日
、
す
で
に
新

潟
県
庁
に
対
し
て
善
処
を
要
請
し
て
い
た
。
堤
裁
判
所
長
は
永
山
県
令
に
対
し
て
「
今
回
の
処
分
は
不
当

と
考
え
る
。
該
件
に
関
し
て
新
潟
雑
居
地
の
区
域
内
を
他
港
に
お
け
る
居
留
地
と
同
様
に
扱
う
べ
き
こ
と

は
、
外
国
人
居
留
取
極
か
ら
し
て
明
ら
か
で
あ
る
。
明
治
七
年
の
太
政
官
布
告
は
新
潟
雑
居
地
に
は
関
係

し
な
い
。
ま
た
、
県
庁
か
ら
の
布
達
で
は
な
く
戸
長
を
通
じ
た
告
諭
で
は
、
そ
も
そ
も
罪
は
問
え
な
い
」

と
し
た
。
加
え
て
堤
は
、「
本
件
に
つ
い
て
は
司
法
省
へ
報
告
す
る
。
ま
た
、
渡
邊
喜
平
を
処
分
し
た
裁
判

官
は
待
罪
処
分
と
す
る
つ
も
り
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
も
告
げ
た
。 

こ
の
堤
か
ら
の
要
請
を
受
け
た
永
山
県
令
は
、
堤
に
対
し
て
「
昨
年
四
月
以
来
、
外
国
人
へ
の
貸
家
に

関
し
て
は
内
務
省
の
指
令
に
し
た
が
っ
て
取
り
扱
っ
て
い
る
」
と
応
答
し
、
こ
こ
に
至
っ
て
よ
う
や
く
前

年
十
一
月
の
県
庁
か
ら
区
戸
長
へ
の
布
達
の
存
在
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
の
上
で
永
山
は
、「
当
港
は
全
域

が
内
外
人
民
の
雑
居
で
あ
り
、
町
全
域
を
居
留
地
と
み
な
し
て
自
由
に
土
地
家
屋
を
貸
借
さ
れ
て
は
不
都

合
が
起
き
か
ね
な
い
」
と
述
べ
た
。 

堤
は
、
こ
う
し
た
永
山
の
回
答
を
も
外
務
省
に
伝
え
、
「
内
務
省
と
外
務
省
が
協
議
を
行
っ
た
う
え
で
、

政
府
と
し
て
の
統
一
し
た
指
示
を
出
す
こ
と
を
、
新
潟
県
庁
も
望
ん
で
い
る
」
と
付
け
加
え
た
。 

 

当
事
者
た
る
官
庁
が
実
態
に
つ
い
て
黙
し
が
ち
で
あ
っ
た
た
め
に
余
分
な
時
間
を
費
や
し
な
が
ら
、
そ

れ
で
も
堤
の
助
け
を
借
り
な
が
ら
、
外
務
省
が
実
態
把
握
に
つ
と
め
て
い
る
あ
い
だ
、フ
ラ
ン
ス
公
使
は
、

ド
ロ
ア
ー
ル
借
家
騒
動
の
解
決
に
向
け
た
措
置
を
取
る
べ
き
こ
と
に
つ
い
て
、
外
務
省
に
し
き
り
に
催
促

を
繰
り
返
し
て
い
た
。
そ
し
て
ま
た
、
そ
う
こ
う
す
る
う
ち
に
、
渡
邊
喜
平
が
ド
ロ
ア
ー
ル
と
結
ん
だ
貸

借
約
定
の
期
限
で
あ
る
七
月
三
十
日
が
近
づ
い
て
い
た
。 

す
な
わ
ち
、
日
本
政
府
は
二
つ
の
事
柄
に
対
応
を
取
る
よ
う
迫
ら
れ
て
い
た
。
一
つ
に
は
、
全
域
が
公

許
の
雑
居
地
で
あ
る
新
潟
に
お
い
て
、
外
国
人
の
地
家
貸
借
の
ル
ー
ル
が
実
際
に
ど
う
あ
る
べ
き
な
の
か
、

と
い
う
こ
と
に
関
す
る
政
府
と
し
て
の
方
針
を
改
め
て
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
も
う
一
つ
に
は
、

実
際
に
外
国
人
へ
家
屋
を
貸
し
渡
し
た
渡
邊
喜
平
に
裁
判
所
が
処
分
を
下
し
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
個
別

の
事
柄
に
対
し
て
も
何
ら
か
の
是
正
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。 

七
月
一
日
及
び
四
日
、
外
務
省
は
内
務
省
に
対
し
て
、
新
潟
県
庁
の
今
後
の
判
断
の
拠
り
ど
こ
ろ
と
な

る
達
を
発
す
る
よ
う
促
し
た
。
外
務
省
は
、
内
務
省
が
し
ば
ら
く
以
前
に
提
案
し
た
「
兵
庫
（
神
戸
）
に

お
い
て
県
令
と
諸
外
国
の
在
留
領
事
と
が
取
り
決
め
て
い
る
地
家
貸
借
に
関
す
る
指
針
を
、
新
潟
に
お
い

て
も
参
考
と
す
る
」
と
の
基
本
線
に
、
改
め
て
同
調
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
両
省
の
考
え
は
一
つ
の
点
で

大
き
く
異
な
っ
て
い
た
。 

内
務
省
は
「
明
治
七
年
の
措
置
」
に
お
け
る
内
達
（
史
料
五
十
二
）
の
約
定
草
案
第
五
条
「
土
地
家
屋

等
に
か
か
る
諸
事
項
に
つ
い
て
は
、
外
国
人
で
あ
っ
て
も
日
本
政
府
の
規
則
に
従
う
べ
き
こ
と
（
地
所
家

作
等
ニ
付
起
ル
所
ノ
諸
事
件
ハ
、
乙
ニ
於
テ
モ
都
テ
現
今
将
来
ト
モ
、
日
本
人
民
同
様
日
本
政
府
ノ
布
達

ス
ル
規
則
ニ
従
フ
ヘ
キ
事
）
」
と
い
う
文
言
を
何
と
し
て
も
挿
入
す
べ
き
、
と
主
張
し
た
。
例
え
ば
神
戸
雑

居
地
で
は
、
我
が
国
と
諸
外
国
と
が
と
も
に
了
解
済
み
の
指
針
が
す
で
に
地
方
規
則
と
し
て
あ
り
、
土
地
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家
屋
を
め
ぐ
る
外
国
人
の
行
動
に
つ
い
て
一
定
の
ル
ー
ル
づ
く
り
が
な
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
新
潟
に
は

そ
う
し
た
規
則
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
日
本
政
府
の
規
則
が
遵
守
さ
れ
る
べ
き
、
と
い
う
原
則
が
立
て
ら

れ
な
け
れ
ば
、
実
態
は
国
内
一
般
の
市
区
と
ほ
と
ん
ど
違
い
が
な
い
新
潟
に
お
い
て
、
外
国
人
と
の
円
滑

な
混
住
は
実
現
し
な
い
。 

一
方
の
外
務
省
は
、
新
潟
雑
居
地
は
他
港
の
居
留
地
と
同
然
な
の
で
あ
り
、
内
務
省
の
主
張
は
諸
外
国

と
の
関
係
で
は
堅
持
し
得
な
い
も
の
と
考
え
、
こ
れ
に
難
色
を
示
し
た
。
国
際
取
極
上
、
土
地
家
屋
の
自

由
な
貸
借
取
引
が
認
め
ら
れ
て
い
る
居
留
地
同
様
の
場
所
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
に
関
す
る
我
が
国
の
種
々

の
法
令
遵
守
を
外
国
人
に
対
し
て
私
人
間
の
契
約
で
約
束
さ
せ
た
と
し
て
も
、
実
際
に
効
力
は
な
い
し
、

諸
外
国
の
外
交
代
表
が
こ
れ
を
受
け
入
れ
る
余
地
は
な
い
、
と
い
う
の
が
外
務
省
の
見
解
だ
っ
た
の
で
あ

ろ
う

（

345
）

。
両
省
の
考
え
に
は
隔
た
り
が
あ
っ
た
。 

し
か
し
、
や
が
て
内
務
省
が
解
決
の
方
策
を
見
出
し
た
。
七
月
二
十
二
日
、
大
久
保
内
務
卿
は
寺
島
外

務
卿
に
対
し
て
、
ド
ロ
ア
ー
ル
借
家
の
一
件
に
つ
い
て
は
な
お
継
続
協
議
し
た
い
、
と
し
な
が
ら
、
新
潟

に
関
す
る
一
般
方
針
に
つ
き
新
た
な
提
案
を
行
っ
た
。
そ
の
提
案
で
内
務
省
は
、
ま
ず
、「
当
省
が
特
に
「
日

本
政
府
の
規
則
遵
守
」
の
条
項
に
固
執
し
て
い
る
の
は
、
新
潟
は
他
港
の
雑
居
地
と
は
違
い
町
全
体
を
区

域
と
し
て
お
り
、
以
下
の
事
項
に
つ
き
双
方
合
意
の
規
則
を
設
け
な
く
て
は
、
一
般
行
政
上
に
も
支
障
が

生
じ
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
」
と
し
た
。
そ
し
て
、
新
潟
に
お
け
る
外
国
人
と
の
地
家
貸
借
に
関
連
し
て

何
ら
か
の
規
則
が
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
、
と
内
務
省
が
考
え
る
項
目
を
具
体
的
に
次
の
よ
う
に
二
つ
に
分

け
て
列
記
し
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
新
た
な
提
案
で
内
務
省
は
、「
土
地
家
屋
等
に
か
か
る
諸
事
項
」
云
々
の

「
諸
事
項
」
を
、
具
体
的
に
項
目
と
し
て
書
き
出
し
た
の
で
あ
る
。 

 

 

・
土
地
貸
借
、
家
屋
売
買
、
家
屋
質
入
書
入
、
道
路
幅
員
制
度 

 
 

 

こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
す
で
に
政
府
発
出
の
達
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
ら
を
遵
守
さ
せ
る
べ
き 

 

・
土
地
家
屋
貸
借
に
か
か
る
地
租
収
入
、
及
び
家
屋
に
属
す
る
費
用
負
担
、
道
路
橋
梁
修
繕
費
用
の
賦

課
方
法
、
下
水
修
繕
及
び
浚
方
の
費
用
、
街
灯
費
用
、
道
路
下
水
掃
除
、
橋
梁
渡
船
場
の
賃
銭 

 
 

 

こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
政
府
と
し
て
の
規
則
が
な
い
の
で
、
新
た
に
何
ら
か
の
規
則
を
設
け
る
べ
き 

 
 

更
に
内
務
省
は
、
こ
れ
ら
の
事
項
に
つ
い
て
新
潟
県
令
と
同
地
の
在
留
領
事
と
が
協
議
を
行
っ
て
地
方

規
則
を
定
め
る
の
で
あ
れ
ば
、「
地
所
家
作
等
ニ
付
起
ル
所
ノ
諸
事
件
」
云
々
と
い
う
包
括
的
な
文
言
は
必

要
な
い
、
と
外
務
省
へ
伝
え
た
。 

八
月
七
日
、
寺
島
は
こ
の
考
え
に
基
本
的
に
同
意
し
た
。
そ
の
上
で
、
内
務
省
が
具
体
的
に
書
き
出
し

た
右
の
項
目
を
、「
地
所
（
土
地
貸
借
）」
に
関
す
る
も
の
と
「
家
作
（
家
屋
貸
借
）
」
に
関
す
る
も
の
と
に

更
に
区
分
す
べ
き
、
と
す
る
修
正
案
を
伝
え
、
以
降
、
具
体
的
な
協
議
に
入
っ
て
い
っ
た
。 

 
 

こ
う
し
て
内
務
省
は
、
新
潟
県
の
意
見
具
申
や
外
国
側
か
ら
の
抗
議
に
よ
り
、「
明
治
七
年
の
措
置
」
を

新
潟
で
運
用
し
続
け
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
た
。
七
六
（
明
治
九
）
年
九
月
二
十
日
、
内

務
省
は
外
務
省
と
協
議
の
末
、
明
治
七
年
に
示
し
た
内
達
（
約
定
草
案
の
雛
形
を
含
む
）
の
新
潟
で
の
適
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用
を
断
念
し
た
。
す
な
わ
ち
、
内
務
省
は
新
潟
県
に
対
し
て
達
を
発
し
、「
居
留
取
極
第
七
条
に
よ
り
、
新

潟
で
の
地
家
貸
借
は
当
事
者
の
相
対
に
よ
る
も
の
の
、
新
潟
は
外
国
人
が
日
本
人
と
と
も
に
居
住
す
る
雑

居
地
で
あ
っ
て
、
神
戸
雑
居
地
が
す
で
に
定
め
て
い
る
よ
う
な
規
則
が
な
け
れ
ば
取
締
上
不
都
合
が
生
じ

か
ね
な
い
」
と
伝
え
た
。
そ
し
て
、
政
府
が
公
益
の
た
め
に
必
要
と
す
る
場
合
に
は
契
約
当
事
者
双
方
の

意
思
に
か
か
わ
ら
ず
国
が
土
地
を
買
い
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
等
、
国
と
し
て
求
め
る
最
低
限
の
条

件
だ
け
を
新
潟
県
へ
示
し
つ
つ
、
そ
の
他
は
地
方
の
慣
習
等
を
勘
案
し
て
、
新
潟
駐
在
の
外
国
領
事
と
の

協
議
に
よ
り
地
方
規
則
を
定
め
る
こ
と
を
新
潟
県
に
求
め
た
。 

国
の
こ
の
新
た
な
指
示
に
よ
り
、
一
八
七
六
（
明
治
九
）
年
九
月
、）
よ
う
や
く
に
し
て
「
明
治
七
年
の

措
置
」
の
新
潟
で
の
運
用
は
正
式
に
断
念
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。 
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第
六
章 

借
地
規
則
制
定
へ
の
取
組 

 

第
一
節 
寺
島
外
務
卿
期 

 

（
１
）
借
地
に
関
す
る
動
き 

引
き
続
き
、
史
料
「
借
地
協
議
一
件
」
の
記
述
に
沿
っ
て
問
題
の
経
過
を
追
っ
て
い
く
。
ド
ロ
ア
ー
ル

借
家
騒
動
の
処
理
と
ほ
ぼ
並
行
し
た
時
期
、 

す
な
わ
ち
一
八
七
六
年
か
ら
一
八
七
七
年
に
か
け
て
、
土
地

の
貸
借
に
関
し
て
い
く
つ
か
動
き
が
あ
っ
た
。 

ま
ず
、
借
地
の
新
た
な
申
し
出
が
あ
っ
た

（

346
）

。
こ
れ
は
第
三
章
第
三
節
で
記
し
た
こ
と
と
重
な
る
。
七

六
（
明
治
九
）
年
七
月
、
お
よ
そ
四
年
近
く
の
暫
定
閉
鎖
を
経
て
新
潟
の
イ
ギ
リ
ス
公
館
が
再
開
さ
れ
た
。

赴
任
し
た
副
領
事
ト
ゥ
ル
ー
プ
は
、
貧
相
な
民
間
家
屋
で
の
仮
住
ま
い
に
は
満
足
で
き
ず
、
新
潟
に
副
領

事
館
を
新
築
し
た
い
と
考
え
、
同
年
八
月
初
め
、
そ
の
た
め
の
土
地
千
坪
を
借
り
受
け
た
い
旨
、
新
潟
県

に
希
望
を
伝
え
た
。
こ
れ
は
、
ド
ロ
ア
ー
ル
の
一
件
を
受
け
て
国
が
ま
だ
上
述
の
方
針
を
協
議
し
て
い
る

さ
な
か
の
出
来
事
で
あ
っ
た
。
新
潟
県
は
す
ぐ
さ
ま
内
務
省
か
ら
の
指
示
を
求
め
た
。
借
家
に
関
す
る
騒

動
が
決
着
を
み
て
い
な
い
な
か
、
今
度
は
借
地
の
案
件
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
ま
も
な
く
肝

心
の
イ
ギ
リ
ス
政
府
自
体
が
新
潟
副
領
事
館
の
新
築
の
申
請
を
却
下
し
た
。
そ
の
た
め
ト
ゥ
ル
ー
プ
が
希

望
し
た
借
地
も
ま
た
不
要
と
な
っ
た
。 

こ
う
し
て
事
態
発
生
か
ら
一
ヶ
月
余
で
あ
え
な
く
雲
散
霧
消
し
て
し
ま
っ
た
一
件
で
は
あ
っ
た
が
、
こ

の
騒
ぎ
は
、
新
潟
で
の
地
家
貸
借
に
関
す
る
ル
ー
ル
づ
く
り
が
切
実
に
望
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
日
本
側
に

改
め
て
認
識
さ
せ
た
は
ず
で
あ
る
。 

借
地
に
関
す
る
動
き
の
も
う
一
つ
は
、
既
設
の
借
地
、
す
な
わ
ち
先
述
し
た
「
粗
漏
ノ
約
定
」
に
よ
っ

て
生
じ
た
借
地
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
そ
の
動
き
は
、「
新
町
通
の
一
角
」
と
「
一
番
山
の
三
筆
」
と
で
異

な
る
成
り
ゆ
き
を
見
せ
た
。 

ま
ず
、「
新
町
通
の
一
角
」
で
あ
る
。
前
章
で
述
べ
た
と
お
り
、
本
町
通
七
番
町
の
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
借
地

は
、
町
会
所
と
の
「
粗
漏
ノ
約
定
」
に
よ
っ
て
、
実
質
的
に
は
、
公
認
の
永
代
借
地
と
化
し
て
い
た
わ
け

で
あ
る
が
、
七
六
（
明
治
九
）
年
、
日
本
側
に
と
っ
て
は
首
尾
よ
く
、
こ
れ
が
解
消
に
向
か
っ
た
。 

こ
の
年
の
秋
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
新
潟
を
離
れ
て
ド
イ
ツ
へ
と
帰
国
す
る
に
際
し
て
の
、
彼
の
借
地
の
処

理
に
関
し
て
は
、「
町
会
所
文
書
」
の
な
か
に
あ
る
明
治
九
年
十
月
付
の
「
独
乙
国
人
ヱ
チ
、
コ
フ
ト
北
村

庄
吉
条
約
ノ
件
」
と
題
さ
れ
た
一
連
の
書
類
が
そ
の
経
緯
を
伝
え
て
い
る

（

347
）

。「
ヱ
チ
、
コ
フ
」
と
は
ド

イ
ツ
商
人
コ
ッ
ホ
の
こ
と
で
、
こ
の
年
か
ま
た
は
そ
の
前
年
に
新
潟
居
留
を
開
始
し
て
い
た
。 

「
北
村
庄
吉
、
ウ
ェ
ー
フ
ル
建
家
買
受
候
ニ
付
、
従
前
ノ
地
借
金
ニ
テ
ハ
難
儀
ニ
候…

」
と
し
て
、
北

村
が
地
代
の
引
下
げ
を
町
会
所
へ
願
い
出
て
い
る
文
書
で
始
ま
る
こ
の
一
件
書
類
の
中
に
は
、
町
会
所
の

屋
敷
地
を
北
村
庄
吉
が
同
年
九
月
か
ら
五
年
間
借
り
受
け
る
旨
の
借
地
証
の
案
文
や
、
こ
の
土
地
の
地
価

が
五
百
円
で
あ
っ
た
こ
と
を
記
す
文
書
が
あ
る
。
更
に
は
、
町
会
所
が
所
有
す
る
本
町
通
七
番
町
の
九
十

二
坪
の
土
地
に
あ
る
二
階
付
き
家
屋
や
土
蔵
・
湯
殿
な
ど
を
コ
ッ
ホ
へ
貸
し
渡
す
旨
の
、
北
村
と
コ
ッ
ホ

と
の
契
約
書
案
が
含
ま
れ
て
い
る
。 
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こ
う
し
た
文
書
類
か
ら
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
新
潟
離
港
に
際
し
て
、
新
潟
町
の
所
有
で
あ
る
「
新
町
通

の
一
角
」
の
借
地
そ
の
も
の
は
北
村
が
引
き
継
ぎ
、
そ
の
土
地
に
あ
っ
た
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
持
ち
家
は
い
っ

た
ん
北
村
が
買
い
取
っ
て
、
あ
ら
た
め
て
コ
ッ
ホ
に
貸
し
与
え
た
、
と
い
う
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
こ
れ

以
上
の
詳
し
い
経
緯
は
不
明
で
あ
る
が
、「
新
町
通
の
一
角
」
は
、
外
国
人
に
よ
る
借
地
で
は
な
く
、
純
然

た
る
借
家
と
し
て
コ
ッ
ホ
に
貸
し
渡
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。 

一
方
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
、
ラ
イ
ス
ナ
ー
、
エ
ブ
ラ
ー
ル
の
三
名
が
一
筆
ず
つ
借
り
受
け
た
「
一
番
山
の
三

筆
」
の
ほ
う
は
、「
新
町
通
の
一
角
」
と
は
対
照
的
な
展
開
と
な
っ
た
。 

ま
ず
、
三
筆
の
う
ち
の
一
つ
は
、
借
地
が
満
期
と
な
る
半
年
ほ
ど
前
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
帰
国
に
際
し
コ

ッ
ホ
と
は
別
の
ド
イ
ツ
商
人
に
転
貸
し
た
。
そ
の
ド
イ
ツ
商
人
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
は
、
先
述
の
コ
ッ
ホ
と
同

じ
く
、
こ
の
頃
新
潟
で
居
留
を
開
始
し
た
商
人
で
あ
る
。
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
三
月
十
八
日
付
の
ウ

ェ
ー
バ
ー
の
借
地
約
定
書
の
後
段
に
、
七
六
（
明
治
九
）
年
十
月
六
日
付
で
、
貸
主
た
る
新
潟
県
第
一
大

区
長
石
附
五
作
と
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
あ
い
だ
で
こ
の
転
貸
に
合
意
し
た
こ
と
が
書
き
加
え
ら
れ
た

（

348
）

。 

 【
史
料
五
十
九
】 

 
 

 

前
書
独
乙
国
、
ヱ
、
ア
ル
ウ
ヱ
ー
フ
ル
君
ト
、
元
市
長
吉
川
更
平
、
渋
木
市
蔵
君
ト
、
既
ニ
条
約
取

結
タ
ル
畑
地
、
今
般
ウ
ヱ
ー
ブ
ル
君
ノ
請
求
ニ
依
リ
、
従
前
ノ
条
約
面
ニ
従
ヒ
、
来
明
治
十
年
三
月

十
七
日
、
西
暦
一
千
八
百
七
十
七
年
三
月
十
七
日
迄
、
独
乙
国
人
ウ
井
ツ
ス
シ
ヤ
ル
君
ヘ
転
貸
候
義

相
違
無
之
候
、
尤
満
期
ニ
至
リ
尚
借
用
セ
ン
ト
欲
セ
ハ
、
条
約
書
中
第
三
条
ニ
依
リ
更
ニ
協
議
ノ
上

条
約
ヲ
取
結
ヘ
シ 

 
 

 

「
一
番
山
の
三
筆
」
の
う
ち
別
の
一
筆
を
借
り
受
け
て
い
た
ラ
イ
ス
ナ
ー
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
借
地

期
限
が
迫
っ
て
い
た
一
八
七
七
（
明
治
十
）
年
一
月
、
ラ
イ
ス
ナ
ー
が
新
潟
町
会
所
へ
差
し
出
し
た
以
下

の
文
書
が
「
町
会
所
文
書
」
に
残
っ
て
い
る

（

349
）

。 

 

【
史
料
六
十
】 

 
 

貴
君
ヨ
、
閣
下
ハ
小
生
ニ
貸
シ
置
レ
タ
ル
地
所
一
区
、
並
ニ
砂
丘
ノ
条
約
期
限
ヲ
延
ス
コ
ト
ニ
付
、

今
一
応
談
論
ヲ
望
マ
ル
々
ニ
因
テ
、
其
貴
君
ニ
失
敬
ナ
ガ
ラ
、
今
度
モ
、
過
日
申
上
シ
如
ク
、
小
生

ノ
方
デ
ハ
何
時
ニ
テ
モ
彼
条
約
書
ノ
第
三
ヶ
条
ニ
因
テ
該
約
ヲ
延
ス
コ
ト
ヲ
希
望
ス
ト
云
コ
ト
、
並

ニ
閣
下
ハ
之
ヲ
拒
ム
可
カ
ラ
ザ
ル
責
任
ア
リ
ト
思
フ
ト
云
ウ
コ
ト
ヲ
以
テ
ス
、
且
亦
失
敬
ナ
ガ
ラ
、

以
テ
是
ヨ
リ
先
ノ
談
論
ハ
無
用
ニ
属
ス
ル
故
、
小
生
之
ヲ
辞
退
ス
ル
コ
ト
ヲ
乞
フ
、
閣
下
ヨ
小
生
ハ

実
ニ
閣
下
ノ
臣
デ
ア
ル
ベ
ク
存
ス 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

一
千
八
百
七
十
七
年
一
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

カ
ア
ー
デ
ナ
ル
・
ア
ド
ル
フ
・
ラ
イ
ス
ナ
ア
ー 

 
 

 
 

新
潟
町
会
所
長
殿 

 
 

 
 

こ
の
文
書
は
、
ラ
イ
ス
ナ
ー
が
記
し
た
原
文
（
英
語
か
ド
イ
ツ
語
）
か
ら
の
訳
出
で
あ
ろ
う
。
文
章
自
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体
は
一
見
し
て
拙
く
感
じ
ら
れ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
こ
こ
で
の
考
察
に
は
誠
に
貴
重
で
あ
る
。 

い
っ
た
い
ラ
イ
ス
ナ
ー
は
何
を
言
わ
ん
と
し
て
い
た
の
か
。
「
砂
丘
の
借
地
の
こ
と
は
、
貸
借
契
約
の

第
三
条
に
基
づ
い
て
私
が
延
長
し
た
い
と
言
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
あ
な
た
（
町
会
所
）
は
こ
れ
を
拒
否

で
き
な
い
の
だ
。
こ
れ
以
上
の
相
談
は
無
用
だ
」
と
は
何
の
意
味
で
あ
ろ
う
か
。 

こ
の
裏
事
情
は
、
す
で
に
前
章
で
触
れ
た
と
お
り
で
あ
る
。
ラ
イ
ス
ナ
ー
が
町
会
所
と
交
わ
し
た
約
定

書
は
、
日
本
語
と
英
語
と
で
致
命
的
な
齟
齬
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
第
三
条
の
日
本
語
条
文
で
は

「
約
定
期
限
ニ
至
リ
尚
借
用
セ
ン
ト
欲
セ
ハ
、
熟
議
ノ
上
改
テ
約
定
ヲ
取
極
ム
ヘ
シ
」
と
さ
れ
て
い
た
の

だ
が
、
英
語
の
条
文
で
は
「
借
主
が
借
地
の
延
長
を
希
望
す
る
な
ら
契
約
は
無
期
限
に
延
長
で
き
る
」
と

定
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
ラ
イ
ス
ナ
ー
は
、
こ
の
英
語
の
文
言
を
根
拠
と
し
て
、
町
会
所
か
ら
の

「
熟
議
」
の
申
し
出
を
頑
と
し
て
受
け
付
け
ず
、
借
地
の
延
長
を
図
っ
た
の
で
あ
る
。 

残
る
も
う
一
筆
は
ど
う
か
。
エ
ブ
ラ
ー
ル
の
借
地
に
関
し
て
は
、「
町
会
所
文
書
」
に
、
一
八
七
七
（
明

治
十
）
年
四
月
二
十
三
日
付
で
大
区
長
石
附
五
作
が
「
イ
ブ
ラ
ル
ド
君
不
在
ニ
付
、
同
君
ノ
代
理
タ
ル
同

国
人
ト
ル
ア
ー
ル
君
ヘ
、
従
前
ノ
条
約
面
ニ
従
ヒ
、
本
日
ヨ
リ
日
本
明
治
十
年
十
月
二
十
四
日
、
西
暦
一

千
八
百
七
十
七
年
十
月
二
十
四
日
迄
、
満
六
ヶ
月
間
貸
渡
候
義
、
相
違
無
之
候
」
と
記
し
た
約
定
書
が
残

っ
て
い
る

（

350
）

。
隣
地
で
あ
る
ラ
イ
ス
ナ
ー
及
び
ウ
ェ
ー
バ
ー
（
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
）
の
借
地
契
約
が
す
で
に

更
新
さ
れ
た
な
か
、
エ
ブ
ラ
ー
ル
が
借
り
受
け
て
い
た
一
筆
も
ま
た
、
居
留
外
国
人
に
よ
る
借
地
継
続
と

転
貸
を
認
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
エ
ブ
ラ
ー
ル
は
七
五
（
明
治
八
）
年
に
新
潟
を
去
り
、
同
年
に
は
フ

ラ
ン
ス
宣
教
師
ド
ロ
ア
ー
ル
が
代
わ
っ
て
新
潟
で
布
教
活
動
を
始
め
て
い
た
。 

 

い
地
期
限
五
年
が
満
期
を
迎
え
た
時
期
は
、
現
地
当
局
に
と
っ
て
は
、
こ
れ
ら
借
地
を
取
り
戻
す
好
機

で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
好
機
は
生
か
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
居
留
外
国
人
三
名
に
よ
る

一
番
山
の
借
地
は
継
続
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。 

 
 

 
 

（
２
）
県
庁
独
自
の
約
定
書
雛
形 

約
定
書
一
般
を
め
ぐ
る
明
治
政
府
内
の
検
討
に
話
題
を
戻
そ
う

（

351
）

。 

内
務
省
は
、
一
八
七
六
（
明
治
九
）
年
九
月
に
新
潟
県
庁
に
対
し
て
「
現
地
領
事
と
の
あ
い
だ
で
協
議

せ
よ
」
と
達
を
発
し
た
後
、
翌
七
七
（
明
治
十
）
年
二
月
一
日
に
は
、「
領
事
と
協
議
の
う
え
規
則
を
定
め

よ
、
と
し
た
の
は
、
外
国
人
が
借
地
上
に
建
物
を
建
て
る
場
合
の
こ
と
で
あ
る
。
家
屋
そ
の
も
の
の
貸
借

に
関
し
て
で
は
な
い
。
新
潟
は
雑
居
地
で
あ
る
の
で
他
港
の
居
留
地
の
規
則
と
も
異
な
る
は
ず
で
あ
り
、

し
か
も
神
戸
雑
居
地
の
よ
う
に
ま
だ
規
則
が
定
ま
っ
て
い
な
い
の
で
、
将
来
の
取
締
上
、
不
都
合
が
な
い

よ
う
、
先
の
達
を
出
し
た
も
の
で
あ
る
」
と
改
め
て
伝
え
た
。
以
降
、
議
論
の
焦
点
は
土
地
貸
借
に
絞
ら

れ
た
。 

七
七
年
二
月
十
七
日
、
永
山
県
令
は
大
久
保
内
務
卿
に
対
し
て
、「
神
戸
雑
居
地
の
規
則
は
政
府
が
指
示

し
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
う
し
た
協
議
は
本
来
政
府
が
在
留
公
使
と
行
う
べ
き
で
は
な
い
か
」
と
疑
問
を

投
げ
か
け
つ
つ
も
、
こ
の
指
示
を
承
知
し
た
旨
を
伝
え
た
。
そ
し
て
、
神
戸
雑
居
地
に
関
す
る
規
則
書
を

参
考
ま
で
に
送
付
す
る
よ
う
求
め
た
。 

さ
て
、
や
が
て
新
潟
県
は
外
国
人
借
地
に
関
す
る
規
則
に
つ
い
て
、
聊
か
大
胆
な
行
動
に
出
た
。
在
留
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外
国
領
事
と
の
協
議
を
経
ず
に
、
県
庁
独
自
の
約
定
書
雛
形
を
新
潟
町
会
所
に
対
し
て
内
示
し
た
の
で
あ

る
。
そ
の
内
示
の
時
期
は
、
七
七
年
二
月
下
旬
以
降
、
遅
く
と
も
、
こ
れ
か
ら
述
べ
る
フ
ァ
イ
ソ
ン
に
関

す
る
騒
動
が
発
覚
す
る
同
年
四
月
上
旬
ま
で
の
あ
い
だ
と
推
測
さ
れ
る
。
諸
外
国
と
の
合
意
を
欠
く
そ
の

雛
形
と
は
次
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。 

 

【
史
料
六
十
一
】 

 

条
約
書 

当
新
潟
港
何
町
ニ
於
テ
、
某
君
所
持
ノ
第
何
百
何
拾
番
地
所
ヲ
何
国
人
某
ヘ
貸
渡
ニ
付
、
某
君
ヲ

［
貸
・
主
］
甲
ト
シ
、
某
君
［
借
・
主
］
ヲ
乙
ト
シ
、
左
ノ
条
約
ヲ
ナ
セ
リ 

第
壱
条 

甲
所
持
ス
ル
何
百
何
拾
坪
ノ
地
所
一
区
ヲ
、
当
明
治
何
年
何
月
何
日
ヨ
リ
来
ル
明
治
何
年

何
月
何
日
迄
、
［
何
ヶ
年
・
何
拾
ヶ
月
］
ノ
間
、
乙
ヘ
貸
渡
候
事 

第
二
条 

乙
ニ
於
テ
［
家
屋
・
土
蔵
］
ヲ
建
築
セ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
、
日
本
人
民
同
様
、
道
路
幅
員

ノ
制
度
ニ
遵
フ
ヘ
キ
事 

但
、
該
家
屋
ニ
係
ル
区
入
費
、
組
入
費
ハ
、
都
テ
乙
ニ
テ
新
潟
町
会
所
ヘ
可
相
納
事 

第
三
条 

既
ニ
建
築
シ
タ
ル
［
家
屋
・
土
蔵
］
ヲ
日
本
人
民
ヘ
売
却
シ
、
或
ハ
書
入
質
書
ヲ
為
ス
ト

キ
ハ
、
新
潟
町
会
所
ノ
簿
冊
ニ
登
記
シ
、
該
［
家
屋
・
土
蔵
］
ノ
所
属
主
ヲ
明
瞭
ナ
ラ
シ
ム
ヘ
キ

事 

第
四
条 

該
地
所
、
及
既
ニ
建
築
シ
タ
ル
［
家
屋
・
土
蔵
］
ヲ
、
乙
ニ
於
テ
他
ノ
外
国
人
ヘ
貸
譲
ン

ト
ス
ル
ト
キ
ハ
、
必
ス
甲
ノ
承
諾
ヲ
受
ク
ヘ
シ
、
尤
該
［
家
屋
・
土
蔵
］
ヲ
外
国
人
ヘ
売
却
ス
ル

ト
キ
ハ
、
甲
ニ
テ
買
受
人
ト
更
ニ
地
所
貸
借
ノ
条
約
ヲ
為
ス
ヘ
キ
事 

第
五
条 

貸
借
期
限
中
、
乙
ニ
於
テ
土
砂
ノ
敷
キ
増
ヲ
ナ
ス
ト
雖
、
満
期
後
或
ハ
他
ノ
外
国
人
ヘ
地

所
貸
渡
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
、
他
ヘ
運
フ
ヲ
得
ス
、
其
儘
留
置
ク
ヘ
キ
事 

第
六
条 

借
地
代
一
ヶ
月
金
何
拾
ト
定
メ
、
［
月
初
・
月
末
］
ニ
相
払
ヘ
ク
事 

但
、
該
地
所
ニ
係
ル
諸
貢
税
并
区
入
費
、
組
入
費
ハ
、
都
テ
甲
ニ
テ
新
潟
町
会
所
可
相
納
事 

第
七
条 

地
所
貸
借
期
限
相
守
ハ
勿
論
タ
リ
ト
雖
、
未
タ
建
物
ヲ
為
サ
ヽ
ル
以
前
ニ
シ
テ
、
甲
乙
ヲ

論
セ
ス
、
若
事
故
ア
リ
テ
約
ヲ
解
ン
ト
欲
シ
、
三
ヶ
月
以
前
ニ
報
知
ス
ル
ト
キ
ハ
、
互
ニ
故
障
ヲ

申
間
敷
、
且
、
既
ニ
［
家
屋
・
土
蔵
］
ヲ
建
築
シ
タ
ル
ト
雖
、
万
一
日
本
政
府
ニ
於
テ
該
地
所
ヲ

要
シ
相
当
ノ
償
ヲ
出
ス
ト
キ
ハ
、
仮
令
期
限
内
ト
雖
、
速
ニ
返
地
ス
ヘ
キ
事 

 
 

 
 

右
ノ
条
々
相
違
ナ
キ
為
メ
、
爰
ニ
英
和
文
三
通
ツ
ヽ
六
通
ヲ
認
メ
、
二
通
ツ
ヽ
双
方
ヘ
留
置
、
弐

通
ハ
地
方
庁
ヘ
差
出
置
者
也 

 
 

 
 

 
 
 

 

新
潟 

通
何
番
町 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

貸
主 

何
ノ
某 

 
 

 
 

 

明
治
何
年
何
月
何
日 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

何
国
人 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

借
主 

何
ノ
某 
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西
洋
・
・ 

 
 

 

前
書
之
通
相
違
無
之
候
也 

 
 

 
 

 
 

 
 

右
区
戸
長 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

何
ノ
某 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

※ 
[ ]

は
、
原
文
で
は
「
・
」
の
前
後
が
左
右
に
割
書
と
さ
れ
て
い
る

こ
と
を
示
す
。
以
下
の
史
料
掲
出
に
お
い
て
も
同
じ
、 

 

内
務
省
の
指
示
に
反
し
て
、
独
自
で
雛
形
を
作
成
し
た
、
と
い
う
こ
と
の
事
情
に
つ
い
て
、
後
日
こ
の

こ
と
が
内
務
省
に
知
ら
れ
た
際
に
、
永
山
は
「
具
体
的
な
取
扱
い
に
つ
い
て
貴
省
に
伺
っ
て
い
た
が
、
そ

の
回
答
が
な
か
な
か
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
か
ら
新
潟
在
留
の
領
事
と
協
議
を
行
う
つ
も
り
だ
っ
た
」

と
釈
明
し
た
。 

確
か
に
、「
規
則
協
議
一
件
」
か
ら
は
、
新
潟
県
は
、
内
務
省
か
ら
地
方
規
則
制
定
の
指
示
を
受
け
た
後
、

そ
の
参
考
と
し
て
、
他
の
開
港
場
は
ど
の
よ
う
な
規
定
と
な
っ
て
い
る
か
、
な
ど
、
内
務
省
に
照
会
し
て

い
た
、
と
い
う
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
照
会
に
対
す
る
回
答
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
。

お
そ
ら
く
新
潟
県
庁
は
、
そ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
と
り
あ
え
ず
約
定
書
雛
形
を
作
成
し
て
運
用
せ
ざ
る
を

得
な
い
、
と
判
断
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
行
政
は
継
続
し
て
い
る
。
取
扱
い
基
準
が
定
ま
っ
て
い
な
い
状
態

が
長
く
続
く
こ
と
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
協
議
の
相
手
方
と
な
る
ト
ゥ
ル
ー
プ
と
ラ
イ
ス

ナ
ー
は
、
い
ず
れ
も
彼
ら
自
身
が
借
地
に
関
係
し
て
お
り
、
本
件
へ
の
関
心
は
と
り
わ
け
高
か
っ
た
で
あ

ろ
う
。
内
務
省
は
、
在
留
領
事
と
の
合
意
を
経
て
作
成
せ
よ
、
と
い
う
が
、
新
潟
県
庁
と
す
れ
ば
、
彼
ら

領
事
と
交
渉
し
て
も
早
期
の
妥
協
は
望
め
な
い
、
と
思
料
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
結
果
と
し
て
、

こ
の
県
庁
独
自
の
約
定
書
雛
形
は
、
以
下
に
述
べ
る
大
き
な
騒
動
の
導
火
線
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な

っ
た
。 

 

（
３
）
フ
ァ
イ
ソ
ン
借
地
騒
動 

こ
の
契
約
書
雛
形
の
存
在
が
県
庁
及
び
町
会
所
以
外
に
知
ら
れ
て
し
ま
っ
た
事
情
は
以
下
の
と
お
り
で

あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
「
規
則
協
議
一
件
」
に
加
え
て
イ
ギ
リ
ス
外
務
省
文
書
か
ら
も
同
様
に
確
認
で
き
る
。 

一
八
七
七
（
明
治
十
）
年
四
月
七
日
、
イ
ギ
リ
ス
宣
教
師
フ
ァ
イ
ソ
ン
は
学
校
町
通
に
借
地
を
希
望
し
、

同
国
副
領
事
ト
ゥ
ル
ー
プ
を
通
じ
て
新
潟
県
庁
か
ら
そ
の
許
可
を
得
よ
う
と
し
た
。
ト
ゥ
ル
ー
プ
は
永
山

県
令
に
対
し
て
「
我
が
国
の
国
民
フ
ァ
イ
ソ
ン
か
ら
学
校
町
の
土
地
を
借
り
た
い
と
の
話
が
あ
っ
た
。
居

留
取
極
第
七
条
で
は
租
税
が
課
さ
れ
る
土
地
の
借
受
け
は
政
府
の
許
可
が
必
要
と
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
フ
ァ
イ
ソ
ン
が
そ
の
許
可
を
申
請
し
て
き
た
。
約
定
書
案
文
に
よ
れ
ば
租
税
が
支
払
わ
れ
る
こ
と

に
問
題
は
な
い
の
で
、
こ
の
約
定
を
認
め
て
ほ
し
い
」
と
伝
え
、
フ
ァ
イ
ソ
ン
か
ら
の
次
の
案
文
を
示
し

た
。 

 

【
史
料
六
十
二
】 
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土
地
貸
借
約
定
書
案 

 

第
一
条 

新
潟
港
内
学
校
町 

東
側 

五
千
弐
百
八
拾
四
番 

五
千
弐
百
八
拾
五
番 

素
屋
敷
弐
ヶ
所
百
坪 

左
之
定
約
ヲ
以
貸
渡
可
致
事 

第
弐
条 

右
貸
地
料
、
現
金
三
百
拾
六
円
也
、
定
約
決
定
之
日
受
取
可
申
事 

外
ニ
年
々
拾
円
宛
受
取
可
申
事 

 

但
、
右
拾
円
宛
出
金
被
成
候
間
ハ
、
随
意
ニ
御
用
ヒ
被
成
不
苦
事 

 

第
三
条 

右
之
定
約
書
、
新
潟
港
ニ
テ
借
地
之
出
来
ル
人
ヘ
御
譲
渡
シ
ノ
事
有
之
候
共
異
存
無
之
事 

 
 

 
 

 

明
治
十
年
四
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

牧
岡
鉄
弥 

 

 

し
か
し
な
が
ら
、
永
山
県
令
は
ト
ゥ
ル
ー
プ
に
対
し
て
、
同
月
十
日
付
で
、「
約
定
書
案
に
は
、
貸
主
借

主
の
ど
ち
ら
が
土
地
に
か
か
る
租
税
を
支
払
う
の
か
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
他
に
も
不
備
が
あ
る
。

土
地
貸
借
に
関
し
て
は
、
す
で
に
町
会
所
が
設
け
て
い
る
規
則
が
あ
る
の
で
、
貸
主
た
る
牧
岡
鉄
弥
は
こ

の
件
に
関
し
て
区
長
・
戸
長
を
通
じ
て
町
会
所
に
申
し
出
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
旨
を
牧
岡
へ
伝
え
る
よ

う
、
貴
職
か
ら
フ
ァ
イ
ソ
ン
氏
に
依
頼
し
て
い
た
だ
き
た
い
」
と
返
答
し
た
。 

こ
の
話
を
受
け
た
ト
ゥ
ル
ー
プ
が
フ
ァ
イ
ソ
ン
に
そ
の
旨
を
伝
え
る
と
、
ト
ゥ
ル
ー
プ
に
と
っ
て
重
要

な
一
つ
の
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
永
山
は
十
日
付
の
書
面
で
「
町
会
所
が
規
則
を
設
け
て
い
る
」
と

し
た
が
、
実
は
、
県
庁
自
身
が
町
会
所
へ
約
定
書
雛
形
を
示
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
ト
ゥ
ル
ー
プ
は
こ

の
こ
と
を
知
り
、
県
庁
に
対
し
て
「
イ
ギ
リ
ス
国
民
の
新
潟
で
の
居
住
に
関
わ
る
規
定
が
、
我
が
方
に
何

ら
の
相
談
も
な
し
に
市
内
で
流
布
し
て
い
る
」
と
し
て
抗
議
に
及
ん
だ
。 

ト
ゥ
ル
ー
プ
か
ら
の
要
請
に
よ
り
、
さ
っ
そ
く
永
山
と
ト
ゥ
ル
ー
プ
と
の
直
談
判
が
翌
十
一
日
及
び
十

二
日
の
両
日
に
行
わ
れ
た
。
ト
ゥ
ル
ー
プ
は
、
フ
ァ
イ
ソ
ン
へ
の
早
期
の
借
地
許
可
を
求
め
る
と
と
も
に
、

外
国
人
の
借
地
に
関
す
る
一
般
的
な
あ
り
方
に
つ
い
て
永
山
と
協
議
を
行
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
に
至

る
ま
で
手
順
前
後
は
あ
っ
た
が
、
県
庁
と
す
れ
ば
、
以
前
か
ら
内
務
省
の
指
示
が
あ
っ
た
、
在
留
外
国
領

事
と
の
協
議
の
場
が
期
せ
ず
し
て
設
け
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。 

そ
の
協
議
は
、
県
令
永
山
と
イ
ギ
リ
ス
領
事
ト
ゥ
ル
ー
プ
と
の
直
接
談
判
の
ほ
か
、
県
外
務
掛
・
権
中

属
の
橋
口
正
弘
が
領
事
館
を
訪
問
し
て
の
折
衝
、あ
る
い
は
頻
繁
な
書
面
の
往
復
を
通
じ
て
進
め
ら
れ
た
。

永
山
・
ト
ゥ
ル
ー
プ
の
直
接
談
判
は
四
月
十
一
日
、
十
二
日
に
続
き
、
同
月
二
十
三
日
に
も
行
わ
れ
た
。
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こ
う
し
た
協
議
で
の
両
者
の
主
張
と
交
渉
経
緯
は
、「
規
則
協
議
一
件
」
及
び
イ
ギ
リ
ス
外
務
省
文
書
に
詳

し
く
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
を
要
約
す
る
と
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。 

ト
ゥ
ル
ー
プ
に
よ
れ
ば
、
県
独
自
の
約
定
書
雛
形
（
史
料
六
十
）
に
は
次
の
よ
う
な
問
題
点
が
あ
っ
た
。 

・
第
二
条
に
つ
い
て
、
道
路
幅
員
に
関
す
る
規
定
は
不
要
。
公
法
上
の
問
題
で
あ
り
、
貸
主
借
主
が
取
り

決
め
る
も
の
で
な
い
。 

・
同
じ
く
第
二
条
但
し
書
き
に
つ
い
て
、
家
屋
に
関
す
る
区
入
費
・
組
入
費
を
乙
（
借
主
）
が
負
担
す
る

規
定
は
、
イ
ギ
リ
ス
国
民
へ
の
新
た
な
課
税
で
あ
り
認
め
ら
れ
な
い
。
他
港
で
も
例
は
な
い
。 

・
第
三
条
及
び
第
四
条
に
つ
い
て
、
貸
主
借
主
に
余
分
な
制
限
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
新
潟
居
留
取
極
が

外
国
人
に
原
則
と
し
て
自
由
な
居
住
を
認
め
て
い
る
こ
と
に
そ
ぐ
わ
な
い
。 

 

県
側
は
、
家
屋
に
対
す
る
借
主
へ
の
賦
課
金
（
区
入
費
・
組
入
費
）
に
つ
い
て
は
他
港
の
状
況
を
国
に

照
会
す
る
と
し
た
が
、
そ
の
他
は
譲
歩
を
示
さ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
協
議
に
お
い
て
永
山
は
「
長
期
の
借

地
は
認
め
な
い
。
借
地
期
限
は
最
長
で
も
三
年
程
度
で
、
更
新
は
認
め
な
い
」
と
し
て
貸
借
年
限
に
大
き

な
制
限
を
加
え
る
考
え
を
示
し
た
が
、
ト
ゥ
ル
ー
プ
は
こ
れ
に
強
く
反
発
し
た
。
ト
ゥ
ル
ー
プ
は
、
こ
う

し
た
一
般
規
則
の
協
議
は
と
も
か
く
、
実
際
に
借
地
を
求
め
て
い
る
フ
ァ
イ
ソ
ン
の
扱
い
を
先
行
し
て
協

議
し
た
い
、
と
し
た
が
、
県
側
は
、
一
般
論
に
つ
い
て
の
合
意
が
な
け
れ
ば
個
別
案
件
で
あ
る
フ
ァ
イ
ソ

ン
借
地
の
処
置
は
で
き
な
い
、
と
応
じ
た
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
一
般
規
則
に
関
す
る
協
議
は
平
行
線
を

た
ど
っ
た
。
五
月
二
日
、
現
地
で
の
交
渉
に
限
界
を
認
め
た
ト
ゥ
ル
ー
プ
は
、
規
則
制
定
の
た
め
の
交
渉

を
東
京
に
委
ね
る
べ
き
、
と
永
山
に
提
案
し
た
。
永
山
は
こ
れ
を
了
承
し
た
。 

 

イ
ギ
リ
ス
外
務
省
文
書
に
よ
れ
ば
、
ト
ゥ
ル
ー
プ
は
す
で
に
四
月
十
八
日
付
で
東
京
の
パ
ー
ク
ス
公
使

に
対
し
て
書
翰
を
送
り
、
フ
ァ
イ
ソ
ン
の
借
地
申
し
出
を
発
端
と
し
た
新
潟
で
の
経
緯
を
伝
え
て
い
た
。

こ
の
段
階
で
は
、
ト
ゥ
ル
ー
プ
は
ま
だ
現
地
新
潟
で
問
題
解
決
に
向
け
て
の
協
議
を
継
続
す
る
つ
も
り
で

あ
っ
た
の
だ
が
、
パ
ー
ク
ス
は
、
右
の
ト
ゥ
ル
ー
プ
か
ら
の
書
翰
を
受
け
て
、
す
ぐ
さ
ま
日
本
政
府
に
対

し
て
抗
議
を
申
し
入
れ
て
い
た
。 

以
下
「
規
則
協
議
一
件
」
に
よ
れ
ば
、
一
方
の
永
山
県
令
も
ま
た
、
四
月
十
三
日
付
で
内
務
省
及
び
外

務
省
に
対
し
て
フ
ァ
イ
ソ
ン
か
ら
の
借
地
申
し
出
の
一
件
を
伝
え
て
い
た
。
四
月
三
十
日
、
外
務
省
は
内

務
省
に
対
し
、「
今
後
の
こ
と
は
協
議
が
必
要
だ
が
、
と
り
あ
え
ず
、
昨
年
九
月
の
新
潟
県
へ
の
達
で
、
新

潟
県
と
在
留
領
事
と
で
詳
細
を
協
議
し
て
規
則
を
設
け
る
べ
き
、
と
し
た
貴
省
の
方
針
を
改
め
て
は
ど
う

か
」
と
伝
え
た
。
五
月
十
一
日
、
内
務
省
は
新
潟
県
へ
の
そ
の
達
を
取
り
消
す
方
針
を
外
務
省
に
伝
え
た
。

そ
し
て
、
当
面
は
外
国
人
へ
の
貸
地
の
申
し
出
が
あ
る
た
び
に
、
一
件
ご
と
に
内
務
省
へ
経
伺
す
る
よ
う
、

新
潟
県
へ
指
示
し
た
。 

こ
う
し
て
、
国
の
「
明
治
七
年
の
措
置
」
に
端
を
発
し
、
更
に
ド
ロ
ア
ー
ル
借
家
騒
動
を
経
て
、
一
八

七
六
（
明
治
九
）
年
九
月
に
内
務
省
が
「
領
事
と
協
議
し
て
外
国
人
借
地
に
関
す
る
地
方
規
則
を
定
め
よ
」

と
県
庁
に
伝
え
た
指
示
は
取
り
消
さ
れ
た
。
地
方
規
則
の
制
定
に
向
け
た
新
潟
県
庁
の
そ
れ
ま
で
の
動
き

は
、
あ
え
な
く
水
泡
に
帰
し
た
。 
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（
４
）
寺
島
・
パ
ー
ク
ス
談
判 

 
永
山
は
「
新
潟
の
事
情
は
書
面
で
は
説
明
を
尽
く
せ
な
い
」
と
し
て
、
五
月
に
県
庁
の
橋
口
を
上
京
さ

せ
た
。
以
降
、
新
潟
で
の
状
況
へ
の
対
処
に
つ
い
て
、
内
務
省
・
外
務
省
・
新
潟
県
の
三
者
に
よ
る
協
議

が
重
ね
ら
れ
て
い
く
。 

七
月
二
十
日
、
外
務
省
は
内
務
省
に
対
し
て
、
新
潟
で
の
外
国
人
に
よ
る
借
地
に
つ
い
て
は
「
案
文
を

も
っ
て
あ
ら
か
じ
め
外
国
公
使
と
協
議
し
た
い
」
と
伝
え
た
。
八
月
に
は
上
京
中
の
永
山
自
身
も
案
文
協

議
に
加
わ
っ
た
。
九
月
五
日
、
外
務
省
は
内
務
省
に
対
し
て
日
本
政
府
と
し
て
の
案
文
を
示
し
、「
フ
ァ
イ

ソ
ン
の
借
地
申
し
出
の
件
に
つ
い
て
は
、こ
の
案
文
に
準
拠
し
て
結
約
す
る
の
で
あ
れ
ば
許
可
す
る
よ
う
、

ま
ず
イ
ギ
リ
ス
公
使
と
談
判
を
遂
げ
、
そ
の
後
、
新
潟
県
令
か
ら
同
国
領
事
へ
照
会
さ
せ
た
い
」
と
伝
え

た
。
内
務
省
は
、
案
文
に
若
干
の
修
正
を
加
え
た
う
え
で
こ
れ
を
了
承
し
た
。
こ
う
し
て
、
日
本
政
府
と

し
て
の
案
が
次
の
よ
う
に
ま
と
ま
っ
た
。 

 

【
史
料
六
十
三
】 

第
一
条 

外
国
人
ト
地
所
貸
借
ヲ
為
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
、
其
年
限
ハ
弐
拾
五
ヶ
年
以
内
ニ
定
メ
、
猶

引
続
キ
貸
借
ヲ
為
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
、
更
ニ
其
外
国
人
ヨ
リ
願
立
ツ
ヘ
キ
事 

第
二
条 

建
物
ヲ
ナ
ス
ト
キ
ハ
、
地
方
道
路
幅
員
ノ
制
度
ニ
遵
フ
ヘ
キ
事 

第
三
条 

借
受
タ
ル
地
所
ヘ
某
所
有
ノ
建
物
ア
リ
ト
雖
ト
モ
、
万
一
鉄
道
或
ハ
道
路
変
換
、
掘
割
等

ノ
如
キ
公
同
資
益
ノ
為
メ
該
地
所
ヲ
要
シ
、
三
ヶ
月
以
前
ニ
報
知
ス
ル
ト
キ
ハ
、
仮
令
約
定
期
限

内
ト
雖
モ
、
立
退
キ
返
地
ス
ヘ
シ
、
尤
費
用
ノ
如
キ
ハ
、
双
方
ヨ
リ
評
価
人
ヲ
選
ミ
、
金
高
ヲ
定

ム
ヘ
キ
事 

第
四
条 

地
所
貸
借
ニ
付
、
其
地
所
ニ
関
シ
負
債
ト
ナ
ル
ヘ
キ
金
額
ノ
貸
借
ハ
不
相
成
候
事 

第
五
条 

地
所
貸
借
期
限
中
、
他
人
之
ヲ
借
受
ケ
地
主
ト
先
条
約
ノ
マ
ヽ
継
続
ス
ル
ト
キ
ハ
、
其
旨

ヲ
地
方
庁
ヘ
届
出
ヘ
キ
事 

但
、
該
地
所
ニ
ア
ル
建
物
ヲ
他
人
ニ
譲
渡
シ
、
売
渡
シ
、
又
ハ
貸
渡
ス
ト
キ
モ
前
同
断 

第
六
条 

貸
借
約
定
書
ハ
、
和
英
文
共
、
該
区
ノ
戸
長
ノ
調
印
ヲ
受
ク
ベ
シ 

 

条
約
書 

［
新
潟
港
・
夷
港
］
何
所
ニ
於
テ
、
某
氏
所
持
ノ
第
何
百
何
拾
番
地
所
ヲ
何
国
人
某
氏
ヘ
貸
渡
ス
ニ

付
、
某
氏
ヲ
［
貸
・
主
］
甲
ト
シ
、
某
氏
ヲ
［
借
・
主
］
乙
ト
シ
、
左
ノ
条
約
ヲ
ナ
セ
リ 

 

第
一
条 

甲
所
持
ス
ル
何
百
何
拾
坪
ノ
地
所
一
区
ヲ
、
当
明
治
何
年
何
月
何
日
ヨ
リ
来
ル
明
治
何
年

何
月
何
日
迄
、
［
何
ヶ
年
・
何
ヶ
月
］
ノ
間
、
乙
ヘ
貸
渡
候
事 

第
二
条 

貸
借
期
限
中
、
乙
ニ
於
テ
土
砂
ヲ
敷
増
ヲ
ナ
ス
ト
雖
ト
モ
、
満
期
後
或
ハ
他
人
ヘ
地
所
貸

渡
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
他
ヘ
運
フ
ヲ
得
ス
、
其
儘
差
置
ヘ
キ
事 

第
三
条 

借
地
代
［
一
ヶ
年
・
一
ヶ
月
］
金
何
程
ト
定
メ
、［
一
ヶ
月
毎
・
一
ヶ
年
毎
］
ニ
相
払
フ
ヘ

キ
事 

但
、
該
地
所
ニ
係
ル
地
租
、
区
入
費
等
ハ
、
総
テ
甲
ニ
ナ
ル
地
主
ニ
テ
担
当
ス
ヘ
キ
事 
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第
四
条 

貸
借
条
約
書
ハ
、
和
英
文
各
二
通
ツ
ヽ
、
四
通
ヲ
認
メ
、
和
英
文
一
通
ツ
ヽ
双
方
ヘ
留
置

キ
、
写
一
通
ヲ
地
方
庁
ヘ
差
出
ス
ヘ
キ
事 

 

こ
の
政
府
案
の
特
徴
と
し
て
は
、
公
的
規
則
に
関
連
す
る
遵
守
事
項
と
、
契
約
当
事
者
間
で
定
め
て
お

く
べ
き
基
本
事
項
と
を
、
区
別
し
た
こ
と
が
ま
ず
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
内
容
的
な
要
点
と
し
て
は
、
貸
借
年

限
を
二
十
五
年
以
内
と
定
め
た
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
す
で
に
神
戸
雑
居
地
で
同
年
限
を
二
十
五
年
以
内

と
定
め
た
先
例
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
道
路
幅
員
の
遵
守
、
公
用
の
た
め
の
土
地
収
用
、
土
地
の

質
入
禁
止
な
ど
、
従
来
か
ら
の
日
本
側
の
基
本
方
針
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
た
。
加
え
て
、
ト
ゥ
ル
ー
プ
が

問
題
と
し
た
借
地
上
の
建
物
に
関
す
る
納
税
に
つ
い
て
は
、
諸
税
相
当
分
の
金
額
を
最
初
か
ら
貸
地
料
に

含
め
る
こ
と
に
し
て
し
ま
い
、
そ
の
分
を
貸
主
が
納
税
す
る
こ
と
で
処
理
し
た
。 

 

一
八
七
七
（
明
治
十
）
年
九
月
二
十
二
日
、
日
本
政
府
は
こ
の
案
を
も
っ
て
イ
ギ
リ
ス
公
使
パ
ー
ク
ス

と
の
交
渉
に
臨
ん
だ
。
明
治
政
府
が
新
潟
で
の
外
国
人
に
よ
る
借
地
の
ル
ー
ル
づ
く
り
を
目
ざ
し
た
、
初

め
て
の
本
格
的
な
外
交
交
渉
で
あ
っ
た
。
こ
の
交
渉
で
寺
島
宗
則
外
務
卿
と
パ
ー
ク
ス
公
使
は
三
回
に
わ

た
り
激
し
い
議
論
を
交
わ
し
た
。
そ
の
三
回
の
交
渉
の
概
要
を
以
下
に
追
う
。 

九
月
二
十
二
日
の
最
初
の
交
渉
の
冒
頭
、
パ
ー
ク
ス
は
「
こ
の
約
定
を
両
国
の
公
的
な
取
極
に
し
よ
う
、

と
の
お
考
え
な
の
か
」
と
ま
ず
水
を
向
け
た
。
寺
島
は
「
そ
う
で
は
な
い
。
こ
の
約
定
で
不
都
合
が
な
け

れ
ば
、
そ
の
こ
と
を
閣
下
と
の
了
解
事
項
と
し
た
い
」
と
答
え
た
。
本
来
は
日
本
人
民
を
律
す
る
た
め
の

国
内
規
則
で
あ
る
が
、
そ
の
制
定
に
あ
た
っ
て
パ
ー
ク
ス
か
ら
の
了
解
を
あ
ら
か
じ
め
得
て
お
く
、
と
い

う
こ
の
交
渉
の
性
格
が
確
認
さ
れ
た
。
パ
ー
ク
ス
は
さ
っ
そ
く
第
一
条
の
「
外
国
人
ト
地
所
貸
借
ヲ
為
ン

ト
ス
ル
ト
キ
ハ
、
其
年
限
ハ
弐
拾
五
ヶ
年
以
内
」
と
の
文
言
を
問
題
と
し
た
。
パ
ー
ク
ス
は
「
二
十
五
年

と
定
め
る
趣
旨
は
何
か
。
他
の
開
港
開
市
で
は
無
期
限
に
借
地
で
き
る
で
は
な
い
か
。
家
を
建
て
る
者
に

と
っ
て
こ
の
年
限
は
迷
惑
で
あ
る
」
と
畳
み
か
け
た
。
寺
島
は
「
第
三
条
に
あ
る
公
同
資
益
の
た
め
に
国

が
土
地
を
必
要
と
す
る
時
、
そ
の
土
地
上
の
家
屋
を
買
い
上
げ
る
期
限
が
二
十
五
年
な
の
で
、
こ
れ
に
合

わ
せ
た
。
更
新
す
る
こ
と
は
構
わ
な
い
が
、
こ
の
期
限
で
十
分
で
は
な
い
か
。
元
来
わ
が
国
に
は
土
地
に

関
す
る
こ
う
し
た
規
則
が
な
か
っ
た
が
、
現
在
は
徐
々
に
整
え
て
き
て
い
る
の
で
、
以
前
に
結
ん
だ
他
の

開
港
場
の
取
極
と
は
異
な
る
。
公
益
の
た
め
に
土
地
を
要
す
る
と
い
う
こ
と
は
さ
ほ
ど
あ
る
わ
け
で
は
な

い
」
と
説
明
し
た
。
し
か
し
パ
ー
ク
ス
は
納
得
し
な
か
っ
た
。「
居
留
取
極
で
は
、
外
国
人
は
新
潟
港
に
自

由
に
居
住
す
る
こ
と
妨
げ
な
し
、
と
し
て
い
る
。
年
限
を
定
め
て
は
こ
の
取
極
に
反
す
る
。
再
考
願
い
た

い
」
と
更
に
主
張
し
た
。
寺
島
は
こ
れ
に
応
じ
な
か
っ
た
。 

九
月
二
十
四
日
の
二
回
目
の
交
渉
で
も
、
両
者
の
主
張
は
平
行
線
を
た
ど
っ
た
。
パ
ー
ク
ス
は
「
借
地

の
年
限
を
定
め
る
必
要
は
な
い
」
と
述
べ
、
寺
島
は
「
年
限
を
定
め
な
け
れ
ば
外
国
人
が
永
遠
に
借
り
る

こ
と
に
な
る
で
は
な
い
か
」
と
応
じ
た
。
パ
ー
ク
ス
は
な
お
も
、「
年
限
が
あ
れ
ば
、
貸
借
満
期
の
際
に
更

新
を
拒
ま
れ
た
り
、
借
地
料
を
法
外
に
つ
り
上
げ
ら
れ
た
り
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
す
る
と
、
ど
の
外
国

人
も
新
潟
に
建
築
物
を
設
け
よ
う
と
し
な
い
の
で
は
な
い
か
」
、
「
新
潟
の
県
令
は
、
貸
借
年
限
は
三
ヶ
年

と
す
べ
き
だ
な
ど
と
言
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
外
国
人
に
は
土
地
を
貸
す
な
、
と
言
っ
て
い
る
の
と
同
じ
で



196 

 

あ
る
」
、「
居
留
取
極
に
あ
る
よ
う
に
確
実
に
税
を
収
納
で
き
る
よ
う
に
し
た
け
れ
ば
、
地
主
が
納
税
で
き

な
け
れ
ば
居
住
者
が
地
税
を
納
め
る
べ
し
、
と
で
も
定
め
れ
ば
よ
い
。
借
地
年
限
を
定
め
る
必
要
は
な
い
」

な
ど
と
訴
え
た
。
寺
島
は
「
二
十
五
年
を
超
え
て
新
潟
に
居
住
し
て
は
な
ら
な
い
、
な
ど
と
言
っ
て
い
る

の
で
は
な
い
。
我
が
国
民
と
貴
国
民
と
が
同
じ
権
利
を
有
し
て
い
な
い
の
で
、
や
む
を
得
ず
年
限
を
定
め

よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
詳
細
は
当
事
者
が
相
談
す
れ
ば
よ
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
年
限
は
必
要
で
あ

る
」
と
応
じ
て
、
こ
の
点
に
関
し
て
パ
ー
ク
ス
に
譲
る
気
配
を
見
せ
な
か
っ
た
。
議
論
が
続
き
、
パ
ー
ク

ス
は
、「
ど
う
し
て
も
期
限
が
必
要
と
い
う
の
な
ら
百
年
で
ど
う
だ
」
と
言
い
放
っ
た
。
そ
れ
で
も
寺
島
は
、

百
年
な
ど
人
の
何
代
に
も
亘
る
で
は
な
い
か
、
と
譲
歩
を
拒
ん
だ
。 

十
月
一
日
に
も
、
パ
ー
ク
ス
は
改
め
て
「
新
潟
の
件
は
ど
う
な
っ
た
か
。
本
官
は
新
潟
を
訪
問
す
る
つ

も
り
で
あ
る
の
で
、
早
く
結
論
を
出
し
て
い
た
だ
き
た
い
」
と
、
近
々
の
現
地
訪
問
を
ほ
の
め
か
し
て
寺

島
に
強
く
働
き
か
け
た
。
寺
島
は
「
そ
の
件
は
ま
だ
検
討
中
で
あ
る
」
と
だ
け
述
べ
た
。「
イ
ギ
リ
ス
で
は

外
国
人
も
イ
ギ
リ
ス
人
も
借
地
に
年
限
は
な
い
」、
「
他
の
開
港
場
は
無
期
限
で
あ
り
、
新
潟
が
無
期
限
で

も
問
題
は
な
い
で
は
な
い
か
」
と
な
お
も
迫
る
パ
ー
ク
ス
に
対
し
て
、
寺
島
は
「
我
が
国
で
も
貴
国
と
同

じ
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
」
、「
百
年
と
い
う
の
は
人
の
二
代
に
も
三
代
に
も
亘
る
長
さ
で
あ
る
」、「
新

潟
は
、
す
で
に
約
束
済
み
の
他
港
と
は
別
の
話
で
あ
る
」
と
な
お
も
強
く
応
じ
た
。
膠
着
状
態
に
陥
っ
た

交
渉
は
、
こ
の
三
回
目
の
交
渉
を
最
後
に
暫
時
中
断
と
な
っ
た
。 

寺
島
と
パ
ー
ク
ス
の
三
回
の
協
議
を
通
じ
て
、
議
論
の
焦
点
は
た
だ
一
つ
、
土
地
の
貸
借
年
限
の
上
限

で
あ
っ
た
。
他
の
条
文
に
は
議
論
が
及
ば
な
か
っ
た
。
し
か
も
、
そ
の
貸
借
年
限
の
上
限
に
つ
い
て
、
両

者
は
何
ら
の
妥
協
点
も
見
出
せ
な
か
っ
た
。 

 

県
庁
独
自
の
約
定
書
雛
形
作
成
及
び
フ
ァ
イ
ソ
ン
か
ら
の
借
地
申
し
出
を
契
機
と
し
て
、
明
治
政
府
と

イ
ギ
リ
ス
は
一
八
七
七
（
明
治
十
）
年
四
月
以
来
、
半
年
余
に
わ
た
り
新
潟
と
東
京
で
折
衝
を
続
け
た
が
、

こ
う
し
た
激
し
い
議
論
は
何
ら
の
結
論
も
生
み
出
さ
な
か
っ
た
。
新
潟
に
お
い
て
外
国
人
に
よ
る
借
地
を

ど
う
扱
う
か
。
そ
の
方
針
は
宙
に
浮
い
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。 

一
方
、
新
潟
の
行
政
当
局
は
再
三
に
わ
た
り
国
（
内
務
省
・
外
務
省
）
へ
の
方
針
伺
い
を
繰
り
返
し
て

い
た
。
「
規
則
協
議
一
件
」
及
び
「
町
会
所
文
書
」
で
そ
の
様
子
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

七
七
（
明
治
十
）
年
十
一
月
二
十
六
日
、
永
山
県
令
は
外
務
・
内
務
両
卿
に
対
し
て
、「
先
般
以
来
追
々

地
所
借
受
申
出
之
者
有
之
、
且
先
年
経
伺
之
上
貸
渡
置
候
分
モ
既
ニ
満
期
相
成
、
更
ニ
借
受
之
義
申
立
、

然
ル
ニ
従
前
之
条
約
甚
粗
漏
ニ
付
、
将
来
区
々
不
相
成
様
一
途
ニ
結
約
為
致
度
」
と
書
翰
を
送
っ
た
。
既

存
の
借
地
（「
一
番
山
の
三
筆
」）
は
当
初
「
粗
漏
」
な
契
約
を
交
わ
し
て
い
た
た
め
満
期
が
過
ぎ
て
も
外

国
人
が
更
新
を
望
ん
で
い
る
、
今
後
は
諸
外
国
の
合
意
を
得
た
ル
ー
ル
で
借
地
契
約
を
結
ぶ
よ
う
に
さ
せ

た
い
、
と
外
交
交
渉
へ
の
期
待
を
伝
え
た
。 

そ
の
一
方
で
永
山
は
現
実
の
処
置
に
関
し
て
、
七
八
（
明
治
十
一
）
年
一
月
十
九
日
、
大
久
保
内
務
卿

に
宛
て
て
、「
第
一
条
中
、
年
限
弐
拾
五
ヶ
年
以
内
ニ
シ
テ
、
其
他
私
約
条
款
ト
モ
、
借
主
外
国
人
ニ
於
テ

異
議
無
之
節
ハ
、
貸
借
条
約
之
義
、
当
県
庁
限
リ
聞
届
調
印
之
上
、
右
写
文
ヲ
以
及
御
届
候
テ
可
然
哉
、

至
急
御
指
揮
相
成
度
」
と
書
簡
を
送
っ
た
。
当
面
は
、
パ
ー
ク
ス
と
交
渉
し
た
政
府
案
を
用
い
て
現
地
限
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り
で
借
地
を
許
可
し
て
よ
い
か
、
と
伺
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
永
山
か
ら
の
伺
い
を
受
け
た
大
久
保
は
、
こ

の
永
山
の
書
翰
を
付
し
て
寺
島
外
務
卿
に
外
務
省
と
し
て
の
見
解
を
求
め
た
。 

永
山
は
更
に
二
月
二
十
五
日
、
寺
島
外
務
卿
に
対
し
て
「
昨
年
四
月
に
英
国
人
フ
ァ
イ
ソ
ン
ヘ
地
所
貸

渡
し
の
願
い
出
が
あ
り
、
殊
に
先
年
経
伺
の
う
え
貸
渡
し
の
分
も
満
期
と
な
り
更
に
貸
渡
し
を
申
し
立
て

て
い
る
、
と
い
う
現
状
を
説
明
し
て
、
交
渉
の
再
開
を
求
め
た
。
こ
れ
に
対
し
て
寺
島
は
、
三
月
七
日
、

「
内
務
省
と
協
議
し
た
案
を
も
っ
て
昨
年
九
月
に
英
国
公
使
へ
談
判
し
た
が
、先
方
が
同
意
し
な
か
っ
た
。

そ
の
後
、
先
方
か
ら
は
ま
だ
回
答
が
な
い
。こ
の
一
件
は
地
所
を
必
要
と
す
る
外
国
人
の
た
め
で
あ
っ
て
、

そ
の
外
国
人
か
ら
公
使
へ
催
促
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
当
方
か
ら
公
使
に
回
答
を
督
促
す
る
筋
の
も
の
で

は
な
い
」
と
、
永
山
に
対
し
て
つ
れ
な
く
回
答
し
た
。 

こ
の
寺
島
か
ら
の
回
答
に
つ
い
て
永
山
は
、
三
月
二
十
五
日

（

352
）

、
大
久
保
に
対
し
て
、
「
今
月
七
日
付

の
外
務
省
か
ら
の
回
答
は
、
英
国
人
へ
貸
渡
す
べ
き
地
所
に
限
っ
て
の
も
の
に
す
ぎ
な
い
」
と
不
満
を
示

し
た
。
と
い
う
の
も
、
新
潟
県
に
と
っ
て
は
、
問
題
は
こ
の
フ
ァ
イ
ソ
ン
か
ら
の
借
地
申
し
出
に
限
っ
た

も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
大
久
保
へ
の
書
翰
で
、
永
山
は
、
新
潟
県
に
と
っ
て
大
き
な
懸
案
と
な
っ
て

い
る
「
一
番
山
の
三
筆
」
に
改
め
て
中
央
政
府
の
注
意
を
促
し
た
。
永
山
の
説
明
は
こ
れ
ま
で
よ
り
も
詳

細
で
あ
っ
た
。
そ
の
説
明
を
以
下
原
文
で
示
す
。 

「
独
乙
仏
蘭
西
国
等
之
人
民
ヘ
、
先
年
経
伺
之
上
貸
渡
置
候
分
、
疾
ク
満
期
相
成
、
更
ニ
借
受
之
儀

申
立
候
得
共
、
最
初
之
条
約
軽
忽
粗
漏
ニ
付
、
将
来
葛
藤
不
生
様
結
約
為
致
度
、
、
然
レ
ハ
兼
テ
英
国

人
ヘ
地
所
貸
渡
条
約
之
儀
ニ
付
、
外
務
省
御
協
議
之
上
ニ
テ
同
国
公
使
ヘ
御
談
判
相
成
候
条
目
之
通
、

貸
借
条
約
為
致
度
候
間
、
獨
乙
領
事
ハ
現
今
在
留
ニ
付
、
右
之
趣
及
談
判
可
然
哉
、
尤
仏
国
ハ
勿
論

和
蘭
伊
太
利
等
之
領
事
不
在
ニ
候
得
ハ
、
其
筋
ヨ
リ
該
国
公
使
ヘ
御
談
判
有
之
様
致
度
、
実
際
上
不

都
合
之
次
第
モ
有
之
ニ
付
、
至
急
御
指
揮
相
成
度
、
此
段
相
伺
候
也
」 

「
ド
イ
ツ
人
や
フ
ラ
ン
ス
人
と
の
間
で
も
、
す
で
に
地
所
を
貸
し
渡
し
て
満
期
を
過
ぎ
て
い
る
も
の
が

あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
公
使
と
の
談
判
が
成
立
す
れ
ば
、
ド
イ
ツ
領
事
と
は
現
地
で
談
判
し
、
他
は
中
央
で
各

国
公
使
と
談
判
願
い
た
い
」
と
す
る
右
の
永
山
の
提
案
を
受
け
て
、
四
月
十
八
日
、
大
久
保
は
、
自
ら
は

こ
の
提
案
に
同
意
す
る
旨
を
添
え
て
、
永
山
か
ら
の
書
翰
を
寺
島
へ
回
付
し
た
。 

こ
う
し
て
「
規
則
協
議
一
件
」
を
追
っ
て
い
く
と
、
お
そ
ら
く
寺
島
は
、
こ
の
時
点
で
方
針
を
改
め
た

ら
し
い
、
と
い
う
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
借
地
年
限
を
二
十
五
年
と
す
る
方
針
を
堅
持
し
て
パ
ー
ク
ス
と

の
交
渉
が
膠
着
し
て
い
る
一
方
で
、現
地
新
潟
で
は
す
で
に
実
質
的
に
無
期
限
の
借
地
が
存
在
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
の
重
大
さ
を
認
識
し
た
の
で
あ
ろ
う
。 

四
月
二
十
日
、
寺
島
は
大
久
保
に
対
し
て
、
「
領
事
が
在
留
す
る
国
に
つ
い
て
は
、
県
令
か
ら
そ
の
領

事
へ
、
領
事
不
在
の
国
に
つ
い
て
は
、
直
接
県
令
か
ら
借
地
を
望
む
人
民
へ
、
昨
年
イ
ギ
リ
ス
公
使
へ
示

し
た
案
を
も
っ
て
各
々
談
判
を
行
い
、
先
方
が
承
諾
す
れ
ば
結
約
、
承
諾
し
な
け
れ
ば
貸
渡
を
一
切
行
わ

な
い
よ
う
、
新
潟
県
に
達
を
発
出
し
て
い
た
だ
き
た
い
」
と
伝
え
た
。
五
月
二
日
、
大
久
保
は
永
山
に
対

し
て
、
寺
島
か
ら
の
要
請
の
ま
ま
、「
英
国
公
使
へ
外
務
省
ヨ
リ
即
今
談
判
中
ノ
条
目
ヲ
以
テ
、
其
国
之
領

事
ヘ
談
判
ヲ
遂
ク
ヘ
ク
、
領
事
不
在
之
向
ハ
、
借
地
ス
ル
者
ヘ
其
県
ヨ
リ
直
ニ
申
談
シ
、
承
諾
之
者
ヘ
ハ

結
約
致
サ
ス
ヘ
ク
、
勿
論
右
条
款
ニ
付
テ
故
障
申
立
候
向
ハ
貸
渡
不
相
成
義
ト
可
心
得
事
」
と
指
示
し
た
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（

353
）

。 同
じ
く
寺
島
は
、
四
月
二
十
日
付
の
大
久
保
へ
の
別
の
書
翰
で
、「
二
十
五
年
で
は
借
地
人
の
ほ
う
が
難

儀
す
る
と
い
う
事
情
も
理
解
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
借
地
年
限
は
五
十
年
以
内
と
し
て
は
ど
う

か
。
第
三
条
で
、
公
同
資
益
の
た
め
に
そ
の
土
地
が
必
要
な
場
合
に
は
三
ヶ
月
前
の
事
前
告
知
を
持
っ
て

立
ち
退
く
こ
と
を
定
め
て
お
け
ば
、
こ
の
面
で
も
不
都
合
は
な
い
」
と
、
前
年
九
月
に
イ
ギ
リ
ス
公
使
パ

ー
ク
ス
と
の
談
判
に
臨
ん
だ
方
針
、
す
な
わ
ち
貸
借
年
限
は
二
十
五
年
と
し
た
方
針
か
ら
、
五
十
年
へ
と

譲
歩
し
た
い
意
向
を
伝
え
た
。
早
期
に
借
地
規
則
を
制
定
し
て
、
合
意
さ
れ
た
そ
の
新
た
な
規
則
を
テ
コ

に
、
す
で
に
新
潟
に
存
在
す
る
実
質
無
期
限
の
借
地
の
解
消
を
図
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。 

寺
島
は
こ
の
方
針
へ
の
内
務
省
の
同
調
を
促
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
内
務
省
か
ら
の
返
答
は
、
既
定
方

針
で
あ
る
年
限
二
十
五
年
を
堅
持
す
べ
し
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
五
月
二
十
二
日
、
寺
島

は
伊
藤
博
文
内
務
卿
か
ら
「
条
約
面
廿
五
年
以
内
ト
定
ム
ル
モ
、
猶
引
続
貸
借
云
々
之
廉
書
載
有
之
上
ハ
、

実
際
五
十
年
以
内
ニ
無
之
テ
不
都
合
ト
申
儀
モ
有
之
間
敷
、
且
又
、
一
旦
約
定
案
ヲ
以
テ
御
談
判
ニ
モ
相

成
候
事
故
、
廿
五
年
已
内
ニ
テ
承
諾
為
致
度
候
」
と
す
る
の
書
簡
を
受
け
取
っ
た
。 

右
の
返
答
が
大
久
保
で
は
な
く
伊
藤
か
ら
で
あ
っ
た
の
は
、
大
久
保
は
、
寺
島
か
ら
の
四
月
二
十
日
付

の
書
翰
に
返
答
を
す
る
こ
と
な
く
、
五
月
十
四
日
、
紀
尾
井
坂
に
お
い
て
旧
石
川
藩
士
の
襲
撃
に
よ
っ
て

暗
殺
さ
れ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
突
然
の
凶
事
に
よ
り
大
久
保
に
代
わ
っ
て
山
積
す
る
諸
事

に
取
り
組
む
こ
と
に
な
っ
た
新
た
な
内
務
卿
伊
藤
に
よ
る
判
断
は
、
新
潟
の
問
題
に
関
し
て
は
、
右
の
と

お
り
、
必
要
な
ら
契
約
を
更
新
す
れ
ば
よ
い
ま
で
で
あ
り
、
す
で
に
示
し
て
あ
る
年
限
二
十
五
年
と
い
う

政
府
方
針
を
改
め
る
ま
で
も
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。 

こ
う
し
て
、
永
山
か
ら
の
再
三
再
四
の
促
し
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
明
治
政
府
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
と
交
渉

を
再
開
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。 

翌
七
八
（
明
治
十
一
）
年
六
月
二
十
四
日
、
寺
島
は
改
め
て
伊
藤
に
対
し
て
「
洋
風
堅
牢
の
家
屋
等
を

建
築
す
る
た
め
に
は
、
借
地
期
限
が
二
十
五
年
で
は
短
す
ぎ
る
。
借
地
人
に
は
受
け
入
れ
が
た
い
で
あ
ろ

う
。
貸
借
年
限
を
五
十
年
以
内
と
定
め
る
べ
き
」
と
伝
え
、
な
お
も
内
務
省
の
方
針
転
換
を
期
待
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、「
規
則
協
議
一
件
」
に
は
、
こ
の
書
翰
に
伊
藤
か
ら
返
翰
が
あ
っ
た
こ
と
は
記
録
さ
れ
て

い
な
い
。
寺
島
か
ら
伊
藤
へ
の
三
度
の
回
答
督
促
の
書
翰
が
残
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。 

七
九
（
明
治
十
二
）
年
十
月
十
一
日
、
パ
ー
ク
ス
は
長
期
休
暇
を
得
て
本
国
イ
ギ
リ
ス
へ
帰
国
し
た
。

借
地
年
限
を
五
十
年
ま
で
認
め
る
方
針
転
換
に
よ
り
交
渉
打
開
を
目
指
し
た
寺
島
の
意
欲
は
生
か
さ
れ
ず
、

イ
ギ
リ
ス
と
の
協
議
は
途
絶
え
た
。
新
潟
で
の
外
国
人
借
地
問
題
に
関
す
る
外
国
と
の
交
渉
は
、
以
降
、

四
年
近
く
に
わ
た
っ
て
空
白
と
な
る
。 

 

（
５
）
フ
ァ
イ
ソ
ン
の
工
夫 

 

借
地
規
則
の
取
組
を
追
う
う
ち
に
、
そ
の
発
端
と
な
っ
た
フ
ァ
イ
ソ
ン
の
借
地
が
置
き
去
り
に
さ
れ
て

し
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
の
事
の
始
ま
り
は
、
七
七
（
明
治
十
）
年
四
月
七
日
に
フ
ァ
イ
ソ
ン

が
領
事
ト
ゥ
ル
ー
プ
に
申
し
出
た
借
地
が
、「
こ
の
件
は
、
貸
主
の
日
本
人
か
ら
町
会
所
に
照
会
す
る
よ
う

に
伝
え
て
ほ
し
い
」
と
い
う
永
山
か
ら
の
言
葉
に
よ
っ
て
制
止
を
受
け
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
フ



199 

 

ァ
イ
ソ
ン
は
ど
の
よ
う
に
行
動
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。 

右
の
最
初
の
申
し
出
か
ら
数
日
後
、
フ
ァ
イ
ソ
ン
は
再
び
ト
ゥ
ル
ー
プ
に
対
し
て
、
「
あ
ら
た
め
て
貸

主
と
契
約
書
案
に
合
意
し
た
」
と
し
て
、
そ
の
案
文
を
添
え
て
、
県
令
か
ら
の
許
可
取
付
け
の
仲
立
ち
を

依
頼
し
た
。「
規
則
協
議
一
件
」
が
記
録
す
る
そ
の
借
地
契
約
書
の
案
文
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 

【
史
料
六
十
四
】 

条
約
書 

当
新
潟
港
学
校
町
ニ
於
テ
、
牧
岡
鉄
弥
所
持
ノ
学
校
町
第
五
千
弐
百
八
拾
四
番
、
五
千
弐
百
八
拾
五

番
地
所
を
英
国
人
フ
ァ
イ
ソ
ン
ヘ
貸
渡
ニ
付
キ
、
牧
岡
鉄
弥
ヲ
甲
ト
シ
、
フ
ァ
イ
ソ
ン
乙
ト
シ
、
左

ノ
条
約
ヲ
ナ
セ
リ 

第
一
条 

 

甲
所
持
ス
ル
壱
百
零
弐
坪
ノ
地
所
一
区
ヲ
、
当
明
治
十
年
四
月
十
三
日
ヨ
リ
明
治
十
三
年
四
月
十

三
日
迄
三
ヶ
年
ノ
間
乙
ヘ
貸
渡
シ
候
事
、
尤
此
期
限
後
第
六
条
ニ
掲
ク
ル
拾
五
円
金
年
々
乙
ヨ
リ

相
渡
候
得
バ
、
尚
又
三
年
継
キ
ノ
条
約
ヲ
ナ
ス
ベ
シ
、
然
レ
ド
モ
甲
ニ
於
テ
之
レ
ヲ
欲
セ
サ
ル
ト

キ
ハ
、
第
六
条
ノ
現
金
三
百
拾
六
円
並
ニ
其
時
建
築
有
之
建
物
相
当
ノ
代
価
、
甲
ヨ
リ
乙
ヘ
相
渡

シ
、
地
所
可
請
取
事 

 
 

第
二
条 

 
 

 

乙
ニ
於
テ
家
屋
或
ハ
土
蔵
等
ヲ
建
築
セ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
、
道
路
幅
員
ノ
制
度
ニ
遵
フ
ヘ
キ
ハ
勿

論
之
事 

、 

第
三
条 

既
ニ
建
築
シ
タ
ル
家
屋
或
ハ
土
蔵
、
日
本
人
民
ヘ
売
却
シ
、
或
ハ
書
入
質
等
ヲ
ナ
ス
ト
キ
ハ
、
乙

ヨ
リ
英
国
領
事
ヘ
届
出
ヘ
ク
、
甲
ヨ
リ
ハ
新
潟
町
会
所
ヘ
届
出
ヘ
キ
事 

第
四
条 

 

乙
ニ
於
テ
此
条
約
書
並
建
築
ノ
建
物
、
日
本
人
民
或
ハ
条
約
国
ノ
人
民
ニ
譲
渡
候
テ
モ
不
苦
候
得

共
、
必
ス
甲
ノ
承
諾
ヲ
受
ク
ベ
シ 

第
五
条 

 

貸
借
期
限
中
、
乙
ニ
於
テ
土
砂
等
ノ
敷
増
ヲ
為
ス
ト
雖
モ
、
満
期
後
或
ハ
他
ノ
外
国
人
ヘ
地
所
貸

渡
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
、
他
ヘ
運
フ
ヲ
得
ス
、
其
儘
差
置
ヘ
キ
事 

第
六
条 

 

借
地
代
現
金
三
百
拾
六
円
相
払
外
ニ
、
年
々
拾
五
円
当
年
ヨ
リ
満
期
迄
、
四
月
十
三
日
限
リ
可
相

払 
 事 

第
七
条 

万
一
日
本
政
府
ニ
於
テ
該
地
所
ヲ
要
シ
相
当
ノ
償
ヲ
出
ス
ト
キ
ハ
仮
令
期
限
内
ト
雖
モ
速
ニ
返
地

ス
ヘ
キ
事 

右
ノ
条
々
相
違
ナ
キ
為
、
爰
ニ
英
和
文
三
通
宛
六
通
ヲ
認
メ
、
弐
通
ヅ
ツ
双
方
ヘ
留
置
、
弐
通
ツ
ヾ
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地
方
庁
ヘ
差
出
置
者
也 

新
潟
県
第
五
大
区
七
小
区 

刈
羽
郡
上
原
村
八
百
九
拾
六
番
地 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

貸
主 

牧
岡
鉄
弥 

明
治
十
年
四
月
十
三
日 

 

右
の
借
地
契
約
書
が
結
び
直
さ
れ
た
四
月
十
三
日
と
言
え
ば
、
ト
ゥ
ル
ー
プ
が
、
領
事
た
る
自
分
に
相

談
も
な
く
、
県
庁
が
借
地
の
約
定
書
雛
形
を
町
会
所
に
示
し
て
指
導
し
て
い
た
、
と
県
庁
に
抗
議
に
及
ん

だ
頃
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
ト
ゥ
ル
ー
プ
は
約
定
書
雛
形
を
問
題
あ
り
と
し
た
が
、
一
方
で
、
新
潟
県
に

と
っ
て
は
、
こ
の
四
月
十
三
日
付
の
新
た
な
契
約
書
案
文
の
ほ
う
こ
そ
が
大
き
な
問
題
を
含
む
も
の
で
あ

っ
た
。
そ
の
た
め
県
庁
は
、
こ
の
二
筆
百
二
坪
の
土
地
の
貸
借
を
認
め
な
か
っ
た
。 

右
の
案
文
（
史
料
六
十
四
）
の
う
ち
、
第
六
条
の
「
借
地
代
と
し
て
三
百
十
六
円
を
払
い
、
更
に
毎
年

十
五
円
を
支
払
う
」
と
い
う
定
め
は
不
自
然
で
は
な
い
か
。
こ
の
条
文
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。
県
庁
は

す
で
に
こ
の
裏
事
情
を
把
握
し
て
い
た
。
借
地
代
三
百
十
六
円
は
貸
主
牧
岡
鉄
弥
が
こ
の
土
地
を
購
入
す

る
た
め
の
資
金
で
あ
っ
た
。
第
一
条
で
、
牧
岡
が
契
約
の
解
除
を
望
む
際
に
は
三
百
十
六
円
を
フ
ァ
イ
ソ

ン
に
返
す
べ
し
、
と
し
て
い
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
地
所
は
も
と
も
と
牧
岡
の
も
の
で
は
な
い
の
だ
。 

五
月
三
日
、
永
山
は
寺
島
に
対
し
て
「
右
地
所
之
義
ハ
、
元
来
牧
岡
鉄
弥
ノ
所
有
ニ
無
之
、
去
月
四
日

ヲ
以
テ
フ
ァ
イ
ソ
ン
氏
ヘ
貸
渡
ス
ヘ
キ
為
買
受
タ
ル
モ
ノ
ニ
有
之
」
と
伝
え
、
牧
岡
鉄
弥
に
つ
い
て
は
「
刈

羽
郡
ノ
産
ニ
テ
現
今
当
港
ヘ
寄
留
致
居
、
兼
テ
フ
ァ
イ
ソ
ン
氏
ト
ハ
格
別
ノ
懇
切
上
ヨ
リ
、
地
所
貸
借
ス

ヘ
キ
事
ニ
相
成
タ
ル
趣
ニ
ハ
候
得
共
、
鉄
弥
ハ
固
ヨ
リ
戸
主
ニ
無
之
、
又
右
地
所
購
求
ス
ヘ
キ
身
元
ニ
モ

無
之…

」
と
報
告
し
た
。
牧
岡
の
素
性
は
「
規
則
協
議
一
件
」
や
「
町
会
所
文
書
」
で
は
こ
れ
以
上
明
ら

か
で
は
な
い
。
し
か
し
、
新
潟
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
布
教
関
係
の
研
究
が
す
で
に
明
ら
か
に
し
て
い
る

よ
う
に
、
牧
岡
鉄
弥
は
フ
ァ
イ
ソ
ン
が
来
港
し
て
ま
も
な
く
獲
得
し
た
信
者
で
あ
っ
た

（

354
）

。 

 

そ
れ
で
も
外
務
省
は
、
五
月
十
七
日
、
内
務
省
に
対
し
て
「
こ
の
契
約
書
案
文
で
不
都
合
は
な
い
の
で

は
な
い
か
」
と
伝
え
た
。
し
か
し
、
内
務
省
や
新
潟
県
が
こ
の
外
務
省
の
考
え
に
従
っ
た
形
跡
は
な
い
。

そ
し
て
、
焦
点
は
一
般
的
な
借
地
の
あ
り
方
に
関
す
る
規
則
の
協
議
へ
と
集
中
し
、
や
が
て
フ
ァ
イ
ソ
ン

か
ら
の
借
地
申
し
出
は
議
論
の
外
に
追
い
や
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。 

さ
て
、
半
年
後
、
い
く
ら
待
て
ど
も
借
地
の
許
可
を
も
ら
え
な
い
フ
ァ
イ
ソ
ン
は
、
ど
う
や
ら
別
の
方

法
を
考
え
つ
い
た
ら
し
い
。
次
の
契
約
書
が
「
町
会
所
文
書
」
の
な
か
に
見
出
せ
る
。 

 【
史
料
六
十
五
】 

条
約
書
之
事 

英
人
ピ
リ
ッ
ポ
、
ケ
ン
ボ
ー
ル
、
フ
ァ
イ
ソ
ン
ヨ
リ
、
牧
岡
鉄
弥
ニ
現
金
千
弐
百
円
相
渡
候
ニ
付
、

所
有
地
新
潟
町
学
校
丁
五
千
弐
百
八
拾
四
、
五
、
六
ニ
建
築
ノ
家
屋
ヲ
貸
シ
渡
ス
条
約
、
左
ノ
如
シ 

牧
岡
鉄
弥
ヲ
甲
ト
シ
、
フ
ァ
イ
ソ
ン
及
ヒ
相
続
人
ヲ
乙
ト
ス 

第
一
条 
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借
料
年
々
金
弐
拾
円
、
毎
年
年
十
一
月
一
日
ニ
、
乙
ヨ
リ
甲
ヘ
前
払
可
致
事 

第
弐
条 

乙
ニ
於
テ
、
家
屋
造
リ
足
ス
歟
、
又
ハ
普
請
ス
ル
コ
ト
ハ
、
甲
ニ
於
テ
妨
ケ
ズ
ト
雖
モ
、
其
入
費

ノ
如
キ
ハ
、
乙
ノ
入
費
タ
ル
ベ
シ 

第
三
条 

 

年
限
ハ
二
十
五
年
ト
定
ム
、
則
明
治
十
年
十
一
年
一
日
ヨ
リ
明
治
三
十
五
年
十
一
月
一
日
ニ
至
ル
、

以
後
二
十
五
年
毎
ニ
此
箇
条
ニ
依
テ
改
ム
ベ
シ
、
尤
現
金
再
ビ
差
出
ス
コ
ト
ナ
シ
、
然
レ
ト
モ
甲

再
条
約
ヲ
欲
セ
ザ
レ
バ
、
前
条
ノ
現
金
千
弐
百
円
ヲ
出
シ
テ
、
約
ヲ
解
ク
ベ
シ 

第
四
条 

 

乙
ニ
於
テ
他
ヘ
出
立
ス
ル
際
ハ
、
仮
令
期
限
内
ナ
リ
ト
モ
、
甲
ヨ
リ
右
現
金
千
弐
百
円
ヲ
差
出
ス

ベ
シ
、
万
一
右
現
金
差
出
ノ
道
不
相
立
ル
節
ハ
、
家
屋
敷
売
代
金
ヲ
不
足
ナ
リ
ト
モ
現
金
ニ
当
ル

ト
シ
テ
乙
ニ
渡
シ
、
此
条
約
ヲ
廃
ス
ベ
キ
事 

第
五
条 

 

乙
ニ
於
テ
此
条
約
書
及
ヒ
条
約
内
ノ
権
理
ヲ
日
本
人
或
ハ
条
約
国
人
ニ
譲
リ
渡
ス
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

新
潟
県
刈
羽
郡
上
原
村 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

本
籍
八
百
九
十
六
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

牧
岡
鉄
弥 

 

明
治
十
年
十
一
月
一
日 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

こ
れ
は
先
の
契
約
書
案
（
史
料
六
十
四
）
と
は
違
い
、
家
屋
の
貸
借
で
あ
る
。
契
約
に
あ
た
り
借
主
た

る
フ
ァ
イ
ソ
ン
は
、
牧
岡
へ
千
二
百
円
と
い
う
大
金
を
渡
し
、
更
に
毎
年
二
十
円
の
借
家
代
を
支
払
う
と

い
う
。
こ
の
大
金
は
、
契
約
が
満
期
に
至
っ
て
解
約
す
る
際
に
は
、
牧
岡
か
ら
フ
ァ
イ
ソ
ン
へ
返
還
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
フ
ァ
イ
ソ
ン
が
新
潟
を
引
き
払
う
場
合
に
も
、
牧
岡
は
千
二
百
円
を
フ
ァ
イ

ソ
ン
に
返
還
す
る
義
務
が
あ
る
。
現
金
が
な
け
れ
ば
、
こ
の
土
地
建
物
を
第
三
者
へ
売
り
払
っ
て
納
め
る

べ
し
、
と
い
う
の
が
こ
の
新
た
な
約
定
書
の
内
容
で
あ
る
。 

こ
の
契
約
の
裏
事
情
を
考
え
て
み
よ
う
。
熟
考
す
れ
ば
、
契
約
書
冒
頭
の
千
二
百
円
と
い
う
大
金
は
、

牧
岡
が
こ
の
学
校
町
の
土
地
を
購
入
し
、
更
に
そ
こ
に
家
屋
を
建
て
る
た
め
の
資
金
で
あ
っ
た
、
と
い
う

こ
と
が
推
測
さ
れ
よ
う
。
半
年
前
の
契
約
書
案
の
内
容
に
、
更
に
も
う
一
筆
、
都
合
三
筆
の
地
所
買
入
れ
、

及
び
家
屋
の
建
築
が
加
わ
っ
て
い
る
の
だ
。
そ
れ
が
史
料
六
十
三
の
三
百
十
六
円
と
史
料
六
十
四
の
千
二

百
円
と
の
差
額
で
あ
ろ
う
。 

こ
う
し
て
フ
ァ
イ
ソ
ン
は
、
書
面
上
は
借．
地．
で
は
な
く
借
家
．
．
の
契
約
を
結
ぶ
こ
と
で
、
新
た
な
居
所
を

確
保
し
よ
う
と
し
た
。
居
留
取
極
第
七
条
に
お
い
て
は
、
家
屋
の
借
入
れ
で
あ
れ
ば
、
外
国
人
は
何
ら
の

留
保
も
な
く
自
由
に
行
え
る
、
と
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。 

と
こ
ろ
で
、
こ
の
借
家
契
約
書
（
史
料
六
十
五
）
は
「
町
会
所
文
書
」
の
中
に
ポ
ツ
リ
と
単
独
で
収
め

ら
れ
て
い
る
。
日
本
外
務
省
の
諸
史
料
に
関
連
の
も
の
は
見
出
せ
な
い
。
県
庁
や
国
と
の
あ
い
だ
で
問
題
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と
さ
れ
た
形
跡
は
な
く
、
そ
も
そ
も
事
案
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
な
い
。
と
す
る
と
、
こ
の
契
約
書
は
「
町

会
所
止
め
」
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
こ
の
借
家
契
約
書
案
を
牧
岡
か
ら
受
け
取
っ
た
町
会
所

は
、
考
慮
の
結
果
、
こ
れ
を
外
国
人
の
借．
地．
と
は
無
関
係
と
み
な
し
、
県
庁
に
伺
う
こ
と
な
く
済
ま
せ
た

の
で
は
な
い
か
。 

 

明
治
政
府
と
イ
ギ
リ
ス
が
激
し
い
交
渉
を
重
ね
、
ま
た
、
そ
の
後
長
い
交
渉
に
空
白
が
続
く
あ
い
だ
、

フ
ァ
イ
ソ
ン
は
こ
う
し
て
新
潟
に
お
け
る
居
場
所
を
確
保
し
て
い
た
の
で
あ
る
。 

  

第
二
節 

井
上
外
務
卿
期 

 

（
１
）
井
上
就
任
に
よ
る
リ
セ
ッ
ト 

先
に
述
べ
た
パ
ー
ク
ス
の
一
時
帰
国
出
立
を
わ
ず
か
に
遡
及
す
る
一
八
七
九
（
明
治
十
二
）
年
九
月
十

日
、
寺
島
に
代
わ
っ
て
井
上
馨
が
外
務
卿
に
就
任
し
た
。
井
上
は
、
外
国
人
借
地
問
題
の
外
交
レ
ベ
ル
で

の
解
決
を
求
め
る
新
潟
県
令
永
山
か
ら
の
要
請
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
自
ら
率
先
し
て

動
こ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。「
規
則
協
議
一
件
」
か
ら
は
、
井
上
の
基
本
姿
勢
は
彼
の
前
任
者
で
あ
る
寺
島

と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。 

永
山
は
就
任
ま
も
な
い
井
上
に
対
し
て
問
題
の
明
確
な
解
決
を
求
め
た
。
す
な
わ
ち
、
一
八
八
〇
（
明

治
十
三
）
年
一
月
九
日
、
永
山
は
「
日
本
政
府
案
」
を
添
え
て
こ
れ
ま
で
の
経
過
を
伝
え
る
と
と
も
に
、

「
将
来
貸
借
出
願
ス
ル
ト
キ
ハ
、
別
紙
之
趣
意
ヲ
以
弐
拾
五
ヶ
年
以
内
之
期
限
ニ
テ
結
約
可
居
致
旨
、
御

内
達
ニ
付
、
爾
来
右
之
心
得
ニ
テ
地
主
ヘ
内
示
セ
シ
ト
雖
モ
、
外
国
人
ニ
於
テ
未
承
諾
セ
シ
モ
ノ
ニ
ア
ラ

サ
レ
ハ
、
自
然
官
庁
ヨ
リ
掣
肘
ス
ル
ノ
筋
ニ
相
当
リ
、
或
ハ
不
都
合
ヲ
醸
生
ス
ル
ノ
憂
ナ
キ
ニ
ア
ラ
ス…

」

と
伝
え
た
。
県
庁
は
こ
こ
で
「
日
本
政
府
案
」
に
沿
っ
た
現
地
で
取
扱
い
を
内
々
に
暫
時
運
用
し
て
い
る

こ
と
を
説
明
し
、
し
か
も
こ
れ
が
内
務
省
の
指
示
に
よ
る
「
官
庁
に
よ
る
掣
肘
」
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て

い
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
外
国
側
が
了
承
す
る
規
則
が
な
い
た
め
支
障
が
生
じ
か
ね
な
い
、
各
国

公
使
と
談
判
し
て
規
則
を
確
定
し
て
ほ
し
い
、
と
上
申
し
た
。 

新
潟
県
か
ら
の
上
申
を
受
け
た
外
務
省
は
、
同
年
三
月
十
一
日
、
内
務
省
に
対
し
て
、
こ
の
二
年
近
く

以
前
と
な
る
七
八
（
明
治
十
一
）
年
四
月
に
外
務
省
が
伝
え
た
、「
年
限
五
十
年
以
内
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
と

談
判
に
及
び
た
い
」
と
す
る
方
針
転
換
へ
の
回
答
を
改
め
て
求
め
た
。
こ
れ
に
対
し
て
内
務
省
は
、
三
月

二
十
五
日
、
内
務
省
と
し
て
は
新
潟
で
の
実
情
を
取
り
調
べ
て
い
た
の
で
回
答
が
遷
延
し
た
が
、
貸
借
年

限
二
十
五
年
と
し
て
は
合
意
が
難
し
い
の
で
あ
れ
ば
、
五
十
年
と
し
て
も
か
ま
わ
な
い
、
と
し
て
、
事
態

打
開
に
向
け
て
動
く
べ
き
、
と
外
務
省
へ
要
請
し
た
。
す
な
わ
ち
内
務
省
は
、「
貸
借
期
間
中
で
あ
っ
て
も

近
隣
と
比
較
し
て
妥
当
な
貸
渡
料
に
増
減
可
能
な
こ
と
と
す
る
、
と
い
う
条
件
を
付
し
た
う
え
で
外
国
側

と
交
渉
し
て
ほ
し
い
（
二
十
五
ヶ
年
以
内
ニ
テ
ハ
実
際
難
渋
候
儀
ニ
候
得
ハ
、
貸
渡
年
期
ハ
五
十
ヶ
年
以

内
ト
相
定
、
期
限
中
ト
雖
ト
モ
土
地
之
盛
衰
ニ
依
リ
近
隣
ト
比
較
ヲ
以
テ
貸
渡
料
ヲ
増
減
ス
ヘ
シ
ト
之
意

ヲ
加
ヘ
、
各
国
公
使
ヘ
御
談
判
相
成
候
様
致
度
）
」
と
、
年
限
五
十
年
を
認
め
る
内
務
省
の
方
針
へ
の
転
換

を
伝
え
た
の
で
あ
っ
た

（

355
）

。 
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内
務
省
の
関
心
事
は
租
税
の
確
実
な
徴
収
で
あ
っ
た
。
新
潟
は
雑
居
地
で
あ
り
、
た
と
え
外
国
人
が
住

ん
で
い
て
も
適
正
に
地
租
を
徴
収
せ
ね
ば
な
ら
な
い
土
地
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
で
、
横
浜
や
神
戸
に
あ
る

外
国
人
居
留
地
と
は
明
ら
か
に
異
な
っ
た
。
そ
の
地
租
の
基
準
と
な
る
地
価
と
比
較
し
て
貸
地
料
が
大
き

く
上
下
し
て
い
て
は
係
争
が
生
じ
か
ね
な
い
、
と
内
務
省
は
考
え
た
。 

内
務
省
か
ら
の
書
翰
を
受
け
た
外
務
省
で
は
、
規
則
協
議
を
再
開
す
べ
く
動
き
か
け
た
。
す
な
わ
ち
、

「
規
則
協
議
一
件
」
に
は
、
四
月
三
十
日
付
で
「
土
地
を
借
り
て
家
屋
を
建
築
ス
ル
ニ
ハ
、
其
年
限
九
十

九
年
ハ
英
国
ニ
於
テ
ハ
普
通
之
慣
習
タ
ル
カ
如
シ
、
但
、
其
家
屋
ハ
堅
牢
之
建
築
ニ
テ
、
本
邦
家
屋
之
如

ク
何
時
ニ
テ
モ
取
払
可
相
成
様
ノ
事
ニ
非
ラ
ス
、亦
土
地
ニ
家
屋
を
建
築
し
て
之
を
他
人
ニ
貸
渡
ス
ニ
ハ
、

貸
渡
之
一
期
ヲ
五
年
或
ハ
七
年
ト
ス
、
欧
州
他
ノ
国
も
此
例
ニ
大
同
小
異
ア
ル
ノ
ミ
、
故
ニ
新
潟
ニ
於
テ

土
地
貸
渡
之
規
則
も
五
年
若
ク
ハ
七
年
毎
ニ
近
隣
比
較
を
以
テ
借
料
を
増
減
シ
然
可
、
貸
渡
之
年
限
ハ
五

十
年
ト
相
定
タ
ラ
ハ
相
当
ナ
ラ
ン
歟
」
と
、
貸
借
年
限
五
十
年
ま
で
、
た
だ
し
貸
渡
料
の
増
減
は
五
年
か

ら
七
年
ご
と
に
可
能
、
と
の
具
体
案
を
記
す
未
決
裁
の
起
案
書
が
残
っ
て
い
る
。
内
務
省
に
同
調
す
る
右

の
交
渉
方
針
案
は
、
起
案
書
の
状
況
か
ら
す
る
と
、
外
務
大
輔
の
上
野
景
範
が
示
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。 

し
か
し
な
が
ら
井
上
は
、
こ
う
し
た
議
論
か
ら
は
超
然
と
し
て
い
た
。
井
上
の
基
本
姿
勢
は
、
新
潟
で

の
外
国
人
の
借
地
の
こ
と
は
外
交
交
渉
の
俎
上
に
の
せ
る
べ
き
で
は
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。 

す
な
わ
ち
、
借
地
年
限
五
十
年
を
容
認
し
た
先
の
内
務
省
か
ら
の
一
八
八
〇
年
三
月
二
十
五
日
付
書
翰

に
対
し
、
井
上
は
七
月
七
日
に
内
務
省
に
対
し
て
、「
本
来
貸
渡
料
抔
之
義
ハ
、
貸
借
者
双
方
相
対
示
談
ヲ

以
取
極
タ
ル
事
柄
ニ
シ
テ
、
敢
テ
官
庁
ニ
於
テ
干
渉
可
致
筋
ニ
無
之
候
間
、
右
期
限
中
別
ニ
区
分
ヲ
立
、

五
ヶ
年
又
ハ
七
ヶ
年
ヲ
以
一
期
ト
定
メ
、
毎
季
貸
地
料
増
減
可
致
様
、
地
方
庁
ヨ
リ
貸
主
ヘ
注
意
為
致
迄

ニ
止
メ
、
各
国
公
使
ヘ
開
談
可
及
義
ニ
無
之
ト
存
候
」
と
伝
え
た
。
土
地
貸
渡
し
の
具
体
的
な
や
り
方
な

ど
は
、
県
庁
が
人
民
に
指
導
す
れ
ば
よ
い
こ
と
で
あ
っ
て
、
外
国
と
交
渉
す
る
こ
と
で
は
な
い
、
と
し
、

同
年
一
月
の
永
山
県
令
か
ら
外
務
省
へ
の
上
申
に
始
ま
っ
た
議
論
を
打
ち
切
っ
た
。 

「
規
則
協
議
一
件
」
に
よ
れ
ば
、
外
交
交
渉
再
開
の
上
申
を
外
務
省
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
新
潟

県
が
次
に
取
っ
た
手
段
は
、
内
務
省
へ
の
伺
い
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
同
年
十
月
、
新
潟
県
は
内
務
省
に

対
し
「
約
定
草
案
相
副
願
出
ツ
ル
ト
キ
ハ
、
曾
テ
外
務
省
ヨ
リ
公
私
条
約
之
区
分
ヲ
以
テ
下
附
相
成
候
、

地
所
貸
借
約
定
案
ニ
照
シ
、
差
支
ナ
キ
モ
ノ
ハ
県
庁
限
リ
許
可
之
上
、
御
届
致
シ
可
然
哉
」
と
伺
い
出
た
。

こ
こ
で
「
か
つ
て
外
務
省
か
ら
下
付
さ
れ
た
約
定
案
」
と
は
、
七
七
年
九
月
に
日
本
政
府
が
パ
ー
ク
ス
と

の
談
判
に
及
ん
だ
際
の
「
日
本
政
府
案
」
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
県
庁
は
、
そ
れ
な
ら
ば
実
際
に
外
国

人
へ
の
土
地
貸
渡
案
件
が
生
じ
た
場
合
、
お
よ
そ
二
年
前
に
作
成
さ
れ
た
「
日
本
政
府
案
」
を
基
準
と
し

て
、
県
庁
限
り
で
許
可
し
て
よ
い
か
、
と
内
務
省
へ
伺
っ
た
の
で
あ
っ
た
。 

「
規
則
協
議
一
件
」
の
記
録
で
は
、
新
潟
県
か
ら
の
こ
の
伺
い
は
、
半
年
以
上
放
置
さ
れ
て
い
た
が
、

こ
の
後
に
述
べ
る
条
約
改
正
予
備
会
議
が
開
催
さ
れ
て
間
も
な
く
処
理
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
八
二
（
明

治
十
五
）
年
三
月
十
四
日
、
内
務
省
は
外
務
省
へ
、
こ
の
県
庁
の
伺
い
出
を
認
め
る
、
と
伝
え
た
。
内
務

省
と
し
て
は
、
こ
の
時
点
で
、
か
つ
て
寺
島
が
パ
ー
ク
ス
と
の
談
判
に
及
ん
だ
際
の
「
日
本
政
府
案
」
を

「
公
約
私
約
案
」
と
し
て
内
々
に
運
用
す
る
よ
う
新
潟
県
へ
指
示
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
の
で
、
内
務
省

が
、
県
庁
の
伺
い
を
認
め
る
、
と
し
た
こ
と
は
素
直
に
理
解
で
き
る
。
し
か
し
注
目
は
、
外
務
卿
井
上
の
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判
断
で
あ
っ
た
。
同
年
四
月
五
日
、
井
上
は
「
当
省
於
テ
ハ
別
ニ
異
存
無
之
候
」
と
山
田
顕
義
内
務
卿
に

短
く
回
答
し
た
。
寺
島
が
運
用
に
先
立
っ
て
パ
ー
ク
ス
と
激
し
い
交
渉
を
行
い
、
し
か
も
妥
結
に
至
ら
な

か
っ
た
規
則
案
を
、
井
上
は
そ
も
そ
も
交
渉
の
必
要
な
く
現
地
限
り
で
運
用
し
て
か
ま
わ
な
い
、
と
迅
速

に
判
断
し
た
の
で
あ
っ
た
。 

新
潟
で
の
外
国
人
へ
の
貸
地
を
律
す
る
に
あ
た
っ
て
外
国
側
と
の
交
渉
の
必
要
な
し
、
と
し
た
井
上
の

ス
タ
ン
ス
は
、
当
時
日
本
が
置
か
れ
て
い
た
一
般
状
況
を
反
映
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
当
時
、

明
治
政
府
に
と
っ
て
は
、
国
内
行
政
に
対
す
る
外
国
の
干
渉
を
い
か
に
排
除
す
る
か
が
大
き
な
課
題
で
あ

っ
た
。
不
平
等
条
約
下
に
お
け
る
行
政
権
回
復
の
問
題
で
あ
る
。 

幕
末
以
来
の
条
約
に
基
づ
き
諸
外
国
の
領
事
裁
判
権
が
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
の
時
期
、
日
本
政
府
は
自

ら
が
定
め
る
行
政
規
則
が
国
内
で
円
滑
に
運
用
さ
れ
る
こ
と
を
担
保
す
る
た
め
、
そ
の
規
則
の
施
行
以
前

に
諸
外
国
と
協
議
を
行
っ
て
了
解
を
得
る
、
と
い
う
慣
行
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
。
先
述
の
寺
島
・
パ

ー
ク
ス
談
判
は
、
ま
さ
に
こ
の
手
続
き
を
踏
も
う
と
し
た
も
の
と
し
て
理
解
で
き
る
。
条
約
に
は
何
ら
定

め
が
な
い
こ
う
し
た
協
議
を
日
本
が
甘
ん
じ
て
求
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
は
、
条
約
国
の
了
解
な
し
に

行
政
規
則
を
施
行
し
て
も
、
外
国
人
が
そ
の
規
則
を
遵
守
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
期
待
で
き
な
い
か
ら
で

あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
仮
に
規
則
を
無
視
し
た
外
国
人
の
行
為
に
よ
っ
て
日
本
人
が
不
利
益
を
被
っ
た
場
合
、

そ
の
日
本
人
が
訴
え
出
る
べ
き
は
相
手
国
の
領
事
裁
判
所
で
あ
る
の
で
、
そ
の
国
が
日
本
の
該
当
す
る
行

政
規
則
を
認
め
て
い
な
け
れ
ば
日
本
人
側
に
不
利
な
判
決
が
下
さ
れ
う
る
。
甚
だ
し
い
場
合
に
は
、
行
政

規
則
の
意
義
自
体
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
。
主
権
国
家
と
し
て
日
本
政
府
が
い
か
に
行
政
規
則
を
自
由
に
制

定
し
運
用
し
て
い
く
か
は
、
領
事
裁
判
権
撤
廃
や
関
税
自
主
権
回
復
と
並
ん
で
、
不
平
等
条
約
下
に
お
け

る
日
本
の
切
実
な
課
題
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
井
上
は
、
前
任
の
寺
島
以
来
、
地
方
規
則
の
制
定
の
問
題
と

し
て
扱
わ
れ
て
き
た
新
潟
で
の
案
件
に
つ
い
て
、
右
の
よ
う
に
意
識
し

（

356
）

、
本
件
は
本
来
的
に
は
官
が
立

ち
入
る
こ
と
で
な
く
、
ま
し
て
や
外
国
と
の
交
渉
は
要
し
な
い
、
と
の
見
解
を
示
し
た
の
で
あ
っ
た
。 

 

（
２
）
条
約
改
正
予
備
会
議 

こ
の
よ
う
に
し
て
、
新
潟
で
の
外
国
人
借
地
問
題
に
関
し
て
超
然
と
臨
ん
だ
井
上
で
あ
っ
た
が
、
そ
の

井
上
の
姿
勢
は
、
や
が
て
諸
外
国
か
ら
の
強
い
働
き
か
け
に
よ
り
妥
協
を
強
い
ら
れ
た
。
と
り
わ
け
パ
ー

ク
ス
は
局
面
の
打
開
に
向
け
て
積
極
的
に
仕
掛
け
た
。
そ
の
最
初
は
、
ま
さ
に
当
時
の
外
交
の
表
舞
台
で

の
本
件
追
及
で
あ
っ
た
。 

一
八
八
二
（
明
治
十
五
）
年
、
日
本
の
外
交
は
一
つ
の
大
き
な
節
目
を
迎
え
て
い
た

（

357
）

。
不
平
等
条
約

の
改
正
に
向
け
た
、
条
約
改
正
予
備
会
議
の
開
催
で
あ
る
。
こ
の
会
議
の
開
催
趣
旨
と
は
、
条
約
改
正
の

た
め
の
諸
課
題
を
整
理
し
、
そ
の
結
果
を
各
国
公
使
が
意
見
を
付
し
て
本
国
に
示
し
、
そ
れ
ら
を
も
っ
て

条
約
改
正
に
向
け
た
交
渉
の
基
礎
と
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
諸
外
国
か
ら
は
日
本
駐
在
の
公
使
ら
が
委
員

と
し
て
参
加
し
、
日
本
政
府
か
ら
は
外
務
卿
井
上
馨
が
議
長
と
し
て
会
議
の
進
行
役
を
担
っ
た
。 

イ
ギ
リ
ス
公
使
パ
ー
ク
ス
は
、
こ
の
予
備
会
議
と
同
時
に
帰
国
休
暇
を
終
え
て
、
任
地
日
本
に
戻
っ
て

い
た
。
予
備
会
議
に
は
二
月
一
日
の
第
二
回
会
合
か
ら
出
席
し
た
。 

一
連
の
会
合
の
冒
頭
、
井
上
は
論
ず
べ
き
項
目
を
十
三
の
部
類
に
分
け
て
示
し
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
順
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次
議
論
を
進
め
て
い
く
こ
と
を
提
案
し
た
。
そ
し
て
こ
の
提
案
が
合
意
さ
れ
た
。
十
三
の
項
目
の
な
か
に

は
、
「
領
事
特
権
」
「
民
事
裁
判
権
」「
刑
事
裁
判
権
」
「
海
関
税
則
」
な
ど
と
並
ん
で
、
第
五
部
類
と
し
て

「
外
国
人
居
住
及
び
借
地
方
」
と
い
う
項
目
が
掲
げ
ら
れ
て
い
た
。 

同
年
一
月
か
ら
七
月
ま
で
の
二
十
一
回
に
わ
た
る
予
備
会
議
全
体
の
ハ
イ
ラ
イ
ト
を
な
し
た
の
は
、
日

本
政
府
に
よ
る
内
地
開
放
の
方
針
で
あ
っ
た
。
領
事
裁
判
権
の
撤
廃
と
引
換
え
に
外
国
人
の
内
地
雑
居
を

認
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
日
本
は
こ
の
大
胆
な
譲
歩
に
よ
っ
て
交
渉
の
進
展
を
も
く
ろ
ん
だ
。

井
上
は
四
月
五
日
に
内
地
開
放
宣
言
を
行
い
、
六
月
一
日
に
は
更
に
そ
の
細
目
を
示
し
た
。 

や
が
て
六
月
十
五
日
の
会
合
を
迎
え
た
。
す
で
に
領
事
裁
判
権
、
関
税
率
と
い
っ
た
主
要
項
目
が
そ
れ

ま
で
の
会
合
で
順
次
論
ぜ
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
日
の
会
合
で
井
上
は
、
各
国
委
員
か
ら
自
由
な
問
題
提
起

を
求
め
た
。
こ
れ
に
対
し
て
パ
ー
ク
ス
は
、
先
述
の
議
題
第
五
部
類
「
外
国
人
居
住
及
び
借
地
方
」
の
範

疇
に
含
め
る
べ
き
問
題
の
一
つ
と
し
て
、
新
潟
で
の
外
国
人
借
地
問
題
に
つ
き
次
の
よ
う
に
発
言
し
た
。

「
一
八
六
七
年
の
該
港
居
留
地
約
定
書
第
七
条
に
お
い
て
『
外
国
人
は
正
当
な
る
所
用
の
た
め
家
屋
土
地

を
借
り
受
け
る
こ
と
勝
手
た
る
べ
し
』
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
実
際
に
は
こ
の
条
項
は
履
行

さ
れ
て
い
な
い
。
我
が
国
民
は
未
だ
に
該
港
に
お
い
て
土
地
を
得
る
こ
と
が
で
き
ず
、
家
屋
を
借
り
受
け

る
こ
と
も
極
め
て
困
難
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
こ
と
は
土
地
家
屋
の
所
有
者
た
る
日
本
人
の
意
思
に
よ
る

も
の
で
は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
地
方
官
庁
が
当
事
者
間
の
貸
借
契
約
に
著
し
い
制
限
を
加
え
て
い
る
こ
と
に

よ
る
も
の
で
あ
る
」 

新
潟
に
お
い
て
、
他
港
と
同
じ
よ
う
に
居
留
外
国
人
が
土
地
を
得
ら
れ
る
よ
う
に
措
置
す
べ
き
、
と
の

パ
ー
ク
ス
の
問
題
提
起
に
対
し
て
、
井
上
は
「
今
月
一
日
に
我
が
国
政
府
は
外
国
人
の
土
地
所
有
を
認
め

る
方
針
を
提
案
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
れ
が
採
用
さ
れ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
紛
争
は
な
く
な
る
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
ま
で
の
間
は
、
地
方
官
に
お
い
て
処
置
し
う
る
問
題
で
あ
る
。
ま
た
、
新
潟
に
は
現
在
十
四
名

の
居
留
民
が
い
る
が
、
皆
何
ら
支
障
な
く
土
地
を
得
て
い
る
と
聞
く
。
イ
ギ
リ
ス
国
民
の
そ
の
一
名
だ
け

が
土
地
を
得
ら
れ
な
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
の
者
に
何
か
特
別
な
理
由
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
」
と
冷
淡
に
応
じ
た
。 

パ
ー
ク
ス
は
井
上
の
こ
の
応
接
に
納
得
し
な
か
っ
た
。
こ
の
あ
と
パ
ー
ク
ス
は
井
上
に
対
し
て
長
々
と

陳
述
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
反
論
の
内
容
は
概
要
以
下
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。「
そ
の
イ
ギ
リ
ス
人
が
土

地
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、
借
地
し
よ
う
に
も
年
限
五
年
以
内
な
ど
と
い
う
非
現
実
的
な
条
件
を

つ
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
同
港
で
外
国
人
が
有
し
て
い
る
土
地
は
、
砂
山
の
二
ヶ
所
を
除
け
ば
す

べ
て
日
本
人
に
名
義
を
借
り
て
い
る
。
外
国
人
は
自
分
の
名
義
で
は
借
地
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
新

潟
で
は
一
八
六
七
年
の
取
極
が
未
だ
に
実
行
さ
れ
て
い
な
い
。
同
第
七
条
で
は
、『
外
国
人
は
新
潟
な
ら
び

に
佐
渡
夷
港
の
市
中
に
お
い
て
日
本
人
と
相
対
で
旅
宿
住
居
あ
る
い
は
倉
庫
を
借
り
入
れ
、
ま
た
買
い
入

れ
る
こ
と
勝
手
た
る
べ
し
。
ま
た
両
所
に
お
い
て
正
当
な
る
所
用
の
た
め
地
面
を
借
受
け
る
こ
と
勝
手
次

第
た
る
べ
し
』
と
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
実
際
に
は
、
外
国
人
は
同
港
で
家
屋
や
土
地
を
自
由
に
手
に

入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
新
潟
県
庁
が
右
の
取
極
を
正
し
く
実
行
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は

数
年
前
か
ら
同
県
庁
へ
も
外
務
省
へ
も
申
し
入
れ
て
い
る
の
だ
が
、
何
ら
是
正
さ
れ
て
い
な
い
」 

こ
う
し
た
論
述
に
加
え
て
、
パ
ー
ク
ス
は
更
に
「
外
国
人
の
使
用
の
た
め
に
新
潟
に
一
区
の
居
留
地
を
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設
け
て
、
そ
の
居
留
地
に
お
い
て
他
の
開
港
場
同
様
に
借
地
す
る
こ
と
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
」
と
主
張

し
た
。
新
潟
に
お
い
て
外
国
人
居
留
地
を
設
定
す
る
こ
と
、
そ
こ
で
外
国
人
の
永
代
借
地
を
認
め
る
こ
と

を
求
め
た
わ
け
で
あ
る
。 

 

外
交
上
の
議
論
か
ら
久
し
く
遠
ざ
け
ら
れ
て
い
た
新
潟
で
の
外
国
人
借
地
問
題
は
、
一
八
八
二
（
明
治

十
五
）
年
六
月
、
こ
う
し
て
改
め
て
そ
の
俎
上
に
の
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。 

 

パ
ー
ク
ス
が
予
備
会
議
に
お
い
て
新
潟
で
の
問
題
を
持
ち
出
し
た
の
に
は
、
明
確
な
き
っ
か
け
が
あ
っ

た
。
そ
の
事
情
は
、
今
度
は
イ
ギ
リ
ス
外
務
省
文
書
で
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
パ
ー
ク
ス
は
、
長
ら

く
新
潟
に
居
留
し
て
い
た
一
人
の
イ
ギ
リ
ス
人
か
ら
、
同
地
で
の
借
地
の
問
題
を
会
議
で
取
り
あ
げ
る
よ

う
働
き
か
け
を
受
け
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。 

そ
の
新
潟
居
留
イ
ギ
リ
ス
人
と
は
、
や
は
り
フ
ァ
イ
ソ
ン
で
あ
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
外
務
省
文
書
に
よ
れ

ば
、
フ
ァ
イ
ソ
ン
は
一
八
八
二
（
明
治
十
五
）
年
二
月
二
十
日
付
で
パ
ー
ク
ス
へ
書
翰
を
宛
て
た

（

358
）

。
そ

の
書
翰
で
フ
ァ
イ
ソ
ン
は
「
新
潟
で
は
、
外
国
人
は
家
屋
建
築
の
た
め
の
土
地
を
借
り
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
ま
た
、
借
家
に
つ
い
て
も
役
所
が
厳
し
く
干
渉
し
て
い
る
」
と
訴
え
、
こ
う
し
た
新
潟
の
実
情
を
日

本
政
府
と
の
交
渉
に
お
い
て
取
り
上
げ
て
ほ
し
い
、
と
要
請
し
た
。
パ
ー
ク
ス
が
「
取
り
上
げ
た
い
と
は

思
う
が
、
内
容
を
も
っ
と
詳
し
く
承
知
し
た
い
」
と
応
じ
る
と

（

359
）

、
フ
ァ
イ
ソ
ン
は
三
月
七
日
付
の
書
翰

で
、
改
め
て
自
ら
の
新
潟
で
の
経
験
を
詳
し
く
パ
ー
ク
ス
に
説
明
し
た

（

360
）

。
す
な
わ
ち
、
町
会
所
が
命
ず

る
文
言
で
借
地
契
約
書
を
作
成
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
県
庁
は
こ
れ
を
正
式
契
約
と
認
め
な
か
っ
た
こ

と
や
、
そ
の
契
約
を
更
新
し
よ
う
と
し
た
際
に
貸
主
か
ら
「
借
主
が
外
国
人
だ
と
面
倒
が
起
り
そ
う
な
の

で
、
あ
な
た
を
補
佐
し
て
い
る
日
本
人
の
名
義
で
契
約
し
た
い
」
と
持
ち
か
け
ら
れ
た
こ
と
、
な
ど
を
述

べ
た
。
更
に
フ
ァ
イ
ソ
ン
は
、「
県
庁
は
町
会
所
を
通
じ
て
新
潟
町
民
に
圧
力
を
か
け
、
外
国
人
へ
の
貸
家

契
約
を
結
ば
せ
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
」、
「
町
民
は
、
外
国
人
に
家
屋
を
貸
す
際
に
は
前
も
っ
て
区
役
所

に
申
し
出
る
よ
う
諭
達
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
面
倒
な
手
続
き
を
好
む
者
は
誰
も
い
な
い
」
と
報
告

し
た
。 

フ
ァ
イ
ソ
ン
は
ま
た
、
自
ら
に
関
す
る
以
外
の
、
新
潟
の
実
情
一
般
に
つ
い
て
も
パ
ー
ク
ス
に
情
報
提

供
し
た

（

361
）

。
同
年
六
月
上
旬
に
新
潟
を
去
っ
た
フ
ァ
イ
ソ
ン
は
、
そ
の
月
の
下
旬
に
は
横
浜
山
手
に
移
り

住
ん
で
い
た
の
だ
が
、
彼
は
そ
の
新
た
な
居
住
地
か
ら
新
潟
居
留
外
国
人
の
う
ち
の
二
名
、
す
な
わ
ち
パ

ー
ム
及
び
ラ
イ
ス
ナ
ー
に
書
翰
を
宛
て
、
外
国
人
の
居
住
事
情
に
関
し
て
証
言
を
求
め
た
。
こ
れ
に
対
し

て
、
パ
ー
ム
は
六
月
二
十
四
日
付
の
フ
ァ
イ
ソ
ン
へ
の
返
書
で
、「
当
地
で
外
国
人
が
自
分
の
名
義
で
所
有

し
て
い
る
地
所
は
、
山
手
の
ラ
イ
ス
ナ
ー
と
コ
ッ
ホ
の
も
の
だ
け
で
あ
る

（

362
）

。
ラ
イ
ス
ナ
ー
の
別
の
市
街

地
の
地
所
は
日
本
人
女
性
名
義
で
あ
る
。
当
地
で
は
外
国
人
は
自
分
名
義
で
地
所
を
手
に
入
れ
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
本
来
私
の
所
有
で
あ
る
地
所
は
す
べ
て
日
本
人
名
義
で
あ
る
」
と
伝
え
た
。
ま
た
ラ
イ
ス
ナ

ー
も
、
六
月
二
十
五
日
付
の
フ
ァ
イ
ソ
ン
へ
の
返
書
で
「
私
が
自
分
名
義
と
し
て
い
る
借
地
は
砂
山
の
遊

園
だ
け
で
あ
る

（

363
）

。
私
が
知
る
限
り
、
市
街
地
の
地
所
や
家
屋
は
、
ど
の
外
国
人
も
日
本
人
名
義
で
買
い

取
っ
て
お
り
、
そ
の
買
い
手
た
る
日
本
人
と
は
私
的
に
念
書
を
交
わ
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
や
り
方
は
非

常
に
不
便
で
心
も
と
な
い
が
、
当
地
で
借
地
借
家
す
る
際
の
様
々
な
面
倒
を
避
け
る
に
は
、
こ
れ
が
唯
一
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の
方
法
で
あ
る
」
と
記
し
た
。 

フ
ァ
イ
ソ
ン
は
こ
う
し
た
証
言
を
そ
の
ま
ま
パ
ー
ク
ス
に
伝
え
た
。
そ
し
て
、「
外
国
人
が
行
う
借
地
に

関
し
て
は
、
必
ず
守
る
べ
き
二
、
三
の
事
項
を
し
か
る
べ
き
方
法
で
定
め
、
そ
の
他
は
官
吏
が
一
切
干
渉

せ
ず
に
当
事
者
の
取
決
め
に
任
せ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
自
ら
の
意
見
を
添
え
た
。 

パ
ー
ク
ス
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
現
地
新
潟
で
の
状
況
を
把
握
し
な
が
ら
、
会
議
の
場
で
の
井
上
と
の

論
争
に
臨
ん
だ
の
で
あ
っ
た

（

364
）

。 

 

新
潟
で
の
外
国
人
借
地
問
題
が
ふ
た
た
び
予
備
会
議
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
は
、
お
よ
そ
一
ヶ
月
後
の

七
月
十
八
日
で
あ
っ
た
。
こ
の
日
の
会
合
は
井
上
が
体
調
不
良
の
た
め
に
欠
席
し
、
代
わ
っ
て
外
務
少
輔

の
塩
田
三
郎
が
議
事
を
仕
切
っ
た
。
会
合
で
塩
田
は
、「
新
潟
の
一
件
に
つ
い
て
は
、
パ
ー
ク
ス
氏
の
陳
述

に
対
す
る
答
文
を
用
意
し
て
い
る
が
、
今
そ
の
詳
細
を
述
べ
る
こ
と
は
不
要
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
を
省
略

し
た
い
。
た
だ
、
本
件
の
要
点
は
借
地
年
限
の
長
短
如
何
で
あ
る
の
で
、
こ
の
問
題
は
予
備
会
議
の
外
で

談
判
す
る
こ
と
で
解
決
を
図
り
た
い
」
と
述
べ
た
。
塩
田
は
更
に
、「
こ
の
問
題
は
、
井
上
議
長
が
提
案
し

た
内
地
開
放
に
よ
っ
て
外
国
人
が
土
地
所
有
権
を
得
る
ま
で
の
事
柄
で
あ
り
、
新
潟
港
に
居
留
地
を
設
け

る
よ
り
も
、
む
し
ろ
こ
の
方
法
で
双
方
の
目
的
を
達
す
る
ほ
う
が
容
易
で
あ
る
と
考
え
る
」
と
付
け
加
え

た
。 こ

れ
に
対
す
る
パ
ー
ク
ス
の
発
言
は
、
史
料
に
は
記
録
さ
れ
て
い
な
い

（

365
）

。
そ
の
一
方
で
、
フ
ラ
ン
ス

公
使
ト
リ
ク
ー
か
ら
先
の
パ
ー
ク
ス
の
主
張
を
後
押
し
す
る
発
言
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
ト
リ
ク
ー
は
、

「
新
潟
港
の
現
況
を
改
善
す
る
良
策
は
、
同
地
に
外
国
人
居
留
地
を
設
け
る
こ
と
で
あ
る
。
内
地
を
外
国

人
に
開
放
し
よ
う
と
い
う
寛
大
な
提
案
を
し
た
日
本
政
府
が
、
す
で
に
開
放
し
て
い
る
一
港
に
外
国
人
居

留
地
を
設
置
す
る
こ
と
に
、
何
も
支
障
が
な
い
で
は
な
い
か
」
と
述
べ
、「
新
潟
に
居
留
地
を
設
け
る
べ
し
」

と
い
う
先
の
パ
ー
ク
ス
の
提
案
へ
の
賛
意
を
表
明
し
た
。 

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
議
論
が
こ
れ
以
上
予
備
会
議
で
深
ま
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
パ

ー
ク
ス
が
仕
掛
け
た
新
潟
で
の
外
国
人
の
借
地
に
関
す
る
論
争
は
、
ど
う
や
ら
不
発
に
終
わ
っ
た
よ
う
で

あ
っ
た
。 

や
が
て
迎
え
た
七
月
二
十
七
日
の
最
終
会
合
で
は
、
そ
れ
ま
で
の
す
べ
て
の
会
合
の
議
事
録
に
つ
い
て

確
認
が
行
わ
れ
た
。
本
件
に
関
し
て
は
、「
サ
ー
・
ハ
レ
ー
・
パ
ー
ク
ス
氏
は
、
予
定
議
目
の
第
五
類
（
開

港
場
借
地
并
居
住
方
法
）
に
関
係
す
る
も
の
と
し
て
、…

新
潟
港
に
於
て
外
国
人
借
地
方
法
の
不
完
全
な

る
件
を
本
会
に
提
出
す
」
と
ま
と
め
ら
れ
て
い
た
。
問
題
を
提
起
し
た
こ
と
だ
け
が
記
さ
れ
、
こ
の
問
題

の
処
置
に
つ
い
て
は
何
も
触
れ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
最
終
会
合
で
パ
ー
ク
ス
は
「
新
潟
で
の

外
国
人
に
よ
る
借
地
の
件
は
、
本
会
議
が
終
了
し
た
後
も
引
き
続
き
協
議
す
べ
き
と
考
え
る
が
如
何
か
」

と
議
長
の
井
上
に
質
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
井
上
は
「
本
会
議
外
で
な
る
べ
く
早
急
に
協
議
を
始
め
る
こ

と
で
異
論
は
な
い
」
と
応
じ
た
。 

こ
う
し
て
予
備
会
議
の
終
了
間
際
に
、
新
潟
で
の
外
国
人
借
地
問
題
は
、
条
約
改
正
交
渉
と
は
別
に
、

以
降
も
議
論
さ
れ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。 
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（
３
）
佐
渡
夷
港
官
営
倉
庫
の
取
壊
し
を
め
ぐ
っ
て 

条
約
改
正
予
備
会
議
で
決
着
を
み
な
か
っ
た
こ
の
問
題
が
ふ
た
た
び
外
交
上
の
議
論
と
な
る
の
は
、
そ

の
予
備
会
議
が
開
催
さ
れ
た
年
の
暮
れ
、
す
な
わ
ち
会
議
終
了
の
お
よ
そ
半
年
後
で
あ
っ
た
。
議
論
再
開

の
き
っ
か
け
は
、
素
直
に
は
外
国
人
の
借
地
問
題
と
は
結
び
付
か
な
い
案
件
の
発
生
で
あ
っ
た
。
こ
の
案

件
に
関
し
て
は
、
日
本
外
務
省
に
残
る
「
佐
州
夷
港
ニ
設
ア
ル
外
国
人
ヘ
貸
納
屋
取
毀
方
外
国
公
使
ヘ
協

議
一
件
」
（
以
下
、
「
夷
港
貸
納
屋
ノ
一
件
」
と
す
る
）
ほ
か
文
書
及
び
イ
ギ
リ
ス
外
務
省
文
書
を
重
ね
合

わ
せ
る
こ
と
で
、
そ
の
経
過
が
よ
う
や
く
明
ら
か
と
な
る

（

366
）

。 

一
八
八
二
（
明
治
十
五
）
年
十
一
月
十
七
日
、
松
方
正
義
大
蔵
卿
か
ら
井
上
に
対
し
て
以
下
の
内
容
の

書
翰
が
発
出
さ
れ
た
。 

「
新
潟
港
之
義
ハ
、
近
年
ニ
至
リ
外
国
船
舶
之
入
港
ス
ル
モ
ノ
殆
ン
ト
無
之
、
又
居
留
外
国
人
モ
漸

次
他
港
ニ
移
住
致
シ
候
ニ
付
、
随
テ
税
関
事
務
之
如
キ
閑
暇
無
事
ノ
姿
ニ
有
之
候
、
然
ル
ニ
尚
依
然

従
来
之
観
ヲ
存
シ
置
候
テ
ハ
、
徒
ラ
ニ
巨
多
之
失
費
ヲ
要
シ
候
ノ
ミ
ニ
付
、
今
回
同
関
之
体
裁
ヲ
改

革
シ
、
仮
令
入
港
船
ア
ル
モ
差
支
ナ
キ
迄
ニ
縮
小
候
事
ニ
決
定
致
シ
候
、
就
テ
ハ
夷
港
貸
納
屋
ノ
義

ハ
近
来
次
第
ニ
敗
頽
シ
、
目
下
実
用
ニ
適
シ
カ
タ
ク
候
間
、
此
際
取
毀
、
万
一
外
商
等
之
ヲ
要
ス
ル

ノ
場
合
ア
ラ
ハ
、
同
所
近
傍
ニ
於
テ
人
民
所
有
之
倉
庫
ヲ
借
リ
受
、
聊
カ
差
支
無
之
様
可
取
計
積
リ

ニ
有
之
候
、
然
ル
ニ
、
右
貸
納
屋
之
義
ハ
、
越
後
新
潟
佐
渡
夷
港
外
国
人
居
留
取
極
第
一
条
ニ
関
係

之
事
柄
ニ
付
、
為
念
一
応
及
御
照
会
候
也
」 

佐
渡
夷
港
は
、
新
潟
を
開
港
す
る
際
に
そ
の
補
助
港
と
定
め
ら
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
外
国
人
居
留
取
極

第
一
条
に
お
い
て
「
日
本
政
府
は
、
貿
易
の
用
に
給
す
る
た
め
、
佐
州
夷
町
の
内
に
て
相
当
の
貸
納
屋
を

取
建
、
舶
来
貨
物
を
積
置
か
し
む
へ
く
、
尤
日
数
三
十
日
の
間
は
蔵
敷
料
を
取
立
さ
る
事
」
と
定
め
ら
れ

て
い
た

（

367
）

。
日
本
政
府
は
こ
の
規
定
に
基
づ
き
夷
港
に
お
い
て
官
営
倉
庫
（
貸
納
屋
）
を
設
け
、
諸
外
国

の
貿
易
活
動
の
た
め
に
一
定
期
間
は
無
償
で
提
供
し
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
際
に
は
夷
港
が
補
助

港
と
し
て
の
機
能
を
果
た
す
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
こ
の
官
営
倉
庫
が
外
国
貿
易
の
た
め
に
使
用
さ
れ

た
の
は
、
開
港
以
来
わ
ず
か
三
回
に
す
ぎ
な
か
っ
た

（

368
）

。
そ
こ
で
大
蔵
省
は
、
経
費
節
減
の
た
め
こ
の
倉

庫
を
取
り
壊
す
こ
と
と
し
、
今
後
外
国
側
か
ら
倉
庫
使
用
の
要
請
が
あ
っ
た
際
に
は
、
そ
の
都
度
民
間
倉

庫
を
借
り
上
げ
て
提
供
す
る
こ
と
で
対
応
す
る
、
と
い
う
方
針
を
固
め
た
。
た
だ
、
官
営
倉
庫
は
も
と
も

と
国
際
取
極
に
基
づ
く
施
設
整
備
の
一
環
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
念
の
た
め
外
務
省
に
諮
っ
た
の
で
あ
っ

た
。 照

会
を
受
け
た
外
務
省
は
、
同
年
十
二
月
二
十
一
日
、
こ
の
件
の
了
解
を
求
め
る
文
書
を
条
約
国
の
公

使
ら
に
発
出
し
た
。
各
国
か
ら
は
こ
れ
を
承
認
す
る
旨
の
回
答
が
順
次
届
け
ら
れ
て
き
た
。
翌
二
十
二
日

付
の
ア
メ
リ
カ
、
ベ
ル
ギ
ー
、
及
び
ス
イ
ス
か
ら
の
回
答
を
は
じ
め
、
同
年
末
ま
で
に
は
清
、
オ
ラ
ン
ダ
、

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
及
び
イ
タ
リ
ア
か
ら
も
取
壊
し
了
解
の
返
答
が
あ
っ
た
。 

と
こ
ろ
が
、
翌
八
三
（
明
治
十
六
）
年
に
入
っ
て
ま
も
な
く
、
外
務
省
は
残
る
各
国
か
ら
こ
れ
ら
と
は

異
な
る
回
答
を
受
け
取
る
こ
と
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
同
年
一
月
十
日
、
イ
ギ
リ
ス
は
「
貴
官
か
ら
の
提

案
は
国
際
取
極
に
関
係
す
る
性
格
の
も
の
で
あ
り
、
本
官
と
し
て
は
ま
ず
本
国
政
府
に
承
認
を
求
め
な
け

れ
ば
、
こ
れ
に
同
意
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
し
て
提
案
の
承
諾
を
保
留
し
た
。
同
日
、
ド
イ
ツ
も
ま
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た
同
じ
理
由
か
ら
態
度
表
明
を
保
留
し
た
。
更
に
は
フ
ラ
ン
ス
も
、
三
月
十
二
日
付
で
「
本
件
は
一
八
六

七
年
の
取
極
に
基
く
も
の
で
あ
り
、
各
国
の
同
意
が
な
け
れ
ば
変
更
で
き
な
い
」
と
念
を
押
し
、
日
本
政

府
か
ら
の
照
会
を
本
国
に
進
達
し
た
旨
を
伝
え
て
き
た
。 

と
り
わ
け
日
本
政
府
に
と
っ
て
意
外
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
回
答
に
付
さ
れ
た
公

使
ら
の
コ
メ
ン
ト
で
あ
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
の
パ
ー
ク
ス
は
、「
本
国
の
承
認
を
求
め
る
に
あ
た
っ
て
は
、
本

件
が
先
般
の
予
備
会
議
で
の
同
取
極
第
七
条
に
関
す
る
議
論
と
ど
の
よ
う
に
関
連
す
る
の
か
に
つ
い
て
も

意
見
具
申
す
る
つ
も
り
で
あ
る
」
と
伝
え
て
い
た
。
ま
た
フ
ラ
ン
ス
の
ト
リ
ク
ー
も
、
「
私
見
で
あ
る
が
、

先
般
の
条
約
改
正
に
関
す
る
会
議
で
議
論
し
た
よ
う
に
、
日
本
政
府
が
同
港
居
留
取
極
第
七
条
を
条
文
ど

お
り
履
行
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
今
回
懸
案
の
倉
庫
は
必
ず
入
用
に
な
る
の
で
は
な
い
か
」
と
記
し
て
い
た
。 

両
者
と
も
、
佐
渡
夷
港
官
営
倉
庫
の
取
壊
し
案
件
を
、
新
潟
で
の
外
国
人
借
地
問
題
に
絡
め
よ
う
と
目

論
ん
で
い
る
か
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
大
蔵
省
が
外
務
省
に
「
為
念
一
応
及
御
照
会
候
也
」
と
し
た
こ
と
か

ら
各
国
の
了
解
を
得
る
こ
と
に
な
っ
た
一
件
は
、
思
わ
ぬ
波
紋
を
広
げ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。 

 

使
用
す
る
見
込
み
な
ど
皆
無
に
近
い
倉
庫
の
取
壊
し
案
件
に
つ
い
て
、
牽
強
附
会
と
さ
え
思
え
る
コ
メ

ン
ト
を
イ
ギ
リ
ス
と
フ
ラ
ン
ス
が
付
し
た
こ
と
の
水
面
下
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
先
の
条
約
改
正
予
備
会

議
で
パ
ー
ク
ス
が
新
潟
の
件
を
持
ち
出
し
た
動
機
と
同
じ
く
、
こ
れ
も
ま
た
イ
ギ
リ
ス
外
務
省
文
書
で
以

下
の
よ
う
に
確
認
で
き
る
。 

 

一
八
八
三
（
明
治
十
六
）
年
一
月
二
十
六
日
付
で
パ
ー
ク
ス
が
本
国
外
務
卿
に
対
し
て
行
っ
た
報
告

（

369
）

に
よ
れ
ば
、
前
年
末
に
井
上
か
ら
佐
渡
夷
港
官
営
倉
庫
取
壊
し
の
提
案
を
受
け
取
っ
た
パ
ー
ク
ス
は
、
一

月
四
日
、
各
国
外
交
代
表
に
対
し
て
会
合
の
開
催
を
呼
び
か
け
た
。
そ
し
て
そ
の
会
合
は
一
月
九
日
に
開

か
れ
た
。
会
合
で
パ
ー
ク
ス
は
、
日
本
政
府
の
倉
庫
取
壊
し
の
意
向
に
つ
い
て
「
倉
庫
を
修
繕
し
て
使
用

し
よ
う
と
し
な
い
の
は
、
新
潟
の
外
国
貿
易
が
不
振
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
貿
易
不
振
の
原
因
は
、

日
本
政
府
が
同
港
居
留
取
極
の
第
七
条
を
条
文
ど
お
り
に
履
行
し
よ
う
と
し
て
い
な
い
こ
と
に
少
な
か
ら

ず
起
因
し
て
い
る
。
今
回
の
提
案
は
居
留
取
極
第
一
条
の
変
更
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
各
国
の
協
調
し

た
対
応
が
必
要
で
あ
る
が
、
こ
の
際
、同
取
極
第
七
条
の
履
行
を
日
本
政
府
に
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て
も
、

各
国
が
協
調
す
べ
き
と
考
え
る
」
と
し
て
出
席
者
の
賛
同
を
求
め
た
。
だ
が
、
こ
の
パ
ー
ク
ス
の
呼
び
か

け
は
若
干
時
機
を
逸
し
て
い
た
感
が
あ
っ
た
。
多
く
の
国
が
す
で
に
日
本
政
府
に
提
案
を
了
解
す
る
旨
回

答
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
か
ら
で
あ
る
。
新
潟
に
居
留
す
る
自
国
民
が
い
な
い
国
は
、
パ
ー
ク

ス
の
呼
び
か
け
に
ほ
と
ん
ど
関
心
を
示
さ
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
幸
い
に
し
て
パ
ー
ク
ス
の
主
張

に
理
解
を
示
す
国
が
い
く
つ
か
あ
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
と
ド
イ
ツ
は
、
パ
ー
ク
ス
の
主
張
に
沿
っ
て
対
処
し

た
い
、
と
の
意
向
を
表
明
し
た
。
こ
の
時
点
で
、
フ
ラ
ン
ス
は
宣
教
師
ら
が
、
ド
イ
ツ
は
貿
易
商
人
ら
が
、

そ
れ
ぞ
れ
新
潟
に
居
留
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
両
国
は
こ
の
問
題
に
直
接
の
利
害
関
係
が
あ
っ
た
わ

け
で
あ
る
。 

一
月
九
日
の
会
合
で
の
こ
う
し
た
申
し
合
わ
せ
を
踏
ま
え
て
、
先
述
の
と
お
り
イ
ギ
リ
ス
と
ド
イ
ツ
は

翌
一
月
十
日
付
の
回
答
で
、
ま
た
フ
ラ
ン
ス
は
三
月
十
二
日
付
の
回
答
で
、
そ
れ
ぞ
れ
倉
庫
取
壊
し
の
一

件
を
居
留
取
極
第
七
条
と
絡
め
る
こ
と
を
示
唆
し
た
の
で
あ
っ
た
。 
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（
４
）
井
上
・
パ
ー
ク
ス
論
争 

こ
の
一
八
八
三
（
明
治
十
六
）
年
一
月
十
日
付
パ
ー
ク
ス
か
ら
井
上
へ
の
書
翰
の
表
向
き
本
題
は
、
佐

渡
夷
港
官
営
倉
庫
の
取
壊
し
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
書
翰
は
新
潟
で
の
外
国
人
借
地
問
題
に

関
し
て
二
つ
の
大
き
な
動
き
を
誘
発
さ
せ
た
。
す
な
わ
ち
、
誘
発
さ
れ
た
一
つ
は
、
改
め
て
こ
の
問
題
そ

の
も
の
に
つ
い
て
の
井
上
・
パ
ー
ク
ス
の
論
争
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
土
地
貸
借
の
規
則
づ
く
り
に
向
け

た
具
体
的
な
動
き
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
ま
た
こ
う
し
た
動
き
の
誘
発
こ
そ
が
、
パ
ー
ク
ス
が
一
月
十
日
付

の
書
翰
を
発
出
し
た
本
来
の
目
論
見
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
順
に
確
認
し
た
い
。 

前
者
に
関
し
て
は
、
一
月
十
日
の
パ
ー
ク
ス
書
翰
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
井
上
と
パ
ー
ク
ス
が
書
面
の

や
り
取
り
に
よ
る
論
争
を
始
め
た
こ
と
が
日
英
の
史
料
か
ら
確
認
で
き
る
。
半
年
前
は
不
発
気
味
で
あ
っ

た
が
、
パ
ー
ク
ス
は
こ
の
機
会
に
改
め
て
真
正
面
か
ら
井
上
に
議
論
を
仕
掛
け
た
。
加
え
て
こ
の
論
争
は
、

開
港
以
来
の
新
潟
で
の
貿
易
不
振
の
原
因
に
つ
い
て
も
意
見
を
開
陳
し
合
う
も
の
と
な
っ
た
。 

両
者
の
文
書
で
の
応
酬
は
実
質
的
に
二
回
の
往
復
で
あ
っ
た
。
各
々
か
な
り
の
長
文
で
あ
る
が
、
直
接

的
に
論
旨
を
展
開
し
た
箇
所
を
抽
出
し
て
以
下
に
引
用
す
る
。
引
用
は
、
パ
ー
ク
ス
か
ら
井
上
へ
の
二
通

の
書
翰
（
史
料
六
十
六
、
六
十
八
）
は
イ
ギ
リ
ス
外
務
省
文
書
の
原
文
か
ら
の
拙
訳
で
あ
り
、
井
上
か
ら

パ
ー
ク
ス
へ
の
二
通
の
書
翰
（
史
料
六
十
六
、
六
十
八
）
は
日
本
外
務
省
文
書
の
原
文
で
あ
る
。
後
者
に

は
現
代
文
で
概
要
を
付
す
。 

 

 

【
史
料
六
十
六
】
一
八
八
三
（
明
治
十
六
）
年
一
月
十
日 

パ
ー
ク
ス
か
ら
井
上
へ
の
書
翰

（

370
） 

 

「
同
港
の
居
留
取
極
第
七
条
に
は
、
外
国
人
は
『
新
潟
及
び
夷
港
に
お
い
て
旅
宿
、
住
居
ま
た
は
倉
庫

を
自
由
に
借
り
入
れ
又
は
買
い
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
正
当
な
る
所
用
の
た
め
に
土
地
を

借
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
』
と
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
予
備
会
議
で
述
べ
た
よ
う
に
、
我
が
国
民
は

い
ま
だ
に
新
潟
で
土
地
を
借
り
る
こ
と
が
で
き
ず
に
い
る
。
そ
の
原
因
は
、
土
地
所
有
者
で
は
な
く

同
地
の
地
方
官
庁
が
、
外
国
人
が
借
地
す
る
に
際
し
て
非
現
実
的
な
条
件
を
加
え
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
し
か
も
同
じ
よ
う
な
制
限
は
借
家
を
行
う
際
に
も
見
ら
れ
る
。
そ
の
結
果
、
外
国
人
が
土
地
を

得
る
に
は
、
表
向
き
日
本
人
名
義
と
し
、
か
つ
恒
久
的
な
建
築
物
を
設
け
ら
れ
な
い
ほ
ど
の
短
い
借

地
期
間
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

 

新
潟
に
お
け
る
外
国
貿
易
の
現
状
を
鑑
み
れ
ば
、
貴
国
政
府
が
居
留
取
極
に
基
づ
い
た
措
置
に
要

す
る
経
費
に
見
合
う
利
益
を
得
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
は
、
本
官
と
し
て
も
誠
に
遺
憾
と
考
え
る
。
し

か
し
な
が
ら
本
官
が
確
信
す
る
と
こ
ろ
、
新
潟
の
貿
易
が
盛
ん
と
な
ら
な
い
の
は
、
外
国
人
が
建
築

用
地
を
得
る
こ
と
が
で
き
ず
、
し
た
が
っ
て
適
当
な
倉
庫
施
設
を
建
て
ら
れ
な
い
こ
と
に
よ
る
と
こ

ろ
が
少
な
く
な
い
、
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
う
し
た
施
設
が
な
け
れ
ば
、
新
潟
で
の
貿
易
に
は

相
当
な
危
険
が
伴
う
こ
と
に
な
り
、
実
際
上
、
貿
易
が
妨
げ
ら
れ
て
い
る
に
等
し
い
。
か
つ
て
同
地

の
資
源
を
開
発
し
よ
う
と
試
み
た
外
国
人
も
い
た
が
、
皆
こ
う
し
た
状
況
に
失
望
し
て
同
地
を
去
っ

て
い
っ
た
の
で
あ
る
」 

 

【
史
料
六
十
七
】
一
八
八
三
（
明
治
十
六
）
年
二
月
二
十
七
日 

井
上
か
ら
パ
ー
ク
ス
へ
の
書
翰

（

371
） 
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「
新
潟
地
所
一
件
ニ
付
、
貴
国
人
ハ
未
タ
嘗
テ
同
港
ニ
於
テ
地
所
ヲ
借
有
ス
ル
ヲ
得
ル
事
ナ
シ
ト
ノ
御

説
ハ
、
拙
者
乍
遺
憾
御
同
意
難
致
候 

 
 

千
八
百
六
十
七
年
之
取
極
書
第
七
条
ニ
依
リ
、
外
国
人
ハ
日
本
地
主
ト
自
談
ニ
テ
地
所
ヲ
借
受
ク
ル

コ
ト
勝
手
タ
ル
ハ
固
ヨ
リ
不
俟
言
儀
ニ
候
、
拙
者
関
知
ス
ル
処
ニ
テ
ハ
、
同
港
居
留
外
国
人
ハ
現
ニ

皆
夫
々
内
国
之
地
主
ヨ
リ
借
地
致
居
候
趣
、
尤
之
借
地
年
限
ニ
至
テ
ハ
貸
借
双
方
ノ
間
相
対
之
約
定

ニ
依
リ
、
自
カ
ラ
長
短
有
之
由
ニ
候
、
乍
去
其
取
結
ヒ
タ
ル
約
定
之
年
限
、
商
売
上
ニ
取
リ
利
益
ヲ

享
有
ス
ル
ニ
充
分
長
カ
ラ
ザ
ル
ヲ
愁
訴
致
候
者
有
之
ト
、
畢
竟
地
所
ヲ
借
受
ク
ル
コ
ト
不
能
ト
云
フ

ヲ
愁
訴
ス
ル
ト
ハ
自
カ
ラ
別
件
ニ
可
有
之
、
即
チ
右
愁
訴
ノ
趣
旨
ハ
、
地
所
ヲ
借
受
ク
コ
ト
不
能
之

意
ニ
有
之
ト
ノ
事
実
ハ
、
現
ニ
書
翰
中
ニ
御
論
述
之
通
、
外
国
人
ニ
シ
テ
如
何
様
之
地
面
ヲ
得
タ
ル

モ
、
皆
日
本
人
ノ
名
ヲ
借
リ
云
々
、
ト
有
之
ニ
拠
テ
明
白
ニ
有
之
、
即
チ
此
儀
ハ
閣
下
ニ
於
テ
モ
御

自
認
相
成
候
事
ニ
有
之
候
、
但
タ
之
ヲ
得
ル
ノ
法
方
ニ
至
テ
彼
此
不
同
ア
ル
ハ
自
カ
ラ
別
種
之
論
件

ニ
可
有
之
ト
存
候 

 
 

且
又
、
新
潟
港
外
国
貿
易
ノ
衰
微
、
外
国
人
ニ
於
テ
家
屋
建
築
等
之
為
地
所
ヲ
借
有
ス
ル
コ
ト
不
能

ニ
因
ル
ト
ノ
貴
説
ニ
候
得
共
、
拙
者
之
所
見
ニ
テ
ハ
、
第
一
該
港
貿
易
之
振
起
セ
ザ
ル
所
以
ハ
、
該

港
之
地
形
タ
ル
、
船
舶
之
繋
泊
ニ
甚
不
便
ナ
リ
、
是
其
大
原
因
ト
存
候
、
将
又
同
地
方
ハ
中
央
市
場

ニ
遠
キ
僻
陬
ノ
地
ニ
シ
テ
、
又
其
近
傍
人
民
多
ク
ハ
農
業
ニ
従
事
シ
、
一
体
ニ
奢
侈
ヲ
好
マ
ザ
ル
風

俗
ナ
レ
ハ
、
外
国
輸
入
品
之
需
用
極
メ
テ
僅
少
ナ
ル
コ
ト
、
是
亦
其
一
因
ト
存
候
」 

〔
右
の
概
要
〕
貴
官
の
御
意
見
に
は
同
意
し
が
た
い
。
そ
も
そ
も
新
潟
の
居
留
取
極
で
は
、
外
国
人

は
地
主
と
の
話
し
合
い
で
自
由
に
借
地
で
き
る
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、
実
際
に
新
潟
の
外
国
人
は

問
題
な
く
土
地
を
借
り
て
い
る
。
そ
の
長
短
に
対
す
る
不
満
と
、
貴
官
が
述
べ
る
よ
う
な
、
外
国

人
が
新
潟
で
土
地
を
得
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
と
は
、
ま
っ
た
く
の
別
問
題
で
あ
る
。 

ま
た
、
新
潟
で
の
貿
易
不
振
の
理
由
は
、
貴
官
が
述
べ
る
よ
う
な
、
建
設
用
地
を
取
得
す
る
こ

と
の
困
難
さ
な
ど
で
は
な
い
。
本
官
の
考
え
で
は
、
港
の
地
形
上
、
停
泊
地
が
な
い
と
い
う
不
便

さ
が
も
っ
と
も
大
き
な
原
因
で
あ
る
。
ま
た
、
同
地
が
主
要
な
消
費
地
か
ら
遠
く
離
れ
て
位
置
し

て
い
る
う
え
に
、
近
隣
の
住
民
の
多
く
は
農
業
に
従
事
し
て
お
り
、
贅
沢
を
好
ま
ず
、
し
た
が
っ

て
外
国
輸
入
品
の
需
要
が
極
め
て
少
な
い
こ
と
も
一
因
で
あ
る
。 

 

【
史
料
六
十
八
】
一
八
八
三
（
明
治
十
六
）
年
三
月
十
四
日 

パ
ー
ク
ス
か
ら
井
上
へ
の
書
翰

（

372
） 

「
貴
官
は
、
新
潟
で
は
外
国
人
が
建
築
用
地
を
得
ら
れ
な
い
、
と
本
官
が
述
べ
た
こ
と
に
同
意
さ
れ
な

い
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
本
官
が
、
外
国
人
が
土
地
を
得
ら
れ
な
い
と
言
い
な
が
ら
、
実
際
に
は
土

地
を
得
て
い
る
と
本
官
が
認
め
て
い
る
点
を
、
矛
盾
で
は
な
い
か
と
お
考
え
の
よ
う
で
あ
る
。（
中
略
） 

本
官
と
し
て
は
、
貴
官
の
見
解
に
は
同
意
い
た
し
か
ね
る
。（
中
略
）
本
官
が
主
張
し
て
い
る
の
は
、

新
潟
で
は
、
地
方
官
庁
が
土
地
所
有
者
に
対
し
て
、
外
国
人
が
借
地
す
る
際
に
、
そ
の
土
地
に
建
築

物
を
設
け
る
こ
と
が
ま
っ
た
く
無
理
な
ほ
ど
の
短
い
借
地
期
間
で
契
約
す
る
よ
う
に
強
い
て
い
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
た
め
外
国
人
へ
は
、
居
留
取
極
が
定
め
て
い
る
と
こ
ろ
の
正
当

な
る
所
用
の
た
め
の
自
由
な
借
地
や
借
家
が
、
現
在
に
至
る
ま
で
認
め
ら
れ
ず
に
き
て
い
る
、
と
い
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う
こ
と
で
あ
る
。
日
本
人
の
名
義
で
借
地
す
る
な
ど
と
い
う
屈
辱
的
な
手
段
を
用
い
ざ
る
を
得
ず
、

し
か
も
五
年
間
と
い
う
短
期
で
し
か
外
国
人
が
借
地
で
き
な
い
現
状
は
、
居
留
取
極
が
履
行
さ
れ
て

い
る
と
は
断
じ
て
言
え
な
い
。
そ
の
よ
う
に
し
て
得
ら
れ
た
土
地
は
、
法
的
に
は
、
実
際
に
資
金
を

出
し
た
外
国
人
の
所
有
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
土
地
に
外
国
人
が
建
築
物
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
な

い
こ
と
は
明
白
だ
か
ら
で
あ
る
。 

貴
官
は
、
借
地
期
間
に
長
短
が
あ
る
と
い
う
こ
と
と
、
本
官
が
主
張
す
る
と
こ
ろ
の
借
地
不
能
と

い
う
こ
と
と
が
、
こ
の
場
合
ま
っ
た
く
別
問
題
で
あ
る
、
と
の
見
解
で
あ
る
が
、
本
官
は
以
上
述
べ

た
理
由
か
ら
、
こ
れ
に
は
同
意
し
か
ね
る
。
新
潟
で
は
、
短
い
借
地
期
間
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
で
、

建
築
用
地
の
借
入
れ
が
不
可
能
と
な
っ
て
い
る
。
条
約
に
よ
り
外
国
人
に
与
え
ら
れ
た
権
利
は
実
質

的
に
奪
わ
れ
て
い
る
。
（
中
略
） 

前
回
の
書
翰
で
本
官
は
「
新
潟
で
貿
易
が
盛
ん
に
な
ら
な
い
の
は
、
外
国
人
が
建
築
用
地
を
得
る

こ
と
が
で
き
ず
、
し
た
が
っ
て
適
当
な
倉
庫
施
設
を
建
て
ら
れ
な
い
こ
と
に
よ
る
と
こ
ろ
が
少
な
く

な
い
」
と
述
べ
た
が
、
港
施
設
の
欠
陥
が
同
港
の
貿
易
の
発
展
を
相
当
に
阻
害
し
て
い
る
要
因
で
あ

る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
本
官
は
貴
官
と
ま
っ
た
く
同
じ
考
え
で
あ
る
。
本
官
が
こ
の
問
題
に

ず
っ
と
以
前
か
ら
関
心
を
抱
い
て
い
た
こ
と
、
か
つ
ま
た
港
を
改
善
す
る
最
良
の
方
法
に
つ
い
て
最

初
に
報
告
を
行
っ
た
の
が
我
が
国
の
専
門
技
術
者
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
貴
官
も
御
承
知
の
こ
と
と
思

う
。
し
か
し
な
が
ら
、
船
舶
の
係
留
地
の
問
題
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
後
、
同
港
で
は
一
年
の
う
ち

の
か
な
り
の
期
間
は
大
型
船
が
比
較
的
安
全
に
船
荷
を
積
み
下
ろ
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
が
明

ら
か
に
な
っ
て
き
た
。
一
八
七
八
年
に
は
、
現
実
に
外
国
の
大
型
船
十
六
隻
が
新
潟
港
を
出
入
り
し

た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
官
が
指
摘
し
た
い
の
は
、
新
潟
に
日
本
の
他
の
港
の
よ
う
な
良
好
な
港
施

設
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
収
納
し
た
貨
物
に
付
保
で
き
る
ほ
ど
に
堅
固
な
倉
庫
を
建
て
る
た
め
の
用

地
が
得
ら
れ
な
い
よ
う
で
は
、
十
分
に
安
全
な
貿
易
活
動
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
貴
官
は
、
新
潟
の
人
民
は
あ
ま
り
輸
入
品
を
好
ま
な
い
、
と
言
う
が
、
し
か
し
同
地
に
は

輸
出
向
け
の
資
源
が
決
し
て
少
な
く
な
い
。
こ
う
し
た
資
源
が
十
分
に
開
発
さ
れ
て
い
け
ば
、
や
が

て
同
地
の
輸
入
品
に
対
す
る
需
用
も
増
す
で
あ
ろ
う
。
貴
官
と
本
官
と
は
、
新
潟
の
商
業
を
発
展
さ

せ
た
い
と
い
う
希
望
を
共
有
し
て
い
る
も
の
と
考
え
る
。
貿
易
を
阻
害
す
る
人
為
的
な
要
因
を
取
り

除
け
ば
、
自
ず
と
望
ま
し
い
結
果
を
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
」 

 

【
史
料
六
十
九
】
一
八
八
三
（
明
治
十
六
）
年
五
月
八
日 

井
上
か
ら
パ
ー
ク
ス
へ
の
書
翰

（

373
） 

 

「
今
回
御
差
越
ノ
貴
書
翰
中
、
御
論
述
ノ
次
第
熟
読
候
処
、
其
趣
旨
左
ノ
如
ク
ニ
過
キ
サ
ル
様
相
見
候 

 
 

即
チ 

 
 

日
本
官
吏
、
外
国
人
借
地
ノ
件
ニ
干
渉
シ
、
借
地
期
限
ヲ
シ
テ
家
屋
等
ヲ
建
築
ス
ル
ヲ
得
サ
ラ
シ
ム

ル
様
極
メ
テ
短
縮
セ
シ
ム
ル
ガ
為
メ
ニ
、
是
迄
英
国
人
ヲ
シ
テ
家
屋
建
築
ノ
為
メ
ニ
地
所
ヲ
借
入

ル
ヽ
コ
ト
ヲ
得
サ
ラ
シ
メ
、
之
ガ
為
メ
ニ
外
国
人
ハ
条
約
書
ニ
拠
リ
勝
手
ニ
借
地
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
、

不
得
己
日
本
人
名
前
ヲ
以
テ
借
地
ス
ル
ガ
如
キ
拙
手
段
ヲ
取
ル
ニ
至
ル
ハ
、
是
レ
条
約
ヲ
履
行
セ
シ

モ
ノ
ト
云
フ
可
ラ
ス
、
此
ク
ノ
如
キ
手
段
ヲ
以
テ
得
タ
ル
地
所
ハ
法
律
上
於
テ
其
買
金
ヲ
払
ヒ
所
持
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ス
ル
外
国
人
ノ
地
所
ト
看
做
ス
能
ハ
サ
ル
コ
ト
明
白
ニ
候
ヘ
ハ
、
外
国
人
ヲ
シ
テ
条
約
面
ニ
拠
リ
テ

保
持
ス
ル
権
ヲ
失
ハ
シ
ム
ル
モ
ノ
ナ
リ
ト
ノ
趣
ニ
相
見
候
、
然
ル
ニ
右
御
趣
旨
ニ
対
シ
テ
、
閣
下
モ

御
引
証
相
成
候
千
八
百
六
十
七
年
取
極
書
第
七
款
ノ
末
段
ニ
閣
下
ノ
御
注
意
ヲ
請
ハ
サ
ル
ヲ
得
ス
、

其
文
ニ
云 

 
 

 

田
畑
其
外
政
府
ヘ
年
貢
ヲ
納
ム
ル
地
ハ
相
対
ヲ
許
サ
ス
、
前
広
奉
行
所
ヘ
申
立
、
許
可
ヲ
受
ク
ベ

シ 

 
 

右
ノ
明
文
ニ
拠
レ
ハ
、
凡
ソ
我
政
府
ヘ
租
税
ヲ
納
ム
ヘ
キ
地
所
ニ
関
シ
テ
ハ
、
地
方
官
ノ
許
可
ヲ
得

サ
レ
ハ
契
約
ヲ
ナ
ス
能
ハ
サ
ル
ト
ノ
儀
明
瞭
ニ
有
之
、
然
ル
時
ハ
同
港
ニ
於
テ
家
屋
ヲ
建
築
ス
ヘ
キ

宅
地
ノ
如
キ
モ
、
即
チ
従
来
年
貢
ヲ
納
メ
来
リ
タ
ル
地
所
ニ
付
、
地
方
官
ノ
許
可
ヲ
得
サ
レ
ハ
貸
借

ス
ル
コ
ト
ヲ
得
サ
ル
ハ
勿
論
ノ
コ
ト
ト
存
候
、
殊
ニ
明
治
六
年
、
我
政
府
地
租
改
正
ノ
令
ヲ
発
セ
シ

已
来
ハ
、
五
ヶ
年
毎
ニ
其
地
価
ノ
昂
低
ニ
依
リ
租
額
ヲ
上
下
致
候
義
ニ
付
候
得
ハ
、
新
潟
県
令
於
テ

モ
地
所
貸
借
人
ヨ
リ
契
約
ノ
免
許
出
願
候
有
ハ
、
之
ニ
対
シ
借
地
期
限
ノ
儀
ハ
右
等
ノ
年
規
ト
其
土

地
ノ
習
慣
ト
ヲ
斟
酌
シ
処
分
ニ
及
候
儀
ニ
可
有
之
候
、
其
辺
篤
ト
御
了
解
有
之
度
、
右
ハ
畢
竟
閣
下

御
申
越
ノ
如
キ
苦
情
相
生
シ
ル
ノ
起
因
ハ
、
前
書
条
約
第
七
条
特
別
ノ
約
束
書
有
之
候
為
メ
ノ
結
果

ニ
シ
テ
、
地
方
官
吏
ノ
無
謂
之
ニ
干
渉
ス
ル
カ
タ
メ
ニ
ハ
無
之
、
又
之
ニ
干
渉
ス
ル
モ
前
述
之
通
不

得
己
次
第
ニ
有
之
候
、
就
テ
ハ
可
成
速
ニ
条
約
ノ
改
正
ヲ
遂
ゲ
候
ヘ
ハ
、
右
等
ノ
不
便
モ
随
テ
消
除

シ
、
双
方
ノ
タ
メ
満
足
ノ
結
果
ニ
可
至
ハ
不
実
儀
ト
存
候 

〔
右
の
概
要
〕
居
留
取
極
第
七
条
に
は「
田
畑
そ
の
他
政
府
へ
年
貢
を
納
む
る
地
は
相
対
を
許
さ
ず
、

前
広
に
奉
行
所
へ
申
し
立
て
免
許
を
受
く
べ
し
」
と
あ
る
。
同
港
に
お
い
て
家
屋
を
建
築
す
べ
き

宅
地
に
つ
い
て
、
地
方
官
の
許
可
を
得
な
け
れ
ば
貸
借
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
は
明
白
で

あ
る
。
我
が
国
政
府
は
明
治
六
年
に
地
租
改
正
を
発
令
し
、
五
ヶ
年
ご
と
に
地
価
の
高
低
に
よ
っ

て
租
税
額
を
調
整
す
る
こ
と
と
し
た
。
貸
地
の
申
し
出
が
あ
っ
た
場
合
、
新
潟
県
令
は
こ
う
し
た

法
規
へ
の
考
慮
な
ど
を
斟
酌
し
な
が
ら
判
断
し
て
い
る
。
貴
官
が
申
入
れ
の
根
拠
と
し
て
い
る
取

極
第
七
条
の
末
段
は
、
地
方
官
吏
が
契
約
の
内
容
に
干
渉
す
る
た
め
の
も
の
で
は
な
く
、
干
渉
す

る
と
し
て
も
右
の
ご
と
く
や
む
を
得
な
い
も
の
で
あ
る
。
つ
い
て
は
、
条
約
を
改
正
す
れ
ば
こ
う

し
た
不
都
合
が
解
消
し
、
満
足
で
き
る
結
果
と
な
る
の
で
は
な
い
か
。 

  

こ
う
し
て
、
新
潟
で
の
外
国
人
借
地
及
び
貿
易
不
振
に
つ
い
て
の
両
者
の
基
本
認
識
の
交
換
は
、
平
行

線
を
た
ど
っ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。
我
が
国
は
新
潟
の
外
国
人
居
留
取
極
に
沿
っ
て
適
切
に
処
置
し
て
い
る
、

そ
れ
で
も
貴
官
が
不
都
合
と
考
え
る
な
ら
条
約
改
正
を
急
ご
う
、
と
い
う
五
月
八
日
付
の
井
上
の
拒
絶
を

含
ん
だ
提
案
を
も
っ
て
、
両
者
の
議
論
は
閉
じ
た
。「
規
則
協
議
一
件
」
に
は
、
そ
の
五
月
八
日
付
の
井
上

書
翰
（
史
料
六
十
九
）
の
後
に
葉
書
大
の
カ
ー
ド
が
挟
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
パ
ー
ク
ス
か
ら
井
上
に

五
月
十
二
日
付
で
宛
て
ら
れ
た
も
の
で
、
そ
こ
に
は
パ
ー
ク
ス
に
よ
る
「
貴
官
か
ら
の
回
答
に
は
誠
に
失

望
し
た
」
と
い
う
文
言
が
し
た
た
め
ら
れ
て
い
た
。 

両
者
に
よ
る
書
面
で
の
応
酬
が
途
絶
え
て
ま
も
な
く
の
同
年
七
月
十
日
、
パ
ー
ク
ス
は
本
国
外
務
卿
か

ら
正
式
な
訓
令
を
受
け
取
っ
た

（

374
）

。
そ
し
て
七
月
十
九
日
、
そ
の
内
容
を
以
下
の
と
お
り
井
上
に
通
知
し
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た
（

375
）

。
「
新
潟
の
外
国
人
に
供
し
て
い
る
倉
庫
の
腐
朽
に
伴
い
、
貴
官
か
ら
、
一
八
六
七
年
の
取
極
を
改

正
し
た
い
と
の
提
案
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
、
我
が
国
と
し
て
は
、
貴
国
政
府
が
新
潟
の
外
国
人
へ
の
建
設
用

地
貸
渡
し
に
つ
い
て
、
満
足
で
き
る
規
則
を
発
布
す
る
意
向
が
あ
れ
ば
、
こ
れ
に
同
意
す
る
」 

イ
ギ
リ
ス
は
政
府
の
正
式
決
定
と
し
て
、
佐
渡
夷
港
倉
庫
の
取
壊
し
へ
の
同
意
を
、
日
本
政
府
が
「
居

留
取
極
第
七
条
の
履
行
」
を
実
現
す
る
な
ら
ば
、
と
い
う
停
止
条
件
付
き
と
し
た
。 

「
夷
港
貸
納
屋
ノ
一
件
」
に
よ
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
に
続
い
て
ド
イ
ツ
も
ま
た
、
一
八
八
三
（
明
治
十
六
）

年
十
二
月
二
十
日
付
で
、
本
国
の
指
示
に
よ
り
「
夷
港
貸
納
屋
の
件
を
承
諾
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
た
め

に
新
潟
居
留
取
極
第
一
条
の
改
定
を
公
布
す
る
際
に
は
、
外
国
人
に
よ
る
土
地
借
入
れ
な
ど
同
取
極
第
七

条
が
定
め
る
外
国
人
の
権
利
を
確
実
に
付
与
す
る
こ
と
を
併
せ
て
公
布
願
い
た
い
」と
外
務
省
に
伝
え
た
。

ま
た
同
年
十
二
月
三
十
一
日
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア=

ハ
ン
ガ
リ
ー
も
同
様
の
回
答
を
外
務
省
に
対
し
て
行
っ
た
。

「
夷
港
貸
納
屋
ノ
一
件
」
か
ら
は
大
蔵
省
の
並
々
な
ら
ぬ
執
着
が
窺
え
る
佐
渡
官
営
倉
庫
の
取
壊
し
案
件

は
、
こ
う
し
て
イ
ギ
リ
ス
、
ド
イ
ツ
な
ど
に
よ
っ
て
明
確
に
「
居
留
取
極
第
七
条
の
履
行
」
と
い
う
停
止

条
件
付
き
と
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
佐
渡
官
営
倉
庫
の
取
壊
し
に
関
し
て
何
ら
か
の
進
展
が
あ
っ
た
、
と
す

る
記
録
を
、
本
論
筆
者
は
知
ら
な
い
。 

 （
５
）
再
開
さ
れ
た
規
則
案
の
協
議 

さ
て
、
一
八
八
三
（
明
治
十
六
）
年
一
月
十
日
の
パ
ー
ク
ス
書
翰
に
誘
発
さ
れ
た
も
う
一
つ
の
動
き
は

ど
う
で
あ
っ
た
か
。 

井
上
・
パ
ー
ク
ス
論
争
の
激
し
さ
を
考
え
れ
ば
一
種
奇
妙
な
こ
と
に
、
こ
の
論
争
と
ま
さ
し
く
並
行
し

て
、
土
地
貸
借
の
規
則
づ
く
り
に
向
け
た
取
組
が
動
き
出
し
た
。
そ
の
内
々
の
事
情
は
、
先
に
も
引
用
し

た
同
年
一
月
二
十
六
日
付
の
パ
ー
ク
ス
か
ら
本
国
外
務
卿
へ
の
報
告

（

376
）

に
よ
り
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
っ

た
と
確
認
で
き
る
。 

日
本
政
府
が
望
む
佐
渡
夷
港
倉
庫
の
取
壊
し
を
、
パ
ー
ク
ス
と
し
て
は
「
居
留
取
極
第
七
条
の
履
行
」

と
絡
め
る
つ
も
り
で
あ
る
、
と
の
書
翰
を
井
上
に
発
出
し
た
、
そ
の
一
月
十
日
以
降
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

二
人
は
あ
る
機
会
で
同
席
し
た
。
さ
ま
ざ
ま
な
案
件
に
つ
い
て
話
し
て
い
る
な
か
で
、
井
上
は
新
潟
に
関

す
る
一
月
十
日
の
パ
ー
ク
ス
書
翰
に
触
れ
、「
新
潟
の
件
は
、
貸
借
年
限
を
五
十
年
ま
で
認
め
る
こ
と
と
す

れ
ば
、
貴
国
に
と
っ
て
受
入
れ
可
能
に
な
る
だ
ろ
う
か
」
と
パ
ー
ク
ス
に
話
を
持
ち
か
け
た
。
こ
の
打
診

に
対
し
て
パ
ー
ク
ス
は
「
年
限
を
設
け
る
な
ら
百
年
と
す
べ
き
、
と
私
は
貴
殿
の
前
任
者
に
申
し
あ
げ
た

の
だ
が
、
そ
の
よ
う
に
提
案
し
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
私
と
し
て
は
そ
の
提
案
の
理
由
を
よ
く
伺

っ
て
検
討
し
て
み
た
い
」
と
応
じ
た
。 

新
潟
で
の
外
国
人
に
よ
る
借
地
の
ル
ー
ル
づ
く
り
に
向
け
て
の
協
議
は
、
明
治
十
年
の
寺
島
・
パ
ー
ク

ス
談
判
が
暫
時
中
断
し
て
以
来
、
井
上
に
よ
る
政
府
方
針
の
リ
セ
ッ
ト
、
パ
ー
ク
ス
の
長
期
帰
国
、
条
約

改
正
予
備
会
議
で
の
議
論
の
不
発
な
ど
に
よ
っ
て
、
長
ら
く
滞
っ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
に
至

っ
て
よ
う
や
く
具
体
的
な
動
き
が
再
開
し
た
。
パ
ー
ク
ス
は
、
日
本
政
府
か
ら
佐
渡
夷
港
官
営
倉
庫
取
壊

し
の
提
案
を
受
け
た
こ
と
を
奇
貨
と
し
、
そ
の
日
本
政
府
を
規
則
協
議
の
場
に
引
き
戻
そ
う
と
し
た
。
そ

の
目
論
見
は
奏
功
し
た
。 
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右
の
パ
ー
ク
ス
の
内
々
の
発
言
を
受
け
て
、
日
本
政
府
は
新
た
な
提
案
の
検
討
に
着
手
し
た
。「
規
則
協

議
一
件
」
に
よ
れ
ば
、
一
月
二
十
九
日
、
井
上
は
山
田
顕
義
内
務
卿
に
対
し
て
、
新
潟
で
の
外
国
人
の
借

地
に
関
す
る
規
則
に
つ
き
「
各
国
公
使
ヨ
リ
申
出
候
義
有
之
、
及
御
協
議
度
候
条
」
と
、
協
議
再
開
の
意

向
を
伝
え
る
と
と
も
に
、
現
時
点
で
の
内
務
省
の
方
針
如
何
を
照
会
し
た
。 

こ
れ
に
対
し
て
山
田
は
、
二
月
一
日
付
で
「
貸
渡
ニ
付
、
土
地
ノ
盛
衰
ニ
ヨ
リ
近
隣
比
較
ヲ
以
テ
貸
付

料
ヲ
増
減
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ
、
ト
ノ
一
項
ヲ
加
候
義
ハ
、…

彼
我
之
間
ニ
於
テ
偏
利
ヲ
生
候
義
ハ
、
ス

ヘ
テ
不
備
ナ
ル
契
約
ヲ
結
タ
ル
者
ノ
失
策
ニ
帰
シ
、
其
儘
差
置
候
モ
不
苦
候
得
共
、
政
府
ノ
制
度
ニ
ヨ
リ

地
租
地
方
税
協
議
費
等
ノ
差
出
方
迄
相
拒
候
時
ハ…

差
支
難
致
黙
止
」
と
し
、
更
に
「
道
路
溝
渠
等
之
義

ハ
、
地
方
ノ
公
益
ニ
関
候
間
、
仮
令
借
地
期
限
中
タ
リ
共
、
右
等
之
為
メ
返
地
ヲ
要
ス
ル
節
ハ
、
五
十
日

前
ニ
其
旨
相
達
、
難
持
除
不
動
産
ノ
為
ニ
、
特
ニ
評
価
人
ヲ…

差
出
、
協
議
シ
テ
代
価
ヲ
定
メ
、
売
渡
シ

異
議
ナ
ク
返
地
候
様
、
御
談
判
有
之
度
候
」
と
伝
え
た
。
地
租
等
租
税
の
確
実
な
徴
収
、
及
び
政
府
に
よ

る
土
地
収
用
権
の
確
保
、
と
い
う
内
務
省
の
関
心
の
所
在
が
改
め
て
確
認
で
き
る
。 

二
月
十
日
、
井
上
は
山
田
に
対
し
、
新
た
な
規
則
案
の
基
本
線
に
つ
い
て
「
過
日
英
国
公
使
ト
談
判
ノ

末
、…

大
体
協
議
ヲ
遂
ケ
候
」
と
告
げ
た
。
内
務
省
は
、
そ
の
基
本
線
と
前
回
案
（「
日
本
政
府
案
」）
と

を
一
体
化
さ
せ
て
具
体
的
な
条
文
を
作
成
す
る
作
業
に
入
っ
た
。貸
借
年
限
を
五
十
年
以
内
と
す
る
こ
と
、

土
地
返
却
の
際
に
は
そ
れ
ま
で
の
借
主
に
対
し
て
土
地
上
の
建
物
の
補
償
を
行
う
こ
と
、
貸
地
料
の
十
年

ご
と
の
改
正
を
認
め
る
こ
と
、
補
償
料
・
貸
地
料
の
額
に
関
し
双
方
が
合
意
で
き
な
い
場
合
の
た
め
第
三

者
に
よ
る
裁
定
の
手
段
を
定
め
る
こ
と
、
な
ど
の
基
本
方
針
が
改
め
て
確
認
さ
れ
た
。
そ
し
て
二
月
二
十

三
日
、
内
務
省
は
、
全
八
条
か
ら
な
る
新
た
な
「
新
潟
及
夷
港
外
国
人
雑
居
規
則
」
の
案
文
を
外
務
省
に

示
し
た
。
こ
の
案
で
は
公
約
と
私
約
の
区
別
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
契
約
当
事
者
の
た
め
の
例
文
は
消
滅

し
、
国
の
規
則
の
形
式
に
一
本
化
し
て
整
理
さ
れ
た
。 

 

【
史
料
七
十
】 

新
潟
及
夷
湊
外
国
人
雑
居
地
規
則 

第
一
条 

外
国
人
、
新
潟
及
夷
湊
ニ
於
テ
地
所
ヲ
借
用
セ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
、
其
地
主
ト
約
束
書
ヲ

整
ヘ
、
本
国
領
事
庁
ノ
添
書
ヲ
受
ケ
、
所
轄
地
方
庁
ニ
願
出
ヘ
シ 

第
二
条 

貸
借
年
限
ハ
五
十
ヶ
年
以
内
タ
ル
ヘ
シ
、
其
期
限
ノ
終
リ
ニ
至
リ
双
方
ニ
テ
同
意
ス
ル
ト

キ
ハ
、
尚
向
五
十
ヶ
年
以
内
ノ
期
限
ヲ
継
続
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ヘ
シ
、
然
レ
ト
モ
、
貸
者
若
シ
其
期

限
継
続
ヲ
望
マ
サ
ル
ト
キ
ハ
、
借
者
ニ
於
テ
建
築
シ
タ
ル
家
屋
等
其
地
ニ
存
在
セ
ル
者
ハ
、
至
当

ノ
代
価
ヲ
借
者
ニ
償
却
シ
テ
其
地
所
ヲ
取
戻
ス
コ
ト
ヲ
得
ヘ
シ 

借
者
ヨ
リ
請
求
ス
ル
建
物
等
ノ
代
価
ヲ
過
当
ナ
リ
ト
思
唯
ス
ル
ト
キ
ハ
、
地
方
庁
ニ
乞
フ
テ
其
裁

定
ニ
任
ス
ヘ
シ 

第
三
条 

地
価
ハ
時
ト
シ
テ
昂
低
ス
ル
モ
ノ
ニ
ナ
ル
ヲ
以
テ
、
貸
地
料
額
ハ
十
ヶ
年
毎
ニ
改
正
ス
ル

ヲ
得
ヘ
シ 

貸
者
ヨ
リ
請
求
ス
ル
貸
地
料
ノ
増
額
、
借
者
ニ
於
テ
過
当
ナ
リ
ト
思
唯
ス
ル
ト
キ
ハ
、
地
方
庁
ノ

裁
定
ニ
任
ス
ヘ
シ 
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第
四
条 

土
地
ニ
係
ル
諸
税
ハ
貸
者
之
ヲ
払
ヒ
、
建
物
ニ
係
ル
諸
税
ハ
借
者
之
ヲ
払
フ
ヘ
シ 

第
五
条 

借
者
ハ
借
地
並
ニ
建
物
ニ
就
テ
ハ
堅
ク
地
方
ノ
制
度
ヲ
遵
守
ス
ヘ
シ 

第
六
条 

借
者
若
シ
第
三
条
、
第
四
条
、
第
五
条
ノ
規
則
ニ
背
ク
カ
又
ハ
貸
者
ト
ノ
約
束
ニ
背
ク
ト

キ
ハ
、
己
レ
ノ
費
用
ヲ
以
テ
建
物
、
樹
石
、
其
他
ノ
モ
ノ
ヲ
処
分
シ
、
地
所
ヲ
元
形
ニ
復
シ
テ
返

還
ス
ヘ
シ
、
但
、
返
還
ノ
期
限
ハ
其
要
求
ヲ
請
ケ
タ
ル
日
ヨ
リ
一
百
日
ヲ
過
ク
ル
ヲ
得
ス 

第
七
条 

貸
借
年
限
中
ト
雖
ト
モ
、
鉄
道
或
ハ
道
路
等
、
凡
テ
公
共
ノ
利
益
ヲ
図
ル
事
業
ノ
為
メ
ニ
、

日
本
政
府
ニ
於
テ
必
要
ト
見
認
ム
ル
ト
キ
ハ
、
其
地
所
ヲ
返
還
セ
シ
メ
、
第
二
条
ニ
準
シ
費
用
ヲ

償
却
ス
ヘ
シ
、
但
、
返
還
期
限
ハ
前
条
ニ
同
シ 

第
八
条 

貸
借
年
限
中
ハ
、
借
者
其
借
地
権
ヲ
他
人
ニ
移
ス
ヲ
得
ル
ト
雖
ト
モ
、
必
ス
前
ノ
条
約
ノ

儘
継
続
ス
ル
ヲ
要
ス
、
且
、
貸
者
（
地
主
）
ト
共
ニ
其
旨
ヲ
地
方
庁
ニ
届
出
ヘ
シ 

 三
月
七
日
、
外
務
省
は
こ
の
規
則
案
を
パ
ー
ク
ス
に
提
示
し
、
書
面
で
の
意
見
を
求
め
た
。
三
月
三
十

日
、
規
則
案
に
対
す
る
パ
ー
ク
ス
の
意
見
書
が
外
務
省
に
届
け
ら
れ
た
。
外
務
省
が
パ
ー
ク
ス
意
見
書
の

日
本
語
訳
を
終
え
て
内
務
省
に
示
し
た
の
は
四
月
十
六
日
で
あ
っ
た
。
以
降
、
こ
の
意
見
書
を
踏
ま
え
た

更
な
る
修
正
案
づ
く
り
が
両
省
に
よ
り
進
め
ら
れ
た
。 

以
下
、
こ
の
二
月
二
十
三
日
の
「
新
潟
及
夷
港
外
国
人
雑
居
規
則
」
に
、
三
月
三
十
日
の
パ
ー
ク
ス
意

見
書
の
概
要
を
付
し
、
更
に
は
そ
の
パ
ー
ク
ス
意
見
書
に
対
す
る
日
本
政
府
に
よ
る
取
捨
の
判
断（
採
用
、

不
採
用
）
を
併
せ
て
掲
げ
る
。
長
年
に
わ
た
り
新
潟
で
の
外
国
人
借
地
問
題
に
こ
だ
わ
り
続
け
て
き
た
パ

ー
ク
ス
が
最
終
的
に
示
し
た
妥
協
点
は
奈
辺
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
し
て
日
本
政
府
は
そ
の
パ
ー
ク
ス
の
意

見
を
ど
こ
ま
で
包
容
し
え
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
確
認
す
る
。 

 【
史
料
七
十
一
】 

新
潟
及
夷
港
外
国
人
雑
居
規
則 

第
一
条 

外
国
人
、
新
潟
及
夷
湊
ニ
於
テ
地
所
ヲ
借
用
セ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
、
其
地
主
ト
約
束
書
ヲ

整
ヘ
、
本
国
領
事
庁
ノ
添
書
ヲ
受
ケ
、
所
轄
地
方
庁
ニ
願
出
ヘ
シ 

 
 

 

［
第
一
条
へ
の
パ
ー
ク
ス
意
見
］
修
正
な
し 

 

第
二
条 

貸
借
年
限
ハ
五
十
ヶ
年
以
内
タ
ル
ヘ
シ
、
其
期
限
ノ
終
リ
ニ
至
リ
双
方
ニ
テ
同
意
ス
ル
ト

キ
ハ
、
尚
向
五
十
ヶ
年
以
内
ノ
期
限
ヲ
継
続
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ヘ
シ
、
然
レ
ト
モ
、
貸
者
若
シ
其
期

限
継
続
ヲ
望
マ
サ
ル
ト
キ
ハ
、
借
者
ニ
於
テ
建
築
シ
タ
ル
家
屋
等
其
地
ニ
存
在
セ
ル
者
ハ
、
至
当

ノ
代
価
ヲ
借
者
ニ
償
却
シ
テ
其
地
所
ヲ
取
戻
ス
コ
ト
ヲ
得
ヘ
シ 

借
者
ヨ
リ
請
求
ス
ル
建
物
等
ノ
代
価
ヲ
過
当
ナ
リ
ト
思
唯
ス
ル
ト
キ
ハ
、
地
方
庁
ニ
乞
フ
テ
其
裁

定
ニ
任
ス
ヘ
シ 

 
 
 

［
第
二
条
へ
の
パ
ー
ク
ス
意
見
］
満
期
時
に
貸
主
が
契
約
更
新
を
望
ま
な
い
場
合
、
借
主
は
借

地
上
の
家
屋
建
築
分
の
補
償
に
加
え
、
土
地
に
改
良
を
加
え
た
こ
と
に
よ
る
価
値
増
加
分
に

つ
い
て
も
補
償
を
要
求
で
き
る
こ
と
と
す
べ
き
で
あ
る
。 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
→
 

日
本
政
府
は
こ
れ
を
採
用 
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第
三
条 

地
価
ハ
時
ト
シ
テ
昂
低
ス
ル
モ
ノ
ナ
ル
ヲ
以
テ
、
貸
地
料
額
ハ
十
ヶ
年
毎
ニ
改
正
ス
ル
ヲ

得
ヘ
シ 

貸
者
ヨ
リ
請
求
ス
ル
貸
地
料
ノ
増
額
、
借
者
ニ
於
テ
過
当
ナ
リ
ト
思
唯
ス
ル
ト
キ
ハ
、
地
方
庁
ノ

裁
定
ニ
任
ス
ヘ
シ 

 
 

 

［
第
三
条
前
段
へ
の
パ
ー
ク
ス
意
見
］
貸
地
料
の
改
定
を
十
年
ご
と
と
す
る
の
は
短
期
す
ぎ
る
。

二
十
五
年
ご
と
と
す
る
べ
き
で
あ
る
。 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
→
 

日
本
政
府
は
こ
れ
を
不
採
用 

 
 
 

［
第
三
条
後
段
へ
の
パ
ー
ク
ス
意
見
］
貸
主
に
よ
る
増
額
要
求
だ
け
で
は
な
く
、
借
主
に
よ
る

減
額
請
求
も
想
定
す
る
べ
き
で
あ
る
。 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
→
 

日
本
政
府
は
こ
れ
を
採
用 

第
四
条 

土
地
ニ
係
ル
諸
税
ハ
貸
者
之
ヲ
払
ヒ
、
建
物
ニ
係
ル
諸
税
ハ
借
者
之
ヲ
払
フ
ヘ
シ 

 
 

 

［
第
四
条
へ
の
パ
ー
ク
ス
意
見
］
諸
税
の
内
容
を
具
体
的
に
明
記
す
る
べ
き
で
あ
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
→
 

日
本
政
府
は
こ
れ
を
採
用 

第
五
条 

借
者
ハ
借
地
並
ニ
建
物
ニ
就
テ
ハ
堅
ク
地
方
ノ
制
度
ヲ
遵
守
ス
ヘ
シ 

 
 
 

［
第
五
条
へ
の
パ
ー
ク
ス
意
見
］
該
当
す
る
地
方
規
則
は
施
行
一
ヶ
月
前
に
借
主
へ
通
知
す
る

こ
と
と
す
べ
き
で
あ
る
。 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
→
 

日
本
政
府
は
こ
れ
を
採
用 

第
六
条 

借
者
若
シ
第
三
条
、
第
四
条
、
第
五
条
ノ
規
則
ニ
背
ク
カ
又
ハ
貸
者
ト
ノ
約
束
ニ
背
ク
ト

キ
ハ
、
己
レ
ノ
費
用
ヲ
以
テ
建
物
、
樹
石
、
其
他
ノ
モ
ノ
ヲ
処
分
シ
、
地
所
ヲ
元
形
ニ
復
シ
テ
返

還
ス
ヘ
シ
、
但
、
返
還
ノ
期
限
ハ
其
要
求
ヲ
請
ケ
タ
ル
日
ヨ
リ
一
百
日
ヲ
過
ク
ル
ヲ
得
ス 

 
 

 

［
第
六
条
へ
の
パ
ー
ク
ス
意
見
］
借
主
の
費
用
負
担
に
よ
り
原
形
に
復
し
て
返
地
す
る
場
合
を
、

「
地
方
規
則
を
故
意
に
遵
守
し
な
い
か
又
は
諸
税
を
納
入
し
な
い
場
合
に
は
、
日
本
政
府
は

貸
借
契
約
を
解
除
で
き
る
」
と
、
よ
り
厳
密
に
規
定
す
る
べ
き
で
あ
る
。 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
→
 

日
本
政
府
は
こ
れ
を
採
用 

第
七
条 

貸
借
年
限
中
ト
雖
ト
モ
、
鉄
道
或
ハ
道
路
等
、
凡
テ
公
共
ノ
利
益
ヲ
図
ル
事
業
ノ
為
メ
ニ
、

日
本
政
府
ニ
於
テ
必
要
ト
見
認
ム
ル
ト
キ
ハ
、
其
地
所
ヲ
返
還
セ
シ
メ
、
第
二
条
ニ
準
シ
費
用
ヲ

償
却
ス
ヘ
シ
、
但
、
返
還
期
限
ハ
前
条
ニ
同
シ 

［
第
七
条
へ
の
パ
ー
ク
ス
意
見
］
土
地
の
強
制
収
用
を
受
け
る
場
合
は
、
第
二
条
（
契
約
期
間

満
了
）
と
は
違
い
、
借
主
に
と
っ
て
は
突
然
の
解
約
と
な
る
の
で
、
土
地
建
物
の
代
価
を

補
償
す
る
だ
け
で
な
く
、
借
地
を
失
う
こ
と
に
よ
っ
て
発
生
す
る
借
主
の
営
業
上
ま
た
は

職
業
上
の
損
害
に
つ
い
て
も
補
償
額
に
含
め
る
べ
き
で
あ
る
。 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
→
 

日
本
政
府
は
こ
れ
を
不
採
用 

第
八
条 

貸
借
年
限
中
ハ
、
借
者
其
借
地
権
ヲ
他
人
ニ
移
ス
ヲ
得
ル
ト
雖
ト
モ
、
必
ス
前
ノ
条
約
ノ

儘
継
続
ス
ル
ヲ
要
ス
、
且
、
貸
者
（
地
主
）
ト
共
ニ
其
旨
ヲ
地
方
庁
ニ
届
出
ヘ
シ 

 
 

 

［
第
八
条
へ
の
パ
ー
ク
ス
意
見
］
修
正
な
し 

 

［
そ
の
他
の
パ
ー
ク
ス
意
見
］
他
に
以
下
の
三
条
を
追
加
す
べ
き
で
あ
る
。 
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追
加
一 

各
条
の
補
償
額
ま
た
は
借
地
額
に
関
し
て
争
論
が
生
じ
た
際
の
適
切
な
仲
裁
方
法
に
つ

い
て
規
定
を
設
け
る
。 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
→
 

日
本
政
府
は
こ
れ
を
採
用 

追
加
二 
土
地
貸
借
に
あ
た
っ
て
は
当
事
者
間
の
契
約
が
優
先
さ
せ
る
べ
き
で
あ
り
、
本
規
則
の
適

用
は
、
本
規
則
の
う
ち
基
本
的
事
項
（
貸
地
期
限
、
諸
税
の
納
入
、
地
方
規
則
遵
守
、
及
び
土
地

収
用
）
を
除
い
て
は
私
人
間
の
契
約
を
損
な
わ
な
い
範
囲
に
限
定
す
る
。 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
→
 

日
本
政
府
は
こ
れ
を
採
用 

追
加
三 

条
文
上
の
「
貸
者
」
及
び
「
借
者
」
に
は
、
そ
の
嗣
子
、
委
託
人
、
代
理
人
、
譲
受
人
を

含
め
る
。 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
→
 

日
本
政
府
は
こ
れ
を
採
用 

 

パ
ー
ク
ス
は
こ
の
意
見
書
に
お
い
て
、
貸
借
契
約
が
終
了
す
る
際
に
借
主
た
る
外
国
人
へ
の
一
層
の
手

厚
い
措
置
が
な
さ
れ
る
こ
と
（
第
二
条
、
第
六
条
、
第
七
条
）
な
ど
、
外
国
人
側
の
利
益
が
よ
り
保
護
さ

れ
る
規
定
ぶ
り
に
改
め
る
よ
う
求
め
た
。
そ
の
一
方
で
、
外
国
人
が
地
方
規
則
を
原
則
遵
守
す
べ
き
こ
と

を
認
め
た
（
第
五
条
）
。
ま
た
、
貸
借
年
限
ほ
か
こ
の
規
則
で
定
め
る
い
く
つ
か
の
基
本
事
項
を
除
い
て
、

当
事
者
間
の
約
束
事
が
尊
重
さ
れ
る
こ
と
を
明
示
す
べ
き
と
し
た
（
追
加
二
）
。
日
本
政
府
は
、
こ
れ
ら
パ

ー
ク
ス
の
意
見
を
一
部
は
排
除
し
つ
つ
も
概
ね
受
け
入
れ
た
。 

同
年
九
月
十
八
日
、
内
務
省
は
「
新
潟
及
夷
湊
雑
居
地
規
則
之
義
ニ
付
テ
ハ
、
春
来
申
進
候
義
モ
有
之

候
処
、
英
国
公
使
カ
意
見
書
ヲ
添
、
更
ニ
再
考
ス
ヘ
キ
旨
、
本
年
四
月
十
六
日
公
第
五
十
一
号
ヲ
以
テ
御

照
会
ニ
付
、
更
ニ
勘
考
ヲ
加
へ
、
別
紙
之
通
修
正
候
条
、
可
然
御
取
計
相
成
度
」
と
し
て
、
以
下
の
規
則

案
を
外
務
省
に
示
し
た

（

377
）

。 

 

【
史
料
七
十
二
】 

 

新
潟
及
ヒ
夷
港
ニ
於
テ
日
本
人
ヨ
リ
外
国
人
ニ
地
所
貸
渡
ニ
関
ス
ル
規
則 

第
一
条 

外
国
人
、
新
潟
及
夷
港
ニ
於
テ
、
地
所
ヲ
借
用
セ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
、
其
地
主
ト
約
束
書

ヲ
整
ヘ
、
本
国
領
事
庁
ノ
添
書
ヲ
受
ケ
、
所
轄
地
方
庁
ニ
願
出
ヘ
シ 

第
二
条 

貸
借
年
限
ハ
五
十
ヶ
年
以
内
タ
ル
ヘ
シ
、
期
限
ノ
終
リ
ニ
至
リ
双
方
ニ
テ
同
意
ス
ル
ト
キ

ハ
、
再
三
向
五
十
ヶ
年
以
内
ノ
期
限
ヲ
継
続
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ヘ
シ 

然
レ
ト
モ
、
貸
者
若
シ
第
一
期
・
第
二
期
ニ
拘
ハ
ラ
ス
、
其
期
限
継
続
ヲ
望
マ
サ
ル
ト
キ
ハ
、
地

所
ヲ
取
戻
ス
コ
ト
ヲ
得
ヘ
シ
、
但
借
者
ニ
於
テ
建
築
シ
タ
ル
家
屋
并
ニ
其
地
ニ
存
在
セ
ル
改
良
物

売
渡
ヲ
望
マ
ハ
、
至
当
ノ
代
価
ヲ
以
テ
之
ヲ
買
取
ス
ヘ
シ
、 

 
 

 

右
代
価
ノ
要
求
ハ
借
者
ヨ
リ
申
出
ツ
ヘ
シ
、
若
シ
貸
者
ニ
於
テ
其
要
求
ノ
代
償
ヲ
過
当
ナ
リ
ト
シ

テ
払
方
ヲ
拒
ム
ト
キ
ハ
、
此
規
則
第
八
条
ニ
定
メ
タ
ル
手
続
ニ
従
ヒ
之
ヲ
裁
定
ス
ヘ
シ 

第
三
条 

地
価
ハ
時
ト
シ
テ
昂
低
ス
ル
モ
ノ
ナ
ル
ヲ
以
テ
、
貸
地
料
額
ハ
十
ヶ
年
毎
ニ
改
正
ス
ル
ヲ

得
ヘ
シ 

借
主
或
ハ
貸
主
ニ
於
テ
借
料
ノ
改
正
ヲ
請
求
シ
、
他
ノ
一
方
ニ
於
テ
若
シ
之
ヲ
拒
ム
ト
キ
ハ
、
此
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規
則
第
八
条
ニ
定
メ
タ
ル
手
続
ヲ
以
テ
之
ヲ
裁
定
ス
ヘ
シ 

第
四
条 

土
地
ニ
係
ル
諸
税
［
地
租
地
租
割
・
并
町
村
公
費
］
ハ
貸
者
之
ヲ
払
ヒ
、
建
物
ニ
係
ル
諸

税
［
戸
数
割
或
家
屋
税
・
并
ニ
町
村
公
費
］
ハ
借
者
之
ヲ
払
フ
ヘ
シ 

第
五
条 
借
者
ハ
、
借
地
並
ニ
建
物
ニ
就
テ
ハ
、
堅
ク
地
方
ノ
制
度
ヲ
遵
守
ス
ヘ
シ 

 
 

 

凡
ソ
地
所
或
ハ
納
税
ノ
事
ニ
付
、
内
外
人
ノ
別
ナ
ク
借
地
人
一
般
ニ
関
係
ス
ル
地
方
規
則
類
ハ
、

渾
テ
其
施
行
ニ
先
タ
テ
一
ヶ
月
前
以
テ
、
其
領
事
ヲ
経
由
シ
テ
外
国
借
主
ヘ
布
達
ス
ヘ
シ 

第
六
条 

借
者
若
シ
此
規
則
第
五
条
ヲ
故
意
ニ
遵
奉
セ
ス
、
並
ニ
納
金
期
限
ヨ
リ
三
十
日
ヲ
過
キ
尚

諸
税
ヲ
納
メ
サ
ル
ト
キ
ハ
、
政
府
ハ
其
貸
地
ヲ
解
約
セ
シ
ム
ヘ
シ
、
但
シ
此
場
合
ニ
於
テ
ハ
、
一

百
日
以
内
ニ
自
費
ヲ
以
テ
、
其
地
所
ニ
取
設
タ
ル
諸
物
件
ヲ
取
払
フ
ヘ
シ
、
若
シ
一
百
日
ヲ
過
ク

レ
ハ
、
其
権
利
ヲ
放
棄
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
看
做
シ
、
政
府
ニ
於
テ
其
物
件
ヲ
入
札
払
ニ
ナ
ス
ヘ
シ
、

然
レ
ト
モ
、
借
者
ニ
於
テ
借
料
ヲ
納
メ
ス
、
或
ハ
貸
地
ノ
約
束
箇
条
ヲ
執
行
ス
ル
能
ハ
サ
ル
ト
キ

ノ
如
キ
ハ
、
貸
主
ノ
見
込
次
第
ニ
解
約
ス
ル
ト
否
ヲ
任
ス
ヘ
シ 

第
七
条 

貸
借
年
限
中
ト
雖
ト
モ
、
鉄
道
或
ハ
道
路
等
、
凡
テ
公
共
ノ
利
益
ヲ
図
ル
事
業
ノ
為
メ
ニ
、

日
本
政
府
ニ
於
テ
必
要
ト
見
認
ム
ル
ト
キ
ハ
、
其
地
所
ヲ
返
還
セ
シ
メ
、
其
弁
償
ノ
方
法
ハ
第
二

条
ノ
例
ニ
依
リ
、
其
返
還
ノ
方
法
ハ
前
条
ニ
依
ル 

第
八
条 

第
二
条
及
ヒ
第
七
条
ニ
依
リ
払
フ
へ
キ
金
高
、
及
ヒ
第
三
条
ニ
依
リ
改
正
ス
ル
借
地
料
ノ

高
ニ
付
、
双
方
ノ
間
ニ
争
論
ヲ
生
ス
ル
ト
キ
ハ
、
二
人
ノ
仲
裁
人
ヲ
立
テ
決
定
ヲ
取
ル
ヘ
シ
、
該

仲
裁
人
ハ
、
双
方
ヨ
リ
一
人
ツ
ヽ
ヲ
選
ム
ヘ
シ
、
然
レ
ト
モ
、
仲
裁
人
ニ
於
テ
尚
異
説
ア
ル
ト
キ

ハ
、
之
ヲ
一
人
ノ
行
司
ニ
委
託
ス
ヘ
シ
、
此
行
司
ハ
、
其
要
求
者
モ
シ
外
国
人
ナ
レ
ハ
地
方
裁
判

所
ノ
判
事
タ
ル
ヘ
シ
、
其
要
求
者
モ
シ
日
本
人
或
ハ
日
本
政
府
ナ
レ
ハ
其
件
ニ
関
ス
ル
外
国
人
所

属
ノ
本
領
事
（
本
領
事
ナ
ケ
レ
ハ
地
方
裁
判
所
ノ
判
事
）
タ
ル
ヘ
シ
、
又
甲
ノ
者
ヨ
リ
乙
ノ
者
ニ

書
面
ヲ
以
テ
仲
裁
人
ヲ
選
ム
ヘ
キ
旨
申
送
リ
タ
ル
後
十
四
日
間
ニ
之
ヲ
選
マ
サ
ル
ニ
於
テ
ハ
、
甲

者
ノ
選
タ
ル
仲
裁
人
一
人
ニ
テ
終
局
ノ
決
定
ヲ
為
シ
得
ヘ
シ 

第
九
条 

借
地
年
限
中
ハ
、
借
主
其
借
権
ヲ
他
人
ニ
移
ス
ル
ヲ
得
ル
ト
雖
ト
モ
、
必
ス
前
ノ
条
約
ノ

儘
継
続
ス
ル
ヲ
要
ス
、
且
其
貸
者
（
地
主
）
ト
共
ニ
其
旨
ヲ
地
方
庁
ヘ
届
出
ヘ
シ 

第
十
条 

本
規
則
中
ノ
貸
主
ト
ア
ル
ハ
、
貸
主
、
其
嗣
子
、
委
託
人
、
代
理
人
、
譲
受
人
ヲ
包
括
シ
、

借
主
ト
ア
ル
ハ
、
借
主
、
其
嗣
子
、
委
託
人
、
代
理
人
、
譲
受
人
ヲ
包
括
ス
ヘ
シ 

第
十
一
条 

第
一
条
及
ヒ
貸
地
期
限
、
諸
税
ノ
納
方
、
地
方
規
則
ヲ
遵
奉
ス
ル
コ
ト
、
及
ヒ
借
受
ケ

タ
ル
土
地
ヲ
公
衆
共
用
ノ
為
メ
政
府
ニ
返
戻
ス
ル
コ
ト
ニ
関
シ
、
此
規
則
中
ニ
制
定
ス
ル
条
款
ヲ

除
ク
ノ
外
ハ
、
外
国
人
ハ
日
本
人
ヨ
リ
地
所
及
ヒ
建
物
ヲ
借
受
ク
ル
契
約
ヲ
為
ス
ニ
全
ソ
他
ノ
干

渉
ヲ
受
ケ
ス
、
一
切
自
由
ヲ
得
セ
シ
ム
ヘ
シ
、
則
チ
此
規
則
ヲ
適
用
ス
ル
ニ
ハ
、
先
ツ
甲
乙
相
対

ノ
私
契
約
如
何
ヲ
顧
ミ
、
此
規
則
ノ
条
款
ニ
抵
触
セ
サ
ル
ヲ
以
テ
程
度
ト
シ
、
苟
モ
此
規
則
ヲ
援

引
シ
テ
契
約
書
ノ
明
文
ヲ
無
効
タ
ラ
シ
ム
ル
コ
ト
無
カ
ル
ヘ
シ 

 

し
か
し
な
が
ら
、
内
務
省
が
こ
の
規
則
案
を
外
務
省
に
渡
し
た
時
に
は
、
す
で
に
パ
ー
ク
ス
は
日
本
に

い
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
パ
ー
ク
ス
は
八
月
二
十
九
日
、
井
上
ら
に
見
送
ら
れ
横
浜
港
を
離
れ
た
。
次
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の
任
地
で
あ
る
清
国
に
赴
い
た
の
で
あ
っ
た

（

378
）

。 

 
結
局
の
と
こ
ろ
、
パ
ー
ク
ス
は
日
本
政
府
を
規
則
協
議
の
舞
台
へ
と
引
き
戻
し
た
も
の
の
、
そ
の
協
議

は
未
了
に
終
わ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
規
則
案
は
、
こ
の
あ
と
一
八
八
五
（
明
治
十
八
）
年
に
改
め

て
日
本
政
府
が
諸
外
国
に
規
則
協
議
を
申
し
入
れ
る
際
、
そ
の
提
出
し
た
原
案
に
生
か
さ
れ
て
い
く
こ
と

と
な
る
。 
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第
七
章 

着
地
点‐

明
治
十
八
年 

 

（
１
）
宣
教
師
ら
に
よ
る
借
地
の
行
方 

そ
の
最
後
の
規
則
協
議
を
確
認
す
る
前
に
、
こ
の
頃
の
新
潟
で
の
外
国
人
の
借
地
の
様
子
を
見
て
お
こ

う
。 ま

ず
フ
ァ
イ
ソ
ン
で
あ
る
。
一
八
七
五
（
明
治
八
）
年
に
新
潟
に
居
留
し
始
め
て
以
来
、
役
所
の
干
渉

に
不
満
を
持
ち
な
が
ら
も
見
か
け
上
は
「
借
家
」
の
契
約
を
結
ん
で
学
校
町
に
居
所
を
確
保
し
て
い
た
フ

ァ
イ
ソ
ン
で
あ
っ
た
が
、
新
潟
か
ら
横
浜
へ
転
出
す
る
に
あ
た
っ
て
一
つ
の
行
動
に
出
た

（

379
）

。 

一
八
八
二
（
明
治
十
五
）
年
六
月
、
牧
岡
鉄
弥
が
次
の
契
約
書
案
を
も
っ
て
フ
ァ
イ
ソ
ン
へ
の
土
地
貸

渡
し
を
県
庁
に
伺
い
出
た
。 

 

【
史
料
七
十
三
】 

条
約
書
草
案 

一 

牧
岡
鉄
弥
所
有
ノ
新
潟
区
学
校
町
五
千
弐
百
八
拾
四
番
、
五
千
弐
百
八
拾
五
番
、
五
千
弐
百
八

拾
六
番
之
三
屋
敷
地
所
ヲ
、
英
国
人
ピ
リ
ツ
ポ
、
ケ
ン
、
ホ
ー
ル
、
フ
ア
イ
ソ
ン
氏
ニ
貸
渡
ス
ニ

付
、
牧
岡
鉄
弥
ヲ
甲
ト
シ
、
ピ
リ
ツ
ポ
、
ケ
ン
、
ホ
ー
ル
フ
ア
イ
ソ
ン
ヲ
乙
ト
シ
、
結
約
ス
ル
左

ノ
如
シ 

第
一
条 

甲
所
有
ノ
前
記
三
屋
敷
百
五
拾
三
坪
之
地
所
ヲ
、
当
明
治
十
五
年
何
月
幾
日
ヨ
リ
明
治
四
十
年
何
月

幾
日
迄
二
十
五
ヶ
年
間
、
乙
ヘ
貸
渡
シ
候
事 

第
二
条 

建
物
ヲ
ナ
ス
ト
キ
ハ
、
地
方
道
路
幅
員
ノ
制
度
遵
フ
ベ
キ
事 

第
三
条 

地
所
貸
借
期
限
中
、
他
人
ヘ
譲
渡
シ
、
売
渡
シ
、
又
ハ
貸
渡
ス
ト
キ
ハ
、
前
同
断 

第
四
条 

貸
借
約
定
満
期
ニ
至
リ
、
乙
ニ
於
テ
尚
引
続
キ
貸
借
ヲ
ナ
サ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
、
更
ニ
乙
ヨ
リ
地
方

庁
ヘ
願
出
ヘ
キ
事 

第
五
条 

貸
借
期
限
中
、
乙
ニ
於
テ
土
砂
ノ
敷
増
ヲ
ナ
ス
ト
雖
モ
、
満
期
後
或
ハ
他
人
ヘ
地
所
貸
渡
之
場
合
ニ

於
テ
ハ
他
ヘ
運
フ
ヲ
得
ス
、
其
儘
差
置
ク
ヘ
キ
事 

第
六
条 

甲
ニ
於
テ
乙
ヨ
リ
身
元
金
ト
シ
テ
銀
貨
ニ
テ
四
百
六
拾
円
ヲ
無
利
足
ニ
テ
預
リ
置
キ
（
預
リ
証
ハ
別

ニ
製
シ
置
ク
事
）
、
借
地
代
ハ
壱
ヶ
年
金
弐
拾
円
ト
定
メ
、
一
ヶ
年
毎
ニ
乙
ヨ
リ
甲
ヘ
前
払
イ
タ
ス
ヘ

キ
事 

第
七
条 

地
所
貸
借
ニ
付
、
其
地
ニ
関
シ
負
債
ト
ナ
ル
ヘ
キ
金
額
ノ
貸
借
ハ
不
相
成
候
事 
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第
八
条 

借
受
ケ
タ
ル
地
所
ヘ
乙
所
持
ノ
建
物
ア
リ
ト
雖
モ
、
万
一
、
鉄
道
或
ハ
道
路
変
換
掘
割
等
ノ
如
キ
公

同
資
益
ノ
為
メ
、
該
地
所
ヲ
要
シ
、
三
ヶ
月
以
前
ニ
報
知
ス
ル
ト
キ
ハ
、
仮
令
定
期
限
内
ト
雖
モ
立

退
キ
返
地
ス
ヘ
シ
、
尤
モ
、
費
用
之
如
キ
ハ
、
双
方
ヨ
リ
評
価
人
ヲ
選
ミ
金
高
ヲ
定
ム
ヘ
キ
事 

第
九
条 

貸
借
約
定
書
ハ
和
英
文
弐
通
宛
四
通
ヲ
認
メ
一
通
宛
双
方
ヘ
留
置
、
写
壱
通
宛
地
方
庁
ヘ
差
出
ス
ヘ

キ
事 

明
治
十
五
年
何
月
何
日 

 
貸
主 

 

新
潟
県
刈
羽
郡
上
原
村
八
番
地 

牧
岡
鉄
也 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

借
主 

 

英
国
人 

フ
ァ
イ
ソ
ン 

 そ
し
て
ま
た
、
そ
こ
に
は
条
約
書
草
案
の
第
六
条
が
記
す
と
こ
ろ
の
身
元
金
の
預
か
り
証
も
付
さ
れ
て

い
た
。 

 【
史
料
七
十
四
】 

明
治
十
五
年
何
月
幾
日
結
約
書
第
六
条
ノ
身
元
金
預
証 

一 

金
四
百
六
拾
円
也 

右
ハ
拙
者
所
持
ノ
学
校
町
五
千
弐
百
八
拾
四
、
五
、
六
番
之
三
屋
敷
之
地
所
ヲ
貴
殿
ヘ
貸
渡
ス
ニ
付
、

身
元
金
ト
シ
テ
銀
貨
ニ
テ
前
記
ノ
金
額
無
利
足
ニ
テ
預
リ
置
ク
所
、
確
実
也
、
条
約
書
ノ
箇
条
ニ
遵

ヒ
解
約
ス
ル
ト
キ
ハ
、
何
時
ニ
テ
モ
銀
貨
ニ
テ
四
百
六
拾
円
相
渡
シ
申
ス
ヘ
シ
、
其
期
ニ
至
リ
万
一

金
円
調
達
ノ
道
相
立
サ
ル
ノ
節
ハ
、
前
三
屋
敷
ヲ
公
売
ナ
シ
、
不
足
ナ
リ
ト
モ
其
金
ヲ
以
テ
前
記
ノ

預
金
ニ
当
ル
モ
ノ
ト
シ
テ
解
約
ス
ル
ニ
違
背
ナ
キ
極
メ
、
依
テ
預
証
如
件 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

日
本
新
潟
県 

平
民 

牧
岡
鉄
弥 

 
 

明
治
十
五
年
何
月 

 
 

 
 

 
 

英
国
人 

フ
ア
イ
ソ
ン
殿 

 

要
す
る
に
フ
ァ
イ
ソ
ン
は
、
こ
の
時
点
で
当
事
者
の
あ
い
だ
で
有
効
な
契
約
書
（
史
料
六
十
四
）
の
第

四
条
「
乙
（
フ
ァ
イ
ソ
ン
）
ニ
於
テ
他
ヘ
出
立
ス
ル
際
ハ…

甲
（
牧
岡
）
ヨ
リ
右
現
金
千
弐
百
円
ヲ
差
出

ス
ベ
シ
」
と
い
う
条
項
に
反
し
て
、
新
潟
出
立
後
も
土
地
の
権
利
を
確
保
し
続
け
よ
う
と
考
え
た
の
で
あ

る
。
改
め
て
借
地
の
契
約
に
戻
し
、
身
元
金
は
四
百
六
十
円
と
明
記
し
た
。
身
元
金
と
は
、
契
約
の
履
行

を
担
保
す
る
た
め
の
一
時
預
り
金
、
と
理
解
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
一
見
し
た
と
こ
ろ
土
地
代
金
と
は
関
係

し
て
い
な
い
。
し
か
し
こ
の
身
元
金
が
実
際
に
は
土
地
代
金
相
当
額
で
あ
る
こ
と
は
、
別
途
作
成
し
た
預

り
証
が
示
唆
し
て
い
る
。 

六
月
五
日
、
新
潟
県
は
内
務
省
に
対
し
て
「
第
六
条
身
元
金
預
置
云
々…

鉄
弥
ヘ
削
除
方
屡
及
内
諭
候

得
共
、
フ
ァ
イ
ソ
ン
於
承
諾
不
致
趣
ヲ
以
テ
、
草
案
ノ
通
結
約
致
シ
度
旨
申
立
、
該
金
円
ハ
既
ニ
フ
ァ
イ

ソ
ン
ヨ
リ
其
実
受
取
置
候
趣
相
聞…

」
と
報
告
し
た
。
牧
岡
は
、
フ
ァ
イ
ソ
ン
が
頑
と
し
て
譲
ら
な
い
、

そ
れ
に
こ
の
身
元
金
は
す
で
に
受
け
取
っ
て
し
ま
っ
た
、
と
主
張
し
た
わ
け
で
あ
る
。
本
件
に
つ
き
内
務
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省
は
、
外
務
省
へ
の
合
議
に
お
い
て
「
条
約
草
案
第
六
条
ハ…

身
元
金
ト
シ
テ
貨
幣
ヲ
預
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
、

敢
テ
差
支
無
之
、
聞
届
申
可
事
ト
存
候
」
と
し
た
。
内
務
省
は
こ
の
合
議
の
な
か
で
、「
こ
の
契
約
に
よ
っ

て
国
内
の
土
地
が
外
国
人
の
抵
当
に
入
る
わ
け
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
土
地
が
外
国
人
の
手
に
渡
る
可

能
性
は
な
い
。
外
国
人
へ
の
土
地
売
却
・
質
入
を
禁
じ
た
明
治
五
年
の
法
の
趣
旨
に
反
す
る
わ
け
で
は
な

い
」
と
い
う
解
釈
を
示
し
た
。
外
務
省
も
同
年
十
一
月
二
十
四
日
、
こ
れ
に
同
意
し
た
。 

フ
ァ
イ
ソ
ン
の
こ
の
最
後
の
試
み
に
は
大
き
な
意
味
が
あ
る
。
ま
ず
、
こ
こ
で
は
建
物
の
貸
借
で
は
な

く
土
地
の
貸
借
が
認
め
ら
れ
た
。
加
え
て
、
そ
の
借
地
の
契
約
内
容
は
町
会
所
止
め
な
ど
で
は
な
く
、
公

式
に
日
本
政
府
が
認
め
る
も
の
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
一
八
八
二
（
明
治
十
五
）
年
に
フ
ァ
イ
ソ

ン
が
最
後
に
結
ん
だ
契
約
は
、
七
二
（
明
治
五
）
年
の
「
粗
漏
ノ
約
定
」
以
降
、
日
本
政
府
が
そ
の
内
容

を
公
式
に
承
認
し
た
、
居
留
外
国
人
に
よ
る
新
潟
で
の
初
め
て
の
、
形
式
が
整
っ
た
借
地
契
約
と
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。 

さ
て
、
「
町
会
所
文
書
」
に
よ
れ
ば
、
国
の
こ
の
判
断
を
受
け
た
県
庁
は
新
潟
区
に
対
し
て
、
牧
岡
と

フ
ァ
イ
ソ
ン
と
の
契
約
を
認
め
る
旨
を
伝
え
る
と
と
も
に
、
牧
岡
か
ら
正
式
な
契
約
書
の
写
し
を
届
け
出

さ
せ
る
よ
う
指
示
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
正
式
契
約
書
が
な
か
な
か
出
て
こ
な
い
。
県
庁
は
催
促
を
繰

り
返
し
た
が
、
そ
の
た
び
に
牧
岡
の
親
族
か
ら
「
鉄
弥
は
現
在
東
京
に
い
る
。
届
け
出
は
し
ば
ら
く
猶
予

願
い
た
い
」
と
願
い
出
が
あ
っ
た
。
県
庁
か
ら
区
役
所
へ
の
催
促
は
、
一
八
八
四
（
明
治
十
七
）
年
八
月

ま
で
続
い
た
。 

や
が
て
事
情
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
新
潟
区
が
調
べ
た
と
こ
ろ
、
牧
岡
鉄
弥
は
す
で
に
一
八
八
三
（
明

治
十
六
）
年
六
月
に
新
潟
区
外
へ
引
っ
越
し
、
し
か
も
同
じ
年
の
う
ち
に
牧
岡
は
学
校
町
の
地
所
を
他
人

へ
売
り
渡
し
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。 

す
な
わ
ち
、
こ
の
土
地
貸
借
契
約
の
伺
い
は
、
公
式
に
日
本
政
府
が
そ
の
内
容
を
認
め
た
の
で
は
あ
る

が
、
結
局
の
と
こ
ろ
役
所
へ
の
成
約
の
報
告
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。 

も
っ
と
も
、
こ
の
契
約
書
と
預
り
証
が
当
事
者
間
で
は
有
効
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
前
後
の
脈
絡

か
ら
す
れ
ば
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
フ
ァ
イ
ソ
ン
は
こ
の
文
書
化
さ
れ
た
約
束
に
よ
っ
て
、
新
潟
を
離
れ
た

後
も
学
校
町
の
土
地
の
権
利
を
（
土
地
代
金
を
確
実
に
回
収
で
き
る
、
と
い
う
形
で
で
は
あ
る
が
）
保
持

し
続
け
た
の
で
あ
る
。 

次
に
ド
ロ
ア
ー
ル
で
あ
る
。
フ
ァ
イ
ソ
ン
と
同
じ
く
一
八
七
五
（
明
治
八
）
年
に
新
潟
居
留
を
始
め
た

ド
ロ
ア
ー
ル
は
、
来
港
し
て
ま
も
な
く
借
家
を
め
ぐ
り
公
使
館
も
絡
む
大
き
な
騒
動
を
引
き
起
こ
し
た
の

で
あ
っ
た
が
、
結
局
は
そ
の
借
家
を
確
保
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
後
、
七
七
（
明
治
十
）
年
秋
に
新

潟
で
の
布
教
活
動
を
後
任
宣
教
師
で
あ
る
エ
ル
ネ
ス
ト
・
ツ
ル
パ
ン
（E

rn
e
s
t T

u
lp

in

）
に
ま
か
せ
て
、

ド
ロ
ア
ー
ル
自
身
は
佐
渡
で
の
布
教
に
専
念
し
た
。
そ
し
て
ツ
ル
パ
ン
が
早
々
に
新
潟
を
去
る
と
、
代
わ

っ
て
八
一
（
明
治
十
四
）
年
か
ら
再
び
ド
ロ
ア
ー
ル
が
新
潟
で
の
布
教
を
担
っ
た

（

380
）

。
彼
ら
教
団
の
活
動

拠
点
は
、
当
初
は
東
中
通
と
そ
の
周
辺
に
、
や
が
て
西
大
畑
方
面
に
確
保
さ
れ
て
い
っ
た
。 

以
下
に
示
す
契
約
書
の
こ
と
を
県
庁
が
承
知
し
た
の
は
八
四
（
明
治
十
七
）
年
十
月
で
あ
っ
た
。
た
だ
、

契
約
書
の
日
付
は
、
こ
れ
を
二
年
以
上
遡
る
、
八
二
（
明
治
十
五
）
年
八
月
二
十
八
日
で
あ
っ
た

（

381
）

。 
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【
史
料
七
十
五
】 

地
所
貸
借
約
定
証 

越
後
国
新
潟
区
寄
居
白
山
外
新
田 

字
大
畑 

六
百
四
十
三
番 

 
 

 

一 

弐
畝
七
歩 

六
百
四
十
四
番 

一 

壱
畝
拾
八
歩 

 
 

 
 

 

〔
以
下
、
地
番
及
び
面
積
の
列
記
が
続
く…

中
略
〕 

〆 

五
反
三
畝
拾
歩 

 
 

 
 

 
 
 

 

右
地
主 

 

佐
藤
平
太
郎 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

右
借
地
主 

ド
ロ
ア
ル 

右
地
所
平
太
郎
持
地
、
今
般
天
主
公
教
会
主
宰
代
理
ド
ロ
ア
ル
方
ヘ
貸
借
致
候
ニ
付
、
左
之
ケ
条
之

通
約
定
取
結
候
事 

第
壱
条 

今
明
治
十
五
年
ヨ
リ
五
十
ヶ
年
間
、
平
太
郎
ヨ
リ
天
主
公
教
会
主
宰
代
理
ド
ロ
ア
ル
方
ヘ
貸
渡
候
、

満
期
之
節
ハ
、
猶
又
此
約
定
書
之
通
、
第
壱
条
ヨ
リ
第
四
ヶ
条
迄
、
無
相
違
貸
借
約
定
可
致
事 

第
弐
条 

標
記
地
所
貸
渡
地
代
金
壱
ヶ
年
金
百
五
拾
円
ト
シ
テ
、
天
主
公
教
会
主
宰
代
理
ド
ロ
ア
ル
ヨ
リ
平
太

郎
ヘ
、
毎
年
相
渡
可
申
約
定
之
事 

第
三
条 

標
記
地
所
ニ
関
ス
ル
地
租
金
及
ヒ
区
費
、
其
他
一
切
、
町
並
ノ
通
、
若
干
ニ
テ
モ
公
教
会
ヨ
リ
平
太

郎
ヘ
其
時
ニ
相
渡
ス
ヘ
キ
極
之
事 

第
四
条 

政
府
ニ
於
テ
鉄
道
ヲ
設
ケ
、
其
他
道
路
川
溝
普
請
等
ニ
テ
、
国
益
之
為
メ
御
用
地
ト
相
成
候
ハ
ヽ
、

此
約
定
書
相
廃
シ
候
極
之
事 

但
、
貸
借
約
定
致
候
上
ハ
、
決
シ
テ
違
約
不
致
為
、
双
方
姓
名
自
記
捺
印
為
取
換
証
書
、
依
テ
如
件 

  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

新
潟
区
東
仲
通
壱
番
町 

地
貸
人 

佐
藤
平
太
郎 

印 

明
治
十
五
年
八
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

日
本
国
並
緯
天
主
公
教
会 

主
宰
代
理 

ド
ロ
ア
ル 

印 

 
 

佐
藤
平
太
郎
な
る
者
か
ら
ド
ロ
ア
ー
ル
へ
の
こ
の
借
地
は
、
そ
れ
ま
で
新
潟
で
外
国
人
が
試
み
た
、
ど

の
借
地
と
も
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
。
ま
ず
規
模
が
大
き
い
。
都
合
十
五
筆
、
五
反
三
畝
十
歩
、
す
な
わ

ち
お
よ
そ
千
六
百
坪
に
及
ぶ
広
い
土
地
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
ま
た
借
地
期
間
の
面
で
も
、
こ
れ
ま
で
に
な

い
五
十
年
と
い
う
長
期
で
あ
っ
た
。
そ
の
う
え
契
約
書
第
一
条
は
、
貸
借
は
満
期
に
な
る
と
当
然
に
更
新
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さ
れ
る
か
の
よ
う
な
定
め
ぶ
り
で
あ
る
。
宣
教
師
会
は
永
久
に
土
地
を
占
有
で
き
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

し
か
も
第
三
条
で
は
、
地
租
は
じ
め
税
金
は
す
べ
て
宣
教
師
会
が
払
う
と
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
こ
れ
は

も
う
通
常
の
借
地
を
超
え
た
も
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
よ
う
な
契
約
が
二
年
以
上
を
経
て
か
ら
区
役
所
を

通
じ
て
出
て
き
た
。 

一
八
八
四
（
明
治
十
七
）
年
十
月
十
四
日
、
県
庁
は
区
役
所
に
対
し
て
「
新
潟
及
ヒ
夷
港
外
国
人
居
留

取
極
書
第
七
条
ニ
準
シ
相
対
条
約
不
相
成
ハ
勿
論
、
五
十
ヶ
年
間
貸
渡
事
、
公
私
約
定
案
ニ
抵
触
、
不
都

合
之
義
ニ
有
之
、…

右
内
条
約
ハ
破
約
シ
、
更
ニ
公
私
条
約
案
ニ
適
ヘ
ル
条
約
ヲ
ナ
ス
ベ
キ
様
、
御
取
計

有
之
度
」
と
伝
え
、
佐
藤
と
ド
ロ
ア
ー
ル
か
ら
の
こ
の
申
し
出
を
突
き
返
し
た

（

382
）

。 

こ
れ
は
、
県
庁
と
し
て
は
そ
れ
ま
で
の
方
針
を
堅
持
し
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
先
述
の

と
お
り
、
県
庁
か
ら
区
役
所
へ
の
指
示
は
、
一
八
七
八
（
明
治
十
一
）
年
以
来
の
内
務
省
の
指
示
に
基
づ

く
も
の
で
あ
り
、
こ
の
新
た
な
ド
ロ
ア
ー
ル
の
借
家
契
約
は
、
許
可
の
運
用
基
準
で
あ
っ
た
「
公
私
条
約

案
」
と
は
貸
借
年
限
な
ど
多
く
の
点
で
異
な
っ
て
い
た
。 

要
す
る
に
県
庁
と
し
て
は
、
契
約
書
の
形
式
が
役
所
の
指
示
に
合
っ
て
い
な
い
、
県
庁
の
事
前
許
可
が

な
い
も
の
は
一
切
無
効
で
あ
る
、
そ
も
そ
も
年
限
五
十
年
と
い
う
長
期
の
貸
地
な
ど
は
認
め
ら
れ
な
い
、

契
約
を
や
り
直
せ
、
と
い
う
の
が
こ
の
十
月
十
四
日
付
の
文
書
の
趣
旨
で
あ
っ
た
。 

と
こ
ろ
が
、
県
庁
が
当
然
と
考
え
て
い
た
そ
う
し
た
指
示
に
対
し
て
、
予
期
せ
ぬ
方
向
か
ら
圧
力
が
き

た
。
以
降
の
国
と
県
と
の
や
り
取
り
の
経
過
は
、
外
務
省
文
書
「
新
潟
居
留
外
国
人
ヘ
地
所
家
屋
相
対
貸

借
雑
件
」
（
以
降
「
相
対
貸
借
雑
件
」
と
す
る
）
に
よ
り
把
握
で
き
る
。 

同
年
十
月
二
十
九
日
、
外
務
省
は
新
潟
県
に
対
し
て
電
報
で
「
其
港
在
留
ド
ル
ア
ー
ル
借
地
之
義
ニ
付
、

故
障
ア
ル
由
、
仏
公
使
ヨ
リ
申
出
タ
リ
」
と
伝
え
、
つ
い
て
は
「
先
年
内
務
省
ヨ
リ
達
セ
シ
約
定
案
ニ
不

拘
、
貸
借
人
互
ニ
契
約
シ
、…

貸
渡
シ
、
其
結
果
申
出
ス
ベ
シ
」
と
命
じ
た
の
で
あ
っ
た
。
外
務
省
は
、

内
務
省
に
対
し
て
も
十
一
月
五
日
付
で
フ
ラ
ン
ス
公
使
か
ら
抗
議
が
あ
っ
た
こ
と
を
伝
え
、「
外
務
省
と
し

て
は
、
居
留
取
極
第
七
条
末
項
は
、
そ
の
土
地
の
租
税
が
確
実
に
徴
収
さ
れ
る
こ
と
を
確
認
す
る
も
の
に

す
ぎ
ず
、
官
が
民
間
の
契
約
に
干
渉
す
る
た
め
の
も
の
で
は
な
い
、
と
の
見
解
で
あ
る
」
と
し
た
。 

フ
ラ
ン
ス
公
使
の
行
動
に
は
背
景
が
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
、
日
本
政
府
と
諸
外
国
と
は
、
新
潟
に
お
け

る
外
国
人
の
借
地
に
つ
き
規
則
づ
く
り
を
進
め
て
い
た
。
日
本
政
府
は
こ
う
し
た
協
議
に
お
い
て
、
土
地

の
貸
借
年
限
を
上
限
五
十
年
ま
で
認
め
る
方
針
を
固
め
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
前
章
で
た
ど
っ
た
と
お
り

で
あ
る
。
お
そ
ら
く
公
使
は
、
こ
の
こ
と
を
い
ず
れ
か
の
時
点
で
承
知
し
た
の
で
あ
ろ
う
。 

あ
ら
た
め
て
時
系
列
で
整
理
す
る
。 

日
本
政
府
（
外
務
省
・
内
務
省
）
は
新
潟
で
の
外
国
人
の
借
地
に
関
す
る
制
限
を
緩
和
す
る
方
針
を
固

め
て
い
た
。
お
そ
ら
く
は
一
八
八
四
（
明
治
十
七
）
年
後
半
、
フ
ラ
ン
ス
公
使
は
こ
の
こ
と
を
知
り
、
宣

教
師
会
に
伝
え
た
。
こ
れ
を
受
け
た
宣
教
師
会
は
、
そ
れ
ま
で
日
本
側
に
隠
し
て
い
た
新
潟
の
借
地
を
一

転
し
て
公
然
と
す
る
こ
と
と
し
た
。
そ
し
て
す
で
に
二
年
以
上
前
に
契
約
済
み
の
借
地
を
新
潟
県
庁
に
明

ら
か
に
し
た
。
県
庁
は
こ
の
契
約
を
認
め
な
か
っ
た
。
こ
の
措
置
に
対
し
て
今
度
は
東
京
で
フ
ラ
ン
ス
公

使
が
外
務
省
に
抗
議
し
た
。
外
務
省
は
こ
れ
を
認
め
る
よ
う
県
庁
に
命
じ
た
。 

こ
う
な
る
と
、
知
ら
ぬ
は
新
潟
県
庁
だ
け
で
あ
る
。
「
相
対
貸
借
雑
件
」
か
ら
は
そ
の
後
の
県
庁
の
慌
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て
ぶ
り
が
窺
え
る
。 

同
年
十
一
月
十
日
、
県
庁
は
内
務
・
外
務
の
両
省
に
対
し
て
、
「
県
で
は
明
治
十
一
年
の
内
務
省
か
ら

の
内
達
に
基
づ
い
て
処
置
し
て
い
る
。
こ
れ
に
抵
触
す
る
も
の
は
許
可
し
が
た
い
」
と
伝
え
、
改
め
て
指

示
を
仰
い
だ
。 

十
一
月
二
十
七
日
、
内
務
省
は
県
庁
の
期
待
に
反
し
て
「
新
潟
県
下
外
国
人
雑
居
地
に
か
か
る
公
私
両

約
案
は
廃
止
す
る
」
と
訓
示
し
た
。
県
庁
は
な
お
も
、
「
居
留
取
極
第
七
条
末
段
は
取
り
消
さ
れ
た
の
か
」

と
、
自
ら
が
本
来
の
許
可
権
者
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
。 

最
終
的
に
は
十
二
月
二
十
三
日
、
両
省
は
「
居
留
取
極
第
七
条
ノ
義
ハ
取
消
シ
タ
ル
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ス
、

追
テ
貸
借
規
則
細
目
、
各
国
公
使
ト
議
定
ス
ル
迄
ハ
、
只
公
私
両
約
案
ノ
ミ
取
消
タ
ル
義
ト
心
得
ベ
シ
、

速
ニ
貸
渡
ス
ヘ
シ
」
と
、
内
務
卿
山
縣
有
朋
お
よ
び
外
務
卿
井
上
馨
の
両
卿
の
名
を
も
っ
て
新
潟
県
令
に

命
じ
た
。 

「
規
則
協
議
一
件
」
に
戻
れ
ば
、
十
二
月
二
十
四
日
、
県
庁
は
区
役
所
へ
「
其
区
内
東
仲
通
一
番
町
佐

藤
平
太
郎
所
有
地
、
仏
国
人
ド
ロ
ア
ル
へ
貸
渡
之
義
、…
貸
借
条
約
案
ヲ
以
テ
速
ニ
可
願
出
様
可
取
計
、

此
旨
相
達
候
也
」
と
伝
え
た

（

383
）

。 

翌
明
治
十
八
年
一
月
九
日
、
佐
藤
平
太
郎
か
ら
の
貸
地
申
し
出
が
区
か
ら
県
へ
進
達
さ
れ
た

（

384
）

。
そ
の

後
、
貸
借
さ
れ
る
土
地
の
租
税
を
ど
ち
ら
の
負
担
と
す
る
か
で
若
干
時
間
を
要
し
た
が
、
最
終
的
に
は
同

年
三
月
十
日
、
永
山
県
令
は
新
潟
区
に
対
し
て
「
願
之
趣
聞
届
候
事
」
と
通
知
し
た
。
こ
こ
に
日
本
政
府

は
、
年
限
五
十
年
と
い
う
外
国
人
に
よ
る
長
期
借
地
を
正
式
に
許
可
し
た
。 

以
上
、
フ
ァ
イ
ソ
ン
は
契
約
書
に
工
夫
を
施
す
こ
と
で
、
ま
た
ド
ロ
ア
ー
ル
は
公
使
館
に
よ
る
援
護
を

頼
り
に
、
と
手
法
は
異
な
り
な
が
ら
も
、
い
ず
れ
も
居
留
当
初
か
ら
現
地
当
局
に
よ
っ
て
加
え
続
け
ら
れ

た
干
渉
に
抗
し
て
、
最
終
的
に
は
彼
ら
の
借
地
契
約
を
日
本
政
府
に
認
め
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
そ

し
て
、
フ
ァ
イ
ソ
ン
の
場
合
に
は
そ
の
成
約
が
役
所
に
届
け
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
ド
ロ
ア
ー
ル

の
ほ
う
は
、
日
本
側
と
の
手
続
き
に
お
い
て
も
有
効
な
契
約
と
な
っ
た
。
ド
ロ
ア
ー
ル
の
契
約
は
、
一
八

七
二
（
明
治
五
）
年
以
降
初
め
て
、
新
潟
居
留
外
国
人
が
正
式
な
手
続
き
に
よ
っ
て
借
地
取
得
を
果
た
し

た
こ
と
を
意
味
し
た
。 

 

（
２
）
貿
易
商
人
の
居
留
途
絶 

新
潟
で
の
居
所
確
保
に
苦
心
を
重
ね
た
外
国
人
は
、
大
き
く
宣
教
師
と
貿
易
商
人
に
分
け
ら
れ
た
。
宣

教
師
ら
に
関
し
て
は
、
概
ね
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
と
お
り
で
あ
っ
た
が
、
一
方
の
貿
易
商
人
の
ほ
う
は
ど

う
で
あ
っ
た
か
。
彼
ら
の
借
地
借
家
を
少
し
遡
っ
て
整
理
し
て
い
き
た
い
。 

遅
く
と
も
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
以
降
、
新
潟
に
居
留
し
て
い
る
西
洋
人
商
人
は
、
ド
イ
ツ
か
ら
の

わ
ず
か
二
名
、
す
な
わ
ち
ウ
ェ
ー
バ
ー
及
び
ラ
イ
ス
ナ
ー
の
み
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
新
町
通
の
一
角
（
本

町
通
七
番
町
）
に
居
所
を
確
保
し
、
あ
わ
せ
て
「
一
番
山
の
三
筆
」
に
も
借
地
を
有
し
て
い
た
。
ウ
ェ
ー

バ
ー
は
七
六
（
明
治
九
）
年
に
新
潟
を
去
っ
て
ド
イ
ツ
に
帰
国
し
た
が
、
そ
の
際
に
新
町
通
に
あ
っ
た
借

地
は
日
本
人
へ
返
還
し
、
そ
の
借
地
上
の
持
ち
家
は
コ
ッ
ホ―

へ
引
き
継
ぐ
形
と
な
っ
た
。
ま
た
、
一
番

山
の
借
地
は
そ
の
ま
ま
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
に
譲
り
渡
し
た
。
一
方
の
ラ
イ
ス
ナ
ー
は
、
七
七
年
初
め
に
は
下
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大
川
前
通
に
移
り
住
ん
で
い
た
。
八
二
（
明
治
十
五
）
年
に
新
潟
を
去
る
に
あ
た
っ
て
、
ラ
イ
ス
ナ
ー
は

そ
の
下
大
川
前
通
の
居
所
は
引
き
払
い
、「
一
番
山
の
三
筆
」
の
う
ち
彼
が
借
地
し
て
い
た
一
筆
を
返
却
し

て
い
っ
た
。 

 

さ
て
、
コ
ッ
ホ
は
ウ
ェ
ー
バ
ー
か
ら
引
き
継
い
だ
新
町
通
の
借
家
に
、
八
〇
（
明
治
十
三
）
年
夏
ま
で

住
ん
で
い
た
。
新
潟
新
聞
に
は
、
例
え
ば
こ
の
年
の
二
月
二
十
八
日
に
、
コ
ッ
ホ
が
町
内
遊
歩
の
際
に
懐

中
物
を
落
と
し
て
し
ま
っ
た
の
で
、
拾
得
し
て
自
分
ま
で
持
参
し
た
者
に
は
謝
礼
金
を
提
供
す
る
旨
の
広

告
が
見
ら
れ
、
そ
こ
に
は
広
告
主
と
し
て
「
本
町
通
七
番
町 

コ
ー
フ
」
と
住
所
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
「
町
会
所
文
書
」
に
は
、「
新
潟
区
本
町
通
七
番
町
寄
留
独
乙
人
商
人
コ
ー
フ
方
」
に
日
本
人
三
名
が

雇
入
れ
ら
れ
て
い
る
旨
の
、
同
年
三
月
五
日
付
の
新
潟
区
長
へ
の
届
出
が
見
出
せ
る

（

385
）

。 

そ
の
八
〇
（
明
治
十
三
）
年
の
八
月
、
新
潟
は
大
火
に
襲
わ
れ
た
。
町
の
総
戸
数
の
六
割
以
上
が
被
災

し
た
こ
の
大
火
で
は
、
上
大
川
前
通
・
本
町
通
・
古
町
通
・
西
堀
通
な
ど
の
各
六
番
町
よ
り
下
の
地
域
が

悉
く
焼
失
し
た
。
本
町
通
七
番
町
に
あ
る
コ
ッ
ホ
の
借
家
も
当
然
焼
失
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
以
降
、「
新

町
通
の
一
角
」
で
の
居
留
外
国
人
の
足
跡
を
示
唆
す
る
記
録
は
見
当
た
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
時
点

で
「
新
町
通
の
一
角
」
と
居
留
外
国
人
と
の
縁
は
解
消
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

コ
ッ
ホ
は
新
潟
大
火
後
、
こ
の
年
の
十
月
か
ら
営
所
通
に
一
時
的
に
住
ま
っ
た
。
「
町
会
所
文
書
」
に

は
、
翌
八
一
（
明
治
十
四
）
年
八
月
か
ら
一
年
間
、
彼
が
こ
の
営
所
通
二
番
町
の
建
家
を
借
り
受
け
た
約

定
書
が
見
出
せ
る

（

386
）

。
し
か
し
こ
の
借
家
契
約
で
は
、
翌
年
八
月
一
日
以
降
は
契
約
が
す
べ
て
無
効
で
あ

る
こ
と
や
、
借
主
が
家
賃
支
払
い
を
怠
っ
た
場
合
に
は
た
だ
ち
に
貸
主
が
役
所
に
届
け
出
る
こ
と
、
あ
る

い
は
地
震
や
火
災
で
家
屋
が
大
き
な
損
害
を
被
っ
た
場
合
に
は
借
主
が
す
み
や
か
に
立
ち
退
く
こ
と
な
ど
、

借
主
に
は
極
め
て
厳
し
い
条
件
が
付
さ
れ
て
い
た
。 

や
が
て
コ
ッ
ホ
は
町
中
か
ら
郊
外
の
一
番
山
へ
と
移
転
し
て
ゆ
く
。
新
潟
新
聞
に
は
、
例
え
ば
明
治
十

七
年
九
月
二
十
七
日
に
「
新
潟
一
番
山
コ
ー
フ
商
会
」
の
ド
イ
ツ
産
輸
入
ビ
ー
ル
の
広
告
が
掲
載
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
同
じ
く
明
治
十
七
年
十
月
十
九
日
及
び
同
二
十
四
日
の
記
事
に
も
「
字
一
番
山
に
寄
留
す
る

独
逸
人
コ
ー
フ
」
と
あ
る
。
そ
こ
は
七
六
（
明
治
九
）
年
に
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
へ
引
き
継
い

だ
一
筆
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
し
ば
ら
く
し
て
コ
ッ
ホ
は
、
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
の
代
理
と
し
て
こ
の
字
浜
浦
５

２
３
４
番
地
の
借
地
契
約
を
解
除
し
て
い
る
。
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
は
、
八
四
（
明
治
十
七
）
年
に
は
コ
ッ
ホ

に
先
だ
っ
て
新
潟
を
去
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
コ
ッ
ホ
は
少
な
く
と
も
そ
の
後
は
こ
の
一
筆
を
、
名
義
変
更

を
せ
ず
に
占
有
し
て
い
た
よ
う
だ
。 

そ
の
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
の
新
潟
で
の
居
所
は
ど
こ
で
あ
っ
た
か
。
八
年
間
ほ
ど
新
潟
に
居
留
し
て
い
た
は

ず
の
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
だ
が
、
彼
の
居
所
に
関
す
る
史
料
は
ほ
と
ん
ど
見
出
せ
な
い
。
彼
の
名
と
新
潟
の
地

名
と
が
結
び
つ
い
て
い
る
史
料
は
、
確
認
で
き
る
限
り
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
か
ら
の
借
地
引
継
に
か
か
る
契
約

書
（
史
料
五
十
九
）
の
み
で
あ
り
、
そ
の
場
所
は
「
一
番
山
の
三
筆
」
で
あ
る
。
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
は
新
潟

に
居
留
し
た
期
間
を
通
じ
て
こ
こ
に
居
住
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。 

ド
イ
ツ
商
人
は
も
う
一
人
、
ヘ
ー
ニ
ン
ク
ハ
ウ
ス
が
新
潟
に
居
留
し
た
。
お
そ
ら
く
八
一
（
明
治
十
四
）

年
頃
か
ら
八
三
（
明
治
十
六
）
年
頃
ま
で
に
至
る
彼
の
新
潟
居
留
に
関
し
て
、
そ
の
居
所
を
伝
え
る
も
の

は
、
明
治
十
六
年
五
月
一
日
の
「
当
区
浦
浜
に
居
留
の
独
逸
人
、
ヘ
ン
リ
フ
、
フ
ー
ニ
ン
グ
ハ
ウ
ス
（
廿
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九
年
）…

」
で
始
ま
る
新
潟
新
聞
の
記
事
く
ら
い
で
あ
る
。
浦
浜
、
す
な
わ
ち
一
番
山
に
ヘ
ー
ニ
ン
ク
ハ

ウ
ス
は
住
ん
で
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

こ
れ
ら
を
要
す
る
に
、
明
治
十
年
代
後
半
に
至
っ
て
、
ド
イ
ツ
か
ら
の
新
潟
居
留
商
人
で
あ
る
コ
ッ
ホ
、

フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
、
及
び
ヘ
ー
ニ
ン
ク
ハ
ウ
ス
の
三
名
は
「
一
番
山
の
三
筆
」
に
集
住
し
て
い
た
、
と
推
測

さ
れ
る
の
で
あ
る
。 

そ
し
て
、
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
と
ヘ
ー
ニ
ン
ク
ハ
ウ
ス
に
続
い
て
、
コ
ッ
ホ
が
一
八
八
五
（
明
治
十
八
）
年

に
離
港
す
る
際
に
は
、
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
名
義
の
借
地
を
返
還
し
て
い
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
「
町
会
所
文
書
」

（

387
）

に
よ
れ
ば
、
こ
の
年
の
三
月
二
十
五
日
、
コ
ッ
ホ
は
区
役
所
に
対
し
て
、
新
潟
を
離
れ
る
つ
も
り
で
あ

る
が
、
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
名
義
の
一
番
山
の
一
筆
の
借
地
契
約
を
継
続
し
た
い
、
と
希
望
を
伝
え
た
。
し
か

し
、
区
役
所
は
「
右
土
地
は
当
区
に
お
い
て
要
用
こ
れ
あ
り
」
と
し
て
、
こ
れ
を
は
ね
つ
け
た
。
結
局
コ

ッ
ホ
は
、
三
月
三
十
日
に
は
借
地
上
の
建
家
を
竹
山
屯
に
売
却
し
、
更
に
四
月
二
日
に
は
借
地
契
約
書
を

区
役
所
に
返
上
し
た
。
コ
ッ
ホ
の
離
港
は
、
同
時
に
新
潟
か
ら
居
留
西
洋
人
商
人
が
途
絶
え
た
こ
と
を
意

味
し
た
。 

ド
イ
ツ
商
人
ら
は
、
明
治
政
府
が
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
以
降
、
彼
ら
の
居
住
環
境
へ
の
干
渉
を
次

第
に
強
め
て
い
く
な
か
、
す
で
に
そ
の
時
点
ま
で
に
「
粗
漏
ノ
約
定
」
に
よ
っ
て
得
て
い
た
借
地
を
、
既

得
権
と
し
て
主
張
す
る
こ
と
で
、
何
と
か
居
住
地
を
確
保
し
た
。
そ
し
て
、
そ
こ
を
拠
点
に
商
業
活
動
を

営
ん
だ
。
そ
の
ド
イ
ツ
商
人
ら
の
新
潟
居
留
は
、
い
よ
い
よ
一
八
八
五
（
明
治
十
八
）
年
春
、
コ
ッ
ホ
の

離
港
を
も
っ
て
途
絶
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
彼
ら
が
最
後
ま
で
確
保
で
き
た
土
地
は
、
新
潟
の
町
中

か
ら
は
ほ
ど
遠
く
、
し
か
も
港
を
は
る
か
に
見
下
ろ
す
一
番
山
で
あ
っ
た
。
新
潟
に
住
ま
っ
た
わ
ず
か
な

外
国
商
人
ら
は
、
こ
う
し
た
境
遇
に
甘
ん
じ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。 

な
お
、
「
一
番
山
の
三
筆
」
の
う
ち
残
る
最
後
の
一
筆
の
借
地
契
約
は
、
同
じ
一
八
八
五
（
明
治
十
八
）

の
十
二
月
十
六
日
、
フ
ラ
ン
ス
宣
教
師
ル
・
マ
レ
シ
ャ
ル
が
ド
ロ
ア
ー
ル
の
代
理
で
解
除
し
た
。
こ
れ
に

よ
っ
て
、
「
一
番
山
の
三
筆
」
は
最
終
的
に
解
消
さ
れ
た
。 

 

（
３
）
借
地
規
則
の
成
案
見
送
り 

新
潟
で
の
外
国
人
に
よ
る
借
地
の
整
理
が
こ
う
し
て
進
め
ら
れ
て
い
く
の
と
同
じ
頃
、
明
治
政
府
は
ふ

た
た
び
借
地
規
則
制
定
へ
の
前
進
を
試
み
て
い
た
。 

一
八
八
五
（
明
治
十
八
）
年
四
月
二
十
二
日
、
外
務
卿
井
上
馨
は
米
国
公
使
ビ
ン
ガ
ム
に
対
し
て
、
一

八
八
三
年
九
月
に
政
府
と
し
て
整
理
し
た
全
十
一
条
の
規
則
案
（
史
料
七
十
二
）
に
若
干
の
修
正
を
施
し

た
（

388
）

。
そ
し
て
、「
こ
れ
ま
で
見
解
の
相
違
が
あ
っ
た
「
新
潟
居
留
取
極
」
第
七
条
の
主
意
を
明
瞭
に
す

る
た
め
、
こ
こ
に
規
則
案
を
起
草
し
た
。
新
潟
で
の
土
地
貸
借
に
関
す
る
双
方
の
利
益
を
増
進
す
る
も
の

と
確
信
す
る
。
つ
い
て
は
閣
下
及
び
御
同
輩
の
御
意
見
を
伺
い
た
い
」
と
し
て
、
関
係
各
国
の
意
見
取
り

ま
と
め
を
要
請
し
た
。 

ビ
ン
ガ
ム
は
こ
の
要
請
を
受
け
て
各
国
公
使
に
意
見
照
会
し
た
。
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
オ
ラ
ン
ダ

な
ど
の
公
使
か
ら
い
く
つ
か
の
修
正
意
見
が
出
さ
れ
た
。
同
年
五
月
、
こ
れ
ら
各
国
の
意
見
は
ビ
ン
ガ
ム

に
よ
っ
て
取
り
ま
と
め
ら
れ
て
井
上
に
提
出
さ
れ
た
。
日
本
政
府
は
こ
れ
ら
の
意
見
を
検
討
し
て
、
規
則
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案
に
更
な
る
修
正
を
施
し
た
。
そ
し
て
英
訳
文
の
確
認
も
終
え
た
。
同
年
六
月
に
最
終
的
に
ま
と
め
ら
れ

た
規
則
案
は
次
の
全
十
条
で
あ
っ
た
。 

 

【
史
料
七
十
六
】 

新
潟
及
ヒ
夷
港
ニ
於
テ
日
本
人
ヨ
リ
外
国
人
ニ
地
所
貸
渡
ニ
関
ス
ル
規
則 

第
一
条 

外
国
人
、
新
潟
及
ヒ
夷
港
ニ
於
テ
、
地
所
ヲ
借
用
セ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
、
其
地
主
連
署
ノ

約
定
書
ヲ
認
メ
、
之
ニ
本
国
領
事
ノ
添
書
ヲ
受
ケ
、
書
面
ヲ
以
テ
其
登
録
ヲ
所
轄
地
方
庁
ニ
願
出

ツ
ヘ
シ
、
然
レ
ト
モ
、
若
シ
其
地
ニ
在
留
ノ
領
事
ナ
キ
ト
キ
ハ
、
願
人
ノ
便
宜
ニ
従
テ
直
チ
ニ
地

方
庁
ニ
出
願
ス
ル
カ
、
若
ク
ハ
其
願
人
本
国
ノ
外
交
官
ヨ
リ
日
本
外
務
卿
宛
ノ
添
書
ヲ
以
テ
、
之

ヲ
出
願
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ヘ
シ 

地
方
庁
ニ
於
テ
、
其
貸
地
約
定
中
ニ
一
モ
此
規
則
、
或
ハ
不
動
産
貸
借
ニ
関
ス
ル
日
本
ノ
法
律
ニ

抵
触
ス
ル
モ
ノ
無
シ
ト
認
ム
ル
ト
キ
ハ
、
可
成
速
ニ
之
ヲ
登
録
シ
、
以
テ
其
願
人
ニ
下
渡
ス
ヘ
シ 

第
二
条 

貸
借
年
限
ハ
五
十
ヶ
年
以
内
タ
ル
べ
シ
、
其
期
限
ノ
終
ル
毎
ニ
双
方
同
意
ス
レ
ハ
、
更
ニ

向
五
十
ヶ
年
以
内
ノ
期
限
ヲ
継
続
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
然
レ
ト
モ
、
貸
主
若
シ
第
一
又
ハ
第
二

以
下
ノ
期
限
ニ
至
リ
、
之
レ
カ
継
続
ヲ
望
マ
サ
ル
ト
キ
ハ
、
地
所
ヲ
取
戻
ス
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
但
、

此
場
合
ニ
於
テ
ハ
、
借
主
カ
該
地
ニ
建
築
シ
タ
ル
家
屋
並
ニ
其
改
良
物
ヲ
至
当
ノ
代
価
ヲ
以
テ
買

取
ル
ベ
シ 

右
代
価
ノ
要
求
ハ
借
主
ヨ
リ
申
出
ツ
ベ
シ
、
若
シ
貸
主
其
要
求
ノ
代
価
ヲ
過
当
ナ
リ
ト
シ
テ
払
方

ヲ
拒
ム
ト
キ
ハ
、
此
規
則
第
八
条
ニ
定
メ
タ
ル
手
続
ニ
従
ヒ
之
ヲ
決
定
ス
ベ
シ 

第
三
条 

地
価
ハ
時
々
昂
低
ス
ル
モ
ノ
ナ
ル
ヲ
以
テ
、
若
シ
双
方
ニ
テ
其
趣
キ
ヲ
貸
地
約
定
書
ニ
記

入
ス
ル
ト
キ
ハ
、
借
地
料
額
ハ
拾
ヶ
年
毎
ニ
改
正
ス
ル
ヲ
得
ベ
シ
、
借
主
或
ハ
貸
主
ニ
於
テ
借
地

料
ノ
改
正
ヲ
要
求
シ
、
他
ノ
一
方
之
ヲ
拒
ム
ト
キ
ハ
、
此
規
則
第
八
条
ニ
定
メ
タ
ル
手
続
ヲ
以
テ

之
ヲ
決
定
ス
ベ
シ 

第
四
条 

土
地
ニ
係
ル
諸
税[

地
租
地
租
割
・
並
町
村
公
費]

ハ
貸
主
之
ヲ
払
ヒ
、
建
物
ニ
係
ル
諸

税[

戸
数
割
家
屋
税
・
並
町
村
公
費]

ハ
借
主
之
ヲ
払
フ
ベ
シ 

第
五
条 

借
主
ハ
、
内
外
人
ノ
別
ナ
ク
借
地
人
一
般
ニ
関
シ
時
々
発
行
ス
ル
処
ノ
地
所
建
物
及
ヒ
納

税
ニ
関
ス
ル
地
方
ノ
規
則
ヲ
渾
テ
遵
守
ス
ベ
シ
、
且
ツ
此
地
方
規
則
類
ハ
、
其
施
行
ヨ
リ
一
ヶ
月

前
、
本
国
領
事
ヲ
経
由
シ
テ
借
主
タ
ル
外
国
人
ニ
告
知
ス
ベ
シ
、
尤
領
事
不
在
ナ
レ
ハ
地
方
官
ヨ

リ
直
ニ
之
ヲ
告
知
ス
ベ
シ 

第
六
条 

借
主
若
シ
此
規
則
第
五
条
ヲ
遵
守
セ
ズ
、
又
ハ
納
金
期
限
ヨ
リ
三
十
日
ヲ
過
キ
尚
諸
税
ヲ

納
メ
サ
ル
ト
キ
ハ
、
政
府
ハ
其
貸
地
ヲ
解
約
セ
シ
ム
ベ
シ
、
但
此
場
合
ニ
於
テ
ハ
、
一
百
日
以
内

ニ
自
費
ヲ
以
テ
、
其
地
所
ニ
取
設
ケ
タ
ル
諸
物
件
ヲ
取
払
フ
ベ
シ
、
若
シ
一
百
日
ヲ
過
ク
レ
ハ
、

該
物
件
ニ
対
ス
ル
権
利
ヲ
放
棄
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
看
做
シ
、
政
府
ハ
入
札
払
ヲ
以
テ
之
ヲ
処
分
ス
ベ

シ
、
然
レ
ト
モ
、
借
主
ニ
於
テ
借
料
ヲ
払
ハ
ズ
、
或
ハ
貸
地
ノ
約
束
箇
条
ヲ
履
行
セ
サ
ル
ト
キ
（
但

建
物
ニ
係
ル
諸
税
ヲ
払
ハ
サ
ル
ト
キ
ハ
此
限
ニ
ア
ラ
ス
）
之
ヲ
解
約
ス
ル
ト
否
ハ
、
貸
主
ノ
随
意

タ
ル
ベ
シ 
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第
七
条 

貸
借
年
限
中
ト
雖
ト
モ
、
非
常
ノ
場
合
又
ハ
鉄
道
或
ハ
道
路
等
、
凡
テ
公
共
ノ
利
益
ヲ
図

ル
事
業
等
ノ
為
メ
、
政
府
ニ
於
テ
必
要
ト
認
ム
ル
ト
キ
ハ
、
其
地
所
ヲ
返
還
セ
シ
ム
ベ
シ
、
又
該

地
上
ノ
家
屋
或
ハ
改
良
物
ノ
代
金
ト
、
並
ニ
斯
ク
此
買
上
タ
ル
家
屋
等
ガ
工
作
製
造
ニ
使
用
サ
レ

タ
ル
モ
ノ
ニ
テ
、
移
転
ノ
為
メ
其
業
ノ
廃
絶
又
ハ
中
止
セ
ラ
ル
ヽ
ト
キ
ハ
至
当
ノ
阻
害
償
金
ト
ヲ
、

第
八
条
ノ
方
法
ニ
依
テ
借
主
ヘ
払
フ
ベ
シ
、
尤
此
場
合
ニ
於
テ
ハ
、
非
常
ノ
事
故
ア
ル
外
ハ
、
六

ヶ
月
以
前
ニ
之
ヲ
通
知
ス
ル
ヲ
要
ス 

第
八
条 

第
二
条
ノ
場
合
ニ
於
テ
代
価
金
高
、
第
七
条
ノ
場
合
ニ
於
テ
互
ニ
支
払
フ
ヘ
キ
代
価
金
高
、

並
ニ
阻
害
償
金
高
、
及
ヒ
第
三
条
ニ
依
リ
増
減
ス
ル
借
地
料
ノ
高
ニ
付
、
双
方
協
議
ニ
至
ラ
サ
ル

ト
キ
ハ
、
二
人
ノ
仲
裁
人
ヲ
立
テ
決
ヲ
取
ル
ベ
シ
、
該
仲
裁
人
ハ
、
双
方
ヨ
リ
一
人
ツ
ヽ
ヲ
選
ム

べ
シ
、
然
レ
ト
モ
、
仲
裁
人
ノ
間
ニ
尚
異
説
ア
ル
ト
キ
ハ
、
其
仲
裁
人
ニ
於
テ
更
ニ
一
人
ノ
判
定

者
ヲ
選
定
シ
、
其
決
ヲ
取
ル
ベ
シ
、
二
人
ノ
仲
裁
人
ニ
於
テ
判
定
者
ノ
選
定
ニ
付
異
論
ア
ル
ト
キ

ハ
、
要
求
者
日
本
人
ナ
レ
ハ
其
要
求
ヲ
受
ク
ル
外
国
人
本
国
ノ
領
事
ニ
於
テ
裁
定
シ
、
若
シ
外
国

人
ナ
レ
ハ
該
地
方
県
令
ニ
於
テ
之
ヲ
裁
定
ス
ベ
シ 

然
レ
ト
モ
、
第
七
条
ノ
場
合
ニ
於
テ
裁
定
ヲ
要
ス
ル
ト
キ
仲
裁
人
ノ
間
ニ
協
議
調
ハ
ズ
、
且
ツ
判

定
者
ヲ
選
定
セ
ズ
、
又
ハ
其
地
ニ
外
国
人
本
国
ノ
領
事
居
ラ
サ
ル
ト
キ
ハ
、
日
本
外
務
卿
ト
其
外

国
公
使
ト
協
議
決
定
ス
ベ
シ 

貸
主
又
ハ
借
主
ヨ
リ
、
他
ノ
一
方
ニ
仲
裁
人
ヲ
選
定
ス
ヘ
キ
旨
ヲ
書
面
ヲ
以
テ
通
知
シ
タ
ル
後
、

十
四
日
間
之
ヲ
選
ハ
サ
ル
ト
キ
ハ
、
貸
主
又
ハ
借
主
一
方
カ
選
ミ
タ
ル
仲
裁
人
ニ
於
テ
決
定
シ
、

之
ヲ
確
定
ノ
モ
ノ
ト
ス
ベ
シ 

第
九
条 

借
地
年
限
中
ハ
、
借
主
ハ
其
借
権
ヲ
他
人
ニ
譲
与
ス
ル
ヲ
得
ル
ト
雖
ト
モ
、
前
条
約
ノ
儘

之
ヲ
継
続
ス
ル
ヲ
要
ス
、
且
其
譲
与
シ
タ
ル
コ
ト
ハ
必
ス
所
管
地
方
庁
ニ
届
出
テ
、
又
貸
主
（
地

主
）
ニ
通
知
ス
ベ
シ 

第
十
条 

本
規
則
中
、
貸
主
ト
ア
ル
ハ
、
貸
主
本
人
、
其
嗣
子
、
遺
族
管
理
人
、
管
理
人
、
及
ヒ
譲

受
人
ヲ
包
括
シ
、
借
主
ト
ア
ル
ハ
、
借
主
本
人
、
其
嗣
子
、
遺
族
管
理
人
、
管
理
人
及
ヒ
譲
受
人

ヲ
包
括
ス
ベ
シ 

  

こ
の
最
終
的
な
規
則
案
の
内
容
を
確
認
す
る
と
、
一
八
八
三
年
（
明
治
十
七
）
年
九
月
の
規
則
案
（
史

料
七
十
二
）
と
比
較
し
て
、
考
え
方
に
際
立
っ
た
変
更
は
な
い
も
の
の
、
各
条
文
が
か
な
り
詳
細
な
規
定

ぶ
り
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
特
に
、
借
地
料
や
補
償
金
に
つ
き
契
約
当
事
者
双
方
の
考
え
に
相

違
が
あ
っ
た
場
合
の
仲
裁
方
法
は
綿
密
に
定
め
ら
れ
た
。
円
滑
な
運
用
を
期
し
た
、
一
層
精
緻
で
現
実
的

な
規
則
案
に
な
っ
た
と
言
え
る
。
ま
た
、
外
国
公
使
や
在
留
領
事
に
求
め
ら
れ
る
役
割
が
明
記
さ
れ
た
こ

と
か
ら
、
規
則
案
は
国
際
取
極
の
性
格
を
明
確
に
帯
び
る
も
の
と
な
っ
た
。 

 

こ
う
し
て
、
長
年
の
懸
案
で
あ
っ
た
、
新
潟
で
の
外
国
人
の
居
住
に
関
す
る
規
則
を
設
け
る
準
備
が
万

端
に
整
っ
た
。
残
る
は
、
こ
の
規
則
案
を
改
め
て
各
国
に
提
示
し
て
正
式
合
意
を
得
る
手
続
き
だ
け
で
あ

る
。 
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と
こ
ろ
が
、「
規
則
協
議
一
件
」
の
綴
り
は
、
内
定
し
た
こ
の
規
則
案
の
英
語
訳
（
一
八
八
五
年
六
月
十

二
日
付
）
が
実
質
的
に
最
終
で
、
あ
と
は
こ
の
規
則
案
の
作
成
途
上
の
書
類
が
断
片
的
に
参
考
と
し
て
付

さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
唐
突
に
終
了
し
、
そ
の
続
き
は
な
い
。
意
外
に
も
、
日
本
政
府
は
こ
の
時
点

で
規
則
制
定
に
関
す
る
作
業
を
放
棄
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
の
で
あ
る
。 

本
論
筆
者
が
推
察
す
る
に
、
日
本
政
府
は
最
終
段
階
で
、
こ
の
規
則
の
即
時
施
行
を
強
く
迫
る
国
は
な

い
、
と
の
感
触
を
得
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
こ
の
精
緻
に
ま
と
め
ら
れ
た
土
地
貸
借
規
則
案
の
出

番
は
ま
だ
早
い
、
と
判
断
し
た
の
で
は
な
い
か
。「
規
則
協
議
一
件
」
の
綴
り
の
ほ
ぼ
最
終
、
こ
の
規
則
案

英
訳
の
う
ち
の
一
葉
に
、
次
の
文
言
が
朱
筆
で
添
え
ら
れ
て
い
る
。
外
務
大
輔
吉
田
清
成
に
よ
る
も
の
と

推
測
さ
れ
る
。 

「
従
前
協
議
談
判
ノ
続
ヨ
リ
シ
テ
、
遂
ニ
本
案
ノ
如
ク
内
定
セ
シ
モ
、
彼
ニ
於
テ
強
ヒ
テ
請
求
セ
ザ
ル

以
上
ハ
、
マ
ズ
結
局
ニ
至
ラ
シ
メ
ザ
ル
方
得
策
ナ
ラ
ム
、
是
他
ナ
シ
、
当
今
此
規
則
ヲ
施
行
ス
ル
時
ハ
、

向
年
他
ノ
開
港
場
等
ニ
於
テ
、
彼
我
協
議
ノ
上
地
所
貸
借
ニ
関
ス
ル
規
則
ヲ
取
極
ム
ル
際
、
必
ス
本
案
ヲ

以
規
範
ト
セ
ン
コ
ト
ヲ
求
ム
ル
ハ
必
定
ナ
リ
、
亦
我
ニ
於
テ
之
ヲ
拒
絶
セ
ン
ト
ス
ル
モ
道
理
ナ
キ
ニ
近
シ
、

故
ニ
此
案
ハ
暫
ク
其
儘
ニ
周
循
シ
、
後
日
改
正
ノ
談
整
ヒ
候
上
、
諸
開
港
場
地
所
一
件
協
議
ノ
節
、
一
纏

メ
ニ
局
ヲ
結
フ
コ
ト
、
尤
当
ヲ
得
ル
策
ナ
ラ
ン
ト
思
フ
」 

す
な
わ
ち
、
日
本
政
府
が
思
案
の
末
に
至
っ
た
結
論
と
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。 

こ
の
土
地
貸
借
規
則
の
策
定
協
議
は
、
開
港
場
全
域
が
公
許
の
雑
居
地
と
い
う
、
新
潟
の
特
殊
な
状
況

に
対
処
す
る
た
め
に
進
め
ら
れ
て
き
た
。
そ
し
て
長
年
の
紆
余
曲
折
を
経
て
、
よ
う
や
く
日
本
と
諸
外
国

と
が
合
意
で
き
る
規
則
案
が
で
き
あ
が
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
条
約
改
正
交
渉
は
こ
れ
か
ら
が
正
念
場

で
あ
る
。
我
が
国
は
、
外
国
人
の
内
地
雑
居
容
認
を
交
渉
妥
結
へ
の
切
り
札
と
し
て
、
維
新
以
来
の
悲
願

達
成
に
臨
む
所
存
で
あ
る
。
条
約
改
正
が
成
案
す
る
際
に
は
、
日
本
内
地
で
の
外
国
人
へ
の
土
地
貸
渡
し

の
あ
り
方
に
つ
い
て
改
め
て
検
討
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
ど
の
国
も
早
急
な

成
立
を
望
ん
で
い
る
わ
け
で
も
な
い
こ
の
新
潟
の
土
地
貸
借
規
則
案
を
こ
こ
で
確
定
さ
せ
て
し
ま
っ
て
は
、

そ
の
時
の
足
か
せ
に
な
り
は
し
な
い
か
。
条
約
改
正
交
渉
の
行
方
は
ま
だ
わ
か
ら
な
い
の
だ
か
ら
、
当
面

は
こ
の
案
を
政
府
の
懐
に
温
め
て
お
く
ほ
う
が
得
策
に
ち
が
い
な
い
。 

そ
の
後
の
成
り
ゆ
き
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。 

 

井
上
馨
に
よ
る
条
約
改
正
交
渉
は
、
一
八
八
六
（
明
治
十
九
）
年
に
本
交
渉
へ
と
移
っ
た
。
交
渉
は
、

諸
外
国
が
領
事
裁
判
権
を
放
棄
す
る
こ
と
と
し
、
日
本
が
外
国
人
に
内
地
を
開
放
し
、
国
内
で
の
外
国
人

の
居
住
権
・
営
業
権
を
認
め
る
こ
と
で
妥
結
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
改
正
条
約
が
外
国
籍
判
事
の
任
用

な
ど
国
辱
的
な
内
容
を
含
む
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
に
つ
れ
て
、
国
内
で
反
対
の
世
論
が
沸

騰
し
、
や
が
て
条
約
改
正
は
頓
挫
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
条
約
改
正
成
立
に
あ
わ
せ
て
有
用
と
す
べ
く
外

務
省
が
書
棚
に
保
管
し
て
い
た
新
潟
の
土
地
貸
借
規
則
案
も
ま
た
、
こ
う
し
た
交
渉
の
成
り
ゆ
き
の
た
め

に
つ
い
に
陽
の
目
の
見
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。 
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小
括 

 
新
潟
に
お
い
て
外
国
人
が
関
与
す
る
土
地
家
屋
の
貸
借
は
、
当
初
の
国
際
取
極
上
は
大
幅
な
自
由
が
認

め
ら
れ
て
い
た
。
開
港
当
初
し
ば
ら
く
の
あ
い
だ
は
、
こ
の
取
極
に
沿
っ
て
、
外
国
人
は
比
較
的
自
由
に

新
潟
で
の
生
活
の
根
拠
と
な
る
場
所
を
確
保
し
て
い
た
。 

し
か
し
、
明
治
政
府
が
中
央
集
権
体
制
を
固
め
、
国
土
に
お
い
て
統
一
的
な
土
地
政
策
と
税
制
を
確
立

し
て
い
く
流
れ
に
お
い
て
、
政
府
は
新
潟
で
の
外
国
人
の
借
地
借
家
の
自
由
を
制
限
す
る
方
向
に
大
き
く

傾
き
、
一
八
七
四
（
明
治
七
）
年
か
ら
は
明
確
に
政
府
の
干
渉
が
加
え
ら
れ
た
。
そ
の
最
初
の
現
れ
は
、

外
国
人
の
居
留
地
外
居
住
に
関
す
る
「
明
治
七
年
の
措
置
」
の
、
新
潟
に
お
け
る
適
用
で
あ
っ
た
。
そ
の

適
用
に
あ
た
り
、
雑
居
地
新
潟
に
お
け
る
外
国
人
の
借
家
の
扱
い
が
焦
点
と
な
り
、
明
治
政
府
内
諸
官
庁

の
見
解
と
方
針
の
不
一
致
が
露
呈
さ
れ
た
。
と
り
わ
け
内
務
省
の
処
置
は
拙
劣
で
あ
っ
た
。 

問
題
は
、
新
潟
で
の
外
国
人
の
居
留
に
関
し
て
地
方
規
則
が
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
関
し
て
、

最
も
動
き
が
あ
っ
た
の
は
明
治
十
年
前
後
で
あ
っ
た
。
規
則
の
制
定
と
い
う
課
題
の
解
決
は
、
一
時
は
新

潟
県
に
委
ね
ら
れ
た
も
の
の
、
フ
ァ
イ
ソ
ン
の
借
地
に
関
す
る
イ
ギ
リ
ス
公
使
パ
ー
ク
ス
か
ら
外
務
省
へ

の
抗
議
を
契
機
と
し
て
、
結
局
は
国
が
引
き
取
る
こ
と
に
な
っ
た
。
国
は
政
府
と
し
て
の
案
を
作
成
し
、

こ
れ
に
対
す
る
パ
ー
ク
ス
の
同
意
を
求
め
た
（
寺
島
・
パ
ー
ク
ス
談
判
）
。
し
か
し
、
寺
島
・
パ
ー
ク
ス
の

三
度
の
直
接
交
渉
は
不
調
に
終
わ
っ
た
。
そ
の
後
は
、
パ
ー
ク
ス
の
一
時
帰
国
と
外
務
卿
の
交
代
と
に
よ

り
、
借
地
規
則
制
定
へ
の
取
組
は
数
年
の
空
白
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。 

一
八
七
九
（
明
治
十
二
）
年
九
月
に
外
務
卿
に
就
い
た
井
上
の
ス
タ
ン
ス
は
、
こ
の
問
題
の
展
開
に
新

た
な
要
素
を
加
え
た
。
井
上
は
当
初
、
国
内
一
地
方
に
お
け
る
土
地
貸
借
の
規
則
づ
く
り
を
外
国
と
の
交

渉
に
委
ね
る
つ
も
り
は
な
か
っ
た
。
官
が
立
ち
入
る
こ
と
で
な
い
、
と
さ
え
考
え
た
。 

し
か
し
な
が
ら
パ
ー
ク
ス
は
、
居
留
取
極
第
七
条
の
文
言
ど
お
り
の
履
行
を
求
め
、
一
八
八
二
（
明
治

十
五
）
年
の
条
約
改
正
予
備
会
議
の
場
に
お
い
て
、
こ
の
こ
と
を
日
本
政
府
に
主
張
し
た
。
だ
が
両
者
の

歩
み
寄
り
は
な
か
っ
た
。 

予
備
会
議
に
お
い
て
は
「
条
約
改
正
交
渉
の
枠
外
と
す
べ
き
」
と
処
理
さ
れ
た
新
潟
で
の
外
国
人
借
地

問
題
は
、
同
年
末
に
日
本
政
府
が
諸
外
国
に
提
案
し
た
佐
渡
夷
港
官
営
倉
庫
の
取
壊
し
案
件
を
、
パ
ー
ク

ス
が
巧
み
に
利
用
し
た
こ
と
で
、
改
め
て
真
正
面
か
ら
議
論
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
井
上
と
パ
ー
ク
ス

は
書
面
で
の
論
争
を
繰
り
広
げ
た
が
、
両
者
の
主
張
は
な
お
も
平
行
線
を
た
ど
っ
た
。だ
が
そ
の
裏
で
は
、

土
地
貸
借
規
則
の
制
定
を
目
指
す
取
組
が
ふ
た
た
び
動
き
出
し
た
。 

一
方
、
現
地
新
潟
で
は
、
こ
う
し
た
経
緯
の
あ
い
だ
、
実
際
の
土
地
家
屋
の
貸
借
を
め
ぐ
り
様
々
な
摩

擦
が
生
じ
た
。
諸
外
国
が
容
認
す
る
ル
ー
ル
が
定
ま
ら
な
い
な
か
、
対
応
に
苦
慮
す
る
新
潟
県
庁
に
対
し

て
、
内
務
省
は
先
に
パ
ー
ク
ス
に
示
し
た
政
府
案
を
、
内
々
に
運
用
す
る
よ
う
指
示
し
た
（
原
史
料
で
は
、

「
公
約
私
約
案
」、「
公
私
両
約
案
」
、
あ
る
い
は
「
公
私
約
定
案
」
と
称
さ
れ
て
い
る
。
）
。
外
国
人
へ
の
貸

家
は
、
契
約
の
際
に
一
件
ご
と
に
審
査
が
課
さ
れ
た
。
そ
う
し
た
役
所
の
審
査
は
、
居
留
外
国
人
か
ら
み

れ
ば
、
新
潟
に
関
す
る
国
際
取
極
が
認
め
て
い
る
、
私
人
間
の
自
由
契
約
に
対
す
る
官
に
よ
る
干
渉
以
外

の
何
も
の
で
も
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
こ
う
し
た
措
置
に
強
く
反
発
し
た
が
、
一
方
で
は
、
一
定
の
安
定
し
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た
居
留
生
活
を
確
保
す
る
た
め
、
日
本
人
名
義
を
利
用
す
る
な
ど
、
迂
回
的
な
方
法
で
目
の
前
の
現
実
に

対
処
し
た
。
そ
の
よ
う
な
外
国
人
の
「
工
夫
」
は
、
借
家
と
借
地
と
の
あ
い
だ
の
表
面
上
の
境
界
線
を
不

明
確
に
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
り
、
日
本
側
の
審
査
も
そ
れ
だ
け
念
入
り
と
な
っ
た
。
居
留
外
国
人
に
よ

る
「
工
夫
」
と
政
府
の
厳
し
い
審
査
と
は
、
事
態
を
ま
す
ま
す
悪
化
さ
せ
る
下
降
ス
パ
イ
ラ
ル
の
様
相
を

呈
し
た
。 

一
八
八
五
（
明
治
十
八
）
年
に
大
き
な
節
目
が
訪
れ
た
。
そ
れ
ま
で
の
現
地
で
の
取
扱
い
か
ら
す
れ
ば

破
格
と
も
言
え
る
、「
公
約
私
約
案
」
と
は
か
け
離
れ
た
契
約
に
基
づ
く
年
限
五
十
年
の
借
地
が
、
新
潟
で

の
外
国
人
に
よ
る
公
認
の
借
地
と
し
て
は
十
三
年
ぶ
り
に
成
立
し
た
。も
っ
と
も
、中
央
政
府
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
借
地
年
限
を
五
十
年
と
し
て
妥
協
を
目
指
し
て
い
た
借
地
規
則
制
定
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
日
本
政
府
に
よ
る
借
地
規
則
制
定
へ
の
取
組
は
、
同
じ
一
八
八
五
（
明
治
十
八
）
年
に
静
止
し
、

そ
の
後
の
条
約
改
正
交
渉
の
大
き
な
流
れ
の
な
か
で
霧
消
し
て
い
っ
た
。
ま
た
こ
の
年
に
は
、
開
港
以
来

長
ら
く
居
留
を
続
け
て
い
た
ド
イ
ツ
商
人
が
新
潟
か
ら
最
終
的
に
消
え
、
西
洋
人
貿
易
商
人
の
新
潟
居
留

が
途
絶
し
た
。 

外
国
人
の
居
住
を
め
ぐ
る
こ
う
し
た
長
い
混
乱
の
原
因
は
結
局
何
で
あ
っ
た
の
か
。 

ま
ず
指
摘
す
べ
き
は
、
国
際
取
極
が
定
め
た
雑
居
地
新
潟
と
い
う
も
の
の
位
置
づ
け
の
不
明
確
さ
で
あ

る
。
換
言
す
れ
ば
、
本
章
冒
頭
で
述
べ
た
「
居
留
地
」
の
二
義
性
の
問
題
で
も
あ
る
。
こ
の
問
題
は
混
乱

の
第
一
幕
と
も
言
え
る
「
外
国
人
の
居
留
地
外
居
住
問
題
」
に
如
実
に
表
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
国
（
内
務

省
及
び
外
務
省
）
、
新
潟
県
庁
、
あ
る
い
は
居
留
外
国
人
な
ど
、
「
外
国
人
の
居
留
地
外
居
住
問
題
」
の
新

潟
で
の
展
開
に
関
わ
っ
た
諸
主
体
の
観
念
の
な
か
に
、
狭
義
の
居
留
地
と
広
義
の
居
留
地
と
が
様
々
に
混

在
し
て
い
た
。 

日
本
と
諸
外
国
と
の
条
約
に
基
い
て
新
潟
が
開
港
し
、
条
約
国
の
国
民
は
そ
こ
に
居
住
し
商
業
活
動
を

営
む
権
利
を
得
た
。
新
潟
に
は
、
ど
の
よ
う
な
形
態
に
せ
よ
外
国
人
が
居
留
し
う
る
地
、
す
な
わ
ち
「
居

留
地
」
が
存
在
す
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
両
者
に
よ
る
国
際
取
極
で
は
、
新
潟
に
は
居
留
地
（
狭

義
）
を
設
け
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
。
居
留
地
（
狭
義
）
と
公
許
の
雑
居
地
と
の
違
い
は
、
外
国
側
か

ら
見
れ
ば
、
自
分
た
ち
が
権
利
と
し
て
住
ま
う
こ
と
が
で
き
る
一
定
区
域
が
外
国
人
専
用
で
あ
る
か
、
そ

れ
と
も
日
本
人
と
の
混
住
で
あ
る
か
、
と
い
う
違
い
で
し
か
な
か
っ
た
。
ど
ち
ら
も
広
義
の
「
居
留
地
」

で
あ
る
こ
と
に
違
い
は
な
か
っ
た
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
新
潟
に
関
し
て
「
居
留
地
」
と
い
う
言
葉
を
用
い

る
場
合
、
こ
の
広
義
の
用
法
し
か
あ
り
得
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
新
潟
雑
居
地
の
あ
り
よ
う
は
、
一
八
七

五
（
明
治
八
）
年
に
楠
本
県
令
が
大
久
保
内
務
卿
に
述
べ
た
「
新
潟
は
雑
居
が
許
さ
れ
た
居
留
地
」
と
い

う
表
現
に
正
確
に
言
い
表
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
狭
義
・
広
義
の
居
留
地
の
観
念
が
錯

綜
し
て
扱
わ
れ
た
。 

そ
の
結
果
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
国
の
「
明
治
七
年
の
措
置
」
は
、
そ
も
そ
も
居
留
外
国
人
の
な
か
で

も
例
外
的
な
者
に
対
す
る
措
置
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、「
居
留
地
」
と
い
う
言
葉
を
内
務
省
や

新
潟
裁
判
所
第
一
支
庁
の
よ
う
に
狭
義
で
用
い
れ
ば
、
新
潟
に
は
そ
の
よ
う
な
居
留
地
は
な
い
の
で
、
新

潟
に
お
い
て
は
、
外
国
人
は
誰
も
が
「
居
留
地
」
外
に
住
ま
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、「
明
治
七
年

の
措
置
」
を
新
潟
で
適
用
す
れ
ば
、
新
潟
に
住
ま
お
う
と
す
る
外
国
人
の
誰
も
が
国
へ
の
事
前
伺
い
を
必
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要
と
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
国
と
し
て
は
全
国
的
に
は
例
外
の
外
国
人
を
対
象
と
し
た
は
ず
の
措

置
が
、
新
潟
に
お
い
て
は
す
べ
て
の
外
国
人
が
対
象
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
例
外
へ
の
対
処
を
意
図
し
た

制
限
的
措
置
が
、
新
潟
で
は
悉
皆
に
適
用
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
「
居
留
地
」
の
二
義

性
の
は
ざ
ま
が
、
雑
居
地
新
潟
が
陥
っ
た
隘
路
で
あ
っ
た
。 

混
乱
に
更
に
拍
車
を
か
け
た
の
は
内
務
省
の
姿
勢
で
あ
っ
た
。
一
八
七
四
（
明
治
七
）
年
の
創
設
以
来
、

急
進
的
に
内
治
の
推
進
を
図
る
内
務
省
の
政
策
判
断
は
、
雑
居
地
新
潟
に
関
し
て
は
明
ら
か
に
誤
っ
て
い

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
内
統
一
的
な
措
置
を
強
行
し
た
。
そ
し
て
、
外
務
省
が
新
潟
で
の
適
切
な
措
置

の
あ
り
方
に
つ
い
て
再
考
を
促
す
ま
で
、
内
務
省
は
新
潟
県
に
も
外
務
省
に
も
独
善
的
に
振
舞
っ
た
。
更

に
内
務
省
は
、
確
実
な
地
租
収
税
、
及
び
公
共
目
的
の
土
地
収
用
権
の
留
保
、
と
い
う
二
点
を
主
要
な
関

心
事
と
し
て
、
雑
居
地
新
潟
に
お
け
る
外
国
人
の
居
住
に
関
し
て
、
県
庁
へ
の
再
三
再
四
の
内
達
を
通
じ

て
干
渉
を
加
え
続
け
た
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
内
務
省
に
よ
る
内
達
行
政
へ
の
不
満
を
鬱
積
さ
せ
た
居
留

民
（
フ
ァ
イ
ソ
ン
）
に
よ
っ
て
、
つ
い
に
は
井
上
と
パ
ー
ク
ス
に
よ
る
せ
め
ぎ
あ
い
が
展
開
さ
れ
る
こ
と

と
な
っ
た
（
井
上
・
パ
ー
ク
ス
論
争
）
。 

一
八
八
三
（
明
治
十
六
）
年
に
繰
り
広
げ
ら
れ
た
、
そ
の
井
上
と
パ
ー
ク
ス
と
の
議
論
が
、
交
わ
る
こ

と
の
な
い
平
行
線
を
描
い
た
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
「
居
留
地
」
の
二
義
性
を
根
源
と
す
る
、

開
港
新
潟
に
対
す
る
両
者
の
基
本
認
識
の
隔
絶
ゆ
え
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
井
上
に
と
っ
て
新
潟
は
一

義
的
に
「
内
地
」、
つ
ま
り
国
内
一
般
の
土
地
で
あ
り
、
パ
ー
ク
ス
に
と
っ
て
新
潟
は
「
外
国
人
の
自
由
な

居
住
が
認
め
ら
れ
た
地
」
で
あ
っ
た
。 

新
潟
佐
渡
夷
港
外
国
人
居
留
取
極
第
七
条
に
は
、「
新
潟
に
お
い
て
は
外
国
人
居
留
地
を
設
け
ず
、
町
全

域
を
日
本
人
と
の
雑
居
と
し
、
外
国
人
は
原
則
と
し
て
自
由
に
借
地
借
家
し
、
ま
た
家
屋
を
所
有
で
き
る
」

と
規
定
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
新
潟
を
基
本
的
に
内
地
と
捉
え
る
明
治
政
府
に
と
っ
て
、
狭
小
な
新
潟

の
市
街
に
外
国
人
が
占
有
す
る
堅
固
な
洋
館
が
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
散
ら
ば
り
、
そ
こ
だ
け
が
政
府
の
制
御

が
及
ば
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
は
、
こ
の
町
の
国
内
行
政
が
貫
徹
で
き
な
い
。
そ
こ
で
政
府
は
、
居
留
取

極
第
七
条
の
先
述
の
規
定
に
続
く
文
言
、
す
な
わ
ち
「
た
だ
し
徴
税
の
対
象
と
な
る
土
地
の
貸
借
は
地
方

庁
の
許
可
を
必
要
と
す
る
」
と
い
う
趣
旨
の
文
言
を
根
拠
と
し
て
、
新
潟
で
の
外
国
人
の
借
地
に
制
限
を

加
え
て
い
っ
た
。 

し
か
し
な
が
ら
パ
ー
ク
ス
の
根
本
認
識
は
、「
新
潟
は
外
国
人
の
自
由
な
居
住
が
認
め
ら
れ
た
地
」
と
い

う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
自
由
な
居
住
を
担
保
す
る
大
き
な
前
提
は
、
永
代
借
地
権
で
あ
っ
た
。
パ
ー
ク

ス
は
、
彼
が
居
留
取
極
に
合
意
し
た
際
に
は
、
日
本
人
と
の
雑
居
で
あ
っ
て
も
、
新
潟
で
は
外
国
人
に
よ

る
永
代
借
地
が
認
め
ら
れ
る
、
と
考
え
て
い
た
。
市
街
に
堅
固
な
洋
館
や
倉
庫
が
散
在
す
る
あ
り
よ
う
こ

そ
が
、
パ
ー
ク
ス
が
想
定
し
て
い
た
開
港
新
潟
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
も
パ
ー
ク
ス
は
、
明
治
政
府
の
頑
な

な
姿
勢
を
前
に
、
無
期
限
の
借
地
す
な
わ
ち
永
代
借
地
と
い
う
原
則
の
主
張
を
断
念
し
て
、
貸
借
の
上
限

を
百
年
へ
、
更
に
は
五
十
年
へ
、
と
次
第
に
歩
み
寄
っ
た
。 

一
方
の
井
上
は
、
パ
ー
ク
ス
が
こ
だ
わ
り
続
け
た
貸
借
年
限
の
長
短
に
、
何
ら
本
質
的
な
問
題
を
見
出

さ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
ま
た
、
国
内
で
も
有
数
の
一
つ
の
町
が
、
ま
る
ご
と
「
内
地
で
あ
り
、
し
か
も
外

国
人
の
自
由
な
居
住
が
認
め
ら
れ
た
地
で
も
あ
る
」
と
い
う
あ
り
よ
う
は
、
政
府
に
と
っ
て
解
消
せ
ね
ば



235 

 

な
ら
な
い
大
き
な
矛
盾
で
あ
っ
た
。
結
局
の
と
こ
ろ
明
治
政
府
は
、
居
留
取
極
第
七
条
の
原
則
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
ま
た
貸
借
年
限
の
具
体
的
な
年
数
に
お
い
て
は
パ
ー
ク
ス
に
歩
み
寄
り
つ
つ
も
、
新
潟
を
「
内

地
」
と
し
て
整
理
し
よ
う
と
し
て
い
た
。 

こ
う
し
て
両
者
は
、
基
本
認
識
の
隔
た
り
が
一
向
に
埋
ま
ら
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
一
方
で
着

地
点
を
探
っ
た
。
そ
れ
が
、
一
八
八
三
（
明
治
十
六
）
年
の
規
則
協
議
の
再
開
で
あ
っ
た
。 

最
後
に
、
そ
の
井
上
・
パ
ー
ク
ス
論
争
で
、
両
者
が
借
地
問
題
と
並
行
し
て
展
開
し
た
、
新
潟
で
の
貿

易
不
振
の
原
因
を
め
ぐ
る
議
論
に
つ
い
て
も
検
討
を
加
え
て
お
く
。 

井
上
は
新
潟
の
貿
易
不
振
の
原
因
と
し
て
、
一
つ
に
は
、
港
に
適
当
な
船
舶
の
係
留
地
が
な
い
こ
と
、

も
う
一
つ
に
は
、
新
潟
が
大
き
な
消
費
地
か
ら
遠
く
、
し
か
も
地
元
人
民
が
贅
沢
を
好
ま
な
い
た
め
輸
入

品
の
需
要
が
な
い
こ
と
、
と
い
う
二
点
を
挙
げ
た
。
こ
の
物
言
い
に
は
井
上
の
周
到
さ
が
漂
う
。
換
言
す

れ
ば
、
地
形
・
地
理
と
い
っ
た
自
然
的
条
件
と
、
地
元
住
民
の
気
質
と
い
う
二
つ
が
、
新
潟
港
の
不
振
の

原
因
で
あ
る
、
と
井
上
は
主
張
し
た
。
要
す
る
に
井
上
の
見
解
と
は
、
新
潟
の
貿
易
が
盛
ん
と
な
ら
な
い

の
は
明
治
政
府
の
力
の
及
ば
な
い
こ
と
が
原
因
な
の
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
築
港
に
よ
り
港
を
改

良
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
こ
と
、
新
潟
で
殖
産
興
業
を
進
め
な
か
っ
た
こ
と
、
更
に
は
外
国
人
の
自
由
な

新
潟
居
住
を
阻
止
し
続
け
て
き
た
こ
と
、
そ
う
し
た
明
治
政
府
の
主
体
的
な
意
思
を
伴
う
要
素
に
井
上
は

触
れ
な
か
っ
た
。 

こ
れ
に
対
し
て
パ
ー
ク
ス
は
、
人
為
的
な
要
因
を
取
り
除
け
ば
新
潟
の
商
業
に
は
自
ず
と
望
ま
し
い
結

果
が
生
ず
る
、
と
主
張
し
た
。
こ
の
文
脈
で
パ
ー
ク
ス
が
言
わ
ん
と
し
た
、
除
去
す
べ
き
人
為
的
要
因
と

は
「
居
留
取
極
第
七
条
の
不
履
行
」
、
す
な
わ
ち
明
治
政
府
に
よ
る
外
国
人
へ
の
借
地
借
家
の
制
限
で
あ
っ

た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
彼
が
新
潟
開
港
当
初
か
ら
何
回
と
な
く
主
張
し
た
港
施
設
の

改
善
に
か
か
る
、
明
治
政
府
の
懈
怠
も
含
ま
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
一
八
七
八
（
明
治
十
一
）

年
に
は
大
型
船
が
頻
繁
に
港
を
出
入
り
し
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
後
者
は
決
定
的
な
要
因
で
は
な
か
っ
た

よ
う
だ
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、「
明
治
政
府
が
し
か
る
べ
き
施
策
を
実
行
す
れ
ば
、
新
潟
は
お
の
ず
と
発
展

す
る
」
と
い
う
の
が
、
慶
応
三
年
以
来
新
潟
港
を
見
続
け
て
き
た
、
そ
し
て
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
の

長
い
あ
い
だ
日
本
に
大
き
な
影
響
力
を
与
え
続
け
て
き
た
、
こ
の
当
代
随
一
の
外
交
官
が
、
駐
日
公
使
を

離
任
す
る
直
前
に
至
っ
て
も
な
お
抱
い
て
い
た
確
信
で
あ
っ
た
。
す
で
に
新
潟
か
ら
貿
易
港
の
実
態
が
ほ

ぼ
失
せ
て
し
ま
っ
た
明
治
十
年
代
半
ば
に
お
い
て
も
、
な
お
、
彼
が
こ
の
港
町
の
潜
在
力
を
こ
の
よ
う
に

高
く
評
価
し
続
け
て
い
た
こ
と
を
、
一
体
ど
う
解
釈
す
べ
き
か
。 

新
潟
が
開
港
五
港
の
一
つ
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
明
治
期
を
通
じ
て
貿
易
港
と
し
て
十
分
な
発
展

を
み
な
か
っ
た
理
由
と
し
て
は
、
港
が
河
口
に
あ
る
た
め
水
深
が
浅
く
、
し
た
が
っ
て
外
国
貿
易
の
た
め

の
大
型
船
舶
の
出
入
り
が
困
難
で
あ
っ
た
た
め
、
と
片
づ
け
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
あ
る
い
は
、
地
元
の

人
々
が
進
取
の
気
性
を
欠
い
て
い
た
こ
と
な
ど
も
指
摘
さ
れ
て
い
る

（

378
）

。
右
の
パ
ー
ク
ス
の
見
解
は
、
そ

う
し
た
こ
れ
ま
で
の
見
方
が
十
分
に
当
を
得
て
い
た
の
か
ど
う
か
、
改
め
て
掘
り
下
げ
て
検
討
す
る
視
点

を
与
え
て
く
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
開
港
た
る
新
潟
が
寂
寥
た
る
様
相
を
呈
し
た
の
は
、
こ

の
地
に
外
国
人
居
留
地
が
設
け
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。 

 

よ
う
や
く
条
約
改
正
が
成
り
、
外
国
人
へ
の
内
地
開
放
が
実
行
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
一
八
八
九
（
明
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治
三
十
二
）
年
、
国
内
で
は
横
浜
や
神
戸
を
中
心
に
、
日
本
人
と
外
国
人
と
の
雑
居
に
よ
っ
て
犯
罪
な
ど

の
ト
ラ
ブ
ル
が
多
発
す
る
の
で
は
な
い
か
、
と
大
い
に
懸
念
さ
れ
た
と
い
う
。
し
か
し
新
潟
の
場
合
に
は
、

そ
も
そ
も
開
港
当
初
か
ら
内
外
国
民
が
雑
居
す
る
以
外
に
方
法
は
な
か
っ
た
。
開
港
場
と
し
て
発
展
し
て

い
く
に
は
、
明
治
初
年
か
ら
の
こ
の
環
境
は
、
あ
ま
り
に
過
酷
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。 
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終
章 

明
治
十
八
年
以
降
の
開
港
の
行
方 

 
一
八
八
五
（
明
治
十
八
）
年
は
、
開
港
五
港
と
し
て
の
新
潟
に
実
質
的
な
終
止
符
が
打
た
れ
た
象
徴
的

な
年
、
と
言
っ
て
よ
い
。
こ
の
年
を
も
っ
て
新
潟
に
居
留
す
る
西
洋
人
商
人
は
途
絶
し
た
。
そ
の
一
方
で
、

こ
の
地
に
わ
ず
か
に
残
っ
た
外
国
人
で
あ
る
宣
教
師
の
一
部
は
、
現
地
新
潟
で
の
そ
れ
ま
で
の
取
扱
い
か

ら
す
れ
ば
破
格
の
年
限
五
十
年
と
い
う
広
大
な
借
地
を
、
日
本
政
府
に
認
め
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
。

し
か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
、
外
国
人
の
居
住
に
一
定
の
ル
ー
ル
を
つ
く
る
た
め
の
政
府
の
取
組
が
こ
の
年
に

断
念
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
新
潟
か
ら
は
、
貿
易
港
と
し
て
発
展
す
る
素
地
が
最
終
的
に
奪
わ
れ
た
、
と
言

っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
明
治
初
年
か
ら
の
既
得
権
的
な
借
地
が
す
べ
て
解
消
し
て
し
ま
い
、
も
は
や
貿
易
商

人
が
住
む
こ
と
さ
え
困
難
な
新
潟
で
、
そ
の
貿
易
の
発
展
な
ど
論
外
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
も
、
新
潟
で
住

居
を
得
る
こ
と
は
外
国
人
に
と
っ
て
容
易
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
が
、
そ
の
状
況
を
打
開
し
よ
う
と
い
う

努
力
だ
け
は
続
い
て
い
た
。
そ
の
努
力
が
こ
の
年
を
も
っ
て
終
了
し
た
。
そ
し
て
、
明
治
政
府
に
よ
る
新

潟
の
外
国
人
に
対
す
る
扱
い
は
、
こ
の
年
以
降
、
更
に
転
換
し
た
。
そ
の
転
換
に
し
た
が
っ
て
開
港
新
潟

の
姿
も
変
化
を
遂
げ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。 

本
論
考
の
最
後
と
な
る
こ
の
章
で
は
、
そ
う
し
た
八
五
年
以
降
の
開
港
新
潟
の
状
況
に
つ
い
て
ま
と
め

る
。
前
章
ま
で
に
た
ど
っ
た
外
国
人
居
住
の
問
題
に
か
か
る
経
過
を
、
史
料
を
少
し
遡
っ
て
確
認
し
て
い

く
こ
と
か
ら
考
察
を
始
め
た
い
。 

  第
一
節 

外
国
人
居
住
の
処
罰
化 

 

（
１
）
内
達
行
政
か
ら
の
決
別 

新
潟
に
お
け
る
外
国
人
の
居
住
を
め
ぐ
っ
て
、
「
官
ノ
掣
肘
」
と
い
う
言
葉
を
最
初
に
用
い
た
の
は
、

県
令
楠
本
正
隆
で
あ
っ
た
。
一
八
六
七
年
に
幕
府
と
諸
外
国
と
の
あ
い
だ
で
結
ば
れ
た
新
潟
佐
州
夷
港
外

国
人
居
留
取
極
第
七
条
に
よ
れ
ば
、
新
潟
で
は
、
外
国
人
に
よ
る
自
由
な
借
地
借
家
が
認
め
ら
れ
て
い
た

は
ず
で
あ
っ
た
。
そ
の
新
潟
に
お
い
て
、
楠
本
は
、「
官
ノ
掣
肘
」
は
本
来
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
考

え
た
。
す
な
わ
ち
、
一
八
七
五
（
明
治
八
）
年
、
外
国
人
居
留
地
の
区
域
以
外
に
住
も
う
と
す
る
外
国
人

に
つ
い
て
、内
務
省
が
前
年
の
内
達
に
基
づ
い
て
、そ
の
借
家
約
定
書
を
事
前
に
検
閲
し
よ
う
と
し
た
際
、

楠
本
は
、
全
域
が
雑
居
地
の
新
潟
で
こ
の
内
達
の
と
お
り
と
し
て
は
、「
当
事
者
が
行
う
貸
借
に
政
府
が
干

渉
す
る
こ
と
（
相
対
之
貸
借
ニ
官
ニ
於
テ
掣
肘
ス
ル
ノ
筋
）
」
に
な
る
、
と
し
て
、
内
達
の
運
用
を
見
直
す

よ
う
求
め
た
。
楠
本
を
引
き
継
い
だ
県
令
永
山
盛
輝
も
ま
た
、
当
初
は
ま
っ
た
く
同
じ
考
え
で
あ
っ
た
。

翌
七
六
年
、
新
潟
に
着
任
し
て
ま
も
な
く
の
永
山
は
、
本
件
に
関
し
て
、
楠
本
同
様
の
上
申
を
内
務
省
に

対
し
て
行
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
や
が
て
永
山
は
、
内
務
省
の
内
々
の
指
示
を
受
け
な
が
ら
、
新
潟
で

の
外
国
人
の
居
住
に
「
官
ノ
掣
肘
」
を
加
え
る
側
へ
と
転
じ
て
い
っ
た
。 

内
務
省
を
起
点
と
し
、
新
潟
県
を
通
じ
て
行
わ
れ
続
け
た
「
内
達
行
政
」
は
、
紆
余
曲
折
を
経
な
が
ら

も
七
九
（
明
治
十
二
）
年
の
暮
れ
に
一
般
化
さ
れ
た
。
こ
の
年
の
十
二
月
十
五
日
、
永
山
は
内
務
省
の
内
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達
に
し
た
が
っ
て
、
新
潟
区
長
に
「
公
約
私
約
案
」
を
内
示
し
た
。
そ
の
「
公
約
私
約
案
」
と
は
、
も
と

も
と
は
七
七
（
明
治
十
）
年
に
明
治
政
府
が
イ
ギ
リ
ス
公
使
パ
ー
ク
ス
と
の
交
渉
の
際
に
示
し
た
案
で
あ

っ
た
。
こ
の
交
渉
は
成
立
し
な
か
っ
た
が
、
そ
の
後
、
現
地
で
外
国
人
の
借
地
を
認
め
る
に
際
し
て
何
ら

か
の
基
準
を
示
す
よ
う
求
め
る
新
潟
県
庁
か
ら
の
要
請
に
応
じ
て
、
内
務
省
が
内
々
で
の
運
用
を
指
示
し

た
の
で
あ
っ
た
。 

翌
八
〇
（
明
治
十
三
）
年
四
月
二
十
二
日
、
ま
た
も
新
潟
県
か
ら
新
潟
区
長
へ
内
達
が
発
せ
ら
れ
た

（

390
）

。

そ
こ
で
は
、
前
年
十
二
月
十
五
日
の
内
達
は
「
敢
テ
官
ノ
掣
肘
ニ
不
及
ノ
意
ヲ
深
切
ニ
内
示
」
し
た
も
の

だ
、
と
し
て
、
そ
れ
で
い
て
、
外
国
人
へ
の
貸
地
の
申
し
出
が
あ
っ
た
場
合
に
は
以
下
の
各
点
な
ど
に
留

意
す
る
よ
う
区
長
に
伝
え
た
。 

・
貸
借
年
限
二
十
五
年
と
は
い
え
、
地
価
高
騰
の
場
合
に
は
隣
地
と
比
較
し
て
（
貸
借
期
間
中
で
も
） 

貸
借
料
を
増
加
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と 

・
契
約
満
期
後
の
貸
借
継
続
に
あ
た
っ
て
は
、
最
初
の
契
約
を
破
棄
し
て
新
た
に
契
約
書
を
作
成
で
き

る
よ
う
に
す
る
こ
と 

・
各
条
文
と
も
外
国
語
・
日
本
語
に
齟
齬
が
な
い
よ
う
十
分
に
注
意
す
る
こ
と 

以
降
、
県
庁
は
こ
う
し
た
内
達
に
基
づ
き
、
あ
る
い
は
、
お
そ
ら
く
こ
れ
ら
内
達
の
額
面
よ
り
も
更
に

厳
し
い
運
用
を
通
じ
て
、
外
国
人
に
よ
る
借
地
へ
干
渉
を
加
え
続
け
た
。 

 

と
こ
ろ
が
、
県
庁
は
や
が
て
不
本
意
に
も
、
「
公
約
私
約
案
」
か
ら
大
き
く
逸
脱
す
る
借
地
を
認
め
ざ

る
を
得
な
く
な
っ
た
。
そ
れ
が
、
前
章
で
叙
述
し
た
、
八
四
（
明
治
十
七
）
年
に
明
る
み
に
出
た
、
佐
藤

平
太
郎
か
ら
ド
ロ
ア
ー
ル
へ
の
年
限
五
十
年
の
借
地
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
も
う
一
度
、
改
め
て
短
く

こ
の
借
地
許
可
の
様
子
を
た
ど
っ
て
み
よ
う
。 

こ
の
年
の
十
月
、
新
潟
区
寄
居
町
の
佐
藤
平
太
郎
が
、
区
役
所
を
通
じ
て
、
フ
ラ
ン
ス
人
宣
教
師
ド
ロ

ア
ー
ル
へ
年
限
を
五
十
年
と
し
て
千
六
百
坪
の
土
地
を
貸
し
渡
し
た
い
、
と
申
し
出
た
。
し
か
も
そ
の
約

定
書
は
先
に
内
示
し
て
い
た
「
公
約
私
約
案
」
と
は
多
く
の
点
で
異
な
っ
て
い
た
。
県
庁
は
、
こ
の
貸
借

を
認
め
ぬ
、
と
区
役
所
に
伝
え
た
が
、
東
京
で
は
並
行
し
て
フ
ラ
ン
ス
公
使
が
日
本
政
府
に
対
し
て
直
接

こ
の
件
で
抗
議
に
及
ん
で
い
た
。
す
る
と
外
務
卿
井
上
馨
は
、
県
庁
に
対
し
て
、
こ
の
土
地
を
す
み
や
か

に
貸
し
渡
す
べ
し
、
と
内
務
省
を
飛
び
越
し
て
命
じ
た
の
で
あ
っ
た
。
井
上
は
内
務
省
に
対
し
て
も
、
居

留
取
極
に
役
所
の
事
前
許
可
が
留
保
さ
れ
て
い
る
の
は
納
税
が
滞
ら
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
も
の
で
あ

っ
て
、
「
大
体
ノ
貸
借
ニ
於
テ
ハ
自
由
ヲ
付
与
シ
、
官
庁
ニ
於
テ
ハ
干
渉
ス
可
カ
ラ
ザ
ル
主
意
ニ
有
之
候
」

と
伝
え
た
。 

十
一
月
二
十
七
日
付
で
内
務
省
か
ら
訓
示
を
受
け
た
県
庁
は
、
こ
の
訓
示
に
沿
っ
て
、
そ
れ
ま
で
の
「
公

約
私
約
案
」
の
運
用
を
取
り
消
す
旨
、
区
役
所
に
対
し
て
内
示
し
た

（

391
）

。 

 

【
史
料
七
十
七
】 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

新
潟
区
役
所 

新
潟
港
ニ
於
テ
外
国
人
ヘ
地
所
貸
渡
ノ
義
ニ
付
、
明
治
十
二
年
十
二
月
十
五
日
及
内
達
置
候
公
私
両
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約
案
ハ
、
詮
議
ノ
次
第
有
之
、
一
ト
先
取
消
候
条
、
此
旨
内
示
候
事 

 
 

 

明
治
十
七
年
十
二
月
九
日 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

新
潟
県
令
永
山
盛
輝
代
理 

 
 

 
 

 
 
 

新
潟
県
警
部
長 

井
上
正
貞 

 

 

中
央
政
府
か
ら
の
頭
ご
な
し
の
指
令
は
、
県
庁
に
と
っ
て
あ
ま
り
に
唐
突
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
県

庁
と
す
れ
ば
、
内
務
省
の
指
示
に
従
っ
て
外
国
人
の
借
地
借
家
に
厳
し
い
目
を
向
け
て
い
た
の
は
、
そ
の

実
態
が
彼
ら
に
よ
る
土
地
所
有
も
同
然
、
と
疑
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。 

こ
う
し
て
、
五
十
年
と
い
う
長
期
借
地
を
い
き
な
り
認
め
た
う
え
に
「
公
約
私
約
案
」
を
取
り
消
し
た

こ
と
で
、
新
潟
県
庁
は
外
国
人
に
よ
る
以
降
の
借
地
事
案
を
取
り
扱
う
に
あ
た
っ
て
の
規
範
を
失
っ
て
し

ま
っ
た
よ
う
で
あ
っ
た
。 

し
か
し
な
が
ら
県
庁
は
、
こ
の
ド
ロ
ア
ー
ル
の
一
件
を
処
理
す
る
過
程
で
、
い
わ
ば
一
矢
を
報
い
て
い

た
。 す

な
わ
ち
、
外
務
省
の
「
そ
の
土
地
の
納
税
に
問
題
が
な
け
れ
ば
大
体
の
借
地
は
認
め
る
、
と
い
う
の

が
新
潟
の
居
留
取
極
の
趣
旨
だ
」
と
い
う
見
解
に
対
し
て
、
県
庁
は
「
公
約
私
約
案
」
を
取
り
消
し
つ
つ

も
、
一
八
八
五
（
明
治
十
八
）
年
一
月
九
日
、
内
務
・
外
務
両
省
へ
は
「
そ
れ
な
ら
ば
、
今
後
は
、
貸
主

が
諸
税
を
負
担
す
る
な
ら
ば
県
庁
限
り
で
許
可
し
て
よ
い
か
（
将
来
地
租
地
方
税
区
町
村
費
等
貸
主
ニ
ヲ

イ
テ
負
担
ス
ル
場
合
ニ
ヲ
イ
テ
ハ
、
貸
借
人
自
由
ノ
条
項
ヲ
掲
ゲ
願
イ
出
ズ
ル
モ
、
当
庁
限
リ
聞
届
ケ
良

キ
ヤ
、
又
ハ
願
出
デ
ズ
シ
テ
秘
カ
ニ
貸
借
ス
ル
モ
ノ
ノ
如
キ
ハ
不
問
ニ
付
ス
ベ
キ
ヤ
、至
急
指
揮
ヲ
仰
グ
）
」

と
念
を
押
し
た
。
内
務
省
は
こ
れ
に
対
し
て
翌
日
、「
総
テ
伺
ノ
通
、
但
シ
処
分
ノ
都
度
内
務
卿
ヘ
届
出
ズ

ベ
シ
」
と
回
答
し
た
。 

こ
こ
に
お
い
て
、
「
外
国
人
は
借
地
を
自
由
に
行
っ
て
よ
い
。
た
だ
し
年
貢
を
納
め
る
土
地
は
奉
行
所

の
事
前
許
可
を
要
す
る
」
と
し
た
当
初
の
取
極
ど
お
り
の
あ
り
方
が
、
よ
う
や
く
明
治
政
府
の
関
係
官
庁

（
外
務
省
・
内
務
省
・
新
潟
県
庁
）
す
べ
て
が
認
め
る
共
通
の
了
解
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
県
庁
に
と
っ
て
、

内
務
省
に
長
年
強
い
ら
れ
て
き
た
「
内
達
行
政
」
か
ら
決
別
す
る
端
緒
と
な
っ
た
。 

 （
２
）
公
然
取
締
り
へ
の
転
換 

と
こ
ろ
が
現
実
に
お
け
る
内
達
行
政
か
ら
の
決
別
は
、
ま
も
な
く
発
覚
す
る
事
件
に
よ
っ
て
意
外
な
展

開
を
見
せ
た
。 

話
は
迂
遠
な
切
り
出
し
で
説
き
直
す
こ
と
に
な
る
。 

新
潟
に
お
け
る
清
国
人
の
存
在
感
は
極
め
て
薄
い
。
わ
ず
か
に
、
『
稿
本
新
潟
県
史
』
の
な
か
に
三
人

の
清
国
人
の
名
が
記
録
さ
れ
て
い
る

（

392
）

。
す
な
わ
ち
、
明
治
四
（
一
八
七
一
）
年
九
月
の
居
留
外
国
人
員

姓
名
調
査
で
は
、
「
ウ
ェ
ー
ブ
ル
、
ラ
イ
ス
子
ル
組
ニ
テ
召
使
置
候
」
者
と
し
て
「
支
那
人 

稿
臣
」
の
名

が
見
出
せ
る
。
ま
た
明
治
六
（
一
八
七
三
）
年
一
月
と
十
一
月
、
明
治
七
（
一
八
七
四
）
年
一
月
の
調
査

で
は
「
獨
逸
商
同
居
」
な
い
し
「
孛
人
同
居
」
の
「
支
那
人
」
と
し
て
「
岐
川
」
及
び
「
鄭
荘
」
の
名
が

あ
る
。
こ
の
時
点
の
新
潟
に
は
外
国
商
会
と
し
て
「
ウ
ェ
ー
バ
ー
・
ラ
イ
ス
ナ
ー
商
会
」
し
か
な
か
っ
た



240 

 

の
で
、
こ
れ
ら
二
名
の
ド
イ
ツ
人
の
使
用
人
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
い
ず
れ
も
短
期
の
雇
用
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
次
の
七
四
年
七
月
の
調
査
で
は
、
も
は
や
清
国
人
の
名
は
な
い
。
そ
の
他
に
は
、
管

見
の
限
り
清
国
人
の
具
体
名
を
と
ど
め
る
当
時
の
史
料
は
認
め
ら
れ
な
い
。
新
潟
以
外
の
開
港
で
は
、
多

く
の
場
合
、
居
留
外
国
人
全
体
の
半
数
以
上
を
占
め
る
最
大
勢
力
で
あ
っ
た
清
国
人
だ
が

（

393
）

、
新
潟
で
の

活
躍
の
場
は
明
治
前
期
を
通
じ
て
ほ
ぼ
閉
ざ
さ
れ
て
い
た
。 

と
こ
ろ
が
、
一
八
八
四
（
明
治
十
七
）
年
に
至
っ
て
こ
の
状
況
が
に
わ
か
に
変
化
す
る
。 

新
潟
新
聞
に
よ
れ
ば
、
こ
の
年
の
五
月
、
区
役
所
が
実
施
し
た
調
査
で
、
新
潟
に
は
「
書
画
家
徐
曇
渡
、

呉
競
輝
、
王
治
本
（
以
上
三
人
は
目
下
佐
渡
遊
歴
中
）、
王
仁
爵
（
古
町
通
六
番
町
寄
留
）
、
王
藩
清
（
東

堀
前
通
六
番
町
寄
留
）」
と
い
っ
た
清
国
人
が
住
ん
で
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た

（

394
）

。
ま
た
、
八
月
二
十

七
日
の
同
新
聞
に
は
「
清
商
泰
記
号
」
な
る
商
号
の
雑
貨
店
の
広
告
が
掲
載
さ
れ
た
。
新
潟
に
お
け
る
清

国
人
の
独
立
し
た
営
業
と
し
て
、
確
認
で
き
る
最
初
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
更
に
は
、
十
一
月
六
日
の
記

事
に
は「
目
下
当
港
に
寄
留
し
て
処
々
に
商
店
を
開
き
居
る
支
那
商
人
は
都
合
二
十
三
名
な
り
」と
あ
る
。

ど
う
や
ら
、
清
国
人
は
こ
の
時
期
に
一
気
に
新
潟
に
流
れ
込
ん
で
き
た
。 

そ
の
よ
う
な
な
か
で
、
彼
ら
清
国
人
に
よ
る
日
本
酒
醸
造
が
ま
も
な
く
発
覚
し
た

（

395
）

。 

そ
れ
ま
で
横
浜
居
留
地
に
い
た
陳
承
文
は
、
八
四
年
六
月
か
ら
新
潟
に
移
り
住
み
、
古
町
通
七
番
町
で

雑
貨
屋
を
営
ん
で
い
た
。
し
か
し
商
売
は
振
る
わ
ず
負
債
も
か
さ
ん
だ
こ
と
か
ら
、
知
己
の
日
本
人
か
ら

の
勧
め
も
あ
っ
て
翌
八
五
年
二
月
か
ら
東
湊
町
通
四
ノ
町
に
移
っ
て
酒
造
を
始
め
た
。
雑
貨
屋
は
ま
も
な

く
廃
業
し
た
。 

陳
と
そ
の
仲
間
に
よ
る
酒
造
は
、
た
ち
ま
ち
地
元
酒
造
業
者
の
注
目
と
大
き
な
反
発
を
生
じ
さ
せ
た
。

と
い
う
の
も
、
清
を
含
む

（

396
）

諸
外
国
が
領
事
裁
判
権
を
留
保
し
て
い
た
当
時
、
日
本
政
府
は
外
国
人
の
製

造
販
売
に
対
し
て
行
政
権
（
課
税
）
を
行
使
で
き
ず
に
い
た
。
そ
の
た
め
、
彼
ら
に
よ
る
無
税
・
廉
価
の

酒
が
地
元
業
者
の
経
営
を
圧
迫
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
ま
し
て
当
時
、
松
方
財
政
下
で
清
酒
へ
の
課
税
が

強
化
さ
れ
て
お
り
、
不
況
の
な
か
新
潟
の
中
小
業
者
は
厳
し
い
経
営
環
境
に
あ
っ
た
。 

八
五
年
三
月
、
新
潟
新
聞
に
は
清
国
人
の
日
本
酒
醸
造
の
噂
が
報
じ
ら
れ
、
ま
た
「
清
商
大
同
号
」
に

よ
る
清
酒
販
売
の
広
告
が
掲
載
さ
れ
た

（

397
）

。
以
降
、
清
国
人
に
よ
る
酒
造
の
話
題
が
新
聞
を
に
ぎ
わ
す
こ

と
に
な
る
。 

五
月
に
は
、
清
国
人
の
酒
造
に
課
税
す
べ
き
、
と
同
紙
社
説
で
論
ぜ
ら
れ
た
。
更
に
八
月
に
は
県
内
酒

造
家
に
よ
る
大
集
会
が
開
か
れ
、
外
国
人
を
日
本
の
税
則
に
従
わ
せ
る
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
酒
類
醸
造
禁

止
に
つ
き
外
国
政
府
と
談
判
す
べ
き
、
な
ど
と
政
府
に
請
願
す
る
こ
と
が
議
論
さ
れ
た
。 

一
方
、
四
月
か
ら
探
偵
を
行
っ
て
い
た
県
庁
は
、
六
月
初
め
、
中
央
政
府
（
司
法
省
・
外
務
省
・
大
蔵

省
）
に
対
し
て
こ
の
問
題
へ
の
対
処
を
要
請
し
た
。
同
時
に
県
庁
は
、
六
月
終
わ
り
か
ら
七
月
初
め
に
か

け
て
、
陳
承
文
や
彼
の
協
力
者
へ
の
聞
き
取
り
調
査
を
行
っ
た
。
酒
造
に
は
多
く
の
清
国
人
・
日
本
人
が

絡
ん
で
い
た
。
新
潟
区
に
限
ら
ず
県
内
に
は
、
清
国
人
へ
の
宿
や
酒
蔵
・
酒
造
道
具
・
原
料
の
提
供
者
と

し
て
、
ま
た
酒
造
に
か
か
る
人
夫
と
し
て
、
あ
る
い
は
酒
の
受
託
販
売
人
と
し
て
な
ど
、
様
々
に
関
与
す

る
日
本
人
が
い
た
。
不
況
に
よ
る
商
売
か
ら
の
落
伍
者
あ
る
い
は
困
窮
者
の
存
在
が
背
景
に
あ
っ
た
。
更

に
、
中
国
人
の
協
力
者
と
し
て
は
、
郭
学
順
・
金
其
相
ら
多
数
の
名
が
挙
が
っ
た

（

398
）

。 



241 

 

事
柄
の
詳
細
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
と
、
清
国
と
の
談
判
が
始
ま
っ
た
。
日
本
政
府
か
ら
の
要
請
を
受
け

た
清
国
公
使
は
、
八
月
、
公
使
館
員
を
新
潟
に
派
遣
し
て
実
地
調
査
を
行
っ
た
う
え
で
、
陳
承
文
に
酒
造

禁
止
を
命
じ
た
。 

し
か
し
な
が
ら
陳
は
そ
の
後
も
酒
造
を
や
め
な
か
っ
た
。
危
機
感
を
募
ら
せ
た
地
元
業
者
ら
は
、
十
月
、

陳
に
よ
る
酒
造
売
買
の
証
拠
を
示
し
て
、
政
府
当
局
が
厳
し
く
対
応
す
る
よ
う
促
し
た
。 

そ
れ
ま
で
清
国
と
の
関
係
に
配
慮
し
て
い
た
日
本
政
府
も
、
や
が
て
我
が
国
と
し
て
の
禁
令
の
検
討
を

始
め
た
。
新
潟
県
庁
は
十
二
月
七
日
に
布
達
案
文
を
作
成
し
て
国
に
伺
っ
た
。
同
月
二
十
二
日
、
そ
の
案

文
に
ほ
ぼ
沿
っ
て
、「
新
潟
港
居
留
清
国
人
陳
承
文
等
ニ
於
テ
製
造
蒸
留
ス
ル
日
本
酒
、
自
今
醸
造
販
売
差

止
候
旨
、
清
国
理
事
公
署
ヨ
リ
通
知
有
之
候
条
、
以
来
右
酒
類
一
切
売
買
不
相
成
、
若
シ
違
フ
者
ハ
違
警

罪
ヲ
以
テ
罰
セ
ラ
ル
ヘ
シ
」
と
、
陳
承
文
ら
が
製
造
す
る
日
本
酒
を
販
売
す
る
日
本
人
を
処
罰
す
る
布
達

が
な
さ
れ
た

（

399
）

。 

翌
八
六
（
明
治
十
九
）
年
一
月
、
陳
承
文
の
酒
類
・
酒
造
器
具
が
没
収
さ
れ
公
売
に
付
さ
れ
た
。
陳
自

身
は
横
浜
領
事
館
に
連
行
さ
れ
て
い
っ
た
。
こ
う
し
て
、
陳
承
文
に
よ
る
酒
造
の
一
件
は
終
結
を
み
た
。 

 

さ
て
、
以
上
略
述
し
た
陳
承
文
の
一
件
は
、
新
潟
で
の
外
国
人
居
住
に
関
し
て
一
つ
の
転
機
を
も
た
ら

し
た
。 

ま
ず
着
目
す
べ
き
は
、
同
年
六
月
、
酒
造
事
件
の
関
係
者
へ
の
聞
き
取
り
調
査
に
先
立
っ
て
発
出
さ
れ

た
以
下
の
布
達
で
あ
る

（

400
）

。 

 
 

 

【
史
料
七
十
八
】 

甲
第
百
二
十
八
号 

新
潟
夷
両
港
ニ
於
テ
、
外
国
人
ニ
地
所
家
屋
ヲ
賃
借
シ
、
若
ク
ハ
住
居
止
宿
セ
シ
メ
タ
ル
ト
キ
ハ
、

其
地
所
轄
警
察
署
分
署
、
及
ヒ
区
役
所
戸
長
役
場
ヘ
届
出
ベ
シ 

明
治
十
八
年
六
月
十
八
日 

 

新
潟
県
令 

篠
崎
五
郎 

 

こ
こ
で
は
、
外
国
人
へ
の
地
所
家
屋
の
賃
借
あ
る
い
は
宿
の
提
供
と
い
う
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
外
国
人
が

新
潟
区
に
住
ま
う
た
め
の
何
ら
か
の
手
段
を
与
え
た
者
に
、
警
察
及
び
役
所
へ
の
届
け
出
義
務
が
正
式
に

課
さ
れ
た
。
し
か
も
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
警
察
・
役
所
は
住
民
か
ら
の
届
け
出
を
た
だ
漫
然
と
受
け
身

で
待
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。 

同
じ
日
に
も
う
一
つ
、
県
内
全
域
へ
の
布
達
が
な
さ
れ
た

（

401
）

。 

 
 
 【

史
料
七
十
九
】 

甲
第
百
二
十
七
号 

明
治
十
五
年
二
月
本
県
甲
第
三
十
一
号
新
潟
県
違
警
罪
目
第
九
ヲ
割
リ
、
左
ノ
二
項
ヲ
増
加
シ
第
十

ヲ
第
十
一
ト
改
メ
、
以
下
順
次
繰
下
ケ
候
条
、
此
旨
布
告
候
事 

明
治
十
八
年
六
月
十
八
日 

新
潟
県
令 

篠
崎
五
郎 
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第
九 

外
国
人
私
ニ
雑
居
セ
シ
メ
、
又
ハ
旅
行
免
状
ヲ
持
タ
サ
ル
外
国
人
ヲ
止
宿
セ
シ
メ
タ
ル
者 

第
十 

遊
歩
規
定
外
ニ
於
テ
旅
行
免
状
ヲ
所
持
ス
ル
外
国
人
、
又
ハ
遊
歩
規
定
内
ニ
於
テ
、
外
国

人
ヲ
止
宿
セ
シ
メ
届
出
ザ
ル
者 

 

違
警
罪
と
は
、
旧
刑
法
下
に
お
い
て
、
軽
罪
と
し
て
裁
判
に
よ
ら
ず
に
警
察
署
長
が
即
決
処
分
す
る
と

さ
れ
た
罰
則
で
あ
っ
た
。
八
二
（
明
治
十
五
）
年
三
月
に
施
行
さ
れ
た
新
潟
県
違
警
罪
に
は
、
例
え
ば
「
市

街
ノ
河
溝
ニ
塵
芥
又
ハ
汚
穢
物
ヲ
投
棄
シ
タ
ル
者
」「
道
路
に
於
テ
濫
リ
ニ
歌
舞
ヲ
為
シ
タ
ル
者
」
な
ど
雑

多
で
幅
広
な
罪
目
が
列
挙
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
違
反
者
は
一
日
以
上
十
日
以
内
の
拘
留
ま
た
は
五
銭

以
上
一
円
九
十
五
銭
以
下
の
科
料
に
処
す
る
と
さ
れ
た

（

402
）

。
そ
う
し
た
違
警
罪
の
罪
目
と
し
て
「
外
国
人

を
私
的
に
雑
居
さ
せ
る
」
こ
と
な
ど
が
付
け
加
え
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
外
国
人
の
自
由
な
居
住
が
認
め

ら
れ
て
い
る
は
ず
の
新
潟
区
に
お
い
て
も
、
外
国
人
を
宿
泊
さ
せ
る
行
為
が
明
ら
か
な
処
罰
の
対
象
と
な

っ
た
。 

 
 

そ
れ
ま
で
の
新
潟
県
庁
に
よ
る
干
渉
は
、
厳
し
く
は
あ
っ
て
も
内
々
の
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、

酒
造
事
件
を
契
機
と
し
て
県
庁
は
「
官
ノ
掣
肘
」
を
加
え
る
法
的
枠
組
み
を
公
然
と
整
え
た
。 

 

そ
し
て
ま
た
、
怠
れ
ば
罰
則
が
待
ち
受
け
て

い
る
届
出
義
務
を
背
景
に
、
県
庁
は
新
潟
に
お

け
る
外
国
人
居
住
の
実
態
把
握
に
改
め
て
乗
り

出
し
た

（

403
）

。 

「
町
会
所
文
書
」
に
よ
れ
ば
、
八
五
（
明
治

十
八
）
年
十
月
六
日
、
県
庁
は
新
潟
区
役
所
に

対
し
て
、
現
在
区
内
で
外
国
人
へ
土
地
家
屋
を

貸
し
渡
し
て
い
る
者
を
「
其
地
家
主
ニ
就
キ
御

取
調
、
至
急
御
報
知
有
之
度
」
と
伝
え
た
。
ま

た
そ
の
翌
日
に
は
、
県
官
川
原
兼
寛
五
等
属
が

区
に
対
し
て
「
昨
夕
願
上
置
候
儀
ハ
、
左
記
ノ

布
達
ニ
依
リ
御
取
調
被
候
様
致
度
、
此
段
願
上

候
也
」
と
伝
え
、
そ
こ
に
甲
第
百
二
十
八
号
（
史

料
七
十
八
）
を
添
え
た
。
布
達
は
、
貸
主
た
る

日
本
人
の
も
と
へ
直
接
赴
い
て
ま
で
調
査
を
す

る
た
め
の
根
拠
と
な
っ
て
い
た
。 

し
か
し
区
役
所
に
よ
る
調
査
は
難
渋
し
た

よ
う
で
あ
る
。
回
答
は
容
易
に
得
ら
れ
ず
、
県

庁
は
十
二
月
二
十
二
日
、
二
十
四
日
、
翌
八
六

（
明
治
十
九
）
年
一
月
六
日
、
二
十
三
日
と
し

表 37：外国人ヘの民有地家貸渡表（1886（明治 19）年 1 月） 

地 所 地坪・建坪 借地借家

人 
貸 付 日 

古町通七番町 995 家 10 坪 5 合 
鄭克盛 

（清） 

明治 18 年 12 月～明治 19 年 2

月（期間 3 ヶ月） 

東湊町通四ノ町 3398 家 180 坪 
郭学順 

（清） 

明治 18 年 5 月 1 日～明治 19 年

5 月 30 日（期間 1 年 1 ヶ月） 

 学校町 5281 番地 

 ほか計 6 筆 
地 305 坪 8 合 

デービス 

（米）  

明治 18 年 11 月 1 日～明治 33

年 10 月 31 日（期間 25 年） 

 西大畑通二番町 

 566 番地甲ほか計 4 筆 
地 269 坪 

スカッダー 

（米） 

明治 18 年 11 月 1 日～明治 33

年 10 月 31 日（期間 25 年） 

 南浜通二番町 562 番地 

 ほか計 14 筆 
地 1,600 坪 

ドロアール 

（仏） 
明治 15 年 1 月～（期間 50 年） 

 西堀通八番町 

 1574 番地 
家 105 坪 

ミオラ 

（伊） 

「雇人鈴木サト所有地ナルヲ以

テ貸借ノ契約ナシ」（借料なし） 

「新潟町会所文書 外務書類」に基づいて作表。外国人名表記は修正した。 
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き
り
に
区
役
所
ヘ
督
促
し
た
。
よ
う
や
く
一
月
二
十
八
日
と
な
っ
て
提
出
さ
れ
た
外
国
人
へ
の
貸
渡
表
は

表
37
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。 

こ
の
表
37
を
二
つ
の
着
目
点
に
分
け
て
見
て
い
き
た
い
。 

ま
ず
一
つ
は
、
清
国
人
に
よ
る
短
期
の
借
家
で
あ
る
。
区
役
所
は
鄭
克
盛
と
郭
学
順
の
二
名
の
借
家
だ

け
を
報
告
し
た
が
、
酒
造
事
件
が
世
間
を
賑
わ
し
て
い
た
時
期
の
実
態
と
し
て
は
疑
問
が
残
る
。
県
庁
が

区
役
所
へ
督
促
を
繰
り
返
す
あ
い
だ
に
も
、
実
態
は
移
ろ
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。 

と
い
う
の
も
、
県
庁
は
こ
の
調
査
と
並
行
し
て
清
国
人
へ
の
取
締
り
を
強
化
し
て
い
た
。
陳
承
文
ら
の

酒
を
販
売
す
る
日
本
人
へ
の
処
罰
に
関
し
て
県
庁
が
国
に
伺
っ
た
の
は
明
治
十
八
年
十
二
月
七
日
で
あ
っ

た
が
、
そ
の
翌
日
に
は
次
の
「
照
会
」
を
区
役
所
に
行
っ
た
。 

 

【
史
料
八
十
】 

秘
第
五
百
十
四
号 

外
国
人
へ
地
所
家
屋
ヲ
賃
貸
シ
、
若
ク
ハ
住
居
止
宿
セ
シ
メ
タ
ル
モ
ノ
届
出
方
ニ
付
、
本
年
甲
第
百

二
十
八
号
ヲ
以
テ
布
達
相
成
候
処
、
近
来
支
那
人
ニ
家
屋
等
ヲ
賃
貸
シ
、
為
メ
ニ
酒
造
蔵
等
ニ
使
用

ス
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
、
大
ニ
人
心
ニ
関
係
ヲ
惹
起
シ
、
取
締
ニ
関
ス
ル
ヲ
以
テ
、
自
然
賃
貸
若
ク
ハ
止

宿
住
居
等
届
出
候
ハ
ヽ
、
其
賃
貸
人
住
居
主
ヘ
用
向
ノ
如
何
、
詳
細
御
尋
問
ノ
上
、
至
急
御
通
報
有

之
度
、
此
段
予
メ
及
御
照
会
候
也 

明
治
十
八
年
十
二
月
八
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

警
部
長
三
村
実
代
理 

警
部 

樫
尾
紋
治 

 
 

  
 

新
潟
区
長 

安
田
正
秀
殿 

 
 清

国
人
が
ど
こ
そ
こ
に
居
住
し
て
い
る
、
と
の
届
け
出
を
受
け
た
ら
ば
詳
し
く
調
べ
て
通
報
い
た
だ
き

た
い
、
と
の
警
察
か
ら
の
右
の
「
照
会
」
は
、
や
は
り
同
年
布
達
甲
第
百
二
十
八
号
（
史
料
七
十
八
）
を

根
拠
と
し
て
い
た
。 

そ
の
後
の
様
子
は
、
同
じ
「
町
会
所
文
書
」
で
は
、
八
六
（
明
治
十
九
）
年
六
月
か
ら
八
月
に
か
け
て

の
断
片
的
な
記
録
だ
け
が
確
認
で
き
る
。
そ
の
記
録
に
よ
れ
ば
、
区
役
所
は
県
庁
か
ら
「
至
急
御
取
調
越

有
之
候
様
致
度
」「
急
速
御
調
越
有
之
度
」
と
、
四
回
に
わ
た
り
厳
し
く
調
査
の
督
促
を
受
け
た
。
こ
の
間
、

例
え
ば
東
湊
町
四
番
町
の
田
村
久
三
郎
は
六
月
八
日
、「
自
分
義
、
昨
明
治
十
八
年
五
月
清
商
学
郭
順
へ
本

年
五
月
三
十
日
限
リ
ヲ
以
テ
酒
造
蔵
壱
ヶ
所
貸
借
置
候
」
と
届
け
出
た
。
ま
た
、
古
町
通
六
番
町
の
関
市

三
郎
は
、
翁
傳
凱
、
楊
世
明
、
楊
世
炎
が
「
自
分
店
ニ
於
テ
商
業
営
度
趣
依
頼
ニ
付
、
承
諾
之
上
同
居
為

仕
候
」
と
届
け
出
た
。 

こ
う
し
た
取
締
り
に
は
、
清
国
人
と
日
本
人
と
の
ま
さ
に
文
字
ど
お
り
の
雑
居
が
酒
造
以
外
の
面
で
も

地
元
と
の
様
々
な
摩
擦
を
生
ん
で
い
た
、
と
い
う
背
景
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
時
期
、
新
潟
新
聞

で
は
清
国
人
の
店
先
で
の
喧
嘩
沙
汰
や
、
陳
承
文
や
金
其
相
の
家
賃
滞
納
に
よ
る
も
め
ご
と
な
ど

（

404
）

が
報

じ
ら
れ
、
ま
た
清
国
人
に
よ
る
売
薬
営
業
が
問
題
視
さ
れ
て
い
た

（

405
）

。 

取
締
り
が
ど
れ
ほ
ど
奏
功
し
た
か
は
明
確
で
は
な
い
が
、
市
井
の
人
々
の
日
々
の
な
り
わ
い
を
侵
し
か
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ね
な
い
清
国
人
に
対
し
て
は
、
相
当
の
厳
し
さ
を
も
っ
て
「
官
ノ
掣
肘
」
が
加
え
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。 

 

（
３
）
宣
教
師
に
よ
る
借
地
の
定
形
化 

一
八
八
六
（
明
治
十
九
）
年
一
月
の
貸
渡
表
（
表
37
）
に
お
い
て
清
国
人
と
並
ん
で
掲
げ
ら
れ
た
の
は

宣
教
師
な
ど
西
洋
人
に
よ
る
長
期
借
地
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
の
扱
い
は
清
国
人
と
は
対
照
的
で
あ
り
、
ま

た
そ
れ
ら
は
先
に
「
大
体
は
自
由
」
と
さ
れ
た
借
地
の
あ
り
方
に
沿
っ
て
い
た

（

406
）

。 

ア
メ
リ
カ
ン
・
ボ
ー
ド
の
宣
教
師
で
あ
る
ヘ
ン
リ
ー
・
デ
ー
ビ
ス
及
び
ド
レ
ム
ス
・
ス
カ
ッ
ダ
ー
に
よ

る
二
つ
の
借
地
は
、
地
名
地
番
か
ら
し
て
各
々
フ
ァ
イ
ソ
ン
及
び
パ
ー
ム
か
ら
の
引
継
ぎ
で
あ
る
こ
と
は

明
ら
か
だ
っ
た
。
表
37
の
借
地
日
は
と
も
に
八
五
（
明
治
十
八
）
年
十
一
月
一
日
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ

れ
は
急
場
し
の
ぎ
の
届
け
出
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
各
々
そ
の
後
改
め
て
手
続
き
が
踏
ま
れ
た
。 

ま
ず
、
デ
ー
ビ
ス
に
よ
る
学
校
町
通
の
借
地
を
追
っ
て
み
よ
う
。 

八
六
年
四
月
五
日
、
デ
ー
ビ
ス
は
貸
主
の
松
井
有
三
と
と
も
に
約
定
書
案
を
示
し
て
土
地
貸
借
を
申
し

出
た
。 

 

【
史
料
八
十
一
】 

 
 

 
 

 

交
換
条
約
書 

松
井
有
三
所
有
ノ
宅
地
、
新
潟
区
学
校
町
通
第
五
千
二
百
八
十
一
番
ヨ
リ
五
千
二
百
八
十
六
番
迄
、

都
合
六
ヶ
所
ノ
地
面
、
今
般
米
国
人
ロ
ベ
ル
ド
ヘ
ン
リ
ー
デ
ビ
ス
ニ
貸
渡
ス
ニ
付
条
約
ス
ル
コ
ト
左

ノ
如
シ 

第
一
条 

前
記
六
ヶ
処
ノ
宅
地
合
三
百
五
坪
八
分
ヲ
基
督
紀
元
一
千
八
百
八
十
六
年
、
即
明
治
十
九
年
四
月
一

日
ヨ
リ
一
千
九
百
十
一
年
、
即
明
治
四
十
四
年
三
月
三
十
一
日
迄
満
二
十
五
年
間
、
松
井
有
三
ヨ
リ

ヘ
ン
リ
ー
テ
ヒ
ス
ヘ
貸
渡
事 

 
 

（
中
略
） 

第
七
条 

借
主
ヨ
リ
敷
金
ト
シ
テ
金
一
千
円
ヲ
貸
主
へ
預
置
、
満
期
解
約
ノ
節
ハ
借
主
へ
差
返
ス
可
シ
、
万
一

調
達
差
支
ル
ニ
於
テ
ハ
、
該
宅
地
ヲ
悉
皆
公
売
ヲ
ナ
シ
、
其
代
価
ヲ
以
返
金
致
ス
可
キ
事 

第
八
条 

借
地
料
ハ
一
ヶ
年
金
二
十
五
円
ト
定
メ
、
毎
歳
貸
主
ヘ
前
払
ニ
致
ス
可
シ
、
尤
該
地
所
ニ
係
ル
地
租

地
方
税
区
費
等
ハ
総
テ
貸
主
ニ
於
テ
負
担
ス
可
キ
事 

（
後
略
） 

 

こ
の
契
約
書
は
、
年
限
二
十
五
年
の
設
定
、
道
路
幅
員
に
関
す
る
地
方
規
則
の
遵
守
、
公
益
事
業
の
た

め
の
土
地
収
用
の
容
認
、
土
地
を
担
保
と
し
た
金
銭
貸
借
の
禁
止
な
ど
、「
公
約
私
約
案
」
が
示
す
標
準
に

ほ
ぼ
沿
っ
て
い
た
。
た
だ
、
借
主
か
ら
貸
主
へ
「
敷
金
」
と
称
し
て
千
円
を
預
け
て
お
き
、
解
約
時
に
そ

れ
を
返
還
す
る
と
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
牧
岡
と
フ
ァ
イ
ソ
ン
の
一
八
八
二
（
明
治
十
五
）
年
の
契
約
で
「
身
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元
金
」
と
称
さ
れ
た
も
の
と
同
様
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
土
地
の
取
得
資
金
の
出
ど
こ
ろ
が
デ
ー
ビ
ス
で
あ

る
こ
と
は
明
ら
か
だ
が
、
フ
ァ
イ
ソ
ン
に
よ
る
借
地
申
し
出
の
際
、
す
で
に
国
は
こ
の
や
り
方
を
認
め
て

い
た
。 

四
月
十
日
、
県
庁
は
「
そ
の
土
地
は
も
と
も
と
フ
ァ
イ
ソ
ン
が
住
ん
で
い
た
は
ず
で
あ
る
。
フ
ァ
イ
ソ

ン
が
戻
っ
て
き
た
と
き
に
問
題
は
生
じ
な
い
の
か
」
と
区
役
所
に
確
認
を
求
め
た
。
こ
れ
に
対
し
て
区
役

所
は
、「
牧
岡
鉄
弥
か
ら
フ
ァ
イ
ソ
ン
へ
の
貸
渡
し
は
す
で
に
取
り
消
さ
れ
て
お
り
、
土
地
は
牧
岡
か
ら
真

部
俊
蔵
が
譲
り
受
け
、
更
に
真
部
か
ら
松
井
が
買
い
取
っ
た
。
現
在
フ
ァ
イ
ソ
ン
と
は
ま
っ
た
く
関
わ
り

が
な
い
」
と
回
答
し
た
。 

こ
う
し
た
や
り
取
り
を
経
て
、
四
月
二
十
一
日
、
県
庁
は
区
役
所
に
「
差
支
ナ
キ
御
見
込
ニ
候
上
ハ
、

明
治
十
二
年
十
二
月
十
五
日
御
内
達
ニ
照
シ
区
長
ヨ
リ
御
進
達
添
書
取
計
候
様
致
度
」
と
伝
え
た
。
明
治

十
二
年
十
二
月
の
内
達
と
は
「
公
約
私
約
案
」
の
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
県
庁
は
明
治
十
七
年
十
一
月

に
取
り
消
し
て
い
た
「
公
約
私
約
案
」
を
、
そ
れ
か
ら
約
一
年
半
の
後
、
独
自
の
判
断
で
あ
っ
け
な
く
復

活
さ
せ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。 

そ
し
て
ま
た
、
こ
の
年
一
月
に
内
務
省
が
容
認
し
た
と
お
り
に
、
県
庁
は
国
へ
事
後
の
届
け
出
で
済
ま

せ
た

（

407
）

。 

す
な
わ
ち
、
県
庁
は
八
七
（
明
治
十
九
年
）
四
月
二
十
九
日
付
で
松
井
有
三
と
デ
ー
ビ
ス
と
の
貸
借
を

認
可
し
た
後
、
五
月
三
日
付
で
内
務
・
外
務
両
大
臣
に
対
し
て
「
条
約
面
中
、
地
租
地
方
税
区
費
等
貸
主

於
テ
負
担
ス
ヘ
キ
旨
明
記
有
之
候
ニ
付
、
願
意
聞
届
候
条
、
別
紙
条
約
書
写
相
添
此
段
致
御
届
也
」
と
伝

え
た
。 

次
に
、
ス
カ
ッ
ダ
ー
に
よ
る
寄
居
大
畑
地
区
の
借
地
に
関
し
て
は
、
明
治
十
九
年
十
二
月
に
な
っ
て
よ

う
や
く
認
可
願
の
提
出
が
あ
っ
た
。
県
庁
は
、
和
文
英
文
の
齟
齬
な
ど
若
干
の
文
言
訂
正
を
さ
せ
た
う
え

で
、
翌
八
七
（
明
治
二
十
）
年
一
月
九
日
、
こ
の
貸
借
を
認
め
た
。
契
約
書
は
「
公
約
私
約
案
」
に
沿
っ

た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
も
借
地
料
（
年
五
十
円
）
と
比
較
し
て
多
額
の
敷
金
（
千
七
百
円
）
が
定

め
ら
れ
て
い
た
。 

こ
の
際
も
県
庁
は
認
可
後
に
、
す
な
わ
ち
同
年
一
月
十
九
日
に
な
り
、
「
外
国
人
へ
土
地
貸
渡
ノ
儀
御

届
」
を
内
務
・
外
務
両
大
臣
に
宛
て
た

（

408
）

。
内
務
省
は
一
月
二
十
二
日
に
外
務
省
へ
「
本
件
ハ
従
来
ノ
振

合
ニ
ヨ
リ
契
約
ヲ
結
ヒ
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
別
ニ
不
都
合
ノ
箇
条
無
之
ト
認
定
候
」
と
伝
え
、
外
務
省
も

二
月
一
日
に
そ
の
ま
ま
同
意
し
た
。 

こ
の
松
井
・
ス
カ
ッ
ダ
ー
の
契
約
以
降
、
県
庁
に
よ
る
認
可
、
及
び
認
可
後
の
国
へ
の
届
け
出
、
と
い

う
流
れ
に
加
え
て
、
県
庁
・
区
役
所
・
契
約
当
事
者
の
間
の
手
続
き
も
固
ま
っ
て
い
っ
た
。 

す
な
わ
ち
、
貸
主
た
る
日
本
人
と
借
主
た
る
外
国
人
は
連
名
で
新
潟
県
令
宛
て
に
地
所
貸
渡
認
可
願
を

作
成
す
る
。
同
時
に
、
同
じ
く
連
名
で
、
新
潟
区
長
に
対
し
て
こ
の
認
可
願
へ
の
奥
印
願
を
提
出
す
る
。

区
役
所
は
区
長
の
奥
印
を
入
れ
た
う
え
で
、
当
事
者
両
名
か
ら
の
認
可
願
を
県
庁
に
進
達
す
る
。
解
約
の

場
合
に
も
同
じ
手
続
き
を
経
る
。 

こ
の
や
り
方
は
、
同
八
七
（
明
治
二
十
）
年
一
月
の
佐
藤
平
太
郎
と
ド
ロ
ア
ー
ル
に
よ
る
借
地
解
約
、

同
じ
く
二
月
の
大
江
雄
松
と
ル
・
マ
レ
シ
ャ
ル
に
よ
る
借
地
契
約
、
同
じ
く
十
一
月
の
松
井
と
ス
カ
ッ
ダ
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ー
に
よ
る
借
地
解
約
、
二
十
二
年
二
月
の
松
井
と
デ
ー
ビ
ス
に
よ
る
借
地
解
約
、
と
す
べ
て
に
通
じ
る
。 

こ
の
よ
う
に
し
て
、
西
洋
人
宣
教
師
に
よ
る
借
地
の
手
続
き
は
当
初
の
国
際
取
極
の
主
意
に
沿
っ
て
定

形
化
さ
れ
、「
官
ノ
掣
肘
」
の
あ
り
よ
う
は
一
定
の
着
地
点
を
見
た
。 

な
お
、
八
五
（
明
治
十
八
）
年
に
当
局
か
ら
公
認
さ
れ
た
ド
ロ
ア
ー
ル
の
借
地
は
、
同
二
十
年
一
月
に

解
約
さ
れ
、
そ
の
翌
月
に
大
江
雄
松
か
ら
ル
・
マ
レ
シ
ャ
ル
に
貸
し
渡
さ
れ
た
の
だ
が
、
そ
の
際
の
契
約

は
「
公
約
私
約
案
」
と
は
大
き
く
異
な
る
ド
ロ
ア
ー
ル
の
も
の
を
踏
襲
し
て
い
た
。
大
江
雄
松
は
有
力
な

カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
で
あ
り
、
ル
・
マ
レ
シ
ャ
ル
は
ド
ロ
ア
ー
ル
の
後
任
宣
教
師
で
あ
っ
た

（

409
）

。
ア
メ
リ
カ

ン
・
ボ
ー
ド
の
宣
教
師
ら
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
が
、「
公
約
私
約
案
」
に
沿
っ
た
条
文
に
加
え
て
多
額
の
敷
金

を
定
め
る
、
と
い
う
「
フ
ァ
イ
ソ
ン
方
式
」
を
踏
襲
し
た
一
方
で
、
カ
ト
リ
ッ
ク
は
「
ド
ロ
ア
ー
ル
方
式
」

を
既
成
事
実
化
さ
せ
た
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。 

さ
て
、
「
相
対
貸
借
雑
件
」
に
よ
れ
ば
、
九
一
（
明
治
二
十
四
）
年
六
月
二
十
七
日
、
新
潟
県
令
籠
手

田
安
定
は
、
加
藤
勝
弥

（

410
）

か
ら
米
国
人
宣
教
師
ニ
ュ
ー
エ
ル
へ
の
貸
地
契
約
に
関
す
る
届
け
出
を
内
務
・

外
務
両
省
に
対
し
て
行
っ
た
。
こ
の
契
約
書
も
ま
た
、「
フ
ァ
イ
ソ
ン
方
式
」
に
則
っ
た
、
定
式
化
さ
れ
た

表 38：外国人が日本人名義で所有している土地一覧表（1892（明治 25）年） 

坪数 名義人 所有外国人 所有ノ目的 摘要 

 畑 2,183 坪 

 大江雄松 
ル・コント 

（仏） 
住家教会学校 

「名義人ノ資産ニ比シ

不平均ナル故外人ノ出

金ニ係ルモノト認ム」 

 畑 2,145 坪 

 林  723 坪 

 宅 1,941 坪  阿部欽次郎/ 

 松田国太郎 

ニューエル 

（米） 
住家学校 

同 

 畑 518 坪 

 宅  184 坪  諸星茂吉 
ミオラ 

（伊） 

西洋料理店兼

住家 

「曾テ外妾日本婦人ノ

名義ナリシガ不得止事

情アリテ旧区長ノ手ヲ

経テ当市助役諸星ノ名

義トナセリ」 

「外国人土地家屋営業一覧表」から新潟県関係個所を抜粋して作表。外国人名表記は修正した。 

 

表 39：外国人使用地一覧表（1897（明治 30）年） 

地 番 面 積 期 間 作表者による備考 

（記載なし） 
5 反 3 畝 10 歩 

（約 1600 坪） 

明治 20 年 1 月～ 

同 60 年 12 月 
  

南浜通二番町 561

ほか計 9 筆 

5 反 4 畝 12 歩 1 合 

2 勺（約 1630 坪） 

明治 27 年 1 月 30 日～

同 28 年 12 月 

（目下更ニ年限ヲ定メ

継続約定ノ請求中ナ

リ） 

原史料には、新潟市役所が

土地所有者である京都府同

志社へ照会し、同社からペッ

ドレーに貸し付けたこと確認

した文書が別添されている。 

西堀通八番町

1574 
6 畝 4 歩（184 坪） 

明治 20 年 12 月 11 日

～同 45 年 12 月 10 日 

原史料には、土橋多四郎（当

時の新潟区長）がミオラと交

わした明治20 年12 月の貸借

契約文書が別添されている。 

 「新潟町会所文書 外務書類」（新潟市歴史博物館所蔵）に基づいて作表した。 
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条
文
か
ら
成
っ
て
い
た
。
同
年
八
月
十
三
日
、
内
務
省
は
外
務
省
に
対
し
て
「
本
件
ノ
如
キ
ハ
、
従
来
ノ

慣
行
ニ
依
リ
当
省
ニ
於
テ
取
扱
、
貴
省
へ
合
評
致
来
候
処
、
民
有
地
ノ
貸
借
ハ
当
省
ニ
於
テ
ハ
取
扱
ヘ
キ

モ
ノ
ニ
ア
ラ
ス
、
又
合
評
ヲ
モ
要
セ
ス
、
却
テ
貴
省
ニ
於
テ
取
扱
相
成
ル
方
至
当
ト
存
候
」
と
伝
え
た
。

つ
ま
り
内
務
省
は
、新
潟
で
の
外
国
人
に
よ
る
民
有
地
貸
借
へ
の
関
わ
り
か
ら
退
く
意
向
を
明
ら
か
と
し
、

以
降
は
外
務
省
の
管
轄
と
す
る
よ
う
提
案
し
た
の
で
あ
る
。
同
月
十
五
日
、
外
務
省
は
一
切
の
留
保
な
く

こ
れ
に
同
意
し
た
。 

 

こ
の
頃
、
日
本
内
地
に
お
け
る
日
本
人
名
義
で
の
外
国
人
に
よ
る
土
地
占
有
は
、
全
国
的
に
も
徐
々
に

珍
し
い
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
き
て
い
た
。 

一
八
九
二
（
明
治
二
十
五
）
年
、
外
務
省
は
そ
う
し
た
土
地
の
調
査
を
府
県
に
命
じ
て
、
実
態
の
把
握

を
め
ざ
し
た

（

411
）

。
そ
の
全
国
調
査
結
果
の
な
か
か
ら
新
潟
県
内
の
事
例
を
拾
っ
た
も
の
が
表
38
で
あ
る
。

新
潟
県
庁
は
、
表
面
上
は
四
名
の
地
元
日
本
人
が
所
有
す
る
土
地
は
、
実
態
と
し
て
は
キ
リ
ス
ト
教
団
及

び
ミ
オ
ラ
に
よ
る
所
有
で
あ
る
、
と
し
て
外
務
省
へ
報
告
し
て
い
た
。 

も
っ
と
も
、
こ
の
調
査
の
全
体
で
は
、
全
国
三
十
二
の
道
府
県
に
お
い
て
二
百
三
十
七
名
の
外
国
人
が

二
百
八
十
四
名
の
日
本
人
の
名
義
を
使
っ
て
都
合
五
百
三
十
三
箇
所
、
六
四
四
、
九
六
九
坪
の
土
地
を
実

質
所
有
し
て
い
る
、
と
い
う
結
果
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
新
潟
県
だ
け
が
特
に
目
立
っ

て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。 

そ
の
後
の
状
況
も
基
本
的
に
変
化
は
な
い
。
表
39
は
、
外
国
人
へ
の
内
地
開
放
が
実
現
す
る
直
前
の
実

態
で
あ
る
。
そ
し
て
一
八
九
九
（
明
治
三
十
二
）
年
、
い
わ
ゆ
る
不
平
等
条
約
の
改
正
が
発
効
し
、
日
本

全
土
で
外
国
人
の
居
住
、
土
地
所
有
及
び
商
業
活
動
が
公
然
と
認
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
時
点
で
新

潟
は
「
開
港
五
港
の
一
つ
」
と
い
う
地
位
を
名
実
と
も
に
喪
失
し
た
。 

  第
二
節 

対
岸
貿
易
と
北
洋
漁
業
へ
の
道
筋 

 

新
潟
で
の
外
国
人
借
地
の
観
点
で
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
九
九
（
明
治
三
十
二
）
年
ま
で
を
た
ど
る
こ

と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
、
本
論
考
が
焦
点
と
し
て
き
た
、
肝
心
の
港
と
そ
の
周
辺
に
限

っ
て
見
た
場
合
、
明
治
十
八
年
以
降
の
成
り
ゆ
き
は
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
も
、
少

し
ば
か
り
時
点
を
遡
及
し
つ
つ
確
認
し
て
お
き
た
い
。 

一
八
七
八
（
明
治
十
一
）
年
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
前
年
に
中
国
北
部
で
大
凶
作
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、

新
潟
港
か
ら
大
陸
に
向
け
て
、
大
量
の
米
が
直
接
輸
出
さ
れ
た
。
輸
出
入
全
体
と
し
て
も
、
開
港
以
来
、

飛
び
ぬ
け
た
数
量
・
金
額
を
記
録
し
た
。
そ
し
て
そ
の
大
半
は
、
や
は
り
外
国
商
人
の
取
扱
い
に
よ
る
も

の
で
あ
っ
た
。
税
関
統
計
に
あ
る
そ
の
内
訳
は
表
40
の
と
お
り
で
あ
る

（

412
）

。 

も
っ
と
も
、
米
の
海
外
へ
の
運
び
出
し
は
新
潟
港
の
統
計
に
記
録
さ
れ
て
い
る
も
の
が
す
べ
て
で
は
な

い
。
後
段
で
掲
載
す
る
西
脇
悌
二
郎
の
新
聞
論
説
に
は
「
お
よ
そ
百
万
俵
の
米
が
輸
出
さ
れ
、
そ
の
う
ち

の
半
分
は
新
潟
居
留
の
外
国
商
人
が
扱
っ
た
」
と
あ
る
。
こ
の
数
値
は
大
雑
把
な
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
ひ
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と
ま
ず
額
面
通
り
に
こ
れ
を
受
け
取
る
と
す
る
と
、
こ

の
年
の
越
後
（
あ
る
い
は
周
辺
地
域
を
含
む
）
か
ら
の

米
の
海
外
へ
の
運
び
出
し
に
関
し
て
は
、
表
41
の
よ
う

に
推
計
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。 

こ
の
時
期
、
新
潟
に
は
三
名
の
外
国
商
人
し
か
い
な

い
。
コ
ッ
ホ
、
ラ
イ
ス
ナ
ー
、
そ
れ
に
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー

で
あ
る
。
こ
の
わ
ず
か
三
名
の
商
人
が
五
十
万
俵
と
い

う
大
量
の
米
を
新
潟
で
買
い
付
け
、
そ
の
お
よ
そ
半
分

は
外
国
船
や
三
菱
蒸
気
船
を
チ
ャ
ー
タ
ー
し
て
新
潟
港

か
ら
直
接
海
外
へ
運
び
出
し
、
あ
と
の
半
分
は
横
浜
・

神
戸
な
ど
他
の
国
内
港
を
経
由
し
て
輸
出
し
た
、
と
い

う
こ
と
に
な
る
。『
新
潟
税
関
沿
革
史
』
は
、
こ
の
状
況

を
、「
鋭
利
ノ
外
商
、此
ノ
時
機
ニ
乗
シ
大
利
ヲ
得
」
た
、

と
解
説
し
て
い
る

（

413
）

。 

 

さ
て
、
七
九
（
明
治
十
二
）
年
一
月
七
日
、
新
潟
新

聞
に
福
沢
諭
吉
の
書
翰
文
が
掲
載
さ
れ
た
。
福
沢
が
同

紙
の
社
友
で
あ
る
小
千
谷
の
商
人
・
西
脇
悌
二
郎
に
与

え
た
も
の
で
あ
っ
た
。
慶
応
義
塾
出
身
で
あ
る
西
脇
は
、

書
面
か
ら
す
れ
ば
、
前
年
十
二
月
に
上
京
し
た
際
に
福

沢
諭
吉
に
会
い
、
新
潟
は
五
港
の
一
つ
で
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
外
国
交
易
は
低
調
で
外
国
商
人
も
少
な
く
閑
散
た
る
も
の
、
と
嘆
い
た
ら
し
い
。
こ
れ
に
対
し

て
福
沢
は
、
そ
れ
は
む
し
ろ
好
都
合
で
は
な
い
か
、
と
し
て
持
論
の
直
輸
主
義
を
説
い
た
。 

 

【
史
料
八
十
二
】 

左
ノ
一
編
ハ
、
客
年
十
二
月
社
友
西
脇
悌
二
郎
氏
ガ
出
京
セ
キ
ト
キ
、
福
澤
諭
吉
先
生
ヨ
リ
氏
ニ
贈

ラ
レ
タ
ル
書
ナ
リ
、
今
之
ヲ
写
シ
テ
、
以
テ
本
日
ノ
社
論
ニ
代
フ 

過
日
御
来
訪
の
節
、
新
潟
港
の
近
況
を
詳
ら
か
に
せ
り
。
同
港
は
開
場
以
来
貿
易
未
だ
盛
大
に
至
ら

ず
。
居
留
の
外
国
人
も
誠
に
寥
々
た
る
由
。
こ
の
一
事
に
つ
き
小
生
は
こ
れ
を
憂
う
る
こ
と
な
く
し

て
却
っ
て
こ
れ
を
祝
せ
ざ
る
を
得
ず
。
そ
も
そ
も
安
政
の
始
め
長
崎
、
横
浜
、
函
館
の
三
港
を
開
き
、

我
国
人
は
素
よ
り
外
国
貿
易
の
如
何
の
情
を
知
ら
ず
、
只
管
渡
来
の
外
商
に
依
頼
し
て
僅
か
に
国
産

の
品
を
輸
出
し
、
ま
た
そ
の
手
を
経
て
外
国
の
製
造
品
を
輸
入
す
る
こ
と
に
て
、
出
入
の
商
権
ま
っ

た
く
彼
の
方
に
帰
し
、
之
が
た
め
に
外
国
人
の
渡
来
居
留
す
る
者
日
に
多
く
し
て
、
横
浜
の
如
き
は

居
留
の
外
商
を
以
っ
て
現
に
一
都
邑
を
成
し
居
留
地
は
恰
か
も
日
本
国
の
一
小
国
に
異
な
ら
ず
。
而

し
て
こ
の
外
国
人
は
何
を
以
っ
て
今
日
の
生
計
と
為
す
や
、
他
な
し
輸
出
入
の
物
に
就
い
て
幾
分
の

利
を
取
り
そ
の
利
潤
を
以
っ
て
衣
食
の
資
に
供
し
余
れ
ば
之
を
本
国
に
持
帰
る
の
み
。
仮
に
横
浜
の

表 40：1878（明治 11）年の新潟港からの米の直接輸出 
  数 量 原価(円)  

内国商 3,470,956 斤 66,567  

外国商 24,260,800 斤 516,032 ※1000 斤＝1 俵 

『新潟税関沿革史』324 頁により作表。 
 
 
表 41：1878 年の越後産米の輸出状況（概数、推計） 

  
新潟港からの 

輸出（税関統計） 
他港経由による 
輸出（推計） 

計 

外国商人 「越後米の輸出は
概ね100万俵で、そ
の半額は新潟居留
外商による」 

24 万俵 26 万俵 50 万俵 

日本商人 3.5 万俵 46.5 万俵 50 万俵 

計 27.5 万俵 72.5 万俵   

『新潟税関沿革史』324 頁、及び新潟新聞明治１２年１月１４日により作表。 
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外
国
商
館
を
百
戸
と
な
し
て
毎
戸
一
年
の
費
用
及
び
そ
の
所
得
の
余
益
を
合
し
て
二
万
円
と
す
れ
ば
、

合
し
て
二
百
万
円
な
り
。
こ
の
二
百
万
円
の
金
を
払
う
て
こ
の
外
商
を
養
う
は
誰
ぞ
や
、
我
が
日
本

人
な
り
と
云
わ
ざ
る
を
得
ず
。
近
日
に
至
り
て
、
少
な
く
経
済
の
主
義
に
通
ず
る
人
は
国
の
為
に
之

を
憂
ざ
る
者
な
し
。
年
々
歳
々
巨
万
の
国
財
を
費
や
し
て
純
粋
の
仲
買
な
る
外
国
商
人
を
我
が
国
土

に
俸
養
す
る
、
そ
の
利
害
誠
に
明
白
な
れ
ど
も
、
如
何
せ
ん
習
慣
以
っ
て
事
の
体
を
成
し
、
今
日
に

至
り
て
は
容
易
に
居
留
の
外
商
を
我
国
よ
り
打
払
い
す
る
の
機
を
得
ず
。
国
の
為
に
一
大
難
事
を
言

う
べ
し
。 

な
れ
ば
外
国
貿
易
は
直
輸
を
以
っ
て
基
本
色
と
す
る
こ
と
固
よ
り
論
を
俟
た
ず
。
外
国
の
荷
主
は

直
に
そ
の
品
物
を
我
が
国
に
輸
入
し
て
直
に
我
が
商
人
に
売
り
、
我
が
国
の
荷
主
は
直
に
そ
の
物
産

を
外
国
に
輸
出
し
て
直
に
彼
の
商
人
に
売
り
、
出
入
と
も
に
居
留
人
の
手
を
要
す
る
こ
と
な
く
し
て
、

始
め
て
対
立
の
商
法
も
行
わ
る
べ
し
。
幸
い
に
し
て
新
潟
港
は
未
だ
外
商
の
居
留
す
る
者
甚
だ
多
か

ら
ず
、
未
だ
仲
買
の
習
慣
を
も
成
さ
ざ
る
こ
と
な
れ
ば
、
今
後
勉
め
て
外
国
直
達
の
貿
易
に
眼
を
着

し
て
毫
も
居
留
の
外
人
に
依
頼
せ
ざ
る
よ
う
致
し
た
く
、
世
間
、
あ
る
い
は
横
浜
等
に
外
国
商
館
の

盛
に
し
て
外
国
人
の
群
衆
す
る
を
見
て
、
貿
易
盛
大
の
徴
と
な
す
者
な
き
に
あ
ら
ず
。
畢
竟
外
相
に

欺
か
れ
て
内
実
忘
る
る
者
な
り
。
開
港
場
に
外
国
人
の
多
き
は
、
直
に
国
の
禍
に
し
て
間
接
に
そ
の

地
方
の
不
利
な
り
。
之
を
思
わ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。 

右
の
如
く
只
管
他
人
に
依
頼
し
て
我
国
の
開
港
場
を
外
国
仲
買
商
の
巣
屈
と
為
す
は
、
畢
竟
我
が

国
人
の
事
に
慣
れ
ざ
る
と
、
ま
た
一
に
は
資
本
の
不
自
由
な
る
と
に
因
る
と
い
え
ど
も
、
事
に
慣
れ

ざ
る
一
段
は
日
本
と
外
国
と
の
関
係
は
双
方
と
も
に
慣
れ
ざ
る
も
の
な
れ
ば
、
独
り
我
国
人
の
み
そ

の
禍
を
蒙
る
の
理
な
し
。
ま
た
資
本
不
自
由
な
り
と
云
う
と
い
え
ど
も
、
我
が
国
に
資
本
な
き
に
あ

ら
ず
。
小
生
の
考
え
に
は
そ
の
罪
特
に
我
が
商
人
の
無
気
力
に
あ
る
こ
と
と
存
じ
候
。
無
気
力
の
極

度
に
至
り
て
は
日
本
国
内
沿
海
の
商
売
を
も
外
人
の
手
に
托
す
る
者
あ
り
と
云
え
り
。
驚
き
入
り
た

る
次
第
に
あ
ら
ず
や
。
新
潟
港
の
近
傍
に
は
生
糸
、
製
茶
、
石
油
、
苧
麻
等
の
産
物
も
あ
ら
ん
、
輸

出
品
に
は
乏
し
か
ら
ず
。
殊
に
米
の
輸
出
は
日
本
最
大
一
な
る
べ
し
。
何
卒
一
個
の
品
物
を
も
外
人

の
手
に
托
せ
ず
し
て
、
十
分
の
商
権
を
我
に
握
る
よ
う
致
し
た
く
、
仁
兄
は
銀
行
の
取
締
、
即
ち
金

権
を
有
す
る
の
人
な
り
。
ま
た
藤
田
九
二
君
は
新
聞
記
者
な
り
。
普
く
地
方
の
人
を
奨
励
し
て
直
輸

出
の
主
義
を
鳴
ら
し
、
実
際
に
臨
み
て
は
銀
行
力
を
以
っ
て
諸
商
人
に
応
援
す
る
こ
と
あ
ら
ば
、
新

潟
の
実
力
を
増
す
こ
と
多
年
を
待
た
ざ
る
べ
し
。
是
れ
即
ち
小
生
が
新
潟
の
寥
々
を
憂
ず
し
て
之
を

祝
す
る
所
以
な
り 

拝
具 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
※
原
文
の
カ
タ
カ
ナ
は
ひ
ら
が
な
と
し
た
。
） 

 

新
潟
港
が
未
だ
交
易
が
盛
ん
で
な
く
外
国
商
人
も
少
な
い
こ
と
は
、
む
し
ろ
祝
す
べ
き
こ
と
だ
。
横
浜

や
神
戸
の
繁
栄
は
我
々
が
金
を
払
っ
て
外
国
商
人
を
扶
養
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
、
我
が
国
商
人
の
無

気
力
の
結
果
で
あ
る
。
新
潟
港
に
お
い
て
地
元
の
人
々
が
商
権
を
掌
握
し
、
一
個
の
品
物
も
外
国
人
に
託

す
る
こ
と
な
く
輸
出
す
る
よ
う
、
銀
行
家
た
る
西
脇
君
は
商
人
ら
を
応
援
せ
よ
、
新
聞
記
者
た
る
藤
田
君

は
世
論
を
喚
起
せ
よ
、
と
福
沢
は
西
脇
と
藤
田
を
鼓
舞
し
た
の
で
あ
っ
た
。
当
時
新
潟
新
聞
の
編
集
長
で
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あ
っ
た
藤
田
九
二
も
ま
た
、
西
脇
と
同
様
に
慶
応
義
塾
出
身
で
あ
っ
た
。 

西
脇
は
、
す
で
に
こ
の
一
月
の
う
ち
に
廻
送
米
会
社
の
設
立
に
動
き
出
し
た

（

414
）

。
鈴
木
長
八
、
鍵
冨
三

作
、
小
澤
七
三
郎
、
斎
藤
喜
十
郎
、
藤
田
文
二
、
白
勢
彦
次
郎
ら
富
商
・
地
主
ら
が
役
員
・
社
員
と
し
て

名
を
連
ね
る
新
潟
会
社
を
設
立
し
た
の
で
あ
る
。当
地
に
お
け
る
本
格
的
な
会
社
組
織
の
嚆
矢
で
あ
っ
た
。 

西
脇
は
、
新
潟
新
聞
紙
上
で
次
の
よ
う
に
商
人
ら
へ
強
く
訴
え
た

（

415
）

。 

新
潟
で
は
ま
だ
外
国
商
人
に
よ
る
仲
買
が
活
発
で
な
い
、
と
い
う
の
は
間
違
い
で
あ
る
。
昨
年
越
後
か

ら
輸
出
さ
れ
た
米
お
よ
そ
百
万
俵
の
う
ち
の
半
分
は
、新
潟
居
留
の
外
国
商
人
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
か
。

彼
ら
は
、
多
く
の
米
を
新
潟
か
ら
横
浜
・
神
戸
に
運
輸
し
、
横
浜
・
神
戸
の
外
商
が
そ
の
米
を
中
国
に
輸

出
し
て
い
る
。
わ
ず
か
数
百
里
の
近
海
へ
米
を
運
ぶ
の
に
二
回
も
外
商
の
手
を
経
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ

こ
か
ら
彼
ら
が
得
た
巨
利
は
、
本
来
諸
君
が
無
気
力
で
な
け
れ
ば
諸
君
に
帰
す
べ
き
も
の
だ
っ
た
は
ず
で

あ
る
。
新
潟
商
人
が
資
本
を
合
す
れ
ば
必
ず
や
数
十
万
俵
の
米
穀
を
買
い
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で

あ
る
。
新
潟
に
居
留
す
る
外
国
商
人
は
ま
だ
少
な
い
が
、
昨
年
の
彼
ら
の
巨
利
は
新
た
な
外
商
の
来
港
を

招
来
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
予
防
す
る
の
は
今
日
で
あ
る
。 

一
方
の
藤
田
も
ま
た
、
「
福
沢
先
生
が
廻
送
米
会
社
設
立
の
こ
と
を
聞
け
ば
、
新
潟
商
人
は
国
家
の
た

め
に
大
い
に
気
力
あ
り
と
祝
す
で
あ
ろ
う
。
新
潟
商
人
の
栄
誉
は
大
き
い
」
と
こ
の
動
き
を
紙
上
で
後
押

し
し
、
更
に
新
潟
商
人
に
元
来
欠
如
し
て
い
た
の
は
共
同
し
て
大
き
な
事
業
を
な
す
心
構
え
で
あ
る
、
と

長
文
の
論
説
を
連
載
し
て
地
元
商
業
者
を
大
い
に
扇
動
し
た

（

416
）

。 

こ
う
し
て
、
新
潟
に
居
留
す
る
外
国
商
人
の
動
き
が
刺
激
と
な
り
、
ま
た
福
沢
諭
吉
の
一
文
が
直
接
の

き
っ
か
け
と
な
り
、
地
元
商
業
者
に
よ
る
共
同
事
業
の
機
運
が
促
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
共
同
の

気
運
は
、
ま
も
な
く
地
元
商
業
団
体
の
結
成
や
、
地
元
商
業
者
に
よ
る
対
岸
貿
易
の
試
み
、
更
に
は
北
洋

で
の
漁
場
開
拓
の
展
開
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く

（

417
）

。 

新
潟
港
は
、
我
が
国
の
近
代
化
に
向
け
た
西
洋
と
の
窓
口
、
と
い
う
開
港
五
港
に
本
来
期
待
さ
れ
て
い

た
役
割
を
担
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
、
開
港
か
ら
十
五
年
ほ
ど
は
、
外
国
商
人
・
外
国
船
が
行

き
来
す
る
港
で
は
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
港
の
姿
が
い
よ
い
よ
後
景
に
退
き
、
港
が
諸
外
国
の
視
野
か

ら
遠
ざ
か
る
と
、
そ
れ
で
も
税
関
施
設
を
備
え
る
こ
の
港
は
、
今
度
は
新
潟
県
人
を
は
じ
め
と
し
た
日
本

人
が
対
岸
貿
易
を
試
み
、
あ
る
い
は
北
洋
漁
業
の
拠
点
と
す
る
港
、
す
な
わ
ち
海
外
へ
の
雄
飛
の
た
め
の

港
と
し
て
の
道
を
歩
ん
で
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。 
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新
潟
か
ら
「
開
港
五
港
の
一
つ
」
と
し
て
の
実
態
が
失
わ
れ
て
い
く
時
期
と
並
行
し
て
、
我
が
国
の
近

代
国
家
と
し
て
の
骨
格
は
次
第
に
整
え
ら
れ
て
い
っ
た
。
殖
産
興
業
と
富
国
強
兵
を
前
の
め
り
に
推
し
進

め
た
我
が
国
は
、
日
清
戦
争
・
日
露
戦
争
を
経
て
、
世
界
の
強
国
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
ま
で
に
至
っ
た
。

そ
の
過
程
で
、
表
日
本
と
裏
日
本
と
の
役
割
分
担
は
定
め
ら
れ
て
い
っ
た
。 

こ
の
頃
の
新
潟
港
に
対
す
る
見
方
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
旧
新
潟
市
史
は
、
そ
の
編
纂
に
あ
た
り
、
港

の
変
遷
に
関
し
て
は
主
に
『
新
潟
税
関
沿
革
史
』
に
基
づ
い
て
記
述
を
進
め
た
。
し
か
し
、
一
次
史
料
を

豊
富
に
収
め
た
こ
の
書
に
は
、
同
時
に
、
新
潟
港
に
対
す
る
強
烈
な
偏
見
が
、
そ
の
解
説
の
中
に
時
折
顔

を
出
す
。『
新
潟
税
関
沿
革
史
』
は
、
新
潟
が
外
国
貿
易
に
開
か
れ
な
が
ら
期
待
し
た
よ
う
な
発
展
を
見
な

か
っ
た
原
因
を
、
次
の
よ
う
に
総
括
し
た

（

418
）

。 

 

【
史
料
八
十
三
】 

「
夫
レ
新
潟
港
ハ
維
新
後
幾
ク
モ
ナ
ク
開
港
場
ノ
一
ニ
位
シ
海
路
各
方
ニ
通
ス
ル
ノ
便
ア
リ
雖
モ
、

其
景
況
ニ
至
テ
ハ
、
近
年
ニ
至
ル
マ
テ
、
依
然
ト
シ
テ
旧
時
ノ
体
面
ヲ
存
シ
、
恰
モ
不
開
港
場
ニ
異

ナ
ラ
サ
ル
カ
如
キ
モ
ノ
、
抑
々
何
ソ
ヤ
、
是
レ
本
港
ハ
北
海
中
最
モ
危
険
ノ
港
口
ニ
シ
テ
、
諸
船
舶

出
入
ニ
甚
タ
便
ナ
ラ
サ
ル
カ
為
メ
ニ
由
ル
ト
雖
モ
、
要
ス
ル
ニ
、
亦
本
港
人
民
ノ
智
識
ニ
蒙
昧
ナ
ル

カ
故
ノ
致
ス
ト
コ
ロ
ト
云
ワ
サ
ル
可
ラ
ス
、
何
ト
ナ
レ
ハ
、
当
港
人
民
ノ
風
俗
ヲ
観
察
ス
ル
ニ
、
原

来
競
進
ノ
精
神
ニ
乏
シ
ク
、
常
ニ
因
循
姑
息
ノ
慣
習
ニ
固
染
シ
、
嘗
テ
他
地
方
ノ
人
民
ト
往
来
交
通

ス
ル
ヲ
好
マ
ス
、
常
ニ
弾
丸
ノ
地
ニ
坐
シ
テ
眼
前
ノ
小
利
ニ
衒
イ
、
以
テ
一
分
ノ
生
計
ニ
聊
ス
ル
モ

ノ
、
比
々
皆
然
リ
、
維
新
後
年
ヲ
逐
フ
テ
稍
ヤ
風
俗
ノ
改
良
ニ
移
ル
モ
ノ
ナ
キ
ニ
非
ス
ト
雖
モ
、
各

自
ノ
目
的
ヲ
永
遠
ニ
期
ス
ル
ノ
事
業
ニ
至
リ
テ
ハ
、
未
タ
蒙
乎
ト
シ
テ
、
越
人
ノ
胡
境
ヲ
見
ル
カ
如

ク
ナ
リ
キ
、
是
レ
開
港
以
来
年
ヲ
閲
ス
ル
、
茲
ニ
十
年
更
ニ
進
歩
発
達
ヲ
見
サ
ル
所
以
ナ
リ
」 

 

新
潟
港
の
不
振
の
要
因
は
、
港
の
形
状
の
問
題
も
あ
る
が
、
突
き
詰
め
れ
ば
、
地
元
人
民
の
無
知
蒙
昧

さ
に
こ
そ
あ
る
、
と
断
じ
た
の
で
あ
っ
た
。
「
越
人
の
胡
境
を
見
る
が
如
し
」、
す
な
わ
ち
、
新
潟
人
の
蒙

昧
さ
を
眺
め
れ
ば
、
彼
ら
は
ま
さ
に
地
の
果
て
に
住
む
が
ご
と
き
連
中
、
と
ま
で
新
潟
は
極
論
さ
れ
た
。 

『
新
潟
税
関
沿
革
史
』
が
編
纂
さ
れ
た
一
九
〇
四
（
明
治
三
十
七
）
年
、
独
立
し
た
新
潟
税
関
は
す
で

に
存
在
せ
ず
、
新
潟
の
税
関
は
横
浜
税
関
の
管
轄
下
に
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
沿
革
史
も
ま
た
、

新
潟
税
関
を
引
き
継
い
だ
横
浜
税
関
に
よ
っ
て
最
終
的
に
と
り
ま
と
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、

こ
の
時
期
に
太
平
洋
側
か
ら
新
潟
へ
向
け
ら
れ
た
、
多
分
に
蔑
視
を
含
ん
だ
眼
差
し
が
あ
っ
た
の
で
は
な

い
か
。 

そ
の
眼
差
し
は
、
本
論
考
の
第
六
章
第
二
節
で
触
れ
た
、
一
八
八
三
（
明
治
十
七
）
年
の
井
上
馨
と
パ

ー
ク
ス
と
の
論
争
の
際
の
、
井
上
の
発
言
に
相
通
じ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
際
、
パ
ー
ク
ス
が
、
新
潟
周
辺
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の
資
源
は
輸
出
品
と
し
て
有
望
で
あ
り
、
港
施
設
の
不
備
は
克
服
し
う
る
も
の
で
あ
る
、
明
治
政
府
が
し

か
る
べ
く
施
策
を
展
開
す
れ
ば
新
潟
は
お
の
ず
と
発
展
す
る
、
と
説
い
た
の
に
対
し
、
井
上
は
、
こ
の
町

と
港
が
地
理
・
地
形
の
面
で
外
国
貿
易
に
不
向
き
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
地
元
の
人
々
の
嗜
好
か
ら
も

外
国
製
品
の
輸
入
が
期
待
で
き
な
い
こ
と
、
と
い
う
二
点
を
開
港
新
潟
の
不
振
の
理
由
と
し
て
挙
げ
た
。

新
潟
に
お
け
る
貿
易
の
不
振
は
、
明
治
政
府
の
力
の
及
ば
な
い
こ
と
が
原
因
で
あ
る
、
と
井
上
は
パ
ー
ク

ス
に
反
論
し
た
の
で
あ
っ
た
。 

こ
う
し
た
「
暖
地
史
観
」
の
呪
縛
は
、
そ
の
後
も
こ
の
港
を
語
る
に
際
し
て
付
き
ま
と
っ
て
き
た
。
時

代
は
下
り
、
第
二
次
大
戦
後
の
高
度
成
長
期
、
新
潟
を
含
め
た
地
域
は
、
再
び
自
ら
が
「
裏
日
本
」
で
あ

る
こ
と
を
強
く
自
覚
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
時
期
が
過
ぎ
去
っ
て
も
、
な
お
も
そ
の

呪
縛
は
、
こ
の
港
を
眺
め
る
視
座
を
規
定
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
一
九
八
〇
年
代
に
編
纂
さ
れ
た
『
新

潟
県
史
』
に
お
い
て
さ
え
、
新
潟
港
が
外
国
貿
易
港
と
し
て
伸
び
悩
ん
だ
原
因
は
次
の
二
点
で
あ
っ
た
、

と
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る

（

419
）

。 

一 

港
が
不
利
な
立
地
条
件
に
あ
っ
た
。
新
潟
港
は
河
口
港
で
あ
っ
た
た
め
水
深
が
浅
く
、
し
か
も
河

水
の
増
減
や
風
波
の
強
弱
に
よ
っ
て
海
底
の
状
況
が
変
化
し
、
大
型
船
の
出
入
り
に
は
不
適
当
で
あ

っ
た
。
冬
期
間
は
入
港
が
困
難
で
あ
る
こ
と
や
、
夷
港
と
い
う
補
助
港
の
利
用
も
、
交
易
に
は
不
向

き
で
あ
っ
た
。 

二 

こ
う
し
た
悪
条
件
を
解
決
し
て
貿
易
を
発
展
さ
せ
よ
う
、
と
い
う
新
潟
県
や
新
潟
商
人
の
積
極
性

が
不
足
し
て
い
た
。 

そ
し
て
ま
た
、
貿
易
の
不
振
は
地
元
の
努
力
不
足
も
一
因
で
あ
る
、
と
す
る
、
こ
の
後
段
の
論
拠
と
し

て
、「
当
時
の
人
々
の
あ
い
だ
で
も
、
す
で
に
そ
の
よ
う
な
見
方
が
あ
っ
た
」
の
だ
、
と
し
、
事
も
あ
ろ
う

か
、
先
述
の
『
新
潟
税
関
沿
革
史
』
の
記
述
、
す
な
わ
ち
、「
当
港
人
民
の
風
俗
を
観
察
す
る
と
、
元
来
競

進
の
精
神
に
乏
し
く
、
常
に
因
循
姑
息
の
慣
習
に
固
染
し
、
他
地
方
の
人
民
と
往
来
交
通
す
る
を
好
ま
ず
、

常
に
弾
丸
の
地
に
座
し
て
眼
前
の
小
利
を
誇
示
し
て
い
る
」
と
い
う
一
節
を
紹
介
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
新
潟
は
、
自
ら
の
港
を
語
る
に
あ
た
り
、
表
日
本
か
ら
の
視
点
を
自
ら
の
中
に
摂
取
し
、

更
に
そ
の
視
点
を
自
ら
が
増
幅
さ
せ
て
き
た
。 

 

本
論
考
が
、
こ
う
し
た
偏
見
の
呪
縛
か
ら
新
潟
港
を
解
き
放
つ
一
助
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
仔
細
に

眺
め
れ
ば
、
開
港
新
潟
は
異
な
る
視
点
で
捉
え
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。
本
論
考
が
示
し
た
そ
の
視

点
と
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。 

開
港
の
歴
史
と
は
、
一
地
方
の
人
々
が
自
ら
の
事
柄
と
し
て
語
る
、
と
い
う
こ
と
で
尽
き
る
も
の
で
は

な
い
。
開
港
に
は
、
国
家
の
意
思
が
強
く
働
き
、
ま
た
諸
外
国
の
意
思
が
働
く
。
そ
う
し
た
対
外
関
係
に

ま
で
考
察
を
広
げ
、
そ
れ
ら
を
俯
瞰
す
る
こ
と
で
、
初
め
て
開
港
の
全
体
像
を
捉
え
る
こ
と
が
可
能
と
な

る
。
こ
の
目
的
を
達
す
る
た
め
に
は
、
我
が
国
に
所
在
す
る
幅
広
い
史
料
は
も
と
よ
り
、
外
国
史
料
に
も

積
極
的
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
、
多
角
的
な
視
座
か
ら
分
析
と
考
察
を
行
う
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
本
論
考
で

は
、
新
潟
港
に
関
し
て
そ
う
し
た
分
析
と
考
察
を
可
能
な
限
り
で
試
み
た
。
す
る
と
、
こ
れ
ま
で
見
え
て

い
な
か
っ
た
様
々
な
も
の
、
例
え
ば
、
開
港
直
前
・
直
後
に
お
け
る
外
交
の
駆
け
引
き
、
及
び
外
国
商
人
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ら
の
動
向
、
開
港
後
に
設
置
さ
れ
た
外
国
領
事
館
か
ら
注
が
れ
た
眼
差
し
、
外
国
人
の
居
住
を
め
ぐ
る
明

治
政
府
・
外
国
公
使
館
・
外
国
人
の
あ
い
だ
の
長
く
激
し
い
せ
め
ぎ
あ
い
、
と
い
っ
た
も
の
が
詳
し
く
明

ら
か
と
な
っ
て
き
た
。 

そ
れ
ら
を
、
い
ま
一
度
、
本
論
考
に
沿
っ
て
改
め
て
整
理
を
す
る
と
、
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。 

新
潟
港
は
、
戊
辰
戦
争
の
強
い
影
響
の
も
と
で
正
式
開
港
を
迎
え
た
。
現
地
新
潟
に
お
け
る
政
治
・
経

済
の
混
乱
に
加
え
て
、
北
方
で
の
戦
乱
の
継
続
は
、
最
初
期
の
新
潟
で
の
貿
易
活
動
に
大
き
な
影
響
を
与

え
た
。
し
か
し
一
方
で
は
、
新
潟
港
の
大
き
な
潜
在
力
が
改
め
て
認
識
さ
れ
も
し
た
。
期
待
と
不
安
が
交

錯
し
た
新
潟
港
の
状
況
は
、
開
港
翌
年
の
シ
ー
ズ
ン
当
初
を
襲
っ
た
、
新
潟
通
商
司
が
引
き
起
こ
し
た
騒

動
の
た
め
に
、
大
き
く
不
安
へ
と
傾
い
た
。
外
国
商
人
の
多
く
は
、
こ
の
港
に
商
機
を
見
出
す
の
を
あ
き

ら
め
、
早
々
に
港
か
ら
立
ち
去
っ
た
。
こ
れ
が
、
開
港
新
潟
に
と
っ
て
は
一
つ
目
の
大
き
な
節
目
で
あ
っ

た
。
そ
こ
ま
で
に
至
る
流
れ
を
、
本
論
考
は
第
Ⅰ
部
で
明
ら
か
に
し
た
。 

開
港
三
年
目
以
降
の
新
潟
に
は
、
港
と
の
関
わ
り
で
言
え
ば
、
イ
ギ
リ
ス
と
ド
イ
ツ
の
領
事
、
及
び
ド

イ
ツ
の
わ
ず
か
な
商
人
だ
け
が
残
っ
た
。
彼
ら
の
新
潟
で
の
活
動
は
、
様
々
な
起
伏
を
孕
み
な
が
ら
も
、

し
ば
ら
く
継
続
し
た
。
ま
た
、
開
港
決
定
に
強
く
関
与
し
、
そ
の
後
も
新
潟
に
期
待
し
て
い
た
イ
ギ
リ
ス

は
、
明
治
政
府
に
よ
る
こ
の
港
の
開
発
を
強
く
促
し
続
け
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
開
港
か
ら
お
よ
そ

十
年
を
経
た
時
点
で
、
ど
う
や
ら
築
港
工
事
は
実
現
し
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
当
時
の
最
強
国

イ
ギ
リ
ス
と
、
そ
れ
を
追
う
新
興
国
ド
イ
ツ
は
、
新
潟
へ
の
積
極
的
な
関
与
を
放
棄
し
た
。
こ
の
時
点
で
、

外
国
領
事
館
は
、
純
粋
な
名
誉
職
と
な
っ
た
ド
イ
ツ
領
事
に
限
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
港
施
設
改
善
に

向
け
た
明
治
政
府
の
意
欲
喪
失
と
、
こ
れ
に
反
応
し
た
外
国
の
公
的
プ
レ
ゼ
ン
ス
放
棄
が
、
開
港
新
潟
に

と
っ
て
二
つ
目
の
大
き
な
節
目
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
、
本
論
考
は
第
Ⅱ
部
で
明
ら
か
に
し
た
。 

さ
て
、
港
施
設
の
あ
り
よ
う
と
は
別
に
、
新
潟
で
貿
易
活
動
を
営
む
上
で
の
致
命
的
な
障
害
が
徐
々
に

明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。
新
潟
で
は
、
外
国
人
が
新
た
に
居
住
を
始
め
る
こ
と
自
体
が
著
し
く
困
難
だ
っ

た
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
借
地
借
家
を
得
が
た
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
貿
易
の
活
発
化
ど
こ
ろ
で
は

な
い
。
開
港
初
年
に
既
得
権
を
得
て
商
業
活
動
を
営
ん
で
い
た
ド
イ
ツ
商
人
ら
は
、
十
数
年
後
、
最
終
的

に
新
潟
か
ら
姿
を
消
し
た
。
同
じ
頃
、明
治
政
府
は
外
国
人
の
居
住
問
題
を
解
決
す
る
努
力
を
放
棄
し
た
。

こ
れ
が
開
港
新
潟
の
三
つ
目
の
節
目
で
あ
り
、
こ
の
開
港
の
最
終
的
な
帰
着
点
と
言
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。

第
Ⅲ
部
で
明
ら
か
に
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

開
港
新
潟
の
歴
史
は
、
貿
易
に
不
利
な
港
の
形
状
を
も
っ
て
、
あ
た
か
も
静
止
画
で
あ
る
か
の
よ
う
に

捉
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
河
口
港
で
あ
っ
た
こ
と
を
も
っ
て
、
開
港
か
ら
数
年
後
、
数
十

年
後
の
こ
と
が
宿
命
づ
け
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
も
な
か
っ
た
。
開
港
新
潟
の
成
り
ゆ
き
に
は
、
明
治
政
府

の
意
思
が
濃
厚
に
関
与
し
て
い
た
。
そ
の
意
思
が
、
右
の
三
つ
の
大
き
な
節
目
を
境
と
し
て
、
港
の
行
方

を
決
定
づ
け
た
。 

そ
し
て
ま
た
、
こ
れ
を
更
に
大
き
く
捉
え
れ
ば
、
近
代
日
本
が
歩
ん
だ
道
筋
と
ま
さ
に
並
行
す
る
。
国

際
物
流
の
流
れ
は
、
横
浜
を
起
点
と
し
て
太
平
洋
岸
を
東
西
に
延
び
る
よ
う
に
形
成
さ
れ
、
国
内
の
産
業
・

流
通
網
も
ま
た
、
太
平
洋
側
の
地
域
に
強
く
偏
っ
て
整
備
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
後
世
か

ら
振
り
返
っ
て
み
れ
ば
、「
裏
日
本
」
に
位
置
し
た
開
港
・
新
潟
が
た
ど
っ
た
低
迷
へ
の
道
筋
は
、
あ
た
か
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も
そ
れ
が
宿
命
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
錯
覚
し
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
は
誤
っ
た
見

方
で
あ
る
。
日
本
の
近
代
の
歩
み
と
同
じ
よ
う
に
、
開
港
新
潟
が
た
ど
っ
た
道
も
、
必
然
と
偶
然
、
自
然

と
人
為
と
が
折
り
重
な
っ
た
結
果
で
あ
っ
た
。
あ
る
時
代
を
生
き
た
人
々
が
将
来
を
眺
め
た
時
、
そ
こ
に

は
変
数
が
満
ち
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
明
治
初
年
を
こ
の
港
町
で
生
き
た
人
々
も
、
現
代
に
生

き
る
我
々
も
同
じ
で
あ
る
。 
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注 

 

序
章 

（
１
）
新
潟
県
編
〔
一
九
八
七
、
四
三
五‐

四
三
九
〕
。
明
治
前
半
期
の
港
湾
統
計
と
し
て
は
、
日
本
駐
在
の
イ
ギ
リ
ス
領

事
に
よ
る
報
告
に
基
づ
く
も
の
が
あ
る
。
本
論
考
に
お
い
て
も
、
新
潟
に
関
す
る
領
事
報
告
を
多
く
用
い
る
こ
と
に

な
る
。
ま
た
、
一
八
七
三
（
明
治
六
）
年
以
降
は
、
我
が
国
政
府
に
よ
る
統
計
も
整
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
い
ず
れ
を

見
て
も
、
当
時
の
六
つ
の
港
（
大
阪
を
含
む
）
の
な
か
で
、
新
潟
港
の
輸
出
入
輸
送
実
績
は
、
ほ
ぼ
常
に
最
下
位
で

あ
っ
た
。
他
の
五
港
を
凌
い
だ
の
は
、
唯
一
、
一
八
七
八
（
明
治
十
一
）
年
の
輸
出
額
で
大
阪
を
上
回
り
五
番
目
の

数
量
を
記
録
し
た
の
み
で
あ
る
。
ま
た
、
例
え
ば
大
蔵
省
編
〔
一
九
九
〇
〕
を
見
れ
ば
、
貿
易
統
計
作
成
上
、
主
要

港
と
し
て
横
浜
、
神
戸
、
大
阪
、
長
崎
、
函
館
の
五
港
の
実
績
が
港
別
に
記
録
さ
れ
て
お
り
、
新
潟
は
、
特
別
許
可

に
よ
る
輸
出
入
実
績
が
あ
る
下
関
・
博
多
・
宮
津
な
ど
と
と
も
に
「
其
の
他
」
の
港
の
一
つ
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。 

（
２
）
外
交
史
料
館
「
新
潟
港
閉
港
ノ
一
件
」
に
は
、
一
八
七
六
（
明
治
九
）
年
一
月
三
十
日
付
、
大
蔵
卿
大
隈
重
信
か
ら

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
て
文
書
に
、
こ
の
「
新
潟
港
ハ
有
名
無
実
ノ
開
港
場
」
と
い
う
表
現
が
あ
る
。
税
関
施
設
等

の
維
持
に
か
か
る
恒
常
的
な
経
費
が
あ
る
一
方
で
、
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
稀
で
、
し
た
が
っ
て
関
税
収
入
が
極
端
に

少
な
い
こ
と
か
ら
、
冗
費
を
省
く
た
め
に
、
新
潟
を
閉
港
し
て
は
ど
う
か
、
と
大
隈
は
三
条
へ
提
案
し
た
。 

（
３
）
例
を
挙
げ
れ
ば
、
小
風
〔
一
九
九
五
〕
で
は
、
幕
末
の
開
国
以
後
、
帝
国
主
義
世
界
下
に
お
け
る
日
本
の
国
際
的
自

立
の
経
過
が
、
海
運
に
即
し
て
考
察
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
、
と
り
わ
け
一
八
七
〇
年
代
の
分
析
に
お
い
て
、
外

国
船
舶
な
い
し
西
洋
形
船
舶
、
並
び
に
和
船
に
よ
る
海
運
の
状
況
を
示
す
種
々
の
統
計
数
値
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

新
潟
は
、
そ
う
し
た
統
計
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
統
計
を
用
い
た
分
析
に
お
い
て
、
開
港
の
一
つ
、
な
い
し
日
本
海
沿

岸
航
路
網
を
形
成
す
る
一
地
点
と
し
て
登
場
す
る
が
、
考
察
上
の
重
要
な
意
味
を
付
与
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。

ま
た
、
稲
吉
〔
二
〇
一
四
〕
は
、
近
代
以
降
の
我
が
国
の
海
港
整
備
を
め
ぐ
る
政
治
的
側
面
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
考

察
す
る
が
、
こ
れ
は
当
然
な
が
ら
、
並
行
す
る
時
期
の
海
運
の
発
展
と
重
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
九
一
〇
年
代

と
な
っ
て
よ
う
や
く
築
港
事
業
が
実
現
し
た
実
態
と
比
例
し
て
、
海
港
た
る
新
潟
の
扱
い
は
限
定
的
で
あ
る
。 

（
４
）
古
厩
〔
一
九
九
七
〕
に
よ
れ
ば
、
古
来
、
越
の
国
は
、
政
治
の
中
央
か
ら
み
て
辺
境
と
意
識
さ
れ
て
は
い
て
も
、
そ

こ
に
「
表
」
と
「
裏
」
と
い
う
関
係
性
は
な
く
、
ま
た
、
実
際
に
そ
こ
に
住
む
人
々
も
、
そ
の
よ
う
な
意
識
は
希
薄

で
あ
っ
た
。
む
し
ろ
、
北
陸
地
方
は
、
近
世
に
お
い
て
は
、
蝦
夷
地
と
関
西
と
を
結
ぶ
商
品
流
通
の
海
の
大
動
脈
上

に
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、
近
代
に
入
り
、
富
国
強
兵
・
殖
産
興
業
が
強
力
に
推
し
進
め
ら
れ
て
ゆ
く
に
つ
れ
て
、
社
会

資
本
投
下
は
太
平
洋
側
地
域
へ
偏
り
、
日
本
海
側
地
域
は
太
平
洋
側
地
域
へ
租
税
（
地
租
）
・
労
働
力
・
エ
ネ
ル
ギ

ー
を
供
給
す
る
、
と
い
う
役
割
を
増
大
さ
せ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
日
本
の
資
本
主
義
経
済
が
一
定
の
完
成
を
見
た

一
八
八
〇
年
代
に
、
初
め
て
、
北
陸
・
山
陰
地
方
を
指
し
て
、
「
裏
日
本
」
と
い
う
言
葉
が
現
れ
た
。
当
初
は
地
理

的
な
概
念
で
あ
っ
た
こ
の
言
葉
は
、
ま
も
な
く
、
近
代
化
進
展
の
た
め
の
社
会
経
済
的
シ
ス
テ
ム
を
表
す
言
葉
と
し

て
用
い
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
っ
た
。 

（
５
）
石
井
〔
一
九
五
七
〕
で
は
、
開
港
日
と
さ
れ
た
一
八
六
八
年
四
月
一
日
の
時
点
で
は
、
江
戸
幕
府
の
支
配
下
に
あ
り
、

そ
の
後
も
奥
羽
越
列
藩
同
盟
方
が
支
配
を
つ
づ
け
た
新
潟
港
が
、
同
勢
力
の
物
資
補
給
の
拠
点
と
し
て
重
要
性
を
増

す
な
か
で
、
そ
の
新
潟
開
港
が
外
交
問
題
の
焦
点
と
し
て
浮
上
し
て
ゆ
く
様
子
が
描
か
れ
た
。
そ
う
し
た
考
察
は
、

石
井
〔
一
九
八
四
〕
に
お
い
て
、
北
越
戦
局
が
深
く
分
析
さ
れ
る
文
脈
の
な
か
で
、
更
に
詳
述
さ
れ
て
い
る
。 

（
６
）
新
潟
市
編
〔
一
九
三
四
〕
の
編
纂
は
、
新
潟
築
港
が
竣
工
し
た
一
九
二
五
（
大
正
十
二
、
昭
和
元
）
年
に
着
手
さ
れ
、

一
九
三
三
（
昭
和
八
）
年
に
脱
稿
す
る
ま
で
、
八
年
近
く
に
及
ぶ
大
事
業
で
あ
っ
た
。
編
纂
開
始
時
に
は
高
橋
義
彦
・

八
木
朋
直
ら
が
顧
問
、
鏡
淵
九
六
郎
・
佐
藤
荘
松
・
諸
星
茂
吉
ら
が
編
集
委
員
と
し
て
加
わ
っ
て
い
た
が
、
高
橋
、

八
木
を
は
じ
め
、
発
行
を
待
た
ず
に
物
故
と
な
っ
た
者
も
多
か
っ
た
（
同
書
の
序
文
よ
り
）
。 

（
７
）
編
纂
に
あ
た
っ
て
の
史
料
上
の
困
難
に
つ
い
て
は
、
こ
の
旧
市
史
の
序
文
に
、
「
本
市
の
如
く
港
津
の
繁
栄
を
立
都

の
基
礎
と
せ
る
市
邑
は
、
是
を
旧
藩
在
所
の
都
邑
に
比
す
る
に
顕
著
な
る
政
治
的
色
彩
あ
る
な
く
、
又
賢
哲
の
随

筆
・
日
記
類
に
も
乏
し
き
憾
あ
り
、
加
之
市
井
雑
事
の
記
録
は
大
凡
数
度
の
大
火
に
焚
滅
し
て
僅
に
零
啐
な
る
断
片

を
止
め
る
の
み
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。 

（
８
）
横
浜
税
関
編
〔
一
九
〇
四
〕
は
、
新
潟
港
成
立
以
来
の
沿
革
の
記
述
に
始
ま
り
、
開
港
し
た
一
八
六
九
（
明
治
二
）

年
か
ら
一
九
〇
一
（
明
治
三
十
四
）
年
ま
で
の
、
税
関
の
運
営
体
制
（
組
織
・
規
則
・
施
設
・
人
員
等
）
及
び
取
扱

実
績
（
船
舶
・
貨
物
・
倉
庫
等
）
の
記
録
等
を
網
羅
す
る
。
新
潟
税
関
は
一
九
〇
二
（
明
治
三
十
五
）
年
に
横
浜
税

関
の
支
署
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
発
行
者
は
横
浜
税
関
で
あ
る
。 

（
９
）
明
治
政
府
に
よ
る
一
八
七
四
（
明
治
七
）
年
の
命
令
に
基
づ
き
、
明
治
維
新
以
来
の
各
県
の
沿
革
が
収
集
記
録
さ
れ

た
が
、
こ
れ
ら
「
府
県
史
料
」
の
一
つ
が
「
新
潟
縣
史
」
で
あ
る
。
正
本
は
国
立
公
文
書
館
、
副
本
は
新
潟
県
立
図

書
館
が
所
蔵
す
る
。 

（
10
）
新
潟
県
が
「
新
潟
縣
史
」
編
纂
に
あ
た
っ
て
一
八
八
五
（
明
治
十
八
）
年
ま
で
に
残
し
た
稿
本
は
、
一
九
九
一
（
平
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成
三
）
年
か
ら
九
二
（
平
成
四
）
年
に
か
け
て
、
整
理
編
集
の
う
え
、
順
次
刊
行
さ
れ
た
。 

（
11
）
新
潟
県
編
〔
一
九
八
〇
、
三
八‐

四
三
、
一
〇
三
三‐

一
一
〇
一
〕
で
は
、「
新
潟
居
留
和
蘭
国
人
ス
ネ
ル
物
品
代

価
要
償
一
件
書
類
」
「
新
潟
開
港
一
件
書
類
」
「
新
潟
港
米
穀
津
留
一
件
書
類
」
「
新
潟
通
商
司
の
処
置
貿
易
を
妨
害

す
る
旨
英
国
公
使
抗
議
一
件
書
類
」
「
キ
ン
グ
傷
害
事
件
記
録
」
が
各
々
抄
出
掲
載
さ
れ
、
同
時
に
こ
れ
ら
へ
の
解

題
が
付
さ
れ
た
。 

（
12
）
一
八
七
三
（
明
治
六
）
年
か
ら
一
八
八
〇
（
明
治
十
三
）
年
ま
で
、
ヴ
ィ
ダ
ル
、
フ
ァ
ン
・
デ
ア
・
ハ
イ
デ
ン
、

フ
ォ
ッ
ク
、
ホ
ル
タ
ー
マ
ン
の
四
名
が
医
学
教
師
と
し
て
本
県
に
赴
任
し
、
新
潟
医
学
校
に
お
い
て
西
洋
医
学
の
伝

授
に
あ
た
っ
た
。 

（
13
）
新
潟
県
に
お
け
る
西
洋
医
学
受
容
史
に
関
し
て
は
、
蒲
原
宏
〔
一
九
七
一
、
一
九
八
八
〕
に
よ
る
研
究
が
あ
る
。 

（
14
）
新
潟
に
お
け
る
明
治
初
期
の
英
語
教
育
に
は
、
ま
ず
ア
メ
リ
カ
人
ブ
ラ
ウ
ン
が
一
八
六
九
年
の
暮
れ
に
招
か
れ
た
。

そ
の
後
も
、
こ
の
県
立
の
英
学
校
の
ほ
か
、
新
潟
町
民
が
中
心
と
な
っ
て
設
け
た
新
潟
洋
学
校
（
の
ち
県
立
）
に
お

い
て
、
更
に
は
一
八
七
四
年
か
ら
一
八
七
七
年
ま
で
設
置
さ
れ
て
い
た
官
立
外
国
語
学
校
に
お
い
て
、
外
国
か
ら
招

か
れ
た
英
語
教
師
が
活
動
し
た
。 

（
15
）
新
潟
県
教
育
庁
編
〔
一
九
七
〇
〕
及
び
新
潟
市
教
育
委
員
会
編
〔
一
九
七
三
〕
は
、
そ
う
し
た
概
説
書
の
代
表
的

な
も
の
で
あ
る
。 

（
16
）
本
県
に
お
け
る
明
治
初
期
の
キ
リ
ス
ト
教
伝
道
の
様
子
は
、
新
潟
県
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
史
研
究
会
〔
一
九
九
九
〕
、

本
井
〔
二
〇
〇
六
〕
な
ど
の
概
説
書
に
よ
っ
て
詳
し
く
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
全
国
に
お
け
る
同
じ
時
期
の

伝
道
の
概
要
は
、
高
橋
〔
二
〇
〇
三
〕
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。 

（
17
）
イ
ギ
リ
ス
領
事
に
よ
る
貿
易
統
計
は
第
一
章
第
二
節
及
び
第
三
章
第
一
節
で
改
め
て
取
り
上
げ
る
。 

（
18
）
新
潟
港
の
築
港
は
、
一
九
一
七
（
大
正
六
）
年
に
工
事
着
手
さ
れ
、
一
九
一
九
（
大
正
八
）
年
に
一
部
施
設
が
完

成
し
た
。
そ
の
後
、
第
一
次
世
界
大
戦
に
よ
る
資
金
難
や
、
新
潟
市
か
ら
新
潟
県
へ
の
事
業
移
管
を
経
て
、
よ
う
や

く
一
九
二
六
（
大
正
十
五
）
年
に
県
営
埠
頭
の
完
成
を
み
た
。 

（
19
）
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
に
よ
り
一
九
五
〇
年
代
か
ら
フ
ィ
ル
ム
撮
影
さ
れ
た
日
本
関
係
外
交
文
書
（
イ
ギ
リ
ス
国

立
公
文
書
館
が
所
蔵
す
る
一
般
対
日
外
交
文
書G

e
n

e
ra

l C
o
rre

s
p

o
n

d
e
n

ce
, J

a
p

a
n

/ F
.O

. 4
6

 

及
び
駐
日
英
国

公
館
文
書E

m
b

a
ss

y
 a

n
d

 C
o
n

s
u

la
r A

rch
iv

e
s
, J

a
p

a
n

: C
o
rre

s
p

o
n

d
e
n

ce
 (F

.O
. 2

6
2

 

等
）
は
、
同
所
及
び

横
浜
開
港
資
料
館
に
お
い
て
閲
覧
が
可
能
で
あ
る
。
本
論
考
に
お
い
て
も
重
要
な
一
次
史
料
と
し
て
活
用
し
た
。
注

（
22
）
も
参
照
。 

（
20
）
前
掲
注
（
５
）
で
述
べ
た
石
井
〔
一
九
五
七
〕
の
ほ
か
、
石
井
〔
一
九
七
七
〕
な
ど
は
、
こ
れ
ら
史
料
を
活
用
し

た
代
表
的
な
研
究
と
言
え
る
。
他
に
も
、
本
論
考
に
関
連
す
る
も
の
と
し
て
、
五
百
旗
頭
〔
二
〇
一
〇
〕
が
挙
げ
ら

れ
る
。 

（
21
）
ド
イ
ツ
連
邦
政
府
外
務
省
の
政
治
文
書
館
（P

o
litis

ch
e
s
 A

rch
iv

 d
e
s A

u
a

w
ä

rtig
e
n

 A
m

ts
）
に
は
、
同
国
の

新
潟
領
事
館
に
関
す
る
一
件
綴
り
文
書
が
所
在
す
る
。
他
に
、
連
邦
文
書
館
リ
ヒ
タ
ー
フ
ェ
ル
デ
館

（B
u

n
d

e
sa

rch
iv, 

L
ich

te
rfe

ld
e

）
、
プ
ロ
イ
セ
ン
枢
密
文
書
館
（G

e
h

e
im

e
s 

A
rch

iv
 

d
e
s 

P
re

u
ß

is
ch

e
n

 

K
u

ltu
rb

e
sitz

s

）
に
も
新
潟
関
連
の
史
料
が
存
在
す
る
。 

（
22
）
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
で
は
、
こ
れ
ま
で
蓄
積
し
て
き
た
、
様
々
な
文
書
館
・
史
料
館
が
所
蔵
す
る
厖
大
な
在
外

日
本
関
係
史
料
を
、
デ
ジ
タ
ル
化
・
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
し
、
一
つ
の
シ
ス
テ
ム
（H

i-C
A

T
 P

lu
s

）
で
検
索
・
閲
覧

可
能
と
す
る
、
大
規
模
な
取
り
組
み
を
進
め
て
い
る
。
同
所
で
は
、
現
在
、
す
で
に
海
外
史
料
約
五
百
万
コ
マ
が
こ

の
同
一
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
利
用
可
能
で
あ
り
、
更
に
二
百
万
コ
マ
が
追
加
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。
外
国
の
複
数
の
文

書
館
、
複
数
の
言
語
を
用
い
て
日
本
史
を
研
究
す
る
環
境
は
飛
躍
的
に
整
備
さ
れ
つ
つ
あ
る
。 

 

第
Ⅰ
部 

第
一
章 

（
23
）
ア
メ
リ
カ
と
の
修
好
通
商
条
約
の
当
該
条
項
は
〔
内
閣
記
録
局
編
〔
一
九
七
七
、
一
七‐

一
八
〕
。
他
の
各
国
と
の

定
め
に
つ
い
て
も
〔
内
閣
記
録
局
編
〔
一
九
七
七
〕
。 

（
24
）
新
潟
市
史
編
さ
ん
近
世
史
部
会
編
〔
一
九
九
七
、
四
〇
八‐

四
一
四
〕
。 

（
25
）
新
潟
市
史
編
さ
ん
近
世
史
部
会
編
〔
一
九
九
七
、
四
一
五‐

四
一
九
〕
。 

（
26
）F

.O
. 4

6
/8

1
. P

a
rk

e
s to

 S
ta

n
le

y, N
o
. 1

3
8

, A
u

g
. 1

7
, 1

8
6

7
. 

パ
ー
ク
ス
は
、
横
浜
か
ら
三
陸
海
岸
、
日
本
海

沿
岸
を
航
行
し
て
到
着
し
た
長
崎
に
お
い
て
、
一
八
七
六
年
八
月
十
七
日
付
で
、
彼
自
身
が
視
察
し
た
新
潟
・
七
尾
・

敦
賀
と
い
う
開
港
候
補
地
に
関
す
る
評
価
を
本
省
へ
報
告
し
た
。
こ
の
報
告
で
は
ま
た
、
七
尾
を
補
助
港
と
し
て
新

潟
を
開
港
す
る
と
い
う
ア
イ
デ
ア
に
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
。 

 

（
27
）
諸
外
国
が
条
約
上
の
権
利
で
あ
る
日
本
西
海
岸
の
一
つ
の
港
を
開
港
と
し
て
選
ぶ
、
と
い
う
状
況
に
つ
い
て
、
ノ

ー
ス
チ
ャ
イ
ナ
・
ヘ
ラ
ル
ド
は
一
八
六
七
年
八
月
五
日
に
以
下
の
よ
う
な
記
事
を
掲
載
し
て
い
る
。「
本
紙
の
読
者
な

ら
ご
承
知
の
よ
う
に
、
日
本
と
西
洋
列
強
と
の
条
約
に
は
、
こ
の
帝
国
の
西
海
岸
に
貿
易
港
を
開
港
す
る
と
い
う
条

項
が
盛
ら
れ
て
い
た
。
日
本
に
つ
い
て
の
当
時
の
不
完
全
な
知
識
か
ら
す
れ
ば
、
中
国
に
面
し
た
海
岸
に
は
長
崎
以
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外
に
も
ど
こ
か
大
商
業
地
が
あ
る
は
ず
だ
と
考
え
た
と
し
て
も
無
理
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。
交
渉
の
当
事
者
や
商
人

た
ち
も
、
過
大
に
見
積
も
ら
れ
た
日
本
の
人
口
数
に
ご
ま
か
さ
れ
て
、
日
本
の
西
海
岸
に
港
が
開
か
れ
れ
ば
通
商
に

は
極
め
て
有
利
だ
ろ
う
と
踏
ん
で
い
た
。
こ
う
し
た
読
み
に
沿
っ
て
開
港
の
要
求
が
出
さ
れ
、
日
本
側
も
そ
れ
を
受

け
入
れ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
当
の
日
本
側
は
お
そ
ら
く
、
わ
が
外
交
官
た
ち
が
ど
の
港
を
選
ん
で
も
結
局
は
少
な

か
ら
ぬ
困
難
に
巻
き
込
ま
れ
る
羽
目
に
な
る
こ
と
を
承
知
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
日
本
の
西
海
岸
に
は
港
こ
そ
多
い

が
、
そ
う
し
た
場
所
に
は
な
ぜ
か
町
は
な
く
、
町
の
あ
る
所
に
は
港
が
な
い
。
日
本
の
都
市
の
名
に
値
す
る
の
は
、

四
つ
ぐ
ら
い
と
考
え
て
い
い
だ
ろ
う
。「
公
使
の
皆
さ
ん
、
買
い
物
を
し
た
い
の
は
そ
ち
ら
な
の
で
す
か
ら
、
あ
と
は

お
好
き
に
ど
う
ぞ
」
と
い
う
の
が
日
本
側
の
本
音
で
あ
っ
た
」
。
記
事
は
こ
の
後
、
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
沿
岸
調
査
に
携

わ
っ
た
者
の
情
報
と
し
て
、
新
潟
・
七
尾
・
三
国
・
敦
賀
・
宮
津
の
状
況
を
紹
介
し
、「
貿
易
港
の
候
補
地
の
名
簿
は

こ
れ
で
す
べ
て
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
一
つ
を
選
び
だ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
お
気
づ
き
の
よ
う
に
、
こ
の

な
か
で
海
港
の
名
に
値
す
る
の
は
新
潟
し
か
な
い
」
と
記
し
て
い
る
（
国
際
ニ
ュ
ー
ス
事
典
出
版
委
員
会
・ 

毎
日
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ズ
編
〔
一
九
八
九
年
、
三
九
〇‐

三
九
一
〕
）
。 

（
28
）F

.O
. 4

6
/8

2
. P

a
rk

e
s to

 S
ta

n
le

y, N
o
v. 2

8
, 1

8
6

7
. 

（
29
）
外
務
省
調
査
部
編
〔
一
九
四
八
（
一
）
、
五
〇
〇
〕
。 

（
30
）
外
交
史
料
館
「
新
潟
開
港
一
件
并
附
属
書
類
」
、F

.O
. 4

6
/9

2
. P

a
rk

e
s
 to

 S
ta

n
le

y, N
o
. 9

3
, A

p
ril 8

, 1
8

6
8

. 
 

（
31
）
石
井
孝
〔
一
九
五
七
、
八
五
五‐

八
五
八
〕
。 

（
32
）
石
井
孝
〔
一
九
五
七
、
八
五
八‐

八
五
九
〕
。 

（
33
）
外
交
史
料
館
「
新
潟
開
港
一
件
并
附
属
書
類
」
。 

（
34
）F

.O
. 4

6
/9

4
. N

o
. 1

4
7

, J
u

n
e
 2

6
, 1

8
6

8
. E

n
cl. 5

, J
u

n
e
 2

5
, 1

8
6

8
. 

（
35
）
外
務
省
調
査
部
編
〔
一
九
四
八
（
一
）
、
八
一
〇‐

八
一
六
〕
。 

（
36
）
外
務
省
調
査
部
編
〔
一
九
四
八
（
一
）
、
八
六
〇‐

八
六
五
〕
。 

（
37
）
外
務
省
調
査
部
編
〔
一
九
四
八
（
一
）
、
八
六
五‐

八
六
九
〕
。 

（
38
）
石
井
孝
〔
一
九
五
七
、
八
六
三‐

八
七
八
〕
。 

（
39
）
外
務
省
調
査
部
編
〔
一
九
四
八
（
二
）
、
六
一‐

六
四
〕
。 

（
40
）
外
務
省
調
査
部
編
〔
一
九
四
八
（
二
）
、
一
四
六‐

一
四
九
〕
。 

（
41
）
外
務
省
調
査
部
編
〔
一
九
四
八
（
二
）
、
一
五
八‐

一
六
四
〕
。 

（
42
）
外
務
省
調
査
部
編
〔
一
九
四
八
（
二
）
、
八
四‐

八
九
〕
。 

（
43
）F

.O
. 2

6
2

/1
6

8
. E

u
sd

e
n

 to
 P

a
rk

e
s, N

o
.1

5
, J

a
n

. 3
0

, 1
8

6
9

. 

（
44
）F

.O
. 2

6
2

/1
6

8
. 
 

 
 

 
 

 

（
45
）
そ
の
結
果
、
例
え
ば
、
イ
ギ
リ
ス
領
事
報
告
に
基
づ
く
詳
細
な
分
析
を
行
っ
て
い
る
小
風
〔
一
九
九
五
〕
に
お
い

て
、
箱
館
に
お
け
る
一
八
六
八
年
統
計
の
欠
落
が
見
て
と
れ
る
（
九
六‐

九
七
）
。 

（
46
）
一
八
六
八
年
及
び
六
九
年
の
船
舶
運
航
状
況
は
、
横
浜
に
関
し
て
は
ジ
ャ
パ
ン
・
タ
イ
ム
ズ
・
オ
ー
バ
ー
ラ
ン
ド
・

メ
ー
ル
（T

h
e
 J

a
p

a
n

 T
im

e
s
 O

v
e
rla

n
d

 M
a

il

）
、
神
戸
に
関
し
て
は
ヒ
ョ
ー
ゴ
・
ア
ン
ド
・
オ
ー
サ
カ
・
ヘ
ラ

ル
ド
（T

h
e
 H

io
g
o
 a

n
d

 O
sa

k
a

 H
e
ra

ld

）
に
各
々
掲
載
さ
れ
て
い
る
船
舶
出
入
港
リ
ス
ト
（
シ
ッ
ピ
ン
グ
・
リ

ス
ト
）
で
確
認
で
き
る
。
前
者
は
横
浜
開
港
資
料
館
で
、
後
者
は
神
戸
市
文
書
館
で
各
々
閲
覧
が
可
能
で
あ
る
。 

（
47
）
当
論
説
記
事
は
ジ
ャ
パ
ン
・
タ
イ
ム
ズ
・
オ
ー
バ
ー
ラ
ン
ド
・
メ
ー
ル
の
一
八
六
八
年
十
月
七
日
号
に
掲
載
さ
れ

て
い
る
が
、
こ
れ
が
ジ
ャ
パ
ン
・
タ
イ
ム
ズ
（T

h
e
 J

a
p

a
n

 T
im

e
s

）
同
年
九
月
二
十
六
日
号
の
一
面
記
事
か
ら
の

転
載
で
あ
る
こ
と
は
、
前
者
の
十
月
二
十
一
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
当
論
説
記
事
へ
の
投
書
に
記
さ
れ
て
い
る
。 

（
48
）
こ
の
記
事
で
は
、T

h
e
 O

re
d

e
r in

 C
o
u

n
cil

（
本
論
筆
者
は
「
布
令
」
と
訳
出
）
の
第
二
十
九
条
に
つ
い
て
本
文

の
と
お
り
掲
出
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
と
関
連
し
て
、
保
谷
〔
二
〇
一
八
、
九‐

一
〇
〕
に
よ
れ
ば
、
中
国
と
日
本

の
領
事
裁
判
に
お
け
る
一
八
六
五
年
の
枢
密
院
勅
令T

h
e
 O

rd
e
r in

 C
o
u

n
cil

に
お
い
て
、
第
八
十
一
項
で
、
大

君
政
府
へ
の
反
乱
も
し
く
は
戦
争
に
加
担
し
た
者
は
、
二
年
以
下
の
禁
固
も
し
く
は
懲
役
、
五
〇
〇
〇
ド
ル
以
下
の

罰
金
を
科
す
、
と
す
る
罰
則
条
項
が
定
め
ら
れ
て
い
た
。 

（
49
）F

. O
. 4

6
/9

6
. P

a
rk

e
s
 to

 S
ta

n
le

y, N
o
. 2

2
0

, E
n

cl. 2
, P

a
rk

e
s to

 A
d

a
m

s, S
e
p

. 8
, 1

8
6

8
. 

（
50
）
ア
ダ
ム
ス
一
行
の
北
方
海
域
探
索
に
関
し
て
は
、
萩
原
〔
二
〇
〇
〇
、
二
一
六‐

二
三
六
〕
に
詳
し
い
。 

（
51
）F

. O
. 4

6
/9

8
. P

a
rk

e
s
 to

 S
ta

n
le

y, N
o
. 2

9
4

. E
n

cl. M
e
m

o
ra

n
d

u
m

 b
y
 W

illis, N
o
v.1

3
, 1

8
6

8
. 

（
52
）F

.O
. 4

6
/9

8
. P

a
rk

e
s to

 S
ta

n
le

y, N
o
. 2

8
5

, N
o
v. 1

3
, 1

8
6

8
. 

（
53
）
イ
ギ
リ
ス
外
務
省
文
書
で
は
、
一
八
六
八
年
十
一
月
十
三
日
に
行
わ
れ
た
東
久
世
・
パ
ー
ク
ス
の
東
京
開
市
に
つ

い
て
の
会
談
及
び
新
潟
開
港
に
つ
い
て
の
会
談
が
別
個
に
報
告
さ
れ
て
お
り
（
前
者
はF

.O
. 4

6
/9

8
. P

a
rk

e
s
 to

 

S
ta

n
le

y, N
o
. 2

8
4

, N
o
v. 1

3
, 1

8
6

8

、
後
者
は
こ
れ
に
続
く
同N

o
. 2

8
5

）
、
両
者
の
前
後
関
係
は
必
ず
し
も
明
確

で
は
な
い
。
し
か
し
、
会
談
の
流
れ
か
ら
す
れ
ば
、
ま
ず
東
京
開
市
に
つ
い
て
、
次
に
新
潟
開
港
に
つ
い
て
会
談
が

行
わ
れ
た
も
の
と
筆
者
は
推
測
す
る
。 

（
54
）F
.O

. 4
6

/9
8

. P
a

rk
e
s to

 S
ta

n
le

y, N
o
. 2

8
0

, N
o
v. 1

3
, 1

8
6

8
. 

（
55
）F

.O
. 4

6
/9

3
. P

a
rk

e
s to

 S
ta

n
le

y, N
o
. 1

0
3

, M
a

y
 2

, 1
8

6
8

. 

（
56
）F

.O
. 2

6
2

/1
4

2
. S

ta
n

le
y
 to

 P
a

rk
e
s, N

o
. 1

0
0

, J
u

ly
 6

, 1
8

6
8

. 
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（
57
）F

.O
. 4

6
/9

8
. P

a
rk

e
s to

 S
ta

n
le

y, N
o
. 2

8
9

, E
n

cl. G
o
w

e
r to

 P
a

rk
e
s
, O

ct. 1
0

, 1
8

6
8

. 
（
58
）F

.O
. 4

6
/9

8
. P

a
rk

e
s to

 S
ta

n
le

y, N
o
. 2

8
9

, D
e
c. 2

, 1
8

6
8

. 

（
59
）
外
務
省
調
査
部
編
〔
一
九
四
八
（
二
）
、
五
四
七‐

五
四
八
〕
。 

（
60
）
東
京
開
市
に
関
し
て
は
、
東
京
都
編
〔
一
九
五
七
〕
、
大
山
梓
〔
一
九
六
七
〕
、
及
び
外
務
省
調
査
部
編
〔
一
九
四

八
（
二
）
〕
に
よ
る
。 

（
61
）
開
港
宣
言
に
対
す
る
各
国
の
回
答
は
、
外
交
史
料
館
「
新
潟
開
港
一
件
并
附
属
書
類
」
。
外
務
省
調
査
部
編
〔
一
九

四
八
（
二
）
、
五
四
九‐

五
五
六
〕
に
も
一
部
掲
載
あ
り
。 

（
62
）
領
事
派
遣
要
請
及
び
こ
れ
に
対
す
る
各
国
か
ら
の
回
答
は
、
外
交
史
料
館
「
新
潟
開
港
一
件
并
附
属
書
類
」
。
外
務

省
調
査
部
編
〔
一
九
四
八
（
二
）
、
七
〇
八‐

七
一
〇
〕
に
も
一
部
掲
載
あ
り
。 

（
63
）
プ
ロ
イ
セ
ン
枢
密
文
書
館
所
蔵R

e
p

.1
2

0
 M

in
is

te
riu

m
 fü

r H
a

n
d

e
l u

n
d

 G
e
w

e
rb

e
 N

r.7
 B

d
.3

. 

（
64
）F

.O
. 2

6
2

/1
7

1
. L

o
w

d
e
r to

 P
a

rk
e
s, N

o
. 6

, J
a

n
. 1

, 1
8

6
9

. 

（
65
）T

h
e
 H

io
g
o
 a

n
d

 O
sa

k
a

 H
e
ra

ld
, J

a
n

. 9
, 1

8
6

9
. 

（
66
）T

h
e
 J

a
p

a
n

 T
im

e
s
 O

v
e
rla

n
d

 M
a

il, J
a

n
. 1

3
, 1

8
6

9
. 

（
67
）F

.O
. 4

6
/9

9
. P

a
rk

e
s
 to

 S
ta

n
le

y, D
e
c. 2

9
, 1

8
6

8
. 

（
68
）
外
務
省
調
査
部
編
〔
一
九
四
八
（
二
）
、
七
四
四
〕
。 

（
69
）
外
務
省
調
査
部
編
〔
一
九
四
八
（
二
）
、
七
五
六
〕
。 

（
70
）F

.O
. 2

6
2

/1
7

6
. L

o
w

d
e
r to

 P
a

rk
e
s, N

o
.5

8
, F

e
b

. 1
8

, 1
8

6
9

. 

（
71
）
菊
池
〔
二
〇
一
五
、
一
一
三
〕
。 

（
72
）
菊
池
〔
二
〇
一
五
、
一
八
二
〕
。 

（
73
）
箱
館
か
ら
青
森
へ
の
退
避
の
際
に
傭
船
さ
れ
た
プ
ロ
イ
セ
ン
船
タ
イ
パ
ン
ヨ
ー
の
借
料
は
一
万
五
千
両
で
あ
っ
た

（
保
谷
〔
二
〇
〇
七
、
二
六
九
〕
）
。 

（
74
）
菊
池
〔
二
〇
一
五
、
一
九
一
〕
。 

（
75
）
イ
ギ
リ
ス
外
務
省
文
書
に
よ
れ
ば
、
ユ
ー
ス
デ
ン
は
箱
館
に
内
戦
の
焦
点
が
近
づ
い
て
き
た
一
八
六
八
年
九
月
十

六
日
以
降
、
日
誌
形
式
で
日
々
の
出
来
事
を
記
録
し
、
ほ
ぼ
二
、
三
週
間
ご
と
に
ま
と
め
て
公
使
館
へ
報
告
し
て
い

た
。 

（
76
）
我
が
国
と
ド
イ
ツ
と
の
あ
い
だ
に
は
、
そ
れ
ま
で
の
プ
ロ
イ
セ
ン
と
の
修
好
通
商
条
約
に
代
わ
り
、
一
八
六
九
年

二
月
二
十
日
（
明
治
二
年
一
月
十
日
）
に
北
ド
イ
ツ
連
邦
と
の
修
好
通
商
条
約
が
結
ば
れ
た
。
十
九
世
紀
半
ば
に
至

る
ま
で
、
四
十
近
い
大
小
の
諸
邦
国
に
分
か
れ
て
い
た
ド
イ
ツ
は
、
一
八
六
六
年
に
勃
発
し
た
プ
ロ
イ
セ
ン
・
オ
ー

ス
ト
リ
ア
戦
争
（
普
墺
戦
争
）
の
結
果
、
プ
ロ
イ
セ
ン
の
主
導
に
よ
る
統
一
の
流
れ
が
決
定
的
と
な
っ
た
。
プ
ロ
イ

セ
ン
は
、
翌
六
七
年
四
月
、
そ
れ
ま
で
の
ド
イ
ツ
連
邦
に
代
わ
っ
て
、
緩
や
か
な
国
家
連
合
体
で
あ
る
北
ド
イ
ツ
連

邦
を
成
立
さ
せ
て
い
た
。 

（
77
）
菊
池
〔
二
〇
一
五
、
一
九
九‐

二
〇
〇
〕
。 

（
78
）
ク
ニ
フ
ラ
ー
商
会
は
、
一
八
五
九
年
に
長
崎
と
横
浜
へ
進
出
し
た
、
草
分
け
的
な
ド
イ
ツ
系
商
会
で
あ
る
。
そ
の

後
、
一
八
八
〇
年
に
は
事
業
継
承
者
の
名
を
取
っ
て
イ
リ
ス
商
会
と
社
名
を
改
め
、
現
在
も
株
式
会
社
イ
リ
ス
と
し

て
活
動
を
継
続
し
て
い
る
。
株
式
会
社
イ
リ
ス
〔
二
〇
〇
九
〕
を
参
照
。 

（
79
）
長
崎
県
立
図
書
館
編
〔
二
〇
〇
二
〕
に
よ
る
。 

（
80
）
ド
イ
ツ
外
務
省
政
治
文
書
館
所
蔵R

 2
5

2
8

8
1

 ,,P
e
rso

n
a

l u
n

d
 V

e
rw

a
ltu

n
g
, N

iig
a

ta
 1

8
6

8
-1

8
8

6

“A
b

te
ilu

n
g
 IC

.  

一
八
七
三
年
十
二
月
八
日
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
フ
ォ
ン
・
ブ
ラ
ン
ト
へ
宛
て
た
書
翰
中
に
あ
る
。 

（
81
）T

h
e
 H

io
g
o
 a

n
d

 O
sa

k
a

 H
e
ra

ld
, J

a
n

. 9
, 1

8
6

9
. 

（
82
）T

h
e
 J

a
p

a
n

 T
im

e
s
 O

v
e
rla

n
d

 M
a

il, J
a

n
. 1

1
, 1

8
6

9
. 

（
83
）F

.O
. 2

6
2

/1
7

6
. L

o
w

d
e
r to

 P
a

rk
e
s, J

u
ly

 3
1

, 1
8

6
9

. 

（
84
）F

.O
. 2

6
2

/1
9

8
. T

ro
u

p
 to

 P
a

rk
e
s
, J

a
n

. 2
5

, 1
8

7
0

. 

（
85
）
オ
ラ
ン
ダ
貿
易
会
社
は
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
に
よ
り
一
時
独
立
を
失
っ
た
オ
ラ
ン
ダ
が
、
東
イ
ン
ド
諸
島
の
植
民

地
の
再
興
を
図
っ
て
一
八
二
四
年
に
設
立
し
た
私
企
業
で
あ
る
。
一
八
世
紀
末
に
解
散
し
た
東
イ
ン
ド
会
社
と
業
務

の
性
格
は
相
似
す
る
。
オ
ラ
ン
ダ
国
立
公
文
書
館
に
は
オ
ラ
ン
ダ
貿
易
会
社
の
史
料
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
近
年
、

西
田
泰
民
に
よ
っ
て
、
そ
の
な
か
に
新
潟
に
関
す
る
三
〇
〇
通
以
上
に
呼
ぶ
書
翰
（
商
用
通
信
）
ほ
か
報
告
書
類
が

存
在
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
（
西
田
〔
二
〇
一
九
（
一
）
〕
）
。
西
田
は
、
こ
れ
ら
の
書
翰
類
の
翻
刻
・
翻
訳
及
び

分
析
に
取
り
組
み
、
そ
の
成
果
を
順
次
発
表
し
て
い
る
。 

（
86
）
西
田
〔
二
〇
一
九
（
一
）
〕
。
原
文
（
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
書
翰
）
はh

ttp
://w

w
w

.n
b

z
.o

r.jp
/a

rch
iv

e
D

B
/

で
検
索
可
能
。 

（
87
）A

rth
u

r R
ich

a
rd

 W
e
b

e
r

〔
一
八
八
六
〕
。
邦
題
と
す
れ
ば
「
商
人
服
と
領
事
帽
」
。
一
部
を
割
愛
し
た
訳
書
に
坂

井
編
・
訳
〔
一
九
九
七
〕
が
あ
る
。 

（
88
）
前
掲
注
（
83
）
と
同
じ
。 

（
89
）F
.O

. 4
6

/1
5

5
. E

n
slie

 to
 W

a
tso

n
, A

u
g
. 1

, 1
8

7
2

. 

（
90
）
新
潟
佐
州
夷
港
外
国
人
居
留
取
極
で
は
、
第
一
条
に
お
い
て
、
新
潟
と
そ
の
補
助
港
で
あ
る
夷
港
と
の
あ
い
だ
に

貨
物
人
員
輸
送
用
の
船
舶
を
供
用
す
る
こ
と
が
日
本
側
に
義
務
付
け
ら
れ
て
い
た
（
内
閣
記
録
局
編
〔
一
九
七
八
、

http://www.nbz.or.jp/archiveDB/
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三
六
〇
〕
。 

（
91
）
日
本
経
営
史
研
究
会
編
〔
一
九
七
九
、
四
七
〕
。
東
京
海
上
保
険
会
社
の
「
会
社
設
立
案
」
で
は
、
国
内
開
港
場
及

び
上
海
の
各
港
相
互
の
保
険
料
率
表
が
、
汽
船
・
風
帆
船
の
別
、
更
に
各
々
分
損
を
担
保
す
る
か
ど
う
か
に
よ
り
区

別
さ
れ
て
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
新
潟
の
場
合
、
長
崎
・
兵
庫
神
戸
大
坂
・
横
浜
の
三
港
と
の
料
率
の
み
が

掲
出
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
三
港
す
べ
て
か
ら
の
航
行
に
際
し
て
「
端
舟
ノ
危
険
ヲ
除
ク
」
と
さ
れ
て
い
る
。
保
険

料
率
自
体
に
お
い
て
も
、
ど
の
港
と
の
間
、
ど
の
貨
物
区
分
に
お
い
て
も
他
と
比
較
し
て
最
高
の
料
率
が
設
定
さ
れ

て
い
る
。
し
か
も
、
横
浜
と
の
汽
船
を
除
い
て
は
、
重
量
貨
物
の
分
損
に
は
そ
も
そ
も
保
険
料
率
が
設
定
さ
れ
て
い

な
い
。
こ
れ
は
、
主
に
新
潟
か
ら
の
米
輸
送
に
対
し
て
は
全
損
を
除
き
付
保
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の

で
あ
ろ
う
。 

（
92
）
以
下
、
オ
ラ
ン
ダ
貿
易
商
会
に
つ
い
て
の
叙
述
に
関
し
て
は
西
田
〔
二
〇
一
七
〕
。
原
文
（
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
書
翰
）

はh
ttp

://w
w

w
.n

b
z
.o

r.jp
/a

rch
iv

e
D

B
/

で
検
索
可
能
。 

（
93
）
新
潟
市
編
〔
一
九
六
九
、
四
五
〇‐

四
五
二
〕
。 

（
94
）
前
掲
注
（
92
）
と
同
じ
。 

（
95
）F

.O
. 2

6
2

/1
7

6
. L

o
w

d
e
r to

 P
a

rk
e
s, N

o
. 2

1
, J

u
ly

 3
1

, 1
8

6
9

. 

（
96
）F

.O
. 4

6
/1

1
4

. T
ro

u
p

 to
 P

a
rk

e
s
, S

e
p

. 2
2

, 1
8

6
9

. 

（
97
）
前
掲
注
（
92
）
と
同
じ
。 

（
98
）
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
中
央
図
書
館
が
保
管
す
る
サ
ー
・
ハ
リ
ー
・
パ
ー
ク
ス
文
書
の
な
か
に
は
、
フ
ァ
ン
・
デ
ン
・

ブ
ル
ー
ク
が
新
潟
か
ら
横
浜
の
ジ
ャ
ー
デ
ィ
ン
・
マ
セ
ソ
ン
商
会
へ
送
っ
た
書
翰
十
通
が
残
っ
て
い
る
（M

P
 

P
a

rk
e
s 1

3
/4

 1
3

/5

）
。
そ
の
う
ち
も
っ
と
も
日
付
が
早
い
書
翰
は
一
八
六
九
年
九
月
十
九
日
の
も
の
で
あ
り
、
そ

こ
に
は
ホ
ン
キ
ュ
ー
の
新
潟
港
入
港
に
つ
い
て
記
述
さ
れ
て
い
る
。 

（
99
）
外
交
史
料
館
「
新
潟
居
留
和
蘭
国
人
「
ス
ネ
ル
」
ヨ
リ
会
米
両
藩
ヘ
係
ル
銃
器
売
渡
代
価
並
新
潟
戦
争
ノ
際
ノ
幹

官
軍
掠
奪
ニ
係
ル
物
品
代
価
要
償
一
件
」
に
は
、
一
八
六
九
年
八
月
七
日
付
で
フ
ァ
ン
・
ボ
ー
フ
ェ
ン
・
フ
ァ
ッ
ハ

が
新
潟
で
記
し
た
書
翰
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。 

（
100
）
ト
ゥ
ル
ー
プ
は
、
こ
の
一
八
六
九
年
末
の
時
点
で
の
居
留
者
の
状
況
に
つ
い
て
、「
西
洋
人
に
雇
わ
れ
た
数
名
の
中

国
人
を
除
き
、
当
地
に
居
留
す
る
外
国
人
は
全
部
で
十
七
名
に
過
ぎ
な
い
。
貿
易
に
携
わ
っ
て
い
る
者
は
十
名
か
ら

十
二
名
ほ
ど
で
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
ド
イ
ツ
人
か
オ
ラ
ン
ダ
人
で
あ
る
」
と
報
告
し
て
い
る
。
本
論
考
の
付
録
１
を

参
照
。 

（
101
）F

.O
. 2

6
2

/1
7

6
. L

o
w

d
e
r to

 P
a

rk
e
s, N

o
. 2

1
, J

u
ly

 3
1

, 1
8

6
9

. 
 

（
102
）J

a
p

a
n

 T
im

e
s
 O

v
e
rla

n
d

 M
a

il 

の
一
八
七
〇
年
六
月
四
日
号
に
は
、
ト
ゥ
ル
ー
プ
に
よ
る
年
次
報
告
書
本
文
と

と
も
に
、
新
聞
社
に
よ
る
そ
の
解
説
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
、
同
報
告
書
に
対
し
て
、

次
の
よ
う
な
高
い
称
賛
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
「
最
後
に
、
こ
の
素
晴
ら
し
い
報
告
書
を
作
成
し
た
ト
ゥ
ル
ー
プ
氏

に
対
し
て
、
最
大
限
の
賛
辞
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。…

人
は
、
特
に
若
者
は
、
や
る
べ
き
こ
と
が
ほ
と
ん
ど

な
け
れ
ば
、
何
も
し
な
い
か
、
あ
る
い
は
、
そ
の
わ
ず
か
な
こ
と
を
悪
く
や
っ
て
し
ま
う
も
の
だ
。
と
こ
ろ
が
ト
ゥ

ル
ー
プ
氏
は
、
彼
に
情
報
や
助
力
を
与
え
て
く
れ
る
あ
ら
ゆ
る
地
元
民
・
外
国
人
と
連
絡
を
取
り
、
極
め
て
詳
細
な

統
計
を
作
り
上
げ
た
。…

彼
が
貴
重
な
時
間
を
費
や
し
た
こ
の
成
果
に
対
し
て
、
心
か
ら
の
祝
福
を
贈
り
た
い
」
。 

 

 

第
二
章 

（
103
）
明
治
文
献
資
料
刊
行
会
編
〔
一
九
六
二
、
二
五
九
〕
に
は
、「
明
治
二
年
二
月
二
十
二
日
通
商
司
ヲ
各
開
港
場
ニ
置
、

以
テ
貿
易
事
務
ヲ
幹
理
セ
シ
メ
外
国
官
之
ヲ
統
管
ス
」
と
あ
る
。
ま
た
、
一
八
六
九
年
八
月
一
日
（
明
治
二
年
六
月

二
十
四
日
）
の
太
政
官
令
達
で
は
、
通
商
司
の
権
限
と
し
て
、
「
物
価
平
均
流
通
ヲ
計
ル
ノ
権
、
両
替
屋
ヲ
建
ツ
ル

ノ
権
、
金
銀
貨
幣
ノ
流
通
ヲ
計
リ
相
場
ヲ
制
ス
ル
ノ
権
、
開
港
地
貿
易
輸
出
入
ヲ
計
リ
流
通
ヲ
計
リ
諸
物
品
売
買
ヲ

指
揮
ス
ル
ノ
権
、
廻
漕
ヲ
司
ル
ノ
権
、
諸
商
職
株
ヲ
進
退
改
正
ス
ル
ノ
権
、
諸
商
社
ヲ
建
ル
ノ
権
、
商
税
ヲ
監
督
ス

ル
ノ
権
、
諸
請
負
ノ
法
ヲ
建
ル
ノ
権
」
と
列
記
さ
れ
て
い
る
（
日
本
銀
行
調
査
局
編
〔
一
九
五
五
、
二
六
〕
）
。 

（
104
）
外
交
史
料
館
「
新
潟
通
商
司
ノ
処
置
貿
易
ヲ
妨
害
ス
ル
旨
英
国
公
使
ヨ
リ
抗
議
一
件
」
。 

（
105
）
岩
崎
〔
一
九
七
二
〕
。 

（
106
）
間
宮
〔
一
九
六
八
〕
。 

（
107
）
崎
島
〔
二
〇
一
五
〕
。 

（
108
）
新
潟
県
編
〔
一
九
八
七
〕
及
び
新
潟
県
編
〔
一
九
八
〇
〕
。 

（
109
）
新
潟
市
史
編
さ
ん
近
代
史
部
会
編
〔
一
九
九
六
〕
及
び
新
潟
市
編
〔
一
九
六
九
〕
。 

（
110
）
例
え
ば
、
新
潟
県
編
〔
一
九
八
七
〕
に
お
い
て
は
、
後
述
す
る
「
書
面
へ
下
ヶ
札
」（
史
料
十
四
）
が
「
各
国
が
よ

せ
た
逐
条
反
論
」
の
文
書
で
あ
る
と
誤
認
さ
れ
、「
こ
の
よ
う
な
強
い
態
度
に
お
さ
れ
、
明
治
三
年
三
月
の
布
達
（
筆

者
注―

本
論
考
で
後
述
す
る
「
触
書
・
覚
」
、
史
料
五
）
も
取
消
さ
れ
、…

遅
れ
た
民
間
の
商
業
を
強
力
に
先
導
し

て
い
こ
う
と
し
た
政
府
の
通
商
政
策
は…

つ
い
え
去
っ
た
」
と
結
論
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
間
宮
〔
一
九
六
八
〕

http://www.nbz.or.jp/archiveDB/
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に
お
い
て
は
、
「
書
面
へ
下
ヶ
札
」
を
明
治
三
年
六
月
頃
（
一
八
七
〇
年
七
月
頃
）
に
新
潟
県
庁
に
宛
て
ら
れ
た
も

の
と
す
る
誤
認
が
あ
る
。
崎
島
〔
二
〇
一
五
〕
に
お
い
て
も
ま
た
、「
書
面
へ
下
ヶ
札
」
や
、
や
は
り
後
述
す
る
「
商

社
門
前
の
掲
札
」（
史
料
十
六
）
を
正
確
に
同
定
で
き
ず
、
そ
の
後
の
新
潟
で
の
展
開
が
把
握
不
能
と
な
っ
て
い
る
。 

（
111
）
新
潟
港
で
の
米
禁
輸
措
置
は
、
一
八
七
〇
年
二
月
二
十
四
日
、
越
後
内
で
の
米
の
不
足
が
懸
念
さ
れ
る
、
と
し
て

二
ヶ
月
後
の
実
施
が
予
告
さ
れ
、
七
〇
年
四
月
二
十
六
日
に
は
予
告
ど
お
り
禁
輸
が
実
行
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら

早
く
も
七
〇
年
五
月
十
八
日
、
そ
の
懸
念
が
解
消
さ
れ
た
、
と
の
理
由
で
禁
輸
の
解
除
が
予
告
さ
れ
、
同
月
二
十
五

日
を
も
っ
て
実
際
に
解
除
と
な
っ
た
（
新
潟
県
編
〔
一
九
八
七
〕
）
。
こ
う
し
た
朝
令
暮
改
的
な
い
き
さ
つ
に
つ
い
て
、

イ
ギ
リ
ス
領
事
ト
ゥ
ル
ー
プ
は
、
同
年
に
関
す
る
公
使
館
へ
の
年
次
商
業
報
告
の
な
か
で
、
「
今
秋
の
収
穫
期
ま
で

の
米
の
供
給
が
昨
年
の
収
穫
で
不
足
が
な
い
こ
と
は
、
十
分
に
推
測
で
き
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
最
初
か
ら

こ
の
理
由
付
け
は
疑
わ
し
い
も
の
で
あ
っ
た
」
と
し
、
実
際
の
禁
輸
及
び
禁
輸
解
除
の
理
由
は
、
そ
れ
ら
に
よ
っ
て

政
府
が
米
の
流
通
を
制
御
し
、
実
質
的
に
自
ら
の
独
占
状
態
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
、
と
分
析
し
て
い
る
。 

（
112
）
一
八
七
〇
年
初
め
の
時
点
で
、
越
後
北
部
（
岩
船
郡
、
蒲
原
郡
）
の
政
府
直
轄
地
は
水
原
県
を
成
し
て
お
り
、
新

潟
町
は
水
原
県
の
一
支
局
で
あ
る
新
潟
局
の
管
轄
で
あ
っ
た
。
同
年
四
月
七
日
（
明
治
三
年
三
月
七
日
）
に
は
水
原

県
が
廃
止
さ
れ
て
新
潟
県
が
成
立
し
、
県
庁
は
新
潟
町
に
移
っ
た
。
併
せ
て
、
県
知
事
（
知
県
事
）
三
条
西
公
允
及

び
大
参
事
本
野
盛
亨
は
水
原
町
か
ら
新
潟
町
に
移
っ
た
。 

（
113
）
新
潟
町
は
、
長
岡
藩
に
よ
る
支
配
及
び
幕
府
の
新
潟
奉
行
所
管
轄
の
時
期
を
通
じ
て
、
そ
れ
ら
の
監
督
の
も
と
町

役
人
が
実
際
の
町
政
を
運
営
し
て
お
り
、
検
断
は
そ
の
町
役
人
の
中
の
首
位
者
で
あ
っ
た
（
新
潟
市
史
編
さ
ん
近
世

史
部
会
編
〔
一
九
九
七
、
四
六‐

四
七
、
三
九
七
〕
）
。
こ
の
体
制
は
明
治
に
な
っ
て
も
引
き
継
が
れ
た
が
、
明
治
四

年
九
月
二
十
七
日
、
新
潟
町
会
所
の
組
織
改
編
に
伴
っ
て
検
断
職
が
廃
止
さ
れ
た
（
新
潟
市
史
編
さ
ん
近
代
史
部
会

編
〔
一
九
九
六
、
一
〇
三
〕
）
。 

（
114
）
「
触
書
・
覚
」
は
地
方
行
政
庁
で
あ
る
新
潟
局
か
ら
発
出
さ
れ
て
い
る
が
、
「
日
本
側
通
商
司
史
料
」
に
よ
れ
ば
、

も
と
も
と
は
、
新
潟
通
商
司
が
新
潟
局
に
発
出
を
要
請
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
本
章
第
二
節
を
参
照
。 

（
115
）
正
徳
三
（
一
七
一
三
）
年
以
来
、
新
潟
港
で
は
他
の
多
く
の
港
に
も
あ
っ
た
船
荷
へ
の
課
税
が
行
わ
れ
て
お
り
、

こ
れ
を
仲
（
す
あ
い
）
と
呼
ん
だ
。
仲
の
対
象
品
目
や
免
除
規
定
は
時
期
に
よ
り
変
遷
を
重
ね
る
が
、
移
出
入
さ
れ

る
取
引
額
の
概
ね
一
％
が
徴
収
さ
れ
て
い
た
（
新
潟
市
史
編
さ
ん
近
世
史
部
会
編
〔
一
九
九
六
、
二
三‐

三
五
〕
）
。

商
人
相
互
で
の
口
銭
（
手
数
料
）
の
や
り
取
り
も
様
々
な
取
引
で
行
わ
れ
て
い
た
（
新
潟
市
史
編
さ
ん
近
世
史
部
会

編
〔
一
九
九
七
、
八
五
、
一
五
一
、
一
六
六
〕
）
。 

（
116
）
大
川
前
通
下
一
之
町
か
ら
横
町
（
現
在
の
上
大
川
前
通
四
番
町
か
ら
十
二
番
町
）
は
、
当
時
の
新
潟
の
町
並
み
の

も
っ
と
も
信
濃
川
近
く
に
長
く
連
な
る
一
帯
で
あ
り
、
他
門
店
（
た
も
ん
だ
な
）
と
も
呼
ば
れ
た
（
新
潟
市
〔
二
〇

〇
四
、
三
二
〕
）
。
大
川
前
通
三
ノ
町
か
ら
四
ノ
町
に
か
け
て
は
大
問
屋
が
軒
を
連
ね
て
い
た
（
新
潟
市
〔
二
〇
〇
一
、

九
九
〕
）
。 

（
117
）
「
英
国
側
通
商
司
史
料
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
、
新
潟
商
社
か
ら
一
万
両
の
寄
附
申
し
出
に
関
し
て
は
、
「
日
本
側

通
商
司
史
料
」
に
は
何
ら
の
示
唆
も
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
山
城
国
京
都
平
松
家
文
書
」
の
な
か
の
「
平
松
時

厚
行
政
日
記
」
に
は
、
明
治
四
年
一
月
十
一
日
（
一
八
七
一
年
三
月
一
日
）
の
出
来
事
の
記
述
と
し
て
、
「
新
潟
通

商
会
社
ヨ
リ
年
々
一
万
金
献
上
ノ
儀
願
書
、
願
下
ケ
聞
届
候
事
」
と
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
日
本
側
の
史
料
か
ら
も
、

新
潟
商
社
か
ら
寄
附
申
し
出
が
あ
っ
た
、
だ
が
、
後
段
で
触
れ
る
新
潟
通
商
司
の
撤
退
及
び
新
潟
商
社
の
業
務
縮
小

と
い
う
事
態
を
受
け
て
、
こ
の
申
し
出
が
反
故
に
さ
れ
た
、
と
い
う
こ
と
を
史
料
上
裏
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
118
）
現
在
、
新
潟
市
の
中
心
を
成
す
信
濃
川
河
口
附
近
に
は
、
従
来
、
川
を
挟
ん
で
新
潟
と
沼
垂
と
い
う
二
つ
の
港
町

が
あ
っ
た
。
江
戸
時
代
初
期
以
来
長
岡
藩
の
支
配
下
に
あ
り
一
八
四
三
（
天
保
十
四
）
年
に
幕
府
に
よ
っ
て
上
知
さ

れ
た
新
潟
は
、
幕
末
に
至
っ
て
開
港
と
定
め
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
商
業
港
と
し
て
発
展
し
た
そ
の
新
潟
を
見
捨

て
る
か
の
よ
う
に
、
商
用
船
（
廻
船
）
が
新
発
田
藩
領
の
米
の
積
出
港
で
あ
る
沼
垂
へ
こ
ぞ
っ
て
向
か
っ
た
、
と
い

う
こ
と
は
、
新
潟
の
商
人
に
と
っ
て
極
め
て
大
き
な
打
撃
を
意
味
す
る
出
来
事
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

（
119
）
こ
こ
で
は
、
ト
ゥ
ル
ー
プ
か
ら
の
一
回
目
の
抗
議
書
翰
に
対
す
る
回
答
（
史
料
十
）
が
三
条
西
・
本
野
の
連
名
で

あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
こ
の
二
回
目
の
抗
議
書
翰
へ
の
回
答
（
史
料
十
一
）
が
三
条
西
だ
け
か
ら
の
発
出
と
な
っ
て

い
る
こ
と
に
注
意
を
要
す
る
。
す
な
わ
ち
、
後
述
す
る
が
、
本
野
は
こ
の
七
〇
年
五
月
二
十
八
日
の
時
点
で
東
京
へ

の
出
府
途
上
に
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。 

（
120
）「
日
本
側
通
商
司
史
料
」
に
よ
れ
ば
、
新
潟
県
庁
は
七
〇
年
五
月
五
日
（
明
治
三
年
四
月
五
日
）
付
で
外
務
省
に
宛

て
て
、
通
商
司
・
商
社
が
新
潟
で
活
動
し
て
以
来
の
「
掟
」「
願
」「
触
書
・
覚
」
ほ
か
多
数
の
布
告
文
書
類
を
送
付

し
て
い
た
。
本
章
第
二
節
を
参
照
。 

（
121
）「
日
本
側
通
商
司
史
料
」
に
よ
れ
ば
、
前
掲
注
（
120
）
の
と
お
り
、
中
央
政
府
は
新
潟
県
庁
か
ら
の
関
連
文
書
類
送

付
に
よ
り
状
況
を
把
握
し
、
こ
れ
を
受
け
て
民
部
大
蔵
省
が
通
商
司
本
司
官
員
で
あ
る
原
口
千
健
少
佑
を
新
潟
に
派

遣
し
た
。
ま
た
、
「
英
国
側
通
商
司
史
料
」
に
よ
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
側
に
と
っ
て
は
七
〇
年
七
月
上
旬
に
判
明
す
る

こ
と
で
あ
る
が
、
原
口
は
、
大
隈
・
伊
藤
の
連
名
で
新
潟
県
の
名
和
大
参
事
・
本
野
大
参
事
に
宛
て
た
七
〇
年
五
月

十
四
日
付
の
委
任
状
（
史
料
二
十
一
）
を
携
え
て
東
京
を
発
ち
、
同
月
二
十
日
に
新
潟
に
到
着
し
た
。
以
上
は
本
章
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第
二
節
を
参
照
。
な
お
原
口
の
官
職
は
、
「
英
国
側
通
商
司
史
料
」
の
原
文
で
は
「S

h
o
jo

」
（
少
掾
）
と
繰
り
返
し

記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
本
論
考
で
は
、「
英
国
側
通
商
司
史
料
」
の
脈
絡
で
は
「
少
掾
」
と
訳
し
た
。
た
だ
し
、「
少

掾
」
は
本
省
に
お
け
る
官
位
名
で
あ
り
、
官
員
録
に
よ
れ
ば
、
通
商
司
と
し
て
は
「
少
掾
」
は
「
少
佑
」
に
あ
た
る
。 

（
122
）
外
交
史
料
館
「
新
潟
港
米
穀
津
留
一
件
」
に
は
「
日
本
側
通
商
司
史
料
」
（
「
新
潟
通
商
司
ノ
処
置
貿
易
ヲ
妨
害
ス

ル
旨
英
国
公
使
ヨ
リ
抗
議
一
件
」
）
と
同
じ
く
「
掟
」
「
願
」
「
触
書
・
覚
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
最
初
の

頁
の
欄
外
に
「
午
四
月
十
八
日
（
筆
者
注‐

一
八
七
〇
年
五
月
十
八
日
） 

シ
ー
ボ
ル
ト
よ
り
差
出
」
と
の
添
書
き

が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
シ
ー
ボ
ル
ト
は
七
〇
年
五
月
十
八
日
に
こ
れ
ら
文
書
類
を
日
本
外
務
省
に
渡
し
、
外
務
省
は

文
書
類
を
民
部
大
蔵
省
に
回
付
し
た
。
文
書
回
付
を
受
け
た
民
部
大
蔵
省
は
、
同
二
十
二
日
の
両
国
談
判
に
先
立
っ

て
、
そ
の
内
容
に
つ
き
協
議
を
行
っ
て
い
た
。 

（
123
）
民
部
省
か
ら
派
遣
さ
れ
た
こ
の
官
員
は
原
口
千
健
で
あ
る
。
本
文
の
こ
の
後
段
に
掲
げ
る
七
〇
年
六
月
二
日
付
パ

ー
ク
ス
か
ら
本
省
へ
の
書
翰
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
本
章
第
二
節
で
も
改
め
て
触
れ
る
。 

（
124
）
新
潟
か
ら
出
府
し
て
き
た
こ
の
官
員
は
古
谷
節
敏
と
考
え
ら
れ
る
。「
日
本
側
通
商
司
史
料
」
に
よ
れ
ば
、
新
潟
県

庁
は
七
〇
年
五
月
五
日
（
明
治
三
年
四
月
五
日
）
付
の
外
務
省
へ
の
書
翰
の
中
で
、
新
潟
通
商
司
支
署
の
古
谷
権
大

佑
は
、
新
潟
で
の
事
情
を
説
明
す
る
た
め
に
明
日
（
す
な
わ
ち
七
〇
年
五
月
六
日
）
出
府
す
る
、
と
伝
え
て
い
た
。

本
章
第
二
節
で
も
触
れ
る
。
な
お
、
そ
の
後
七
〇
年
七
月
の
ア
ダ
ム
ス
に
よ
る
新
潟
訪
問
の
後
、
ト
ゥ
ル
ー
プ
が
県

庁
及
び
通
商
司
支
署
の
官
員
と
会
談
し
た
際
（
七
〇
年
七
月
五
日
）
に
は
、
古
谷
に
次
ぐ
次
席
の
関
戸
少
佑
が
通
商

司
支
署
を
代
表
し
て
参
会
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
古
谷
は
七
〇
年
五
月
の
上
京
の
後
、
任
地
新
潟
に
戻
る
こ
と
は
な

か
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。 

（
125
）「
書
面
へ
下
ヶ
札
」
は
、
原
史
料
「
日
本
側
通
商
司
史
料
」
で
は
付
箋
な
い
し
下
げ
札
の
体
裁
で
は
な
く
、
布
告
文

書
類
の
各
々
文
面
の
あ
い
だ
に
、
朱
筆
で
文
言
を
添
え
る
形
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
「
英
国
側
通
商
司
史
料
」
で

は
、
「
掟
」
「
願
」
「
触
書
・
覚
」
及
び
こ
れ
ら
へ
の
「
書
面
へ
下
ヶ
札
」
の
全
文
が
シ
ー
ボ
ル
ト
に
よ
っ
て
英
語
に

訳
出
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
全
体
の
表
題
が
「T

re
a

s
u

ry
 M

in
u

te
 o

n
 th

e
 N

iig
a

ta
 P

a
p

e
rs

」
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、
「
英
国
側
通
商
司
史
料
」
の
文
脈
で
こ
れ
ら
を
指
す
際
に
、
こ
の
英
語
訳
に
沿
っ
て
「
大
蔵
省
の
注
釈

書
き
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
た
。
す
な
わ
ち
、「
書
面
へ
下
ヶ
札
」
と
「
大
蔵
省
の
注
釈
書
き
」
と
は
同
一
で
あ
る
。 

（
126
）
こ
の
時
期
、
日
本
産
輸
出
蚕
糸
の
品
質
低
下
が
諸
外
国
の
懸
念
材
料
と
な
っ
て
お
り
、
ア
ダ
ム
ス
は
こ
の
問
題
へ

の
対
処
の
た
め
に
、
前
年
に
続
き
東
日
本
の
主
要
養
蚕
地
（
武
蔵
・
上
野
・
信
濃
）
へ
の
調
査
に
赴
い
て
い
た
。
そ

の
調
査
報
告
書
（F

.O
.4

6
/1

2
7

. N
o
. 1

3
6

, P
a

rk
e
s
 to

 G
ra

n
v
ille

, S
e
p

. 2
2

, 1
8

7
0

）
に
お
い
て
も
、
本
論
考
で

記
し
た
日
程
が
確
認
で
き
る
。 

（
127
）
正
確
に
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
と
ラ
イ
ス
ナ
ー
は
商
売
上
の
パ
ー
ト
ナ
ー
で
あ
り
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
・
ラ
イ
ス
ナ
ー
商
会

を
結
成
し
て
い
た
。
第
四
章
第
一
節
を
参
照
。 

（
128
）
原
口
が
明
治
三
年
四
月
十
三
日
（
一
八
七
〇
年
五
月
十
三
日
）
に
東
京
を
出
立
し
た
、
と
い
う
パ
ー
ク
ス
の
記
述

と
、
そ
の
原
口
が
史
料
二
十
三
に
あ
る
よ
う
に
、
大
隈
・
伊
藤
か
ら
新
潟
県
大
参
事
宛
て
の
明
治
三
年
四
月
十
四
日

付
の
メ
モ
を
持
参
し
た
、
と
い
う
こ
と
に
は
齟
齬
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
前
者
を
優
先
さ
せ
て
記
述
を
進
め
る
。 

 
 

（
129
）
ト
ゥ
ル
ー
プ
か
ら
の
二
度
目
の
抗
議
に
対
す
る
県
庁
か
ら
の
回
答
書
翰
（
明
治
三
年
四
月
二
十
八
日
付
、
史
料
十

一
）
で
は
、
他
の
書
翰
と
は
違
い
本
野
の
名
が
な
く
、
三
条
西
が
単
独
で
発
信
者
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
「
英
国

側
通
商
司
史
料
」
に
あ
る
七
〇
年
七
月
五
日
（
明
治
三
年
六
月
七
日
）
付
の
ト
ゥ
ル
ー
プ
か
ら
パ
ー
ク
ス
宛
て
書
翰

で
は
、
「
本
野
は
新
潟
商
社
門
前
に
告
知
文
が
掲
げ
ら
れ
る
少
し
前
に
新
潟
を
発
っ
た
」
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
更

に
は
、
「
日
本
側
通
商
司
史
料
」
の
な
か
に
あ
る
明
治
三
年
五
月
三
日
（
七
〇
年
六
月
一
日
）
頂
上
談
判
の
応
接
記

（
史
料
十
五
）
に
は
、
「
過
日
新
潟
よ
り
役
人
出
府
候
様
承
知
い
た
し
候
」
の
箇
所
に
異
筆
で
「
是
ハ
本
野
大
参
事

出
府
之
事
也
」
と
添
え
書
き
さ
れ
て
お
り
、
本
野
は
こ
の
頂
上
談
判
よ
り
数
日
前
に
東
京
に
着
い
た
こ
と
も
確
認
で

き
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
本
野
の
新
潟
出
立
は
、
ま
さ
に
明
治
三
年
四
月
二
十
六
日
前
後
と
推
定
さ
れ
る
。 

 

第
Ⅱ
部 

第
三
章 

（
130
）
外
務
省
調
査
部
編
〔
一
九
四
八
（
二
）
、
七
〇
八‐

七
一
〇
〕
。
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ラ
ン
ス
・
ア
メ
リ
カ
・
オ
ラ
ン
ダ
・

プ
ロ
イ
セ
ン
・
イ
タ
リ
ア
に
対
し
て
は
東
久
世
か
ら
通
知
し
、
ベ
ル
ギ
ー
・
ス
イ
ス
・
ポ
ル
ト
ガ
ル
・
デ
ン
マ
ー
ク

に
対
し
て
は
、
同
日
、
外
国
官
判
事
の
町
田
久
成
か
ら
通
知
。
各
国
か
ら
の
回
答
は
外
交
史
料
館
「
新
潟
開
港
一
件

并
附
属
書
類
」
。 

（
131
）
新
潟
に
お
け
る
各
国
領
事
の
任
命
な
い
し
各
国
領
事
館
の
開
設
・
閉
鎖
の
網
羅
的
な
記
録
は
、
他
の
開
港
・
開
市

の
状
況
と
と
も
に
川
崎
〔
一
九
八
八
〕
に
お
い
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
新
潟
県
庁
と
領
事
ら
に
よ
る
直
接

的
な
書
翰
の
往
来
の
形
で
新
潟
県
編
〔
一
九
九
二
〕
に
基
本
的
な
記
録
が
残
っ
て
い
る
。 

（
132
）
外
務
省
調
査
部
編
〔
一
九
四
八
（
二
）
、
七
五
八‐

七
六
〇
〕
、
新
潟
県
編
〔
一
九
九
二
、
三
九
八‐

三
九
九
〕
。 

（
133
）
新
潟
県
編
〔
一
九
九
二
、
四
〇
〇
〕
。 
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（
134
）
新
潟
県
編
〔
一
九
九
二
、
四
一
一
〕
。 

（
135
）
新
潟
県
編
〔
一
九
九
二
、
四
〇
八
〕
。 

（
136
）
領
事
の
選
任
方
法
に
関
し
て
は
、
時
代
を
遡
及
す
れ
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
に
お
い
て
、
本
国
の
都
市
（
領
域
国

家
の
観
念
が
根
ざ
す
以
前
の
都
市
）
が
派
遣
し
た
「
派
遣
領
事
」
と
、
植
民
地
の
商
人
が
彼
ら
の
あ
い
だ
で
自
主
的

に
選
挙
し
た
「
被
選
挙
領
事
」
が
あ
っ
た
、
と
さ
れ
る
（
伊
藤
〔
一
九
五
四
〕
）
。
本
務
領
事
と
名
誉
領
事
の
区
分
は
、

そ
う
し
た
起
源
を
反
映
す
る
も
の
と
言
え
る
。
我
が
国
に
お
け
る
幕
末
・
維
新
期
の
名
誉
領
事
（
商
人
領
事
）
に
関

し
て
は
、
さ
し
あ
た
り
鈴
木
〔
二
〇
一
八
〕
を
参
照
。 

（
137
）F

.O
. 4

6
/1

1
8

. D
ra

ft, J
u

ly
 6

, 1
8

6
9

. 

（
138
）F

.O
. 2

6
2

/3
1

2
. T

ro
u

p
 to

 P
a

rk
e
s
, F

e
b

. 2
5

, 1
8

7
7

. 

（
139
）
エ
ン
ス
リ
ー
に
よ
る
一
八
七
二
年
報
告
（
本
章
第
二
節
第
三
項
で
抄
出
）
に
は
、
越
後
の
ほ
か
佐
渡
、・
能
登
・
越

中
・
加
賀
・
岩
代
・
羽
前
に
関
す
る
詳
細
な
産
物
リ
ス
ト
が
掲
げ
ら
れ
、
ま
た
こ
れ
ら
の
地
域
の
地
形
図
も
付
さ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
地
域
が
新
潟
領
事
館
の
管
轄
区
域
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。 

（
140
）
例
え
ば
、
一
八
六
九
年
の
新
潟
に
関
す
る
商
業
報
告
は
、T

h
e
 J

a
p

a
n

 W
e
e
k

ly
 M

a
il

の
一
八
七
〇
年
六
月
四
日

号
に
全
文
が
掲
載
さ
れ
た
。
ま
た
、
新
潟
を
含
む
す
べ
て
の
開
港
か
ら
の
商
業
報
告
等
は
、
一
括
さ
れ
て
、
別
途
、

一
八
七
〇
年
七
月
九
日
に
販
売
さ
れ
た
。 

（
141
）
イ
ギ
リ
ス
外
交
文
書
の
刊
行
本
と
し
て
は
、
例
え
ば
「B

ritish
 D

o
cu

m
e
n

ts o
n

 F
o
re

ig
n

 A
ffa

irs

」（U
n

iv
e
rsity

 

P
u

b
lica

tio
n

s
 o

f A
m

e
rica

）
が
一
九
八
〇
年
代
よ
り
各
年
代
・
各
地
域
に
関
し
て
広
範
な
刊
行
を
行
っ
て
い
る
。

本
論
考
当
該
時
期
の
日
本
に
関
し
て
は
、
そ
の
中
の
「E

a
s
t A

sia
, V

o
l. 1

, J
a

p
a

n
 a

n
d

 N
o
rth

 E
a

s
t A

sia
 

1
8

6
0

-1
8

7
8

」
が
参
考
と
な
る
。 

（
142
）F

.O
. 2

6
2

/1
7

6
. L

o
w

d
e
r to

 P
a

rk
e
s, N

o
. 1

, F
e
b

. 1
1

, 1
8

6
9

. 

（
143
）F

.O
. 2

6
2

/1
7

6
. L

o
w

d
e
r to

 P
a

rk
e
s
, N

o
. 4

, F
e
b

. 1
3

, 1
8

6
9

. 

（
144
）
以
下
、
領
事
館
の
立
ち
上
げ
に
か
か
る
ス
タ
ッ
フ
配
置
及
び
宿
舎
確
保
等
、
諸
手
続
き
に
関
し
て
は
、F.O

. 2
6

2
/1

7
6

. 

L
o
w

d
e
r to

 P
a

rk
e
s, N

o
. 2

, F
e
b

. 1
3

, 1
8

6
9

. 

な
ど
。 

（
145
）
一
八
六
九
年
二
月
十
一
日
付
で
、
ラ
ウ
ダ
ー
は
新
潟
府
知
事
へ
の
書
翰
で
、
前
日
に
新
潟
に
着
き
、「
正
楽
寺
ヲ
当

今
旅
亭
ト
シ
、
然
シ
テ
同
寺
ヲ
岡
士
館
ト
定
メ
タ
リ
」
と
伝
え
た
（
新
潟
県
編
〔
一
九
九
二
、
三
九
八
〕
）
。 

（
146
）
前
掲
注
（
144
）
と
同
じ
。 

（
147
）F

.O
. 2

6
2

/1
7

6
. L

o
w

d
e
r to

 P
a

rk
e
s, M

a
rch

. 1
, 1

8
6

9
. 

ラ
ウ
ダ
ー
は
パ
ー
ク
ス
へ
、
「
こ
の
た
び
、
日
本
政
府

の
ク
ー
リ
エ
が
、
当
地
か
ら
江
戸
へ
毎
月
五
、
十
五
、
二
十
五
の
日
に
差
し
立
て
ら
れ
る
よ
う
整
え
ら
れ
、
必
要
が

あ
れ
ば
こ
れ
を
無
料
で
利
用
で
き
る
よ
う
計
ら
っ
て
も
ら
え
た
」
と
伝
え
た
。
な
お
、
明
治
新
政
府
に
よ
る
新
潟
・

東
京
間
の
文
書
往
復
に
関
し
て
は
、
一
八
六
九
年
二
月
二
十
日
（
明
治
二
年
一
月
十
日
）
の
段
階
で
は
、
こ
の
日
付

の
パ
ー
ク
ス
か
ら
の
照
会
に
対
し
て
、
外
国
官
准
知
事
の
東
久
世
が
、
差
立
て
の
日
は
定
め
て
お
ら
ず
、
臨
機
に
よ

り
差
し
立
て
る
、
行
程
は
凡
そ
九
日
で
あ
る
。
と
回
答
し
て
い
る
（
神
奈
川
県
編
〔
一
九
七
〇
、
一
一
九
〕
）
。
開
港

後
徐
々
に
郵
便
事
情
が
整
え
ら
れ
て
い
っ
た
事
情
が
窺
え
る
。 

（
148
）F

.O
. 2

6
2

/1
7

6
. L

o
w

d
e
r to

 P
a

rk
e
s, N

o
. 1

4
, A

p
ril 1

5
, 1

8
6

9
. 

（
149
）F

.O
. 2

6
2

/1
7

6
. L

o
w

d
e
r to

 P
a

rk
e
s, N

o
. 1

6
, M

a
y
 5

, 1
8

6
9

. 

（
150
）F

.O
. 2

6
2

/1
7

6
. L

o
w

d
e
r to

 P
a

rk
e
s, N

o
. 1

8
, J

u
n

e
 2

2
, 1

8
6

9
. 

（
151
）F

.O
. 4

6
/1

1
5

. D
ra

ft, F
e
b

. 2
6

, 1
8

6
9

. 

（
152
）F

.O
. 4

6
/1

0
8

. P
a

rk
e
s to

 C
la

re
n

d
o
n

, N
o
. 1

7
, A

p
ril 2

9
, 1

8
6

9
. 

（
153
）
六
九
年
八
月
四
日
、
ラ
ウ
ダ
ー
は
楠
田
十
右
衛
門
及
び
水
野
千
波
に
対
し
て
、
翌
日
新
潟
を
出
立
す
る
こ
と
を
告

げ
た
（
新
潟
県
編
〔
一
九
九
二
、
三
九
九
〕
）
。 

（
154
）F

.O
. 2

6
2

/1
1

6
. L

o
w

d
e
r to

 P
a

rk
e
s, N

o
.2

1
, J

u
ly

 3
1

, 1
8

6
9

. 

（
155
）
ト
ゥ
ル
ー
プ
の
新
潟
着
任
に
関
し
て
はF

.O
. 4

6
/1

1
7

. T
ro

u
p

 to
 P

a
rk

e
s
, A

cco
u

n
ts

 N
o
. 2

, A
u

g
. 2

1
, 1

8
6

9
. 

新
潟
到
着
に
関
し
て
は
新
潟
県
編
〔
一
九
九
二
、
四
〇
〇
〕
に
も
記
録
が
あ
る
。 

（
156
）F

.O
. 4

6
/1

1
4

. T
ro

u
p

 to
 P

a
rk

e
s
, C

o
p

y
 N

o
. 3

, S
e
p

. 2
2

, 1
8

6
9

. 

（
157
）F

.O
. 4

6
/1

1
4

. T
ro

u
p

 to
 P

a
rk

e
s
, C

o
p

y
 N

o
. 2

, S
e
p

. 2
2

, 1
8

6
9

. 

（
158
）
一
八
六
九
年
か
ら
七
〇
年
に
か
け
て
の
二
度
の
米
穀
津
留
に
関
し
て
は
、
外
交
史
料
館
「
新
潟
港
米
穀
津
留
一
件
」

及
び
新
潟
県
編
〔
一
九
九
二
〕
に
基
づ
い
て
新
潟
県
史
、
新
潟
市
史
で
叙
述
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
成
り
ゆ
き
は
近

藤
〔
二
〇
一
九
〕
が
詳
し
い
。 

（
159
）F.O
.4

6
/1

2
6

. T
ro

u
p

 to
 P

a
rk

e
s
, M

a
rch

 1
0

, 1
8

7
0

. 

及
びF

.O
.4

6
/1

2
6

. T
ro

u
p

 to
 P

a
rk

e
s, J

u
n

e
 1

1
, 1

8
7

0
. 

（
160
）
ブ
ラ
ン
ト
ン
〔
一
九
八
六
、
八
八‐

九
八
〕
を
参
照
。
ブ
ラ
ン
ト
ン
は
、
一
八
六
八
年
八
月
に
来
日
し
、
日
本
各

地
の
灯
台
建
設
に
携
わ
っ
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
建
築
工
学
の
専
門
家
で
あ
る
。
彼
の
新
潟
港
調
査
と
そ
の
後
の
成
り

ゆ
き
に
つ
い
て
、
ブ
ラ
ン
ト
ン
は
右
の
著
書
の
中
で
、
「
私
が
提
案
し
た
計
画
は
、
す
で
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
い
く
つ
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か
の
川
で
も
採
用
さ
れ
て
お
り
、
効
果
を
上
げ
て
い
る
。
分
水
路
の
計
画
は
知
的
な
考
察
か
ら
全
く
逸
脱
し
た
も
の

で
あ
り
、
こ
の
計
画
に
固
執
し
た
こ
と
は
、
日
本
政
府
の
奇
怪
な
対
応
」
と
い
う
趣
旨
を
記
し
て
い
る
。 

（
161
）F

.O
. 2

6
2

/ 1
7

6
. T

ro
u

p
 to

 P
a

rk
e
s, N

o
. 6

, N
o
v. 8

, 1
8

6
9

. 

（
162
）
新
潟
県
編
〔
一
九
九
二
、
一
四‐

一
六
〕
。 

（
163
）F

.O
. 4

6
/1

3
0

. P
a

rk
e
s
 to

 G
ra

n
v
ille

, N
o
. 7

5
, D

e
c. 3

0
, 1

8
7

0
. 

（
164
）F

.O
. 4

6
/1

5
8

. A
d

a
m

s to
 G

ra
n

v
ille

, M
a

y
 1

4
, 1

8
7

2
. 

（
165
）F

.O
. 4

6
/1

3
1

. T
ro

u
p

 to
 G

ra
n

v
ille

, O
ct. 1

, 1
8

7
0

. 

（
166
）
前
掲
注
（
162
）
と
同
じ
。 

（
167
）
本
論
筆
者
が
味
方
尚
作
の
後
裔
で
あ
る
方
か
ら
二
〇
一
二
年
に
拝
見
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
文
献
で
あ
る
。
同
家
に

は
、
こ
の
味
方
尚
作
が
整
理
し
た
文
書
類
が
残
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
、
①
尚
作
自
身
が
町
会
所
、
新
潟
県
庁
、

郡
役
場
な
ど
か
ら
受
け
取
っ
た
辞
令
書
及
び
目
録
、
②
領
事
館
が
収
受
し
た
往
復
文
書
二
十
二
通
（
内
訳
は
平
松
新

潟
県
令
か
ら
ト
ゥ
ル
ー
プ
宛
て
四
通
、
公
使
館
等
か
ら
尚
作
個
人
宛
等
十
一
通
（
そ
の
差
出
人
は
サ
ト
ウ
六
通
、
ア

ス
ト
ン
三
通
、
エ
ン
ス
リ
ー
一
通
、
ト
ゥ
ル
ー
プ
一
通
）
、
③
そ
の
他
の
公
的
文
書
等
（
県
庁
、
税
関
等
か
ら
）
七

通
、
④
尚
作
本
人
が
執
筆
し
た
家
系
本
録
写
、
辞
令
目
録
一
覧
、
等
で
あ
る
。 

（
168
）
以
下
の
味
方
尚
作
に
関
す
る
事
績
は
、
新
潟
県
教
育
庁
編
〔
一
九
七
〇
〕
、
新
潟
市
教
育
委
員
会
編
〔
一
九
七
三
〕

に
よ
る
。 

（
169
）
奈
良
本
〔
一
九
七
三
、
二
一
四
〕
。 

（
170
）
観
光
館
に
関
し
て
は
、
新
潟
県
教
育
庁
編
〔
一
九
七
〇
、
六‐

七
〕
及
び
新
潟
市
教
育
委
員
会
編
〔
一
九
七
三
、

三
一‐

三
四
〕
。 

（
171
）
ト
ゥ
ル
ー
プ
の
富
山
藩
・
大
聖
寺
藩
出
張
に
関
し
て
は
、F

.O
. 4

6
/1

4
0

. A
d

a
m

s
 to

 G
ra

n
v
ille

, A
u

g
. 2

1
, 1

8
7

1
. 

（
172
）「
太
政
類
典
」
第
五
十
九
巻
、
明
治
四
年
四
月
の
柏
崎
県
か
ら
民
部
省
上
申
（
弁
官
宛
）
に
よ
れ
ば
、
ト
ゥ
ル
ー
プ

は
金
沢
藩
へ
の
公
用
か
ら
の
帰
路
、
同
三
月
五
日
（
七
〇
年
四
月
二
十
三
日
）
、
柿
崎
に
お
い
て
罹
患
し
た
。
そ
し

て
、
医
師
の
介
抱
な
ど
に
よ
り
や
が
て
快
方
に
向
か
い
、
同
月
十
二
日
（
七
〇
年
五
月
一
日
）
に
同
地
を
発
っ
て
新

潟
に
向
か
っ
た
。
ま
た
、「
平
松
時
厚
行
政
日
記
」
明
治
三
年
三
月
八
日
条
に
は
、「
英
国
岡
士
ツ
ル
ー
プ
、
柿
崎
ニ

テ
重
病
ノ
趣
申
来
候
間
、
富
島
秋
田
出
張
候
事
」
と
あ
る
。 

（
173
）「
平
松
時
厚
行
政
日
記
」
明
治
三
年
三
月
二
十
一
日
〔
筆
者
注‐

一
八
七
〇
年
五
月
十
日
〕
条
「
ツ
ル
ー
プ
、
明
日

出
立
ニ
付
、
暇
乞
ト
シ
テ
出
庁
候
事
」
。 

（
174
）F

.O
. 4

6
/1

5
8

. M
e
m

o
ra

n
d

u
m

 b
y
 P

a
rk

e
s, J

u
n

e
 3

, 1
8

7
2

. 

（
175
）
キ
ン
グ
事
件
に
関
し
て
は
、
新
潟
市
編
〔
一
九
三
四
〕
を
は
じ
め
、
新
潟
の
自
治
体
史
及
び
教
育
史
で
様
々
に
取

り
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
イ
ギ
リ
ス
外
務
省
文
書
に
も
関
連
の
記
録
が
あ
る
（F

.O
. 4

6
/1

3
9

, 1
4

0
, 1

5
2

）
。 

（
176
）
新
潟
県
編
〔
一
九
九
二
、
四
〇
一
〕
。 

（
177
）F

.O
. 4

6
/1

4
5

. A
d

a
m

s
 to

 G
ra

n
v
ille

, N
o
. 3

3
, O

ct. 7
, 1

8
7

1
. 

（
178
）F

.O
. 4

6
/2

5
4

. B
ritish

 su
b

je
cts in

 H
y
o
g
o
 a

n
d

 O
sa

k
a

 to
 A

d
a

m
s, S

e
p

. 2
0

, 1
8

7
1

. 

（
179
）F

.O
. 4

6
/1

4
5

. A
d

a
m

s
 to

 G
ra

n
v
ille

, N
o
. 3

4
, O

ct. 2
1

, 1
8

7
1

. 

（
180
）
「
味
方
家
家
系
本
録
写
」
に
「
（
ト
ゥ
ル
ー
プ
は
、
明
治
四
年
）
八
月
渡
嶋
国
箱
館
湊
領
事
ニ
転
任
ニ
相
成
リ…

当

湊
ヲ
辞
シ…

任
地
ニ
赴
カ
ル…

留
守
仮
館
ハ
、
則
チ
予
並
ニ
下
役
真
田
繁
太
郎
ト
倶
ニ
守
衛
ス
」
と
あ
る
。 

（
181
）F

.O
. 2

6
2

/2
3

4
. E

n
slie

 to
 A

d
a

m
s
, M

a
y
 2

8
, 1

8
7

2
. 

（
182
）
居
留
取
極
第
三
条
に
基
づ
く
運
送
船
の
配
備
に
関
し
て
は
、
適
当
な
船
を
種
々
物
色
し
た
結
果
、
神
奈
川
に
あ
っ

た
建
造
中
の
新
船
を
夷
港
ま
で
運
び
、
組
立
・
修
理
の
後
、
明
治
四
年
七
月
に
新
潟
へ
回
航
し
た
。
そ
の
後
、
乗
組

員
を
確
保
し
、
明
治
五
年
五
月
に
運
用
開
始
さ
れ
た
（
伊
東
〔
二
〇
一
八
〕
） 

（
183
）
新
潟
県
編
〔
一
九
九
二
、
三
一
六‐

三
二
六
〕
。 

（
184
）F

.O
. 4

6
/1

5
5

. E
n

slie
 to

 W
a

tso
n

, A
u

g
. 1

, 1
8

7
2

. 

エ
ン
ス
リ
ー
は
、
こ
の
報
告
の
冒
頭
で
、
報
告
は
、
昨
年
、

来
た
る
条
約
改
正
に
向
け
て
の
状
況
を
報
告
す
る
よ
う
、
公
使
か
ら
各
領
事
へ
同
文
公
信
に
よ
る
指
示
が
あ
っ
た
も

の
に
対
す
る
回
答
で
あ
る
、
と
記
し
て
い
る
。 

（
185
）F

.O
. 4

6
/1

5
8

. W
a

tso
n

 to
 G

ra
n

v
ille

, S
e
p

. 3
, 1

8
7

2
. 

（
186
）
ラ
ウ
ダ
ー
の
離
職
に
関
し
て
はF

.O
. 4

6
/1

5
8

 

に
一
連
の
経
緯
が
あ
る
。 

（
187
）F

.O
. 4

6
/1

5
8

. L
o
w

d
e
r to

 W
a

tso
n

, S
e
p

. 5
, 1

8
7

2
. 

（
188
）F

.O
. 4

6
/1

5
8

. W
a

tso
n

 to
 G

ra
n

v
ille

, S
e
p

. 1
2

, 1
8

7
2

. 

（
189
）F
.O

. 4
6

/1
5

8
. W

a
tso

n
 to

 E
n

s
lie

, S
e
p

. 6
, 1

8
7

2
. 

（
190
）
新
潟
県
編
〔
一
九
九
二
、
四
〇
二
〕
。 

（
191
）F

.O
. 2

6
2

/2
9

5
. N

o
. 8

, E
n

cl. 3
, E

n
slie

 to
 L

e
y
sn

e
r, S

e
p

. 3
0

, 1
8

7
2

. 
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（
192
）F

.O
. 4

6
/1

7
1

. D
ra

ft, J
u

ly
 1

, 1
8

7
3

. 
（
193
）F

.O
. 4

6
/1

7
1

. T
ro

u
p

 to
 U

n
d

e
rse

cre
ta

ry
 o

f S
ta

te
 fo

r F
o
re

ig
n

 A
ffa

irs
, N

o
v. 1

4
, 1

8
7

3
. 

（
194
）F

.O
. 4

6
/1

8
6

. T
ro

u
p

 to
 D

e
rb

y, J
u

n
e
 3

, 1
8

7
4

. 

（
195
）F

.O
. 4

6
/1

8
3

. G
u

b
b

in
s to

 P
a

rk
e
s, O

ct. 1
7

, 1
8

7
4

. 

（
196
）F

.O
. 4

6
/1

9
4

. W
o
o
le

y
 to

 P
a

rk
e
s
, O

ct. 4
, 1

8
7

5
. 

（
197
）
前
掲
注
（
196
）
と
同
じ
。 

（
198
）F

.O
. 4

6
/1

9
4

. P
a

rk
e
s
 to

 D
e
rb

y, O
ct. 1

8
, 1

8
7

5
. 

（
199
）F

.O
. 4

6
/1

9
7

. T
ro

u
p

 to
 U

n
d

e
rse

cre
ta

ry
 o

f S
ta

te
 fo

r F
o
re

ig
n

 A
ffa

irs, J
a

n
. 1

1
, 1

8
7

5
. 

（
200
）F

.O
. 4

6
/2

0
6

. P
a

rk
e
s
 to

 D
e
rb

y, N
o
. 1

0
8

, J
u

n
e
 2

9
, 1

8
7

6
. 

（
201
）
新
潟
県
教
育
庁
編
〔
一
九
七
〇
、
一
四
七‐

一
五
二
〕
。 

（
202
）F

.O
. 4

6
/2

1
1

. T
ro

u
p

 to
 D

e
rb

y, O
ct. 7

, 1
8

7
6

. 

ま
た
、
「
味
方
家
家
系
本
録
写
」
に
は
「
明
治
九
丙
子
年
六
月

中
、
英
国
領
事
ゼ
ー
ム
ス
、
ツ
ル
ー
プ
氏
ヨ
リ
、
当
湊
ヘ
再
任
セ
ラ
ル
ベ
キ
旨
ニ
テ
、
去
ル
明
治
八
乙
亥
年
十
月
中
、

来
状
依
頼
ノ
趣
キ
、
当
湊
在
留
独
乙
国
領
事
エ
ト
、
ラ
井
ス
子
ー
ル
氏
、
同
ウ
井
バ
ー
氏
ヨ
リ
伝
達
ニ
依
リ
、
又
度
々

書
翰
ニ
ヨ
リ
、
遂
ニ
職
ヲ
県
ニ
辞
シ
、
実
ニ
明
治
九
丙
子
年
六
月
二
十
八
日
ナ
リ
」
と
あ
る
。 

（
203
）F

.O
. 2

6
2

/2
9

5
. T

ro
u

p
 to

 P
a

rk
e
s
, J

a
n

. 1
7

, 1
8

7
6

. 

（
204
）F

.O
. 2

6
2

/2
9

5
. T

ro
u

p
 to

 P
a

rk
e
s
, F

e
b

. 2
, 1

8
7

6
. 

（
205
）F

.O
. 2

6
2

/2
9

5
. T

ro
u

p
 to

 P
a

rk
e
s
, A

p
ril 2

0
, 1

8
7

6
. 

（
206
）F

.O
. 2

6
2

/2
9

5
. T

ro
u

p
 to

 M
a

rs
h

a
ll, J

u
ly

 1
5

, 1
8

7
6

. 

（
207
）
前
掲
注
（
206
）
と
同
じ
。 

（
208
）
前
掲
注
（
206
）
と
同
じ
。 

（
209
）
新
潟
市
「
小
田
氏
旧
蔵
山
下
和
正
氏
所
蔵
文
書
」
。 

（
210
）
前
掲
注
（
206
）
と
同
じ
。 

（
211
）F

.O
. 2

6
2

/2
9

5
. T

ro
u

p
 to

 P
a

rk
e
s
, N

o
. 5

, J
u

ly
 4

, 1
8

7
6

. 

（
212
）F

.O
. 2

6
2

/2
9

5
. T

ro
u

p
 to

 P
a

rk
e
s
, N

o
. 8

, E
n

cl. 1
, L

e
y
s
n

e
r to

 T
ro

u
p

, J
u

ly
 2

5
, 1

8
7

6
. 

（
213
）
以
降
、
副
領
事
館
新
設
に
関
し
て
はF

.O
. 2

6
2

/2
9

5
. 

 

（
214
）F

.O
. 2

6
2

/3
1

2
. T

ro
u

p
 to

 P
a

rk
e
s
, F

e
b

. 2
5

, 1
8

7
7

. 

（
215
）F

.O
. 4

6
/2

2
2

. P
a

rk
e
s
 to

 D
e
rb

y, M
a

rch
 5

, 1
8

7
7

. 

（
216
）
ト
ゥ
ル
ー
プ
の
長
崎
領
事
任
命
及
び
実
際
の
転
任
に
関
し
て
は
、F

.O
. 4

6
/2

2
2

 

及
び 

F
.O

. 2
6

2
/3

1
2

. 
 

（
217
）F

.O
. 4

6
/2

2
2

. D
ra

ft, A
u

g
. 2

2
, 1

8
7

7
. 

（
218
）F

.O
. 4

6
/2

2
2

. P
a

rk
e
s to

 D
e
rb

y, D
e
c. 1

0
, 1

8
7

7
. 

（
219
）
「
味
方
家
家
系
本
録
写
」
に
は
、
こ
の
こ
と
に
関
し
て
、
「
我
カ
主
人
ツ
ル
ー
プ
氏
ハ
、
亦
タ
長
崎
湊
領
事
ニ
転
任

セ
ラ
ル
、…

当
領
事
仮
館
ハ
、
同
君
ノ
命
ヲ
以
テ
、
交
代
領
事
セ
ラ
ム
ジ
ヨ
ウ
井
ル
キ
ン
ソ
ン
氏
ノ
着
湊
迄
ハ
、
予

カ
預
リ
守
衛
セ
リ
」
と
あ
る
。 

（
220
）
新
潟
新
聞 

明
治
十
一
年
四
月
十
九
日
。 

（
221
）F

.O
. 2

6
2

/3
2

9
. P

a
rk

e
s
 to

 R
o
b

e
rtso

n
, A

p
ril 3

, 1
8

7
8

. 

（
222
）
新
潟
県
編
〔
一
九
九
二
、
四
〇
四
〕
。 

 

（
223
）
味
方
家
資
料
に
は
、
こ
の
間
に
公
使
館
か
ら
新
潟
領
事
館
が
受
け
取
っ
た
公
信
・
他
港
の
領
事
報
告
等
が
残
さ
れ

て
い
る
。 

（
224
）F

.O
. 4

6
/2

3
1

. P
a

rk
e
s
 to

 S
a

lisb
u

ry, N
o
. 1

2
1

, E
n

cl., E
n

s
lie

 to
 P

a
rk

e
s
, O

ct. 3
1

, 1
8

7
8

. 

（
225
）
前
掲
注
（
224
）
と
同
じ
。 

（
226
）F

.O
. 2

6
2

/3
1

3
. P

a
rk

e
s
 to

 E
n

s
lie

, J
u

ly
 1

, 1
8

7
8

. 

（
227
）F

.O
. 4

6
/2

3
1

. P
a

rk
e
s to

 S
a

lisb
u

ry, N
o
. 1

2
1

, N
o
v. 2

5
, 1

8
7

8
. 

（
228
）F

.O
. 2

6
2

/3
1

3
. P

a
rk

e
s
 to

 E
n

s
lie

, O
ct. 1

9
, 1

8
7

8
. 

（
229
）
新
潟
県
編
〔
一
九
九
二
、
四
〇
五
〕
。 

（
230
）
前
掲
注
（
223
）
と
同
じ
。 

（
231
）F

.O
. 2

6
2

/3
4

3
. W

o
o
le

y
 to

 P
a

rk
e
s, S

e
p

. 2
2

, 1
8

7
8

. 

及
び
新
潟
県
編
〔
一
九
九
二
、
四
〇
五
〕
。 

（
232
）F

.O
. 2

6
2

/3
4

4
. P

a
rk

e
s
 to

 W
o
o
le

y, N
o
. 1

1
, S

e
p

. 1
3

, 1
8

7
8

. 

（
233
）F

.O
. 4

6
/1

9
4

. W
o
o
le

y
 to

 P
a

rk
e
s
, O

ct. 8
, 1

8
7

9
. 

（
234
）F

.O
. 4

6
/2

4
8

. K
e
n

n
e
d

y
 to

 S
a

lisb
u

ry, N
o
. 1

9
7

, N
o
v. 1

2
, 1

8
7

9
.  
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（
235
）F

.O
. 4

6
/1

9
4

. P
a

rk
e
s to

 W
o
o
le

y, S
e
p

. 1
3

, 1
8

7
9

. 
（
236
）
新
潟
市
「
小
田
氏
旧
蔵
山
下
和
正
氏
所
蔵
文
書
」
。 

（
237
）
新
潟
県
編
〔
一
九
九
二
、
四
〇
六
〕
。 

（
238
）F

.O
. 2

6
2

/3
4

3
. P

a
rk

e
s
 to

 W
o
o
le

y, O
ct. 1

8
, 1

8
7

8
. 

（
239
）
新
潟
県
編
〔
一
九
九
二
、
四
〇
六
〕 

（
240
）F

.O
. 4

6
/2

8
2

. M
e
m

o
ra

n
d

u
m

, N
o
v. 2

8
, 1

8
8

1
. 

 

第
四
章 

（
241
）
開
設
期
間
（
領
事
館
の
始
期
・
終
期
）
に
関
し
て
は
、
例
え
ば
新
潟
市
編
〔
一
九
六
九
、
一
五
九
〕
で
は
「
明
治

二
年
一
月
六
日
、
Ａ
・
Ｄ
ラ
イ
ス
ネ
ル
が
ド
イ
ツ
国
北
部
連
邦
の
領
事
に
任
ぜ
ら
れ
、
同
年
八
月
十
一
日
新
潟
に
着

任
し
た
」
と
し
「
明
治
七
年
七
月
、
Ａ
・
Ｄ
ラ
イ
ス
ネ
ル
は
領
事
を
罷
免
さ
れ
新
潟
を
去
っ
た
」
と
さ
れ
て
い
る
一

方
で
、
「
明
治
十
年
一
月
三
日
、
ド
イ
ツ
帝
国
領
事
館
を
下
大
川
前
通
三
の
町
四
一
四
二
番
地
に
移
転
し
た
」
と
さ

れ
、
一
見
矛
盾
し
た
記
述
に
な
っ
て
い
る
。
新
潟
県
編
〔
一
九
八
七
、
四
三
五
〕
は
、
そ
の
開
設
年
月
日
を
「
明
治

二
年
一
月
六
日
」
、
閉
鎖
年
月
日
を
「
不
明
」
と
し
て
い
る
。
新
潟
市
史
編
さ
ん
近
代
史
部
会
〔
一
九
九
六
、
三
七

‐

三
八
〕
に
至
り
、
領
事
館
設
置
期
間
を
「
明
治
二
年
八
月
か
ら
明
治
十
五
年
七
月
ま
で
」
と
正
し
く
改
め
て
い
る
。

地
元
編
纂
書
以
外
で
の
領
事
館
開
設
期
間
に
関
す
る
記
載
は
、
例
え
ば
生
熊
〔
一
九
九
一
、
五
〇
〕
で
は
一
八
六
九

年
か
ら
一
八
八
四
年
ま
で
、M

a
th

ia
s K

o
ch

, S
e
b

a
s
tia

n
 C

o
n

ra
d

〔
二
〇
〇
六
、
三
〇
五
〕
で
は
一
八
七
四
年

か
ら
一
八
八
四
年
ま
で
、
と
さ
れ
て
い
る
。 

（
242
）
「P

e
rso

n
a

l u
n

d
 V

e
rw

a
ltu

n
g
, N

iig
a

ta
 1

8
6

8
-1

8
8

6

」R
 2

5
2

8
8

1

」
（
人
事
及
び
管
理
。
新
潟
、
一
八
六
八
年

‐

一
八
八
六
年
）
。 

（
243
） 

ク
レ
ー
フ
ェ
ル
ト
市
文
書
館
所
蔵 

出
生
証
明
書
（G

e
b

u
rts

u
rk

u
n

d
e

）, B
e
s
ta

n
d

 2
4

 S
ta

n
d

e
s
a

m
t R

e
g
. N

r. 

1
3

7
1

/1
9

2
7

, 
 

（
244
）S

ta
m

m
ta

fe
l a

lte
r K

re
fe

ld
e
r F

a
m

ilie
n

 (B
e
s
ta

n
d

 7
0

, N
r. 1

1
5

5
)

、
う
ちN

r. 1
6

 L
e
y
s
n

e
r

。 

（
245
）K

re
fe

ld
, D

ie
 G

e
s
ch

ich
te

 d
e
r S

ta
d

t, B
a

n
d

 3
, 

九
九‐

一
〇
三
。 

（
246
）
ク
レ
ー
フ
ェ
ル
ト
市
文
書
館
所
蔵 

住
民
登
録
簿
（E

in
w

o
h

n
e
rm

e
ld

e
re

g
is

te
r

）1
8

5
8

-7
4

, B
e
sta

n
d

 4
, 

N
r.2

1
4

9
. 

（
247
）
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
在
住
の
日
独
交
流
研
究
者
ベ
ル
ン
ト
・
レ
ー
パ
ッ
ハ
（B

e
rn

d
 L

e
p

a
ch
）
氏
に
よ
れ
ば
、
駐
日
ス

イ
ス
領
事
兼
商
人
で
あ
っ
た
ド
ゥ
メ
リ
ー
ン
（A

rn
o
ld

 D
u

m
e
lin

）
が
残
し
た
文
書
の
な
か
に
、
ド
ゥ
メ
リ
ー
ン

自
身
の
来
日
に
関
し
て
「
私
は
一
八
六
六
年
五
月
十
九
日
に
ラ
イ
ス
ナ
ー
と
同
じ
船
で
横
浜
に
着
い
た
」
と
記
さ
れ

て
い
る
と
い
う
。
私
が
レ
ー
パ
ッ
ハ
氏
か
ら
こ
の
記
述
の
出
典
と
し
て
示
唆
を
受
け
た
の
は
、
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
大
学

ハ
ン
ス
・
ト
ム
セ
ン
（H

a
n

s T
h

o
m

se
n

）
教
授
に
よ
り
二
〇
一
五
年
に
ス
イ
ス
で
発
見
さ
れ
た
ド
ゥ
メ
リ
ー
ン
文

書
で
あ
る
が
、
一
八
六
六
年
以
降
の
書
翰
類
か
ら
な
る
一
、
〇
〇
〇
頁
以
上
に
及
ぶ
そ
の
膨
大
な
資
料
群
の
な
か
か

ら
、
本
論
筆
者
は
ま
だ
ラ
イ
ス
ナ
ー
関
連
の
記
述
を
見
出
し
て
い
な
い
。 

（
248
）
第
二
次
世
界
大
戦
前
、
日
本
や
中
国
で
発
行
さ
れ
た
英
文
の
年
鑑
（
西
洋
人
が
居
留
す
る
各
地
等
に
お
け
る
人
名
・

社
名
・
統
計
資
料
等
）
は
、
一
般
に
「
ジ
ャ
パ
ン
・
デ
ィ
レ
ク
ト
リ
ー
」
と
総
称
さ
れ
る
。
数
種
類
が
発
行
さ
れ
て

お
り
、
年
代
に
よ
っ
て
も
掲
載
内
容
が
変
遷
し
て
い
る
。
開
港
後
、
明
治
前
半
期
の
新
潟
に
関
し
て
は
、
①
デ
イ
リ

ー
・
プ
レ
ス
社
（
香
港
）
が
発
行
し
た
「T

h
e
 C

h
ro

n
icle

 &
 D

ire
cto

ry
 fo

r C
h

in
a

, J
a

p
a

n
 &

 th
e
 P

h
ilip

p
in

e
s

」

（
一
八
七
四
年
以
降
に
新
潟
の
欄
が
あ
る
）
、
②
ジ
ャ
パ
ン
・
ガ
ゼ
ッ
ト
社
（
横
浜
）
が
発
行
し
た
「T

h
e
 J

a
p

a
n

 

G
a

z
e
tte

 D
ire

cto
ry

 / T
h

e
 J

a
p

a
n

 D
ire

cto
ry

」（
一
八
七
五
年
以
降
に
新
潟
の
欄
が
あ
る
）
、
③
ジ
ャ
パ
ン
・
ヘ

ラ
ル
ド
社
（
横
浜
）
が
発
行
し
た
「T
h

e
 J

a
p

a
n

 H
e
ra

ld
 D

ire
cto

ry

」
（
一
八
七
七
、
一
八
七
九
、
一
八
八
〇
の

各
年
版
に
新
潟
に
関
す
る
掲
載
あ
り
）
の
三
種
類
を
参
考
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
論
考
で
は
、
こ
れ
ら
三
種
に

つ
き
、
①
を
「
ジ
ャ
パ
ン
・
デ
ィ
レ
ク
ト
リ
ー
（
香
港
デ
イ
リ
ー
版
）
」
、
②
を
「
ジ
ャ
パ
ン
・
デ
ィ
レ
ク
ト
リ
ー
（
横

浜
ガ
ゼ
ッ
ト
版
）
」
、
③
を
「
ジ
ャ
パ
ン
・
デ
ィ
レ
ク
ト
リ
ー
（
横
浜
ヘ
ラ
ル
ド
版
）
」
と
略
称
す
る
。
ジ
ャ
パ
ン
・

デ
ィ
レ
ク
ト
リ
ー
」
は
居
留
地
の
動
向
に
関
す
る
貴
重
な
史
料
で
あ
る
が
、
新
潟
の
欄
の
掲
載
が
も
っ
と
も
早
い
も

の
で
も
一
八
七
四
（
明
治
七
）
年
か
ら
で
あ
る
（
「
ジ
ャ
パ
ン
・
デ
ィ
レ
ク
ト
リ
ー
（
香
港
デ
イ
リ
ー
版
）
」
）
こ
と

か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
多
数
の
西
洋
人
か
ら
遠
く
隔
た
っ
た
環
境
に
お
い
て
、
情
報
の
行
き
来
に
限
界
が
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
新
潟
に
関
し
て
は
、
内
容
を
仔
細
に
確
認
す
る
と
誤
植
と
考
え
ら
れ
る
記
載
や
年
鑑
ど
う
し
の
齟
齬

が
散
見
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
具
体
的
な
人
物
の
動
向
を
追
う
た
め
に
は
、
他
史
料
と
照
合
す
る
な
ど
十
分
留
意
し

て
用
い
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
西
洋
諸
国
の
新
潟
に
対
す
る
関
心
の
後
退
を
反
映
し
て
、
一
八
八
〇
年
代
半
ば
か

ら
は
新
潟
の
扱
い
が
極
端
に
小
さ
く
な
っ
て
い
く
。 

（
249
）
「
ジ
ャ
パ
ン
・
デ
ィ
レ
ク
ト
リ
ー
（
香
港
デ
イ
リ
ー
版
）
」
一
八
六
八
年
版
。 

（
250
）
「
ジ
ャ
パ
ン
・
デ
ィ
レ
ク
ト
リ
ー
（
横
浜
ガ
ゼ
ッ
ト
版
）
」
一
八
六
九
年
版
。 

（
251
）
一
般
に
は
「T

e
x
to

r

」
と
表
記
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
当
該
史
料
の
ま
ま
「T

e
x
te

r

」
と
し
た
。 
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（
252
）
外
交
史
料
館
「
新
潟
居
留
和
蘭
人
「
ス
ネ
ル
」
ヨ
リ
会
米
両
藩
ヘ
係
ル
銃
器
売
渡
代
価
並
新
潟
戦
争
ノ
際
官
軍
ノ

掠
奪
ニ
係
ル
物
品
代
価
要
償
一
件
」
。 

（
253
）
「
ド
イ
ツ
新
潟
領
事
館
関
係
文
書
」
。 

（
254
）
前
掲
注
（
253
）
と
同
じ
。 

（
255
）
前
掲
注
（
253
）
と
同
じ
。
ま
た
、
外
交
史
料
館
「
在
本
邦
各
国
領
事
任
免
雑
件 

独
国
之
部 

第
一
巻
」
。 

（
256
）T

h
e
 J

a
p

a
n

 T
im

e
s
 O

v
e
rla

n
d

 M
a

il, A
u

g
. 9

, 1
8

6
9

. 

（
257
）
前
掲
注
（
253
）
と
同
じ
。 

（
258
）
前
掲
注
（
253
）
と
同
じ
。
ま
た
、
外
交
史
料
館
「
在
本
邦
各
国
領
事
任
免
雑
件 

独
国
之
部 

第
一
巻
」
。 

（
259
）
新
潟
県
編
〔
一
九
九
二
、
四
一
〇
〕
。 

（
260
）
新
潟
県
編
〔
一
九
九
二
、
三
〕
。 

（
261
）
外
交
史
料
館
「
在
本
邦
各
国
領
事
任
免
雑
件 

独
国
之
部 

第
一
巻
」
。 

（
262
）
ラ
イ
ス
ナ
ー
に
よ
る
館
務
報
告
の
多
く
か
ら
は
、
彼
が
そ
の
年
の
公
金
収
支
報
告
を
添
付
書
類
と
し
て
提
出
し
た

様
子
が
窺
え
る
が
、
原
史
料
に
お
い
て
そ
の
公
金
収
支
報
告
の
記
載
自
体
が
確
認
で
き
る
の
は
一
八
七
七
年
に
関
す

る
報
告
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
年
は
、
収
入
と
し
て
、
個
人
・
法
人
の
登
録
料
（
各
々
一
件
当
た
り
一
円
五
十
銭
（
六
・

七
五
マ
ル
ク
）
）
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（
本
論
考
末
尾
の
付
録
２
を
参
照
）
。 

（
263
）
「
ジ
ャ
パ
ン
・
デ
ィ
レ
ク
ト
リ
ー
（
香
港
デ
イ
リ
ー
版
）
」
一
八
七
八
年
版
以
降
。 

（
264
）
新
潟
県
編
〔
一
九
九
二
、
三
〕
に
「
（
明
治
二
年
）
八
月
十
一
日
（
筆
者
注―

一
八
六
九
年
九
月
十
六
日
）
、
獨
乙

北
部
連
邦
領
事
館
ヲ
本
町
四
之
町
池
田
屋
市
三
郎
貸
家
、
同
国
商
ウ
ヱ
ー
ブ
ル
借
用
ノ
部
内
ニ
置
ク
」
と
あ
る
。 

（
265
）
新
潟
県
編
〔
一
九
九
二
、
一
八
〕
に
よ
れ
ば
、
明
治
四
（
一
八
七
一
）
年
十
二
月
の
新
潟
県
か
ら
国
（
外
務
省
）

へ
の
報
告
で
は
「
建
家
三
十
六
坪
七
合
五
勺
、
土
蔵
壱
棟
十
四
坪
、
総
地
九
十
五
坪
五
合
」
が
ラ
イ
ス
ナ
ー
の
居
所

と
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
明
治
七
（
一
八
七
四
）
年
九
月
の
新
潟
県
か
ら
国
（
内
務
省
）
へ
の
報
告
で
は
「
本
町
通

七
番
町
四
百
六
十
四
番
に
あ
る
三
十
六
坪
七
合
五
勺
」
の
建
物
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
一
八
七
〇
年
十
一
月
五
日
に
借

り
受
け
て
お
り
、
同
じ
地
番
の
十
四
坪
の
建
物
は
同
じ
七
〇
年
十
一
月
に
ラ
イ
ス
ナ
ー
が
借
り
受
け
て
い
る
（
新
潟

県
編
〔
一
九
九
二
、
二
三‐

二
四
〕
）
。
ま
た
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
関
し
て
は
、
明
治
四
（
一
八
七
一
）
年
九
月
の
新
潟

県
か
ら
国
（
外
務
省
）
へ
の
報
告
で
は
「
本
人
所
持
の
建
家
が
あ
る
九
十
坪
二
合
五
五
」
が
居
所
と
さ
れ
（
新
潟
県

編
〔
一
九
九
二
、
一
八
〕
）
、
明
治
七
（
一
八
七
四
）
年
九
月
の
新
潟
県
か
ら
国
（
内
務
省
）
へ
の
報
告
で
は
「
本
町

通
七
番
町
四
百
六
十
五
番
地
に
あ
る
九
十
二
坪
余
」
の
土
地
を
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
借
り
受
け
て
い
る
（
新
潟
県
編
〔
一

九
九
二
、
二
三
〕
（
表
34
を
参
照
）
。
以
上
を
総
合
す
れ
ば
、
ラ
イ
ス
ナ
ー
は
ウ
ェ
ー
バ
ー
住
家
の
隣
に
あ
る
ウ
ェ

ー
バ
ー
名
義
の
家
屋
（
約
三
十
六
坪
）
に
居
住
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
本
町
通
七
番
町
の
四
百
六
十
四

番
地
、
四
百
六
十
五
番
地
に
該
当
す
る
地
番
は
現
在
な
い
。
こ
れ
ら
の
番
号
は
当
時
の
建
物
に
付
さ
れ
た
番
戸
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

（
266
）
新
潟
県
編
〔
一
九
九
二
、
四
一
二
〕
に
、
ラ
イ
ス
ナ
ー
か
ら
永
山
新
潟
県
令
に
宛
て
て
「
獨
乙
帝
国
仮
領
事
館
之

儀
、
今
般
下
大
川
前
三
ノ
町
四
十
一
四
十
二
番
地
ヘ
移
転
候
間
、
此
段
御
通
知
申
進
置
候
、
以
上
、
新
潟
ニ
テ
、
千

八
百
七
十
七
年
一
月
三
日
」
と
あ
る
。
も
っ
と
も
、
下
大
川
前
通
三
ノ
町
「
四
十
一
番
地
、
四
十
二
番
地
」
と
は
当

時
の
建
物
に
付
さ
れ
た
番
戸
と
考
え
ら
れ
、
地
番
で
な
い
。
そ
も
そ
も
下
大
川
前
通
三
ノ
町
に
は
二
桁
の
地
番
や
四

〇
〇
〇
番
台
の
地
番
は
か
つ
て
も
現
在
も
存
在
し
な
い
。 

（
267
）「
新
潟
町
会
所
文
書
」（
簿
冊
１
４
１
、
史
料
番
号
五
九
二‐

一
）「
外
務
書
類
（
綴
）
」
）
の
う
ち
「
外
国
人
雇
人
石

川
マ
キ
及
其
娘
保
護
ノ
件
」
。 

（
268
）
新
潟
新
聞 

明
治
十
五
年
七
月
一
日
。
ラ
イ
ス
ナ
ー
宅
、
す
な
わ
ち
ド
イ
ツ
領
事
館
建
物
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る

「
貸
家
広
告
」
は
、
北
村
庄
吉
な
る
男
か
ら
の
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
、
「
新
潟
区
下
大
川
前
通
三
ノ
町
、
三

菱
会
社
北
隣
」
に
あ
る
家
屋
二
ヶ
所
及
び
土
蔵
二
ヶ
所
を
「
廉
価
に
貸
渡
」
す
旨
が
広
告
さ
れ
て
い
る
。 

（
269
）「
ド
イ
ツ
新
潟
領
事
館
関
係
文
書
」
及
び
外
交
史
料
館
「
在
本
邦
各
国
領
事
任
免
雑
件 

独
国
之
部 

第
一
巻
」
に
掲

載
さ
れ
て
い
る
。 

（
270
）
ド
イ
ツ
（
プ
ロ
イ
セ
ン
・
北
ド
イ
ツ
連
邦
）
の
公
使
館
の
所
在
地
は
、
明
治
維
新
後
の
一
八
七
〇
年
頃
に
は
横
浜

の
山
手
居
留
地
内
と
さ
れ
て
い
た
が
、
一
八
七
二
年
五
月
よ
り
東
京
・
永
田
町
一
丁
目
へ
移
転
し
た
（
川
崎
〔
二
〇

一
二
、
五
一‐

五
二
〕
）
。 

（
271
）
横
浜
税
関
編
〔
一
九
〇
四
、
二
四
四
、
二
五
五
〕
。 

（
272
）M

a
th

ia
s K

o
ch

, S
e
b

a
stia

n
 C

o
n

ra
d

編
〔
二
〇
〇
六
、
三
〇
五
〕
。 

（
273
）
横
浜
税
関
編
〔
一
九
〇
四
、
二
三
〇
〕
。 

（
274
）
新
潟
県
編
〔
一
九
八
七
、
四
六
九
、
四
七
四
〕
。 

（
275
）
新
潟
市
史
編
さ
ん
近
代
史
部
会
編
〔
一
九
九
六
、
一
七
三
〕
。 

（
276
）
外
交
史
料
館
「
在
本
邦
各
国
領
事
任
免
雑
件 

独
国
之
部 

第
一
巻
」
。 
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（
277
）
「
ド
イ
ツ
新
潟
領
事
館
関
係
文
書
」
。 

（
278
）T

h
e
 J

a
p

a
n

 W
e
e
k

ly
 M

a
il, O

ct. 1
1

, 1
8

7
9

. 

（
279
）
領
事
ラ
イ
ス
ナ
ー
の
弟
（
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
・
モ
ー
リ
ッ
ツ
・
エ
ー
ベ
ル
ハ
ル
ト
・
ラ
イ
ス
ナ
ー 

A
rtu

r M
o
ritz

 

E
b

e
rh

a
rd

 L
e
y
sn

e
r

）
の
妻
ヨ
ハ
ン
ナ
・
マ
テ
ィ
ル
デ
・
ラ
イ
ス
ナ
ー 

J
o
h

a
n

n
a

 M
a

th
ild

e
 L

e
y
s
n

e
r 

（
旧
姓

ケ
ト
ゥ
ゲ
ンK

ö
ttg

e
n

）
が
記
し
た
日
記
に
基
づ
く
。
筆
者
は
、
日
記
筆
者
の
曾
孫
に
あ
た
る
リ
ュ
ト
ガ
ー
・
ケ
ト

ゥ
ゲ
ン
氏
の
御
厚
意
に
よ
り
、
こ
の
日
記
を
閲
覧
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。 

（
280
）
前
掲
注
（
279
）
と
同
じ
。 

（
281
）
ク
レ
ー
フ
ェ
ル
ト
市
文
書
館
所
蔵 

B
e
s
ta

n
d

 7
0

 N
r. 1

1
5

5
 S

ta
m

m
ta

fe
l a

lte
r K

re
fe

ld
e
r F

a
m

ilie
n

, N
r. 

1
6

, L
e
y
s
n

e
r. 

 

（
282
）
ク
レ
ー
フ
ェ
ル
ト
市
文
書
館
所
蔵 

B
e
s
ta

n
d

 7
0

 N
r. 1

1
5

5
 S

ta
m

m
ta

fe
l a

lte
r K

re
fe

ld
e
r F

a
m

ilie
n

, N
r. 

1
0

, H
o
e
n

in
g
h

a
u

s
. 

 

（
283
）
外
交
史
料
館
「
幕
末
カ
ラ
明
治
初
年
マ
テ
各
国
ト
ノ
往
来
翰
」
。
明
治
七
（
一
八
七
四
）
年
三
月
六
日
に
「
総
領
事

ラ
イ
ス
子
ル
陸
行
免
状
願
」
と
あ
り
、
更
に
同
年
四
月
十
一
日
に
は
「
総
領
事
ラ
イ
ス
子
ル
陸
行
免
状
請
求
」
と
あ

る
。
明
治
十
四
年
九
月
十
四
日
、
ラ
イ
ス
ナ
ー
は
新
潟
税
関
に
対
し
て
翌
日
東
京
に
向
け
て
出
立
す
る
こ
と
、
及
び

不
在
中
は
へ
ー
ニ
ン
ク
ハ
ウ
ス
が
領
事
職
を
代
理
す
る
こ
と
、
を
伝
え
た
。 

（
284
）
新
潟
市
史
編
さ
ん
近
代
史
部
会
編
〔
一
九
九
六
、
一
五
〇
〕
。 

（
285
）T

h
e
 J

a
p

a
n

 G
a

z
e
tte

, M
a

rch
 2

9
, 1

8
8

0
. 

（
286
）
新
潟
市
史
編
さ
ん
近
代
史
部
会
編
〔
一
九
九
六
、
一
一
七‐

一
一
八
〕
。 

（
287
）
「
ジ
ャ
パ
ン
・
デ
ィ
レ
ク
ト
リ
ー
（
香
港
デ
イ
リ
ー
版
）
」
一
八
七
八
年
版
以
降
。 

（
288
）
新
潟
市
史
編
さ
ん
近
代
史
部
会
編
〔
一
九
九
六
、
一
六
六
〕
。 

（
289
）
新
潟
県
編
〔
一
九
九
二
、
六
四
、
一
三
一
〕
。 

（
290
）
「
ド
イ
ツ
新
潟
領
事
館
関
係
文
書
」
。 

（
291
）
前
掲
注
（
290
）
と
同
じ
。 

（
292
）
前
掲
注
（
290
）
と
同
じ
。 

（
293
）
前
掲
注
（
290
）
と
同
じ
。 

（
294
）
前
掲
注
（
290
）
と
同
じ
。 

（
295
）
前
掲
注
（
290
）
と
同
じ
。 

（
296
）
外
交
史
料
館
「
在
本
邦
各
国
領
事
任
免
雑
件 

独
国
之
部 

第
一
巻
」
。 

（
297
）
前
掲
注
（
296
）
と
同
じ
。 

（
298
）
新
潟
新
聞
に
は
明
治
十
五
年
五
月
二
十
八
日
に
「
当
区
下
大
川
前
通
り
三
ノ
町
の
獨
乙
国
領
事
ラ
イ
ス
子
ル
氏
は
、

今
度
横
浜
港
へ
移
住
さ
る
ヽ
に
付
、
居
宅
土
蔵
と
も
売
払
ひ
、
近
々
の
う
ち
、
家
族
を
携
さ
へ
同
港
へ
出
起
さ
る
ヽ

と
い
ふ
」
と
の
記
事
が
あ
る
の
を
は
じ
め
、
ラ
イ
ス
ナ
ー
が
ま
も
な
く
新
潟
を
去
る
こ
と
に
関
す
る
記
事
が
六
月
三
、

四
、
二
十
三
日
に
も
見
ら
れ
る
。
記
事
の
内
容
が
後
で
取
り
消
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。 

（
299
）
「
新
潟
町
会
所
文
書
」
（
簿
冊
１
４
１
、
史
料
番
号
五
九
二‐

一
「
外
務
書
類
（
綴
）
」
）
。 

（
300
）
新
潟
新
聞 

明
治
十
五
年
七
月
十
九
日
。 

（
301
）
「
ド
イ
ツ
新
潟
領
事
館
関
係
文
書
」
。 

（
302
）
前
掲
注
（
301
）
と
同
じ
。 

（
303
）T

h
e
 J

a
p

a
n

 W
e
e
k

ly
 M

a
il, A

u
g
. 1

2
, 1

8
8

2
. 

（
304
）
前
掲
注
（
303
）
と
同
じ
。 

（
305
）
ラ
イ
ス
ナ
ー
の
義
妹
ヨ
ハ
ン
ナ
・
マ
テ
ィ
ル
デ
の
日
記
に
基
づ
く
。
前
掲
注
（
279
）
を
参
照
。 

（
306
）
前
掲
注
（
305
）
と
同
じ
。 

（
307
）
ク
レ
ー
フ
ェ
ル
ト
市
文
書
館
所
蔵 

B
e
s
ta

n
d

 7
0

, N
r. 1

1
5

5
, S

ta
m

m
ta

fe
l a

lte
r K

re
fe

ld
e
r F

a
m

ilie
n

, N
r. 

1
6

, L
e
y
sn

e
r. 

（
308
）
ク
レ
ー
フ
ェ
ル
ト
市
文
書
館
所
蔵 

住
民
登
録
簿
（E

in
w

o
h

n
e
rm

e
ld

e
re

g
is

te
r

） 1
8

5
8

-7
4

, B
e
s
ta

n
d

 4
, N

r. 

2
1

4
9

. 

（
309
）
「
ド
イ
ツ
新
潟
領
事
館
関
係
文
書
」
。 

（
310
）
ク
レ
ー
フ
ェ
ル
ト
市
文
書
館
所
蔵
の
同
市
住
所
録
（A

d
re

ß
b

u
ch

）
に
は
、
一
八
九
一
年
版
ま
で
ラ
イ
ス
ナ
ー
の

職
業
が
「P

ro
k

u
ris

t

（
支
配
人
）
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
後
は
「R

e
n

tn
e
r

（
年
金
生
活
者
）
」
に
変
更

さ
れ
る
。 

（
311
）
ク
レ
ー
フ
ェ
ル
ト
市
文
書
館
所
蔵 

死
亡
登
録
簿
（S

te
rb

e
re

g
is

te
r

） 
B

e
s
ta

n
d

 2
4

 S
ta

n
d

e
s
a

m
t R

e
g

. N
r. 
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1
3

7
1

/1
9

2
7

, 
（
312
）
ツ
ァ
ッ
ペ
に
よ
る
こ
れ
ら
の
数
字
は
、
他
の
史
料
と
照
ら
し
合
わ
せ
れ
ば
、
明
ら
か
な
誤
認
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

小
括 

（
313
）
戊
辰
戦
争
時
に
新
潟
で
商
業
活
動
を
行
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
ド
イ
ツ
商
人
と
し
て
は
、
ク
レ
マ
ー
（
外
交
史

料
館
「
横
浜
居
留
独
逸
国
人
「
ク
レ
メ
ル
」
ヨ
リ
新
潟
戦
争
ノ
際
官
軍
ノ
掠
奪
ニ
係
ル
商
品
要
償
一
件
」
）
、
ゲ
ル
ト

ナ
ー
な
ど
が
推
測
さ
れ
る
。
な
お
、
他
に
は
イ
タ
リ
ア
・
ア
メ
リ
カ
・
フ
ラ
ン
ス
の
商
人
ら
の
存
在
が
諸
史
料
か
ら

推
測
さ
れ
る
（
西
田
〔
二
〇
一
九
（
二
）
〕
）
。 

（
314
）
日
本
側
史
料
に
お
い
て
は
、
領
事
と
し
て
の
ラ
イ
ス
ナ
ー
の
活
動
に
関
し
て
、
一
八
七
〇
年
の
新
潟
通
商
司
に
対

す
る
抗
議
、
一
八
七
三
年
の
新
潟
丸
運
航
に
か
か
る
規
則
の
協
議
な
ど
が
、
新
潟
県
編
〔
一
九
九
二
〕
に
よ
っ
て
比

較
的
詳
し
く
記
録
さ
れ
て
い
る
程
度
で
あ
る
。 

 

第
Ⅲ
部 

第
五
章 

（
315
）
一
八
六
九
年
末
・
翌
七
〇
年
初
め
の
時
点
で
の
居
留
者
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
こ
の
明
治
二
年
十
一
月
外
国
人
改

め
に
加
え
て
、
第
一
章
第
二
節
で
取
り
上
げ
た
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
領
事
代
理
ト
ゥ
ル
ー
プ
に
よ
る
「
一
八
六
九
年

末
時
点
の
外
国
人
は
十
七
名
」
と
の
記
録
が
あ
り
（
前
掲
注
（
100
）
）
、
両
者
は
ほ
ぼ
一
致
す
る
。
更
に
は
、
外
交

史
料
館
「
新
潟
開
港
一
件
并
附
属
書
類
」
の
中
に
、
明
治
二
年
十
月
付
の
新
潟
官
員
（
児
島
謙
蔵
）
か
ら
民
部
省
へ

の
建
言
に
お
い
て
、「
当
今
居
留
之
洋
人
二
十
余
名
」
と
あ
る
（
新
潟
県
編
〔
一
九
八
〇
、
一
〇
六
〇
〕
。
外
国
船
往

来
が
な
い
厳
冬
期
の
居
留
者
数
の
増
減
は
考
え
づ
ら
い
の
で
、
こ
れ
ら
の
外
国
人
が
開
港
後
最
初
に
迎
え
た
新
潟
で

冬
を
過
ご
し
た
、
と
み
な
し
て
よ
か
ろ
う
。 

（
316
）
内
閣
記
録
局
編
〔
一
九
七
八
、
三
六
〇
〕
。 

（
317
）
本
論
考
に
お
け
る
開
港
開
市
を
俯
瞰
し
た
制
度
的
整
理
は
大
山
〔
一
九
六
七
〕
に
よ
る
。
な
お
、
大
山
は
三
つ
の

本
来
の
開
港
（
函
館
、
神
戸
、
新
潟
）
に
お
け
る
雑
居
地
成
立
過
程
の
相
違
に
つ
い
て
、
函
館
を
「
慣
行
上
の
雑
居

地
」
、
神
戸
を
「
約
束
上
の
雑
居
地
」
、
新
潟
を
「
取
極
上
の
雑
居
地
」
と
い
う
用
語
で
説
明
し
て
い
る
。 

（
318
）
新
潟
県
編
〔
一
九
九
二
、
二
四
八
〕
。 

（
319
）
正
式
開
港
後
の
新
潟
港
に
最
初
に
現
れ
た
外
国
船
は
、
一
八
六
九
年
五
月
十
八
日
（
明
治
二
年
四
月
七
日
）
に
入

港
し
た
イ
ギ
リ
ス
帆
船
ス
タ
ッ
グ
で
あ
っ
た
。
第
一
章
第
二
節
を
参
照
。 

（
320
）
新
潟
市
編
〔
一
九
六
九
、
一
四
三
〕
に
所
載
。
同
書
で
は
、
こ
の
外
国
人
名
簿
の
典
拠
が
記
録
さ
れ
て
い
な
い
が
、

新
潟
市
が
所
蔵
す
る
「
窪
田
町
平
田
氏
収
集
文
書
」
の
中
に
、
開
港
時
に
新
潟
税
関
詰
の
少
属
心
得
で
あ
っ
た
渡
邊

保
に
よ
る
「
手
扣
」
を
、
原
稿
用
紙
に
筆
写
し
た
外
国
人
名
簿
が
残
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
「
巳
十
一
月
改
」
の
名
簿

は
新
潟
市
編
〔
一
九
六
九
〕
の
も
の
と
一
致
す
る
。 

（
321
）
注
（
315
）
を
参
照
。 

（
322
）
新
潟
県
編
〔
一
九
九
二
、
二
五
一
〕
。 

（
323
）
外
交
史
料
館
「
外
国
人
ニ
地
所
家
屋
売
渡
質
入
等
禁
止
布
告
一
件
」
に
所
載
。 

（
324
）
表
34
は
新
潟
県
編
〔
一
九
九
二
、
一
七‐

一
九
、
二
三
〕
を
も
と
に
作
表
し
た
。 

（
325
）
「
規
則
協
議
一
件
」
で
は
、
し
ば
し
ば
こ
の
「
粗
漏
ノ
約
定
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
た
文
書
が
現
れ
る
。 

（
326
）
明
治
四
年
十
二
月
か
ら
翌
五
年
一
月
に
か
け
て
の
新
潟
県
と
外
務
省
と
の
や
り
取
り
に
関
し
て
は
、
す
べ
て
新
潟

県
編
〔
一
九
九
二
、
一
九
〕
に
よ
る
。 

（
327
）
「
新
潟
町
会
所
文
書
」
（
簿
冊
９
５
、
史
料
番
号
五
二
五‐

三
「
約
定
書
（
新
町
の
地
所
貸
借
に
つ
き
）
」
）
。 

（
328
）
新
潟
県
編
〔
一
九
九
二
、
一
九
〕
。 

（
329
）
「
新
潟
町
会
所
文
書
」
（
簿
冊
１
０
７
、
史
料
番
号
五
二
四‐

四
「
地
所
貸
借
約
定
書
類
」
）
。 

（
330
）
新
潟
県
編
〔
一
九
九
二
、
二
二
〕
。 

（
331
）
一
部
外
国
人
に
居
留
地
外
に
お
け
る
居
住
を
例
外
的
に
認
め
た
こ
と
、
及
び
そ
こ
か
ら
派
生
し
た
居
留
地
外
居
住

問
題
の
発
端
に
関
し
て
は
、
外
交
史
料
館
「
官
私
雇
外
国
人
家
屋
相
対
貸
借
取
扱
参
考
書
」
に
よ
る
。 

（
332
）
梅
渓
〔
二
〇
〇
七
、
二
二
一
〕
。 

（
333
）
以
下
の
東
京
に
関
す
る
事
情
は
、
東
京
都
編
〔
一
九
五
七
、
二
九
八‐

三
〇
一
〕
に
よ
る
。 

（
334
）
原
文
は
、
外
交
史
料
館
「
官
私
雇
外
国
人
居
留
地
外
地
所
家
屋
相
対
貸
借
取
扱
参
考
書
」
に
所
載
。 

（
335
）
こ
の
あ
と
本
論
で
は
、「
外
国
人
の
居
留
地
外
居
住
問
題
」
に
つ
い
て
、
新
潟
で
の
展
開
に
絞
っ
て
追
う
こ
と
に
な

る
。
参
考
ま
で
に
、
こ
の
問
題
全
般
の
そ
の
後
の
流
れ
に
つ
い
て
、
外
交
史
料
館
「
官
私
雇
外
国
人
家
屋
相
対
貸
借
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取
扱
参
考
書
」
及
び
大
山
〔
一
九
六
七
〕
に
沿
っ
て
以
下
の
と
お
り
そ
の
概
要
を
記
す
。
外
国
人
の
居
留
地
外
居
住

は
、
一
八
七
四
（
明
治
七
）
年
八
月
の
太
政
官
布
告
第
八
十
五
号
に
よ
り
、
事
前
許
可
制
と
い
う
制
限
を
設
け
る
こ

と
で
正
式
に
認
め
ら
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
外
務
省
は
本
布
告
に
よ
り
居
留
地
外
で
の
相
対
借
家
が
認
め
ら
れ
る

の
は
官
雇
外
国
人
だ
け
、
と
解
釈
す
る
一
方
、
内
務
省
は
官
雇
私
雇
と
も
に
対
象
と
す
べ
き
、
と
主
張
し
、
運
用
に

あ
た
っ
て
解
釈
の
相
違
を
み
た
。
外
務
省
の
見
解
に
は
、
そ
も
そ
も
居
留
地
外
で
不
法
に
商
業
活
動
を
行
お
う
と
す

る
者
が
紛
れ
込
む
事
例
は
お
も
に
私
雇
の
御
雇
い
外
国
人
の
も
と
に
お
い
て
で
あ
る
、
と
の
疑
い
が
前
提
に
あ
っ
た
。

一
方
の
内
務
省
は
、
官
雇
と
私
雇
と
で
扱
い
が
異
な
る
の
は
好
ま
し
く
な
い
、
と
の
立
場
で
あ
っ
た
。
両
省
は
一
八

七
七
（
明
治
十
）
年
に
至
る
ま
で
種
々
協
議
を
行
っ
た
が
、
同
年
三
月
の
太
政
官
布
告
第
二
十
七
号
に
よ
り
、
私
雇

外
国
人
の
居
留
地
外
居
住
の
許
可
は
外
務
省
の
所
管
事
項
と
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
外
務
省
は
こ
れ
ら
外
国
人
に
つ
き

許
可
基
準
を
定
め
て
一
件
ご
と
に
そ
の
許
否
を
判
断
す
る
こ
と
と
し
、
政
府
の
見
解
と
所
管
の
整
理
と
し
て
は
一
応

の
着
地
を
見
た
。
や
が
て
我
が
国
の
発
展
と
と
も
に
御
雇
外
国
人
の
人
数
自
体
が
減
少
す
る
な
か
、
「
外
国
人
の
居

留
地
外
居
住
問
題
」
は
、
最
終
的
に
は
改
正
条
約
の
施
行
に
伴
う
一
八
九
九
（
明
治
三
十
二
）
年
の
居
留
地
制
度
の

廃
止
に
よ
り
消
滅
し
た
。 

（
336
）
原
文
は
、
「
規
則
協
議
一
件
」
に
所
載
。 

（
337
）
表
35
に
示
し
た
四
件
の
貸
主
（
日
本
人
）
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
も
不
詳
で
あ
る
。 

（
338
）
パ
ー
ム
は
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
医
療
伝
道
会
に
所
属
す
る
イ
ギ
リ
ス
人
宣
教
師
で
あ
っ
た
。
一
八
七
五
（
明
治
八
）
年

春
か
ら
一
八
八
三
（
明
治
十
六
）
年
秋
ま
で
の
約
八
年
半
の
あ
い
だ
新
潟
に
居
留
し
、
地
元
の
人
々
へ
の
伝
道
と
施

療
に
つ
と
め
た
（
新
潟
市
史
編
さ
ん
近
代
史
部
会
編
〔
一
九
九
六
、
四
〇
、
一
三
七‐

一
三
九
〕
、
本
井
〔
二
〇
〇

六
〕
）
。 

（
339
）
ミ
オ
ラ
は
イ
タ
リ
ア
人
で
、
も
と
も
と
一
八
七
四
（
明
治
七
年
）
に
新
潟
を
訪
れ
た
フ
ラ
ン
ス
曲
馬
団
の
一
員
で

あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
曲
馬
団
か
ら
新
潟
に
置
い
て
い
か
れ
て
し
ま
っ
た
、
と
さ
れ
る
彼
は
、
や
が
て
肉

屋
を
開
業
し
た
。
ミ
オ
ラ
が
提
供
す
る
当
時
珍
し
い
牛
肉
や
牛
乳
は
地
元
の
人
々
に
好
ま
れ
、
彼
の
店
は
ま
も
な
く

西
洋
料
理
店
へ
と
発
展
し
た
（
新
潟
市
史
編
さ
ん
近
代
史
部
会
編
〔
一
九
九
六
、
四
二
〕
）
。 

（
340
）
フ
ァ
イ
ソ
ン
は
イ
ギ
リ
ス
聖
公
会
の
宣
教
師
と
し
て
一
八
七
四
（
明
治
七
）
年
に
来
日
し
た
。
翌
七
五
（
明
治
八
）

年
五
月
か
ら
八
二
（
明
治
十
五
）
年
六
月
ま
で
の
約
七
年
に
わ
た
り
新
潟
で
布
教
活
動
を
続
け
た
。
そ
の
後
も
横
浜
、

大
阪
、
北
海
道
で
長
ら
く
日
本
で
の
伝
道
に
携
わ
っ
た
（
本
井
〔
二
〇
〇
六
〕
）
。 

（
341
）
ド
ロ
ア
ー
ル
は
パ
リ
宣
教
師
会
の
宣
教
師
で
、
一
八
七
四
（
明
治
七
）
年
後
半
に
新
潟
に
赴
任
し
て
か
ら
一
八
八

四
（
明
治
十
七
）
年
秋
ま
で
の
約
十
年
を
新
潟
と
佐
渡
で
の
布
教
に
費
や
し
た
（
新
潟
市
史
編
さ
ん
近
代
史
部
会
編

〔
一
九
九
六
、
一
三
八
〕
、
新
潟
県
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
史
研
究
会
〔
一
九
九
三
〕
）
。 

（
342
）
渡
邊
喜
平
は
地
元
の
商
人
で
、
米
屋
で
あ
っ
た
と
も
洗
濯
屋
で
あ
っ
た
と
も
さ
れ
る
。
こ
こ
で
叙
述
す
る
出
来
事

よ
り
四
年
前
に
あ
た
る
一
八
七
一
（
明
治
四
）
年
に
も
フ
ラ
ン
ス
人
宣
教
師
エ
ヴ
ラ
ー
ル
に
部
屋
を
貸
し
与
え
て
い

た
。
ま
た
、
渡
邊
は
後
年
に
な
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
に
入
信
し
、
函
館
の
ト
ラ
ピ
ス
ト
修
道
院
で
生
涯
を
閉
じ
た
（
新

潟
県
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
史
研
究
会
編
〔
一
九
九
九
〕
）
。 

（
343
）
新
潟
裁
判
所
は
、
一
八
七
五
（
明
治
八
）
年
四
月
に
そ
の
設
置
が
布
告
さ
れ
、
同
年
六
月
二
十
二
日
に
開
庁
し
た
。

初
代
裁
判
所
長
の
六
等
判
事
堤
正
巳
は
、
一
八
九
一
（
明
治
二
十
四
）
年
の
大
津
事
件
の
際
に
大
審
院
法
廷
で
の
裁

判
の
裁
判
長
を
つ
と
め
た
法
官
で
あ
る
。
ま
た
、
新
潟
裁
判
所
第
一
支
庁
は
新
潟
区
を
管
轄
す
る
裁
判
所
と
し
て
一

八
七
六
（
明
治
九
）
年
三
月
五
日
に
設
置
さ
れ
た
（
新
潟
市
編
〔
一
九
三
四
、
八
三
七‐

八
三
九
〕
）
。
こ
こ
で
た
ど

る
ド
ロ
ア
ー
ル
借
家
騒
動
は
、
新
潟
で
の
裁
判
所
制
度
の
ま
さ
に
黎
明
期
に
起
こ
っ
た
出
来
事
で
あ
っ
た
。 

（
344
）「
規
則
協
議
一
件
」
で
は
、
こ
の
堤
に
よ
る
「
通
常
民
事
の
判
決
」
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
触

れ
ら
れ
て
い
な
い
。 

（
345
）
こ
こ
で
の
外
務
省
と
内
務
省
と
の
議
論
は
、
外
国
人
が
し
ば
し
ば
日
本
の
行
政
に
服
さ
な
か
っ
た
、
と
い
う
当
時

の
状
況
を
背
景
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
不
平
等
条
約
下
に
お
い
て
、
日
本
政
府
は
外
国
人
が
日
本
の
行
政
規
則

を
遵
守
す
べ
き
こ
と
を
貫
徹
し
得
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
政
府
が
行
政
規
則
を
制
定
し
よ
う
と
す
る
際
に
は
、
そ

の
規
則
の
円
滑
な
運
用
を
担
保
す
る
た
め
、
諸
外
国
と
事
前
に
協
議
を
行
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
（
井
上
〔
一
九
五

五
〕
）
。
こ
の
こ
と
は
、
条
約
改
正
交
渉
に
お
い
て
、
解
決
す
べ
き
大
き
な
課
題
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
（
五
百

旗
頭
〔
二
〇
一
〇
〕
）
。
こ
う
し
た
事
情
が
、
「
市
区
全
域
が
雑
居
地
で
あ
る
場
合
に
外
国
人
が
地
家
貸
借
に
関
す
る

日
本
の
行
政
規
則
を
遵
守
し
な
い
よ
う
で
は
、
新
潟
の
一
般
行
政
に
大
い
に
不
都
合
が
生
じ
る
の
で
、
あ
ら
か
じ
め

私
人
の
あ
い
だ
の
貸
借
契
約
の
な
か
で
外
国
人
の
遵
法
性
を
確
保
し
て
お
き
た
い
」
と
す
る
内
務
省
の
立
場
に
結
び

つ
く
わ
け
で
あ
る
。 

 

第
六
章 

（
346
）
「
新
潟
町
会
所
文
書
」
、
及
び
イ
ギ
リ
ス
外
務
省
文
書
（F

.O
. 2

6
2

/2
9

5

）
に
一
連
の
経
緯
が
あ
る
。 

（
347
）
「
新
潟
町
会
所
文
書
」
（
簿
冊
９
５
、
史
料
六
三
三
「
ド
イ
ツ
人
エ
チ
・
コ
ー
フ
へ
家
屋
貸
渡
約
締
書
」
）
。 
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（
348
）
「
新
潟
町
会
所
文
書
」
（
簿
冊
１
０
７
、
史
料
番
号
五
二
六‐

一
「
地
所
貸
借
約
定
関
係
諸
書
類
綴
」
）
。 

（
349
）
「
新
潟
町
会
所
文
書
」
（
簿
冊
９
５
、
史
料
番
号
五
二
四‐

一
「
地
所
貸
借
約
定
書
類
（
二
通
）
」
）
。 

（
350
）
「
新
潟
町
会
所
文
書
」
（
簿
冊
１
３
７
、
史
料
番
号
五
七
六
「
フ
ラ
ン
ス
人
イ
ブ
ラ
ル
ド
と
の
畑
地
貸
借
関
係
諸
書

類
綴
」
）
。 

（
351
）
以
下
は
、
「
規
則
協
議
一
件
」
に
基
づ
く
。 

（
352
）
「
新
潟
町
会
所
文
書
」
（
簿
冊
１
４
１
、
史
料
番
号
五
九
二‐

一
「
外
務
書
類
（
綴
）
」
）
で
は
三
月
二
十
七
日
と
さ

れ
る
。 

（
353
）
「
新
潟
町
会
所
文
書
」
（
簿
冊
１
４
１
、
史
料
番
号
五
九
二‐

一
「
外
務
書
類
（
綴
）
」
）
。 

（
354
）
牧
岡
鉄
弥
に
つ
い
て
は
本
井
〔
二
〇
〇
六
〕
。 

（
355
）
内
務
省
は
一
八
八
〇
（
明
治
十
三
）
年
、
新
潟
県
庁
を
通
じ
て
、
新
潟
区
雑
居
地
域
に
お
け
る
外
国
人
へ
の
土
地

家
屋
貸
渡
し
の
実
態
調
査
を
行
っ
て
い
た
（
「
規
則
協
議
一
件
」
）
。
貸
借
期
限
を
五
十
年
ま
で
認
め
る
と
の
内
務
省

の
方
針
転
換
は
、
こ
の
実
態
調
査
を
踏
ま
え
て
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。 

（
356
）
新
潟
で
の
外
国
人
借
地
問
題
を
処
し
て
い
く
際
の
こ
の
観
点
で
の
考
慮
は
、
す
で
に
森
有
礼
が
示
唆
し
て
い
た
。「
規

則
協
議
一
件
」
に
よ
れ
ば
、
少
し
遡
る
一
八
七
七
（
明
治
十
）
年
、
内
務
省
が
現
地
外
国
領
事
と
協
議
の
う
え
規
則

を
定
め
る
よ
う
新
潟
県
庁
に
指
示
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
県
庁
が
領
事
と
の
協
議
な
し
に
約
定
書
雛
形
（
史
料
六

十
）
を
作
成
し
た
こ
と
に
、
イ
ギ
リ
ス
が
強
く
抗
議
し
た
際
、
内
務
省
は
、
こ
の
抗
議
を
受
け
て
、
約
定
書
雛
形
は

と
り
あ
え
ず
取
り
消
す
よ
う
新
潟
県
庁
に
指
示
す
る
旨
を
外
務
省
へ
合
議
し
た
。
こ
の
時
、
外
務
卿
代
理
の
立
場
に

あ
っ
た
森
は
、
同
年
六
月
十
三
日
付
の
内
務
省
へ
の
回
答
に
お
い
て
、
こ
の
内
務
省
か
ら
の
合
議
を
了
解
し
つ
つ
も
、

彼
の
見
解
を
添
え
た
。
本
件
規
則
は
我
が
国
民
を
律
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
、
そ
の
規
則
を
定
め
る
に
あ
た
っ
て

外
国
領
事
と
協
議
す
べ
き
、
と
い
う
内
務
省
の
指
示
が
、
結
果
と
し
て
我
が
国
の
自
治
に
対
す
る
外
国
の
介
入
を
招

か
ぬ
よ
う
十
分
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
そ
の
趣
意
で
あ
っ
た
。
長
文
と
な
る
が
、
以
下
に
原
文
を
示

す
。 

「
元
来
同
港
於
テ
ハ
別
ニ
外
国
人
居
留
地
ノ
取
設
ハ
無
之
候
得
共
、
既
ニ
居
留
取
極
書
ヲ
以
経
界
ヲ
定
メ
、
其
画

中
ニ
在
テ
ハ
外
国
人
正
当
ナ
ル
所
用
ノ
為
メ
地
面
ヲ
借
受
ル
コ
ト
勝
手
次
第
タ
ル
ベ
シ
、
ト
明
許
セ
シ
上
ハ
、
官

庁
ヨ
リ
公
然
其
筋
ヘ
約
定
案
ヲ
下
達
シ
、
是
然
共
右
ヲ
照
準
シ
結
約
為
致
候
様
ト
ノ
義
ハ
、
我
法
令
ノ
配
下
ニ
居

ラ
サ
ル
外
国
人
ニ
ハ
容
易
ニ
施
ス
能
ハ
サ
ル
筋
ニ
有
之
、
所
謂
勝
手
次
第
ノ
意
ニ
有
□
□
キ
候
□
ヨ
リ
、
過
般
及

御
照
会
通
、
英
国
公
使
ノ
論
議
ヲ
モ
来
タ
シ
候
事
ニ
存
候
、
乍
然
該
港
人
民
ノ
如
キ
ハ
、
未
タ
外
国
人
ヘ
対
シ
地

家
貸
借
等
ノ
件
慣
熟
不
致
ヨ
リ
、
自
然
粗
漏
ノ
約
定
取
結
置
、
後
日
ノ
紛
糾
ヲ
生
シ
候
様
ニ
テ
ハ
不
都
合
ニ
付
、

右
結
約
方
ハ
地
方
ノ
公
理
ニ
違
戻
セ
サ
ル
様
、
其
筋
ヨ
リ
人
民
ヘ
教
諭
致
候
義
ハ
、
敢
テ
差
支
ノ
筋
ハ
無
之
候
間
、

右
ノ
意
ヲ
差
含
居
候
様
、
県
令
ヘ
御
通
達
有
之
度
候
、
将
又
約
定
案
県
令
ヨ
リ
各
領
事
ヘ
遂
協
議
決
定
候
様
ト
ノ

事
ハ
不
好
義
ト
存
候
、
何
ト
ナ
レ
ハ
、
該
約
定
案
性
質
ハ
前
書
ノ
如
ク
我
人
民
ヘ
教
諭
ス
ル
迄
ノ
モ
ノ
ニ
有
之
、

人
民
怜
悧
ナ
ラ
ハ
我
県
官
ス
ラ
強
テ
差
図
ス
ル
ニ
不
及
モ
ニ
有
之
、
然
ル
ヲ
一
旦
領
事
ト
商
議
決
定
候
上
ハ
、
則

彼
我
共
立
規
則
ノ
類
ニ
シ
テ
、
将
来
該
約
定
中
ノ
趣
意
ヲ
改
正
セ
ン
ト
ス
ル
毎
ニ
彼
ヘ
協
議
セ
サ
ル
ヲ
不
得
、
則

新
潟
居
留
取
極
書
ヘ
別
ニ
新
約
ヲ
添
ヘ
タ
ル
モ
ノ
ト
ナ
リ
、
外
国
領
事
ヲ
シ
テ
我
内
治
ニ
立
入
ラ
シ
ム
ル
姿
ニ
相

成
候
条
、
先
例
有
之
ノ
場
所
ハ
暫
差
置
、
新
潟
ノ
如
キ
新
創
ノ
地
へ
ハ
成
丈
右
ノ
弊
習
ヲ
生
セ
サ
ル
様
致
度
候
、

尤
県
令
ヨ
リ
領
事
ヘ
公
然
書
面
等
ノ
往
復
ヲ
為
サ
ス
、
談
話
ヲ
以
其
意
見
ヲ
承
ク
等
ノ
義
ハ
交
際
上
或
ハ
然
ル
ヘ

キ
事
ニ
テ
、
実
際
施
行
ノ
節
差
支
ヲ
生
セ
サ
ル
一
策
ニ
有
之
、
其
辺
県
令
於
テ
厚
注
意
候
様
御
達
置
有
之
度
、
此

段
回
答
旁
申
進
候
也
」 

（
357
）
以
下
、
条
約
改
正
予
備
会
議
に
関
し
て
は
、
外
務
省
調
査
部
編
〔
一
九
四
八
（
三
）
〕
に
よ
る
。
パ
ー
ク
ス
、
井
上

な
ど
の
発
言
は
筆
者
が
要
約
し
た
が
、
全
文
は
右
史
料
及
び
大
山
〔
一
九
六
七
〕
に
所
載
さ
れ
て
い
る
。 

（
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（
362
）
パ
ー
ム
が
「
山
手
」
と
呼
び
、
ラ
イ
ス
ナ
ー
が
「
砂
山
の
遊
園
」
と
呼
ぶ
地
所
は
、
前
章
以
降
何
度
か
述
べ
た
「
一

番
山
の
三
筆
」
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
、
パ
ー
ム
は
六
月
二
十
四
日
付
の
フ
ァ
イ
ソ
ン
へ
の
書
簡
の

な
か
で
、
更
な
る
事
情
を
概
ね
次
の
よ
う
に
明
か
し
て
い
る
（F

.O
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6
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）
。「
こ
の
地
所
は
一
八
七
二
年
に
ラ
イ
ス
ナ
ー
氏
と
ウ
ェ
ー
バ
ー
氏
に

貸
し
渡
さ
れ
た
。
県
庁
で
は
こ
れ
を
取
り
戻
そ
う
と
し
て
種
々
手
を
尽
く
し
た
が
、
結
局
は
で
き
な
か
っ
た
。
も
と

も
と
こ
の
地
所
の
金
額
は
二
十
円
を
超
え
な
い
も
の
で
あ
っ
た
が
、
県
庁
で
は
莫
大
な
金
額
を
も
っ
て
ラ
イ
ス
ナ
ー

氏
に
返
還
を
申
し
込
ん
だ
。
し
か
し
ラ
イ
ス
ナ
ー
氏
は
こ
れ
を
拒
ん
だ
。
本
日
ラ
イ
ス
ナ
ー
氏
に
聞
い
た
と
こ
ろ
で

は
、
同
氏
は
こ
の
借
地
を
九
十
九
年
の
期
限
に
改
め
よ
う
と
談
判
中
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
コ
ッ
ホ
氏
の
ほ
う

は
、
地
所
を
日
本
人
の
名
前
で
買
い
取
ろ
う
と
考
え
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
」 
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（
364
）
な
お
一
方
の
日
本
側
で
は
、「
規
則
協
議
一
件
」
に
よ
れ
ば
、
パ
ー
ク
ス
が
予
備
会
議
で
本
件
を
取
り
上
げ
た
後
の

七
月
四
日
、
外
務
省
が
内
務
省
に
対
し
て
、
新
潟
で
の
外
国
人
へ
の
土
地
家
屋
貸
渡
し
状
況
に
つ
い
て
照
会
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
内
務
省
は
七
月
六
日
付
の
文
書
で
、
明
治
十
三
年
に
新
潟
県
に
命
じ
て
実
施
し
て
い
た
土
地
家
屋
貸

渡
し
の
実
態
調
査
を
外
務
省
へ
渡
し
た
。
日
本
側
は
、
こ
う
し
て
新
潟
の
実
態
把
握
に
努
め
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
七

月
十
八
日
会
合
で
塩
田
が
発
言
し
た
わ
け
で
あ
る
。 

（
365
）
七
月
十
八
日
会
合
の
議
事
録
に
は
パ
ー
ク
ス
の
発
言
が
記
録
さ
れ
て
い
な
い
。
彼
は
こ
の
会
合
で
本
件
に
つ
い
て

発
言
し
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
先
の
会
合
で
問
題
提
起
の
熱
弁
を
ふ
る
っ
た
パ
ー
ク
ス
が
、
何
故
こ
の
会

合
で
は
発
言
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
論
筆
者
は
、
パ
ー
ク
ス
は
内
地
開
放
宣
言
と
新
潟
で
の
外
国
人
借
地

問
題
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
、
後
の
会
合
で
井
上
の
見
解
を
直
接
確
認
し
た
か
っ
た
か
ら
な
の
で
は
な
い
か
、
と
推

測
す
る
。
パ
ー
ク
ス
は
、
塩
田
の
「
内
地
開
放
を
含
め
た
条
約
改
正
の
実
現
を
図
れ
ば
、
新
潟
の
問
題
は
お
の
ず
と

解
決
す
る
」
と
い
う
趣
旨
の
発
言
に
つ
い
て
、
後
日
、
本
国
へ
の
報
告
の
な
か
で
「
内
地
開
放
と
い
っ
た
大
き
な
課

題
が
実
現
す
る
ま
で
の
あ
い
だ
、
な
ぜ
新
潟
の
外
国
人
が
現
条
約
下
で
認
め
ら
れ
て
い
る
権
利
を
奪
わ
れ
た
ま
ま
で

い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
塩
田
氏
の
発
言
が
理
解
で
き
な
か
っ
た
」
と
記
し
て
い
る
（F
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）
。
パ
ー
ク
ス
は
、
塩
田
が
述
べ
た
、
日
本
政
府
と
し
て
の
「
詳
細
な
答
文
」
な
る

も
の
の
内
容
に
つ
い
て
直
接
井
上
か
ら
説
明
を
受
け
、
更
に
議
論
す
る
こ
と
を
望
ん
で
い
た
の
で
は
な
い
か
。
し
か

し
な
が
ら
、
予
備
会
議
に
お
い
て
そ
の
よ
う
な
機
会
は
訪
れ
な
か
っ
た
。 

（
366
）
以
下
、
佐
渡
夷
港
の
官
営
倉
庫
を
め
ぐ
る
記
録
に
関
し
て
は
、
他
に
注
記
が
な
い
限
り
外
交
史
料
館
「
佐
州
夷
港

ニ
設
ア
ル
外
国
人
ヘ
貸
納
屋
取
毀
方
外
国
公
使
ヘ
協
議
一
件
」
に
よ
る
。 

（
367
）
内
閣
記
録
局
編
〔
一
九
七
八
、
三
六
〇
〕
。 

（
368
）
外
交
史
料
館
「
税
関
事
務
関
係
雑
件
」
に
よ
れ
ば
、
一
八
八
五
（
明
治
十
八
）
年
四
月
十
四
日
付
で
松
方
大
蔵
卿

が
井
上
外
務
卿
に
対
し
て
、
「
新
潟
開
港
以
来
、
外
国
人
之
ヲ
使
用
セ
シ
ハ
、
明
治
三
年
正
月
蘭
人
某
一
回
、
同
六

年
九
月
及
同
七
年
十
二
月
獨
逸
人
某
各
一
回
、
即
チ
都
テ
三
回
ニ
シ
テ
、
爾
後
外
国
人
ノ
之
ヲ
使
用
ス
ル
者
有
ル
コ

ト
無
シ
」
と
、
当
該
倉
庫
の
使
用
が
極
め
て
稀
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。 

（
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（
371
）
「
夷
港
貸
納
屋
ノ
一
件
」
。 

（
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（
373
）
「
規
則
協
議
一
件
」
。 

（
374
）
本
省
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
外
相
か
ら
の
訓
令
（F
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）
を
、

公
使
館
は
同
年
七
月
十
日
に
受
け
取
っ
て
い
る
。 
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（
377
）
日
本
政
府
は
、
一
八
八
三
（
明
治
十
六
）
年
三
月
三
十
日
に
パ
ー
ク
ス
か
ら
の
意
見
書
を
受
け
取
っ
た
後
、
更
な

る
修
正
案
づ
く
り
に
同
年
九
月
十
八
日
ま
で
と
い
う
長
い
時
間
を
要
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
間
に
パ
ー
ク
ス
は
駐
日

公
使
を
離
任
し
て
し
ま
っ
た
。
パ
ー
ク
ス
意
見
書
を
受
け
て
の
調
整
作
業
が
相
当
に
難
儀
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
敢

え
て
交
渉
相
手
が
去
っ
て
ま
も
な
く
の
時
点
で
更
な
る
修
正
案
が
取
り
ま
と
め
ら
れ
た
詳
し
い
事
情
に
つ
い
て
、

「
規
則
協
議
一
件
」
か
ら
は
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 
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第
七
章 

（
379
）
以
下
、
フ
ァ
イ
ソ
ン
の
動
向
に
関
し
て
は
「
規
則
協
議
一
件
」
。 

（
380
）
ド
ロ
ア
ー
ル
と
ツ
ル
パ
ン
に
よ
る
佐
渡
で
の
布
教
な
ど
に
関
し
て
は
、
新
潟
県
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
史
研
究
会
〔
一

九
九
九
〕
に
詳
し
い
。 

（
381
）
新
潟
町
会
所
文
書
「
（
簿
冊
１
４
２
、
史
料
番
号
五
九
二‐

一
「
外
国
交
際
関
係
書
類
」
）
。
な
お
、
こ
の
契
約
書
に

は
「
寄
居
白
山
外
新
田
字
大
畑
」
と
あ
る
が
、
同
地
は
明
治
十
二
年
に
す
で
に
新
潟
区
に
編
入
さ
れ
て
い
た
（
新
潟

市
史
編
さ
ん
近
代
史
部
会
編
〔
一
九
九
六
、
七
五
〕
）
。 

（
382
）
「
新
潟
町
会
所
文
書
」
（
簿
冊
１
４
１
、
史
料
番
号
五
九
二‐

一
「
外
国
交
際
関
係
書
類
」
）
。 

（
383
）
「
新
潟
町
会
所
文
書
」
（
簿
冊
１
４
２
、
史
料
番
号
五
九
二‐

一
「
外
国
交
際
関
係
書
類
」
）
。 

（
384
）
「
新
潟
町
会
所
文
書
」
（
簿
冊
１
４
２
、
史
料
番
号
五
九
二‐

一
「
外
国
交
際
関
係
書
類
」
）
。 

（
385
）
「
新
潟
町
会
所
文
書
」
（
簿
冊
１
４
９
、
史
料
番
号
六
一
一
「
外
国
人
に
雇
用
さ
れ
た
人
の
届
書
綴
」
）
。 
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（
386
）
「
新
潟
町
会
所
文
書
」
（
簿
冊
１
５
２
、
史
料
番
号
六
三
三
「
ド
イ
ツ
人
ヱ
チ
・
コ
ー
フ
へ
家
屋
貸
渡
約
締
書
）
。 

（
387
）
「
新
潟
町
会
所
文
書
」
（
簿
冊
１
４
２
、
史
料
番
号
五
九
二‐

一
「
外
国
交
際
関
係
書
類
」
）
。 

（
388
）
以
下
、
借
地
規
則
に
関
し
て
は
「
規
則
協
議
一
件
」
。 

（
389
）
新
潟
県
編
〔
一
九
八
七
、
四
三
八
〕
。 

 

終
章 

（
390
）
「
新
潟
町
会
所
文
書
」
（
簿
冊
１
４
２
、
史
料
番
号
五
九
二‐

二
「
外
国
交
際
関
係
書
類
」
）
。
な
お
、
新
潟
県
庁
は

こ
の
内
達
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
を
明
治
十
二
年
十
二
月
十
三
日
に
公
達
と
し
て
発
し
た
も
の
の
、
翌
明
治
十
三
年
二
月

十
二
日
に
「
詮
議
有
之
」
と
し
て
取
り
消
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
後
ま
も
な
く
本
文
の
内
達
が
出
さ
れ
た
。
何
ら
か

の
事
情
で
新
潟
県
な
い
し
内
務
省
の
方
針
が
揺
れ
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。 

（
391
）
「
新
潟
町
会
所
文
書
」
（
簿
冊
１
４
２
、
史
料
番
号
五
九
二‐

二
「
外
国
交
際
関
係
書
類
」
）
。 

（
392
）
新
潟
県
編
〔
一
九
九
二
、
五
九‐
六
四
、
一
一
〇
〕
。 

（
393
）
横
浜
開
港
資
料
館
編
〔
二
〇
〇
七
〕
に
よ
れ
ば
、
一
八
八
七
年
に
お
け
る
各
港
別
の
外
国
人
の
う
ち
中
国
人
の
割

合
は
、
横
浜
六
六
％
、
神
戸
六
九
％
、
長
崎
七
〇
％
な
ど
。 

（
394
）
新
潟
新
聞 

明
治
十
七
年
五
月
十
三
日
。 

（
395
）
陳
承
文
に
よ
る
新
潟
で
の
酒
造
は
、
我
が
国
と
諸
外
国
と
の
い
わ
ゆ
る
不
平
等
条
約
と
関
連
し
て
扱
わ
れ
る
事
件

で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
趙
〔
二
〇
一
六
〕
に
基
づ
い
て
事
件
の
顛
末
を
概
述
し
た
。
酒
造
事
件
に
関
し
て
は
、
別
に

注
記
が
な
い
限
り
右
に
よ
る
。 

（
396
）
我
が
国
と
清
と
の
条
約
は
不
平
等
条
約
で
は
な
か
っ
た
が
、
互
い
に
領
事
裁
判
権
を
認
め
て
い
た
。 

（
397
）
新
潟
新
聞 

明
治
十
八
年
三
月
十
二
日
。 

（
398
）
新
潟
新
聞
に
は
、
明
治
十
八
年
八
月
に
清
国
公
使
館
員
か
ら
醸
造
の
禁
止
を
命
じ
ら
れ
た
人
物
と
し
て
、
陳
承
文

及
び
郭
学
順
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（
同
紙
八
月
二
十
日
）
。
ま
た
、
事
件
に
関
連
し
て
、
郭
学
順
・
金
其
相
の
両
名

は
陳
承
文
と
と
も
に
県
庁
に
出
頭
し
て
い
た
（
同
紙
十
一
月
十
四
日
、
十
二
月
八
日
、
十
二
月
十
二
日
）
。 

（
399
）
「
県
治
報
知
」
明
治
十
八
年
布
達
甲
第
二
百
二
十
五
号
「
清
国
人
醸
酒
売
の
件
」
（
資
料
番
号
Ｃ
Ｈ
１
４
４
）
。 

（
400
）
「
県
治
報
知
」
「
新
潟
夷
に
於
い
て
外
国
人
へ
地
所
等
貸
下
の
件
」
（
資
料
番
号
Ｃ
Ｈ
１
４
３
）
。 

（
401
）
「
県
治
報
知
」
「
新
潟
県
違
警
罪
目
中
改
正
」
（
資
料
番
号
Ｃ
Ｈ
１
４
３
）
。 

（
402
）
「
県
治
報
知
」
明
治
十
五
年
県
庁
布
達
甲
第
三
十
一
号
「
本
県
違
警
罪
目
を
定
む
」
（
資
料
番
号
Ｃ
Ｈ
１
１
）
。 

（
403
）
以
下
、
新
潟
県
と
新
潟
区
と
の
や
り
取
り
に
関
し
て
は
「
新
潟
町
会
所
文
書
」（
簿
冊
１
４
２
、
史
料
番
号
五
九
二

‐

一
「
外
務
書
類
」
）
に
よ
る
。 

（
404
）
新
潟
新
聞 

明
治
十
八
年
十
二
月
十
二
日
、
十
五
日
、
十
七
日
の
記
事
な
ど
。 

（
405
）
新
潟
新
聞 

明
治
十
九
年
四
月
二
十
九
日
、
六
月
十
三
日
。 

（
406
）
以
降
の
西
洋
人
に
よ
る
長
期
借
地
に
関
す
る
記
述
は
、
別
に
注
記
が
な
い
限
り
「
新
潟
町
会
所
文
書 

外
務
書
類
」

に
よ
る
。 

（
407
）
以
下
、
国
と
新
潟
県
と
の
や
り
取
り
に
関
し
て
は
「
相
対
貸
借
雑
件
」
に
よ
る
。 

（
408
）
「
相
対
貸
借
雑
件
」
。 

（
409
）
新
潟
県
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
史
研
究
会
編
〔
一
九
九
三
、
三
四‐

三
五
、
四
一‐

四
三
〕
。 

（
410
）
加
藤
勝
弥
は
一
八
八
七
（
明
治
二
十
）
年
に
開
校
し
た
北
越
学
館
の
初
代
館
主
（
館
長
）
と
し
て
知
ら
れ
る
。
や

は
り
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
っ
た
（
新
潟
市
史
編
さ
ん
近
代
史
部
会
編
〔
一
九
九
六
、
四
〇
二‐

四
〇
三
〕
）
。 

（
411
）
外
交
史
料
館
「
外
国
人
ニ
シ
テ
日
本
人
名
義
ヲ
以
テ
土
地
家
屋
ヲ
所
有
シ
並
会
社
ヲ
設
ケ
商
業
ヲ
営
ム
モ
ノ
ノ
調

査
一
件
」
、
及
び
同
「
外
国
人
土
地
家
屋
営
業
一
覧
表
」
。 

（
412
）
横
浜
税
関
編
〔
一
九
〇
四
、
三
二
三‐

三
二
四
〕
。 

（
413
）
横
浜
税
関
編
〔
一
九
〇
四
、
三
二
二
〕
。 

（
414
）
新
潟
市
史
編
さ
ん
近
代
史
部
会
編
〔
一
九
九
六
、
一
六
八‐

一
六
九
〕
。 

（
415
）
新
潟
新
聞 

明
治
十
二
年
一
月
十
四
日
。 

（
416
）
新
潟
新
聞 

明
治
十
二
年
一
月
十
二
日
。
更
に
二
月
以
降
、
藤
田
は
「
新
潟
県
、
特
に
新
潟
港
の
商
売
諸
君
」
、「
新

潟
県
運
輸
の
便
」
と
い
っ
た
連
載
記
事
を
公
表
し
た
。 

（
417
）
西
脇
が
率
先
し
た
、
こ
の
一
八
七
九
（
明
治
十
二
）
年
の
新
潟
会
社
は
、
国
内
他
港
へ
の
米
穀
運
輸
に
お
い
て
外

国
商
人
に
対
抗
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
会
社
は
ま
も
な
く
新
潟
貿
易
会
社
に
再
編
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
こ

の
年
の
十
月
に
は
地
元
商
人
の
手
に
よ
る
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ク
へ
の
直
接
輸
出
が
試
み
ら
れ
た
。
伏
見
半
七
ら
に
よ
る

対
岸
貿
易
へ
の
試
み
が
こ
こ
か
ら
始
ま
る
。
ま
た
、
そ
の
動
き
は
や
が
て
関
矢
儀
八
郎
ら
に
よ
る
北
洋
で
の
漁
場
開
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拓
の
展
開
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
（
新
潟
市
史
編
さ
ん
近
代
史
部
会
編
〔
一
九
九
六
、
一
六
八‐

一
六
九
、
三
二

五‐

三
三
五
〕
）
。
ま
た
、
一
八
七
九
（
明
治
十
二
）
年
六
月
、
地
元
の
商
人
や
地
主
・
官
員
ら
に
よ
り
、
新
潟
倶
楽

部
が
結
成
さ
れ
、
こ
の
動
き
は
更
に
二
年
後
の
北
越
興
商
会
の
結
成
へ
と
進
展
し
て
い
っ
た
（
新
潟
市
史
編
さ
ん
近

代
史
部
会
編
〔
一
九
九
六
、
一
五
八‐

一
五
九
〕
）
。 

総
括 

（
418
）
横
浜
税
関
編
〔
一
九
〇
四
、
三
二
二
〕
。
こ
の
分
析
は
、
開
港
か
ら
一
八
七
八
年
ま
で
の
十
年
間
の
状
況
を
振
り
返

っ
て
総
括
し
た
も
の
と
し
て
記
述
さ
れ
て
い
る
。 

（
419
）
新
潟
県
編
〔
一
九
八
七
、
四
三
八‐

四
三
九
〕
。 
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参
考
文
献
一
覧 

 

  

未
刊
行
史
料 

外
務
省
外
交
史
料
館 

三
門
一
類
一
項
二
号
「
新
潟
開
港
一
件
并
附
属
書
類
」 

三
門
一
類
一
項
四
号
「
新
潟
港
閉
港
ノ
一
件
」 

三
門
一
類
二
項
一
号
「
税
関
事
務
関
係
雑
件
」 

三
門
一
類
二
項
一
八
号
「
佐
州
夷
港
ニ
設
ア
ル
外
国
人
ヘ
貸
納
屋
取
毀
方
外
国
公
使
ヘ
協
議
一
件
」
〔
※
本
文
・
注 

で
は
「
夷
港
貸
納
屋
ノ
一
件
」
と
略
記
〕 

三
門
二
類
一
項
九
十
九
号
「
外
国
人
土
地
家
屋
営
業
一
覧
表
」 

三
門
五
類
二
項
二
号
「
新
潟
港
米
穀
津
留
一
件
」 

三
門
三
類
七
項
一
号
「
新
潟
通
商
司
ノ
処
置
貿
易
ヲ
妨
害
ス
ル
旨
英
国
公
使
ヨ
リ
抗
議
一
件
」
〔
※
第
二
章
本
文
・ 

注
で
は
「
日
本
側
通
商
司
史
料
」
と
略
記
〕 

三
門
九
類
四
項
四
十
七
号
「
外
国
人
ニ
シ
テ
日
本
人
名
義
ヲ
以
テ
土
地
家
屋
ヲ
所
有
シ
並
会
社
ヲ
設
ケ
商
業
ヲ
営
ム 

モ
ノ
ノ
調
査
一
件
」 

三
門
十
二
類
一
項
三
十
二
号
「
外
国
人
ニ
地
所
家
屋
売
渡
質
入
等
禁
止
布
告
一
件
」 

三
門
十
二
類
四
項
九
号
「
新
潟
居
留
外
国
人
ニ
対
シ
地
所
家
屋
相
対
貸
借
関
係
規
則
協
議
一
件
」
〔
※
本
文
・
注
で 

は
「
規
則
協
議
一
件
」
と
略
記
〕 

三
門
十
二
類
四
項
十
一
号
「
新
潟
居
留
外
国
人
ヘ
地
所
家
屋
相
対
貸
借
雑
件
」
〔
※
本
文
・
注
で
は
「
相
対
貸
借
雑 

件
」
と
略
記
〕 

三
門
十
二
類
四
項
二
十
一
号
「
官
私
雇
外
国
人
家
屋
相
対
貸
借
取
扱
参
考
書
」 

四
門
一
類
三
項
三
号
「
新
潟
居
留
和
蘭
国
人
「
ス
ネ
ル
」
ヨ
リ
会
米
両
藩
ヘ
係
ル
銃
器
売
渡
代
価
並
新
潟
戦
争
ノ 

 

際
ノ
官
軍
掠
奪
ニ
係
ル
物
品
代
価
要
償
一
件
」 

五
門
三
類
一
項
八
号
「
横
浜
居
留
独
逸
国
人
「
ク
レ
メ
ル
」
ヨ
リ
新
潟
戦
争
ノ
際
官
軍
ノ
掠
奪
ニ
係
ル
商
品
要
償 

一
件
」 

六
門
一
類
八
項
三‐

十
一
号
「
在
本
邦
各
国
領
事
任
免
雑
件 

独
国
之
部 

第
一
巻
」 

七
門
一
類
三
項
三
六‐

五
号
「
幕
末
カ
ラ
明
治
初
年
マ
テ
各
国
ト
ノ
往
来
翰
」 

国
立
公
文
書
館 

「
太
政
類
典
」 

国
文
学
研
究
資
料
館 

「
山
城
国
京
都
平
松
家
文
書
／
平
松
時
厚
関
係
史
料
／
新
潟
県
知
事
行
政
日
記
」 

新
潟
県
立
文
書
館 

「
県
治
報
知
」 

新
潟
市 「

小
田
氏
旧
蔵
山
下
和
正
氏
所
蔵
文
書
」 

「
窪
田
町
平
田
氏
収
集
文
書
」 

「
新
潟
町
会
所
文
書
」
（
※ 

注
で
は
、
新
潟
町
会
所
文
書
の
簿
冊
ご
と
に
付
さ
れ
る
「
Ｐ‐

Ａ‐

７
６‐

 

」
に 

続
く
番
号
、
及
び
史
料
ご
と
に
付
さ
れ
る
史
料
番
号
を
「
簿
冊
〇
〇
、
史
料
番
号
〇
〇
〇
」
の
よ
う
に
表
記
し
た
。
） 

味
方
家
文
書 

「
家
系
本
録
写
」
個
人
蔵
、 

イ
ギ
リ
ス
国
立
公
文
書
館
（T

h
e
 N

a
tio

n
a

l A
rch

iv
e
s U

n
ite

d
 K

in
g
d

o
m

）
所
蔵 

イ
ギ
リ
ス
対
日
外
交
文
書
（G

e
n

e
ra

l C
o
rre

s
p

o
n

d
e
n

ce
, J

a
p

a
n

, F
.O

.4
6

) 



275 

 

駐
日
英
国
公
館
文
書
（E

m
b

a
ss

y
 a

n
d

 C
o
n

s
u

la
r A

rch
iv

e
s
, J

a
p

a
n

: C
o
rre

s
p

o
n

d
e
n

ce
, F

.O
.2

6
2

) 

 
 

 

〔
※
い
ず
れ
も
、
本
文
で
は
「
イ
ギ
リ
ス
外
務
省
文
書
」
と
表
記
。
ま
た
第
二
章
で
は
「
英
国
側
通
商
司
史 

料
」
と
も
略
記
〕 

ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
中
央
図
書
館
保
管
文
書 

サ
ー
・
ハ
リ
ー
・
パ
ー
ク
ス
文
書
（P

a
p

e
rs o

f S
ir H

a
rry

 P
a

rk
e
s

） 

ド
イ
ツ
外
務
省
政
治
文
書
館
（P

o
lits

ch
e
s A

rch
iv

 d
e
s A

u
s
w

ä
rtig

e
n

 A
m

ts

）
所
蔵
文
書 

R
 2

5
2

8
8

1
, P

e
rs

o
n

a
l u

n
d

 V
e
rw

a
ltu

n
g
, N

iig
a

ta
 1

8
6

8
-1

8
8

6
, A

b
te

ilu
n

g
 1

 C
 

〔
※
本
文
で
は
「
ド
イ
ツ
新
潟
領
事
館
関
係
文
書
」
と
も
略
記
〕 

ド
イ
ツ
連
邦
文
書
館
リ
ヒ
タ
ー
フ
ェ
ル
デ
館
（B

u
n

d
e
sa

rch
iv

 L
ich

te
rfe

ld
e

）
所
蔵
文
書 

プ
ロ
イ
セ
ン
枢
密
文
書
館
（G

e
h

e
im

e
s
 A

rch
iv

 P
re

u
ß

is
ch

e
r K

u
ltu

rb
e
s
itz

）
所
蔵
文
書 

 

新
聞 

T
h

e
 H

io
g
o
 a

n
d

 O
s
a

k
a

 H
e
ra

ld
, 1

8
6

9
-1

8
7

0
 

T
h

e
 J

a
p

a
n

 T
im

e
s O

v
e
rla

n
d

 M
a

il, 1
8

6
8

-1
8

6
9

 

新
潟
新
聞 

 

刊
行
史
料 

大
蔵
省
編 

 

一
九
九
〇
年 

『
大
日
本
外
国
貿
易
年
表 

明
治
26
・
27
年
』 

原
書
房
。 

外
務
省
調
査
部
編 

一
九
四
八
年
（
一
） 

『
大
日
本
外
交
文
書
（
一
）
』
第
一
巻
第
一
冊 

日
本
国
際
連
合
協
会
。 

一
九
四
八
年
（
二
） 

『
大
日
本
外
交
文
書
（
二
）
』
第
一
巻
第
二
冊 

日
本
国
際
連
合
協
会
。 

一
九
四
八
年
（
三
） 

『
大
日
本
外
交
文
書
（
三
）
』
条
約
改
正
関
係
会
議
録 

巖
南
堂
書
店
。 

国
際
ニ
ュ
ー
ス
事
典
出
版
委
員
会
・ 

毎
日
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ズ
編 

一
九
八
九
年 

『
外
国
新
聞
に
見
る
日
本 

国
際
ニ
ュ
ー
ス
事
典 

第
一
巻
』 

毎
日
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ズ
。 

内
閣
記
録
局
編 

一
九
七
七
年 

『
法
規
分
類
大
全 

第
22
巻 

外
交
門
（
１
）
』 

原
書
房
。 

一
九
七
八
年 

『
法
規
分
類
大
全 

第
25
巻 

外
交
門
（
４
）
』 

原
書
房
。 

内
務
省
編 

 

一
九
八
八
年 

『
大
日
本
帝
国
内
務
省
第
一
回
統
計
報
告
（
明
治
17
・
18
年
）
』 

日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
。 

長
崎
県
立
図
書
館
編 

二
〇
〇
二
年 

『
幕
末
・
明
治
期
に
お
け
る
長
崎
居
留
地
外
国
人
名
簿 

Ⅰ
・
Ⅱ
・
Ⅲ
』
。 

新
潟
県
編 

一
九
八
〇
年 

『
新
潟
県
史 

資
料
編
13 

近
代
一 

明
治
維
新
編
Ⅰ
』
。 

一
九
九
二
年 

『
稿
本
新
潟
縣
史 

第
15
巻
』 

国
書
刊
行
会
。 

日
本
銀
行
調
査
局
編 

 
 

一
九
五
五
年 

「
会
社
全
書
」
『
日
本
金
融
史
資
料 

明
治
大
正
編 

第
一
巻
』 

大
蔵
省
印
刷
局
。 

明
治
文
献
資
料
刊
行
会
編 

一
九
六
二
年 

「
大
蔵
省
沿
革
志
」 

大
内
兵
衛
・
土
屋
喬
雄
『
明
治
前
期 

財
政
経
済
史
料
集
成 

第
二
巻
』
。 

横
浜
税
関
編 

一
九
〇
四
年 

『
新
潟
税
関
沿
革
史
』
。 

M
a

th
ia

s
 K

o
ch

, S
e
b

a
s
tia

n
 C

o
n

ra
d

編 

二
〇
〇
六
年 

『
ド
イ
ツ
地
理
学
者
ヨ
ハ
ネ
ス
・
ユ
ス
テ
ィ
ス
・
ラ
イ
ン
。
日
本
か
ら
の
手
紙
（
一
八
七
三
年‐

一

八
七
五
年
）
』Iu

d
iciu

m
 V

e
rla

g
, M

ü
n

ch
e
n

, 2
0

0
6

. 
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 研
究
書
・
自
治
体
史 

等 
五
百
旗
頭
薫 

二
〇
一
〇
年 

『
条
約
改
正
史 

法
権
回
復
へ
の
展
望
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
』 

有
斐
閣
。 

井
熊
文
編
・
訳 

一
九
九
一
年 
『
ギ
ル
デ
マ
イ
ス
タ
ー
の
手
紙―

ド
イ
ツ
商
人
と
幕
末
の
日
本
』 

有
隣
堂
。 

石
井
孝 

 

一
九
五
七
年 

『
増
訂 
明
治
維
新
の
国
際
的
環
境
』 

吉
川
弘
文
館
。 

一
九
八
四
年 

『
戊
辰
戦
争
論
』 

吉
川
弘
文
館
。 

一
九
七
七
年 

『
明
治
初
期
の
国
際
関
係
』 

吉
川
弘
文
館
。 

岩
崎
宏
之 

一
九
七
二
年 

「
明
治
維
新
期
の
東
京
に
お
け
る
商
人
資
本
の
動
向 

―

東
京
商
社
を
中
心
と
し
て―

」
西
山
松
之

助
編
『
江
戸
町
人
の
研
究 

第
1
巻
』 
吉
川
弘
文
館
。 

稲
吉
晃 

二
〇
一
四
年 

『
海
港
の
政
治
史
』 

名
古
屋
大
学
出
版
会
。 

井
上
清 

一
九
五
五
年 

『
条
約
改
正
』 

岩
波
書
店
。 

株
式
会
社
イ
リ
ス 

二
〇
〇
九
年 

『
イ
リ
ス
１
５
０
年 

―
 

黎
明
期
の
記
憶
』
。 

梅
渓
昇 

二
〇
〇
七
年 

『
お
雇
い
外
国
人 

明
治
日
本
の
脇
役
た
ち
』 

講
談
社
。 

大
山
梓 

一
九
六
七
年 

『
旧
条
約
下
に
於
け
る
開
市
開
港
の
研
究 

―

日
本
に
お
け
る
外
国
人
居
留
地
』 

鳳
書
房
。 

川
崎
晴
朗 

一
九
八
八
年 

『
幕
末
の
駐
日
外
交
官
・
領
事
官
』 

雄
松
堂
出
版
。 

蒲
原
宏 

一
九
七
一
年 

「
新
潟
医
学
校
に
お
け
る
３
人
の
オ
ラ
ン
ダ
人
医
学
教
師
」
緒
方
富
雄
編
『
蘭
学
と
日
本
文
化
』 

東 

京
大
学
出
版
会
。 

一
九
八
八
年 

「
ヴ
ィ
ダ
ル
、
ヘ
ー
デ
ン
と
フ
ォ
ッ
ク
」
蒲
原
宏
ほ
か
編
『
医
学
近
代
化
と
来
日
外
国
人
』 

世
界 

保
健
通
信
社
。 

菊
池
勇
夫 

二
〇
一
五
年 

『
五
稜
郭
の
戦
い 

蝦
夷
地
の
終
焉
』 

吉
川
弘
文
館
。 

小
風
秀
雄 

一
九
九
五
年 

『
帝
国
主
義
下
の
日
本
海
運―

国
際
競
争
と
対
外
自
立
』 

山
川
出
版
社
。 

坂
井
洲
二
編
・
訳 

一
九
九
七
年 

『
ド
イ
ツ
商
人
幕
末
を
行
く
！
』 

新
潟
日
報
事
業
社
。 

高
橋
昌
郎 

二
〇
〇
三
年 

『
明
治
の
キ
リ
ス
ト
教
』 

吉
川
弘
文
館
。 

東
京
都
編 

一
九
五
七
年 

『
東
京
都
史
紀
要
四 

築
地
居
留
地
』
。 

奈
良
本
辰
也 

一
九
七
三
年 

『
日
本
の
旅
人
⑮
吉
田
松
陰
』 

淡
交
社
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新
潟
県
編 

一
九
八
七
年 

『
新
潟
県
史 

通
史
編
６ 

近
代
１
』
。 
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新
潟
県
教
育
庁
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潟
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治
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に
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る
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ロ
テ
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タ
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ト
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思
文
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ジ
ア
文
化
研
究
セ
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タ
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編 
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九
七
五
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資
料
御
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外
国
人
』 

小
学
館
。 

横
浜
開
港
資
料
館
編 
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年 

『
開
港
も
の
が
た
り
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。 

A
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新
版 

一
九
三
九
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三 

ド
イ
ツ
東
洋
文
化
研
究
協
会
） 

 

 

研
究
論
文 

伊
東
祐
之 

二
〇
一
八
年 

「
新
潟
税
関
備
船
「
新
潟
丸
」
の
建
造
と
運
航
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『
新
潟
市
歴
史
博
物
館
研
究
紀
要
』
第
十
四
号
。 

 

伊
藤
不
二
男 

 

一
九
五
四
年 

「
中
世
の
領
事
制
度 

領
事
の
任
命
と
選
任
」
九
州
大
学
法
政
学
会
『
法
制
研
究
』
第
二
十
一‐

二
号
。 
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川
崎
晴
朗 

二
〇
一
二
年 

『
外
務
省
調
査
月
報 

2
0

1
2

/N
o
.1
 

明
治
時
代
の
東
京
に
あ
っ
た
外
国
公
館
（
２
）
』
。 

近
藤
麻
里 

二
〇
一
九
年 

「
明
治
初
期
新
潟
港
に
お
け
る
救
荒
政
策
と
交
易 

外
務
省
記
録
「
新
潟
港
米
穀
津
留
一
件
」
を
事

例
に
」
『
外
交
史
料
館
報
』
三
十
一
号
。 

崎
島
達
矢 

二
〇
一
五
年 

「
通
商
司
政
策
の
内
在
的
課
題
の
検
討 

―

『
新
潟
一
件
』
を
題
材
に―

」
『
東
京
大
学
日
本
史
研
究

室
紀
要
』
第
十
九
号
。 

鈴
木
祥 

二
〇
一
八
年 

「
明
治
期
日
本
に
お
け
る
領
事
裁
判
と
商
人
領
事
」
『
外
交
史
料
館
報
』
三
十
号
。 

趙
国 二

〇
一
六
年 

「
明
治
期
外
国
人
へ
の
課
税
問
題
と
地
域
社
会‐

清
国
人
陳
承
文
の
酒
造
事
件
か
ら
見
る‐

」
（
『
史

観 

第
一
七
四
号
』
早
稲
田
大
学
史
学
会
。 

西
田
泰
民 

二
〇
一
七
年 

「
開
港
直
後
の
新
潟
の
状
況‐

オ
ラ
ン
ダ
国
立
公
文
書
館
資
料
よ
り
」
『
新
潟
史
学
七
十
五
号
』
、
新

潟
史
学
会
。 

二
〇
一
九
年
（
一
） 

「
オ
ラ
ン
ダ
国
立
公
文
書
館
所
蔵
新
潟
関
連
文
書
解
題
」『
新
潟
県
立
歴
史
博
物
館
研
究
紀
要
』

第
二
十
号
。 

二
〇
一
九
年
（
二
） 

「
開
港
前
の
新
潟
滞
在
外
国
人
覚
書
」
『
新
潟
県
立
歴
史
博
物
館
研
究
紀
要
』
第
二
十
号
。 

間
宮
国
夫 

一
九
六
八
年 

「
明
治
初
年
の
通
商
司
政
策
」『
社
会
科
学
討
究
』
第
十
三
巻
第
二
号
、
早
稲
田
大
学
社
会
科
学
研
究

所
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【付録１：イギリス領事年次報告】 

 

新潟駐在イギリス領事が作成した年次報告のうち、開港した年（1869年）、及び

その翌年（1870年）に関するものを原文翻刻及び拙訳により全文を示す。ともに、

当時の新潟領事代理であったジェームズ・トゥループによる。開港まもない時期

の新潟港の外国貿易をめぐる状況を把握するうえで貴重な報告であり、1869 年の

報告では開港直後の状況及び近隣地域の産業・資源分布状況について、1870 年の

報告では米禁輸・通商司を通じた日本側の貿易阻害措置の状況について、各々特

に詳細に記されている。 

なお、翻刻底本にはイギリス外務省による記録そのもの、すなわち報告者ジェ

ームズ・トゥループの自筆による報告書を用いた（1869 年報告は F.O. 262/176, 

Troup to Parkes, January 25, 1870、1869年報告はF.O. 262/198, Troup to Parkes, 

January 25, 1871）。文字綴りや単語のキャピタライズ（頭文字の大文字化）、コ

ンマ、ハイフン、ダッシュの挿入等は、原文に極力忠実であることを期した。そ

のため、これらはこの報告書を基として活字化されたイギリス議会報告等の既存

史料とは若干異なる。 

 

 

〔1869年に関する年次報告〕 

 

原文 

 

British Consulate, Niigata, 

January 25th, 1870. 

Sir, 

I have the honour to report on the Trade, Commerce and Navigation of this 

Port and District for the past year. 

Trade and Commerce. The only trade that Niigata has enjoyed during the 

past year, － the first of its existence as an open Port, － has been with other 

open Ports of Japan. No ship has as yet visited this place coming from any 

Foreign Country direct; and even the Coasting Trade with the other Ports has 

not been a large one. For various reasons the opening of this place attracted 

little attention. None of the brilliant hopes were entertained of it, which many 

had of Osaka and Hiogo before they were opened. The state of the Import Trade 

generally in Japan, and, in particular, the want of confidence in the matter of 

the currency, rendered mercantile people shy of venturing on the uncertain 

field of a new Port. Consequently no British merchant has settled here during 

the past year, and few of other nationalities. At the end of the year there were, 

exclusive of a few Chinamen in the employment of Europeans, only seventeen 

Foreign residents here; all told, － of whom some ten or twelve were engaged 

in trade, almost all of them Germans or Dutchmen. Comparatively small 

consignments of Imports have been sent here, and the Export Trade has been 

still smaller. I inclose Returns of the quantities and values of the Imports and 

Exports in British and other non-Japanese vessels. In these Returns, the usual 

forms have been followed, with the exception that an attempt has been made to 

distinguish, as far as such was practicable, articles which were of British 

manufacture or production from such as were not. In compiling these Returns, 

I have trusted very little to the Returns furnished by the Custom-House, as 

these were very vague, and probably otherwise not much to be relied on. The 

frankness and liberality of the Foreign merchants resident here, in furnishing 

me with particular statements of the goods and treasure imported and. 

exported by them, have however enabled me to frame Returns which may be 

relied upon as being sufficiently near the truth for all practical purposes.  

But the character of the trade of Niigata, unlike that of Yokohama, would be 

very inadequately exhibited by Returns of the goods imported and exported in 

non-Japanese vessels only. I have therefore, with the assistance of the 

Japanese Authorities, endeavoured to compile Returns of the Imports and 

Exports in Japanese junks also; and it would be unjust not to mention that the 
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materials for these have been furnished to me with great willingness, and at 

the cost, I have reason to believe, of very considerable labour, undertaken 

specially for this purpose. While the figures of these Returns are not probably 

to be depended on so much as those of the tables of Imports and exports in 

non-Japanese vessels, still the return is both interesting and useful as detailing 

the staple articles at least of Japanese domestic trade here. Another table is 

added, showing the quantities and values of goods brought into Niigata, many 

of them for Export, by river-boats from the interior of this Province.   

Of the goods imported in British and other non-Japanese ships, among 

which cotton and woollen manufactures held the most important place, about 

sixty per cent have been sold. These consist chiefly of shirtings, cotton yarn, 

taffachelass, cotton and woollen mixtures, T-cloths, camlets, black Orleans, 

lastings, nail-rod iron, sugar, raw cotton, and a few other articles. Cotton yarn 

could have been sold in larger quantities if it had been on the spot, and at 

prices somewhat higher than in Yokohama, No. 16-24 lion chop has had the 

preference. This article may be looked upon as sure to become a staple import 

here, to many times the amount of what has been imported during last year. 

Grey shirtings is another article sure to find a good market. Some 

consignments of raw cotton have sold at profitable prices. As a rule, cotton 

manufactures have had a much better sale than wollens. Among woollens, 

scarlet and black camlet, chiefly the former, and black Orleans may be 

mentioned as among the articles which have obtained the most ready sale. 

Thin nail-rod iron, and probably bar-iron, will find a ready market here. China 

sugar has been sold in some quantity both white and brown. Number two 

white will usually find here a sale.  

A very imperfect idea would, however, be obtained of the probable opening 

future extent of the market for Imports here by confining one’s attention to 

what has been done by Foreign merchants during last year. The Import Trade 

done by Foreigners, - which after all has only been an attempt to sell at this 

place such goods as could not find a ready sale in Yokohama, has been 

considerably less than the trade in Foreign Imports brought by Japanese 

overland from Yokohama. It is somewhat strange that such should have been 

the case, and it can only be accounted for on the supposition that Japanese 

merchants take some time to get out of their old runs of business into new ones, 

even when the latter are the more profitable. It is by no means a true axiom to 

apply to them that they will always “buy in the cheapest market and sell in the 

dearest.” I have been able to obtain from a reliable source an estimate of the 

quantity of imported manufactures thus brought by Japanese merchants 

overland from Yokohama to the towns of Mitsuké, Nagaöka, Sanjo, Shironé, 

Kameda, Niigata, &c. all of which first mentioned places are within a radius of 

less than forty miles of this Port, and are connected with it by the cheapest of 

all modes of communication, that by water. From this Table it will be observed 

that imported manufactures to the value of $788,000 or say £177,300, 

consisting chiefly of cotton yarn, raw cotton, shirtings, camlets, orleans, &c. 

have thus been brought overland. Whether the trade of Yokohama would be 

reduced by this amount were these manufactures bought here instead of at 

Yokohama, or whether other outlets for its trade would be found, I shall not 

attempt to discuss; but it is quite clear that the above trade must ultimately be 

done through this Port, which is the natural emporium for the District, 

comprehending the above towns, and even a much wider one beyond. 

The total value of goods imported from other countries which have been 

brought into this District during the past year, both by sea and overland, may 

be safely estimated at over $1,300,000 or £292,000 Sterling. 

It may be mentioned here in passing, that a large overland trade exists 

between this Province and Yedo, &c. in domestic produce and manufactures, 

accurate statistics of which are difficult to obtain. 

Amongst Exports in British and other non-Japanese ships, rice had held the 

first place, and would have exhibited a very much higher figure but for the 
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persistent interference of the Provincial Authorities with this trade. Prices 

were cheaper here than in almost every other part of Japan at the 

commencement of the season, and contracts were made so low as a half bus per 

picul. Under the influence partly of competition, but principally of the 

restrictions imposed by the Government, prices gradually rose to fifteen bus. 

Several ships that had come here with the hope of obtaining cargoes of rice in 

the earlier part of the season had to leave, either in ballast, or with only part of 

their cargo made up. By the month of September the Provincial Authorities 

had entirely prevented rice from coming to Niigata from the interior, ostensibly 

for the purpose of making an estimate of the amount of rice in the Province, 

and the probabilities of there being a sufficient supply for the inhabitants until 

the new crop was gathered in. The consequence was that rice became much 

dearer in Niigata than in all the inland towns of the Province, and indeed the 

only supply which remained for the inhabitants of Niigata itself for some time, 

was that sold from the Government rice store here, for which a much higher 

price was thus obtained than would have been the case had the farmers and 

others been permitted to send their rice freely into the market. These 

restrictions continued until in the month of October two vessels arrived from 

Hakodate, under charter to the Government, to fetch rice from here. It was 

then intimated that foreigners were quite at liberty to ship rice from other open 

Ports of Japan; but the intimation was of little or no use, as the Japanese 

merchants were afraid to sell rice to Foreigners by this time, in consequence of 

the severe measures taken with them while the prohibition was in force. 

Besides the rice shipped for the Government, therefore, only an insignificant 

quantity was shipped. 

The Government appears to have no idea of the advantages to the country 

generally which would accrue from the free circulation of food within the same; 

and although it cannot expect to be able to transport supplies of rice to such 

places as these may be required at, so soon and in such quantities as can be 

done by the combined action of merchants, Japanese and Foreigners, still, 

either through an unenlightened adherence to traditional custom, or with the 

miserable idea of putting the profits of the trade into its own coffers, at the 

expense of its half-starving subjects, it continues to follow its former policy. 

Some further remarks on the subject of rice will be found under the head of 

Agriculture. 

Silkworm-eggs have been exported to the extent of some 30,000 cards. 

These will undoubtedly become an important article of export, as this Port is 

near to many of the districts where they are produced, such as Gosen, Koïdé, 

and the Uyeda valley, Yonezawa, &c. It may be remarked of this article, as of 

silk, that but small quantities have been brought here during the past year, 

simply for the reason that there was no certain market for such in this place. If 

the Japanese are sure of a regular market for these articles here, they will be 

ready to bring them, from Kaga on the South West, to the Oshiu districts at the 

North East. During the past year the silk brought here has been quite 

insignificant. 

The small amount of business done in Exports may be partly accounted for 

by the fact that for most of the articles which the Japanese have offered for sale, 

they have asked the most unreasonable prices, apparently imagining that 

Foreigners were ready to buy at any price, and expecting that they themselves 

were to become enriched all at once by Freign trade. Experience will, in the 

course of another year, no doubt correct this mistake, and show them that they 

may indeed become enriched by Foreign trade, but only by a more slow and 

laborious method than they had at first imagined. 

The state of the currency must be put down as the principal reason of the 

depressed state of trade during the past year. In this part of the country 

immense quantities of spurious nibus, coined by Aidzu, Sendai, and other 

northern Daimios, were put in circulation during the civil war. In the early part 

of the year, great difficulties were experienced in consequence of this, and of the 
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inundation of the country by Government paper. After the Government 

proclamation was issued here in the beginning of September, prohibiting the 

use of counterfeit coin, and requiring all nibus to be presented for examination, 

it became by degrees very difficult to pass nibus, even such as had been 

declared genuine by the Government inspectors. It was equally hazardous to 

receive nibus as it was difficult to pass them, － unless indeed the receiver had 

an immediate prospect of getting rid of them again for something else: for, in 

spite of the offer of the Government. to shroff all nibus tendered to Foreigners 

in payment for goods, it was impossible for the Foreign merchant to tell 

whether he was receiving genuine money or not. The Government shroffs here 

had no fixed criterion of good and bad coin, but evidently made it a point 

always to declare sole proportion of the coin presented to them bad, stamping 

the remainder as good. If, however, the rejected coin was anew presented for 

inspection along with other coin, a similar operation was repeated, － a 

certain quantity was pronounced bad, the rest being stamped as good; and so 

on, until in some cases the whole of what was at first declared bad was 

stamped as good. 

The rates of exchange between silver bus, gold nibus, and Government 

paper will show the preference given at different times during the year to these 

different kinds of money. In the commencement of the year one hundred Rios of 

silver were equal to one hundred and twenty Rios gold. In July the premium 

was only about 10 % (ten per cent,) while at the end of the year it reached 

fifteen per cent. For one hundred Rios paper, at the commencement of the year, 

seventy Rios gold were received. Afterwards the exchange went down so low as 

forty five. From the month of August, under the compulsory influence of the 

Government paper gradually rose, until in October it reached par. At the end of 

the year it reached a premium of ten per cent against gold. 

In consequence also of the great depreciation of the Japanese currency, as 

against dollars in Yokohama it became almost impossible for merchants here 

having consignments of goods on hand, to know for what they were selling 

them; and it often happened that what was thought here to be a good sale, 

turned out when the remittance reached Yokohama, to be a loss. 

The effect of the depreciated coinage, and the issue of the inconvertible 

Government paper, has told however, much more terribly on the Japanese 

merchants and people generally. They at least are the sufferers in the first 

instance. Of those who have risked their capital in trade, some complain 

bitterly that they have been already ruined. They have given away their good 

money in exchange for merchandize, and the retail of this merchandize has 

only put into their hands a coin for which they can purchase nothing. Paper 

money has now come to be the most ordinary medium of exchanges. Towards 

the end of the year, spurious imitations of the Government paper have however 

appeared, and it is understood that large quantities of such are being made in 

the North. The result which is only too likely to arrive is too frightful to 

contemplate. From the effects of the ruin caused by the war of the year before 

last, with the destruction of the rice crops in some parts by inundations, to 

which has been added the counterfeit and depreciated coinage, distress 

sufficient to provoke risings of the peasants in the neighbouring provinces has 

been induced; and it is even reported that in Oshiu mothers have been guilty of 

the most frightful crimes on their own children because they had no food to give 

them. The effect of the inconvertible paper money has not yet been felt to a 

great extent; but, if it is not redeemed in time, sheer ruin on the populations of 

these naturally rich, and, until lately, prosperous provinces, must be the result. 

Shipping and Navigation. I inclose Returns of the Carrying Trade in British 

vessels from and to the other open Ports, and of the domestic trade in Japanese 

Junks between this port and other places, to which is added a short table to 

show the extent of the Japanese River Trade. Finally, four summeries are 

added, one showing the relative value of the Coast Trade in British ships to 

that of the total Coast Trade in British and other non-Japanese vessels, the 
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second showing the relative value of the same to the whole Coast Trade of the 

Port, as far as such is ascertainable, including that in Japanese junks. The 

third is a general Return of the British and other non-Japanese shipping. From 

this last it will be seen that of the non-Japanese shipping by far the greater 

part has been under the British flag, and the value of the cargoes carried by 

British ships has been even more than proportionatelly large. The only matter 

of regret that I have with regard to these Returns is, that I have not been able 

to include in them Foreign-built vessels owned by Daimios. Of this description 

one steamer belonging to Satsuma, one belonging to Kaga, and two sailing 

vessels belonging to Choshiu have visited this place, the first bringing some 

sugar and other articles, and one of the last taking away a cargo of rice. These 

vessels, I am informed, are treated as “men-of-war,” and no record is kept of 

them or their cargoes. It is to be hoped, however, that this practice will be 

amended in future. Excluding these four vessels, then, a general estimate may 

be formed of the entire number and tonnage of merchant-vessels entering and 

leaving this Port during the past year, and the value of the trade in them. This 

constitutes the fourth summary.   

 The present state of the entrance to the river at Niigata, does not admit of 

European ships coming into the river. As far as such are concerned, the Port of 

Niigata consists merely of an open roadstead, without shelter oil protection of 

any kind. From the beginning of May till the end of November there is little 

danger in discharging cargo here, but during the rest of the year it is hazardous 

for ships to attempt to discharge. In some parts of the anchorage good holding 

ground is to be found; it has not however yet been properly examined and 

buoyed for the guidance of vessels. There are two small light towers at the 

mouth of the river, but not much regularity is observed in the lighting of them, 

- a circumstance which has rendered the passage in and out of the river at 

night somewhat precarious. The bar is often very rough when the sea is 

comparatively smooth, and it is liable to become suddenly so in certain 

directions of the wind. Too much care cannot be observed in crossing it in boats. 

A good landing-place has been constructed since the opening of the Port a little 

distance up the river, opposite the Custom-House. 

The harbour of Ebisu-Minato, in Sado, is well sheltered from the prevailing 

stormy winds on this coast. Ships can lie at a quarter of a mile from the shore 

in perfectly smooth water, with a bottom of large pebbles and sand. Excellent 

stone ballast is strewed on the beach, all along the shores of the bay. The salt 

lake at the back of the town is about six feet in depth just within the narrow 

entrance, and afterwards becomes suddenly deep. In the middle it is about 

seven fathoms, and five towards the farther side.－ Its breadth may be 

estimated at about a mile, by three miles in length. A small landing-place has 

been constructed near the entrance to the lake, and there are a few officers 

from the Niigata Custom-House stationed at the place. 

In spite of the natural advantages of Ebisu-Minato as a harbour, it is not 

likely to become of much service to the trade of this place, otherwise than as a 

shelter for ships to run to when stormy weather comes on during their stay at 

Niigata. There is no market in the island itself either for Imports or Exports, 

and the merchants who have settled here are with some reason opposed to the 

arrangement of landing cargo at Ebisu-Minato. The reshipment of it for 

Niigata would involve additional risk and expense, and would moreover hardly 

be possible except at seasons of the year when ships could discharge at Niigata 

itself. On the other hand it must be admitted that as ships discharging or 

taking in cargo at Ebisu-Minato, could calculate on always being able to do so 

without interruption, the expenses incurred by them while staying there would 

be less than has usually been the case with ships discharging and taking in 

cargo at Niigata, at least during the Autumn. The latter have sometimes been 

obliged to keep up steam while lying in the anchorage here, and several of 

them have had repeatedly to run for shelter to Ebisu-Minato during their stay. 

The improvement of the entrance to the river at Niigata itself is a favourite 
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project with some of the Japanese themselves; and undoubtedly this would be 

the best solution of the problem of a West Coast Port. The splendid situation of 

Niigata as regards inland communication, its already large domestic shipping 

trade, its position as the centre of what is now the largest and perhaps the 

richest province of Japan, all point it out as a suitable place for a seat of foreign 

trade. The expense of the improvement of the harbour might be considerable, 

but the advantage accruing therefrom, not merely to foreign shipping, but also 

to the Japanese shipping itself, would be immense. At present, during winter 

no junks can enter the river; and they either go instead to some of the small 

harbours along the Coast, or wait about Sado until the Spring. There are from 

four to five fathoms of water in the river within the bar, and room for almost an 

indefinitely large number of vessels to lie in the river. 

It is not too much to say that the creation or not of a harbour is, after all, the 

question on which the development of Niigata as an open Port depends. The 

immense mineral wealth and productive resources of the neighbouring country, 

the large market for imports which may reasonably be expected under 

favourable circumstances to arise here, will hardly of themselves be sufficient 

to surmount the disadvantage of the almost total suspension of communication 

with other places by sea for five months in the year. If, however, the difficulties 

of a harbour were overcome, it would not be too much to expect a development 

of trade sufficient to repay in no long time the cost of the work. 

The building and repair of junks, sea and river boats is carried on to a 

considerable extent in Niigata. The materials are chiefly brought from the 

forests of Aidzu and from Kaifu in this Province.   

Agriculture. The principal crop of the Province of Echigo is rice. Indeed this 

Province is the largest rice-producing one in Japan, if the lately subdivided 

Province of Oshiu be excepted. It is estimated that in an average year a yield of 

some seven millions, five hundred thousand piculs, or say thirty five millions, 

seven hundred thousand quarters, is obtained, more than a third of which may 

safely be looked upon as available for export to other parts of the country. The 

rice is, however, not equal in quality to the best Japanese rice. Of the rice 

produced in Oshiu, but a very small quantity finds its way out by this Port. 

Wheat, barley, and buckwheat are produced in the neighbouring provinces, 

but only for home consumption. 

Tobacco is produced in this province in pretty large quantities, as well as in 

the neighbouring Provinces of Shinshiu and Dewa. - In this province Akatsuka, 

Nagaöka, Sôkuzuré, Ojika, Sambonki, and Sône are mentioned as the chief 

places where it is produced. Although of different qualities, it may be generally 

characterized as inferior. 

The tea of this province is also inferior in quality. The annual production at 

Murakami, Chiujo, Gosen, Niitsu, Muramatsu, and Kurokawa, is estimated at 

under three thousand piculs. The quality of the tea grown in Echizen and the 

neighbouring provinces may be similarly characterized; and the finer kinds can 

be brought to Yokohama more cheaply than to this port. 

Raw silk is produced in Echigo at Horinouchi, Koidé, and what is known as 

the Uyeda valley, that is, valley of the right branch of the Upper Shinano-gawa. 

The present production of these places is estimated at somewhat under one 

hundred piculs per annum. - Silk is also grown at Tochiwo, Kambara, Gozen, 

Kinotomura, Iwabuné, Ogoto, Neya, and other places in the province. The silks 

of Oshiu, Dewa, Joshiu, and Shinshiu are already known; but it may be 

confidently expected that the opening of this place will give a fresh impulse to 

the development of its cultivation in these districts, as well as in this province. 

Silkworm-eggs have already been alluded to under the heading of Trade 

and Commerce. These with waste silk, and the like, may naturally be expected 

in time to come in large quantities to this place from the places just named. 

Vegetable wax is produced in this province, but still more largely in the 

neighbouring country of Aidzu, now the province of Iwashiro, where it is 

manufactured into candles. 
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Ginseng is also produced largely in the same province, - to the amount, it is 

estimated of some ten thousand piculs per annum. Ginseng will probably 

become an important article of export from this Port. 

Cotton is produced in Oshiu, Joshiu, and Shinshiu, as well as in this 

province, and, in fact, throughout the district, but only for home consumption. 

Hemp is produced in Shinshiu, Joshiu, Dewa, Oshiu, and elsewhere; and a 

good trade is said to have been going on in this article between this and the 

Southern Ports. Hemp of coarser quality is produced at Yoïta and Nagaöka, in 

this province, and is used for making cordage.   

Besides the above, almost every vegetable product of the other parts of 

Japan is found within this District. The plant called “ai” by the Japanese, used 

for making the common blue dye with which they dye their clothes, various 

kinds of potatoes and other root crops, maize, millet, rape-seed, the sesamum 

orientalis, called by the Japanese “Goma,” from which a very excellent oil for 

cooking is obtained, are all found here in greater or less abundance. Pulse of 

different varieties, but chiefly the small bean called “adzuki,” is exported to 

other parts of the country, as well as fruit, - the apples, pears, and other fruits 

of this part of Japan having a high reputation elsewhere. Timber is plentiful in 

Dewa, Aidzu, Kaifu, &c. 

Amongst animal products, it ought not to be omitted to mention deer-skins, 

which form a staple article of domestic trade. 

Population and Industries; mines, &c. The population of Niigata itself is 

estimated at nearly forty thousand registered inhabitants, with a floating 

population of some ten thousand more. The cluster of small towns on the other 

side of the Shinano River, lying between it and the Aga no Kawa, and 

comprehending Nottari, Kameda, and several others, is estimated to contain 

about as many inhabitants as there are in Niigata. The total population of this 

town and the neighbourhood may be thus estimated at nearly one hundred 

thousand inhabitants. This population is variously employed in general trade, 

and in connection with the shipping of the Port. There are in Niigata 

forty-eight shipping “Tonyas" or agencies. The presence always of a 

considerable seafaring and other floating population occasions the existence of 

a large number of tea houses and places of entertainment. The merchants of 

the town, and of Kameda, &c.; appear many of them to be in very comfortable 

circumstances. A considerable part of the population also lives by fishing. Great 

quantities of salmon and other fish arc caught in the river, and the sea-fishing 

also appears to be fairly productive. It may be remarked here that salmon is 

caught in all the rivers of the Province. Besides in the Shinanogawa, it is found 

in the Aga no Kawa, the Ara-Kawa, and the Mïomote-gawa or Murakami River, 

to the North East. Awabi and other fish are caught at Sado; and the collection 

of seaweed there is pursued with profit. The manufacture of furniture is carried 

on in Niigata, for the purpose of Export to places further North. The dyeing of 

both home and foreign manufactured cottons is also pursued as a branch of 

industry, as well as the manufacture of cottons themselves. 

The Province of Echigo is a large and populous one. Its length from South 

West to North East is nearly one hundred and seventy miles. Its average 

breadth about twenty five to thirty miles. It contains, besides the cluster of 

towns already mentioned, some eight or more towns with a population of from 

twenty to forty thousand inhabitants, amongst which Sanjo, Takata, and 

Nagaöka, are perhaps the most important. Besides these a whole host of 

smaller towns, of from four thousand inhabitants upwards, are scattered over 

the province. 

The manufacture of cotton goods is carried on in many of these places, and 

large quantities of imported cotton yarn is thus consumed. The principal seats 

of this manufacture are Mitsuké, Kameda, and Nagaöka, for striped cottons, 

and Yoshida, Soné, Nagaöka, and Ono, for white. Silk manufacture is carried 

out at Tochiwo, the Uyeda valley, and Gosen in this Province, and in Joshiu, 

Dewa, &c. The cloth made from hemp for Summer wear called “chijimi,” is 
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manufactured at Ojiya and the valley of the left branch of the upper 

Shinano-gawa. The same is also made in Oshiu, Shinshiu, and elsewhere. 

Cutlery and hardware are manufactured in Aidzu. Lacquer ware is made in 

the district in several localities, but it is chiefly of inferior quality. The value of 

that made in this Province is estimated at some fifty thousand dollars; of that 

made in Aidzu, at thity thousand dollars, per annum. The manufacture of 

bamboo ware, the coarser sorts of porcelain and earthenware, paper, sake &c., 

is also carried on in several places. Much of the so-called Kutani porcelain 

brought to Niigata is not genuine, and is usually inferior. Large quantities of 

charcoal are brought from the forests of Aidzu and Dewa and also from Sado. 

The rouge called “beni” is manufactured from the plant of the same name, in 

Dewa, to the amount of four hundred fifty piculs per annum. 

But it is in its minerals that the district possesses its greatest natural 

wealth. Copper is found in Echigo, at Mazé, near Yahiko-yama, at Gosen and 

Oshirakawa; in Dewa, at Akita; in the Island of Sado, and in Aidzu. In the last 

named place the annual produce is estimated at seven hundred thousand 

piculs. 

Lead is found at Takiya, and at Buddo near Murakami, in this Province, as 

well as in Aidzu. Iron, in small quantity is also found in Aidzu. 

Gold and silver are mined for in Sado, - the former being found in the 

greater quantity. The mines are said not to have been very productive this year. 

Gold is also found mixed with the copper of this Province. 

Coal is found in Aidzu, and in this Province at Akadani, near Shibata; at 

Ojiya, Tsugawa, Gosen, and Nunobé, near Murakami. That of Gosen is 

probably the nearest to Niigata, － being only some fifteen miles off. The coal 

brought thence, however, being merely surface coal, is of inferior quality, and 

not suitable for steamers. 

Many mines of different minerals are known of in this District, which are as 

yet not worked; and those which are so, are worked in a very imperfect manner. 

At present probably only copper can be expected to become a common article of 

Export. But the mineral resources of the District are no doubt immense. 

Petroleum issues by a natural spring from the ground at Niitsu, - some 

twelve or fourteen miles from Niigata, and is collected by the Japanese for sale. 

There are also a few artificial wells worked in the same locality. The means 

applied in working these wells, however, being comparatively rude, the yield is 

small. A project is on foot to work them under foreign superintendence, by a 

Japanese company, and to purify the oil. The wells are situated in a most 

favourable locality for the transport of the oil, being close by a branch of the 

river, which is navigable to within a short distance of the spot where the wells 

are. A great part of the country is evidently full of underground treasures of 

petroleum, and probably also coal. What the Japanese term “fire-wells,” or jets 

of inflammable gas issuing from the ground are in existence in some parts of 

the province. Near the wells of Niitsu, － or more properly Kusozu, from 

which the oil takes its name among the Japanese, － one issues from the 

ground at the village of Garamiki. At Miyôhôji, between Sanjo and Mitsuké, 

there are three oil four of these “fire-wells.” Indeed, the natural petroleum 

spring near Niitsu, above alluded to, would appear to be only one of these “fire 

wells” which had got filled with water. The so-called spring consists of a 

circular aperture, about six feet or more in breadth, and apparently very deep, 

filled to the brim with water, which has the appearance of bubbling up in the 

centre in the violent stream, or as if it were boiling. It does not overflow; so that 

there is probably no spring of water concerned in causing this somewhat 

singular phenomenon. The supposition of a strong jet of gas at the bottom 

would however sufficiently explain it. The petroleum issues floating on the 

surface of the water, and is skimmed off from time to time with ladles. The gas 

at Garameki and at Miyôhôji has little smell, so that the absence of any other 

observable smell except that of the petroleum at this spring is not remarkable. 

It is quite clear that this article alone, if it were properly worked, would 
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create an important export trade at this place. 

Beyond Tochiwo, from forty to forty five miles from Niigata, there is a salt 

spring issuing from the ground, indicating, it were presumable, the existence of 

rock salt. Another such is marked on the local maps near Yahiko-yama. 

Under the head of Public Works, the only things to be noted are the erection 

of a Custom-House, with sheds for cargo, and Bonded Warehouses attached, on 

the bank of the river about a mile from the mouth, and the construction of a 

road and bridge to connect these with the town. The Custom-House buildings 

are well constructed, and the Bonded Warehouses are good insurable stone 

godowns, sufficiently far separated from other buildings in case of fire; The 

road is well made; but it is by the previously existing canals that goods are 

transported between the Custom-House and the warehouses of the merchants, 

so that the road is hardly used except for passenger traffic. 

Having now touched upon most of the subjects on which it is usual to 

remark in a Trade Report, it may not be out of place to add a few general 

observations on this Port and District. The town of Niigata was first settled 

about two hundred and fifteen years ago, by three merchants of Echizen, with 

the permission and under the direction of Makino, the Daimio of Nagaöka, in 

whose territory it was situated. It was laid out, the streets were made, and its 

admirable system of canals dug within a few years of its first settlement. The 

idea of the founders of making a flourishing Port here, was not disappointed. 

Under the jurisdiction of Nagaöka, it continued to flourish, until in the year 

eighteen hundred and forty three it was taken over by the Shogun’s 

Government. For a short time during the civil war of the year before last, it was 

held by Aidzu and the Northern Daimios, until it was taken possession of by 

the Mikado’s Government. 

Niigata is at present merely a Department under the Provincial 

Government of Echigo, the chief seat of which is placed at Suibara, a small 

town in the interior, where the Governor at present resides; an arrangement 

which is about the worst that could be made for the settlement and 

development of this place as an open Port. There is a prospect of this being soon 

changed, however, for the better. 

The revenue of Niigata in rice is a mere trifle, amounting to less than 1,000 

Kokus per annum. That of all the Government territory in Echigo amounts 

nominally to over one hundred and seventy thousand Kokus, or four hundred 

and twenty seven thousand piculs, but the actual revenue is much larger. The 

annual duties collected on domestic trade at Niigata amount to some fifteen 

thousand dollars. It is said that the small duty hitherto levied on articles of 

Japanese production imported here, has now been abolished. The total duties 

collected on foreign trade during the past year amount to only five hundred and 

sixteen dollars, the imports having almost all paid duty at some of the other 

open ports. 

The District of which Niigata may be said to form the Port is one of 

considerable extent. It may be looked on as comprising the Province of Dewa, 

the late territory of Aidzu, and the neighbourhood, now called the Province of 

Iwashiro, the Province of Echigo, parts of Joshiu, and Shinshiu, Etchiu, Noto, 

Kaga, Hida, and the Island of Sado. From all these provinces produce may be 

expected to come here rather than to any of the other open Ports, imports being 

taken in return. The internal communication from Niigata to other parts of 

Echigo, to Aidzu, and other districts by means of the Shinano-gawa and Aga no 

Kawa, with the innumerable cross streams, branches, creeks, and canals 

connected with these rivers, is truly admirable. The Shinano-gawa is navigable 

for river boats by both of its upper branches to a distance of between seventy 

and eighty miles from Niigata, towards Joshiu and Shinshiu; and the Aga no 

Kawa, which drains the other part of the Province, to a distance of nearly forty 

miles from its mouth; towards Aidzu. Near the former river are situated the 

inland towns of Ono, Shironé, Sanjo, Mitsuké, Nagaöka, and many smaller 

ones, and the vallies on the upper part of its course form the chief silk 
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producing district of the province. Near the latter river are the towns of 

Shibata, Nakajima with Suibara, Muramatsu, Niitsu, Gosen, Mano, Yasuda, 

and Tsugawa. The two rivers once discharged themselves into the sea by the 

same mouth, －  that, namely, which now forms the mouth of the 

Shinano-gawa only. About Anno Domini, one thousand eight hundred and 

twenty, the Daimio of Shibata cut a passage for the Aga-no Kawa direct into 

the sea, by which means a great extent of rice land was reclaimed. At the time 

that this was done, an engagement was made with the town of Niigata, that if 

the shipping interest should suffer by the reduction thus made in the quantity 

of water discharged from the mouth of the Shinanogawa, the work should be 

undone again. It seems not, however, to have injured the shipping interest 

much; at all events, the Aga-no Kawa continues to discharge itself by the 

artificial mouth then made for it. The old channel connecting it with the 

Shinano-gawa however, still remains. There are only some five or six miles 

between the present mouths of the rivers. Indeed, the whole country between 

them. for a long distance inland would appear to have been gradually 

reclaimed either from swamp, or from the sea. I have seen an ideal map of the 

ancient state of the Country, in which Niitsu, now some thirteen or fourteen 

miles from the sea, is represented as a seaport on the shores of the bay into 

which the two rivers then discharged themselves. 

The following imperfect weather table may be of some use, as showing the 

prevailing winds and weather here during the latter part of the past year: － 

 

Weather Table from 7th August to 31st December 1869. 

Prevailing 
winds 

August 
(7-31) 

September October November December 

S. 

S. W. 

W. 

N. W 

0 days 

9 〃 

3 〃 

3 〃 

4 days 

17 〃 

2 〃 

4 〃 

3 days 

6 〃 

1 〃 

5 〃 

0 days 

6 〃 

1 〃 

7 〃 

3 days 

8 〃 

8 〃 

8 〃 

N. 

N. E. 

E. 

S. E. 

1 〃 

5 〃 

1 〃 

3 〃 

 

25 

1 〃 

2 〃 

0 〃 

0 〃 

 

30 

2 〃 

8 〃 

0 〃 

6 〃 

 

31 

3 〃 

6 〃 

2 〃 

5 〃 

 

30 

1 〃 

0 〃 

1 〃 

2 〃 

 

31 

Prevailing 
weather 

Fine 

Rainy 

Windy 

Stormy 

Snow, hail 

or sleet 

 

 
  

16 days 

5 〃 

3 〃 

1 〃 

0 〃 

   

25 

 
     

16 days 

11 〃 

3 〃 

0 〃 

0 〃 

   

30 

 
    

20 days 

6 〃 

1 〃 

4  〃 

0 〃 

   

31 

 
       

9 days 

6 〃 

6 〃 

6 〃 

3 〃 

   

30 

 
      

7 days 

5 〃 

1 〃 

5 〃 

13 〃 

   

31 

 

In conclusion I may mention that a school has been established here by the 

Government, for instruction in the English language, under the 

superintendence of an American gentleman well known in Japan. The pupils 

are chiefly children of officials and others of the two-sworded classes, but the 

school is open to all, and not a few of the mercantile class have availed 

themselves of the opportunity of sending their children for instruction. The 

present number of pupils is about twenty eight, including both children and 

young men. A considerable increase is expected after the Japanese New Year. 

I have the honor to be 

Sir, 

Your most obedient 

  humble Servant 

J. Troup 
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訳文 

 

1870年１月 25日、新潟にて 

新潟港及び管轄地域の昨年の交易、商業、及び港湾施設についてご報告申し上

げます。 

交易及び商業 

 開港初年である昨年、新潟で行われた交易は国内の他の開港場とのものだけで

した。外国から直接当港に寄港した船舶はなく、他の開港場との沿岸交易も大規

模なものではありませんでした。新潟の開港は様々な理由からあまり注目される

ことがなく、兵庫・大阪が開港・開市される前に湧き起こったような明るい期待

感はありませんでした。日本における輸入を巡る全般的な情勢、とりわけ通貨に

対する信頼欠如のため、外国商人は新たな港という未知の分野へ進出する意欲を

鈍らせました。その結果、昨年当地に居を構えるに至ったイギリス商人はいませ

んし、他の国の商人もわずかだけでした。昨年末の時点で、西洋人に雇われた数

名の中国人を除き当地に居留する外国人は全部で 17名にすぎませんでした。交易

に携わっているのは 10 名から 12 名ほどで、そのほとんどがドイツ人かオランダ

人です。輸移入貨物は比較的少なく、輸移出貨物はそれよりまたさらに少ない状

態です。イギリスはじめ日本以外の船舶による輸移出入の貨物量及び価額を別添

の統計表に掲げました。これらの交易統計は通常の報告様式を用いていますが、

イギリス製品とその他の国の製品とを区分することが有用である場合にはこれを

試みました。これらの統計を作成するにあたり運上所の統計に依拠することはほ

とんどありませんでした。不明確な点がとても多く、そうでなくとも信頼性に欠

くのです。しかし、新潟に居を構えている外国商人が自分たちの輸移出入商品の

取引実績を率直に提供してくれたので、実用的観点から見ればほぼ正確と見なす

に足る交易統計を作成することができました。 

 しかし新潟の交易の実情は、横浜とは違って日本以外の船舶による輸移出入統

計だけからは非常に読み取りにくいものです。そこで私は、日本の当局の助力を

得て、日本の平底船による移出入統計の作成を試みました。この統計作成に関し

ては、日本の当局から積極的に資料提供をいただき、この目的のためだけの作業

に多大な労力を費やしていただいたことを特に付言しておきたいと思います。こ

れらの数字は日本以外の船舶の輸移出入統計ほどには信頼できるものではないで

しょうが、新潟における主要な国内交易産品が詳しくわかるという点からだけで

も、興味深くかつ有用です。さらに、内陸方面から川舟で新潟に運ばれる産品の

貨物量及び価額の表も加えました。これらの産品の多くは新潟港から移出されて

いきます。 

 イギリスその他の外国船で輸移入される商品は綿及び毛製品が主なものですが、

それらの約６割がすでに売り捌かれました。主に金巾・綿糸・唐桟・綿毛交織・

天竺布・キャムレット・オルレアン黒・ラスティング・釘鉄・砂糖・繰綿などの

商品です。綿糸は、もっと持ち込めば横浜よりもいくらか高い価格で更に売れた

でしょう。綿糸 16 番手-24 番手は当地で好まれている商品で、今後も昨年の数倍

は売ることのできる主要輸入商品になると思われます。また、生金巾も需要が旺

盛です。入荷した繰綿は利益の出る価格で売れました。一般的には毛製品より綿

製品のほうがずっとよい売れ行きです。毛製品では、緋色か黒、特に緋色のキャ

ムレット、それに黒のオルレアンが、すでに十分に需要を当てにできる商品と言

えます。細い釘鉄、それにおそらく棒状の鉄もすでにマーケットが存在するよう

です。中国産砂糖は白砂糖・赤砂糖ともにある程度は売れました。白砂糖２番は

今後も売れると見込まれます。 

 輸入品に関する新潟の市場規模を展望するに際して、外国商人の昨年の商売に

目を向けるだけではかなり不十分と言えます。結局のところ外国商人が行った商

売は、横浜で売れなかった商品を新潟で試しに売ってみただけのことです。日本

商人はこれよりはるかに多くの輸入品をわざわざ内陸経由で横浜から運んできて

いるのです。このことは少し不思議に思えるかもしれません。日本商人が商売の

やり方を新しい方法に変えるまで、たとえそのほうが利益が上がるとわかってい

てもすこし時間がかかる、ということなのかもしれません。商人が「最も安い市

場で買い、最も高い市場で売る」というのは、常に正しい原則ではないのです。

日本商人が横浜から内陸経由でどれだけの量の輸入品を見附・長岡・三条・白根・

亀田・新潟などの地域に運んできているのか、その推計量をある信頼の置ける情

報源から得ました。これらの町はすべて新潟港から半径 40マイル以内にあり、最
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も安価な輸送路である水路によって新潟港と結ばれています。その推計によると、

主に綿糸・繰綿・金巾・キャムレット・オルレアンなどの輸入商品が全部で 78万

８千ドル、すなわち 17万 7,300ポンドも内陸経由で運ばれているのです。これだ

けの輸入商品が横浜港を経由してではなく直接新潟港に輸入されるとしたら、は

たして横浜での貿易がその分だけ縮小するのでしょうか。それとも別の販路を見

つけ出して売り捌くことになるのでしょうか。この点について論じるのは差し控

えましょう。しかし、先ほど掲げただけの貿易が最終的に新潟港で行われるよう

になることは実に明白です。新潟にはこれまで述べた地域、さらにはもっと広い

地域に及ぶ交易の中心地になる条件が元来備わっているのです。 

 昨年これらの地域に持ち込まれた輸入品は、海路・陸路合わせて少なくとも 130

万ドル（29万２千ポンド）を優に上回るものと推定されます。 

  国内産品についても、越後と江戸などとの間で内陸経由でかなり大量に取引が

行われていることを述べておいてよいかと思いますが、その正確な統計を得るこ

とは困難です。 

 イギリスその他の外国船による移出では、米が第一の地位を占めました。当地

の役所による執拗な取引への介入がなかったなら、米の移出量はもっとずっと多

かったことでしょう。昨年初め、当地の米は国内のほとんどの地域より安価であ

り、１ピクル当たり、一分にして７枚半で取引されました。ところがその後価格

が徐々に上昇して一分 15枚にまでなりました。この価格上昇は競争の激化も一因

ですが、主な原因は政府による取引制限によるものでした。昨年前半、米の積出

しを当てにして何隻かの船が入港しましたが、空荷かわずかな船荷で出港せざる

を得ませんでした。９月になると地方当局は内陸部から新潟町への米の運び出し

を完全に制限しましたが、この制限の表向きの目的は、越後全体の米の量を推し

量って収穫期まで十分な米の供給を住民のために確保する見込みをたてることで

した。その結果、新潟町での米の価格は内陸のどの町よりも高くなりました。し

ばらくの間、町の住民は政府の米を売る店からしか米を入手することができず、

それも農家などが自由に市場に米を売ってよい場合よりはるかに高値となりまし

た。この制限は、10 月に政府傭船の２隻の船が米の運び出しのため函館から入港

するまで続きました。その頃には、外国商人は他の開港場から米を自由に運び込

んでよい、との布告がありましたが、これはほとんど意味のないものでした。と

いうのは、取引を制限している間の取締が厳しかったため、この頃には日本商人

が外国人に米を売るのを控えるようになっていたからです。そのため、政府が扱

うものの他は船荷となる米はごくわずかだったのです。 

 政府は、食糧を国内に自由流通させることがもたらす国全体の利益については

何も考えていないようです。商人なら、日本人でも外国人でも協力し合って必要

な場所にすぐに大量に米を運ぶことができるのです。たとえそれが伝統的な商慣

習に盲目的に従ったものだとしてもです。あるいは、すきっ腹を抱えた人々を見

過ごしてでも儲けを自分の懐に入れようという邪意な考えからだとしてもです。

ところがこうしたことは政府からは期待できません。それでも政府はこれまでの

やり方に固執しているのです。 

 米に関しては、農業に関する報告のセクションでさらに述べたいと思います。 

 蚕卵紙はおよそ３万枚が輸出されました。新潟港は五泉、小出、上田谷、米沢

など多くの養蚕地と近接していますので、蚕卵紙は間違いなく主要な輸出品とな

るでしょう。昨年わずかな数量しか新潟に集まらなかった理由は簡単で、蚕卵紙

の、つまり生糸の確実なマーケットがここには存在しなかったからです。新潟で

いつも取引があると確実に分かれば、南西は加賀から北東は奥州各地から生糸が

新潟に持ち込まれることでしょう。昨年集まったものはごくわずかです。 

 輸出取引が活発でなかった理由の一つは、売ろうとする商品に日本人があまり

に法外な値段を要求したからだと思われます。商人たちは、外国人はどんな値段

でも取引すると思い込み、外国人との取引ですぐに大儲けできると考えてしまっ

たのです。こうした誤解はあと１年もすれば是正されるはずです。そして、外国

交易は確かに利益の多いものではあっても、それは初めに想像するよりもっと着

実に努力を重ねた結果としてであることがわかるでしょう。 

 さて、昨年交易が停滞した主要な原因には、間違いなく通貨を巡る情勢が挙げ

られます。この地方一帯では、会津藩、仙台藩ほか北部の大名たちが鋳造した贋

の二分鋳貨が先の内戦の際に大量に出回りました。この贋金と、さらに加えて政

府発行紙幣の国内での大量流通によって、昨年前半は非常に混乱した状況になり

ました。９月初めに贋造の金貨・銀貨の使用を禁止する政府布達が出て二分金・
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二分銀はすべて検査に回すよう義務づけられてからは、たとえ政府の検査官が真

正と認めたものであってもこれらの鋳貨を支払いに使うことが次第に難しくなり

ました。それと同時に、これら鋳貨を受け取ることも危険なことになりました。

何か別の代金としてすぐに使ってしまう見込みがない限り、その鋳貨を支払いに

使うことは困難だからです。というのも、政府は外国人が商品代金として受け取

った二分金・二分銀をすべて鑑定しようと提案しているのですが、外国人商人に

とってはその鋳貨が真正か贋造かを判断できないからです。政府の鑑定は、真正

か贋造かの明確な基準がないのに、提出された金貨・銀貨の一部を贋造と判定し、

残りは真正と認めて刻印するのが常でした。贋造と判定された鋳貨を他の鋳貨と

一緒にして改めて鑑定してもらうと、また同じような鑑定が繰り返されました。

すなわち、一部が贋造と判定され、残りは真正と刻印されるのです。そして、こ

のように繰り返されていくうちに、はじめは贋造とされた鋳貨が最後にはすべて

真正なものとして刻印されることもあるのです。 

 二分銀・二分金・紙弊のそれぞれの換算レートは、この一年でも時期によって

どれが有利か入れ替わりました。年初めには二分銀の 100 両は二分金の 120 両と

交換されていました。７月にはこの割増が約 10パーセントだけとなり、年末には

15 パーセントになりました。年初めには金札 100 両で受け取ることができる金貨

は 70 両でしたが、その後 45 両にまで下がりました。８月からは政府が紙弊の使

用を強制した効果で紙弊の価値が上がり、10 月には金貨と同等になりました。さ

らに年末には金貨に対して 10パーセントの割増がつくことになりました。 

 横浜では日本通貨がドルに対して著しく下落したこともあって、当地から商品

を送り出そうとする商人にとってその売値を知ることはほとんど不可能になりま

した。新潟ではよい売値と思ったものが、仕向地からの代金を横浜で受け取った

ところ損失が明らかになった、というようなこともしばしば起きました。 

 しかしながら、鋳貨の価値下落や交換不能な政府紙幣の発行のためにはるかに

ひどい被害を蒙ったのは日本商人と日本人一般です。彼らこそが、まず何と言っ

ても被害者でした。交易に資金をつぎこんだ者のなかには、もはや破産状態だ、

と苦々しく不平を漏らす者もいます。商品と引換に大金を支払い、その商品を売

って受け取ったものが、何を買うにも使えない鋳貨だったのです。今は紙弊が通

常の交換通貨となっています。しかし年末近くになって偽の紙弊が現れ始めまし

た。多くは日本の北部で贋造されたものと思われます。このような事態が当然惹

き起すと予期される結果は、考えるだけでもおぞましいことです。一昨年の戦乱

による傷跡の影響がいまだ残っており、水害によって米作に大きな打撃を受けた

地域がある状況に、通貨の贋造や価値下落が加わったことで、近隣地域において

農民一揆を誘発しているのと同じ類の不満がここでも生まれつつあります。奥州

では子供に食べ物を与えられない母親たちが最も恐ろしい犯罪行為を自分の子供

に行っているという話さえ聞きます。交換不能な紙幣の影響は今のところさほど

強くは感じられませんが、早急にこれが是正されなければ、もともと豊かでごく

最近まで繁栄していたこの地方の人々にまさに破滅的な結果がもたらされるに違

いありません。 

海運及び港湾施設 

 イギリス船による新潟港と国内の他の開港場との間の中継交易に関する統計、

日本の平底船による新潟港と他の港との間の国内交易に関する統計、さらに国内

の河川交易に関する簡単な統計を掲載しました。これらの統計から、日本船を除

けばイギリス船の船舶数が最も多く、貨物量においてはイギリス船が船舶数以上

の割合で他より多いことがわかります。ただ一つ残念なことは、日本の諸侯が所

有する国外建造船を統計表に含めることができなかったことです。これに該当す

るものとして、薩摩藩の蒸気船が１隻、加賀藩が１隻、長州藩の帆船が２隻、新

潟に入港しました。薩摩藩の船は砂糖などを運んで入港し、長州藩の船のうち１

隻は米を運んで出港しました。これら船舶は戦時輸送船と見なされ、その出入港

や取扱貨物は記録に残さないのだそうです。しかし、今後はこうした取扱も改め

られることが期待されます。この４隻を除けば、昨年新潟港に出入りした商業船

の全体の船舶数・貨物積載量・取扱貨物価額が全体的に推計できるでしょう。こ

の統計表も加えました。 

 新潟港の信濃川河口部が現在の状況では、西洋船舶は川の中まで進入すること

ができません。新潟港には広々とした投錨地があるのみで、船舶の待避や安全確

保のための場所がまったくありません。５月初めから 11月終わりまではほぼ安全

に貨物の荷降ろしができますが、その他の時期には大きな危険が伴います。投錨



 

14 

 

地にはいくつか確実な碇泊場所もあるでしょうが、まだ十分に確認されておらず、

船舶をそこに導くための浮標も設けられていません。河口には小さな灯台が２つ

設置されていますが、恒常的に灯火が照らされているわけではなく、この状態で

夜間に河口を出入りするには不安がつきまといます。海上が穏やかな時でも浅瀬

が大きく起伏していることもしばしばで、風向によってはそれが突然生じること

もあります。小舟で浅瀬を越える際にはいくら注意してもしすぎることはありま

せん。開港後、川を少し上った運上所の向かいに良好な船着場が建設されました。 

 佐渡の夷港は、沿岸で一般的な風向からの強風をうまく避けられるようになっ

ています。海岸から４分の１マイルほど、海底が小石や砂で広く覆われ、波の静

かな海に船を碇泊させることができます。湾全体にわたって良好な砂利の海岸が

続いています。町の背後にある塩水湖は、その狭い入口部分では深さ６フィート

ですが、奥に入ると急に深くなります。中央の深さは約７ファゾム、奥のほうは

５ファゾムです。幅は１マイルほど、長さは３マイルほどと思われます。この湖

の入り口付近に小さな船着場が建造され、新潟の運上所から派遣された数人の官

員が駐在しています。 

 夷港には港としてのこうした地形面での利点はあるのですが、新潟港碇泊中に

強風に見舞われた船が避難港として利用する以外、この地の交易にとって役に立

つことはないと思われます。島自体には輸出入のマーケットが存在しません。新

潟居留商人たちも夷港で船荷を陸揚げすることには反対です。夷港で積み替えを

して新潟港に向かうことは、その分だけリスクも費用も増すことになりますし、

そもそも新潟港での積み降ろしが可能な季節以外では考えられないことだからで

す。しかしその一方で、夷港での船荷の積み降ろし作業は常に中断なく行えると

いう計算が立つので、新潟港で同じ作業を行うよりも通常は安く上がるというこ

とは言えます。少なくとも秋はそうでしょう。これまで何隻かの船は新潟港で投

錨している間でも蒸気を焚き続けざるをえなかったのです。碇泊中に、繰り返し

夷港に待避した船も相当ありました。 

 信濃川の河口自体に改修の手を加えたいという考え方は日本側にも存在します。

これは日本西海岸における開港場の問題を解決する最善の方法に違いありません。

内陸交通に関して絶好の位置にあること、すでに国内舟運が盛んなこと、日本の

最も広い、それにおそらく豊かな地方の中心に位置すること。これらすべてから、

新潟が外国交易に適した地であることは明らかです。改修に要する経費は莫大で

あるかもしれません。しかし改修から得られる利点は、外国交易にとってばかり

ではなく、国内舟運にとっても計り知れないほど大きいものと考えます。なにし

ろ現在は、平底船でも冬のあいだ河口より中へ進入することができず、代わりに

近くの小さな他の港に行くか、春まで佐渡で待っていなければならないのです。

浅瀬を越えれば川は４ファゾムないし５ファゾムの深さですから、船舶が碇泊で

きる場所はいくらでもあるのです。 

 港を改修するか否か、究極的にはこのことに新潟の開港場としての発展がかか

っている、と言っても過言ではありません。周辺地域の鉱山をはじめ資源が非常

に豊富で、かつ情勢が落着いてくれば当然輸入品の有望な市場としても期待でき

るのですが、しかしそれだけでは年に５か月間、他の地域との海上交通がほぼ完

全に遮断される不利を覆すことにはなりません。しかし港の不備が克服されれば、

改修工事に要する支出をさほど長くない期間で回収できるほど交易が発展するこ

とが十分期待できるのです。 

 新潟町では平底船や川船などの建造・補修が広く行われています。そのための

木材は主に会津の森林かあるいは越後の海府から運ばれてきています。 

農業 

 越後地方の主要な作物は米です。最近行政区分が分割された奥州地方を別にし

て考えれば、日本で最大の米作地域です。平年の収量は推定で年間 750 万ピクル

ほどであり、その優に３分の１以上は国内の他の地域へ移出可能と見なすことが

できます。しかし越後の米は品質の点では国内最高とは言えません。奥州で生産

される米で新潟港から積み出されるものは非常にわずかです。 

 周辺地域では小麦・大麦・蕎麦も生産されていますが、これらは地元で消費さ

れています。 

 煙草は越後をはじめ、信州や出羽地方でもかなりの量が生産されています。越

後では赤塚・長岡・Sokuzure・大鹿・三本木・沢海が主な産地です。場所によっ

て違いはありますが、概して良質とは言えません。 

 当地方の茶も良質とは言えません。村上・中条・五泉・新津・村松・黒川での
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生産量は３千ピクル弱と推定されます。越前や他の地方で生産される茶について

もほぼ同様のことが言え、良質のものは当港よりも安い価格で横浜に運ばれます。 

 生糸については、越後では堀之内、小出、それに上田谷と呼ばれる信濃川の上

流右岸の地域で生産されています。これらの地域での生産量は、年間 100 ピクル

を下回る程度と推定されます。また、栃尾・蒲原・五泉・乙村・岩船・大毎・寝

屋などの各地でも絹の生産が行われています。奥州・出羽・上州・信州の生糸は

すでに知られているところですが、新潟の開港は、越後のみならずこれら各地方

の生糸生産の発展にも刺激を与えることになるでしょう。 

 蚕卵紙については、すでに交易及び商業のセクションで述べました。当然のこ

とですが、屑糸なども含めて今ほど挙げた地域からわずかな時間で新潟へ大量に

運ばれてくることが期待されます。 

 木蝋は越後でも生産されていますが、会津、すなわち今は岩代と呼ばれている

地方でもっと多く生産されており、蝋燭づくりに使用されています。 

 朝鮮人参も岩代で生産されています。年間生産量は推定で約１万ピクルです。

おそらくは新潟港からの重要な輸出商品になるでしょう。 

 木綿は奥州・上州・信州・越後ほか一帯で生産されていますが、地元消費のみ

です。 

 麻は信州・上州・出羽・奥州その他で生産されています。新潟港と国内の南方

の港との間でよく取引されていた品目とのことです。粗い麻は越後では与板と長

岡で生産されており、縄の生産に使われています。 

 その他、国内各地にある野菜類はこの地域一帯でもほぼすべてが生産されてい

ます。一般的な青色の衣料用染料として使われる日本語で「アイ（藍）」と呼ばれ

ている植物、様々な種類の芋類ほか根菜類やトウモロコシ、黍、菜種、非常に良

質の食用油が採れる「ゴマ」など、量の多少はあるにせよ越後にすべてあります。

様々な種類の豆類、特に「アズキ」と呼ばれる小さな豆は国内に移出されていま

す。リンゴ、梨などのこの地域一帯の果物類は全国で高い評判を得ています。木

材は出羽・会津・海府などに豊富にあります。 

 動物由来の商品としては、日本国内で一般的に取引されている鹿皮を挙げてお

かなければなりません。 

人口及び鉱工業等 

 新潟町には４万人近くの登録住民がおり、その他に約 1 万人が一時滞在してい

ます。信濃川とその対岸の阿賀野川とに挟まれた地域には沼垂、亀田など小さな

町が集まっており、新潟町と同じくらいの数の住民がいます。したがって、新潟

町及び周辺地域の人口はおよそ 10万人と推定されます。これらの人々が様々な形

で港での交易に関係しているのです。新潟には回船問屋が 48軒あります。船乗り

や一時的に町に出入りする人でいつも賑い、そのため茶屋や遊戯施設がたくさん

あります。 

 新潟や亀田などの商人の暮らし向きは概ねとても良好のようです。漁業で生計

を立てている者も多くいます。河川では鮭などの魚が獲れ、海での漁獲もかなり

多いようです。信濃川のほか阿賀野川や荒川、さらに県北東部の三面川（村上川）

など、この地方のどこでも鮭の漁が期待できます。佐渡では鮑などの魚介類が獲

れ、海草でも収入が期待できます。新潟では家具製造が行われており、はるか北

部地方へ移出されます。綿製品の生産の他、国内外の綿製品の染色も工業の一分

野として営まれています。 

 越後は広く人口も多い地方です。南西から北東まで長さ 170マイル近くに及び、

東西の幅はだいたいのところ 25マイルから 30マイルです。新潟周辺地域のほか、

人口２万から４万人の町が８つほどはあり、中でも主な町は三条、高田、長岡で

す。これより小さい、人口４千人以上の町は越後各地に散在しています。 

 綿製品の生産はこれらの多くの町で営まれており、綿糸が大量に使用されてい

ます。主な生産地として、縞木綿は見附・亀田・長岡、白木綿は吉田・曽根・長

岡・大野が挙げられます。絹製品は越後では栃尾・上田谷・五泉、ほかに上州や

出羽などの地方でも生産されています。「縮」とよばれる夏衣向けの麻布は小千谷

や、信濃川の上流左岸にある谷あいで生産されています。また奥州・信州などの

地方でも生産されています。刃物・金物は会津で作られています。漆器はいくつ

かの地域で作られていますが、概して良質ではありません。越後での推定生産額

は年間約５万ドル、会津では同じく約３万ドルです。竹製品、陶器・磁器類（日

用品）、紙、酒などもいくつかの町で生産されています。新潟に持ち込まれる九谷

焼は本物でなく、たいていは品質が劣ります。会津及び出羽の山間部、及び佐渡
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から木炭が大量に運び込まれてきます。出羽では「ベニ」が同名の木から年間 450

ピクル生産されます。 

 しかし、この地域一帯で最も誇るべき豊富な資源は鉱山資源です。銅は、越後

の間瀬・五泉・大白川、出羽の秋田、また佐渡や会津で見つかっています。会津

での生産は推定 70万ピクルに及びます。 

 鉛は、越後では滝谷、葡萄、それに会津にあります。 

 鉄は、少量ですが同じく会津にあります。 

 金及び銀が佐渡で採掘されています。特に金の量が多いのですが、今年はあま

り採掘が進められていないとのことです。佐渡では金は銅とともに見つかっても

います。 

 石炭は、会津のほか、越後の赤谷、小千谷、津川、五泉、布部にあります。新

潟に最も近いのはおそらく五泉で、15 マイル程度しか離れていません。しかしこ

この石炭は露天掘りで品質が悪く、蒸気船用には適していません。 

 越後では様々な鉱物がある鉱山が見つかってはいますが、まだ操業されていま

せん。また、操業している鉱山も不十分な状態です。今のところ、輸移出用に期

待されるのは銅くらいでしょう。それでもこの一帯の鉱物資源が非常に豊富であ

ることは間違いありません。 

 新潟から 12 マイルから 14 マイルほどの距離にある新津の天然泉から湧き出る

石油が、日本人によって採取され売られています。この泉と同じあたりに手掘り

の井戸も２、３ヶ所あります。しかし、やり方がかなり粗雑であるため生産量は

少しばかりです。ある日本の会社によって、外国人の監督の下で操業して石油精

製を行う計画が進んでいます。井戸は舟が入ることのできる近くの川の支流のす

ぐ脇という、石油を運び出すには格好の場所にあります。日本国内のかなりの部

分で石油が、それにおそらく石炭が、地下に豊富に埋蔵されているはずです。越

後には、日本人が言う「火井」、すなわち地面から可燃性の気体が噴き出すガス

井がある場所があります。新津の油井の近くの、より正確には、日本語で石油に

あたる言葉がそのまま地名になっている草水の近くの柄目木村に、そのような噴

出孔が１ヶ所あります。三条と見附との間にある如法寺には、こうした「火井」

が３つか４つあります。前に触れた新津の石油の天然泉はこうした「火井」の１

つにすぎず、そのガス井が水で満たされてしまったものと考えられます。そのい

わゆる泉は、幅６フィート以上の円形の開口部を有し、一見したところ非常に深

く、縁まで水に満たされています。激しい流れの中央は泡立ち、あるいは沸騰し

ているかのようですが、水が溢れ出ることはありません。つまり、このいくらか

奇妙な現象には水の湧出は関係していないのでしょう。しかし、水底部で激しい

気体の噴出があるとすれば、この現象に十分に説明がつきます。水面に浮き上が

った石油はひしゃくで掬い取ります。柄目木及び如法寺のガス井の気体があまり

匂わないことからも、この泉では石油の匂い以外には識別できる臭気がないのは、

そう不思議なことではありません。 

 油井が適切に操業されれば、それだけで当地で相当の輸出取引が生じることは

間違いありません。 

 栃尾のさらに向こう側、新潟から 40 マイルから 50 マイルの所に地面から湧き

出る塩水井があります。おそらく岩塩が存在する証しでしょう。越後の地図には、

弥彦山付近にも塩水井が示されています。 

 公的施設整備に関する報告としては、唯一、運上所の建設が挙げられます。運

上所は、信濃川河口から１マイルほど入った川岸に上屋及び保税倉庫とともに建

設されました。また、運上所と町とを結ぶ道路及び橋も設けられました。運上所

は堅固な建物です。保税倉庫は十分に保険対象となる石蔵であり、火災への用心

として他の建物とは十分に間隔を置いて建てられています。建設された道路も良

好です。しかし貨物は運上所から商人たちの倉庫まで以前と同じく運河で運ぶこ

とから、歩行者以外が道路を使うことはほとんどありません。 

  さて、商業報告で通常触れる事項についてはおおよそ報告してしまいましたの

で、新潟の港と町について一般的な観察を付け加えることをお許しいただきたい

と思います。新潟の町は今からおよそ 215 年前、当時この地を支配していた長岡

の大名である牧野氏の裁可と指導の下で３人の越前商人が移り住んだことに始ま

ります。住み始めて数年後には町割の計画が行われ、道路や目を見張るような運

河のシステムが造られました。この地に繁栄する港を造ろうという、最初の居住

者たちの考えは実現しました。長岡藩の管轄のもとでの繁栄は、1843 年に幕府が

この地を上知するまで続きました。一昨年の内戦のあいだの短期間、新潟は会津
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など北部の大名によって統治され、その後はミカド政府の支配となりました。 

現在、新潟は越後を統治する県の一つの支局に過ぎません。県庁は内陸の町で

ある水原に設けられ、そこに知事がいます。これは新潟町が開港場として定着し

発展していく上で最悪の措置です。しかし、間もなくこれも改善される見通しに

なっています。 

 新潟町の米の収入はわずかばかりで、年間１千石にも届きません。越後におけ

る政府直轄地域全体の収入は名目上 17万石以上ですが、実際はこれを大きく上回

ります。新潟町で国内交易に対して徴収される関税は約１万５千ドルにのぼりま

す。移入される国内産品に課される少額の税は廃止されたという話です。昨年の

外国交易への課税は総額でも 516 ドルにすぎません。輸入品のほとんどがすでに

他の開港場で関税の支払を済ませているからです。 

 新潟港が集積すると考えられるのは広大な地域です。すなわち出羽、岩代と呼

ばれることになった旧会津領とその近隣、越後、上州の一部、信州、越中、能登、

加賀、飛騨、それに佐渡島です。これらの地域の産品が集積し、またこれらの地

域へ輸入品を送り出すことが期待されるのは、やはり他の開港場ではなく新潟港

です。信濃川と阿賀野川によって、そしてこの２つの川と交差する河川、支流、

入り江、運河など無数の水路によって新潟と越後各地や会津その他の地域とが結

びついている内陸交通網には、実に目を見張るべきものがあります。信濃川は、

川舟を使えばその２つの支流によって上州方面と信州方面に新潟から 70マイルか

ら 80マイルほど上流へ航行できますし、阿賀野川はそれとは別の地域を流れてお

り、会津方面に河口から 40マイル近く航行可能です。信濃川の川筋には大野・白

根・三条・見附・長岡などの内陸の町とこれらより小さな多くの町があり、さら

には越後の絹の主産地である上流の谷あいの村々があります。阿賀野川の川筋に

は、新発田・中島・水原・村松・新津・五泉・真野・安田・津川などの町があり

ます。この２つの川はかつて１つの河口から海へと流れ込んでいました。そこは

現在、信濃川だけの河口となっています。1820 年頃、新発田の大名が阿賀野川か

ら直接海へと繋がる水路を切り開き、そのことによって広大な水田を獲得しまし

た。この工事が行われた時、新潟町との間で取極が交わされ、もしこの工事の影

響で信濃川河口から流れ出る水の量が減少して海運に支障をきたしたなら、その

水路をもう一度埋め戻すことを申し合わせました。しかし、海運への影響はあま

りなかったようです。いずれにせよ阿賀野川は開削された河口から海へと流れ込

んでいます。しかし、阿賀野川と信濃川とを結んでいたかつての水路は今も残っ

ています。現在、この２つの川の河口は５、６マイルほどしか離れていません。

両方の川に挟まれたずっと内陸の地域では、沼や湖が徐々に干拓されていったよ

うです。私は、この地域のかつての様子がよくわかる地図を見たことがあります

が、現在海岸から 13 マイルか 14 マイル内陸にある新津が、その地図では２つの

川が流れ込む湾の岸に位置する港町として記されていました。 

 以下に掲載する気象統計は、昨年後半の風向及び天候との支配的傾向を示した

ものです。不完全ではありますが、多少は意味のあるものかと思います。 

 

1869年８月７日から 12月 31日までの気象 

風向 ８月 

（７日～31日） 

９月 10月 11月 12月 

南. 

南西 

西 

西南 

北 

北東 

東 

南東 

０ 日 

９ 〃 

３ 〃 

３ 〃 

１ 〃 

５ 〃 

１ 〃 

３ 〃 

 

25 

４ 日 

17 〃 

２ 〃 

４ 〃 

１ 〃 

２ 〃 

０ 〃 

０ 〃 

 

30 

３日 

６ 〃 

１ 〃 

５ 〃 

２ 〃 

８ 〃 

０ 〃 

６ 〃 

 

31 

０日 

６ 〃 

１ 〃 

７ 〃 

３ 〃 

６ 〃 

２ 〃 

５ 〃 

 

30 

３ 日 

８ 〃 

８ 〃 

８ 〃 

１ 〃 

０ 〃 

１ 〃 

２ 〃 

 

31 

天候 

晴 

雨 

風 

強風 

雪 ・雹・霙  

 

  

16 日 

５ 〃 

３ 〃 

１ 〃 

０ 〃 

   

25 

     

16 日 

11 〃 

３ 〃 

０ 〃 

０ 〃 

   

30 

   

20 日 

６ 〃 

１ 〃 

４  〃 

０ 〃 

   

31 

      

９ 日 

６ 〃 

６ 〃 

６ 〃 

３ 〃 

   

30 

      

７ 日 

５ 〃 

１ 〃 

５ 〃 

13 〃 

   

31 
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 最後に、当地で英語を教える学校が政府によって設立されたことを述べておき

たいと思います。この学校の校長は、日本でよく知られたアメリカ人紳士です。

生徒は主に官吏か士族の子弟ですが、学校は誰にも開放されており、この機会に

自分の子弟を学校に入れようと考える商人も少なくありません。学生数は現在、

青年・少年合わせて 28人ほどです。日本暦の新年が明けてから、学生数がさらに

増える見込みです。 

                   ジェームズ・トゥループ 

 

 

 

 

 

〔1870年に関する年次報告〕 

 

原文 

 

British Consulate, Niigata, 

25th January, 1871. 

Sir, 

I have the honor to report on the Trade and Navigation of Niigata for the 

past year, and to inclose a series of Tables exhibiting details of the same. These 

Tables consist of 

Returns of Imports and Exports: － 

Table No. 1. Return of the Import Trade from other Ports in Japan, in 

British and other non-Japanese Vessels.   

Table No. 2. Return of the Export Trade to other Ports in Japan, in British 

and other non-Japanese vessels. 

Table No. 3. Return of the Re-export Trade to other Ports in Japan, in 

British and other non-Japanese vessels. 

Table No. 4. Return of the Import Trade from other Ports in Japan, in 

Japanese vessels. 

Table No. 5. Return of the Export Trade to other Ports in Japan; in 

Japanese vessels. 

Shipping Returns: － 

Table No. 6. Return of the Indirect or Carrying Trade in British vessels, 

from and to other Ports in Japan. 

Table No. 7. Return of the Carrying Trade in Foreign, except Japanese, 

vessels from and to other Ports in Japan. 

Table No. 8. Return of the Carrying Trade in Japanese Vessels, from and to 

other Ports in Japan. 

Summaries: － 

Table No. 9. Summary (Form “B”) of the Coast Trade in British and other 

non-Japanese vessels. 

Table No. 10. Summary (Form “C”) － Shipping Return: － (1) British  

(2) Foreign, except Japanese. 

Table No. 11. Summary (Form “B”) of the Coast Trade in British and 

Foreign vessels including Japanese. 

Table No. 12. Summary (Form “C”) -- Shipping Return: － (1) British,  

(2) Foreign, including Japanese.   

I should state here that I was kindly furnished by the Custom-House with a 

number of Returns of the Trade in non-Japanese vessels, but that these, 

although exhibiting considerable improvement on those furnished to me last 

year, were not of such a nature that I could frame satisfactory Returns from 

them alone. I have consequently, in compiling the Returns now forwarded, not 

relied on these Custom-House Returns exclusively, or even chiefly, but have 

made use of a series of private memorandums which I have been favoured with 

by the Foreign merchants engaging in this Trade. With respect to the Trade in 
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Japanese vessels, I have relied entirely on the materials supplied to me by the 

Courtesy of the Governor. 

Trade and Commerce. It will be seen by the following comparative 

statement that the Trade of the Port in non-Japanese vessels has been less 

during last year than in 1869:－- 

 Imports. Exports. Total. 

1869 $ 542,471 $ 177,501 $ 719,972 

1870   405,075    150,400   555,475 

Decrease $ 137,396 $ 27,101 $ 164,497 

 

No account is here taken of Re-exports in 1870, as these consist, in fact, of 

goods which have left this place simply on account of their being unsaleable 

here, and which, therefore, should not be reckoned in making an estimate of 

the actual Trade. The result shown by the above figures is not to be wondered 

at, considering the obstacles to trade which have had to be encountered at this 

place, such as I have referred to at length in my Report for 1869, or shall here 

refer to presently. Indeed, the surprise is rather that the Trade of last year has 

not been still less than it has been. Moreover, although the total value of goods 

thus brought into this Port last year has been less, as above shown, than in 

1869, the total value of imported goods which have been actually sold last year 

has at least been equal to, and probably greater than the value of those sold in 

the former year. Further, the experience of the past year may be said to have 

demonstrated that a regular demand does exist here under normal 

circumstances for what may be termed staple Imports, and, although the 

Export Trade cannot be looked on so hopefully, some features of it deserve 

attention as pointing at least to the possibility of a valuable Export Trade 

springing up in some articles of which no great expectations were formed a 

year ago. A few remarks on some of the articles of Import and Export will best 

illustrate the statement is now made. First of all, however, a short survey of the 

fluctuations of the year’s Trade in general will be necessary in order to lead to a 

clearer understanding of the causes which have operated upon it, so as to impel 

it out of its regular course, and such a survey will also obviate the necessity of 

lengthened remarks on particular articles of commerce. 

Owing to the unusual severity of last winter business was very dull at the 

commencement of the year. The simple fact of the rivers, canals, and roads 

having been for a considerable time stopped with ice and snow, was of itself 

sufficient to preclude the possibility of transporting merchandize of large bulk. 

As the spring advanced, however, matters improved, and by the month of April 

Imports were in good demand. In May the demand fell off, except perhaps in 

the case of sugar and one or two other articles, and by the months of June and 

July business had almost totally ceased, both as regards Imports and Exports. 

In August again a revival took place, and some good sales were effected in 

cottons, camlets, sugar, nail-rod iron, &c. Some transactions in exports also 

took place: But when, in September, the certainty of a great struggle, perhaps a 

prolonged one, in Europe becames obvious, and holders of stocks of Imports 

became desirous of realizing as quickly as possible, prices declined, and 

Japanese merchants became chary of buying in a rapidly falling market. 

Silkworm-eggs too, were next to unsaleable, and these causes combined to 

produce a great stagnation in Trade. Things continued during the Autumn very 

much in this way, until the certainty of a good rice crop in the Province was 

obvious. After the crop had been gathered in, and sales of rice began to be made, 

the demand for Imports revived, and towards the end of the year, cottons and 

some woollens were in good demand, although at very much reduced prices, as 

also nail rod iron and sugar, － the last mentioned at an advance in price. In 

addition to the cause just stated, the comparatively good cotton crop in the 

Province also probably acted to depress to some extent the price of cotton and 

cotton goods. 

From the above it will be noted that there has always been a tendency for a 
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demand for Imports to arise here, but that this has met with two notable 

checks during the year, in May, June, and July namely, and again in the 

Autumn. The cause of the latter I have already alluded to; but as the former 

was clearly the result of artificial circumstances to which I shall allude more 

particularly below, I shall here merely request your attention to the fact itself. I 

may now note a few of the articles of Import and Export in which transactions 

have taken place. 

Imports. Cotton yarn was in some demand in the early part of the year, 

prices ranging from 65 to 66½ Rios for No. 16/24 after the Japanese new year. 

In April the demand was at its best. From the month of May it slackened, and 

prices fell until in July it ceased altogether. In August, however, a better 

demand showed itself, and prices recovered a little. Since then, until the end of 

the year prices have fallen gradually to 43 and 43½ Rios, the demand being 

very dull in September, but improving towards the end of the year. 

In Shirtings, a similar fluctuation was observable, 8¼ lbs. Shirtings selling 

at four Rios in February and March, prices declining and the demand lessening 

until it ceased altogether in June and July, improving in August again with a 

slight advance in prices, suffering some relapse in September, but increasing 

again, although at reduced prices, － say about 3 Rios, － towards the end of 

the year. 

Of other cottons, the only articles in any demand have been muslins, 

taffachelas, turkey-red cloth, and velvets. The demand for woollens has been 

very limited. Fancies have been entirely neglected. Camlets and blankets may 

be mentioned among woollens. 

Thin nailrod iron has been usually in demand, at prices ranging from 4 Rios 

to 3¾ Rios per picul. 

Shanghai cotton has been in demand almost all the year round, prices and 

demand slackening, however, towards June and July, but recovering again in 

August. From that time to the end of the year prices gradually fell still lower, 

but the year closed with a good demand. 

Sugar, No. 1 white, No. 2 white, and brown, has also been usually saleable. 

Towards the close of the year both prices and demand have improved.   

 The Saigon rice mentioned in the Import Table was not for this Province, 

but for shipment to Kaga. It was transshipped into junks at Ebisu-Minato. The 

other Imports do not seem to require special comment here. 

Exports. Rice, the principal article of export from Niigata, does not show so 

large a figure among the Exports of last year as might have been expected from 

the high prices ruling elsewhere in Japan, as compared with those in this 

Province. This is so clearly traceable to the operation of the laws regulating this 

trade, coupled with the mode in which the Government Authorities have 

employed these laws, that a short notice of some of the circumstances seems 

here desirable. In January prices here ruled at about eleven ichibus per picul,

－ a figure which still left a good profit on expert to other Ports in Japan. In the 

month of February, however, it was understood that the Government had it in 

contemplation putting prohibition on the transport of rice to other Ports, － a 

prohibition which was accordingly notified to Japanese and Foreigners alike on 

the 24th of February, to come into force two months later according to the terms 

of the Convention regulating this trade. The ostensible object of this prohibition 

was to prevent rice from leaving this province until it should be seen whether 

the supply from the old crop would be sufficient for the wants of the Province 

until the new crop should be secured: Meantime prices rose to 13½ ichibus per 

picul, owing to the demand for rice to be shipped before the date of the 

prohibition coming into force. Considerable activity was displayed for some ten 

or fifteen days before that date in shipping this article to Sado, to be shipped 

thence to other Ports at leisure. After the purchases for this object had been 

made prices fell to thirteen ichibus. On the 18th of May, however, or only twenty 

three days after the prohibition had come into force, it excited some surprise to 

learn that the Authorities would withdraw the prohibition on and after the 25th 



 

21 

 

of May. That the Government had so early ascertained that the supply from the 

old crop would be sufficient for the wants of the Province until the new crop of 

rice should be secured, is more than can be supposed, assuming that the point 

was ever doubtful. If the wheat and barley crops were looked to these were only 

calculated to excite apprehension, － for they were extremely bad. The more 

credible explanation of the speedy withdrawal of the prohibition was however 

to be found in the fact that the Government had accumulated large stores of 

rice in their magazines in Niigata, which were in the meantime waiting for 

exportation to other Ports in Japan. 

In May, therefore, rice again rose to 13½ ichibus; in July it was at its highest, 

14½ ichibus. From that time, as the season promised well for the crop, rice 

gradually fell, until in November it was as low as 7½ ichibus. A slightly finer 

tendency appeared towards the close of the year. 

I have detailed these circumstances for the purpose of showing that the 

Government has hitherto by one means or other succeeded in reducing the rice 

trade almost to a monopoly, under its own control, and to all appearance for its 

own advantage, but obviously to the detriment of the growers, as well as to that 

of the consumers in other parts of Japan. There can be little or no doubt that 

the Authorities still look upon this trade as being peculiarly a perquisite which 

tradition has sanctioned the Government to keep strictly within its own control. 

It is instructive to remark that of the rice shipped from this Port during the 

past year, only one cargo has been shipped by a Foreigner under his own name, 

and that under difficulties which it is not to be supposed any merchant will like 

to meet a second time. I may be permitted to express it as my conviction that no 

satisfactory solution of the question of the rice Trade will be arrived at until the 

Japanese Government sees that it is the only sound policy to declare the trade 

perfectly and unconditionally open, at least within Japan itself. 

Next to rice, Tea this year figures as the most important article exported in 

non-Japanese vessels. The market price of tea has ranged from 6½ rios to 11 

Rios per picul according to quality. 

Silkworm eggs show a very low figure for this place. This is owing perhaps 

to the restricted demand for Japanese seed which now exist, coupled with the 

many frauds practiced by the makers of cards, and the high prices which have 

been demanded in the belief that Foreigners would in the end be obliged to buy. 

fifteen ichibus per card were demanded for cards bearing the Yonezawa stamp, 

but no annuals were actually exhibited on the market. In the end about ten 

thousand cards were bartered for Imports at the rate of from one ichibu to six 

ichibus per card, many remaining unsold.  

Some silk purchases were effected in August by Japanese merchants, 

probably with the intention of shipment to Yokohama, at the rate of 650 Rios 

per picul. 

Copper, irico, &c., this year appear for the first time among the Exports. 

High prices are still, however, demanded for produce. Some remarks on articles 

of Export will be found under the heading of Agriculture, mines, &c. 

It will be observed from the list of Re-exports that the chief Articles which 

have had to be sent away from this place as unsaleable are arms and some 

woollen goods. That the former have not met with purchasers is hardly to be 

looked upon as a matter of regret, in view of a trade in regular Imports being 

done here. Amongst the latter, too, blankets may be looked upon to a certain 

extent as of a piece with arms, inasmuch as one of the chief uses made by the 

Japanese of blankets is as a covering for soldiers, － blankets being more 

portable and more generally useful than their own articles used for bedding. 

Special remark on the tables of Imports and Exports in Japanese vessels 

does not seem to be called for here. The latter includes also articles of Re-export, 

it having been found impossible to distinguish accurately between such and 

Exports the produce of this district arriving otherwise than by sea. Some 

comparison of the trade of last year in Japanese vessels with that of 1869 will 

be found under the heading of Shipping. 
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Operation of Trade Laws. The question of the Rice Export has been already 

alluded to. The diffculties in connexion with this matter have, however, 

influenced but one branch of Trade, － although a principal one. But there has 

been another series of measures taken by the Government Authorities which 

has operated in a most important manner on every branch of Trade, and that 

in a way far from beneficial. Early in the year an association was established 

here termed the Shosha, or Commercial Corporation, under the direction of a 

department of the Government termed the Tsushoshi, or Commercial 

Department, which also at the same time establish a branch office here. The 

object of the establishment of this association was stated to be the transfer to it 

of the business hitherto conducted by the Toiyas, － namely, the disposal of 

goods arriving at this place from other Ports, the purchase of goods for 

shipment to other Ports, and such like. It was farther proposed, generally, by 

means of this institution to reform the Commercial Laws, as it was called, and 

to secure for the merchants of the Corporation a uniform rate of profit, instead 

of, as had hitherto been be case, different persons being allowed to carry on 

trade in various ways according to their own inclinations. It was proposed thus 

to secure the prosperity of the Port by means of a flourishing Commerce. 

It is hardly necessary for me to recapitulate here the details of the progress 

of this dual institution, as these are already familiar to you. Suffice it to say, 

that a series of regulations were from time to time issued here, the sole effect of 

which was to hamper trade both domestic and foreign, that unprecedented 

imposts were laid upon domestic trade, and that in the end, about the months 

of May and June, business among both Japanese and foreign merchants had 

become almost impossible; and at one time indeed had actually been 

completely suspended, and junks were beginning to betake themselves to other 

Ports, in place of coming here, as it had become impossible for them to dispose 

of their cargoes. It appears, however, that the action of the Office of the 

Commercial Department here was disapproved of by the Government in Yedo, 

and in the month of August it was withdrawn, － an announcement having 

been made, some time previously, that trade was again subject to the same 

regulations as had obtained before the establishment of the Office here. The 

Commercial Corporation, however still remains and apparently engages in 

certain branches of Trade, such as the importation of foreign goods from the 

other Open Ports, the export of rice to other Ports, and so on. 

It is to the establishment of this Office and Corporation here that I attribute 

the decline in Trade witnessed in the months of May, June, and July, to which I 

have. already alluded. In the month of August a revival was evident again on 

the return to the former state of things; and this appears to have continued 

until it became evident that the war in Europe would be of some lengthened 

duration, as I have already observed. 

That there are practices obtaining among native merchants here, which it is 

desirable should be amended, is probably undeniable, but when the cure is 

applied it is to be hoped that it will be after a thorough diagnosis of the case has 

been made, and that, withal, the cure will not be worse than the disease. The 

Toiyas of Niigata do not differ materially from the Shipping Toiyas of Osaka 

and elsewhere. The “Kabu” system obtains here amongst the Toiyas, but not 

otherwise. Amongst other merchants, although associations for mutual 

assistance, and for purposes of information, and such like exist, the “Kabu” 

system does not appear to hold. On the whole I am not aware that any serious 

impediment to Foreign trade has been felt here, as likely to arise from the 

hitherto existing Commercial system, although probably an intelligent 

amendment in some ways might be attended with good results. 

Currency &c. during the past year the most notable feature as respects the 

Currency has been the gradual departure of coin from this part of Japan for 

Yedo and Yokohama, and the substitution for it of paper. This process had been 

going on even previously, but has been most marked during the year now 

enclosed. Silver, both old and new, became very scarce by about April or May, 
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and by the month of July was no more to be found. Gold nibus have been going 

away in the same manner, although they have not yet gone out of circulation. 

As a coin, however, they may even be said no more to circulate; for it is only 

when made up in packages and stamped by the Shosha, to whom the 

Government Authorities have entrusted the business, that they can be passed. 

Trade is now principally carried on by means of the paper currency. Apart from 

the distrust which is felt in such a Currency, and the difficulty in distinguishing 

genuine from spurious paper, and in passing paper which is somewhat worn, 

the paper Currency has not as yet caused so much inconvenience as might 

almost have been expected. But the difficulties just mentioned are by no means 

to be underrated, and cause great apprehension for the future. Notes of from 

one Rio downwards have now become very much worn, and consequently 

difficult to pass, and the number of spurious notes in circulation must be very 

considerable. Many arrests and some executions of the fabricators of false 

paper have taken place, but in spite of this the evil has undoubtedly gone a 

great length, and false notes are constantly to be met with. The loss, in the end, 

is unhappily, most likely to fall on those of the less intelligent mass who may 

have their means to a greater or less extent kept by them in paper, or who may 

be the unfortunate last possessors of worn out or spurious notes. 

Notice should not be omitted of the fact that in the territories of some of the 

Han in this part of the country, local paper still continues to circulate, - in 

Yonezawa, for example, and to a small extent in Shibata. As such paper does 

not find acceptance beyond the limits of the territory where it is issued, it 

naturally acts as a barrier, effective in proportion to the amount in circulation, 

to transactions between that territory and the rest of the country. 

The following are the Rates of Exchange which have held here between 

paper, silver, and gold nibus, at different times during the year: In the month of 

January, paper was at par with silver. From that time it has fluctuated 

variously at from 2% discount in February to 20% in June, － when silver 

altogether disappeared. Gold has on the whole been steadier as against silver. 

It continued at from 9% to 10% discount, from January to April; in May it 

reached 14 % and in June 20%, the same as paper. From July to the end of the 

year paper and gold nibus have continued at about par. 

Shipping and Navigation, it will be observed from the Tables that British 

shipping last year does not exhibit a great contrast with that of 1869; the 

number of ships has slightly decreased, while the tonnage on the other hand 

shows a slight increase. A considerable increase has however, taken place in 

the other non-Japanese shipping, principally in the American. This has been 

chiefly owing to the employment of a large American steamer in carrying 

Japanese passengers from this place to the North. During the Summer and 

Autumn as many as 7,569 passengers were carried by her. As she carried little 

cargo this accounts for the small values of the cargoes carried by Foreign, in 

proportion to those of the cargoes carried by British ships.   

Respecting the Japanese shipping it may be sufficient to observe, after what 

has been already remarked on Trade here generally, that while the Junk trade 

shows some increase in the number of vessels, a falling off has taken place in 

the tonnage. The value of the cargoes, especially on the Export side, has fallen 

off still more largely. As I was not able to procure any account of the Trade in 

Japanese Steamers for 1869, I cannot here institute any comparison between it 

and that for the past year. A remarkable feature in the Trade in Japanese 

Steamers, however, is the extremely insignificant value of the cargoes carried 

in them. It may be noted also that the total trade in Japanese junks and 

steamers together does not nearly come up to that in Junks alone in 1869, so 

that it cannot be said that the trade hitherto done in junks has been 

transferred to Steamers. 

The figures are as follows: - 
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 Entered and Cleared. Value of Cargoes. 

1869. - Junks Tons 165,614 (estimated) $ 3,369,089 

1870. - Junks & 
Steamers 

173,480   $ 2,675,297 

 7,866 Tons. Imcrease in 
tonnage, caused by 

Steamers. 

$  693,792 
Decrease in cargoes. 

 

 

I make these remarks on the Japanese part of the trade on the assumption 

that the figures in the Tables are at least approximately reliable. They have 

beep deduced by me, as already said, from materials supplied to me by the 

Government Authorities, and on these materials alone I have relied in this 

case. 

Great difficulties have been experienced since the opening of the Port from 

the want of efficient lighters for the landing and shipping of cargo. Towards the 

latter part of the past year a number of new lighters have, however, been 

constructed, and a steam-lighter for the use of the Port is at present being 

fitted together at Ebisu-Minato, and is expected to be ready for use in the 

Spring. It is to be hoped that these improvements will do something towards 

obviating the inconveniences hitherto experienced in this matter. 

To the other natural deficiencies of the harbour there has last year been 

added a decrease of water on the bar, caused by the floods in the River on the 

melting of the snow in the Spring. The bed of the River itself also appears to be 

moving gradually in the direction of the North East bank, the South West, or 

Niigata side, being sanded up in proportion, or sand banks being formed in the 

River towards the same side. The inconvenience occasioned by this change both 

to domestic and foreign shipping has been considerable. Junks of larger 

draught have to be lightened outside the bar before they can enter the River, 

and the lighters employed in discharging Foreign ships have found it 

impossible to approach the Custom-House landing-place, － the goods carried 

by them having had to be again discharged into small flat-bottomed river-boats 

before they could be landed. 

The attention of the Authorities has been seriously given, I am aware, to 

this matter of the sanding up of this side of the River; but it remains yet to be 

seen what effective practical steps may be taken to remedy the same. The 

removal of some quantities of deposit forming the sand-banks opposite the 

Custom-House, for the purpose of reclaiming ground for building purposes 

between the River and the present town, is not a work which can be expected to 

remove these constantly-forming obstructions. 

Another work at present in progress on the Shinano-gawa cannot fail to 

have much influence on the River as it reaches this place, as it is intended for 

the mitigating of the floods in the River, which are, no doubt, a main cause of 

its sanding up or changing its bed. I refer to a cutting which is being made from 

the River, near the town of Jizôdô, about 25 miles from here, to the Sea at 

Teradomari. I enclose a sketch of map showing the cutting. The prime object of 

the cutting has indeed nothing to do with the harbour of Niigata. It is intended 

for the purpose of letting off the surplus water of the River in flood times, so as 

to protect the extensive rice-grounds near the Shinano-gawa from the frequent 

devastations which they are subject to from inundations. At the cutting, the 

River is only some seven or eight miles from the Sea, － which distance will 

thus correspond with the length of the cutting. Its proposed length at the 

ingress is stated at 100 yards at the top, with a slope towards the bottom on 

either side sufficient to sustain the banks. At its egress, near Teradomari, its 

breadth at the top is much greater, as it there passes through a range of low 

hills. Thousands of workmen have been, as the seasons of the year permitted, 

employed on the work, which is expected to be completed in the Summer. It will 

be seen therefore that a work of this nature and of such magnitude cannot fail 

to have a most important bearing, － whether beneficial or otherwise, - on the 
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features of the River at Niigata. 

Agriculture, Mines, &c. The early crops of the season, such as wheat, barley, 

rape-seed, &c., were rather poor in this Province, owing to the long continued 

severity of last Winter. The Autumn crops, however, have been good, and 

amongst them especially the rice crop, which has been a remarkable fine one, 

both in quality and quantity. Although this is a fact which can here be stated in 

so few words, it is perhaps the most important one which can be stated with 

respect to this District in reference to the past year, and its beneficial effects 

have already begun to be felt. 

Some modification appears necessary of the statement contained in my 

Trade Report of last year on the subject of Tea. It would appear that the tea of 

this Province is not universally so inferior as is there stated, and the annual 

production is probably larger than is there mentioned. Some attention is being 

given at Muramatsu, which is the chief tea-producing neighbourhood in the 

Province to the improvement of the firing process; and the cultivation of the 

plant also appears to be on the increase there. 

An effort was initiated last year by the silk-growers of Tochiwo and the 

neighbourhood, in this Province, to bring Echigo silk into notice on the market, 

and to improve its quality; but as this matter has been reported to you from 

another source, it is not necessary for me to do more here than allude to it. I 

learn besides that some silk-growers of the Murakami district, in the North 

East part of this Provinces are desirous of extending the silk-culture in the 

neighbourhood of Niigata, by planting mulberry trees along the embankments 

of the lower course of the Shinano-gawa and its branch streams. It would 

appear that the silk-growers of this part of the Country generally had devoted 

their attention last year to the production of seed rather than of silk, and, for 

reasons which have already been alluded to, it is to be feared that 

disappointment has mostly been the consequence. 

The Sado mines have last year been placed under the superintendence of an 

English mining engineer, and machinery for crushing the ore, and other 

processes, is now being filled up at the mines. 

I regret to state that the mines in this Province which I have either visited 

or obtained information regarding, and which were formerly worked by private 

enterprise, － although doubtless in a very imperfect manner, are now either 

entirely unworked, or almost so. The copper mine of Mazé, for example, near 

Yahiko-yama, appears to have been once worked with considerable enterprise, 

but is now as good as unworked. 

The copper mines in different parts of the ken of Wakamatsu (the former 

territory of Aidzu,) appear to be now worked by the Government with more or 

less success. 

Good anthracite coal has, I am informed, been discovered on the coast of 

Sado lying next to Niigata, in a position convenient for ships lying close to. 

Should this coal turn out well, there can be no doubt that it will prove a most 

important thing for this place in many ways. I have last year also seen good 

specimens of coal from some localities which have not, I believe, been hitherto 

mentioned, such, for example, as Ori-i-yama, in the territory of Shibata, and 

some parts of the Nagaöka territory. 

Early last year, Niigata became the residence of a Chikenji, or Governor of a 

Ken, or Imperial territory, instead of being subject to the Ken of Suibara, in the 

interior, which latter became a sub-department under the Government of this 

Port. Besides Suibara, there is another sub-department of the Ken of Niigata at 

the town of Sanjo. By a re-distribution of the territories in this Province, also, 

the territory under the Government of Niigata has been gathered around this 

Port so as to be contiguous and compact. The revenue of this Government in 

rice, under this new arrangement, amounts to nearly 240,000 kokus, or say, 

£270,000 Sterling.   

The duties on Foreign Trade collected here last year have only amounted to 

$949, almost all imported goods having already paid duty at some of the other 
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Open Ports. 

Ebisu-Minato ceased last year to have a branch of the Niigata 

Custom-House placed there. Instead of this arrangement, the Custom-House 

there has been placed under the Government of Sado itself. 

The number of European Residents in this District at present amounts to 

some ten souls only, － or less than at this time last year. Of these, only some 

four are encraged in commercial pursuits, none of' these latter being British 

subjects. The actual foreign trade done, however, is, as may be seen from the 

Table of Imports, to a large extent in British manufactures, and the total value 

of the cargoes carried in British vessels exceeds that of the cargoes of all the 

other foreign shipping put together. 

If it is asked, what prospects to British enterprise does the Trade of Niigata 

present, I can only answer that the experience of another year has only 

confirmed and defined, without materially modifying, the anticipations formed 

of it a year ago. 

I have the honor to be 

             Sir, 

 Your most obedient 

      humble Servant  

J. Troup 

 

 

 

 訳文 

1871年１月 25日、新潟にて 

 昨年の新潟の交易及び新潟港についてご報告するとともに、これらの詳細を示

す交易統計表を添付します。 

〈中略〉 

 まずは、運上所の好意で日本船以外に関する統計を数多く受け取ることができ

たことをお伝えしたいと思いますが、これらの統計は昨年受け取ったものよりも

かなり改善されてはいるものの、これだけを基に満足のいく統計を作成できるも

のではありませんでした。そこで私はこの報告書の交易統計を作成するにあたり、

運上所の統計のみに頼ることなく、と言うよりも運上所の統計には基本的に頼ら

ずに、当地で交易に従事している外国人が好意で提供してくれた多くの個人的メ

モの類を活用することにしました。また、日本船による交易に関しては、すべて

知事からご恵与いただいた資料に基づいています。 

 次に掲げた比較表のとおり、昨年の日本船舶以外による新潟港の交易額は 1869

年を下回りました。 

日本船以外による新潟港の輸移出入額 

                          単位：ドル 

 輸移入額 輸移出額 合  計 

1869年 542,471 177,501 719,972 

1870年 405,075 150,400 555,475 

減少額 137,396 27,101 164,497 

 

1870 年の数字には再輸出は含めていません。これらの商品は単に新潟で売り捌

けないために再輸出することになったものであり、実際の交易の推計には含める

べきでないからです。上表の数字が示す結果は、私が１年前の商業報告書で詳細

に報告し、また今回の報告書でこれから報告するような、交易に対する当地での

様々な障害のことを考えれば、特に驚くにはあたりません。むしろ、昨年の交易

が上表の実績よりも少なくなかったことのほうが驚きです。昨年新潟港に輸移入

された商品の総価額は、上表のように 1869年よりも少ないにもかかわらず、昨年

実際に新潟で売られた輸移入品の総価額は、一昨年と少なくともほぼ同額か、お

そらくはむしろ多いのです。昨年の経験によれば、当地では通常の状況下であれ

ばいわゆる主要輸入商品に対する需要が存在するかもしれないことが明らかにな

った、と指摘できるかもしれません。輸出品に関しては、あまり期待できない状

況ではあるものの、１年前にはさほど期待されなかったいくつかの商品の輸出が
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今後急増していくという、少なくともその可能性が挙げられます。これから輸出・

輸入商品のいくつかについて短く触れていくことで、以上のことを詳らかにして

いきたいと思います。しかしまずは、昨年の全般的な交易動向について簡単に振

り返ってみます。最初にこうした概観を行うことで、交易が通常の在り方から逸

脱していった原因を明確にできますし、個別の商品についての長々とした説明が

避けられるからです。 

 昨冬の異常な厳しさのため、年初めの取引はとても低調でした。その理由は明

快で、氷雪の影響で長い期間に亘って河川・運河・道路が通行不能となり、商品

を大量に運搬できなくなってしまったからです。しかし春が近づくにつれてこう

した状況も収まり、４月までには輸入の需要は十分になりました。５月には砂糖

ほか一、二の商品を除き需要が落ち込みました。そして６月、７月にかけて輸出

入とも取引はほとんど停止してしまいました。８月に入ると再び動きが出て、木

綿・キャムレット・砂糖・釘鉄などが好調な売れ行きを見せました。また、輸出

もいくらか行われました。しかし９月になって欧州で大きな戦乱が勃発すること

がどうやら確実になり、しかもそれが長引くかもしれないと見込まれたことから、

輸入品の在庫を抱える商人はできる限り早く商品を現金化することを望み、価格

が下落しました。日本商人は、急落する市場で商品を買うことに慎重になりまし

た。蚕卵紙もほとんど売却不能となり、これらが重なり合って取引が大幅に停滞

することになりました。この状態は秋の間じゅう、当地の米の豊作が確実になる

まで継続しました。稲刈りが終わり新米が売られ始めると輸入需要が回復しまし

た。年末に至るまで、綿製品のほか毛織物の一部は、価格が相当抑えられたもの

の十分な需要がありました。釘鉄や砂糖も需要があり、砂糖は価格も上昇しまし

た。これまで述べた原因のほか、当地で木綿の収穫が良好だったことも綿の価格

低迷にある程度影響を与えたと思われます。 

以上から、新潟では輸入需要が常に存在していたこと、しかしながらその需要

には昨年中に２回、すなわち５月・６月・７月及び秋にかなりの休止状態があっ

たことがわかります。秋の休止状態の原因については上で述べました。しかし、

５月から７月にかけての原因は、これから詳しくご報告しますが、明らかに当地

でつくり出された事情の結果です。そこでまず、取引実績に注目したいと思いま

す。輸出入が行われたいくつかの商品についてこれから述べます。 

輸入 

綿糸は、昨年前半はいくらか需要があり、日本暦の年明けの綿糸 16番手‐24番

手の価格は 65 両から 66½両でした。４月に需要のピークを迎え、５月からは需要

に陰りが見えて価格も下がり、７月になると買い手が全くつかなくなりました。

しかし８月はまずまずの需要で、価格もいくらか回復しました。それから価格が

徐々に下落し、年末には 43両から 43 ½両になりました。需要は９月にかなり落ち

込みましたが、年末には回復しました。 

 金巾でも似たような変動が見られました。８½ポンド物は２、３月には４両で取

引されました。その後価格下落及び需要減退が進んで、６、７月には取引がなく

なりました。８月には再び買い手がつき価格も若干上昇したものの、９月には需

要減、さらに需要増と価格下落を経験し、年末の価格は３両ほどでした。 

 他の綿製品では、多少に関わらず需要があったのはモスリン、唐桟、緋金巾、

天鵞絨でした。毛製品への需要はかなり限られたものでした。装飾布はまったく

買い手がいませんでしたが、毛製品ではキャムレットと毛布がまずまずでした。 

 釘鉄は常に需要が見込める商品で、価格は１ピクル当たり４両から３½両でした。 

 上海綿はほぼ一年を通じて需要がありました。６、７月には価格も需要も落ち

込みましたが、８月には回復しました。その後、年末まで徐々に価格がさらに落

ち込みましたが、需要は年末には十分にありました。 

 白砂糖の１番、２番、及び赤砂糖も大抵は買い手がつきました。年末にかけて

は価格・需要とも上昇しました。 

輸入統計に掲載したサイゴン米は新潟ではなく加賀仕向けのもので、夷港で平底

船への積み替えを行いました。その他の輸入品目で特に付言すべきものはありま

せん。 

輸出 

 新潟からの主要移出産品である米は、国内各地で越後より高値で米が取引され

ていたにもかかわらず、昨年の新潟からの移出量全体のなかで期待したほど大き

な割合を占めませんでした。これは明らかに米取引を規制する法令と、これら法

令の政府の適用方法によるものです。この事情について少し説明を加えます。1月、
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米の価格は１ピクル当たり一分 11枚が当地の相場であり、まだ国内各港への移出

でよい儲けが出ていました。しかし２月に入ると政府は他港への米の積出しを禁

止することを目論み、同月 24日、２か月後に禁輸を実行に移す旨、米取引に関す

る取極に基づいて日本商人・外国商人に対して事前通告を行いました。この禁輸

の表向きの目的は、昨年収穫された米の供給が今秋の収穫期まで十分であるかど

うかを見極める必要がある、ということでした。間もなく米の価格は１ピクル当

たり一分 13枚半まで上がりましたが、これは禁輸が実施される前に米の積み出そ

うとして需要が高まったためでした。禁輸実施日の 10 日から 15 日ほど前には、

他港へいつでも移出できるようにまず夷港へ運び出す作業で慌ただしい様相とな

りました。このための買い入れが一段落すると価格は一分 13 枚に下がりました。

しかし５月 18 日、すなわち禁輸実施のわずか 23 日後、驚いたことに政府は同月

25 日をもって禁輸を解除することを明らかにしました。今秋収穫期までの地元住

民への米の供給が昨年の収穫で問題がないことがこのように早い段階でわかるこ

とは、十分に推測できることでした。そもそも最初からこの理由付けが疑わしい

ものでした。確かに小麦や大麦であれば、著しい不作だったのですから憂慮すべ

きであることはわかります。しかし米の禁輸を解除したもっと信ずるに足る理由

は、政府が新潟の倉庫に大量に米の在庫を抱えており、他港へ移出する必要が出

てきたことであるに違いありません。 

 案の定、米の価格は５月に一分 13 枚半まで上がり、７月には 14 枚半という最

高値に至りました。この頃から、今秋の収穫が順調に見込めることが判明したた

め価格は徐々に下がり、11 月には７枚半という安値をつけ、その後若干回復して

年末に至っています。 

 私がこのように詳しく事情を説明したのは、政府が米の取引を管理して首尾よ

く取引量を抑制し、ほぼ自らの独占状態とすることに成功したことを示したかっ

たからです。これはどう見ても政府の利益のためでした。そしてそれは、生産者

の、さらには国内の他の地域の消費者の不利益と引き換えだったのです。政府は、

これまでのやり方からして当然のごとく、米取引は政府が厳しく管理して差し支

えないものだと考えているのです。さらに教訓的なことは、昨年の新潟港からの

米積出しのうち外国人が自ら取り扱ったのは１回だけですが、その際、その外国

商人は誰もが二度と経験したくないような非常な困難に晒されたことです。米取

引の問題の満足のいく解決は、日本政府が、少なくとも国内では完全かつ無条件

に米を自由取引にすると宣言することが健全な政策だと考え直す以外にない、と

いうのが私の確信するところです。 

米に次いで、外国船による昨年の最も重要な輸出商品は茶でした。茶の市場価

格は品質により１ピクル当たり６½両から 11両でした。 

 蚕卵紙は新潟の市場では非常に低調でした。その理由はおそらく、日本種への

現在の需要が限定的であること、産地で多くの不正が行われていること、さらに

は、外国商人が結局は買わざるを得ないことを当てにして値が吊り上げられてい

ることだと思われます。米沢産の捺印がある蚕卵紙が一分 15枚の値で売りに出さ

れましたが、実際にはこのような取引は行われませんでした。結局、蚕卵紙約 1

万枚が１枚につき一分１枚から６枚のレートで輸入品と引き替えられましたが、

売れなかったものも多く残りました。 

生糸の取引は８月に日本商人によっていくらか行われました。おそらく横浜へ

運ぶためで、価格は１ピクル当たり 650両でした。 

 今年になって銅、煎海鼠などが初めて輸出品に名を連ねました。しかしまだ高

い値が要求されています。輸出商品については、農業・鉱業等のセクションでも

触れたいと思います。 

 再輸出品のリストからわかることは、新潟で買い手が見つからず再び外国へ送

り出される主な商品が武器及び一部の毛製品であることです。当地で通常の輸入

取引が行われていることを考えれば、武器が売れないことは他の商品とは違って

惜しむべきこととは言えないでしょう。毛製品の中でも毛布についてはこれと似

たようなことが言えます。毛布は普通の日本の寝具よりも携行に便利で使い勝手

がよいことから、主に兵士の寝具として使用されているからです。 

 日本船による輸出入統計表に関しては、特記すべき事項はないと思います。輸

出統計は再輸出品も含めました。再輸出品と船舶以外で持ち込まれた当地域の産

品の輸出とを正確に区別することは不可能だからです。日本船による交易の一昨

年と昨年との比較については、海運のセクションで述べます。 

交易関連法令の施行 
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米の移出の問題についてはすでに述べました。この問題は主要交易品に関する

ことですが、その影響は交易の一分野にとどまるものです。しかしながら、これ

とは別に政府が当地で行った一連の措置があり、しかもそれは交易のすべての分

野に及ぶ極めて重大で、かつ有益とは程遠い措置でした。昨年初めに「商社」な

る組織が設立されました。これは政府の通商所管部局である「通商司」の方針に

基づくものでした。また、商社とともにこの通商司の支署も新潟に設置されまし

た。商社の設置は、これまで廻船問屋が行ってきた活動を引き継ぐことを目的と

しているとのことでした。すなわち、他港から新潟港に着いた船荷の売り払いや、

他港へ送り出す船荷の買い入れなどを行うことです。さらに、いわゆる通商規則

の改正がこの商社を通じて提案されたのですが、この改正は、これまでのように

個々の商人が各々のやり方で取引を行うのではなく、商社の会員が受け取る利益

を一定の率に定めようというものでした。政府は、このような方法で商業を盛ん

にして港の繁栄を築いていくことを提案したのです。 

その後の商社及び通商司の成り行きについては閣下もすでにご承知のことです

ので、ここで詳しく繰り返すまでもないと考えます。やがて新潟において様々な

規則が発せられたこと、しかもそれらは国内・外国の交易を妨げる効果しかなか

ったこと、国内交易に対して前例がないほどの賦課金が課せられたこと、そして

結局のところ、５月から６月頃には日本商人・外国商人を問わず商売を行うこと

がほぼ不可能になったこと、以上で十分でしょう。実際、交易はしばらくの間完

全に停止状態となり、新潟港で船荷を売り捌けなくなった平底船が他港に向かい

始めたのです。しかし、新潟の通商司支署が取った措置は中央政府から反対を受

けたようで、８月には通商司支署が新潟から撤退しました。撤退の少し前に、今

後の交易のやり方は通商司支署設置以前の規則に従うことが布達されました。し

かし商社のほうはまだ存在しており、他の開港場からの外国商品の移入や、他港

への米の移出など、現在でも新潟港での取引の一部に関わっているようです。 

この通商司支署及び商社の設置こそ、すでに述べた昨年５月・６月・７月の交

易の停滞の原因であると私は考えています。８月になってこうした状況が元通り

になると、交易は明らかに回復しました。そしてこの状態はしばらくの間、先ほ

ど述べたように欧州の戦乱がすぐには終結しない見通しがはっきりする時期まで

続くことになりました。 

新潟の商人が覚え始めた商売のやり方にはまだ正すべきことがあることは否定

できないでしょう。しかし、治療を加えるのであれば、まずは症状を詳細に診断

してからにすべきです。それでなければ、病気そのものよりも治療のほうが悪い

影響を及ぼしてしまいます。新潟の問屋は大阪やその他の船問屋とさほど違って

はいません。新潟では回船問屋は「株」制度を取っていますが、他には「株」制

度はありません。回船以外の商売では、相互扶助や情報交換などを目的とした同

業組織はあるものの、「株」制度が続いているわけではないようです。全体的に見

て、新潟のこれまでの商慣習で外国との交易を著しく妨げるだろうと感じるもの

は、私には思いつきません。もっと正しい情報が当地に入るようになれば、おそ

らく良い結果が生まれるのです。 

通貨等 

 昨年中、通貨に関して生じた最も重要なことは、鋳貨が次第に江戸、横浜方面

に流れ、その代わりに紙弊が出回ってきたことでしょう。この傾向はすでに以前

からありましたが、昨年になっていよいよ明確になってきました。銀貨は、古い

ものも新しいものも４月、５月頃にはわずかな量となり、７月までには皆無とな

りました。同じことは二分金貨にも言え、まだ流通はしているものの、今後は金

貨が硬貨として流通することはなくなると思われます。と言うのは、政府から通

商業務を委任された商社が箱詰めにされた二分金貨を刻印することで、初めてそ

の金貨を使用できることになったからです。商取引は今や主に紙弊によって行わ

れています。紙弊に対する不信感はまだ根強いうえに、紙幣は真贋の見分けも難

しいことや擦り減った紙弊は流通しづらいなどの欠点があるのですが、今のとこ

ろ懸念していたほどの不都合は生じていません。しかしこうした欠点は決して過

小評価してよいものではなく、ゆくゆくは憂慮すべき事態が生じます。すでに１

両から下の額の紙弊はかなり擦り切れ、流通が難しくなっています。また、贋札

が相当多く流通しているはずです。多くの偽造犯が逮捕され処分を受けています

が、それでもすでにかなり出回ってしまっているらしく、たびたび贋札に出くわ

します。結局損失を蒙るのは、不幸なことなのですが大抵の場合、あまり知恵が

働かない一般庶民、すなわち何がしかの財産を紙弊の形で貯えていたり、たまた
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ま最後に贋札や擦り切れた札をつかんだりした人々なのです。 

 また見過ごせないこととして、この一帯の諸藩の支配地で藩札がまだ流通して

いることがあります。例えば米沢がそうですし、新発田にもある程度当てはまり

ます。藩札は発行された藩支配地外では受け取ってもらえないため、当然その地

域と他の地域との取引を、その流通量に比例して阻害する障壁として働きます。 

昨年の紙弊、金貨、銀貨の各々の二分の交換レートを時期にしたがって次に記し

ておきます。まず１月、紙弊は銀と同価でした。それ以降は様々に変動し、２月

は紙幣が２パーセント安、銀貨が消えた６月には同じく 20パーセント安となりま

した。これに対して、金は全般的に銀に対してより堅調でした。１月から４月ま

では金は銀に対して９パーセントから 10パーセント安でした。これが５月には 14

パーセントになり、６月には紙弊と同じく 20パーセント安となりました。７月か

ら年末までは、紙幣と金は同価を維持しました。 

海運及び港湾施設 

 別添の統計表からは、昨年のイギリス船の状況は一昨年と比較して大きな変化

がなかったことが見て取れるでしょう。船舶数は若干の減少で積載量は若干の増

加でした。一方、イギリス以外の外国船、特にアメリカ船が大きく増加しました。

これは、新潟から北部地方に向けた多数の人々の輸送をアメリカの大型蒸気船が

担ったことが主な理由です。夏から秋にかけて 7,569人もの乗客を輸送しました。

これらのアメリカ船は貨物をほとんど積載しなかったことから、貨物の価額では

イギリス船に比較してイギリス以外の船舶が少なくなっているわけです。 

 日本船に関して、これまで新潟の全般的な交易として報告したこと以外では、

平底船の数が若干増加したもののその貨物積載量は減少した、ということを指摘

すれば十分かと思います。価額の減少は、特に移出額のほうが著しいものでした。

蒸気船については、一昨年の統計数字を入手していないことから、昨年との比較

を行うことはできません。しかし、日本蒸気船による交易で際立つのは、これら

による貨物輸送価額が非常に少ないことです。昨年の平底船・蒸気船を合わせた

交易額が一昨年の平底船のそれにも満たないことから、平底船による交易が蒸気

船に移行した、ということも言えません。 

 以下がこれらの数字です。 

 

 出入港積載量（トン数） 貨物価額（単位：ドル） 

1869年 平底船 165,614 3,369,089 

1870年 平底船及び蒸気船 173,480 2,675,297 

減少額 蒸気船による増加 
7,866 

貨物減少額 
693,792 

 

日本船による交易についての私の報告及び評価は、交易統計の数字が概ね信頼

に足るだろうということを前提にしています。すでに述べたように、これらの統

計数値は日本政府が提供してくれた資料に基づくものであり、これらの資料が唯

一の拠り所です。 

開港以来、船荷の積み降ろしを効率よく行える艀船が不足していることが大き

な問題となっています。しかし昨年後半にはかなりの数の艀船が新たに建造され

ました。また、港内用の小蒸気船が現在夷港で建造中であり、この春には供用さ

れる見通しです。これらの改善措置によってこれまでの不都合が解消されていく

ものと期待されます。  

 昨年の報告書では、新潟港のもう一つの所与の欠点として、春先の雪解けによ

る洪水が原因で河口の水量が減少していることを挙げました。河床自体が北東へ、

または新潟町側の南西へと徐々に移動していると思われ、この方向の陸地へと土

砂が押し上げられているか、またはその近くに浅瀬ができています。この変動に

よって生じる国内・外国交易への影響は甚大でした。比較的大きな平底船は浅瀬

の手前で船荷を軽くしなければ河口から中に入ることができず、また、外国船の

荷降ろしのために雇われた艀船も運上所の荷揚げ場に近づくことができませんで

した。そのため、運ばれてきた船荷はもう一度、底の平たい川船に積み替えられ、

ようやく陸揚げすることができました。 

 信濃川の新潟町側に土砂が堆積しつつあることには、当局も深い懸念があるよ

うですが、効果的な対策が講じられるかどうか、まだ何とも言えません。運上所

の近くで砂州を形成している堆積物の一部を取り除いて信濃川と現在の新潟町と

の間に土地を造成する工事が行われていますが、そうした工事では土砂がさらに
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堆積し続けるのを防ぐことにはならないでしょう。 

 信濃川で現在行われているもう一つの工事は、河口となる新潟町の川筋にも大

きな影響を与えずにはいないものです。と言うのも、土砂堆積及び河床変動の明

らかに最も大きな原因である河川氾濫を緩和することを目的としているからです。

その工事とは、新潟から 25マイルほど上流の地蔵堂町付近で信濃川からの水路を

掘削し、寺泊で海へと放水するものです。この分水路の本来の目的は、新潟港と

は何ら関係ありません。洪水時の余分な水を放水して、信濃川の氾濫による度重

なる洪水被害から川沿いの広大な水田を守るためのものです。分水路を掘削し始

める地点は海から７、８マイルほどの距離しかなく、つまりこれが分水路の長さ

となります。分水路入口の幅は堤防部分で 100 ヤードとし、堤を支えるため底面

まで十分な斜面を造るとのことです。寺泊近くの分水路出口では、付近が低い丘

陵地であるため堤上部の幅をさらに広く取ります。この工事には施行可能な時期

にはこれまで何千人という人々が従事してきており、この夏の完成を見込んでい

ます。こうした目的の、しかもこれほどの規模の工事が、果たして新潟町におけ

る信濃川の様相に重大な影響を及ぼさずに済むかどうか、そしてその影響とは好

影響であるかどうか、それは間もなく明らかになることでしょう。 

農業・鉱業等 

 小麦、大麦、菜種といった春収穫の作物は、昨年の長く厳しい冬のために不出

来でした。しかし秋収穫は良好で、なかでも米は質量ともに素晴らしい出来栄え

でした。当地ではこうした米の豊作について語られることが少ないのですが、昨

年の新潟の最も重要な出来事ではないでしょうか。そしてこの好影響はすでに現

れ始めています。 

 茶については、昨年の私の報告には若干修正が必要と考えています。当地の茶

は、昨年の報告とは異なり一概に品質が悪いわけではなく、また年間の生産量も

報告したよりはもっと多いようです。当地方の茶栽培の中心地域である村松では

焙煎工程の改善が進められており、また栽培面積も拡張されているようです。 

栃尾及びその周辺の養蚕業者の間では、越後生糸の品質を向上して市場に売り

出そうという動きが昨年から始まっています。しかし、このことについてはすで

に別の報告がありますので、ここではこれ以上触れません。また、越後北東部に

ある村上地方の養蚕業者の中には、新潟町周辺に養蚕を広げるため、信濃川下流

及びその支流の川岸に桑の植栽を行おうとしている者もいます。この地方の養蚕

家は生糸より蚕種の生産に力を入れているようですので、すでに報告されている

理由から、結局は期待するような結果にはならないのではないかと懸念されます。 

 佐渡鉱山では、昨年、イギリス人の鉱山技術者が監督を任せられ、鉱石粉砕な

どの製造工程のための機械導入が現在進められています。 

 残念なことに、私が実際に見たり情報を集めたりした鉱山では、現在全くかあ

るいはほとんど採掘が行われていません。これらの鉱山では、当然非効率にして

もかつては個人経営での操業が行われていたものです。例えば、弥彦山付近の間

瀬銅山は、以前はかなり盛んに鉱山経営が行われていましたが、今やほぼ操業停

止状態です。 

 若松県（かつての会津藩領）にあるいくつかの銅山は、現在政府が経営してお

り、多少なりとも成功しています。 

佐渡島の新潟に近い側の海岸で、積み出しにも適した場所から良質の無煙炭が

発見されたと聞きました。この石炭の品質が確認されれば、間違いなく当地にお

ける最も重要で用途の広い産品となるでしょう。昨年、私は、おそらくこれまで

の報告から漏れていた地域、例えば新発田藩領の折居山や長岡地域の数ヶ所から

採掘された良質の石炭の見本を見せてもらいました。 

昨年前半、新潟町は政府直轄県の長、すなわち知県事の所在地となり、これま

で新潟町を管轄下に置いていた内陸の水原県は新潟県の一支局となりました。水

原のほかに三条町にも新潟県の支局が置かれました。この行政再編によって、新

潟県が管轄する地域は新潟港周辺に集積して一つのまとまった地域になりました。

また、この再編によって新潟県の収入米はほぼ 24 万石、すなわち 27 万ポンドと

なりました。 

昨年、外国交易に対して新潟で徴収された関税額は、輸入品のほとんどが他の

開港場ですでに納税済であることから、949ドルにとどまりました。 

夷港では昨年、新潟運上所の支局が廃止されました。代わりに佐渡県が運上所

を管理しています。 

 新潟の西洋人居留者は現在 10名ほどにすぎず、一年前よりさらに少なくなりま
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した。このうち４名ほどが商業活動に携わっており、この中にイギリス人はいま

せん。しかし、輸入統計からもわかるように実際行われている外国交易のかなり

の部分がイギリス製品であり、イギリス船が輸送する貨物の価額合計は、他の外

国船をすべて合計した額を上回っています。 

 イギリスの通商にとって新潟の今後の交易の見通しは如何なるものか、尋ねら

れたとしましょう。これに対して私が回答できることは、ただ、２年目の経験は、

１年前に抱いた期待を何ら本質的に変えることなく、その期待が改めて確認され、

また同時に限界も示された、ということです。 

 ジェームズ・トゥループ 
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【付録２：ドイツ領事年次報告】 

 

 新潟ドイツ領事アドルフ・ライスナーが作成した年次報告の原文翻刻を示す。 

 年次報告のうち、館務報告はドイツ外務省政治文書館が所蔵する（“Personal 

und Verwaltung, Niigata 1868-1886”, Bestellsignatur R 252881）。これらの本論

筆者による訳文は、本論考の第四章第二節に掲載した。一方、通商報告の原史料

はドイツ連邦文書館リヒターフェルデ館の所蔵する（ “Handels- und 

Schifffahrtsbericht der Consuln des Deutschen Reichs, Japan”, 

R1501/108704a）が、ここではその中の２ヶ年（1877年及び 1878年）を翻刻抄出

し、その拙訳を掲載した。 

 ライスナーによる原文は、ドイツ文字（フラクトゥアー）による手書きである。

翻刻にあたっては、各語の綴り字はすべて原文解読のままとした。そのため、現

代用法とは異なるものや、同じ語が箇所により別綴りとなっているものが散見さ

れる。綴りの誤りと推測されるものもある。キャピタライズ（文頭及び名詞頭文

字の大文字化）、コンマ、ピリオドに関しては、原文を尊重しつつも一部修正を加

えて文意把握に供した。これらは、そもそも原文において不明確であることも多

い。また、原文においては名詞の並列が多くみられるが、これらの一部は合成語

として一語にするか、あるいは並列する名詞の間にハイフンを付して処理した。 

 

 

〔1870年に関する年次報告〕 

 

館務報告 原文 

Niigata 1. Januar 1871 

     Euer Exzellenz beehre ich mich über meine Amtsthätigkeit in dem 

verflossenen Jahre nachfolgendes zu berichten. 

     Ein Hauptpunkt, worüber ich viel hier mit dem localen Gouvernement zu 

unterhandeln hatte, waren die Bestrebungen desselben, den Reishandel zu 

monopolosiren, und versuchte dieselbe, in diesem Jahre unter einem officiell 

sanctionirten Vorwande dasjenige zu erreichen, was sie in 1869 durch alle die 

Hindernisse, die sie den Kaufleuten gemacht, erreicht hat. Am 2. Februar 

erhielt ich von ihr ein Schreiben, womit dieselbe mich ersuchte, bekannt zu 

machen, daß in Folge einer schlechten Ernte die Reisausfuhr ohne 

Gouvernements Erlaubnis vom 2. April ab verboten sei. Diese Form des 

Verbots, die der Regierung selbst zum Extrem freie Hand ließ, mußte ich als 

dem Sinne vom Art. 8 des Norddeutsch-Japanischen Vertrages zuwider 

verweigern. Gleichzeitig lauteten hier die Berichte über das Ergebnis der 

Ernte im Ganzen günstig. Am 27. März machte das Amt des eigentlichen Ken 

der Suibara (Sitz des Provincial-Gouvernements) bekannt, daß die Ernte eine 

Bessere als eine jährliche Durchschnittsernte gewesen sei, und gegen alle 

Vorstellungen von hier trat das Ausfuhrverbot in vertragsmäßiger Form am 26. 

April in Kraft, um am 25. Mai wieder aufgehoben zu werden, welche Maßregel 

jedoch für das Gouvernement genügte, um ihren Zweck zu erreichen. Am 26. 

April mußte ich gegen die Verschiffung von Gouvernement und Daimio Reis 

protestiren, die unter der Flagge von go-mai (Auswärtiges Amt) versucht 

wurde.  

     Im selben Monat wurde hier eine Filiale der Kaiserlichen Handels- und 

Bank-Gesellschaft, Shosha und Tsuschodji, errichtet, und da deren Vorgehen 

den Handel hier zu ruinieren dachte und dem Sinne der Verträge entgegen 

werde, sah ich mich genöthigst, gegen deren Ausschreitungen zu protestiren 

und als solches vergebens war, mich um Unterstützung an den Vertreter des 

Norddeutschen Bundes nach Yokohama zu wenden. Im Laufe des Sommers 

fand in Folge dessen eine Modificirung dieser Gesellschaft statt, ohne jedoch 

das Uebel gänzlich zu beseitigen. 

    Um den Uebelständen der Schifffahrt abzuhelfen sandte ich im März ein 

Memorandum, der nöthigsten Verbesserungen des Hafens hier betreffend, an 

den Geschäftsträger des hohen Bundes zu Befürwortung und Unterbreitung 

bei der japanischen Regierung in Jedo, doch hat diese Frage wegen finanziellen 
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Schwierigkeiten bis jetzt noch keine Aussicht in Angriff genommen zu werden. 

     Viel Schwierigkeiten und Correspondenzen entstehen auch aus dem 

Uebelstand, daß die locale Regierung ihren Zugeständnissen und 

Arrangements in Bezug auf locale Uebereinkommen wie z. B. Leichter-Taxen, 

Coolie-Taxen, etc., keine strenge Gerechtigkeit widerfahren ließt. 

     Im Mai reiste ich über Land nach Yokohama, in 10 Tagen durch die 

Provinzen Etchingo, Joshiu, Sinshiu und Bushiu, und returnierte Anfangs 

Juni, indem ich den Weg über den Mikuni Pass nahm und Niigata in 8 Tagen 

erreichte. Die Reise geschah zu Fuß oder im Tragstuhl. Beide Wege führen 

durch viele Städte und Dörfer in meistens kaum einer Meile Abstand und 

wurde ich überall mit der größten Freundlichkeit aufgenommen. 

     Da nun beinahe fünf Monate im Jahr der gefährliche Verkehr mit 

Yokohama unmöglich ist, und Fälle vorkommen können, wo für Handel oder 

Gesundheit eine schnelle Communication mit Yokohama unerläßlich ist, so 

frug ich bei dem Geschäftsträger des Norddeutschen Bundes, Herrn von 

Brandt, an, ob es bei der japanischen Regierung nicht möglich zu machen sei, 

daß bei vorkommenden Fällen der Ueberlandweg nach Yokohama benutzt 

werden kann. Die japanische Regierung hat nun mich eine temporare 

Erlaubniß gegeben, doch bleibt zu wünschen, daß solche sich in eine 

permanente verwandelt. 

     Die Ordnung von Fallissementsangelegenheiten und solche des 

Nachlasses eines hier verstorbenen Bundesangehörigen fielen weiter in den 

Kreis meiner Amtsthätigkeit und hatte ich besonders viele weitläufigen 

Correspondenzen & Verhandlungen mit dem hiesigen localen Gouvernement 

wegen Contractbruch und Unredlichkeiten von jap. Kaufleuten, in welchen 

Fällen sich die japanische Rechtspflege meist als höchst mangelhaft erwies. 

     Noch muß ich hier erwähnen, daß die freundschaftliche Hülfe der localen 

jap. Regierung hier bei vorkommenden Beschwerdefällen im höchsten Grade 

negativ ist, und sich meist auf eine phrasenhafte, unverständliche 

Correspondenz beschränkt, womit sie den Gegenstand zu umgehen sucht. 

Appellationen an die Regierung in Jedo sind meistens ohne Erfolg. 

     Am 21. April theilte mir der Gouverneur mit, daß der Regierungssitz der 

Provinz Etchingo nach Niegata verlegt worden sei, wodurch einem in meinem 

vorjährigen Schreiben gemeldeten Uebelstand abgeholfen worden ist. 

                                                           Ad Leysner 

An  

 den Kanzler des Norddeutschen Bundes  

 den Herrn Grafen von Bismark Schönhausen   Excellenz  

Auswärtiges Amt   

 

 

 

 

 

〔1872年に関する年次報告〕 

 

館務報告 原文 

 

Niigata 1. Januar 1873 

     Euer Durchlaucht erlaube ich mir über meine Amtsthätigkeit im 

vergangenen Jahre das Nachstehende zu berichten. 

     Wie in früheren so auch im vergangenen Jahre haben von Japanern 

gegen Deutsche ausgeführte Betrügereien zu langwierigen Verhandlungen mit 

der localen Behörde gesichert und auch meistens in der Bestrafung der 

Betrüger resultirt, ohne jedoch die den Deutschen durch solche zugefügte 

Verluste stets ersetzt zu erhalten wegen Zahlungsunvermögen der 

Angeklagten. 

     Die Lauigkeit und Langsamkeit der japanischen Justiz in 
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Angelegenheiten der Fremden machen die meisten Sachen von der guten 

Auffassung des Gouverneurs abhängig und bedarf es meistens einer 

erschöpfenden Correspondenz und vieler mündlichen Verhandlungen, um 

denselben von der Richtigkeit der Thatsachen zu übergenügen, da dessen 

Kenntniß von kaufmännischen Angelegenheiten, für die in den meisten Fällen 

gesetzliche Bestimmungen zu fehlen scheinen, nur sehr beschränkt ist. 

     Die in einigen Fällen als Sicherheit für an Japaner gegebene Credite 

vorliegende Verpfändung von Grundbesitz führte in sofern zu Schwierigkeiten, 

als, da den Fremden hier kein Grundbesitz erlaubt ist, die Behörde durch 

Zwangsverkauf solcher Grundstücke unter ungünstigen Verhältnisse für die 

Betreffenden Verluste herbeiführte und selbst den Japanern die Verpfändung 

von Grundstücken an Fremde untersagte. 

     Die wiederholt gemachte Erfahrung, daß aus Grund der Versandung der 

Flußmündung die Schifffahrt im Winter zur Unmöglichkeit geworden ist und 

die für den Handel hier vergesehenen Erleichterungen in Betreff der 

Schifffahrt sich nicht bewährten oder nur dem Namen nach erfüllt waren, 

veranlaßten mich unter anderen im April über Land nach Yokohama zu gehen, 

um dem Herrn Ministerresidenten die ungünstigen Verhältnisse persönlich 

vorzustellen und zu sehen, ob keine Abhülfe zu erlangen sei, wozu sich jedoch 

keine Aussichten zeigten. 

     Auch die Frage der Ueberlandreise für hier wohnende Fremde, die sich, 

da in diesem vergangenen Jahre nur eine Schiffsgelegenheit war, recht 

drückend fühlbar machte, suchte ich wieder anzuregen, leider aber ohne 

Erfolg. 

     Während meines Aufenthalts in Yokohama erhielt ich von meinem 

Stellvertreter hier die Nachricht von einem am 12. Mai bei Niigata 

ausgebrochenen Aufruhr, und begab ich mich gleich zu dem Herrn 

Ministerresidenten, um davon Mittheilung zu machen, und die künftige 

Unterstützung der Centralregierung für die hier wohnenden Fremden, deren 

Leben und Eigenthum bei solchen Revolten am meisten gefährdet ist, zu 

beantreten. Glücklicherweise erwiesen sich die schleunigst herbeigezogenen 

Truppen als genügend, um den Aufstand zu dämpfen, und fand ich bei meiner 

Rückkehr, Anfangs Juni, wieder alles ruhig. 

     Die Umwandlung des Norddeutschen Consulates in ein Consulat des 

Deutschen Reiches motificirte ich der localen Regierung hier nach Empfang 

meiner Ermächtigung im Mai, und wurden die damit zusammenhängenden 

Uebertragungen den Vorschriften gemäß vorgenommen. 

     Zu wiederholten Malen versuchte ich den Gouverneur zu veranlaßen, die 

Centralregierung um Abhülfe der den Handel so lähmenden Hindernisse zu 

ersuchen, und scheint erst der neue Gouverneur Kusumoto Masataka, der im 

Juni an Stelle von Hiramatsu Tokiatzu Kenrei (Gouverneur der Provinz oder 

Ken) wurde, sich der Sache mehr annehmen zu wollen, indem er manche 

Verbesserungen in Vorschlag brachten, sowie noch vor Ende des Jahres die 

Regierung um die Sanctionirung der Gründung einer japanischen 

Flußdampfschifffahrtsgesellschaft ersuchte, die mit Mitteln der Stadt und am 

Fluße liegenden Ortschaften ins Leben gerufen werden soll. 

     Im September brachte ich im Verein mit dem britischen Consul und dem 

Gouverneur eine Regulierung der Taxen für die Benutzung des von der 

Regierung dem Handel zur Verfügung gestellten kleinen Dampfers “Niigata 

maru” zustande, der, wenn auch bei billigere Sätzen, eine sicherere Löschung 

und Laden der zur See angebrachten Waaren gewähren, jedoch bei weitem den 

hiesigen Bedürfnissen nicht entspricht, da seine schwache Machine nur bei 

dem günstigsten Wetter, den Uebergang über die dem Fluße vorliegende 

Sandbank möglich macht. 

     Bei Anwesenheit S. Majästät Corvette “Nymphe” hier am 25. August 

besuchte ich mit Herrn Capitain von Blane den Gouverneur und kam 

besonders die Schwierigkeiten der Schifffahrt hier zur Sprache. 

     Die neuen Instruktionen vom 1. Mai 1872 empfing ich im August, doch 
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war die Zeit noch zu kurz, um über die praktische Ausführung derselben 

Mittheilungen machen zu können. 

                                                           Ad Leysner 

An  

 den Kanzler des Deutschen Reiches 

 den Herrn Fürsten von Bismark   Schönhausen   Durchlaucht 

Auswärtiges Amt des Deutschen Reiches 

 

 

 

 

〔1873年に関する年次報告〕 

 

館務報告 原文 

 

Niigata 1. Januar 1874 

     Euer Durchlaucht habe ich über meine Amtsthätigkeit im vergangenen 

Jahre nur wenig zu berichten, da keine deutschen Schiffe den hiesigen Hafen 

besuchten und meine Vermittelung nur in den wenigen Fällen in Anspruch 

genommen wurde, wo es sich um Differenzen zwischen dem einzigen hier 

bestehenden Handelshause und Japaner handelte. 

     Gerne erkenne ich an, daß die Erledigung solcher Fälle im vergangenen 

Jahre mit wenigen Schwierigkeiten verknüpft waren, indem der neue 

Gouverneur dieses Ken in solchen Sachen besser bewandert als früherer, in 

den meisten Fällen mit großer Bereitwilligkeit und Energie mir zur Hand ging. 

     Im März wurde eine Bestimmung des Zollhauses betreffend 

Einschränkung der Arbeitsstunden und einer zu zahlenden Vergütung an 

dasselbe für das Löschen und Laden von Schiffen an Sonn- und Feiertagen und 

nach den Arbeitsstunden an gewöhnlichen Tagen auch für hier in Anwendung 

gebracht, wogegen ich jedoch Vermahnung einlegte, da solche für Plätze, die 

einen Hafen haben, wohl gerechtfertigt sind, hier aber bei der offenen Rhede, 

wo keine Stunde unbenutzt bleiben darf, um den unsicheren Aufenthalt der 

Schiffe auf derselben zu verlängern, ein großes Hinderniß für den ohnehin 

schon mit großen Kosten und Schwierigkeiten verknüpften Handel sind. Meine 

Vorstellungen hier waren ohne Erfolg, da Gouverneur zu einer Abänderung 

dieser Verfügung nicht ermächtigt war, und mußte ich mich dieserhalb an den 

Herrn Ministerresidenten in Yedo wenden, um diesen Fall zu geeigneter Zeit 

bei der Centralregierung zur Sprache zu bringen. 

     Im September kam ich mit dem Gouverneur zu einem Verständniß 

betrefft der Publication der einzuführenden Jagdgesetze für hier in 

Uebereinstimmung mit den mir darüber von Herrn Ministerresidenten in Jedo 

ertheilten Instruktionen. 

     Im selben Monat verhandelte ich mit dem Gouverneur eine Revision der 

Bestimmungen für die Benutzung des von Zollhause gestellten kleinen 

Dampfer zur Erleichterung des Löschens und Ladens der Schiffe und resultirte 

solche in eine Ermäßigung der bisher dafür berechneten Sätze. 

     Eine Klage des deutschen Kaufmannes Weber konnte hier nicht erledigt 

werden, da Unterzeichneter als persönlich darin beschuldigt dieselbe nicht 

abhandeln konnte. Da solche, in allgemeinen Ausdrücken gehalten, jede 

nähere Bestimmung und Beweismittel entbehrte, so glaubte ich derselben 

vorerst eine Definition-Gestaltung geben zu müssen und rechnete auf die 

Einsicht des Klagers, sich den durch die exceptionellen Verhältniße hier 

gegebenen Maßregeln zu fügen, um einer Sache eine Klarheit zu geben, die 

ohne solche zu verhandeln reine Unmöglichkeit ist. Leider wollte oder konnte 

der Klager diese Maßregel nicht als durch die Ausnahmestellung hier geboten 

anerkennen und theilte mir mit, daß er solche als Anlaß zu neuen 

Beschwerden genommen habe. 

                                                 Ad Leysner 
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An  

  den Kanzler des Deutschen Reiches 

  den Herrn Fürsten von Bismark Schönhausen     Durchlaucht 

Auswärtiges Amt des Deutschen Reiches  

 

 

 

 

 

〔1874年に関する年次報告〕 

 

館務報告 原文 

 

Niigata 1. Januar 1875 

     Euerer Durchlaucht beehre ich mich über meine Amtsthätigkeit während 

des vergangenen Jahres nachfolgendes zu berichten. 

     Die Besorgung der laufenden Geschäfte, wie Bekanntmachung neuer 

oder veränderter Bestimmungen in Betreff der Aus- und Eingangszölle, 

Schifffahrt, Paßwesen, Jagdverordnung, Legalisation von Unterschriften, 

Ertheilung von Vollmachten, nahm nur wenig Zeit in Anspruch. 

     Klagen von Deutsche gegen Japaner lagen im vergangenen Jahre nicht 

vor, während von solchen, wo Japaner gegen Deutsche klagten, nur zwei Fälle 

zur Verhandlung und Erledigung kamen. 

     Ein Deutscher mußte auf kürze Zeit unterstützt werden und da derselbe 

hier keine Arbeit fand und kein deutsches Schiff nach hier kam, mit einem 

japanischen Dampfschiff nach Hakodadi gesandt werden, wo derselbe 

Beschäftigung zu finden hoffte. 

     Verhandlungen mit dem Gouverneur hier, die zum Zweck hatten, der 

Schifffahrt und dem Verkehr über Land weitere Erleichterungen zu schaffen, 

konnten bisher noch wegen ungenügender Vollmachten des Gouverneurs von 

Seiten der japanischen Regierung nicht zum Abschluß gebracht werden. 

     Meinem Ersuchen, die Behörden der betreffenden japanischen 

Ortschaften dieser Provinz anzuweisen, die Absichten und Wünsche des in 

Auftrag der hohen Regierung im Herbst des vergangenen Jahres diese Provinz 

bereisenden Dr. J. J. Rein, möglichst zu fördern, kam der Gouverneur aufs 

Bereitwilligste und Wirksamste entgegen. 

                                                Ad Leysner 

An  

  den Kanzler des Deutschen Reiches 

  den Herrn Fürsten von Bismark Schönhausen     Durchlaucht 

Auswärtiges Amt des Deutschen Reiches   

 

 

 

 

 

〔1875年に関する年次報告〕 

 

館務報告 原文 

 

Niigata, 1. Januar 1876 

     Euerer Durchlaucht beehre ich mich die nachfolgenden Mittheilungen 

über meine Amtsthätigkeit während des vergangenen Jahres zu unterbreiten. 

     Dieselbe war hauptsächlich in Anspruch genommen zur Vermittelung 

einer möglichst schnellen Justiz in Fällen, wo Deutsche genöthigt waren, die 

Hülfe der japanischen Gerichte nachzusuchen, um japanische Kaufleute zur 

Erfüllung eingegangener Verpflichtungen zu zwingen, oder angemaßten 

Uebergriffen der lokalen Regierung in die den hier sich aufhaltenden 
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Deutschen zustehenden Rechte zur Erleichterung des Verkehrs mit den 

Eingeborenen entgegenzutreten. 

     Bis im Juni des vergangenen Jahres wurden solche Klage gegen Japaner 

von dem Kenrei, oder Gouverneur, abgeurtheilt, während nach dieser Zeit mit 

der Eröffnung eines Gerichtshofs erster Instanz (Shishin Saibansho) dem dazu 

ernannten Richter 6ten Klasse (Roku to Hanji) der Erledigung dieser Klagen 

oblag. 

     Im ersten Falle der Aburtheilung durch den Gouverneur fand gewöhnlich 

keine Confrontation der Kläger und Beklagten statt, sondern bildeten die 

Aussagen beider Partheien in durch den Gouverneur einerseits und mir 

andererseits angestellten mündlichen oder schriftlichen Untersuchungen den 

Grund zu den Verhandlungen zwischen demselben und mir, wobei viel von 

dem Verständniß und guten Willen des ersteren abhing, ob derselbe die 

vorgebrachten Beweise als genügend erachtet, um den beklagten Japaner 

daraufhin zu verurtheilen. 

     Mit der Unterweisung der Gerichtsbarkeit an einen abgesonderten 

Gerichtshof kam eine gleichzeitige Bescheidung der Kläger wie Verklagten von 

denselben in Annahme, doch war ich, bei der Unvollständigkeit der 

japanischen Gesetze sowie der willkürlichen Interpretation des Sinnes 

mancher denselben, mehrmals genöthigt, Aufklärungen zu verlangen, oder 

durch mündliche Unterredungen mit deren Richter die Sache der deutschen 

Kläger in das geeignete Licht zu setzen. Gegen das Urtheil des Richters ist die 

Appellation an ein Gericht zweiter Instanz, das seinen Sitz in Tokio hat, 

zuläßlich. 

     Mit dem Gouverneur hatte ich 3 Klagefälle von Deutschen zu verhandeln, 

wovon 2 gegen japanische Kaufleute, die eine Promesse unbezahlt gelassen 

und eine Klage gegen die japanische Transportgesellschaft, Rikuung-Moto 

Kwaisha, wegen verweigerter Entschädigung für einen mangelhaft 

ausgesicherten Gütertransport über Land. Einer der obrigen Fälle fand erst 

durch den Gerichtshof erster Instanz seine Erledigung, von welchem noch eine 

weitere Klage eines Deutschen gegen einen Japaner wegen unbezahlt 

gelassenen Promesse für empfangene Waaren zur Verhandlung kam, sowie ein 

Fall von Entwendung von Gegenstände durch Dienstboten und eine Klage 

gegen obengenannte Gesellschaft wegen Nichterfüllung einer übernommen 

Garantie für die Rückzahlung von Vorschriften auf durch dieselbe über Land 

transportirten Thee. Alle Fälle fanden zu Günsten der deutschen Kläger ihre 

Erledigung und wurde nur im letzten Falle von dem japanischen Verklagten 

das Rechtsmittel der Appellation nach Tokio angekündigt. 

     Wie schon vorher bemerkt ist es im Interesse der deutschen Kläger in den 

meisten Fällen nothwendig, die japanischen Verhandlungen zu überwachen. 

Klagen von Japanern gegen deutsche Schutz angehörige lagen im vergangenen 

Jahre nicht vor. 

     Eine Klage eines Deutschen gegen das japanische Zollhaus wegen 

Schädigung seiner Interessen durch mangelhafte Erfüllung der zugestandenen 

Erleichterungen für die Schifffahrt hier, fand durch gütliches 

Uebereinkommen ihre Erledigung. 

     Eine weitere Klage von Deutschen wegen Belästigungen durch 

städtischen Officier beim Miethen von Gebäulichkeiten von Japaner, suchte 

der Gouverneur dadurch zu entkräftigen, daß er diesen Einmischung den 

Anschein gab, als wenn solche nur dazu diensten, die Wohnungen der 

Deutschen in Erfahrung zu bringen, um in Fällen von Feuer etc. schnell Hülfe 

bringen zu können, doch ist kein Zweifel, daß in Wirklichkeit, wenn die 

Japaner veranlassen will, nicht ohne Wissen und vorheriges Gutachten des 

Gouverneurs Gebäulichkeiten an Fremde zu verkaufen oder zu vermiethen, 

um dadurch in gewünschten Fällen einen Druck ausüben zu können. Auf 

meine Vorstellungen, daß nach dem Wortlaut der Regulationen für die 

Niederlassung von Fremden hier, es denselben frei steht, Gebäulichkeiten von 

Japaner ohne Einmischung der Behörde zu kaufen oder zu miethen, enthält 



 

39 

 

von sich weiteren Belästigungen. 

     Im October ersuchte der Gouverneur um Annahme von von Ihm 

ausgearbeiteten Hafen- und Fluß-Regulationen, die aber, ohne einen Bedürfniß 

für solche Rechnung zu tragen, nur zur unnöthigen Beaufsichtigung und 

indirecter Besteuerung des Handels gedient haben würden und deßhalb von 

mir abgelehnt werden mußten. 

     Da eine regelmäßige Verbindung zur See zwischen hier und anderen 

offenen Häfen Japans nicht besteht und überhaupt Schiffsgelegenheiten für 

Personen nur selten sind, so ist es für hier ansäßige Fremde von äußerster 

Wichtigkeit, bei sich plötzlich bindenden Veranlassungen ohne Zeitverlust den 

Ueberlandweg nach Yokohama nehmen zu können. Nach den Vorschriften der 

Paßverordnungen für Japan ist für jede Reise eines Fremden in das Innen des 

Landes erst durch die deutsche Mission in Jedo bei der japanischen Regierung 

dort um einem Paß anzufragen mit möglichst genauer Angabe des Zwecks & 

die Route. Da solches jedoch für hier bei Abwesenheit einer telegraphischen 

Verbindung zu zeitraubend ist, so bat ich den Kaiserlich-Deutschen 

Ministerresidenten in Jedo an, bei der japanischen Regierung um eine 

Erleichterung dieser Vorschriften für hier anzutragen. Im September begab ich 

mich selbst nach Jedo, um diesen Fall persönlich mit dem Herrn 

Ministerresidenten Rücksprache zu nehmen und erhielt in dessen 

Abwesenheit von dem stellvertretenden Geschäftsträger, Herrn von Holleben, 

die Zusage der wirksamsten Verwendung bei der japanischen Regierung, eine 

mir bereits in einem Falle zugestanden, auf Ansuchen von deutschen 

Schutzgenossen einen Paß zu erwirken, das ohne Ausfüllung des Datums jeder 

Zeit die Reise von hier über Land nach Yedo möglich macht, indem das auf die 

Dauer der Reise bezügliche Datum erst hier bei Benutzung des Paßes 

einzustellen ist. 

     Zwei Legalisationen von Unterschriften, die Bescheinigung einer festen 

Anstellung behufs Motivierung eines Gesuchs um Verlängerung eines 

Militairpasses, die Bekanntmachung von neuen Veränderungen sowie sonstige 

laufende Arbeiten nehmen nur wenig Zeit in Anspruch. 

     Eine Zusammenstellung der dienstlichen Ein- und Ausgaben, et Circular 

vom 30. December 1874 e.o./75, sowie Inventarisationsattest über im 

vergangenen Jahre für das Konsulatsarchiv erhaltene; ein Verzeichniß der 

Kaiserlichen Deutschen Konsulate und ein Exemplar von Königs Handbuch 

des Deutschen Konsular-Wesens, sende ich in der Anlage. 

                                                           Ad Leysner 

An  

  den Kanzler des Deutschen Reiches 

  den Herrn Fürsten von Bismark Schönhausen   Durchlaucht 

Auswärtiges Amt  

 

Anlage: Inventarisationsattest 

Daß, der am 26. October a.p. für das Kaiserliche Konsulat zu Niigata 

empfangene 

- Verzeichniß der Kaiserlich Deutschen Konsulate vom Februar 1875 

und das am 29. November a. p. empfangene 

- Handbuch des Deutschen Konsularwesens von B. W. König 

dem Konsulatsinventarium einverleibt worden sind, wird hierdurch amtlich 

bescheinigt. 

                           Niigata, den 23. Februar 1876 

                                  Der Königliche Konsul  Ad Leysner 
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〔1876年に関する年次報告〕 

 

館務報告 原文 

 

Niigata, 1. Januar 1877 

     Euerer Durchlaucht habe ich über meine Amtsthätigkeit während des 

vergangenen Jahres folgende Mittheilungen ganz gehorsamst zu unterbreiten. 

     Die nur theilweise Ausführung der bei Eröffnung dieses Hafens zur 

Erleichterung der Schifffährte und des Handels von der japanischen Regierung 

zugesagten Verbesserungen machte es nothwendig, von dem hiesigen 

Zollhause das möglichste Entgegenkommen zu verlangen, behufs schnellen 

Löschens und Ladens von Waaren von und in auf die hiesigen offenen Rhede 

ankernden Schiffen. Es war daher meine Aufgabe, den Absichten des 

Zollhauses Regulationen zu größerer Beschränkung der Arbeitzeit wie bisher, 

die in anderen Häfen Japans wegen Sicherheit derselben ohne Beschwerden 

Anwendung finden konnten, entgegenzutreten und mit Hinweis auf die noch 

stets verzögerte Aussicherung der für hier zugefügten Erleichterungen die weit 

möglichsten Concessionen zu verlangen, die zum größten Theil auch 

zugestanden wurden, und meist darin bestehen, daß das Löschen und Laden 

von Waaren auch außer den gestellten Arbeitsstunden des Zollhauses und 

Festtagen gestattet wird, wie aus Vornahme der Zoll-Revision der Waaren zur 

schnellmöglichsten Bergung derselben in die Waarenhäuser. 

     Den Beitritt zur Formulierung von neuen Regulationen für die 

Benutzung eines neuen Landungplatzes mußte ich noch ausstellen, bis solche 

Anlagen mehr den zugesagten Verbesserungen entsprechend die 

Wahrscheinlichkeit eines bisher stets verlängerten Provisoriums außer Frage 

stellen. 

     Ueberschreitung der Vertragsgrenzen eines Deutschen ohne den 

vorgeschriebenen japanischen Paß führte zu Klagen der jap. Behörde, die sich 

aber mit der Erklärung des Deutschen zufrieden stellte, daß demselben solche 

Grenzen als nicht markirt unbekannt gewesen und er auf Aufforderung des 

japanischen Beamten wieder über solche zurückgekehrt sei. 

     Mehr Schwierigkeiten machte die hartnäckige Weigerung eines 

Deutschen, der einer Auffoderung des Gouverneurs, seinen japanishen Diener 

zur Untersuchung zu stellen, unter Angabe, daß die jap. Behörde denselben 

über seine Privatangelegenheiten befragen wolle, trotz Versicherung des 

Gegentheils nicht nachkommen wollte und sich erst ernstlichen Vorstellungen 

meinerseits fängte, die Untersuchung aber durch persönliche Einmischung 

wieder in Frage stellte. Dem Verlangen des Gouverneurs, die Stellung des 

Dieners zur Untersuchung nochmals zu veranlassen, hatte ich nur die 

Ermächtigung entgegenzustellen, denselben im Hause des Deutschen 

arretiren zu lassen, falls derselbe immer wiederholter Aufforderung nicht 

Folge leisten würde. 

     Eine gegen denselben Deutschen von einem Yokohama Hause 

eingebrachte Klage auf Erstattung von Commissionsgebühren fand durch 

Schiedsricht in Yokohama ihre Erledigung. 

     Die Subalternen Geschäfte hatten ihren regelmäßigen Verlauf und boten 

nichts Bemerkenswerthes zur Mittheilung. 

     Ein Brandunglück im December, wodurch 55 meist arme japanische 

Familien obdachlos wurden, veranlaßte mich, im Verein mit dem britischen 

Vice-Consul eine Sammlung bei den hier ansäßigen Fremden abzuhalten, die 

von dem Gouverneur als willkommen dankend anerkannt wurde. 

     Der Geburtstag Seiner Majestät des Reiches von Deutschland und Königs 

von Preußen wurde wie in früheren Jahren durch ein Festessen im Deutschen 

Konsulat gefeiert, wozu ich den Gouverneur, die oberen Beamten der Provinz, 

des Gerichtshofs, des Zollhauses, und anwesende Deutsche geladen. 

     Eine Zusammenstellung der dienstlichen Einnahmen und Ausgaben, laut 

Circular vom 30. December 1874 e.o./75, sende ich in der Anlage. 
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                                                          Ad Leysner 

An  

  den Kanzler des Deutschen Reiches 

  den Herrn Fürsten von Bismark Schönhausen   Durchlaucht 

Auswärtiges Amt  

 

 

 

 

 

〔1877年に関する年次報告〕 

 

館務報告 原文 

 

Niigata, 1. Januar 1878 

     Euerer Durchlaucht habe ich über meine Amtsthätigkeit während des 

vergangenen Jahres folgende Mittheilungen ganz gehorsamst zu unterbreiten. 

     Die nur mangelhaft von der japanischen Regierung in Ausführung 

gebrachten Verträge zur Erleichterung der Schifffahrt hier, laut Artikels 2 & 3 

des Uebereinkommens von 1867, sowie die schlechte Instandhaltung des 

Dampfleichters und Boote zum Löschen und Laden der Schiffe, haben 

mehrmals zu Vorstellungen meinerseits Veranlassung gegeben, fanden aber, 

bei den dem Zollhaus ersichtlich nur kürzlich zugemessenen Geldmitteln, 

kaum nothdürftigste Abhülfe. 

     Ein im Januar durch jap. Raubmörder an die jap. Angestellte der Sado 

Gold- und Silberminen verübter Mord und Beraubung der Bergamtskasse 

rund 5000 Yen (vermuthlich aus der Dienst entlassener jap. Beamte) 

veranlasste den dort angestellten deutschen Berg-Ingeneur Reh, sich wegen 

etwa benöthigten Schutz an mich zu wenden, und veranlaßte ich den hiesigen 

Gouverneur, der zugleich Gouverneur von Sado ist, genügende 

Sicherheitsmaßregel zu treffen, worauf derselbe bereitwillig einging, ohne daß 

es jedoch der von hier verstärkten Sado-Polizei gelang, die Mörder zur Haft zu 

bringen. 

     Die im October an mehreren Orten Japans ausbrechende Cholera 

veranlaßte mich, in Gemeinschaft mit dem britischen Vice-Consul den 

Gouverneur zu Anordnungen aufzufordern, wodurch die Einschleppung der 

Krankheit hier möglichst verhindert würde, sowie zu solchen sanitarischen 

Vorbereitungen, die bei Auftreten der Krankheit mit einer Verbreitung nach 

Kräften entgegenwirkte. 

     Die Einladung der jap. Behörde zu officiellen Festlichkeiten erwiderte ich 

zur Beförderung des gegenseitig freundschaftlichen Verkehrs. 

     Deutsche Schiffe kamen nicht nach hier, und lagen auch keine Klagen 

von oder gegen Deutsche vor.  

     Die Subalternen Geschäfte hatten ihren regelmäßigen Verlauf, ohne 

Bemerkenswerthes zur Mittheilung zu bieten. Eine Zusammenstellung der 

dienstlichen Einnahmen und Ausgaben füge ich anbei. 

                                                            Ad Leysner 

An  

  den Kanzler des Deutschen Reiches 

  den Herrn Fürsten von Bismark Schönhausen     Durchlaucht 

Auswärtiges Amt des Deutschen Reiches   
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Anlage: Rechnung über die bei dem Kaiserlichen Konsulat zu Niigata 

im Jahre 1877 vorgekommenen Einnahmen und Ausgaben 

Einnahmen 

Datum  Betrag in 

Yen sen Mark pf. 

Januar 8 Matrikelgebühren von H. Koch 1 50 6 75 

 Do                 A. Visscher 1 50 6 75 

 Eintragungsgebühren der Firmen 
Koch & Co. in das Handelsregister 

1 50 6 75 

December 20 Gebühren für Legalisation der  
Unterschrift  Koch & Co. 

1 50 6 75 

Summe der Einnahmen 6  27  

         

Ausgaben 

Datum  Betrag in 

Yen sen Mark pf. 

December  Ausgaben für Porto in 1877 1 14 5 13 

Summe der Ausgaben 1 14 5 13 

 

 

 

〔1877年に関する年次報告 続き〕 

 

通商報告（抄） 原文 

〔※ 通商報告の完全な判読は、原史料の状態からしてほぼ不可能である。そのため、冒頭

の一部のみ翻刻・試訳するにとどめる。翻刻中の「…」は判読不能を含む箇所を文意が通じ

る範囲で割愛したものである。〕 

 

Niigata, 1. Januar 1878 

Euerer Durchlaucht behändige ich ganz gehorsamst in der Anlage über Handel, 

Schifffahrt etc. des Hafens von Niigata (Japan) für das Jahr 1877. 

 1) Verzeichniß des Einfuhrhandels nach Niigata von anderen Häfen Japans in 

fremden nicht japanischen Segelschiffen 

 2) Verzeichniß des Ausfuhrhandels von Niigata in fremden nicht japanischen 

Segelschiffen 

 3) Verzeichniß der Reis-Ausfuhr von Niigata nach anderen Häfen Japans in 

777 japanischen Segelschiffen 

4) Verzeichniß der Haupteinfuhrartikel nach Niigata von anderen Häfen 

Japans in 535 japanischen Segelschiffen 

5) Frachtenhandel in fremden nicht japanischen Segelschiffen 

6) Frachtenhandel in japanischen Segelschiffen 

7) Meteorologische Beobachtung in Niigata während des Jahres 1877 

 

   Da das japanische Zollhaus nur die Manifeste der fremden Schiffe 

einfordert und japanische Schiffe ohne specielle Angabe der Ladungen ein- und 

ausgehen können, so war es mir nur möglich, über ein- und ausgehende 

Ladungen bei den japanischen Schiffsrhedern Auskünfte zu erhalten, die aber 

oft viel an Genauigkeit zu wünschen übrig lassen. 

   Die japanische Dampfschiffgesellschaft Mitsu-Bishi hat im vergangenen 

Jahre keinen ihrer Dampfer nach hier laufen lassen, die in Folge des Aufstands 

in Süden, die japanische Regierung alle disponibelen Dampfer in Anspruch 

genommen hatte. 

   Von fremden Schiffen kamen 3 Segelschifffe nach hier, von denen nur 2 

Importe brachten, während alle mit Reisladungen von hier wieder auslaufen. 

Ferner 3 Kriegsschiffe, die französische Korvette 12 Kanonen, die 

amerikanische Kriegsschaluppe Alert 4 Kanonen, und die englische Korvette 

Modest 14 Kanonen. 

   Sämtliche Ladungen Reis waren für China bestimmt, und würden 

sicherlich mehr fremde Schiffe von Reisladungen auch hierhergekommen sein, 

wenn … die stärkere Nachfrage nach Reis für China bereits weit vorgerückte 
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Jahreszeit für Segelschiffe unthunlich machte, nach hier zu kommen, da bisher 

nichts von der Regierung gethan worden ist, um die Einfahrt von größeren 

Schiffen in den Shinanogawa-Fluß zu ermöglichen.    Auch hält es überhaupt 

noch schwer, Kapitänen von Segelschiffen zu veranlassen, Frachten nach 

Niigata anzunehmen, bei eigener Vorkenntniß des Hafens und den Vorurtheil, 

daß derselbe zu gefährlich sei …. Die Erfahrung hat gezeigt, daß Segelschiffe 

ohne größere Gefahr … wie in vielen anderen Häfen von Ende März bis Ende 

October ankern können, und jenen guten Ankergrund … in 9 Faden Stellen 

finden. 

   Die Lade- und Löschtage … waren im vergangenen Jahr wie folgt; 

9 Tage im Januar    24 Tage im Juli 

9 Tage im Februar   18 Tage im August 

7 Tage im März      18 Tage im September 

19 Tage im April      9 Tage im October 

21 Tage im Mai       6 Tage im November 

21 Tage im Juni     10 Tage im Dezember 

Nachfolgende Aufstellung der Importe der Hauptimpotartikel hier im 

Vergleich mit dem vorhergehenden Jahren nämlich: 

〈中略〉 

    Die Importengeschäfte hatten fast das ganze Jahr hindurch unter der 

Unsicherheit der Zustände, in Folge der Aufstände in Süden, die erst im 

September gänzlich von der Regierung unterdrückt werden konnten, und 

beschränkten sich fast hauptsächlich auf Einfuhr der Hauptbedarfsartikel … 

nur in geringen Quantitäten und selbst dem noch zu nur schlechten Preisen 

Absatz fanden. 

   Den hier ansäßigen Kaufleuten ist eine Erleichterung dadurch geworden, 

daß die Berlin-Kölnische Feuerversicherung-Actiengesellschaft hier eine 

Hauptagentur errichtet hat, da die Versicherung der Warenhäuser und 

Wohnhäuser …übernimmt, die früher nicht zu beschaffen war. 

    〈後略〉 

Ad Leysner 

An  

  den Kanzler des Deutschen Reiches 

  den Herrn Fürsten von Bismark Schönhausen     Durchlaucht 

Auswärtiges Amt des Deutschen Reiches    

 

 

通商報告（抄） 訳文 

新潟、1878年 1月 1日 

新潟（日本）の 1877年における通商、海運等について、本書のとおり謹んでお

伝えいたします。 

 １）外国帆船による国内他港から新潟への輸移入品 

 ２）外国帆船による新潟からの輸移出品 

 ３）日本帆船 777隻による新潟から国内他港への米の移出品 

 ４）日本帆船 535隻による国内他港から新潟への主要移入品 

 ５）新潟に出入港した外国船舶 

 ６）新潟に出入港した日本船舶 

７）1877年における新潟の気象観測 

 

 日本税関からは外国船だけが積荷目録の提出を求められ、日本船は詳細な申告

を行わずに積み下ろしができます。そのため日本の船主らによってしか積み下ろ

し貨物に関する情報が得られません。その情報も正確さに関しては疑わしいこと

もしばしばです。 

日本の三菱蒸気船会社は昨年一隻も蒸気船を運航しませんでした。南方での武

装蜂起に伴い、日本政府が可能な限りすべての蒸気船を用役したためでした。 

外国船は帆船３隻が当地に寄港しました。うち２隻が積み荷を積んで入港し、３

隻とも米を積んで出港しました。他にフランスの大砲 12 門搭載コルヴェット艦、

アメリカの大砲 4 門搭載スループ艦「アラート」、イギリスの大砲 14 門搭載コル
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ヴェット艦「モデスト」が寄港しました。 

米はすべて中国に向けて輸送されました。米の引き合いが多かった時期は帆船

の航行にはまだかなり早い季節であったのですが、もしそうでなければもっと多

くの外国帆船が米の輸出に用役されたことでしょう。これまで政府は何ら方策を

講じていないため、大きな船舶は信濃川河口を通航することができないのです。

それにまた、帆船の船長たちは、この港がきわめて危険であると思い込んでおり、

そうした先入観を抱いている船長たちに新潟への運航を受け入れてもらうことは

依然としてまったく困難でもあります。これまでの経験からすれば、3 月末から

10 月末までのあいだであれば、帆船は他の港と同じくさほどの危険なく碇泊でき

ます。深さ 9尋のよい停泊地もあるのです。 

積み下ろしに適した月別の日数は以下のとおりです。 

1月  9日間    7月 24日間 

 2月  9日間    8月 18日間 

 3月  7日間    9月 18日間 

 4月 19日間   10月  9日間 

5月 21日間   11月   6日間 

6月 21日間    12月 10日間 

主要な輸移入品に関する前年との比較統計は以下のとおりです。 

 

〈中略：主要移出品（砂糖、鉄、木綿、塩、油脂、紙）に関する輸送実績や価格

推移の記述が続く。〉 

 

輸移入品の取引は南方における武装蜂起のためほぼ一年を通じて不安定な状態

でした。9月には蜂起は政府により完全に鎮圧されましたが、この影響で、輸移入

はわずかな量の生活必需品に限られ、しかも価格も著しく低いものでした。 

ベルリン・ケルン火災保険株式会社が本格的な代理業務を開始することになっ

たことは、当地に居留する商人らにとって朗報でした。倉庫や住居に保険をかけ

ることは、これまでは不可能だったことです。 

 

  〈後略：主要輸入品（金巾・天竺布等の綿製品）に関する輸送実績・価格の記述

が続く。その後、海運・鉱工業（佐渡金山を含む）・漁業などに関する記述が

続き、最後に本報告の冒頭にある 7項目についての付表）が掲げられている。〉 

 

ライスナー 

ドイツ帝国首相 ビスマルク侯爵閣下 

ドイツ帝国外務省御中 

 

 

 

 

 

〔1878年に関する年次報告〕 

 

館務報告 原文 

Niigata, 1. Januar 1879 

     Dem hohen Auswärtigen Amt habe ich die Ehre, über meine 

Amtsthätigkeit während des vergangenen Jahres folgende Mittheilungen ganz 

gehorsamst zu unterbreiten. 

     Wiederum haben Verhandlungen mit dem Zollhaus betreffend 

Erleichterungen in Anbetracht der Schwierigkeiten im Löschen und Beladen 

von hier ankernden Schiffen, in Folge der zunehmenden Versandung der 

Flußmündung, einen Theil meiner Zeit in Anspruch genommen, mit leider nur 

geringem Erfolg, davon in Hauptsachen, wie Anlage eines guten 

Landungsplatzes und Regulirung der Flußmündung auf die projectirten 

Hafenanlagen verwies. 

     Im April erhielte ich den Bescheid, daß der Amtsbezirk des hiesigen 

Konsulats dem Jurisdictionbezirk von Yokohama zugetheilt worden sei, und 

sandte demselben auf Verlangen das hiesige Handelsregister ein. Die Sache 
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hat nur den Nachtheil, daß bei vorkommenden Fällen Betheiligte zur 

persönlichen Besorgung von Anliegen eine wenigstens 6 tägige beschwerliche 

Reise über Land von hier nach Tokio zu machen haben, da directe 

Schiffsverbindung, die auch ca. 5 Tage dauert, nur selten ist. 

     Im Mai hatte ich das Vergnügen, dem hier ansäßigen deutschen 

Kaufmann A. Visscher den Dank des Gouverneurs für die Rettung eines in den 

Kanal gefallenen japanischen Kindes zu übermitteln. 

     Die nach hier gekommenen deutschen Schiffe, 2 Dampfer und eine Barke, 

boten keine Schwierigkeiten. Klagen von oder gegen Deustche lagen nicht vor 

und boten Subalterne Geschäfte nichts Bemerkenswerthes zur Mittheilung. 

     Eine Zusammenstellung der dienstlichen Ein- und Ausgaben sende 

anbei. 

                                                            Ad Leysner 

An  

  das Auswärtige Amt des Deutschen Reiches  

 

 

 

〔1878年に関する年次報告 続き〕 

 

通商報告（抄） 原文 

〔※ 通商報告の完全な判読は、原史料の状態からしてほぼ不可能である。そのため、冒頭

の一部のみ翻刻・試訳するにとどめる。〕 

Niigata, 1. Januar 1879 

Dem hohen Auwärtigen Amt habe ich die Ehre, über Handel, Schifffahrt etc. 

des Hafens von Niigata (Japan) für das Jahr 1878 in der Anlage zu 

behändigen. 

1) Verzeichniß des Einfuhrhandels nach Niigata von anderen Häfen Japans 

in fremden nicht japanischen Segelschiffen 

 2) Verzeichniß des Ausfuhrhandels von Niigata in fremden nicht japanischen 

Segelschiffen 

 3) Verzeichniß des Einfuhrhandels nach Niigata von anderen Häfen Japans in 

Mitsu-Bishi Dampfschiffen 

 4) Verzeichniß des Ausfuhrhandels von Niigata in Mitsu-Bishi Dampfschiffen 

 5) Verzeichniß der Haupteinfuhrartikel nach Niigata von anderen Häfen 

Japans in japanischen Segelschiffen 

 6) Verzeichniß der Reis-Ausfuhr von Niigata nach anderen Häfen Japans in 

japanischen Segelschiffen 

7) Verzeichniß der im Jahre 1878 in dem Hafen von Niigata angekommenen 

und von dort abgegangenen deutschen Schffen 

8) Frachtenhandel in fremden nicht japanischen Segelschiffen nach und von 

Niigata 

9) Frachtenhandel in japanischen Segelschiffen nach und von Niigata 

10) Meteorologische Beobachtungen in Niigata während des Jahres 1878 

 

   Wie schon in früheren Jahren gemeldet, fordert das Zollamt nur Manifeste 

der fremden Schiffe, worunter auch solche unter japanischen Flagge, während 

japanische Junken keine Angabe beim Zollamt zu machen haben, sodaß sich 

deren Handel schwer bestimmen läßt; es ist nur mit willigen Hülfeleistung des 

Gouverneurs möglich gewesen, über die Hauptartikel genauere Angaben zu 

erhalten. 

   Die japanische Dampfgesellschaft Mitsu-Bishi hat in den Monaten April bis 

Ende November 19 ihrer Dampfschiffen hier anlaufen lassen, und wurden 16 

fremde Sciffe hier beladen, alle mit Reis. Sonst besuchten nach diesem Hafen 

der französische Kriegsdampfer Cosmar 12 Kanonen, und der jap. Regierungs 

Lauschensdampfer ‘Meiji Maru.’ 

   Die Zunahme der fremden Schifffahrt nach hier war ausschließlich Folge 

der starken Reisnachfrage für China und der im Ganzen günstige Ernte dieser 
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Provinz. Die vermehrte Reisausfuhr; 611,755 picul (1 Picul=59,962kg), Mark 

4,997,885 gegen 434,726 Picul, Mark 2,934,400 in 1877, hat auch eine größere 

Einfuhr als in vergangenen Jahren mit sich gebracht, und auch Resultate in 

der ersten Hälfte des Jahres für die Importeur meist günstig ausfielen, so 

waren solche in der zweiten Hälfte des Jahres meistens wenig befriedigend, 

wenn nicht Verlust bringend, da bei langsamer, aber stetiger Entwerthung des 

hier ausschließlich kursierenden jap. Papiergeldes (Kinsats) keine 

entsprechenden Preiserhöhungen der Artikel stattgefunden haben, sodaß, 

wenn auch hier die meisten Artikel, die Preise in der zweiten Hälfte des Jahres 

sich wieder besserten, solche Preissteigerungen nicht der Entwerthung des 

Papiergeldes gleich kamen. 

   Eine Ausstellung der Gasamteinfuhr ist wegen fehlenden Materials nicht 

zu machen.  

   〈後略〉 

Ad Leysner 

An 

  das Auswärtige Amt des Deutschen Reiches 

 

通商報告（抄） 訳文 

新潟、1879年 1月 1日 

新潟港（日本）における 1878年の通商・海運等に関して、添付のとおり謹んで

報告いたします。 

 １）外国船による国内他港から新潟への輸移入品 

 ２）外国船による新潟からの輸移出品 

 ３）三菱蒸気船による国内他港から新潟への移入品 

 ４）三菱蒸気船による新潟から国内他港への移出品 

 ５）日本帆船による国内他港から新潟への移入品 

 ６）日本帆船による新潟から国内他港への米の移出品 

 ７）1878年におけるドイツ船の新潟出入港 

 ８）新潟に出入港した外国船舶 

 ９）新潟に出入港した日本船舶 

10）1878年における新潟の気象観測 

これまでの報告ですでにお伝えしているとおり、税関が申告を求めるのは外国

船の積荷目録、及び日本船でも外国人が取り扱う積荷のみであり、日本の平底船

には申告の必要はありません。そのためそれら船舶による取引を把握するのはと

ても困難です。県令の特別のはからいで主要商品に関するかなり正確な数字を入

手することができました。 

 日本の三菱蒸気船会社が 4 月から 11 月末までのあいだ蒸気船 19 隻を当地に寄

港させました。また外国船 16隻も寄港し、積み荷としてはすべて米を扱いました。

他にはフランスの大砲 12 門搭載軍用蒸気船「コスマ」、及び日本政府の輸送蒸気

船「明治丸」も寄港しました。 

外国船の増加はもっぱら中国への米の需要増大、及び当地方の米が全般に豊作

であったことによるものです。米の輸移出は、1877 年の 434,726 ピクル（1 ピク

ル＝59.962キロ）、すなわち 2,934,400マルクに対して、昨 1878年は 611,755ピ

クル、すなわち 4,997,855 マルクまで増加し、このことが輸移入にも相当の増加

をもたらしました。年の前半の輸移入は順調でしたが、後半については、損失は

出ないまでも満足のいくものではありませんでした。というのも、年の後半は多

くの商品で価格が回復したものの、緩やかではあっても着実な紙幣の価値下落が

それを上回ったからです。 

輸移入全体の統計は資料不足により作成されませんでした。 

  〈後略：主要な輸移入品・輸移出品の輸送実績や価格推移・海運・鉱工業（佐渡

金山を含む）・漁業などに関する記述が続き、最後に本報告の冒頭にある 10 項

目についての付表が掲げられている。〉 

ライスナー 

ドイツ帝国外務省御中 
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〔1879年に関する年次報告〕 

 

館務報告 原文 

 

Niigata, 1. Mai 1880 

     Dem hohen Auswärtigen Amt habe ich die Ehre, über meine 

Amtsthätigkeit während des vergangenen Jahres folgende Mittheilungen ganz 

gehorsamst zu unterbreiten. 

     Während in den ersten Monaten nur laufende Arbeiten verliefen, die 

nichts Mittheilungswerthes bieten, brachte die im Juni auftretende Cholera 

noch mehr mit der japanischen Provinzial-Behörde zusammen zur Berathung 

effectiver Preventivmittel gegen die Ausbreitung der Krankheit, die aber 

insofern von sehr geringem Nutzen waren, als die Japaner in Anwendung 

derselben nur meist ihren eigenen Weg gingen und durch unpraktische und 

unzureichende Vorsichtsmaßregel nicht nur den Zweck in Frage stellten, 

sondern auch einen Theil des Arbeitervolkes, der durch solche Maßregel härter 

betroffen wurde bei schon bestehender Unzufriedenheit über hohe Reispreise, 

zum Aufstand brachte, der nur mit Mache und blanker Waffe gedämpft werden 

konnte. 

     Verhandlungen über eine bestimmtere Abgrenzung der Vertragslimiten, 

innerhalb welcher hier ansäßige Deustche sich frei bewegen können, sind noch 

nicht zu einem Abschluß gekommen, da die darüber von der japanischen 

Behörde vorgelegten Pläne nicht mit Gewißheit dem Sinne des bezüglichen 

Artikel 3 im Vertrag entsprechen, und ich im Interesse der hier ansäßigen 

Deutschen einige Concessionen in Vorschlag zu bringen für angemessen hielt, 

die der Gouverneur in Betracht zu ziehen versprach, und worüber später 

gehorsamst berichten werde. 

     Im September ging ich nach Europa und vertrat mich während meiner 

Abwesenheit von hier Herr H. Hoeninghaus, dem sich in derselben bis Ende 

des Jahres keinerlei Schwierigkeiten entgegenstellte, sowie die Erledigung der 

Subalternen Geschäfte nichts Mittheilungswerthes bieten. 

     Der hohe Geburtstag Seiner Majestät des Kaisers von Deutschland und 

Königs von Preußen wurde durch ein Festessen im Deutschen Konsulat 

gefeiert. 

     Eine Zusammenstellung der dienstlichen Einnahmen und Ausgaben, laut 

Circular vom 30. December 1874 e.o./75, sende in der Anlage. 

                                                           Ad Leysner 

An  

  das Auswärtige Amt des Deutschen Reiches  

 

 

 

 

 

〔1880年に関する年次報告 原文〕 

 

館務報告 原文 

 

Niigata, 1. Januar 1881 

     Dem hohen Auswärtigen Amt habe ich ganz gehorsamst über meine 

Amtsthätigkeit im vergangenen Jahre folgende Mittheilungen zu machen. 

     Von meinem Besuch in Europa zurückgekehrt übernahm ich am 24. April 

wieder die consularischen Geschäfte hier, deren Verwaltung durch Herrn 

Hoeninghaus in geordneter Weise verlaufen war. 

     Außer den laufenden Arbeiten, die in gewöhnlicher Weise ihren 

Erledigung fanden, ist nichts Bemerkenswerthes vorgefallen, und hat die 

japanische Regierung die Erledigung aller noch schwebenden Fragen über 

Erleichterung des Verkehrs einstweilen stillschweigend ins Unbestimmte 
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vertagt. 

Bei einem großen Feuer im August zu Schaden gekommene Deutsche, die bei 

einem deutschen der Berlin-Kölnischer-Feuerversicherungs-Actiengesellschaft 

versichert waren, erhielten solche Vergütung unter meiner Mitwirkung und 

Beglaubigung des Schadens. 

     Das hohe Geburtsfest Seiner Majestät des Kaisers und Königs wurde mit 

einem Festessen in Consulat gefeiert. 

     Zusammenstellung der dienstlichen Einnahmen und Ausgaben, laut 

Circular vom 30. December 1874 e.o./75, befindet sich angebogen. 

                                               Ad Leysner 

An  

  das Auswärtige Amt des Deutschen Reiches   

 

 

 

 

 

〔1881年に関する年次報告〕 

 

館務報告 原文 

 

Niigata, 1. Januar 1882 

     Dem hohen Auswärtigen Amt habe ich ganz gehorsamst über meine 

Amtsthätigkeit im vergangenen Jahre folgende Mittheilungen zu machen.   

     Die vom hiesigen Zollhaus stets vorgenommene umständliche und extra 

Kosten verursachende Visitation der für hier ansäßige Deutsche eintreffenden 

Waaren, die von Zollhaus-Certificat begleitet von anderen Häfen Japans mit 

japanischen Dampfern nach hier kommen, während alle für Japaner unter 

gleichen Umständen ankommende Waaren von dieser unnützen 

Untersuchung des Zollhauses frei waren, veranlaßte mich, der dem Zollhaus 

vorstehenden Behörde Vorstellungen über solche unnütze Erschwerung des 

Handels zu machen. Die Zollbehörde berief sich auf die Vorschrift, wonach sie 

alle für Fremde zur See eintreffenden Waaren zu examiniren habe, wovon sie 

glaubte nicht abgehen zu dürfen, verstand sich aber zu der Erleichterung, daß 

solche Examination auf schriftliches Ansuchen am Landungsplatz der 

Mitsu-Bishi Dampfergesellschaft, die alle von ihr angebrachten Waaren selbst 

landet, vorgenommen werden kann, statt am Zollhaus, das circa 1 1/2 

Kilometer von diesem Landungsplatz dem Fluß abwärts liegt, und vorhin 

dieser nichts bezweckenden Formalität fallen, die Waaren hin und zurück 

transportirt werden mußten. 

     Mit der hiesigen japanischen Behörde hatte ich Verhandlungen wegen 

Beglaubigung japanischer Urkunden, wozu dieselbe bisher keine Autoritation 

hat, und mußte ich zur Abhilfe dieses Mangels mich an die Gesellschaft nach 

Tokio wenden, die eine Abhilfe dieses Bedürfnisses in Aussucht stellte. 

     Die Subalternen Geschäfte hatten ihren regelmäßigen Verlauf, ohne 

Bemerkenswerthes zur Mittheilung zu bieten. 

     Das hohe Geburtsfest seiner Majestät des Kaisers und Königs wurde wie 

in früheren Jahren mit einem Festessen am Deutschen Konsulat feierlich 

begangen, unter Betheiligung der japanischen Behörden. 

     Eine Zusammenstellung der dienstlichen Einkommen und Ausgaben, 

laut Circular 1874 e.o./75, befindet sich angebogen. 

                                              Ad Leysner 

An  

  das Auswärtige Amt des Deutschen Reiches 

 

 

 


